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届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

サンアローズ・インベストメント
株式会社

金融庁 RDS茨木物流投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 物流施設の底地に係る信託受益権に
投資する匿名組合事業に対して出資を
行う

運用 63条 金融機関等（1）
事業法人等（1）

2 無 無 ―

ハヤテインベストメント株式会
社

金融庁 企業投資任意組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

株式投資信託、その他株式投資 私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

ハヤテインベストメント株式会
社

金融庁 MS・HAYATE1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にベンチャー企業の未公開株式等に
投資を行い、ハンズオン支援を通じて
企業価値を高め、利益獲得を狙う。場
合によりIPO後も継続した企業支援を行
い、Exitの時期を問わず、プレ・ポスト
IPOを問わず一気通貫して挑戦者たる
経営陣を応援すること

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ハヤテインベストメント株式会
社

金融庁 INNOVATION HAYATE V 
Capital 投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に下記のスタートアップを中心に投
資を行う。
・BtoBビジネスに取り組むスタートアッ
プ
・DXで業務の高度化・効率化に取り組
むスタートアップ
・商習慣の変容を目指すスタートアップ

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

北都発電合同会社 北海道財務局 旭川北都・倉沼ソーラー発電
事業匿名組合

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

太陽光発電事業 私募 旧63条 金融商品取引業者等 1 有 無 ―

株式会社北洋キャピタル 北海道財務局 北海道成長企業応援投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 北海道の成長期待企業や地域資源活
用企業を投資対象とし、資金の供給を
通じて地域企業の稼ぐ力の拡大を目指
し、地域経済の活性化と北海道の発展
に貢献する

運用 63条 金融機関等 2 有 無 公認会計士大和事務所

株式会社北洋キャピタル 北海道財務局 北海道オールスター2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域の経済活力や雇用について大きな
役割を果たす中小企業の経営改善及
び事業再生を図る

運用 63条 金融機関等 17 有 無 東陽監査法人

株式会社北洋キャピタル 北海道財務局 北海道オールスター3号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域の経済活力や雇用について大きな
役割を果たす中小企業の経営改善及
び事業再生を図る

運用 63条 金融機関等 12 有 無 公認会計士大和事務所

合同会社北海道ソーラーエナ
ジー

北海道財務局 北海道ソーラーエナジー匿名
組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

北海道北見市、湧別町及び佐呂間町
において下記の事業へ投資する。(1)
ソーラーパネル等を購入し、賃借した土
地への設置･設備等を利用して発電さ
れた電気を全量固定価格買い取り制度
に基づき北海道電力株式会社へ売電
(2)売電収入を各種運営費用、ローン元
利払い後、匿名組合契約に基づき分
配、金銭の受入れその他の権利の行
使及び義務の履行(3)その他上記各号
に関連又は付随する一切の取引

私募 63条 金融機関等 1 有 無 ―

公益財団法人北海道中小企
業総合支援センター

北海道財務局 北洋６次産業化応援ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

【投資対象企業の業種】２次・３次業者
（農林漁業者と２次・３次産業の事業者
が６化産業化に取り組み、共同で出資
された事業者）
【成長ステージ】アーリー　
【投資方針】農林漁業者の所得確保、

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 無 無 札幌監査法人

公益財団法人北海道中小企
業総合支援センター

北海道財務局 北のふるさと事業継承支援
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 【投資対象の内容】道内に本社を有す
る小規模企業の株式等
【リスク特性】投資先企業の株価下落や
組合運営に係る費用が投資利益を上
回った場合は、元本割れのリスクがあ
る
【投資対象地域】北海道に本社を置く企
業
【投資方針・戦略】ファンドが先代経営
者から株式を買取り、親族外後継者が
株式買取り資金を蓄積するまでの一定
期間保有することにより、円滑な事業
継承を支援する

運用 63条 金融機関等(6) 6 有 無 札幌監査法人

株式会社北海道二十一世紀
総合研究所

北海道財務局 北洋農業応援ファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資により自己資本が充実し経営体質
の強化につながる農業法人等に対し、
出資による安定的な資金供給及び当
社並びに連携する専門家による経営支
援を通じて、北海道内の農業法人の経
営基盤強化と企業価値向上を図る

私募・運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社北海道二十一世紀
総合研究所

北海道財務局 北海道成長企業応援投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 北海道の成長期待企業や地域資源活
用企業を投資対象とし、資金の供給を
通じて地域企業の稼ぐ力の拡大を目指
し、地域経済の活性化と北海道の発展
に貢献する

運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

株式会社北海道二十一世紀
総合研究所

北海道財務局 北洋ライフサイエンスサポート
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 北海道の成長期待の大きい医療系技
術、創案、医療機器等のライフサイエン
ス分野を投資対象とし、資金の提供を
通じて地域企業の稼ぐ力の拡大を目指
し、地域経済の活性化と北海道の発展
に貢献する

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社北海道二十一世紀
総合研究所

北海道財務局 北洋SDGｓ推進投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 SDGｓに取組む、主として道内中小企
業に対する支援を通じて、北海道の持
続可能な発展に貢献する

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社北海道二十一世紀
総合研究所

北海道財務局 ほくよう農業地域活性化ファン
ド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資により自己資本が充実し経営体質
の強化につながる農業法人等に対し、
出資による安定的な資金供給及び当
社並びに連携する専門家による経営支
援を通じて、北海道内の農業法人の経
営基盤強化と企業価値向上を図る

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社北海道二十一世紀
総合研究所

北海道財務局 北洋SDGｓ推進2号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 SDGｓの取組みから自社の成長・発展
のストーリーを描くことができる道内中
小企業に対する支援を通じて、北海道
の持続可能な発展に貢献する

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

プロ向けファンド届出者（適格機関投資家等特例業務届出者）等の状況
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北海道ベンチャーキャピタル
株式会社

北海道財務局 道銀アグリビジネス投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・主な対象企業：
農林漁業者が主体となって、農林水産
物、農林漁業の生産活動又は農林漁
村の特色を活かしつつ、新商品の開
発、生産若しくは需要の開拓、新たな
販売の方式の導入若しくは販売の方式
の改善、新役務の開発、提供若しくは
需要の開拓又は農林漁村における再
生可能エネルギーの開発、供給若しく
は需要の開発を行うことにより、国内外
における新たな事業分野を開拓する事
業活動を営むことを目的とした、６次産
業化事業体
・企業ステージ：
シード～レイター

私募・運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 無 無 ―

北海道ベンチャーキャピタル
株式会社

北海道財務局 道銀どさんこ３号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・主な対象企業：
主に道内で活動し、又は道内において
活動することを予定する法人で、主とし
て株式上場を志向している企業、及び
抜本的な企業改革（M&A、MBO等）を行
い成長を狙う企業
・企業ステージ：
問わない
・業種：問わない

私募・運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

北海道ベンチャーキャピタル
株式会社

北海道財務局 ほっかいどう地方創生投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・主な対象企業：
北海道において事業を行う未公開中小
企業
・企業ステージ：
シード～レイター
・業種：問わない

私募・運用 旧63条 金融機関等(19) 19 有 無 ―

北海道ベンチャーキャピタル
株式会社

北海道財務局 どさんこ地域活性化投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド、バイアウト
ファンド、事業
再生ファンド

・主な対象企業：
主に道内で活動し、又は道内において
活動することを予定する法人で、北海
道の地域経済の活性化に寄与する活
動を行う企業
・企業ステージ：問わない
・業種：問わない

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

北海道ベンチャーキャピタル
株式会社

北海道財務局 北海道グロース1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 原則、道内に本社若しくは主要な拠点
を置く北海道の地域経済の活性化に寄
与する活動を行う（予定も含む）企業を
対象とするが、道外企業でも当該活動
（予定も含む）を行う企業も対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

北海道ベンチャーキャピタル
株式会社

北海道財務局 ほっかいどう事業承継投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

北海道内の後継者不在、事業承継
ニーズのある中小・中堅企業を投資対
象とする。MBOまたはM&AによるEXIT
を想定している。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社北海道共創パート
ナーズ

北海道財務局 北洋事業承継投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業承継に課題のある道内企業が対
象（業種制限はなし）M＆A、IPO、MBO
等によりバイアウト

運用 63条 金融機関等 1 無 無 ―

株式会社北海道共創パート
ナーズ

北海道財務局 北洋事業承継２号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業承継に課題のある道内企業が対
象（業種制限はなし）M＆A、IPO、MBO
等によりバイアウト

運用 63条 金融機関等 1 無 無 ―

POLAR SHORTCUT有限責任
事業組合
（株式会社POLAR 
SHORTCUT及び大久保　徳
彦）

北海道財務局 POLAR SHORTCUT1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

北海道エリアにて事業を展開する創業
前後・シードラウンドのスタートアップ
（業種・事業領域は問わない）を主な投
資対象とする。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合

1 有 無 ―

株式会社北拓 北海道財務局 北拓・MOLウインドエナジー投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合

ベンチャー・ファ
ンド

風力発電事業法人の株式
風力発電に係る先端事業

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

株式会社北拓 北海道財務局 洋上風力発電人材育成PJ匿
名組合

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

風力業界に係る人材育成事業（不動産
取得を含む）

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

いわぎん事業創造キャピタル
株式会社

東北財務局 岩手新事業創造ファンド１号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

岩手県の経済の活性化に寄与すること
が期待される企業について、投資を通
じて育成を行い又は事業を支援するこ
とにより、企業価値を向上させ、IPO、
株式譲渡等により投資資本額以上の
回収を図るよう努める。

運用 旧63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

いわぎん事業創造キャピタル
株式会社

東北財務局 いわぎん農業法人投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 岩手県の農業者へ出資による安定的
な資金供給を行うと同時に経営支援に
取組み、岩手県内の農業法人の経営
基盤強化と企業価値向上を目指す。

運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

いわぎん事業創造キャピタル
株式会社

東北財務局 岩手新事業創造ファンド2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

岩手県の経済の活性化に寄与すること
が期待される企業について、投資を通
じて育成を行い又は事業を支援するこ
とにより、企業価値を向上させ、IPO、
株式譲渡等により投資資本額以上の
回収を図るよう努める。

運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

いわぎん事業創造キャピタル
株式会社

東北財務局 岩手新事業創造ファンド3号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

岩手県の経済の活性化に寄与すること
が期待される企業について、投資を通
じて育成を行い又は事業を支援するこ
とにより、企業価値を向上させ、IPO、
株式譲渡等により投資資本額以上の
回収を図るよう努める。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

いわしんRITAパートナーズ株
式会社

東北財務局 磐城国地域振興投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種を限定せず、福島県いわき市又は
双葉郡に本店又は支店を有する主に
シード・アーリーステージにある中堅・
中小企業及び小規模事業者で、地域
振興に資する事業を起業する事業者並
びに新興事業者及び地域の発展への
寄与を事業理念とする事業者に対して
出資を行う。

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―
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いわしんRITAパートナーズ株
式会社

東北財務局 磐城国地域振興第2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

福島県いわき市又は双葉郡に本店又
は支店を有する中堅・中小企業及び小
規模事業者の経営改善及び事業の再
構築と福島県いわき市又は双葉郡の
地域振興に資する事業を起業する事業
者ならびに新興事業者に対して投融資
を実施することにより、コロナ禍からの
地域経済の再生と新たな発展に寄与
することを目的とする。

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

きたぎんリース・システム株式
会社

東北財務局 きたぎん六次産業化支援ファ
ンド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

我が国の農林漁業がバリューチェーン
の構築と地域資源の活用を通じ、農山
漁村における雇用機会を創出する成長
産業となることで、農山漁村の活性化
を推進するよう、支援基準を満たす事
業活動に対する投資を行う。

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 無 無 ―

けんしん元気創生株式会社 東北財務局 秋田元気創生ファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ターゲットを、秋田県秋田市に本店を置
き、小水力発電システムの開発・販売
を手がける一社に限定し、地域振興に
資する事業並びに地域の発展に寄与
する事業への出資を行なう。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

けんしん元気創生株式会社 東北財務局 秋田再生可能エネルギー投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

秋田県に本店又は支店を有する中小
の事業者であって、成長意欲の高い木
質バイオマスを中心とした再生可能エ
ネルギー産業に関連する事業を行う中
小企業の株式等への投資。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

七十七キャピタル株式会社 東北財務局 ７７ニュービジネス投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

起業・創業・第二創業（事業承継を含
む）ステージにある企業や、既存企業
等に対して、株式・社債・ローン等によ
る成長資金投資および経営支援を行う

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

七十七キャピタル株式会社 東北財務局 ７７ストラテジック・インベストメ
ント投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 プロジェクトや資産流動化等を行う企業
等に対して、主に資本性資金の供給を
行い、その円滑な遂行を支援する

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

七十七キャピタル株式会社 東北財務局 七十七キャピタル第２号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

起業・創業・第二創業（事業承継を含
む）ステージにある企業や、既存企業
等に対して、株式・社債・ローン等によ
る成長資金投資および経営支援を行う

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

七十七キャピタル株式会社 東北財務局 ７７ストラテジック・インベストメ
ント第２号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 プロジェクトや資産流動化等を行う企業
等に対して、主に資本性資金の供給を
行い、その円滑な遂行を支援する

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

ゼビオホールディングス株式
会社

東北財務局 ゼビオアリーナ仙台有限責任
事業組合

有限責任事業
組合契約

不動産ファンド ゼビオアリーナ仙台の稼働管理事業、
イベント開催管理、その他附帯する一
切の事業

私募 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

仙台APMマネジメント合同会
社

東北財務局 仙台アンパンマンミュージアム
&モール匿名組合契約

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

出資対象は、「仙台アンパンマンミュー
ジアム&モール有限責任組合」への出
資。
「仙台アンパンマンミュージアム&モー
ル有限責任組合」の目的は、
A.  テーマパーク事業（企画及び展示物
制作に関する業務、及びミュージアム
の経営）
B.  物販店舗の経営
C.  飲食店舗の経営
D.  出版物の企画、発行、販売
E.  キャラクター商品（著作物、標章及
び個性的な名称や特徴を有している人
物・動物等の画像を付したもの）の企
画、製作、販売及び斡旋
F.  広告物の企画、製作
G.  不動産の賃貸
H.  放送番組の企画、製作、販売
I.  録音・録画スタジオの運用及び管理
J.　その他、前各号に付帯又は関連す
る一切の業務
出資対象事業からの利益分配をもって
匿名組合契約者に分配する。

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

東邦リース株式会社 東北財務局 とうほう・ふるさと総活躍応援
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「一億総活躍社会」の実現に取り組む
企業等を中長期的な視点で支援

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

東邦リース株式会社 東北財務局 ふるさと産業躍進投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

東邦銀行の本支店の営業地域に事業
拠点を持つ、又は東邦銀行の本支店の
営業地域の活性化に資する事業を行う
企業を対象として、期限一括返済型
ローンや劣後ローン等、リスクマネー、
成長資金又は事業承継資金等の供給
を目的とするファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

東邦リース株式会社 東北財務局 令和元年台風及び新型コロナ
ウイルス等被害東日本広域復
興支援投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 令和元年台風災害により被災し、又は
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り経営環境が悪化した事業者の復興及
び事業再生等を早期に実現するため、
北海道、青森県、秋田県、山形県、岩
手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木
県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、
静岡県に本店又は主要事業拠点を有
する事業者等及び同１８都道県の地域
経済の再活性化に資する事業者等に
対し、過剰債務の解消、必要資金の提
供及び人的支援に取組むことを目的と
したファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(35) 35 無 無 ―

東北大学ベンチャーパート
ナーズ株式会社

東北財務局 ＴＨＶＰ－１号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に東北大学の研究成果の事業化案
件に出資し、育成支援を通じて企業価
値を高め、ＩＰＯやＭ＆Ａなどを出口とし
て想定しており、出資金額の増加を目
指す。

運用 旧63条 金融機関等(6)、事業
法人等(1)、投資事業
有限責任組合（1）

8 有 無 ―

東北大学ベンチャーパート
ナーズ株式会社

東北財務局 ＴＨＶＰ－２号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

東北大学及び東北圏域（東北6県及び
新潟県）並びに東北周辺地域に所在す
る国立大学等が蓄積してきた成果を下
に、大学発ベンチャーの設立・投資・育
成に係る支援を通じてIPOやM&Aなど
を出口として想定しており、出資金額の
増加を目指す。

運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関(7)

8 有 無 ―

株式会社フィデアキャピタル 東北財務局 荘銀あぐり応援ファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

県内農業法人向け、経営基盤強化と企
業価値向上に資する目的

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社フィデアキャピタル 東北財務局 荘銀地域協奏ファンド投資事
業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

農業法人以外業種の制限設けず、創
業期･成長期･成熟期といった成長段階
に関わらない企業成長の後押しが目的

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―
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株式会社フィデアキャピタル 東北財務局 北都成長応援ファンド投資事
業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

北都銀行に繋がりのある中小企業で、
将来性や技術力､知的財産に特色を持
つ先等を支援、地域の活性化の後押し
が目的

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社フィデアキャピタル 東北財務局 フィデア地方創生ファンド投資
事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

地域企業の多様化する経営課題に対
して、エクイティ分野から支援を実施す
ることで、地域経済の活性化を推進し
つつ、将来性ある企業の育成を図るこ
とが目的

私募・運用 63条 金融機関等（2） 2 無 無 ―

一般社団法人ＭＡＫＯＴＯ 東北財務局 福活ファンド投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

倒産等大きな失敗をした経営者の再起
法人（福島県内）に投資。主な投資対
象ステージはシード～ミドル。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

やまぎんキャピタル株式会社 東北財務局 やまがた地域成長ファンドⅡ
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

山形県を中心としたベンチャー型企
業、成長産業分野、地域成熟産業を投
資対象とし、地域経済の持続的成長支
援を行う

私募・運用 63条 金融機関等（１） 1 無 無 ―

スパークル株式会社 東北財務局 ステージアップファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に東北地方における、イノベーション
創出を目指すベンチャー企業に投資。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（１）

1 有 無 ―

スパークル株式会社 東北財務局 シェアファンド投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 成長意欲あるがIPOや借入による調達
を志向しない法人（全国）に投資。シー
ド～ミドル

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

スパークル株式会社 東北財務局 プロクレアHD地域共創ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

青森・北海道・秋田・岩手・宮城におけ
るインパクトスタートアップに投資。

私募・運用 63条 金融機関等（2） 2 無 無 ―

FVC Tohoku株式会社 東北財務局 もりおか起業投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

盛岡広域に本社を置く原則会社設立5
年以内の企業を対象とする。業種、規
模は不問。
投資テーマとしては、岩手県沿岸部や
県南地域の人材が盛岡広域で起業す
る場合や、「UIターン起業」、「第二創
業」も想定している。

運用 旧63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

FVC Tohoku株式会社 東北財務局 秋田元気創生ファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

秋田県に所在する特定企業に対する
投資。業種や規模に制限は無いが、再
生可能エネルギー企業等に注目してい
る。設立年数に制限は無し。

運用 旧63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

FVC Tohoku株式会社 東北財務局 ふくしま夢の懸け橋投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員の営業エリア内に所在
する、創業企業（原則設立10年以内と
する）、第二創業企業、事業承継企業
などを投資対象とする。業種、規模は
不問。地域内における創業率向上や、
イノベーションによる地域活性化を投資
目的する。

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

FVC Tohoku株式会社 東北財務局 秋田再生可能エネルギー投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

秋田県に本店又は支店を有する中小
の事業者であって、成長意欲の高い木
質バイオマスを中心とした再生可能エ
ネルギー産業に関連する事業を行う中
小企業の株式等への投資。

運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

FVC Tohoku株式会社 東北財務局 日高見の国地域振興投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員の営業エリア内に本社
や主要な拠点を置く、原則として、設立
から5年を経過していない成長意欲の
高い未上場の株式会社及び第二創業
企業にも投資。業種・規模は限定しな
い。

運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

FVC Tohoku株式会社 東北財務局 もりおかSDGs投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

盛岡広域・岩手県北地域に本社を置く
企業を対象とする。業種、規模は不問。
SDGsの17ゴールのうちいずれかに該
当する企業への投資とする。

運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

FVC Tohoku株式会社 東北財務局 磐城国地域振興第2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

福島県いわき市又は双葉郡に本店又
は支店を有する中小・中堅企業に投資

運用 63条 金融機関等（2） 2 無 無 ―

FVC Tohoku株式会社 東北財務局 ふくしまメディカルヒルズ投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

福島県内にて医療機器産業に関連す
る企業や福島県発明協会が主催する
ビジネスコンテストで優秀案件と認めら
れた企業に投資

私募・運用 63条 金融機関等（4） 4 有 無 ―

ダッチャキャピタル株式会社 東北財務局 ダッチャファンド投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

（投資対象・投資地域）
主に東北地方において事業を営む会社で
あって、後継経営者不在により事業継続が
困難であったり、後継者候補と見込まれる
人材がいるが業態変革等の諸経営課題を
有する等の、事業承継問題や第二創業に
課題をもつ中堅・中小規模の事業会社（未
上場企業）が発行する主に株式を投資対
象とします。
（ポートフォリオ）
未上場企業が発行する株式および新株予
約権付社債に、100％投資します。
（投資目的・方針）
第３者への売却、自社株買い、投資先の従
業員等への売却（M&A、MBO、EBO等）等
で、キャピタルゲインを得ることを目指すバ
イアウトの形式を方針としております。
（投資戦略）
原則として発行済み株式の過半数以上を
取得した上で、経営人材の送り込み等の
経営参画によるハンズオンにより、3年から
5年をかけて企業価値を高めた後に、売却
します。
投資を決定するプロセスにおいては、公認
会計士によるデューデリジェンスを実施す
るほか、企業価値を高める方法についても
協議し、投資先の事業とマーケット動向を
捉え、EXITに際しての資金回収が効率的
に可能な対象と環境かを見極めます。

運用 63条 金融機関等（1） 1 有 有 井上　哲寿

株式会社東日本不動産 東北財務局 株式会社東日本不動産匿名
組合（Ｃ号）

匿名組合契約 不動産ファンド 青森県及び秋田県所在の不動産を信託財
産とする不動産信託受益権を取得・運用
し、賃料その他当該収益不動産及び当該
不動産信託受益権からの収益を得ること
により、利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

七十七パートナーズ株式会社 東北財務局 七十七パートナーズ第１号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 地域企業の円滑な事業承継の実現に向
け、発行済株式総数の過半数の株式を取
得し、経営参画を行った後にMBO、M&A等
により投資回収を図る

私募・運用 63条 金融機関等 1 無 無 ―

やまがた協創パートナーズ株
式会社

東北財務局 やまがた協創ファンド１号 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

山形銀行の営業エリアにおいて、経営課題
を抱える企業（事業承継、事業再生、新規
事業、地域活性化等に取り組む企業等）に
対して出資およびハンズオンを行う。その
後、山形銀行グループのネットワークやノ
ウハウ等を最大限活用することで、出資先
の企業価値向上を図り、最適なExitを実現
させることを通じ、持続可能な地域社会の
形成に貢献する。

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―
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東北ヘルスケアサポート株式
会社

東北財務局 東北ヘルスケアサポート第1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 東北6県を対象エリアとし、経営課題を抱え
る医療機関及び介護法人を対象に、資金
的な支援として、主に不動産流動化SPCへ
の匿名組合出資及びメザニンローンを活用
した金融支援、他に投資先のニーズに応じ
て、普通株式、種類株式、社債及びシニア
ローン等への投資を目的とするファンド

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

株式会社あきぎんキャピタル
パートナーズ

東北財務局 あきぎんＮＥＸＴ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 起業・創業・第二創業（事業承継を含む）ス
テージにある企業や、地域活性化に資する
事業を行っている企業に対して、成長資金
投資および経営支援を行う。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

スパークル１号有限責任事業
組合（スパークル株式会社、
福留　秀基、五十嵐　江美、佐
藤　立基、石川　伸幸、市川　
竜也、萩原　熙一朗）

東北財務局 スパークル１号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

三大都市圏以外に進出志向がある、ある
いは三大都市圏以外に所在のスタートアッ
プ企業に投資する

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 有 ゼロス有限責任監査法人

いわぎん未来投資株式会社 東北財務局 いわぎんCVC１号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

岩手銀行グループとの協業・連携を通じて
成長を目指す企業に対し、出資を行う。
業種、ステージは問わないがアーリー、ミド
ルを中心とする。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

有限会社大手町開発 関東財務局 有限会社大手町開発匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを投資対象とした
不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 事業法人等(4) 4 無 無 ―

株式会社環境エネルギー投資 関東財務局 EEIｸﾘｰﾝﾃｯｸ投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

環境エネルギー分野でのイノベーション
促進に寄与すべく、アーリー、ミドル、レ
イターを中心に、環境、エネルギー分
野、省エネ、IT分野等をターゲットとした
投資を行っている。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(2)

3 有 無 ―

株式会社環境エネルギー投資 関東財務局 EEIｽﾏｰﾄｴﾅｼﾞｰ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

環境エネルギー分野でのイノベーション
促進に寄与すべく、アーリー、ミドル、レ
イターを中心に、電力自由化関連、IoT
を用いたスマートホームや省エネサー
ビスをターゲットとした投資を行ってい
る。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(3)、事
業法人等(1)

5 有 無 ―

株式会社環境エネルギー投資 関東財務局 EEI4号イノベーション＆インパ
クト投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

環境エネルギー分野でのイノベーション
促進に寄与すべく、主に、電力自由化
関連、各種資源の有効活用、住居・産
業・社会インフラのスマート化等をター
ゲットとした投資を行っている。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(2)、事
業法人等(3)

6 有 無 ―

株式会社環境エネルギー投資 関東財務局 EEI5号イノベーション＆インパ
クト投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

脱炭素社会の実現に向けて飛躍が期
待される次世代のエネルギー領域やモ
ビリティ・物流領域を中心に社会課題解
決に寄与する革新的なビジネスモデル
やテクノロジーを有する企業、及び持続
可能な社会の実現のために経済的な
成長と社会的インパクトの創出を両立
する新規の事業領域を担う企業への投
資を行う。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(15)、
事業法人等(3)

19 有 無 ―

Ｊ－ＳＴＡＲ株式会社 関東財務局 J-STAR二号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

金融・不動産を除く日本国内スモール
キャップ企業のMBO/MBI投資を主な対
象とし、原則として議決権の過半数を
取得、3-5年で企業価値向上施策を実
施

運用 旧63条 金融機関等(4)、事業
法人等(1)、投資事業
有限責任組合(1)

6 有 無 ―

Ｊ－ＳＴＡＲ株式会社 関東財務局 J-STAR No.5-A,LP 外国の法令に
基づく権利

バイアウト・ファ
ンド

日本の中小企業を対象とする。 私募・運用 63条 金融機関等(7)、事業
法人等(1)、投資事業
有限責任組合(3)

11 有 無 ―

Ｊ－ＳＴＡＲ株式会社 関東財務局 Japan Healthcare Ambition,LP 外国の法令に
基づく権利

バイアウト・ファ
ンド

日本の中小企業を対象とする。 私募・運用 63条 個人(1)、その他(6) 7 有 無 ―

ポラリス・キャピタル・グループ
株式会社

関東財務局 ポラリス第二号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

オーナー事業承継、大企業の事業再
編、資本再構築に関する日本中堅中小
企業が投資対象。

不動産・金融に対する投資、不良債権・
破綻債権に対する投資、ベンチャー投
資、上場会社の有利発行引受投資は
対象外。

以下の3カテゴリーを中心に分散投資
カテゴリーI：技術・製造
カテゴリーII：消費財、小売・流通
カテゴリーIII：サービス、物流、メディ
ア、エンタテインメント

運用 旧63条 金融機関等(8)、金融
商品取引業者等(1)

9 有 無 ―

ポラリス・キャピタル・グループ
株式会社

関東財務局 ポラリス第三号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

オーナー事業承継、大企業の事業再
編、資本再構築に関する日本中堅中小
企業が投資対象。

不動産・金融に対する投資、不良債権・
破綻債権に対する投資、ベンチャー投
資、上場会社の有利発行引受投資は
対象外。

以下の3カテゴリーを中心に分散投資
カテゴリーI：技術・製造、医療関連
カテゴリーII：消費財、小売・流通
カテゴリーIII：サービス、物流、メディ
ア、エンタテインメント

運用 旧63条 金融機関等(23)、事業
法人等(2)、金融商品
取引業者等(1)

26 有 無 ―

ポラリス・キャピタル・グループ
株式会社

関東財務局 ポラリス・刈田共同投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内の特定事業者（技術・製造業）が
発行する株式を投資対象とする。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

ポラリス・キャピタル・グループ
株式会社

関東財務局 ポラリス第四号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

オーナ一事業承継、大企業の事業再
編、資本再構築に関する日本中堅中小
企業が投資対象。

不動産・金融に対する投資、不良債権・
破綻債権に対する投資、べンチャ一投
資、上場会社の有利発行引受投資は
対象外。

以下の3カテゴリーを中心に分散投資 
カテゴリーI：技術・製造、医療関連 
カテゴリーII：消費財、小売・外食 
カテゴリーIII：IT、サービス、物流

運用 63条 金融機関等(16)、事業
法人等(1)、金融商品
取引業者等(1)

18 有 無 ―

ポラリス・キャピタル・グループ
株式会社

関東財務局 ポラリス第四号共同投資事業
有限責任組合No.1

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内の特定事業者（技術・製造業）が
発行する株式を投資対象とする。

運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

ポラリス・キャピタル・グループ
株式会社

関東財務局 ポラリス第五号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

オーナー事業承継、大企業の事業再
編、資本再構築に関する日本中堅企業
が投資対象。

不動産・金融に対する投資、不良債権・
破綻債権に対する投資、ベンチャー投
資は対象外。

以下の3カテゴリーを中心に分散投資
カテゴリーⅠ：技術・製造、医療関連
カテゴリーⅡ：消費財、小売・外食
カテゴリーⅢ：IT、サービス、物流

運用 63条 金融機関等（19）、事業
法人等（2）、金融商品
取引業者等(1)

22 有 無 ―
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ポラリス・キャピタル・グループ
株式会社

関東財務局 ポラリス第五号共同投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

オーナー事業承継、大企業の事業再
編、資本再構築に関する日本中堅企業
が投資対象。

不動産・金融に対する投資、不良債権・
破綻債権に対する投資、ベンチャー投
資は対象外。

以下の3カテゴリーを中心に分散投資
カテゴリーⅠ：技術・製造、医療関連
カテゴリーⅡ：消費財、小売・外食
カテゴリーⅢ：IT、サービス、物流

運用 63条 金融機関等（19）、事業
法人等（2）、金融商品
取引業者等(1)

22 有 無 ―

ポラリス・キャピタル・グループ
株式会社

関東財務局 ポラリス第五号共同投資事業
有限責任組合No.1

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内の特定事業者（サービス業）が発
行する株式を投資対象とする。

運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

ティーキャピタルパートナーズ
株式会社

関東財務局 TMCAP2016投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として国内のミッドキャップ案件（業
種は特定しない、1件あたりの投資額は
20～100億円）の株式等を投資対象とし
て、グループ企業の子会社・事業部門
の独立に係わるバイアウト、オーナー
企業の事業承継に係わるバイアウト、
破たん企業の処理に伴う子会社・事業
部門のバイアウト、経営者主導型のバ
イアウト等を行う。

運用 63条 金融機関等(25)、
事業法人等(1)、
投資事業有限責任組
合(3)

29 有 無 ―

ティーキャピタルパートナーズ
株式会社

関東財務局 T Capital VI投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として国内に本拠を有する企業又
は主な事業基盤を有する企業（業種は
特定しない。）の株式等を投資対象とし
て（1件当たりの投資額は原則として40
～150億円）オーナー企業の事業承継
に係わるバイアウト、グループ企業の
子会社・事業部門の独立に係わるバイ
アウト、他ファンドが保有していた企業
のバイアウト等を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(24)、
事業法人等(4)、
投資事業有限責任組
合(2)

30 有 無 ―

株式会社日本テクノロジーベ
ンチャーパートナーズ

関東財務局 日本テクノロジーベンチャー
パートナーズＰ１号投資事業
組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 旧63条 個人(1) 1 無 無 ―

株式会社日本テクノロジーベ
ンチャーパートナーズ

関東財務局 日本テクノロジーベンチャー
パートナーズアイ五号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社日本テクノロジーベ
ンチャーパートナーズ

関東財務局 日本テクノロジーベンチャー
パートナーズアイ六号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社日本テクノロジーベ
ンチャーパートナーズ

関東財務局 日本テクノロジーベンチャー
パートナーズアイ七号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社日本テクノロジーベ
ンチャーパートナーズ

関東財務局 日本テクノロジーベンチャー
パートナーズアイ七-Ａ号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

株式会社日本テクノロジーベ
ンチャーパートナーズ

関東財務局 日本テクノロジーベンチャー
パートナーズY１号投資事業組
合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

村口　和孝 関東財務局 日本テクノロジーベンチャー
パートナーズアイ壱号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

村口　和孝 関東財務局 日本テクノロジーベンチャー
パートナーズアイ参号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

村口　和孝 関東財務局 日本テクノロジーベンチャー
パートナーズアイ五号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

村口　和孝 関東財務局 日本テクノロジーベンチャー
パートナーズアイ六号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

村口　和孝 関東財務局 日本テクノロジーベンチャー
パートナーズアイ七号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

村口　和孝 関東財務局 日本テクノロジーベンチャー
パートナーズアイ七-Ａ号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

村口　和孝 関東財務局 日本テクノロジーベンチャー
パートナーズｉ-Ｓ１号投資事業
組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

村口　和孝 関東財務局 日本テクノロジーベンチャー
パートナーズｉ-Ｓ２号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

村口　和孝 関東財務局 日本テクノロジーベンチャー
パートナーズｉ-Ｓ３号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

村口　和孝 関東財務局 日本テクノロジーベンチャー
パートナーズＡ１号投資事業
組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 旧63条 個人(1) 1 有 無 ―

村口　和孝 関東財務局 日本テクノロジーベンチャー
パートナーズＣＣ投資事業組
合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

村口　和孝 関東財務局 ひわｉ-３号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

村口　和孝 関東財務局 ひわｉ-Ｓ２号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

村口　和孝 関東財務局 創業基金イー投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

村口　和孝 関東財務局 独立個人ｉ-Ｓ２号投資事業組
合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

エレクトロニクス、インターネット、ヘル
スケア＆ライフサイエンスの３領域を中
心に、技術力の高いスタートアップにハ
ンズオン投資を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社ＤＢＪコーポレート・メ
ザニン・パートナーズ

関東財務局 UDSコーポレート・メザニン3号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

主として種類株式、劣後ローン等のメ
ザニンファイナンスを供給するファンド

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人(1)

2 無 無 ―

有限会社ＤＢＪコーポレート・メ
ザニン・パートナーズ

関東財務局 UDSコーポレート・メザニン4号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

主として種類株式、劣後ローン等のメ
ザニンファイナンスを供給するファンド

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人(1)

2 無 無 ―

有限会社ＤＢＪコーポレート・メ
ザニン・パートナーズ

関東財務局 UDSエアライン投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

金融機関と共同で組成する事業会社
の普通株式取得を目的とするスペシャ
ルファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社ＤＢＪコーポレート・メ
ザニン・パートナーズ

関東財務局 UDSコーポレート・メザニン5号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

主として種類株式、劣後ローン等のメ
ザニンファイナンスを供給するファンド

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

みずほキャピタル株式会社 関東財務局 みずほ成長支援投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

資金調達ニーズのある成長企業が発
行する有価証券（株式等）への投資

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―
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みずほキャピタル株式会社 関東財務局 とうほくのみらい応援ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 農林漁業成長産業化サブファンドとし
て、6次産業化事業体への投資（株式
等）

運用 旧63条 金融機関等(5)、事業
法人等(1)

6 無 無 ―

みずほキャピタル株式会社 関東財務局 とちまる6次産業化成長応援
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 農林漁業成長産業化サブファンドとし
て、6次産業化事業体への投資（株式
等）

運用 旧63条 金融機関等(10)、事業
法人等(1)

11 無 無 ―

みずほキャピタル株式会社 関東財務局 みずほＦｉｎＴｅｃｈ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

銀行等と連携して新たな商品・サービス
開発等の取り組みが期待できる、優れ
た金融関連テクノロジーを有する企業
への投資（株式投資等）

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

みずほキャピタル株式会社 関東財務局 みずほ成長支援第2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

資金調達ニーズのある成長企業が発
行する有価証券（株式等）への投資

私募・運用 63条 金融機関等(2)、金融
商品取引業者等(1)

3 無 無 ―

みずほキャピタル株式会社 関東財務局 みずほ事業継承ファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 国内を中心とする企業への株式投資等 私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

みずほキャピタル株式会社 関東財務局 みずほ成長支援第３号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

資金調達ニーズのある成長企業が発
行する有価証券（株式等）への投資

私募・運用 63条 金融機関等(2)、金融
商品取引業者等(1)

3 無 無 ―

みずほキャピタル株式会社 関東財務局 THE FUND投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

資金調達ニーズのある成長企業が発
行する有価証券（株式等）への投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

みずほキャピタル株式会社 関東財務局 みずほライフサイエンス第1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

資金調達ニーズのある成長企業が発
行する有価証券（株式等）への投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

みずほキャピタル株式会社 関東財務局 みずほ事業承継ファンド第2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 国内を中心とする企業への株式投資等 私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

みずほキャピタル株式会社 関東財務局 みずほ成長支援第４号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

資金調達ニーズのある成長企業が発
行する有価証券（株式等）への投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

みずほキャピタル株式会社 関東財務局 みずほグロースパートナーズ1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

資金調達ニーズのある成長企業が発
行する有価証券（株式等）への投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

みずほキャピタル株式会社 関東財務局 みずほベンチャーデットファン
ド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

資金調達ニーズのある成長企業が発
行する有価証券（社債、新株予約権
等）への投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

みずほキャピタル株式会社 関東財務局 みずほ成長支援第５号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

資金調達ニーズのある成長企業が発
行する有価証券（株式等）への投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

チョモランマ一般社団法人 関東財務局 チョモランマ基金拠出等権利 その他の権利 不動産ファンド 日本国内の商業施設、ホテル事業又は
ホテルに係る不動産信託受益権を最終
的な投資対象として株式等取得を行
い、剰余金及び残余財産分配を得るこ
とを目的とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

チョモランマ有限会社 関東財務局 チョモランマ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設、ホテル事業又は
ホテルに係る不動産信託受益権を最終
的な投資対象として匿名組合出資持分
取得等を行い、利益を得ることを目的と
する。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社ザイマックスセンパ
ル

関東財務局 ザイマックスセンパル匿名組
合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

銀座プライムリテールファンド
合同会社

関東財務局 銀座プライムリテールファンド
合同会社

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主たる信託財
産とする信託受益権を取得し、利益を
得ることを目的とする。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

アリアケ・ガンマ・フォー合同会
社

関東財務局 アリアケ・ガンマ・フォー合同会
社

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンスを主たる信託財
産とする信託受益権を取得し、利益を
得ることを目的とする。

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 無 無 ―

有限会社ギンザ・プロパティー
ズ

関東財務局 有限会社ギンザ・プロパティー
ズ

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主たる信託財
産とする信託受益権を取得し、利益を
得ることを目的とする。

運用 旧63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

有限会社鴨居プロパティーズ 関東財務局 有限会社鴨居プロパティーズ 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主たる信託財
産とする信託受益権を取得し、利益を
得ることを目的とする。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

有限会社芝浦アイランド・ア
パートメント

関東財務局 有限会社芝浦アイランド・ア
パートメント匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンスを主たる信託財
産とする信託受益権を取得し、利益を
得ることを目的とする。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ファイナンス・リサーチアンドサ
ポート株式会社

関東財務局 FRS―BF１号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

IPOの可能性ある特定ベンチャー企業
１社への投資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ファイナンス・リサーチアンドサ
ポート株式会社

関東財務局 FRS―IP1号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

IPOの可能性ある特定ベンチャー企業
１社への投資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ファイナンス・リサーチアンドサ
ポート株式会社

関東財務局 FRS―IP2号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

IPOの可能性ある特定ベンチャー企業
１社への投資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ファイナンス・リサーチアンドサ
ポート株式会社

関東財務局 FRS―IP3号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

IPOの可能性ある特定ベンチャー企業
１社への投資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ファイナンス・リサーチアンドサ
ポート株式会社

関東財務局 FRS―IP5号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

IPOの可能性ある特定ベンチャー企業
１社への投資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ファイナンス・リサーチアンドサ
ポート株式会社

関東財務局 FRS―IP6号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

IPOの可能性ある特定ベンチャー企業
１社への投資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

藤波　光雄 関東財務局 MPS協力者株式保有組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

IPOの可能性あるベンチャー企業１社
に投資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

アイザワ・インベストメンツ株式
会社

関東財務局 アイザワ4号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

対象企業は特に限定せず、レイタース
テージ企業を中心に投資を行う。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 無 無 ―

トラスト・キャピタル株式会社 関東財務局 トラスト・キャピタル・メザニン
2016投資事業組合

民法上の組合
契約

メザニン・ファン
ド

日本法に基づき設立された会社等を対
象に投資ファンド等による買収手続の
過程で資本負債の再構築がなされる際
に発生するメザニンファイナンス等

運用 63条 金融機関等(23)、事業
法人等(1)

24 無 無 ―

トラスト・キャピタル株式会社 関東財務局 トラスト・キャピタル・メザニン
2016アルファ投資事業組合

民法上の組合
契約

メザニン・ファン
ド

日本法に基づき設立された会社等を対
象に投資ファンド等による買収手続の
過程で資本負債の再構築がなされる際
に発生するメザニンファイナンス等

運用 63条 金融機関等(1)、
事業法人等(1)

2 無 無 ―

株式会社ＳＸキャピタル 関東財務局 SXC投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内の未上場ＩＴ関連ベンチャー企業
（主にアーリーステージ）の株式および
新株予約権付社債、新株予約権等の
有価証券を主な投資対象とする。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(2)

3 有 有 有限責任監査法人トーマツ

事業創造キャピタル株式会社 関東財務局 NBCエンジェルファンド1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

エンジェル税制対象企業にほぼ特化し
たベンチャーファンド。ニュービジネス協
議会と連携し、ベンチャー企業の発掘
から投資後の支援を行う。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

事業創造キャピタル株式会社 関東財務局 NBCエンジェルファンド2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

エンジェル税制対象企業にほぼ特化し
たベンチャーファンド。投資後の支援に
は、ニュービジネス協議会及び各出資
者が協力を行う。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等（1）

2 有 無 ―

事業創造キャピタル株式会社 関東財務局 開志エンジェルファンド1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

開志専門職大学（学校法人新潟総合
学院）の在学生および卒業生が設立し
た企業の成長支援

私募・運用 63条 事業法人等（2） 2 有 有 公認会計士　戸倉裕治

有限会社こだまインベストメン
ト

関東財務局 Y５号 匿名組合契約 その他 日本国内の金銭債権を投資対象とする 私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社こだまインベストメン
ト

関東財務局 Y７号 匿名組合契約 その他 日本国内の金銭債権を投資対象とする 私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社こだまインベストメン
ト

関東財務局 Y９号 匿名組合契約 その他 日本国内の金銭債権を投資対象とする 私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社こだまインベストメン
ト

関東財務局 Y１０号 匿名組合契約 その他 日本国内の金銭債権を投資対象とする 私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社こだまインベストメン
ト

関東財務局 Y１２号 匿名組合契約 その他 日本国内の金銭債権を投資対象とする 私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社こだまインベストメン
ト

関東財務局 Y１３号 匿名組合契約 その他 日本国内の金銭債権を投資対象とする 私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社こだまインベストメン
ト

関東財務局 K２号 匿名組合契約 その他 日本国内の金銭債権を投資対象とする 私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社こだまインベストメン
ト

関東財務局 S１号 匿名組合契約 その他 日本国内の金銭債権を投資対象とする 私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ネクスト・キャピタル・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 ネクスト・キャピタル・パート
ナーズII投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象企業の業種は、料理教室・メ
ガネ小売業等。投資対象地域は、国内
全域。
中堅・中小企業に投資を行うことで、対
象企業の再生・成長支援を図る。
第三者割当増資等によるエクイティ投
資を基本とし、議決権の過半を取得す
ることを前提としている。

運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 有 無 ―
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ネクスト・キャピタル・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 ネクスト・キャピタル・パート
ナーズ第3号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象企業は国内全域にわたる予
定。
中堅・中小企業に投資を行うことで、対
象企業の再生・成長支援を図る。
第三者割当増資等によるエクイティ投
資を基本とし、議決権の過半を取得す
ることを前提としている。

運用 63条 金融機関等(6)、事業
法人等(1)

7 有 無 ―

ＤＢＪキャピタル株式会社 関東財務局 ＤＢＪキャピタル投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれる主にＩＴ、バイオ関
連業種のアーリーからレイターまでの
成長ステージにあるベンチャー企業の
未公開株式を数％程度取得し、創業期
をサポートし、ＩＰＯ等を狙う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ファーストメイク・リミテッド株式
会社

関東財務局 投資事業有限責任組合ＦＭ1
号

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

システムカメラの製作・管理企業。ス
テージミドル。上場後の売却を目指す。
未公開株式への投資。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ファーストメイク・リミテッド株式
会社

関東財務局 投資事業有限責任組合ＦＭ2
号

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

クラウドサーバー提供のIT会社。成長
ステージレイター。上場後の売却を目
指す。未公開株式への投資。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ファーストメイク・リミテッド株式
会社

関東財務局 投資事業有限責任組合ＦＭ3
号

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

メガソーラー事業を中心行う電力事業
会社。アーリー。上場後の売却を目指
す。未公開株式への投資。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

一般社団法人ＣＶ１ 関東財務局 なし 社団法人の社
員権

不動産ファンド 収益商業不動産へ投資している合同会
社の社員持分を保有

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

合同会社ＣＶ２ 関東財務局 なし 匿名組合契約 不動産ファンド 収益商業不動産への投資事業 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ウォーターベイン・パートナー
ズ株式会社

関東財務局 ウォーターベイン・テクノロジー
1号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

バイオテクノロジー分野における先見
性・創造性豊かな研究者を大学・研究
機関・企業ネットワークから抽出し、
シード段階から積極関与、一流事業に
育て上げることを企図する本格的「創
出型」ファンドです。投資先企業のコント
ロールを維持しながら、徹底したハンズ
オン投資を行うことで、効率的な企業成
長を促し、ＩＰＯのみならず、Ｍ&Ａも視
野に入れながら、高確率でＥｘｉｔに向い
高収益を狙います。豊富な経験を有す
るパートナーが投資・育成にあたりま
す。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(2)

3 有 無 ―

ＡＧキャピタル株式会社 関東財務局 投資事業組合ＮＦＰ―ＡＦ２号 民法上の組合
契約

その他 主として金融を中心とした海外進出企
業への株式投資

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＡＧキャピタル株式会社 関東財務局 ＫＦ―スペイン・1号投資事業
組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

スペインのベンチャー企業への株式投
資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ＩＤＩインフラストラク
チャーズ

関東財務局 ＩＤＩインフラストラクチャーズ1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

エネルギー・インフラ分野を投資対象と
したファンド。国内を中心に一部東南ア
ジア等の海外も対象。株式出資とロー
ン拠出を合わせて投資手法を採用。電
力会社や発電事業者へのＥＸＩＴを想
定。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(1)、事
業法人等(1)

3 無 無 ―

フレンドリー・パートナーズ株
式会社

関東財務局 FP成長支援A号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

企業価値に対して株価が割安な国内
上場企業へ投資。地域・業種・取得比
率等の制限なし。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

フレンドリー・パートナーズ株
式会社

関東財務局 ＦＰ公開支援5号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場会社の第三者割当増資引受し、
国内株式市場への上場までの支援を
行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

フレンドリー・パートナーズ株
式会社

関東財務局 ＦＰ公開支援6号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場会社に出資する匿名組合の出
資持分を取得し、対象未上場会社の国
内株式市場への上場までの支援を行
う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

フレンドリー・パートナーズ株
式会社

関東財務局 ＦＰ成長支援F号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

東証グロース市場上場の会社の第三
者割当増資を引受け、財務改善及び経
営改善を指導し、事業再生と企業成長
の支援を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

フレンドリー・パートナーズ株
式会社

関東財務局 ＦＰ公開支援7号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場会社の第三者割当増資引受し、
国内株式市場への上場までの支援を
行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

フレンドリー・パートナーズ株
式会社

関東財務局 ＦＰ公開支援8号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場会社の第三者割当増資引受し、
国内株式市場への上場までの支援を
行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

株式会社アイティーファーム 関東財務局 アイティーファームのぞみ投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に国内のベンチャー企業の株式及び
債権に投資する

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)、事業法人等(3)

4 有 無 ―

株式会社アイティーファーム 関東財務局 アイティーファーム・グロース
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に国内のベンチャー企業の株式及び
債権に投資する

運用 旧63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 無 無 ―

株式会社アイティーファーム 関東財務局 アイティーファームJ-Techファ
ンド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に国内のベンチャー企業の株式及び
債権に投資する

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
商品取引業者等(1)

2 有 無 ―

株式会社アイティーファーム 関東財務局 Kibou Continuation Fund 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

主に海外のベンチャー企業の株式、新
株予約権、社債、Warrant、Convertible 
Note、SAFE及びその他の外国法人の
持分並びにこれらに類似するものに投
資する

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、外国法人又は外
国人等(1)

2 有 無 ―

赤浦　徹 関東財務局 インキュベイトキャピタル5号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
シード又はアーリーステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(2)、事業法人等(3)

5 有 無 ―

赤浦　徹 関東財務局 インキュベイトファンド1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
シード又はアーリーステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(3)

4 有 無 ―

赤浦　徹 関東財務局 インキュベイトファンド1号―Ｇ
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
アーリー又はミドルステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等（1）

2 無 無 ―

赤浦　徹 関東財務局 インキュベイトファンド2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
シード又はアーリーステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(3)、投資事業
有限責任組合(1)

5 有 無 ―

赤浦　徹 関東財務局 インキュベイトファンド3号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
シード又はアーリーステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(5)、投資事業
有限責任組合(1)

8 有 無 ―

八十二キャピタル株式会社 関東財務局 信州アグリイノベーションファ
ンド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 農林漁業成長産業化支援機構の支援
基準を満たす事業者

運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 無 無 ―
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八十二キャピタル株式会社 関東財務局 八十二地域産業グロースサ
ポート投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 長野県を中心とした地域経済全体の成
長につながる地域産業の展開や、地域
の活力創造につながる新規事業者等

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

八十二キャピタル株式会社 関東財務局 信州みらい応援2号ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

主に長野県およびその周辺地域で、中
小企業再生支援協議会による再生計
画の策定支援を受けた企業

運用 63条 金融機関等(10)、事業
法人等(1)

11 有 無 ―

八十二キャピタル株式会社 関東財務局 令和元年台風及び新型コロナ
ウイルス等被害東日本広域復
興支援投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 令和元年台風災害により被災し、又は
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り経営環境が悪化した事業者の復興及
び事業再生等を早期に実現するため、
北海道、青森県、秋田県、山形県、岩
手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木
県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、
静岡県に本店又は主要事業拠点を有
する事業者等及び同18都道県の地域
経済の再活性化に資する事業者等に
対し、過剰債務の解消、必要資金の提
供及び人的支援に取り組む方針

運用 63条 金融機関等(35) 35 無 無 ―

八十二キャピタル株式会社 関東財務局 八十二地域産業グロースサ
ポート2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 長野県を中心とした地域経済全体の成
長につながる地域産業の展開や、地域
の活力創造につながる新規事業者等

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社アイピー・インベスト
メント

関東財務局 ＩＰＩ・知的財産事業化2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

独自性・市場優位性のある技術の知的
財産を有するベンチャー企業に特化し
た投資ファンド

運用 旧63条 金融機関等(2)
事業法人等(1)

3 有 無 ―

六本木ヒルズ・フィナンシャル
コープ株式会社

関東財務局 RFC匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京の商業施設、オフィス、レジデン
ス、ホテルに投資するコア・ファンド

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社バリュークリエイト 関東財務局 ピグマリオン２号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

特定のベンチャー企業１社に投資する
ことを目的に設立しました。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

野村リサーチ・アンド・アドバイ
ザリー株式会社

関東財務局 やまがた地域成長ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

山形県を中心としたベンチャー型企
業、成長産業分野　シード、アーリー、ミ
ドル、レイター地域経済の持続的成長
支援

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

野村リサーチ・アンド・アドバイ
ザリー株式会社

関東財務局 投資事業有限責任組合あきた
地域活性化支援ファンド3号

投資事業有限
責任組合契約

その他 株式等の取得による資金提供、プロ
ジェクトファイナンス型の投資等
アーリー、ミドル
秋田県を中心とした東北地域の活性化
に貢献

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

野村リサーチ・アンド・アドバイ
ザリー株式会社

関東財務局 やまがた地域成長ファンドII号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

山形県を中心としたベンチャー型企
業、成長産業分野
シード、アーリー、ミドル、レイター地域
経済の持続的成長支援

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

野村リサーチ・アンド・アドバイ
ザリー株式会社

関東財務局 ジャパン・サーチファンド・プ
ラットフォーム投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主として他の会社（間接投資先）の事業
を承継することを目的とした投資を行う
会社（サーチファンド）に対する投資を
行う。経営者人材（サーチャー）による
企業価値向上を企図しており、間接投
資先は、本店所在地が日本国内である
中小企業（反社会的勢力は除く）を主た
る投資対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等（2）、金融
機関等（7）

9 無 無 ―

ニューホライズンキャピタル株
式会社

関東財務局 ニューホライズン２号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内の製造・流通・サービス業等を対
象とし、基本的には過半数の株式を取
得する。LBOも可能な範囲で利用する。

運用 旧63条 金融機関等(7)、事業
法人等(3)

10 有 無 ―

ニューホライズンキャピタル株
式会社

関東財務局 ニューホライズン３号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内の製造・流通・サービス業等を対
象とし、基本的には過半数の株式を取
得する。LBOも可能な範囲で利用する。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(18)、
事業法人等(2)

21 有 無 ―

ニューホライズンキャピタル株
式会社

関東財務局 ニューホライズン４号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内の製造・流通・サービス業等を対
象とし、基本的には過半数の株式を取
得する。LBOも可能な範囲で利用する。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(20)、
事業法人等(3)

24 有 無 ―

サバンナ合同会社 関東財務局 Rokondis Limited 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 千葉県旭市商業施設の受益権 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ＴＮＰオンザロード 関東財務局 TNP中小企業・ベンチャー企
業成長応援投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

グリーン・テクノロジーを含む最先端技
術を保有している、又はその他の成長
ポテンシャルのある技術を有する未公
開企業に投資。

運用 旧63条 金融商品取引業者
(2)、事業法人等 (1)

3 有 無 有限責任監査法人トーマツ

ちばぎんキャピタル株式会社 関東財務局 千葉中小企業支援ファンド４号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合

事業再生ファン
ド

1．投資対象企業の業種 ・全業種(貸金
業、風俗営業等の規制対象事業、反社
会的勢力等、公序良俗に反する企業を
除く)
2．地域的特色
・主として、千葉県内に本社又は主たる
事 業所、工場等を置く 企業を対象。
3．投資方針・戦略
・中小企業活性化協議会と連携し、地
域の 経済活力や雇用について大きな
役割を果 たす中小企業に対し投資を
行い、当該企業の再生に取り組む。
・転売、資産処分等を通じた短期的な
投資 回収による安易な利益の獲得を
目指すことなく、継続的なハンズオン支
援を通じて当該企業の再生を進め、投
下資本の回収を図る。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(9)

10 有 無 ―

ちばぎんキャピタル株式会社 関東財務局 ちば農林漁業6次産業化投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 1．投資対象企業の業種
・6次産業化事業体で以下の事業活動
を営むもの。
・農林漁業者が主体となり、その生産
活動を活かし、新商品・新役務の開発、
需要の開拓を行うことにより、国内外に
おける新たな事業分野を開拓する事業
活動。
2．投資対象企業の地域
・千葉県内
3．投資方針・戦略
・農林漁業が地域との調和を図りつつ、
農林漁業者の所得を確保し、雇用機会
を創出する成長産業となることで、農林
漁村の活性化に資することを目的に、
支援基準を満たす事業者に対して投資
を行う。
・ハンズオン支援を通じて投資事業体
を成長させ、投下資本の回収を図る。

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
機関等(9)

10 有 無 ―

ちばぎんキャピタル株式会社 関東財務局 ひまわりＧ2号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

1．投資対象企業の業種
・業種の限定なし。
・原則としてＩＰＯを志向する企業で千葉
銀行と取引がある優良企業等が対象。
2．投資対象地域
・原則、千葉銀行の営業地域内。
3．投資方針・戦略
・投資対象企業のステージは限定せず
（ただし、シード・アーリーステージへの
投資は投資総額の20％程度までとす
る）。
・投下資本の増殖回収（配当等を含む）
が期待できる投資の他、事業拡張を目
的に他社の買収を志向する企業との共
同買収案件、ＭＢＯ案件等も投資対象
とする。
・投資企業に対するハンズオン支援を
通じて、当該企業の成長を図り、投下
資本を回収する。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―
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の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

ちばぎんキャピタル株式会社 関東財務局 ひまわりＧ3号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

1．投資対象企業の業種
・業種の限定なし。
・原則としてＩＰＯを指向する企業及び千
葉銀行と取引がある優良企業等が対
象。
2．投資対象地域
・原則、千葉銀行の営業地域内。
3．投資方針・戦略
・投資対象企業のステージは限定せず
（ただし、シード・アーリーステージへの
投資は原則として投資総額の20％以内
とする）。
・投下資本の増殖回収（配当等を含む）
が期待できる投資の他、事業拡張を目
的に他社の買収を志向する企業との共
同買収案件、ＭＢＯ案件等も投資対象
とする。
・投資企業に対するハンズオン支援を
通じて、当該企業の成長を図り、投下
資本を回収する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ちばぎんキャピタル株式会社 関東財務局 千葉・武蔵野アライアンス１号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 1．投資対象企業の業種
・業種の限定なし。
・事業承継が課題となっている企業で、
千葉銀行並びに武蔵野銀行の取引先
を主とする。
2．投資対象地域
・千葉県、埼玉県、その隣県。
3．投資方針・戦略
・取引先企業の円滑な事業承継を目的
とした資本政策で、主として株式投資を
行う。
・投資先へのハンズオン支援等で企業
価値を向上させ、投下資本の増殖回収
を図る。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

ちばぎんキャピタル株式会社 関東財務局 ひまわりＧ4号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

1．投資対象企業の業種
・業種の限定なし。
・ＩＰＯを指向する企業及びその他。
2．投資対象地域
・原則、千葉銀行の営業地域内。
3．投資方針・戦略
・投資対象企業のステージは限定せず
（ただし、アーリーステージ、ミドルス
テージには投資額の目安を設定。）
・ＩＴを活用した事業を中心に行う企業に
対して、投資総額の6割を目安に投資
する。また、創業関連企業への投資は
総投資額の1割以内とする。
・投資企業に対するハンズオン支援を
通じて、当該企業の成長を図り、投下
資本を回収する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ちばぎんキャピタル株式会社 関東財務局 千葉中小企業再生ファンド3号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

1．投資対象企業の業種
・全業種(貸金業、風俗営業等の規制対
象事業、反社会的勢力等、公序良俗に
反する企業を除く）
2．地域的特色
・主として、千葉県内に本社又は主たる
事業所、工場等を置く企業を対象。
3．投資方針・戦略
・中小企業再生支援協議会と連携し、
地域の経済活力や雇用について大きな
役割を果たす中小企業に対し投資を行
い、当該企業の再生に取り組む。
・転売、資産処分等を通じた短期的な
投資回収による安易な利益の獲得を目
指すことなく、継続的なハンズオン支援
を通じて当該企業の再生を進め、投下
資本の回収を図る。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(9)

10 有 無 ―

ちばぎんキャピタル株式会社 関東財務局 ちば災害復興支援ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 1．投資対象企業の業種
・全業種(貸金業、風俗営業等の規制対
象事業、反社会的勢力等、公序良俗に
反する企業を除く）
2．主な投資対象企業
・自然災害等による被災、新型コロナウ
イルスによる影響を契機に、経営状況
が一時的に悪化した県内中小企業者
・復興支援を目的に被災地域に新たに
参入し地域活性化に資する中小企業
者
3．投資方針・戦略
・復興支援、地元経済の活性化や雇用
維持を果たすべく、金融機関、外部専
門家と協働・連携する。
・短期的な投資回収による安易な利益
の獲得を目指すことなく当該企業の復
興・成長を進め、投下資本の回収を図
る。

私募・運用 63条 金融機関等（5） 5 有 無 ―

ちばぎんキャピタル株式会社 関東財務局 ちば企業価値向上投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 １．投資対象企業の業種
・全業種（貸金業、風俗営業等の規制
対象事業、反社会的勢力等、公序良俗
に反する企業を除く）
２．主な投資対象企業
・千葉県とその隣接地域において事業
基盤の強化や事業拡大に向けた新規
投資を考えている法人
３．投資方針・戦略
・資本制ローンや優先株式等の資本性
資金の手法を活用する
・短期的な投資回収による安易な利益
の獲得を目指すことなく当該企業の復
興・成長を進め、投下資本の回収を図
る。

私募・運用 63条 金融機関等（2） 2 無 無 ―

ちばぎんキャピタル株式会社 関東財務局 ひまわりG5号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

１．投資対象企業の業種
・業種の指定なし。
・IPOを指向する企業及びその他。
２．投資対象地域
・原則、千葉銀行の営業地域内。
３．投資方針・戦略
・投資対象企業のステージは限定せず
（た
　だし、アーリーステージ及びミドルス
テー
　ジには投資額の目安を設定。）
・ITを活用した事業を中心に行う企業に
対
　して、投資総額の7割を目安に投資す
る。
・投資企業に対するハンズオン支援を
通じ
　て、当該企業の成長を図り、投下資
本を
　回収する。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数
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資家以外の
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無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称
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e
of investors
other than
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（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

ちばぎんキャピタル株式会社 関東財務局 千葉・横浜パートナーシップ1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 １．投資対象企業の業種
・業種の指定なし。
・事業承継の課題や事業拡大ニーズを
持つ企業で、千葉銀行並びに横浜銀行
の取引先を主とする。
２．投資対象地域
・千葉県、神奈川県、東京都。
３．投資方針・戦略
・取引先企業の円滑な事業承継や成長
支援を目的とした資本政策で、主として
株式投資を行う。
・投資先へのハンズオン支援等で企業
価値を向上させ、投下資本の増殖回収
を図る。

私募・運用 63条 金融機関等（2） 2 無 無 ―

ちばぎんキャピタル株式会社 関東財務局 千葉・武蔵野アライアンス2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 1．投資対象企業の業種
・業種の限定なし。
・事業承継が課題となっている企業で、
千葉銀行並びに武蔵野銀行の取引先
を主とする。
2．投資対象地域
・千葉県、埼玉県、その隣県。
3．投資方針・戦略
・取引先企業の円滑な事業承継を目的
とした資本政策で、主として株式投資を
行う。
・投資先へのハンズオン支援等で企業
価値を向上させ、投下資本の増殖回収
を図る。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

五内川　拡史 関東財務局 キャピタル・イニシアチブ第１
号投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT、ハードウェア、サービス事業等を対
象に、アーリーからレイターまで投資
し、ハンズオンで育成。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

小松　伸多佳 関東財務局 キャピタル・イニシアチブ第１
号投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT、ハードウェア、サービス事業等を対
象に、アーリーからレイターまで投資
し、ハンズオンで育成。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

渡邉　安弘、伊藤　郁夫 関東財務局 Seed Technology Capital 
Partners投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内におけるスタートアップIT関連企業
にフォーカスし、シードステージ投資を
行い、ハンズオンで経営支援を行いま
す。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

アドミラルキャピタル株式会社 関東財務局 アドミラルファンド2号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

事業再生を支援するDIPファイナンス・
再生ファイナンス
債権買取、バイアウト案件の優先出
資、その他

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

アドミラルキャピタル株式会社 関東財務局 ＡＭＧＳ匿名組合 匿名組合契約 その他 特定の国内上場株式への投資 私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

アドミラルキャピタル株式会社 関東財務局 アドミラルファンド3号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

事業再生を支援するDIPファイナンス・
再生ファイナンス
債権買取、バイアウト案件の優先出
資、その他

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ＡＩＡビジネスコンサルティング
株式会社

関東財務局 ５Ｄｕｃｅｓファンド 匿名組合契約 ヘッジファンド グローバル・マクロ 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社香椎浜開発 関東財務局 有限会社香椎浜開発 匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（オフィス）にか
かる不動産信託受益権を取得・保有・
処分等して収益を得ることにより、利益
獲得を目指す。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 ＭＩＰ組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

グローバルのＩＴ未公開企業の株式等
へ投資し、事業シナジーによる支援等
を通じて企業価値を高め、ＩＰＯ時の株
式売却等により利益獲得を狙うファンド

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 ジャパンビンテージファンド
2008投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

グローバルの様々な業種の未公開企
業の株式等へ投資する別の内外の複
数ファンドに対して分散投資を行い、収
益を追及するファンド

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 ジェイエスエム・コンソーシアム
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 アジア各国の様々な業種の未公開企
業の株式等へ投資する一つの外国籍
ファンドのみへ投資し、収益を追求する
ＵＳドル建ファンド

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 ジャパン・コインベスト投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本の企業年金基金や他ファンド等と
協調して、日本の様々な業種の未公開
企業の株式等へ投資したり、当該企業
へ投資している別の内外ファンドへ投
資を行い、業務効率化や経営戦略の変
更等により企業価値を高めるなどして、
ＩＰＯや株式売却等によりキャピタルゲ
インを得たり、収益を追求したりする
ファンド

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 ジェイエフブイ2015Ｃ投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本の様々な業種の未公開企業の株
式等に投資する一つの外国籍ファンド
のみへ投資し、収益を追求する円建
ファンド

運用 旧63条 金融機関等(4) 4 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 Ｎ―ＲＥＩＦ1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 再生エネルギー事業を行う日本の匿名
組合や投資事業組合の持分、または特
定目的会社等の未公開株式等へ投資
し、当該事業のハンズオン支援等を通
じて、収益を追求するファンド

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 ジェイエフブイＩＩ2015投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本の様々な業種の未公開企業の株
式等へ投資する一つの外国籍ファンド
のみへ投資し、収益を追求する円建
ファンド

運用 63条 金融機関等(4) 4 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 エフブイ2016第1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 中国のコンシューマー産業の未公開企
業の株式等へ投資する一つの外国籍
ファンドのみへ投資し、収益を追求する
円建ファンド

運用 63条 金融機関等(5) 5 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 ステラエフブイ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本の様々な業種の未公開企業の株
式等へ投資する一つの外国籍ファンド
のみへ投資し、収益を追求する円建
ファンド

運用 63条 金融機関等(4) 4 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 プライベート・エクイティ・コイン
ベスト投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本の企業年金基金や他ファンド等と
協調して、日本の様々な業種の未公開
企業の株式等へ投資したり、当該企業
へ投資している別の内外ファンドへ投
資を行い、業務効率化や経営戦略の変
更等により企業価値を高めるなどして、
ＩＰＯや株式売却等によりキャピタルゲ
インを得たり、収益を追求したりする
ファンド

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 アジアゲートウェイ2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 グローバル市場に通用する製品・サー
ビスを有するものの海外に未進出であ
る日本の様々な業種の中小未公開企
業の株式や債券等に投資し、海外進出
を支援することで企業価値を高め、ＩＰＯ
時の株式売却等によりキャピタルゲイ
ンを得たり、収益を追求したりするファ
ンド

運用 63条 事業法人等(1)
金融機関等(5)

6 有 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 ジャパン・コインベスト2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本の企業年金基金や他ファンド等と
協調して、日本の様々な業種の未公開
企業の株式等へ投資したり、当該企業
へ投資している別の内外ファンドへ投
資を行い、業務効率化や経営戦略の変
更等により企業価値を高めるなどして、
ＩＰＯや株式売却等によりキャピタルゲ
インを得たり、収益を追求したりする
ファンド

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 ジャパンビンテージファンド
2019投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主として日本において様々な業種の未
公開企業の株式等へ投資する複数の
ファンドに対して分散投資を行い、収益
を追求するファンド

運用 63条 金融機関等(4) 4 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 ステラエフブイ2号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本の様々な業種の未公開企業の株
式等へ投資する一つの外国籍ファンド
のみへ投資し、収益を追求する円建
ファンド

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 FV2019C投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本の様々な業種の未公開企業の株
式等へ投資する一つの外国籍ファンド
のみへ投資し、収益を追求する円建
ファンド

運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 ジャパン・コインベスト３号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本の企業年金基金や他ファンド等と
協調して、日本の様々な業種の未公開
企業の株式等へ投資したり、当該企業
へ投資している別の内外ファンドへ投
資を行い、業務効率化や経営戦略の変
更等により企業価値を高めるなどして、
ＩＰＯや株式売却等によりキャピタルゲ
インを得たり、収益を追求したりする
ファンド

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 アドバンスド・フィンテック１号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 海外ベンチャーキャピタルファンド、未
公開企業の株式等へ投資する一つの
外国籍ファンドのみへ投資し、収益を追
求する円建ファンド

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 JG2020FV投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本の様々な業種の未公開企業の株
式等へ投資する一つの日本籍ファンド
のみへ投資し、収益を追求する円建
ファンド

運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 プライベート・エクイティ・コイン
ベスト2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本の企業年金基金や他ファンド等と
協調して、日本の様々な業種の未公開
企業の株式等へ投資したり、当該企業
へ投資している別の内外ファンドへ投
資を行い、業務効率化や経営戦略の変
更等により企業価値を高めるなどして、
ＩＰＯや株式売却等によりキャピタルゲ
インを得たり、収益を追求したりする
ファンド

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 NTT・TC・SuMiｸﾞﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰ１
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 再生エネルギー事業を行う日本の匿名
組合や投資事業組合の持分、または特
定目的会社等の未公開株式等へ投資
し、当該事業のハンズオン支援等を通
じて、収益を追求するファンド

私募・運用 63条 事業法人等(2)、金融
機関等(1)

3 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 ｽﾃﾗｴﾌﾌﾞｲ3号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本の様々な業種の未公開企業の株
式等へ投資する一つの外国籍ファンド
のみへ投資し、収益を追求する円建
ファンド

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｺｲﾝﾍﾞｽﾄ4号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本の企業年金基金や他ファンド等と
協調して、日本の様々な業種の未公開
企業の株式等へ投資したり、当該企業
へ投資している別の内外ファンドへ投
資を行い、業務効率化や経営戦略の変
更等により企業価値を高めるなどして、
IPOや株式売却等によりキャピタルゲイ
ンを得たり、収益を追求したりするファ
ンド

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 ヘルスケア・インパクトFV投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本国内でヘルスケア・サービス事業
（在宅系サービス事業、医療機関、調
剤薬局事業）を行う事業体に対して他
のファンド等と共同して投資を行うこと
を目的とした一つの日本籍ファンドに投
資をし、収益を追求するファンド

運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 FVM2022投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 企業へのリスクとリターンのバランスの
とれたメザニン投資により、収益の極大
化を図るファンドへの投資を目的とする
ファンド

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 ジャパンビンテージファンド
2022投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主として日本において様々な業種の未
公開企業の株式等へ投資する複数の
ファンドに対して分散投資を行い、収益
を追求するファンド

運用 63条 金融機関等(6) 6 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 JPSグロース・インベストメント
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本を主たる事業領域とするアーリー
グロース、グロース、プレIPOステージ
のベンチャー企業に対し投資を行い、
収益を追求するファンド

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 Japan Next Generation投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主に国内企業を投資対象とする複数の
新興ベンチャーキャピタルファンドに対
して分散投資を行い、収益を追求する
ファンド

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 FVLC2023投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本及び中華圏における産業・技術、
消費者関連、ビジネス・サービス分野を
中心とする事業体に対するバイアウト
投資を通じた投資ポートフォリオ構築を
目的とした一つのファンドのみへ投資
し、収益を追求するファンド

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

三井住友トラスト・インベストメ
ント株式会社

関東財務局 JFV2023C投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本の様々な業種の未公開企業の株
式等へ投資する一つの外国籍ファンド
のみへ投資し、収益を追求する円建
ファンド

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

株式会社ケイエスピー 関東財務局 ＫＳＰ4号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「インキュベーターが有するファンド」
「地域ネットワークにより成り立つファン
ド」の利点を活かし、ＫＳＰのネットワー
ク企業、地域の中で生まれている有望
企業をファインディングし厳選投資を行
う。業種は限定せず、成長性のある研
究開発型企業への投資を重視。創造
性あるニュービジネス企業等への投資
も行う。スタートアップ・アーリーステー
ジにある企業を中心に、ミドル・レイター
ステージにある企業にもバランスよく投
資。

運用 旧63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

株式会社ケイエスピー 関東財務局 ＫＳＰ5号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「インキュベーターが有するファンド」
「地域ネットワークにより成り立つファン
ド」の利点を活かし、ＫＳＰのネットワー
ク企業、地域の中で生まれている有望
企業をファインディングし厳選投資を行
う。業種は限定せず、成長性のある研
究開発型企業への投資を重視。創造
性あるニュービジネス企業等への投資
も行う。スタートアップ・アーリーステー
ジにある企業を中心に、ミドル・レイター
ステージにある企業にもバランスよく投
資。

運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

株式会社ケイエスピー 関東財務局 ＫＳＰ6号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「インキュベーターが有するファンド」
「地域ネットワークにより成り立つファン
ド」の利点を活かし、ＫＳＰのネットワー
ク企業、地域の中で生まれている有望
企業をファインディングし厳選投資を行
う。業種は限定せず、成長性のある研
究開発型企業への投資を重視。創造
性あるニュービジネス企業等への投資
も行う。スタートアップ・アーリーステー
ジにある企業を中心に、ミドル・レイター
ステージにある企業にもバランスよく投
資。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ケイエスピー 関東財務局 OSTC投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

沖縄県の関連課題（SDGs）をイノベー
ション（新しいソリューション）により解決
するビジネスモデルを有する沖縄県内
のスタートアップ企業等を含む中小企
業で情報通信・バイオ・環境の関連分
野で沖縄県における新産業創出の核と
なり得るものへ投資する。ミドル期にあ
る企業を中心に、シード期にある企業
に対してもバランスよく投資。

運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

株式会社ケイエスピー 関東財務局 NextG投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ディープテックに関わる大学・研究機関
等で達成された研究成果に基づく革新
性の高い技術や知財、新しいビズネス
モデルを事業化する目的で設立された
スタートアップ・ベンチャーを投資対象
へ投資する。シードステージからサポー
トの上、アーリー～ミドル期にある企業
を中心に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等（2）

3 有 無 ―

第四北越キャピタルパート
ナーズ株式会社

関東財務局 だいし食･農成長応援ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

新潟県内の農林水産物を活用し、新た
な６次産業化、高付加価値化、新規輸
出取組、雇用創出等を行うことにより地
域の競争力強化に繋がる事業を行う企
業を投資対象とし、これらの事業を支
援し関連産業の活性化に貢献すること
を目的とする。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

第四北越キャピタルパート
ナーズ株式会社

関東財務局 だいし創業支援ファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

旧第四銀行本支店の営業エリアに本社
または営業所を有する未上場の企業
等で、創業及び創業後5年以内の企
業、または業種転換や新たな事業領域
への進出を予定している第二創業者を
投資対象（業種を限定しない）とし、経
済の活性化に貢献することを目的とす
る。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

第四北越キャピタルパート
ナーズ株式会社

関東財務局 第１号第四北越地域創生投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 事業承継に課題を抱える事業者及び
創業（第二創業含む）や新事業分野の
開拓を目指す事業者を投資対象とし、
地域経済の持続的成長と取引先の企
業価値向上に貢献することを目的とす
る。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

第四北越キャピタルパート
ナーズ株式会社

関東財務局 第2号第四北越地域創生投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 第四北越銀行本支店の営業エリア内に
本社又は営業所を有する未上場の企
業等で、事業承継に課題を抱える企
業、創業、第二創業若しくは新事業分
野を開拓しようとする企業、又は、地域
活性化を図る企業を対象とし、地域経
済の持続的成長と取引先の企業価値
向上に貢献することを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

南麻布三丁目有限会社 関東財務局 南麻布三丁目有限会社匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する共同住宅を裏付けとす
る信託受益権の保有及び売却

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

リード・キャピタル・マネージメ
ント株式会社

関東財務局 リード・グロース3号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

社会構造の変化に伴う新たな展開のな
かで、高い成長が期待される業界（除
く、バイオ）の企業の株式等を取得し、
リード型投資を行う。国内の中小企業
にのみ投資。ステージでの制約はなし。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

アント・キャピタル・パートナー
ズ株式会社

関東財務局 アント・カタライザー４号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として日本国内の企業価値20～
200億円の企業への投資

運用 旧63条 金融機関等(7)、事業
法人等(2)、外国法人
又は外国人等（2）

11 無 無 ―

アント・キャピタル・パートナー
ズ株式会社

関東財務局 アント・ブリッジ４号Ａ投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

セカンダリー・
ファンド

主として日本、及びアジア・太平洋地域
の企業の既発行の株式への投資

運用 旧63条 金融機関等(12)、事業
法人等(2)、投資事業
有限責任組合（1）

15 無 無 ―

アント・キャピタル・パートナー
ズ株式会社

関東財務局 ブリッジ４号Ｂ投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

セカンダリー・
ファンド

主として日本、及びアジア・太平洋地域
の既に設立された投資事業組合等の
持分への投資

運用 旧63条 金融機関等(3)、金融
商品取引業者等(1)、
事業法人等(1)

5 有 無 ―

アント・キャピタル・パートナー
ズ株式会社

関東財務局 アント・カタライザー５号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として日本国内の企業価値15～
200億円の企業への投資

運用 63条 金融機関等(19)、金融
商品取引業者等(1)、
投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(5)

26 有 無 ―

アント・キャピタル・パートナー
ズ株式会社

関東財務局 ブリッジ５号Ｂ投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

セカンダリー・
ファンド

地域を限定せず、原則として既設立の
投資事業組合等の持分への投資

運用 63条 金融機関等(4)、金融
商品取引業者等(1)、
事業法人等(3)

8 有 無 ―

アント・キャピタル・パートナー
ズ株式会社

関東財務局 アント・ブリッジ５号A投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

セカンダリー・
ファンド

主として日本の企業の既発行の株式へ
の投資

運用 63条 金融機関等(15)、事業
法人等(4)

19 無 無 ―

アント・キャピタル・パートナー
ズ株式会社

関東財務局 アント・カタライザー６号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として日本国内の企業価値50～
300億円の企業への投資

運用 63条 金融機関等(24)、事業
法人等(5)

29 有 無 ―

アント・キャピタル・パートナー
ズ株式会社

関東財務局 ブリッジ６号Ｂ投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

セカンダリー・
ファンド

英国領ケイマン諸島に設立されるリミ
テッドパートナーシップであるBridge 6 
Bee Secondary L.P.への出資

運用 63条 金融機関等(3)、投資
事業有限責任組合(1)

4 有 無 ―

日本ベンチャーキャピタル株
式会社

関東財務局 ＮＶＣＣ７号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種、成長ステージ等
に制限は設けずに、高成長が見込まれ
る国内外のベンチャー企業の株式等に
投資する。

運用 旧63条 事業法人等(4)、金融
機関等(2)

6 有 無 ―

日本ベンチャーキャピタル株
式会社

関東財務局 けいはんな学研都市ＡＴＲベン
チャーＮＶＣＣ投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種、成長ステージに
制限は設けず、（株）国際電気通信基
礎技術研究所が保有する知的財産を
利用等し、高成長が見込まれる国内外
のベンチャー企業の株式等に投資す
る。

運用 旧63条 金融機関等(4)、事業
法人等(2)、投資事業
有限責任組合(1)

7 有 無 ―

日本ベンチャーキャピタル株
式会社

関東財務局 名古屋大学・東海地区大学広
域ベンチャー１号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種、成長ステージに
制限は設けず、名古屋、岐阜、豊橋技
術科学、名古屋工業、三重の東海広域
5大学に由来する先端技術を基盤とす
る事業、東海地域の経済活性化に寄与
できる分野の事業を対象とし、高成長
が見込まれる国内外ベンチャー企業の
株式等に投資する。

運用 63条 金融機関等(10)、事業
法人等(3)、投資事業
有限責任組合(1)

14 有 無 ―

日本ベンチャーキャピタル株
式会社

関東財務局 NVCC８号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種、成長ステージ等
に制限は設けずに、高成長が見込まれ
る国内外のベンチャー企業の株式等に
投資する。

運用 63条 金融機関等(4)、事業
法人等(4)、投資事業
有限責任組合（1）

9 有 無 ―

日本ベンチャーキャピタル株
式会社

関東財務局 ｆａｂｂｉｔ・ＮＶＣＣスタートアップ
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種に制限は設けず
に、主にシード、アーリーステージの高
成長が見込まれる国内外のベンチャー
企業の株式等に投資する。

運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 有 無 ―

日本ベンチャーキャピタル株
式会社

関東財務局 京大ベンチャーＮＶＣＣ２号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種、成長ステージに
制限は設けず、京都大学と係りがあり
高成長が見込まれる国内外のベン
チャー企業の株式等に投資する。

運用 63条 金融機関等(8)、事業
法人等(6)

14 有 無 ―

日本ベンチャーキャピタル株
式会社

関東財務局 阪大ベンチャーNVCC1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種、成長ステージに
制限は設けず、大阪大学と係りがあり
高成長が見込まれる国内外のベン
チャー企業の株式等に投資する。

運用 63条 金融機関等（2）、事業
法人等（1）

3 有 無 ―

日本ベンチャーキャピタル株
式会社

関東財務局 NVCC9号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種、成長ステージ等
に制限は設けずに、高成長が見込まれ
る国内外のベンチャー企業の株式等に
投資する。

運用 63条 金融機関等（5）、事業
法人等（6）、金融商品
取引業者等（1）、投資
事業有限責任組合（1）

13 有 無 ―

日本ベンチャーキャピタル株
式会社

関東財務局 デジタルヘルスファンド大阪投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の成長ステージに制限
は設けず、ヘルスケア領域における先
進スマートヘルス都市の実現に貢献す
るベンチャー企業の株式等に投資す
る。

運用 63条 金融機関等（4）、事業
法人等（1）

5 有 無 ―
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グローバルベンチャーキャピタ
ル運用株式会社

関東財務局 GVC5号リミテッドパートナー
シップ

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

1.投資会社発掘プロセス
各種機関・団体との補完関係により、
幅広く投資対象を発掘する。
2.投資会社選定基準
無限責任組合員が決定する。その際に
は経営者の能力、マーケットの成長性、
製品・サービスの優位性、その他、必要
と思われる項目を考慮して、将来の公
開可能性を評価して決定する。
3. 投資種類・規模決定基準
無限責任組合員が決定する。ファンド
全体の規模及び投資会社の必要資金
総額を勘案して投資規模を決定する。
4. 投資会社育成方針
無限責任組合員が決定する。投資会
社の課題を踏まえて、計画に基づいた
成長が達成できるように育成方針を決
定する。
5. 無限責任組合員及び他ファンドとの
共同投資・投資回数
無限責任組合員が決定する。

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

グローバルベンチャーキャピタ
ル運用株式会社

関東財務局 フィリップキャピタルグローバ
ル１号リミテッドパートナーシッ
プ

外国の法令に
基づく権利

ファンド・オブ・
ファンズ

1.主な投資先はベンチャーファンド。
2.投資対象がベンチャーファンドである
ことからリスクがある。
3. 基本的な投資方針及び戦略はベン
チャーファンドへの投資を行いリターン
を得ることである。

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

長谷川　博和 関東財務局 グローバルベンチャーキャピタ
ル運用業務組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

１．投資会社発掘プロセス
各種機関・団体との補完関係により、
幅広く投資対象を発掘する。
2.投資会社選定基準
無限責任組合員が決定する。その際に
は経営者の能力、マーケットの成長性、
製品・サービスの優位性、その他、必要
と思われる項目を考慮して、将来の公
開可能性を評価して決定する。
3. 投資種類・規模決定基準
無限責任組合員が決定する。ファンド
全体の規模及び投資会社の必要資金
総額を勘案して投資規模を決定する。
4. 投資会社育成方針
無限責任組合員が決定する。投資会
社の課題を踏まえて、計画に基づいた
成長が達成できるように育成方針を決
定する。
5. 無限責任組合員及び他ファンドとの
共同投資・投資回数
無限責任組合員が決定する。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

長谷川　博和 関東財務局 グローバルベンチャーキャピタ
ル２号運用業務組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

１．投資会社発掘プロセス
各種機関・団体との補完関係により、
幅広く投資対象を発掘する。
2.投資会社選定基準
無限責任組合員が決定する。その際に
は経営者の能力、マーケットの成長性、
製品・サービスの優位性、その他、必要
と思われる項目を考慮して、将来の公
開可能性を評価して決定する。
3. 投資種類・規模決定基準
無限責任組合員が決定する。ファンド
全体の規模及び投資会社の必要資金
総額を勘案して投資規模を決定する。
4. 投資会社育成方針
無限責任組合員が決定する。投資会
社の課題を踏まえて、計画に基づいた
成長が達成できるように育成方針を決
定する。
5. 無限責任組合員及び他ファンドとの
共同投資・投資回数
無限責任組合員が決定する。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社タカクラ・ファンディン
グ・コーポレーション

関東財務局 有限会社タカクラ・ファンディン
グ・コーポレーション

匿名組合契約 不動産ファンド 国内における小売商業施設を主たる信
託財産とする信託受益権を取得し、利
益を得ることを目的とする

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社アイビス・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 ＤＩＣ投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の定めなし。成長ステー
ジの定めなし。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 無 無 ―

株式会社アイビス・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 アイビス・ミャンマー投資事業
組合

民法上の組合
契約

その他 ミャンマーで現地法人を設立するため
に組成。スタート・アップ。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社アイビス・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 アイビス新成長投資事業組合
第2号

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の定めなし。成長ステー
ジの定めなし。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社アイビス・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 アイビス新成長投資事業組合
第3号

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の定めなし。成長ステー
ジの定めなし。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社アイビス・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 維新投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

バイオベンチャー企業に投資。ミドル・
ステージ。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社アイビス・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 アイビス新成長投資事業組合
第4号

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の定めなし。ミドルからレ
イター・ステージの企業への投資。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(1)

2 有 有 楢原　一典

株式会社アイビス・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 OS投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象の定めなし。主に国内の上場
及び未上場企業への投資。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社アイビス・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 アイビス新成長投資事業組合
第5号

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の定めなし。ミドルからレ
イター・ステージの未上場企業への投
資。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等（1）、
個人(1)

3 有 有 楢原　一典

株式会社アイビス・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 アイビス日本文化投資事業組
合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の定めなし。ミドルからレ
イター・ステージの企業への投資。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、個人(1)

2 有 有 楢原　一典

株式会社アイビス・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 アイビスＳＴ投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ブロック・チェーン技術を活用したシス
テム開発企業に投資。アーリー・ステー
ジの企業への投資。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社アイビス・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 アイビス創生投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象の定めなし。成長ステージの
定めなし。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社アイビス・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 アイビス新成長投資事業有限
責任組合第6号

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象の定めなし。成長ステージの
定めなし。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等（2）

3 有 無 ―

株式会社アイビス・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 リアルテックグロースファンド1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象の定めなし。レイターステージ
の未上場企業又は新規上場時の親引
け株への投資。

私募・運用 63条 事業法人等（2） 2 有 無 ―

有限会社ＡＳＭ 関東財務局 有限会社ＡＳＭ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象は国内商業ビルにかかる信
託受益権

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社アメジスト 関東財務局 合同会社アメジスト匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象は国内オフィスにかかる信託
受益権

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社スペードハウス 関東財務局 匿名組合スペードハウス 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における商業施設を投資対
象とする不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

有限会社チェントロ 関東財務局 匿名組合チェントロ 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィスを投資対象
とする不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社ポンテ 関東財務局 ポンテ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京都港区所在のオフィスビルに係る
土地及び建物を信託財産とする不動産
信託受益権から収益を得ることにより、
利益獲得を目指すファンド

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社リベル 関東財務局 有限会社リベル匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスビル（信託受益権）
を取得し、賃料その他当該不動産の収
益及び売却による利益獲得を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社シティスクエア 関東財務局 匿名組合シティスクエア 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィスを投資対象
とする不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社ポートサウス・キャピ
タル・コーポレーション

関東財務局 2005年7月26日付匿名組合契
約(東急不動産)、
2010年8月26日付匿名組合契
約変更契約書(東急不動産)

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都港区所在のオフィス及び集合住
宅の複合ビルに係る土地及び建物を
主な信託財産とする不動産信託受益
権から収益を得ることにより、利益獲得
を目指すファンド

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

有限会社シンナン 関東財務局 匿名組合シンナン 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィスを投資対象
とする不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の
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出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
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適格機関投
資家以外の
出資者の有

無
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運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）
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Business Equity）

（Type of the
Invested 
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Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
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（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
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e
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other than
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（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

有限会社シティワン 関東財務局 シティワン匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京都千代田区所在のオフィスビルに
係る土地及び建物を信託財産とする不
動産信託受益権から収益を得ることに
より、利益獲得を目指すファンド

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

和田　圭祐 関東財務局 インキュベイトファンド1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
シード又はアーリーステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(3)

4 有 無 ―

和田　圭祐 関東財務局 インキュベイトファンド1号―Ｇ
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
アーリー又はミドルステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等（1）

2 無 無 ―

和田　圭祐 関東財務局 インキュベイトファンド2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
シード又はアーリーステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(3)、投資事業
有限責任組合(1)

5 有 無 ―

和田　圭祐 関東財務局 インキュベイトファンド3号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
シード又はアーリーステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(5)、投資事業
有限責任組合(1)

8 有 無 ―

箕面エス・シー有限会社 関東財務局 箕面エス・シー匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 大阪府箕面市所在の商業施設に係る
借地権及び建物を信託財産とする不動
産信託受益権から収益を得ることによ
り、利益獲得を目指すファンド

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

のぞみ債権回収株式会社 関東財務局 のぞみ1 匿名組合契約 その他 金融機関からの貸付債権の購入・不良
債権処理

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

のぞみ債権回収株式会社 関東財務局 のぞみ5 匿名組合契約 その他 金融機関からの貸付債権の購入・不良
債権処理

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

のぞみ債権回収株式会社 関東財務局 のぞみ7 匿名組合契約 その他 金融機関からの貸付債権の購入・不良
債権処理

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

のぞみ債権回収株式会社 関東財務局 のぞみＢ1 匿名組合契約 その他 金融機関からの貸付債権の購入・不良
債権処理

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

のぞみ債権回収株式会社 関東財務局 のぞみＢ2 匿名組合契約 その他 金融機関からの貸付債権の購入・不良
債権処理

私募 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 関東財務局 三菱UFJキャピタル4号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種・ステージ問わず高成長が見込ま
れるベンチャー企業の未公開株式の取
得、売却

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 関東財務局 三菱UFJキャピタル5号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種・ステージ問わず高成長が見込ま
れるベンチャー企業の未公開株式の取
得、売却

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 関東財務局 三菱UFJキャピタル6号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種・ステージ問わず（ライフサイエン
ス分野以外）高成長が見込まれるベン
チャー企業の未公開株式の取得、売却

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 関東財務局 三菱UFJキャピタル7号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種・ステージ問わず（ライフサイエン
ス分野以外）高成長が見込まれるベン
チャー企業の未公開株式の取得、売却

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 関東財務局 三菱UFJキャピタル8号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種・ステージ問わず（ライフサイエン
ス分野以外）高成長が見込まれるベン
チャー企業の未公開株式の取得、売却

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 関東財務局 三菱UFJキャピタル9号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種・ステージ問わず（ライフサイエン
ス分野以外）高成長が見込まれるベン
チャー企業の未公開株式の取得、売却

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 関東財務局 三菱UFJライフサイエンス1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ライフサイエンス分野における高成長
が見込まれるベンチャー企業の未公開
株式の取得、売却

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 関東財務局 三菱UFJライフサイエンス2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ライフサイエンス分野における高成長
が見込まれるベンチャー企業の未公開
株式の取得、売却

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 関東財務局 三菱UFJライフサイエンス3号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ライフサイエンス分野における高成長
が見込まれるベンチャー企業の未公開
株式の取得、売却

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 関東財務局 三菱UFJライフサイエンス4号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ライフサイエンス分野における高成長
が見込まれるベンチャー企業の未公開
株式の取得、売却

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社アセットソリューショ
ン

関東財務局 エーエス投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

主に太陽光発電事業に投資を行ってい
る別のファンド（日本国内で発行された
匿名組合出資持分）に対して投資を行
い、当該ファンドの運営者が行う太陽光
発電事業から生じる売電収入を基にし
た配当を得ることにより、利益獲得を目
指す。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

西武しんきんキャピタル株式
会社

関東財務局 西武しんきんキャピタル企業
投資１号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 ベンチャー企業および西武信用金庫と
の取引強化を目指し取引先の中堅中
小企業に投資

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

西武しんきんキャピタル株式
会社

関東財務局 西武しんきんキャピタル企業
投資2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 ベンチャー企業および西武信用金庫と
の取引強化を目指し取引先の中堅中
小企業に投資

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

西武しんきんキャピタル株式
会社

関東財務局 西武しんきんキャピタル企業
投資3号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 ベンチャー企業および西武信用金庫と
の取引強化を目指し取引先の中堅中
小企業に投資

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

西武しんきんキャピタル株式
会社

関東財務局 西武しんきんキャピタル企業
投資4号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 ベンチャー企業および西武信用金庫と
の取引強化を目指し取引先の中堅中
小企業に投資

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

本間　真彦 関東財務局 インキュベイトファンド1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
シード又はアーリーステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(3)

4 有 無 ―

本間　真彦 関東財務局 インキュベイトファンド1号―Ｇ
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
アーリー又はミドルステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等（1）

2 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
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無
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届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称
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items of Article 233-3）

（Existence）
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of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

本間　真彦 関東財務局 インキュベイトファンド2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
シード又はアーリーステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(3)、投資事業
有限責任組合(1)

5 有 無 ―

本間　真彦 関東財務局 インキュベイトファンド3号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
シード又はアーリーステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(5)、投資事業
有限責任組合(1)

8 有 無 ―

日本プライベートエクイティ株
式会社

関東財務局 JPE・プライベートエクイティ４
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

中堅中小企業の事業承継・事業再編
事案へ投資。業種・地域は問わない。

運用 旧63条 金融機関等(5) 5 有 無 ―

日本プライベートエクイティ株
式会社

関東財務局 JPE・プライベートエクイティ５
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

中堅中小企業の事業承継・事業再編
事案へ投資。業種・地域は問わない。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

日本プライベートエクイティ株
式会社

関東財務局 TOKYO・リレーションシップ１
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

中堅中小企業の事業承継・事業再編
事案へ投資。業種・地域は問わない。

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

日本プライベートエクイティ株
式会社

関東財務局 JR四国・リレーションシップ１
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

中堅中小企業の事業承継・事業再編
事案へ投資。業種・地域は問わない。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

有限会社ノースビーチ・インベ
ストメント

関東財務局 ノースビーチ・インベストメント
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 大阪所在のオフィスビル1棟に投資を行
い、賃貸収益ならびに売却収益等の配
当を目的とするファンド。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(2)

3 有 無 ―

株式会社サイバーエージェン
ト・キャピタル

関東財務局 CA Startups Internet Fund 1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内のインターネット関連ビジネスで、
シード・アーリーステージのベンチャー
企業への出資を行う。

運用 旧63条 事業法人等(4)、投資
事業有限責任組合(1)

5 有 無 ―

株式会社サイバーエージェン
ト・キャピタル

関東財務局 CA Startups Internet Fund 2
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内のインターネット関連ビジネスで、
シード・アーリーステージのベンチャー
企業への出資を行う。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社サイバーエージェン
ト・キャピタル

関東財務局 CA Asia Internet Fund 2, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

東南アジアのインターネット関連ビジネ
スで、シード・アーリーステージのベン
チャー企業への出資を行う。

運用 旧63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

株式会社サイバーエージェン
ト・キャピタル

関東財務局 CA Startups Internet Fund 3
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内のインターネット関連ビジネスで、
シード・アーリーステージのベンチャー
企業への出資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

プライベートエクイティジャパン
株式会社

関東財務局 ＰＥＪ―Ｆ１号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

バイオベンチャー企業２社に対するミド
ルでの出資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

プライベートエクイティジャパン
株式会社

関東財務局 ＰＥＪ―ＡＲＧ―６号投資事業
組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

バイオベンチャー企業１社に対するミド
ルでの出資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社オーエフ・ファースト 関東財務局 有限会社オーエフ・ファースト
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンス（信託受益権）を
取得し、賃料その他当該不動産の収益
及び売却による利益獲得を目指す。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

合同会社白金・ＳＰＣ 関東財務局 合同会社白金・SPC匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設（信託受益権）を
取得し、賃料その他当該不動産の収益
及び売却による利益獲得を目指す。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社エイチケイディーエッ
クス

関東財務局 エイチケイディーエックス匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：ホテル、商業施設、
オフィス、投資対象地域：日本）を、匿名
組合契約に基づく出資及び借入金にて
購入又は建物を建築して信託設定する
等した上で、信託受託者を通じる等して
対象不動産等の賃貸及び売却等に
よって収益を上げ、現金化することを目
的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社ＦＥインベスト 関東財務局 FEファンド12号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 当組合は、私募リートが首都圏4物件
（大規模オフィスビル1他）を購入するた
めに発行した投資口を取得するために
組成された。
主要投資家の意向に従い永続的な運
用を行う予定。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

信金キャピタル株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合しんき
んの翼

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

信用金庫取引先の創業・育成および成
長（あるいは成長分野）のステージにあ
る全国の中小企業に対する普通株式、
種類株式、新株予約権、社債、劣後
ローン等による投資

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

信金キャピタル株式会社 関東財務局 あましん－信金キャピタル投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

創業・第二創業および成長分野のス
テージにある中小企業に対する社債、
普通株式、種類株式等による投資

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

信金キャピタル株式会社 関東財務局 東三河３信金－信金キャピタ
ル地域応援投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

地方創生と創業・成長支援施策の一環
として、創業あるいは成長を目指す中
小企業に対する社債、普通株式、種類
株式等による投資

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

信金キャピタル株式会社 関東財務局 しんきん－やらまいか投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

浜松地域に所在する高度な技術力、付
加価値の高いビジネスモデルを有する
企業に対する育成成長を目的とした投
資（社債、普通株式、種類株式等）

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

信金キャピタル株式会社 関東財務局 OSAKA地域成長・創業支援投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

大阪地域に所在する新たな業種や成
長分野等の有力な担い手の企業に対
する育成成長を目的とした投資（社債、
普通株式、種類株式等）

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

信金キャピタル株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合しんき
んの礎

投資事業有限
責任組合契約

その他 信用金庫が主力取引金融機関であり、
外部環境の悪化等により財務耐性が
低下した信用金庫取引先企業に対する
普通株式、種類株式、劣後債、劣後
ローン等による投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

信金キャピタル株式会社 関東財務局 ぬまづ－信金キャピタル投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

沼津地域に所在する新たな業種や成
長分野等の有力な担い手の企業に対
する育成成長を目的とした投資（社債、
普通株式、種類株式等）

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

信金キャピタル株式会社 関東財務局 しののめ－信金キャピタル投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

多様化が著しい事業承継や地域経済
の活性化に不可欠な創業・成長に取り
組む企業に対する育成成長を目的とし
た投資（社債、普通株式、種類株式等）

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

信金キャピタル株式会社 関東財務局 地域みらい投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

創業・成長により地域活性化や社会課
題解決が見込める高知県内に拠点を
有する企業・事業者への投資（種類株
式、普通株式、普通社債等）

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

信金キャピタル株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合しんき
んの翼第2号

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

創業・成長段階にある企業や株式上場
を目指すベンチャー企業への支援（普
通株式、種類株式、社債等）

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社ザ・パス・インベストメ
ント

関東財務局 ザ・パス第１号投資事業匿名
組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

間接投資を含めた未公開企業への投
資。
業種・ステージは分散、グローバル

運用 旧63条 外国人又は外国法人
等(1)

1 無 無 ―

株式会社ザ・パス・インベストメ
ント

関東財務局 ＴＰＩ1号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内未公開企業への投資。
業種・ステージは分散

運用 旧63条 外国人又は外国法人
等(1)

1 無 無 ―

ＨＩ株式会社 関東財務局 ベスト・ファンドＰ3投資事業組
合

民法上の組合
契約

ヘッジファンド 株式マーケット・ニュートラル 運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

ＨＩ株式会社 関東財務局 ストロングバイ投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド 株式マーケット・ニュートラル 運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

ＨＩ株式会社 関東財務局 ベスト・ファンドＰ投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド 株式マーケット・ニュートラル 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社コーラス・プロパティ 関東財務局 有限会社コーラス・プロパティ 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における事務所ビルを投資対
象とする不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

日本産業パートナーズ株式会
社

関東財務局 日本産業第四号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業再編、事業再構築、事業革新等を
行う、主に日本国内の企業又は事業を
分社化した事業体が新規資本を必要と
する場合に、これらの企業等に所期の
事業計画を実現できるよう、株式等エク
イティの取得による投資を中心とする
各種経営資源の提供を行い、その企業
価値の増加を図るべく投資事業を行
う。

運用 旧63条 金融機関等(13)、事業
法人等(1)、金融商品
取引業者等(1)

15 有 無 ―
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伊藤忠テクノロジーベンチャー
ズ株式会社

関東財務局 テクノロジーベンチャーズ3号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT、先端技術、グリーンテック、ヘルス
ケア関連技術の各分野を中心とした未
公開企業へのシード、アーリー、ミドル
及びレイターの各ステージを対象とし
て、日本国内を中心に投資する。

運用 旧63条 事業法人等(3)、金融
機関等(2)

5 有 無 ―

伊藤忠テクノロジーベンチャー
ズ株式会社

関東財務局 テクノロジーベンチャーズ4号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ITや先端技術を活用した各分野を中心
とした未公開企業へのシード、アー
リー、ミドル及びレイターの各ステージ
を対象として、日本国内を中心に投資
する。

運用 旧63条 事業法人等(2)、金融
機関等(2)、金融商品
取引業者等(2)

6 有 無 ―

伊藤忠テクノロジーベンチャー
ズ株式会社

関東財務局 テクノロジーベンチャーズ5号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ITや先端技術を活用した各分野を中心
とした未公開企業へのシード、アー
リー、ミドルの各ステージを対象として、
日本国内を中心に投資する。

私募・運用 63条 事業法人等（3）、金融
機関等（2）、金融商品
取引業者等（1）

6 有 無 ―

伊藤忠テクノロジーベンチャー
ズ株式会社

関東財務局 テクノロジーベンチャーズ6号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ITや先端技術を活用した各分野を中心
とした未公開企業へのシード、アー
リー、ミドルの各ステージを対象として、
日本国内を中心に投資する。

私募・運用 63条 事業法人等（2）、金融
機関等(2)

4 有 無 ―

三井物産企業投資株式会社 関東財務局 三井物産企業投資投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

本来はバイアウト投資を志向している
が、現状は情報IT企業にマイノリティ投
資1件のみ。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

三井物産企業投資株式会社 関東財務局 投資事業組合「三井物産企業
投資任意組合」

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象事業会社に対するマイノリティ
投資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

三井物産企業投資株式会社 関東財務局 JMP投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象事業会社に対するマイノリティ
投資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

有限会社エヌ・エル・シー 関東財務局 ＮＬＣ(0209) 匿名組合契約 その他 国内金融機関からの貸付債権の購入・
不良債権処理

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社エヌ・エル・シー 関東財務局 ＮＬＣ(新ＪLＦ) 匿名組合契約 その他 国内金融機関からの貸付債権の購入・
不良債権処理

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社エヌ・エル・シー 関東財務局 ＮＬＣ(0209―3) 匿名組合契約 その他 国内金融機関からの貸付債権の購入・
不良債権処理

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社エヌ・エル・シー 関東財務局 ＮＬＣ(0209―7) 匿名組合契約 その他 国内金融機関からの貸付債権の購入・
不良債権処理

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社エヌ・エル・シー 関東財務局 ＮＬＣ(新共通譲受) 匿名組合契約 その他 国内金融機関からの貸付債権の購入・
不良債権処理

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社エヌ・エル・シー 関東財務局 ＮＬＣ（Ｌｏｎｇ） 匿名組合契約 その他 国内金融機関からの貸付債権の購入・
不良債権処理

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 GB-HK投資事業匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

主に日本において、成長が期待され、
契約期間中に公開会社となる可能性の
高い中小優良企業に対し、投資する。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 KDDI新規事業育成投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本において事業を行うベン
チャー企業であり、出資者との事業シ
ナジーを見込める企業に投資を行う。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(1)

2 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 グローバル・ブレイン５号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本において事業を行うベン
チャー企業に投資を行う。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(2)

3 有 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 KDDI新規事業育成２号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本において事業を行うベン
チャー企業であり、出資者との事業シ
ナジーを見込める企業に投資を行う。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(1)

2 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 ＭＦ－ＧＢ投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本において事業を行うベン
チャー企業であり、出資者との事業シ
ナジーを見込める企業に投資を行う。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 グローバル・ブレイン６号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本において事業を行うベン
チャー企業及び日本国内の事業会社と
協業する海外のベンチャー企業に投資
を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(4)、投資
事業有限責任組合
(3)、事業法人等(3)

10 有 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 KDDI新規事業育成３号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本において事業を行うベン
チャー企業であり、出資者との事業シ
ナジーを見込める企業に投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 SFV・GB投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本において事業を行うベン
チャー企業であり、出資者との事業シ
ナジーを見込める企業に投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 グローバル・ブレイン７号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本において事業を行うベン
チャー企業及び日本国内の事業会社と
協業する海外のベンチャー企業に投資
を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(6)、事業
法人等(2)

8 有 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 KDDI地方創生事業育成1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本において地方創生に関連する
事業を行うベンチャー企業や地方企業
であり、出資者との事業シナジーを見
込める企業に投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 KIRIN・GＢ投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にヘルスケア・メディカル事業及び関
連事業を行う日本国内外のベンチャー
企業に投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 農林中金イノベーション投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内外で新規性のあるベンチャー
企業に投資を行い、新規事業創出に貢
献する。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 YMT-GB投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

出資者及びそのグループ会社と協業又
は協業の可能性のある、シード・アー
リーステージからミドルステージの企業
を中心に投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 EP-GB投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

出資者及びそのグループ会社と協業も
しくは協業の可能性があり又は出資者
にとって新規事業となりうる業務を営む
事業者の株式、新株予約権、新株予約
権付社債又は社債等に投資し、成長支
援を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 ＭＦ-ＧＢ２号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本において事業を行うベン
チャー企業であり、出資者との事業シ
ナジーを見込める企業に投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 日揮みらい投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本において事業を行うベン
チャー企業であり、出資者との事業シ
ナジーを見込める企業に投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 グローバル・ブレイン6号7号F
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

グローバル・ブレイン６号投資事業有限
責任組合及びグローバル・ブレイン７号
投資事業有限責任組合の既存投資先
企業のうち、大きな事業成長が見込め
る有望なビジネスを営むアーリーからレ
イターまでのベンチャー企業に投資を
行う。

私募・運用 63条 金融機関等(3)、投資
事業有限責任組合(1)

4 有 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 グローバル・ブレイン8号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本において事業を行うベン
チャー企業及び日本国内の事業会社と
協業する海外のベンチャー企業に投資
を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(9)、事業
法人等(2)、外国法人
又は外国人等(1)、投
資事業有限責任組合
(2)

14 有 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 MEイノベーション投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

出資者及びそのグループ会社と協業も
しくは協業の可能性があり又は出資者
にとって新規事業となりうる業務を営む
事業者の株式、新株予約権、新株予約
権付社債又は社債等に投資し、成長支
援を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 東急建設－GBイノベーション
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

出資者及びそのグループ会社と協業も
しくは協業の可能性があり又は出資者
にとって新規事業となりうる業務を営む
事業者の株式、新株予約権、新株予約
権付社債又は社債等に投資し、成長支
援を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 MCIイノベーション投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

出資者及びそのグループ会社と協業も
しくは協業の可能性があり又は出資者
にとって新規事業となりうる業務を営む
事業者の株式、新株予約権、新株予約
権付社債又は社債等に投資し、成長支
援を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 明治安田未来共創投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

出資者及びそのグループ会社と協業も
しくは協業の可能性があり又は出資者
及びそのグループ会社にとって新規事
業となる可能性のある業務を営む事業
者の株式、新株予約権又は新株予約
権付社債に投資し、成長支援を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―
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グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 Shimadzu Future Innovation投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

出資者及びそのグループ会社と協業も
しくは協業の可能性があり又は出資者
及びそのグループ会社にとって新規事
業となる可能性のある業務を営む事業
者の株式、新株予約権又は新株予約
権付社債に投資し、成長支援を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 富国-GB投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外での新規性のある投資先事業
者等への投資を主な目的としつつ、出
資者及びそのグループ会社と協業可能
性のある投資先事業者等への投資を
通じて、出資者及びそのグループ会社
の新規事業領域の拡大と既存事業の
強化を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 SPVFC1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

特例の株式会社1社への投資を行うこ
とのみを目的とし、その経営株主との
協働により企業価値の向上を目指す。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 SMBC-GBグロース1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内での新規性のあるベンチャー事業
会社等に係る投資又は戦略的投資に
より、出資者のために長期的に投資元
本の価値を高めることを主要な目的と
する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 新韓－ＧＢフューチャーフロー
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

(ⅰ)日本のシード期のベンチャー企業
への投資、並びに、(ⅱ)日本への進出
を計画する韓国のスタートアップ企業へ
の投資及び育成並びに日本産業界と
の連結の支援を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 キヤノンマーケティングジャパ
ン未来投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

スタートアップへの投資及び投資先ス
タートアップとの協業を通じて、出資者
グループの新規事業領域の拡大と本
業強化の実現を目指す。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

グローバル・ブレイン株式会社 関東財務局 KVIF-I投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

スタートアップへの投資及び投資先ス
タートアップとの協業を通じて、有限責
任組合員の新規事業領域の拡大と本
業強化の実現を目指す。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

日本アジア投資株式会社 関東財務局 ＪＡＩＣ企業育成投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

セカンダリー・
ファンド

日本国内の未上場企業の株式等及び
組合持分について、主に既存出資者か
ら取得する。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

日本アジア投資株式会社 関東財務局 北海道地域中小企業グローバ
ル化支援投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に海外で事業展開をしている、また
はする可能性のある北海道地域で事
業を行っている未上場企業に投資対象
する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社赤坂けやき通りレジ
デンシャル

関東財務局 合同会社赤坂けやき通りレジ
デンシャル

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（レジデンシャ
ル）にかかる不動産信託受益権を取
得・保有・処分等して収益を得ることに
より、利益獲得を目指す。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社ディールメーカーズ 関東財務局 IPLocks No.1ファンド投資事業
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

情報セキュリテイソフトウェア会社の
アーリーステージへの投資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ディールメーカーズ 関東財務局 IPLocks No.2ファンド投資事業
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

情報セキュリテイソフトウェア会社の
アーリーステージへの投資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ディールメーカーズ 関東財務局 IPLocks No.3ファンド投資事業
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

情報セキュリテイソフトウェア会社の
アーリーステージへの投資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ファストトラックイニシ
アティブ

関東財務局 ファストトラックイニシアティブ２
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場のライフサイエンス・ヘルスケア
分野に投資するベンチャーファンド

運用 63条 事業法人等(3)、金融
機関等(2)、投資事業
有限責任組合(1)

6 有 無 ―

エヌ・アイ・エス・ファンディング
株式会社

関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の倉庫、オフィスビルを主な
信託財産とする不動産信託受益権を取
得し、当該信託受益権に対する信託配
当又は売却代金を原資として匿名組合
員に対し利益分配を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ディエイチ・プロパティ・ワン合
同会社

関東財務局 平成18年8月30日付匿名組合
契約

匿名組合契約 不動産ファンド ・国内の店舗・物流施設等の底地10物
件の信託受益権に投資。
・インカムゲインを主体に考えており、
保守的な運用方針としている。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

フィデル・パートナーズ株式会
社

関東財務局 AGI―15号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象業種は限定していない。ミドル
ステージにありながら今後も高い成長
が期待できる国内企業に株式等の投
資をして、手堅い投資パフォーマンスを
求める。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

イノベーション・エンジン株式
会社

関東財務局 先端技術産業創造投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

中小企業等のうち先端技術をもとに国
内あるいは海外に設立される創業段階
及び成長段階の未公開会社の発行す
る株式、新株予約権、新株予約権付社
債等に対する投資等

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(2)、
金融機関等(4)、
事業法人等(2)

8 有 無 ―

イノベーション・エンジン株式
会社

関東財務局 イノベーション・エンジン遠隔
医療投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

医療診断装置関連企業の発行する株
式、新株予約権等に対する投資等

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

イノベーション・エンジン株式
会社

関東財務局 イノベーション・エンジン再生
医療投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

医療機器関連企業の発行する株式、
新株予約権等に対する投資等

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

イノベーション・エンジン株式
会社

関東財務局 イノベーション・エンジン産業
創出投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「ライフ」「IT」「テクノロジー」領域の「産
業創出型技術ベンチャー企業」の発行
する株式、新株予約権等に対する投資
等

私募・運用 63条 金融機関等(2)、
事業法人等(3)

5 有 無 ―

イノベーション・エンジン株式
会社

関東財務局 イノベーション・エンジンPOC投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

第四次産業革命、健康長寿革命および
クールジャパン革命の産業創出型ベン
チャー企業でアーリーステージの最終
局面（POC確立時期）にあるリーダー候
補企業の発行する株式、新株式予約
権等に対する投資等

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

イノベーション・エンジン株式
会社

関東財務局 イノベーション・エンジンPOC第
2号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

第四次産業革命、健康長寿革命および
クールジャパン革命の産業創出型ベン
チャー企業でアーリーステージからミド
ルステージ入りの時期（POC確立時期）
にあるリーダー候補企業の発行する株
式、新株予約権等に対する投資等

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、
金融機関等（4）、
事業法人等（1）

6 有 無 ―

イノベーション・エンジン株式
会社

関東財務局 イノベーション・エンジンLIVE 
STREAM匿名組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

アジア地域でインタラクティブライブ配
信事業を行う企業に対しての投資等

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

イノベーション・エンジン株式
会社

関東財務局 イノベーション・エンジン宇宙
産業投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

宇宙産業関連企業の発行する株式、
新株予約権等に対する投資等

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等（１）

2 有 無 ―

イノベーション・エンジン株式
会社

関東財務局 IEファスト＆エクセレント投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

2022年～2023年に株式上場予定のベ
ンチャー企業の発行する株式、新株予
約権等に対する投資等

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(3)、
金融機関等（1）、
事業法人等（3）、
個人(1)

8 有 無 ―

イノベーション・エンジン株式
会社

関東財務局 イノベーション・エンジン
NewSpace投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

宇宙産業関連企業の発行する株式、
新株予約権等に対する投資等

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

イノベーション・エンジン株式
会社

関東財務局 IE FAST&GREAT投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ファンド設立後2年以内に株式上場予
定のPRE-　IPOベンチャー企業とファン
ド設立後4年以内に株式上場予定の急
成長ベンチャー企業に対する投資等

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(2)

2 有 無 ―

イノベーション・エンジン株式
会社

関東財務局 スカイ・イノベーション投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

航空機製造関連の企業の発行する株
式、新株予約権等に対する投資等

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(2)

3 有 無 ―

イノベーション・エンジン株式
会社

関東財務局 IEエンゲージメント投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

成長業界の中で高収益・高成長企業で
割安に放置されている中小型上場株式
に対する投資等

私募・運用 63条 事業法人等（2）、個人
（1）

3 有 無 ―

有限会社ジェイエイチホスピタ
ルアセットホールディングズ

関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 賃貸用不動産（信託受益権、病院）の
取得、開発、賃貸

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ＴＴプリンシパル株式会社 関東財務局 EM債権投資匿名組合 匿名組合契約 その他 エマージング・ソブリン債権及び債券投
資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社ファースト・ユー 関東財務局 ファースト・ユー匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 信託受益権に投資 運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(2)

3 無 無 ―
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ＡＣＡ株式会社 関東財務局 ACAヘルスケア・戦略1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

今後、安定した成長が見込める介護
サービス事業会社等のヘルスケア関連
事業会社（上場・未公開を問わない）を
投資対象とし、発行会社との緊密な連
携により、企業価値向上を目的とする。
公開買付け、株式譲渡等の適法に準じ
た手続き・手法により、投資後持株比率
34％～100％を原則とし、発行会社経
営陣と連携しながら企業価値向上を目
指す。投資対象地域：日本国内

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ＡＣＡ株式会社 関東財務局 ACAシナジー3号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本国内に本店をおいて事業を行う機
構法中小企業者で、ACAがバリュー
アップが可能な企業で1件の投資額が
15億円未満。

運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(10)

11 有 無 ―

ＡＣＡ株式会社 関東財務局 ACAヘルスケア・アセット2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 投資対象不動産の種類：医療・介護関
連施設
投資対象地域：日本国内
その他の基本的な投資方針：開発案件
や低稼動の介護関連施設、建替え・修
繕を要する、もしくは既存の医療関連
施設を保有し、運営事業者（マスター
レッシー）からの賃料を原資としたイン
カムゲイン、又、収益安定後の売却に
よるキャピタルゲインを求めるヘルスケ
ア不動産のオポチュニティファンド。

運用 63条 事業法人等(3)、金融
機関等(1)

4 有 無 ―

ＡＣＡ株式会社 関東財務局 ACA戦略投資5号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

本組合の投資対象は特定の1社(日本
国内の未上場企業)である。マイノリティ
出資ではあるが取締役を派遺しバ
リューアップを行うことで、主にIP0での
Exi tを最大化させることを目的としてい
る。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 有 無 ―

ＡＣＡ株式会社 関東財務局 アクア戦略投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

主な投資対象企業の業種：不動産開発
等の不動産関連企業
投資対象地域：日本国内
その他の基本的な投資方針：安定した
成長が見込める不動産関連事業会社
等に出資し、対象会社と連携し、企業
価値向上を目的とする。

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

ＡＣＡ株式会社 関東財務局 大和ACA事業承継投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

必ずしも株式公開を目指さない安定的
な収益を稼得している中小企業、又は
成長する潜在能力を持つ国内企業へ
の投資を実行する。投資後は可能な限
りのハンズオンを通じ、投資先事業者
の知財・サービスの国内外への展開と
企業価値の向上を支援するとともに、
エグジットを通じて円滑な事業承継を実
現させることを主な方針とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ＡＣＡ株式会社 関東財務局 大和ACA 事業承継2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

必ずしも株式公開を目指さない安定的
な収益を稼得している中小企業、又は
成長する潜在能力を持つ国内企業へ
の投資を実行する。投資後は可能な限
りのハンズオンを通じ、投資先事業者
の知財・サービスの国内外への展開と
企業価値の向上を支援するとともに、
エグジットを通じて円滑な事業承継を実
現させることを主な方針とする。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

ＡＣＡ株式会社 関東財務局 ACA IP1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内における高成長が見込まれるコン
テンツ・知財関連ベンチャー企業のアー
リー・ミドルステージの未公開株式を取
得（少数持分）し、ハンズオン支援によ
り企業価値を高め、株式公開時の株式
売却により利益を獲得するファンドとす
る。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

株式会社プライベートバンキン
グ＆コンサルティング

関東財務局 ｢匿名組合」C号 匿名組合契約 ヘッジファンド FX取引 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社赤坂見附ランドマー
ク

関東財務局 有限会社赤坂見附ランドマー
ク匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 都内オフィスの信託受益権 運用 旧63条 個人(1) 1 無 無 ―

株式会社デフタ・キャピタル 関東財務局 DEFTA Healthcare 
Technologies, L.P.

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象業種：ヘルスケア・医療
投資対象ステージ：アーリー　
投資方針：ハンズオン

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

株式会社デフタ・キャピタル 関東財務局 Coba１号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象業種：バイオ・医療
投資対象ステージ：アーリー　
投資方針：ハンズオン

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

有限会社エイチ・エム・エックス
池袋ワン

関東財務局 エイチ・エム・エックス池袋ワン
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都内に所在する都市型複合商業
施設への投資事業

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社築地アール・ビー・
キャピタル

関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを主な信託財産と
する不動産信託受益権を取得し、当該
信託受益権に対する信託配当又は売
却代金を原資として匿名組合員に対し
利益分配を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ナレッジカンパニー 関東財務局 ナレッジファンド1号投資事業
組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

成長ステージに関係なく、高成長が見
込まれる企業への投資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ナレッジカンパニー 関東財務局 ナレッジベトナムファンド１号 匿名組合契約 その他 ベトナムの高成長が見込まれる企業株
式への投資

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社ＡＲ・ＯＮＥ 関東財務局 AR・ONE匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京のオフィスに投資するコア・ファンド 運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

横浜キャピタル株式会社 関東財務局 みらい地域活性化投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

投資対象：神奈川県・東京都を中心と
する横浜銀行および東日本銀行本支
店の営業地域に事業拠点を持つ企業
投融資形態：優先株式、劣後ローン、
普通株式、融資等

運用 旧63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

横浜キャピタル株式会社 関東財務局 かながわ観光活性化投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：神奈川県内の観光産業事
業者　投融資形態：優先株式（優先配
当、取得請求権）、普通社債等

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

横浜キャピタル株式会社 関東財務局 きぼう投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象：神奈川県、東京都に本社ま
たは主要な事業所等のある中小企業
投資目的：成長性のある企業のIPOを
目的とした投資、事業承継などの資本
政策を含めたIPO以外の投資、創業５
年未満の先への創業支援・成長支援を
目的とした投資など
投資形態：普通株式、種類株式等

運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

横浜キャピタル株式会社 関東財務局 つむぐ事業承継投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他（事業承
継）

投資対象：神奈川県・東京都を中心と
する横浜銀行および東日本銀行の営
業エリア内の企業
投資目的：事業承継の課題解決が望ま
れる企業に対する株式の一時的な受け
皿提供等。（ケースによりバイアウト）投
資形態：優先株式、普通株式等

運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

横浜キャピタル株式会社 関東財務局 かながわ中小企業支援ファン
ド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

投資対象：主として神奈川県およびそ
の周辺地域の経済活力や雇用につい
て大きな役割を果たす中小企業のう
ち、有用な経営資源を有しているにも
かかわらず過剰債務等の原因により窮
境にある企業

投融資形態：債権買取、普通社債、融
資、普通株式

運用 63条 金融機関等(12)、事業
法人等（1）

13 有 無 ―

横浜キャピタル株式会社 関東財務局 千葉・横浜パートナーシップ1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：おもに横浜銀行および千葉
銀行の営業地域に事業拠点を持つ企
業または当該地域の活性化に資する
事業を行う企業のうち、事業承継が課
題となっている企業、または成長拡大
に際して経営パートナーとしてファンド
出資の活用を希望する企業。

投融資形態：普通株式等

運用 63条 金融機関等（2） 2 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
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第233条の３各号に掲げる者の有無
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e
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other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）
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（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

横浜キャピタル株式会社 関東財務局 Yokohama Next投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・事
業承継・バイア
ウトファンド

投資対象：神奈川県・東京都を中心と
するコンコルディアフィナンシャルグ
ループ営業地域内の中小企業（再生支
援を除く）
投融資形態：普通株式、優先株式、社
債、ローン

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

株式会社ベンチャーラボイン
ベストメント

関東財務局 VLI―bitFlyer成長企業育成投
資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内Fintech系の有望なベンチャー企
業の株式などに投資する。

運用 旧63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

株式会社ベンチャーラボイン
ベストメント

関東財務局 VLIベンチャー育成投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種、成長ステージを限定せず、国内
および国外の有望なベンチャー企業の
株式などに投資する。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベンチャーラボイン
ベストメント

関東財務局 ナントCVC投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種、成長ステージを限定せず、国内
の有望なベンチャー企業の株式などに
投資する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社ベンチャーラボイン
ベストメント

関東財務局 ウィーンの森-VLIベンチャー
育成1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種、成長ステージを限定せず、国内
の有望なベンチャー企業の株式などに
投資する。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベンチャーラボイン
ベストメント

関東財務局 VLI-ブロックチェーン成長企業
投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

（株）テコテックに投資をする。 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベンチャーラボイン
ベストメント

関東財務局 VLI新ベンチャー育成投資事
業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種、成長ステージを限定せず、国内
および国外の有望なベンチャー企業の
株式などに投資する。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社ベンチャーラボイン
ベストメント

関東財務局 ナントCVC２号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種、成長ステージを限定せず、国内
の有望なレイターステージを中心とした
ベンチャー企業の株式などに投資す
る。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社ベンチャーラボイン
ベストメント

関東財務局 VLI-SAベンチャーファンド1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種、成長ステージを限定せず、国内
の有望なベンチャー企業の株式などに
投資する。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

株式会社ベンチャーラボイン
ベストメント

関東財務局 MSスタートアップ支援投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種、成長ステージを限定せず、国内
の有望なベンチャー企業の株式などに
投資する。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1）

1 無 無 ―

株式会社ベンチャーラボイン
ベストメント

関東財務局 リコーバイオメディカルスタート
アップ投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

mRNA創薬やESの技術力強化に取り
組む有望なベンチャー企業の株式など
に投資する。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社サンエイトインベスト
メント

関東財務局 サンエイト1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージから、短期間に株式
上場が見込まれるレーターステージま
でを対象。対象業種は、主としてIT、不
動産関連。

運用 旧63条 個人(2) 2 有 無 ―

株式会社サンエイトインベスト
メント

関東財務局 サンエイト3号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージから、短期間に株式
上場が見込まれるレーターステージま
でを対象。対象業種は、主としてIT関

運用 旧63条 個人(2) 2 有 無 ―

株式会社サンエイトインベスト
メント

関東財務局 サンエイトBP投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のベンチャー企業を対象。対象
業種は、主としてIT、サービス関連。

私募・運用 63条 個人(1) 1 無 無 ―

株式会社サンエイトインベスト
メント

関東財務局 サンエイトSide投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

Side,Inc.への投資。 私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）、個人（1）

2 有 無 ―

株式会社サンエイトインベスト
メント

関東財務局 サンエイトECAR1号投資事業
組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のベンチャー企業を対象。 私募・運用 63条 個人（1） 1 無 無 ―

株式会社サンエイトインベスト
メント

関東財務局 サンエイトECAR2号投資事業
組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のベンチャー企業を対象。 私募・運用 63条 個人（1） 1 無 無 ―

勝方　正英 関東財務局 サンエイト・PS1号投資事業組
合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージから、短期間に株式
上場が見込まれるレーターステージま
でを対象。対象業種は、主としてIT、金
融、サービス関連。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

勝方　正英 関東財務局 サンエイト・エンファンド第3号
投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージから、短期間に株式
上場が見込まれるレーターステージま
でを対象。対象業種は、主としてIT、金
融、サービス関連。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

勝方　正英 関東財務局 サンエイト・K投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージから、短期間に株式
上場が見込まれるレーターステージま
でを対象。対象業種は、主としてIT、不
動産、サービス関連。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

勝方　正英 関東財務局 サンエイト2号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージから、短期間に株式
上場が見込まれるレーターステージま
でを対象。対象業種は、主としてIT、
サービス関連。

運用 旧63条 個人(1) 1 有 無 ―

勝方　正英 関東財務局 サンエイト・F1投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージから、短期間に株式
上場が見込まれるレーターステージ、
またファンドtoファンドも対象。対象業種
は、主としてIT、サービス関連。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

勝方　正英 関東財務局 サンエイト3号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージから、短期間に株式
上場が見込まれるレーターステージま
でを対象。対象業種は、主としてIT関

運用 旧63条 個人(2) 2 有 無 ―

勝方　正英 関東財務局 サンエイトSide投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

Side,Inc.への投資。 私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）、個人（1）

2 有 無 ―

勝方　正英 関東財務局 サンエイト1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージから、短期間に株式
上場が見込まれるレーターステージま
でを対象。対象業種は、主としてIT、不
動産関連。

運用 旧63条 個人(2) 2 有 無 ―

モバイル・インターネットキャピ
タル株式会社

関東財務局 MICイノベーション3号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象は、次世代ICT技術及びサー
ビス
成長ステージは、シード、アーリー
未上場企業の有価証券

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

モバイル・インターネットキャピ
タル株式会社

関東財務局 MICイノベーション4号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象は、次世代情報通信に係る技
術及びサービス
成長ステージは、シード、アーリー
未上場企業の有価証券

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(1)、事
業法人等(1)

3 有 無 ―

グローバル・イノベーション・
パートナーズ株式会社

関東財務局 グローバルイノベーションファ
ンド

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

IOT業種、各成長ステージの国内・海外
ベンチャー、ベンチャーキャピタルへの
株式、その他有価証券投資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社アパラギ 関東財務局 有限会社　アパラギ 匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（オフィス）にか
かる不動産信託受益権を取得・保有・
処分等して収益を得ることにより、利益
獲得を目指す。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

トライコーン株式会社 関東財務局 トライコーン投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 東京都心部等の住宅区分所有住戸を
長期保有にて運用・収益（賃料収入）を
得る法人の設立、また、当該法人株式
を売却し、収益を得て、売却後も管理
業務を継続して担うことを目的とする。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

六本木５有限会社 関東財務局 匿名組合契約（2号） 匿名組合契約 その他 日本国内の商業施設・オフィスを主な
信託財産とする不動産信託受益権を取
得する特定目的会社の発行する優先
出資証券と当該信託財産の管理委託
先の株式会社の発行する株式を取得
し、優先出資社員に対する配当、株主
に対する配当又は優先出資証券・株式
の売却代金を原資として匿名組合員に
対し利益分配を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

六本木５有限会社 関東財務局 匿名組合契約（3号） 匿名組合契約 その他 日本国内の商業施設・オフィスを主な
信託財産とする不動産信託受益権を取
得する特定目的会社の発行する優先
出資証券と当該信託財産の管理委託
先の株式会社の発行する株式を取得
し、優先出資社員に対する配当、株主
に対する配当又は優先出資証券・株式
の売却代金を原資として匿名組合員に
対し利益分配を行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

六本木５有限会社 関東財務局 匿名組合契約（1号） 匿名組合契約 その他 日本国内の商業施設・オフィスを主な
信託財産とする不動産信託受益権を取
得する特定目的会社の発行する優先
出資証券と当該信託財産の管理委託
先の株式会社の発行する株式を取得
し、優先出資社員に対する配当、株主
に対する配当又は優先出資証券・株式
の売却代金を原資として匿名組合員に
対し利益分配を行う。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）
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有限会社トライアングルパート
ナーズ

関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 その他 中国の上場株式を主な信託財産とする
信託受益権を取得し、当該信託受益権
に対する信託配当又は売却代金を原
資として匿名組合員に対し利益分配を
行う。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ウィズ・パートナーズ 関東財務局 ウィズ・ヘルスケア日本２．０投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

（イ）投資対象業種及び投資方針：日本
を中心として、成長性の高いヘルスケ
ア関連企業に投資を行い、その成長発
展を支援する。ヘルスケア関連企業と
は、「健康」に関連する事業を展開して
いる企業を意味し、主に医薬、医療、診
断、介護、医療機器、ヘルスケアIT、再
生医療、化粧品、化成品、健康食品な
どの事業をいう。
（ロ）投資対象：株式、新株予約権、新
株予約権付社債

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、
金融機関等(6)、
事業法人等(4)、
個人（2）

13 有 無 ―

株式会社ウィズ・パートナーズ 関東財務局 THEケンコウFUTURE投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

(イ) 投資対象業種及び投資方針 : 日
本を中心として、成長性の高いへルス
ケア関連企業に投資を行い、その成長
発展を支援する。ヘルスケア関連企業
とは、「健康」に関連する事業を展開し
ている企業を意味し、主に医薬、医療、
診断、介護、医療機器、ヘルスケアIT、
再生医療、化粧品、化成品、 健康食品
などの事業をいう。
(ロ)投資対象: 株式、新株予約権、新株
予約権付社債

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、
金融機関等(6)、
事業法人等(4)、
個人（1）

12 有 無 ―

株式会社ウィズ・パートナーズ 関東財務局 創薬維新投資事業有限責任
組合契約

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

（イ）投資対象業種及び投資方針：
①旗艦投資先として大手製薬会社の子
会社である統合的創薬ソリューション事
業を行う企業に投資しその株式100％
を取得
②旗艦投資先の価値を直接的に享受
できる有望な創薬研究プロジェクトをも
つ創薬ベンチャー企業への投資
③旗艦投資先を中核とする日本の創薬
エコシステム確立に資するベンチャー
企業への投資
（ロ）投資対象：
株式、新株予約権、新株予約権付社債

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（2）、
金融機関等(8)、
事業法人等(8)、
個人（1）

19 有 有 そうせい監査法人

株式会社ウィズ・パートナーズ 関東財務局 ウィズAIoTエボリューション
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

（イ）投資対象業種及び投資方針：
①日本を中心に、テクノロジー、製造、
サービス、情報通信、教育、流通・運
輸、エネルギー等の分野で、AI・IoTなど
のテクノロジーを活用することで飛躍的
な成長が見込める企業に対する投資
②日本の上場企業やコングロマリット企
業からのカーブアウト（非上場企業）や
AI・IoTのコアテクノロジー等の案件に対
する投資
（ロ）投資対象：
株式、新株予約権、新株予約権付社債

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、
金融機関等(6)、
事業法人等(4)、
個人（1）、
その他（1）

13 有 無 ―

株式会社ウィズ・パートナーズ 関東財務局 ヘルスケアNewプラットフォー
ム・ファンド投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

（イ）投資対象業種及び投資方針：
①主としてアクセリード株式会社（以下
「アクセリード社」という。）及びその関
係会社並び本組合の子会社として新設
する会社に投資
②アクセリード社との協業、連携等によ
り企業価値向上が見込める会社も投資
対象とする。
（ロ）投資対象：株式、新株予約権、新
株予約権付社債

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(2)、
金融機関等(12)、
事業法人等(6)

20 有 有 そうせい監査法人

オリオン・キャピタル・マネージ
メント株式会社

関東財務局 オリオン キャピタル匿名組合 匿名組合契約 事業再生ファン
ド

【投資対象企業】
事業会社

【事業の業種】
持株会社事業
【基本的な投資方針】
　長期保有

【戦略の概要】
グループ法人のシナジー等の達成によ
る株式価値の増加

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ＧＤ 関東財務局 投資事業組合マーケットウィ
ザードファンド

民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ＧＤ 関東財務局 投資事業有限責任組合デジタ
ルアセットファンド

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

有限会社北海ゴルフパート
ナーズ

関東財務局 2005年8月31日付（その後の
変更を含む。）匿名組合契約

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のゴルフ場を主な信託財産と
する不動産信託受益権を取得し、当該
信託受益権に対する信託配当又は売
却代金を原資として匿名組合員に対し
利益分配を行う。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社日本海企業支援ファ
ンド

関東財務局 日本海企業支援ＦＴＫ 匿名組合契約 その他 国内金融機関からの貸付債権の購入・
不良債権処理

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社ラルク 関東財務局 ラルク11号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

再生可能エネルギー事業を行う1社に
投資。ミドルまたはレイターステージ。
IPO時の株式売却で利益を獲得するこ
とを原則とする。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ラルク 関東財務局 ラルク16号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有機EL発光材料の開発を行う1社に投
資。ミドルまたはレイターステージ。IPO
時の株式売却で利益を獲得することを
原則とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ラルク 関東財務局 ラルク17号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ダイアグノスティクス事業及びパーソナ
ルヘルスケア事業を行う1社に投資。
アーリーまたはミドルステージ。IPO時
の株式売却で利益を獲得することを原
則とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ＪＡＩＣシードキャピタル株式会
社

関東財務局 Ｘｓｅｅｄ　Ｈｉｇｈ　Ｇｒｏｗｔｈ投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にシード／アーリーステージにある国
際的に通用する技術を持った日本国内
の未上場企業の株式、新株予約権付
社債等に投資を行う。

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 有 無 ―

ビー・エル・パートナーズ株式
会社

関東財務局 BLP3号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

色弱矯正レンズ特許保有会社
ミドルステージ。最低限の出資枠の確
保を行い、将来のIPOによる利益を得
る。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ビー・エル・パートナーズ株式
会社

関東財務局 BLP9号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

音響メーカー
ミドルステージ。最低限の出資枠を確
保し、追加投資も行いながら将来のIPO
やM&Aによる売却。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ビー・エル・パートナーズ株式
会社

関東財務局 BLP12号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

音響メーカー
ミドルステージ。9号の追加投資。将来
のIPOやM&Aによる売却。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ビー・エル・パートナーズ株式
会社

関東財務局 BLP16号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

雑貨メーカー
ミドルステージ。17号とセットで投資を
行った。将来のM&Aによる売却の予定
でした。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社セラン 関東財務局 有限会社セラン 匿名組合契約 不動産ファンド 東京都港区所在の事務所・ホテルを主
用途とする複合用途ビルに係る定期借
地権の準共有地上権の区分所有建物
を主な信託財産とする不動産信託受益
権を取得し、賃料その他当該不動産又
は不動産信託受益権からの収益を得
ることにより、利益獲得を目指すファン
ド

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―
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有限会社五丁目開発 関東財務局 有限会社五丁目開発匿名組
合契約

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（商業施設）に
かかる不動産信託受益権を取得・保
有・処分等して収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ケーティービル有限会社 関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内のオフィスビルに係る信託受益権
の運用

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

一般社団法人原宿ビル 関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内のオフィスビルに係る信託受益権
の運用

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社赤坂見附ＡＨ＆ＲＳ 関東財務局 有限会社赤坂見附ＡＨ＆ＲＳ
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 北海道地域のホテルの信託受益権 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社アパ大阪肥後橋 関東財務局 有限会社アパ大阪肥後橋匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 関西地域のホテルの信託受益権 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社イーシス・プロパ
ティー

関東財務局 ジャスパー・プロパティー特定
目的会社

その他の権利 不動産ファンド 特定目的会社の優先出資に投資 運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

山梨中銀経営コンサルティン
グ株式会社

関東財務局 やまなし新事業応援投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

山梨県内に事業拠点のある主にスター
トアップ期やアーリーステージにある成
長が見込める事業者へ出資する

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

山梨中銀経営コンサルティン
グ株式会社

関東財務局 やまなし６次産業化応援投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 山梨県内で６次産業化に取り組む農林
漁業者主体の法人で成長が見込める
事業者へ出資する

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 有 無 ―

山梨中銀経営コンサルティン
グ株式会社

関東財務局 山梨中銀地方創生投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 山梨中央銀行の営業エリアで将来発
展・成長が期待できる事業者、経営改
善・事業再生及び円滑な事業承継等が
見込まれる事業者へ出資する

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

山梨中銀経営コンサルティン
グ株式会社

関東財務局 山梨中銀SDGｓ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 山梨中央銀行グループの営業エリア内
に本社または事務所を有し、新たな事
業展開や地域資源の活用、「SDGｓの
17目標」への取組み等により、将来の
発展・成長が期待できる事業者や、今
後の経営改善・事業再生および円滑な
事業承継等が見込まれる事業者に出
資する

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

山梨中銀経営コンサルティン
グ株式会社

関東財務局 やまなしサステナ投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 山梨中央銀行グループの営業エリア内
に本社または事業所を有し、新たな事
業展開や地域資源の活用、「ＳＤＧｓの
１７目標」への取組み等により、将来の
発展・成長が期待できる事業者や、今
後の経営改善・事業再生および円滑な
事業承継等が見込まれる事業者に出
資する

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社千葉リバイタル 関東財務局 千葉産業復興機構投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

東日本大震災により被害を受けた千葉
県内事業者であって被災地域において
事業再生を図ろうとする事業者に関す
る株式、社債、金銭債権等の取得

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
機関等(9)

10 有 無 ―

篠崎駅西口公益複合施設株
式会社

関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に商業施設等を運用 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ソリューションデザイ
ン

関東財務局 投資事業有限責任組合夢承
継3号ファンド

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業承継問題や新たな成長戦略実現
等の経営課題を抱える中堅・中小企業
に対して、経営課題の解決を図り、潜
在的な成長力を顕在化させ、企業価値
の向上を実現することを目的とする

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(3)

4 無 無 ―

株式会社ソリューションデザイ
ン

関東財務局 投資事業有限責任組合夢承
継4号ファンド

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業承継や新たな成長戦略等の課題
を抱える中堅・中小企業に対し、課題
解決を支援し、潜在的な成長力を顕在
化させ、企業価値を高めることを目的と
する

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(4)

5 無 無 ―

株式会社ソリューションデザイ
ン

関東財務局 メザニン・ソリューション3号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

劣後ローンや優先株式等のメザニン
ファイナンスによる資金供給を通じて、
企業の多様な資金ニーズに対するソ
リューション提供を目的とする

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

株式会社ソリューションデザイ
ン

関東財務局 メザニン・ソリューション4号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

劣後ローンや優先株式等のメザニン
ファイナンスによる資金供給を通じて、
企業の多様な資金ニーズに対するソ
リューション提供を目的とする

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

三井住友海上キャピタル株式
会社

関東財務局 三井住友海上Ｃ大学発先端技
術投資事業組合

民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

大学発ベンチャーを投資対象とした投
資組合に投資

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三井住友海上キャピタル株式
会社

関東財務局 ＭＳＩＶＣキャンパス3号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来の株式公開が展望できる国内外
の大学発ベンチャー企業に投資

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

三井住友海上キャピタル株式
会社

関東財務局 ＭＳＩＶＣ2008Ｖ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来の株式公開が展望できる国内外
の優良なベンチャー企業に投資

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三井住友海上キャピタル株式
会社

関東財務局 ＭＳＩＶＣアジアファンドＩ投資事
業組合

民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

アジア地域のベンチャー企業等を投資
対象とする投資組合に投資

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三井住友海上キャピタル株式
会社

関東財務局 ＭＳＩＶＣグローバルアカデミッ
クシーズ投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来の株式公開が展望できる国内外
の大学発ベンチャー企業に投資

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三井住友海上キャピタル株式
会社

関東財務局 ＭＳＩＶＣ2012Ｖ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来の株式公開が展望できる国内外
の優良なベンチャー企業に投資

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三井住友海上キャピタル株式
会社

関東財務局 ＭＳＩＶＣ2016Ｖ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来の株式公開が展望できる国内外
の優良なベンチャー企業に投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三井住友海上キャピタル株式
会社

関東財務局 ＭＳＩＶＣ2018Ｖ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来の株式公開が展望できる国内外
の優良なベンチャー企業に投資

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

三井住友海上キャピタル株式
会社

関東財務局 ＭＳデジタル投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

先端デジタル技術を有し、かつ将来の
株式公開が展望できる国内外の優良な
ベンチャー企業に投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

三井住友海上キャピタル株式
会社

関東財務局 ＭＳＩＶＣ2020Ｖ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来の株式公開が展望できる国内外
の優良なベンチャー企業に投資

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

三井住友海上キャピタル株式
会社

関東財務局 ＭＳＩＶＣ2021Ｖ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来の株式公開が展望できる国内外
の優良なベンチャー企業に投資

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

三井住友海上キャピタル株式
会社

関東財務局 ＭＳＩＶＣ2023Ｖ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来の株式公開が展望できる国内外
の優良なベンチャー企業に投資

私募・運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 無 無 ―

三井住友海上キャピタル株式
会社

関東財務局 ＭＳイノベーション投資事業有
限責任組合２号

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

新たなソリューション開発やビジネス創
造にとって有益な技術を有し、かつ将
来の株式公開が展望できる国内外の
優良なベンチャー企業に投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社アール・ビー・キャピ
タル

関東財務局 有限会社アール・ビー・キャピ
タル

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都中央区所在のオフィス及び集合
住宅等の複合ビルに係る土地及び建
物を主な信託財産とする不動産信託受
益権から収益を得ることにより、利益獲
得を目指すファンド

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 埼玉りそな銀2号投資事業組
合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

次の企業の株式
・株式公開志向先で、資本政策・株式
公開準備でりそなグループが主導的な
立場を確保でき、営業利益を計上し設
立後5年以上経過している先
・事業承継等株式のソリューションニー
ズのプロセスにおいてりそなグループ
が主導的な立場を確保でき、経営が安
定し継続的な配当が期待できる先

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 りそなキャピタル3号投資事業
組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

次の企業の株式
・【ＩＰＯ投資】資本政策・株式公開準備
でりそなグループが主導的な立場を確
保でき、投資時点において、原則として
営業利益を計上している先
・【事業承継・ＭＢＯ等配当期待型投
資】経営が安定し継続的な配当が期待
できる先で、エグジットに向けてりそな
グループが主体的に関与できる先

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 埼玉りそな経営革新サポート1
号投資事業組合

民法上の組合
契約

事業再生ファン
ド

次の企業の株式
・りそなグループで主体的に再成長支
援に取り組んでいる主力・準主力先で、
キャッシュフローが安定もしくは回復基
調にあり、正常先あるいは将来的に正
常先への遷移が見込まれる先

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 りそなグロース2号投資事業組
合

民法上の組合
契約

事業再生ファン
ド

次の企業の株式
・りそなグループで主体的に再成長支
援に取り組んでいる主力・準主力先で、
キャッシュフローが安定もしくは回復基
調にあり、正常先あるいは将来的に正
常先への遷移が見込まれる先

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 近畿大阪4号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

次の企業の株式
【IPO投資】
（１）資本政策等、株式公開準備におい
て本組合又はりそなグループおよび関
西みらいフィナンシャルグループ(以下
関西みらいFG)が主導的な立場を確保
出来る先、又はIPO後もメイン・準メイン
取引を維持・志向することが一定の確
度で見込まれる先
（２）利益成長を目指す事業計画に蓋然
性があり、売上高の増加が期待され、
営業損益の黒字化が一定の確度で見
込まれる先
【事業承継・MBO等配当期待型投資】
（１）経営が安定しており、継続的な配
当が期待できる先
（２）エグジットストーリーの実現性が高
いと判断でき、エグジットに向けてりそ
なグループおよび関西みらいFGが主体
的に関与できることが一定の確度で見
込まれる先
（３）りそなグループおよび関西みらい
FGにおける信用リスク管理の観点から
一定水準以上の安全性を確保している
先

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 りそなキャピタル４号投資事業
組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

次の企業の株式
【ＩＰＯ投資】
・資本政策上、株式公開準備において
りそなグループが主導的な立場を確保
できる先、または、IPO後もメイン・準メ
イン取引を維持・志向することが出来る
先
・利益成長を目指す事業計画に蓋然性
があり、売上高の増加が期待され、営
業損益の黒字化が展望可能な先

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 りそなキャピタル５号投資事業
組合

民法上の組合
契約

その他 次の企業の株式
【事業承継・ＭＢＯ等配当期待型投資】
・経営が安定しており継続的な配当が
期待できる先
・エグジットストーリーの実現性が高い
と判断でき、エグジットに向けてりそな
グループが主体的に関与できる先
・りそなグループにおいて信用リスクの
観点から一定水準以上の安全性を確
保している先

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 りそなグロース３号投資事業
組合

民法上の組合
契約

事業再生ファン
ド

次の企業の株式
・りそなグループで主体的に再成長支
援に取り組んでいる主力・準主力先で、
キャッシュフローが安定もしくは回復基
調にあり、正常先あるいは将来的に正
常先への遷移が見込まれる先

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 埼玉りそな銀4号投資事業組
合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

次の条件の全てに該当する企業の株
式
【IPO投資】
・資本政策等、株式公開準備において
本組合又はりそなグループが主導的な
立場を確保できる先、または、IPO後も
メイン・準メイン取引を維持・志向するこ
とができることが、一定の確度で見込ま
れる先
・利益成長を目指す事業計画に蓋然性
があり、売上高の増加が期待され、営
業損益の黒字化が一定確度で見込ま
れる先
【事業継承・MBO等配当期待型投資】
・経営が安定し継続的な配当が期待で
きる先
・エグジットストーリーの実現性が高い
と判断でき、エグジットに向けてりそな
グループが主体的に関与できること
が、一定確度で見込まれる先

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 関西みらい1号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

次の企業の株式
【ＩＰＯ投資】
①資本政策等、株式公開準備において
本組合又はりそなグループおよび関西
みらいフィナンシャルグループ（以下関
西みらいFG）が主導的な立場を確保出
来る先、又はIPO後もメイン・準メイン取
引を維持・志向することが一定の確度
で見込まれる先
②利益成長を目指す事業計画に蓋然
性があり、売上高の増加が期待され、
営業損益の黒字化が一定の確度で見
込まれる先
【事業継承・MBO等配当期待型投資】
①経営が安定しており、継続的な配当
が期待できる先
②エグジットストーリーの実現性が高い
と判断でき、エグジットに向けてりそな
グループおよび関西みらいFGが主体
的に関与できることが一定の確度で見
込まれる先
③りそなグループおよび関西みらいFG
における信用リスク管理の観点から一
定水準以上の安全性を確保している先

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 埼玉りそな経営革新サポート２
号投資事業組合

民法上の組合
契約

事業再生ファン
ド

次の企業の株式
・りそなグループで主体的に復興支援、
再成長支援、成長支援に取り組んでい
る主力・準主力先で、キャッシュフロー
が安定もしくは回復基調にあり、正常先
あるいは将来的に正常先への遷移が
見込まれる先

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 りそなキャピタル６号投資事業
組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

次の企業の株式
【ＩＰＯ投資】
・資本政策上、株式公開準備において
りそなグループが主導的な立場を確保
できる先、または、IPO後もメイン・準メ
イン取引を維持・志向することが出来る
先
・利益成長を目指す事業計画に蓋然性
があり、売上高の増加が期待され、営
業損益の黒字化が展望可能な先

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 KRエンカレッジファンド投資事
業組合

民法上の組合
契約

事業再生ファン
ド

次の企業の株式
・りそなグループの主力取引先のうち、
新型コロナウイルス感染症の影響をう
け、過小資本の状態にあるものの、経
済合理的な再建計画に基づく債務圧縮
と事業再構築、資本増強支援により再
成長が可能と見込まれる先

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 RKDエンカレッジファンド投資
事業組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

次の企業の株式
・りそなグループの主力取引先のうち、
新型コロナウイルス感染症、原価高騰
等の事業環境の変化、事業承継、事業
再編等の資本及び事業構成の変化等
の影響等を受け、業績悪化、財務悪化
等を余儀なくされて、過小資本の状態
にあるものの、経済合理的な再建計画
に基づく債務圧縮と事業再構築、資本
増強支援により再成長が可能と見込ま
れる先

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 埼玉りそな銀5号投資事業組
合

民法上の組合
契約

その他 次の条件の全てに該当する企業の株
式
【事業継承・MBO等配当期待型投資】
・経営が安定しており、継続的な配当が
期待できる先
・エグジットストーリーの実現性が高い
と判断でき、エグジットに向けてりそな
グループが、一定確度で見込まれる先

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 関西みらい2号投資事業組合 民法上の組合
契約

その他 次の企業の株式
【事業継承・MBO等配当期待型投資】
①経営が安定しており、継続的な配当
が期待できる先
②エグジットストーリーの実現性が高い
と判断でき、エグジットに向けてりそな
グループが主体的に関与できること
が、一定の確度で見込まれる先
③りそなグループおよび関西みらいFG
における信用リスク管理の観点から一
定水準以上の安全性を確保している先

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 りそなキャピタル7号投資事業
組合

民法上の組合
契約

その他 次の企業の株式
【事業承継・ＭＢＯ等配当期待型投資】
・経営が安定しており継続的な配当が
期待できる先
・エグジットストーリーの実現性が高い
と判断でき、エグジットに向けてりそな
グループが主体的に関与できる先
・りそなグループにおいて信用ﾘｽｸの観
点から一定水準以上の安全性を確保し
ている先

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 りそなキャピタル8号投資事業
組合

民法上の組合
契約

ベンチャーファ
ンド

次の企業の株式
【ＩＰＯ投資】
・資本政策上、株式公開準備において
りそなグループが主導的な立場を確保
出来る先、または、IPO後もメイン・準メ
イン取引を維持・志向することが出来る
先
・利益成長を目指す事業計画に蓋然性
があり、売上高の増加が期待され、営
業損益の黒字化が展望可能な先

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

りそなキャピタル株式会社 関東財務局 りそなグロース４号投資事業
組合

民法上の組合
契約

事業再生ファン
ド

次の企業の株式
・りそなグループで主体的に再成長支
援に取り組んでいる主力・準主力先で、
キャッシュフローが安定もしくは回復基
調にあり、正常先あるいは将来的に正
常先への遷移が見込まれる先

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

有限会社大崎ファーストステー
ジ

関東財務局 大崎ファーストステージ有限会
社

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都品川区所在のオフィス等の複合
ビルを主な信託財産とする不動産信託
受益権を取得し、賃料その他当該不動
産又は不動産信託受益権からの収益
を得ることにより、利益獲得を目指す
ファンド

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

有限会社東京プライムステー
ジ

関東財務局 有限会社東京プライムステー
ジ

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都千代田区所在のオフィス、ホテ
ル及び商業施設の複合ビルに係る借
地権及び建物を信託財産とする不動産
信託受益権から収益を得ることにより、
利益獲得を目指すファンド

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社ＡＰ　ＩＶ　ＧＰ 関東財務局 AP IV GP 投資組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象ファンドの種類：バイアウト・
ファンド

リスク特性：株式

地域的特色：日本国内

基本的な投資方針・戦略の概要：投資
事業有限責任組合アドバンテッジパー
トナーズIV号への投資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ＡＰ３ 関東財務局 アドバンテッジパートナーズ投
資組合46号

民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（未公開）
リスク特性：株式
投資対象地域： 英領ケイマン諸島

運用 旧63条 個人(3)
外国法人又は外国人
等(1)

4 有 無 ―

株式会社ＡＰ３ 関東財務局 投資事業有限責任組合マッハ 投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象ファンドの種類:バイアウト・
ファンド
リスク特性：株式
地域的特色:日本国
基本的な投資方針・戦略の概要：投資
事業有限責任組合アドバンテッジパー
トナーズIV号への投資

運用 旧63条 個人(2)
外国法人又は外国人
等(1)

3 有 無 ―

株式会社ＡＰ３ 関東財務局 アドバンテッジパートナーズ投
資組合53号

民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（未公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：日本国内

運用 旧63条 個人(3)
外国法人又は外国人
等(1)

4 有 無 ―

株式会社ＡＰ３ 関東財務局 フィフティーエイト投資組合 民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（未公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：日本国内

運用 旧63条 個人(3)
外国法人又は外国人
等(1)

4 有 無 ―

株式会社ＡＰ３ 関東財務局 アドバンテッジパートナーズ投
資組合63号

民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（未公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：日本国内

運用 旧63条 個人(3)
外国法人又は外国人
等(1)

4 有 無 ―

株式会社ＡＰ３ 関東財務局 アドバンテッジパートナーズ投
資組合64号

民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（未公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：日本国内

運用 旧63条 個人(3)
外国法人又は外国人
等(1)

4 有 無 ―

株式会社ＡＰ３ 関東財務局 アドバンテッジパートナーズ投
資組合66号

民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（未公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：日本国内

私募・運用 63条 個人(3)
外国法人又は外国人
等(1)

4 有 無 ―

株式会社ＡＰ３ 関東財務局 アドバンテッジパートナーズ投
資組合67号

民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（未公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：日本国内

私募・運用 63条 個人(3)
外国法人又は外国人
等(1)

4 有 無 ―

株式会社ＡＰ３ 関東財務局 アドバンテッジパートナーズ投
資組合68号

民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（未公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：日本国内

私募・運用 63条 個人(3)
外国法人又は外国人
等(1)

4 有 無 ―

株式会社ＡＰ３ 関東財務局 アドバンテッジパートナーズ投
資組合69号

民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（未公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：日本国内

私募・運用 63条 個人(3)
外国法人又は外国人
等(1)

4 有 無 ―

株式会社ＡＰ３ 関東財務局 アドバンテッジパートナーズ投
資組合72号

民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（未公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：日本国内

私募・運用 63条 個人(3)
外国法人又は外国人
等(1)

4 有 無 ―

株式会社ＡＰ３ 関東財務局 投資事業有限責任組合AP投
資組合75号

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象ファンドの種類：その他のファ
ンド
リスク特性：株式
地域的特色：日本

私募・運用 63条 個人(3)
外国法人又は外国人
等(1)

4 有 無 ―

株式会社ＡＰ３ 関東財務局 アドバンテッジパートナーズ投
資組合78号

民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（未公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：日本国内

私募・運用 63条 個人(3)
外国法人又は外国人
等(1)

4 有 無 ―

株式会社ＡＰ３ 関東財務局 アドバンテッジパートナーズ投
資組合81号

民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（未公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：日本国内

私募・運用 63条 個人(3)
外国法人又は外国人
等(1)

4 有 無 ―

株式会社ＡＰ３ 関東財務局 アドバンテッジパートナーズ投
資組合82号

民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（未公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：日本国内

私募・運用 63条 個人(3)
外国法人又は外国人
等(1)

4 有 無 ―
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株式会社ＡＰ３ 関東財務局 アドバンテッジパートナーズ投
資組合80号

民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（未公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：日本国内

私募・運用 63条 個人(3)
外国法人又は外国人
等(1)

4 有 無 ―

株式会社ＡＰ３ 関東財務局 AP Mellow投資組合 民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（未公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：アジア

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社ＪＬＯＣ－Ｍ１ 関東財務局 2008年3月27日付（その後の
変更を含む。）匿名組合契約

匿名組合契約 その他 日本国内の住宅ローン債権やアパート
ローン債権を主な信託財産とする信託
受益権を取得し、当該信託受益権に対
する信託配当又は売却代金を原資とし
て匿名組合員に対し利益分配を行う。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社南大沢イン 関東財務局 有限会社南大沢イン 匿名組合契約 不動産ファンド 東京都八王子市に所在する商業施設
に係る借地権及び建物を信託財産とす
る不動産信託受益権から収益を得るこ
とにより、利益獲得を目指すファンド

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

アイピーアールベンチャーキャ
ピタル株式会社

関東財務局 アイピーアール2号投資事業
組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業への投資 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

アイピーアールベンチャーキャ
ピタル株式会社

関東財務局 アイピーアールＶ―1号投資事
業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業への投資 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

アイピーアールベンチャーキャ
ピタル株式会社

関東財務局 アイピーアールＶ―2号投資事
業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業への投資 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

アイピーアールベンチャーキャ
ピタル株式会社

関東財務局 アイピーアールＶ―3号投資事
業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業への投資 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

アイピーアールベンチャーキャ
ピタル株式会社

関東財務局 アイピーアールＣＢ号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業への投資 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

株式会社ファンバス 関東財務局 SJF 3号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT企業の未公開株式 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ファンバス 関東財務局 ニューグローバル投資事業組
合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT企業の未公開株式 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

エム・エム・プロパティ・ファン
ディング株式会社

関東財務局 MMPF匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在のオフィスビル（信託受益権）
の取得、保有、管理及び処分

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未公開株等に投資し、組合期間内に投
下資本を増殖回収する。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣＷＳ事業開発1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未公開株等に投資し、組合期間内に投
下資本を増殖回収する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣ事業開発1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未公開株等に投資し、組合期間内に投
下資本を増殖回収する。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣ事業開発2号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未公開株等に投資し、組合期間内に投
下資本を増殖回収する。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣ事業開発3号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未公開株等に投資し、組合期間内に投
下資本を増殖回収する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣ事業開発4号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未公開株等に投資し、組合期間内に投
下資本を増殖回収する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣ社会課題解決投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未公開株等に投資し、組合期間内に投
下資本を増殖回収する。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、金融
商品取引業者等(1)

2 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル2
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未公開株等に投資し、組合期間内に投
下資本を増殖回収する。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
産学連携1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

大学や公的研究機関等から生まれる
技術シーズの事業化に伴うエクイ
ティーニーズの内、未公開株等に投資
し、組合期間内に投下資本を増殖回収
する。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
産学連携2号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

大学や公的研究機関等から生まれる
技術シーズの事業化に伴うエクイ
ティーニーズの内、未公開株等に投資
し、組合期間内に投下資本を増殖回収
する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
産学連携3号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

大学や公的研究機関等から生まれる
技術シーズの事業化に伴うエクイ
ティーニーズの内、未公開株等に投資
し、組合期間内に投下資本を増殖回収
する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル3
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未公開株等に投資し、組合期間内に投
下資本を増殖回収する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル4
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未公開株等に投資し、組合期間内に投
下資本を増殖回収する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル5
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未公開株等に投資し、組合期間内に投
下資本を増殖回収する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル6
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未公開株等に投資し、組合期間内に投
下資本を増殖回収する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル7
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未公開株等に投資し、組合期間内に投
下資本を増殖回収する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣ戦略出資1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

他社が運営するＶＣファンド等に投資
し、組合期間内に投下資本を増殖回収
する。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣ戦略出資2号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

他社が運営するＶＣファンド等に投資
し、組合期間内に投下資本を増殖回収
する。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣ戦略出資3号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

他社が運営するＶＣファンド等に投資
し、組合期間内に投下資本を増殖回収
する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣ戦略出資4号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

他社が運営するＶＣファンド等に投資
し、組合期間内に投下資本を増殖回収
する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣ戦略出資5号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

他社が運営するＶＣファンド等に投資
し、組合期間内に投下資本を増殖回収
する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 ＳＭＢＣ戦略出資6号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

他社が運営するＶＣファンド等に投資
し、組合期間内に投下資本を増殖回収
する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 イノベーティブ・ベンチャー投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

中小企業等の新事業展開に対し、ハン
ズオン支援をすることを通じて、投下資
本を増殖回収する。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 次世代企業成長支援１号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未公開株等に投資し、組合期間内に投
下資本を増殖回収する。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 次世代企業成長支援2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未公開株等に投資し、組合期間内に投
下資本を増殖回収する。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 無 無 ―

ＳＭＢＣベンチャーキャピタル
株式会社

関東財務局 次世代企業成長支援3号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未公開株等に投資し、組合期間内に投
下資本を増殖回収する。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 無 無 ―

永田　崇 関東財務局 プライベートターゲットファンド 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場企業の発行する株式に対して投
資を行っています。　取得する株式の
シェアや役員派遣等については、投資
先企業と協議の上決定しており、投資
実行の条件とはしていません。　投資
先企業に対しては、株主の立場から経
営上の助言を行い、企業価値の向上を
通じたキャピタルゲインの獲得をめざし
ています。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社トライハード・インベ
ストメンツ

関東財務局 ＫＫＴＨ2投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

一定の業歴を有し、新事業展開、事業
の再編、承継等により成長を目指す国
内中堅中小企業への投資を行い、ハン
ズオンによる経営管理により企業価値
を向上させ、組合員に対してキャピタル
ゲインを還元する。

私募・運用 63条 金融機関等(10)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(1)

12 無 無 ―

株式会社トライハード・インベ
ストメンツ

関東財務局 中小企業連携促進投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

一定の業歴を有し、新事業展開、事業
の再編、承継等により成長を目指す国
内中小企業への投資を行い、ハンズオ
ンによる経営管理により企業価値を向
上させ、組合員に対してキャピタルゲイ
ンを還元する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社トライハード・インベ
ストメンツ

関東財務局 ＫＫＴＨ3投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

一定の業歴を有する国内中堅中小企
業への投資を行い、ハンズオンによる
経営管理により企業価値を向上させ、
組合員に対してキャピタルゲインを還
元する。

私募・運用 63条 金融機関等（19）、事業
法人等(1)

20 有 無 ―

株式会社アルタビジネスコン
サルタント

関東財務局 ＡＬＴＡ1号投資事業組合 匿名組合契約 セカンダリー・
ファンド

マカオの不動産投資 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―
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合同会社サマラ・ロジスティク
ス・１

関東財務局 合同会社サマラ・ロジスティク
ス・１匿名組合契約（５物件）

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の倉庫を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社サマラ・ロジスティク
ス・１

関東財務局 合同会社サマラ・ロジスティク
ス・１匿名組合契約（柏）

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の倉庫を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社サマラ・ロジスティク
ス・１

関東財務局 合同会社サマラ・ロジスティク
ス・１匿名組合契約（沼南）

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の倉庫を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社サマラ・ロジスティク
ス・１

関東財務局 合同会社サマラ・ロジスティク
ス・１匿名組合契約（仙台）

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の倉庫を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社タイガーアライアンス 関東財務局 合同会社タイガーアライアンス 匿名組合契約 アクティビスト・
ファンド

国内未公開株式 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

アゼリア合同会社 関東財務局 BulldozerIIファンド 匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

国内不動産を投資対象としたファンドに
対する匿名組合出資や特定目的会社
の優先出資等への投資を行うファンド
への投資を通じて投資のリターン獲得
を目指す投資を行う。

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

有限会社ナーシングホーム・
ファンディング・スリー

関東財務局 匿名組合契約書（第1号） 匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（介護施設）に
かかる不動産信託受益権を取得・保
有・処分等して収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社ナーシングホーム・
ファンディング・スリー

関東財務局 匿名組合契約書（第9号） 匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（介護施設）に
かかる不動産信託受益権を取得・保
有・処分等して収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社刈田・アンド・カンパ
ニー

関東財務局 ポラリス・刈田共同投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内の特定事業者（技術・製造業）に対
する投資を行うことのみを目的とする投
資組合に対する出資

運用 旧63条 金融機関等(1)
事業法人等(1)

2 無 無 ―

株式会社ＭＩＴ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ａ
ｄｖｉｓｏｒｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ

関東財務局 ひろしまＭＩＴエリアデザイン投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

瀬戸内経済圏（広島県・岡山県・山口
県・愛媛県等）を中心とした不動産及び
信託受益権等の所得、保有及び売却
を目的とする投資法人に対する投資口
等の取得・保有

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ＭＩＴ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ａ
ｄｖｉｓｏｒｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ

関東財務局 MIT広域再建支援投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

地域の産業構造を踏まえて出資者、投
資先を広域に選定、本業改善・再生／
再成長を実施し、地域経済に寄与、
EXIT先も同地域を基本とし地域への還
流を主眼とする

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(4)

5 無 無 ―

リアル・デザイン株式会社 関東財務局 リアル・デザイン株式会社 匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

不動産会社に対する金銭出資。対象
は、主として東京のオフィスビル開発を
行う一社のみ。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ＰＥ＆ＨＲ株式会社 関東財務局 Social Entrepreneur２ 投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資先はシードステージの企業に
投資。

私募・運用 63条 金融機関等(3)、事業
法人等(1)

4 有 無 ―

ＰＥ＆ＨＲ株式会社 関東財務局 東松山起業家サポート投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

埼玉県東松山市に本店を有する、主に
シード・スタートアップのベンチャーへの
投資

私募・運用 63条 金融機関等(1)、金融
商品取引業者等(1)

2 有 無 ―

ＰＥ＆ＨＲ株式会社 関東財務局 Social Entrepreneur３投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にシード・アーリーステージのベン
チャーへの投資

私募・運用 63条 金融機関等(3)、金融
商品取引業者等(1)

4 有 無 ―

ＰＥ＆ＨＲ株式会社 関東財務局 埼玉りそな創業応援投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

埼玉県の地域活性化に資する事業を
展開するシード、アーリーステージのベ
ンチャーへの投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＰＥ＆ＨＲ株式会社 関東財務局 Social Entrepreneur４投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にシード・アーリーステージのベン
チャーへの投資

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

有限会社キャピタル・マネジメ
ント

関東財務局 企業再生1号投資事業組合 民法上の組合
契約

アクティビスト・
ファンド

主として上場企業の株式を数％取得し
企業価値向上を促し株価の上昇による
キャピタルゲインの獲得を目指すファン
ド。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

有限会社キャピタル・マネジメ
ント

関東財務局 ベスト・ファンド1号投資事業組
合

民法上の組合
契約

ヘッジファンド 株式マーケット・ニュートラル 運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

有限会社キャピタル・マネジメ
ント

関東財務局 チャレンジ2号投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド 株式ロング・ショート 運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

有限会社キャピタル・マネジメ
ント

関東財務局 ファイナルリベンジ投資事業組
合

民法上の組合
契約

ヘッジファンド 株式ロング・ショート 運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

有限会社キャピタル・マネジメ
ント

関東財務局 ＣＭ1号投資事業組合 民法上の組合
契約

アクティビスト・
ファンド

主として上場企業の株式を数％取得し
企業価値向上を促し株価の上昇による
キャピタルゲインの獲得を目指すファン
ド。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

有限会社キャピタル・マネジメ
ント

関東財務局 チャレンジ3号投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド 株式マーケット・ニュートラル 運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

有限会社キャピタル・マネジメ
ント

関東財務局 ＫＩＷＡＭＩ1号投資事業組合 民法上の組合
契約

アクティビスト・
ファンド

主として上場企業の株式を数％取得し
企業価値向上を促し株価の上昇による
キャピタルゲインの獲得を目指すファン
ド。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社キャピタル・マネジメ
ント

関東財務局 企業再生2号投資事業組合 民法上の組合
契約

アクティビスト・
ファンド

主として上場企業の株式を数％取得し
企業価値向上を促し株価の上昇による
キャピタルゲインの獲得を目指すファン
ド。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社キャピタル・マネジメ
ント

関東財務局 グロースキャピタル1号投資事
業組合

民法上の組合
契約

アクティビスト・
ファンド

主として上場企業の株式を数％取得し
企業価値向上を促し株価の上昇による
キャピタルゲインの獲得を目指すファン
ド。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社キャピタル・マネジメ
ント

関東財務局 キャピタル・マネジメントＨＫ投
資事業組合

民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

マカオ・プロパティ・マネジメン
ト株式会社

関東財務局 マカオ・プロパティ・投資事業
組合

民法上の組合
契約

不動産ファンド 不動産種類／コンドミニアム
投資対象地域／マカオ　コンドミニアム
の売却益。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ニッセイ・キャピタル株式会社 関東財務局 ニッセイ・キャピタル５号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内を中心に幅広い業種、ステージを
投資対象としており、株式・CB等に投
資

私募・運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ニッセイ・キャピタル株式会社 関東財務局 ニッセイ・キャピタル６号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内を中心に幅広い業種、ステージを
投資対象としており、株式・CB等に投
資

私募・運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ニッセイ・キャピタル株式会社 関東財務局 ニッセイ・キャピタル７号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内を中心に幅広い業種、ステージを
投資対象としており、株式・CB等に投

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ニッセイ・キャピタル株式会社 関東財務局 ニッセイ・キャピタル８号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内を中心に幅広い業種、ステージを
投資対象としており、株式・CB等に投

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ニッセイ・キャピタル株式会社 関東財務局 ニッセイ・キャピタル９号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内を中心に幅広い業種、ステージを
投資対象としており、株式・CB等に投

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ニッセイ・キャピタル株式会社 関東財務局 ニッセイ・キャピタルEX1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内を中心に幅広い業種、ステージを
投資対象としており、株式・CB等に投

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ニッセイ・キャピタル株式会社 関東財務局 ニッセイ・キャピタル10号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内を中心に幅広い業種、ステージを
投資対象としており、株式・CB等に投

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ニッセイ・キャピタル株式会社 関東財務局 ニッセイ・キャピタル11号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内を中心に幅広い業種、ステージを
投資対象としており、株式・CB等に投

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ニッセイ・キャピタル株式会社 関東財務局 ニッセイ・キャピタル12号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内を中心に幅広い業種、ステージを
投資対象としており、株式・CB等に投

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ニッセイ・キャピタル株式会社 関東財務局 ニッセイ・キャピタル13号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内を中心に幅広い業種、ステージを
投資対象としており、株式・CB等に投

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ニッセイ・キャピタル株式会社 関東財務局 ニッセイ・キャピタルサステナ
ビリティ課題解決ファンド1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内を中心に幅広い業種、ステージを
投資対象としており、株式・CB等に投
資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＣＴリアルティ有限会社 関東財務局 ＣＴリアルティ 匿名組合契約 不動産ファンド 国内のオフィスおよびオフィスを含む複
合施設などの信託受益権の取得、保有
および処分などを行う。安定的に配当
することを目的とし、短期売買目的の
投資は行わない。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

有限会社広畑大津キャピタル 関東財務局 有限会社広畑大津キャピタル
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する商業施設を裏付けとす
る信託受益権の保有及び売却

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―
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有限会社マーチャント・サービ
ス・ジャパン

関東財務局 （有）インベストメントパート
ナーズ匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 不動産を取得している国内の会社への
匿名組合出資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社インベストメント・
パートナーズ

関東財務局 （有）ＩＱ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産を取得している国内の会社への
匿名組合出資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

合同会社エムジージェイジー
ケーゼロ

関東財務局 ジャパン・ロジスティックス・
ホールセール・ファンド

匿名組合契約 不動産ファンド 国内主要都市にある高稼働の物流不
動産を保有する投資ヴィークルへの出
資を通じて、安定的な収益を提供する

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

日本コンシェルジュ株式会社 関東財務局 日本コンシェルジュTF1号投資
事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

米IPLOCKS社に投資
ミドルステージ

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
株式会社

関東財務局 ドリームキッズ１号投資事業組
合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

非上場ベンチャー企業（アーリー・ミドル
ステージ）に対して投資を行います。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
株式会社

関東財務局 ベンチャービルドアップ1号投
資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

非上場ベンチャー企業（アーリー・ミドル
ステージ）に対して投資を行います。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ソナトラ・イーストウィ
ング

関東財務局 ベトナム株式匿名組合 匿名組合契約 ヘッジファンド ベトナム社会主義共和国の現地法人
が発行する株式、債券、ドンへの投資。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ソナトラ・イーストウィ
ング

関東財務局 ベトナムOTC株式投資
１号匿名組合

匿名組合契約 ヘッジファンド ベトナム社会主義共和国の現地法人
が発行する株式、債券、ドンへの投資。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ソナトラ・イーストウィ
ング

関東財務局 ベトナムOTC株式投資
２号匿名組合

匿名組合契約 ヘッジファンド ベトナム社会主義共和国の現地法人
が発行する株式、債券、ドンへの投資。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社野心満々 関東財務局 野心満々ファンド一号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・実業を行っている会社に投資していま
す。
・アーリー
・成長性ありと見込んだ会社に投資を
し、成長をサポートしています。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社野心満々 関東財務局 野心満々ファンド二号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・実業を行っている会社に投資していま
す。
・アーリー
・成長性ありと見込んだ会社に投資を
し、成長をサポートしています。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社野心満々 関東財務局 タキオン野心満々GP投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・実業を行っている会社に投資していま
す。
・アーリー
・成長性ありと見込んだ会社に投資を
し、成長をサポートしています。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社野心満々 関東財務局 タキオン野心満々投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・実業を行っている会社に投資していま
す。
・アーリー
・成長性ありと見込んだ会社に投資を
し、成長をサポートしています。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ＧＭＯ　ＶｅｎｔｕｒｅＰａｒｔｎｅｒｓ株
式会社

関東財務局 GMO Venture Partners 3 投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリー～レイターステージの未上場
株式への投資

運用 旧63条 事業法人等(4)、金融
商品取引業者等(1)

5 有 無 ―

ＧＭＯ　ＶｅｎｔｕｒｅＰａｒｔｎｅｒｓ株
式会社

関東財務局 GMO Venture Partners 4 投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリー～レイターステージの未上場
株式への投資

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(1)、事
業法人等(2)

4 有 無 ―

ＧＭＯ　ＶｅｎｔｕｒｅＰａｒｔｎｅｒｓ株
式会社

関東財務局 GMO Global Payment Fund 投
資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリー～レイターステージの未上場
株式への投資。東南アジアを中心とし
た海外案件のみを対象とする。

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 有 無 ―

ＧＭＯ　ＶｅｎｔｕｒｅＰａｒｔｎｅｒｓ株
式会社

関東財務局 Rebright Partners II投資事業
組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリー～レイターステージの未上場
株式への投資。東南アジアを中心とし
た海外案件のみを対象とする。

運用 旧63条 事業法人等(4)、個人
(2)、金融商品取引業
者等(1)

7 有 無 ―

ＧＭＯ　ＶｅｎｔｕｒｅＰａｒｔｎｅｒｓ株
式会社

関東財務局 GMO GFF投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリー～レイターステージの未上場
株式への投資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等（2）、
投資事業有限責任組
合（3）、事業法人等（2）

8 有 無 ―

ＧＭＯ　ＶｅｎｔｕｒｅＰａｒｔｎｅｒｓ株
式会社

関東財務局 GMO Fintech Fund 7 LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

アーリー～レイターステージの未上場
株式への投資

私募・運用 63条 金融機関等(1)、金融
商品取引業者等(1)、
事業法人等（5)、投資
事業有限責任組合（3）

10 有 無 ―

株式会社ＧＰＰ 関東財務局 ＧＰＰ第1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業は1社のみ実施後、新規
投資は凍結している。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社アンタンウェアハウス 関東財務局 匿名組合契約書 匿名組合契約 その他 貸付債権その他の債権の信託にかか
る信託受益権の取得、売却及び管理

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社日比谷ＳＰＣ 関東財務局 平成15年3月28日付匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内で発行された不動産信託受
益権を取得し、賃料その他当該信託受
益権の原資産となる不動産（主な不動
産の種類は商業施設、オフィス）からの
収益を得ることにより、利益獲得を目指
す。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社渋谷ＳＰＣ 関東財務局 平成16年6月22日付匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内で発行された不動産信託受
益権を取得し、賃料その他当該信託受
益権の原資産となる不動産（主な不動
産の種類はオフィス）からの収益を得る
ことにより、利益獲得を目指す。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ハッチエッグ 関東財務局 ハッチエッグインキュベーショ
ン投資組合

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

インキュベーションオフィスの運営 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

メキキ・キャピタル有限会社 関東財務局 メキキ特許開発ファンド第1号 匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

知的財産権の開発及び利用 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

東海東京インベストメント株式
会社

関東財務局 東海東京インキュベーション投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

中部地区の企業をメインの対象。業
種、成長段階、事業規模の限定なし。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

東海東京インベストメント株式
会社

関東財務局 東海東京インキュベーション２
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

中部地区の企業をメインの対象。特定
のステージ・企業に偏らないよう組み入
れ。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

東海東京インベストメント株式
会社

関東財務局 フジタTTインパクト1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ヘルスケア事業（地域・遠隔、再生医
療・創薬・診断・医療機器、リハビリ・介
護など）を展開する藤田医科大学発ス
タートアップや藤田医科大学との共創
によるスタートアップを主な投資対象と
する。

私募・運用 63条 金融機関等(3)、投資
事業有限責任組合(1)

4 有 無 ―

株式会社ＳＣＭマネジメント 関東財務局 レボリューションファンド１号 匿名組合契約 その他 香港企業の社債への投資 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ＳＣＭマネジメント 関東財務局 レボリューションファンド２号 匿名組合契約 その他 香港企業の社債への投資 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ＳＣＭマネジメント 関東財務局 レボリューションファンド３号 匿名組合契約 その他 香港企業の社債への投資 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ＳＣＭマネジメント 関東財務局 レボリューションファンド４号 匿名組合契約 その他 香港企業の社債への投資 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ＳＣＭマネジメント 関東財務局 レボリューションファンド0404
号

匿名組合契約 その他 香港企業の社債への投資 運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社常陽キャピタルパー
トナーズ

関東財務局 茨城県産業復興機構投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

東日本大震災の影響により、売上高減
少及び利益減少の事業先の再生を図
る

運用 旧63条 金融機関等(5)、
その他(1)

6 有 無 ―

株式会社常陽キャピタルパー
トナーズ

関東財務局 茨城いきいき2号ファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

主に茨城県内の業績不振の事業先の
再生を図る

運用 旧63条 金融機関等(5)、
その他(1)

6 有 無 ―

株式会社常陽キャピタルパー
トナーズ

関東財務局 めぶき地域創生投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 常陽銀行、足利銀行の営業地盤内に
おいて、「食・農・観光」分野の振興に資
する事業を行う中小・中堅企業・農業法
人など。「食・農・観光」以外の事業者で
あっても将来の成長が見込まれる事業
者は対象とする。

運用 63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

株式会社常陽キャピタルパー
トナーズ

関東財務局 つくばエクシード投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

常陽銀行の営業地盤内において、つく
ば地域を中心とする、最先端またはユ
ニークな技術研究開発成果等を利用し
ているベンチャー企業などを対象とす
る。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社常陽キャピタルパー
トナーズ

関東財務局 常陽事業承継ファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 事業承継に係る資本政策等の対応を
必要としており、本組合からの出資を通
じた支援により、円滑な事業承継が図
られる可能性が高いと見込まれる企業
などへの出資等を通じて、地域の活性
化を図る。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社常陽キャピタルパー
トナーズ

関東財務局 Jサポートファンド投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

常陽銀行の営業地盤内において、過剰
債務等により経営状態が悪化している
ものの、財務改善や事業見直しにより
再生・再成長が見込まれる企業などへ
の出資等を通じて、地域の活性化を図
ることを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―
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株式会社常陽キャピタルパー
トナーズ

関東財務局 常陽大地と海の成長支援ファ
ンド有限責任事業組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 株式会社農林漁業成長産業化支援機
構法に基づき、農林水産大臣の認可を
受け設立されたファンド。
常陽銀行の営業地盤内の農林漁業の
6次産業化に取り組む事業者に対して
出資を行う。

運用 旧63条 金融機関等(1)、
事業法人等(1)

2 有 無 ―

株式会社常陽キャピタルパー
トナーズ

関東財務局 いばらき新産業創出ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

茨城県が主体となり設立された官民
ファンド。茨城県内に拠点を有し、茨城
県の産業育成・振興に資するベン
チャー・中小企業を投資対象としてい
る。業種やステージは特に限定してい
ない。

運用 旧63条 金融機関等(5)、
事業法人等(1)

6 有 無 ―

株式会社常陽キャピタルパー
トナーズ

関東財務局 令和元年台風及び新型コロナ
ウイルス等被害東日本広域復
興支援投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 令和元年台風災害、又は新型コロナウ
イルス感染症の影響により経営環境が
悪化した事業者の復興支援及び事業
再生等を早期に実現するため、北海
道、青森、秋田、山形、岩手、宮城、福
島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東
京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡の
各道都県に本店又は主要事業拠点を
有する事業者等及び同地域経済の再
活性化に資する事業者等に対し、過剰
債務の解消、必要資金の提供及び人
的支援を行うもの

私募・運用 63条 金融機関等（35） 35 有 無 ―

株式会社常陽キャピタルパー
トナーズ

関東財務局 Jグロース投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 常陽銀行の営業地盤内における将来
成長の見込まれる事業会社の成長支
援を行うことにより、地域経済の活性化
を図る。

運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

株式会社常陽キャピタルパー
トナーズ

関東財務局 Jレイズ投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

常陽銀行グループの展開するビジネス
における利活用が見込まれる技術・
サービスを保有するベンチャー企業に
対し、本組合からの投資を行うことによ
り、ビジネスパートナーとしての関係性
強化及び更なる協業ビジネスの拡充を
図る。

運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

株式会社常陽キャピタルパー
トナーズ

関東財務局 つくばエクシード２号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

つくば地域を中心とする、ライフサイエ
ンス、バイオ分野、アグリ・フード分野、
環境、エネルギー分野、ＩＴ・モバイル、
エレクトロニクス分野、その他先端技術
やユニークビジネスモデルを利活用す
る事業会社

運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

有限会社ＣＨキャピタル 関東財務局 CH―IG投資事業組合 民法上の組合
契約

事業再生ファン
ド

伸び悩んでいる国内非上場会社を再
生するための株式投資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

有限会社ＣＨキャピタル 関東財務局 MMF投資事業組合 民法上の組合
契約

事業再生ファン
ド

伸び悩んでいる国内非上場会社を再
生するための株式投資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社パシフィック・リム・ベ
ンチャーズ

関東財務局 パシフィック・リム・ライフサイエ
ンス第8号投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

医薬品開発、医療機器開発を行う会社
に投資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社パシフィック・リム・ベ
ンチャーズ

関東財務局 プロメテウス第1号投資事業組
合

民法上の組合
契約

セカンダリー・
ファンド

過去に運用していた投資事業組合の譲
渡制限付き未公開株式を簿価ベースで
購入し譲渡先を探索

運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

株式会社ＧＩＰ 関東財務局 グロースファンド
１０号投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種を問わず、アーリーステージからミ
ドルステージまでの未上場企業の発行
する株式・社債・新株予約権・新株予約
権付社債に対して投資を行っていま
す。また、投資先に対して、必要に応じ
て貸付も行っています。
取得する株式のシェアや役員派遣等に
ついては、投資先企業と協議の上決定
しており、投資実行の条件とはしていま
せん。
投資先企業に対しては、株主または社
債権者の立場から経営上の助言を行
い、企業価値の向上を通じたキャピタ
ルゲインの獲得をめざしています。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ＧＩＰ 関東財務局 ヘルスケアファンド投資事業組
合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にヘルスケアの分野を中心に、アー
リーステージからミドルステージまでの
未上場企業の発行する株式・社債・新
株予約権・新株予約権付社債に対して
投資を行っています。
取得する株式のシェアや役員派遣等に
ついては、投資先企業と協議の上決定
しており、投資実行の条件とはしていま
せん。
投資先企業に対しては、株主または社
債権者の立場から経営上の助言を行
い、企業価値の向上を通じたキャピタ
ルゲインの獲得をめざしています。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

いわかぜキャピタル株式会社 関東財務局 いわかぜ2号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の事業会社（未上場）に対して5-8
年の中長期に渡り投資を行い、投資回
収を図る。

私募・運用 63条 金融商品取引業者
(1)、金融機関等(9)、事
業法人等(2)

12 有 無 ―

いわかぜキャピタル株式会社 関東財務局 いわかぜ3号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合

バイアウト・ファ
ンド

日本の事業会社（未上場）に対して5-8
年の中長期に渡り投資を行い、投資回
収を図る。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(12)、
事業法人等(2)

15 有 無 ―

株式会社ＮＴＴドコモ・ベン
チャーズ

関東財務局 ドコモ・イノベーションファンド
投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

有望なサービスや技術を保有するベン
チャー企業やドコモ・イノベーションビ
レッジ発のスタートアップ企業等を投資
対象

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ＮＴＴドコモ・ベン
チャーズ

関東財務局 ＮＴＴインベストメント・パート
ナーズファンド２号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象：有望なサービスや技術を保
有するベンチャー企業、ドコモ・イノベー
ションビレッジ発のスタートアップ企業

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ＮＴＴドコモ・ベン
チャーズ

関東財務局 ドコモ・イノベーションファンド2
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有望なサービスや技術を保有するベン
チャー企業等を投資対象とする

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ＮＴＴドコモ・ベン
チャーズ

関東財務局 ＮＴＴインベストメント・パート
ナーズファンド３号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有望なサービスや技術を保有するベン
チャー企業等を投資対象とする

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ＮＴＴドコモ・ベン
チャーズ

関東財務局 ドコモ・イノベーションファンド３
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有望なサービスや技術を保有するベン
チャー企業等を投資対象とする

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ＮＴＴドコモ・ベン
チャーズ

関東財務局 NTTインベストメント・パート
ナーズファンド４号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有望なサービスや技術を保有するベン
チャー企業等を投資対象とする

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

有限会社エスエヌアール・ツー 関東財務局 平成18年7月12日付匿名組合 匿名組合契約 その他 欧州の非上場株式への投資 運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社エスエヌアール・ツー 関東財務局 平成18年11月13日付匿名組
合

匿名組合契約 その他 欧州の非上場株式への投資 運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＧＡインベストメント株式会社 関東財務局 グローバル・タイガー・ファンド
３号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に多業種の成長ステージがミドルク
ラスの国内企業を投資対象とする方針

運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

株式会社リサ・キャピタル・マ
ネジメント

関東財務局 リサ・コーポレート・ソリューショ
ン・ファンド4号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

再生・企業価値向上が見込まれる国内
企業の株式等の取得・保有又は当該
株式等を保有する匿名組合等への出

私募・運用 63条 金融機関等(3)、事業
法人等(1)

4 無 無 ―

株式会社リサ・キャピタル・マ
ネジメント

関東財務局 リサ・コーポレート・ソリューショ
ン・ファンド5号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

再生・企業価値向上が見込まれる国内
企業の株式等の取得・保有又は当該
株式等を保有する匿名組合等への出

私募・運用 63条 金融機関等(3)、事業
法人等(1)、投資事業
有限責任組合(1)

5 無 無 ―

合同会社コリントス 関東財務局 匿名組合コリントス 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィスを投資対象
とする不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社クイーン 関東財務局 匿名組合クイーン 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィスを投資対象
とする不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

アニメックスジャパンホール
ディングス特定目的会社

関東財務局 アニメーション・コンテンツ・プ
ロジェクト護送船団方式による
制作会社等中小企業経営強
化ファンド

匿名組合契約 その他 アニメーション・コンテンツ・プロジェクト
における投資家保護に基づくTMKの保
全、健全性・透明性・安全性の確保並
びに制作会社等中小企業の収益構造
の確立によるキャピタルゲインを目的と
する。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 無 無 ―

クレジット・リンク・ファンド１号
合同会社

関東財務局 平成24年4月1日付匿名組合
契約書

匿名組合契約 その他 日本国内で保証取引契約及びクレジッ
ト・デフォルト・スワップ契約を締結し、こ
れらの契約を元に保証料を受け取り、
この保証料を主な原資として匿名組合
員に対し利益分配を行う。

運用 旧63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

アセントパートナーズホール
ディングス株式会社

関東財務局 APH5号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT企業を中心とし、スタートアップからミ
ドルステージのベンチャー企業に投資
を行い、社外取締役等の立場で積極的
なハンズオンを実施し、IPO時または売
却による投資回収とキャピタルゲイン
の獲得を目指す

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ユニゾン・マネジメント・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 UCマネジメントK投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

韓国の会社の株式等への投資を行う
ファンドに投資を行う。(投資対象の業
種の限定なし)

運用 旧63条 個人(1) 1 有 無 ―

ユニゾン・マネジメント・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 UC Partners No.4, L.P. 外国の法令に
基づく権利

バイアウト・ファ
ンド

日本の会社の株式等への投資を行う
ファンドに投資を行う。(投資対象の業
種の限定なし)

私募・運用 63条 個人(3) 3 有 無 ―

ユニゾン・マネジメント・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 PPP No.4, L.P. 外国の法令に
基づく権利

バイアウト・ファ
ンド

日本の会社の株式等への投資を行う
ファンドに投資を行う。(投資対象の業
種の限定なし)

私募・運用 63条 個人(3) 3 有 無 ―

ユニゾン・マネジメント・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 UCパートナーズK組合 民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

韓国の会社の株式等への投資を行う
ファンドのGPに投資を行う。(投資対象
の業種の限定なし)

私募・運用 63条 個人(3) 3 有 無 ―

ユニゾン・マネジメント・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 PPPK組合 民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

韓国の会社の株式等への投資を行う
ファンドのGPに投資を行う。(投資対象
の業種の限定なし)

私募・運用 63条 個人(2) 2 有 無 ―

ユニゾン・マネジメント・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 UCフォーブス投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

特定の対象会社の普通株式を取得し、
これを譲渡その他の方法により処分す
ることを通じて投資事業を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(3)

3 無 無 ―

ユニゾン・マネジメント・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 UCMK2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

韓国の会社の株式等への投資を行う
ファンドに投資を行う。(投資対象の業
種の限定なし)

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ユニゾン・マネジメント・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 PPP5号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の会社の株式等への投資を行う
ファンドに投資を行う。(投資対象の業
種の限定なし)

私募・運用 63条 個人(2) 2 有 無 ―

ユニゾン・マネジメント・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 UCパートナーズ5号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の会社の株式等への投資を行う
ファンドに投資を行う。(投資対象の業
種の限定なし)

私募・運用 63条 個人(2) 2 有 無 ―

ユニゾン・マネジメント・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 PPP F&F5号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の会社の株式等への投資を行う
ファンドに投資を行う。(投資対象の業
種の限定なし)

私募・運用 63条 個人(2) 2 有 無 ―

ユニゾン・マネジメント・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 UC Partners No.5(GP), L.P. 外国の法令に
基づく権利

バイアウト・ファ
ンド

日本の会社の株式等への投資を行う
ファンドに投資を行う。(投資対象の業
種の限定なし)

私募・運用 63条 個人(3) 3 有 無 ―

ユニゾン・マネジメント・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 UCグリーン・インベスターズ2
組合

民法上の組合
契約

その他 シンガポール法に基づき設立された会
社の転換社債への投資を行う

私募・運用 63条 個人(2) 2 無 無 ―

ユニゾン・マネジメント・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 ユニゾン・サステナビリティ・
パートナーズ

民法上の組合
契約

その他 シンガポール法に基づき設立された会
社及び日本法に基づき設立された会社
の株式への投資を行う

私募・運用 63条 個人(2) 2 有 無 ―

ユニゾン・マネジメント・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 UCパートナーズHP投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本国内でヘルスケア・サービスの事
業を行う事業体、具体的には、(i)在宅
系サービス事業を行う事業体、(ii)医療
機関及び(iii)調剤薬局事業を行う事業
体に対して、それぞれ別個の投資事業
体を通じて、エクイティ投資、エクイティ
関連投資又は債券投資を行うファンド
に投資を行う。

私募・運用 63条 個人(3) 3 有 無 ―

ユニゾン・マネジメント・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 UCMK3号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

韓国の会社の株式等への投資を行う
ファンドに投資を行う。(投資対象の業
種の限定なし)

私募・運用 63条 金融商品取引業者(1) 1 有 無 ―

大和チャレンジファンド株式会
社

関東財務局 ＴＫ1 匿名組合契約 その他 国内金融機関からの貸付債権の購入・
不良債権処理

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

大和チャレンジファンド株式会
社

関東財務局 ＴＫ2 匿名組合契約 その他 国内金融機関からの貸付債権の購入・
不良債権処理

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社芝浦キャナル開発 関東財務局 有限会社芝浦キャナル開発 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンスを主たる信託財
産とする信託受益権を取得し、利益を
得ることを目的とする。

運用 旧63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

ＤＲＣツー株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合DRC II 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主な投資対象企業の業種：特になし。
投資対象地域：日本
投資対象：日本国内に主たるビジネス
の基盤をもつ非公開・公開企業の株式
又は営業資産等
投資方針：高いポテンシャルを持ちなが
らそのポテンシャルが顕在化できておら
ず過少評価されているターゲットを限り
なく安く買い、投資後経営陣を支援する
ことによりそのポテンシャルを顕在化さ
せ、限りなく高い価値評価でEXITを図る

運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

ＭＥＴＡ　Ｃａｐｉｔａｌ　株式会社 関東財務局 シグマ投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アジアの金融セクターのレイター段階
企業への出資

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ＭＥＴＡ　Ｃａｐｉｔａｌ　株式会社 関東財務局 イプシロン投資事業組合 民法上の組合
契約

セカンダリー・
ファンド

国内不動産信託受益権及び金銭債権
ファンドの出資持分譲渡

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＭＥＴＡ　Ｃａｐｉｔａｌ　株式会社 関東財務局 タウ投資事業組合 民法上の組合
契約

セカンダリー・
ファンド

金銭債権及び不動産への出資 私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＭＥＴＡ　Ｃａｐｉｔａｌ　株式会社 関東財務局 エータ投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

韓国のIT/サービスベンチャー企業の
アーリー段階の未公開株式に出資

運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＭＥＴＡ　Ｃａｐｉｔａｌ　株式会社 関東財務局 ガンマ投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

その他 太陽光事業のためのＳＰＣに出資する
法人への匿名組合出資

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＭＥＴＡ　Ｃａｐｉｔａｌ　株式会社 関東財務局 オミクロン投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

飲食店事業を行う法人への匿名組合
出資

私募・運用 63条 個人(1) 1 無 無 ―

ＭＥＴＡ　Ｃａｐｉｔａｌ　株式会社 関東財務局 ウプシロン投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

証券・商品先物取引業を営む国内法人
の上場株式に出資

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＭＥＴＡ　Ｃａｐｉｔａｌ　株式会社 関東財務局 SH投資事業組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

国内の債権や株式に投資するファンド
への出資

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＭＥＴＡ　Ｃａｐｉｔａｌ　株式会社 関東財務局 シアン投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内のIT/サービスベンチャー企業の
アーリー段階の未公開株式に出資

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＭＥＴＡ　Ｃａｐｉｔａｌ　株式会社 関東財務局 フォース投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

国内の債権や株式に投資するファンド
への出資

私募・運用 63条 個人(1) 1 無 無 ―

アイリス・アセット・マネージメン
ト株式会社

関東財務局 I&D インフラ投資組合 民法上の組合
契約

社会投資ファン
ド

組合として英国ファンドの持分を保有し
ており、そのファンドを通じてOECD加盟
国のインフラ事業に投資することで確
実なリターンを狙う。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社シーアールティー・セ
ブン

関東財務局 平成17年12月15日付匿名組
合

匿名組合契約 その他 欧州の不良債権投資 運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社シーアールティー・セ
ブン

関東財務局 平成18年3月10日付匿名組合 匿名組合契約 その他 欧州の不良債権投資 運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社シーアールティー・セ
ブン

関東財務局 平成18年5月2日付匿名組合 匿名組合契約 その他 欧州の不良債権投資 運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社シーアールティー・セ
ブン

関東財務局 平成18年7月12日付匿名組合 匿名組合契約 その他 欧州の不良債権投資 運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社シーアールティー・セ
ブン

関東財務局 平成18年11月28日付匿名組
合

匿名組合契約 その他 欧州の不良債権投資 運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

森下　嘉治 関東財務局 ワールドビジネスパートナーズ
1号投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

情報通信産業、レイター、既存の特定1
社のみ

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

いなばプロパティーズ合同会
社

関東財務局 いなばプロパティーズ合同会
社

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンスを主たる信託財
産とする信託受益権を取得し、利益を
得ることを目的とする。

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 無 無 ―

株式会社ＡＧＳコンサルティン
グ

関東財務局 地域ヘルスケア産業支援ファ
ンド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ヘルスケア業界のすべてのステージの
企業を投資対象とした株式投資を行う

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
機関等(19)

20 無 無 ―

株式会社ＡＧＳコンサルティン
グ

関東財務局 ＳＢ・Ａ2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

外食企業の全てのステージの企業を投
資対象とした株式投資を行う

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社ＡＧＳコンサルティン
グ

関東財務局 とうぎん・もりしんアグリ投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

岩手県内の農業法人の経営基盤強化
と企業価値向上を図ることを目的とす
る。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

株式会社ＡＧＳコンサルティン
グ

関東財務局 東和地域活性化投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

地域活性化のため、その地域の企業価
値向上を図ることを目的とする。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）
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e
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items of Article 233-3）
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of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

株式会社ＡＧＳコンサルティン
グ

関東財務局 令和元年台風及び新型コロナ
ウイルス等被害東日本広域復
興支援投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 2019年9月に発生した令和元年台風第
15号及び同年10月に発生した令和元
年台風第19号に伴う災害（以下「令和
元年台風災害」という。）により被災し、
又は新型コロナウイルス感染症（病原
体がベータコロナウイルス属のコロナ
ウイルス（2020年1月に、中華人民共和
国から世界保健機関に対して、人に伝
染する能力を有することが新たに報告
されたものに限る。）であるものに限る。
以下同じ。）の影響により経営環境が
悪化した事業者の復興及び事業再生
等を早期に実現するため、北海道、青
森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城
県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
新潟県、山梨県、長野県又は静岡県に
本店又は主要事業拠点を有する事業
者等及び同18都道県の地域経済の再
活性化に資する事業者等に対し、過剰
債務の解消、必要資金の提供及び人
的支援を行い、活性化を支援しその投
下資本を回収することをその目的とす
る

私募・運用 63条 金融機関等(35) 35 無 無 ―

株式会社ＡＧＳコンサルティン
グ

関東財務局 近畿中部広域復興支援投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 新型コロナウイルス感染症（病原体が
ベータコロナウイルス属のコロナウイル
ス（2020年1月に、中華人民共和国から
世界保健機関に対して、人に伝染する
能力を有することが新たに報告された
ものに限る。）であるウイルス感染症を
いう。）又は災害（災害対策基本法（昭
和36年法律第223号、その後の改正を
含む。）第2条第1号に定める「災害」を
いう。）の影響により経営環境が悪化し
た事業者の復興及び事業再生等を早
期に実現するため、富山県、石川県、
福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋
賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良
県又は和歌山県に本店又は主要事業
拠点を有する事業者等及び同12府県
の地域経済の再活性化に資する事業
者等に対し、過剰債務の解消、必要資
金の提供及び人的支援を行い、活性化
を支援しその投下資本を回収すること
をその目的とする

私募・運用 63条 金融機関等(28) 28 無 無 ―

エレガントライフ合同会社 関東財務局 エレガントライフ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド グローバル・マクロ 私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

エレガントライフ合同会社 関東財務局 エレガントライフ投資事業有限
責任組合2号

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド グローバル・マクロ 私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

アール４０合同会社 関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィスを投資対象
とする不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
商品取引業者等(1)、
金融機関等(1)

3 無 無 ―

株式会社ルート・アンド・パート
ナーズ

関東財務局 ルート・アンド・パートナーズ　
グローバル事業匿名組合

匿名組合契約 その他 ウェブサイト制作に係る投資。安価に大
量に制作し、売買マーケットで売買する
ローリスクミドルリターンの特性を持つ。

私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

株式会社ルート・アンド・パート
ナーズ

関東財務局 ルート・アンド・パートナーズ　
インターネット事業匿名組合

匿名組合契約 その他 ウェブサイト制作に係る投資。安価に大
量に制作し、売買マーケットで売買する
ローリスクミドルリターンの特性を持つ。

私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

株式会社サムライインキュ
ベート

関東財務局 Samurai Incubate Fund5号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT・インターネット関連の事業を主たる
事業とするシードステージのベンチャー
企業の株式等へ投資し、ハンズオン支
援を行い育成する。

運用 旧63条 事業法人等(3)、投資
事業有限責任組合(1)

4 有 無 ―

株式会社サムライインキュ
ベート

関東財務局 Samurai Incubate Fund6号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT・インターネット関連の事業を主たる
事業とするシードステージのベンチャー
企業の株式等へ投資し、ハンズオン支
援を行い育成する。

運用 63条 事業法人等(2)、投資
事業有限責任組合
(1)、金融機関等(1)

4 有 無 ―

株式会社サムライインキュ
ベート

関東財務局 Samurai Africa Fund 1号投資
事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT・インターネット関連の事業を主たる
事業とするシードステージのベンチャー
企業の株式等へ投資し、ハンズオン支
援を行い育成する。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

株式会社サムライインキュ
ベート

関東財務局 Samurai Africa Fund 2号投資
事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT・インターネット関連の事業を主たる
事業とするシードステージのベンチャー
企業の株式等へ投資し、ハンズオン支
援を行い育成する。

運用 63条 事業法人等(6)、金融
商品取引業者等(1)、
投資事業有限責任組
合(1)

8 有 無 ―

ゴルディロックス合同会社 関東財務局 ＳＣ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 首都圏 オフィス 私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＵＧＳアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 ＭＮファンド分配型投資事業
組合

民法上の組合
契約

ヘッジファンド 株式マーケット・ニュートラル 運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

ＵＧＳアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 中小型ＭＮ投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド 株式マーケット・ニュートラル 運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

ＵＧＳアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 サンシャインＤ号投資事業組
合

民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

ＵＧＳアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 サンシャインＥ号投資事業組
合

民法上の組合
契約

アクティビスト・
ファンド

主として上場企業の株式を数％取得し
企業価値向上を促し株価の上昇による
キャピタルゲインの獲得を目指すファン
ド。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

ＵＧＳアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 サンシャインＦ号投資事業組
合

民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

ＵＧＳアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 サンシャインＧ号投資事業組
合

民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、個人（1）

2 有 無 ―

ＵＧＳアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 サンシャインH号投資事業組
合

民法上の組合
契約

アクティビスト・
ファンド

上場企業の株式を取得し企業価値向
上を促し株価の上昇によるキャピタル
ゲインの獲得を目指すファンド。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

ＵＧＳアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 サンシャインK号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド ファンド・オブ・ヘッジファンズ 私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

ＵＧＳアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 リードオフ４号投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド 株式ロング・ショート 私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）、投資事業有限責
任組合(1)

2 有 無 ―

ＵＧＳアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 EDEN２号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

製造業、飲食業等、アーリーステージ、
成長性の高い未上場会社への投資に
よるキャピタルゲインの獲得を目指す
ファンド。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
（1）

1 有 無 ―

ＵＧＳアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 Hyper MN Fund 2号投資事業
組合

民法上の組合
契約

ヘッジファンド 株式ロング・ショート 運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

三宮セントラル合同会社 関東財務局 2009年8月19日付匿名組合契
約

匿名組合契約 不動産ファンド 神戸三宮エリアの商業施設を信託財産
とする信託受益権の長期運用

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社クラスコンサルティン
グ

関東財務局 PSRI第１号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内外の高成長が見込まれるＩＴ
分野の未公開株式を取得し、創業期を
サポートしハンズオン支援を通じIPOま
たはM&Aによる株式売却で利益を得
る。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社トラフィック 関東財務局 トラフィックファイナンシャル
ファンド匿名組合I

匿名組合契約 商品ファンド ＦＸ取引および日経225ミニ株価指数先
物取引

私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

株式会社トラフィック 関東財務局 トラフィックファイナンシャル
ファンド匿名組合III

匿名組合契約 商品ファンド ＦＸ取引および株価指数先物取引、公
社債投信

私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

株式会社トラフィック 関東財務局 トラフィクッファイナンシャル
ファンド匿名組合IV

匿名組合契約 商品ファンド ＦＸ取引および有価証券等の取引、事
業ファンド出資

私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

株式会社トラフィック 関東財務局 コフレドールファンド匿名組合 匿名組合契約 商品ファンド ＦＸ取引および有価証券等の取引、化
粧品製造・販売事業

私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

株式会社トラフィック 関東財務局 コフレドールファンド匿名組合II 匿名組合契約 商品ファンド ＦＸ取引および有価証券等の取引、ネッ
ト通販事業

私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

株式会社トラフィック 関東財務局 トラフィックゴールドファンド匿
名組合

匿名組合契約 商品ファンド ＦＸ取引および有価証券等の取引、金
現物購入

私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

株式会社トラフィック 関東財務局 トラフィック安定運用ファンド匿
名組合

匿名組合契約 商品ファンド ＦＸ取引および有価証券等の取引、金
現物購入、ケイタリング事業

私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

株式会社トラフィック 関東財務局 FXゴールドファンド匿名組合 匿名組合契約 商品ファンド ＦＸ取引および金現物購入 私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―
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株式会社キーストーン・パート
ナース

関東財務局 日本リバイバルスポンサーファ
ンド四号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

日本の再生企業向け成長支援資金
ファイナンスを主軸に、金融機関からの
債権の割安取得等を加えたポートフォ
リオを構成する投資戦略。

私募・運用 63条 金融機関等（28）、事業
法人等（5）、金融証券
取引業者等（1）

34 有 無 ―

株式会社キーストーン・パート
ナース

関東財務局 日本リバイバルスポンサーファ
ンド五号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

日本の再生企業向け成長支援資金
ファイナンスを主軸に、金融機関からの
債権の割安取得等を加えたポートフォ
リオを構成する投資戦略。

私募・運用 63条 金融機関等（29）、事業
法人等（6）

35 有 無 ―

合同会社渋谷本町４丁目開発 関東財務局 合同会社渋谷本町4丁目開発
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンス（信託受益権）を
取得し、賃料その他当該不動産の収益
及び売却による利益獲得を目指す。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(2)

3 有 無 ―

合同会社ＫＩリミテッド 関東財務局 匿名組合KIリミテッド 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

投資対象はミドルステージにある特定
の1社であり、さらなる企業価値向上の
ため資金拠出を行う。

運用 旧63条 個人(1) 1 有 無 ―

ルネッサンスキャピタル株式会
社

関東財務局 ルネッサンスセブン投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域経済及び金融機関と一体となった
中小企業の再生を通じ、地域経済の活
性化を目的とした投資事業の遂行。

運用 63条 金融機関等(11)、事業
法人等(1)

12 無 無 ―

ルネッサンスキャピタル株式会
社

関東財務局 飛騨・高山さるぼぼ結ファンド2
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 岐阜県高山市、飛騨市又は大野郡の
地域活性化に資する事業を行う中堅・
中小企業に対し、経済活力を活性化さ
せることを目的として社債引受、株式投
資を行う。

運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

ルネッサンスキャピタル株式会
社

関東財務局 かごしまバリューアップ投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資先への長期投資を前提に企業ライ
フサイクルのあらゆるステージを対象と
して投資先のバリューアップを目指す。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ルネッサンスキャピタル株式会
社

関東財務局 肥銀地域企業応援投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 九州全域に根ざした成熟企業等の活
性化を促し、地域全体の活力向上を目
的とした投資事業の遂行。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ルネッサンスキャピタル株式会
社

関東財務局 ルネッサンスエイト投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域経済及び金融機関と一体となった
中小企業の再生を通じ、地域経済の活
性化を目的とした投資事業の遂行。

運用 63条 金融機関等(18)、事業
法人等(1)

19 無 無 ―

ルネッサンスキャピタル株式会
社

関東財務局 肥銀地域共創投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 九州全域に根ざしたあらゆる事業ス
テージにおいて成長支援することを目
的とした投資事業の遂行。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ルネッサンスキャピタル株式会
社

関東財務局 未来の架け橋投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域の経済活力や雇用について大きな
役割を果たす中小企業の再生に取り組
むため広島県および周辺エリアの中小
企業活性化協議会等と連携し、継続的
な経営又は技術等に関する支援を行う
ことにより、地域の中小企業再生を進
め、投下資本を回収することをその目
的とする。

運用 63条 金融機関等(10)、事業
法人等(1)

11 無 無 ―

ルネッサンスキャピタル株式会
社

関東財務局 飛騨・高山サステナブルファン
ド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 岐阜県高山市、飛騨市又は大野郡に
本店又は支店を有する中堅・中小企業
及び事業者、並びに飛騨地方の地域
活性化に資する事業を行う中堅・中小
企業及び事業者に対し、投融資を実施
することにより、飛騨地方における経済
活力を活性化させること。並びに、後継
者不在などの問題を抱える岐阜県高山
市、飛騨市又は大野郡に本店又は支
店を有する中堅・中小企業及び事業者
に対し、投融資を実施することにより、
事業承継を解決に導きながら成長支援
を行うことを目的とした投資事業の遂
行。

運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

クレジット・インベストメント１号
合同会社

関東財務局 クレジット・インベストメント1号
匿名組合

匿名組合契約 その他 日本国内でクレジット・デフォルト・ス
ワップ契約を締結し、この契約を元に保
証料を受け取り、この保証料を主な原
資として匿名組合員に対し利益分配を
行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

SBI-HIKARI P.E.株式会社 関東財務局 NHグローバル・インキュベー
ション2号投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

有望な又は将来性のある事業を行う日
本国内外の非上場又は上場会社(全業
種、全ステージ)の株式、新株予約権、
新株予約権付社債等に本組合が投資
を行い、株式の上場、株式の売却、株
式交換などの手段によりキャピタルゲ
インを得ることを目的とする。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

有限会社ブルーデージー 関東財務局 ＢＤＴＫ1 匿名組合契約 その他 国内金融機関からの貸付債権の購入・
不良債権処理

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社ブルーデージー 関東財務局 ＢＤＴＫ2 匿名組合契約 その他 国内金融機関からの貸付債権の購入・
不良債権処理

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社ブルーデージー 関東財務局 ＢＤＴＫ3 匿名組合契約 その他 国内金融機関からの貸付債権の購入・
不良債権処理

私募 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

合同会社ジェイ・エム・エックス 関東財務局 匿名組合（CPI） 匿名組合契約 その他 ・主な投資対象：破綻した、ないし破綻
の可能性のある法人、個人に対し事業
会社が保有する債権。
・リスク特性：資力の低下及び担保価値
の下落。
・投資対象地域：国内。
・投資方針・戦略：担保価値、資力を個
別に検証し投資額を決定。弁済金の受
領、担保の売却により投資回収を行う。

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ジェイ・エム・エックス 関東財務局 匿名組合（Goofy90） 匿名組合契約 その他 ・主な投資対象：破綻した、ないし破綻
の可能性のある法人、個人に対し金融
機関が保有する貸付債権。
・リスク特性：資力の低下及び担保価値
の下落。
・投資対象地域：国内。
・投資方針・戦略：担保価値、資力を個
別に検証し投資額を決定。弁済金の受
領、担保の売却により投資回収を行う。

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ジェイ・エム・エックス 関東財務局 匿名組合（エレキテル） 匿名組合契約 その他 ・主な投資対象：破綻の可能性のある
法人に対し事業会社が保有する債権。
・リスク特性：資力の低下。
・投資対象地域：国内。
・投資方針・戦略：資力を個別に検証し
投資額を決定。弁済金の受領により投
資回収を行う。

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ジェイ・エム・エックス 関東財務局 匿名組合（レプロ22） 匿名組合契約 その他 ・主な投資対象：破綻の可能性のある
法人に対し金融機関が保有する債権。
・リスク特性：資力の低下。
・投資対象地域：国内。
・投資方針・戦略：資力を個別に検証し
投資額を決定。弁済金の受領により投
資回収を行う。

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

下曽根商業開発合同会社 関東財務局 下曽根商業開発合同会社 匿名組合契約 不動産ファンド 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町
所在の商業施設を信託財産とする信託
受益権の取得及び保有を通じた賃料
等による安定収益の確保並びに将来
の売却による売却益の享受を目指す。
（なお、不動産信託受益権として取得し
た後、信託が終了し、現時点では現物
不動産の形態による保有となっている
が、将来、再度の信託設定を行い信託
受益権として保有することを予定してい
る。）

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社ＥＷ　ＴＷＯ 関東財務局 EW TWO匿名組合 匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

・Portfolio Fundを採用
・Low Leverage
・長期投資

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

有限会社ワイ・エス・アール・
ツー

関東財務局 ＹＳＲ2　ＴＫ1 匿名組合契約 その他 国内金融機関からの貸付債権の購入・
不良債権処理

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

オメガアセットマネジメント合同
会社

関東財務局 ウェル第1号ファンド投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
未公開株式を発行済株式総数の数％
（5％未満）取得し、M&A時の株式売却
により利益獲得を狙うファンドとする。

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―
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イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 日本再生トラスト匿名組合 匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

日本再生トラスト合同会社に出資 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 スマート・ジャパン匿名組合 匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

日本再生トラスト合同会社に出資 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 スマート・ジャパンII匿名組合 匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

日本再生トラスト合同会社に出資 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 スマート・ジャパンIII匿名組合 匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

日本再生トラスト合同会社に出資 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 ハイブリッド・ジャパン匿名組
合

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

日本再生トラスト合同会社に出資 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 HYBRID―JAPANII匿名組合 匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

日本再生トラスト合同会社に出資 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 GROWTH匿名組合 匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

日本再生トラスト合同会社に出資 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 GROWTHII匿名組合 匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

日本再生トラスト合同会社に出資 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 ドリームII投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 ドリームIII投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 スイッチヒッターII投資事業組
合

民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 スイッチヒッターIII投資事業組
合

民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 新世紀投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 新世紀II投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 イー・アセットＷ―II投資事業
組合

民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 イー・アセットＷ―III投資事業
組合

民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 ファイブスターII投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 ファイブスターIII投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 アクセスIII―2投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 アクセスIII―3投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 4WD―2投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

イー・アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 4WD―3投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 ― 0 有 無 ―

株式会社太平フィナンシャル
サービス

関東財務局 株式会社太平フィナンシャル
サービス匿名組合

匿名組合契約 その他 事業会社（株式会社太平フィナンシャル
サービス）への出資

私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

新潟ベンチャーキャピタル株
式会社

関東財務局 地方創生新潟1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー投資促進税制を活用した新
潟の地方創生を目的にしたファンド。投
資ステージはアーリーからレイターまで
幅広く投資を行う。

運用 63条 金融機関(4)
事業法人等(2)

6 有 無 ―

新潟ベンチャーキャピタル株
式会社

関東財務局 地方創生新潟2号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー投資促進税制を活用した新
潟の地方創生を目的にしたファンド。投
資ステージはアーリーからレイターまで
幅広く投資を行う。

運用 63条 金融機関(4)
事業法人等(1)

5 有 無 ―

村田　祐介 関東財務局 インキュベイトファンド1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
シード又はアーリーステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(3)

4 有 無 ―

村田　祐介 関東財務局 インキュベイトファンド1号－Ｇ
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
アーリー又はミドルステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等（1）

2 無 無 ―

村田　祐介 関東財務局 インキュベイトファンド2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
シード又はアーリーステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(3)、投資事業
有限責任組合(1)

5 有 無 ―

村田　祐介 関東財務局 インキュベイトファンド3号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
シード又はアーリーステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(5)、投資事業
有限責任組合(1)

8 有 無 ―

ＩＳＣ業務執行合同会社 関東財務局 ISC4号投資組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

有限会社ローズマリー 関東財務局 平成23年7月28日付匿名組合 匿名組合契約 その他 日本国内にある金融機関から買い受け
た金銭債権の回収により収益を得る事
業。

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社ローズマリー 関東財務局 平成23年8月30日付匿名組合 匿名組合契約 その他 日本国内にある金融機関から買い受け
た金銭債権の回収により収益を得る事
業。

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社ローズマリー 関東財務局 平成23年12月12日付匿名組
合

匿名組合契約 その他 日本国内にある金融機関から買い受け
た金銭債権の回収により収益を得る事
業。

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社ローズマリー 関東財務局 平成25年3月13日付匿名組合 匿名組合契約 その他 日本国内にある金融機関から買い受け
た金銭債権の回収により収益を得る事
業。

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社サクセス・インベスト
メント

関東財務局 レーヴ投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 株式ロング・ショート 私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

合同会社シルバーウェーブ 関東財務局 シルバーウェーブ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィス用不動産の
取得・運用

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＣＣＰ６株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合キャ
ス・キャピタル・ファンド六号

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

本業が黒字で事業成長性が高い、日
本企業（中小企業や大企業の事業部
門等）に対しエクイティ投資を行う

運用 旧63条 金融機関等(11) 11 有 無 ―

合同会社あさがお 関東財務局 2010年9月15日付(その後の変
更を含む)匿名組合契約（岩
槻）

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の倉庫を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―
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合同会社あさがお 関東財務局 2010年9月15日付(その後の変
更を含む)匿名組合契約（野
田）

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の倉庫を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社あさがお 関東財務局 2010年10月18日付(その後の
変更を含む)匿名組合契約（土
岐）

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の倉庫を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社あさがお 関東財務局 2011年3月10日付(その後の変
更を含む)匿名組合契約（広
島）

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の倉庫を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社あさがお 関東財務局 2020年12月21日付(その後の
変更を含む)匿名組合契約（東
広島）

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の倉庫を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社あさがお 関東財務局 2023年3月29日付TOKUMEI 
KUMIAI AGREEMENT

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の倉庫を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

竹本　国夫 関東財務局 Ｊｕｎｈｅ　Ｆｕｎｄ 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

中国の未公開企業株式への投資 運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

ＫＫアセット・マネジメント合同
会社

関東財務局 KKグロースファンド1投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
未公開株式を発行済株式総数の数％
（5％未満）取得し、M&A時の株式売却
により利益獲得を狙うファンドとする。

運用 旧63条 個人(1) 1 無 無 ―

合同会社ＵＰＲＩＳＥ 関東財務局 ＵＰＲＩＳＥフアンド1号匿名組合 匿名組合契約 商品ファンド 投資から資金を集め商品投資による運
用を行い、それによって得られた収益を
投資家に分配する。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

合同会社ＵＰＲＩＳＥ 関東財務局 ＵＰＲＩＳＥフアンド2号匿名組合 匿名組合契約 商品ファンド 投資から資金を集め商品投資による運
用を行い、それによって得られた収益を
投資家に分配する。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

合同会社プロートス 関東財務局 匿名組合プロートス 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィス、レジデンス
を投資対象とする不動産信託受益権の
運用

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社デウテロス 関東財務局 匿名組合デウテロス 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィス、レジデンス
を投資対象とする不動産信託受益権の
運用

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社トリトス 関東財務局 匿名組合トリトス 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィスを投資対象
とする不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社電通イノベーション
パートナーズ

関東財務局 電通デジタル・投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内のデジタル・マーケティング系企業
等のうち主にシード、アーリーステージ
にある企業に投資することにより、投資
対象企業の企業価値の最大化を図り、
キャピタルゲインの獲得を目指すととも
に、電通グループとの連携強化、事業
シナジーの創出を促進する。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社電通イノベーション
パートナーズ

関東財務局 電通ベンチャーズ２号ファンド 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

組合財産を主として、国内外を問わず、
シードからレーターまでのスタートアッ
プ企業全般、又は、大手企業からのス
ピンオフ企業に投資することを目的とす
る。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社電通イノベーション
パートナーズ

関東財務局 電通ベンチャーズSGP投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種を問わず、国内のシードからレー
ターまでのスタートアップ企業へ投資す
ること及び国内の有力なベンチャー・
キャピタルへ有限責任組合員として出
資することを目的とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

トランスパシフィック・アドバイ
ザーズ株式会社

関東財務局 TRANS PACIFIC ADVISORS 
LIMITED PARTNERSHIP

匿名組合契約 アクティビスト・
ファンド

日本国内を中心に、金融関連業種の株
式に投資し、配当収入やキャピタルゲ
インの獲得を目指す

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

ジャパン・インダストリアル・ソ
リューションズ株式会社

関東財務局 ジャパン・インダストリアル・ソ
リューションズ第弐号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

産業再生・産業再編を視野に入れた事
業の再編・再生をサポートし、企業価値
やグローバルな競争力向上に繋がる具
体的なソリューションを提供すること

私募・運用 63条 金融機関等(34)
投資事業有限責任組
合(1)
事業法人等(3)
金融商品取引業者等
(1)

39 有 無 ―

ジャパン・インダストリアル・ソ
リューションズ株式会社

関東財務局 ジャパン・インダストリアル・ソ
リューションズ第参号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

産業再生・産業再編を視野に入れた事
業の再編・再生をサポートし、企業価値
やグローバルな競争力向上に繋がる具
体的なソリューションを提供すること

私募・運用 63条 金融機関等(12)
事業法人等(2)

14 有 無 ―

合同会社クローバー 関東財務局 匿名組合クローバー 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィスを投資対象
とする不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社ブルーエルフィン 関東財務局 ＢＥＴＫ2 匿名組合契約 その他 国内金融機関からの貸付債権の購入・
不良債権処理

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＭＭＷａｔｅｒ株式会社 関東財務局 Southern Cone Water SLP 外国の法令に
基づく権利

社会投資ファン
ド

海外におけるインフラ事業への投資 運用 旧63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

アンカー・キャピタル合同会社 関東財務局 船舶投資ファンド2号匿名組合 匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

投資先のファンドは、船舶を取得し、国
内有数の海運会社と傭船契約を締結。
安定したキャッシュフローに基く運用に
より、ミドルリスク・ミドルリターンを追
求。

運用 旧63条 金融機関等(2)、金融
商品取引業者等(1)、
事業会社等(2)

5 無 無 ―

アクサ・リアル・エステート・イン
ベストメント・マネジャーズ・
ジャパン株式会社

関東財務局 Platinum CRE Loan II 投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 国内の不動産信託受益権を担保とした
シニアローン等への投資

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

アクサ・リアル・エステート・イン
ベストメント・マネジャーズ・
ジャパン株式会社

関東財務局 AXA Platinum Infra I 投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 インフラストラクチャー資産（信託受益
権）を担保とした貸付債権等への投資

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

アクサ・リアル・エステート・イン
ベストメント・マネジャーズ・
ジャパン株式会社

関東財務局 AJREV Ⅰ投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 国内の不動産又は不動産信託受益権
の取得、保有等を目的とする事業者、
匿名組合、投資組合等の株式、社債、
出資持分等への投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

アクサ・リアル・エステート・イン
ベストメント・マネジャーズ・
ジャパン株式会社

関東財務局 AJREV Ⅱ投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 国内の不動産又は不動産信託受益権
の取得、保有、運用、処分等を目的と
する事業者、匿名組合、投資組合等の
株式、社債、出資持分等への投資、外
国法人に係わる外国法人向け出資等

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

榊原　健太郎 関東財務局 Samurai Incubate Fund3号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT・インターネット関連の事業を主たる
事業とするシードステージのベンチャー
企業の株式等へ投資し、ハンズオン支
援を行い育成する。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

榊原　健太郎 関東財務局 Samurai Incubate Fund4号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT・インターネット関連の事業を主たる
事業とするシードステージのベンチャー
企業の株式等へ投資し、ハンズオン支
援を行い育成する。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(2)、金融機関等(1)、
外国法人又は外国人
等(1)

4 無 無 ―

榊原　健太郎 関東財務局 Samurai Incubate Fund5号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT・インターネット関連の事業を主たる
事業とするシードステージのベンチャー
企業の株式等へ投資し、ハンズオン支
援を行い育成する。

運用 旧63条 事業法人等(3)、投資
事業有限責任組合(1)

4 有 無 ―

ライジング・ジャパン・エクイ
ティ株式会社

関東財務局 ライジング・ジャパン・エクイ
ティ第二号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本国内において、 安定的なキャッ
シュフローを事業から生むに至ったミ ド
ルステージ以降の成長ステージにある
中小企業その他の企業に対して、 株
式等の取得等による投資を行い、 ハン
ズオン支援を通じて、企業価値向上を
図ることを投資方針・戦略として、投資
事業を行うもの

私募・運用 63条 金融機関等(13)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(3)

17 有 無 ―

ライジング・ジャパン・エクイ
ティ株式会社

関東財務局 RJEセイムボート第2号投資事
業組合

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

ライジング・ジャパン・エクイティ第二号
投資事業有限責任組合を投資先とする
役職員等のためのフィーダーファンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―
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ライジング・ジャパン・エクイ
ティ株式会社

関東財務局 ライジング・ジャパン・エクイ
ティ第三号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本国内において、安定的なキャッシュ
フローを事業から生むに至ったミドルス
テージ以降の成長ステージにある企業
に対して、株式等の取得等による投資
を行い、ハンズオン支援を通じて、企業
価値向上を図ることを投資方針・戦略と
して、投資事業を行うもの

私募・運用 63条 金融機関等(21)、事業
法人等(3)

24 有 無 ―

株式会社エムズィーワン 関東財務局 ＳＰＲＩＮＧ投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主に国内上場株式売買等により収益を
あげる投資方針

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

共生技術振興合同会社 関東財務局 共生技術振興匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

国内未公開株式投資　主な投資先は
特殊素材製造会社、ミドルステージ、投
資後事業開発及び販売支援を行う

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合仮想通貨トラス
トファンド

民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合KSTトラストファ
ンド3号

民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合Fコインファンド 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合IHトラスト2号 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合YHトラスト2号 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合Tコインファンド 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合YIHトラスト 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合MIHトラスト 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合TIHトラスト 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合YAHトラスト 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合SIトラスト 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合NIトラスト 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合IIトラスト 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合Tコインファンド
２号

民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合MHトラスト 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合Fコインファンド
２号

民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合ＫＳＴトラストファ
ンド４号

民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合MＩHトラスト２号 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合ＮＴＩトラスト 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合ＳＮＩトラスト 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合ＴHトラスト２号 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合ＹＩHトラスト２号 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合FDファンド1号 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合FDファンド3号 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合FDファンド4号 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合FDファンド5号 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合KTトラスト 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合ITトラスト5号 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合介護テクノロ
ジーファンド

民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ベイビーブラックス 関東財務局 投資事業組合介護テクノロ
ジーファンド2号

民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

有限会社ラガール新橋 関東財務局 有限会社ラガール新橋匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象は国内商業ビルにかかる信
託受益権

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

佐伯　明弘 関東財務局 エコテクノロジー1号匿名組合 匿名組合契約 その他 株式会社エナセーブへ出資・貸付 運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社アルバトロス 関東財務局 マカオ・プロパティ3号投資事
業組合

民法上の組合
契約

不動産ファンド 不動産種類／コンドミニアム
投資対象地域／マカオ　コンドミニアム
の売却で収益を得る。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社アルバトロス 関東財務局 マカオ・プロパティ4号投資事
業組合

民法上の組合
契約

不動産ファンド 不動産種類／コンドミニアム
投資対象地域／マカオ　コンドミニアム
の売却で収益を得る。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社アルバトロス 関東財務局 マカオ・プロパティ5号投資事
業組合

民法上の組合
契約

不動産ファンド 不動産種類／コンドミニアム
投資対象地域／マカオ　コンドミニアム
の売却で収益を得る。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社アルバトロス 関東財務局 マカオ・プロパティ6号投資事
業組合

民法上の組合
契約

不動産ファンド 不動産種類／コンドミニアム
投資対象地域／マカオ　コンドミニアム
の売却で収益を得る。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社アルバトロス 関東財務局 マカオ・プロパティ7号投資事
業組合

民法上の組合
契約

不動産ファンド 不動産種類／コンドミニアム
投資対象地域／マカオ　コンドミニアム
の売却で収益を得る。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社アルバトロス 関東財務局 マカオ・プロパティ8号投資事
業組合

民法上の組合
契約

不動産ファンド 不動産種類／コンドミニアム
投資対象地域／マカオ　コンドミニアム
の売却で収益を得る。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社アルバトロス 関東財務局 ドリーム1号投資事業組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

投資対象企業の業種／　日用雑貨卸
投資対象地域／日本　事業再生を行い
収益を得る

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ＬＳＧ合同会社 関東財務局 日韓バイオベンチャー事業推
進組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

バイオ技術の有力企業。株式及び日本
での事業販売権取得。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

合同会社ドルフィン 関東財務局 ドルフィン匿名組合 匿名組合契約 その他 特定の未上場会社の株式投資 運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ＨＴキャピタル株式会社 関東財務局 ベトナム放出株式投資匿名組
合

匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

エネルギー関連の未上場企業を原則と
して対象とする私募投信への投資

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Ｂ　Ｄａｓｈ　Ｖｅｎｔｕｒｅｓ株式会
社

関東財務局 B Dash Fund1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外の中小企業等の創業支援や新
規事業開発等のハンズオン支援を中
心とする投資

運用 旧63条 金融機関等(1)、投資
事業有限責任組合
(2)、事業法人等(2)

5 有 無 ―

Ｂ　Ｄａｓｈ　Ｖｅｎｔｕｒｅｓ株式会
社

関東財務局 B Dash Fund2号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネットビジネス、ソーシャルアプ
リ開発などを行うシードからグロースス
テージの国内外の未公開企業への投
資

運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(7)、個人(2)、投
資事業有限責任組合
(2)

13 有 無 ―

Ｂ　Ｄａｓｈ　Ｖｅｎｔｕｒｅｓ株式会
社

関東財務局 B Dash Fund3号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネットビジネス及びそれに関連
するサービス、ソフトウェア、ハードウェ
ア等の分野においてイノベーションを創
出する中小企業等並びに新たなイン
ターネットビジネスを創出する中小企業
等への投資

運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(7)、個人(1)、投
資事業有限責任組合
(1)

11 有 無 ―

Ｂ　Ｄａｓｈ　Ｖｅｎｔｕｒｅｓ株式会
社

関東財務局 B Dash Fund4号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネットビジネス及びそれに関連
するサービス、ソフトウェア、ハードウェ
ア等の分野においてイノベーションを創
出する中小企業等並びに新たなイン
ターネットビジネスを創出する中小企業
等への投資

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(8)、個人(1)

10 有 無 ―

ユニゾン・キャピタル株式会社 関東財務局 ユニゾン・キャピタル４号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の企業又は日本市場において重
要な事業を行い又は行おうとする事業
体を中心に、エクイティ投資又はエクイ
ティ関連投資を行う。

運用 旧63条 事業法人等(2)、
金融機関等(25)

27 有 無 ―

ユニゾン・キャピタル株式会社 関東財務局 UCGP IV, L.P. 外国の法令に
基づく権利

その他 日本の投資組合の無限責任組合員と
して出資及び業務執行を行う。

運用 旧63条 個人(1) 1 有 無 ―
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ユニゾン・キャピタル株式会社 関東財務局 ユニゾン・キャピタルゆこゆこ
投資組合

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

特定の対象会社の普通株式を取得し、
これを譲渡その他の方法により処分す
ることを通じて投資事業を行う。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

ユニゾン・キャピタル株式会社 関東財務局 ユニゾン・キャピタル５号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の企業又は日本市場において重
要な事業を行い又は行おうとする事業
体を中心に、エクイティ投資又はエクイ
ティ関連投資を行う。

運用 63条 金融機関等(31)、
投資事業有限責任組
合(2)、
事業法人等(2)

35 有 無 ―

ユニゾン・キャピタル株式会社 関東財務局 UCGP V, L.P. 外国の法令に
基づく権利

その他 日本の企業又は日本市場において重
要な事業を行い又は行おうとする事業
体を中心に、エクイティ投資又はエクイ
ティ関連投資を行う投資組合に対し、無
限責任組合員として出資を行う。

運用 63条 個人(2)、投資事業有
限責任組合(1)

3 有 無 ―

ユニゾン・キャピタル株式会社 関東財務局 UCBB5号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の企業又は日本市場において重
要な事業を行い又は行おうとする事業
体を中心に、エクイティ投資又はエクイ
ティ関連投資を行う投資組合に対し、
フィーダー・ファンドとして出資を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社カクタス 関東財務局 合同会社カクタス匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在するオフィスビル1棟を裏付
けとする信託受益権の保有及び売却

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社けやき 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 主な投資対象不動産の種類：ホテル　
投資対象地域：国内　基本的な投資方
針・戦略の概要：賃料収入、不動産信
託受益権の売却による利益獲得を目
的とした投資を行う。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社ＴＳＭ１０７ 関東財務局 合同会社TSM107匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルに対して投資を行う
（信託受益権）

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

のぞみ株式会社 関東財務局 のぞみ1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 未上場の外国株式に直接投資してい
る。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）

1 有 無 ―

ギャラクシー合同会社 関東財務局 オリオン合同会社 匿名組合契約 不動産ファンド 国内ホテル　不動産信託受益権 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ギャラクシー合同会社 関東財務局 ヴァルゴ合同会社 匿名組合契約 不動産ファンド 国内ホテル　不動産信託受益権 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ギャラクシー合同会社 関東財務局 ジェミニ合同会社 匿名組合契約 不動産ファンド 国内ホテル　不動産信託受益権 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ギャラクシー合同会社 関東財務局 ヴァルゴ合同会社（アゴーラ銀
座）

匿名組合契約 不動産ファンド 国内ホテル　不動産信託受益権 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

東北みらいキャピタル株式会
社

関東財務局 宮城産業復興機構投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域経済及び金融機関と一体となった
中小企業の再生を通じ、地域経済の活
性化を目的とした投資事業の遂行。

運用 旧63条 金融機関等(8)、事業
法人等(1)

9 有 無 ―

東北みらいキャピタル株式会
社

関東財務局 岩手産業復興機構投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域経済及び金融機関と一体となった
中小企業の再生を通じ、地域経済の活
性化を目的とした投資事業の遂行。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

東北みらいキャピタル株式会
社

関東財務局 岩手中小事業者支援投資事
業組合

民法上の組合
契約

事業再生ファン
ド

地域経済及び金融機関と一体となった
中小企業の再生を通じ、地域経済の活
性化を目的とした投資事業の遂行。

運用 旧63条 金融機関等(4) 4 有 無 ―

ＭＴＭ　Ｆｕｎｄ２　Ｌｅｇａｃｙ　ＧＰ
株式会社

関東財務局 MTM FundII Legacy Investors, 
L.P.

外国の法令に
基づく権利

事業再生ファン
ド

業績不振に陥った地方中核都市に存
する商業施設、ホスピタリティ施設（ホ
テル・旅館等）を対象に、株式の過半を
取得しハンズオン型で事業再生を図る

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 TAグロース投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本のﾍﾟｯﾄ衣料製造・小売
業、投資手法：LBO

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 RHグロース2号投資事業組合 民法上の組合
契約

その他 投資対象：中国・日本における海外旅
行みやげ販売等、プレIPO投資

運用 旧63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 CCグロース2号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：ベンチャーファンド、バイアウ
トファンド、事業ファンド等に分散投資

運用 旧63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 無 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 TAグロース4号投資事業組合 民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本のペット衣料製造・小売
業、優先株投資

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 TAグロース5号投資事業組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本のペット衣料製造・小売
業に投資するバイアウトファンド

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 TAグロース6号投資事業組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本のペット衣料製造・小売
業に投資するバイアウトファンド

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 CO1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本のレジャーエンターテイ
ンメント事業ファンド

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)、外国法人（1）、
事業法人等（2）

4 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 CO2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本のレジャーエンターテイ
ンメント事業ファンド

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 CO5号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本のレジャーエンターテイ
ンメント事業ファンド

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 CO8号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本のレジャーエンターテイ
ンメント事業ファンド

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 トレンダーズ投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本のレジャーエンターテイ
ンメント事業ファンド

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 WIN1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の飲食業に投資するバ
イアウトファンド

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、
投資事業有限責任組
合(2)、個人(1)、事業法
人等（1）

5 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 WIN3号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の飲食業に投資するバ
イアウトファンド

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 無 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 KFC投資事業組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の飲食業に投資するバ
イアウトファンド

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 WINクリエイト投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の飲食業に投資するバ
イアウトファンド

私募・運用 63条 金融機関等(2)、投資
事業有限責任組合
(3)、事業法人等(1)

6 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Odigoグロース投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象：日本の旅行関連サイト運
営、ミドルステージ

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、個人(1)、事業法
人等(1)

3 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 クレアシオン・ウェルネス投資
事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象：日本の機能性食品企画・製
造・販売、ミドルステージ

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 EXPOグロース投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本のレジャーエンターテイ
ンメント事業ファンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 再生医療1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象：再生医療、シードステージ 私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)、個人(1)、事業法
人等(1)

4 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 AIグロース投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の企業向けＥＲＰパッ
ケージソフトの開発業に投資するファン
ド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 AIグロース投資事業組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の企業向けＥＲＰパッ
ケージソフトの開発業に投資するファン
ド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 WIN戦略投資1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の飲食業に投資するバ
イアウトファンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)、事業法人等(3)

5 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Pacificグロース投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本の給与計算等のアウト
ソーシング業、投資手法: LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、個人(1)、金融機
関等(1)、事業法人等
(2)

5 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Pacificグロース3号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本の給与計算等のアウト
ソーシング業、投資手法: LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 パシフィック・インベストメント投
資事業組合

民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の給与計算等のアウト
ソーシング業に投資するバイアウトファ
ンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Pacific2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本の給与計算等のアウト
ソーシング業、投資手法: LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、金融商品取引
業者等(1)、金融機関
等(2)、個人(1)

5 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 再生医療戦略投資1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の再生医療に投資する
ベンチャーファンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 IPG投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本のインドアプレイグラウ
ンド業、投資戦略：業務・組織改善によ
る企業価値向上

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)、金融機関等(1)、
金融商品取引業者等
(1)

4 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 LAグロース投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本の教育、学習支援業、
投資手法：LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(3)

4 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 LAインベストメント投資事業組
合

民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の教育、学習支援業に
投資するバイアウトファンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Pacificクリエイト投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の給与計算等のアウト
ソーシング業に投資するバイアウトファ
ンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Tree1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：SEO をはじめとしたインター
ネット複合サービス、投資手法：LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―
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クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Pacific戦略投資1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の給与計算等のアウト
ソーシング業に投資するバイアウトファ
ンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(4)、事業法人等(3)

7 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 IPGクリエイト投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本のインドアプレイグラウ
ンド業に投資するバイアウトファンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、個人（1）

2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Crustグロース投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本の高級食パン、投資手
法：LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等
（3）、金融機関等（1）

5 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Crust2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本の高級食パン、投資手
法：LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Pacific戦略投資2号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の給与計算等のアウト
ソーシング業に投資するバイアウトファ
ンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 MAPグロース投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本の化粧品卸・企画販
売、
投資手法：LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(3)、
金融商品取引業者等
（1）

5 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 MAP2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本の化粧品卸・企画販
売、
投資手法：LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(4)

4 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Crustクリエイト投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の高級食パンに投資す
るバイアウトファンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 クレアシオン2号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本国内法に基づき設立さ
れた法人等

私募・運用 63条 金融機関等（10）、事業
法人等（1）、投資事業
有限責任組合（1）、金
融商品取引業者等(1)

13 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 クレアシオン戦略2号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本国内法に基づき設立さ
れた投資組合等

私募・運用 63条 金融機関等（2）、投資
事業有限責任組合（1）

3 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 WIN2020投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本国内法に基づき設立さ
れた投資組合等

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 CXグロース投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本の保育ルーム運営、投
資戦略：業務・組織改善による企業価
値向上

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）、金融機関等
(1)、事業法人等(2)

4 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 ＣＸ2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本の保育ルーム運営、投
資戦略：業務・組織改善による企業価
値向上

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（3）

3 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 BXグロース投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本の健康食品、機能性表
示食品、化粧品
投資手法：ＬＢＯ

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 BX2号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本の健康食品、機能性表
示食品、化粧品
投資手法：ＬＢＯ

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（4）

4 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 CXクリエイト投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の保育ルーム運営に投
資するバイアウトファンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）、事業法人等（2）

3 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 CKR1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象：再生医療、シードステージ 私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Apollo2号投資事業組合 民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：アウトバウンド業務を主とし
たコールセンター運営

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 BXクリエイト投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の健康食品、機能性表
示食品、化粧品に投資するバイアウト
ファンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）、事業法人等（3）

4 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Pacificプリンシパル投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本の給与計算等のアウト
ソーシング業、投資手法：LBO

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 LXグロース投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：美容化粧品の企画・販売、
美容サロン・スクールの運営、投資手
法：LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)、事業法人等(2)

4 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 MAP戦略投資1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の化粧品卸・企画販売
に投資するバイアウトファンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 CCミラー１号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本国内法により設立され
た法人、投資組合等

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等
(1）、個人(1）

3 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Crustプリンシパル投資事業組
合

民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の高級食パンに投資す
るバイアウトファンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 ＪXグロース投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：Web会議システム及びクラウ
ドリモートアクセスサービスの開発・販
売、投資手法：LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(2）

3 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 ＪX2号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：Web会議システム及びクラウ
ドリモートアクセスサービスの開発・販
売、投資手法：LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 TY1号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本の化粧品卸、投資手
法：LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(5)

5 無 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 TYグロース投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の化粧品卸に投資する
バイアウトファンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 TY2号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本の化粧品卸に投資する
バイアウトファンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 KX2号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本の病児保育・児童発達
支援・放課後デイサービス等、投資手
法：LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(3)

3 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 KXブリッジ投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本の病児保育・児童発達
支援・放課後デイサービス等、投資手
法：LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Apollo投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：CRMアウトバウンド・インバ
ウンド等、投資手法：LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 CCミラー2号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本国内法により設立され
た法人、投資組合等

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 クレアシオン3号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本国内法に基づき設立さ
れた法人等

私募・運用 63条 金融機関等(6)、事業
法人等(2)

8 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 ＣＣミラー・ポート１号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本国内法により設立され
た法人、投資組合等

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 無 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Ｌｉｂｅｒｔｙグロース投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：システム開発のためのエン
ジニア派遣事業、投資手法：LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Ｌｉｂｅｒｔｙ２号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：システム開発のためのエン
ジニア派遣事業、投資手法：LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(2)

3 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 IX２号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：保険全般に関するコンサル
ティング及び生命保険の募集に関する
業務・損害保険代理業、投資手法：
LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Ｌｉｂｅｒｔyブリッジ３号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：ビジネスソリューション及び
ＤＸコンサルティング、宇宙開発分野に
おけるプロモーションの提供、投資手
法：ＬＢＯ

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 Crustフォレスト投資事業組合 民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本の高級食パン 私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 UX2号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：うなぎを中心とした飲食店・
名古屋メシを取り扱う居酒屋・韓国料理
屋等の運営、投資手法：LBO

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

クレアシオン・キャピタル株式
会社

関東財務局 UXグロース投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：うなぎを中心とした飲食店等
に投資するバイアウントファンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

マーケットバンクアセットマネー
ジメント合同会社

関東財務局 進化 匿名組合契約 その他 国内上場株式に投資する 運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

ＪＡＩＣ・キャピタル・パートナー
ズ株式会社

関東財務局 ＪＡＩＣ―ブリッジ2号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内のベンチャー企業の未公開
株式、新株予約権付社債等への投資
を行う。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

ＪＡＩＣ・キャピタル・パートナー
ズ株式会社

関東財務局 ＪＡＩＣソーラー投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

日本国内の太陽光発電事業を行う匿
名組合等への投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＪＡＩＣ・キャピタル・パートナー
ズ株式会社

関東財務局 Xseed　High　Growth投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージの未公開ベンチャー企
業への投資

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
機関等（1）

2 有 無 ―

ＪＡＩＣ・キャピタル・パートナー
ズ株式会社

関東財務局 JAICアグリテック投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内のアグリ関連プロジェクト及び
アグリ関連企業を主な投資対象とす
る。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

ＪＡＩＣ・キャピタル・パートナー
ズ株式会社

関東財務局 ＪＡＩＣソーラー２号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

日本国内の完成済太陽光発電事業を
行う匿名組合等への投資を行う。

運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等（1）

2 有 無 ―

株式会社青山綜合会計事務
所

関東財務局 エーエスエーキャピタル投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 集団投資スキーム持分を取得・保有・
処分等して収益を得ることにより、利益
獲得を目指す。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 無 無 ―

株式会社テンダネス 関東財務局 テンダネス・ファンドT投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 現物出資を受けた国内上場株式の運
用

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の
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出資対象事業
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適格機関投資家の種別
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適格機関投
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無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

合同会社滝野川６丁目計画 関東財務局 合同会社滝野川6丁目計画 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンスを主たる信託財
産とする信託受益権を取得し、利益を
得ることを目的とする。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社サード・パーティ・ワ
ン

関東財務局 2012年3月12日付（その後の
変更を含む。）匿名組合契約
書

匿名組合契約 その他 日本国内の貸付債権等、リース料債
権、割賦金債権、これらの債権に係る
担保権及び保証人に対する権利を含
むすべての権利並びにリース契約及び
割賦販売契約の目的物件に関する所
有権その他すべての権利を取得し、当
該債権の回収等又は目的物件の売却
代金等を原資として匿名組合員に対し
利益分配を行う。

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

インテグラル・パートナーズ株
式会社

関東財務局 インテグラル2号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主として日本の株式（未公開）に投資を
行う。

運用 旧63条 金融機関等(23)、事業
法人等(3)

26 有 無 ―

インテグラル・パートナーズ株
式会社

関東財務局 匿名組合（平成24年3月） 匿名組合契約 その他 主として日本の投資事業有限責任組合
等に出資する。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

インテグラル・パートナーズ株
式会社

関東財務局 インテグラル2号GP投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資事業有限責任組合を通じて主とし
て日本の株式（未公開）に投資を行う。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

インテグラル・パートナーズ株
式会社

関東財務局 インテグラル3号GP投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資事業有限責任組合を通じて主とし
て日本の株式（未公開）に投資を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

インテグラル・パートナーズ株
式会社

関東財務局 インテグラル3号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主として日本の株式（未公開）に投資を
行う。

運用 63条 金融機関等(29)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(1)、金
融商品取引業者等(1)

32 有 無 ―

インテグラル・パートナーズ株
式会社

関東財務局 インテグラル4号GP投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資事業有限責任組合を通じて主とし
て日本の株式（未公開）に投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

インテグラル・パートナーズ株
式会社

関東財務局 インテグラル4号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主として日本の株式（未公開）に投資を
行う。

運用 63条 金融機関等(31)、投資
事業有限責任組合
(2)、事業法人等（2）、
金融商品取引業者等
（1）

36 有 無 ―

インテグラル・パートナーズ株
式会社

関東財務局 インテグラル5号GP投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資事業有限責任組合を通じて主とし
て日本の株式（未公開）に投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

インテグラル・パートナーズ株
式会社

関東財務局 インテグラル5号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主として日本の株式（未公開）に投資を
行う。

私募・運用 63条 金融機関等(29)、事業
法人等（4）、投資事業
有限責任組合(3)

36 無 無 ―

有限会社ケイエヌプランニング 関東財務局 2005年4月25日付匿名組合契
約に基づく匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象不動産の種類：ホテル及び関連施
設
対象地域：日本国内

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社伊丹プロジェクト 関東財務局 伊丹プロジェクト匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内で発行された不動産信託受
益権を取得し、賃料その他当該信託受
益権の原資産となる不動産（主な不動
産の種類はアミューズメント施設）から
の収益を得ることにより、利益獲得を目
指す。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

株式会社中田アセットマネジメ
ント

関東財務局 ゲームフリーク1号基金投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資事業有限責任組合に関する法律
第3条に則り、主に国内金融商品取引
所に上場する有価証券の取得及び保
有

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社ひのき 関東財務局 匿名組合契約（恵庭） 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の倉庫を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社ひのき 関東財務局 匿名組合契約（佐野） 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の倉庫を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社ひのき 関東財務局 匿名組合契約（瑞穂町） 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の倉庫を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社ひのき 関東財務局 匿名組合契約（愛知三好） 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の倉庫を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社ひのき 関東財務局 匿名組合契約（京田辺） 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の倉庫を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社ひのき 関東財務局 匿名組合契約（桑名） 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の倉庫を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

赤坂二丁目合同会社 関東財務局 赤坂二丁目合同会社匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在するオフィスビル1棟を裏付
けとする信託受益権の保有及び売却

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
商品取引業者等（1）

2 無 無 ―

イーストベンチャーズ株式会社 関東財務局 イーストベンチャーズ投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット分野のシード期の未公開
企業に対する投資

運用 旧63条 個人(3)、事業法人等
(5)、外国法人又は外
国人等(2)

10 有 無 ―

合同会社メトン・ファンド 関東財務局 匿名組合メトン・ファンド 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィスを投資対象
とする不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ベンチャーユナイテッド株式会
社

関東財務局 ベンチャーユナイテッド・ファン
ド2号投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本国内におけるインターネット関
連事業を営むシード・アーリーステージ
の企業への株式または新株予約権付
社債への投資

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

井上　靖 関東財務局 新興支援投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

国内上場IT企業の株式を取得し長期的
に保有する。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ダブルブリッジ・インフラストラ
クチャー株式会社

関東財務局 Ｊａｐａｎ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｉｎｖｅ
ｓｔｍｅｎｔ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　Ｌ．Ｐ．

外国の法令に
基づく権利

社会投資ファン
ド

インフラ資産へ投資を行うファンド 運用 旧63条 金融機関等(3)、外国
法人又は外国人等(1)

4 無 無 ―

ダブルブリッジ・インフラストラ
クチャー株式会社

関東財務局 Ｇｒｅｅｎ　Ｂｒｉｄｇｅ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔ
ｕｒｅ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　Ｌ．Ｐ．

外国の法令に
基づく権利

社会投資ファン
ド

インフラ資産へ投資を行うファンド 運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社

関東財務局 イノベーティブ・ベンチャー投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーおよびミドルステージを中心と
した、ディスラプティブな技術によるイノ
ベーションを狙うベンチャー企業を主な
投資対象とするファンド

運用 旧63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 有 無 ―

株式会社フラッグシップアセッ
トマネジメント

関東財務局 フラッグシップアセットマネジメ
ント投資組合83号

民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：日本国内

私募・運用 63条 個人(3)、外国法人又
は外国人等(1)

4 有 無 ―

株式会社フラッグシップアセッ
トマネジメント

関東財務局 フラッグシップアセットマネジメ
ント投資組合87号

民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：日本国内

私募・運用 63条 個人（3）、外国法人又
は外国人等（1）

4 有 無 ―

株式会社フラッグシップアセッ
トマネジメント

関東財務局 フラッグシップアセットマネジメ
ント投資組合88号

民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：日本国内

私募・運用 63条 個人（3）、外国法人又
は外国人等(1)

4 有 無 ―

株式会社フラッグシップアセッ
トマネジメント

関東財務局 投資事業有限責任組合AP令
和F6-B1

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象ファンドの種類：その他ファン
ド
リスク特性：株式
地域的特色：日本

私募・運用 63条 個人（2） 2 有 無 ―

株式会社フラッグシップアセッ
トマネジメント

関東財務局 投資事業有限責任組合AP令
和F6-B2

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象ファンドの種類：その他ファン
ド
リスク特性：株式
地域的特色：日本

私募・運用 63条 個人（2） 2 有 無 ―

株式会社フラッグシップアセッ
トマネジメント

関東財務局 投資事業有限責任組合AP令
和F6-B3

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象ﾌｧﾝﾄﾞの種類:その他ﾌｧﾝﾄﾞ
ﾘｽｸ特性：株式
地域的特色:日本

私募・運用 63条 個人（2） 2 有 無 ―
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有限会社ＭＴＭインベストメン
ト１号

関東財務局 リカレントジャパンファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 非活動的な経営スタンス、非効率的な
業務プロセス・資金調達構造等により、
事業の積極展開を行わず潜在的な事
業価値より低い株式価値を示している
国内上場企業に投資することで、当該
企業の事業構造再編を進展させ、株式
価値の上昇を企画する。投資手法とし
ては、アクティビスト・ファンドとバイアウ
ト・ファンドを併用する。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

佐俣　安理 関東財務局 ＡＮＲＩ１号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にインターネット分野のスタートアップ
に対して創業前後から積極的に経営に
参画し、シード投資を実行する。シード
投資の後、事業の成長を鑑みながら必
要に応じてアーリー、ミドルも投資総額
1億程度までを目安としてフォローオン
投資を行う。

運用 旧63条 個人(3)、事業法人等
(3)、外国法人又は外
国人等(1)

7 有 無 ―

佐俣　安理 関東財務局 ＡＮＲＩ２号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にインターネット分野のスタートアップ
に対して創業前後から積極的に経営に
参画し、シード投資を実行する。シード
投資の後、事業の成長を鑑みながら必
要に応じてアーリー、ミドルも投資総額
1億程度までを目安としてフォローオン
投資を行う。

運用 旧63条 事業法人等(4)、投資
事業有限責任組合
(1)、個人(3)

8 有 無 ―

株式会社アイ・エス・テクノロ
ジー

関東財務局 投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

フィリピンにおけるココナツオイル搾油
事業

私募 63条 ― 0 有 無 ―

株式会社ＢｉｚＡｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇ
ｅｍｅｎｔ

関東財務局 ＢＩＺＡＭ投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、個人(1)

2 有 無 ―

株式会社ＡＰ　ＩＶ－Ｓ　ＧＰ 関東財務局 AP IV―S GP 投資組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象ファンドの種類：バイアウト・
ファンド
リスク特性：株式
地域的特色：日本国
基本的な投資方針・戦略の概要：投資
事業有限責任組合アドバンテッジパー
トナーズIV―S号への投資

運用 旧63条 個人(2)、外国法人又
は外国人等(1)

3 有 無 ―

株式会社ＡＰ　ＩＶ－Ｓ　ＧＰ 関東財務局 投資事業有限責任組合アドバ
ンテッジパートナーズIV号―S

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資手法：レバレッジバイアウト
投資対象地域：日本国内
投資対象企業業種：サービス業

運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 有 無 ―

株式会社校倉ロジスティック 関東財務局 ジャパンブリッジ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

地球温暖化の防止のためバイオ燃料
の開発・促進のためのファンド

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

合同会社ロンドン・シルバー 関東財務局 合同会社ロンドン・シルバー匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

木下　慶彦 関東財務局 Skyland Ventures 1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット分野のシード期の未公開
企業に対する投資

運用 旧63条 個人(1) 1 有 無 ―

木下　慶彦 関東財務局 Skyland Ventures 2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット分野のシード期の未公開
企業に対する投資

私募・運用 63条 個人(1 1 有 無 ―

木下　慶彦 関東財務局 Skyland Ventures 3号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット分野のシード期の未公開
企業に対する投資

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 赤坂有限責任監査法人

ヘッジファンド証券株式会社 関東財務局 Hyper MN Fund 投資事業組
合

民法上の組合
契約

ヘッジファンド ファンド・オブ・ヘッジファンズ 私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

ヘッジファンド証券株式会社 関東財務局 ヘッジファンド2号投資事業組
合

民法上の組合
契約

ヘッジファンド ファンド・オブ・ヘッジファンズ 運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

パインクレスト・アセット・マネジ
メント合同会社

関東財務局 パインクレスト・アセット・マネジ
メント合同会社との間の匿名
組合契約に基づく匿名組合出
資持分

匿名組合契約 その他 日本国内の法人の株式及び社債、匿
名組合持分等ならびに金銭債権の取
得・保有・処分により利益獲得を目指す
ファンドとする。

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)、金融商品取引
業者(1)

2 無 無 ―

Ｎａｍｉ　ＩＢＬＰ合同会社 関東財務局 Nami投資事業有限責任組合
に対する出資持分

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本国内の法人の株式及び社債、匿
名組合持分等の取得・保有・処分によ
り利益獲得を目指すファンドとする。

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

Ｉｎｄｕｓ合同会社 関東財務局 Indus匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

Ｇａｎｇｅｓ　ＩＢＬＰ合同会社 関東財務局 Ganges投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

Z Venture Capital株式会社 関東財務局 ＹＪ2号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にＩＴ全般が対象、ステージは問わな
い。シナジーが見込まれることが望まし
いが必須ではない。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Z Venture Capital株式会社 関東財務局 ＹＪ3号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にＩＴ全般が対象、ステージは問わな
い。シナジーが見込まれることが望まし
いが必須ではない。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社グロービス・キャピタ
ル・パートナーズ、株式会社グ
ロービス、堀　義人、仮屋薗　
聡一、今野　穣、高宮　慎一

関東財務局 グロービス4号ファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業の内特に国内IT企業へ
の株式等投資を実施する。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(3)

4 有 無 ―

株式会社グロービス・キャピタ
ル・パートナーズ、株式会社グ
ロービス、堀　義人、仮屋薗　
聡一、今野　穣、高宮　慎一

関東財務局 グロービス5号ファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業の内特に国内IT企業へ
の株式等投資を実施する。

私募・運用 63条 金融機関等(6)、事業
法人等(2)、投資事業
有限責任組合(1)

9 有 無 ―

株式会社グロービス・キャピタ
ル・パートナーズ、株式会社グ
ロービス、堀　義人、仮屋薗　
聡一、今野　穣、高宮　慎一

関東財務局 グロービス5号Sファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業の内特に国内IT企業へ
の株式等投資を実施する。

私募・運用 63条 金融機関等(3)、外国
法人又は外国人等
(1)、事業法人等(1)

5 有 無 ―

株式会社星光パートナーズ 関東財務局 かがやきファンド匿名組合 匿名組合契約 ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

ｅｍｅｅｔインベストメント合同会
社

関東財務局 ｅｍｅｅｔインベストメント匿名組
合（西大寺Ａ）

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設（信託受益権）を
取得し、利益獲得を目指す。

運用 旧63条 事業法人等(3) 3 無 無 ―

ｅｍｅｅｔインベストメント合同会
社

関東財務局 ｅｍｅｅｔインベストメント匿名組
合（西大寺Ｂ）

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設（信託受益権）を
取得し、利益獲得を目指す。

運用 旧63条 事業法人等(3) 3 無 無 ―

合同会社バリュー・ザ・ホテル
ファンド

関東財務局 バリュー・ザ・ホテルファンド匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルを主な信託財産とす
る不動産信託受益権を取得する合同
会社へ匿名組合出資をし、子ファンドの
信託受益権に対する信託配当又は売
却代金を原資として匿名組合員に対し
利益分配を行う。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

アパリゾート株式会社 関東財務局 赤坂見附リゾート投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

指定有価証券の取得及び保有等 運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ネオパス・リブラ 関東財務局 平成24年10月30日付匿名組
合契約

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンスを主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社ＦＬＡＶＡ 関東財務局 SafePlace匿名組合 匿名組合契約 商品ファンド ＦＸ取引および有価証券等の取引、事
業展開および金銭貸付

私募 63条 ― 0 有 無 ―

株式会社ＦＬＡＶＡ 関東財務局 SafePlace匿名組合II 匿名組合契約 商品ファンド ＦＸ取引および有価証券等の取引、事
業展開および金銭貸付

私募 63条 ― 0 有 無 ―

株式会社ＦＬＡＶＡ 関東財務局 SafePlace匿名組合III 匿名組合契約 商品ファンド ＦＸ取引および有価証券等の取引、事
業展開および金銭貸付

私募 63条 ― 0 有 無 ―

株式会社ＦＬＡＶＡ 関東財務局 SafePlace匿名組合IV 匿名組合契約 商品ファンド ＦＸ取引および有価証券等の取引、事
業展開および金銭貸付

私募 63条 ― 0 有 無 ―

株式会社ＦＬＡＶＡ 関東財務局 ＦＬＡＶＡ投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

商品ファンド ＦＸ取引および有価証券等の取引、事
業展開および金銭貸付

私募 63条 ― 0 有 無 ―

合同会社清澄プロパティーズ 関東財務局 平成24年12月匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンスを主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社アイオー 関東財務局 合同会社アイオー匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する商業用不動産1棟を裏
付けとする信託受益権の保有及び売

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社ベルデ 関東財務局 匿名組合ベルデ 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィスを投資対象
とする不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―
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合同会社シーディーワン 関東財務局 スリランカハイブリットファンド
投資事業匿名組合

匿名組合契約 その他 スリランカ国内の上場投資会社の助言
を受け、スリランカ国内及びスリランカ
が関連している上場株式及び未公開株
式に投資をする。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

合同会社シーディーワン 関東財務局 シーディーワン2号匿名組合 匿名組合契約 その他 イギリスロンドンに本社を置くＩＴ系ベン
チャー上場企業に投資をする。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

マックス・ツー・アセット合同会
社

関東財務局 マックス・ツー・アセット合同会
社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 千代田区所在のオフィスビル等への投
資運用

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社Ｓｏｍｅｉ３ 関東財務局 Somei 2 Pte. Ltd.との間の匿
名組合契約

匿名組合契約 その他 国内の不動産を信託財産とする信託受
益権並びに不動産ファンドの匿名組合
出資持分を特定資産とする特定目的会
社の優先出資持分を取得し、当該特定
目的会社からの利益配当を原資として
匿名組合員に対し利益分配を行う。

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

株式会社東京リバイタル 関東財務局 とうきょう中小企業支援2号ファ
ンド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域の経済活力や雇用について大きな
役割を果たす中小企業の再生を目的と
する、東京都内の中小企業等に関する
株式、社債、金銭債権の取得・保有

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(10)

11 有 無 ―

株式会社東京リバイタル 関東財務局 とうきょう・かながわ中小企業
支援3号ファンド投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域の経済活力や雇用について大きな
役割を果たす中小企業の再生を目的と
する、東京都及び神奈川県内の中小企
業等に関する株式、社債、金銭債権の
取得・保有

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(8)

9 有 無 ―

新生企業投資株式会社 関東財務局 日本インパクト投資1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

子育て関連企業へのインパクト投資 私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

新生企業投資株式会社 関東財務局 ＳＥ匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

IT企業への株式投資 運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

新生企業投資株式会社 関東財務局 ＡＭ匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

IT企業への株式投資 運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

新生企業投資株式会社 関東財務局 ＢＮ匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

バイオベンチャー企業への株式投資 運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

新生企業投資株式会社 関東財務局 ＫＦ匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

バイオベンチャー企業への株式投資 運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

新生企業投資株式会社 関東財務局 ＪＦ匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

バイオベンチャー企業への株式投資 運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

新生企業投資株式会社 関東財務局 OR匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

バイオベンチャー企業への株式投資 運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

新生企業投資株式会社 関東財務局 ＪＴ匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

バイオベンチャー企業への株式投資 運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

新生企業投資株式会社 関東財務局 MM匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

IT企業への株式投資 運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

新生企業投資株式会社 関東財務局 AS匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

バイオベンチャー企業への株式投資 運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

新生企業投資株式会社 関東財務局 ML匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

IT企業への株式投資 運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

新生企業投資株式会社 関東財務局 PB匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

バイオベンチャー企業への株式投資 運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

新生企業投資株式会社 関東財務局 VS匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

バイオベンチャー企業への株式投資 運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

新生企業投資株式会社 関東財務局 TB匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

新素材開発のベンチャー企業への株
式投資

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

新生企業投資株式会社 関東財務局 NXG成長支援投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

システムエンジニアリングサービス事業
を主業とした企業へのバイアウト投資

私募・運用 63条 金融機関等(1)、投資
事業有限責任組合（1）

2 無 無 ―

合同会社御堂筋みらいデベ
ロップメント

関東財務局 御堂筋ファンド 匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（オフィス）にか
かる不動産信託受益権を取得・保有・
処分等して収益を得ることにより、利益
獲得を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社フジ・スタートアップ・
ベンチャーズ

関東財務局 フジ・スタートアップ・ファンド1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

メディア・IT関連スタートアップ企業 運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社フジ・スタートアップ・
ベンチャーズ

関東財務局 フジ・スタートアップ・ファンド2
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

メディア・IT関連スタートアップ企業 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社シーピーアイ 関東財務局 合同会社シーピーアイ匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内におけるレジデンス用、オフィス
用、商業施設不動産等を投資対象とす
る不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

セノーテキャピタル株式会社 関東財務局 セノーテ3号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

上場によるイグジットを目指す、対象は
証券業（ミドルステージ）。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

セノーテキャピタル株式会社 関東財務局 セノーテ6号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 上場株式を対象に主にトレンド分析に
より、短期売買でのキャピタル・ゲイン
狙い。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

セノーテキャピタル株式会社 関東財務局 セノーテ7号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

企業価値向上による市場売却でのキャ
ピタル・ゲインが目的。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

ソーラーテック株式会社 関東財務局 ソーラーテック匿名組合 匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

太陽光発電事業を営むＳＰＣへ匿名組
合出資する。

私募 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

合同会社南池袋地所 関東財務局 合同会社南池袋地所　匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象は国内商業ビルにかかる信
託受益権

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

Ｒ－１合同会社 関東財務局 R―1第1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

国内上場企業の株式を取得し、株主と
しての権限を活用して、企業価値の向
上を通した株価の上昇によるキャピタ
ルゲインの獲得を目指す。

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

株式会社ＫＧＦＢ 関東財務局 ＫＧＦＢ１号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

映画・映像制作会社株式の取得 運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ＫＧＦＢ 関東財務局 ＫＧＦＢ３号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

エンターテインメント会社株式の取得 運用 旧63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

デジタルイメージング株式会
社

関東財務局 DI投資組合 民法上の組合
契約

その他 投資対象の内容：株式（未公開）
リスク特性：株式
投資対象地域：日本国内

運用 旧63条 個人(3)
外国法人又は外国人
等(1)

4 有 無 ―

アスパラントグループ株式会
社

関東財務局 AG2号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

企業価値10～100億円の中堅企業を投
資先企業の対象とし、実質的なガバナ
ンスを取得する前提。潜在的事業価値
がありながら、一時的に事業が低迷し
ている企業、または、何らかの原因によ
り本来の事業価値が実現されていない
企業を対象。

私募・運用 63条 金融機関等(20)、事業
法人等(2)、金融商品
取引業者等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

24 有 無 ―

アスパラントグループ株式会
社

関東財務局 AG2号b投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

企業価値10～100億円の中堅企業を投
資先企業の対象とし、実質的なガバナ
ンスを取得する前提。潜在的事業価値
がありながら、一時的に事業が低迷し
ている企業、または、何らかの原因によ
り本来の事業価値が実現されていない
企業を対象。

私募・運用 63条 金融機関等(6)、
事業法人等(1)

7 無 無 ―

アスパラントグループ株式会
社

関東財務局 AG3号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

企業価値30～300億円の中堅企業を投
資先企業の対象とし、実質的なガバナ
ンスを取得する前提。潜在的事業価値
がありながら、一時的に事業が低迷し
ている企業、または、何らかの原因によ
り本来の事業価値が実現されていない
企業を対象。
なお、本組合の設立と同時期に、海外
において、いわゆる「並行ファンド」の組
成が予定されているが、当該並行ファ
ンドは全て海外投資家から出資を受け
るため、本届出の対象外である。

私募・運用 63条 金融機関等（17）、事業
法人等（2）、投資事業
有限責任組合（2）

21 有 無 ―

アスパラントグループ株式会
社

関東財務局 AG3号匿名組合 匿名組合契約 その他 各従業員から拠出された匿名組合出
資金を、AG3号投資事業有限責任組合
における無限責任組合員としての出資
金の原資に充て、その利益を各従業員
に分配することにより、各従業員のイン
センティブを高めるファンドとする。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

株式会社エーピーアセットマネ
ジメント

関東財務局 エー・ピー投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 黒さつま鶏の種鶏場及び食鳥処理加
工場の運営、鹿児島県特産物の販売

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタル2・8号匿
名組合

匿名組合契約 事業再生ファン
ド

自らの事業（連結子会社の事業を含
む。）の再生を図ろうとする事業者又は
地域経済活性化事業活動を行う事業
者に対して投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―
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トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタル2・16号匿
名組合

匿名組合契約 事業再生ファン
ド

自らの事業（連結子会社の事業を含
む。）の再生を図ろうとする事業者又は
地域経済活性化事業活動を行う事業
者に対して投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタル2・28号匿
名組合

匿名組合契約 事業再生ファン
ド

自らの事業（連結子会社の事業を含
む。）の再生を図ろうとする事業者又は
地域経済活性化事業活動を行う事業
者に対して投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズTMK2号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

自らの事業（連結子会社の事業を含
む。）の再生を図ろうとする事業者又は
地域経済活性化事業活動を行う事業
者に対して投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタル2・31号匿
名組合

匿名組合契約 事業再生ファン
ド

自らの事業（連結子会社の事業を含
む。）の再生を図ろうとする事業者又は
地域経済活性化事業活動を行う事業
者に対して投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタル2・39号匿
名組合

匿名組合契約 事業再生ファン
ド

自らの事業（連結子会社の事業を含
む。）の再生を図ろうとする事業者又は
地域経済活性化事業活動を行う事業
者に対して投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタル2・48号匿
名組合

匿名組合契約 事業再生ファン
ド

自らの事業（連結子会社の事業を含
む。）の再生を図ろうとする事業者又は
地域経済活性化事業活動を行う事業
者に対して投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタルPI1・1号
匿名組合

匿名組合契約 その他 大手銀行が「形式基準上の制約」「担
保適格性の問題」「専門スキルの課題」
「既存ポートフォリオの課題」「検討ス
ピードの問題」「リスク・アセットや資本
の制約」等の要因から取り組みづらい
大型のファイナンス機会をターゲットに
リスク勘案後の超過リターンを追求す
る。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタル2・51号匿
名組合

匿名組合契約 事業再生ファン
ド

自らの事業（連結子会社の事業を含
む。）の再生を図ろうとする事業者又は
地域経済活性化事業活動を行う事業
者に対して投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタル2・52号匿
名組合

匿名組合契約 事業再生ファン
ド

自らの事業（連結子会社の事業を含
む。）の再生を図ろうとする事業者又は
地域経済活性化事業活動を行う事業
者に対して投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタルPI1・2号
匿名組合

匿名組合契約 その他 大手銀行が「形式基準上の制約」「担
保適格性の問題」「専門スキルの課題」
「既存ポートフォリオの課題」「検討ス
ピードの問題」「リスク・アセットや資本
の制約」等の要因から取り組みづらい
大型のファイナンス機会をターゲットに
リスク勘案後の超過リターンを追求す
る。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・プライベート・インカ
ムTMK1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 大手銀行が「形式基準上の制約」「担
保適格性の問題」「専門スキルの課題」
「既存ポートフォリオの課題」「検討ス
ピードの問題」「リスク・アセットや資本
の制約」等の要因から取り組みづらい
大型のファイナンス機会をターゲットに
リスク勘案後の超過リターンを追求す
る。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタル2・55号匿
名組合

匿名組合契約 事業再生ファン
ド

自らの事業（連結子会社の事業を含
む。）の再生を図ろうとする事業者又は
地域経済活性化事業活動を行う事業
者に対して投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタルPI1・3号
匿名組合

匿名組合契約 その他 大手銀行が「形式基準上の制約」「担
保適格性の問題」「専門スキルの課題」
「既存ポートフォリオの課題」「検討ス
ピードの問題」「リスク・アセットや資本
の制約」等の要因から取り組みづらい
大型のファイナンス機会をターゲットに
リスク勘案後の超過リターンを追求す
る。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタルPI1・4号
匿名組合

匿名組合契約 その他 大手銀行が「形式基準上の制約」「担
保適格性の問題」「専門スキルの課題」
「既存ポートフォリオの課題」「検討ス
ピードの問題」「リスク・アセットや資本
の制約」等の要因から取り組みづらい
大型のファイナンス機会をターゲットに
リスク勘案後の超過リターンを追求す
る。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタル2・58号匿
名組合

匿名組合契約 事業再生ファン
ド

自らの事業（連結子会社の事業を含
む。）の再生を図ろうとする事業者又は
地域経済活性化事業活動を行う事業
者に対して投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタルPI1・5号
匿名組合

匿名組合契約 その他 大手銀行が「形式基準上の制約」「担
保適格性の問題」「専門スキルの課題」
「既存ポートフォリオの課題」「検討ス
ピードの問題」「リスク・アセットや資本
の制約」等の要因から取り組みづらい
大型のファイナンス機会をターゲットに
リスク勘案後の超過リターンを追求す
る。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタル2・59号匿
名組合

匿名組合契約 事業再生ファン
ド

自らの事業（連結子会社の事業を含
む。）の再生を図ろうとする事業者又は
地域経済活性化事業活動を行う事業
者に対して投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタル2・60号匿
名組合

匿名組合契約 事業再生ファン
ド

自らの事業（連結子会社の事業を含
む。）の再生を図ろうとする事業者又は
地域経済活性化事業活動を行う事業
者に対して投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタルPI1・6号
匿名組合

匿名組合契約 その他 大手銀行が「形式基準上の制約」「担
保
適格性の問題」「専門スキルの課題」
「既存ポートフォリオの課題」「検討ス
ピードの問題」「リスク・アセットや資本
の制約」等の要因から取り組みづらい
大型のファイナンス機会をターゲットに
リスク勘案後の超過リターンを追求す
る。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 無 無 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 関東財務局 トパーズ・キャピタル2・61号匿
名組合

匿名組合契約 事業再生ファン
ド

自らの事業（連結子会社の事業を含
む。）の再生を図ろうとする事業者又は
地域経済活性化事業活動を行う事業
者に対して投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

ティー・シー・パートナーズ株
式会社

関東財務局 トパーズ・プライベート・デット2
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 トパーズ・キャピタル株式会社への匿
名組合への出資を通じて、事業（連結
子会社の事業を含む。）の再生を図ろう
とする事業者又は地域経済活性化事
業活動を行う事業者に対して主に負債
性資金を提供するプライベート・デット・
ファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(39)、事業
法人等(6)

45 有 無 ―

ティー・シー・パートナーズ株
式会社

関東財務局 トパーズ・プライベート・インカ
ム１号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 トパーズ・キャピタル株式会社への匿
名組合への出資を通じて、大手銀行が
「形式基準上の制約」「担保適格性の
問題」「専門スキルの課題」「既存ポート
フォリオの課題」「検討スピードの問題」
「リスク・アセットや資本の制約」等の要
因から取り組みづらい大型のファイナン
ス機会をターゲットにリスク勘案後の超
過リターンを追求するプライベート・デッ
ト・ファンド。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等（18）、
事業法人等（2)、投資
事業有限責任組合(1)

22 有 無 ―
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ティー・シー・パートナーズ株
式会社

関東財務局 トパーズ・プライベート・インカ
ム1号パラレルA投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 トパーズ・キャピタル株式会社への匿
名組合への出資を通じて、大手銀行が
「形式基準上の制約」「担保適格性の
問題」「専門スキルの課題」「既存ポート
フォリオの課題」「検討スピードの問題」
「リスク・アセットや資本の制約」等の要
因から取り組みづらい大型のファイナン
ス機会をターゲットにリスク勘案後の超
過リターンを追求するプライベート・デッ
ト・ファンド。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

合同会社ＪＲＥ行方 関東財務局 JRE行方匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：太陽光発電
事業用地

投資対象地域：日本国内

投資方針等：長期保有

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ＪＲＥ岩出山 関東財務局 JRE岩出山匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：太陽光発電
事業用地

投資対象地域：日本国内

投資方針等：長期保有

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社カンブリア 関東財務局 合同会社DKエナジー―TK 匿名組合契約 社会投資ファン
ド

国内太陽光発電プロジェクトの開発・運
営主体である合同会社宛匿名組合出
資

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社ソーシャルビジネス
パートナーズ
（法人番号5011001064219）

関東財務局 地域エネルギー支援ファンド　　
　　　第一号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ＳＲＩファンド 国内の固定価格買取制度に基づく再生
可能エネルギー発電の普及に資する
べく、太陽光発電を中心に、首都圏に
おける地域・市民主体の発電事業に対
して資金提供を行う。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

日本戦略投資株式会社 関東財務局 ＳＭＢＣアグリファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 農林水産業及び関連分野の成長性あ
る未上場企業への出資（国内及び海
外）

運用 旧63条 金融機関等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 無 無 ―

日本戦略投資株式会社 関東財務局 ＳＭＢＣ6次産業化ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 6次産業化事業体への出資（国内） 運用 旧63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 無 無 ―

日本戦略投資株式会社 関東財務局 あかふじファームイノベーショ
ン投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 稲作農業法人への出資（国内） 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

日本戦略投資株式会社 関東財務局 ＳＩＰＬＥ投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 ヘルスケア関連企業、他ファンドへの出
資（国内及び海外）

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社メサイアキャピタル 関東財務局 メサイア2号ライジングファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 国内上場株式等について、マルチスト
ラテージ運用等を行う

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

エンデバー・ユナイテッド株式
会社

関東財務局 エンデバー・ユナイテッド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

国内に事業基盤を有する企業又は個
人事業主等などの株式、債権を主な投
資対象とする。業種、地域的な制約は
ないが、主に中堅、中小の再生企業や
事業承継に悩む企業を対象にリスクマ
ネーを投下しハンズオンによる再生成
長を目指すこととしている。

私募・運用 63条 金融機関等(16)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(3)

20 無 無 ―

エンデバー・ユナイテッド株式
会社

関東財務局 エンデバー・ユナイテッド2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内に事業基盤を有する企業又は個
人事業主等の株式、債権を主な投資対
象とする。業種、地域的な制約はない
が、主に中堅中小の事業承継に悩む
企業、カーブアウトされる企業、及び再
生企業にリスクマネーを投下しハンズ
オンによる成長再生を目指すこととして
いる。

私募・運用 63条 事業法人等(3)、投資
事業有限責任組合
（1）、金融機関等(21)

25 有 無 ―

エンデバー・ユナイテッド株式
会社

関東財務局 エンデバー・ユナイテッド3号・
マネージメント投資事業組合

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

エンデバー・ユナイテッド3号投資事業
有限責任組合への出資を目的とする役
職員ファンド。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

エンデバー・ユナイテッド株式
会社

関東財務局 エンデバー・ユナイテッド3号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内に事業基盤を有する企業又は個
人事業主等の株式、債権を主な投資対
象とする。業種、地域的な制約はない
が、主に中堅中小の事業承継に悩む
企業、カーブアウトされる企業、及び再
生企業にリスクマネーを投下しハンズ
オンによる成長再生を目指すこととして
いる。

私募・運用 63条 事業法人等(2)、投資
事業有限責任組合
（1）、金融機関等(30)

33 有 無 ―

アイ・シグマ・パートナーズ株
式会社

関東財務局 アイ・シグマ事業支援ファンド2
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主として国内の中堅・中小企業を対象
とし、原則メジャー出資により、企業価
値向上を目指す

運用 旧63条 金融機関等(11)、事業
法人等(2)

13 無 無 ―

アイ・シグマ・パートナーズ株
式会社

関東財務局 アイ・シグマBAF役職員ファン
ドSK組合

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

上記事業支援ファンド個別投資先に対
する役職員によるパラレルファンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

厚木地所合同会社 関東財務局 厚木地所合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象は国内底地にかかる信託受
益権

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

みのり株式会社 関東財務局 みのり2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

売上高30～150億円程度の国内非上
場中堅中小企業が発行する株式を取
得する形で出資し、相当の期間経営に
参画し、業務効率化、経営戦略の変更
等により、企業価値を高めた後、株式
売却によるキャピタルゲイン獲得を目
指すファンド

運用 旧63条 金融機関等(8)、事業
法人等(3)、金融商品
取引業者等(1)

12 無 無 ―

オリックス・ローン事務セン
ター株式会社

関東財務局 オリックス・ローン事務セン
ター株式会社匿名組合

匿名組合契約 その他 ・各種債権（個人向け住宅ローン含む
各種個人向けローン）の管理及び回収
業務
・前号に付随する一切の事業

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社Ｅ＆Ｄ 関東財務局 Himalayan Tiger 匿名組合 匿名組合契約 社会投資ファン
ド

ネパールでの水力発電開発 運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 地域ヘルスケア産業支援ファ
ンド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主たる事業基盤を日本国内に持ち、ヘ
ルスケアに資する事業者等（具体的に
は医療、介護及びその周辺事業等）を
想定しているがそれに限らず、投融資
を実行することにより、地域ヘルスケア
産業の活性化や雇用の確保に繋がる
と判断される、主として中小・中堅の事
業者等を対象として投資する方針。

私募・運用 63条 金融機関等(20) 20 無 無 ―

ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 ぐんま医工連携活性化投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 群馬県に本店が所在する、又は主たる
事業基盤を持ち、医療関連産業に従事
する事業者等を想定しているがそれら
に限らず、投融資を実施することによ
り、地域の医療関連産業の活性化や雇
用の確保に繋がると判断される事業者
等を対象として投資する方針

私募・運用 63条 金融機関等(6) 6 有 無 ―

ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 とっとり大学発・産学連携投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 鳥取県を中心とする地域で、業種は限
定せず、鳥取大学、その共同研究先又
はその他の研究機関の保有するシー
ズの収益化及び地域経済を支える人
材の輩出・定着に繋がると判断される
投資証券等及び投資知的財産権を対
象として投資する方針

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 しまね大学発・産学連携投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 島根県を中心とする地域で、業種は限
定せず、島根大学、その共同研究先又
はその他の研究機関の保有するシー
ズの収益化及び地域経済を支える人
材の輩出・定着に繋がると判断される
投資証券等及び投資知的財産権を対
象として投資する方針

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 いばらき新産業創出ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 茨城県内に本店、営業所、工場などが
所在する又は主たる事業基盤を持つ非
上場会社で、つくば国際戦略総合特区
における事業分野、又は茨城県が定め
る成長分野に属する企業に対して投資
を行う方針。

私募・運用 63条 金融機関等(5)、事業
法人等(1)

6 有 無 ―

ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 沖縄活性化投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 業種は限定せず、沖縄県における観光
関連産業の活性化及び県内経済基盤
の強化に資する、沖縄県内に本店もし
くは主要事業基盤を有する中堅・中小
事業者及び同目的に資する新規参入
事業者を対象として投資する方針

私募・運用 63条 金融機関等(5) 5 無 無 ―
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ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 SI地域創生ファンド投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 業種は限定せず、大阪府に本店が所
在する又は主たる事業基盤を持ち、投
融資を実施することにより、大阪府の
地域経済の活性化や雇用の確保に繋
がると判断される事業者等を対象とし
て投資する方針

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 かながわ観光活性化投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 業種は限定せず、神奈川県に本店が
所在する又は主たる事業基盤を持ち、
投融資を実施することにより、神奈川
県の地域経済の活性化や雇用の確保
に繋がると判断される事業者等を対象
として投資する方針

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 熊本地震事業再生支援投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

平成28年熊本地震により被災し、又は
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り経営環境が悪化した熊本県内に所在
する本支店、営業所、出張所、工場そ
の他の営業拠点を通じて経済活動を実
施している全業種の事業者に対し、過
剰債務等により経営状況が悪化してい
るものの、本業には相応の収益力があ
り、経費圧縮、事業見直し及び財務リス
トラ等により再生が見込まれる中小企
業の再生を中長期的に支援することに
取り組む方針

私募・運用 63条 金融機関等(7)、事業
法人等(1)

8 有 無 ―

ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 九州広域復興支援投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 業種は限定せず、平成28年熊本地震
により被災し、若しくは風評被害等震災
に係る間接的な被害を受けた九州地方
に本店もしくは主要事業拠点を有する、
又は新型コロナウイルス感染症の影響
により経営環境が悪化した事業者等及
び同地域経済の再活性化に資する事
業者に対し、同地域経済の復旧・復
興、事業再生等に寄与し、活性化させ
ることを目的として投資する方針

私募・運用 63条 金融機関等(19) 19 無 無 ―

ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 西日本広域豪雨復興支援ファ
ンド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 広島県、岡山県、愛媛県、福岡県、山
口県、島根県、鳥取県、高知県、兵庫
県、京都府、岐阜県、徳島県及び香川
県内拠点（以下「本件13府県」という。）
に本店又は主要事業拠点を有する事
業者のうち、2018年7月に発生した西日
本豪雨災害により被災、又は新型コロ
ナウイルス感染症の影響により経営悪
化した事業者等及び本件13府県の地
域経済の再活性化に資する事業を行う
事業者等に対し、過剰債務の解消、必
要資金の提供及び人的支援を行うこと
を主たる目的とする。当ファンドからの
投資を通じ、13府県内の事業者の事業
競争力の回復や活性化を目的として中
長期的に支援することに取り組む方
針。

私募・運用 63条 金融機関等(13) 13 無 無 ―

ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 広島県豪雨災害復興支援ファ
ンド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 広島県に所在する本支店、営業所、出
張所、工場その他の営業拠点を通じて
経済活動を実施している事業者のう
ち、2018年7月に発生した西日本豪雨
災害により被災し、又は新型コロナウイ
ルス感染症の影響により経営環境が悪
化した事業者が過剰債務の解消、必要
資金の提供及び人的支援を行うことを
主たる目的とする。当ファンドからの投
資を通じ主要被災地である広島県に円
滑に資金提供等をすることにより、早期
の復興、再生を中長期的に取り組み方
針。

私募・運用 63条 金融機関等(6）
投資事業有限責任組
合（1）
事業法人等（１）

8 有 無 ―

ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 令和元年台風及び新型コロナ
ウイルス等被害東日本広域復
興支援投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 令和元年台風災害により被災し、又は
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り経営環境が悪化した事業者の復興及
び事業再生等を早期に実現するため、
北海道、青森県、秋田県、山形県、岩
手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木
県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、
静岡県に本店又は主要事業拠点を有
する事業者等及び同18都道県の地域
経済の再活性化に資する事業者等に
対し、過剰債務の解消、必要資金の提
供及び人的支援に取り組む方針

私募・運用 63条 金融機関等（35） 35 無 無 ―

ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 近畿中部広域復興支援投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 新型コロナウイルス感染症又は災害の
影響により経営環境が悪化した事業者
の復興及び事業再生等を早期に実現
するため、富山県、石川県、福井県、岐
阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都
府、大阪府、兵庫県、奈良県又は和歌
山県に本店又は主要事業拠点を有す
る事業者等及び同12府県の地域経済
の再活性化に資する事業者等に対し、
過剰債務の解消、必要資金の提供及
び人的支援に取り組む方針

私募・運用 63条 金融機関等（29） 29 無 無 ―

株式会社理研イノベーション
キャピタル

関東財務局 理研グリーン・ライフイノベー
ション投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

研究開発等を用いて事業を実施する会
社等または技術革新を目指す会社等

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

株式会社理研イノベーション
キャピタル

関東財務局 理研グリーン・ライフイノベー
ションファンド（匿名組合）

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

研究開発等を用いて事業を実施する会
社等または技術革新を目指す会社等

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

ＴＢＳイノベーション・パート
ナーズ合同会社

関東財務局 TBSイノベーション・パートナー
ズ1号投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のメディア、コンテンツ、エンター
テイメント、 IT分野を中心とするベン
チャー企業、事業組合に対する出資に
より、株式会社TBSホールディングスと
の協業を促進させることを主目的とす
る。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＴＢＳイノベーション・パート
ナーズ合同会社

関東財務局 TBSイノベーション・パートナー
ズ2号投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のメディア、コンテンツ、エンター
テイメント、 IT分野を中心とするベン
チャー企業、事業組合に対する出資に
より、株式会社TBSホールディングスと
の協業を促進させることを主目的とす
る。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＴＢＳイノベーション・パート
ナーズ合同会社

関東財務局 TBSイノベーション・パートナー
ズ3号投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のメディア、コンテンツ、エンター
テイメント、 IT分野を中心とするベン
チャー企業、事業組合に対する出資に
より、株式会社TBSホールディングスと
の協業を促進させることを主目的とす
る。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＤＲＣスリー株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合DRC 
III

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主な投資対象企業の業種：特になし。
投資対象地域：日本
投資対象：日本国内に主たるビジネス
の基盤をもつ非公開・公開企業の株式
又は営業資産等
投資方針：高いポテンシャルを持ちなが
らそのポテンシャルが顕在化できておら
ず過少評価されているターゲットを限り
なく安く買い、投資後経営陣を支援する
ことによりそのポテンシャルを顕在化さ
せ、限りなく高い価値評価でEXITを図る

運用 63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

ＷＭパートナーズ株式会社 関東財務局 WMグロース3号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

セカンダリー・
ファンド

ＰＥセカンダリー投資と成長企業へのグ
ロースキャピタル投資を目的とし、未公
開企業の既発行済株式等及びその後
の新規発行株式等と、既運用投資組合
等出資持分を主な投資対象とする

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(1)、事
業法人等(1)

3 有 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

ＷＭパートナーズ株式会社 関東財務局 ジャパン・プライベート・エクイ
ティ・オポチュニティ2021投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

セカンダリー・
ファンド

グローバルの様々な業種の企業の株
式や債券等を投資対象とする別の内外
ファンドへのセカンダリー投資を通じ、
収益を追求するファンド

運用 63条 金融商品取引業者等
(2)、金融機関等(8)、事
業法人等(2)

12 無 無 ―

合同会社茂原ソーラーユート
ピア

関東財務局 茂原メガソーラーファンド匿名
組合

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

国内の太陽光発電事業に対する投資 私募 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ＧＭＯペイメントゲートウェイ株
式会社

関東財務局 GMO Global Payment Fund 投
資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

アジア圏の決済関連のベンチャー企業
への株式等投資

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 有 無 ―

ＵＴＥＣ　３　Ｐａｒｔｎｅｒｓ有限責
任事業組合（郷治　友孝、井
出　啓介、宇佐美　篤、坂本　
教晃、株式会社東京大学エッ
ジキャピタルパートナーズ、﨑
田　博之、飯島　綾乃、𠮷岡　
ふみ）

関東財務局 UTEC3号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

グリーンイノベーション分野、ライフイノ
ベーション分野、情報通信技術分野等
の各分野の科学技術力をベースに国
内産業界及びグローバル市場の双方
にとってインパクトのあるシード/アー
リーステージへの投資

運用 旧63条 金融機関等(3)、金融
商品取引業者等(1)

4 有 無 ―

株式会社四条 関東財務局 四条１号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「株式上場を目指す国内未上場企業の
中で企業価値の向上が見込め、かつ国
内雇用の拡大に貢献できる可能性の
高い企業」に対し、当社が運営するファ
ンドがリードインベスターとして、出資先
に深く関与する事で企業価値の向上を
スピードアップさせる事を投資の目的と
する。「売上の拡大」を最重要テーマの
一つとして、「雇用の削減等による安易
なコストカット」は行わない。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社四条 関東財務局 四条３号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「株式上場を目指す国内未上場企業の
中で企業価値の向上が見込め、かつ国
内雇用の拡大に貢献できる可能性の
高い企業」に対し、当社が運営するファ
ンドがリードインベスターとして、出資先
に深く関与する事で企業価値の向上を
スピードアップさせる事を投資の目的と
する。「売上の拡大」を最重要テーマの
一つとして、「雇用の削減等による安易
なコストカット」は行わない。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社四条 関東財務局 四条４号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「株式上場を目指す国内未上場企業の
中で企業価値の向上が見込め、かつ国
内雇用の拡大に貢献できる可能性の
高い企業」に対し、当社が運営するファ
ンドがリードインベスターとして、出資先
に深く関与する事で企業価値の向上を
スピードアップさせる事を投資の目的と
する。「売上の拡大」を最重要テーマの
一つとして、「雇用の削減等による安易
なコストカット」は行わない。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社四条 関東財務局 四条５号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「株式上場を目指す国内未上場企業の
中で企業価値の向上が見込め、かつ国
内雇用の拡大に貢献できる可能性の
高い企業」に対し、当社が運営するファ
ンドがリードインベスターとして、出資先
に深く関与する事で企業価値の向上を
スピードアップさせる事を投資の目的と
する。「売上の拡大」を最重要テーマの
一つとして、「雇用の削減等による安易
なコストカット」は行わない。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社四条 関東財務局 四条６号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「株式上場を目指す国内未上場企業の
中で企業価値の向上が見込め、かつ国
内雇用の拡大に貢献できる可能性の
高い企業」に対し、当社が運営するファ
ンドがリードインベスターとして、出資先
に深く関与する事で企業価値の向上を
スピードアップさせる事を投資の目的と
する。「売上の拡大」を最重要テーマの
一つとして、「雇用の削減等による安易
なコストカット」は行わない。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社四条 関東財務局 四条７号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「株式上場を目指す国内未上場企業の
中で企業価値の向上が見込め、かつ国
内雇用の拡大に貢献できる可能性の
高い企業」に対し、当社が運営するファ
ンドがリードインベスターとして、出資先
に深く関与する事で企業価値の向上を
スピードアップさせる事を投資の目的と
する。「売上の拡大」を最重要テーマの
一つとして、「雇用の削減等による安易
なコストカット」は行わない。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社四条 関東財務局 四条８号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「株式上場を目指す国内外の未上場企
業の中で企業価値の向上が見込め、
かつ国内雇用の拡大に貢献できる可能
性の高い企業」に対し、当社が運営す
るファンドがリードインベスターとして、
出資先に深く関与する事で企業価値の
向上をスピードアップさせる事を投資の
目的とする。「売上の拡大」を最重要
テーマの一つとして、「雇用の削減等に
よる安易なコストカット」は行わない。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

ＭｅｄＶｅｎｔｕｒｅ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式
会社

関東財務局 MPI―1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

医療機器に特化したシードからアー
リーステージを中心とした開発プロジェ
クトやベンチャー企業への投資育成

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

株式会社リンキンオリエント・
インベストメント

関東財務局 リンキンオリエント第一号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種：製造業、広告業等
成長ステージ：主にアーリー
投資方針：将来性の見込める新興企業
の育成を図り、投資利益を獲得する。

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

Ｊａｐａｎ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ一般社団
法人

関東財務局 NipponProperties投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 特定目的会社の発行する社債の取得 運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社クラウンジュエル 関東財務局 カビテランドバンキング投資事
業組合

民法上の組合
契約

現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

フィリピンランドバンキング事業に投資
するファンド

私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

いちごＥＣＯ府中上下町矢野
発電所合同会社

関東財務局 いちごＥＣＯ府中上下町矢野
発電所合同会社

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

国内の太陽光発電設備を所有して太
陽光発電事業を営む合同会社に出資
し、同社が得る売電収入により安定的
な収益を確保する。

私募 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ＭＫイプシロン 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 その他 投資対象：ローン債権
リスク：債権個々の貸し倒れ
対象地域：日本国内全域
投資方針・戦略：所定の回収方針に従
い、債権回収会社へ回収業務を委託

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

常盤２合同会社 関東財務局 常盤投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 投資対象不動産は、ストレージ物件。
日本全国を投資対象地域とし、中小規
模サイズの中古不動産を中心にスト
レージにリノベーションを行い、中長期
的に投資する方針。

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

ＩＰＲＦ６合同会社 関東財務局 IPRF6合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィス、商業施設を主な
信託財産とする不動産信託受益権を取
得し、当該信託受益権に対する信託配
当又は売却代金を原資として匿名組合
員に対し利益分配を行う。

運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 無 無 ―

ＴＲＹインベストメント・山下町
合同会社

関東財務局 TRYインベストメント・山下町合
同会社匿名組合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における店舗及びレジデンス
を対象とする不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

東京海上メザニン株式会社 関東財務局 東京海上メザニン1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

投資対象企業の業種に特段の制約は
設けず、種類株式、劣後ローン、劣後
社債等に投資を行う。PEファンドが企業
買収を行う際のLBOファイナンスを主に
取扱い、インカム収益を中心に、ミドル
リスク・ミドルリターンを追及する。

運用 旧63条 金融機関等(16)、事業
法人等(2)

18 無 無 ―

合同会社ＮＮＷアセット 関東財務局 2013年12月18日付匿名組合
契約

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるレジデンスを対象と
する不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―
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アーキタイプベンチャーズ株式
会社

関東財務局 アーキタイプベンチャーファン
ド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージのインターネット関連
かつB2B／B2B2C領域を投資対象とし
たファンド

運用 旧63条 事業法人等(2)、個人
(1)

3 有 無 ―

株式会社Plus　Pｌｕｓ　Group 関東財務局 蘭四式匿名組合 匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

主に、フラックスワンファンド（株式市場
が下がる局面でリターンがあがるファン
ド）へ投資、その他（日本株）へ投資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（１）

1 有 無 ―

Ｋ＆Ｐパートナーズ株式会社 関東財務局 Ｋ＆Ｐパートナーズ1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

全業種・ステージの企業を対象とし、特
に関東圏・ＩＴの投資過剰領域以外に注
力。

運用 旧63条 金融機関等(1)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(1)

3 有 無 ―

Ｋ＆Ｐパートナーズ株式会社 関東財務局 Ｋ＆Ｐパートナーズ2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

全業種・ステージの企業を対象とし、特
に関東圏・ＩＴの投資過剰領域以外に注
力。

運用 63条 金融機関等(1)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(2)

4 有 有 三優監査法人

Ｋ＆Ｐパートナーズ株式会社 関東財務局 Ｋ＆Ｐパートナーズ3号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

全業種・ステージの企業を対象とし、特
に関東圏・ＩＴの投資過剰領域以外に注
力。

運用 63条 金融機関等(1)、金融
商品取引業者等(1)、
事業法人等（2）、投資
事業有限責任組合(1)

5 有 有 三優監査法人

Ｋ＆Ｐパートナーズ株式会社 関東財務局 Ｋ＆Ｐパートナーズ4号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

全業種・ステージの企業を対象とし、特
に関東圏・ＩＴの投資過剰領域以外に注
力。

運用 63条 金融機関等(1)、投資
事業有限責任組合
(1)、個人（1）

3 有 有 三優監査法人

アンカー・オーシャン合同会社 関東財務局 船舶投資ファンド3号匿名組合 匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

投資先のファンドは、船舶を取得し、国
内有数の海運会社と傭船契約を締結。
安定したキャッシュフローに基く運用に
より、ミドルリスク・ミドルリターンを追
求。

運用 旧63条 金融機関等(13)、金融
商品取引業者等(1)、
事業会社等(5)

19 無 無 ―

俵石ホテルアンドリゾート株式
会社

関東財務局 俵石ホテルアンドリゾート株式
会社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルを主な信託財産とす
る不動産信託受益権を取得し、当該信
託受益権に対する信託配当又は売却
代金を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

運用 63条 ― 0 有 無 ―

ＮＭＣスリー合同会社 関東財務局 NMC三号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内の中堅中小企業（ミッドキャップ）を
中心に株式投資を行う。業界、業種、
投資テーマは限定せず、幅広く対応。
企業の経営にハンズオンで深く関与
し、企業価値向上に寄与する。

運用 旧63条 金融機関等(13)、事業
法人等(1)、投資事業
有限責任組合(1)

15 無 無 ―

ＬＣＰ３号有限責任事業組合
（谷本　徹、高階　匡史、鈴木　
智也）

関東財務局 リード・グロース3号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

社会構造の変化に伴う新たな展開のな
かで、高い成長が期待される業界（除
く、バイオ）の企業の株式等を取得し、
リード型投資を行う。　国内の中小企業
にのみ投資。ステージでの制約はなし。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

合同会社ブルースター 関東財務局 合同会社ブルースターTK 匿名組合契約 その他 国内金融機関からの貸付債権の購入･
不良債権処理

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社ブロケード 関東財務局 合同会社ブロケード　匿名組
合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 愛知県名古屋市のオフィス等の複合ビ
ルに係る土地及び建物を主な信託財
産とする不動産信託受益権を取得し、
賃料その他当該不動産又は不動産信
託受益権からの収益を得ることにより、
利益獲得を目指すファンド

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社カーメル 関東財務局 有限会社カーメル匿名組合出
資

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の不動産信託受益権を保有
し、賃料その他当該不動産からの収益
を得ることにより、利益獲得を目指す。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

いちご東広島西条町田口ＥＣ
Ｏ発電所合同会社

関東財務局 いちご東広島西条町田口ＥＣ
Ｏ発電所合同会社

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

国内の太陽光発電設備を所有して太
陽光発電事業を営む合同会社に出資
し、同社が得る売電収入により安定的
な収益を確保する。

私募 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

いちご湧別芭露ＥＣＯ発電所
合同会社

関東財務局 いちご湧別芭露ＥＣＯ発電所
合同会社

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

国内の太陽光発電設備を所有して太
陽光発電事業を営む合同会社に出資
し、同社が得る売電収入により安定的
な収益を確保する。

私募 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

佐々木　浩史 関東財務局 プライマルキャピタル2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージのスタートアップに特
化。社会変革に貢献する事業について
中長期的な視点で投資し、起業家の
パートナーとしてハンズオンで経営支
援を実施する。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

株式会社ｇｕｍｉ　ｖｅｎｔｕｒｅｓ 関東財務局 gumi ventures 2号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に国内のインターネットメディア関連
業界で、全ステージのベンチャー企業
への投資

運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 有 無 ―

株式会社ｇｕｍｉ　ｖｅｎｔｕｒｅｓ 関東財務局 gumi ventures 3号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に国内のインターネットメディア関連
業界で、全ステージのベンチャー企業
への投資

私募・運用 63条 事業法人等（1）、金融
機関等（2）、投資事業
有限責任組合（1）

4 有 無 ―

ＭＣｏ株式会社 関東財務局 MCo4号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

純粋MBO、バイアウト、M&A、バランス
シート再構築などの手法によるメザニン
投資等

運用 旧63条 金融機関等(16)、事業
法人等(5)

21 無 無 ―

ＭＣｏ株式会社 関東財務局 MCo5号投資事業組合 民法上の組合
契約

メザニン・ファン
ド

純粋MBO、バイアウト、M&A、バランス
シート再構築などの手法によるメザニン
投資

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＭＣｏ株式会社 関東財務局 MCo6号投資事業組合 民法上の組合
契約

メザニン・ファン
ド

純粋MBO、バイアウト、M&A、バランス
シート再構築などの手法によるメザニン
投資

運用 63条 金融機関等(24)、事業
法人等(6)

30 無 無 ―

ＭＣｏ株式会社 関東財務局 MCo7号投資事業組合 民法上の組合
契約

メザニン・ファン
ド

純粋MBO、バイアウト、M&A、バランス
シート再構築などの手法によるメザニン
投資

運用 63条 金融機関等(26)、
事業法人等(2)、
投資事業有限責任組
合(1)

29 無 無 ―

株式会社インスパイアＰＮＢ
パートナーズ

関東財務局 PNB―INSPiRE Ethical Fund1 
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本全国の中堅・中小企業の海外展
開支援、テクノロジーベンチャー企業へ
の投資

運用 旧63条 金融機関等(10)、事業
法人等(3)

13 有 無 ―

さくらアセット２合同会社 関東財務局 さくらインベストメントホール
ディング投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 株式会社の発行する株式もしくは新株
予約権（新株予約権付社債に付された
ものを除く）又は企業組合の持分の取
得及び保有、指定有価証券の取得及
び保有

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社ＫＲＦ４３ 関東財務局 KRF43匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：オフィス、投資対象地
域：日本）を、匿名組合契約に基づく出
資並びに匿名組合契約に従い営業者
が調達することを許された借入金及び
その他の匿名組合出資による調達金
にて購入し、信託受託者を通じる等して
対象不動産等の賃貸、再開発の検討、
再開発を前提とする者への売却等に
よって収益を上げ、現金化することを目
的とする。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ライフサイエンスベンチャー
キャピタル株式会社

関東財務局 ライフサイエンス３号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のバイオベンチャー等ライフサ
イエンスに関わる分野への投資を行
う。投資ステージは限定せず、バランス
のとれたポートフォリオを目指す。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

合同会社パサニア 関東財務局 匿名組合出資 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを主な信託財産と
する不動産信託受益権を取得し、当該
信託受益権に対する信託配当又は売
却代金を原資として匿名組合員に対し
利益分配を行う。

運用 旧63条 金融機関等(3)、事業
法人等(2)

5 無 無 ―

佐藤　太郎 関東財務局 TARO Venture1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ヘルスケア、IoT、モビリティ等の主とし
てアーリーステージのベンチャーに投

運用 旧63条 個人(1) 1 有 無 ―

佐藤　太郎 関東財務局 TARO Ventures2号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ヘルスケア、IoT、モビリティ等の主とし
てアーリーステージのベンチャーに投
資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、投資事業有限責
任組合(1)

2 有 無 ―

佐藤　太郎 関東財務局 hat-TARO Ventures投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

デジタル技術等により革新的ビジネス
を行うアーリーのベンチャーにハンズオ
ンスタイルで投資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

芝ウインドアベニュー合同会
社

関東財務局 匿名組合出資 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスビルを主な信託財
産とする不動産信託受益権を取得し、
当該信託受益権に対する信託配当又
は売却代金を原資として匿名組合員に
対し利益分配を行う。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―
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Bureau）

合同会社ＳＳＧ１３ 関東財務局 詫間太陽光発電投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

香川県三豊市詫間町に所在の土地に
設定された地上権に基づき、本事業用
地上に発電施設を建設し太陽光事業を
営む。そこから得られる売電収益を得
ることにより、利益獲得を目指すファン
ド

運用 旧63条 金融機関等(6) 6 有 無 ―

株式会社ＦＡＳＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩ
ＯＮＳ

関東財務局 FASTクラブ 匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

国内での、美容健康食品販売、及び関
連する飲食店経営事業

私募 63条 金融商品取引業者等
（1）

0 有 無 ―

ＧＬＰ・ＧＰ有限会社 関東財務局 GLPジャパン投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

複数の特定目的会社の優先出資証券
に投資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

ＳＴＲＩＶＥ株式会社 関東財務局 ＡＴ-Ｉ投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本及び東南アジアのにおける、主に
シードからアーリーのインターネット事
業全般の企業の株式等に対し投資し、
原則リード投資家としてハンズオンを行
う

運用 旧63条 事業法人等(7) 7 有 無 ―

ＬＡＺＯ株式会社 関東財務局 ＬＡＺＯ投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド 株式マーケット・ニュートラル 私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

天野　雄介 関東財務局 AT-I投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本及び東南アジアのにおける、主に
シードからアーリーのインターネット事
業全般の企業の株式等に対し投資し、
原則リード投資家としてハンズオンを行
う

運用 旧63条 事業法人等(7) 7 有 無 ―

堤　達生 関東財務局 AT-I投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本及び東南アジアのにおける、主に
シードからアーリーのインターネット事
業全般の企業の株式等に対し投資し、
原則リード投資家としてハンズオンを行
う

運用 旧63条 事業法人等(7) 7 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズ1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・スーパーコンピューター／半導体
・アーリー
・ＩＰＯ時の株式売却により利益獲得を
狙う。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズ2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・スーパーコンピューター／半導体
・アーリー
・ＩＰＯ時の株式売却により利益獲得を
狙う。

運用 旧63条 個人(1) 1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズ3号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・スーパーコンピューター／半導体
・アーリー
・ＩＰＯ時の株式売却により利益獲得を
狙う。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズ4号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・スーパーコンピューター／半導体
・アーリー
・ＩＰＯ時の株式売却により利益獲得を
狙う。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズ5号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・スーパーコンピューター／半導体
・アーリー
・ＩＰＯ時の株式売却により利益獲得を
狙う。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズ6号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・スーパーコンピューター／半導体
・アーリー
・ＩＰＯ時の株式売却により利益獲得を
狙う。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズ7号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・スーパーコンピューター／半導体
・アーリー
・ＩＰＯ時の株式売却により利益獲得を
狙う。

運用 旧63条 個人(1) 1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ1号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・ソーラーパネルの電気出力を増大さ
せる機械装置の開発・製造会社。
・アーリー
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ3号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・成人幹細胞に作用し細胞の再生、成
長抑制を行う薬品の開発を行うバイオ
テクノロジー企業。
・ミドル
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ2号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・リチウムイオン電池の性能劣化、発
熱、発火の主原因であるデンドライト発
生の問題を解決し、既存のリチウムイ
オン電池の約6倍のエネルギー密度の
充電可能なリチウム金属電池の開発企
業。
・アーリー
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ4号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・大麻（カンナビス）からビール系飲料を
醸造する企業
・レイター
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ5号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・インドのクラウドキッチン
・アーリー
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ6号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・成人幹細胞に作用し細胞の再生、成
長抑制を行う薬品の開発を行うバイオ
テクノロジー企業。
・ミドル
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ7号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・インドにおけるフィンテックを活用した
小口に消費者金融ビジネス
・アーリー
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ8号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・米国の次世代のゲノム編集システム
開発企業
・アーリー
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ10号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

近年の５Gネットワークの需要の対応す
る、既存の電柱から短時間で革新的な
モバイル用電柱への変換を可能にする
基盤システムの開発企業
・アーリー
・IPO時含む株式売却により利益獲得を
狙う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ12A号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・成人幹細胞に作用し細胞の再生、成
長抑制を行う薬品の開発を行うバイオ
テクノロジー企業。
・ミドル
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ12B号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・成人幹細胞に作用し細胞の再生、成
長抑制を行う薬品の開発を行うバイオ
テクノロジー企業。
・ミドル
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ13号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・糖尿病性足潰瘍（Diabetic Foot 
Ulcer）における皮膚再生などを手掛け
るヘルスケア企業
・レイト
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ14号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・ポータブルNRIシステムの開発企業
・アーリー
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
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アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ15号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・ボイスアシスタントのアプリケーション
開発企業
・アーリー
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ16号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・米国の次世代のゲノム編集システム
開発企業
・アーリー
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ17号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・米国の次世代のアルミニウム電池の
開発企業
・アーリー
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ18号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・カナダを拠点とする独自の免疫療法
のプラットフォームを確立した創薬企業
・アーリー
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ19号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・ソーラーパネルの電気出力を増大さ
せる機械装置の開発・製造会社
・アーリー
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ3A号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・成人幹細胞に作用し細胞の再生、成
長抑制を行う薬品の開発を行うバイオ
テクノロジー企業。
・ミドル
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ20号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・航空会社のオンライン予約サイト向け
に機械学習を活用した、ダイナミックプ
ライシングを可能とするソフトをSaaS型
で提供する企業。
・アーリー
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ21号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・米国拠点のバーチャルリアルティを組
み込んだヘッドセットを介し、脳の健康
を客観的に数値化するためのソリュー
ション（ソフトウェア）開発企業
・ミドル
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ22号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・用途ごとに学習させたニュートラル
ネットワークを組み込んだハードウェア
チップを開発する英国企業
・ミドル
・IPOまたはトレードセールによる株式
売却により利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ23号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・ＡＩによる金融オプションの組み合わせ
を最適化するテクノロジープラットフォー
ムである「Options AI」を既存のインデッ
クスに適用し、金融商品等を設計・運用
受託するUAE企業
・アーリー
・トレードセールによる株式売却により
利益獲得を狙う

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)、個人(1)

2 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ24号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・プライベートジェット機のフラクショナ
ル・オーナーシップ及びシェアリング
サービス、それに関わる運航運営を行
う米国のスタートアップ企業
・アーリー
・IPOまたはトレードセールによる株式
売却により利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ25号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・AIによって最適な医師と医療保険加
入者の医療ニーズとをマッチングさせる
サービスを東南アジアで展開するシン
ガポールの保険テック企業
・アーリー
・IPOまたはトレードセールによる株式
売却により利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）、個人（1）

2 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ26号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・疾患や骨折、骨粗鬆症などで失われ
た骨を再生させる治療薬を開発するカ
ナダのバイオテック企業
・アーリー
・IPOまたはトレードセールによる株式
売却により利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ27号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・今までにないQR / 顔認証決済アプリ
を開発する国内企業
・アーリー
・IPOまたはトレードセールによる株式
売却により利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ28号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・AIによる金融オプションの組み合わせ
を最適化するテクノロジープラットフォー
ムである「Options AI」を既存のインデッ
クスに適用し、金融商品等を設計・運用
受託するUAE企業
・アーリー
・トレードセールによる株式売却により
利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ29号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・AIによって最適な医師と医療保険加
入者の医療ニーズとをマッチングさせる
サービスを東南アジアで展開するシン
ガポールの保険テック企業
・アーリー
・IPOまたはトレードセールによる株式
売却により利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ30号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・プライベートジェット機のフラクショナ
ル・オーナーシップ及びシェアリング
サービス、それに関わる運航運営を行
う米国のスタートアップ企業
・アーリー
・IPOまたはトレードセールによる株式
売却により利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ31A号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・成人幹細胞に作用し細胞の再生、成
長抑制を行う薬品の開発を行うバイオ
テクノロジー企業。
・ミドル
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）
個人（1)

2 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ31B号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・成人幹細胞に作用し細胞の再生、成
長抑制を行う薬品の開発を行うバイオ
テクノロジー企業。
・ミドル
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ32号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・AIによって最適な医師と医療保険加
入者の医療ニーズとをマッチングさせる
サービスを東南アジアで展開するシン
ガポールの保険テック企業
・アーリー
・IPOまたはトレードセールによる株式
売却により利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―
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アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ33号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・ソーラーパネルの電気出力を増大さ
せる機械装置の開発・製造会社。
・アーリー
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ34号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・ソーラーパネルの電気出力を増大さ
せる機械装置の開発・製造会社。
・アーリー
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ35号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・AIによって最適な医師と医療保険加
入者の医療ニーズとをマッチングさせる
サービスを東南アジアで展開するシン
ガポールの保険テック企業
・アーリー
・IPOまたはトレードセールによる株式
売却により利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ36号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・ナミビア共和国で銅生産・銅鉱山開発
企業
・アーリー
・株式上場による株式売却により利益
獲得を狙う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ37号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・AIによって最適な医師と医療保険加
入者の医療ニーズとをマッチングさせる
サービスを東南アジアで展開するシン
ガポールの保険テック企業
・アーリー
・IPOまたはトレードセールによる株式
売却により利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ38号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・成人幹細胞に作用し細胞の再生、成
長抑制を行う薬品の開発を行うバイオ
テクノロジー企業。
・ミドル
・IPO時の株式売却により利益獲得を狙
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

アンカー・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 アンカー・アドバイザーズディ
スラプティブ39号投資組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・紙や木など、身の回りにある様々な素
材の質感を、デジタルディスプレイ上で
表現する開発を行うソフトウェア＋ハー
ドウェアテクノロジー企業
・アーリー
・IPOやトレードセールの株式売却によ
り利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社アセット投資事業２
号

関東財務局 合同会社アセット投資事業2号
匿名組合契約

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都内の住宅及び商業施設等への
投資を行い、安定的な配当を行うこと

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＤＣＩパートナーズ株式会社 関東財務局 大和日台バイオベンチャー投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

(投資対象)
日本国の未上場創薬バイオベンチャー
および再生医療関連企業（医療機器製
造企業ならびに東北6県および茨城県
に本店または主要な事業拠点を置く企
業を除く）、台湾及び台湾関連企業の
未上場創薬バイオベンチャー、再生医
療関連企業および医療機器製造企業。

運用 旧63条 金融機関等(6)
事業法人等(1)

7 有 無 ―

ＤＣＩパートナーズ株式会社 関東財務局 大和日台バイオベンチャー第2
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

(投資対象)
日本国の未上場創薬バイオベンチャー
および再生医療関連企業、台湾及び台
湾関連企業の未上場創薬バイオベン
チャーおよび再生医療関連企業。

運用 63条 金融機関等(8)
事業法人等(4)
投資事業有限責任組
合（1）

13 有 無 ―

渡邊　洋行 関東財務局 B Dash Fund1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外の中小企業等の創業支援や新
規事業開発等のハンズオン支援を中
心とする投資

運用 旧63条 金融機関等(1)
投資事業有限責任組
合(2)
事業法人等(2)

5 有 無 ―

渡邊　洋行 関東財務局 B Dash Fund2号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネットビジネス、ソーシャルアプ
リ開発などを行うシードからグロースス
テージの国内外の未公開企業への投
資

運用 旧63条 金融機関等(2)
事業法人等(7)
個人(2)
投資事業有限責任組
合(2)

13 有 無 ―

渡邊　洋行 関東財務局 B Dash Fund3号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネットビジネス及びそれに関連
するサービス、ソフトウェア、ハードウェ
ア等の分野においてイノベーションを創
出する中小企業等並びに新たなイン
ターネットビジネスを創出する中小企業
等への投資

運用 63条 金融機関等(2)
事業法人等(7)
個人(1)
投資事業有限責任組
合(1)

11 有 無 ―

渡邊　洋行 関東財務局 B Dash Fund4号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネットビジネス及びそれに関連
するサービス、ソフトウェア、ハードウェ
ア等の分野においてイノベーションを創
出する中小企業等並びに新たなイン
ターネットビジネスを創出する中小企業
等への投資

運用 63条 金融機関等(1)
事業法人等(8)
個人(1)

10 有 無 ―

いちご厚岸白浜ＥＣＯ発電所
合同会社

関東財務局 いちご厚岸白浜ＥＣＯ発電所
合同会社

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

国内の太陽光発電設備を所有して太
陽光発電事業を営む合同会社に出資
し、同社が得る売電収入により安定的
な収益を確保する。

私募 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

いちご豊頃佐々田町ＥＣＯ発
電所合同会社

関東財務局 いちご豊頃佐々田町ＥＣＯ発
電所合同会社

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

国内の太陽光発電設備を所有して太
陽光発電事業を営む合同会社に出資
し、同社が得る売電収入により安定的
な収益を確保する。

私募 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

いちご別海川上町ＥＣＯ発電
所合同会社

関東財務局 いちご別海川上町ＥＣＯ発電
所合同会社

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

国内の太陽光発電設備を所有して太
陽光発電事業を営む合同会社に出資
し、同社が得る売電収入により安定的
な収益を確保する。

私募 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

アコーディア・ゴルフ・アセット
合同会社

関東財務局 アコーディア・ゴルフ・アセット
合同会社匿名組合

匿名組合契約 その他 日本国内のゴルフ場及びゴルフ練習場
並びにこれらに付属するホテル及びレ
ストラン（もしあれば）の運営事業（当該
事業を行う会社の株式又は持分の取
得又は譲渡を含む。）、並びに、これら
に付随・関連する一切の取引により生
じた利益を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

ＡＮＲＩ株式会社 関東財務局 ＡＮＲＩ２号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にインターネット分野のスタートアップ
に対して創業前後から積極的に経営に
参画し、シード投資を実行する。シード
投資の後、事業の成長を鑑みながら必
要に応じてアーリー、ミドルも投資総額
1億程度までを目安としてフォローオン
投資を行う。

運用 旧63条 事業法人等(4)、投資
事業有限責任組合
(1)、個人(3)

8 有 無 ―

合同会社Ｘエナジー 関東財務局 Ｘエナジーソーラーファンド匿
名組合

匿名組合契約 その他 （主な投資対象）　自社にて実施する太
陽光発電・売電事業
（主なリスク）　法改正等による売電単
価の減少
（投資対象地域）　日本国内全般
（投資方針）　売電単価及び投資コスト
を考慮し、運用期間を通して一定の利
回りが見込めるかを目安とし、個別に
判断しております。なお、投資判断にあ
たっては出資者の意向を確認しており
ます。

私募 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社E-RAキャピタル 関東財務局 E-RA匿名組合1号 匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

金銭債権 私募 63条 ― 0 有 無 ―

株式会社E-RAキャピタル 関東財務局 E-RA匿名組合3号 匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

金銭債権 私募 63条 ― 0 有 無 ―
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東和銀リース株式会社 関東財務局 東和農林漁業６次産業化応援
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

＜業種＞
農林水産業
＜成長ステージ＞
シードステージ
＜投資方針等＞
農林漁業者等が主体となり、加工・流
通業者等と連携して行う６次産業化の
事業活動に対して、出資等の手法によ
る支援を実施する。本ファンドの活用
は、農林漁業者の所得の向上や地域
における雇用の確保につながるもので
ある。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(2)

3 無 無 ―

東和銀リース株式会社 関東財務局 東和地域活性化投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 群馬県、埼玉県、栃木県、東京都を中
心とする地域において、地域を活性化
させる取り組みを行っている企業を中
心とした事業者を投資対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

東和銀リース株式会社 関東財務局 東和SBIお客様応援投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 東和銀行の営業エリア内の事業者等を
投資対象とし、当該事業者の資金繰り
や成長を支援する資金の供給により地
域経済の発展に寄与することを目的と
する。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 無 無 ―

渋谷ホテル株式会社 関東財務局 船橋ホテル匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテル事業又はホテルに
係る不動産信託受益権を投資対象とし
て不動産信託受益権取得等を行い、利
益を得ることを目的とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

メイフラワー大崎合同会社 関東財務局 メイフラワー大崎合同会社 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを主たる信託財産
とする信託受益権を取得し、利益を得
ることを目的とする。

運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 無 無 ―

株式会社ルートワンソリュー
ションズ

関東財務局 ＴＮＨ投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

株式上場を目指す国内未上場企業の
中で企業価値の向上が見込め、かつ国
内雇用の拡大に貢献できる可能性の
高い企業に対し、株式による出資又は
貸付を行う。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

ＣＦＩアセットマネジメント株式会
社

関東財務局 CCグロース投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：バイアウトファンド、事業ファ
ンド等に分散投資

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 無 無 ―

ＣＦＩアセットマネジメント株式会
社

関東財務局 CCグロース3号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：ベンチャーファンド、バイアウ
トファンド、事業ファンド等に分散投資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＣＦＩアセットマネジメント株式会
社

関東財務局 Snowイノベーション投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：オリジナルIP・コンテンツの
開発、ミドルステージ

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(3)

4 無 無 ―

ＣＦＩアセットマネジメント株式会
社

関東財務局 DO投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象：LINEを活用した企業のサー
ビスDX推進、LINE広告代理

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 無 無 ―

合同会社ＪＩＮＵＳＨＩ　ＣＳＦ 関東財務局 2014年9月19日付匿名組合契
約

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における土地を対象とする不
動産信託受益権の運用

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社スガノ・ホールディン
グス

関東財務局 株式会社スガノ・ホールディン
グス発行匿名組合契約

匿名組合契約 その他 投資対象の内容：株式（未公開）

リスク特性：株式

投資対象地域：日本国内

運用 旧63条 個人(1) 1 有 無 ―

光エナジー合同会社 関東財務局 光エナジー匿名組合 匿名組合契約 社会投資ファン
ド

光エナジー合同会社が匿名組合契約
の営業者として行う、事業用地上にメガ
ソーラーを建設し発電された電力を電
力会社に売却する事業

私募 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

有限会社ピクシス 関東財務局 匿名組合ピクシス 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における商業施設を投資対
象とする不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＡＳＭ１合同会社 関東財務局 ASM1合同会社匿名組合出資
持分

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における商業施設を投資対
象とする不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(4)

5 無 無 ―

バイタルエッジ株式会社 関東財務局 VE１号投資事業組合 匿名組合契約 ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 無 無 ―

株式会社とうきょう活性化ソ
リューションズ

関東財務局 とうきょう活性化基金投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 首都圏経済の活性化に資する企業の
支援を目的とした、当該企業に関する
金銭の貸付等

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
機関等(2)

3 無 無 ―

Ｓｕｎｒｉｓｅ　Ｍｅｇａｓｏｌａｒ合同会
社

関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 社会投資ファン
ド

国内の太陽光等の再生可能エネル
ギーに対して投資を行う

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

クレジット・ギャランティ１号合
同会社

関東財務局 クレジット・ギャランティ1号匿
名組合

匿名組合契約 その他 日本国内でクレジット・デフォルト・ス
ワップ契約を締結し、この契約を元に保
証料を受け取り、この保証料を主な原
資として匿名組合員に対し利益分配を
行う。

運用 旧63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

インキュベイトファンド株式会
社

関東財務局 インキュベイトファンド3号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＩＴ分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
シード又はアーリーステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やＭ＆Ａ等に
伴ってＥｘｉｔすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(2)
事業法人等(5)
投資事業有限責任組
合(1)

8 有 無 ―

ＢＴＰ　Ｃａｐｉｔａｌ合同会社 関東財務局 BTP Capital投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

シンガポール、米国を中心としたレスト
ラン事業への投資を行う。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

Ｌ＆Ｐ合同会社 関東財務局 L&P投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

介護医療ビジネスに対し、自動排泄装
置の製造に関する追加支援

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 無 無 ―

合同会社リスペクト 関東財務局 リスペクト第８号匿名組合 匿名組合契約 その他 国内企業の社債を取得して運用する。 運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

合同会社リスペクト 関東財務局 リスペクト第９号匿名組合 匿名組合契約 その他 国内企業の社債を取得して運用する。 運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

ＭＣＰＭ３株式会社 関東財務局 ＭＣＰメザニン４投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

メザニンファンドは、種類株式を中心に
劣後ローン・劣後債に投資。
自己資本の拡充、経営戦略の実行、事
業承継や企業買収等に対して、その資
金を提供。
投資実行後、投資先企業に蓄積された
利益又はリファイナンスにより投資資金
を回収を基本方針とする。

私募・運用 63条 金融機関等（15）、事業
法人等（1）

16 無 無 ―

ＭＣＰＭ３株式会社 関東財務局 MCPMN1投資事業組合 民法上の組合
契約

その他 任意組合は、日本国内の投資事業有
限責任組合に対するローンに投資。
経営戦略の実行、事業承継や企業買
収等に対して、その資金を提供。
投資実行後、投資先事業者に蓄積され
た利益により投資資金を回収を基本方
針とする。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

ＭＣＰＭ３株式会社 関東財務局 MCPMN2投資事業組合 民法上の組合
契約

その他 任意組合は、日本国内の投資事業有
限責任組合に対するローンに投資。
経営戦略の実行、事業承継や企業買
収等に対して、その資金を提供。
投資実行後、投資先事業者に蓄積され
た利益により投資資金を回収を基本方
針とする。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

ＭＣＰＭ３株式会社 関東財務局 MCPMNC投資事業組合 民法上の組合
契約

その他 任意組合は、英領ケイマン諸島の
exempted limited partnershipに対する
ローンに投資。
経営戦略の実行、事業承継や企業買
収等に対して、その資金を提供。
投資実行後、投資先事業者に蓄積され
た利益により投資資金を回収を基本方
針とする。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

Ｅｐｉｒｕｓ合同会社 関東財務局 Epirus匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社プレツー 関東財務局 合同会社プレツー　匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象は国内レジデンスにかかる信
託受益権

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社日吉プロパティーズ 関東財務局 2014年11月付合同会社日吉
プロパティーズ 匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の寮（共同住宅）を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対し利益分配を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

インクルージョン・ジャパン株
式会社

関東財務局 ICJ1号ファンド投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

サービスリリース前後の事業仮説を
持って、挑戦しようとしている、シード期
のベンチャー企業に対する未公開株の
投資

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―
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インクルージョン・ジャパン株
式会社

関東財務局 ICJ2号ファンド投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場の成長企業等の株式等への投
資を通じて成長企業等の育成を図りつ
つ、投資利益を獲得する。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(2)、事
業法人等(2)

5 有 有 矢冨　健太朗

肥後（服部）　結花 関東財務局 ICJ1号ファンド投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

サービスリリース前後の事業仮説を
持って、挑戦しようとしている、シード期
のベンチャー企業に対する未公開株の
投資

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

肥後（服部）　結花 関東財務局 ICJ2号ファンド投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場の成長企業等の株式等への投
資を通じて成長企業等の育成を図りつ
つ、投資利益を獲得する。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(2)、事
業法人等(2)

5 有 有 矢冨　健太朗

吉澤　康弘 関東財務局 ICJ1号ファンド投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

サービスリリース前後の事業仮説を
持って、挑戦しようとしている、シード期
のベンチャー企業に対する未公開株の
投資

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

吉澤　康弘 関東財務局 ICJ2号ファンド投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場の成長企業等の株式等への投
資を通じて成長企業等の育成を図りつ
つ、投資利益を獲得する。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(2)、事
業法人等(2)

5 有 有 矢冨　健太朗

雄渾キャピタル・パートナーズ
株式会社・櫻井　歩身・阿部　
知樹

関東財務局 雄渾1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主として日本の中堅企業（業種は問わ
ず）を対象に、事業承継等をテーマに
投資（株式等）を行い、投資先企業に深
く関与して事業の強化を図る。

私募・運用 63条 金融機関等(3)、投資
事業有限責任組合(1)

4 有 無 ―

Ｄａｃｉａ合同会社 関東財務局 Ｄａｃｉａ合同会社匿名組合出資 匿名組合契約 不動産ファンド 国内の未公開株式及び居住用ビル等
に係る信託受益権を取得し、同受益権
の保有・管理・売却事業を行うことによ
り利益獲得を行う。

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

ＭＯＩＬ特定事業合同会社 関東財務局 次世代エコエネルギー事業匿
名組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

国内のミドルステージの企業（航空バイ
オ燃料、バイオディーゼル燃料の製造・
販売）の未公開株式のみに投資をおこ
ないます。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

Ｌｙｃｉａ合同会社 関東財務局 Ｌｙｃｉａ合同会社匿名組合出資 匿名組合契約 不動産ファンド 老人ホームなどのヘルスケア施設に係
る信託受益権を取得し、同受益権の保
有・管理・売却事業を行うことにより利
益獲得を行う。

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

ダブルブリッジ合同会社 関東財務局 JBRファンド3号（匿名組合出
資）

匿名組合契約 事業再生ファン
ド

日本国内でスポーツブランドを有する
非上場会社への出資を投資対象とする

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社Ｙエナジー 関東財務局 Ｙエナジーソーラーファンド匿
名組合

匿名組合契約 その他 （主な投資対象）　自社にて実施する太
陽光発電・売電事業
（主なリスク）　法改正等による売電単
価の減少
（投資対象地域）　日本国内全般
（投資方針）　売電単価及び投資コスト
を考慮し、運用期間を通して一定の利
回りが見込めるかを目安とし、個別に
判断しております。なお、投資判断にあ
たっては出資者の意向を確認しており
ます。

私募 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社とちぎんキャピタル
＆コンサルティング

関東財務局 とちぎ地域活性化投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 栃木銀行の営業区域内の未上場企業
を対象に創業、新事業、及び成長が見
込まれる企業に対して株式、種類株、
新株予約券付社債にて投資を実施。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社とちぎんキャピタル
＆コンサルティング

関東財務局 とちぎん農業法人投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 栃木銀行の営業区域内で農業を営む
株式会社等で、規模拡大・経営の多角
化に取り組む農業法人に対して株式、
無議決権株式にて投資を実施。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社とちぎんキャピタル
＆コンサルティング

関東財務局 とちぎん農業法人2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 栃木銀行の営業区域内で農業を営む
株式会社等で、規模拡大・経営の多角
化に取り組む農業法人に対して株式、
無議決権株式にて投資を実施。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社とちぎんキャピタル
＆コンサルティング

関東財務局 とちぎ地域活性化2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 栃木銀行の営業区域内で事業を営む
未上場企業に対して、研究開発（R&D）
を行う将来性のある事業者、事業承継
に課題がある事業者等に対する日本
国内の非上場株式、種類株、新株予約
権付社債等を投資対象として投資を実
施。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

いちご浜中牧場ＥＣＯ発電所
合同会社

関東財務局 いちご浜中牧場ＥＣＯ発電所
合同会社

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

国内の太陽光発電設備を所有して太
陽光発電事業を営む合同会社に出資
し、同社が得る売電収入により安定的
な収益を確保する。

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

いちごみなかみ新巻ＥＣＯ発
電所合同会社

関東財務局 いちごみなかみ新巻ＥＣＯ発
電所合同会社

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

国内の太陽光発電設備を所有して太
陽光発電事業を営む合同会社に出資
し、同社が得る売電収入により安定的
な収益を確保する。

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

いちご米子泉ＥＣＯ発電所合
同会社

関東財務局 いちご米子泉ＥＣＯ発電所合
同会社

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

国内の太陽光発電設備を所有して太
陽光発電事業を営む合同会社に出資
し、同社が得る売電収入により安定的
な収益を確保する。

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社ＷＢＩ 関東財務局 ＨＮＨ匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

・主な投資対象企業の業種
　カジノオペレーション業務
　ドミトリー紹介等の旅行者対象業務
　企業誘致活動と現地行政スタッフとの
コラボ事業
・投資対象企業の成長ステージ
　アーリーステージ
・その他の基本的な投資方針・戦略の
概要
　都度柔軟に対応し、業務にマージす
る。
　上記業務において、実業務経験者を
雇い入れて業拡しています。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

ＫＨパートナーズ合同会社 関東財務局 FOT投資事業有限責任組合
契約

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

合同会社リアルテックジャパン 関東財務局 リアルテックファンド1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ロボティクス、エレクトロニクス、バイオ
等の研究開発型テクノロジーにおい
て、主にシードやアーリーステージの国
内ベンチャー企業の株式取得による出
資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(2)、事
業法人等(10)

13 有 無 ―

合同会社リアルテックジャパン 関東財務局 リアルテックファンド2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ヘルスケア、バイオ、アグリ、エンジニア
リング等の研究開発型テクノロジーに
おいて、主にシードやアーリーステージ
の国内ベンチャー企業の株式取得によ
る出資

私募・運用 63条 事業法人等(4) 4 有 無 ―

合同会社リアルテックジャパン 関東財務局 リアルテックGM気合投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

リアルテックファンド2号投資事業有限
責任組合にのみ出資する投資事業有
限責任組合

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

合同会社リアルテックジャパン 関東財務局 リアルテックファンド3号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ヘルスケア、バイオ、アグリ、エンジニア
リング等の研究開発型テクノロジーに
おいて、主にシードやアーリーステージ
の国内ベンチャー企業の株式取得によ
る出資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(10)、
事業法人等(4)

15 有 無 ―

合同会社リアルテックジャパン 関東財務局 リアルテックGM気合2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

リアルテックファンド3号投資事業有限
責任組合にのみ出資する投資事業有
限責任組合

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＮＳＳＫジェンパー１合同会社 関東財務局 日本産業推進機構１号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本国内の企業を主な対象とし、比較
的中規模、小規模の未公開企業への
投資及
び経営指導によるバリューアップを行
う。

運用 旧63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社ジーアイアイ 関東財務局 合同会社ジーアイアイ匿名組
合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

主に国内における再生可能エネルギー
事業を投資対象とする同事業に関する
資産の信託受益権の運用

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―
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Ｂｅｙｏｎｄ　Ｎｅｘｔ　Ｖｅｎｔｕｒｅｓ株
式会社、Ｂｅｙｏｎｄ　Ｎｅｘｔ　Ｖｅｎ
ｔｕｒｅｓ１号有限責任事業組合
（伊藤　毅、植波　剣吾）

関東財務局 Ｂｅｙｏｎｄ　Ｎｅｘｔ　Ｖｅｎｔｕｒｅｓ1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業の株式等への投資
投資ステージ：主として、シード、アー
リーステージ。但し、総出資約束金額の
20％程度を上限として、ミドルステージ
以降への投資も行う可能性あり
投資領域：主として医療機器等のライフ
サイエンス・ヘルスケア分野を中心に、
ロボット、デバイス、新素材等の業種に
おける大学発・技術系ベンチャー
投資地域：主として、日本。但し、総出
資約束金額の20％程度を上限として、
外国企業にも投資を行う可能性あり

運用 63条 金融機関等(2)
投資事業有限責任組
合(2)
事業法人等(6)
個人(3)

13 有 無 ―

ＡＺ－Ｓｔａｒ株式会社 関東財務局 AZ-Star3号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

1投資ターゲット
　主たる投資ターゲットは次の通り。
　・事業承継ニーズのある中堅中小企
業
　・企業の子会社及び分離独立ニーズ
がある企業の事業部門
　・海外進出（特にアジア）の支援により
成長が見込まれる企業
2地域
　日本国内に所在する企業。但し、投
資ストラクチャーの都合上、海外籍の
持株会社等への投資や海外籍のSPC
を経由した保有形態となること等を排
除しない。
3業種
　業種は限定しない。但し、反社会的勢
力、公序良浴に反する法律行為その他
の営業及び犯罪行為を行うことを目的
とする組織を除く。

私募・運用 63条 金融機関等(12)、事業
法人等(1)

13 有 無 ―

合同会社クリスタル・クリア・エ
ナジー

関東財務局 クリスタル・クリア・エナジー匿
名組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

国内の借地に太陽光発電設備を設置
し、発電を行い、売電収入を原資として
匿名組合員に対し利益分配を行う。

私募 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ヨウテイホールディングス合同
会社

関東財務局 2015年3月1日付匿名組合契
約に基づく匿名組合

匿名組合契約 その他 日本国内の不動産事業を行う株式会
社の株式の取得・保有・処分により利
益獲得を目指すファンドとする。

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

株式会社コロプラネクスト 関東財務局 コロプラネクスト1号ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード期の情報通信業に投資。主な投
資対象は学生ベンチャー。

運用 旧63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 有 無 ―

株式会社コロプラネクスト 関東財務局 コロプラネクスト2号ファンド投
資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード期のバーチャルリアリティー（VR）
業に投資。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社コロプラネクスト 関東財務局 コロプラネクスト3号ファンド投
資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に代表者が30歳以下である事業者
に投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社コロプラネクスト 関東財務局 コロプラネクスト4号ファンド投
資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード期のバーチャルリアリティー（VR）
業に投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社コロプラネクスト 関東財務局 コロプラネクスト5号ファンド投
資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来的なキャピタルゲインの獲得が期
待できる事業者

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社コロプラネクスト 関東財務局 コロプラネクスト6号ファンド投
資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来的なキャピタルゲインの獲得が期
待できる事業者

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社コロプラネクスト 関東財務局 コロプラネクスト7号ファンド投
資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来的なキャピタルゲインの獲得が期
待できる事業者

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社コロプラネクスト 関東財務局 The Next Unicorn Fund 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

将来的なキャピタルゲインの獲得が期
待できる事業者

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社コロプラネクスト 関東財務局 Colopl Next-Rael Fund 1 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

将来的なキャピタルゲインの獲得が期
待できる事業者

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社コロプラネクスト 関東財務局 コロプラネクスト8号ファンド投
資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来的なキャピタルゲインの獲得が期
待できる事業者

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社ファンドクリエーショ
ングループ

関東財務局 フォレシティ門前仲町任意組
合

民法上の組合
契約

不動産ファンド 国内不動産を運用するための信託受
益権の購入

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

株式会社ファンドクリエーショ
ングループ

関東財務局 フォレシティ肥後橋任意組合 民法上の組合
契約

不動産ファンド 国内不動産を運用するための信託受
益権の購入

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

株式会社ファンドクリエーショ
ングループ

関東財務局 FCベンチャー企業投資任意組
合1号

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

特定の国内未上場企業１社（ミドルス
テージ）を投資対象とする。同社の業務
内容はオーダーメイド商品を制作、販
売するECサイトを企画・開発・運営。各
種紙販促商品印刷販売。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社ファンドクリエーショ
ングループ

関東財務局 FCベンチャー企業投資任意組
合2号

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

特定の国内未上場企業１社（アーリー
ステージ）を投資対象とする。同社の業
務内容はAIプロダクトの開発・販売、AI
ビジネスの事業企画、サービス開発支
援、コンサルティング業務。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社ファンドクリエーショ
ングループ

関東財務局 FCベンチャー企業投資任意組
合3号

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

特定の国内未上場企業１社（レイター
ステージ）を投資対象とする。同社の業
務内容は民泊施設のオペレーション、
民泊事業者向けのソフトウェア提供、民
泊施設の供給等の事業。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社ファンドクリエーショ
ングループ

関東財務局 FCベンチャー企業投資任意組
合5号

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

特定の国内未上場企業１社（ミドルス
テージ）を投資対象とする。同社の業務
内容は再生可能エネルギーを中心とし
たエネルギーサービス事業。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社ファンドクリエーショ
ングループ

関東財務局 FCベンチャー企業投資任意組
合6号

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

特定の国内未上場企業１社（ミドルス
テージ）を投資対象とする。同社の業務
内容は再生可能エネルギーを中心とし
たエネルギーサービス事業。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

Bonds Investment Group株式
会社

関東財務局 BIG1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネットテクノロジー分野を中心
に全てのステージのベンチャー企業へ
の投資を行い、営業支援、経営支援な
どを積極的に行うハンズオン型のベン
チャーキャピタル。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(2)、金
融機関等(2)

5 無 無 ―

Bonds Investment Group株式
会社

関東財務局 BIG2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネットテクノロジーで、エネル
ギー問題、所得格差、少子高齢化・人
口減少、医療問題・地域再生・教育格
差などの『日本の社会課題』を改善する
モデルを生み出すことのできる、日本
のベンチャー企業を応援するハンズオ
ン型のベンチャーキャピタル。

運用 63条 金融商品取引業者等
(2)、事業法人等(3)、金
融機関等(2)

7 有 無 ―

Bonds Investment Group株式
会社

関東財務局 BIG SX1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

社会課題・社会構造を変革し解決し得
るサステナブルな事業を推進するス
タートアップ企業への投資を目的とした
ベンチャーファンド

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社サンブリッジコーポ
レーション

関東財務局 梅田スタートアップファンド１号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・関西圏に主たる事業拠点を有する
シードステージのスタートアップ
・関西圏との親和性を有する領域を重
点分野とする

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社プライムパートナー
ズ

関東財務局 電通ベンチャーズ1号グローバ
ルファンド

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

欧米・アジアなどの海外を中心に、グ
ローバルに投資
投資ステージ：シード／アーリーステー
ジを中心としつつ、ミッド／レイタース
テージも含む幅広いバランス投資
投資領域：広義のマーケティング／コ
ミュニケーションビジネスを変革しうる領
域。
上記に当てはまらなくともイノベーティブ
でポテンシャルの高い新領域

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社プライムパートナー
ズ

関東財務局 電通ベンチャーズ2号ファンド 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

組合財産を主として、国内外を問わず、
シードからレーターまでのスタートアッ
プ企業全般、又は、大手企業からのス
ピンオフ企業に投資することを目的とす
る。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

みらい・パートナーズ株式会社 関東財務局 みらいハイドロパワーＩＩ投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

1 日本国内における水力発電設備の
更新及びその後の運営を行う事業者又
は
2 日本国内のダムにおける未開発包蔵
水の開発及び水力発電設備の新設を
行う事業者に対し、エクイティ性の投資
を原則とする投資（投資金額について
は一件あたり3億円超を目途）。

運用 63条 事業法人等(3) 3 無 無 ―
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虎ノ門壱号合同会社 関東財務局 2015年3月18日付匿名組合契
約(虎ノ門)

匿名組合契約 不動産ファンド 都内ビジネスエリアのオフィスビル区分
所有持分を信託財産とする信託受益権
の長期運用

運用 旧63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

合同会社ＴＣＴＳ０５ 関東財務局 合同会社TCTS05匿名組合 匿名組合契約 その他 国内の製造業等の非上場株式、社債、
投資事業有限責任組合持分等を取得
し、当該株式又は組合持分に対する配
当もしくは社債利息を原資として匿名組
合員に対し利益分配を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

合同会社三日月 関東財務局 合同会社三日月 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象は、国内商業ビルにかかる信
託受益権

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

合同会社ＴＳＭ１１９ 関東財務局 ＴＳＭ１１９匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 中四国地域に所在する事務所ビル4棟
の信託受益権から得られる賃貸収入を
投資家へ配当。運用期間は５年。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

Ｓｈｅｆｆｉｅｌｄ　ＩＢＬＰ合同会社 関東財務局 2015年3月17日付投資事業有
限責任組合契約（その後の変
更等を含む）に基づくSheffield
投資事業有限責任組合出資
持分

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内におけるホテル、ホテル用地
その他の関連不動産を取得し、保有・
管理、開発し、当該不動産の収益又は
処分代金により利益を得ることを目的
とする特定目的会社に対して出資する
ファンドである。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

Ｆｕｓａｋｉ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ合同会社 関東財務局 2015年3月26日付締結の匿名
組合契約（その後の変更等を
含む）に基づく匿名組合出資
持分

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内におけるホテル、ホテル用地
その他の関連不動産を取得し、保有・
管理、開発し、当該不動産の収益又は
処分代金により利益を得ることを目的
とする特定目的会社に対して出資する
ファンドである。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

株式会社エバーグローリー・
キャピタル

関東財務局 エバーゴールド投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本の割安小型株経営支援型ファン
ド。ファンドマネージャーの定性分析に
基づく小型株に特化した経営支援型
ファンド。割安に放置されている小型株
の発掘・調査・投資及び経営支援を行
い長期的なリターンを追求

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

伊藤忠エネクス株式会社 関東財務局 Ｎ-ＲＥＩＦ1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 再生エネルギー事業を行う日本の匿名
組合や投資事業組合の持分、または特
定目的会社等の未公開株式等へ投資
し、当該事業のハンズオン支援等を通
じて、収益を追求するファンド

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

チュウベツ合同会社 関東財務局 チュウベツ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

クレジット・ギャランティ２号合
同会社

関東財務局 クレジット・ギャランティ２号匿
名組合

匿名組合契約 ヘッジファンド クレジット・デフォルト・スワップ 運用 旧63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

木暮　圭佑 関東財務局 ＴＬＭ１号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にインターネットを活用したサービス
を事業領域とする、シード・アーリーの
成長ステージにある企業を投資対象と
し、特に、経営者が20代・30代と若い企
業に積極的に投資を行う方針である。

私募・運用 63条 個人(1)、投資事業有
限責任組合(1)

2 有 無 ―

木暮　圭佑 関東財務局 ＴＬＭ2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にインターネットを活用したサービス
を事業領域とする、シード・アーリーの
成長ステージにある企業を投資対象と
し、特に、経営者が20代・30代と若い企
業に積極的に投資を行う方針である。

私募・運用 63条 個人(1)、外国法人又
は外国人等(1)、事業
法人等(2)

4 有 無 ―

大和ＰＩパートナーズ株式会社 関東財務局 山形創生ファンド投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

山形県内の地域発展に貢献する企業
を投資対象とする

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

大和ＰＩパートナーズ株式会社 関東財務局 投資事業組合「ＤＰＩＰ企業支
援1号」

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

安定したキャッシュフローが見込まれる
内国法人、および内国法人とのロール
アップを目的とした外国法人を投資対
象とする

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

大和ＰＩパートナーズ株式会社 関東財務局 DAIWA Myanmar Growth Fund 
L.P.

外国の法令に
基づく権利

その他 主にミャンマー連邦共和国において事
業を行う企業を投資対象とする

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

大和ＰＩパートナーズ株式会社 関東財務局 大和証券ホテル・プライベート
投資法人向け劣後ローン

匿名組合契約 その他 大和証券ホテル・プライベート投資法人
向け劣後ローン

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ジュニア・キャピタル株式会社 関東財務局 ジュニア投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

医薬品の研究開発を行う企業（ミドルス
テージ）の未公開株式に投資をし、中
長期的な観点から、着実な成長と安定
した収益確保を目指す。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社ＡＰ　Ｖ　ＧＰ 関東財務局 ＡＰ　Ｖ　ＧＰ投資組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象ファンドの種類：バイアウト・
ファンド　
リスク特性：株式
地域的特色：日本国内
基本的な投資方針・戦略の概要：投資
事業有限責任組合アドバンテッジパー
トナーズＶ号への投資

私募・運用 63条 個人(3) 3 有 無 ―

株式会社ＡＰ　Ｖ　ＧＰ 関東財務局 投資事業有限責任組合アドバ
ンテッジパートナーズＶ号

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資手法：レバレッジバイアウト
投資対象地域：日本国内
投資対象企業業種：サービス業

私募・運用 63条 金融機関等(18)、事業
法人等(3)、投資事業
有限責任組合(3)

24 有 無 ―

ＰＬＵＧＡ　ＡＩ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇ
ｅｍｅｎｔ株式会社

関東財務局 ＰＬＵＧＡ ＡＩ Ｆｕｎｄ 匿名組合 匿名組合契約 ヘッジファンド 人工知能技術を用いた日経平均225を
中心とした金融商品等の運用

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

一般社団法人ソフトウェア協
会

関東財務局 CSAJスタートアップファンド投
資事業有限責任組合持分

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

対象地域：
日本国内に本店を置いて事業を行う企
業又はチーム。 
対象事業：
ソフトウェアを中核とした技術系スタート
アップ企業又はチーム（これら企業又は
チームの株式等の取得）。 
事業内容：
ソフトウェアを中核とする事業。 
対象事業規模：
原則として小規模。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

ジェイ・アイ・ピーキャピタル株
式会社

関東財務局 JIPキャピタル事業成長パラレ
ル投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に本邦の中堅・中小企業の株式等を
投資対象とする。既存株主からの株式
の買取り又は当該事業会社に対して出
資することで経営権を確保する。投資
実行後は、投資先事業者に対し、役員
の派遣等も含め積極的な経営支援を
行う。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ブレイン・アンド・キャピタル・イ
ンベストメンツ株式会社

関東財務局 SMF1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

国内の中堅中小企業の、業種は限定
せず、種類株式及び劣後ローンを主な
対象として投資を行い、その企業の実
態を理解し理念を共有する取引金融機
関やその他支援者と共に様々な課題を
解決して中堅中小企業の再成長・再生
を支援することで、我が国の産業の振
興に貢献する。

運用 63条 金融機関等(6) 6 有 無 ―

株式会社沖縄活性化ソリュー
ションズ

関東財務局 沖縄活性化投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

沖縄県における観光関連産業の活性
化及び県内経済基盤の強化を目的と
する、沖縄県内の中小企業・新規参入
事業者等に関する株式、社債、金銭債
権の取得・保有

運用 旧63条 金融機関等(5) 5 無 無 ―

ＡＣＡ革新基金運用株式会社 関東財務局 ＪＡＰＡＮ革新継承基金オープ
ンエンド型投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本国内の中小中堅企業に投融資を
行うインカム型ファンド。マジョリティに
なることが多いが、出資比率は定めな
い。バイアウトになることもメザニンにな
ることもある。キャッシュフローが出る企
業で主に事業継承ニーズに対し投融資
を行う。投資対象は未上場株式。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

ＩＰＡ・Ｓキャピタル株式会社 関東財務局 IPA・S先端企業投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内シード・アーリーステージのベン
チャー企業（IT企業等）の株式を取得
し、その後対象法人が上場した際に当
該株式を売却する。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社ＣＦスタートアップス 関東財務局 ＤＡＮ1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

株式会社の設立に際して発行される株
式への投資

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

いちご取手下高井ＥＣＯ発電
所合同会社

関東財務局 いちご取手下高井ＥＣＯ発電
所合同会社

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

国内の太陽光発電設備を所有して太
陽光発電事業を営む合同会社に出資
し、同社が得る売電収入により安定的
な収益を確保する。

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社吉祥寺ホールディン
グス

関東財務局 合同会社吉祥寺ホールディン
グス匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象は国内オフィスにかかる信託
受益権

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―
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合同会社ＴＫＩ 関東財務局 未来創電投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

太陽光発電事業に投資を行う国内の
ファンドに出資する投資事業有限責任
組合の無限責任組合員となり、当該
ファンドに対する配当又は売却代金を
原資として組合員に対し利益分配を行
う。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(2)

3 無 無 ―

合同会社Ｓａｋｕｒａ　Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ　
３

関東財務局 2015年7月1日付 AMENDED 
AND RESTATED TOKUMEI 
KUMIAI AGREEMENT 
(SAKURA LOGISTICS 2 PTE. 
LTD.)

匿名組合契約 その他 国内の不動産を信託財産とする信託受
益権並びに不動産ファンドの匿名組合
出資持分を特定資産とする特定目的会
社の優先出資持分を取得し、当該特定
目的会社からの利益配当を原資として
匿名組合員に対し利益分配を行う。

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社ＫＲＦ５９ 関東財務局 KRF59匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：レジデンス、投資対
象地域：日本）を、匿名組合契約に基づ
く出資並びに匿名組合契約に従い営業
者が調達することを許された借入金及
びその他の匿名組合出資による調達
金にて購入し、信託受託者を通じる等
して対象不動産等の賃貸及び売却等
によって収益を上げ、現金化することを
目的とする。

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

ＪＡＩ再生可能エネルギーファン
ド２０１５－０１合同会社

関東財務局 JAI再生可能エネルギーファン
ド2015―01合同会社を営業者
とする匿名組合

匿名組合契約 その他 国内の発電所に投資する合同会社の
匿名組合出資持分を取得し、配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(2)

4 無 無 ―

ＮＳＳＫジェンパー２合同会社 関東財務局 日本産業推進機構２号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本国内の企業を主な対象とし、比較
的中規模、小規模の未公開企業への
投資及び経営指導によるバリューアッ
プを行う。

私募・運用 63条 金融機関等(8)、金融
商品取引業者等(1)、
事業法人等(6)

15 有 無 ―

ＳＯＬＡＲ　ＥＮＥＲＧＹ鉾田合同
会社

関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 社会投資ファン
ド

国内の太陽光等の再生可能エネル
ギーに対し投資を行う

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社ぶぎんキャピタル 関東財務局 むさしの地域創生推進ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・地域創生や地域活性化につながる事
業に取組む企業（創業・新事業）
・成長分野（「医療・福祉」、「環境」、「農
業」、「観光（インバウンド）」、「先端産
業」等）を担う企業を投資対象とする

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社ぶぎんキャピタル 関東財務局 千葉・武蔵野アライアンス１号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 1．主な投資対象企業の業種
・業種の限定なし。
・事業承継が課題となっている企業で、
千葉銀行並びに武蔵野銀行の取引先
を主とする。
2．投資対象地域
・千葉県、埼玉県、その隣県。
3．投資方針・戦略
・取引先企業の円滑な事業承継を目的
とした資本政策で、主として株式投資を
行う。
・投資先へのハンズオン支援等で企業
価値を向上させ、投下資本の増殖回収
を図る。

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

株式会社ぶぎんキャピタル 関東財務局 千葉・武蔵野アライアンス２号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 1．主な投資対象企業の業種
・業種の限定なし。
・事業承継が課題となっている企業で、
千葉銀行並びに武蔵野銀行の取引先
を主とする。
2．投資対象地域
・千葉県、埼玉県、その隣県。
3．投資方針・戦略
・取引先企業の円滑な事業承継を目的
とした資本政策で、主として株式投資を
行う。
・投資先へのハンズオン支援等で企業
価値を向上させ、投下資本の増殖回収
を図る。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

株式会社ぶぎんキャピタル 関東財務局 むさしの地域創生推進ファンド
2号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

1．地域活性化に取組む中堅中小企業
・医療・福祉、農業、環境、観光、スポー
ツ、まちづくり等の成長分野に取り組む
企業
・創業・新事業の創出、雇用の拡大、定
住・交流人口の増加等に取組む企業
・SDGsに基づく社会課題の解決に取組
む企業
2．株式上場意向、または配当収受や
取得した株式の売却等の手段により投
資金額の成長が見込める企業
3．ベンチャー・スタートアップ企業

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ソラ株式会社 関東財務局 水たまり投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド 国内・製造業及びサービス業　上場会
社発行のワラント保有・売却

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

ソラ株式会社 関東財務局 ジャパンルネッサンス投資事
業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内未上場会社（主に一次産業）への
株式等、ワラント、転換社債等に投融
資。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ソラ株式会社 関東財務局 リバイブ投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド 国内・IT企業　上場会社発行のワラント
保有・売却

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ソラ株式会社 関東財務局 六七PJ投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

不動産事業等を行う未上場会社への
株式出資及び不動産事業等を行う匿
名組合への出資

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

テピアＩＰＡキャピタル株式会社 関東財務局 テピアIPA再生医療支援投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

再生医療製品製造販売業者の株式引
き受け

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

株式会社ＪＣＩ 関東財務局 ＰＳＩ１号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内ミドル・レイターステージのベン
チャー企業の株式を取得し、その後対
象法人が上場した際に当該株式を売
却する。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

株式会社長越 関東財務局 NK Fund第１号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 1日本国内の有望なIT事業、リース事
業、製造業等を営む事業者との間で匿
名組合契約を締結して投資（日本国内
で発行される事業型ファンドに係る匿名
組合出資持分に対する投資）を行い、
各匿名組合契約の営業者が行う事業
から生じる売上を基にした配当を得るこ
とにより、利益獲得を目指す。
2日本国内の成長が見込まれるベン
チャー企業（主にシード・アーリー期の
ベンチャー企業が対象）の未公開株式
を発行済株式総数の数％～50％程度
取得し、創業期をサポートしてハンズオ
ン支援を通じて企業価値を高め、ＩＰＯ
時の株式売却により利益獲得を目指
す。

運用 旧63条 個人(1) 1 有 無 ―

長南　伸明 関東財務局 NK Fund第１号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 1日本国内の有望なIT事業、リース事
業、製造業等を営む事業者との間で匿
名組合契約を締結して投資（日本国内
で発行される事業型ファンドに係る匿名
組合出資持分に対する投資）を行い、
各匿名組合契約の営業者が行う事業
から生じる売上を基にした配当を得るこ
とにより、利益獲得を目指す。
2日本国内の成長が見込まれるベン
チャー企業（主にシード・アーリー期の
ベンチャー企業が対象）の未公開株式
を発行済株式総数の数％～50％程度
取得し、創業期をサポートしてハンズオ
ン支援を通じて企業価値を高め、ＩＰＯ
時の株式売却により利益獲得を目指
す。

運用 旧63条 個人(1) 1 有 無 ―
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黒越　誠治 関東財務局 NK Fund第１号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 1日本国内の有望なIT事業、リース事
業、製造業等を営む事業者との間で匿
名組合契約を締結して投資（日本国内
で発行される事業型ファンドに係る匿名
組合出資持分に対する投資）を行い、
各匿名組合契約の営業者が行う事業
から生じる売上を基にした配当を得るこ
とにより、利益獲得を目指す。
2日本国内の成長が見込まれるベン
チャー企業（主にシード・アーリー期の
ベンチャー企業が対象）の未公開株式
を発行済株式総数の数％～50％程度
取得し、創業期をサポートしてハンズオ
ン支援を通じて企業価値を高め、ＩＰＯ
時の株式売却により利益獲得を目指
す。

運用 旧63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社ＣＰ１号 関東財務局 ＣＰ１号匿名組合 匿名組合契約 アクティビスト・
ファンド

主として上場企業の株式保有および顧
客紹介等による企業価値向上

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

イシカリ合同会社 関東財務局 イシカリ匿名組合持分 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の高齢者施設の不動産信託
受益権の取得・保有・処分によって賃
料・売却益その他当該不動産からの収
益を得ることにより利益獲得を目指す
ファンドとする。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

株式会社アクロホールディン
グス

関東財務局 ＡＣＲＯ2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に国内のＩＴ企業及びＩＴを活用したビ
ジネスを行う中小企業等の株式を投資
対象とする

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

Ｆ＆Ｔ　Ｈｙｄｒｏ　ｐｏｗｅｒ合同会
社

関東財務局 Ｆ＆Ｔ　Ｈｙｄｒｏ　ｐｏｗｅｒファンド 匿名組合契約 その他 外国法人が発行する有価証券を保有
し、当該証券から得られる配当等から、
営業者の費用を控除した金額の全部を
分配する方針

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

日本協創投資株式会社 関東財務局 日本協創1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に国内の中小企業の株式等に投資
し、企業価値向上を支援する投資ファ
ンド。高度成長期を支えた中小企業経
営者層の高齢化は深刻化しており、優
良な事業を円滑に次代に承継していく
ことは、地域活性化の点でも重要な
テーマであり、特に、地方の中小企業
の底上げに取り組むことは社会的意義
も大きいと捉え、ファンドの投資機会と
しても非常に有望であり、従来、本格的
に取り組む投資ファンドが少ない中小
企業を投資対象としたファンドである。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)
、金融機関等(5)、事業
法人等(3)

9 無 無 ―

日本協創投資株式会社 関東財務局 日本協創2号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に国内の中小企業の株式等に投資
し、企業価値向上を支援する投資ファ
ンド。我が国の中小企業経営者層の高
齢化は深刻化しており、優良な事業の
将来への円滑な承継は日本経済全体
にとって重要なテーマとなっている。ま
た、経営に新しい視点を導入することに
よって中小企業の成長を支援すること
の社会的意義も大きい。これらはファン
ドの投資機会としても非常に有望であ
り、従来、本格的に取り組む投資ファン
ドが少ない中小企業を投資対象とした
バイアウト型ファンドを組成したもの。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(9)、事
業法人等(2)

12 有 無 ―

ＭＳＤ企業投資株式会社 関東財務局 ＭＳＤ第一号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本企業を投資対象とし、安定的・友
好的パートナーとして投資先の自主性
を尊重しつつ、事業承継問題の解決・
成長戦略の実現等を支援。

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
機関等(2)

3 無 無 ―

ＭＳＤ企業投資株式会社 関東財務局 ＭＳＤ第二号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本企業を投資対象とし、安定的・友
好的パートナーとして投資先の自主性
を尊重しつつ、事業承継問題の解決・
成長戦略の実現等を支援。

私募・運用 63条 事業法人等(2)、金融
機関等(12)、投資事業
有限責任組合(1)

15 有 有 太陽有限責任監査法人

合同会社エル・ブルー 関東財務局 合同会社エル・ブルー匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（主としてレジデ
ンス・オフィス・倉庫・店舗）にかかる不
動産信託受益権を取得・保有・処分等
して収益を得ることにより、利益獲得を
目指す。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社アコード・ベンチャー
ズ

関東財務局 アコード・ベンチャーズ1号CF
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アコード・ベンチャーズ1号投資事業有
限責任組合の投資先事業者等に対す
る継続投資及び追加投資

運用 63条 事業法人等(2)、投資
事業有限責任組合(1)

3 有 無 ―

株式会社ＡＢＢＡＬａｂ 関東財務局 ABBALab IoEファンド１号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ハードウェア若しくはIoT又はこれらに
付帯/関連するサービス若しくは技術の
事業化を目指すスタートアップへの投

私募・運用 63条 事業法人等(2)、金融
機関等(1)

3 有 無 ―

合同会社ジャパンコアインベス
トメント

関東財務局 匿名組合
合同会社ジャパンコアインベス
トメント

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都内のオフィスビルへの投資を行
い、安定的な配当を行うこと

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(4)

5 無 無 ―

テピアインベストメント株式会
社

関東財務局 ベンチャー企業成長支援投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

非上場企業株式引き受け 私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

テピアインベストメント株式会
社

関東財務局 ベンチャー企業成長支援２号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

非上場企業株式引き受け 私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

テピアインベストメント株式会
社

関東財務局 太陽光発電用地投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

不動産取得を目的とした匿名組合への
出資

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

テピアインベストメント株式会
社

関東財務局 北海道応援投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

非上場企業への出資 私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

Ｌｉｎｋ　Ａｓｉａ　Ｃａｐｉｔａｌ株式会
社

関東財務局 Khosla Japan Feeder Fund, 
L.P.

外国の法令に
基づく権利

ファンド・オブ・
ファンズ

米国籍ベンチャーファンドへの投資を行
い、かかる投資先ファンドからの配当等
を通じて投下資本の回収を行う。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ブルーパートナーズ株式会社 関東財務局 ブルーパートナーズ第一号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 国内企業の企業価値向上に資するリス
クマネーの供給を目的とした、特定投
資専用ファンド。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ブルーパートナーズ株式会社 関東財務局 ブルーパートナーズ第二号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 国内企業の企業価値向上に資するリス
クマネー供給を目的とした投資ファン
ド。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ブルーパートナーズ株式会社 関東財務局 ブルーパートナーズ第三号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

みずほ銀行のLP出資先であるPEファン
ドの個別投資案件につき設定される共
同投資専用ファンドへのLP出資（サイド
カー投資）を行うファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

フィデル・アドバイザリー有限
責任事業組合（菊池　裕二、
関口　崇、久田　哲生、西本　
清身、菅　祐治、密田　隆志、
八代　智弘）

関東財務局 ＦＰ第1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象業種は限定していない。アー
リーステージの国内企業に低い時価総
額の段階で株式等の投資し、高い投資
パフォーマンスを求める。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

フィデル・アドバイザリー有限
責任事業組合（菊池　裕二、
関口　崇、久田　哲生、西本　
清身、菅　祐治、密田　隆志、
八代　智弘）

関東財務局 日本再興成長戦略第1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象業種は限定していない。ミドル
ステージにありながら今後も高い成長
が期待できる国内企業に株式等の投
資をして、手堅い投資パフォーマンスを
求める。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

DBJ地域投資株式会社 関東財務局 じもと創生本業支援ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

主に東北地方の地域創生に資する企
業を対象に優先株の取得や劣後ロー
ン等の供給を目的とするファンド。

運用 旧63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

DBJ地域投資株式会社 関東財務局 伊予成長支援投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

主に四国地方の地域創生に資する企
業を対象に優先株の取得や劣後ロー
ン等の供給を目的とするファンド。

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

DBJ地域投資株式会社 関東財務局 みらい地域活性化投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

主に関東地方の地域活性化に資する
企業を対象に優先株の取得や劣後
ローン等の供給を目的とするファンド。

運用 旧63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

DBJ地域投資株式会社 関東財務局 熊本復興応援投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主に熊本地震からの復興に資する事
業を行う事業者に対して期限一括返済
型ローンや劣後ローン等の供給を目的
とするファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

DBJ地域投資株式会社 関東財務局 いばらき創生ファンド投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

主として種類株式、劣後ローン等のメ
ザニンファイナンスを供給するファンド

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

DBJ地域投資株式会社 関東財務局 ほくほく応援ファンド投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

主として北陸地方の地域創生に資する
企業を対象に優先株の取得や劣後
ローン等の供給を目的とするファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―
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DBJ地域投資株式会社 関東財務局 しずおか事業承継・事業継続
支援ファンド投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

後継者不在による株式の引受、株式集
約等の事業承継支援の他、キャッシュ
フローの創出が見込まれる一方、脆弱
な財務体質等により成長に向けた取り
組みが滞っている企業を対象に優先株
の取得や劣後ローン等の供給を目的と
するファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

DBJ地域投資株式会社 関東財務局 ふるさと産業躍進投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

地域経済の成長や課題に対応した金
融機能の提供を目的として、東邦銀行
の取引先等に対するリスクマネー（長
期メザニン資金や事業承継にかかる資
本性資金）の供給を行うファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

DBJ地域投資株式会社 関東財務局 いわて飛躍応援投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

地域経済の成長や課題に対応した金
融機能の提供を目的として、岩手銀行
の取引先等に対するリスクマネー（長
期メザニン資金や事業承継にかかる資
本性資金）の供給を行うファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

DBJ地域投資株式会社 関東財務局 つむぐ事業継承投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

地域企業の抱える事業承継上の課題
に対してソリューションを提供できる事
業承継ファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

DBJ地域投資株式会社 関東財務局 みやぎ地域価値協創投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

地域経済の成長や課題に対応した金
融機能の提供を目的として、七十七銀
行の取引先等に対するリスクマネー
（長期メザニン資金や事業承継にかか
る資本性資金）の供給を行うファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

DBJ地域投資株式会社 関東財務局 北海道活力強化ファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

北海道胆振東部地震により、直接被害
及び間接被害からの復旧・復興に資す
る事業者並びに当該被害を契機とした
北海道の活力強化に資する事業を行う
事業者に対してリスクマネーを供給す
ることにより、被災地域の復旧・復興支
援及び地域活性化を企図するファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

DBJ地域投資株式会社 関東財務局 地域経済エコシステム支援
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド
メザニン・ファン
ド

①債務圧縮又は事業再構築等により
事業再生が可能と見込まれる地域企
業に対する貸付債権等を買い取り、当
該企業の再生を支援すること、または、
②地域企業に対するリスクマネー（長
期メザニン資金や事業承継にかかる資
本性資金等）を供給し、地域経済活性
化や企業の競争力強化を企図するファ
ンド。

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

DBJ地域投資株式会社 関東財務局 伊予成長支援2号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

主に四国地方の地域創生に資する企
業を対象に優先株の取得や劣後ロー
ン等の供給を目的とするファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

DBJ地域投資株式会社 関東財務局 じもと創生本業支援ファンド2
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

主に東北地方の地域創生に資する企
業を対象に優先株の取得や劣後ロー
ン等の供給を目的とするファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

DBJ地域投資株式会社 関東財務局 ちば企業価値向上投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

主に関東地方の地域創生に資する企
業を対象に優先株の取得や劣後ロー
ン等の供給を目的とするファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

DBJ地域投資株式会社 関東財務局 RKDエンカレッジファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

COVID-19の影響により業況悪化して
いる企業を対象とし、メザニンファイナ
ンス等による資本増強支援を行い、事
業者の再生・再成長支援を図ることを
目的とするファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

DBJ地域投資株式会社 関東財務局 QRIグロースサポート・復興
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

北國銀行の営業エリアに事業拠点を持
つ地域の有力企業等を対象に成長資
金・資本増強等のリスクマネー供給を
目的とするファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

Ｓ１合同会社 関東財務局 ミクニ南原ＬＬＰ匿名組合 匿名組合契約 その他 南相馬市の除染作業員宿舎賃貸事
業。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ユニバーサルマテリアルズイ
ンキュベーター株式会社

関東財務局 ＵＭＩ1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

素材・化学分野に特化 私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

ユニバーサルマテリアルズイ
ンキュベーター株式会社

関東財務局 ＵＭＩ2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

素材・化学分野に特化 私募・運用 63条 金融機関等(4)、事業
法人等(2)

6 有 無 ―

ユニバーサルマテリアルズイ
ンキュベーター株式会社

関東財務局 ＵＭＩ3号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

素材・化学分野に特化 私募・運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(2)

4 有 無 ―

ユニバーサルマテリアルズイ
ンキュベーター株式会社

関東財務局 ＵＭＩ3号脱炭素投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

素材・化学分野（特に脱炭素領域）に特
化

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

ユニバーサルマテリアルズイ
ンキュベーター株式会社

関東財務局 ＵＭＩ3号脱炭素東京投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

素材・化学分野（特に脱炭素領域）に特
化

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

スカイランドベンチャーズ株式
会社

関東財務局 Skyland Ventures 2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット分野のシード期の未公開
企業に対する投資

私募・運用 63条 個人(1)、投資事業有
限責任組合(2)

3 有 無 ―

スカイランドベンチャーズ株式
会社

関東財務局 Skyland Ventures 3号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット分野のシード期の未公開
企業に対する投資

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 赤坂有限責任監査法人

恒信サービス株式会社 関東財務局 かんしん未来投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

東京都内のアーリーステージの事業者
を主な対象に、長期的、安定的な資金
を出資等で供給する

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

恒信サービス株式会社 関東財務局 信用組合共同農業未来投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

出資信用組合の地域を地盤とする農業
法人を対象に、出資による安定的な資
金供給を行うとともに信用組合のネット
ワークを活用し経営支援を行う

私募・運用 63条 金融機関等(6) 6 有 無 ―

恒信サービス株式会社 関東財務局 かんしん未来第２号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

東京都内のアーリーステージの事業者
を主な対象に、長期的、安定的な資金
を出資等で供給する

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

恒信サービス株式会社 関東財務局 かんしん事業承継支援投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

地域経済の担い手たる中小企業、小規
模事業者の、後継者への円滑な事業
承継を支援していく

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

Ｇａｎｇｅｓ２ＩＢＬＰ合同会社 関東財務局 Ganges2投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

Ｉｎｄｕｓ２合同会社 関東財務局 Indus2匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

株式会社みらい創造機構 関東財務局 みらい創造一号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に東工大の研究成果を活用したス
タートアップ・アーリーステージベン
チャー等を投資対象とする

運用 63条 金融商品取引業者等
(2)
金融機関等(4)
事業法人等(2)

8 有 無 ―

株式会社みらい創造機構 関東財務局 みらい創造二号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に東工大及び高等専門学校の研究
成果を活用したスタートアップ・アーリー
ステージベンチャー等を投資対象とす
る

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(2)、投
資事業有限責任組合
(1)、事業法人等(2)

6 有 無 ―

株式会社Ｈ＆Ｄパートナーズ 関東財務局 星野リゾート旅館・ホテル運営
サポート投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

主として種類株式、劣後ローン等のメ
ザニンファイナンスを供給するファンド

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社Ｈ＆Ｄパートナーズ 関東財務局 星野リゾート旅館・ホテル運営
サポート2号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

主として種類株式、劣後ローン等のメ
ザニンファイナンスを供給するファンド

私募・運用 63条 金融機関等(5) 5 有 無 ―

株式会社Ｈ＆Ｄパートナーズ 関東財務局 星野リゾート旅館・ホテル運営
サポート3号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主として宿泊事業者に対し、普通株式
等を供給するファンド

私募・運用 63条 金融機関等(5) 5 有 無 ―

合同会社セイクリッドツリー 関東財務局 合同会社セイクリッドツリー匿
名組合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルを主な信託財産とす
る不動産信託受益権を取得し、当該信
託受益権に対する信託配当又は売却
代金を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
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of the certified public
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佐野　順一郎 関東財務局 CARPE VINUM JAPAN 1号
ファンド

民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

主として、ケイマン諸島にて設立された
Carpe Vinum SPCが発行する株式に対
して投資を行う。同SPCは、フランス産
ワインに限定して投資を行うファンドで
あり、ワインの価値にファンド持分の価
値が連動する。リスク特性は、フランス
産ワインの価格の高低に依存するが、
長期的に見て、価格は上昇傾向にあ
る。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

合同会社Ｈ＆Ｍ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 関東財務局 H＆M事業ファンド匿名組合 匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

創業又は成長初期の段階にある中小
企業への支援、飲食店等のサービス業
の店舗設備等の支援及び有価証券等
の売買を行う。あわせて、投資対象企
業に対し、企業経営ノウハウの助言を
通じ、高い成長ステージにある企業に
おける経営基盤の安定に寄与する。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ｍｔｍｙｙ合同会社 関東財務局 YY匿名組合 匿名組合契約 事業再生ファン
ド

兵庫県姫路市に存する商業施設が私
的整理を実施、その事業スポンサーに
就任しハンズオン型で事業再生を図る

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社ブリック 関東財務局 ブリック匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 新橋地区の開発用地の不動産信託受
益権の取得

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社エースタート 関東財務局 ライドオン・エースタート1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ビックデータやラストワンマイル物流
ネットワーク等とのシナジー効果を有
し、中長期的な視野で将来性のあるベ
ンチャー企業等を支援する。投資対象
としてはシード・アーリーを対象とする。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社エースタート 関東財務局 ライドオン・エースタート2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

中長期的な視野で将来性のある技術
系ベンチャー企業等を支援する。投資
対象としてはシードからレイターまでを
対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社エースタート 関東財務局 スペース・エースタート1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

宇宙関連ベンチャー企業に対する出
資。投資対象としてはシードからレイ
ターまでを対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等(7) 7 有 無 ―

株式会社エースタート 関東財務局 ＡＳエースタート1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

株式会社アストロスケールホールディン
グスを主要な出資先として、その他技
術系ベンチャー企業への出資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（3） 3 有 無 ―

筑波総研株式会社 関東財務局 つくば地域活性化ファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種については特に定めず、創業期、
成長期にある未上場企業で成長分野
関連企業、ベンチャー企業及び新たな
事業展開を目指す事業者、並びに株式
会社筑波銀行の営業エリアを中心とし
た地域の発展に欠かせない事業を営
む事業者に対して投資を行うもの。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

筑波総研株式会社 関東財務局 つくば地域活性化２号ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種については特に定めず、創業期、
成長期にある未上場企業で成長分野
関連企業、ベンチャー企業及び新たな
事業展開を目指す事業者、並びに株式
会社筑波銀行の営業エリアを中心とし
た地域の発展に欠かせない事業を営
む事業者に対して投資を行うもの。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

筑波総研株式会社 関東財務局 筑波SBI地域活性化ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種については特に定めず、株式会社
筑波銀行の営業エリア内の多様なシー
ズの事業化と企業の育成支援のため、
株式会社筑波銀行およびSBIグループ
がそれぞれのリソースをフルに活用し、
地域の未上場企業の成長を支援し、地
域経済の持続的発展に貢献することを
目的とし、将来性のある事業に取り組
むスタートアップ企業等へ投資を行うも
の。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

筑波総研株式会社 関東財務局 筑波SBI地方創生ファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

業種については特に定めず、株式会社
筑波銀行の営業エリア内の事業者の
成長や円滑な事業承継を支援すること
を目的とし、事業承継に課題のある先
や事業が毀損してしまった先へ投資を
行い、株式会社筑波銀行およびSBIグ
ループがそれぞれのリソースをフルに
活用し、地域経済の持続的発展ならび
に地方創生へ取り組む。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

合同会社中洲ホールディング
ス

関東財務局 合同会社中洲ホールディング
ス　匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産は国内ホテルにかか
る信託受益権

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社川端ホールディング
ス

関東財務局 合同会社川端ホールディング
ス　匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産は国内ホテルにかか
る信託受益権

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社カタリストキャピタル 関東財務局 CatalyST1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード、アーリーステージを中心に原則
として投資後3年以内のIPOによる投資
回収を目指す。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(１)

1 有 無 ―

アストマックス・ファンド・マネジ
メント株式会社

関東財務局 TUSキャピタル１号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

大学に携わる教員、学生、卒業生が有
する技術、研究成果等の有形資産及び
無形資産の事業化支援、出資、企業価
値向上等を通じて（投資対象企業の成
長ステージは限定しない）、広く社会に
還元及び寄与することを目的とする。

運用 旧63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

アストマックス・ファンド・マネジ
メント株式会社

関東財務局 Endowment Portfolio投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 原則として、不動産、再生可能性エネ
ルギー及びプライベート・エクイティ等
に関連する有価証券投資を通じて、組
合財産の安定的かつ継続的な増加を
図り、その収益及び出資金の分配を通
じて、有限責任組合員の資産の増加に
寄与する。

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

アストマックス・ファンド・マネジ
メント株式会社

関東財務局 SDGs投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

その他 投資先企業等が、再生可能エネルギー
の活用促進又は脱炭素社会へ向けた
取組に対し、そのサービス、製品、技術
及び研究等を広く社会に還元すること
を通じて人々の暮らしを真に豊かにし、
社会の健全な発展に寄与し、無限責任
組合員であるアストマックス・ファンド・マ
ネジメント株式会社の支援・協働により
投資先の価値を高め、経済的利益等を
投資家に還元することを目的とする。
国内の資産を組入れ対象とした投資を
基本とするが、海外資産の組入れを排
除するものではない。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

精進湖ＩＢＬＰ合同会社 関東財務局 精進湖投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

河口湖ＩＢＬＰ合同会社 関東財務局 河口湖投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

合同会社大手町第三インベス
トメント

関東財務局 合同会社大手町第三インベス
トメント匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを投資対象とした
不動産信託受益権の運用

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

いちご土岐下石町ＥＣＯ発電
所合同会社

関東財務局 いちご土岐下石町ＥＣＯ発電
所合同会社

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

国内の太陽光発電設備を所有して太
陽光発電事業を営む合同会社に出資
し、同社が得る売電収入により安定的
な収益を確保する。

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ソナー・アドバイザーズ株式会
社

関東財務局 ＶＬＩ－ＳＡＪ投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場の航空関連株式に投資する
ターゲットファンド

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ソナー・アドバイザーズ株式会
社

関東財務局 ＶＬＩ－春秋航空日本３号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場の航空関連株式に投資する
ターゲットファンド

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ソナー・アドバイザーズ株式会
社

関東財務局 ナント・クロスボーダーVC投資
組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場の海外のベンチャー企業の株
式に投資するターゲットファンド

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ソナー・アドバイザーズ株式会
社

関東財務局 ＶＬＩ－ＳＡ　ベンチャーファンド
１号投資組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資先事業者に対する経営又は技術
の助言・指導を行いその事業強化・新
規展開を支援し、投下資本を回収す
る。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

ソナー・アドバイザーズ株式会
社

関東財務局 ＶＬＩ－ＳＡ　ベンチャーファンド
２号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資先事業者に対する経営又は技術
の助言・指導を行いその事業強化・新
規展開を支援し、投下資本を回収す
る。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社丸の内キャピタル 関東財務局 丸の内キャピタル第二号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

（主な投資対象企業の業種）　小売業・
製造業
（投資対象地域）　日本
（その他の基本的な投資方針・戦略）　
中堅企業の事業承継案件及び大企業
カーブアウトを含む事業再編案件を中
心に投資対象を幅広く検討。投資先企
業の経営陣と強く安定的な信頼関係を
築くことにより、投資先企業が本来有す
る潜在的な価値を引き出し、実現する
ことを狙う

私募・運用 63条 金融機関等(18)、事業
法人等(3)

21 有 無 ―

株式会社丸の内キャピタル 関東財務局 丸の内キャピタル第三号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

（主な投資対象企業の業種）　小売業・
製造業
（投資対象地域）　日本
（その他の基本的な投資方針・戦略）
中堅企業の事業承継案件及び大企業
カーブアウトを含む事業再編案件を中
心に投資対象を幅広く検討。投資先企
業の経営陣と強く安定的な信頼関係を
築くことにより、投資先企業が本来有す
る潜在的な価値を引き出し、実現する
ことを狙う

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(26)、
事業法人等(2)

29 有 無 ―

株式会社丸の内キャピタル 関東財務局 3号セイムボート投資事業組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

丸の内キャピタル第三号投資事業有限
責任組合に対して出資を行う

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 3号株式会社

関東財務局 Phoenix Bridge1号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

医療開発等、シード、成長支援のため
未公開普通株式に投資

運用 旧63条 個人(1)、事業法人等
(1)

2 有 無 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 3号株式会社

関東財務局 Phoenix Bridge2号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

医療開発等、シード、成長支援のため
未公開普通株式に投資

運用 旧63条 個人(1) 1 無 無 ―

株式会社ソーシャルビジネス
パートナーズ
（法人番号4010001151151）

関東財務局 サクラサク１号投資事業有限
責任組合契約持分

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種は、インターネット
マーケティング事業、中古品専門商社、
教育サービス、シェアハウス事業等。
投資対象企業の成長ステージはシー
ド、投資方針・戦略は、社会的意義のあ
るサービスを提供しているベンチャー企
業で、成長の見込みがあると見込まれ
る企業にエクイティ投資を行い、ハンズ
オンで企業価値を高め、上場を目指し
ている。

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

株式会社ソーシャルビジネス
パートナーズ
（法人番号4010001151151）

関東財務局 サクラサク２号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の成長ステージはシー
ド、投資方針・戦略は、社会的意義のあ
るサービスを提供しているベンチャー企
業で、成長の見込みがあると見込まれ
る企業にエクイティ投資を行い、ハンズ
オンで企業価値を高め、上場を目指し
ている。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 有 公認会計士　佐貫　良彦

慶應イノベーション・イニシア
ティブ１号有限責任事業組合
（株式会社慶應イノベーショ
ン・イニシアティブ、山岸　広太
郎）

関東財務局 慶應イノベーション・イニシア
ティブ1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象分野：慶應義塾大学の研究
成果を活用したベンチャー企業の育成
投資ステージ：シード・アーリーステージ
～エクスパンションステージ

運用 63条 金融機関等(7)
金融商品取引業者等
(2)
事業法人等(6)
投資事業有限責任組
合(1)

16 有 無 ―

新生青山パートナーズ株式会
社

関東財務局 新生青山パートナーズ8号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業会社に対する廃業支援投融資 運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

新生青山パートナーズ株式会
社

関東財務局 新生青山パートナーズ9号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業会社に対する廃業支援投融資 運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

新生青山パートナーズ株式会
社

関東財務局 馬込投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業会社に対する廃業支援投融資 運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

新生青山パートナーズ株式会
社

関東財務局 新生青山パートナーズ11号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業会社に対する廃業支援投融資 運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

平安ジャパン・インベストメント
株式会社

関東財務局 平安ジャパン・インベストメント
1号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本国内の消費者向け製品・サービ
ス、メディカル・ヘルスケア、食品・農畜
産加工品事業を行っている企業を重点
的投資対象とし、投資後のサポート活
動を通じて、企業の成長に貢献

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

フロネシス・アドバイザーズ有
限責任事業組合（フロネシス・
パートナーズ株式会社、小板
橋貴尚、白石智哉、柳川庸子
（杉田庸子））

関東財務局 ニュー・パラダイム・ファンド1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

業種を限定せず、企業価値20億～60
億円の国内企業の株式等に特化した
「成長型バイアウト投資」

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(2)

3 無 無 ―

飯沼　良介 関東財務局 アント・ファウンダーズ投資事
業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

アント・キャピタル・パートナーズ株式会
社への投資

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

飯沼　良介 関東財務局 アント・ファウンダーズ2号投資
事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

アント・キャピタル・パートナーズ株式会
社への投資

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社プルーガ・ファイナン
ス

関東財務局 PC4号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内のオフィス、レジデンス、ホテル、
商業施設等への投資
（現物及び受益権）

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社テックアクセルベン
チャーズ

関東財務局 テックアクセル1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードアーリーを中心としたテック系ベ
ンチャー企業の株式取得

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

ＣＴＮＦキャピタル株式会社 関東財務局 CTNF投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本のホテル・旅館が発行する有価証
券や信託受益権等に投資し、Value―
upを図る。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(2)

2 無 無 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 5号株式会社

関東財務局 Unicorn Bridge1号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

医療開発等、シード、成長支援のため
未公開普通株式に投資

運用 旧63条 個人(1)、事業法人等
（1）

2 有 無 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 5号株式会社

関東財務局 Unicorn Bridge2号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

医療開発等、シード、成長支援のため
未公開普通株式に投資

運用 旧63条 個人(1) 1 無 無 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 5号株式会社

関東財務局 Unicorn Bridge3号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

医療開発等、シード、成長支援のため
未公開普通株式に投資

私募・運用 63条 個人(1)、事業法人等
（1）

2 有 無 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 5号株式会社

関東財務局 Unicorn Bridge4号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

医療開発等、シード、成長支援のため
未公開普通株式に投資

私募・運用 63条 個人(1) 1 無 無 ―

ｍｔｍｋｏ合同会社 関東財務局 ＫＯ匿名組合 匿名組合契約 事業再生ファン
ド

熊本県熊本市に存するホテル事業の
譲渡を受け、ハンズオン型で事業拡大
を図る

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

Ｄ４Ｖ有限責任事業組合（伊藤　
健吾、MTパートナーズ株式会
社、あすかホールディングス株
式会社、IDEO Tokyo合同会
社）

関東財務局 Ｄ4Ｖ1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット・モバイルを中心とした
シード・アーリーのスタートアップ（地域
の限定なし。）に対する出資（株式等）を
行い、ハンズオン支援による企業価値
の向上を通じて投下資本の回収を行
う。

私募・運用 63条 個人(1)、事業法人等
(6)、投資事業有限責
任組合(4)、外国法人
又は外国人等(1)、金
融機関等(1)、金融商
品取引業者等(1)

14 有 無 ―

合同会社恵比寿駅前西口開
発プロジェクト

関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業ビルに対して投資を行
う

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ＴＣＴＳ０９ 関東財務局 合同会社TCTS09匿名組合 匿名組合契約 その他 日本国内の卸売業を営む会社の上場
株式を取得し、配当又は売却代金を原
資として匿名組合員に対し利益分配を
行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

合同会社カシオペア 関東財務局 匿名組合カシオペア 匿名組合契約 不動産ファンド 東京に所在する不動産信託受益権（オ
フィスビル）を主な投資対象とする戦略

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社幕張ブルー 関東財務局 合同会社幕張ブルー匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、不動産信託受益権
に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

STRIVEII有限責任事業組合
（STRIVE株式会社、天野雄
介、堤達生）

関東財務局 ＡＴ-ＩＩ投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本及び東南アジアのにおける、主に
シードからアーリーのインターネット事
業全般に対し、原則リード投資家として
ハンズオンを行う

運用 63条 金融機関等(1)、金融
商品取引業者等(1)、
事業法人等(4)、投資
事業有限責任組合(1)

7 有 無 ―

株式会社今治西条成長事業
支援ファンド

関東財務局 今治西条成長事業支援ファン
ド匿名組合

匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

今治西条地域のエクステリアメーカー
に対するターゲットファンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

ジャパン・クラウド・コンピュー
ティング株式会社

関東財務局 ジャパン・クラウド・コンピュー
ティング投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれる海外ベンチャー企
業の日本法人未公開株式等の未上場
会社の株式を取得し、主に創業期等を
サポートしてハンズオン支援を通じて企
業価値を高め、親会社への売却や株
式上場等に伴う株式売却により利益の
獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等(4)、個人
(1)

5 有 無 ―
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いちご宮崎ホールディングス
合同会社

関東財務局 いちご宮崎ホールディングス
匿名組合

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

太陽光発電設備を所有して太陽光発
電事業を営む株式会社の株式を取得
し、同社が得る売電収入により安定的
な収益を確保する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社ANOBAKA、ＫＶＰ１
号有限責任事業組合（長野　
泰和、萩谷　聡）

関東財務局 KVPシード・イノベーション1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資ステージ：シード・アーリーステージ
投資領域：インターネット関連のビジネ
スを展開するベンチャー企業
投資地域：日本を中心に米国、東南ア
ジア諸国

運用 63条 事業法人等(2)
投資事業有限責任組
合(2)

4 有 無 ―

ＮＳＳＫ中部・北陸ジェンパー
合同会社

関東財務局 中部・北陸地域活性化投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として中部・北陸地域の未公開企
業に対して発行済株式総数の過半数
の株式を取得する形で出資し、相当の
期間（3年程度）経営に参画し、経営の
見える化、業務効率化、経営戦略の変
更、ガバナンスの徹底等により、企業
価値を高めた後、上場や株式売却によ
り譲渡益を得ようとするファンドとする。
投資対象企業の業種は限定しないが、
Ｂ　ｔｏ　Ｃを中心とする。

私募・運用 63条 金融機関等(15)、事業
法人等(1)

16 有 無 ―

合同会社さきがけスクエア・
ツー

関東財務局 さきがけスクエア・ツー匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（オフィス）にか
かる不動産信託受益権を取得し、利益
獲得を目指す。

運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(2)

4 無 無 ―

株式会社日本創生投資 関東財務局 投資事業有限責任組合日本
創生投資1号

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内外の製造、卸小売、サービス、飲
食、宿泊業などへの投資で、事業承継
や事業再生などの投資形態を主とす
る。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

GiTV株式会社 関東財務局 GiTV FUND I INVESTMENT, 
L.P.

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

投資領域：IoTを通じて次世代の国富を
担う新産業分野の育成支援
投資地域：日本、米国、イスラエル、イ
ンド、ASEAN、中欧他

運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 有 無 ―

GiTV株式会社 関東財務局 GiTV FUNDⅡINVESTMENT, 
L.P.

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

投資領域：IoTを通じて次世代の国富を
担う新産業分野の育成支援
投資地域：日本、米国、イスラエル、イ
ンド、ASEAN、中欧他

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

Ｍ＆Ｄ合同会社 関東財務局 Ｍ＆Ｄ匿名組合 匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

主として不動産等資産に対して投資を
行う投資法人を投資対象とする投資事
業有限責任組合の組合員持分を匿名
組合出資による出資金により取得し、こ
れを運用する。

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

東京大学協創プラットフォーム
開発株式会社

関東財務局 協創プラットフォーム開発1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国立大学法人東京大学の有する学術
成果が関連する非上場ベンチャー企業
（ミドル・レイターステージ）及び非上場
ベンチャー企業（シード・アーリーステー
ジ）を対象としたベンチャーファンドに対
して投資を行います。

運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(2)

3 無 無 ―

東京大学協創プラットフォーム
開発株式会社

関東財務局 オープンイノベーション推進1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国立大学法人東京大学の有する学術・
教育・研究成果および企業との連携に
より企業の有する資産を活用するベン
チャー企業を主な対象として投資を行
います。

運用 63条 事業法人等(6)、金融
機関等(3)

9 有 無 ―

東京大学協創プラットフォーム
開発株式会社

関東財務局 大学発スタートアップ等促進
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

大学発スタートアップへ投資するVCファ
ンドやディープテック領域を中心とした
スタートアップへ投資するVCファンドを
主な対象として投資を行います。スター
トアップへ直接投資も行います。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ｉＳＧＳインベストメン
トワークス

関東財務局 アイエスジーエス1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象は主に日本企業とし、事業拡
大のための初期ファイナンス（所謂シ
リーズＡ）にある、インターネットの活用
をサービスの中核に位置づける企業に
投資する。

運用 63条 事業法人等(4)、
金融機関等(2)、
投資事業有限責任組
合(1)

7 有 無 ―

株式会社ｉＳＧＳインベストメン
トワークス

関東財務局 iSGS ARISE投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象は主に日本企業とし、事業拡
大のための初期ファイナンス（所謂シー
ド期～シリーズＡ）にある、インターネッ
トの活用をサービスの中核に位置づけ
る企業に投資する。

私募・運用 63条 事業法人等（1）、
金融機関等(1)、
投資事業有限責任組
合(2)

4 有 無 ―

日本成長投資アライアンス株
式会社

関東財務局 J―GIA1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

中堅・中小企業に特化したグロース・
キャピタル（成長投資） およびスモール
キャップ・バイアウト（小規模バイアウ
ト） を目的としたファンド

私募・運用 63条 金融機関等(10)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(2)

13 有 無 ―

日本成長投資アライアンス株
式会社

関東財務局 J-GIA No.1 GP(Cayman) 
Limited Partnership

外国の法令に
基づく権利

ファンド・オブ・
ファンズ

J-GIA1号投資事業有限責任組合への
出資を目的としたファンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

日本成長投資アライアンス株
式会社

関東財務局 J-GIA1号 (GP) 役職員組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

J-GIA No.1 GP(Cayman)  Limited 
Partnershipへの出資を目的としたファ
ンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

日本成長投資アライアンス株
式会社

関東財務局 J-GIA1号役職員組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

J-GIA1号投資事業有限責任組合への
出資を目的としたフ.ァンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

日本成長投資アライアンス株
式会社

関東財務局 J-GIA2号GP投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

J-GIA2号投資事業有限責任組合への
出資を目的としたフ.ァンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

日本成長投資アライアンス株
式会社

関東財務局 J-GIA2号（GP)役職員組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

J-GIA2号GP投資事業有限責任組合へ
の出資を目的としたフ.ァンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

日本成長投資アライアンス株
式会社

関東財務局 J-GIA2号役職員組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

J-GIA2号投資事業有限責任組合への
出資を目的としたフ.ァンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

日本成長投資アライアンス株
式会社

関東財務局 J-GIA2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

中堅・中小企業に特化したグロース・
キャピタル（成長投資） およびスモール
キャップ・バイアウト（小規模バイアウ
ト） を目的としたファンド

私募・運用 63条 金融機関等(14)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(3)

18 有 無 ―

日本成長投資アライアンス株
式会社

関東財務局 JGIA3号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に中堅・中小企業に特化したバイア
ウト投資や成長投資等を目的としたファ
ンド

私募・運用 63条 金融機関等(17)、投資
事業有限責任組合
(3)、事業法人等(2)

22 有 無 ―

日本成長投資アライアンス株
式会社

関東財務局 JGIA3号PC投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に中堅・中小企業に特化したバイア
ウト投資や成長投資等を目的としたファ
ンド

私募・運用 63条 金融機関等(17)、投資
事業有限責任組合
(3)、事業法人等(2)

22 有 無 ―

日本成長投資アライアンス株
式会社

関東財務局 JG3GP組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

JGIA3号投資事業有限責任組合及び
その並行ファンドへの出資を目的とした
ファンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

日本成長投資アライアンス株
式会社

関東財務局 JG3LP組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

JGIA3号投資事業有限責任組合及び
その並行ファンドへの出資を目的とした
ファンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ロングブラックパートナーズ株
式会社

関東財務局 九州広域復興支援投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 ①投資対象
九州地方に本店又は主要な事業拠点
を有し、平成28年の熊本地震その他の
災害に被災した事業者（直接被害・間
接被害を問わない。）及び新型コロナウ
イルス感染症の影響により経営環境が
悪化した事業者、又は九州地域の復興
及び同地域経済の再活性化に資する
事業者。
②投資方針
過剰債務の解消、必要資金の提供及
び人的支援を行い、活性化を支援す
る。
③投資手法
債権買取・社債引受・貸付・出資等

運用 63条 金融機関等(19) 19 無 無 ―
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ロングブラックパートナーズ株
式会社

関東財務局 北海道オールスター２号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

(1)投資対象
北海道内の経済活力や雇用について
大きな役割を果たす中小企業のうち、
過剰債務問題が円滑な事業遂行の障
害となっている中小企業。
(2)投資方針
債務圧縮または業務再構築等により再
生を企図する。
中小企業活性化協議会、外部専門家、
金融機関が関与した事業再生計画に
基づく投資。
(3)投資手法
債権買取・社債引受・融資・出資等

運用 63条 金融機関等(16)、事業
法人等(1)

17 有 無 ―

ロングブラックパートナーズ株
式会社

関東財務局 西日本広域豪雨復興支援ファ
ンド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 ①投資対象
平成30年7月の西日本豪雨災害により
被災（直接被害・間接被害を問わな
い。）した災害救助法の適用を決定した
広島県、岡山県、愛媛県他全11府県に
本店又は主要な事業拠点を有する事
業者並びに新型コロナウイルス感染症
の影響により経営環境が悪化した当該
11府県、香川県及び徳島県の地域経
済の再活性化に資する事業者並びに
それらの事業者を投資対象に含む投
資組合等。
②投資方針
過剰債務の解消、必要資金の提供及
び人的支援を行い、活性化を支援す
る。
③投資手法
債権買取・社債引受・出資・他ファンド
への有限責任組合員としての出資等

運用 63条 金融機関等(13) 13 無 無 ―

ロングブラックパートナーズ株
式会社

関東財務局 北洋事業承継投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 ①投資対象
事業承継ステージにあるが、後継者不
在等の問題を抱える北海道内の事業
者および北海道内の事業者の関与す
る他都府県の事業者（事業再生を除
く。）
②投資方針
北海道内の事業者の円滑な事業承継
および成長発展を企図する投資。
③投資手法
株式買取、出資等

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

ロングブラックパートナーズ株
式会社

関東財務局 北海道オールスター３号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

➀投資対象
北海道内の経済活力や雇用について
大きな役割を果たす中小企業のうち、
過剰債務問題が円滑な事業遂行の障
害となっている中小企業。
②投資方針
債務圧縮または業務再構築等により再
生を企図する。
中小企業活性化協議会、外部専門家、
金融機関が関与した事業再生計画に
基づく投資。
③投資手法
債権買取・社債引受・融資・出資等

運用 63条 金融機関等(11)、事業
法人等(1)

12 有 無 ―

ロングブラックパートナーズ株
式会社

関東財務局 北洋事業承継2号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 ①投資対象
事業承継ステージにあるが、後継者不
在等の問題を抱える北海道内の事業
者および北海道内の事業者の関与す
る他都府県の事業者（事業再生を除
く。）。
②投資方針
北海道内の事業者の円滑な事業承継
および成長発展を企図する投資。
③投資手法
株式買取、出資等

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

合同会社ＤＲＩＦ 関東財務局 合同会社DRIF匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（商業施設）に
係る不動産信託受益権を取得し、保
有、管理又は売却等を行うことにより、
利益を得ること。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社プライムロック・イン
ベストメント

関東財務局 プライムロック１号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内未上場ベンチャー企業（ミドル・レ
イター）の株式を取得しIPO時の株式売
却により利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

合同会社プライムロック・イン
ベストメント

関東財務局 プライムロック２号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内未上場ベンチャー企業（ミドル・レ
イター）の株式を取得しIPO時の株式売
却により利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社プライムロック・イン
ベストメント

関東財務局 プライムロック３号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内未上場ベンチャー企業（ミドル・レ
イター）の株式を取得しIPO時の株式売
却により利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）

1 有 無 ―

合同会社プライムロック・イン
ベストメント

関東財務局 プライムロック４号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内未上場ベンチャー企業（ミドル・レ
イター）の株式を取得しIPO時の株式売
却により利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）

1 有 無 ―

株式会社DG Daiwa Ventures 関東財務局 ＤＧ Ｌａｂ 1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外にて次世代コア技術の研究・開
発している企業（スタートアップ含む）等
を中心に投資を行う。「ブロックチェー
ン」、「人工知能」、「ＶＲ／ＡＲ」、「セ
キュリティ」、「バイオテクノロジー」の5
分野を、主な対象領域とする。但し、海
外所在企業への投資は、出資金総額
に対する割合が100分の50に満たない
範囲内において、「外国法人向け出資
等」を行う。

運用 63条 事業法人等(5)、金融
機関等(3)

8 有 無 ―

株式会社DG Daiwa Ventures 関東財務局 DG Lab Fund II E.L.P.Cayman 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

株式会社デジタルガレージが運営する
実践的研究開発組織「DG Lab」と連携
して、主に、ブロックチェーン、人工知
能、Virtual Reality/Augmented 
Reality、サイバーセキュリティ及びバイ
オテクノロジー等に関する技術を有す
る会社に対して選択的に投資を行う。

運用 63条 事業法人等（5）、金融
機関等（2）

7 有 無 ―

岸和田プロパティー合同会社 関東財務局 岸和田プロパティー合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：商業施設　投
資対象地域：日本基本的な投資方針戦
略の概要：信託受益権を取得・開発し、
賃料その他当該信託受益権からの収
益を得ることにより利益獲得を目指す
ファンドである

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)、事業法人等(1)

2 無 無 ―

SKEW合同会社 関東財務局 SKEW匿名組合 匿名組合契約 ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 ― 0 無 無 ―

合同会社アモーレ 関東財務局 匿名組合アモーレ 匿名組合契約 不動産ファンド 東京に所在する不動産信託受益権（事
務所・商業ビル）を主な投資対象とする
戦略

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社難波中三丁目開発
プロジェクト

関東財務局 合同会社難波中三丁目開発
プロジェクト

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象は、国内のホテル建設用地及
び建設後のホテルにかかる信託受益
権

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

Global Catalyst Venture 
Management Japan合同会社

関東財務局 Ｇｌｏｂａｌ　Ｃａｔａｌｙｓｔ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　
Ｊａｐａｎ投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資先事業者等である中小企業等の
新事業展開等に対し、ハンズオン支援
することを通じて、投下資本を回収す
る。

私募・運用 63条 事業法人等(4)、金融
機関等(3)

7 有 無 ―

Global Catalyst Venture 
Management Japan合同会社

関東財務局 Ｇｌｏｂａｌ　Ｃａｔａｌｙｓｔ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　
Ｊａｐａｎ2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資先事業者等である中小企業等の
新事業展開等に対し、ハンズオン支援
することを通じて、投下資本を回収す
る。

私募・運用 63条 金融機関等（2）、事業
法人等（2）

4 有 無 ―

株式会社熊本リバイタル 関東財務局 熊本地震事業再生支援投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域の経済活力や雇用について大きな
役割を果たす中小企業の再生を目的と
する、熊本県内の中小企業等に関する
株式、社債、金銭債権の取得・保有

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(7)

8 有 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Spiral Ventures Japan有限責
任事業組合（奥野　友和、
SPIRAL VENTURES PTE. 
LTD.、Spiral Capital株式会社）

関東財務局 Spiral Capital Japan Fund1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

以下の企業の有価証券を出資対象と
する。
・投資地域は主として日本（韓国・台湾
等の東アジア地域も一部検討）
・投資セクターは、インターネット領域全
般
・投資ステージは、アーリーとレイター
のバランス投資

運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)、投資事業
有限責任組合(2)

4 有 無 ―

アンカー･グローバル合同会社 関東財務局 船舶投資ファンド4号匿名組合 匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

投資先のファンドは、主として船舶を取
得し国内有数の海運会社と傭船契約
等を締結。
安定したキャッシュフローに基く運用に
より、ミドルリスク・ミドルリターンを追
求。

私募・運用 63条 金融機関等(11)
事業法人等(4)

15 無 無 ―

株式会社Ａ-ｇｏｎパートナーズ 関東財務局 Ａ―ｇｏｎパートナーズ1号匿名
組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

ミドルステージのIPOの期待できる非上
場企業への投資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

合同会社東北早期復興支援
ファンド3号

関東財務局 東北早期復興支援ファンド3号
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権を取得し、賃料収益
を得ることにより、利益獲得を目指す
ファンドです。　主に商業施設、ホテル、
物流施設、ヘルスケア施設等への投資
を予定しています。投資対象地域は国
内で、物件に対する合理的な需要が見
込まれ、投資利回りの良い物件に対す
る投資を行っていく方針です。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社台場地所 関東財務局 台場地所匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象は国内オフィスにかかる信託
受益権

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社フィデス会計社 関東財務局 フィデス投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社ＱＣアセット 関東財務局 メディビックPre-IPOチャイナ
ファンド2号

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

北米の医療関連企業で、現在のところ
回収が期待できないため、今後は株式
売却等によりファンド清算の予定です。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社ＱＣアセット 関東財務局 ヘルスケアファンド1号 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

北米の医療関連企業で、現在のところ
回収が期待できないため、今後は株式
売却等によりファンド清算の予定です。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

函館IBLP合同会社 関東財務局 函館投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

北斗ホールディングス合同会
社

関東財務局 北斗ホールディングス匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

ヘルスケアマネジメントパート
ナーズ株式会社

関東財務局 トリニティヘルスケアII投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

主な投資対象企業：医療法人などのヘ
ルスケア関連企業。
事業の業種・地域的特色：医療・介護
施設等の経営支援ファンドであり、地域
は特に限定しておりません。
基本的な投資方針・投資戦略：本ファン
ドは医療・介護施設等の事業再生・成
長の為の資金のみならず、中長期の財
務戦略や事業計画の策定支援等、
様々な支援機能を提供することを想定
しております。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 無 無 ―

ヘルスケアマネジメントパート
ナーズ株式会社

関東財務局 トリニティヘルスケアIII投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

主な投資対象企業：医療法人などのヘ
ルスケア関連企業。
事業の業種・地域的特色：医療・介護
施設等の経営支援ファンドであり、地域
は特に限定しておりません。
基本的な投資方針・投資戦略：本ファン
ドは医療・介護施設等の事業再生・成
長の為の資金のみならず、中長期の財
務戦略や事業計画の策定支援等、
様々な支援機能を提供することを想定
しております。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 無 無 ―

合同会社パーク・レーン 関東財務局 匿名組合（千代田富士見プロ
パティ）

匿名組合契約 不動産ファンド 主な投資対象不動産の種類：オフィス
投資対象地域その他の基本的な投資
方針：インカムゲインを目的として東京
都心のオフィスに投資
戦略の概要：長期保有

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社サステイナブル・イン
ベスター

関東財務局 SI投資事業組合2号 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

環境関連技術に優れたアーリーステー
ジベンチャーへの投資

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

株式会社サステイナブル・イン
ベスター

関東財務局 SI　Income Strategy　投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ＳＲＩファンド 当社独自の自然資本経営を前提とした
企業や国を対象とし、株式・債券・通貨
等へ投資する。主としてインカム型の
ポートフォリオを目指す。

運用 旧63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 無 無 ―

株式会社サステイナブル・イン
ベスター

関東財務局 SI　Arbitrage ST　投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ＳＲＩファンド 当社独自の自然資本経営を前提とした
企業や国を対象とし、株式・債券・通貨
等へ投資する。主として短期間の値上
がりを目指す。

運用 旧63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 無 無 ―

株式会社サステイナブル・イン
ベスター

関東財務局 SI　Arbitrage LT　投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ＳＲＩファンド 当社独自の自然資本経営を前提とした
企業や国を対象とし、株式・債券・通貨
等へ投資する。主として長期間の値上
がりを目指す。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社サステイナブル・イン
ベスター

関東財務局 SI Tailor―made 001 投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資家様のニーズに合わせ、株式・債
券・通貨等にバランスの取れたポート
フォリオ構築を目指す。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社サステイナブル・イン
ベスター

関東財務局 SI Tailor―made 002　投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資家様のニーズに合わせ、株式・債
券・通貨等にバランスの取れたポート
フォリオ構築を目指す。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社サステイナブル・イン
ベスター

関東財務局 投資事業組合　SI1105 民法上の組合
契約

ＳＲＩファンド 当社独自の自然資本経営を前提とした
企業や国を対象とし、株式・債券・通貨
等へ投資する。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社サステイナブル・イン
ベスター

関東財務局 令和未来ファンド投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ＳＲＩファンド 当社独自の自然資本経営を前提とした
企業や国を対象とし、株式・債券・通貨
等へ投資する。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
商品取引業者等（1）

2 無 無 ―

株式会社サステイナブル・イン
ベスター

関東財務局 山内家ファミリーファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ＳＲＩファンド 当社独自の自然資本経営を前提とした
企業や国を対象とし、株式・債券・通貨
等へ投資する。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社Ｇ２ 関東財務局 合同会社Ｇ２匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京都中央区所在の商業ビルに係る
土地及び建物を信託財産とする不動産
受益権から収益を得ることにより、利益
獲得を目指すファンド

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＳＳＧ３合同会社 関東財務局 ＳＳＧ３合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京都新宿区所在の商業ビルに係る
土地及び建物を信託財産とする不動産
受益権から収益を得ることにより、利益
獲得を目指すファンド

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 6号株式会社

関東財務局 IoT Bridge1号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

ITソリューション事業、ミドル、成長支援
のため未公開普通株式に投資

私募・運用 63条 個人(1)、事業法人等
(1)

2 有 無 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 6号株式会社

関東財務局 IoT Bridge2号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

ITソリューション事業、ミドル、成長支援
のため未公開普通株式に投資

私募・運用 63条 個人(1) 1 無 無 ―

ONEA一般社団法人 関東財務局 MMF投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内の商業不動産に係る信託受
益権を保有する合同会社が発行する
社債に投資

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

GEイー・エフ・エス・エナジー・
ジャパン合同会社

関東財務局 EFSエナジー・ジャパン投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本において商業運転中である太陽光
発電事業に投資を行う。当該事業にお
いて生成された電力は、電気事業者に
より再生可能エネルギー電気の調達に
関する特別措置法のプログラムに基づ
き売却される。

私募・運用 63条 金融機関等(8)、事業
法人等(4)、投資事業
有限責任組合(1)

13 無 無 ―

株式会社大宗地所 関東財務局 大宗地所 匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在のオフィス等の収益物件の信
託受益権及び特定目的会社が発行す
る優先出資を取得の上、当該有価証券
を保有・処分することによる利益獲得を
目指す。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

Rich Mori Investment株式会
社

関東財務局 RMI Global Evolve Fund 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―
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the Financial 
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グロースポイント・エクイティ有
限責任事業組合（新谷大輔、
吉崎浩一郎）

関東財務局 グロースポイント投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 プライベートエクイティ・ファンド。原則と
して未上場企業に対して出資し（出資
比率はマジョリティ及びマイノリティの両
方）、相当の期間（3年から5年程度）経
営に参画し、成長施策の実行、事業運
営の効率化等により企業価値を高めた
後、株式売却や上場によりキャピタル
ゲインを得ることを目的とする。対象と
する地域は主として日本国内とし、業
種は特定しないものとする。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(1)、事
業法人等(1)、投資事
業有限責任組合(1)

4 有 無 ―

新浦安プロパティー合同会社 関東財務局 新浦安プロパティー合同会社
B号匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：ホテル
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

合同会社本町 関東財務局 合同会社本町匿名組合出資
持分

匿名組合契約 不動産ファンド 匿名組合出資による出資金及び金融
機関からの借入れにより、主として国内
のオフィスビルを信託財産とする信託
受益権を取得のうえ、資産を運用する。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

JMTCキャピタル合同会社 関東財務局 ＪＭＴＣキャピタル1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

IoTベンチャー等ハードウェア開発企業
へのアーリーステージでの投資

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

JMTCキャピタル合同会社 関東財務局 MMCイノベーション投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

材料技術を有する企業体へのアーリー
ステージからレイターステージでの投資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

JMTCキャピタル合同会社 関東財務局 ＪＭＴＣケミカル＆マテリアルズ
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ケミカル＆マテリアルズ分野の企業体
への主にシードステージからアーリース
テージでの投資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

JMTCキャピタル合同会社 関東財務局 ＪＭＴＣハードテック２号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ハードテック分野の企業体へのシード
ステージからレイターステージでの投資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ＪＡＩ再生可能エネルギーファン
ド２０１７－０２合同会社

関東財務局 JAI再生可能エネルギーファン
ド2017-02合同会社匿名組合

匿名組合契約 その他 国内の発電所に投資する合同会社の
匿名組合出資持分を取得し、配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
して利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(2)、金融
機関等(1)

3 無 無 ―

西田　隆一 関東財務局 B Dash Fund3号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネットビジネス及びそれに関連
するサービス、ソフトウェア、ハードウェ
ア等の分野においてイノベーションを創
出する中小企業等並びに新たなイン
ターネットビジネスを創出する中小企業
等への投資

運用 63条 金融機関等(2)
事業法人等(7)
個人(1)
投資事業有限責任組
合(1)

11 有 無 ―

西田　隆一 関東財務局 B Dash Fund4号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネットビジネス及びそれに関連
するサービス、ソフトウェア、ハードウェ
ア等の分野においてイノベーションを創
出する中小企業等並びに新たなイン
ターネットビジネスを創出する中小企業
等への投資

運用 63条 金融機関等(1)
事業法人等(8)
個人(1)

10 有 無 ―

寺田　真二 関東財務局 B Dash Fund3号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネットビジネス及びそれに関連
するサービス、ソフトウェア、ハードウェ
ア等の分野においてイノベーションを創
出する中小企業等並びに新たなイン
ターネットビジネスを創出する中小企業
等への投資

運用 63条 金融機関等(2)
事業法人等(7)
個人(1)
投資事業有限責任組
合(1)

11 有 無 ―

寺田　真二 関東財務局 B Dash Fund4号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネットビジネス及びそれに関連
するサービス、ソフトウェア、ハードウェ
ア等の分野においてイノベーションを創
出する中小企業等並びに新たなイン
ターネットビジネスを創出する中小企業
等への投資

運用 63条 金融機関等(1)
事業法人等(8)
個人(1)

10 有 無 ―

合同会社ＰＣ５ 関東財務局 PC5号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内のオフィス、レジデンス、ホテル、
商業施設等への投資
（現物及び受益権）

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社マルタスインベストメ
ント

関東財務局 マルタスインベストメント2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

対象地域：日本国内の企業
対象事業：非限定
対象事業の内容：非限定
対象規模：産業競争力強化法に基づく
新事業開拓事業者に該当する者
対象ステージ：産業競争力強化法に基
づく新事業開拓事業者に該当する段階
の者

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

新生響きキャピタル株式会社 関東財務局 新生響きブリッジ投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

バイオベンチャーや上場直前のベン
チャーを対象とする

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

合同会社ＡＣＥ 関東財務局 匿名組合契約書 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社五条 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド ホテルを投資対象とし、賃料収入、不
動産信託受益権の売却による利益獲
得を目的とした投資を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

近藤　正純ロバート 関東財務局 ＲＵＤＩ投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ミドルステージ企業の、（１）人工知能エ
ンジンとその応用製品事業会社（２）人
工知能とスーパーコンピュータを用い
た、新しい医療分野での応用事業会社
（３）次世代超広帯域メモリ事業会社の
株式の長期保有をする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社ＤＲＩＦ２ 関東財務局 合同会社ＤＲＩＦ２匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（商業施設）に
係る不動産信託受益権を取得し、保
有、管理又は売却を行うことにより利益
を得ること

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社KRF48 関東財務局 KRF48匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：オフィス、ホテル、商
業施設、投資対象地域：日本）を、匿名
組合契約に基づく出資並びに匿名組合
契約に従い営業者が調達することを許
された借入金及びその他の匿名組合
出資による調達金にて購入又は建物を
建築して信託設定する等した上で、信
託受託者を通じる等して対象不動産等
の賃貸及び売却等によって収益を上
げ、現金化することを目的とする。

運用 63条 事業法人等(2)、金融
機関等(1)

3 有 無 ―

合同会社樫の木3 関東財務局 Kashinoki 2 Pte. Ltd.との間の
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

Reality Accelerator有限責任
事業組合（郡 裕一、Otsumu株
式会社）

関東財務局 Reality Accelerator1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象企業の業種：企業間取引
など営業支援を行うことで事業進捗さ
せられる業種全て。
投資対象企業の成長ステージはシード
〜アーリー。
その他の基本的な投資方針・戦略の概
要：投資前3ヶ月＋投資後1年以上の営
業マーケティング中心の事業支援を行
う。また、ベンチャー買収を積極的に行
う上場企業数百社に紹介することで投
資回収確度を高める。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 有 公認会計士　平林　元之

丸の内インフラストラクチャー
株式会社

関東財務局 丸の内インフラストラクチャー
投資事業有限責任組合契約

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

日本国内における地域熱供給事業・有
料道路・空港・港湾・発電所等のインフ
ラ資産の運営を行う事業者に対し、エク
イティ性の投資を原則とする投資を無
限責任組合員の裁量のもとで行う。

私募・運用 63条 事業法人等(4)
金融機関等(13)

17 無 無 ―

博多駅東一丁目合同会社 関東財務局 博多駅東一丁目匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 福岡市博多区博多駅東のホテル・店舗
の信託受益権の中長期的な運用

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

一般社団法人ＩＧＰＩ持株会 関東財務局 一般社団法人の基金（返還請
求権付）

その他の権利 その他 株式会社経営共創基盤の発行する株
式の取得、保有、運用及び売却

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―
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アクシル・キャピタル・パート
ナーズ有限責任事業組合（フ
レデリック・シェーン、五内川　
拡史、サイ　リック　チェンチ）

関東財務局 アクシル・ライフサイエンス＆
ヘルスケアファンド1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

(1)医薬品の開発を行う創薬事業、(2)メ
ディカルデバイス・ヘルスケアIT・医療
サービスなど医療機器・サービス事業、
及び、(3)再生医療・医薬品事業に従事
する、国内外の非上場企業を主たる投
資対象とする。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(2)、事
業法人等(1)

4 有 無 ―

株式会社　マーキス 関東財務局 Fukusaki Solar匿名組合 匿名組合契約 その他 国内太陽光事業を保有するＳＰＣの持
分に出資

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

株式会社ＭＩＤベンチャーキャ
ピタル

関東財務局 ＭＩＤＶＣ投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 IT企業への株式投資 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

JPH Group株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合JPH 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

特に事業承継問題を抱える優良中堅
企業に出資し、事業継承、事業継続を
支援、当該中堅企業の中長期的な企
業価値の向上を実現する為の持株会
社機構に資金提供出資する投資組合
事業

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

合同会社FORTUNE　ONE 関東財務局 合同会社FORTUNE　ONE　匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の宿泊特化型ホテルの信託
受益権を長期保有し、収益を分配

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

JADE合同会社 関東財務局 KENHAS投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 国内に所在する不動産（レジデンス）を
取得・保有・処分等して収益を得ること
により、利益獲得を目指す。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社ジャパン・ケア・ファシ
リティーズ

関東財務局 ジャパン・ケア・ファシリティー
ズ

匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在のヘルスケア施設等の収益
物件の信託受益権を取得の上、当該
信託受益権を保有・処分することによ
る、賃料等及び売却益による収益目的
の投資

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

株式会社フェニックス・エン
ターテイメント・ツアーズ

関東財務局 ＰＥＴ匿名組合 匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

六本木に所在するホテル施設の計画、
設備投資及びホテル事業運営業務受
託

私募 63条 個人(1)、投資事業有
限責任組合(1)

2 無 無 ―

SAIJP1合同会社 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド レジデンスを投資対象とし、賃料収入、
不動産信託受益権の購入及び売却に
よる利益獲得を目的とした投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

理研Jテクノロジーズ合同会社 関東財務局 理研グリーン・ライフイノベー
ションファンド（匿名組合）

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

研究開発等を用いて事業を実施する会
社等又は技術革新を目指す会社等の
株式等の取得及び売却

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

キャナルベンチャーズ株式会
社

関東財務局 Canal Ventures Collaboration 
Fund1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード･アーリーステージのスタートアッ
プに対して、またデジタルトランスフォー
メーション領域で有望なビジネスを営む
企業に対して投資を行う

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

キャナルベンチャーズ株式会
社

関東財務局 CVCF２投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード･アーリーステージを中心にミドル
ステージまでのスタートアップに対して、
またデジタルトランスフォーメーション領
域で有望なビジネスを営む企業に対し
て投資を行う

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社藤沢ホールディング 関東財務局 三丸藤沢ビル匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 藤沢市南藤沢所在店舗ビル「三丸藤沢
ビル」について設定された信託受益権
を取得、一定期間保有後売却する事業

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ＵＳＰＯＦ１号合同会社 関東財務局 ＵＳＰＯＦ１号合同会社匿名組
合

匿名組合契約 その他 投資事業有限責任組合の無限責任組
合員として出資し、当該出資に対する
配当を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＵＳＰＯＦ１号合同会社 関東財務局 Ｕ.Ｓ.プライム・オフィスファンド
Ⅰ投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 米国法人の社員権を主な信託財産と
する特定金銭信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として組合員に対し利
益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(4)

5 無 無 ―

至誠インベストメント有限責任
事業組合（菊池　裕二、西本　
清身、菅　祐治、密田　隆志、
八代　智弘、関口　崇、久田　
哲生）

関東財務局 FPI-2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象業種は限定していない。レイ
ターステージの国内企業に株式等の投
資をし、安定した投資パフォーマンスを
求める。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

至誠インベストメント有限責任
事業組合（菊池　裕二、西本　
清身、菅　祐治、密田　隆志、
八代　智弘、関口　崇、久田　
哲生）

関東財務局 メディカル・イノベーション投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象業種はヘルスケア関連業種
を中心とし、レイターステージの国内企
業に株式等の投資をし、安定した投資
パフォーマンスを求める。

私募・運用 63条 個人(2) 2 有 無 ―

至誠インベストメント有限責任
事業組合（菊池　裕二、西本　
清身、菅　祐治、密田　隆志、
八代　智弘、関口　崇、久田　
哲生）

関東財務局 メディカル・イノベーション2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象業種はヘルスケア関連業種
を中心とし、レイターステージの国内企
業に株式等の投資をし、安定した投資
パフォーマンスを求める。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、個人
(1)

2 有 無 ―

朝日メディアラボベンチャーズ
株式会社

関東財務局 朝日メディアグループ１号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

デジタルメディア、ソーシャルメディア、
デジタルマーケティング、インターネット
サービスに投資。アーリーステージのス
タートアップ投資を中心としつつ、ミッド
／レイターも含むバランス投資。

運用 63条 事業法人等(2)、投資
事業有限責任組合(1)

3 有 無 ―

コバルトインベストメント株式
会社

関東財務局 MCP5投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

バイアウトファンドは、50%超の普通株
式を取得。
上場企業の非上場化、事業承継、大株
主保有の株式売却や子会社・事業部
門の独立等に対し、資金を提供。
投資実行後、投資先企業の経営改革
をサポート、IPO（株式上場）によるExit
を基本方針とする。

私募・運用 63条 金融機関等(17)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(2)

20 有 無 ―

合同会社アール・アンド・ケイ 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド ホテルを投資対象とし、賃料収入、不
動産信託受益権の売却による利益獲
得を目的とした投資を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

Incubate Fund 4有限責任事業
組合（赤浦徹、本間真彦、和
田圭祐、村田祐介、インキュベ
イトファンド株式会社）

関東財務局 インキュベイトファンド4号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のIT分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
シード又はアーリーステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やM&A等に
伴ってExitすることにより、利益の獲得
を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等(2)
事業法人等(8)
投資事業有限責任組
合(3)
個人(1)

14 有 無 ―

富士ホールディングス4合同会
社

関東財務局 フジ・ホールディングス・フォー
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

MMBI合同会社 関東財務局 MMBI匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：ホテル、投資対象地
域：日本）を、匿名組合契約に基づく出
資並びに匿名組合契約に従い営業者
が調達することを許された借入金によ
る調達金にて購入し、信託受託者を通
じる等して対象不動産等の賃貸及び売
却等によって収益を上げ、現金化する
ことを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(3)

4 無 無 ―

福島リカバリ株式会社 関東財務局 福島産業復興機構投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 東日本大震災により被害を受けた福島
県内事業者の迅速な事業再開を通じて
被災地域の復興を図るため、再生の可
能性があるものの過大な債務を負い被
災地域において事業の再生を図る事業
者の貸出債権、株式等の取得を行い、
継続的な経営または技術等に関する支
援を通じて、福島県内事業者の再生を
進め、投資回収を図る。

運用 旧63条 金融機関等(15)、事業
法人等(1)

16 有 無 ―

福島リカバリ株式会社 関東財務局 ふくしま地域産業6次化復興
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 農林水産省が推進する「農林漁業成長
産業化ファンド」制度を利用して組成。　　
農林漁業における生産地と消費地をつ
なぐバリューチェーン構築に必要な事
業資金の供給を目的とし、いわゆる「６
次産業化事業体」として認定された国
内の企業の株式や社債の取得を行い、
中長期的視野でのハンズオンによる成
長支援を行う。

私募・運用 旧63条 金融機関等(7)、事業
法人等(1)

8 有 無 ―
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株式会社ドリームビジョン 関東財務局 サンブリッジ・グローバル・ス
タートアップ投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象企業（インターネット関
連）、投資対象企業の成長ステージ
（シード、アーリー）、創業者の能力・事
業内容が当社にとって役に立つ領域か
どうかを判断して投資する

運用 旧63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社アセット投資事業４
号

関東財務局 アセット投資事業４号匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる信託受益権（投資対象不動
産の種類：物流施設、投資対象地域：
日本）を匿名組合契約に基づく出資並
びに匿名組合契約に従い営業者が調
達することを許された借入金及びその
他の匿名組合出資による調達金にて
購入し、信託受託者を通じる等して対
象不動産等の賃貸及び売却等によって
収益を上げ、現金化することを目的と
する。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社カルペ・ディエム 関東財務局 合同会社カルペ・ディエム匿名
組合

匿名組合契約 その他 原則として未上場企業の発行済株式全
部を取得し、中長期的に保有する中
で、当該企業の成長をサポートして企
業価値を高め、利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社W&Dインベストメント
デザイン

関東財務局 W&Dデザイン投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 ファッション業界に関連する企業に対
し、主として普通株式や種類株式等の
メザニンファイナンスを供給するファンド

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 有 無 ―

津クリーンパワー合同会社 関東財務局 津クリーンパワー合同会社匿
名組合

匿名組合契約 その他 太陽光発電事業を行うSPCに対して匿
名組合出資を行い、当該SPCの売電収
入を原資として配当を受け、当該配当
から、津クリーンパワー合同会社匿名
組合の投資家に対して配当を行うこと
を目指す。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

360ipジャパン株式会社 関東財務局 360ipジャパンファンド1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内のシード、アーリーステージの
未公開技術系ベンチャー企業を主たる
投資対象企業とする。

運用 63条 金融機関等(1)
投資事業有限責任組
合(1)

2 無 無 ―

株式会社ファーストインベスコ 関東財務局 ファースト投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として積極的な経営関与（ハンズ
オン）により企業価値の向上を図り、そ
の後第三者への売却又は上場等によ
り投資回収を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

ＴＴ１有限責任事業組合（株式
会社東京通信グループ及び東
京通信キャピタル合同会社）

関東財務局 BASE Partners Fund 1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

【投資対象の業種】
IT業種も含め、幅広い業種の企業を投
資対象とするものとする。 
【投資ステージ】
創業前後、シード期をメインとする。但
し、アーリー期以降でも、バリュエーショ
ン、投資規模、資金以外での支援ニー
ズ等を考慮し、必要に応じて、投資検
討・実施する。
【投資方針】
発行体にとっての初期投資家及びリー
ドインベスターとして投資実行すること
を原則とするが、必要に応じて他の形
での投資の実行も行う。資金提供に限
らず、事業成長に必要な支援・リソース
を積極的に提供するハンズオン型のベ
ンチャー投資を行う。
【投資戦略】
GPやその他事業パートナーがそれぞ
れに持つ良質な起業家ネットワークを
活用し、成長可能性のある起業家を発
掘・投資していく。また、企業家と事業
プランから共に構想し、事業創出を目
指す形での投資も行う。

私募・運用 63条 事業法人等(4)、金融
商品取引業者等(1)

5 有 有 そうせい監査法人

株式会社神谷町インベストメン
ト

関東財務局 神谷町インベストメント 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

神谷町インベストメントより株式、社債、
金銭債権、LPSへの出資を通じて、ベン
チャー企業へ出資する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

ランブラス・キャピタル株式会
社

関東財務局 RC虎ノ門投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ファンド・オブ・ヘッジファンズ 運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ランブラス・キャピタル株式会
社

関東財務局 RCヘルスケア投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ファンド・オブ・ヘッジファンズ 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社１００キャピタル 関東財務局 100キャピタル1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外の幅広い業種のIPOを目指す企
業を投資対象とし、典型的には、それら
の企業のアーリーステージ、ミドルス
テージ、レイターステージにおける株式
その他の有価証券を取得する方針であ
る。その上で、投資対象となる企業の
サポート等を通じて企業価値を高め、
最終的には株式上場やM&A等に伴っ
てExitすることにより、利益の獲得を目
指す。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(2)
事業法人等(1)

3 有 無 ―

マネックスベンチャーズ株式会
社

関東財務局 マネックスエジソン投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内法人又は国内を主要な市場とする
法人のうち、主として潜在成長性豊か
なシード・アーリーステージの未上場企
業の株式又は新株予約権等を取得し、
企業価値を高めた上で当該株式又は
新株予約権等を売却することにより利
益獲得を狙う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

マネックスベンチャーズ株式会
社

関東財務局 ＭＶ1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内法人又は国内を主要な市場とする
法人を主な対象としつつ、国外事業者
も対象とし、原則として潜在成長性豊か
なシード・アーリーステージ及びアー
リーステージからミドルステージの未上
場企業の株式又は新株予約権等を取
得し、企業価値を高めた上で当該株式
又は新株予約権等を売却することによ
り利益獲得を狙う。

運用 63条 事業法人等(2)
金融商品取引業者等
（1）
金融機関等（1）

4 無 無 ―

マネックスベンチャーズ株式会
社

関東財務局 ＭＶ2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内法人又は国内を主要な市場とする
法人を主な対象としつつ、国外事業者
も対象とし、原則として潜在成長性豊か
なシード・アーリーステージ及びアー
リーステージからミドルステージの未上
場企業の株式又は新株予約権等を取
得し、企業価値を高めた上で当該株式
又は新株予約権等を売却することによ
り利益獲得を狙う。

運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等（1）

2 無 無 ―

ＡＮＲＩ有限責任事業組合（佐
俣　安理、ＡＮＲＩ株式会社）

関東財務局 ＡＮＲＩ３号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にインターネット分野のスタートアップ
に対して創業前後から積極的に経営に
参画し、シード投資を実行する。シード
投資の後、事業の成長を鑑みながら必
要に応じてアーリー、ミドルも投資総額
5億程度までを目安としてフォローオン
投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(8)、投資事業
有限責任組合(1)、外
国法人又は外国人等
(1)、個人(1)

13 有 無 ―

日本産業第５号GP株式会社 関東財務局 日本産業第五号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業再編、事業再構築、事業革新等を
行う、主に日本国内の企業又は事業を
分社化した事業体が新規資本を必要と
する場合に、これらの企業等に所期の
事業計画を実現せしめるため、株式等
エクイティの取得による投資を中心とす
る各種経営資源の提供を行い、その企
業価値の増加を図るべく投資事業を行
う。

私募・運用 63条 金融機関等(16)、事業
法人等(2)、金融商品
取引業者等(1)

19 有 無 ―

日本産業第５号GP株式会社 関東財務局 日本産業第五号パラレル投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業再編、事業再構築、事業革新等を
行う、主に日本国内の企業又は事業を
分社化した事業体が新規資本を必要と
する場合に、これらの企業等に所期の
事業計画を実現せしめるため、株式等
エクイティの取得による投資を中心とす
る各種経営資源の提供を行い、その企
業価値の増加を図るべく投資事業を行
う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―
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GKTB合同会社 関東財務局 GKTB合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：商業施設建物、投資
対象地域：日本）を、匿名組合契約に基
づく出資並びに借入金にて購入し、信
託受託者を通じる等して対象不動産の
賃貸および売却等によって収益を上
げ、現金化することを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社ＪＢＺワン 関東財務局 ＪＢＺワン匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 一棟貸賃貸不動産14物件(北海道、茨
城県、富山県、石川県、奈良県、島根
県、鳥取県、山口県、高知県、佐賀県、
鹿児島県）を対象資産とする信託受益
権の取得、運用

運用 63条 事業法人等(3)、金融
機関等(1)

4 有 無 ―

GKTL合同会社 関東財務局 GKTL匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：商業施設底地、投資
対象地域：日本）を、匿名組合契約に基
づく出資並びに借入金にて購入し、信
託受託者を通じる等して対象不動産等
の賃貸及び売却等によって収益を上
げ、現金化することを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

フリーバンクキャピタル株式会
社

関東財務局 東京神奈川イノベーション応
援1号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

首都圏のあらゆる業種及びステージの
ベンチャー企業に出資して育成支援を
行う。
特に創業アーリーステージの企業に重
点をおく。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

フリーバンクキャピタル株式会
社

関東財務局 ウェルビーイング2023投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

関東圏中心に日本全国のあらゆるス
テージのベンチャー企業に出資して育
成支援を行う。対象業種は主に重点4
分野（健康、環境、共生、金融）とする。

私募・運用 63条 事業法人等（1）
投資事業有限責任組
合(1)

2 有 無 ―

ＷＭグロース４有限責任事業
組合（ＷＭパートナーズ株式
会社、松本　守祥、徳永　康
雄）

関東財務局 WMグロース４号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 成長企業へのグロースキャピタル投資
を主たる目的とし、成長段階にある中
堅・中小企業への投資を行う。

運用 63条 金融商品取引業者等
(2)
金融機関等(4)
事業法人等(4)

10 有 無 ―

合同会社Satsuki3 関東財務局 Satsuki 2 Pte. Ltd.との間の匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資及び合同会社その他の法人が営業
者となる匿名組合に係る匿名組合出資
持分を引き受け、特定目的会社は当該
優先出資資金により不動産信託受益
権、現物不動産、匿名組合出資持分に
投資し、営業者となる合同会社その他
の法人は当該匿名組合出資金により
不動産信託受益権、匿名組合出資持
分に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社エルアール 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド ホテルを投資対象とし、賃料収入、不
動産信託受益権の売却による利益獲
得を目的とした投資を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

パシフィコ・エナジー・ソーラー
ファンド合同会社

関東財務局 パシフィコ・エナジー・ソーラー
ファンド１投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

投資家から拠出を受けた金銭により、
合同会社4社に対して、匿名組合出資
の形態により投資を行う。各合同会社
は、匿名組合の営業者として、千葉県
富津市、千葉県千葉市、山形県飽海郡
遊佐町、宮城県大崎市及び山口県柳
井市において太陽光発電事業を行い、
売電によって得た収益をパシフィコ・エ
ナジー・ソーラーファンド１投資事業有
限責任組合に分配する。上記の匿名組
合出資以外の投資は行わない。

運用 63条 金融機関等(5)
事業法人等(4)

9 有 無 ―

株式会社ＣＡＲＰＥ　ＤＩＥＭ 関東財務局 トリプルワン投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ヘルスケア関連の成長が見込まれる複
数の企業等への投資（ミドルステージ
以降が主）

私募・運用 63条 個人(1)、事業法人等
(1)

2 有 無 ―

株式会社ＣＡＲＰＥ　ＤＩＥＭ 関東財務局 トリプルフォー投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ヘルスケア関連の成長が見込まれる複
数の企業等への投資（ミドルステージ
以降が主）

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

新生インベストメント＆ファイナ
ンス株式会社

関東財務局 セグラ匿名組合 匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

ローン債権の購入及び管理を対象事
業とする匿名組合

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

新生インベストメント＆ファイナ
ンス株式会社

関東財務局 カシ匿名組合 匿名組合契約 その他 合同会社への持分出資 運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

新生インベストメント＆ファイナ
ンス株式会社

関東財務局 サントネー匿名組合 匿名組合契約 その他 合同会社への持分出資 運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社ミダスキャピタル 関東財務局 吉村英毅・ミダスA投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

業種は問わず、国内未上場企業への
投資を行い、経営改善後のバイアウト
及びIPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社ミダスキャピタル 関東財務局 ミダス第2号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

業種は問わず、国内未上場企業への
投資を行い、経営改善後のバイアウト
及びIPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ミダスキャピタル 関東財務局 吉村英毅・ミダスB投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

業種は問わず、国内未上場企業への
投資を行い、経営改善後のバイアウト
及びIPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社ミダスキャピタル 関東財務局 黒川隆介・ミダス投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

業種は問わず、国内未上場企業への
投資を行い、経営改善後のバイアウト
及びIPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社ミダスキャピタル 関東財務局 市原創吾・ミダス投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

業種は問わず、国内未上場企業への
投資を行い、経営改善後のバイアウト
及びIPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社ミダスキャピタル 関東財務局 岩田匡平・ミダス投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

業種は問わず、国内未上場企業への
投資を行い、経営改善後のバイアウト
及びIPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社霞が関インベストメン
ト

関東財務局 霞が関インベストメント匿名組
合

匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

日本の会社の株式等への投資を行う
ファンドに出資し、投資結果を享受する
ことを目的とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、外国
法人又は外国人等(2)

3 無 無 ―

合同会社ライラック 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド ホテルを投資対象とし、賃料収入、不
動産信託受益権の売却による利益獲
得を目的とした投資を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社YMMインベストメント 関東財務局 YMMインベストメント匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権（投資対象不動産
の種類：オフィス、投資対象地域：日本）
を、匿名組合契約に基づく出資並びに
借入金にて購入し、信託受託者を通じ
る等して対象不動産等の賃貸及び売
却等によって収益を上げ、現金化する
ことを目的とする。

運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

東日本民間賃貸サービス合同
会社

関東財務局 東日本民間賃貸サービス匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 外国法人との間で匿名組合契約を締
結し、当該契約に基づき匿名組合出資
を受け、日本国内において、当該匿名
組合出資をもって、不動産信託受益権
に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

大阪プロパティー合同会社 関東財務局 大阪プロパティー合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内に所在する住宅ポートフォリ
オを保有する特定目的会社が発行する
優先出資を取得し、当該優先出資に係
る配当等を得ることにより利益獲得を
目指すファンドである。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

合同会社ＰＣ６ 関東財務局 PC6号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内のオフィス、レジデンス、ホテル、
商業施設等への投資（現物及び受益
権）

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

IDATEN Ventures合同会社
足立　健太

関東財務局 IDATEN Ventures 1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード～アーリーステージの製造業・物
流業に関連するスタートアップに対し、1
社平均1億円のマイルストン投資を行
う。

私募・運用 63条 事業法人等(1)
金融機関等(1)
投資事業有限責任組
合(1)

3 有 無 ―

IDATEN Ventures合同会社
足立　健太

関東財務局 IDATEN Ventures 2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード～アーリーステージの製造業・建
設業・物流業に関連するスタートアップ
に対し、1社上限目安1億円のマイルス
トン投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1)
投資事業有限責任組
合(1)

2 有 無 ―
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松本　壮志 関東財務局 Ａ＆Ｔ投資事業有限責任事業
組合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

情報等の分析を主業務とする投資対象
会社は技術力を有しているものの,内部
管理や事業の将来を見据えた経営の
できる人材が不足する傾向にある。そ
のような状況にある企業に対し経営等
の指導を行うことにより，経営基盤を安
定させ，さらなる成長を促すため当該
会社の株式を取得する。

私募・運用 63条 個人(1) 1 無 無 ―

株式会社よしもと統合ファンド 関東財務局 よしもと統合ファンド投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

1主に映画、テレビ、放送（全ての媒
体）、音楽、ライブエンタテインメントビジ
ネス、PC、スマートフォン、携帯電話等
関連サービス及びコンテンツ、コミック、
アニメ関連等のエンタテインメント事
業、スポーツエンターテインメントマネー
ジメント及びタレントマネージメント、メ
ディアにおいてブランド化した無形固定
資産、これらに関連した技術・サービス
を投資対象とし、これらを行う国内事業
者又は外国法人（適用法令の範囲内に
限る）の株式、持分等の取得・保有。
2上記1に記載する投資対象事業のう
ち、適用法令に抵触しない範囲の直接
投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

N1合同会社 関東財務局 NIC IP1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

日本企業成長投資1号投資事業有限
責任組合に投資

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

N1合同会社 関東財務局 NIC IA1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

日本企業成長投資1号投資事業有限
責任組合に投資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社Zelkova 関東財務局 Satsuki特定目的会社との間
の匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、不動産信託受益権
に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＦＶＰ合同会社 関東財務局 ＦＶＰ匿名組合 匿名組合契約 その他 外国法人との間で匿名組合契約を締
結し、当該契約に基づき匿名組合出資
を受け、当該匿名組合出資をもって、
日本国内の不動産関連事業を行う株
式会社が発行する株式に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

LEADING CAPITAL株式会社 関東財務局 グロースパッケージ２０１７投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が期待できる未上場ベンチャー
企業に投資する

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

エス・アイ・ピー株式会社 関東財務局 グロースパッケージ2017投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が期待できる未上場ベンチャー
企業に投資する。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

ＦＣＤパートナーズ株式会社 関東財務局 FCD第1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に業界再編又は地域内再編等の資
金及び経営ニーズを有する地域中核
企業を対象に普通株･優先株･社債の
取得を目的とするファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

川西プロパティー合同会社 関東財務局 川西プロパティー合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Founder Foundry 有限責任事
業組合（梶谷　亮介、家入　一
真、ＮＯＷ株式会社）

関東財務局 Founder Foundry 1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象業種は限定していない。シー
ド、アーリーステージの国内外企業に
株式等の投資をし、高い投資パフォー
マンスを求める。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(7)、投資事業
有限責任組合(4)

12 有 無 ―

Founder Foundry 有限責任事
業組合（梶谷　亮介、家入　一
真、ＮＯＷ株式会社）

関東財務局 Founder Foundry 2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象業種は限定していない。主と
して、シード、アーリーステージの国内
外企業に株式等の投資をし、高い投資
パフォーマンスを求める。

運用 63条 金融機関等(1)、金融
商品取引業者等(2)、
事業法人等(5)、投資
事業有限責任組合(3)

11 有 無 ―

Founder Foundry 有限責任事
業組合（梶谷　亮介、家入　一
真、ＮＯＷ株式会社）

関東財務局 FF-susten投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象をアーリーステージの株式会
社sustenキャピタル・マネジメントに限
定し、高い投資パフォーマンスを求め

運用 63条 投資事業有限責任組
合（2）

2 有 無 ―

合同会社ＰＣ７ 関東財務局 PC7号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内のオフィス、レジデンス、ホテル、
商業施設等への投資（現物及び受益
権）

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 7号株式会社

関東財務局 Spiral Bridge1号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージにある遺伝子分析
サービス事業の成長支援のため未公
開普通株式に投資

私募・運用 63条 個人(1)、事業法人等
(1)

2 有 無 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 7号株式会社

関東財務局 Spiral Bridge2号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージにある遺伝子分析
サービス事業の成長支援のため未公
開普通株式に投資

私募・運用 63条 個人(1) 1 無 無 ―

合同会社アイランドフレッシュ 関東財務局 合同会社アイランドフレッシュ
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設を対象とした不動
産信託受益権に対して投資を行う

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

のぞみファイナンス&コンサル
ティング株式会社

関東財務局 のぞみF1 匿名組合契約 その他 国内法人等への貸付金・不動産投資
等

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

のぞみファイナンス&コンサル
ティング株式会社

関東財務局 のぞみF2 匿名組合契約 その他 国内法人等への貸付金・不動産投資
等

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

Incubate Fund LP有限責任事
業組合(赤浦徹、本間真彦、和
田圭祐、村田祐介、吉田周
平、インキュベイトファンド株式
会社)

関東財務局 インキュベイトファンドLP投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インキュベイトファンドLP投資事業有限
責任組合は、他のベンチャーファンドを
主な投資対象とすることを想定してお
り、当該ベンチャーファンドから、その保
有する投資先事業者の株式の売却等
により得られる利益等の分配を受け、
当該分配に基づく収益を各組合員に配
分することを目的としている。なお、イン
キュベイトファンドLP投資事業有限責任
組合が投資対象とするベンチャーファ
ンドの属性としては、典型的には、国内
外のIT分野の企業（シード又はアーリー
ステージ等）の株式その他の有価証券
を投資対象とするものが想定されるも
のの、必要に応じて、他の分野又は成
長ステージの企業に投資を行うベン
チャーファンドも投資対象とすることが
ある。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(2)
金融機関等(1)
事業法人等(9)
投資事業有限責任組
合(2)
個人(1)

15 有 無 ―

株式会社リサ地域ファンドソ
リューションズ

関東財務局 肥銀ブリッジ投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

地域の経済活力や雇用について大きな
役割を果たす中核企業の事業承継、M
＆Aを目的とする、九州地方及び熊本
県内の中核企業等に関する株式、社債
の取得・保有

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

UTEC Partners有限責任事業
組合（郷治　友孝、井出　啓
介、宇佐美　篤、坂本　教晃、
株式会社東京大学エッジキャ
ピタルパートナーズ、﨑田　博
之、小林　宏彰、Kiran Mysore 
Ravi、飯島　綾乃、𠮷岡　ふ
み）

関東財務局 UTEC4号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

UTEC Partners有限責任事業組合を無
限責任組合員とする本組合は、東京大
学などの研究機関・組織等が生み出し
た科学・技術を軸に、資本・人材・英知
を還流させ、世界・人類の課題を解決
するためのフロンティアを開拓する、優
れたサイエンス/テクノロジーと強力な
マネジメントチームを備え、グローバル
ベンチャーな市場や課題に応えるベン
チャー企業への投資を行う。

運用 63条 金融機関等(6)
投資事業有限責任組
合(2)
事業法人等(2)
金融商品取引業者等
(1)

11 有 有 有限責任監査法人トーマツ

UTEC Partners有限責任事業
組合（郷治　友孝、井出　啓
介、宇佐美　篤、坂本　教晃、
株式会社東京大学エッジキャ
ピタルパートナーズ、﨑田　博
之、小林　宏彰、Kiran Mysore 
Ravi、飯島　綾乃、𠮷岡　ふ
み）

関東財務局 UTEC5号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

本組合は、東京大学などの研究機関・
組織等が生み出した科学・技術を軸
に、資本・人材・英知を還流させ、世界・
人類の課題を解決するためのフロン
ティアを開拓するベンチャー企業への
投資業務及び育成業務を行う。

運用 63条 金融機関等(6)
事業法人等(4)
投資事業有限責任組
合(1)
金融商品取引業者等
(1)

12 有 有 有限責任監査法人トーマツ

B Cryptos株式会社 関東財務局 B Cryptos匿名組合 匿名組合契約 その他 投資対象は仮想通貨及びトークン。
トークンについてはグローバルで発行さ
れるものを幅広く対象とする。

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 8号株式会社

関東財務局 Neutron Bridge1号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

BNCT医療機器メーカーに対する成長
支援のため未公開普通株式に投資

私募・運用 63条 個人(1)、事業法人等
(1)

2 有 無 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 8号株式会社

関東財務局 Neutron Bridge2号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

BNCT医療機器メーカーに対する成長
支援のため未公開普通株式に投資

私募・運用 63条 個人(1) 1 無 無 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 8号株式会社

関東財務局 Neutron Bridge3号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

BNCT医療機器メーカーに対する成長
支援のため未公開普通株式に投資

私募・運用 63条 金融商品取引業者
(1)、事業法人等（1）

2 有 無 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 8号株式会社

関東財務局 Neutron Bridge4号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

BNCT医療機器メーカーに対する成長
支援のため未公開普通株式に投資

私募・運用 63条 金融商品取引業者(1) 1 無 無 ―

サファイア・キャピタル株式会
社

関東財務局 サファイア第一号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

グローバルに成長が見込まれるミドル
ステージからレイターステージ及びグ
ロースステージにあるベンチャー企業
への投資。

運用 63条 金融機関等（4）、金融
商品取引業者等(1)、
投資事業有限責任組
合（1）

6 有 無 ―

サファイア・キャピタル株式会
社

関東財務局 サファイアグロース第一号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

セルフエステ事業を運営する株式会社
博心への投資。

私募・運用 63条 金融機関等（1）、投資
事業有限責任組合（3）

4 有 無 ―
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有限会社エスエヌアール・テン 関東財務局 ガルダ匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

事業会社に対する廃業支援投融資 運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社エスエヌアール・テン 関東財務局 エトナ匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

事業会社に対する廃業支援投融資 運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社エスエヌアール・テン 関東財務局 サンニオ匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

事業会社に対する廃業支援投融資 運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社エスエヌアール・テン 関東財務局 レヴェラーノ匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

事業会社に対する廃業支援投融資 運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

CAC CAPITAL株式会社 関東財務局 CAC CAPITAL投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 業種を問わず、高い成長性や革新性、
CACグループとのシナジーが見込める
ベンチャー企業への投資を行う。ステー
ジを問わず、ポートフォリオに基づいて
全ステージに投資する。キャピタルゲイ
ンの獲得とCACグループの事業リター
ンの双方を狙う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

日本ブランド企業投資合同会
社

関東財務局 日本ブランド企業投資合同会
社匿名組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

レイターステージで、2019年末にＩＰＯを
計画している台湾の製造業企業の株式
に対する投資を行う。ＩＰＯまで取得株
式を保有し、ＩＰＯ後に市場で売却する
ことを基本的な投資方針とする。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社オー・エル・エム・ベ
ンチャーズ

関東財務局 OLM１号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

（投資対象企業の業種）ITを用いたメ
ディア/コンテンツ周辺領域の技術/
サービスを有する企業中心
（投資対象企業の成長ステージ）シー
ド、アーリーステージ企業中心
（投資方針）主に上記技術/サービスを
有する企業へ、成長ステージに即した
投資,育成を行う。経営者との密なコミュ
ニケーションを図り、企業価値向上に向
けた、経営支援/営業支援を中心とした
活動を推進。
（戦略の概要）上記「投資方針」記載の
方法にて投資先企業の企業価値を高
め、最終的には株式上場やM&A等に
伴ってExitすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(2)

3 有 無 ―

エスアンドエムパートナーズ株
式会社

関東財務局 エスアンドエムパートナーズ1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

商品の輸入販売事業を営む会社への
事業承継型バイアウト投資

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ＭＤＬ合同会社 関東財務局 ＭＤＬ合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の居住施設を主な信託財産
とする不動産の信託受益権を取得し、
当該信託受益権に対する信託配当又
は売却代金を原資として匿名組合員に
対し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

合同会社Ａｋａｎｅ 関東財務局 鶴見案件匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の賃貸住宅を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 無 無 ―

合同会社秋葉原地所 関東財務局 秋葉原地所匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象は国内オフィスに係る信託受
益権

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

奈良合同会社 関東財務局 奈良匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって商業用不動産にかかる信託受益
権を取得し、同受益権の保有・管理・処
分により利益を得ること、及び不動産
関連事業を営む株式会社の株式への
投資により利益を得ること。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

イースト・インベストメント・キャ
ピタルGP株式会社

関東財務局 CiP I ファンド投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ネットを中心とした新技術企業、サービ
ス業を中心とした従来型企業、及びそ
の組み合わせ

私募・運用 63条 金融機関等(1)
事業法人等(1)

2 有 無 ―

ファーストブラザーズキャピタ
ル株式会社

関東財務局 ファーストブラザーズキャピタ
ル株式会社匿名組合（適格機
関投資家限定）

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の、主に収益不動産にかかる
不動産信託受益権を取得･運用し、賃
料その他当該収益不動産及び当該不
動産信託受益権からの収益を得ること
により、利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

アーキタイプベンチャーズ有限
責任事業組合（中嶋　淳、福
井　俊平）

関東財務局 アーキタイプベンチャーファン
ド２号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージのB2B(B2B2C) 
Technology領域を投資対象としたファ
ンド

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(4)、事
業法人等(5)

10 有 無 ―

アーキタイプベンチャーズ有限
責任事業組合（中嶋　淳、福
井　俊平）

関東財務局 Archetype Ventures G1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

グロースステージのB2B(B2B2C) 
Technology領域を投資対象としたファ
ンド

私募・運用 63条 金融機関等(2)、投資
事業有限責任組合
(2)、事業法人等(1)

5 有 無 ―

株式会社日本投資ファンド 関東財務局 日本投資ﾌｧﾝﾄﾞ第1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に事業承継等の問題を抱え成長が
鈍化している国内未上場企業等を対象
に普通株･優先株･社債等の取得を目
的とするファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(14)、投資
事業有限責任組合(1)

15 有 無 ―

株式会社日本投資ファンド 関東財務局 日本投資ﾌｧﾝﾄﾞ第2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に事業承継等の問題を抱え成長が
鈍化している国内未上場企業等を対象
に普通株･優先株･社債等の取得を目
的とするファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

合同会社ノーヴェグランデ 関東財務局 匿名組合ノーヴェグランデ 匿名組合契約 不動産ファンド オフィスビルを信託財産とする信託に
係る不動産信託受益権を主な投資対
象とする戦略

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

合同会社モルト・スリー 関東財務局 モルト・スリー匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスビルを主な信託財
産とする不動産信託受益権を取得し、
当該信託受益権に対する信託配当又
は売却代金を原資として匿名組合員に
対し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(4)、事業
法人等(1)

5 無 無 ―

アプリコット・ベンチャーズ有限
責任事業組合（白川智樹、株
式会社mint）

関東財務局 Apricot Venture Fund 1号 投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージからレイターステージま
でのベンチャー企業その他の会社を主
な投資対象とする

私募・運用 63条 金融機関等(1)
投資事業有限責任組
合(1）
事業法人等(1)

3 有 無 ―

株式会社広島リサ・アセットマ
ネジメント

関東財務局 広島リサ地域活性化ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

瀬戸内経済圏を中心とした不動産及び
信託受益権等の取得、保有及び売却
を目的とする投資法人に対する投資口
等の取得・保有

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

株式会社広島リサ・アセットマ
ネジメント

関東財務局 富士見町地域活性化ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

広島地域の発展に欠かせない事業を
営む事業者や不動産（ホテル等）に対
する投資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

両国福祉貢献プロジェクト合
同会社

関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京都内にある子育て支援施設を含む
福祉貢献型建物の信託受益権に投資
する

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

合同会社リオグランデ 関東財務局 リオグランデ 匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在のホテル等の収益物件の信
託受益権を取得の上、当該信託受益
権を保有・処分することによる、賃料、
宿泊料等及び売却益による収益目的
の投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

アコード・ベンチャーズ有限責
任事業組合(石丸文彦、水木
孝幸、鈴木智也、株式会社ア
コード・ベンチャーズ）

関東財務局 アコード・ベンチャーズ2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード、アーリーステージを中心とした
インターネット企業に対するハンズオン
支援投資

私募・運用 63条 事業法人等(3)、金融
商品取引業者等(1)、
個人(1)、投資事業有
限責任組合(2)

7 有 有 玉井哲史

合同会社泊多 関東財務局 合同会社泊多匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象は国内ホテルに係る信託受
益権

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

丸の内三丁目合同会社 関東財務局 丸の内三丁目匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 都心のオフィスビルに係る不動産信託
受益権を投資対象として不動産信託受
益権取得等を行い、利益を得ることを
目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社gumi Cryptos Capital 関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 その他 仮想通貨、トークン及びそれらに類似
するもの、会社の株式、持分、新株予
約権、社債又はその他の有価証券

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(4)

5 有 無 ―

ナインアワーズプロパティファ
ンド合同会社

関東財務局 ナインアワーズプロパティファ
ンド1号合同会社を営業者とす
る匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 信託受益権化された水道橋所在のカプ
セルホテル等建物の取得、保有、サブ
リース及び処分を事業とするナインア
ワーズプロパティファンド1号合同会社
を営業者とする匿名組合への匿名組合
出資

運用 63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 有 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
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ナインアワーズプロパティファ
ンド合同会社

関東財務局 ナインアワーズプロパティファ
ンド3号合同会社を営業者とす
る匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 信託受益権化された名古屋所在のカプ
セルホテル等建物の取得、保有、サブ
リース及び処分を事業とするナインア
ワーズプロパティファンド3号合同会社
を営業者とする匿名組合への匿名組合
出資

運用 63条 事業法人等(1)、
投資事業有限責任組
合(1)

2 有 無 ―

ナインアワーズプロパティファ
ンド合同会社

関東財務局 ナインアワーズプロパティファ
ンド4号合同会社を営業者とす
る匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 信託受益権化された博多所在のカプセ
ルホテル等建物の取得、保有、サブ
リース及び処分を事業とするナインア
ワーズプロパティファンド4号合同会社
を営業者とする匿名組合への匿名組合
出資

運用 63条 事業法人等(1)、
投資事業有限責任組
合(1)

2 有 無 ―

ナインアワーズプロパティファ
ンド合同会社

関東財務局 ナインアワーズプロパティファ
ンド5号合同会社を営業者とす
る匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 信託受益権化された新宿所在のカプセ
ルホテル等建物の取得、保有、サブ
リース及び処分を事業とするナインア
ワーズプロパティファンド5号合同会社
を営業者とする匿名組合への匿名組合
出資

運用 63条 事業法人等(1)、
投資事業有限責任組
合(1)

2 有 無 ―

合同会社金沢西口駅前ホテル 関東財務局 金沢西口駅前ホテル匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルを主な信託財産とす
る不動産信託受益権を取得し、当該信
託受益権に対する信託配当又は売却
代金を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

古宮博幸、水上圭、大谷直
樹、野瀬宏平、馬場太久麿、
福重慎一郎、柿坪裕

関東財務局 JPインベストメント1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 バイアウト、事業再生、ベンチャー、セ
カンダリー等様々な領域に投資する
ファンド

私募・運用 63条 金融機関等(4)、事業
法人等(1)

5 有 無 ―

イーストベンチャーズ有限責任
事業組合（株式会社TIG、エト
ウキャピタル株式会社、金子　
剛士）

関東財務局 イーストベンチャーズ3号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT企業/シードステージ/日本を中心とし
たアジア圏の企業に投資する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)、個人(1)、金融機
関等(1)、事業法人等
(7)

10 有 有 中川公認会計士事務所

イーストベンチャーズ有限責任
事業組合（株式会社TIG、エト
ウキャピタル株式会社、金子　
剛士）

関東財務局 イーストベンチャーズ2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット分野のシード期の未公開
企業に対する投資

運用 旧63条 事業法人等（6）、個人
(1)、外国法人又は外
国人等(1)

8 有 無 ―

合同会社ＰＣ８ 関東財務局 PC8号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内のオフィス、レジデンス、ホテル、
商業施設等への投資
（現物及び受益権）

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社キャピタルメディカ・
ベンチャーズ

関東財務局 ヘルスケア・ニューフロンティア
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

医療・介護、ヘルスケア分野における
投資・育成

私募・運用 63条 金融機関等(5)、事業
法人等(1)

6 有 無 ―

株式会社キャピタルメディカ・
ベンチャーズ

関東財務局 やまと社会インパクト投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

奈良県およびその周辺地域の健康資
本、自然資本、文化資本領域に対し、
インパクトマネジメントの実践を通じて
地域課題を解決するスタートアップに対
して投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

知多美浜インベストメント合同
会社

関東財務局 未来創電インベストメント投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

国内の太陽光発電事業を行う合同会
社に匿名組合出資を行う投資事業有
限責任組合の無限責任組合員となり、
当該出資に対する配当を原資として有
限責任組合員に対し利益分配を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ライス 関東財務局 合同会社ライス
匿名組合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（老人ホーム）
にかかる不動産信託受益権を取得・保
有・処分等して収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＡＬＰＳ合同会社 関東財務局 2018年3月付匿名組合出資 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

日本国内の投資先となる対象会社の
株式を取得し、当該株式に対する配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対し利益分配を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

新生レンブラントパートナーズ
株式会社

関東財務局 栃木航空宇宙産業1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

部品の加工製造業を営む会社へのバ
イアウト投資

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

FULCRUM合同会社 関東財務局 FULCRUM匿名組合 匿名組合契約 ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社共同インフラファンド 関東財務局 合同会社共同インフラファンド
匿名組合出資持分

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

運転開始済太陽光発電事業所への投
資を行うファンド

私募・運用 63条 金融機関等(1)
事業法人等(1)

2 無 無 ―

野村キャピタル・パートナーズ
株式会社

関東財務局 野村キャピタル・パートナーズ
第一号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象は、金融業を除く日本の中堅
企業（上場・未上場企業）。
投資手法は、原則マジョリティ投資とす
るが、一定の場合、マイノリティ投資も
検討する。
投資後は、ハンズオンにより投資先企
業の企業価値向上を積極的に支援す
る。
原則、投資から3～5年程度でIPOや第
三者への譲渡等によりエグジットを目
指す。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

藤澤　伸光 関東財務局 プロメテックグループ協力研究
者持株会

民法上の組合
契約

その他 プロメテックグループ株式会社（以下
「会社」という。）の株式を取得すること
により、会社と会社の協力研究者との
協力関係を強化・維持することを目的と
する。

運用 附則48条 ― 0 無 無 ―

ダイヤモンドエネルギーサービ
ス株式会社

関東財務局 ダイヤモンドエネルギーサービ
ス株式会社匿名組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

日本国内における地域熱供給事業者
の株式に対する投資を匿名組合の営
業者として行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

株式会社ディープコア 関東財務局 DEEPCORE TOKYO 1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に、日本及び国外のＡＩ領域及びその
他将来性のある分野で事業を展開する
未上場企業を対象とし、シード〜シリー
ズＡを中心に投資する。

私募・運用 63条 事業法人等(7)、金融
機関等(1)、外国法人
又は外国人等(1)、金
融商品取引業者等（1）

10 有 無 ―

株式会社ディープコア 関東財務局 DEEPCORE TOKYO２号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に、日本及び国外のＡＩ領域及びその
他将来性のある分野で事業を展開する
未上場企業を対象とし、シード〜シリー
ズＡを中心に投資する。

私募・運用 63条 事業法人等(6)、金融
機関等(3)、金融商品
取引業者等（1）、投資
事業有限責任組合(1)

11 有 無 ―

クレジット･ギャランティ3号合
同会社

関東財務局 企業間信用投資2018
匿名組合

匿名組合契約 ヘッジファンド クレジット・デフォルト・スワップ 運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

尚陽千葉合同会社 関東財務局 尚陽千葉合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 千葉県のオフィス/ホテル/商業複合施
設に係る不動産信託受益権の運用

運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

新宿三丁目プロパティ合同会
社

関東財務局 新宿三丁目プロパティ合同会
社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都新宿区所在の商業テナントビル
に係る受益権準共有持分及びこれに
付随する権利等の取得、保有及び処分
等。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ブルークラウド・キャピタル株
式会社

関東財務局 ＢＣ・ダイナミック・プライマリー
戦略１号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

上場企業に対して、ファイナンス支援を
実施し、企業価値の向上を図る。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

エメラダ・キャピタル株式会社 関東財務局 国内成長中小企業クレジット
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

匿名組合持分に対する投資を行う。な
お、投資対象である匿名組合において
は、下記の資産への投資を行う。
1.主に成長中小企業において、満たさ
れていない資金ニーズ（オンラインの簡
易的な手続き、資金繰りを改善する返
済計画のパーソナライゼーション、売掛
債権の受益権確保による追加成長資
金の提供）を供給するコア資産
2.主にミドル・レイターのベンチャー企業
において、次回エクイティファイナンスま
でのブリッジファイナンスや事業拡大で
資金調達手法を借入まで広げるタイミ
ングを補足することを目的としたオプ
チュニスティック資産

私募・運用 63条 金融機関等（4） 4 有 無 ―
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ＴＭＣ　ＢＵＹＯＵＴ１１株式会社 関東財務局 CFP投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

・主要な投資対象企業の業種
飲食料品卸売業
・投資対象地域
日本
・基本的な投資方針・戦略の概要
グループ企業の子会社・事業部門の独
立に係わるバイアウト、オーナー企業
の事業承継に係わるバイアウト、破た
ん企業の処理に伴う子会社・事業部門
のバイアウト、経営者主導型のバイア
ウト等を行う。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

地域創生ソリューション株式会
社

関東財務局 ALL-JAPAN観光立国ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資対象：ホテル、旅館等の宿泊施設
の開発・リニューアル・耐震化・コンバー
ジョン等のプロジェクト支援
投資地域：全国の主要都市、主要観光
地・リゾート地(日本国内に限る)
投資方針：日本を代表するデベロッ
パー、ホテルオペレーター、金融機関
等のネットワークを活用し、宿泊施設の
不足や多様な宿泊ニーズへの対応、地
域集客施設の拡充等に貢献する

私募・運用 63条 金融機関等（34）、事業
法人等（3）

37 有 無 ―

地域創生ソリューション株式会
社

関東財務局 ALL-JAPAN観光立国ファンド
2号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資対象：ホテル、旅館等の宿泊施設
の開発・リニューアル・耐震化・コンバー
ジョン等のプロジェクト支援
投資地域：全国の主要都市、主要観光
地・リゾート地(日本国内に限る)
投資方針：日本を代表するデベロッ
パー、ホテルオペレーター、金融機関
等のネットワークを活用し、宿泊施設の
不足や多様な宿泊ニーズへの対応、地
域集客施設の拡充等に貢献する

運用 63条 金融機関等（7）、事業
法人等（4）

11 有 無 ―

ソラシードスタートアップスタジ
オ有限責任事業組合（ソラ
シードスタートアップスタジオ
株式会社、柴田　泰成）

関東財務局 ソラシードスタートアップスタジ
オ投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のIT分野の企業（無限責任組合
員の組合員である柴田康成自身が創
業した企業を含む。）を主な投資対象と
し、典型的には、それらの企業のシード
又はアーリーステージにおける株式そ
の他の有価証券を取得する方針であ
る。その上で、投資対象となる企業の
サポート等を通じて企業価値を高め、
最終的には株式上場やM&A等に伴っ
てExitすることにより、利益の獲得を目
指す。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)、事業法人等(1)

3 無 無 ―

ＤＩ投資合同会社 関東財務局 ＤＩインドデジタル投資組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

インドで事業活動を行う企業のうち、モ
バイルゲーム等のテクノロジー系の未
公開企業（シードからシリーズB）の株
式等を取得し、当該株式等を投資家に
売却することにより利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 事業法人等（2） 2 有 無 ―

エメラダ株式会社 関東財務局 国内成長中小企業クレジット
ファンド匿名組合

匿名組合契約 その他 下記の資産への投資を行う。
1.主に成長中小企業において、満たさ
れていない資金ニーズ（オンラインの簡
易的な手続き、資金繰りを改善する返
済計画のパーソナライゼーション、売掛
債権の受益権確保による追加成長資
金の提供）を供給するコア資産
2.主にミドル・レイターのベンチャー企業
において、次回エクイティファイナンスま
でのブリッジファイナンスや事業拡大で
資金調達手法を借入まで広げるタイミ
ングを補足することを目的としたオプ
チュニスティック資産

私募 63条 金融機関等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 無 無 ―

株式会社ツクイキャピタル 関東財務局 ツクイ・ケアテック投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資先事業者は、介護・福祉・医療に
関連するＩＴの開発・サービスを行うベン
チャー企業等に限定するが、特に成長
段階は特定しない。投資先事業者の経
営、技術等に関するハンズオン支援、
生産性改善等を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

NNコーポレートキャピタル株
式会社

関東財務局 NREGイノベーション１号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として日本国内のベンチャー企業を
対象として、成長ステージを問わず投
資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 無 無 ―

株式会社旺文社ベンチャーズ 関東財務局 旺文社イノベーションファンド1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として、国内外のEdTech分野、教育
事業におけるAdTech分野で有望な
サービスや技術を有するベンチャー企
業で、アーリーからミドルステージにあ
り、有限責任組合員との協業可能性や
その事業分野の成長性が見込めるベ
ンチャー企業に投資。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

UBV-I有限責任事業組合(株
式会社UB Ventures、岩澤　
脩)

関東財務局 UBV Fund-I
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

モバイル、ソーシャル、AI、ブロック
チェーンの技術革新により、100年に一
度の変革期を迎えるビジネス情報業界
およびクラウドサービスの活用により進
むワークスタイルイノベーションの次世
代を担う中心となるビジネス情報、
B2B/SaaS領域のスタートアップの成長
支援を行う

① 投資ターゲット
ビジネス情報、B2B/SaaS領域のスター
トアップ事業を行う者
②地域
日本及び海外の事業者

私募・運用 63条 事業法人等(5)、金融
機関等(4)、投資事業
有限責任組合(1)、金
融商品取引業者等（1）

11 有 無 ―

UBV-I有限責任事業組合(株
式会社UB Ventures、岩澤　
脩)

関東財務局 UBV Fund-I Growth
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

UBV Fund-I投資事業有限責任組合の
投資先事業者等への追加投資の実行
により、同事業者等の更なる成長支援
を行う

①投資ターゲット
SaaS、メディア、HRtech、Edtech、
Fintech、Healcaretech、Realtech、サブ
スクリプションビジネス領域のスタート
アップ
②地域
日本及び海外の事業者

私募・運用 63条 事業法人等（2）、金融
機関等（1）、投資事業
有限責任組合（1）、金
融商品取引業者等（1）

5 有 無 ―

合同会社Tsubaki3 関東財務局 Tsubaki 2 Pte. Ltd.との間の匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権、
現物不動産、匿名組合出資持分に投
資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 無 無 ―

Full Commit Partners有限責
任事業組合(Full Commit 
Partners株式会社、山田優大)

関東財務局 Full Commit Partners 1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内のIT分野の企業を主な投資対象と
し、典型的には、それらの企業のシード
又はアーリーステージにおける株式そ
の他の有価証券を取得する方針であ
る。その上で、投資対象となる企業の
サポート等を通じて企業価値を高め、
最終的には株式上場やM&A等に伴っ
てExitすることにより、利益の獲得を目
指す。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)、事業法人等（1）

3 有 無 ―

合同会社ディオコリーナ 関東財務局 匿名組合ディオコリーナ 匿名組合契約 不動産ファンド 東京に所在する不動産信託受益権（事
務所・商業ビル）を主な投資対象とする
戦略

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

合同会社KHCF 関東財務局 KHCF匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権（投資対象不動産
の種類：ホテル、投資対象地域：日本）
を、匿名組合契約に基づく出資並びに
借入金にて購入し、信託受託者を通じ
る等して対象不動産等の賃貸及び売
却等によって収益を上げ、現金化する
ことを目的とする。

運用 63条 金融機関等（3） 3 無 無 ―
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富士ホールディングス2合同会
社

関東財務局 富士ホールディングス2匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

ＡＪキャピタル株式会社 関東財務局 AJC企業育成投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

セカンダリー・
ファンド

日本国内の未上場企業の株式等及び
組合持ち分について、主に既存投資
家・出資者から取得する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＡＪキャピタル株式会社 関東財務局 サクセッション１号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本国内の企業等が発行する株式等
を投資対象とし、主に後継者問題等を
抱える中小企業に対する事業承継支
援に資する投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(11) 11 有 無 ―

ＡＪキャピタル株式会社 関東財務局 サクセッション２号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本国内の企業等が発行する株式等
を投資対象とし、主に後継者問題等を
抱える中小企業に対する事業承継支
援に資する投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(15) 15 有 無 ―

Ｚコーポレーション株式会社 関東財務局 Zファンド1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にマイクロモビリティ、ブロックチェー
ン関連領域を中心とした新規事業を行
う企業を投資対象とし、投資先企業へ
のハンズオン投資を行う

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

千鳥福祉貢献プロジェクト合
同会社

関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京都内にある子育て支援施設を含む
福祉貢献型建物の信託受益権に投資
する

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

山田コンサルティンググループ
株式会社

関東財務局 りゅうぎん6次産業化ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

１次産業と、2次・3次産業との連携によ
る経済規模拡大や地域活性化に繋が
る事業活動への支援を行う

私募・運用 63条 金融機関等(１)、事業
法人等(１)

2 無 無 ―

山田コンサルティンググループ
株式会社

関東財務局 さんぎん農業法人投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

株式会社（特例有限会社を含む。）の
農業法人を対象とし、畑作、酪農、採
卵、果樹作等、全ての営農類型に対す
る投資を行う

私募・運用 63条 金融機関等(１) 1 有 無 ―

山田コンサルティンググループ
株式会社

関東財務局 さんぎん成長事業応援投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「東海・近畿圏の中堅・中小企業が取り
組む成長事業」あるいは「東海・近畿圏
における成長事業」を行う事業者

私募・運用 63条 金融機関等（１） 1 有 無 ―

山田コンサルティンググループ
株式会社

関東財務局 みちのく地域活性化投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

青森県及びその周辺における成長分
野関連企業や新事業展開を行う企業、
地方創生の推進に貢献する企業を対
象

私募・運用 63条 金融機関等（２） 2 無 無 ―

山田コンサルティンググループ
株式会社

関東財務局 とうほう・ふるさと総活躍応援
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 若手・女性・シニア層も含めたベン
チャー企業や観光活性化に取り組む企
業、医療・ロボット・再生可能エネル
ギー・航空宇宙産業等の新産業関連企
業、育児・介護等「一億総活躍社会」の
実現に取り組む企業等に投資を行う

私募・運用 63条 金融機関等(１) 1 無 無 ―

山田コンサルティンググループ
株式会社

関東財務局 じゅうろく経営承継支援第1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 岐阜県、愛知県、三重県を中心とする
株式会社十六銀行の営業エリア内にお
いて事業承継問題を抱えている企業等
に投資を行う

運用 63条 金融機関等(１)、事業
法人等(１)

2 無 無 ―

山田コンサルティンググループ
株式会社

関東財務局 しがぎん本業支援ファンド2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 滋賀県及び滋賀銀行の営業区域を事
業基盤とする企業の、事業承継課題の
解決を支援し、物的・人的承継の促進
と地域経済の振興に寄与する

私募・運用 63条 金融機関等(２) 2 無 無 ―

合同会社農業連携BG投資組
合1号

関東財務局 青森東北町発電事業匿名組
合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

JAゆうき青森所有地内におけるメタン
発酵設備、発電設備の設置、及び売電
事業の実施

私募 63条 金融機関等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 有 無 ―

ビクソー株式会社 関東財務局 VIXO ファンド 民法上の組合
契約

ヘッジファンド グローバル・マクロ 私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

アイ・シグマ・キャピタル株式
会社

関東財務局 アイ・シグマ事業支援ファンド3
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主として国内の中堅・中小企業を対象
とし、原則メジャー出資により、企業価
値向上を目指す

運用 63条 金融機関等(20)、事業
法人等(4)

24 無 無 ―

アイ・シグマ・キャピタル株式
会社

関東財務局 アイ・シグマ役職員ファンドMT
組合

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

上記事業支援ファンド個別投資先に対
する役職員によるパラレルファンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

アイ・シグマ・キャピタル株式
会社

関東財務局 アイ・シグマ役職員ファンドYM
組合

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

上記事業支援ファンド個別投資先に対
する役職員によるパラレルファンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

アイ・シグマ・キャピタル株式
会社

関東財務局 アイ・シグマ役職員ファンドＴＫ
組合

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

上記事業支援ファンド個別投資先に対
する役職員によるパラレルファンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

アイ・シグマ・キャピタル株式
会社

関東財務局 アイ・シグマ役職員ファンドＮＴ
組合

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

上記事業支援ファンド個別投資先に対
する役職員によるパラレルファンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

アイ・シグマ・キャピタル株式
会社

関東財務局 アイ・シグマ役職員ファンドＳＫ
Ｔ組合

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

上記事業支援ファンド個別投資先に対
する役職員によるパラレルファンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

アイ・シグマ・キャピタル株式
会社

関東財務局 アイ・シグマ役職員ファンドJA
組合

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

上記事業支援ファンド個別投資先に対
する役職員によるパラレルファンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

アイ・シグマ・キャピタル株式
会社

関東財務局 アイ・シグマ役職員ファンドYSJ
組合

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

上記事業支援ファンド個別投資先に対
する役職員によるパラレルファンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

アイ・シグマ・キャピタル株式
会社

関東財務局 アイ・シグマ役職員ファンドＧＣ
組合

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

上記事業支援ファンド個別投資先に対
する役職員によるパラレルファンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

アイ・シグマ・キャピタル株式
会社

関東財務局 アイ・シグマ事業支援ファンド4
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主として国内の中堅・中小企業を対象
とし、原則メジャー出資により、企業価
値向上を目指す

運用 63条 金融機関等(19)、事業
法人等(4)

23 無 無 ―

Deep30有限責任事業組合（株
式会社Deep30、M１株式会社）

関東財務局 Deep30投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

AIの技術を競合優位性とする企業や、
AIの技術によって大きく変革を期待でき
る先端技術を持つ企業への投資を行
う。投資対象企業の成長ステージは
シードを中心とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1)
投資事業有限責任組
合(1)

2 有 有 外山千加良
石川浩平

ＵＳＰＯＦ２号合同会社 関東財務局 ＵＳＰＯＦ２号合同会社匿名組
合

匿名組合契約 その他 投資事業有限責任組合の無限責任組
合員として出資し、当該出資に対する
配当を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＵＳＰＯＦ２号合同会社 関東財務局 Ｕ.Ｓ.プライム・オフィス　ファン
ドII投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 米国法人が発行する株式を主な信託
財産とする特定金銭信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(3)

4 有 無 ―

株式会社オフィス千葉 関東財務局 千葉功太郎
１号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

株券や債券等に直接投資を行うのでは
なく、それらに投資を行っている別の
ファンドに対して投資を行うファンドとす
る。

運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

合同会社セレスト 関東財務局 合同会社セレスト　匿名組合
契約

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを主な信託財産と
する不動産信託受益権を取得する合
同会社へ匿名組合出資をし、子ファンド
の信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 金融商品取引業者等
（1）

1 有 無 ―

合同会社RH-ONE 関東財務局 合同会社RH-ONE匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 江戸川区西葛西所在の不動産（レジデ
ンス）にかかる不動産信託受益権を取
得し、利益獲得を目指す。

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

ＭＭ１合同会社 関東財務局 民泊等宿泊事業ファンド1号 匿名組合契約 その他 都市部の建物の賃借権及び什器備品
を主な信託財産とする信託受益権を取
得し、民泊事業及びマンスリーマンショ
ン事業による収益により利益獲得を目
指すファンド

運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

合同会社RRB 関東財務局 RRB匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：ホテル、投資対象地
域：日本）を、匿名組合契約に基づく出
資並びに借入金にて購入し、信託受託
者を通じる等して対象不動産等の賃貸
及び売却等によって収益を上げ、現金
化することを目的とする。

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

XTech1号有限責任事業組合
（XTech Ventures株式会社、
西條晋一・手嶋浩己）

関東財務局 XTech1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
未公開株式を発行済株式総数の数％
〜50％程度取得する。創業期から成長
期にかけて経営アドバイスや資金調達
支援を通じて企業価値を高め、IPOや
M&A時の株式売却により利益獲得を狙
う。主な投資対象企業はインターネット
事業全般、投資対象企業の成長ステー
ジはシード、アーリーを中心とする。

私募・運用 63条 金融機関等（2）
金融商品取引業者等
(1)
事業法人等(7)
投資事業有限責任組
合(1)

11 有 無 ―
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管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Abies Ventures GP I有限責任
事業組合
(Abies Ventures 株式会社、山
口 冬樹、長野　草太）

関東財務局 Abies Ventures Fund I, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のAIやロボット、ヘルスケアなど
高度な独自技術を有するシード及び
アーリーステージのスタートアップに投
資し、グローバル市場での成長を支援
することで企業価値向上を図る

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

合同会社Ｋ－ＦＯＸ 関東財務局 合同会社Ｋ－ＦＯＸ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における複合施設用不動産
を投資対象とする不動産信託受益権の
運用

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

株式会社ＳＫＹグループインベ
ストメント

関東財務局 SKY-AZ酒類飲食活性化1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内の酒類・食品業、飲食関連サービ
ス業等が主な投資対象。あおぞら企業
投資㈱と共同GPで運営

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ジャパンコンテンツ
ファクトリー

関東財務局 ジャパンコンテンツファクトリー
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

コンテンツファ
ンド

主として、 海外展開を目指す映像作品
等を制作する事業者若しくは外国法人
を投資対象とする。映像作品等とは以
下のコンテンツであり、 契約で定める
本組合の事業に該当する限り、 適用
法令に抵触しない範囲において、投資
対象とすることができる。
(1) 映像作品
(2) 新しい映像コンテンツ
(3) ゲーム
(4) スポーツ
(5) 音楽
(6) 上記に関連したその他コンテンツ

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

THESEEDCAPITAL1号有限責
任事業組合
（ザシードキャピタル株式会
社、
 廣澤 太紀）

関東財務局 THESEEDCAPITAL1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージの国内外ITベンチャー
企業への投資

私募・運用 63条 個人（1）、事業法人等
（2）

3 有 有 Ginza Yuwa公認会計士合同
事務所

THESEEDCAPITAL1号有限責
任事業組合
（ザシードキャピタル株式会
社、
 廣澤 太紀）

関東財務局 THESEEDCAPITAL2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージの国内外ITベンチャー
企業への投資

私募・運用 63条 個人（1）、事業法人等
（1）、投資事業有限責
任組合（1）

3 有 無 ―

あおぞら企業投資株式会社 関東財務局 SKY-AZ酒類飲食活性化1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内の酒類・食品業、飲食関連サービ
ス業等が主な投資対象。㈱SKYグルー
プインベストメントと共同GPで運営

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

あおぞら企業投資株式会社 関東財務局 あおぞらHYBRID1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ROI最大化が見込める国内ベンチャー
企業が主な投資対象。投資手段はエク
イティキッカー（株式転換権）付デット、
エクイティ投資等を想定

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

あおぞら企業投資株式会社 関東財務局 あおぞらHYBRID2号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ROI最大化が見込めるベンチャー企業
が主な投資対象。投資手段はエクイ
ティキッカー（株式転換権）付デット、エ
クイティ投資等を想定

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

あおぞら企業投資株式会社 関東財務局 Japan Next Generation投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

国内企業を投資対象とした新興の国内
VCファンドが投資対象。三井住友トラス
ト・インベストメント㈱と共同GPで運営

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

あおぞら企業投資株式会社 関東財務局 あおぞらHYBRID3号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ROI最大化が見込めるベンチャー企業
が主な投資対象。投資手段はエクイ
ティキッカー（株式転換権）付デット、エ
クイティ投資等を想定

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

日本グロース・キャピタル株式
会社

関東財務局 GCJグロース5号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

必ずしも株式公開を目指さない中小企
業等に対し、日本グロース・キャピタル
株式会社が培ってきた中小企業への投
資経験と国内外のネットワークを活か
し、国内の中小企業への投資を実行。
投資後は積極的なハンズオンを通じ、
投資先事業者の知財・サービスの国内
外への展開と企業価値の向上を支援
する。

私募・運用 63条 金融機関等（17）、事業
法人等(1)、金融商品
取引業者等(1)

19 有 無 ―

プライマルキャピタル有限責
任事業組合
（株式会社HS、佐々木浩史）

関東財務局 プライマルキャピタル3号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージのスタートアップに特
化。社会変革に貢献する事業について
中長期的な視点で投資し、起業家の
パートナーとしてハンズオンで経営支
援を実施する。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合ユニ
バース

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 国内外の法人が、発行する、社債等有
価証券への投資事業を行う日本の民
法上の組合に対して、出資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合FF 投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 国内外の法人が、発行する、社債等有
価証券への投資事業を行う日本の民
法上の組合に対して、出資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング1号合同
会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合ニュー
フェイト

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 国内外の法人が、発行する、社債等有
価証券への投資事業を行う日本の民
法上の組合に対して、出資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング2号合同
会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング3号合同
会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合センテ
リュオ

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 国内外の法人が、発行する、社債等有
価証券への投資事業を行う日本の民
法上の組合に対して、出資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング４号合同
会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング５号合同
会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング７号合同
会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング８号合同
会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング９号合同
会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング１２号合
同会社

匿名組合契約 商品ファンド 通信機器（Wi-Fi）を購入し、法人に対し
てオペレーションリースを行う。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング１０号合
同会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 リーダーズ１号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 国内外の法人が、発行する、社債等有
価証券への投資事業を行う日本の民
法上の組合に対して、出資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング１１号合
同会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング１３号合
同会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング１４号合
同会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング１８号合
同会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング１５号合
同会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合ワー
ルド

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 国内外の法人が、発行する、社債等有
価証券への投資事業を行う日本の民
法上の組合に対して、出資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合一連
托生

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 国内外の法人が、発行する、社債等有
価証券への投資事業を行う日本の民
法上の組合に対して、出資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合イデア
ルグローバル

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 国内外の法人が、発行する、社債等有
価証券への投資事業を行う日本の民
法上の組合に対して、出資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合サクセ
スレーベル

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 国内外の法人が、発行する、社債等有
価証券への投資事業を行う日本の民
法上の組合に対して、出資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合エフ
ツー

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 国内外の法人が、発行する、社債等有
価証券への投資事業を行う日本の民
法上の組合に対して、出資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―
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ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合グロー
バルステップス

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 国内外の法人が、発行する、社債等有
価証券への投資事業を行う日本の民
法上の組合に対して、出資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 投資事業有限責任組合ヘリ
テージドラゴン

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 国内外の法人が、発行する、社債等有
価証券への投資事業を行う日本の民
法上の組合に対して、出資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング１７号合
同会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング２０号合
同会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング１６号合
同会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング２２号合
同会社

匿名組合契約 商品ファンド ｗｉｆｉルーター機器を購入し、通信事業
者に対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング１９号合
同会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング２１号合
同会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 関東財務局 アクティブリーシング２３号合
同会社

匿名組合契約 商品ファンド パチンコ遊技機を購入し、パチンコホー
ルに対してオペレーションリースを行

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

NSSKジェンパー2018A合同会
社

関東財務局 地域活性化・事業承継支援投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本に主な拠点を置く中小・中堅企業
の事業の承継等に係る案件を主要な
対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等（3）、事業
法人等(1)

4 無 無 ―

インテグラルTeam株式会社 関東財務局 Team投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主として日本の株式に投資を行う。 私募・運用 63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 無 無 ―

合同会社でこぽん 関東財務局 合同会社でこぽん匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

合同会社博多ホテルマネジメ
ント

関東財務局 合同会社博多ホテルマネジメ
ント匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主にホテル及びホテルを裏付け資産と
する不動産信託受益権に対する投資

運用 63条 事業法人等（1）、金融
機関等（1）

2 無 無 ―

Miraise 1 有限責任事業組合
（合同会社Miraise、岩田真
一、布田隆介）

関東財務局 Miraise1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
未公開株式を発行済株式総数の数％
～50％程度取得し、創業期をサポート
してハンズオン支援を通じて企業価値
を高め、ＩＰＯ時の株式売却により利益
獲得を狙うファンドとする。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合（3）

4 有 有 笠井隆司公認会計士事務
所
笠井隆司

New Life Science 1号有限責
任事業組合
（中村　学、山川　善之、藤波　
亮、新生キャピタルパートナー
ズ株式会社）

関東財務局 New Life Science 1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ライフサイエンス分野のベンチャー企業
を投資対象とする

私募・運用 63条 金融機関等(6)、事業
法人等（2）

8 有 無 ―

合同会社ゲートブリッジワン 関東財務局 合同会社ゲートブリッジワン匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィス用不動産を
投資対象とする不動産信託受益権の
運用

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

ＦＳＭ　ＧＰ１有限責任事業組
合（株式会社NSパートナー
ズ、株式会社アクレア、株式会
社YSマネジメント、Hoshino 
Capital Management株式会
社）

関東財務局 ファイブスター・メザニン１号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

投資対象企業の業種に特段の制約は
設けず、種類株式、劣後ローン、劣後
社債等に投資を行う。PEファンドが企業
買収を行う際のLBOファイナンスを主に
取り扱い、インカム収益を中心に、ミド
ルリスク・ミドルリターンを追求する。

運用 63条 金融機関等(24)
事業法人等(7)

31 無 無 ―

合同会社ストーンマネジメント 関東財務局 Reシナジー投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 国内の不動産(レジデンスおよび商業
施設）を取得している法人への出資を
行う。東京および大阪等の都市圏で、
市場価値が横ばいまたは上昇トレンド
にある不動産であり、テナントの選定に
より価値向上が見込める不動産をター
ゲットとする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社ストーンマネジメント 関東財務局 合同会社ストーンマネジメント
匿名組合

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンド含
む

今後計画されるインフラ工事に対応す
るための石材販売を行う事業会社への
出資または社債引受け等を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ポセイドンホールディング１合
同会社

関東財務局 ポセイドンホールディング１合
同会社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 無 無 ―

株式会社メディカルインキュ
ベータジャパン

関東財務局 MIJヘルスケア1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主な投対象企業は、医療関連会社。主
な投資先の対象地域は日本国内で、上
場会社の株式を取得し経営に参画、業
務の効率化を図り、経営戦略の立案
等、企業価値を高めた後に、株式売却
により、キャピタルゲインを得る。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社メディカルインキュ
ベータジャパン

関東財務局 MIJ Biotech-Japan投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

医療に革新をもたらす医薬品（新モダリ
ティから低分子まで）やデバイス/デジタ
ルヘルスで、以下の基準を満たすもの
・地域は日本、欧州、イスラエルなど
（海外は50％未満の見込み）
・対象社数は30社程度（50億円の場
合）

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社メディカルインキュ
ベータジャパン

関東財務局 MIJ Biotech-Global Limited 
Partnership

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

医療に革新をもたらす医薬品（新モダリ
ティから低分子まで）やデバイス/デジタ
ルヘルスで、以下の基準を満たすも
の。地域は日本、欧州、イスラエルな
ど。対象社数は30社程度（50億円の場
合）

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社メディカルインキュ
ベータジャパン

関東財務局 MIJ BG2 Limited Partnership 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

1)医療に革新をもたらす医薬品（新モダ
リティ中心）やデジタルヘルス、ヘルス
テック製品を有する企業への株式投資
2)ドラッグラグ/ロスを解消する革新的
医薬品の国内導入の開発支援
3)国内導入を効率的・効果的におこなう
製薬会社への株式投資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

合同会社ACZ 関東財務局 ACZ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象は国内オフィスにかかる信託
受益権

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ベーシック・キャピタル・マネジ
メント株式会社

関東財務局 みのり3号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

売上高20～150億円程度の国内非上
場中堅中小企業が発行する株式を取
得する形で出資し、相当の期間経営に
参画し、業務効率化、経営戦略の変更
等により、企業価値を高めた後、株式
売却によるキャピタルゲイン獲得を目
指すファンド

私募・運用 63条 金融機関等(11)、
事業法人等(2)、
金融商品取引業者等
(1)

14 有 無 ―

ベーシック・キャピタル・マネジ
メント株式会社

関東財務局 BCM-V投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として、売上高10～300億円程度
の国内非上場中堅中小企業が発行す
る株式を、事業承継や事業再編の機会
を捉えて取得し、徹底した経営支援を
通して企業価値を高めた後、株式譲渡
売却によるキャピタルゲイン獲得を目
指すファンド

私募・運用 63条 金融機関等(14)、
事業法人等(3)、
投資事業有限責任組
合（1）、
金融商品取引業者(1)

19 無 無 ―

ベーシック・キャピタル・マネジ
メント株式会社

関東財務局 BCM-Ⅵ投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として、売上高10～300億円程度
の国内非上場中堅中小企業が発行す
る株式を、事業承継や事業再編の機会
を捉えて取得し、徹底した経営支援を
通して企業価値を高めた後、株式譲渡
売却によるキャピタルゲイン獲得を目
指すファンド

私募・運用 63条 金融機関等(4)、
事業法人等(2)、
投資事業有限責任組
合（1）、
金融商品取引業者(1)

8 有 無 ―

CCP7有限責任事業組合（川
村　治夫、小宮　一慶、永見　
隆幸、山下　健次郎、上原　
進、松本　展明、水町　兵衛、
キャス・キャピタル株式会社）

関東財務局 投資事業有限責任組合キャ
ス・キャピタル・ファンド七号

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

業種を問わず幅広く国内中堅・中小企
業を投資対象とし、経営陣の派遣を含
め投資先の経営改善に積極関与する
ことで投資収益の最大化に努める

私募・運用 63条 金融機関等（14）、事業
法人等（1）

15 有 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の
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of the certified public
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テピアインベストメント株式会
社
ランブラス・キャピタル株式会
社

関東財務局 JAバリューイノベーション投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

主として中国・アジアマーケットでの収
益拡大を狙う国内上場企業のマイノリ
ティー株式の取得を行う。特に日本独
自の強みを持つ技術、サービスを保有
するとともに、中国・アジア市場への親
和性を持つ企業を対象として、経営支
援を行うことで企業価値の向上を目指
す。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

DHHF1合同会社 関東財務局 DHHF1合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のヘルスケア不動産等を投
資対象とした不動産信託受益権の運用

運用 63条 事業法人等（4） 4 無 無 ―

万座瀬良垣プロパティー合同
会社

関東財務局 万座瀬良垣プロパティー合同
会社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：ホテル
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有・処分し、賃料その他
当該信託受益権からの収益を得ること
により利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

Beyond Next Ventures株式会
社
Beyond Next Ventures2号有
限責任事業組合
(伊藤 毅、植波 剣吾）

関東財務局 Beyond Next Ventures 2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業の株式等への投資

投資ステージ：主として、シード、アー
リーステージ。但し、総出資約束金額の
20％程度を上限として、ミドルステージ
以降への投資も行う可能性あり

投資領域:主としてバイオ・ライフサイエ
ンス・ヘルスケア分野を中心に、自動化
/効率化領域等の最先端技術領域にお
ける大学発・技術系ベンチャー

投資地域：主として、日本。但し、総出
資約束金額の20％程度を上限として、
外国企業にも投資を行う可能性あり

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(6)、事
業法人等(2)

9 有 無 ―

合同会社アセット投資事業461
号

関東財務局 合同会社アセット投資事業461
号匿名組合契約

匿名組合契約 不動産ファンド 千葉県内の物流施設への投資を行い、
安定的な配当を行うこと(信託受益権）

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社LIFULL Investment 関東財務局 LIFULL地域創生2号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 地域創生事業に関連する事業ファンド
及び不動産ファンド等並びに地域創生
事業に関連する事業を行う企業に対す
る投資

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

株式会社ANOBAKA
KVP2号有限責任事業組合
（長野 泰和、萩谷 聡）

関東財務局 KVPシード・イノベーション2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資ステージ：シード・アーリーステージ
投資領域：インターネット関連のビジネ
スを展開するﾍﾞﾝﾁｬｰ企業
投資地域：日本を中心に米国、東南ア
ジア諸国

運用 63条 事業法人等（5）、投資
事業有限責任組合
（2）、金融機関等(1)

8 有 無 ―

結キャピタル・パートナーズ株
式会社

関東財務局 結VC1投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象企業の業種は、製造業
（電機、自動車、機械、化学他）、IT、ソ
フトウェア、IoT関連企業、サービス業な
どとする。投資対象企業の成長ステー
ジ（シード、アーリー、ミドル、レイター）
あらゆる成長ステージを対象とするが、
特にシード、アーリーステージを中心に
据える。国内外の未上場企業で中長期
的に業界構造に地殻変動を起こす
「ルールチェンジャー」となりうる成長企
業に投資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

結キャピタル・パートナーズ株
式会社

関東財務局 結VC2投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象企業の業種は、製造業
（電機、自動車、機械、化学他）、IT、ソ
フトウェア、IoT関連企業、サービス業な
どとする。投資対象企業の成長ステー
ジ（シード、アーリー、ミドル、レイター）
あらゆる成長ステージを対象とするが、
特にシード、アーリーステージを中心に
据える。国内外の未上場企業で中長期
的に業界構造に地殻変動を起こす
「ルールチェンジャー」となりうる成長企
業に投資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

結キャピタル・パートナーズ株
式会社

関東財務局 結VC3投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象企業の業種は、製造業
（電機、自動車、機械、化学他）、IT、ソ
フトウェア、IoT関連企業、サービス業な
どとする。投資対象企業の成長ステー
ジ（シード、アーリー、ミドル、レイター）
あらゆる成長ステージを対象とするが、
特にシード、アーリーステージを中心に
据える。国内外の未上場企業で中長期
的に業界構造に地殻変動を起こす
「ルールチェンジャー」となりうる成長企
業に投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（2） 2 有 無 ―

結キャピタル・パートナーズ株
式会社

関東財務局 MLCイノベーション1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象企業の業種は、物流と不
動産を中心に、事業シナジーが期待で
きるもののほか、物流・不動産事業に
関連する省人化、環境対策、SDGs対
応など社会課題の解決につながる分野
も対象とする。投資対象企業の成長ス
テージ（シード、アーリー、ミドル、レイ
ター）あらゆる成長ステージを対象とす
るが、特にアーリー、ミドルステージを
中心に据える。日本を中心に欧米、東
南アジアなどの海外も投資対象とす
る。海外スタートアップや産学・シードス
タートアップ等については、直接投資だ
けでなく、ベンチャーキャピタルへの投
資を通じて情報収集を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

株式会社　城南未来ファンド 関東財務局 しらうめ第1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種は問わず、成長
ステージはシード、アーリー中心。対象
エリアは東京都全域と神奈川県の一部
地域に限定している。当ファンドは創業
支援を目的としており、投資利益よりも
社会への貢献を重視しているため、ファ
イナンシャルリターンを重視していな
い。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

岡三キャピタルパートナーズ
株式会社

関東財務局 ＯＣＰ１号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

独自の技術、サービス、ビジネスモデル
を有し株式上場が見込まれる国内企業
を投資対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

岡三キャピタルパートナーズ
株式会社

関東財務局 ＯＣＰ２号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

独自の技術、サービス、ビジネスモデル
を有し株式上場が見込まれる国内及び
海外の企業を投資対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

GV-2 Partners 有限責任事業
組合
（株式会社ジェネシア・ベン
チャーズ、田島聡一、鈴木隆
宏）

関東財務局 Genesia Venture Fund 2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のインターネットを活用したビジ
ネスを営む企業を主な投資対象とし、
それらの企業のシード、アーリー又はレ
イターステージにおける株式その他の
有価証券を取得する方針である。その
上で、投資対象となる企業のサポート
等を通じて企業価値を高め、最終的に
は、当該企業の株式上場やM&A等の
機会に、かかる有価証券について売却
その他の処分を行うことを通じて利益
の獲得を目指す。

運用 63条 金融機関等(2)
投資事業有限責任組
合(3)
事業法人等(6)
個人（1）
金融商品取引業者等
(1)

13 有 無 ―

Spiral DG Capital有限責任事
業組合
（奥野　友和、Spiral Capital株
式会社）

関東財務局 大和グロースキャピタル投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

以下の企業の有価証券等を出資対象
とする。
・投資地域は主として国内
・投資ステージは、アーリーからレイ
ターまで全てのステージ

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(１)

1 無 無 ―
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合同会社札幌南2条 関東財務局 札幌南2条
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる信託受益権（投資対象不動
産の種類：ホテル、投資対象地域：日
本）を匿名組合契約に基づく出資並び
に匿名組合契約に従い営業者が調達
することを許された借入金及びその他
の匿名組合出資による調達金にて購
入し、信託受託者を通じる等して対象
不動産等の賃貸及び売却等によって収
益を上げ、現金化することを目的とす
る。

運用 63条 金融機関等（2） 2 無 無 ―

株式会社ＴＦＳ１ 関東財務局 ストリクス１投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 株式ロング・ショート（国内の上場株、上
場REIT、ETFなど上場銘柄を中心に、
ロング・ショート投資）

私募・運用 63条 事業法人等（1）、投資
事業有限責任組合（1）

2 有 無 ―

合同会社リラ 関東財務局 合同会社リラ匿名組合出資証
券

匿名組合契約 不動産ファンド 北海道札幌市に所在するホテル及び
駐車場に係る土地及び建物を信託財
産とする不動産信託受益権から収益を
得ることにより、利益獲得を目指すファ
ンド

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ＣＢ戦略投資事業合同会社 関東財務局 SPRING ASSET MANAGEME
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

国内上場不動産会社の株式取得 私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（１）

1 有 無 ―

東大創業者の会応援ファンド
株式会社

関東財務局 東大創業者の会応援ファンド
匿名組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

東京大学の在学者や出身者の創業す
るベンチャー企業への投資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等 
(1)、事業法人等 (1)

2 有 無 ―

ストリクス・キャピタル・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 ストリクス１投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 株式ロング・ショート（国内の上場株、上
場REIT、ETFなど上場銘柄を中心に、
ロング・ショート投資）

私募・運用 63条 事業法人等（1）、投資
事業有限責任組合（1）

2 有 無 ―

シニフィアンＫＩＤ株式会社 関東財務局 シニフィアンＫＩＤ匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

IT、インターネット、デバイス、ロボティク
ス、FinTech、AI、通信テクノロジー、
IoT、ソフトウェアなど、今後の成長が期
待される分野を事業領域とする日本企
業（未上場）の株式その他の有価証券
等を投資対象とする。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(3)

3 有 無 ―

合同会社浅草プロパティーズ 関東財務局 浅草プロパティーズ 匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在の商業施設及びホテル等の
収益物件の信託受益権を取得の上、
当該信託受益権を保有・処分すること
による、賃料等及び売却益による収益
目的の投資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

Heijo IBLP合同会社 関東財務局 Heijo投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等
(1)

1 有 無 ―

Fujiwara Holdings合同会社 関東財務局 Fujiwara Holdings匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等
(1)

1 有 無 ―

きらぼしキャピタル株式会社 関東財務局 きらぼしキャピタル・マーキュリ
アインベストメント投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

首都圏の中小企業を対象とし事業承
継・成長支援を目的とする有価証券等
の取得

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

きらぼしキャピタル株式会社 関東財務局 きらぼしキャピタル夢・はばた
き１号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

首都圏の中小企業を対象とし成長支援
を目的とする有価証券の取得

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

きらぼしキャピタル株式会社 関東財務局 きらぼしキャピタル東京
Sparkle投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 首都圏の上場企業を含む大企業・中堅
企事業モデル再構築・事業再編支援を
目的とするエクイティ投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

きらぼしキャピタル株式会社 関東財務局 KCPエクイティアシスト1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 成長期・成熟期の中小企業等に対し、
課題解決、成長戦略、事業再構築等幅
広いソリューション提供を目的とするマ
イノリティでのエクイティ投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

きらぼしキャピタル株式会社 関東財務局 きらぼしキャピタル夢・はばた
き２号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

首都圏の中小企業を対象とし成長支援
を目的とする有価証券の取得及び社債
型投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

きらぼしキャピタル株式会社 関東財務局 KCPバイアウト1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

首都圏の中小企業を対象とし、事業承
継・成長支援を目的とする有価証券の
取得

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

松田　早苗 関東財務局 UKM投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の投資事業有限責任組合への投
資を行う。

運用 旧63条 個人(1) 1 無 無 ―

株式会社Ｋｉｐｓ 関東財務局 The Independents Angel投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

創業又は成長初期段階にある中小企
業等（設立5年未満）を主な投資対象と
する。主にエンジェル投資家がLPとなっ
てファンドに出資する。

運用 63条 金融機関等（1）、個人
(1)、事業法人等（1）

3 有 有 清友監査法人

株式会社Ｋｉｐｓ 関東財務局 The Independents Angel2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

創業または成長初期段階にある中小
企業等（設立5年未満）を主な投資対象
とする。主にエンジェル投資家がLPと
なってファンドに投資する。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 有 清友監査法人

株式会社Ｋｉｐｓ 関東財務局 KE投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

株式会社ecommitを投資対象とする。
主にエンジェル投資家がLPとなってファ
ンドに投資する。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 有 清友監査法人

株式会社動物総合医療セン
ター

関東財務局 志村坂下動物総合医療セン
ター匿名組合契約

匿名組合契約 その他 匿名組合契約に基づく匿名組合出資金
を用いて、特例業務届出者が日本国内
において獣医療法に定める診療施設
の開設・運営等を行う。

私募 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社動物総合医療セン
ター

関東財務局 動物総合医療センター高井戸
匿名組合契約

匿名組合契約 その他 匿名組合契約に基づく匿名組合出資金
を用いて、特例業務届出者が日本国内
において獣医療法に定める診療施設
の開設・運営等を行う。

私募 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社動物総合医療セン
ター

関東財務局 動物総合医療センター千葉匿
名組合契約

匿名組合契約 その他 匿名組合契約に基づく匿名組合出資金
を用いて、特例業務届出者が日本国内
において獣医療法に定める診療施設
の開設・運営等を行う。

私募 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ＮＦＬ合同会社 関東財務局 ＮＦＬ合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における産業用不動産および
物流施設不動産を投資対象とする不動
産信託受益権の運用

運用 63条 金融機関等（3）、事業
法人等（5）

8 有 無 ―

Ashikaga Holdings合同会社 関東財務局 Ashikaga Holdings匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等
(1)

1 有 無 ―

Muromachi IBLP合同会社 関東財務局 Muromachi投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等
(1)

1 有 無 ―

合同会社A．P．4 関東財務局 合同会社A．P．4
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 岡山県に所在する事務所ビル1棟の信
託受益権から得られる賃貸収入を投資
家へ配当。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

合同会社エスアイエム・レジデ
ンス・スリー

関東財務局 エスアイエム・レジデンス・ス
リー匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)、投資事業有
限責任組合（1）

2 有 無 ―

事業承継有限責任事業組合
（東　明浩、藤田　智弘、西巻　
裕一朗、竹内　計賀、松田　健
二、田中　佑樹、渡邉　龍磨）

関東財務局 大和ACA事業承継投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

必ずしも株式公開を目指さない安定的
な収益を稼得している中小企業、又は
成長する潜在能力を持つ国内企業へ
の投資を実行する。投資後は可能な限
りのハンズオンを通じ、投資先事業者
の知財・サービスの国内外への展開と
企業価値の向上を支援するとともに、
エグジットを通じて円滑な事業承継を実
現させることを主な方針とする。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―
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事業承継有限責任事業組合
（東　明浩、藤田　智弘、西巻　
裕一朗、竹内　計賀、松田　健
二、田中　佑樹、渡邉　龍磨）

関東財務局 大和ACA事業承継2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

必ずしも株式公開を目指さない安定的
な収益を稼得している中小企業、又は
成長する潜在能力を持つ国内企業へ
の投資を実行する。投資後は可能な限
りのハンズオンを通じ、投資先事業者
の知財・サービスの国内外への展開と
企業価値の向上を支援するとともに、
エグジットを通じて円滑な事業承継を実
現させることを主な方針とする。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

如水ベンチャーズ有限責任事
業組合（赤松　典昭、郡　裕
一）

関東財務局 如水ベンチャーズ１号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象企業の業種：特に定めな
い。
投資対象企業の成長ステージはシード
からレイター。
その他の基本的な投資方針・戦略の概
要：一橋大学出身者の起業支援を基本
方針とする。無限責任組合員のみなら
ず起業家をはじめとする組合員が投資
先のメンタリング、事業支援を行う。

私募・運用 63条 個人(2) 2 有 有 公認会計士
平林　元之

SBIキャピタル株式会社 関東財務局 ＳＢＩイノベーションファンド1号 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

有望な又は将来性のある事業を行う日
本国内外の会社（全業種、Pre-IPO以
前）の株式、新株予約権、新株予約権
付社債等に投資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

SBIキャピタル株式会社 関東財務局 PC投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来有望な国内外の上場会社又は有
望な事業を行う国内外の非上場会社の
株式､新株予約権､新株予約権付社債
等

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

SBIキャピタル株式会社 関東財務局 SBI Platform Service投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット予約サービスのプラット
フォームビジネスの領域において、強
固な顧客基盤や優れたビジネスノウハ
ウ等により業界トップクラスの地位を有
し、今後も更なる成長が見込まれる日
本国内の非上場会社の株式、新株予
約権、新株予約権付社債等

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

SBIキャピタル株式会社 関東財務局 自動車産業支援ファンド2021
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

既存の自動車産業領域の内外を問わ
ず、自動車産業の未来に資するイノ
ベーションの創出が期待できる独自性
の高い技術・サービスを保有し、今後将
来性が見込まれる日本国内外の主に
非上場会社の株式、新株予約権、新株
予約権付社債等

私募・運用 63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合（2）

3 有 無 ―

株式会社BGベンチャーズ 関東財務局 BGベンチャーファンド第1号投
資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長を見込むことができるベン
チャー企業の未公開株式総数の数%～
過半数程度を取得し、事業サポートを
通じてIPOもしくはM&Aによる売却時の
株式売却により利益を狙う。
投資対象業種はビューティー・理美容
関連事業をメインとするものの、広範な
業種を投資対象とする。投資対象企業
の成長ステージはシードからレイターま
で幅広く保有する。

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

合同会社きずな 関東財務局 きずな 匿名組合契約 不動産ファンド 土地を主たる信託財産とする信託受益
権を取得し、同土地上にホテルを用途
とする建物を建築、当該建物を追加信
託の上、当該信託受益権を保有・処分
することによる、宿泊料、賃料等及び売
却益による収益目的の投資。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

MM Capital Partners株式会社 関東財務局 MM Capital Infrastructure 
Fund I, L.P.

外国の法令に
基づく権利

社会投資ファン
ド

OECD諸国における主として交通セク
ター及びエネルギーセクターのインフラ
資産（主としてブラウンフィールド資産と
する）へ投資を行うファンド

私募・運用 63条 金融機関等(6)、事業
法人等(4)

10 有 無 ―

J&J Partners株式会社 関東財務局 JJP1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外の金融、IT、サービス業関連業
種の未公開企業を対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合
(1)、金融機関等（１）

3 有 無 ―

J&J Partners株式会社 関東財務局 JJP2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のIT、物流、サービス業関連業
種の未公開企業を対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

J&J Partners株式会社 関東財務局 JJP4号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のIT、製造業、サービス業関連
業種の未公開企業を対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

J&J Partners株式会社 関東財務局 JJP5号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のIT、製造業、サービス業関連
業種の未公開企業を対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

J&J Partners株式会社 関東財務局 RP1号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外の金融、IT、サービス、製造業
関連業種の未公開企業を対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等（2）、投資
事業有限責任組合(1)

3 有 無 ―

J&J Partners株式会社 関東財務局 RP２号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外の物流、IT、サービス、製造業
関連業種の未公開企業を対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等（1）、投資
事業有限責任組合（1）

2 有 無 ―

J&J Partners株式会社 関東財務局 RP3号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のIT、物流、サービス、製造業
関連業種の未公開企業を対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

J&J Partners株式会社 関東財務局 JJP6号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のIT、製造業、サービス業関連
業種の未公開企業を対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

合同会社WHA1 関東財務局 WHA1匿名組合（第2次募集） 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルを投資対象とした不
動産信託受益権の運用

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

大和ＡＣＡヘルスケア株式会
社

関東財務局 大和ＡＣＡ・ＨＣブリッジ投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 投資対象不動産の種類：医療・介護関
連施設
投資対象地域：日本国内
その他の基本的な投資方針：介護関連
施設又は医療関連施設を保有し、運営
事業者（マスターレッシー）からの賃料
を原資としたインカムゲイン及び施設売
却によるキャピタルゲインを求めるヘル
スケア不動産のオポチュニティファン
ド。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

大和ＡＣＡヘルスケア株式会
社

関東財務局 大和ＡＣＡ・ヘルスケア投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 投資対象不動産の種類：医療・介護関
連施設
投資対象地域：日本国内
その他の基本的な投資方針：介護関連
施設又は医療関連施設を保有し、運営
事業者からの賃料を原資としたインカ
ムゲイン及び施設売却によるキャピタ
ルゲインを求めるヘルスケア不動産の
オポチュニティファンド。また、一部、運
営事業者に対する出資も可能としてい
る。

私募・運用 63条 事業法人等（3）、金融
機関等（3）

6 有 無 ―

有限責任事業組合コーラル・
キャピタル(株式会社Coral 
Capital、サン・パシフィック株式
会社、Arkania 
Management,LLC)

関東財務局 Coral Capital II, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

主にIT、通信、インターネット・テクノロ
ジー分野にフォーカスしたアーリー・ス
テージにある企業で、直接的又は間接
的に日本で業務を行う企業に投資を行
い、厳選された投資家に対し長期的な
資本増価を実現化する機会を提供す
る。

運用 63条 金融機関等（3）、事業
法人等（1）

4 有 有 有限責任あずさ監査法人

東京理科大学イノベーション・
キャピタル株式会社

関東財務局 TUSIC投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード、アーリー、グロース及びレイ
ター企業の未上場株式を取得し、経営
支援を通じて企業価値を向上させ、Ｍ
＆Ａ及びＩＰＯ時における株式の売却益
を獲得することを目的とする。

運用 63条 事業法人等（2）、金融
機関等（1）、投資事業
有限責任組合（1）

4 無 無 ―

スパークス・AI＆テクノロジー
ズ・インベストメント株式会社

関東財務局 PKSHA SPARXアルゴリズム1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

知能化技術を有する企業及び中長期
に知能化技術が搭載されうるソフトウエ
ア・ハードウエア・関連オペレーションを
有する非上場会社（成長ステージは問
わない。）を中心として、投資を行う。投
資実行後、投資先事業者等の経営に
つき助言・支援を行い、株式上場による
売却を基本方針とする。

私募・運用 63条 事業法人等(2)、金融
機関等（2）

4 有 無 ―

Ｋ＆Ｃジェネラル・パートナー
ズ１号株式会社

関東財務局 Ｋ＆Ｃ１号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として国内の未公開企業の株式を
取得し、当該株式を投資家に売却する
ことにより利益獲得を狙うジェネラル
ファンド。

私募・運用 63条 金融機関等（6）、金融
商品取引業者等(1)、
事業法人等（1）

8 無 無 ―
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Ｋ＆Ｃジェネラル・パートナー
ズ１号株式会社

関東財務局 KM投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

衣料品のレンタル等を営む国内の未公
開企業の株式を直接又は間接的に取
得し、当該株式を投資家に売却するこ
とにより利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 有 無 ―

JDP3合同会社 関東財務局 JDP3匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 匿名組合出資をもって、特定目的会社
の発行する特定出資及び優先出資を
引受け。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

クロカワ合同会社 関東財務局 クロカワ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 無 無 ―

KRF78インベストメント合同会
社

関東財務局 KRF78インベストメント匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる優先出資証券（投資対象不
動産の種類：不動産信託受益権（ホテ
ル）、投資対象地域：日本）を、匿名組
合契約に基づく出資にて購入し、取得
した優先出資証券の売却、分配金等に
よって収益を上げ、現金化することを目
的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

合同会社PKSHA Technology 
Capital

関東財務局 PKSHA SPARX アルゴリズム1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

知能化技術を有する企業及び中長期
に知能化技術が搭載されうるソフトウエ
ア・ハードウエア・関連オペレーションを
有する非上場会社（成長ステージは問
わない。）を中心として、投資を行う。投
資実行後、投資先事業者等の経営に
つき助言・支援を行い、株式上場による
売却を基本方針とする。

私募・運用 63条 事業法人等（3）、金融
機関等(1)、投資事業
有限責任組合(1)

5 有 無 ―

株式会社三菱UFJイノベーショ
ン・パートナーズ

関東財務局 三菱UFJイノベーション・パート
ナーズ1号投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・FinTech関連スタートアップを中心に、
国内外に幅広く投資を行う。
・投資対象企業の成長ステージは、
アーリー、ミドルを想定。
・MUFGグループ各社とのシナジー・協
業による成果、財務リターン獲得の双
方を追求。

運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

株式会社三菱UFJイノベーショ
ン・パートナーズ

関東財務局 三菱UFJイノベーション・パート
ナーズ2号投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・FinTech関連スタートアップを中心に、
国内外に幅広く投資を行う。
・投資対象企業の成長ステージは、
アーリー、ミドルを想定。
・MUFGグループ各社とのシナジー・協
業による成果、財務リターン獲得の双
方を追求。

運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

株式会社三菱UFJイノベーショ
ン・パートナーズ

関東財務局 三菱UFJイノベーション・パート
ナーズ・ガルーダ1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・国内ファンドを通じて、インドネシア共
和国を中心とした東南アジア諸国の未
上場有価証券に投資を行う。
・投資対象企業の成長ステージは、
アーリー、ミドルを想定。
・MUFGグループが有する国内外のス
タートアップとMUFG各社との協業によ
る成果、東南アジア諸国の海外企業と
のグローバルオープンイノベーションの
促進を追求。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社三菱UFJイノベーショ
ン・パートナーズ

関東財務局 MUIPガルーダファンド1（英文
名称：MUIP Garuda Fund1）

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・国内ファンドを通じて、インドネシア共
和国を中心とした東南アジア諸国の未
上場有価証券に投資を行う。
・投資対象企業の成長ステージは、
アーリー、ミドルを想定。
・MUFGグループが有する国内外のス
タートアップとMUFG各社との協業によ
る成果、東南アジア諸国の海外企業と
のグローバルオープンイノベーションの
促進を追求。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

株式会社三菱UFJイノベーショ
ン・パートナーズ

関東財務局 三菱UFJイノベーション・パート
ナーズFoF投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

・投資対象ファンドは主に欧米及びイス
ラエルで事業展開しているスタートアッ
プ企業へ投資しているベンチャーキャ
ピタルであるため、価値変動のボラティ
リティは相応にあるものの、出資対象
ファンドとしてはファンド規模、出資額、
地域、運営者の観点から分散させ、特
定ファンドおよび特定投資先へ過度に
投資が集中しないように分散する想
定。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社三菱UFJイノベーショ
ン・パートナーズ

関東財務局 三菱UFJイノベーション・パート
ナーズ3号投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

・FinTech関連スタートアップを中心に、
国内外に幅広く投資を行う。
・投資対象企業の成長ステージは、
アーリー、ミドルを想定。
・MUFGグループ各社とのシナジー・協
業による成果、財務リターン獲得の双
方を追求。

運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

合同会社オケアノス第1号 関東財務局 オケアノス第1号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権を取得し、賃料その
他当該不動産からの収益を得ることに
より利益獲得を目指すファンドとする。

運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

RFIアドバイザーズ株式会社 関東財務局 地域次世代産業推進投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本国内で、業種は限定せず、地域に
おける産業育成のモデルケース創出や
中長期で地域経済の活性化を支える
基盤整備に資する事業者に対し、必要
資金の提供及び人的支援を行うことを
目的として投資する方針。

私募・運用 63条 金融機関等（4)、事業
法人等（1）

5 無 無 ―

合同会社メゾン・パートナーズ
1号

関東財務局 合同会社メゾン・パートナーズ
1号匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における賃貸住宅を信託財
産とする不動産信託受益権の運用

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

アリストテレスパートナーズ株
式会社

関東財務局 HRテック投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

メーカー系企業の支援に沿う、HR＆
HRDテックベンチャー企業に投資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（１）

1 有 無 ―

新生ベンチャーパートナーズ
有限責任事業組合（松原一
平、西村和将、新生ベン
チャーパートナーズ株式会社）

関東財務局 新生ベンチャーパートナーズ1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業を投資対象とする 私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

スプリング・インフラストラク
チャー・キャピタル株式会社

関東財務局 スプリング・インフラストラク
チャー1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

主として、英国における洋上風力発電
事業を営む事業会社に間接的に出資
する持株会社に対する出資及び株主
融資を主な信託財産とする信託受益権
を取得することにより、英国における洋
上風力発電プロジェクトに投資する。

私募・運用 63条 事業法人等(5)、金融
機関等(3)

8 有 無 ―

スプリング・インフラストラク
チャー・キャピタル株式会社

関東財務局 スプリング・インフラストラク
チャー2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

主として、日本国内における太陽光発
電事業を営む事業会社に対する出資
及び株主融資を取得することにより、日
本国内における太陽光発電プロジェク
トに投資する。

私募・運用 63条 事業法人等(3)、金融
機関等(2)

5 有 無 ―

Angel Bridge Small-cap Fund1
号株式会社

関東財務局 Angel Bridge Small-cap Fund1
号1号匿名組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

成長資金を必要とするベンチャー企業
へのアーリー・ミドル・レイターステージ
投資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等（1）

2 有 無 ―

Angel Bridge Small-cap Fund1
号株式会社

関東財務局 Angel Bridge Small-cap Fund1
号2号匿名組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

成長資金を必要とするベンチャー企業
へのアーリー・ミドル・レイターステージ
投資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 無 無 ―

株式会社AP60 関東財務局 戦略PR投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象の内容：株式（未公開）

リスク特性：株式

投資対象地域：日本国内

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 無 無 ―

IF India 2号有限責任事業組
合
（村上矢、赤浦徹、本間真彦、
和田圭祐、村田祐介、吉田周
平、インキュベイトファンド株式
会社）

関東財務局 IF India2号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

インド籍の法人を主な投資対象とし、典
型的には、それらの企業のシード又は
アーリーステージにおける株式その他
の有価証券を取得する方針である。そ
の上で、投資対象となる企業のサポー
ト等を通じて企業価値を高め、最終的
には株式上場やＭ＆Ａ等に伴ってＥｘｉｔ
することにより、利益の獲得を目指す。

私募・運用 63条 個人(1)、投資事業有
限責任組合(1)、事業
法人等（3）、金融機関
等（1）

6 有 無 ―

合同会社ダブルオーエイト 関東財務局 ダブルオーエイト匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のショッピングセンターに係る
不動産信託受益権を投資対象として不
動産信託受益権取得等を行い、利益を
得ることを目的とする。

運用 63条 事業法人等(6) 6 無 無 ―

株式会社リサ・プリンシパル・
インベストメンツ

関東財務局 RPI匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

中小企業の事業承継、M&Aを目的とす
る、株式、社債の取得・保有

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

飛鳥２合同会社 関東財務局 客船事業ファンド匿名組合 匿名組合契約 その他 我が国を代表する客船事業を営む会
社並びに当該事業に必要な資産への
投資を行い、成長産業であるクルーズ
業界の発展に貢献することを通じ、ミド
ルリスク・ミドルリターンを追求

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社パイン・スプリング 関東財務局 合同会社パイン・スプリング 匿名組合契約 不動産ファンド 神奈川県内の温浴施設の底地に関す
る信託受益権の取得、賃貸及び売却を
行う。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

株式会社ＷＣＰ 関東財務局 WCP投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

株式会社ＷＣＰ 関東財務局 WCPアグリ投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内未上場企業を対象とし、純投資ま
たは重要提案行為を行うことを目的に
普通株式および新株予約権の引受・取
得・保有・運用を行う

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

株式会社ＷＣＰ 関東財務局 第一号高度技術産業支援投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内未上場企業を対象とし、純投資ま
たは重要提案行為を行うことを目的に
普通株式および新株予約権の引受・取
得・保有・運用を行う

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

株式会社ＷＣＰ 関東財務局 デジタル・ヘッジ投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 個人（1）
1

有 無 ―

株式会社ＷＣＰ 関東財務局 第二号高度技術産業支援投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内未上場企業を対象とし、純投資ま
たは重要提案行為を行うことを目的に
普通株式および新株予約権の引受・取
得・保有・運用を行う

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（１）、事業法人等
（1）、個人（1）

3

有 無 ―

株式会社ＷＣＰ 関東財務局 WCPアグリ2投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内未上場企業を対象とし、純投資ま
たは重要提案行為を行うことを目的に
普通株式および新株予約権の引受・取
得・保有・運用を行う

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

株式会社ＷＣＰ 関東財務局 WCPアグリ3投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内未上場企業を対象とし、純投資ま
たは重要提案行為を行うことを目的に
普通株式および新株予約権の引受・取
得・保有・運用を行う

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

株式会社ＷＣＰ 関東財務局 WCP Unicorn Fund投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

エマージング市場 私募・運用 63条 事業法人等（2）、金融
商品取引業者等（１）、
個人（1）

4 有 無 ―

株式会社ＷＣＰ 関東財務局 デジタル・フロンティア・ボンド１
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ＷＣＰ 関東財務局 WCP Unicorn Fund2投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

米国未上場企業を対象とした出資 私募・運用 63条 事業法人等(3)、投資
事業有限責任組合(1)

4 有 無 ―

株式会社ＷＣＰ 関東財務局 デジタル・フロンティア・ボンド2
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ＷＣＰ 関東財務局 WCP Unicorn Fund3投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

米国未上場企業を対象とした出資 私募・運用 63条 事業法人等(3)、個人
（1）

4 有 無 ―

株式会社ＷＣＰ 関東財務局 WCP Unicorn Fund4投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

米国未上場企業を対象とした出資 私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

株式会社ＷＣＰ 関東財務局 WCP VG投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内未上場企業を対象とし、純投資ま
たは重要提案行為を行うことを目的に
普通株式および新株予約権の引受・取
得・保有・運用を行う

私募・運用 63条 事業法人等(3) 3 有 無 ―

株式会社ＷＣＰ 関東財務局 WCP RF投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 国内未上場企業を対象とした純投資を
行うことを目的に、他のファンドと事業
会社から株式を買取・取得し、保有・運
用を行う

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社フィールド 関東財務局 合同会社フィールド
匿名組合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（老人ホーム）
にかかる不動産信託受益権を取得・保
有・処分等して収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社DDホールディングス
ベンチャーキャピタル

関東財務局 DD Holdings Open Innovation 
Fund投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ＡＩ、ＩＯＴ等の技術や新規制の高いアイ
デアを駆使し、既存の食関連産業に革
新的なアプローチによって変革を起こ
すことのできる企業、㈱ＤＤホールディ
ングスやグループ企業との協業や統合
効果が大きい企業、及び先進的かつ特
徴のある投資ファンドに係る株式・社
債・組合員持分を投資対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

グロービス6号ファンド有限責
任事業組合
（グロービス・キャピタル・パー
トナーズ株式会社、堀義人、
仮屋薗聡一、今野穣、高宮慎
一、福島智史、湯浅エムレ秀
和）

関東財務局 グロービス6号ファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本で業務を行うアーリーから
レート・ステージにあるベンチャー企業
等に投資を行い、長期的なキャピタル
ゲインの達成を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等(13)、事業
法人等(1)、投資事業
有限責任組合(1)

15 有 無 ―

グロービス6号ファンド有限責
任事業組合
（グロービス・キャピタル・パー
トナーズ株式会社、堀義人、
仮屋薗聡一、今野穣、高宮慎
一、福島智史、湯浅エムレ秀
和）

関東財務局 グロービス6号Sファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本で業務を行うアーリーから
レート・ステージにあるベンチャー企業
等に投資を行い、長期的なキャピタル
ゲインの達成を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等(13)、事業
法人等(1)、投資事業
有限責任組合(1)

15 有 無 ―

グロービス6号ファンド有限責
任事業組合
（グロービス・キャピタル・パー
トナーズ株式会社、堀義人、
仮屋薗聡一、今野穣、高宮慎
一、福島智史、湯浅エムレ秀
和）

関東財務局 Globis Fund VI, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本で業務を行うアーリーから
レート・ステージにあるベンチャー企業
等に投資を行い、長期的なキャピタル
ゲインの達成を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、外国
法人又は外国人等
(1)、事業法人等(1)

3 有 無 ―

グロービス6号ファンド有限責
任事業組合
（グロービス・キャピタル・パー
トナーズ株式会社、堀義人、
仮屋薗聡一、今野穣、高宮慎
一、福島智史、湯浅エムレ秀
和）

関東財務局 Globis Fund VI-S, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本で業務を行うアーリーから
レート・ステージにあるベンチャー企業
等に投資を行い、長期的なキャピタル
ゲインの達成を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、外国
法人又は外国人等
(1)、事業法人等(1)

3 有 無 ―

ワイ・ジー・ピー・トラスト株式
会社

関東財務局 ワイ・ジー・ピー・トラスト株式
会社を営業者とする匿名組合

匿名組合契約 事業再生ファン
ド

業種、地域の制約はないが、企業及び
個人事業主等の債権及び株式等にリ
スクマネーを投じ、運用する。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

知床IBLP合同会社 関東財務局 知床投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等
(1)

1 有 無 ―

株式会社R-ファンド6号 関東財務局 MR投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

飲食業を営む会社の株式等の取得・保
有及び上場・株式売却によるバイアウト

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、金融機関等（1）

2 無 無 ―

Lifetime Ventures 2号有限責
任事業組合（LifetimeAdvisory
合同会社、木村亮介）

関東財務局 ライフタイムベンチャーズ2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「長く愛され、存在し続ける事業の創出
（Lifetime Innovation）」のコンセプトに
合致する国内の企業を主な投資対象と
し、典型的には、それらの企業のプレ
シード又はシードステージにおける株式
その他の有価証券を取得する方針であ
る。その上で、投資対象となる企業の
サポート等を通じて企業価値を高め、
最終的には株式上場やM&A等に伴っ
てExitすることにより、利益の獲得を目
指す。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―
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株式会社JAPAN　PLUS 関東財務局 JAPAN PLUS 1号投資事業有
限組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

【投資対象企業の業種】
地方自治体、地方銀行、地方のホテ
ル・旅館運営者とJAPAN PLUSとの共
同運営会社等。
【投資対象企業の成長ステージ】
シードからアーリーステージ。
【投資方針・戦略】
首都圏、関西圏、福岡県から90分程度
以内の潜在的な魅力を持ちながら、評
価されていない地域でのホテル・旅館・
飲食関連事業に対して、ハンズオンで、
当社の持つリノベーション、リブランディ
ングのノウハウ・経験をつぎ込み、男子
専科、ディスカバージャパン、産経新聞
グループなどのメディアと連動し、対象
地域のメディア露出を増やし、訪日外
国人向け旅行事業者との連携により送
客まで行うことで、今後成長できるもの
に変えていく。
それにより地方活性化の成功事例とし
てさらなる展開を図っていく。最終的に
は上場・バイアウトを目指す。

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 有 公認会計士
佐貫　良彦

ＤＬＳＦクリーンインベストメント
清里合同会社

関東財務局 ＤＬＳＦクリーンインベストメント
清里匿名組合

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

太陽光発電事業を営むSPCに対して匿
名組合出資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社恵比寿エス・ファン
ディング

関東財務局 合同会社恵比寿エス・ファン
ディング匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスビルを対象とした不
動産信託受益権に対して投資を行う

運用 63条 金融機関等（1）事業法
人等（1）

2 有 無 ―

合同会社ポートサイドロジス
ティクス

関東財務局 合同会社ポートサイドロジス
ティクス匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設を対象とした不動
産信託受益権に対して投資を行う

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

W ventures 有限責任事業組
合（W株式会社、東明宏、新和
博）

関東財務局 W ventures投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外の消費者向けのサービス又は
当該サービスの基礎となる技術を有す
る企業（B2C、B2B2C、C2C、D2C）を主
な投資対象とし、典型的には、それらの
企業のシード又はアーリーステージに
おける株式その他の有価証券を取得
する方針である。その上で、投資対象と
なる企業のサポート等を通じて企業価
値を高め、最終的には株式上場やM&A
等に伴ってExitすることにより、利益の
獲得を目指す。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ブリッジ5A・パートナーズ有限
責任事業組合（赤荻貴夫、牧
野義範、田辺憲正、安藤　慶、
川邉裕典、大松龍一郎、中村
要三、中澤大貴）

関東財務局 アント・ブリッジ5号Ａ投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

セカンダリー・
ファンド

主として日本企業の既発行の株式への
投資

運用 63条 金融機関等(15)、事業
法人等(4)

19 無 無 ―

羅臼ホールディングス合同会
社

関東財務局 羅臼ホールディングス匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等
(1)

1 有 無 ―

草津温泉IBLP合同会社 関東財務局 草津温泉投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等
(1)

1 有 無 ―

合同会社エイチビーワイ 関東財務局 合同会社エイチビーワイ匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都港区西新橋のオフィスビルに関
する信託受益権の取得、賃貸及び売却
を行う。

運用 63条 事業法人等(4)
金融機関等(1)

5 有 無 ―

合同会社ヒマワリ・フォー 関東財務局 ヒマワリ・フォー匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスビルを主な信託財
産とする不動産信託受益権を取得し、
当該信託受益権に対する信託配当又
は売却代金を原資として匿名組合員に
対し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

合同会社WHA2 関東財務局 WHA2匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテル等を投資対象とした
不動産信託受益権の運用

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ＫＲＦ８５インベストメント合同
会社

関東財務局 KRF85インベストメント匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる優先出資証券（投資対象不
動産の種類：不動産信託受益権（ホテ
ル）、投資対象地域：日本）を、匿名組
合契約に基づく出資にて購入し、取得
した優先出資証券の売却、分配金等に
よって収益を上げ、現金化することを目
的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

合同会社雷門花川戸プロパ
ティ

関東財務局 合同会社雷門花川戸プロパ
ティ匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 浅草近辺の簡易宿泊所を投資対象と
する
（不動産信託受益権）

運用 63条 金融商品取引業者等
（１）、事業法人等（1）

2 有 無 ―

株式会社デジタルベースキャ
ピタル

関東財務局 デジタルベースキャピタル 1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

金融・不動産領域において成長が期待
される未公開企業へ投資を行う。
Fintech、PropTechを中心にシード期の
企業への投資、成長支援を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等（1）

2 有 無 ―

株式会社Japan Search Fund 
Accelerator

関東財務局 YMFG Searchファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他
他の会社（間接投資先）の事業を承継
することを目的とした投資を行う会社
（投資先事業者）に対する投融資及び
当該間接投資先に対する投融資を行う
（サーチファンド）。

間接投資先は、有限責任組合員と取引
のある企業（有限責任組合員の営業エ
リア内に本店等を置く企業）を中心と
し、業種は全業種（銀行業・貸金業等、
風俗営業等、反社会的勢力等を除く）と
する。

運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

株式会社Japan Search Fund 
Accelerator

関東財務局 ジャパン・サーチファンド・プ
ラットフォーム投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主として他の会社（間接投資先）の事業
を承継することを目的とした投資を行う
会社（サーチファンド）に対する投資を
行う。経営者人材（サーチャー）による
企業価値向上を企図しており、間接投
資先は、本店所在地が日本国内である
中小企業（反社会的勢力は除く）を主た
る投資対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等(2)、金融
機関等(7)

9 無 無 ―

Innovation Growth Ventures株
式会社

関東財務局 Innovation Growth Fund I L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本、US、EU（Israel含む）におい
て事業を行う未上場企業が発行する普
通株、優先株、転換社債、 転換ロー
ン、ワラントその他のエクイティ派生商
品へ投資を行う。事業化、キャッシュ・フ
ローの確立が視野に入るミドル、レイ
ターステージ案件をターゲットとして想
定。

運用 63条 金融商品取引業者等
（1）、金融機関等(8)、
事業法人等（2）

11 有 無 ―

合同会社町栄 関東財務局 合同会社町栄匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の土地受益権を保有する合
同会社が発行する匿名組合出資持分
に投資

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

合同会社A．P．8 関東財務局 合同会社A.P.8匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 大阪府大阪市に所在するビジネスホテ
ル1棟の信託受益権から得られる賃貸
収入を投資家へ配当。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

國本　行彦 関東財務局 The Independents Angel投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

創業又は成長初期段階にある中小企
業等（設立5年未満）を主な投資対象と
する。主にエンジェル投資家がLPとなっ
てファンドに出資する。

運用 63条 金融機関等(1)
個人(1)
事業法人等（1）

3 有 有 清友監査法人

細窪　政 関東財務局 The Independents Angel投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

創業又は成長初期段階にある中小企
業等（設立5年未満）を主な投資対象と
する。主にエンジェル投資家がLPとなっ
てファンドに出資する。

運用 63条 金融機関等(1)
個人(1)
事業法人等（1）

3 有 有 清友監査法人
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（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
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合同会社Yokohama 
Bashamichi Hotel

関東財務局 馬車道匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 横浜市に所在するホテルより安定的な
賃料収入を得る戦略
（不動産信託受益権）

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

SBI地域事業承継投資株式会
社

関東財務局 SBI地域事業承継投資1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本国内の未上場会社（全業種）の株
式、新株予約権、新株予約権付社債等
に投資

私募・運用 63条 事業法人等(4)、金融
機関等（14）

18 有 無 ―

SBI地域事業承継投資株式会
社

関東財務局 SBI地域事業承継投資2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本国内の未上場会社（全業種）の株
式、新株予約権、新株予約権付社債等
に投資

私募・運用 63条 事業法人等(8)、金融
機関等（21）

29 有 無 ―

イーストパートナーズ株式会
社

関東財務局 イースト投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主として日本の株式に投資を行う。 私募・運用 63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合（1）

2 無 無 ―

STRIVE III有限責任事業組合
（STRIVE株式会社、天野雄
介、堤達生）

関東財務局 STRIVE III投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本及び東南アジアのにおける、主に
シードからアーリーのインターネット事
業全般に対し、原則リード投資家として
ハンズオンを行う

運用 63条 金融機関等（2）
金融商品取引業者等
(1)
投資事業有限責任組
合（2）
事業法人等（5）

10 有 無 ―

合同会社Ｗバード 関東財務局 合同会社Ｗバード匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における複合施設用不動産
を投資対象とする不動産信託受益権の
運用

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

合同会社CREMLファンド１ 関東財務局 合同会社CREMLファンド１
匿名組合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（倉庫）にかか
る不動産信託受益権を取得・保有・処
分等して収益を得ることにより、利益獲
得を目指す。

運用 63条 事業法人等（6）
金融機関等（1）
金融商品取引業者等
（1）

8 無 無 ―

SynClover Capital 
Management株式会社

関東財務局 SCCM2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

特定の国内企業を対象としたターゲット
ファンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）
金融機関等（1）
事業法人等（2）

4 有 無 ―

SynClover Capital 
Management株式会社

関東財務局 SCCM3号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

特定の国内企業を対象としたターゲット
ファンド

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）、事業法人等
（1）、金融機関等（1）

3 有 無 ―

ブラッククローキャピタル合同
会社

関東財務局 ブラッククローキャピタル1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本の労働生産性向上と労働人口の
増加に寄与するスタートアップ企業へ
の投資

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

インドプライベートエクイティ合
同会社

関東財務局 インドプライベートエクイティ匿
名組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

モーリシャスで設立された期限付きの
有限責任公開会社であるBlume 
Ventures Fund IIIが発行するクラスA株
式への投資

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社観光産業化投資基
盤

関東財務局 観光遺産産業化投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本国内で、観光遺産（自然遺産・文
化遺産等）活用若しくは地域旅館・ス
ノーリゾート構造変革等による地域経
済活性化のモデルケース創出や観光
産業課題解決のための基盤整備に資
する事業者等に対し、必要資金の提供
及び人的支援を行うことを目的として投
資する方針。

私募・運用 63条 金融機関等(16) 16 無 無 ―

株式会社テラスカイベンチャー
ズ

関東財務局 ＴＳＶ1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれる、シード、アーリー
ステージのベンチャー企業の未公開株
式を発行済株式総数の数％～50％程
度取得することを基本とし、創業期をサ
ポートしてハンズオン支援を通じて企業
価値を高め、ＩＰＯ時の株式売却により
利益を獲得を目指すファンドとする。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、投資
事業有限責任組合
(1)、金融商品取引業
者等(2)、事業法人等
(1)

5 有 無 ―

いちごアニメーション株式会社 関東財務局 いちごアニメーション匿名組合 匿名組合契約 その他 アニメの企画、編集、制作、配信及び
販売等事業に対する出資の募集
ゲーム開発等の製作委員会やコンテン
ツファンドに対する匿名組合出資

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

F&T Hydro power2号合同会社 関東財務局 F&T Hydro power 2号 ファンド 匿名組合契約 その他 外国法人が発行する有価証券を保有
し、当該証券から得られる配当等から、
営業者の費用を控除した金額の全部を
分配する方針

運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

Sapphire 1 Partners 有限責任
事業組合（山田泰生、佐藤公
司）

関東財務局 サファイア第一号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

グローバルに成長が見込まれるミドル
ステージ及びグロースステージにある
ベンチャー企業への投資

私募・運用 63条 金融機関等（3)、投資
事業有限責任組合（1）

4 有 無 ―

Sapphire 1 Partners 有限責任
事業組合（山田泰生、佐藤公
司）

関東財務局 サファイアグロース第一号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

セルフエステ事業を運営する株式会社
博心への投資

私募・運用 63条 金融機関等（1)、投資
事業有限責任組合（3）

4 有 無 ―

Gazelle Capital１号有限責任
事業組合（Gazelle Capital株式
会社、石橋孝太郎、藤田健太
郎）

関東財務局 Gazelle Capital投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

伝統的な産業に変革を起こす創業期の
ベンチャー企業の未公開株式を取得
し、創業期をサポートして企業価値を高
め、Ｍ＆Ａを中心としたイグジットにより
利益獲得を目指すファンドとする。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

インドプライベートエクイティ２
号合同会社

関東財務局 インドプライベートエクイティ２
号匿名組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

モーリシャスで設立された法人である
HUMMING BIRD INVESTMENT 
HOLDING SPV 1 LTDが発行するクラス
B株式への投資

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

合同会社コズミック８ 関東財務局 合同会社コズミック8匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィス用不動産を
投資対象とする不動産信託受益権の
運用

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

クレジット・ギャランティ４号合
同会社

関東財務局 クレジット・ギャランティ４号匿
名組合

匿名組合契約 ヘッジファンド クレジット・デフォルト・スワップ 運用 63条 事業法人等（２） 2 無 無 ―

合同会社京都堀川ホテルマネ
ジメント

関東財務局 合同会社京都堀川ホテルマネ
ジメント匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主にホテル及びホテルを裏付け資産と
する不動産信託受益権に対する投資

運用 63条 事業法人等（1）、金融
機関等（1）

2 無 無 ―

株式会社KUROKAWA 
HOLDINGS

関東財務局 黒川隆介・ミダス投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

業種は問わず、国内未上場企業への
投資を行い、経営改善後のバイアウト
及びIPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 無 無 ―

株式会社モブキャストフィナン
シャル

関東財務局 モブキャスト投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

新たなテクノロジーをエンターテインメン
ト分野に応用する事業の発展を目指
し、エンターテインメント分野・テクノロ
ジー分野のアーリーステージ又はミドル
ステージ企業を投資対象とし、ハンズ
オンで当該投資先企業の事業拡大・新
規事業開発などによりバリューアップを
図ったのちに、上場を目指す。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

日本グロース・キャピタル有限
責任事業組合（日本グロース・
キャピタル株式会社、西野貴
司、佐藤翔、中村和宏、野村
龍平、佐久間亮輔）

関東財務局 GCJグロース4号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

必ずしも株式公開を目指さない中小企
業等に対し、日本グロース・キャピタル
株式会社が培ってきた情報サービス関
連業界への投資経験と国内外のネット
ワークを活かし、情報サービス関連ビ
ジネスを展開する企業、又はその潜在
能力を持つ国内企業への投資を実行。
投資後は積極的なハンズオンを通じ、
投資先事業者の知財・サービスの国内
外への展開と企業価値の向上を支援
する。

私募・運用 63条 金融機関等(12)、事業
法人等(3)

15 有 無 ―

合同会社ノゾミインベストメント 関東財務局 合同会社ノゾミインベストメント
匿名組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

日本国内における太陽光発電所を裏
付けとした匿名組合出資持分

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

S5パートナーズ有限責任事業
組合
（Miner Allen Parker、山田晋
也、宮野豊、樺澤哲、株式会
社サンブリッジコーポレーショ
ン）

関東財務局 エスファイブ1号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

(1) 地域
原則として日本企業又は日本で事業展
開を行っている若しくは行う予定がある
海外企業を中心に投資を行う。 
(2) 業種、規模、成長段階
スタートアップ期から成長期にある、
Society5.0の実現を目指した技術ベン
チャーで、高い成長性が期待でき、組
合契約期間中に株式の上場・公開等に
よる流動化が見込める、未上場・未公
開企業を対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1)
個人（1）

2 有 無 ―
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LBPI株式会社 関東財務局 継承ジャパン投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 ①投資対象
日本国内の後継者問題を抱えている中
小企業者等。
②投資方針
業務改善等における人的支援、設備資
金の供給等を通じて企業価値の向上を
図ることにより、親族内の事業承継や
M&A等による後継者問題の解決が見
込まれる中小企業者等に対する投資。
③投資手法
株式引受、株式買取、社債引受、融資
等

運用 63条 金融機関等（5）
事業法人等（1）

6 無 無 ―

合同会社桜島開発 関東財務局 匿名組合桜島開発 匿名組合契約 不動産ファンド ホテル等収益不動産を信託財産とする
信託に係る不動産信託受益権を主な
投資対象とする戦略

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

合同会社ウェルスファンド 関東財務局 不動産小口化商品 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権（日本国内の商業
施設を主な信託財産とする）を主な信
託財産とする包括信託受益権を取得
し、当該包括信託受益権に対する信託
配当又は売却代金を原資として匿名組
合員に対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

シニフィアン株式会社 関東財務局 THE FUND投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に国内のレイターステージ企業（未
上場）が発行する有価証券等（株式）へ
の投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社メトロ・ワン 関東財務局 合同会社メトロ・ワン匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の賃貸マンションを主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等（3）、事業
法人等（1）

4 無 無 ―

吉村　英毅 関東財務局 吉村英毅・ミダスA投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

業種は問わず、国内未上場企業への
投資を行い、経営改善後のバイアウト
及びIPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 無 無 ―

吉村　英毅 関東財務局 吉村英毅・ミダスB投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

業種は問わず、国内未上場企業への
投資を行い、経営改善後のバイアウト
及びIPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 無 無 ―

TFJ2合同会社 関東財務局 TFJ2合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスビルを信託財産と
する信託受益権の取得、運用、管理お
よび売却

運用 63条 外国法人又は外国人
等（１）

1 無 無 ―

株式会社博報堂ＤＹベン
チャーズ

関東財務局 HAKUHODO DY FUTURE 
DESIGN FUND投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

イノベーションの担い手であるベン
チャー企業の未公開株式への投資を
行うことにより利益を得るとともに、ベン
チャー企業及び起業家との広く深い
ネットワークを構築することを狙うファン
ドとする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社博報堂ＤＹベン
チャーズ

関東財務局 HAKUHODO DY FUTURE 
DESIGN FUND2号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

イノベーションの担い手であるベン
チャー企業の未公開株式への投資を
行うことにより利益を得るとともに、ベン
チャー企業及び起業家との広く深い
ネットワークを構築することを狙うファン
ドとする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社QOL・ブリッジ2 関東財務局 合同会社QOL・ブリッジ2匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のヘルスケアアセットを主な
信託財産とする不動産信託受益権を取
得し、当該信託受益権に対する信託配
当又は売却代金を原資として匿名組合
員に対し利益分配を行う

運用 63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 有 無 ―

合同会社WHA3 関東財務局 WHA3匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテル等を投資対象とした
不動産信託受益権の運用

運用 63条 事業法人等（4） 4 有 無 ―

J-STAR4号A-GP有限責任事
業組合（J-STAR株式会社、原 
禄郎、原田 健一、櫻井 秀秋、
湯本 達也、荒川 暁、樫山 雄
樹）

関東財務局 J-STAR 
No.4-A, LP

外国の法令に
基づく権利

バイアウト・ファ
ンド

日本の中小企業を対象とする。 私募・運用 63条 金融機関等（7）、投資
事業有限責任組合（3）

10 無 無 ―

合同会社Hakodate Hotel 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド ホテルに係る不動産信託受益権を投資
対象とし、賃料収入、不動産信託受益
権の売却による利益獲得を目的とした
投資を行う。

運用 63条 事業法人等（3） 3 無 無 ―

epiST Ventures有限責任事業
組合(eV1株式会社、上村 崇、
崎須賀 渉）

関東財務局 epiST Ventures1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に、国内の大学発ベンチャーおよび
AI、データサイエンス、IoT、ロボティクス
といった注力テーマにおけるシード・
アーリーステージのベンチャーを投資
ターゲットとしたベンチャーキャピタル
ファンド

運用 63条 事業法人等（3）
投資事業有限責任組
合（2）

5 有 無 ―

合同会社RLSプロジェクト 関東財務局 合同会社RLSプロジェクト匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 全国の戸建または連棟型の簡易宿所
を投資対象とする
（不動産信託受益権）

運用 63条 事業法人等（２） 2 有 無 ―

アドミラルファンド2号合同会社 関東財務局 アドミラルファンド2号匿名組合 匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

事業再生を支援するDIPファイナンス・
再生ファイナンス、債権買取、バイアウ
ト案件の優先出資等をおこなう投資事
業有限責任組合への出資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（１）

1 無 無 ―

合同会社天王洲インベストメン
ト

関東財務局 天王洲インベストメント匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権（投資対象不動産
の種類：オフィス、投資対象地域：日本）
を、匿名組合契約に基づく出資並びに
借入金にて購入し、信託受託者を通じ
る等して対象不動産等の賃貸及び売
却等によって収益を上げ、現金化する
ことを目的とする。

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

合同会社二条 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド ホテルを投資対象とし、賃料収入、不
動産信託受益権の売却による利益獲
得を目的とした投資を行う。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

井坂　省三
北澤　知丈
佐藤　直樹
藤井　淳史
南黒沢　晃
三好　啓介

関東財務局 ジャフコSV6投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ITを中心とした成長業種・スタートアッ
プ・アーリーステージ企業を主な対象と
し、一部LBOの手法を用いた中堅企業
等へのマジョリティ投資も含む

私募・運用 63条 金融機関等（30）
金融商品取引業者等
（3）
事業法人等（12）

45 有 無 ―

井坂　省三
北澤　知丈
佐藤　直樹
藤井　淳史
南黒沢　晃
三好　啓介

関東財務局 ジャフコSV6-S投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ITを中心とした成長業種・スタートアッ
プ・アーリーステージ企業を主な対象と
し、一部LBOの手法を用いた中堅企業
等へのマジョリティ投資も含む

私募・運用 63条 金融機関等（１） 1 無 無 ―

JAPAN ISRAEL 
INNOVATION1号有限責任事
業組合（AT MANAGEMENT1
号株式会社、秋元　信行、土
佐林　淳、小山　倫世）

関東財務局 AT PARTNERS JAPAN 
ISRAEL INNOVATION1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

原則として、イスラエル所在のスタート
アップ企業への投資を主な目的とする
投
資組合等を投資対象とする

運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 有 無 ―

合同会社富士プロジェクト 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

静岡県に存在する事業会社の株式を
取得、保有資産の価値向上をおこな
い、第3者に取得価格より高値で売却
する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

千葉道場株式会社 関東財務局 千葉道場１号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ドローン事業以外のＩＴ系企業を中心に
シードからプレユニコーンの国内外の
未公開企業を投資対象とする。

私募・運用 63条 個人(1)、外国法人又
は外国人等(1)

2 無 無 ―

千葉道場株式会社 関東財務局 千葉道場２号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ドローン事業以外のＩＴ系企業を中心に
シードからプレユニコーンの国内外の
未公開企業を投資対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等（3）、投資
事業有限責任組合
（3）、外国法人又は外
国人等(1)、事業法人
等（5）

12 有 有 仰星監査法人

草津温泉ホールディングス合
同会社

関東財務局 草津温泉匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―
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株式会社ヘルスケア・イノベー
ション

関東財務局 ヘルスケア・イノベーション投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資分野は医薬品・診断薬・医療機
器・ヘルスケア関連サービス・機能性食
品および新素材等を中心とする。
投資対象企業は、ミドルステージ70%、
アーリーステージ30%。

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

i-nest１号有限責任事業組合
（山中卓、塚本繁男、i-nest 
capital株式会社）

関東財務局 i-nest1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象業種、投資対象ステージは限
定せず、国内外企業に株式等の投資を
し、高い投資パフォーマンスを求める。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）、金融機関等（1）、
事業法人等（3）、投資
事業有限責任組合（1）

6 有 無 ―

合同会社エメラルド 関東財務局 資産保有匿名組合契約 匿名組合契約 事業再生ファン
ド

主に国内法人の株式、持分、国内法人
への金銭債権等を取得し、それらの配
当、利息又は売却代金を原資として匿
名組合員に対し利益分配を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

合同会社晴海マネジメント 関東財務局 合同会社晴海マネジメント匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを主な信託財産と
する不動産信託受益権を取得し、当該
信託受益権に対する信託配当又は売
却代金を原資として匿名組合員に対し
利益分配を行う。

運用 63条 金融商品取引業者等
（1）、外国法人又は外
国人等（1）

2 無 無 ―

ALJ Hotel RE1合同会社 関東財務局 ALJ Hotel RE1匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる信託受益権（投資対象不動
産の種類：ホテル、投資対象地域：日
本）を匿名組合契約に基づく出資並び
に匿名組合契約に従い営業者が調達
することを許された借入金及びその他
の匿名組合出資による調達金にて購
入し、信託受託者を通じる等して対象
不動産等の賃貸及び売却等によって収
益を上げ、現金化することを目的とす
る。

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

Spiral Capital有限責任事業組
合（Spiral Capital株式会社、奥
野友和、千葉貴史）

関東財務局 Spiral Capital Japan Fund 2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

以下の企業の有価証券を出資対象と
する。
・投資地域は主として日本（韓国・台湾
等の東アジア地域も一部検討）
・投資セクターは、インターネット領域全
般
・投資ステージは、アーリーとレイター
のバランス投資

運用 63条 投資事業有限責任組
合(3)、金融機関等(3)、
事業法人等(1)、金融
商品取引業者等(1)

8 有 無 ―

合同会社中台南ロジスティク
ス

関東財務局 合同会社中台南ロジスティク
ス匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設及び底地（物流施
設の建設予定地を含む）を対象とした
不動産信託受益権に対して投資を行う

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社Amazing Yolk 関東財務局 合同会社Amazing Yolk
匿名組合出資持分

匿名組合契約 その他 特定目的会社が発行する優先出資を
取得・保有・処分等して収益を得る。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

GKK合同会社 関東財務局 GKK合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権（投資対象不動産
の種類：ホテル、投資対象地域：国内）
を、匿名組合契約に基づく出資及び借
入金にて購入し、信託受託者を通じる
等して対象不動産等の賃貸及び売却
等によって収益を上げ、現金化すること
を目的とする。

運用 63条 事業法人等（1）、金融
機関等（1）

2 無 無 ―

ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ株式会社 関東財務局 ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内を中心にインターネットサービ
ス事業を展開する企業を主な投資対象
とし、典型的には、それらの企業のアー
リーステージ及びレイターステージにお
ける株式その他の有価証券を取得する
方針である。
その上で、投資対象となる企業のサ
ポート等を通じて企業価値を高め、最
終的には株式上場やM&A等に伴って
Exitすることにより、利益の獲得を目指
す。

私募・運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(2)、金融商品
取引業者等(1)、投資
事業有限責任組合（1）

6 有 無 ―

アクアイグニス・マエダ株式会
社

関東財務局 菰野ヴィラプロジェクト匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 信託会社と出資金を信託金として金銭
信託契約を締結し、信託受益権を取得
する。当該信託受益権を通じて、信託
不動産として小規模宿泊施設を開発、
運営、または売却し、賃料収入、売却
益その他当該不動産からの収益を得る
ことにより運用すること、または当該信
託受益権を売却し売却益を得ることを
想定している。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

アクアイグニス・マエダ株式会
社

関東財務局 ESHIKOTOプロジェクト匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 信託会社と出資金を信託金として金銭
信託契約を締結し、信託受益権を取得
する。当該信託受益権を通じて、信託
不動産として小規模宿泊施設を開発、
運営、または売却し、賃料収入、売却
益その他当該不動産からの収益を得る
ことにより運用すること、または当該信
託受益権を売却し売却益を得ることを
想定している。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社帝京ナレッジ・イニシ
アティブ

関東財務局 帝京KITT-1号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に大学発ベンチャー企業を投資対象
とし、成長に向けたハンズオン支援を
行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社帝京ナレッジ・イニシ
アティブ

関東財務局 帝京KITT-ESG投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

環境、社会、ガバナンスのいずれか一
つ以上の項目に配慮した事業を行って
いる事業者及び帝京大学と良好な信頼
関係を築こうとし本学の教育・研究の進
展に資すると判断される事業者を対象
とし投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ジェイブイエフ・ジー
ピー

関東財務局 ジェイブイエフ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 不動産及び不動産への投資を行う不
動産投資開発会社や不動産保有会社
に投資する法人に対する、直接又は間
接の投資を取得

運用 63条 金融機関等(3)、事業
法人等(1)

4 有 無 ―

Ｓｉｌｖｅｒ　Ｓｔａｒ株式会社 関東財務局 Sky Capital
匿名組合

匿名組合契約 ヘッジファンド 外国為替証拠金取引及び証券CFD取
引において、裁量取引によりトレードを
して、収益を上げることを目的とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社マグノリア 関東財務局 合同会社マグノリア匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルを対象とした不動産
信託受益権に対して投資を行う

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等（3）

4 無 無 ―

株式会社のぞみフィナンシャ
ルホールディングス

関東財務局 TK1 匿名組合契約 事業再生ファン
ド

ゴルフ場とホテルを経営する企業の株
式を取得し､再生支援の為に組成する
ファンド

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

MIC5号パートナーズ有限責任
事業組合（モバイル・インター
ネットキャピタル株式会社、元
木新、海老澤観）

関東財務局 MICイノベーション5号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

1.(1)次世代情報通信に係る技術／
サービスの分野、及び、(2)ITを利用又
は活用することで成長が期待できる周
辺分野において従事する、国内外の非
上場企業を主たる投資対象とする。
2.国内外の非上場企業のうち、原則とし
て、プレシードステージからアーリース
テージのベンチャー企業に対しては経
営に関与し、バリューアップを図る一
方、ミドルステージからレイターステー
ジのベンチャー企業への投資も適宜
ポートフォリオに組み込み、投下資本回
収のタイミングとリスクの分散を図るも
のとする。

運用 63条 金融商品取引業者等
(3)、金融機関等(1)、事
業法人等(3)

7 有 無 ―

QUON　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株
式会社

関東財務局 ジーワン（G1）投資事業組合 匿名組合契約 アクティビスト・
ファンド

国内上場企業を対象とし、純投資また
は重要提案行為を行うことを目的に普
通株式および新株予約権の引受・取
得・保有・運用を行う

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

QUON　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株
式会社

関東財務局 ジーツー（G2）投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内未上場企業を対象とし、純投資ま
たは重要提案行為を行うことを目的に
普通株式および新株予約権の引受・取
得・保有・運用を行う

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

QUON　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株
式会社

関東財務局 QUONエネルギー投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

再生エネルギー事業を手掛ける株式会
社アイ・グリッド・ソリューションズに投資
をし事業展開のサポートをするES&G
パートナーズ投資事業有限責任組合
へ出資する組合

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

QUON　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株
式会社

関東財務局 Cryptocurrency匿名組合 匿名組合契約 ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―
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KRF79インベストメント合同会
社

関東財務局 KRF79インベストメント匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる優先出資証券（投資対象不
動産の種類：不動産信託受益権（商業
施設）、投資対象地域：日本）を、匿名
組合契約に基づく出資にて購入し、取
得した優先出資証券の売却、分配金等
によって収益を上げ、現金化することを
目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社FGN　ABBALab 関東財務局 ABBALabスタートアップファン
ド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場のスタートアップ企業への投資 私募・運用 63条 事業法人等(2), 金融機
関等(1),投資事業有限
責任組合(1)

4 有 無 ―

株式会社サンブルー・ヘルス
ケア

関東財務局 サンブルー・ヘルスケア１号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

経営課題を抱える国内医療機関及び
介護法人を対象に、メザニンローンの
供与を目的（他に、不動産流動化SPC
への匿名組合出資や金融機関等の金
融債権等買取を通じた支援も想定）と
するファンド

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

蓮田合同会社 関東財務局 蓮田合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 埼玉県蓮田市に建築予定の物流施設
の信託受益権を取得。出資者への安
定的な分配を目指すもの。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(3)

4 無 無 ―

ヘッジファンドナビ株式会社 関東財務局 ニケ回転投資事業組合 民法上の組合
契約

事業再生ファン
ド

再生が必要な上場企業へ投資する。併
せてシナジー効果が見込める事業パー
トナーを紹介することにより企業価値向
上を目指す。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

アイビスパートナーズ株式会
社

関東財務局 アイビス1号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
未公開株式を発行済株式総数の数％
～50％程度取得し、創業期をサポート
してハンズオン支援を通じて企業価値
を高め、ＩＰＯ時の株式売却により利益
獲得を狙うファンドとする。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

アイビスパートナーズ株式会
社

関東財務局 アイビス2号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
未公開株式を発行済株式総数の数％
～50％程度取得し、創業期をサポート
してハンズオン支援を通じて企業価値
を高め、ＩＰＯ時の株式売却により利益
獲得を狙うファンドとする。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

アイビスパートナーズ株式会
社

関東財務局 アイビス3号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
未公開株式を発行済株式総数の数％
～50％程度取得し、創業期をサポート
してハンズオン支援を通じて企業価値
を高め、ＩＰＯ時の株式売却により利益
獲得を狙うファンドとする。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

Japan Energy Capital合同会
社

関東財務局 Japan Energy Capital 1 L.P. 外国の法令に
基づく権利

社会投資ファン
ド

トルコ又はヨルダンにおける再生可能
エネルギー事業を運営するトルコ又は
ヨルダン所在の法人の株式その他持分
及びこれらの法人に対する貸付その他
負債性商品を直接又は間接に取得・保
有することを主要な投資目的とする。
また、欧米所在のスタートアップ企業の
株式その他持分を直接又は間接に取
得・保有すること及びかかるスタート
アップ企業とのJV投資を行うことを副次
的な投資目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

Japan Energy Capital合同会
社

関東財務局 Japan Energy Capital 2 L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

日本国外所在のスタートアップ企業（脱
炭素化に関連する事業を運営する法人
を対象とする。）の株式その他持分及
びこれらの法人に対する貸付その他負
債性商品を直接又は間接に取得・保有
すること及びかかるスタートアップ企業
との日本におけるJV投資を行うことを
主要な投資目的とする。

運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 有 無 ―

合同会社西院インベストメント 関東財務局 合同会社西院インベストメント
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 京都府の商業施設を主な信託財産と
する不動産信託受益権を取得し、当該
信託受益権に対する信託配当又は売
却代金を原資として匿名組合員に対し
利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等（3） 3 有 無 ―

合同会社サントル 関東財務局 合同会社サントル匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 商業施設（底地の所有権を含む。）を信
託財産とする信託受益権に投資する。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

SDRS１インテグラル株式会社 関東財務局 SDRS1投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資ビークルを通じて対象会社に投資
する

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

SDRS２インテグラル株式会社 関東財務局 SDRS2-HD-A投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資ビークルを通じて対象会社に投資
する

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

SDRS２インテグラル株式会社 関東財務局 SDRS2-HD-B投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資ビークルを通じて対象会社に投資
する

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 無 無 ―

合同会社ＧＫ０１２ 関東財務局 合同会社GK012匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する宿泊施設を投資対象と
する
（不動産信託受益権）

運用 63条 外国法人又は外国人
等（１）

1 無 無 ―

合同会社ときわインベストメン
ト

関東財務局 合同会社ときわインベストメン
ト匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社もみじインベストメン
ト

関東財務局 合同会社もみじインベストメン
ト匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ペガサス 関東財務局 合同会社ペガサス匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権（ホテル）を取得し、
賃料その他当該不動産からの収益を
得ることにより、利益獲得を目指す。

運用 63条 金融機関等(4)、事業
法人等（1）

5 無 無 ―

株式会社AXWELL　
PARTNERS

関東財務局 AXWELL PARTNERSHIP 
FUND I 投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

特定ベンチャー企業１社への投資 私募・運用 63条 個人(1) 1 無 無 ―

株式会社AXWELL　
PARTNERS

関東財務局 AXWELL PARTNERSHIP 
FUND Ⅱ投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

特定ベンチャー企業への投資 私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

LJPF合同会社 関東財務局 ＬＪＰＦ合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 本ファンドは、主として四大都市圏（東
京圏、大阪圏、名古屋及び福岡）並び
にその他の地域（上記の四大都市圏を
除いた、原則として人口20万人以上の
都市を指します。）をはじめとする全国
主要都市に立地するオフィス、物流施
設、賃貸住宅及び商業施設を主な投資
対象とする総合型のファンドとして、リス
ク分散の効いたポートフォリオの構築を
行います。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合 (1)

1 無 無 ―

合同会社悠洛 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド ホテルを投資対象とし、賃料収入、不
動産信託受益権の売却による利益獲
得を目的とした投資を行う。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

ACAブリッジ合同会社 関東財務局 ＡＣＡブリッジ1号匿名組合 匿名組合契約 メザニン・ファン
ド

太陽光発電所の開発及び売電事業を
行う株式会社くにうみエナジーの普通
株式を引受け、中長期運用を行うため
の国内ファンド。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

ACAブリッジ合同会社 関東財務局 ＡＣＡブリッジ2号匿名組合 匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

太陽光発電及び売電事業を行うレーベ
ンエナジー1号合同会社を営業者とす
る匿名組合（劣後）出資持分を引受け、
中長期運用を行うための国内ファンド。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

デライト・ベンチャーズ有限責
任事業組合（ダイ・ワタナベ、
株式会社Ｄｅｌｉｇｈｔ Venture 
Investment、株式会社デライ
ト・ベンチャーズ、シンタロウ・
アサコ）

関東財務局 デライト・ベンチャーズ1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に国内において、起業家に対して独
立起業支援を行った上、スタートアップ
企業に対する投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

SAMURAI CAPITAL 
MANAGEMENT２号合同会社

関東財務局 インドネシア企業投資匿名組
合

匿名組合契約 その他 長期的に値上がりが期待できるインド
ネシア共和国の法人が発行する有価
証券等へ純投資を行い、インドネシア
共和国経済の発展に寄与する。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
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ビジネスストラテジックパート
ナーズ株式会社

関東財務局 ＢＳＰ第１号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業
(業種：人材サービス業、成長ステージ：
レイター)の未公開株式を発行済株式
総数の５％弱程度取得し、創業期をサ
ポートしてハンズオン支援を通じて企業
価値を高め、IPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

ビジネスストラテジックパート
ナーズ株式会社

関東財務局 ＢＳＰ第2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業
(業種：スポーツスクール事業・ヘルスケ
ア事業、成長ステージ：レイター)の未公
開株式を発行済株式総数の５％弱程
度取得し、創業期をサポートしてハンズ
オン支援を通じて企業価値を高め、IPO
を目指す

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

ビジネスストラテジックパート
ナーズ株式会社

関東財務局 BSP第3号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業
(業種：IOT機器開発事業、成長ステー
ジ：レイター)の未公開株式を発行済株
式総数の５％弱程度取得し、創業期を
サポートしてハンズオン支援を通じて企
業価値を高め、IPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等（1）、投資
事業有限責任組合（1）

2 有 無 ―

合同会社ブリッジ 関東財務局 合同会社ブリッジ匿名組合出
資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（病院・老人
ホーム）にかかる不動産信託受益権を
取得・保有・処分等して収益を得ること
により、利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

合同会社ホース 関東財務局 合同会社ホース匿名組合出資
持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（老人ホーム）
にかかる不動産信託受益権を取得・保
有・処分等して収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

合同会社ココファンド3 関東財務局 ココファンド3匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：サービス付き高齢者
向け住宅、介護施設、投資対象地域：
日本）を匿名組合契約に基づく出資並
びに匿名組合契約に従い営業者が調
達することを許された借入金及びその
他の匿名組合出資による調達金にて
購入し、信託受託者を通じる等して対
象不動産からの収益を得ることにより、
利益獲得を目指すファンドとする。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(2)

3 有 無 ―

ANRI4有限責任事業組合（佐
俣安理、河野純一郎、鮫島昌
弘、ＡＮＲＩ株式会社）

関東財務局 ANRI4号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にインターネット分野及びディープ
テック分野のスタートアップに対して創
業前後よりシード投資を実行する。シー
ド投資ののち、事業の成長を鑑みなが
ら必要に応じて、アーリー、ミドルも投
資総額20億円程度までを目安として
フォローオン投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(7)、事業
法人等(4)、投資事業
有限責任組合（1）

12 有 無 ―

ＧＲ投資合同会社 関東財務局 飯田橋匿名組合 匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

主として不動産等資産に対して投資を
行う投資法人を投資対象とする投資事
業有限責任組合の組合員持分を匿名
組合出資による出資金により取得し、こ
れを運用する。

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

合同会社ヨークコア 関東財務局 ヨークコア匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権を取得し、賃料その
他当該不動産からの収益を得ることに
より利益獲得を目指すファンドとする。

運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

合同会社LIGNUM 関東財務局 合同会社LIGNUM匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 兵庫県内の賃貸共同住宅に関する信
託受益権の取得、賃貸及び売却を行
う。

運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

野村メザニン・パートナーズ株
式会社

関東財務局 N-MEZ投資事業有限責任組
合1号

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

バイアウト案件や資本再構築等の中
で、業界における確固たる地位を築い
た中堅企業や業績の安定した企業へ
の投資を行い、元本回収を重視しつつ
投資リターンの向上を目指す

運用 63条 金融機関等（23）、事業
法人等(3)

26 無 無 ―

野村メザニン・パートナーズ株
式会社

関東財務局 N-MEZ投資事業有限責任組
合2号

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

バイアウト案件や資本再構築等の中
で、業界における確固たる地位を築い
た中堅企業や業績の安定した企業へ
の投資を行い、元本回収を重視しつつ
投資リターンの向上を目指す

運用 63条 金融機関等（13）、事業
法人等(2)

15 無 無 ―

D3合同会社 関東財務局 D3バイオヘルスケアファンド1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

バイオ・ヘルスケア領域の、主として
アーリーステージの企業を対象として、
ハンズオン経営支援を行い企業価値を
高める

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）、金融機関等(1)、
投資事業有限責任組
合(1)

3 有 無 ―

Future Food Fund株式会社 関東財務局 Ｆｕｔｕｒｅ　Ｆｏｏｄ　Ｆｕｎｄ１号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

食品・食材・農業関連等、食に関連する
国内外のシード・アーリーから全てのス
テージの企業

運用 63条 事業法人等(3)、投資
事業有限責任組合（1）

4 有 無 ―

Future Food Fund株式会社 関東財務局 Ｆｕｔｕｒｅ　Ｆｏｏｄ　Ｆｕｎｄ２号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

食品・食材・農業関連等、食に関連する
国内外のシード・アーリーから全てのス
テージの企業

私募・運用 63条 事業法人等(3) 3 有 無 ―

Quon Capital株式会社 関東財務局 ブールミッシュ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

全国に展開する非上場国内製菓メー
カーの株式を全株取得予定。5年程度
に渡り経営に参画することで利益率を
上げ、上場もしくは株式売却をする予
定。

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

Quon Capital株式会社 関東財務局 TB-A投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資先の株式を全株取得予定。5年程
度に渡り経営に参画することで利益率
を上げ、上場もしくは株式売却をする予
定。

私募・運用 63条 事業法人等（１）、個人
（1）

2 有 有 監査法人いろは　東京事務
所　指定社員　業務執行社
員　公認会計士　渡邉拓己

Quon Capital株式会社 関東財務局 TB-B投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資先の株式を全株取得予定。5年程
度に渡り経営に参画することで利益率
を上げ、上場もしくは株式売却をする予
定。

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 有 監査法人いろは　東京事務
所　指定社員　業務執行社
員　公認会計士　渡邉拓己

パシフィコ・エナジー・ソーラー
ファンド２合同会社

関東財務局 パシフィコ・エナジー・ソーラー
ファンド2
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

投資家から拠出を受けた金銭により、
合同会社5社に対して、匿名組合出資
の形態により投資を行う。各合同会社
は、匿名組合の営業者として、栃木県
塩谷郡塩谷町、岐阜県郡上市、千葉県
勝浦市、愛知県豊田市及び福島県い
わき市において太陽光発電事業を行
い、売電によって得た収益をパシフィ
コ・エナジー・ソーラーファンド2投資事
業有限責任組合に分配する。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(3)、
金融機関等(4)

8 無 無 ―

飛鳥合同会社 関東財務局 飛鳥匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等（１）

1 無 無 ―

合同会社ナガヤマ 関東財務局 ナガヤマ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)、投資事業有
限責任組合(1)

2 無 無 ―

株式会社識学 関東財務局 識学1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

組織マネジメント改善による成長が見
込める企業に着実に投資を行う

運用 63条 金融商品取引事業者
等(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

株式会社識学 関東財務局 識学2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

組織マネジメント改善による成長が見
込める企業に着実に投資を行う

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

株式会社識学 関東財務局 新進気鋭スタートアップ投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

組織マネジメント改善による成長が見
込める企業に着実に投資を行う

私募・運用 63条 事業法人等 (1) 1 有 無 ―

JP GAMES株式会社 関東財務局 ペガサス匿名組合 匿名組合契約 コンテンツ・ファ
ンド

Tokyo2020パラリンピックの公式ゲーム
アプリ開発・制作・配信
〔 配 信 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 〕
iOS/Android/PC
〔配信予定地域〕日・米・欧・アジア

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ウェルスガーディアンキャピタ
ルパートナーズ株式会社

関東財務局 ウェルスガーディアンエグジッ
トファンド投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内の多様な業種にわたる、シードか
らレイターまでのベンチャー企業に対し
て、株式取得その他の資金供給事業を
行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

慶應イノベーション・イニシア
ティブ２号有限責任事業組合
（株式会社慶應イノベーショ
ン・イニシアティブ、マウント
ショア合同会社）

関東財務局 KII2号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象分野：慶應義塾大学の研究
成果や人材を活用している、又はそれ
らとの相乗効果が期待される他大学、
研究機関の研究成果等を活用している
ベンチャー企業の育成
投資ステージ：シード・アーリーステージ
～エクスパンションステージ

運用 63条 事業法人等(5)
金融機関等（7）
金融商品取引業者等
(2)

14 有 無 ―
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DS Toranomon合同会社 関東財務局 DS Toranomon合同会社匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
持って不動産信託受益権や現物不動
産に投資

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

ガバナンス・パートナーズ株式
会社

関東財務局 ガバナンス・パートナーズ投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

国内上場企業を対象とし、純投資また
は重要提案行為を行うことを目的に普
通株式および新株予約権の引受・取
得・保有・運用を行う

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

ガバナンス・パートナーズ株式
会社

関東財務局 ES&Gパートナーズ投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内未上場企業を対象とし、純投資を
目的に普通株式の取得・保有・運用を
行う

私募・運用 63条 個人（１）、事業法人等
（１）

2 有 無 ―

ガバナンス・パートナーズ株式
会社

関東財務局 GPエンターテイメント投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内未上場企業を対象とし、純投資を
目的に普通株式の取得・保有・運用を
行う

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

ガバナンス・パートナーズ株式
会社

関東財務局 GPライフサイエンス投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内未上場企業及び国内上場企業を
対象とし、純投資を目的に株式の取
得・保有・運用を行う

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

ガバナンス・パートナーズ株式
会社

関東財務局 投資事業有限責任組合ガバ
ナンス・パートナーズ経営者
ファンド

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

国内上場企業を対象とし、純投資また
は重要提案行為を行うことを目的に普
通株式および新株予約権の引受・取
得・保有・運用を行う

私募・運用 63条 個人（１）、事業法人等
（１）

2 有 無 ―

ガバナンス・パートナーズ株式
会社

関東財務局 投資事業有限責任組合ガバ
ナンス・パートナーズ起業家
ファンド

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内未上場企業を対象とし、純投資を
目的に普通株式の取得・保有・運用を
行う

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

YS上野御徒町合同会社 関東財務局 YS上野御徒町合同会社匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテル施設及び底地を対
象とした不動産信託受益権に対して投
資を行う

運用 63条 事業法人等（2） 2 無 無 ―

MedVenture2有限責任事業組
合（MedVenture Partners株式
会社、大下創、池野文昭、中
村智幸、福山高志、杉下悟）

関東財務局 MPI-2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

医療機器に特化したシードからアー
リーステージを中心とした開発プロジェ
クトやベンチャー企業への投資育成

運用 63条 金融機関等(4)
事業法人等(3)

7 有 無 ―

AQUA HEAVEN2合同会社 関東財務局 AQUA HEAVEN2匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド リゾートホテルに係る不動産信託受益
権を投資対象として不動産信託受益権
取得等を行い、利益を得ることを目的と
する。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

SV-FINTECH１号有限責任事
業組合（株式会社VOYAGE 
GROUP、株式会社キャピタ
ル・ディレクション）

関東財務局 SV-FINTECH１号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

中小企業等の新事業展開等に対し、ハ
ンズオン支援することを通じて、投下資
本を回収する。

私募・運用 63条 事業法人等(2)、金融
機関等(3)

5 有 無 ―

合同会社エスエスジー東海 関東財務局 エスエスジー東海 匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在のオフィス等の収益物件の信
託受益権を取得の上、当該信託受益
権を保有・処分することによる、賃料等
及び売却益による収益目的の投資

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ファーストアドバイザーズ有限
責任事業組合（熊谷直高、有
富丈之）

関東財務局 ファーストアドバイザーズ２号
投資組合

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

特定の日本の会社の株式への投資を
行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(2)

2 有 無 ―

ファーストアドバイザーズ有限
責任事業組合（熊谷直高、有
富丈之）

関東財務局 ファーストアドバイザーズ投資
組合４号

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

特定の日本の会社の株式への投資を
行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(2)

2 有 無 ―

ファーストアドバイザーズ有限
責任事業組合（熊谷直高、有
富丈之）

関東財務局 ファーストアドバイザーズ投資
組合６号

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

特定の日本の会社の株式への投資を
行う。

私募・運用 63条 個人(1)、外国法人又
は外国人等(2)

3 有 無 ―

合同会社ＴＳＭ157 関東財務局 合同会社TSM157匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京都千代田区に所在するオフィスビ
ル1棟及び大阪市北区に所在するオ
フィスビル区分の信託受益権から得ら
れる収益等を投資家へ分配。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

AYR1合同会社 関東財務局 AYR1匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる信託受益権（投資対象不動
産の種類：マンション、投資対象地域：
日本）を匿名組合契約に基づく出資並
びに匿名組合契約に従い営業者が調
達することを許された借入金及びその
他の匿名組合出資による調達金にて
購入し、信託受託者を通じる等して対
象不動産等の賃貸及び売却等によって
収益を上げ、現金化することを目的と
する。

運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

KICアセット・マネジメント株式
会社

関東財務局 KIC CAPITAL投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 主として首都圏の中規模物流施設を開
発、テナントリーシングを行った後に売
却

私募・運用 63条 事業法人（1） 1 有 無 ―

合同会社A. P. 11 関東財務局 合同会社A.P.11匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 北海道札幌市に所在するオフィスビル2
棟の信託受益権から得られる収益等を
投資家へ分配。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

合同会社三軒茶屋壱号 関東財務局 合同会社三軒茶屋壱号匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィス用不動産を
投資対象とする不動産信託受益権の
運用

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

合同会社強羅 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド ホテルを投資対象とし、賃料収入、不
動産信託受益権の売却による利益獲
得を目的とした投資を行う。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

日本インパクト投資2号有限責
任事業組合（新生インパクト投
資株式会社、一般財団法人社
会変革推進財団、尾崎春梅、
宮部清佳）

関東財務局 日本インパクト投資2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として子育て・介護関連事業を営む
企業への投資（株式取得等）

私募・運用 63条 金融機関等（7）、事業
法人等（1）、投資事業
有限責任組合（2）

10 有 無 ―

15th Rock Ventures有限責任
事業組合（株式会社アドベン
チャー・キャピタル・パートナー
ズ、Star Lab株式会社）

関東財務局 15th Rock Ventures Fund 1投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のヒューマン・オーグメンテー
ション分野の技術を有するシード、アー
リー及びエクスパンションステージのス
タートアップに投資し、市場での成長を
支援することで企業価値向上を図る。

運用 63条 事業法人等(2)、投資
事業有限責任組合
(1)、金融商品取引業
者等（1）、金融機関等
（1）

5 有 無 ―

合同会社ＴＰＳ 関東財務局 合同会社ＴＰＳ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィス用不動産を
投資対象とする不動産信託受益権の
運用

運用 63条 事業法人等（2）、
金融機関等（2）

4 無 無 ―

FreakOut Ｓｈｉｎｓｅｉ　Ｆｕｎｄ株
式会社

関東財務局 FreakOut Shinsei Fund 1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のＢ2Ｂを中心とするITベン
チャー企業への投資

私募・運用 63条 金融機関等（1）、金融
商品取引業者等（1）、
事業法人等(1)

3 有 無 ―

合同会社J＆TC Frontier 関東財務局 Ｊ＆ＴＣ企業投資匿名組合 匿名組合契約 その他 ①幅広い業種・成長ステージにある新
興企業の未公開株式の取得及び新興
企業向けに投資を行うファンドに投資
し、技術等のノウハウを提供し投資先
を支援。IPO時の株式売却益、投資家
との協業等により投資家メリットを創出
するファンドとする。

私募・運用 63条 事業法人等（2） 2 無 無 ―

TFJ3合同会社 関東財務局 TFJ3合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の居住施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

合同会社アスナロ 関東財務局 合同会社アスナロ匿名組合出
資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを主な信託財産と
する不動産信託受益権を取得し、当該
信託受益権に対する信託配当又は売
却代金を原資として匿名組合員に対し
利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等（2） 2 無 無 ―

株式会社オークファンインキュ
ベート

関東財務局 オークファンインキュベートファ
ンド1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内の新規事業領域の創出とイン
タネット産業の成長にシードステージ、
アーリーステージ及びレイタ―ステージ
のベンチャーを中心に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 有 監査法人
アヴァンティア
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BP１有限責任事業組合（山口
丈寛、石川誉）

関東財務局 BASE Partners Fund 1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

【投資対象の業種】
IT業種も含め、幅広い業種の企業を投
資対象とするものとする。 
【投資ステージ】
創業前後、シード期をメインとする。但
し、アーリー期以降でも、バリュエーショ
ン、投資規模、資金以外での支援ニー
ズ等を考慮し、必要に応じて、投資検
討・実施する。
【投資方針】
発行体にとっての初期投資家及びリー
ドインベスターとして投資実行すること
を原則とするが、必要に応じて他の形
での投資の実行も行う。資金提供に限
らず、事業成長に必要な支援・リソース
を積極的に提供するハンズオン型のベ
ンチャー投資を行う。
【投資戦略】
GPやその他事業パートナーがそれぞ
れに持つ良質な起業家ネットワークを
活用し、成長可能性のある起業家を発
掘・投資していく。また、企業家と事業
プランから共に構想し、事業創出を目
指す形での投資も行う。

私募・運用 63条 事業法人等(4)
金融商品取引業者等
(1)

5 有 有 そうせい監査法人

FST合同会社 関東財務局 FST合同会社匿名組合出資持
分

匿名組合契約 その他 ・ファンド・オブ・ファンズ：
国内に所在する不動産（ホテル・オフィ
ス・レジデンス）にかかる不動産信託受
益権に投資をしている合同会社（ホテ
ル・オフィス・レジデンスにつき各１社）
をそれぞれ営業者とする各匿名組合に
出資をし、また、国内に所在する不動
産（レジデンス）にかかる不動産信託受
益権に投資をしている特定目的会社の
優先出資も引き受けることにより、利益
獲得を目指す。
・不動産ファンド：
国内に所在する不動産にかかる不動
産信託権を取得・保有・処分等して収
益を得ることにより、利益獲得を目指
す。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

AAファンド有限責任事業組合
（赤坂優、有安伸宏）

関東財務局 ＡＡファンド投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に一般消費者向けビジネスなどを行
うシードからアーリーステージ（一部、
レーターステージ）の国内の未公開企
業を投資対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1） 1 無 無 ―

NREGP合同会社 関東財務局 ＮＲＥひかり投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

匿名組合出資持分を通じて、日本国内
における商業運転中の太陽光発電プロ
ジェクトに投資する。

運用 63条 金融機関等(1), 投資事
業有限責任組合(1), 事
業法人等(1)

3 有 無 ―

NREGP合同会社 関東財務局 ＮＲＥはやぶさ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

匿名組合出資持分を通じて、日本国内
における商業運転中の太陽光発電プロ
ジェクトに投資する匿名組合の匿名組
合員として、同組合に対し投資を行う。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

Spiral Innovation Partners有
限責任事業組合（Spiral 
Innovation Partners株式会
社、岡洋）

関東財務局 Logistics Innovation Fund 投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として日本国内及び東南アジアに本
社を置く、ロジスティクス分野及びその
周辺領域に関連する会社を主たる対象
とする。

運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等（2）

3 無 無 ―

Spiral Innovation Partners有
限責任事業組合（Spiral 
Innovation Partners株式会
社、岡洋）

関東財務局 T＆Dイノベーション投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として日本国内に本社を置く、生保
関連領域及びその周辺領域の会社を
主たる対象とする。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Spiral Innovation Partners有
限責任事業組合（Spiral 
Innovation Partners株式会
社、岡洋）

関東財務局 Valuechain Innovation Fund投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として日本国内及び一部海外（東南
アジア他）に本社を置く企業を対象とす
る。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Spiral Innovation Partners有
限責任事業組合（Spiral 
Innovation Partners株式会
社、岡洋）

関東財務局 全国保証イノベーション投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として日本国内に本社を置くフィン
テック、不動産テック、住生活関連サー
ビス領域及びその周辺領域を主たる対
象とする企業。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ＫＨＣＦ２ 関東財務局 KHCF2匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：ホテル、投資対象地
域：日本）を、匿名組合契約に基づく出
資並びに借入金にて購入し、信託受託
者を通じる等して対象不動産等の賃貸
及び売却等によって収益を上げ、現金
化することを目的とする。

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

DEIランドホールディングス合
同会社

関東財務局 ＤＥＩランドホールディングス合
同会社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 土地を主な信託財産とする不動産信託
受益権を取得し、当該信託受益権に対
する信託配当又は売却代金を原資とし
て匿名組合員に対し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

サステナブル・リターン・ファン
ド合同会社

関東財務局 サステナブル・リターン・ファン
ド合同会社匿名組合

匿名組合契約 その他 投資事業有限責任組合への出資持
分、匿名組合出資持分その他の集団
投資スキーム・外国集団投資スキーム
（国内外の不動産・インフラ・再生可能
エネルギー関連事業を行い、又はこれ
らの事業に投資するファンド、PE、ヘッ
ジファンド）、国債・政府保証債・政府機
関債・社債・投資法人債等債券、投資
信託・外国投資信託の受益証券、投資
証券・外国投資証券に幅広く投資し、当
該持分等に対する利益分配又は売却
代金を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）、事業法人等（2）

3 無 無 ―

トルナーレオフィス合同会社 関東財務局 トルナーレオフィス匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京都中央区日本橋浜町の事務所用
不動産の区分所有持分を信託財産と
する信託受益権の中長期的な運用

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

NES株式会社 関東財務局 NES投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

地方大学等との連携を通じて、国内の
ベンチャー企業（ステージを問わない）
への投資及び支援を行い、地方創生へ
の寄与を図る

私募・運用 63条 金融機関等（6）、事業
法人等（2）

8 有 無 ―

合同会社ホテルプロジェクト高
山

関東財務局 ホテルプロジェクト高山匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 岐阜県高山市の土地（信託受益権）を
保有し、ホテル開発を行う

運用 63条 事業法人等（2） 2 有 無 ―

有限責任事業組合コーラル・
グロース（株式会社Coral 
Capital、サン・パシフィック株式
会社、Arkania 
Management,LLC）

関東財務局 Coral Growth, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

主にIT、通信、インターネット・テクノロ
ジー分野にフォーカスしたミドル・ステー
ジからレイター・ステージにある企業
で、直接的又は間接的に日本で業務を
行う企業に投資を行い、厳選された投
資家に対し長期的な資本増価を実現化
する機会を提供する。

運用 63条 金融機関等（2）、事業
法人等（1）

3 有 無 ―

合同会社Firefly 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 東京に存在する不動産（学生寮）信託
受益権を取得、保有、メンテナンス等を
行い、第３者に取得価格より高値で売
却する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

合同会社レア東福レジデンス 関東財務局 レア東福レジデンス匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内の居住用不動産を投資対象とし、
賃料収入、不動産信託受益権の売却
による利益獲得を目的とした投資を行
う。

運用 63条 事業法人等(3)、金融
商品取引業者等(1)

4 無 無 ―

合同会社Ｇｅｎ１ 関東財務局 合同会社Gen1匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルを信託財産とする信
託受益権を取得し、当該信託財産から
収益を得ることにより運用事業を行う合
同会社に対し、匿名組合出資を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

IFSPV1号有限責任事業組合
（赤浦徹、本間真彦、和田圭
祐、村田祐介、インキュベイト
ファンド株式会社）

関東財務局 IFSPV1号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のIT分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
シード又はアーリーステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やM&A等に
伴ってExitすることにより、利益の獲得
を目指す。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、個人
（1）

2 有 無 ―
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利尻ＩＢＬＰ合同会社 関東財務局 利尻投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

礼文ホールディングス合同会
社

関東財務局 礼文匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

CLF1合同会社 関東財務局 CLF1合同会社匿名組合出資
持分

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内の物流施設を信託財産とする
不動産信託受益権の運用

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

KRF88インベストメント合同会
社

関東財務局 KRF88インベストメント匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる優先出資証券（投資対象不
動産の種類：不動産信託受益権（オフィ
ス）、投資対象地域：日本）を、匿名組
合契約に基づく出資にて購入し、取得
した優先出資証券の売却、分配金等に
よって収益を上げ、現金化することを目
的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ＡＰ　Ⅵ　ＧＰ 関東財務局 AP VI GP投資組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象ﾌｧﾝﾄﾞの種類：ﾊﾞｲｱｳﾄ･ﾌｱﾝﾄﾞ

ﾘｽｸ特性：株式

地域的特色：日本国内

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

株式会社ＡＰ　Ⅵ　ＧＰ 関東財務局 投資事業有限責任組合アドバ
ンテッジパートナーズVI号

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資手法：レバレッジドバイアウト

投資対象地域：日本国内

投資対象企業業種：サービス業

私募・運用 63条 金融機関等(21)、事業
法人等(2)、投資事業
有限責任組合(2)

25 有 無 ―

フェムトグロース・スリー合同
会社

関東財務局 フェムトグロース・スリー投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット及びIT（情報通信技術）を
利用した事業に関連するアーリース
テージ以降の会社を主な投資対象とす
る。

私募・運用 63条 金融機関等(3)、投資
事業有限責任組合
（1）、事業法人等（2）

6 有 無 ―

ATE株式会社 関東財務局 Omni Bridgeway匿名組合 匿名組合契約 その他 紛争により生じる債権者の費用の立替
払い、及び損失（判決、和解等により債
権が不存在となること）に対する補償を
提供することで、当該紛争解決時に顧
客から支払われる収益（担保料）を投
資家に分配するファンドである。紛争の
対象債権の法的・財務的回収可能性
がリスクとなる。日本国内の債権者が
保有する債権を対象とする。

私募 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

銀座六丁目プロパティ合同会
社

関東財務局 銀座六丁目プロパティ合同会
社

匿名組合契約 不動産ファンド 銀座六丁目のビルの底地に関する信
託受益権の取得、賃貸及び売却を行
う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社かがやきシニアレジ
デンス

関東財務局 かがやきシニアレジデンス匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権を取得し、賃料その
他当該不動産からの収益を得ることに
より、利益獲得を目指すファンドとす

運用 63条 事業法人等（6）、金融
機関等（1）

7 有 無 ―

合同会社ＣＬＦ１ 関東財務局 合同会社ＣＬＦ１匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における産業用不動産および
物流施設不動産を投資対象とする不動
産信託受益権の運用

運用 63条 金融機関等(4）、金融
商品取引業者等（1）、
事業法人等（1）

6 有 無 ―

iFund有限責任事業組合（加藤
匠馬、北濱丈司、明神洸次
郎、實吉陽紀、関根理沙、
iFund株式会社）

関東財務局 iFund1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にシード期にあるIT企業を出資対象
とする。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、個人(1)

2 有 有 そうせい監査法人

THE CREATIVE FUND有限責
任事業組合（三浦崇宏、福本
龍馬、淵藍(小池藍)）

関東財務局 THE CREATIVE FUND1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種を限定せず、幅
広い業種の企業に対して投資を行う。
また、シードステージの企業を中心に投
資を行うが、シリーズA以降のIPOが近
い企業に関しても投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 有 無 ―

株式会社GO 関東財務局 THE CREATIVE FUND1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種を限定せず、幅
広い業種の企業に対して投資を行う。
また、シードステージの企業を中心に投
資を行うが、シリーズA以降のIPOが近
い企業に関しても投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 有 無 ―

合同会社長津田 関東財務局 長津田 匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在の物流施設等の収益物件の
信託受益権を取得の上、当該信託受
益権を保有・処分することによる、賃料
等及び売却益による収益目的の投資

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

葵合同会社 関東財務局 葵匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産関連業を営む株式会社の
株式に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 無 無 ―

合同会社トラスト・キャピタル・
メザニン

関東財務局 トラスト・キャピタル・メザニン
2020投資事業組合

民法上の組合
契約

メザニン・ファン
ド

日本法に基づき設立された会社等を対
象にした投資ファンド等による買収手続
の過程で資本負債の再構築が行われ
る際に発生するメザニンファイナンス等

運用 63条 金融機関等（30）、事業
法人等（2）、金融商品
取引業者等 (1)

33 無 無 ―

合同会社トラスト・キャピタル・
メザニン

関東財務局 トラスト・キャピタル・メザニン
2022投資事業組合

民法上の組合
契約

メザニン・ファン
ド

日本法に基づき設立された会社等を対
象にした投資ファンド等による買収手続
の過程で資本負債の再構築が行われ
る際に発生するメザニンファイナンス等

運用 63条 金融機関等(32)、金融
商品取引業者等 (1)、
事業法人等(1)

34 無 無 ―

株式会社電通 関東財務局 イノベーション・フィルム・ファン
ド

匿名組合契約 コンテンツ・ファ
ンド

2009年から2012年の間に制作する映
画作品について、その制作費の一部と
して資金を拠出することにより収益分
配権を取得し、全世界における興行収
入やDVD販売収入等の事業収入に応
じ拠出割合分の分配を受ける。

運用 旧63条 事業法人等（2） 2 無 無 ―

株式会社電通 関東財務局 DFファンド 匿名組合契約 コンテンツ・ファ
ンド

2013年から2014年の間に制作する映
画作品について、その制作費の一部と
して資金を拠出することにより収益分
配権を取得し、全世界における興行収
入やDVD販売収入等の事業収入に応
じ拠出割合分の分配を受ける。

運用 旧63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

株式会社電通 関東財務局 DF2号ファンド匿名組合 匿名組合契約 コンテンツ・ファ
ンド

2015年から2018年の間に制作する映
画作品について、その制作費の一部と
して資金を拠出することにより収益分
配権を取得し、全世界における興行収
入やDVD販売収入等の事業収入に応
じ拠出割合分の分配を受ける。

運用 旧63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

株式会社電通 関東財務局 イノベーションフィルムファンド
‐L

匿名組合契約 コンテンツ・ファ
ンド

2019年から2022年の間に制作する映
画作品について、その制作費の一部と
して資金を拠出することにより収益分
配権を取得し、全世界における興行収
入やDVD販売収入等の事業収入に応
じ拠出割合分の分配を受ける。

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

株式会社電通 関東財務局 イノベーションフィルムファンド
‐I

匿名組合契約 コンテンツ・ファ
ンド

2019年から2022年の間に制作する映
画作品について、その制作費の一部と
して資金を拠出することにより収益分
配権を取得し、全世界における興行収
入やDVD販売収入等の事業収入に応
じ拠出割合分の分配を受ける。

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

株式会社電通 関東財務局 イノベーションフィルムファンド
‐D

匿名組合契約 コンテンツ・ファ
ンド

2019年から2022年の間に制作する映
画作品について、その制作費の一部と
して資金を拠出することにより収益分
配権を取得し、全世界における興行収
入やDVD販売収入等の事業収入に応
じ拠出割合分の分配を受ける。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

株式会社電通 関東財務局 イノベーションフィルムファンド
23‐L

匿名組合契約 コンテンツ・ファ
ンド

2023年から2026年の間に制作する映
画作品について、その制作費の一部と
して資金を拠出することにより収益分
配権を取得し、全世界における興行収
入やDVD販売収入等の事業収入に応
じ拠出割合分の分配を受ける。

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

株式会社電通 関東財務局 イノベーションフィルムファンド
23‐I

匿名組合契約 コンテンツ・ファ
ンド

2023年から2026年の間に制作する映
画作品について、その制作費の一部と
して資金を拠出することにより収益分
配権を取得し、全世界における興行収
入やDVD販売収入等の事業収入に応
じ拠出割合分の分配を受ける。

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―
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株式会社電通 関東財務局 イノベーションフィルムファンド
23‐D

匿名組合契約 コンテンツ・ファ
ンド

2023年から2026年の間に制作する映
画作品について、その制作費の一部と
して資金を拠出することにより収益分
配権を取得し、全世界における興行収
入やDVD販売収入等の事業収入に応
じ拠出割合分の分配を受ける。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

合同会社POS１ 関東財務局 合同会社POS1匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 京都府の宿泊施設に係る不動産信託
受益権の運用により利益獲得を狙う

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

合同会社ＪＲＥＡＳＴファンド第
１号

関東財務局 合同会社JREASTファンド第1
号匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の事務所及び店舗等に係る
不動産信託受益権を投資対象として不
動産信託受益権取得等を行い、利益を
得ることを目的とする。

運用 63条 事業法人等(4) 4 有 無 ―

合同会社メイユウ 関東財務局 合同会社メイユウ匿名組合出
資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の居住用施設を主な信託財
産とする不動産信託受益権を取得し、
当該信託受益権に対する信託配当又
は売却代金を原資として匿名組合員に
対し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等（2） 2 無 無 ―

合同会社紀伊国橋インベスト
メント

関東財務局 合同会社紀伊国橋インベスト
メント匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内のオフィス・商業施設を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等（2） 2 無 無 ―

合同会社ダブルオーナイン 関東財務局 ダブルオーナイン匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のショッピングセンターに係る
不動産信託受益権を投資対象として不
動産信託受益権取得等を行い、利益を
得ることを目的とする。

運用 63条 事業法人等(5)、投資
事業有限責任組合(1)

6 無 無 ―

合同会社ニセコヴィラキャピタ
ル

関東財務局 合同会社ニセコヴィラキャピタ
ル匿名組合

匿名組合契約 その他 ヴィラの開発等を行う特定目的会社の
発行する優先出資証券を取得し、当該
特定目的会社からの配当金を原資とし
て、合同会社ニセコヴィラキャピタルの
投資家に対し配当を行うことを目指す。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

合同会社ひなげし 関東財務局 MapletreeLog Hinageshi Pte. 
Ltd.との間の匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等
(1)

1 無 無 ―

クレジット・ギャランティ５号合
同会社

関東財務局 クレジット・ギャランティ５号匿
名組合

匿名組合契約 ヘッジファンド クレジット・デフォルト・スワップ 運用 63条 事業法人等（２） 2 無 無 ―

FUSIAN CAPITAL株式会社 関東財務局 FUSIAN戦略投資1号匿名組
合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

国内外ミドルステージの成長企業に対
するグロースキャピタル

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

株式会社Eu&L 関東財務局 リアルテックグローバルファン
ド1号投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ヘルスケア、バイオ、アグリ、エンジニア
リング等の研究開発型テクノロジーに
おいて、アジア全域のベンチャー企業
の株式取得による出資。ミドルステージ
中心。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(3)

4 有 無 ―

株式会社ハーバー・リアルエ
ステイト

関東財務局 ハーバー・リアルエステイト東
品川匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 東品川所在の賃貸用オフィスに係る不
動産信託受益権の運用

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 無 無 ―

CMCSホールディングス合同
会社

関東財務局 CMCS匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等（１）

1 有 無 ―

中部IBLP合同会社 関東財務局 中部投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等（１）

1 有 無 ―

合同会社SCLキャピタル 関東財務局 SCSV１号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 社会課題解決に向けた価値創造や
SDGsに関心が高く、市場での評価が適
正価値を大きく下回る中小型上場株式
に対する投資を中心に行い、AI/IoT導
入や事業提携等のハンズオン支援、エ
ンゲージメントにより企業価値、株主価
値の向上を目指す

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社ＯＮＥ TEAM 関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本全国の物流施設、類似施設及び
物流施設へ資する土地へ投資を行い、
一定の期間、安定的な運用を行う。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(3)

4 無 無 ―

NEXTBLUE有限責任事業組合
（郡裕一、井上加奈子、
Vincent Tan）

関東財務局 NEXTBLUE1号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象企業の業種：特に定めな
い。
投資対象企業の成長ステージはシード
〜レイター。
その他の基本的な投資方針・戦略の概
要：営業マーケティング支援によって事
業進捗させられるベンチャーを基本方
針とする。無限責任組合員のみならず
起業家をはじめとする組合員が投資先
のメンタリング、事業支援を行う。

私募・運用 63条 個人(1)、事業法人等
(2)

3 有 有 公認会計士　平林 元之

合同会社札幌南６プロパティ 関東財務局 合同会札幌南6プロパティ匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 札幌市のホテルを投資対象とする
（不動産信託受益権）

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ゆとりの約束 関東財務局 合同会社ゆとりの約束匿名組
合

匿名組合契約 その他 リバースモゲージに係る貸付債権の取
得

私募 63条 金融機関等(1） 1 無 無 ―

蒼穹GP１有限責任事業組合
（益子和也、並川周作）

関東財務局 蒼穹1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業承継を中心に業種を問わず、バ
リューアップが見込まれる国内企業の
議決権を原則過半取得

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

DRG Fund１号有限責任事業
組合（日下部竜、DRG合同会
社）

関東財務局 DRG Fund1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に国内のシード・アーリー期のベン
チャー企業等への投資。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 有 無 ―

合同会社フルール 関東財務局 合同会社フルール
匿名組合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（保育園）にか
かる不動産信託受益権を取得・保有・
処分等して収益を得ることにより、利益
獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

株式会社アジアンマーケット企
画

関東財務局 北海道地域中小企業グローバ
ル化支援
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に海外で事業展開をしている、また
はする可能性のある北海道地域で事
業を行っている未上場企業に投資対象
する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社Ｓｔｒａｉｔｓ Himawari 
GK One

関東財務局 Straits Himawari GK One匿名
組合

匿名組合契約 その他 国内のヘルスケア施設である不動産を
保有する特定目的会社の発行する優
先出資証券を投資対象とし、当該不動
産の賃貸収入、不動産の売却により当
該優先出資証券に基づき配当される利
益の獲得を目的とした投資を行う。

運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

合同会社アセット投資事業６
号

関東財務局 アセット投資事業６号匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる信託受益権（投資対象不動
産の種類：底地、投資対象地域：日本）
を匿名組合契約に基づく出資並びに匿
名組合契約に従い営業者が調達する
ことを許された借入金及び匿名組合出
資による調達金にて購入し、信託受託
者を通じる等して対象不動産等の賃貸
及び売却等によって収益を上げ、現金
化することを目的とする。

運用 63条 金融機関等（１） 1 無 無 ―

USテクノロジーベンチャー合
同会社

関東財務局 ＵＳテクノロジーベンチャー匿
名組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

米国デラウェア州で設立された組合で
あるXPLORER CAPITAL FUND IV, L.P.
のリミテッドパートナー持分への投資

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

ＡＫ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ合同会社 関東財務局 AK匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

Ａｋｉｔａ　Ｋｙｏｅｉ　ＩＢＬＰ合同会
社

関東財務局 Akita Kyoei投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

蘭ホールディングス合同会社 関東財務局 蘭匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―
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梅花ＩＢＬＰ合同会社 関東財務局 梅花投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

梅新プロパティー合同会社 関東財務局 梅新プロパティー合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：オフィス
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等 (2) 2 有 無 ―

株式会社tb innovations 関東財務局 ネクスト新事業新技術１号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に、AI・画像処理、医療・ヘルスケア、
エネルギー素材、ロボット/人手不足解
決、電子デバイス、航空産業（機械含
む）、先進医療・ヘルスケア、アグリカル
チャー、素材等の産業分野に属する国
内外の非上場企業および投資事業組
合等を主な投資対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 無 無 ―

株式会社tb innovations 関東財務局 TITグロース１号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資先事業者等選定基準（地域、業
種、規模、成長段階等）
①地域　主に海外
②業種　主にソフトウエア・テック（ロ
ボット・人手不足解決、画像処理、ヘル
スケア等）、ディープ・テック（AI・量子コ
ンピューティング、量子センサー、電子
デバイス、ナノ素材等）の産業分野に属
する企業および投資事業組合等
③規模　投資先事業有限責任組合契
約に関する法律第2条に定める事業者
のうち、主に未上場の中小・中堅の事
業者等の投資対象とする。
④成長段階　シードステージ、アーリー
ステージを中心にミドル・レイタース
テージへも投資。
⑤投資種類決定基準　主に株式・新株
予約券付転換社債等・投資組合持分を
対象とする。
⑥投資規模決定基準　特に定めない。

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 無 無 ―

みなとみらい５３EAST合同会
社

関東財務局 みなとみらい５３ＥＡＳＴ合同会
社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィス用不動産を
投資対象とする不動産信託受益権の
運用

私募・運用 63条 事業法人等 (1) 1 無 無 ―

ＰＧ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ合同会社 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド オフィスを投資対象とし、賃料収入、不
動産信託受益権の購入及び売却によ
る利益獲得を目的とした投資を行う。

運用 63条 外国法人又は外国人
等 (1)

1 有 無 ―

ヘルスケアプロパティーズ合
同会社

関東財務局 ヘルスケアプロパティーズ合
同会社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の病院施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等（5）、投資事業
有限責任組合（1）

7 有 無 ―

合同会社サンシャイン２ 関東財務局 合同会社サンシャイン２匿名
組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

主に国内における再生可能エネルギー
事業を投資対象とする同事業に関する
資産の信託受益権の運用

私募・運用 63条 事業法人等(1） 1 無 無 ―

合同会社戸島ロジスティクス 関東財務局 合同会社戸島ロジスティクス
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設を対象とした不動
産信託受益権に対して投資を行う

運用 63条 事業法人等（1）、投資
事業有限責任組合（1）

2 有 無 ―

日本物流未来投資株式会社 関東財務局 日本物流未来投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に事業承継等の問題を抱える国内
未上場の物流企業等を対象に普通株･
優先株･社債等の取得を目的とするファ
ンド。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

NSSK関東・東日本ジェンパー
合同会社

関東財務局 関東・東日本地域活性化・事
業承継支援投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

関東・東日本地域に主な拠点を置く中
小・中堅企業の事業の承継等に係る案
件を主要な対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

NSSK中部・北陸ジェンパー２
合同会社

関東財務局 中部・北陸地域活性化・事業
承継支援投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

中部・北陸地域に主な拠点を置く中小・
中堅企業の事業の承継等に係る案件
を主要な対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(5) 5 無 無 ―

NSSK近畿・西日本ジェンパー
合同会社

関東財務局 近畿・西日本地域活性化・事
業承継支援投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

近畿・西日本地域に主な拠点を置く中
小・中堅企業の事業の承継等に係る案
件を主要な対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

大和ＡＣＡヘルスケア・ファイナ
ンス株式会社

関東財務局 DAHCファイナンス2号匿名組
合出資持分

匿名組合契約 メザニン・ファン
ド

医療・介護関連事業者に対する融資
ファンド

私募 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

大和ＡＣＡヘルスケア・ファイナ
ンス株式会社

関東財務局 DAHCファイナンス3号匿名組
合出資持分

匿名組合契約 メザニン・ファン
ド

医療・介護関連事業者に対する融資
ファンド

私募 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

株式会社ハーレージャパン 関東財務局 ASSAファンド2号 匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

サーフボードなどのスポーツ用品等の
販売等を行う。

私募 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

株式会社ＳＭＢＣキャピタル・
パートナーズ

関東財務局 ＳＭＢＣＣＰ投資事業有限責任
組合1号

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

事業再生、承継等が必要な国内企業
への出資と共に経営支援に取組み、企
業価値を向上させた上で投資額以上の
回収を図る。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社ＳＭＢＣキャピタル・
パートナーズ

関東財務局 ＳＭＢＣＣＰ投資事業有限責任
組合2号

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業承継、再生等が必要な国内企業
へ過半以上の議決権取得を前提とした
出資を行うと共に経営支援に取組み、
企業価値を向上させた上で投資額以上
の回収を図る。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社ＳＭＢＣキャピタル・
パートナーズ

関東財務局 ＳＭＢＣＣＰ投資事業有限責任
組合3号

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業承継、再生等が必要な国内企業
へ過半以上の議決権取得を前提とした
出資を行うと共に経営支援に取組み、
企業価値を向上させた上で投資額以上
の回収を図る。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ダブルシャープ・パートナーズ
株式会社

関東財務局 ダブルシャープ・パートナー
ズ・ファンド１号投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

社会の課題や非効率に対してITを活用
することにより、先進的・革新的な事業
やサービスの創出・提供を目指すス
タートアップ企業で、シード・アーリー・ミ
ドルステージの会社を主な投資対象と
する。パイプドHDグループ会社との協
業やシナジーの可能性を見出だせるの
であれば幅広い業種・分野を対象とす
る。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

インキュベイトファンド５号有限
責任事業組合（赤浦徹、本間
真彦、和田圭祐、村田祐介、
マクナーニ・ポール・ジョセフ、
インキュベイトファンド株式会
社）

関東財務局 インキュベイトファンド5号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のIT分野の企業を主な投資対
象とし、典型的には、それらの企業の
シード又はアーリーステージにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やM&A等に
伴ってExitすることにより、利益の獲得
を目指す。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）、金融機関等(6)、
投資事業有限責任組
合（2）、事業法人等（3）

12 有 無 ―

インキュベイトファンド５号有限
責任事業組合（赤浦徹、本間
真彦、和田圭祐、村田祐介、
マクナーニ・ポール・ジョセフ、
インキュベイトファンド株式会
社）

関東財務局 IFSPV2号投資事業組合 民法上の組合
契約

その他 特定の上場企業の株式を取得する方
針であり、投資対象となる当該上場企
業のサポート等を通じて企業価値を高
め、利益の獲得を目指す。

私募・運用 63条 個人(3) 3 有 無 ―

Kepple West Africa有限責任
事業組合（神先孝裕、品田諭
志、株式会社ケップルアフリカ
ベンチャーズ）

関東財務局 ケップル西アフリカ投資事業組
合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外の企業（主としてアフリカの企
業）を主たる投資対象とする。
なお、投資対象企業の成長ステージ
（シード、アーリー、ミドル、レイター）は
問わないものとする。

私募・運用 63条 事業法人等(1)
個人(3)

4 有 無 ―

グリーベンチャーズ株式会社 関東財務局 グリーベンチャーズ1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に国内を対象にした、インターネット
関連領域でのスタートアップへの投資
投資ステージ：シード～アーリー

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

グリーベンチャーズ株式会社 関東財務局 グリーベンチャーズ2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に国内を対象にした、インターネット
関連領域でのスタートアップへの投資
投資ステージ：シード～アーリー

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

グリーベンチャーズ株式会社 関東財務局 GREE LP Fund JP1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

主に日本国内の投資組合等への出資
を行うことにより、間接的に投資先企業
への投資を行うとともに、ネットワーク
構築などを行い投資元本の価値を高め
ることを目的とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―
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大前　創希 関東財務局 DRONE FUND3号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にドローンビジネスなどを行う国内外
の未公開企業を投資対象とする。

私募・運用 63条 金融証券取引業者等
（1）、事業法人等（7）、
外国法人又は外国人
等(1)、投資事業有限
責任組合(3)、金融機
関等(1)

13 有 有 仰星監査法人

合同会社オーケーチャタン 関東財務局 オーケーチャタン
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権を取得し、賃料その
他当該不動産からの収益を得ることに
より利益獲得を目指すファンドとする。

運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

ジャパン－チャイナ・キャピタ
ル・パートナーズ株式会社

関東財務局 ジャパン－チャイナ・キャピタ
ル・パートナーズ1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に中国の市場及び現地パートナーと
の協業を梃子に成長を企図する日本
企業への成長資金の提供を、マイノリ
ティ及びマジョリティ投資を通じて行う
ファンド。

私募・運用 63条 金融機関等（1）、事業
法人等（2）

3 有 無 ―

スパークス・イノベーション・
フォー・フューチャー株式会社

関東財務局 宇宙フロンティア投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

宇宙産業に関わる非上場企業（成長ス
テージは問わない。）を中心に投資を行
う。投資実行後、投資先事業者等の経
営につき助言・支援を行い、株式上場
による売却を基本方針とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等（4）

5 有 無 ―

QXLV有限責任事業組合（クオ
ンタムリープベンチャーズ株式
会社、古谷健太郎）

関東財務局 QXLV１号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット分野のスタートアップを主
な投資対象とし、典型的には、それらの
企業のシード又はアーリーにおける株
式その他の有価証券を取得する方針
である。その上で、投資対象となる企業
のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やM&A等に
伴ってExitすることにより、利益の獲得
を目指す。

運用 63条 投資事業有限責任組
合（2）、事業法人等(1)

3 有 無 ―

One Capital有限責任事業組
合（One Capital株式会社、淺
田慎二、坂倉亘）

関東財務局 One Capital 1号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として設立5年未満の日本のソフト
ウェア産業及び情報処理サービス業関
連のベンチャー企業が発行する未公開
の普通株式、優先株式、新株予約権、
転換社債等に対して投資を行う。

運用 63条 金融機関等(1)、投資
事業有限責任組合
(2)、事業法人等(1)

4 有 無 ―

One Capital有限責任事業組
合（One Capital株式会社、淺
田慎二、坂倉亘）

関東財務局 One Capital DX 1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として設立5年未満の日本のソフト
ウェア産業及び情報処理サービス業関
連のベンチャー企業が発行する未公開
の普通株式、優先株式、新株予約権、
転換社債等に対して投資を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

One Capital有限責任事業組
合（One Capital株式会社、淺
田慎二、坂倉亘）

関東財務局 One Capital 2号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として設立5年未満の日本のソフト
ウェア産業及び情報処理サービス業関
連のベンチャー企業が発行する未公開
の普通株式、優先株式、新株予約権、
転換社債等に対して投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

One Capital有限責任事業組
合（One Capital株式会社、淺
田慎二、坂倉亘）

関東財務局 One Capital DX 2号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として設立5年未満の日本のソフト
ウェア産業及び情報処理サービス業関
連のベンチャー企業が発行する未公開
の普通株式、優先株式、新株予約権、
転換社債等に対して投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

みらい合同ファイナンス合同
会社

関東財務局 みらい1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「株式上場を目指す国内未上場企業の
中で企業価値の向上が見込まれ、かつ
国内雇用の拡大に貢献できる可能性
の高い企業」に対する投資を予定して
ます。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（１）

1 有 無 ―

自然キャピタル有限責任事業
組合（自然キャピタル合同会
社、今井松兼、ビベンズ　マー
ク　スタンドリ、ジェリック　アド
リアン、ビトン　ステファン、山
内陽子及びウィンダー　ジェイ
ソン）

関東財務局 AZファンド2020投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージのエンジェル税制適
用企業を投資対象とするベンチャー
ファンド

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 有 公認会計士松尾信吉

タコマ合同会社 関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 その他の権利 千葉県旭市商業施設の受益権を保有
する合同会社及び当該施設のマスター
レッシーである合同会社の社員持分

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

株式会社FINOLAB 関東財務局 FINOLAB1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

フィンテック業界を中心とした国内外の
シード・アーリーステージのスタートアッ
プ企業の投資及び育成

私募・運用 63条 事業法人等(2)、金融
機関等(1)

3 有 無 ―

合同会社アセット投資事業５
号

関東財務局 アセット投資事業5号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 匿名組合契約に基づく出資並びに匿名
組合契約に従い営業者が調達すること
を許された借入金及びその他の匿名組
合出資による調達金を信託して対象と
なる信託受益権を取得し、信託受託者
をして工事請負契約に基づき不動産
（投資対象不動産の種類：商業施設・オ
フィス、投資対象地域：日本）を取得さ
せた上、信託受託者を通じる等して対
象不動産からの収益を得ることにより、
利益獲得を目指すファンドとする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

Hike Ventures有限責任事業
組合（庄子尚宏、安田幹広）

関東財務局 Hike Ventures SPV1投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

非上場企業の株式に対する投資。ミド
ルステージを対象に投資をおこなう。

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 有 Ginza Yuwa公認会計士共同
事務所

シー・ファイブ・セブン・ホール
ディングス株式会社

関東財務局 シー・ファイブ・セブン匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

日本国内の中小中堅企業を投資対象
として積極的な経営関与を行う投資手
法

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

合同会社ＪＲＥＡＳＴファンド第
２号

関東財務局 合同会社JREASTファンド第2
号匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の事務所及び店舗等に係る
不動産信託受益権を投資対象として不
動産信託受益権取得等を行い、利益を
得ることを目的とする。

運用 63条 事業法人等(4) 4 有 無 ―

合同会社アセット投資事業７
号

関東財務局 アセット投資事業7号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：レジデンス、投資対
象地域：日本）を匿名組合契約に基づく
出資並びに匿名組合契約に従い営業
者が調達することを許された借入金及
びその他の匿名組合出資による調達
金にて購入し、信託受託者を通じる等
して対象不動産からの収益を得ること
により、利益獲得を目指すファンドとす
る。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

マネーフォワードベンチャー
パートナーズ株式会社

関東財務局 HIRAC FUND１号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象企業の業種
テクノロジー業界のうちテクノロジーに
よるディスラプションが期待される領域
（レガシー産業の効率化領域、ITサービ
ス領域、テクノロジー領域）

投資対象企業の成長ステージ
主として国内のシードからアーリース
タートアップ企業

基本的な投資方針・戦略の概要
出資先経営チームに対し、マネーフォ
ワードグループの現経営陣を中心とし
たグロース経験を持ったメンバーが
様々な領域でハンズオン支援を行いま
す。成長速度を加速させ、社会にイン
パクトを与えるスタートアップ創出を目
指します。

運用 63条 事業法人等（7）、金融
機関等（2）、金融商品
取引業者等（2）、個人
（2）

13 有 有 有限責任監査法人トーマツ
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マネーフォワードベンチャー
パートナーズ株式会社

関東財務局 HIRAC FUND２号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象企業の業種
テクノロジー業界のうちテクノロジーに
よるディスラプションが期待される領域
（レガシー産業の効率化領域、ITサービ
ス領域、テクノロジー領域）

投資対象企業の成長ステージ
主として国内のシードからアーリース
タートアップ企業

基本的な投資方針・戦略の概要
出資先経営チームに対し、マネーフォ
ワードグループの現経営陣を中心とし
たグロース経験を持ったメンバーが
様々な領域でハンズオン支援を行いま
す。成長速度を加速させ、社会にイン
パクトを与えるスタートアップ創出を目
指します。

運用 63条 事業法人等（4）、金融
機関等（12）、金融商品
取引業者等（1）、個人
（1）、投資事業有限責
任組合（1）

19 有 有 有限責任監査法人トーマツ

坂出施設開発合同会社 関東財務局 2020年6月26日付匿名組合契
約

匿名組合契約 不動産ファンド ・国内物流施設3物件の信託受益権に
投資。
・インカムゲインを主体に考えており、
保守的な運用方針としている。

運用 63条 金融機関等(1)
事業法人等(3)

4 無 無 ―

合同会社DEI Green 
Investments Alpha

関東財務局 合同会社DEI Green 
Investments Alpha　匿名組合

匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

再生可能エネルギー等に投資する組
合の出資持分等の取得をし、当該出資
持分等に対する分配金や売却代金を
原資として匿名組合員に対し利益分配
を行う。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

合同会社ホーク 関東財務局 合同会社ホーク
匿名組合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（老人ホーム）
にかかる不動産信託受益権を取得・保
有・処分等して収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

株式会社Ｈ＆Ｒアセットソ
リューションズ

関東財務局 星野リゾート観光活性化投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

宿泊施設の取得・保有を目的とする
ファンド持分の保有

私募・運用 63条 金融機関等（1）、事業
法人等(2)

3 有 無 ―

株式会社ムービズ 関東財務局 株式会社ムービズ匿名組合 匿名組合契約 現物ファンド
※事業ファンド
を含む

映画の制作等を行い、映画を商業的に
利用して収益を獲得する事業。

私募 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

株式会社ムービズ 関東財務局 株式会社ムービズ匿名組合２ 匿名組合契約 現物ファンド
※事業ファンド
を含む

映画の制作等を行い、映画を商業的に
利用して収益を獲得する事業。

私募 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

合同会社ＯＪ　ＳＫＦ 関東財務局 合同会社OJ SKF匿名組合 匿名組合契約 その他 特定目的会社が発行する優先出資を
取得・保有・処分等して収益を得ること
により、利益獲得を目指す。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

Japan Income Fund合同会社 関東財務局 ジャパンインカムファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

日本国内の物流施設に対する投資を
内容とする投資戦略に従い、匿名組合
の営業者に対する匿名組合出資を通じ
て、間接的に不動産等に対する投資を
行う。

私募・運用 63条 金融機関等(12)、事業
法人等(3)

15 無 無 ―

合同会社ファンファーレ 関東財務局 合同会社ファンファーレ匿名組
合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の底地を主な信託財産とする
不
動産信託受益権を取得し、当該信託受
益権に対する信託配当又は売却代金
を原資として匿名組合員に対し利益分
配を行う。

運用 63条 金融機関等（2）、事業
法人等（2）、投資事業
有限責任組合（1）

5 無 無 ―

株式会社スターマウンテン 関東財務局 投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

【主な投資対象事業の業種】
企業本来の価値が市場で評価されて
おらず、株価が低迷している情報通信
業、その他サービス業等
【投資方針・戦略】
株式出資の方法で投資を行い、株主と
しての権限を活用し、短期的な利益だ
けでなく、企業との対話を重視した友好
的で長期的な視点を持ち、本質的な企
業価値の向上を目指す。具体的には、
経営効率やROEの改善、コーポレート・
ガバナンスの改善、強化、株主価値の
向上等を提案する。

私募・運用 63条 個人 1 有 無 ―

ブルー・ブリッジ・パートナーズ
株式会社

関東財務局 ブルー・ブリッジ未来創造投資
事業有限責任組合契約

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

【主な投資対象事業】
日本国内の①再エネインフラ事業②ス
マート・インフラ事業③地方創生事業④
SIB事業⑤上記に関連する企業
【投資対象ステージ】
①～④はグリーンフィールド（新規開発
案件）、ブラウンフィールド（既存案件）
問わず、⑤はシードステージ（会社設立
前準備期・会社設立直後）からレイター
ステージ
【投資方針・戦略】
株式・新株予約権投資（持株会社、事
業会社、特別目的会社）、組合契約の
出資持分・信託受益権投資、メザニン
投資を通して、リターンを見込む。

私募・運用 63条 事業法人等（3） 3 無 無 ―

合同会社青山インベスターズ 関東財務局 令和２年７月１６日付匿名組合
契約

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを主な信託財産と
する不動産信託受益権を取得し、当該
信託受益権に対する信託配当又は売
却代金を原資として匿名組合員に対し
利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等（１） 1 無 無 ―

寺田　知太 関東財務局 ICJ2号ファンド投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場の成長企業等の株式等への投
資を通じて成長企業等の育成を図りつ
つ、投資利益を獲得する。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(2)、事
業法人等(2)

5 有 有 矢冨　健太朗

マシュー・ポール・シンクス、今
井マックスウェル

関東財務局 Pacific Bays Capital 1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

モバイルアプリ、インターネット・ソフト
ウェア、ドローン、AI等の開発・製造を
行う非上場会社を中心としたスタート
アップに対する、未上場株式、新株予
約権に対する投資

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

合同会社咲羅 関東財務局 合同会社咲羅匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内のレジデンスを信託財産とする信
託受益権を投資対象とし、本信託受益
権から得られる収益を分配することを
目標とする。

運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

TOKIWANO有限責任事業組
合（Tokiwano&Company株式会
社、合同会社トリニティキャピ
タル）

関東財務局 TOKIWANO福岡投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内の特定事業者（システム開発及び
アウトソーシング業）が発行する株式を
投資対象とし、業務・組織改善による企
業価値向上を図る

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

株式会社アンカバードファンド 関東財務局 アンカバード　ファンド投資事
業組合1号

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

アフリカを主たる営業地域とするシード
ステージのベンチャー企業の株式等へ
投資し、ハンズオン支援を行い育成す
る。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)、事業法人等(1)、
投資事業有限責任組
合(1)

3 有 無 ―

合同会社アセット投資事業8号 関東財務局 アセット投資事業8号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：レジデンス、投資対
象地域：日本）を匿名組合契約に基づく
出資並びに匿名組合契約に従い営業
者が調達することを許された借入金及
びその他の匿名組合出資による調達
金にて購入し、信託受託者を通じる等
して対象不動産からの収益を得ること
により、利益獲得を目指すファンドとす
る。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

AVC3有限責任事業組合 関東財務局 アコード・ダーウィン投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

創業時、創業直後、Aラウンド、Bラウン
ド、レイター等の各ステージを中心とし
たインターネット企業に対するハンズオ
ン支援投資。

私募・運用 63条 事業法人等(2)、投資
事業有限責任組合(1)

3 有 有 あかり監査法人

ファストトラックイニシアティブ３
号有限責任事業組合（木村廣
道、安西智宏、竹内誠、佐羽
内（木村）紘子、原田泰、株式
会社ファストトラックイニシア
ティブ）

関東財務局 ファストトラックイニシアティブ3
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場のライフサイエンス・ヘルスケア
分野に投資するベンチャー・ファンド

運用 63条 金融機関等(6)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(7)

14 有 無 ―

R4ACA合同会社 関東財務局 R4ACA匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 金銭外信託口座を通して、不動産（信
託受益権）を保有するSPCに匿名組合
出資をする。

私募・運用 63条 事業法人等(2)、外国
法人又は外国人等(1)

3 有 無 ―
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GSF1有限責任事業組合 関東財務局 GSF1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内や他のアジア諸国におけるイ
ンターネット・モバイル事業関連のス
タートアップ会社の、転換社債や株式
等の他のエクイティ性商品に投資を行
う。

私募・運用 63条 個人(1)、事業法人等 
(3)、投資事業有限責
任組合(2)

6 有 無 ―

ROPPONGI International合同
会社

関東財務局 ROPPONGI International 合同
会社 匿名組合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（オフィス）にか
かる不動産信託受益権を取得・保有・
処分等して収益を得ることにより、利益
獲得を目指す。

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

株式会社自動車ファンド 関東財務局 自動車産業支援ファンド2021
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
未公開株式を発行済株式総数の数％
～50％程度取得し、創業期(第二創業
を含む）をサポートしてハンズオン支援
を通じて企業価値を高め、ＩＰＯ時の株
式売却により利益獲得を狙うファンドと
する。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、
投資事業有限責任組
合(2)

3 有 無 ―

合同会社マーク 関東財務局 ザマーク南麻布 匿名組合契約 不動産ファンド 東京都南麻布三丁目のオフィス物件に
ついて、（株）イザナギマネジメントの投
資助言を下に、売却その他の処分によ
り運用

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

株式会社Ｇｅｍｓｅｋｉ 関東財務局 Gemseki投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ライフサイエンス関連、特に創薬系ベン
チャーに関する投資事業。シードから
アーリーステージを中心に出資する。

運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

株式会社Ｇｅｍｓｅｋｉ 関東財務局 Gemseki2号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ライフサイエンス関連、特に創薬系ベン
チャーに関する投資事業。シードから
アーリーステージを中心に出資する。

運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

GDL1合同会社 関東財務局 ＧＤＬ１合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の居住施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

ALES Global合同会社 関東財務局 ALES Globl Investment 
Partnership Ⅰ

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

米国及びイスラエルのベンチャーキャ
ピタルファンド及びベンチャーへの投資

私募・運用 63条 事業法人等(1)、個人
（1）

2 有 無 ―

ALES Global合同会社 関東財務局 ALES Globl Investment 
Partnership Ⅱ

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

インドのスタートアップ企業への投資 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 有 あすなろ監査法人

ALES Global合同会社 関東財務局 ALES Globl Investment 
Partnership Ⅲ

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内及び海外のスタートアップ企
業への投資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ALES Global合同会社 関東財務局 Angel Z Investment 
Partnership

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内及び海外のシードステージス
タートアップを中心に投資

私募・運用 63条 個人(2)、事業法人等
(1)

3 有 無 ―

ALES Global合同会社 関東財務局 ALES Globl Investment 
Partnership Ⅳ

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

インドのスタートアップ企業への投資 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

Ｇｒａｖｉｔｙ合同会社 関東財務局 Gravity合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設に対する投資を
内容とする投資戦略に従い、匿名組合
出資をもって特定目的会社の発行する
特定出資及び優先出資を引受けること
により、間接的に不動産等に対する投
資を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

Ｇｒａｖｉｔｙ　ＡＨ合同会社 関東財務局 Gravity AH合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設に対する投資を
内容とする投資戦略に従い、匿名組合
出資をもって不動産信託受益権を取得
する。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

Ｇｒａｖｉｔｙ　ＡＨ合同会社 関東財務局 Gravity AH合同会社匿名組合
2

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設に対する投資を
内容とする投資戦略に従い、匿名組合
出資をもって不動産信託受益権を取得
する。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

Ｇｒａｖｉｔｙ　ＡＨ合同会社 関東財務局 Gravity AH合同会社匿名組合
3

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設に対する投資を
内容とする投資戦略に従い、匿名組合
出資をもって不動産信託受益権を取得
する。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Ｇｒａｖｉｔｙ　ＡＨ合同会社 関東財務局 Gravity AH合同会社匿名組合
4

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設に対する投資を
内容とする投資戦略に従い、匿名組合
出資をもって不動産信託受益権を取得
する。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Ｇｒａｖｉｔｙ　ＡＨ合同会社 関東財務局 Gravity AH合同会社匿名組合
5

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設に対する投資を
内容とする投資戦略に従い、匿名組合
出資をもって不動産信託受益権を取得
する。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Ｇｒａｖｉｔｙ　ＡＨ合同会社 関東財務局 Gravity AH合同会社匿名組合
6

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設に対する投資を
内容とする投資戦略に従い、匿名組合
出資をもって不動産信託受益権を取得
する。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Ｇｒａｖｉｔｙ　ＡＨ合同会社 関東財務局 Gravity AH合同会社匿名組合
7

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設に対する投資を
内容とする投資戦略に従い、匿名組合
出資をもって不動産信託受益権を取得
する。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Ｇｒａｖｉｔｙ　ＡＨ合同会社 関東財務局 Gravity AH合同会社匿名組合
8

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設に対する投資を
内容とする投資戦略に従い、匿名組合
出資をもって不動産信託受益権を取得
する。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社市原ホールディング
ス

関東財務局 市原創吾・ミダス投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

業種は問わず、国内未上場企業への
投資を行い、経営改善後のバイアウト
及びIPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 無 無 ―

岩田　匡平 関東財務局 岩田匡平・ミダス投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

業種は問わず、国内未上場企業への
投資を行い、経営改善後のバイアウト
及びIPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 無 無 ―

ＳＯＩＣＯ株式会社 関東財務局 真田ファンド１号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード期のテック企業に対する投資。ハ
ンズオンにより企業価値増大に積極的
に関与できる持分の取得を目指す。

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

一般社団法人ＨＴ２ 関東財務局 SK投資事業有限責任組合契
約

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 国内の居住用賃貸マンションを保有す
る投資法人の発行する投資口を投資
対象とし、当該不動産の賃貸収入、不
動産の売却により当該投資口に基づき
配当される利益の獲得を目的とした投
資を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社Ａ＆ＫＣソリューショ
ンズ

関東財務局 A＆KCメザニン・ファイナンス１
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

財務基盤強化、事業成長・承継・再生
等に関し本ファンドからの投融資が必
要な中堅・中小企業等に対し、主に資
本性ローンや優先株式出資といったメ
ザニンファイナンス等、多様なファイナ
ンス手法を用いた資金調達手段を提供
する。

私募・運用 63条 金融機関等（１） 1 無 無 ―

株式会社Ａ＆ＫＣソリューショ
ンズ

関東財務局 A＆KCメディカル１号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

医療法人等の財務基盤強化、再生支
援等に対し、本ファンドから主に資本性
ローン等の様々な資金調達手段を提供
することを目的とします。

私募・運用 63条 金融機関等（１） 1 無 無 ―

株式会社くふうキャピタル 関東財務局 くふうAIファンド投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 AIに関連する技術やデータサイエンス
に関する技術、これらの技術を活用し
た価値創造が期待できる事業等に対す
る投資、投資対象の売却によるキャピ
タルゲインの獲得、その他の投資証券
等。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＪＩＣベンチャー・グロース・イン
ベストメンツ株式会社

関東財務局 JICベンチャー・グロース・ファ
ンド1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資先事業社等の業種・事業領域は、
情報通信、金融、運輸・小売、製造業、
サービス業、教育・医療・福祉サービス
業、ヘルスケア、健康医療、 教育、建
設・ユーティリティ、素材化学、一次産
業、新産業、及びその他、日本の産業
競争力強化、社会的課題の解決又は
産業課題の解決に資する領域とし、特
定ステージのみに投資スコープを設定
せず、ベンチャー企業が十分な事業投
資が出来るように、シリーズB以降グ
ロースステージまでを一貫して支える事
を主たるスコープとする。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 無 無 ―

ＪＩＣベンチャー・グロース・イン
ベストメンツ株式会社

関東財務局 JICベンチャー・グロース・イン
ベストメンツ株式会社  匿名組
合

匿名組合契約 その他 投資事業有限責任組合の無限責任組
合員として、同組合に出資をすること。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＪＩＣベンチャー・グロース・イン
ベストメンツ株式会社

関東財務局 VGF1役職員投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資事業有限責任組合に対する出資
をすること。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―
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ＪＩＣベンチャー・グロース・イン
ベストメンツ株式会社

関東財務局 JICベンチャー・グロース・ファ
ンド2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資先事業社等の業種・事業領域は、
①グロース枠としては、情報通信、金
融、運輸・小売、製造業、サービス業、
教育・医療・福祉サービス業、ヘルスケ
ア、健康医療、 教育、建設・ユーティリ
ティ、素材化学、一次産業、新産業、及
びその他、日本の産業競争力強化、社
会的課題の解決又は産業課題の解決
に資する領域とし、特定ステージのみ
に投資スコープを設定せず、ベン
チャー企業が十分な事業投資が出来る
ように、シリーズB以降グロースステー
ジまでを一貫して支える事を主たるス
コープとする。②ディープテックアーリー
枠としては、差別化された高度な革新
的技術により世界に新たに提供するも
のをスコープとし、具体的な産業領域
は特定しないものとする。③ライフサイ
エンスアーリー枠としては、薬機法に該
当する製品を開発する企業や関連する
サービスを展開等する企業をスコープ
とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 無 無 ―

ＪＩＣベンチャー・グロース・イン
ベストメンツ株式会社

関東財務局 JICベンチャー・グロース・イン
ベストメンツ株式会社  匿名組
合(2)

匿名組合契約 その他 投資事業有限責任組合の無限責任組
合員として、同組合に出資をすること。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＪＩＣベンチャー・グロース・イン
ベストメンツ株式会社

関東財務局 ＪＩＣＶＧＩオポチュニティファンド
１号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ダイレクト・セカンダリー戦略、上場済み
スタートアップに対する成長資金の供
給。国内セカンダリー市場、グロース市
場の発展に貢献。ファンド規模は400 
億円程度を予定。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 無 無 ―

ＪＩＣベンチャー・グロース・イン
ベストメンツ株式会社

関東財務局 JICベンチャー・グロース・イン
ベストメンツ株式会社  匿名組
合(3)

匿名組合契約 その他 投資事業有限責任組合の無限責任組
合員として、同組合に出資をすること。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＪＩＣベンチャー・グロース・イン
ベストメンツ株式会社

関東財務局 VGF2-OPF1役職員投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資事業有限責任組合に対する出資
をすること。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社よしもとセールスプロ
モーション

関東財務局 株式会社よしもとセールスプロ
モーション匿名組合

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

芸能人、文化人、音楽家、スポーツ選
手、タレント及びモデル等が出演する
CM等の広告事業に対する投資

私募 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

合同会社エスポワール 関東財務局 エスポワール匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：商業施設、オ
フィス
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：不動産
を所有する子ファンドの匿名組合持分
を取得・保有し、当該匿名組合出資持
分に対する利益の分配により、利益獲
得を目指すファンドである。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

新生事業承継株式会社 関東財務局 事業承継2号匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

事業会社に対する事業承継支援投融
資

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

新生事業承継株式会社 関東財務局 事業承継3号匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

事業会社に対する事業承継支援投融
資

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

新生事業承継株式会社 関東財務局 事業承継4号匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

事業会社に対する事業承継支援投融
資

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

kemuri ventures合同会社 関東財務局 食の未来1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本国内フードテック領域におけ
るシードからアーリー期のスタートアッ
プ

私募・運用 63条 個人(1)、事業法人等
（1）、金融商品取引業
者等(1)、金融機関等
（1）

4 有 無 ―

木曽岬エムジーソーラー合同
会社

関東財務局 木曽岬エムジーソーラー匿名
組合

匿名組合契約 その他 三重県桑名市に所在するメガソーラー
発電所を裏付けとする信託受益権から
得られる売電収入を投資家へ配当。投
資期間は18年。

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

名古屋インベストメント合同会
社

関東財務局 名古屋インベストメント合同会
社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 不動産（不動産の信託受益権を含
む。）を特定資産とする特定目的会社
の優先出資を取得、保有及び処分する
等による運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等（3） 3 無 無 ―

日本事業承継アントレプレ
ナーズ株式会社

関東財務局 NBSEヘルステック投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

成長ステージ　レイターのヘルステック
事業を行う事業会社の非上場株式を投
資対象として投資を行い、投資実行後
は当社の代表取締役が経営に深く関
与し、事業運営を全面的に支援するこ
とで企業価値を向上させ、株式上場後
の市場売却や事業会社への株式譲渡
等の手段によってキャピタルゲインを得
ることを目的とします。

私募・運用 63条 事業法人等（2）、投資
事業有限責任組合
（1）、金融機関等（1）

4 有 無 ―

日本事業承継アントレプレ
ナーズ株式会社

関東財務局 NBSEエドテック投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

エドテック事業関連会社の非上場株式
を投資対象として投資を行い、投資実
行後は当社の代表取締役が経営に深
く関与し、事業運営を全面的に支援す
ることで企業価値を向上させ、株式上
場後の市場売却や事業会社への株式
譲渡等の手段によってキャピタルゲイ
ンを得ることを目的とします。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

合同会社藤沢開発プロジェク
ト

関東財務局 合同会社藤沢開発プロジェク
ト

匿名組合契約 不動産ファンド 首都圏内のマンションに関する信託受
益権の取得、賃貸及び売却を行う。

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

合同会社Yamauchi-No. 
10Family Office

関東財務局 Yamauchi No.10  Family Fund, 
L.P.

外国の法令に
基づく権利

その他 ファミリーオフィスの運用機関であり、投
資対象は、以下の3種類（主として有価
証券である1及び2）。
1.ファンド持分－主としてLimited 
Partnership持分、まれに投資信託の受
益証券等（投資対象地域はグローバ
ル）
2.上場株、未上場株（投資対象地域は
主として日本であるが、海外もありう
る。マネーロンダリングで重大な欠陥を
有する国・地域は除くが、投資対象地
域に限定はない）
3. 現物（金等）
※主として有価証券（上記1及び2）

私募・運用 63条 個人(1) 1 無 無 ―

合同会社Kamogawa Hotel 
Asset Holding

関東財務局 合同会社Kamogawa Hotel 
Asset Holding 匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内の旅館・ホテルを信託財産と
する不動産信託受益権の運用

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

NBインベストメント合同会社 関東財務局 NBインベストメント合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを主たる信託財産
とする信託受益権を取得し、利益を得
ることを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社CREMLファンド2 関東財務局 合同会社CREMLファンド2
匿名組合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（倉庫）にかか
る不動産信託受益権を取得・保有・処
分等して収益を得ることにより、利益獲
得を目指す。

運用 63条 事業法人等（3）
金融商品取引業者等
（1）

4 無 無 ―

合同会社KRF93 関東財務局 KRF93匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：物流施設、投資対象
地域：日本）を、匿名組合契約に基づく
出資並びに借入金にて購入し、信託受
託者を通じる等して対象不動産等の賃
貸及び売却等によって収益を上げ、現
金化することを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

みずほリアルティＯｎｅ株式会
社

関東財務局 V3投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

メザニン・ファンド（対象企業の業種：不
動産保有事業、投資対象資産の種類：
劣後ローン、投資戦略：一定期間保有
後、裏付資産の売却に伴い期中弁済）

私募 63条 金融機関等（1）、事業
法人等（1）

2 無 無 ―

みずほリアルティＯｎｅ株式会
社

関東財務局 CBS投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

メザニン・ファンド（対象企業の業種：不
動産保有事業、投資対象資産の種類：
匿名組合出資、投資戦略：一定期間保
有後、裏付資産の売却により匿名組合
出資金を回収）

私募 63条 金融機関等（1）、事業
法人等（1）

2 無 無 ―

みずほリアルティＯｎｅ株式会
社

関東財務局 第2号環境開発再生投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

メザニン・ファンド（対象企業の業種：不
動産保有事業、投資対象資産の種類：
匿名組合出資、投資戦略：一定期間保
有後、裏付資産の売却により匿名組合
出資金を回収）

私募 63条 金融機関等（1）、事業
法人等（1）

2 無 無 ―
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合同会社ヒラフ 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド ホテルを投資対象とし、賃料収入、不
動産信託受益権の売却による利益獲
得を目的とした投資を行う。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

合同会社青森風力 関東財務局 合同会社青森風力匿名組合
出資持分

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

風力発電事業所への投資を行うファン
ド

私募・運用 63条 金融機関等（2） 2 有 無 ―

ＨＦＡキャピタル株式会社 関東財務局 ＨＦＡ２号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

スマートフォン充電器のレンタルを主た
る事業とする未上場企業への株式投資
を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 公認会計士　金子　圭

ＨＦＡキャピタル株式会社 関東財務局 ＨＦＡ３号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

スマートフォン充電器のレンタルを主た
る事業とする未上場企業への株式投資
を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 公認会計士　金子　圭

ＨＦＡキャピタル株式会社 関東財務局 オープンイノベーションファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

オープンイノベーション事業などのプ
ラットフォーム提供を主たる事業とする
未上場企業への株式投資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 公認会計士　金子　圭

ＨＦＡキャピタル株式会社 関東財務局 HFA５号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

リチウム電池用セパレータ及び次世代
二次電池の開発・商品化を主たる事業
とする未上場企業が発行する転換社債
等への投資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 公認会計士　金子　圭

ＨＦＡキャピタル株式会社 関東財務局 HFA７号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

クラウドファンディングサービスのプラッ
トフォーム提供を主たる事業とする未上
場企業が発行する株式等への投資を
行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 公認会計士　金子　圭

ＨＦＡキャピタル株式会社 関東財務局 HFA８号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

リチウム電池用セパレータ及び次世代
二次電池の開発・商品化を主たる事業
とする未上場企業が発行する株式等へ
の投資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 公認会計士　金子　圭

ＨＦＡキャピタル株式会社 関東財務局 HFA９号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

世界中の途上国におけるマイクロファイ
ナンスを主たる事業とする未上場企業
が発行する株式等への投資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 公認会計士　金子　圭

ＨＦＡキャピタル株式会社 関東財務局 HFA10号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ドローンに関する研究及び開発を主た
る事業とする未上場企業が発行する株
式等への投資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 公認会計士　金子　圭

ＨＦＡキャピタル株式会社 関東財務局 HFA11号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ドローンに関する研究及び開発を主た
る事業とする未上場企業が発行する株
式等への投資を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 公認会計士　金子　圭

ＨＦＡキャピタル株式会社 関東財務局 HFA12号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

リチウム電池用セパレータ及び次世代
二次電池の開発・商品化を主たる事業
とする未上場企業が発行する株式等へ
の投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 有 公認会計士　金子　圭

ＨＦＡキャピタル株式会社 関東財務局 HFA13号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

オリジナルIPコンテンツの開発を主たる
事業とする未上場企業が発行する株式
等への投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 有 公認会計士　金子　圭

ＨＦＡキャピタル株式会社 関東財務局 HFA14号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

世界中の途上国におけるマイクロファイ
ナンスを主たる事業とする未上場企業
が発行する株式等への投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 有 公認会計士　金子　圭

ＨＦＡキャピタル株式会社 関東財務局 HFA15号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

世界中の途上国におけるマイクロファイ
ナンスを主たる事業とする未上場企業
が発行する株式等への投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 有 公認会計士　金子　圭

ＨＦＡキャピタル株式会社 関東財務局 HFA16号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ホテル・ホステル・合法民泊の企画・運
営を主たる事業とする未上場企業が発
行する株式等への投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 有 公認会計士　金子　圭

合同会社JREASTファンド第3
号

関東財務局 合同会社JREASTファンド第3
号匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設及びレジデンス等
に係る不動産信託受益権を投資対象と
して不動産信託受益権取得等を行い、
利益を得ることを目的とする。

運用 63条 事業法人等(5) 5 有 無 ―

合同会社ダブルオーテン 関東財務局 ダブルオーテン匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のショッピングセンターに係る
不動産信託受益権を投資対象として不
動産信託受益権取得等を行い、利益を
得ることを目的とする。

運用 63条 事業法人等(8)、投資
事業有限責任組合(2)

10 無 無 ―

LaunchPadFund株式会社 関東財務局 LaunchPadFund投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内のIT分野で事業を展開する企業
（主にシードステージ）の株式および新
株予約権等の有価証券への投資

私募・運用 63条 事業法人等(2)、投資
事業有限責任組合
(1)、個人(1)、金融機関
等(1)

5 有 有 Ginza Yuwa公認会計士共同
事務所

株式会社ロータス・ワイズ・
パートナーズ

関東財務局 ロータスシネマ投資ファンド 匿名組合契約 コンテンツ・ファ
ンド

映画、アニメ等の製作のために、営業
者が映画製作委員会の組合員として参
加・出資することでタイアップ業務、販
促業務、著作権等から得る事業収益権
利を取得し、当該事業収益を得ること
により利益獲得を目指すファンドとす
る。

私募 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

新生ＴＣ有限責任事業組合
（新生ＴＣ株式会社、松原一
平、山田和孝）

関東財務局 新生TC成長支援投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ソフトウェアの製造販売を行う会社への
バイアウト投資

私募・運用 63条 金融機関等（2）、投資
事業有限責任組合（1）

3 無 無 ―

グリーンパワーインベストメン
ト・ファンドマネジメント合同会
社

関東財務局 グリーンパワーリニューワブル
1号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

国内太陽光・風力発電設備等を保有す
る合同会社の匿名組合出資持分等の
取得・運用

運用 63条 金融機関等(4)
事業法人等(4)
投資事業有限責任組
合(1)

9 有 無 ―

Yazawa Ventures有限責任事
業組合（株式会社Yazawa 
Ventures、菅原（矢澤）麻里
子）

関東財務局 Yazawa Ventures 1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として、シードステージを中心とした、
人の働き方に関わる分野においてICT
を活用した事業を行うベンチャー企業
に対する投資等

私募・運用 63条 個人（1）、外国法人又
は外国人等（1）、事業
法人等（1）

3 有 有 縁監査法人

ＪＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 JIC PEファンド1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

Society 5.0 の実現に向けた新規事業・
新産業の創造や国内産業の国際競争
力強化、 業界の再編など、社会的にイ
ンパクトのある投資を目的としたファン
ド

私募・運用 63条 金融機関等（1）、投資
事業有限責任組合（1）

2 無 無 ―

ＪＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 JIC PE共同投資ファンド1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

JIC PEファンド 1号投資事業有限責任
組合の投資活動のうち、国際競争力強
化に向けた大規模な事業再編を企図
するような取り組みで、協調して共同投
資を行うことでその活動を補完すること
を目的としたファンド

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

ＪＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 PEF1役職員投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

JIC PEファンド 1号投資事業有限責任
組合への出資を目的としたファンド

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

ＪＩＣキャピタル株式会社 関東財務局 JICキャピタル株式会社匿名
組合

匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

JIC PEファンド 1号投資事業有限責任
組合への無限責任組合員としての出資
を目的としたファンド

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

D4V2有限責任事業組合（ＭＴ
パートナーズ株式会社、ＩＤＥＯ　
Ｔｏｋｙｏ合同会社）

関東財務局 D4V2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット・モバイルを中心とした
シード・アーリーのスタートアップ（地域
の限定なし。）に対する出資（株式等）を
行い、ハンズオン支援による企業価値
の向上を通じて投下資本の回収を行
う。

私募・運用 63条 金融機関等(2)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(6)、外
国法人又は外国人等
(1)

10 有 無 ―

千鳥合同会社 関東財務局 千鳥匿名組合 匿名組合契約 その他 主として国内の不動産の保有・管理・運
用を主たる事業とする会社の発行する
普通株式を投資対象とする。当該普通
株式の取得を通じた発行会社の事業
に対する資金の提供、当該普通株式に
基づく議決権行使等による株主として
の権限の行使等を通じて、発行会社の
配当の増額、企業価値の向上等を目
指し、もってこれによる利益の獲得を目
的とする。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

ブラジル・ベンチャー・キャピタ
ル有限責任事業組合（中山　
充、合同会社ブラジル・ベン
チャー・パートナーズ）

関東財務局 ブラジル・ベンチャー・キャピタ
ル2020

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ブラジルをはじめとするラテンアメリカ
のスタートアップ企業（シード、アー
リー、ミドル、レイター）に対して投資を
行う。

運用 63条 事業法人等（1）、個人
（2)、外国法人又は外
国人等(1)

4 有 無 ―

合同会社アプリコット 関東財務局 匿名組合アプリコット 匿名組合契約 不動産ファンド 東京に所在する不動産信託受益権（事
務所・商業ビル）を主な投資対象とする
戦略

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

アンカー・ディスカバリー合同
会社

関東財務局 船舶投資ファンド5号匿名組合 匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

投資先のファンドは、主として船舶を取
得し国内有数の海運会社と傭船契約
等を締結。
安定したキャッシュフローに基く運用に
より、ミドルリスク・ミドルリターンを追
求。

私募・運用 63条 金融機関等（23）、事業
法人等（3）

26 無 無 ―
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株式会社ネクスタ 関東財務局 ネクスタ匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

本組合は、主に未上場会社の株式を取
得してその運用を行ない、10年内に株
式を売却してキャピタルゲインを目指す
ことを目的とします。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

橘合同会社 関東財務局 橘匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社東京レジデンシャル 関東財務局 トウキョウレジデンシャル匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権、
現物不動産、匿名組合出資持分に投
資。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

白鳳合同会社 関東財務局 白鳳合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：老人ホーム
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社那覇５８ 関東財務局 匿名組合那覇58 匿名組合契約 不動産ファンド ホテルアセットの取得 私募・運用 63条 事業法人等（3） 3 無 無 ―

雄渾2号有限責任事業組合
（雄渾キャピタル・パートナー
ズ株式会社、櫻井　歩身、阿
部　知樹）

関東財務局 雄渾2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に中規模の日本企業に対するバイア
ウト投資を通して、取締役の派遣等に
より中長期的に経営に参画し、企業ミッ
ション・ビジョンの見直しや売上成長、
費用効率化等により、企業価値を高め
た後、上場や株式売却によりキャピタ
ルゲインの獲得を達成することを目的
とする

私募・運用 63条 金融機関等(9)、投資
事業有限責任組合(1)

10 有 無 ―

一般社団法人大和ハウスロジ
スティクスコアファンド

関東財務局 大和ハウスロジスティクスコア
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 本ファンドは、大和ハウスグループが開
発する日本国内の優良な物流施設に
係る不動産信託受益権等に対して投資
を行うＤＨＬＣＦ合同会社に対して投資
することにより資産を運用するコア型の
ファンドです。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等（17）、
事業法人等(11)

29 無 無 ―

DHLCF合同会社 関東財務局 ＤＨＬＣＦ合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 本ファンドは、大和ハウスグループが開
発する日本国内の優良な物流施設に
係る不動産信託受益権等に対して投資
を行うことにより資産を運用するコア型
のファンドです。

運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

合同会社はなぞの 関東財務局 合同会社はなぞの匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 熊本県に所在する土地を信託財産とす
る不動産信託受益権を取得し、当該土
地上に建物を建設し、竣工後当該建物
を追加信託する。当該信託受益権に対
する信託配当又は売却代金を原資とし
て匿名組合員に対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等（3） 3 有 無 ―

Apricot Venture Fund 2有限
責任事業組合（木暮圭佑、ＴＬ
Ｍ株式会社、白川智樹、株式
会社mint）

関東財務局 Apricot Venture Fund 2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にインターネットを活用したサービス
を事業領域とする、プレシード・シード
の成長ステージにある企業を投資対象
とし、特に、経営者が20代・30代と若い
企業に積極的に投資を行う方針であ
る。

私募・運用 63条 事業法人等(4)、金融
機関等(1)、投資事業
有限責任組合(3)、個
人(1)

9 有 無 ―

株式会社サーチファンド・ジャ
パン

関東財務局 サーチファンド・ジャパン第1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に事業承継等の問題を抱え成長が
鈍化している国内未上場企業等を対象
に普通株等の取得を目的とするファン
ド。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

株式会社サーチファンド・ジャ
パン

関東財務局 サーチファンド・ジャパン第2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に事業承継等の問題を抱え成長が
鈍化している国内未上場企業等を対象
に普通株等の取得を目的とするファン
ド。

私募・運用 63条 金融機関等（2）、投資
事業有限責任組合（1）

3 有 無 ―

株式会社サーチファンド・ジャ
パン

関東財務局 Tokyo Search Fund投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に事業承継等の問題を抱え成長が
鈍化している、東京都に事業所をもつ
未上場企業等を対象に、普通株等の取
得を目的とするファンド。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 有 無 ―

合同会社CLF2 関東財務局 合同会社ＣＬＦ２匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における産業用不動産および
物流施設不動産を投資対象とする不動
産信託受益権の運用

運用 63条 金融商品取引業者
（1）、事業法人等（2）

3 有 無 ―

合同会社KRF95 関東財務局 KRF95匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：オフィス、投資対象地
域：日本）を、匿名組合契約に基づく出
資並びに借入金にて購入し、信託受託
者を通じる等して対象不動産等の賃貸
及び売却等によって収益を上げ、現金
化することを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

村上　大輔 関東財務局 ICJ2号ファンド投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場の成長企業等の株式等への投
資を通じて成長企業等の育成を図りつ
つ、投資利益を獲得する。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1)、金融機関等（2)、
事業法人等（2)

5 有 有 矢冨　健太朗

いちごえびの末永ECO発電所
合同会社

関東財務局 いちごえびの末永ECO発電所
合同会社　匿名組合

匿名組合契約 現物ファンド
※事業ファンド
を含む

国内の太陽光発電設備を所有して太
陽光発電事業を営む合同会社に出資
し、同社が得る売電収入により安定的
な収益を確保する。

私募 63条 金融機関等（１） 1 無 無 ―

株式会社ななかまど 関東財務局 T Capital VI投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として国内に本拠を有する企業又
は主な事業基盤を有する企業（業種は
特定しない。）の株式等を投資対象とし
て（1件当たりの投資額は原則として40
～150億円）オーナー企業の事業承継
に係わるバイアウト、グループ企業の
子会社・事業部門の独立に係わるバイ
アウト、他ファンドが保有していた企業
のバイアウト等を行う。

運用 63条 金融機関等(24)、事業
法人等(4)、投資事業
有限責任組合（2）

30 有 無 ―

XTech2号有限責任事業組合
（XTech Ventures株式会社、
西條晋一、手嶋浩己）

関東財務局 XTech2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
未公開株式を発行済株式総数の数％
〜50％程度取得する。創業期から成長
期にかけて経営アドバイスや資金調達
支援を通じて企業価値を高め、IPOや
M&A時の株式売却により利益獲得を狙
う。主な投資対象企業はインターネット
事業全般、投資対象企業の成長ステー
ジはシード、アーリーを中心とする。

私募・運用 63条 事業法人等(8)、金融
機関等(6)、金融商品
取引業者等(2)、投資
事業有限責任組合(1)

17 有 無 ―

ML2合同会社 関東財務局 ＦＣ事業ファンド１号 匿名組合契約 その他 建物の賃借権及び什器備品を主な信
託財産とする信託受益権を取得し、転
貸事業による収益により利益獲得を目
指すファンド

運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

虎ノ門弐号合同会社 関東財務局 虎ノ門弐号合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを主な信託財産と
する不動産信託受益権を取得し、当該
信託受益権に対する信託配当又は売
却代金を原資として匿名組合員に対し
利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等（2） 2 無 無 ―

AirTrunk Japan Holding3合同
会社

関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 届出者は、匿名組合の営業者として、
匿名組合員が拠出した金銭をもって、
千葉県印西市に所在するデータセン
ター用土地建物を特定資産とする特定
目的会社の優先出資を取得する。かか
る優先出資に基づく利益配当及び残余
財産分配による収益を匿名組合員に分
配する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

ＡＣＡセカンダリーズ株式会社 関東財務局 ＡＣＡセカンダリーズ1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

セカンダリー・
ファンド

主に国内の低流動資産である非上場/
上場株式、債権、ファンド出資持分等に
ついて投資を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

合同会社仙台花京院プライム
ステージ

関東財務局 合同会社仙台花京院プライム
ステージ匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを主な信託財産と
する不動産信託受益権を取得し、当該
信託受益権に対する信託配当又は売
却代金を原資として匿名組合員に対し
利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

Blackswan Capital 1号有限責
任事業組合（馬場嵜聡、株式
会社Blax Partners）

関東財務局 Blackswan Capital 1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージの国内ITベンチャー企
業への投資

私募・運用 63条 事業法人等（1）、投資
事業有限責任組合（1）

2 有 無 ―

Blackswan Capital 2号有限責
任事業組合（馬場嵜聡、株式
会社Blax Partners）

関東財務局 Blackswan Capital 2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージの国内ITベンチャー企
業への投資

私募・運用 63条 事業法人等（1）、投資
事業有限責任組合（1）

2 有 無 ―
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TC1号有限責任事業組合（笠
井玲央、株式会社Reo Asset 
Management）

関東財務局 TC1号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージの国内ITベンチャー企
業への投資

私募・運用 63条 事業法人等（2） 2 有 無 ―

TC2号有限責任事業組合（笠
井玲央、上杉修平、
Sevenwoods Capital株式会
社）

関東財務局 TC2号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージの国内ITベンチャー企
業への投資

私募・運用 63条 事業法人等（2） 2 有 無 ―

TCP有限責任事業組合（笠井
玲央、上杉修平）

関東財務局 TCP投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージの国内ITベンチャー企
業への投資

私募・運用 63条 事業法人等（2） 2 有 無 ―

Reo Asset Management 1号有
限責任事業組合（笠井玲央、
株式会社Reo Asset 
Management）

関東財務局 Reo Asset Management 1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージの国内ITベンチャー企
業への投資

私募・運用 63条 事業法人等（2）、投資
事業有限責任組合（1）

3 有 無 ―

Reo Asset Management 2号有
限責任事業組合（笠井玲央、
株式会社Reo Asset 
Management）

関東財務局 Reo Asset Management 2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージの国内ITベンチャー企
業への投資

私募・運用 63条 事業法人等（2）、投資
事業有限責任組合（1）

3 有 無 ―

Upstart Ventures 1号有限責
任事業組合（上杉修平、株式
会社Shuhei Asset 
Management）

関東財務局 Upstart Ventures 1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージの国内ITベンチャー企
業への投資

私募・運用 63条 事業法人等（1）、投資
事業有限責任組合（1）

2 無 無 ―

Upstart Ventures 2号有限責
任事業組合（上杉修平、株式
会社Shuhei Asset 
Management）

関東財務局 Upstart Ventures 2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージの国内ITベンチャー企
業への投資

私募・運用 63条 事業法人等（1）、投資
事業有限責任組合（1）

2 無 無 ―

合同会社京橋中央 関東財務局 投資事業有限責任組合
Proptech Investment

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT化による企業価値向上が見込まれ、
かつそれを実行する柔軟な発想の経営
者がいる不動産・建設関連のシード、
アーリー、ミドルの各ステージの企業へ
の投資の実施

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 無 無 ―

BSPアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 ＢＳＰ第６号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業
(業種：DX（デジタルトランスフォーメー
ション）推進事業、成長ステージ：レイ
ター)の未公開株式を発行済株式総数
の５％弱程度取得し、創業期をサポー
トしてハンズオン支援を通じて企業価値
を高め、IPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

BSPアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 ＢＳＰ第７号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業
(（ア）IOT機器開発事業、レイタース
テージ（イ）化学分析事業、アーリース
テージ)の未公開株式を発行済株式総
数の５％弱程度取得し、創業期をサ
ポートしてハンズオン支援を通じて企業
価値を高め、IPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

BSPアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 ネクストユニコーン第１号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が期待されるベンチャー企業(業
種：AI・データテクノロジー事業及び
セールス・ライセンス事業　成長ステー
ジ：レイター)の未公開株式を取得し、ハ
ンズオン支援等を通じて企業価値を更
に高めてIPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

BSPアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 ネクストユニコーン第２号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が期待されるベンチャー企業(業
種：機器レンタル事業　成長ステージ：
レイター)の未公開株式を取得し、ハン
ズオン支援等を通じて企業価値向上に
貢献することによりIPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

BSPアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 ネクストユニコーン第３号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が期待されるベンチャー企業(業
種：機器レンタル事業　成長ステージ：
レイター)の未公開株式を取得し、ハン
ズオン支援等を通じて企業価値向上に
貢献することによりIPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

BSPアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 ＢＳＰ第８号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

SRIファンド 公共インフラ整備のための市民参加型
ソリューションの提供・開発を進める法
人が発行する社債に投資

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

BSPアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 ＬＡ・ＢＳＰビジョンファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が期待されるベンチャー企業(業
種、成長ステージ（シード、アーリー、ミ
ドル、レイター)を問わない）の未公開株
式を取得し、ハンズオン支援等を通じて
企業価値を更に高めてIPOを目指す。
ビジョンファンドの名目にあるように、上
場に限らず、成長性や社会性の高い企
業に投資予定。

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

BSPアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 ＢＳＰ第９号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が期待されるベンチャー企業(業
種：ITサービス事業成長ステージ：ミド
ル、レイター）の未公開株式を取得し、
ハンズオン支援等を通じて企業価値向
上に貢献することによりIPOを目指す。

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

BSPアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 ロジプロ２１０１投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 物流用地を仕入れるヴィークルの株式
を保有し、賃料・売却益など当該不動
産からの利益を得る

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

BSPアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 BSP第10号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

SRIファンド 公共インフラ整備のための市民参加型
ソリューションの提供・開発を進める法
人が発行する社債に投資

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

BSPアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 BSPテクノロジー第１号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるテクノロジー関連
ベンチャー企業５社程度の未公開株式
を発行済株式総数の５％弱程度取得
し、創業期をサポートしてハンズオン支
援を通じて企業価値を高め、ＩＰＯを目
指す

私募・運用 63条 事業法人等（１）、投資
事業有限責任組合(1)

2 有 無 ―

BSPアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 ＪＥ・BSP第１号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が期待されるベンチャー企業
（業種：デジタルギフト　成長ステージ：
ミドル）の未公開株式を取得し、ハンズ
オン支援等を通じて企業価値向上に貢
献することによりＩＰＯを目指す

私募・運用 63条 事業法人等（１）、投資
事業有限責任組合(1)

2 有 無 ―

BSPアセットマネジメント株式
会社

関東財務局 W&P１号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるテクノロジー関連
ベンチャー企業６社程度の未公開株式
を発行済株式総数の５％弱程度取得
し、創業期をサポートしてハンズオン支
援を通じて企業価値を高め、ＩＰＯを目
指す

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

株式会社ピアラベンチャーズ 関東財務局 ピアラベンチャーズ1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

近年市場が拡大している美容・健康・食
品等の領域における成長が見込める
国内の非上場事業会社を主な投資対
象としており、また、投資対象が行う事
業の市場拡大に貢献する周辺の事業
領域において成長が見込める企業に
対しても、海外を含めて投資対象としま
す。投資対象の成長ステージはアー
リー、ミドル、レイターです。
主にM&Aを利益確定の出口と想定して
おり、一部のIPOを目指せる投資対象
については、積極的にIPOを目指して活
動していくことを想定しております。

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

株式会社大分細メガソーラー 関東財務局 大分細メガソーラー匿名組合 匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

太陽光発電を事業とする企業に対する
投資を行うファンドとする

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

日本旗艦キャピタル株式会社 関東財務局 日本旗艦ファンド1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

当ファンドは主に全国の事業会社等の
株式を取得し企業価値の向上を目的と
する。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

ＳＶＵＰ１号合同会社 関東財務局 サステナブルバリューアップ
ファンド1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 国内のオフィス、商業施設を主な信託
財産とする不動産信託受益権の取得を
行う合同会社に匿名組合出資を行う投
資事業有限責任組合の無限責任組合
員となり、当該出資に対する配当を原
資として有限責任組合員に対し利益分
配を行う。

運用 63条 金融機関等(7)、事業
法人等(2)

9 有 無 ―

合同会社A.P.15 関東財務局 合同会社A.P.15
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都台東区に所在するオフィスビル1
棟の信託受益権から得られる収益等を
投資家へ分配。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―
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合同会社アセット投資事業9号 関東財務局 アセット投資事業9号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：レジデンス、投資対
象地域：日本）を匿名組合契約に基づく
出資並びに匿名組合契約に従い営業
者が調達することを許された借入金及
びその他の匿名組合出資による調達
金にて購入し、信託受託者を通じる等
して対象不動産からの収益を得ること
により、利益獲得を目指すファンドとす
る。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

NMCフォー合同会社 関東財務局 NMC四号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内の中堅中小企業（ミッドキャップ）を
中心に株式投資を行う。業界、業種、
投資テーマは限定せず、幅広く対応。
企業の経営にハンズオンで深く関与
し、企業価値向上に寄与する。

運用 63条 事業法人等（1）、金融
機関等（14）、投資事業
有限責任組合（1）

16 有 無 ―

SBI地域活性化支援株式会社 関東財務局 東和ＳＢＩお客様応援投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主に東和銀行の営業エリア内の事業者
等を投資対象とし、当該事業者への資
金供給により地域経済の発展に寄与す
ることを目的とする

私募・運用 63条 金融機関等(1)、
事業法人等(1)

2 無 無 ―

SBI地域活性化支援株式会社 関東財務局 筑波SBI地方創生ファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

株式会社筑波銀行の営業エリア内の
事業者の成長や円滑な事業承継を支
援することを目的とし、事業承継に課題
のある先や事業が毀損してしまった先
へ投資を行い、株式会社筑波銀行およ
びSBIグループがそれぞれのリソースを
フルに活用し、地域経済の持続的発展
ならびに地方創生へ取り組む。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

SBI地域活性化支援株式会社 関東財務局 筑波SBI地域活性化ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

株式会社筑波銀行の営業エリア内の
多様なシーズの事業化と企業の育成
支援のため、株式会社筑波銀行および
SBIグループがそれぞれのリソースをフ
ルに活用し、地域の未上場企業の成長
を支援し、地域経済の持続的発展に貢
献することを目的とし、将来性のある事
業に取り組むスタートアップ企業等へ投
資を行うもの。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

SBI地域活性化支援株式会社 関東財務局 大阪・関西万博活性化投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

2025年大阪・関西万博が、いのち輝く
未来社会のデザインをテーマに未来社
会の実験場として新技術・新サービス
を世界に発信することに関連して、本
組合は、この万博を活用して、テーマに
沿った優れた技術の事業化・産業化を
目指すスタートアップ、ベンチャー、中
小企業等（ 以下「ベンチャー等」とい
う。）の株式、新株予約権、新株予約権
付社債等を対象として投資を行い、投
資育成を図り、大阪・関西万博の成功
に貢献し、大阪・関西の再生とエコシス
テムの形成、国際金融都市の実現を目
指すことを主たる目的とします。

私募・運用 63条 事業法人等（1）、金融
商品取引業者等(1)

2 有 無 ―

SBI地域活性化支援株式会社 関東財務局 大光SBI地域活性化投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 株式会社大光銀行の営業エリア内の
事業者等を投資対象とし、当該事業者
への資金供給により地域経済の活性
化に寄与することを目的とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

合同会社Ilex2 関東財務局 合同会社Ｉｌｅｘ２匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィスを投資対象
とする不動産信託受益権の運用

運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

合同会社京都レジデンスキャ
ピタル

関東財務局 合同会社京都レジデンスキャ
ピタル匿名組合

匿名組合契約 その他 ホテルの開発等を行う特定目的会社の
発行する優先出資証券を取得し、当該
特定目的会社からの配当金を原資とし
て、合同会社京都レジデンスキャピタル
の投資家に対し配当を行うことを目指
す。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

プリモ・インテグラル1株式会
社

関東財務局 プリモ1投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資ビークルを通じて投資先事業者に
投資する

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

プリモ・インテグラル2株式会
社

関東財務局 プリモ2投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資ビークルを通じて投資先事業者に
投資する

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

ブルパス１号有限責任事業組
合（株式会社ブルパス・キャピ
タル、梅村崇貴）

関東財務局 ドルフィン１号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

成長・成熟期にある中堅中小企業の
内、IPOを狙える、潜在的に高い成長性
を有する企業の発行する株式等を主な
投資対象として、50％超出資による経
営権取得の上、ハンズオン支援を通し
た企業価値向上に取り組み、最終的に
IPO・トレードセール等にて収益を獲得
する。

私募・運用 63条 事業法人等（3）、金融
機関等（8）、金融商品
取引業者等（1）、個人
（1）

13 有 無 ―

Tango HoldCo 合同会社 関東財務局 Tango HoldCo
匿名組合

匿名組合契約 その他 主に太陽光発電所を保有する合同会
社に対する匿名組合出資持分の運用

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

合同会社ノアガーデン八軒 関東財務局 合同会社ノアガーデン八軒匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のサービス付高齢者住宅、有
料老人ホームの信託受益権を保有し、
収益を分配。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

ＪｏｋｅｒＰａｒｔｎｅｒｓ株式会社 関東財務局 Joker-PODコンテンツファンド1
号匿名組合

匿名組合契約 コンテンツ・ファ
ンド

民法上の組合である劇場映画等の製
作委員会に出資をして著作権等を取得
し、その事業収益を得ることにより利益
獲得を目指す

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社アールイージェイ
ホールディングス

関東財務局 アールイージェイホールディン
グス

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により現物不動産に投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社イースト 関東財務局 T Capital VI投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として国内に本拠を有する企業又
は主な事業基盤を有する企業（業種は
特定しない。）の株式等を投資対象とし
て（1件当たりの投資額は原則として40
～150億円）オーナー企業の事業承継
に係わるバイアウト、グループ企業の
子会社・事業部門の独立に係わるバイ
アウト、他ファンドが保有していた企業
のバイアウト等を行う。

運用 63条 金融機関等(24)、事業
法人等(4)、投資事業
有限責任組合（2）

30 有 無 ―

株式会社コプロス 関東財務局 T Capital VI投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として国内に本拠を有する企業又
は主な事業基盤を有する企業（業種は
特定しない。）の株式等を投資対象とし
て（1件当たりの投資額は原則として40
～150億円）オーナー企業の事業承継
に係わるバイアウト、グループ企業の
子会社・事業部門の独立に係わるバイ
アウト、他ファンドが保有していた企業
のバイアウト等を行う。

運用 63条 金融機関等(24)、事業
法人等(4)、投資事業
有限責任組合（2）

30 有 無 ―

株式会社フォルトゥナ 関東財務局 T Capital VI投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として国内に本拠を有する企業又
は主な事業基盤を有する企業（業種は
特定しない。）の株式等を投資対象とし
て（1件当たりの投資額は原則として40
～150億円）オーナー企業の事業承継
に係わるバイアウト、グループ企業の
子会社・事業部門の独立に係わるバイ
アウト、他ファンドが保有していた企業
のバイアウト等を行う。

運用 63条 金融機関等(24)、事業
法人等(4)、投資事業
有限責任組合（2）

30 有 無 ―

合同会社山笠 関東財務局 合同会社山笠
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるホテル用不動産を投
資対象とする不動産信託受益権の運
用

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社KDR1号 関東財務局 KDR1号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：オフィス、レジデン
ス、底地、投資対象地域：日本）を匿名
組合契約に基づく出資並びに匿名組合
契約に従い営業者が調達することを許
された借入金及びその他の匿名組合
出資による調達金にて購入し、信託受
託者を通じる等して対象不動産からの
収益を得ることにより、利益獲得を目指
すファンドとする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―
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MIRAITRONC有限責任事業組
合（井上瑞樹、鍵和田尚秀、
株式会社MIRAITRONC）

関東財務局 MIRAITRONC投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にアーリー・ミドル期にある社会解決
に資する先端テクノロジー技術を有す
る企業を出資対象とする。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(5)、事業法人等(1)、投
資事業有限責任組合
(1)

7 有 無 ―

北野　克也 関東財務局 ImproVistaI投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ビジネスモデルができて間もない企業
或いは創業間もない企業に対し、国内
外を問わず、株式又は社債による投資
を行う

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

新宿プロパティー1合同会社 関東財務局 新宿プロパティー1合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：レジデンス
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

新宿プロパティー2合同会社 関東財務局 新宿プロパティー2合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：商業施設、オ
フィス
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

合同会社南青山ビルプロジェ
クト

関東財務局 合同会社南青山ビルプロジェ
クト匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを対象とした不動
産信託受益権に対して投資を行う

運用 63条 事業法人等（1）、
金融機関等（1）

2 有 無 ―

IF Brasil有限責任事業組合 関東財務局 IF Brasil投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ブラジル籍の又はブラジル内に事業基
盤を有する法人を主な投資対象とし、
典型的には、それらの企業のシード又
はアーリーステージにおける株式その
他の有価証券を取得する方針である。
その上で、投資対象となる企業のサ
ポート等を通じて企業価値を高め、最
終的には株式上場やＭ＆Ａ等に伴って
Ｅｘｉｔすることにより、利益の獲得を目指
す。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

株式会社コア・コンピタンス・
コーポレーション

関東財務局 CK戦略投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 有限責任組合員の事業にとって中期的
に収益となる企業（上場、未上場）の有
価証券（株式、社債等）

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ブルパス・キャピタル 関東財務局 ブルパス1号A投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ドルフィン1号投資事業有限責任組合
が投資を行う、潜在的に高い成長性を
有する企業の発行する株式等といった
投資対象に対して、当該組合と並行投
資を実行し、最終的な当該株式等の持
分売却も当該組合と同一タイミング・手
段等にて実行し、投資収益を獲得す
る。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

株式会社ブルパス・キャピタル 関東財務局 ブルパス1号B投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ドルフィン1号投資事業有限責任組合
が投資を行う、潜在的に高い成長性を
有する企業の発行する株式等といった
投資対象に対して、当該組合と並行投
資を実行し（ブルパス1号A号投資事業
有限責任組合の投資対象を除く）、最
終的な当該株式等の持分売却も当該
組合と同一タイミング・手段等にて実行
し、投資収益を獲得する。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

株式会社ブルパス・キャピタル 関東財務局 ブルパス1号D投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ドルフィン1号投資事業有限責任組合
が投資を行う、潜在的に高い成長性を
有する企業の発行する株式等といった
投資対象に対して、当該組合と並行投
資を実行し（ブルパス1号A投資事業有
限責任組合、ブルパス1号B投資事業
有限責任組合の投資対象を除く）、最
終的な当該株式等の持分売却も当該
組合と同一タイミング・手段等にて実行
し、投資収益を獲得する。

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

株式会社ブルパス・キャピタル 関東財務局 ブルパス1号E投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ドルフィン1号投資事業有限責任組合
が投資を行う、潜在的に高い成長性を
有する企業の発行する株式等といった
投資対象に対して、当該組合と並行投
資を実行し（ブルパス1号A投資事業有
限責任組合、ブルパス1号B投資事業
有限責任組合、ブルパス1号D投資事
業有限責任組合の投資対象を除く）、
最終的な当該株式等の持分売却も当
該組合と同一タイミング・手段等にて実
行し、投資収益を獲得する。

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

株式会社ブルパス・キャピタル 関東財務局 ブルパス1号F投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ドルフィン1号投資事業有限責任組合
が投資を行う、潜在的に高い成長性を
有する企業の発行する株式等といった
投資対象に対して、当該組合と並行投
資を実行し（ブルパス1号A投資事業有
限責任組合、ブルパス1号B投資事業
有限責任組合、ブルパス1号D投資事
業有限責任組合、ブルパス1号E投資
事業有限責任組合の投資対象を除
く）、最終的な当該株式等の持分売却も
当該組合と同一タイミング・手段等にて
実行し、投資収益を獲得する。

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

株式会社ブルパス・キャピタル 関東財務局 ブルパス1号G投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ドルフィン1号投資事業有限責任組合
が投資を行う、潜在的に高い成長性を
有する企業の発行する株式等といった
投資対象に対して、当該組合と並行投
資を実行し（ブルパス1号A投資事業有
限責任組合、ブルパス1号B投資事業
有限責任組合、ブルパス1号D投資事
業有限責任組合、ブルパス1号E投資
事業有限責任組合、ブルパス1号F投
資事業有限責任組合の投資対象を除
く）、最終的な当該株式等の持分売却も
当該組合と同一タイミング・手段等にて
実行し、投資収益を獲得する。

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

株式会社ブルパス・キャピタル 関東財務局 ブルパス1号H投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ドルフィン1号投資事業有限責任組合
が投資を行う、潜在的に高い成長性を
有する企業の発行する株式等といった
投資対象に対して、当該組合と並行投
資を実行し（ブルパス1号A投資事業有
限責任組合、ブルパス1号B投資事業
有限責任組合、ブルパス1号D投資事
業有限責任組合、ブルパス1号E投資
事業有限責任組合、ブルパス1号F投
資事業有限責任組合、ブルパス1号G
投資事業有限責任組合の投資対象を
除く）、最終的な当該株式等の持分売
却も当該組合と同一タイミング・手段等
にて実行し、投資収益を獲得する。

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

株式会社ブルパス・キャピタル 関東財務局 ブルパス1号I投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ドルフィン1号投資事業有限責任組合
が投資を行う、潜在的に高い成長性を
有する企業の発行する株式等といった
投資対象に対して、当該組合と並行投
資を実行し（ブルパス1号A投資事業有
限責任組合、ブルパス1号B投資事業
有限責任組合、ブルパス1号D投資事
業有限責任組合、ブルパス1号E投資
事業有限責任組合、ブルパス1号F投
資事業有限責任組合、ブルパス1号G
投資事業有限責任組合、ブルパス1号
H投資事業有限責任組合の投資対象
を除く）、最終的な当該株式等の持分
売却も当該組合と同一タイミング・手段
等にて実行し、投資収益を獲得する。

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―
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株式会社ブルパス・キャピタル 関東財務局 ブルパス1号J投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ドルフィン1号投資事業有限責任組合
が投資を行う、潜在的に高い成長性を
有する企業の発行する株式等といった
投資対象に対して、当該組合と並行投
資を実行し（ブルパス1号A投資事業有
限責任組合、ブルパス1号B投資事業
有限責任組合、ブルパス1号D投資事
業有限責任組合、ブルパス1号E投資
事業有限責任組合、ブルパス1号F投
資事業有限責任組合、ブルパス1号G
投資事業有限責任組合、ブルパス1号
H投資事業有限責任組合、ブルパス1
号Ｉ投資事業有限責任組合の投資対象
を除く）、最終的な当該株式等の持分
売却も当該組合と同一タイミング・手段
等にて実行し、投資収益を獲得する。

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

株式会社ブルパス・キャピタル 関東財務局 ブルパス1号M投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ドルフィン1号投資事業有限責任組合
が投資を行う、潜在的に高い成長性を
有する企業の発行する株式等といった
投資対象に対して、当該組合と並行投
資を実行し（ブルパス1号A投資事業有
限責任組合、ブルパス1号B投資事業
有限責任組合、ブルパス1号D投資事
業有限責任組合、ブルパス1号E投資
事業有限責任組合、ブルパス1号F投
資事業有限責任組合、ブルパス1号G
投資事業有限責任組合、ブルパス1号
H投資事業有限責任組合、ブルパス1
号Ｉ投資事業有限責任組合、ブルパス1
号J投資事業有限責任組合の投資対
象を除く）、最終的な当該株式等の持
分売却も当該組合と同一タイミング・手
段等にて実行し、投資収益を獲得す
る。

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

株式会社ブルパス・キャピタル 関東財務局 ブルパス1号N投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ドルフィン1号投資事業有限責任組合
が投資を行う、潜在的に高い成長性を
有する企業の発行する株式等といった
投資対象に対して、当該組合と並行投
資を実行し（ブルパス1号A投資事業有
限責任組合、ブルパス1号B投資事業
有限責任組合、ブルパス1号D投資事
業有限責任組合、ブルパス1号E投資
事業有限責任組合、ブルパス1号F投
資事業有限責任組合、ブルパス1号G
投資事業有限責任組合、ブルパス1号
H投資事業有限責任組合、ブルパス1
号Ｉ投資事業有限責任組合、ブルパス1
号J投資事業有限責任組合、ブルパス
1号M投資事業有限責任組合の投資対
象の投資対象を除く）、最終的な当該
株式等の持分売却も当該組合と同一タ
イミング・手段等にて実行し、投資収益
を獲得する。

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

株式会社ブルパス・キャピタル 関東財務局 ブルパス1号L投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ドルフィン1号投資事業有限責任組合
が投資を行う、潜在的に高い成長性を
有する企業の発行する株式等といった
投資対象に対して、当該組合と並行投
資を実行し（ブルパス1号A投資事業有
限責任組合、ブルパス1号B投資事業
有限責任組合、ブルパス1号D投資事
業有限責任組合、ブルパス1号E投資
事業有限責任組合、ブルパス1号F投
資事業有限責任組合、ブルパス1号G
投資事業有限責任組合、ブルパス1号
H投資事業有限責任組合、ブルパス1
号Ｉ投資事業有限責任組合、ブルパス1
号J投資事業有限責任組合、ブルパス
1号M投資事業有限責任組合、ブルパ
ス１号N投資事業有限責任組合の投資
対象を除く）、最終的な当該株式等の
持分売却も当該組合と同一タイミング・
手段等にて実行し、投資収益を獲得す
る。

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

合同会社フラッグ 関東財務局 合同会社フラッグ匿名組合出
資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（老人ホーム）
にかかる不動産信託受益権を取得・保
有・処分等して収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社DGインキュベーショ
ン

関東財務局 Hamagin DG Innovation投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象企業の業種：金融機関の
オープン・イノベーションに資するテクノ
ロジーやサービス関連企業で、かつ将
来性が見込まれる日本国内企業
投資対象企業の成長ステージ：シード・
アーリー

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社DGインキュベーショ
ン

関東財務局 Ｏｐｅｎ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｌａｂ・ＥＳＧ１
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象企業の業種：株式会社デ
ジタルガレージが運用するアクセラレー
タープログラム採択スタートアップなら
びにESG分野に関連する企業を中心
に、今後将来性が見込まれる日本国内
外のスタートアップと、投資実行後の成
長性の高い投資先に対するフォロー
投資投資対象企業の成長ステージ：
シード・アーリー

運用 63条 事業法人等(4)、
金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(1)

6 有 無 ―

株式会社DGインキュベーショ
ン

関東財務局 札幌イノベーションファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象企業の業種：札幌市を起
点とした経済活動や社会基盤を活性化
する為に、今後将来性が見込まれる日
本国内外企業やそれらを対象とした投
資組合等の出資持分等に対する投資
投資対象企業の成長ステージ：シード・
アーリー・ミドル・レイター

運用 63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

合同会社カルタII 関東財務局 合同会社カルタII匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィス、商業施設を主な
信託財産とする不動産信託受益権を取
得し、当該信託受益権に対する信託配
当又は売却代金を原資として匿名組合
員に対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(4) 4 有 無 ―

合同会社宮古島開発 関東財務局 宮古島開発 匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在のホテル等の収益物件の信
託受益権を取得の上、当該信託受益
権を保有・処分することによる、賃料、
宿泊料等及び売却益による収益目的
の投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社エレトクサービス 関東財務局 合同会社エレトクファンド
A匿名組合

匿名組合契約 その他 金銭債権請求権付き節電装置（以下、
「エレトク設備」という。）の保有。
エレトク設備の設置による毎月の削減
電気料金の内、70%を当該ファンドが収
受できる権利を持っている（残りの30%
はエレトク設備の設置承諾者が収受す
る）。
当該方式によりファンド化した場合に
は、当該ファンドがエレトク設備の保有
者であり、上記金銭債権（削減電気料
金の70%）を毎月受領することとなり、そ
れを原資として投資家に分配金が支払
われる。

私募 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

合同会社レア戸塚レジデンス 関東財務局 レア戸塚レジデンス匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内の居住用不動産を投資対象とし、
賃料収入、不動産信託受益権の売却
による利益獲得を目的とした投資を行
う。

運用 63条 事業法人等(2)、
金融商品取引業者等
(1)

3 無 無 ―
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the Financial 
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合同会社ウッドライズキャピタ
ル

関東財務局 ウッドライズキャピタル匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 匿名組合契約に基づく出資並びに匿名
組合契約に従い営業者が調達すること
を許された借入金及びその他の匿名組
合出資による調達金を信託して対象と
なる信託受益権を取得し、信託受託者
をして工事請負契約に基づき不動産
（投資対象不動産の種類：オフィス、投
資対象地域：日本）を取得させた上、信
託受託者を通じる等して対象不動産か
らの収益を得ることにより、利益獲得を
目指すファンドとする。

運用 63条 金融機関等(1)、
投資事業有限責任組
合(1)

2 有 無 ―

日暮里ホールディングス合同
会社

関東財務局 日暮里匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

日暮里IBLP合同会社 関東財務局 日暮里投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

Beech Holdings合同会社 関東財務局 Beech匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

Shirakami IBLP合同会社 関東財務局 Shirakami投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

Cedar Holdings合同会社 関東財務局 Cedar匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

Yakushima IBLP合同会社 関東財務局 Yakushima投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

KUSABI有限責任事業組合 関東財務局 KUSABI１号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内を中心とした全ステージ、全事業
セグメントを対象とする。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(3)、金融機関等(3)、投
資事業有限責任組合
(3) 、事業法人等(2)、
個人(1)

12 有 有 太陽有限責任監査法人

GLIN Impact Capital有限責任
事業組合（中村　将人、秦　雅
弘、才木　貞治、株式会社ベイ
サイド）

関東財務局 GLIN Impact Capital投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本・海外のレイターステージを中心と
したベンチャー企業へ出資。出資企業
の上場後の株式譲渡又は上場前の第
三者への株式譲渡によるExitを行う。

私募・運用 63条 個人(1)、事業法人等
(3)、投資事業有限責
任組合(1)、金融機関
等(2)

7 有 有 かたやま公認会計士税理士
事務所

ミディ合同会社 関東財務局 ミディ投資事業組合 民法上の組合
契約

ファンド・オブ・
ファンズ

特定のケイマン籍ユニットトラストに係
る受益証券の取得を目的とする

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

竜胆合同会社 関東財務局 竜胆匿名組合 匿名組合契約 その他 主として国内において太陽光発電事業
を行う株式会社の発行する優先株式を
投資対象とし、当該優先株式に係る剰
余金の配当、金銭による償還その他分
配により得られる財産を投資家に対し
て分配することを目的とした投資を行
う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

株式会社EKC 関東財務局 EKCC-1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 テンアライド株式会社の発行するA種種
類株式に投資すること

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

合同会社結志 関東財務局 結志匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 匿名組合契約に基づく出資並びに匿名
組合契約に従い営業者が調達すること
を許された借入金及びその他の匿名組
合出資による調達金を信託して対象と
なる信託受益権を取得し、信託受託者
を通して不動産（投資対象不動産の種
類：ホテル、投資対象地域：日本）を取
得させた上、信託受託者を通じる等し
て対象不動産からの収益を得ることに
より、利益獲得を目指すファンドとす
る。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)
事業法人等(1)

2 有 無 ―

神山町プロパティ合同会社 関東財務局 神山町プロパティ合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィス用不動産を
投資対象とする不動産信託受益権の
運用

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

合同会社ダイミョウ 関東財務局 ダイミョウ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等
(1)、投資事業有限責
任組合(1)

2 無 無 ―

合同会社アールイージェイ
ホールディングスツー

関東財務局 アールイージェイホールディン
グスツー

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により現物不動産又は不
動産信託受益権に投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社アールイージェイ
ホールディングスツー

関東財務局 アールイージェイホールディン
グスツー(2)

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により現物不動産又は不
動産信託受益権に投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

Amp Earth GP合同会社 関東財務局 Amp Earth Fund 1 投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

匿名組合出資持分を通じて、日本国内
における商業運転中の太陽光発電プロ
ジェクトに投資する。

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

インキュベイトファンドLP2号有
限責任事業組合（赤浦徹、本
間真彦、和田圭祐、村田祐
介、McInerney  Paul  Joseph、
吉田周平、インキュベイトファ
ンド株式会社）

関東財務局 インキュベイトファンドLP2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

インキュベイトファンドLP2号投資事業
有限責任組合は、他のベンチャーファ
ンドを主な投資対象とすることを想定し
ており、当該ベンチャーファンドから、そ
の保有する投資先事業者の株式の売
却等により得られる利益等の分配を受
け、当該分配に基づく収益を各組合員
に配分することを目的としている。
なお、インキュベイトファンドLP2号投資
事業有限責任組合が投資対象とする
ベンチャーファンドの属性としては、典
型的には、国内外のIT分野の企業
（シード又はアーリーステージ等）の株
式その他の有価証券を投資対象とする
ものが想定されるものの、必要に応じ
て、他の分野又は成長ステージの企業
に投資を行うベンチャーファンドも投資
対象とすることがある。

私募・運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(14)、投資事業
有限責任組合(4)、金
融商品取引業者等
(1)、個人(1)

22 有 無 ―

AZF2021LLP有限責任事業組
合（自然キャピタル合同会社、
今井松兼、ビベンズマークスタ
ンドリ、ジェリックアドリアン、ビ
トンステファン及び山内陽子）

関東財務局 AZファンド2021投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージのエンジェル税制適
用企業を投資対象とするベンチャー
ファンド

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 公認会計士松尾信吉

H2K合同会社 関東財務局 Ｈ２Ｋ合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィス、商業施設、レジデ
ンスを対象とした不動産信託受益権に
対して投資を行う

運用 63条 事業法人等（4）、金融
機関等（1）

5 有 無 ―

りそな企業投資株式会社 関東財務局 RCI1号投資事業組合 民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

・事業承継の支援が必要となるりそな
グループの取引先を中心とした企業へ
の投資。
・原則、議決権の過半数を取得した上
で経営参画し、経営及び財務改善を通
じて、企業価値の向上が展望可能な企
業への投資。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―
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一般社団法人塾のみらい協議
会

関東財務局 塾のみらい投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として国内の未公開企業の株式を
取得し、当該株式を投資家に売却する
ことにより利益獲得を狙うジェネラル
ファンド。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 有 公認会計士齋竹亙

インダストリアル・ネクスト合同
会社

関東財務局 インダストリアル・ネクスト 匿名組合契約 不動産ファンド 信託受益権の取得、賃貸及び売却 運用 63条 事業法人等(4)、金融
商品取引業者等(1)

5 無 無 ―

有限責任事業組合コーラル・
キャピタル3号（株式会社Coral 
Capital、サン・パシフィック株式
会社、Arkania 
Management,LLC）

関東財務局 Coral Capital III, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

主にIT、通信、インターネット・テクノロ
ジー分野にフォーカスしたアーリー・ス
テージにある企業で、直接的又は間接
的に日本で業務を行う企業に投資を行
い、厳選された投資家に対し長期的な
資本増価を実現化する機会を提供す
る。

運用 63条 金融機関等（5）、事業
法人等（2）、投資事業
有限責任組合(1)

8 有 無 ―

株式会社Ｗｅａｌｔｈ　Ｂｒｏｔｈｅｒｓ 関東財務局 WB2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

主として上場企業の株式を発行済株式
総数の数％～数十％を取得し、株主と
しての権限を活用して、配当の増額や
EBITDA増加による企業価値向上を通
した株価の上昇によるキャピタルゲイン
の獲得を目指す。業種や地域について
は特に限定せず、企業価値が株価に
反映されておらず、その顕在化により
株価上昇が見込まれる企業を投資対
象とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ＤＢＦ１合同会社 関東財務局 ＤＢＦ１合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設を対象とした不動
産信託受益権に対して投資を行う

運用 63条 事業法人等（3） 3 有 無 ―

GINZA１合同会社 関東財務局 GINZA1合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のヘルスケア施設及びレジデ
ンス等に係る不動産信託受益権を投資
対象として不動産信託受益権取得等を
行い、利益を得ることを目的とする。

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

ホンマチ・プロパティーズ合同
会社

関東財務局 ホンマチ・プロパティーズ匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：オフィス、投資対象地
域：日本）を匿名組合契約に基づく出資
並びに匿名組合契約に従い営業者が
調達することを許された借入金及びそ
の他の匿名組合出資による調達金に
て購入し、信託受託者を通じる等して
対象不動産からの収益を得ることによ
り、利益獲得を目指すファンドとする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

BP2有限責任事業組合（外川
穣、山口丈寛、石川誉、株式
会社basepartners）

関東財務局 basepartners2号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

【投資対象の業種】
IT業種も含め、幅広い業種の企業を投
資対象とするものとする。 
【投資ステージ】
創業前後、シード期をメインとする。但
し、アーリー期以降でも、バリュエーショ
ン、投資規模、資金以外での支援ニー
ズ等を考慮し、必要に応じて、投資検
討・実施する。
【投資方針】
発行体にとっての初期投資家及びリー
ドインベスターとして投資実行すること
を原則とするが、必要に応じて他の形
での投資の実行も行う。資金提供に限
らず、事業成長に必要な支援・リソース
を積極的に提供するハンズオン型のベ
ンチャー投資を行う。
【投資戦略】
GPやその他事業パートナーがそれぞ
れに持つ良質な起業家ネットワークを
活用し、成長可能性のある起業家を発
掘・投資していく。また、企業家と事業
プランから共に構想し、事業創出を目
指す形での投資も行う。

私募・運用 63条 事業法人等（3）、金融
商品取引業者等(1)

4 有 無 ―

ポストコロナ・リカバリー株式
会社

関東財務局 ポストコロナ・リカバリー投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

債務過大となった国内企業の事業再生 私募・運用 63条 金融機関等（8）、事業
法人等（1)

9 無 無 ―

株式会社ゼンリンフューチャー
パートナーズ

関東財務局 ZFP第1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
有価証券（株式等）への投資

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

株式会社ゼンリンフューチャー
パートナーズ

関東財務局 ZFP第2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
有価証券（株式等）への投資

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

いちご米沢板谷ECO発電所合
同会社

関東財務局 いちご米沢板谷ECO発電所
匿名組合

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

国内の風力発電設備を所有して風力
発電事業を営む株式会社に出資し、同
社が得る売電収入により安定的な収益
を確保する。

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

相模原インベストメント合同会
社

関東財務局 相模原インベストメント合同会
社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における底地を投資対象とす
る不動産信託受益権の運用

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社GOLDEN WINGS 関東財務局 GOLDEN WINGS匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

本組合は、主に未上場会社の株式を取
得してその運用を行ない、10年内に株
式を売却してキャピタルゲインを目指す
ことを目的とします。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

グリーンコインベスト合同会社 関東財務局 グリーンコインベスト投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 バイアウトファンドやVCファンドと共同し
て、国内の未公開企業へ投資を行う共
同投資ファンド。原則、発行済株式総数
の数％～15％程度相当の比率で出資
を行い、出資後の企業価値向上施策や
売却方針等についてはリード投資家
（ファンド）の方針に従う方針。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

合同会社KHF6 関東財務局 KHF6匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：ホテル、投資対象地
域：日本）を、匿名組合契約に基づく出
資並びに借入金にて購入し、信託受託
者を通じる等して対象不動産等の賃貸
及び売却等によって収益を上げ、現金
化することを目的とする。

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

合同会社サンシャイン３ 関東財務局 合同会社サンシャイン３匿名
組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

主に国内における再生可能エネルギー
事業を投資対象とする同事業に関する
資産の信託受益権の運用

私募・運用 63条 事業法人等(1） 1 無 無 ―

津軽AH合同会社 関東財務局 津軽AH匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設、駐車場等を信
託財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該不動産信託受益権に対する信
託配当又は売却代金を原資として匿名
組合員に対し利益分配を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

合同会社ウリィジップ１ 関東財務局 ウリィジップ１
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権を取得し、賃料その
他当該不動産からの収益を得ることに
より利益獲得を目指すファンドとする。

運用 63条 金融商品取引業者等
（1）

1 有 無 ―

合同会社ウリィジップ２ 関東財務局 ウリィジップ２
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権を取得し、賃料その
他当該不動産からの収益を得ることに
より利益獲得を目指すファンドとする。

運用 63条 金融商品取引業者等
（1）

1 有 無 ―

KIM.Z有限責任事業組合（沼
澤裕太、飯塚文貴、永井真之
及び株式会社KIM.Z）

関東財務局 KIM.Z投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ミドルステージ企業の株式の長期保有
をする。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

奥飛騨温泉旅館合同会社 関東財務局 匿名組合奥飛騨温泉旅館 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権（旅館）の取得 私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、金融商品取引
業者等(1)

2 有 無 ―

ＳＢＩ地方創生投融資株式会社 関東財務局 地方創生投融資1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本国内の未上場会社の株式、新株
予約権、新株予約権付社債等に投資

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(15)

16 有 無 ―

Ｊホテル札幌合同会社 関東財務局 Jホテル札幌合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルを主な信託財産とす
る不動産信託受益権を取得し、当該信
託受益権に対する信託配当又は売却
代金を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(3)

3 無 無 ―

株式会社プロトベンチャーズ 関東財務局 プロトベンチャーズ2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

レイターステージをターゲットとしたベン
チャーやファンドへの投資

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 無 無 ―

JPインベストメント株式会社 関東財務局 JPインベストメント1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 バイアウト、事業再生、ベンチャー、セ
カンダリー等様々な領域に投資する
ファンド

私募・運用 63条 金融機関等(4)、事業
法人等(1)

5 有 無 ―

ＳＢＩ地方創生バンキングシス
テム株式会社

関東財務局 地方創生バンキングシステム1
号匿名組合

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

匿名組合の調達資金でシステム開発を
行い、そのシステムの利用料による収
益を分配

私募 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 有 無 ―
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ＳＢＩ地方創生バンキングシス
テム株式会社

関東財務局 地方創生バンキングシステム2
号匿名組合

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

匿名組合の調達資金でシステム開発を
行い、そのシステムの利用料による収
益を分配

私募 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

カタライザー６号・パートナー
ズ有限責任事業組合（飯沼良
介、上田研一、今泉智幸、伊
藤尚毅、立川勝大、加藤拓）

関東財務局 アント・カタライザー6号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として日本国内の企業価値50～
300億円の企業への投資

運用 63条 金融機関等(24)、事業
法人等(5)

29 有 無 ―

平川門管理合同会社 関東財務局 平川門管理合同会社匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内に存する営業中のビジネスホ
テル６物件にかかる不動産信託受益権
を取得し、利益獲得を目指す。

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

Ａｎｇｅｌ　Ｂｒｉｄｇｅ　Ｄｅａｌ－ｂｙ－
Ｄｅａｌ　Ｆｕｎｄ１０号株式会社

関東財務局 Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund10号-Ⅰ

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージにある不動産テック事
業の成長支援のため未公開普通株式
に投資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等 
(1)

1 有 無 ―

Ａｎｇｅｌ　Ｂｒｉｄｇｅ　Ｄｅａｌ－ｂｙ－
Ｄｅａｌ　Ｆｕｎｄ１０号株式会社

関東財務局 Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund10号-Ⅱ

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージにある不動産テック事
業の成長支援のため未公開普通株式
に投資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等 
(1)

1 無 無 ―

DHAF１合同会社 関東財務局 DHAF1合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 埼玉県さいたま市緑区美園に建築予定
の物流施設の信託受益権を取得。出
資者への安定的な分配を目指すもの。

運用 63条 事業法人等(5) 5 無 無 ―

合同会社ＳＴＺファンド１号 関東財務局 STZファンド1号匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

金融に係るサービスの提供企業に出資
し、中長期的な収益の獲得を図る

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

株式会社ＩＣＭＧ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 関東財務局 ICMG共創ファンド1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

以下の企業の有価証券を出資対象と
する。
・投資地域は、主に日本、北米、東南ア
ジアを中心に世界各国
・投資セクターは、人々の生活周りの社
会課題をデジタルやテクノロジー等で
解決する企業
・投資ステージは、主にアーリー、ミドル
ステージへの投資

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

日本ＰＭＩパートナーズ株式会
社

関東財務局 地域医療活性化ヘルスケア
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

病院・在宅向けサービス提供事業社
（未上場会社）に対してマジョリティー投
資を行い、ハンズオンで企業価値を向
上。最終的にIPO乃至トレードセルにて
売却を見込む。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）、投資事業有限責
任組合（1）、事業法人
等（1）、金融機関等（1）

4 有 無 ―

合同会社築地ホテル管理 関東財務局 築地ホテル管理匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京に存在する不動産（ホテル）信託
受益権を取得、保有、メンテナンス等を
行い、第3者に取得価格より高値で売
却する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等
（１）

1 有 無 ―

合同会社新橋パートナーズ 関東財務局 Iconic Locations Partners 匿名組合契約 その他 主な投資対象の内容:シンガポール共
和国のエンターテインメント事業を行う
未公開企業の株式を取得する海外法
人の株式へ投資し、収益を追求する

リスク特性:株式（未公開）

投資対象地域その他の基本的な投資
方針・戦略の概要
外国法人の株式を取得し、シンガポー
ル共和国を中心に、中東・アジア圏でレ
ストラン＆バー・エンターテイメント事業
を運営する法人の株式を間接的に取
得・保有・処分することにより利益獲得
を目指すファンドとする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社Ｔｒａｖｅｌ　Ｈａｐｐｙ１ 関東財務局 Travel Happy1匿名組合出資
持分

匿名組合契約 不動産ファンド 主な投資対象不動産の種類：ホテル
投資対象地域：日本国内
その他の基本的な投資方針・戦略の概
要：保有アセットを増加しつつ、中長期
的な保有期間を目指す。

運用 63条 外国法人又は外国人
（1）

1 無 無 ―

合同会社川崎南町善行駅前
レジリートブリッジプロジェクト

関東財務局 合同会社川崎南町善行駅前
レジリートブリッジプロジェクト

匿名組合契約 不動産ファンド 首都圏内のマンションに関する信託受
益権の取得、賃貸及び売却を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

メルティングポット１号有限責
任事業組合（株式会社ＬＳＴ、
後藤道輝）

関東財務局 メルティングポット1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業への投資 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

メルティングポット１号有限責
任事業組合（株式会社ＬＳＴ、
後藤道輝）

関東財務局 メルティングポット２号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業への投資 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

NSSKジェンパー３合同会社 関東財務局 NSSK Ⅲ GP L.P. 外国の法令に
基づく権利

バイアウト・ファ
ンド

日本産業推進機構3号投資事業有限
責任組合の無限責任組合員として同組
合の業務を行う。

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

NSSKジェンパー３合同会社 関東財務局 日本産業推進機構3号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

本組合の主な投資目的は、投資資本
に対する長期リスク調整後の収益を獲
得するために、様々な業種及びセク
ターにわたる中小企業へバイアウト投
資を行うことである。本組合は、主に、
(ⅰ)日本に本店を有する法人等への投
資案件、(ⅱ)日本国内における売上、
利益又は資産が当該法人等の売上、
利益又は資産の少なくとも50%を占める
法人等への投資案件、(ⅲ)上記の(ⅰ)
又は(ⅱ)の法人等による海外買収案件
の支援案件、(ⅳ)主として日本において
行われている事業又は日本に存在する
資産の獲得案件、又は(ⅴ)上記のいず
れかに類似する投資を行うことを主に
意図している。

私募・運用 63条 事業法人等(4)、金融
機関等(24)、金融商品
取引業者等(2)、投資
事業有限責任組合(1)

31 有 無 ―

アストマックス株式会社 関東財務局 九州再生可能エネルギー投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

現物ファンド※
事業ファンドを

含む

再生可能エネルギーにかかる事業者を
相手方とする匿名組合出資持分の保
有

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

株式会社ＤＩソーシャルインパ
クトキャピタル

関東財務局 Next Riseソーシャル・インパク
ト・ファンド投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主に、日本国内の自治体から介護事業
その他各種の事業を受託し、官民連携
の事業を行う合同会社等に対する匿名
組合出資や当該事業に関連する業務
を行う非上場会社等への出資を通じ
て、間接的に当該官民連携の事業に投
資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(7)、事業
法人等(1)

8 無 無 ―

合同会社オルタナ４ 関東財務局 合同会社オルタナ4匿名組合
契約

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスビルを主な信託財
産とする不動産信託受益権を取得し、
当該信託受益権に対する信託配当又
は売却代金を原資として匿名組合員に
対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

合同会社エクシム 関東財務局 匿名組合エクシム 匿名組合契約 不動産ファンド 東京に所在する不動産信託受益権（事
務所・商業ビル）を主な投資対象とする
戦略

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

IDS3号合同会社 関東財務局 IDS3号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

国内の非上場会社の発行する株式、
新株予約権、社債等に対して投資を行

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

マラトンキャピタル有限責任事
業組合（組合員：小野俊法、マ
ラトンキャピタルパートナーズ
株式会社　代表取締役　小野
俊法、和田耕太郎、砂田有
史、堀越大祐）

関東財務局 マラトン1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

【主な投資対象企業の業種】
製造業、建設業、人材派遣業、サービ
ス業、IT業
【主な投資対象企業】
主たる事業基盤を日本国内（地域を問
わず）に持つ中小企業
【投資方針・戦略】
投資先企業が直面する各課題を徹底
的に分析し、事業戦略、資金調達、販
路拡大、人材紹介等の支援、業務提
携、財務・法務・税務の専門家紹介等
の支援、マーケティング支援、資本政策
等の助言を通じて、企業価値を高めた
後に、保有株式の売却を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(6)、個人
(2)、金融商品取引業
者等(1)、事業法人等
(1)

10 有 無 ―
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ゼロイチキャピタル１号有限責
任事業組合
（組合員：ゼロイチキャピタル
合同会社　代表社員　種市　
亮、種市　亮）

関東財務局 ゼロイチキャピタル１号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内のベンチャー企業を主な投資対象
とし、典型的には、それらの企業のシー
ド又はアーリーステージにおける株式
その他の有価証券を取得する方針であ
る。その上で、投資対象となる企業の
サポート等を通じて企業価値を高め、
最終的には株式上場やM&A等に伴っ
てExitすることにより、利益の獲得を目
指す。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

撫子合同会社 関東財務局 撫子合同会社匿名組合 匿名組合契約 その他 日本国内のホテルを保有する企業の
株式への投資によって利益獲得を目指
すファンドである。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社ＳＡＰ　Ｓａｋｕｒａｇａｗ
ａ

関東財務局 ＳＡＰ　Sakuragawa匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 大阪に存在する不動産（マンション）信
託受益権を取得、保有、メンテナンス等
を行い、第3者に取得価格より高値で売
却する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等
（１）

1 無 無 ―

Northインテグラル1株式会社 関東財務局 North1投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資ビークルを通じて主として日本の
株式（未公開）に投資を行う

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Northインテグラル2株式会社 関東財務局 North2投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資ビークルを通じて主として日本の
株式（未公開）に投資を行う

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

渋谷東プロパティー合同会社 関東財務局 渋谷東プロパティー合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社Vital Ventures 関東財務局 Vital Ventures１号ファンド 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ミドル又はレイターステージにあるヘル
スケアベンチャー企業への投資

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

YATキャピタル株式会社 関東財務局 YAT第二号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 不動産信託受益権への投資を目的と
し、集団投資スキーム持分を取得・保
有・処分等して収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

新生識学パートナーズ株式会
社

関東財務局 新生識学成長支援1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

企業価値の向上または改善が見込め
る国内の企業を対象としたハンズオン
支援

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 有 太陽有限責任監査法人

フェニックス・アセット・アドバイ
ザーズ株式会社

関東財務局 企業価値向上支援投資事業
組合

民法上の組合
契約

事業再生ファン
ド

再生が必要な上場企業へ投資する。併
せてシナジー効果が見込める事業パー
トナーを紹介することにより企業価値向
上を目指す。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

Carbide Ventures Offshore合
同会社

関東財務局 Carbide Ventures Offshore 
Fund I, L.P.

外国の法令に
基づく権利

ファンド・オブ・
ファンズ

Investing in Carbide Ventures Fund, I, 
L.P., a Cayman Islands exempted 
limited partnership

私募・運用 63条 金融機関等(8)、事業
法人等（1）

9 無 無 ―

バスティオン・クオンツ株式会
社

関東財務局 エニグマ1号匿名組合 匿名組合契約 ヘッジファンド グローバル・マクロ 私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

東京電力タイムレスキャピタル
株式会社

関東財務局 東京電力タイムレスキャピタル
第一号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象は「電力事業」を除く、日本を
中心に事業を営む中堅企業（上場・未
上場企業）。
投資手法は原則マジョリティ投資とする
が、マイノリティ投資も検討する。
投資先企業の企業価値向上を支援し、
原則投資から3～4年程度で譲渡、IPO
等によりエグジットを目指す。

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

東京電力タイムレスキャピタル
株式会社

関東財務局 東京電力タイムレスキャピタル
第二号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

水関連市場を対象として、国内を中心
に事業を営む企業
投資手法は原則、マジョリティ投資。
投資先企業の企業価値向上を支援し、
原則投資から3～4年程度で譲渡、IPO
等によりエグジットを目指す。

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 無 無 ―

東京電力タイムレスキャピタル
株式会社

関東財務局 東京電力タイムレスキャピタル
第三号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象は「銀行業」を除く、日本を中
心に事業を営む中堅企業（上場・未上
場企業）。
投資手法は原則マジョリティ投資とする
が、マイノリティ投資も検討する。
投資先企業の企業価値向上を支援し、
原則投資から3～4年程度で譲渡、IPO
等によりエグジットを目指す。

私募・運用 63条 事業法人等（2） 2 無 無 ―

株式会社いやさかアセットマネ
ジメント

関東財務局 いやさか投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主として、中長期的に成長が見込まれ
る国内上場企業の株式ヘ長期投資し、
運用を行う

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社横浜町風力 関東財務局 合同会社横浜町風力匿名組
合出資持分

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

風力発電事業所への投資を行うファン
ド

運用 63条 金融機関等（2） 2 有 無 ―

株式会社AD Global Fund 
Management

関東財務局 South Fund, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ファンド・オブ・
ファンズ

シードステージのベンチャー企業への
投資を目的とする外国ファンド及びベン
チャー企業への投資

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

合同会社ヘリオスプロパティ 関東財務局 合同会社ヘリオスプロパティ匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

ＺＶＣ１号ファンド有限責任事
業組合（Z Venture Capital株
式会社、林恩圭）

関東財務局 ＺＶＣ１号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にＩＴ全般が対象、ステージは問わな
い。シナジーが見込まれることが望まし
いが必須ではない。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ストーン 関東財務局 合同会社ストーン匿名組合出
資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（老人ホーム）
にかかる不動産信託受益権を取得・保
有・処分等して収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

ＢＰキャピタル株式会社 関東財務局 奥能登SDGs投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

奥能登地域の活性化に資する事業を
行う企業への投資および投資後の支援

私募・運用 63条 金融機関等（3） 3 有 無 ―

ＢＰキャピタル株式会社 関東財務局 TUAT１号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

東京農工大学および他の国立大学等
の研究活動から生まれる技術に関する
研究成果を活用して新たな価値を創造
するスタートアップ企業への投資および
そうした成果の社会実装・還元の支援

私募・運用 63条 事業法人等(2)、金融
機関等(2)、投資事業
有限責任組合(1)

5 無 無 ―

株式会社オートテック 関東財務局 大羽登銀山会投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージのセンサー企業に対し
て外国人投資促進法（韓国）に基づく韓
国内での韓国企業への投資。また余資
は国内の投資信託等の取得に充てる。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

ファーストアドバイザーズ1号
有限責任事業組合（熊谷直
高、大道寺俊幸、車谷暢昭、
有富丈之、長崎容子、三浦加
織）

関東財務局 ファーストアドバイザーズ投資
組合５号

民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

特定の日本の会社の株式への投資を
行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(2)

2 有 無 ―

牡丹合同会社 関東財務局 牡丹匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社テンノウズ 関東財務局 テンノウズ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権、
現物不動産、匿名組合出資持分に投
資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）、投資事業有限

責任組合(1)

2 無 無 ―

W Ventures2号有限責任事業
組合（W株式会社、東明宏、新
和博、服部将大）

関東財務局 W ventures 2号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外の消費者向けのサービス又は
当該サービスの基礎となる技術を有す
る企業（B2C、B2B2C、C2C、D2C）を主
な投資対象とし、典型的には、それらの
企業のシード又はアーリーステージに
おける株式その他の有価証券を取得
する方針である。その上で、投資対象と
なる企業のサポート等を通じて企業価
値を高め、最終的には株式上場やM&A
等に伴ってExitすることにより、利益の
獲得を目指す。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

丸の内インベストメンツ株式会
社

関東財務局 丸の内インベストメンツ1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業承継問題を抱えた中小企業（調剤
薬局およびそれに付随する業種）を投
資対象とする。経営全般、業務運営お
よび組織の改善支援を通じて企業価値
の向上を目的とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社箱根資産管理 関東財務局 箱根資産管理匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 箱根に存在する不動産（ホテル）信託
受益権を取得、保有、メンテナンス等を
行い、第3者に取得価格より高値で売
却する。

運用 63条 外国法人又は外国人
等
（１）

1 無 無 ―
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D Capital株式会社 関東財務局 D Capital 1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本において差別化された中小企業で
DXによる企業価値向上の可能性を見
出すことのできる企業に対する投資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(19)、
投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(4)、
個人(2)

27 有 無 ―

D Capital株式会社 関東財務局 DC1号GP投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

D Capital 1号投資事業有限責任組合
への投資

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

D Capital株式会社 関東財務局 DC1号GP役職員投資組合 民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

DC1号GP投資事業有限責任組合への
投資

私募・運用 63条 個人(2) 2 有 無 ―

ムラリスMF合同会社 関東財務局 ムラリスMF合同会社匿名組合 匿名組合契約 その他 特定目的会社の発行する優先出資証
券を投資対象とする。当該特定目的会
社は、日本国内に所在するレジデンス
(信託受益権)を投資対象とする合同会
社の匿名組合出資持分を投資対象と
し、当該不動産の賃貸収入、不動産の
売却により当該優先出資証券に基づき
配当される利益の獲得を目的とした投
資を行う。

運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

AT PARTNERS GP2号有限責
任事業組合（AT 
MANAGEMENT2号株式会社、
秋元　信行、土佐林　淳、小山　
倫世）

関東財務局 AT PARTNERS2号LV投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

原則として、欧州、米国及びイスラエル
所在のスタートアップ企業への投資を
主な目的とする投資組合等を投資対象
とする

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

新生ベンチャーパートナーズ2
号有限責任事業組合（松原一
平、西村和将、新生ベン
チャーパートナーズ株式会社）

関東財務局 新生ベンチャーパートナーズ2
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業を投資対象とする 私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

合同会社サカイスジホンマチ 関東財務局 サカイスジホンマチ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権、
現物不動産、匿名組合出資持分に投
資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）、投資事業有限
責任組合(1)

2 無 無 ―

ファルス株式会社 関東財務局 カンボジアマイクロファイナン
スローンファンド

匿名組合契約 ＳＲＩファンド カンボジア国内金融包摂及び農業効率
向上による現地農家所得向上・安定等
を目的とするマイクロファイナンス機関
への融資ファンド

私募 63条 個人（2） 2 有 無 ―

ファルス株式会社 関東財務局 サステナローンファンド第3号 匿名組合契約 ＳＲＩファンド ケニア共和国内における金融包摂及び
モビリティサービスを主体とした現地個
人事業主の所得向上・安定を目的とし
たマイクロファイナンス機関への融資
ファンド

私募 63条 個人（2） 2 有 無 ―

ファルス株式会社 関東財務局 サステナローンファンド第4号 匿名組合契約 ＳＲＩファンド ケニア共和国内における金融包摂及び
モビリティサービスを主体とした現地個
人事業主の所得向上・安定を目的とし
たマイクロファイナンス機関への融資
ファンド

私募 63条 個人（2） 2 有 無 ―

ファルス株式会社 関東財務局 サステナローンファンド第5号 匿名組合契約 ＳＲＩファンド ケニア共和国内における金融包摂及び
モビリティサービスを主体とした現地個
人事業主の所得向上・安定を目的とし
たマイクロファイナンス機関への融資
ファンド

私募 63条 個人（2） 2 有 無 ―

ファルス株式会社 関東財務局 サステナローンファンド第6号 匿名組合契約 ＳＲＩファンド ケニア共和国内における金融包摂及び
モビリティサービスを主体とした現地個
人事業主の所得向上・安定を目的とし
たバイクリース会社への融資ファンド

私募 63条 個人（2） 2 有 無 ―

FFGP株式会社 関東財務局 FF投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として未公開企業に対して発行済
株式総数の過半数の株式を取得する
形で出資し、相当の期間（３年から５年
程度）経営に参画し、生産性の低い部
門等の切離し、業務効率化、経営戦略
の変更等により、企業価値を高めた
後、上場や株式売却によりキャピタル
ゲインを得ようとするファンドとする。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（2）

2 有 無 ―

武蔵野ヘルスケア合同会社 関東財務局 匿名組合武蔵野ヘルスケア 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権（介護付有料老人
ホーム）の取得

私募・運用 63条 事業法人等(3) 3 無 無 ―

合同会社ＡＰＨ１ 関東財務局 ＡＰＨ１匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京に存在する不動産（ホテル）信託
受益権を取得、保有、メンテナンス等を
行い、第3者に取得価格より高値で売
却する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等
（１）

1 無 無 ―

Be　Brave株式会社 関東財務局 ＥＳＧ投資事業組合 民法上の組合
契約

アクティビスト・
ファンド

主として上場企業の株式を発行済株式
総数の数％～数十％取得し、株主とし
ての権限を活用して、配当の増額や企
業価値向上を通した株価の上昇による
キャピタルゲインの獲得を目指すファン
ドとする。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

株式会社テックアクセルベン
チャーズ

関東財務局 Bizアクセル1号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード・アーリー期にあるベンチャー企
業を主な投資対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

スワローテイル株式会社 関東財務局 スワローテイル匿名組合 匿名組合契約 ヘッジファンド イベントドリブン 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

プラチナプロパティー合同会社 関東財務局 プラチナプロパティー合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：レジデンス
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 外国法人又は外国人
等 (1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

南麻布プロパティー合同会社 関東財務局 南麻布プロパティー合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：レジデンス
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 外国法人又は外国人
等 (1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

グローリーテンプル合同会社 関東財務局 グローリーテンプル匿名組合
出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 主な投資対象不動産の種類：ホテル等
宿泊施設
投資対象地域：日本国内
その他の基本的な投資方針・戦略の概
要：保有アセットを増加しつつ、中長期
的な保有期間を目指す。

運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

インテグラル・オーエス株式会
社

関東財務局 インテグラル2号SS投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主として日本の株式（未公開）に投資を
行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

イーストベンチャーズ4号有限
責任事業組合（株式会社TIG、
エトウキャピタル株式会社、金
子 剛士、毛利 洵平）

関東財務局 イーストベンチャーズ4号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT企業/シードステージ/日本を中心とし
たアジア圏の企業に投資する。

私募・運用 63条 事業法人等(7)、金融
機関等(1)

8 有 無 ―

合同会社KHF7 関東財務局 KHF7匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：ホテル、投資対象地
域：日本）を、匿名組合契約に基づく出
資並びに借入金にて購入し、信託受託
者を通じる等して対象不動産等の賃貸
及び売却等によって収益を上げ、現金
化することを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ソニーベンチャーズ株式会社 関東財務局 Sony Innovation Fund 3 L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

原則として日本、US、カナダ、EU、UK、
イスラエル及びインドにおいて主に事業
を行う未上場企業が発行する普通株、
優先株、転換社債、 転換ローン、ワラ
ントその他のエクイティ派生証券へ投資
を行う。事業化、キャッシュ・フローの確
立が視野に入るミドル、レイターステー
ジ案件をターゲットとして想定。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(10)、
事業法人等(5)、投資
事業有限責任組合(1)

17 有 無 ―

ABF1号有限責任事業組合
（株式会社エービーエフキャピ
タル、熊原　充志、伊達　慶
明、中野　拓真、蔡　亮成）

関東財務局 ABF1号投資組合 民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として、日本国内に所在する飲食
業又はそれに附随若しくは関連する事
業を営む会社を投資対象とする

私募・運用 63条 個人(1)金融商品取引
業者等(1)

2 有 無 ―

京都エンジェルファンド株式会
社

関東財務局 京大創業ベンチャー投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

京都大学の在学者や出身者の創業す
るベンチャー企業への投資

運用 63条 個人(1)、事業法人等
(2)

3 有 無 ―

京都エンジェルファンド株式会
社

関東財務局 京大創業ベンチャー2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

京都大学の在学者や出身者の創業す
るベンチャー企業への投資

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―
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合同会社ＦＯ 関東財務局 合同会社FO匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の土地を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社ＣＲＥＭＬファンド３ 関東財務局 匿名組合ＣＲＥＭＬファンド３ 匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（物流施設）に
係る不動産信託受益権を取得・保有・
処分等して収益を得ることにより、利益
獲得を目指す。

運用 63条 事業法人等(2)、金融
商品取引業者等(1)

3 有 無 ―

TF Ventures有限責任事業組
合（株式会社Tryfunds　
Group、丹野裕介）

関東財務局 TF Ventures1号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

当社がネットワークを保有する企業紹
介・経営支援を通じてバリューアップ可
能なミドルステージの企業に対するマイ
ノリティ出資。

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

東京さくらプロパティー合同会
社

関東財務局 東京さくらプロパティー合同会
社匿名組合

匿名組合契約 その他 日本国内における不動産等を取得・開
発する特定目的会社の発行する優先
出資を取得し、当該優先出資の配当に
よる収益を得ることにより利益獲得を目
指すファンドである

運用 63条 外国法人又は外国人
等 (1)

1 有 無 ―

銀杏合同会社 関東財務局 銀杏合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：老人ホーム
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

エピック・アドバイザーズ株式
会社

関東財務局 バリューサポート投資事業組
合

民法上の組合
契約

ヘッジファンド 株式ロング・ショート 私募・運用 63条 金融商品取引業者(1) 1 有 無 ―

Miraise2有限責任事業組合
（合同会社Miraise、岩田真
一、布田隆介）

関東財務局 Miraise2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ITエンジニア起業家が設立するプレ・
シード/シード期の技術志向スタート
アップ企業に対する出資を行い、社会
スキル教育とビジネス人材の獲得支援
により企業価値を向上させ、将来的な
投下資本の回収につなげる。

運用 63条 金融機関等(1)、投資
事業有限責任組合
(2)、事業法人等(4)

7 有 無 ―

株式会社スターアジア・ファイ
ナンス

関東財務局 スターアジア・ファイナンス匿
名組合

匿名組合契約 メザニン・ファン
ド

特定目的会社の特定社債を取得する 運用 63条 外国法人又は外国人
等
（１）

1 有 無 ―

Orchid One合同会社 関東財務局 Orchid One匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に首都圏のオフィスビル（これらの底
地の所有権を含む。）を信託財産とする
信託受益権に投資する。

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

フォースタートアップスキャピタ
ル合同会社

関東財務局 フォースタートアップス1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種は主に情報通信を対象として、ミド
ル・レイターステージ及び起業支援案
件に投資。基本的な投資方針・戦略の
概要としては主に、国内のスタートアッ
プ、ベンチャー企業を対象とするものと
する。

私募・運用 63条 金融機関等(1)
投資事業有限責任組
合(1)

2 有 無 ―

グローブアドバイザーズベン
チャーズ有限責任事業組合
（後藤　拓、遠藤（秋山）友紀）

関東財務局 GA5号投資組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種の制限なく、シード、アーリース
テージの企業を主な対象とする

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

グローブアドバイザーズベン
チャーズ有限責任事業組合
（後藤　拓、遠藤（秋山）友紀）

関東財務局 GA7号投資組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種の制限なく、シード、アーリース
テージの企業を主な対象とする

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

株式会社スマートルル 関東財務局 スマートルル匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

本組合は、主に未上場会社の株式を取
得してその運用を行ない、10年内に株
式を売却してキャピタルゲインを目指す
ことを目的とします。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

AISキャピタルパートナーズ有
限責任事業組合（AIS　
PARTNERS株式会社、郭健）

関東財務局 BooSTARX 1号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として、シード～アーリーステージを
中心とした、TMT分野（インターネット、
エンタメ、AI等）又はDeep tech分野（医
療ヘルスケア、新素材等）で事業を展
開する企業を対象とする投資等

運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

AISキャピタルパートナーズ有
限責任事業組合（AIS　
PARTNERS株式会社、郭健）

関東財務局 アジア電子部品投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として、成長期または成熟期を中心
としたアジアの電子部品分野で事業を
展開する企業を対象とする投資等

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

LMA Development合同会社 関東財務局 LMA Development匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 有価証券（みなし有価証券を含む）の
取得、保有及び処分

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

ＡＬＪ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｉｋｅｊｉｒｉ合同会社 関東財務局 ALJ Office Ikejiri合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 金融機関等（1）、投資
事業有限責任組合（1）

2 無 無 ―

合同会社芝口橋インベストメン
ト

関東財務局 合同会社芝口橋インベストメン
ト匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスビルを主な信託財
産とする不動産信託受益権を取得し、
当該信託受益権に対する信託配当又
は売却代金を原資として匿名組合員に
対し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等（1）、事業
法人等(2)

3 無 無 ―

合同会社カリー 関東財務局 カリー匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 匿名組合契約に基づく出資並びに匿名
組合契約に従い営業者が調達すること
を許された借入金及びその他の匿名組
合出資による調達金を信託して対象と
なる信託受益権を取得し、信託受託者
を通して不動産（投資対象不動産の種
類：ホテル、投資対象地域：日本）を取
得させた上、信託受託者を通じる等し
て対象不動産からの収益を得ることに
より、利益獲得を目指すファンドとす
る。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

株式会社Gemstone Ventures 関東財務局 スタートアップ支援士業ファン
ド1号投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種問わず、シード・アーリーステージ
にある未上場ベンチャー企業の株式及
び株式関連有価証券等への投資を行
い、主にIPO やM&A時の株式売却によ
り利益の獲得を狙い、選ばれた少数の
投資家に対し、長期的な価値上昇実現
の 機会 を提供する。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

農林中金キャピタル株式会社 関東財務局 農林中金キャピタル1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主として成長・発展を目指す中堅企業・
ベンチャー企業を投資対象とするファン
ド

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

農林中金キャピタル株式会社 関東財務局 農林中金キャピタル2019投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員が保有する国内企業
の株式を取得するファンド

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

農林中金キャピタル株式会社 関東財務局 農林中金キャピタル戦略協創
1号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

組合員とのシナジー効果が期待できる
国内外の成長企業へのベンチャー投

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

ＸＶＣ有限責任事業組合（株式
会社インディージャパン、株式
会社スケールアウト、ブレイク
ポイント株式会社）

関東財務局 XVC１号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

1.主な投資対象企業の業種
主な投資領域は国内のVR（Virtual 
Reality：仮想現実）/AR（Augmented 
Reality：拡張現実）/MR（Mixed Reality：
複合現実）市場及びブロックチェーン、
ヘルスケア、ロボティクス、AIなどの成
長市場を領域とする。
2.投資対象企業の成長ステージ
投資対象は原則として、シードからシ
リーズAのステージとする。
3.その他の基本的な投資方針・戦略の
概要
１社あたりの累計投資額は、投資先の
規模や成長可能性などを総合的に勘
案し、案件ごとに判断するが、追加のマ
イルストーン投資を含め単独投資先事
業者等（関連会社を含む。）への出資
額合計は、原則として本組合の総組合
員の出資約束金額の合計額の20％未
満とする。
投資先事業者等の要望や本組合として
の出口戦略を踏まえ、株式（普通株式、
種類株式）、新株予約権、新株予約権
付社債等から適切に投資形態を決定
する。
本組合の目的達成のため、適切と考え
る方法により、必要に応じて、投資先事
業者等の事業計画・資金調達その他財
務に係る指導、事業開発・事業展開に
かかる助言、人材・営業の斡旋、及び

私募・運用 63条 個人(2)、事業法人等
(1)

3 有 有 今西・井上国際会計事務所
公認会計士　井上　和弘
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ＰＨＯＴＯＮ　ＣＡＰＩＴＡＬ合同会
社

関東財務局 PHOTONサステナブルソー
ラー投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

匿名組合出資持分等を通じて、日本国
内における太陽光発電プロジェクトに投
資する。

私募・運用 63条 事業法人等（2） 2 有 無 ―

株式会社Life Time Partner 関東財務局 日本再興投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

事業特性が日本再興に分類される高
成長性が見込まれるベンチャー企業の
未公開株式を発行済み株式数20％未
満で取得し、特に資本市場からどう見
えるか、どう見せるかについて積極的
にアドバイスを行い企業価値を高める
ことに貢献する。そして、IPO以降の株
式売却による利益獲得を狙うファンドと
する。

主な投資対象はレイターステージにあ
るもので特に業種のこだわりはない。基
本的な投資スタンスとして、競合が少な
いなかで売上高成長率の高い企業を
中心に銘柄選択を行う。また、経営陣
の質に関しても投資に踏み切る際の重
要な観点とする。現金部分について
は、時価総額300億円以下の銘柄を中
心にソフトエンゲージメントできる会社を
中心に組入をする場合もある。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（１）

1 有 無 ―

伊藤　潤一 関東財務局 日本再興投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

事業特性が日本再興に分類される高
成長性が見込まれるベンチャー企業の
未公開株式を発行済み株式数20％未
満で取得し、特に資本市場からどう見
えるか、どう見せるかについて積極的
にアドバイスを行い企業価値を高める
ことに貢献する。そして、IPO以降の株
式売却による利益獲得を狙うファンドと
する。

主な投資対象はレイターステージにあ
るもので特に業種のこだわりはない。基
本的な投資スタンスとして、競合が少な
いなかで売上高成長率の高い企業を
中心に銘柄選択を行う。また、経営陣
の質に関しても投資に踏み切る際の重
要な観点とする。現金部分について
は、時価総額300億円以下の銘柄を中
心にソフトエンゲージメントできる会社を
中心に組入をする場合もある。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

エーテルホールディングス合
同会社

関東財務局 エーテルホールディングスA 匿名組合契約 その他 国内の株式会社その他の法人の株式
又は持分等を取得の上、当該株式又
は持分等を保有・処分することによる配
当等及び売却益による収益目的の投
資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

エーテルホールディングス合
同会社

関東財務局 エーテルホールディングスB 匿名組合契約 その他 国内の株式会社その他の法人の株式
又は持分等を取得の上、当該株式又
は持分等を保有・処分することによる配
当等及び売却益による収益目的の投
資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

エーテルホールディングス合
同会社

関東財務局 エーテルホールディングスC 匿名組合契約 その他 国内の株式会社その他の法人の株式
又は持分等を取得の上、当該株式又
は持分等を保有・処分することによる配
当等及び売却益による収益目的の投
資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

Gazelle Capital2号有限責任事
業組合（Gazelle Capital株式会
社、BUSINESS-ALLIANCE株
式会社、石橋　孝太郎）

関東財務局 Gazelle Capital2号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

伝統的な産業に変革を起こす創業期の
ベンチャー企業の未公開株式を取得
し、創業期をサポートして企業価値を高
め、Ｍ＆Ａを中心としたイグジットにより
利益獲得を目指すファンドとする。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社オルタナ５ 関東財務局 合同会社オルタナ5匿名組合
契約

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の居住用不動産を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(3)、金融
機関等（1）

4 無 無 ―

GPSSイノベーションキャピタル
株式会社

関東財務局 GPSSサステナブル・エネル
ギー投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 再生可能エネルギー関連事業 私募・運用 63条 金融機関等（1）、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

株式会社Mirai Nihon 
Ventures

関東財務局 ミライニホンバリューアップ第1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場の企業を対象として、GPまたは
LP出資者によるバリューアップを行い、
市場内外で売却

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Logi5合同会社 関東財務局 Logi5合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産（不動産の信託受益権を含
む。）を特定資産とする特定目的会社
の優先出資を取得、保有及び処分する
等による運用事業を行う。

運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

合同会社A.P.18 関東財務局 合同会社A.P.18匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京都板橋区に所在する老人ホーム
の信託受益権から得られる収益等を投
資家へ分配。

私募・運用 63条 事業法人（1） 1 有 無 ―

合同会社ＴＵＬＩＰ６ 関東財務局 合同会社TULIP６匿名組合契
約

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の居住用不動産を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

MCD6株式会社 関東財務局 MCP6投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

バイアウトファンドは、50%超の普通株
式を取得。
上場企業の非上場化、事業承継、大株
主保有の株式売却や子会社・事業部
門の独立等に対し、資金を提供。
投資実行後、投資先企業の経営改革
をサポート、IPO（株式上場）によるExit
を基本方針とする。

私募・運用 63条 金融機関等(23)、事業
法人等(2)、金融商品
取引業者等（1）

26 有 無 ―

合同会社東山閣 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド ホテルを投資対象とし、賃料収入、不
動産信託受益権の売却による利益獲
得を目的とした投資を行う。

運用 63条 金融機関等（1）
事業法人等（2）

3 無 無 ―

ＳＦＣインベストメント合同会社 関東財務局 SF CCREF Development 
Cayman, LP

外国の法令に
基づく権利

ファンド・オブ・
ファンズ

北米の人口増が見られる地域における
マルチファミリータイプのレジデンスを
主体とした開発・運用を行うファンドの
Limited Partnership持分への投資

運用 63条 事業法人等（4）、金融
機関等（1）

5 有 無 ―

株式会社アルバクロス 関東財務局 アルバクロス１号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

産学連携の共同研究成果の社会実装
のための事業化案件を中心に投資を
実行する

私募・運用 63条 金融機関等（1）
事業法人等（1）

2 無 無 ―

MCPM4T株式会社 関東財務局 MCPメザニン4T投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

メザニンファンドは、種類株式を中心に
劣後ローン・劣後債に投資。自己資本
の拡充、経営戦略の実行、事業承継や
企業買収等に対して、その資金を提
供。投資実行後、投資先企業に蓄積さ
れた利益又はリファイナンスにより投資
資金を回収を基本方針とする。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(3)、金融機関等（1）

4 無 無 ―

合同会社八重洲一丁目開発 関東財務局 合同会社八重洲一丁目開発
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の事務所等を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＤＢＦ２合同会社 関東財務局 ＤＢＦ２匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設を対象とした信託
受益権の取得・運用・売却

運用 63条 事業法人等(3) 3 有 無 ―

合同会社JREASTファンド第4
号

関東財務局 合同会社JREASTファンド第4
号匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設に係る不動産信
託受益権を投資対象として不動産信託
受益権取得等を行い、利益を得ること
を目的とする。

運用 63条 事業法人等(5) 5 有 無 ―

合同会社Straits Himawari GK 
Two

関東財務局 Straits Himawari GK Two匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内のヘルスケア施設である不動産を
主な信託財産とする不動産信託受益
権を取得し、当該信託受益権に対する
信託配当又は売却代金を原資として匿
名組合員に対し利益分配を行う。

運用 63条 外国法人又は外国法
人等(1)

1 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

タイガープロパティー合同会社 関東財務局 タイガープロパティー合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：店舗・オフィス
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等 (1) 1 無 無 ―

ＦＳＭ ＧＰ２有限責任事業組
合
(株式会社ＮＳパートナーズ、
株式会社アクレア、株式会社Ｙ
Ｓマネジメント、Hoshino 
Capital Management株式会
社）

関東財務局 ファイブスター・メザニン2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

投資対象企業の業種に特段の制約は
設けず、種類株式、劣後ローン、劣後
社債等に投資を行う。PEファンドが企業
買収を行う際のLBOファイナンスを主に
取り扱い、インカム収益を中心に、ミド
ルリスク・ミドルリターンを追求する。

運用 63条 金融機関等（29）
事業法人等（5）

34 有 無 ―

ジーアールイージェイホール
ディングス合同会社

関東財務局 ジーアールイージェイホール
ディングス

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により現物不動産又は不
動産信託受益権に投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

大澤　琢真 関東財務局 SMITH & CAPITAL
1号ファンド

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種：問わない
企業ステージ：シード〜アーリー
投資戦略・方針：「プレデジタル」「DX」
「ESG」を投資先の主要テーマに据え、
投資判断基準を明確に設け常に投資
整合性が見合う水準での投資を行う

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

EnFi株式会社 関東財務局 EnFi グローバルイノベーティブ
テクノロジー匿名組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

グローバルのベンチャー企業を投資対
象とするVCファンドへの投資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

EnFi株式会社 関東財務局 EnFi グローバルゲームファン
ド匿名組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

海外のゲーム特化型VCファンドへの投
資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

TC3号有限責任事業組合（株
式会社タイクーンキャピタル、
株式会社AD Fund 
Management、SBI Ventures 
Two株式会社、笠井玲央、本
田貴大、上杉修平）

関東財務局 TC3号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業への投資 私募・運用 63条 事業法人等（1）、金融
商品取引業者等（2）

3 有 無 ―

合同会社ＳＡＪＵＲ２ 関東財務局 SAJUR2匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権を投資対象とする二
層構造ファンド等にLP出資及び匿名組
合出資を行い、損益分配、金銭分配を
受領する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等
（１）

1 無 無 ―

ヒューリックスタートアップ株式
会社

関東財務局 ヒューリックスタートアップ1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

あらゆる業種、あらゆる成長ステージの
成長企業を対象に一定のリターンが見
込まれる成長企業へ投資を行う

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

堺ロジスティック合同会社 関東財務局 堺ロジスティック合同会社匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設等に対する投資
を目的に、匿名組合出資をもって特定
目的会社の優先出資を取得する

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

Japan DH4合同会社 関東財務局 Japan DH4 投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

日本国内の物流施設に対する投資を
内容とする投資戦略に従い、海外リミ
テッドパートナーシップに対する出資を
通じて、間接的に不動産等に対する投
資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(4)、事業
法人等(1)

5 無 無 ―

JDP4合同会社 関東財務局 JDP4合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設等に対する投資
を内容とする投資戦略に従い、匿名組
合出資をもって特定目的会社の優先出
資を取得する

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

Monoful Venture Partners 合
同会社

関東財務局 Monoful Venture Partners 1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

主にミドル〜レイターステージの物流及
び関連インフラ領域における国内未上
場企業を中心に投資を行う外国籍ベン
チャー・ファンドに対し、リミテッド・パー
トナーとして出資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(2)、金融
商品取引業者等(1)、
外国法人又は外国人
等(1)

4 有 無 ―

ANOBAKA3号有限責任事業
組合（株式会社ANOBAKA、長
野泰和、萩谷聡）

関東財務局 ANOBAKA3号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資ステージ：シード、アーリーステー
ジ
投資領域：インターネットビジネスを創
出する中小企業等
投資地域：主に日本国内

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(4)、投
資事業有限責任組合
(4)、事業法人等(4)、個
人(1)

14 有 無 ―

ANOBAKA3号有限責任事業
組合（株式会社ANOBAKA、長
野泰和、萩谷聡）

関東財務局 ANOBAKA GAI 1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資ステージ：シード、アーリーステー
ジ
投資領域：Generative AIを主たる事業
とする企業
投資地域：主に日本国内

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 有 無 ―

合同会社ジーイーオー・ジャパ
ン

関東財務局 ジーイーオー・ジャパン匿名組
合

匿名組合契約 その他 国内の株式会社その他の法人の株式
又は持分等を取得の上、当該株式又
は持分等を保有・処分することによる配
当等及び売却益による収益目的の投
資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ＵＭＤプロジェクト合同会社 関東財務局 UMDプロジェクト合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を対象とした不動
産信託受益権に対して投資を行う

運用 63条 事業法人等（2）、金融
機関等（1）

3 有 無 ―

合同会社汐留・プロパティーズ 関東財務局 麹町四丁目オフィス匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 千代田区麹町四丁目に所在するオフィ
スビルの信託受益権を取得後、運用、
売却する。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）、事業法人等（2）

3 有 無 ―

IDS4号合同会社 関東財務局 IDS4号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

国内の非上場会社の発行する株式、
新株予約権、社債等に対して投資を行

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

IDS5号合同会社 関東財務局 IDS5号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

国内の非上場会社の発行する株式、
新株予約権、社債等に対して投資を行

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

IDS5号合同会社 関東財務局 みらい合同ファイナンス1号匿
名組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

国内の非上場会社の発行する株式、
新株予約権、社債等に対して投資を行

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

IDS5号合同会社 関東財務局 みらい合同ファイナンス2号匿
名組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

国内の非上場会社の発行する株式、
新株予約権、社債等に対して投資を行

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

NSSK役職員ジェンパー3合同
会社

関東財務局 日本産業推進機構3号役職員
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

日本産業推進機構3号投資事業有限
責任組合の有限責任組合員として、同
組合に対してのみ投資を行う。
同組合の主な投資目的は、投資資本
に対する長期リスク調整後の収益を獲
得するために、様々な業種及びセク
ターにわたる中小企業へバイアウト投
資を行うことである。同組合は、主に、
(ⅰ)日本に本店を有する法人等への投
資案件、(ⅱ)日本国内における売上、
利益又は資産が当該法人等の売上、
利益又は資産の少なくとも50%を占める
法人等への投資案件、(ⅲ)上記の(ⅰ)
又は(ⅱ)の法人等による海外買収案件
の支援案件、(ⅳ)主として日本において
行われている事業又は日本に存在する
資産の獲得案件、又は(ⅴ)上記のいず
れかに類似する投資を行うことを主に
意図している。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社SDL 関東財務局 合同会社SDL匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の保育園、高齢者向け住宅、
学生寮等のESGに寄与する不動産を主
な信託財産とする不動産信託受益権を
取得し、当該信託受益権に対する信託
配当又は売却代金を原資として匿名組
合員に対して利益分配を行うことを目
的とする。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

GV-3 Partners 有限責任事業
組合（田島聡一、鈴木隆宏、
株式会社ジェネシア・ベン
チャーズ）

関東財務局 Genesia Venture Fund 3号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のインターネットを活用したビジ
ネスを営む企業を主な投資対象とし、
それらの企業のシード、アーリー又はレ
イターステージにおける株式その他の
有価証券を取得する方針である。その
上で、投資対象となる企業のサポート
等を通じて企業価値を高め、最終的に
は、当該企業の株式上場やM&A等の
機会に、かかる有価証券について売却
その他の処分を行うことを通じて利益
の獲得を目指す。

運用 63条 金融機関等(4)、投資
事業有限責任組合
(3)、事業法人等(4)

11 有 無 ―

合同会社ウエスト・ストリート・
ジャパン・ワン

関東財務局 ウエスト・ストリート・ジャパン・
ワンA

匿名組合契約 その他 国内の株式会社その他の法人の株式
又は持分等を取得の上、当該株式又
は持分等を保有・処分することによる配
当等及び売却益による収益目的の投
資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―
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合同会社ウエスト・ストリート・
ジャパン・ワン

関東財務局 ウエスト・ストリート・ジャパン・
ワンB

匿名組合契約 その他 国内の株式会社その他の法人の株式
又は持分等を取得の上、当該株式又
は持分等を保有・処分することによる配
当等及び売却益による収益目的の投
資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社ウエスト・ストリート・
ジャパン・ワン

関東財務局 ウエスト・ストリート・ジャパン・
ワンC

匿名組合契約 その他 国内の株式会社その他の法人の社債
を取得の上、当該社債を保有・処分す
ることによる利息等及び売却益による
収益目的の投資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社ウエスト・ストリート・
ジャパン・ワン

関東財務局 ウエスト・ストリート・ジャパン・
ワンD

匿名組合契約 その他 国内の株式会社その他の法人の社債
を取得の上、当該社債を保有・処分す
ることによる利息等及び売却益による
収益目的の投資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社西舞子ヘルスケア 関東財務局 合同会社西舞子ヘルスケア匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 神戸市の有料老人ホームを投資対象
とする（不動産信託受益権）

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ＳＩＭＧＡＬＬＥＹ株式会社 関東財務局 ＳＩＭＧＡＬＬＥＹ匿名組合 匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

アートアクアリウム展（屋内型アート展
覧会）を都内及び国内各地で開催する
ART AQUARIUM組合（2019年4月組
成）への出資を行う。

私募 63条 個人（１） 1 有 無 ―

DBJ飲食・宿泊サポート株式
会社

関東財務局 DBJ飲食・宿泊支援ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

COVID-19の影響により業況悪化して
いる飲食・宿泊等事業者に対して優先
株の取得を目的とするファンド

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

GAインベストメント有限責任事
業組合
(GAインベストメント株式会社、
権　京鎬、奥村　功、山本　正
卓)

関東財務局 グローバル・タイガー・ファンド
４号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主に国内上場株式売買等により収益を
あげる投資方針

私募・運用 63条 ― 0 有 無 ―

Iceインテグラル1株式会社 関東財務局 Ice1投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

直接又は間接に、主として日本の株式
（未公開）に投資を行う

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Iceインテグラル2株式会社 関東財務局 Ice2投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

直接又は間接に、主として日本の株式
（未公開）に投資を行う

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)、金融機関等（2）

4 無 無 ―

IDS6号合同会社 関東財務局 IDS6号匿名組合1号 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

国内の非上場会社の発行する株式、
新株予約権、社債等に対して投資を行

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

IDS6号合同会社 関東財務局 IDS6号匿名組合2号 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

国内の非上場会社の発行する株式、
新株予約権、社債等に対して投資を行

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

IDS6号合同会社 関東財務局 IDS6号匿名組合3号 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

国内の非上場会社の発行する株式、
新株予約権、社債等に対して投資を行

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

CAPITAL X株式会社 関東財務局 Global VC1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象ファンド：ベンチャー・ファンド
リスク特性：株式　地域的特色：米国中
心に、国内外
投資方針・戦略等：IPO前のレイタース
テージの段階にあるベンチャー企業へ
の投資

私募・運用 63条 個人(1)、事業法人等
(2)

3 有 無 ―

CAPITAL X株式会社 関東財務局 Alternative1号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象ファンド：不動産ファンド
リスク特性：不動産
地域的特色：米国
投資方針・戦略等：バリューアッド型の
不動産投資戦略

私募・運用 63条 個人(1) 、事業法人等
(3)

4 有 無 ―

CAPITAL X株式会社 関東財務局 Alternative2号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象ファンド：CLOエクイティファン
ド
リスク特性：証券化ローン
地域的特色：米国
投資方針・戦略等：複数のCLO（ローン
担保証券）のエクイティトランシェに投資

私募・運用 63条 個人(2)、事業法人等
(2)

4 有 無 ―

CAPITAL X株式会社 関東財務局 Impact X 1号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象：国内未上場企業の株式又
はこれに類似するもの
リスク特性：未上場株式等
地域的特色：日本
投資方針・戦略等： SDGs達成に向け
た取り組みにインパクトをもたらす事業
を、グローバルで展開する国内企業へ
投資するターゲットファンド

私募・運用 63条 個人(1）、事業法人等
(1)

2 有 無 ―

CAPITAL X株式会社 関東財務局 Global VC2号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：ベンチャー・ファンド
リスク特性：株式
地域的特色：米国中心
投資方針・戦略等： 高成長が見込ま
れ、各業界のディスラプターとなりうる
未上場のグロースエクイティへ投資

私募・運用 63条 個人(2） 2 有 無 ―

CAPITAL X株式会社 関東財務局 Alternative3号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象ファンド：CLOエクイティファン
ド
リスク特性：証券化ローン
地域的特色：米国
投資方針・戦略等：複数のCLO（ローン
担保証券）のエクイティトランシェに投資

私募・運用 63条 個人(2)、事業法人等
(2)

4 有 無 ―

CAPITAL X株式会社 関東財務局 Target X1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象ファンド：ベンチャーファンド
リスク特性：株式
地域的特色：米国
投資方針・戦略等：宇宙ビジネスで革新
を起こし続ける米国ベンチャー企業に
投資

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

CAPITAL X株式会社 関東財務局 Target X2号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象：国内未上場企業の株式、新
株予約券又はこれに類似するもの
リスク特性：未上場株式等
地域的特色：日本
投資方針・戦略等：国内ベンチャー企
業のJ-KISS型新株予約権に投資する
ターゲットファンド

私募・運用 63条 個人(1）、事業法人等
(2)

3 有 無 ―

CAPITAL X株式会社 関東財務局 Impact X 2号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象：国内未上場企業の株式又
はこれに類似するもの
リスク特性：未上場株式等
地域的特色：日本
投資方針・戦略等： SDGs達成に向け
た取り組みにインパクトをもたらす事業
を、グローバルで展開する国内企業へ
投資するターゲットファンド

私募・運用 63条 個人(2）、事業法人等
(1)

3 有 無 ―

Bridge Investment合同会社 関東財務局 Bridge Investment匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権を特定資産と
する特定目的会社の特定出資及び優
先出資を取得

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

麻布台プロパティ合同会社 関東財務局 麻布台プロパティ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって現物不動産を特定資産とする特
定目的会社の特定出資及び優先出資
を取得

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

アルコニックスベンチャーズ株
式会社

関東財務局 アルコニックスグローバルイノ
ベーションファンド投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

素材を主とするディープテック系ベン
チャー企業への株式投資・投資事業有
限責任組合への出資

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

合同会社スキマにイコイ 関東財務局 合同会社スキマにイコイ匿名
組合

匿名組合契約 現物ファンド
※事業ファンド
を含む

日本国内で自動販売機その他の物件
を利用した販売等を行う事業。

私募 63条 投資事業有限責任組
合（１）

1 無 無 ―

合同会社オルタナ７ 関東財務局 合同会社オルタナ7匿名組合
契約

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスビルを主な信託財
産とする不動産信託受益権を取得し、
当該信託受益権に対する信託配当又
は売却代金を原資として匿名組合員に
対して利益分配する。

運用 63条 金融機関等(1)、
事業法人等(2)

3 有 無 ―

合同会社Lavender 関東財務局 Lavender匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在のオフィスビル等の収益物件
の信託受益権を取得・保有・処分する
ことによる、賃料等及び売却益による
収益目的の投資

運用 63条 事業法人等（１） 1 無 無 ―

合同会社ＰＳレジファンドＡ号 関東財務局 合同会社ＰＳレジファンドＡ号
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の賃貸住宅を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

TFJ5合同会社 関東財務局 TFJ5合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンス（東京都南部及
び神奈川県北部に所在する計7物件）
を信託財産とする信託受益権の取得、
運用、管理および売却

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―
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Ｄホテル札幌合同会社 関東財務局 Ｄホテル札幌合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルを主な信託財産とす
る不動産信託受益権を取得し、当該信
託受益権に対する信託配当又は売却
代金を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

ＭホスピタリティＮ合同会社 関東財務局 ＭホスピタリティＮ合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルを主な信託財産とす
る不動産信託受益権を取得し、当該信
託受益権に対する信託配当又は売却
代金を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

ＭホスピタリティＲ合同会社 関東財務局 ＭホスピタリティＲ合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルを主な信託財産とす
る不動産信託受益権を取得し、当該信
託受益権に対する信託配当又は売却
代金を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1)
投資事業有限責任組
合(2)

3 無 無 ―

合同会社Lively 関東財務局 合同会社Lively匿名組合出資
持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（店舗）にかか
る不動産信託受益権を取得・保有・処
分等して収益を得ることにより、利益獲
得を目指す。

運用 63条 事業法人等（5）、
金融機関等（1）

6 有 無 ―

ＳＢＩ大学発ベンチャー育成支
援株式会社

関東財務局 KUC1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主に神戸大学とその周辺大学ならびに
ベンチャー企業を投資対象とし、当該
事業者への資金供給により地域経済
の発展に寄与することを目的とする

私募・運用 63条 金融機関等(6)、事業
法人等(1)

7 無 無 ―

FoJB Partners I有限責任事業
組合（佐野恵子、永江ジェムス
クリアン）

関東財務局 FoJB Partners I投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

北米のバイアウトファンドに厳選投資を
行い、リターンの実現を目指す。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(3)

4 有 無 ―

合同会社イーストタワーズ2 関東財務局 イーストタワーズ2匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：レジデンス、投資対
象地域：日本）を、匿名組合契約に基づ
く出資にて購入し、信託受託者を通じる
等して対象不動産等の賃貸及び売却
等によって収益を上げ、現金化すること
を目的とする。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

オムロンベンチャーズ株式会
社

関東財務局 OVC2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資領域：ヘルスケア、スマートシティ、
インダストリアルオートメーション、エネ
ルギーマネジメントを中心としたオムロ
ンの事業との将来的に関連性が考えら
れる領域、及び業界を革新するような
新規領域
投資ステージ：アーリーステージ

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社ＯＨＡＮＡＰＡＮＡ 関東財務局 アセットリノベーション投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

職住の近接・一体等ニューノーマルに
対応した柔軟な働き方と暮らしやすさ
の実現又は脱炭素社会の実現に資す
る民間まちづくり事業であり、老朽ストッ
クを活用し、テレワーク拠点等やグリー
ン・オープンスペース等や建築物の環
境性能の向上に資する設備の整備を
含む事業を実施する事業者に関する株
式、社債の取得・保有

私募・運用 63条 事業法人等(2)、金融
機関等(6)

8 無 無 ―

株式会社KTホールディングス 関東財務局 VMTH投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として積極的な経営関与（ハンズ
オン）により企業価値の向上を図り、そ
の後第三者への売却又は上場等によ
り投資回収を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 無 無 ―

株式会社KTホールディングス 関東財務局 TKTH投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

原則として積極的な経営関与（ハンズ
オン）により企業価値の向上を図り、そ
の後第三者への売却又は上場等によ
り投資回収を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 無 無 ―

ジャパン・クラウド・コンピュー
ティング有限責任事業組合
(ジャパン・クラウド・コンピュー
ティング株式会社、バスナヤ
ケ・アルナ、福田康隆、須賀川
朋美)

関東財務局 ジャパン・クラウド・コンピュー
ティング2号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

既に実績のある主に欧米のクラウド・コ
ンピューティングのビジネスモデルで、
未だ日本には導入されていないものを
発掘し、主に欧米に親会社を持つ日本
法人のうち、エンタープライズ向けのク
ラウドサービスを展開する事業者を投
資対象とする。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

株式会社TNBI 関東財務局 TNBI一号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として、日本のスタートアップ企業の
うち、ある程度ビジネスモデルが確立さ
れたレイターステージにある企業に投
資する。特に業種は限定しない（バイ
オ、先端技術は除外）。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
商品取引業者等(2)、
個人(1)

4 有 有 監査法人アヴァンティア

株式会社TNBI 関東財務局 テクミラ一号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主として、日本のスタートアップ企業に
投資する。特に業種は限定しない。ま
た、日本国内の証券取引所に上場して
いる企業に対する出資の可能性も排除
しない。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社BOL1 関東財務局 BOL１匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当また
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社ＦＤ 関東財務局 ＦＤ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京、神奈川に存在する不動産（マン
ション）信託受益権を取得、保有、メン
テナンス等を行い、第3者に取得価格よ
り高値で売却することに加え、不動産
信託受益権を投資対象とする二層構造
ファンドに匿名組合出資を行い、損益
分配、金銭分配を受領する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社ハナミズキ 関東財務局 合同会社ハナミズキ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業用不動産を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1)、
金融機関等(2)

3 無 無 ―

株式会社ハウディ・インベスト
メント

関東財務局 ハウディ1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

1（投資対象）スマートソサエティに関連
するスタートアップ企業。成長ステージ
はシードからレーターステージまで幅広
く投資を行う。
2（その他）原則1回あたりの投資金額
は10百万円から50百万円程度。

私募・運用 63条 個人(4)
外国法人又は外国人
等(1)

5 有 有 縁監査法人

合同会社アールイージェイ
ホールディングススリー

関東財務局 アールイージェイホールディン
グススリー

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により現物不動産又は不
動産信託受益権に投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

千葉道場3号有限責任事業組
合（千葉功太郎、千葉道場株
式会社、石井貴基、廣田航
輝）

関東財務局 千葉道場3号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ドローン事業以外のＩＴ系企業を中心に
シードからプレユニコーンの国内外の
未公開企業を投資対象とする。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)、事業法人等(5)、
個人(1)、金融機関等
(3)、金融商品取引業
者等(1)、投資事業有
限責任組合(2)

13 有 有 仰星監査法人

株式会社キャプスタン・メディ
カル

関東財務局 ＭＩＴーＷファンド投資事業組
合

民法上の組合
契約

ヘッジファンド 複数の戦略を組み合わせた戦略 私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）

1 無 無 ―

合同会社はやぶさ1号 関東財務局 合同会社はやぶさ1号匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィス・商業施設に係る
不動産信託受益権を投資対象として不
動産信託受益権取得等を行い、利益を
得ることを目的とする。

運用 63条 事業法人等(5) 5 有 無 ―

合同会社フリューゲル 関東財務局 合同会社フリューゲル匿名組
合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等（1）、事業
法人等（2）

3 有 無 ―

GINZA2合同会社 関東財務局 GINZA2合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業ビルに係る不動産信
託受益権を投資対象として不動産信託
受益権取得等を行い、利益を得ること
を目的とする。

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

合同会社Ｎｉｋｋｉ 関東財務局 Ｎｉｋｋｉ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権を投資対象とする二
層構造ファンドに匿名組合出資を行
い、損益分配、金銭分配を受領する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―
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Fiducia GrowthTech有限責任
事業組合(Fiducia GrowthTech
合同会社、柴田　拓美、清水　
時彦）

関東財務局 Fiducia GrowthTech投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本のテクノロジー系スタートアップ企
業を主たる投資対象とする。
シードからグロース・レーター、成熟期
までのシームレスでディープなマーケッ
トの実現に貢献する投資の実行を通じ
て、テクノロジー主導の経済成長という
社会的インパクトの実現を目指す。

私募・運用 63条 事業法人等(2)
金融機関等(2)

4 有 無 ―

StarshotPartners合同会社 関東財務局 幾望投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

セカンダリー・
ファンド

ベンチャー・ファンドや事業会社が保有
するベンチャー企業株式やベンチャー・
ファンド出資持分、ベンチャー・ファンド
運営会社の取得

私募・運用 63条 事業法人等(4) 4 有 有 あすなろ監査法人

朝日メディアラボベンチャーズ
２号有限責任事業組合（朝日
メディアラボベンチャーズ株式
会社、野澤博、山田正美、白
石健太郎）

関東財務局 朝日メディアラボベンチャーズ
2号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

デジタルメディア、ソーシャルメディア、
デジタルマーケティング、インターネット
サービスに投資。アーリーステージのス
タートアップ投資を中心としつつ、ミッド
／レイターも含むバランス投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 有 無 ―

合同会社ＦＫ 関東財務局 合同会社ＦＫ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の土地を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

Ｚエナジー株式会社 関東財務局 カーボンニュートラルファンド1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

主として固定価格買取（FIT）制度の適
用を受ける国内再生可能エネルギー発
電事業を裏付資産とする匿名組合出資
持分を取得することにより、再生可能エ
ネルギー発電事業に投資する。

運用 63条 金融機関等 (23)、事業
法人等 (3)

26 有 無 ―

Ｚエナジー株式会社 関東財務局 カーボンニュートラルファンド2
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

主として固定価格買取（FIT）制度の適
用を受ける国内再生可能エネルギー発
電事業及び蓄電池事業を裏付資産と
する匿名組合出資持分を取得すること
により、再生可能エネルギー発電事業
及び蓄電池事業に投資する。

運用 63条 金融機関等 (2) 2 有 無 ―

合同会社Ｆｉｒｅ　Ｂａｌｌ 関東財務局 合同会社Fire Ball匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内の物流施設を信託財産とする
不動産信託受益権の運用

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)、金融機関等(1)

2 無 無 ―

SFG合同会社 関東財務局 Stella匿名組合（Stella2号ファ
ンド）

匿名組合契約 ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ジェイ・オー・アイ合同会社 関東財務局 ジェイ・オー・アイ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権を購入。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

カド・インベストメント株式会社 関東財務局 カド・グロース・オポチュニティ・
ファンド1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

株式上場又は第三者への売却が見込
まれるベンチャー企業の未公開株式を
取得し、創業期をサポートしてハンズオ
ン支援を通じて企業価値を高め、株式
上場又は第三者への株式売却により
利益獲得を狙う。なお、投資対象となる
企業は第一種動物取扱業を営む会社
であり、シード又はアーリーステージの
段階にある企業となる。また、基本的な
投資方針・戦略についてはバイアンド
ホールドとする。

運用 63条 事業法人等（2）、
金融機関等（1）

3 有 無 ―

カド・インベストメント株式会社 関東財務局 コーナーデジタル・アセットファ
ンド1-A号投資任意組合

民法上の組合
契約

その他 株式上場又は第三者への売却が見込
まれるWeb3/ブロックチェーン関連のべ
ンチャー企業へ投資を行うファンドへ投
資する他、それらファンドとベンチャー
企業へ共同投資を行い、ハンズオン支
援を通じて企業価値を高め、株式上場
又は第三者への株式売却により利益
獲得を狙うLLCの持ち分を取得する。

運用 63条 事業法人等（2） 2 有 無 ―

カド・インベストメント株式会社 関東財務局 コーナーデジタル・アセットファ
ンド1-Ｂ号投資任意組合

民法上の組合
契約

その他 株式上場又は第三者への売却が見込
まれるWeb3/ブロックチェーン関連のべ
ンチャー企業へ投資を行うファンドへ投
資する他、それらファンドとベンチャー
企業へ共同投資を行い、ハンズオン支
援を通じて企業価値を高め、株式上場
又は第三者への株式売却により利益
獲得を狙うLLCの持ち分を取得する。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

カド・インベストメント株式会社 関東財務局 コーナーセカンダリーファンド
1-A号投資任意組合

民法上の組合
契約

その他 主に米国を中心とする未上場のテクノ
ロジー企業へセカンダリー投資を行う
ファンドへ投資を行う。割安なバリュ
エーションで投資することでリターン獲
得を目指す。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等（1）

2 有 無 ―

カド・インベストメント株式会社 関東財務局 カド・セカンダリー・ファンド1号
投資任意組合

民法上の組合
契約

その他 株式上場又は第三者への売却が見込
まれるベンチャー企業の未公開株式を
取得し、株式上場又は第三者への株式
売却により利益獲得を狙う。なお、投資
対象となる企業はインドのヘルスケア・
サービス会社であり、グロースステージ
の段階にある企業となる。また、基本的
な投資方針・戦略についてはバイアンド
ホールドとする。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

オオテマチプロパティーズ合同
会社

関東財務局 オオテマチプロパティーズ合同
会社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを主たる信託財産
とする信託受益権を取得し、賃料その
他当該不動産からの収益を得ることに
より、利益獲得を目指す。

運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 無 無 ―

ANRI-GREEN1有限責任事業
組合（鮫島昌弘、佐俣安理、
河野純一郎、ANRI株式会社）

関東財務局 ANRI-GREEN1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に気候変動や環境問題を解決しうる
業種のスタートアップに対して創業前後
よりシード投資を実行する。シード投資
ののち、事業の成長を鑑みながら必要
に応じて、アーリー、ミドルも投資総額
15億円程度までを目安としてフォローオ
ン投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(4)、事業
法人等(1)、投資事業
有限責任組合(2)

7 有 無 ―

アイ・エル・シー株式会社 関東財務局 ＩＤＩインフラストラクチャーズ２
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

エネルギー・インフラ分野を投資対象と
したファンド。国内を中心に一部東南ア
ジア等の海外も対象。株式出資とロー
ン拠出も合わせて投資手法を採用。電
力会社や発電事業者へのEXITを想
定。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
（1）、金融機関等（2）、
投資事業有限責任組
合（1）、事業法人等（3）

7 有 無 ―

アイ・エル・シー株式会社 関東財務局 ＩＤＩインフラストラクチャーズ３
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

エネルギー・インフラ分野を投資対象と
したファンド。国内を中心に一部東南ア
ジア等の海外も対象。株式出資とロー
ン拠出も合わせて投資手法を採用。電
力会社や発電事業者へのEXITを想
定。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）、金融機関等（6）、
投資事業有限責任組
合（1）、事業法人等（4）

12 有 無 ―

RheosCP1号GP有限責任事業
組合（レオス・キャピタルパート
ナーズ株式会社、淡路努、關
悠樹、戸田東宗、北村将志
（竹山将志））

関東財務局 RheosCP1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「生産性の向上」「社会課題の解決」
「世界をリード」の３つのキーワードの実
現に貢献できる日本のベンチャー企
業、または日本人がキーマンとなってい
る海外のベンチャー企業、または事業
会社からのカーブアウト企業に対し、主
にアーリーステージに投資を行い、IPO
またはM&A時の株式売却により利益獲
得を目指す。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）、投資事業有限責
任組合（1）

2 有 無 ―

Angel Bridge Unicorn Fund 2
号有限責任事業組合（Angel 
Bridge Unicorn Fund 2号株式
会社、河西　佑太郎、林　正
栄、八尾　凌介、野末　晋平、
小林　智裕）

関東財務局 Angel Bridge Unicorn Fund 2
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

大学発ベンチャー／ディープテック、イ
ンターネット、一般産業等の市場成長
期待の高い領域を対象に、基本的には
シード／アーリーステージで投資を行
い、ハンズオン支援

運用 63条 金融商品取引業者等
（4）、投資事業有限責
任組合（2）、事業法人
等（2）、金融機関等(5)

13 有 無 ―

Global Patent Research合同
会社

関東財務局 GPR1号ファンド 匿名組合契約 その他 知的財産権の調査及び探索。および知
的財産権を利用した事業に関する助言
及びコンサルティングに関する報酬並
びに仲介手数料など

私募 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

新生CS有限責任事業組合（新
生TC株式会社、松原一平、山
田和孝）

関東財務局 新生CS成長支援投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

システム受託開発やSES・派遣業を営
む会社へのバイアウト投資

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―
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第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
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）

（Type of the QII）
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e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

トラスティーズ・アドバイザリー
株式会社

関東財務局 トラスティーズ1号ファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

主として日本国内の事業承継を目的と
した案件の種類株式等に対して投資を
行い、メザニンファイナンスを供給したう
えで各年の配当及び運用期間終了時
の売却（発行体による自己株式取得を
含む）によって利益を得ることを目的と
するファンド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＳＯＭファンド合同会社 関東財務局 ナインアワーズファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 投資事業有限責任組合（LPS)は、LPS
が合同会社（親GK)に匿名組合出資を
し、当該親GKが別の合同会社（子GK）
に匿名組合出資をする方法により、子
GKによる土地・建物を信託財産とする
信託受益権の取得・運用管理等に係る
事業への出資を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社KCR1 関東財務局 合同会社KCR1匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における賃貸住宅を投資対
象とする不動産信託受益権の運用

運用 63条 事業法人等(8) 8 有 無 ―

グロービス7号ファンド有限責
任事業組合（グロービス・キャ
ピタル・パートナーズ株式会
社、堀　義人、今野　穣、髙宮　
慎一、福島　智史、湯浅　エム
レ秀和、仮屋薗　聡一、小野　
壮彦、金井　祐子）

関東財務局 グロービス7号ファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本で業務を行うアーリーから
レート・ステージにあるベンチャー企業
等に投資を行い、長期的なキャピタル
ゲインの達成を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等 (21)、
事業法人等 (3)、投資
事業有限責任組合
(5)、金融商品取引業
者等(1)

30 有 無 ―

グロービス7号ファンド有限責
任事業組合（グロービス・キャ
ピタル・パートナーズ株式会
社、堀　義人、今野　穣、髙宮　
慎一、福島　智史、湯浅　エム
レ秀和、仮屋薗　聡一、小野　
壮彦、金井　祐子）

関東財務局 グロービス7号Sファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本で業務を行うアーリーから
レート・ステージにあるベンチャー企業
等のうち、グロービス7号ファンド投資事
業有限責任組合及び5号・6号を含む既
存ファンドのポートフォリオ会社に投資
を行い、長期的なキャピタルゲインの達
成を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等 (21)、
事業法人等 (3)、投資
事業有限責任組合
(5)、金融商品取引業
者等(1)

30 有 無 ―

グロービス7号ファンド有限責
任事業組合（グロービス・キャ
ピタル・パートナーズ株式会
社、堀　義人、今野　穣、髙宮　
慎一、福島　智史、湯浅　エム
レ秀和、仮屋薗　聡一、小野　
壮彦、金井　祐子）

関東財務局 Globis Fund VII, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本で業務を行うアーリーから
レート・ステージにあるベンチャー企業
等に投資を行い、長期的なキャピタル
ゲインの達成を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等 (2)、
事業法人等 (1)

3 有 無 ―

グロービス7号ファンド有限責
任事業組合（グロービス・キャ
ピタル・パートナーズ株式会
社、堀　義人、今野　穣、髙宮　
慎一、福島　智史、湯浅　エム
レ秀和、仮屋薗　聡一、小野　
壮彦、金井　祐子）

関東財務局 Globis Fund VII-S, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本で業務を行うアーリーから
レート・ステージにあるベンチャー企業
等のうち、Globis Fund VII, L.P.及び
Fund V, Fund VIを含む既存ファンドの
ポートフォリオ会社に投資を行い、長期
的なキャピタルゲインの達成を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等 (2)、
事業法人等 (1)

3 有 無 ―

合同会社RF5 関東財務局 RF5匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：オフィスビル底地 、
投資対象地域：日本）を、匿名組合契
約に基づく出資並びに借入金にて購入
し、信託受託者を通じる等して対象不
動産等の賃貸及び売却等によって収益
を上げ、現金化することを目的とする。

運用 63条 金融機関等（1）、
事業法人等（1）

2 無 無 ―

有限会社トリオワークス 関東財務局 参音堂投資組合 民法上の組合
契約

現物ファンド
※事業ファンド
を含む

投資対象である「オールド・バイオリン」
は世界的にも貴重なものであり、10年
間の投資期間中に価格が上昇すること
が期待される。投資期間完了時に、当
該楽器を売却し、キャピタル・ゲインを
分配することを本ファンドの投資戦略と
する。

私募 63条 個人（1） 1 有 無 ―

合同会社ハーブス 関東財務局 合同会社ハーブス匿名組合出
資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（老人ホーム）
にかかる不動産信託受益権を取得・保
有・処分等して収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

ＰＯＤキャピタル株式会社 関東財務局 PODキャピタル1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

再生可能エネルギー発電事業に関連
する事業会社1社を取得し、コントロー
ル投資によるハンズオンを想定。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、個人
(1)

2 有 無 ―

ＰＯＤキャピタル株式会社 関東財務局 PODキャピタル2号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ホテル運営に関連する事業会社１社を
取得し、コントロール投資によるハンズ
オンを想定。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ２号合同会社 関東財務局 ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ２号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内を中心にインターネットサービ
ス事業を展開する企業を主な投資対象
とし、典型的には、それらの企業のアー
リーステージ及びレイターステージにお
ける株式その他の有価証券を取得する
方針である。
その上で、投資対象となる企業のサ
ポート等を通じて企業価値を高め、最
終的には株式上場やM&A等に伴って
Exitすることにより、利益の獲得を目指
す。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(4)、個
人(2)、金融機関等(4)、
投資事業有限責任組
合(2)

13 有 無 ―

株式会社NSSK-VV 関東財務局 NSSK VV匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

子会社である株式会社NSSK-Vを通
じ、公開買付け及びそれに続く株式併
合により、ホテル関連事業を主な事業
として営む上場会社を完全子会社とす
る投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

合同会社絆１ 関東財務局 絆１匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象は国内オフィスにかかる信託
受益権

運用 63条 金融商品取引業者等
（２）

2 有 無 ―

勝どきビルマネジメント合同会
社

関東財務局 勝どきビルマネジメント合同会
社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスビル及び商業施設
の区分所有権を対象とした不動産信託
受益権に対して投資を行う

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

株式会社HYPERITHM 関東財務局 Hyperithm Digital Asset  
Quant Fund IJPY

匿名組合契約 ヘッジファンド その他（日本円で募集を行い、暗号資
産を基礎資産とし、国内外の暗号資産
取引所（分散型取引所を含む）にて当
該暗号資産の現物・先物・レバレッジ・
オプションなど（De-fiサービスを含む）
のアルゴリズムトレーディングをメイン
戦略として運用するファンド）

私募・運用 63条 事業法人等（1）、金融
商品取引業者等（1）

2 有 無 ―

株式会社HYPERITHM 関東財務局 Hyperithm Digital Asset  
Quant Fund IBTC

匿名組合契約 ヘッジファンド その他（ビットコインで募集を行い、暗
号資産を基礎資産とし、国内外の暗号
資産取引所（分散型取引所を含む）に
て当該暗号資産の現物・先物・レバレッ
ジ・オプションなど（De-fiサービスを含
む）のアルゴリズムトレーディングをメイ
ン戦略として運用するファンド)

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 有 無 ―

Koi Investment合同会社 関東財務局 Koi Investment合同会社匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：ホテル
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：日本国
内において、匿名組合出資をもって特
定目的会社の発行する優先出資を引
き受け、特定目的会社は当該優先出資
資金により不動産信託受益権や現物
不動産に投資。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

ペリカン２合同会社 関東財務局 ペリカン２合同会社匿名組合
出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンスを主たる信託財
産とする信託受益権を取得し、当該信
託受益権に対する信託配当ならびに売
却利益を得ることを目的とする。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

宮益坂上プロパティーズ合同
会社

関東財務局 宮益坂上プロパティーズ合同
会社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

新生G有限責任事業組合（新
生TC株式会社、松原一平、山
田和孝）

関東財務局 新生G成長支援投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

通信キャリア向け通信システム開発事
業、基地局建設事業を営む会社への
バイアウト投資

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

合同会社オルタナ８ 関東財務局 合同会社オルタナ8匿名組合
契約

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の居住用不動産を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対して利益分配する。

運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
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the Financial 
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株式会社ココナラスキルパー
トナーズ

関東財務局 CSP1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本の未上場のシードステージから
アーリーステージまでのスタートアップ
企業を中心に出資し、必要に応じて追
加投資を行う。スキルホルダーを活用
したハンズオンによるスタートアップ支
援を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(8)、個人
(3)、投資事業有限責
任組合(2)、金融商品
取引業者等(1)

14 有 有 細田公認会計士事務所
双木公認会計士事務所

JPインベストメント地域・インパ
クト合同会社

関東財務局 JPインベストメント地域・インパ
クト1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 地域経済の活性化、SDGsへの貢献に
影響力（インパクト）を有する日本国内
の事業や企業の普通株式、種類株式、
社債等の取得を通じて、新事業・産業
を創出し社会課題を解決することで持
続可能な社会の確立を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

イグニション・ポイントベン
チャーパートナーズ株式会社

関東財務局 GOLDWIN PLAY EARTH 
FUND投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
有価証券（株式等）への投資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

イグニション・ポイントベン
チャーパートナーズ株式会社

関東財務局 JFR MIRAI CREATORS投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
有価証券（株式等）への投資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

イグニション・ポイントベン
チャーパートナーズ株式会社

関東財務局 LifeDesignFund投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
有価証券（株式等）への投資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社Gunosy Capital 関東財務局 Gunosy投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来性を有する事業を営む日本国内
外の会社 (全業種) が発行する株式、
新株予約権、新株予約権付社債等へ
の投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ＳＡ　ＰＲＯＰＥＲＴＹ８ 関東財務局 SA　PROPERTY8
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 関西に存在する不動産（マンション）信
託受益権を取得、保有、メンテナンス等
を行い、第3者に取得価格より高値で売
却する。

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 無 無 ―

合同会社S2W11 関東財務局 合同会社S2W11匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 北海道札幌市北区に所在するオフィス
ビルの信託受益権から得られる収益等
を投資家へ分配。

私募・運用 63条 事業法人（1） 1 有 無 ―

合同会社ＣＢ１ 関東財務局 匿名組合ＣＢ１ 匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（物流施設）に
係る不動産信託受益権を取得・保有・
処分等して収益を得ることにより、利益
獲得を目指す。

運用 63条 金融機関等(4) 4 無 無 ―

合同会社りょうぜん開発 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド ホテルを投資対象とし、賃料収入、不
動産信託受益権の売却による利益獲
得を目的とした投資を行う。

運用 63条 事業法人等（2） 2 無 無 ―

株式会社ＬＡホールディングス 関東財務局 ＬＡ・ＢＳＰビジョンファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が期待されるベンチャー企業
（業種、成長ステージ（シード、アー
リー、ミドル、レイター）を問わない）の
未公開株式を取得し、ハンズオン支援
等を通じて企業価値を更に高めてIPO
を目指す。ビジョンファンドの名目にあ
るように、上場に限らず、成長性や社会
性の高い企業に投資予定。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

株式会社ケップルキャピタル 関東財務局 ケップルDX1号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージ～レイターステージの
スタートアップ企業のエクイティファイナ
ンス等の引き受け。特に、業務の自動
化・デジタル化によって企業価値の向
上の可能性が高まる業種を中心とす
る。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ケップルキャピタル 関東財務局 浜松いわた事業承継1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ファンド規模約10億円、投資先は3~5社
を予定。投資手法は原則株式100%取
得。投資対象は、LPである浜松いわた
信用金庫の営業エリア内(*)で事業を営
み、業種問わず事業承継に課題を抱え
る中小企業等。浜松いわた信用金庫が
有する経験豊富なM&Aチームが、案件
のソーシング、投資先の経営体制の強
化・組織化・財務の改善などのハンズ
オン支援を提供。GPであるケップル
キャピタルは豊富なファンド運営ノウハ
ウを元に投資検討とファンド管理を実
施。投資先企業の価値向上に努め、新
たな後継者へ経営を橋渡しする。

*浜松いわた信用金庫の営業エリア
は、静岡県浜松市、磐田市、袋井市、
湖西市、掛川市、御前崎市、菊川市、
牧之原市、島田市（旧川根町除く）、周
智郡、榛原郡吉田町、愛知県豊橋市、
北設楽郡（旧設楽町除く）

運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

小平インターナショナル合同
会社

関東財務局 小平インターナショナル匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって現物不動産（土地／建物）を特定
資産とする特定目的会社の特定出資
及び優先出資を取得

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社GI-1stfund 関東財務局 合同会社GI-1stfund匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

アプリケーション開発・販売業等を営む
国内の未公開企業の株式を直接的又
は間接的に取得し、当該株式を投資家
に売却することにより利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

合同会社GI-1stfund 関東財務局 合同会社GI-1stfund匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

油圧・空圧機器製造業を営む国内の未
公開企業の株式を直接的又は間接的
に取得し、当該株式を投資家に売却す
ることにより利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

合同会社GI-1stfund 関東財務局 合同会社GI-1stfund匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

管工事業・水道設備工事業並びにこれ
らの設計及び監理等を営む国内の未
公開企業の株式を直接的又は間接的
に取得し、当該株式を投資家に売却す
ることにより利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

HERO Impact Capital有限責
任事業組合（渡邊拓、一般財
団法人 ZERO Foundation、株
式会社HERO）

関東財務局 HERO Impact Capital 1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

AI・DeepLearningなどを中心としたテク
ノロジー領域及び脱炭素や超高齢社会
などの社会問題の課題解決にチャレン
ジしている未上場企業を対象に投資す
る。

私募・運用 63条 事業法人等(2)、投資
事業有限責任組合
(1)、個人(3)、外国法人
又は外国人等(1)

7 有 無 ―

ボストンプロパティー合同会社 関東財務局 ボストンプロパティー合同会社
A号匿名組合

匿名組合契約 その他 不動産信託受益権の購入にかかる契
約を締結し、当該信託受益権へのその
後の投資家からの収益を得ることによ
り利益獲得を目的とするファンドであ
る。

運用 63条 事業法人等 (2) 2 有 無 ―

グローバルグロースホール
ディングス合同会社

関東財務局 グローバルグロースホール
ディングス合同会社匿名組合

匿名組合契約 その他 国内の株式会社その他の法人の株式
又は持分等を取得の上、当該株式又
は持分等を保有・処分することによる配
当等及び売却益による収益目的の投
資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

クレジット・ギャランティ６号合
同会社

関東財務局 クレジット・ギャランティ６号匿
名組合

匿名組合契約 ヘッジファンド クレジット・デフォルト・スワップ 運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

合同会社オルタナ９ 関東財務局 合同会社オルタナ9匿名組合
契約

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の居住用不動産を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対して利益分配する。

運用 63条 金融機関等（1）、事業
法人等（2）

3 有 無 ―

合同会社LOGI FLAG3号 関東財務局 合同会社LOGI FLAG3号匿名
組合（加須）

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における物流施設を投資対
象とする不動産信託受益権の運用

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社LOGI FLAG3号 関東財務局 合同会社LOGI FLAG3号匿名
組合（厚木）

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における物流施設を投資対
象とする不動産信託受益権の運用

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社Ksar 関東財務局 Ksar匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 関西に存在する不動産（住宅）信託受
益権を取得、保有、メンテナンス等を行
い、第3者に取得価格より高値で売却
する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等
（１）

1 無 無 ―

ライトアップベンチャーズ有限
責任事業組合（ライトアップベ
ンチャーズ株式会社、中村忠
嗣）

関東財務局 ライトアップベンチャーズ1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として、ITCに関連する事業を行う
シード、アーリーステージの企業に対す
る投資を行う。

私募・運用 63条 個人(3)、投資事業有
限責任組合(2)

5 有 有 塩月　亨
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合同会社OCPF１号 関東財務局 合同会社OCPF１号
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 匿名組合出資による出資金及び金融
機関からの借入れにより、国内のオフィ
スビルを信託財産とする信託受益権を
取得のうえ、本資産を運用する。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(5)

6 無 無 ―

合同会社LOGI FLAG4号 関東財務局 合同会社LOGI FLAG4号匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における物流施設を投資対
象とする不動産信託受益権の運用

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社G１プロジェクト 関東財務局 合同会社GIプロジェクト匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都心又は政令指定都市に立地す
る商業施設・オフィスビル等を取得し、
稼働率を高めて売却

運用 63条 事業法人等(2） 2 有 無 ―

PJMF Investments合同会社 関東財務局 PJMF Investments合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の住居を対象とした不動産信
託受益権に対して投資を行う特定目的
会社の発行する特定出資及び優先出
資への投資を行う。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社SA PROPERTY4 関東財務局 SA PROPERTY4匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権を投資対象とする二
層構造ファンドに匿名組合出資を行
い、損益分配、金銭分配を受領する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等
（１）

1 無 無 ―

合同会社ＦＳ２ 関東財務局 合同会社FS2匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の土地を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社SCリテールインベス
トメント

関東財務局 合同会社SCリテールインベス
トメント匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における商業施設不動産を
投資対象とする不動産信託受益権の
運用

運用 63条 事業法人等（3） 3 無 無 ―

アクシル・キャピタル・パート
ナーズ2号有限責任事業組合
（フレデリック・シェーン、五内
川　拡史）

関東財務局 アクシル・ライフサイエンス＆
ヘルスケアファンド2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

(1)医薬品の開発を行う創薬事業、(2)メ
ディカルデバイス・ヘルスケアIT・医療
サービスなど医療機器・サービス事業、
及び、(3)再生医療・医薬品事業に従事
する、国内外の非上場企業を主たる投
資対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

合同会社ＪＲＷＤファンド京都
宇治

関東財務局 合同会社ＪＲＷＤファンド京都
宇治匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における商業施設不動産を
投資対象とする不動産信託受益権の
運用

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

合同会社Comrade 関東財務局 Comrade匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京に存在する不動産（ホテル）信託
受益権を取得、保有、メンテナンス等を
行い、第3者に取得価格より高値で売
却する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等
（１）

1 無 無 ―

グローバル・インフラ・マネジメ
ント株式会社

関東財務局 Global Infrastructure 
Managementインカム・ファンド
１号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

稼働済の国内インフラ案件に、セカンダ
リー市場等から参画することで、長期
的かつ安定的な収益を得ることを目的
とする。

私募・運用 63条 金融機関等(3)、事業
法人等(1)

4 有 無 ―

グローバル・インフラ・マネジメ
ント株式会社

関東財務局 Global Infrastructure 
Managementアセット・クリエー
ション・ファンド１号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

日本国内の幅広いインフラ分野を投資
対象とし、「安定的なキャッシュフローを
生み出すインフラ資産」の創出をするた
めの「先行投資」として、高いキャピタル
ゲインを期待できる投資機会に、事業
会社の強みを生かした投資・運用手法
で臨み、投資家へのリターン実現ととも
に日本のインフラを取り巻く問題解決と
インフラ投資市場の拡大に寄与するこ
とを目的とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(2)

3 有 無 ―

トラストアップ株式会社 関東財務局 アクティブマーケット1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 不動産を特定資産とする特定目的会社
が発行する特定社債の引受を行う。リ
スク特性としては、不動産を特定資産と
するため、不動産の空室リスク、価格
変動リスク、流動性リスク等を間接的に
負担することになる。国内(札幌)を投資
対象地域とする。3年間でリファイナン
スを含むイグジットを目指す。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

トラストアップ株式会社 関東財務局 PROCESS UNIT FUND投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 IT系上場会社の第三者割当増資の引
受を行う。リスク特性としては、上場会
社の第三社割当増資の引受となり、収
益改善リスク、株価下落リスク、倒産リ
スク等を直接的もしくは間接的に負担
することになる。国内企業を投資対象と
する。5年間で投資対象企業の収益改
善による株価上場によりエグジットを目
指す。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

トラストアップ株式会社 関東財務局 G Future Fund1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

新規事業への進出等を通じたバリュー
アップを図る上場企業（時価総額20億
円程度）や優れた技術を保有しIPOを志
向するテック系ベンチャー企業を投資
先事業者とする。
投資対象企業の成長ステージは、テッ
ク系ベンチャー企業についてはシード
期からシリーズAを対象とする。
投資対象企業の収益改善による株価
上昇での株式売却もしくは成長事業に
関して事業譲渡によりエグジットを目指
す。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

インベストメントZ株式会社 関東財務局 インベストメントZ1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内企業への出資と共に経営支援に
取組み、企業価値を向上させた上で投
資額以上の回収を図る。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

合同会社パレス 関東財務局 合同会社パレス匿名組合出資
持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（老人ホーム）
にかかる不動産信託受益権を取得・保
有・処分等して収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

合同会社サンシャイン４ 関東財務局 合同会社サンシャイン４匿名
組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

主に国内における再生可能エネルギー
事業を投資対象とする同事業に関する
資産の信託受益権の運用

私募・運用 63条 事業法人等(1） 1 無 無 ―

合同会社温泉旅館２号 関東財務局 匿名組合温泉旅館２号 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権（旅館）の取得 運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

SV4有限責任事業組合（木下
慶彦、スカイランドベンチャー
ズ株式会社、西木隆、袁小
航、中村公哉）

関東財務局 SkylandVentures4号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット分野のシード期の未公開
企業に対する投資

私募・運用 63条 個人(3)、事業法人等
(6)、投資事業有限責
任組合(1)

10 有 有 赤坂有限責任監査法人

スター合同会社 関東財務局 ESR日本インカムファンド投資
事業有限責任組合

有限責任事業
組合契約

不動産ファンド 日本国内の物流施設等に対するエクイ
ティ投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等 (1) 1 無 無 ―

合同会社福島トランジション 関東財務局 合同会社福島トランジション　
匿名組合

匿名組合契約 その他 国内のインフラアセットに投資する企業
の株式・出資持分を取得し、配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
して利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

中島　徹也 関東財務局 コロプラネクスト8号ファンド投
資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来的なキャピタルゲインの獲得が期
待できる事業者

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

合同会社オルタナ１０ 関東財務局 合同会社オルタナ10匿名組合
契約

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の居住用不動産を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対して利益分配する。

運用 63条 事業法人等（2） 2 無 無 ―

MCPM5株式会社 関東財務局 MCPメザニン5投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

メザニンファンドは、種類株式を中心に
劣後ローン・劣後債に投資。自己資本
の拡充、経営戦略の実行、事業承継や
企業買収等に対して、その資金を提
供。投資実行後、投資先企業に蓄積さ
れた利益又はリファイナンスにより投資
資金を回収を基本方針とする。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、金融機関等
(24)、事業法人等(4)

29 有 無 ―

MCPM5株式会社 関東財務局 MCPメザニン5S投資事業組合 民法上の組合
契約

その他 任意組合は、日本国内の株式会社に
対するローンに投資。
経営戦略の実行、事業承継や企業買
収等に対して、その資金を提供。　
投資実行後、投資先事業者に蓄積され
た利益により投資資金を回収を基本方
針とする。

私募・運用 63条 事業法人等(2)、投資
事業有限責任組合
(1)、金融機関等(１）

4 無 無 ―
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Shijo.1合同会社 関東財務局 Shijo.1匿名組合出資持分 匿名組合契約 不動産ファンド 主な投資対象不動産の種類：ホテル等
宿泊施設
投資対象地域：日本国内
その他の基本的な投資方針・戦略の概
要：保有アセットを増加しつつ、中長期
的な保有期間を目指す。

運用 63条 外国法人又は外国人
（1）

1 無 無 ―

未来創造キャピタル株式会社 関東財務局 未来創造投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

あらゆる業種、あらゆる成長ステージの
成長企業を対象に一定のリターンが見
込まれる成長企業へ投資を行う

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

JANG SEHONG（張 世鴻） 関東財務局 コロプラネクスト8号ファンド投
資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来的なキャピタルゲインの獲得が期
待できる事業者

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

山上 愼太郎 関東財務局 コロプラネクスト8号ファンド投
資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来的なキャピタルゲインの獲得が期
待できる事業者

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

村上　寛 関東財務局 ＩＡパートナーズ１号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の企業に対しハンズオンの投資を
行う。

私募・運用 63条 金融機関等（10）、事業
法人等（1）

11 無 無 ―

合同会社ＯＷ２ 関東財務局 OW2匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権を取得し、信託土地
上に建物を建設して追加信託し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とにより、利益獲得を目指すファンドと
する。

運用 63条 事業法人等(3) 3 有 無 ―

合同会社ツルヤチョウ 関東財務局 ツルヤチョウ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権、
現物不動産、匿名組合出資持分に投
資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）、
投資事業有限責任組
合(1)

2 無 無 ―

ALJ Office Kodenma合同会社 関東財務局 ALJ Office Kodenma合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる信託受益権（投資対象不動
産の種類：オフィスビル、投資対象地
域：日本）を匿名組合契約に基づく出資
及び匿名組合契約に従い営業者に許
された借入による調達金にて購入し、
信託受託者を通じる等して対象不動産
等の賃貸及び売却等によって収益を上
げ、現金化することを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

M-SMYインベストメント合同会
社

関東財務局 M-SMYインベストメント合同会
社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンスを主たる信託財
産とする信託受益権を取得し、賃料そ
の他当該不動産からの収益を得ること
により、利益獲得を目指す。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＳＭＦＬみらいパートナーズ株
式会社

関東財務局 Ｇｌｏｂａｌ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔインカム・ファンド１
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

稼働済の国内インフラ案件に、セカンダ
リー市場等から参画することで、長期
的かつ安定的な収益を得ることを目的
とする。

私募・運用 63条 金融機関等(3)、事業
法人等(1)

4 有 無 ―

合同会社はまぐりＯＮＥ 関東財務局 合同会社はまぐりＯＮＥ匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設等を主な信託財
産とする不動産信託受益権を取得し、
当該信託受益権に対する信託配当又
は売却代金を原資として匿名組合員に
対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社ＫＡＩＤＡＮ 関東財務局 合同会社ＫＡＩＤＡＮ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における不動産（商業施設・
オフィス）を投資対象とする不動産信託
受益権の運用

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

福井　俊平 関東財務局 アーキタイプベンチャーファン
ド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージのインターネット関連
かつB2B／B2B2C領域を投資対象とし
たファンド

運用 旧63条 事業法人等(2)、個人
(1)

3 有 無 ―

中嶋　淳 関東財務局 アーキタイプベンチャーファン
ド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージのインターネット関連
かつB2B／B2B2C領域を投資対象とし
たファンド

運用 旧63条 事業法人等(2)、個人
(1)

3 有 無 ―

株式会社ゴールドウインベン
チャーパートナーズ

関東財務局 GOLDWIN PLAY EARTH　
FUND 投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

スポーツ、アパレル、自然体験、サステ
ナビリティ等を軸に、その他事業シナ
ジーの見込めるベンチャー企業の有価
証券（株式等）を投資対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

Sunny Side Venture Partners
有限責任事業組合（株式会社
ケップルキャピタル、才木貞
治）

関東財務局 Sunny Side Venture Partners
投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外の企業（主として北アフリカの企
業）を主たる投資対象とする。 なお、投
資対象企業の成長ステージ （シード、
アーリー、ミドル、レイター）は 問わない
ものとする。

運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

MRM合同会社 関東財務局 ＭＲＭ匿名組合 匿名組合契約 その他 日本国内において、匿名組合出資を
もってホテル、旅館等に係るコンサル
ティング業務等についての事業資金に
充当する。

私募 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 無 無 ―

合同会社芦ノ湖 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド ホテルを投資対象とし、賃料収入、不
動産信託受益権の売却による利益獲
得を目的とした投資を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社KHF8 関東財務局 KHF8匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：ホテル、投資対象地
域：日本）を、匿名組合契約に基づく出
資並びに借入金にて購入し、信託受託
者を通じる等して対象不動産等の賃貸
及び売却等によって収益を上げ、現金
化することを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

合同会社シェアカワサキ 関東財務局 合同会社シェアカワサキ匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権を取得し、賃料その
他当該不動産からの収益を得ることに
より利益獲得を目指すファンドとする。

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

AZF恵比寿LLP有限責任事業
組合（自然キャピタル合同会
社、今井松兼、ビベンズ マー
ク スタンドリ、山内陽子及び日
留川直希）

関東財務局 AZファンド2022恵比寿投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージのエンジェル税制適
用企業を投資対象とするベンチャー
ファンド

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 公認会計士松尾信吉

AZF大黒LLP有限責任事業組
合（自然キャピタル合同会社、
今井松兼、ビベンズ マーク ス
タンドリ、ジェリック アドリアン、
ビトン ステファン及び日留川
直希）

関東財務局 AZファンド大黒1投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージのエンジェル税制適
用企業を投資対象とするベンチャー
ファンド

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 公認会計士松尾信吉

JPインベストメント2号合同会
社

関東財務局 JPインベストメント２号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本を含むアジアを中心とするバイア
ウト、グロースベンチャー、スペシャル
シチュエーション等に関する共同投資
その他の手法による投資等、様々な領
域に投資するファンド

私募・運用 63条 金融機関等(4) 4 無 無 ―

ＫＸ　Ｃａｐｉｔａｌ株式会社 関東財務局 KX Capital匿名組合 匿名組合契約 その他 株式、集団投資スキームの持分、社債
その他の国内外の有価証券等の取得
等及び銀行その他の金融機関への預
金等を通じた運用事業を行う。

私募・運用 63条 事業法人等 （1） 1 有 無 ―

天神一丁目761プロジェクト合
同会社

関東財務局 天神一丁目761プロジェクト合
同会社匿名組合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（オフィス・店
舗）及びその借地権にかかる不動産信
託受益権を取得・保有・処分等して収
益を得ることにより、利益獲得を目指
す。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

KxShare1号有限責任事業組
合(fundnote株式会社、渡辺克
真、川合直也、磯野直紀)

関東財務局 KxShare1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 投資対象はIPOセカンダリー銘柄(中小
型)＋未上場レイトステージの「クロス
オーバー投資戦略」

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

KxShare1号有限責任事業組
合(fundnote株式会社、渡辺克
真、川合直也、磯野直紀)

関東財務局 KxShare GC投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンドファンド

IPOを目指す未上場企業1社を投資対
象とするターゲットファンド

私募・運用 63条 個人（1）、外国法人又
は外国人等(2)

3 有 無 ―

KxShare1号有限責任事業組
合(fundnote株式会社、渡辺克
真、川合直也、磯野直紀)

関東財務局 KxShare IN投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンドファンド

IPOを目指す未上場企業1社を投資対
象とするターゲットファンド

私募 63条 個人（1） 1 有 無 ―

KxShare1号有限責任事業組
合(fundnote株式会社、渡辺克
真、川合直也、磯野直紀)

関東財務局 KxShare HW投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンドファンド

IPOを目指す未上場企業1社を投資対
象とするターゲットファンド

私募 63条 個人（1） 1 有 無 ―

KxShare1号有限責任事業組
合(fundnote株式会社、渡辺克
真、川合直也、磯野直紀)

関東財務局 KxShare2号アルファ投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 投資対象はIPOセカンダリー銘柄（中小
型）

私募 63条 個人（1） 1 有 無 ―

HAKOBUNE1号有限責任事業
組合（栗島祐介、木村正博、
合同会社COLO及び
HAKOBUNE株式会社）

関東財務局 HAKOBUNE 1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
未公開株式を発行済株式総数の数％
～20％程度取得し、創業期をサポート
してハンズオン支援を通じて企業価値
を高め、ＩＰＯ時の株式売却により利益
獲得を狙うファンドとする。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(3)、投資事業
有限責任組合(2)、個
人(1)

7 有 有 仰星監査法人
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水仙合同会社 関東財務局 水仙合同会社匿名組合 匿名組合契約 その他 日本国内において、匿名組合の出資金
をもって、合同会社の発行する社債そ
の他の有価証券の取得、保有及び処
分による運用を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

小松　百合弥 関東財務局 ＩＡパートナーズ１号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の企業に対しハンズオンの投資を
行う。

私募・運用 63条 金融機関等（10）、事業
法人等（1）

11 無 無 ―

浅賀　克明 関東財務局 ＩＡパートナーズ１号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の企業に対しハンズオンの投資を
行う。

私募・運用 63条 金融機関等（10）、事業
法人等（1）

11 無 無 ―

島　千洋 関東財務局 ＩＡパートナーズ１号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の企業に対しハンズオンの投資を
行う。

私募・運用 63条 金融機関等（10）、事業
法人等（1）

11 無 無 ―

佐藤　亮 関東財務局 ＩＡパートナーズ１号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の企業に対しハンズオンの投資を
行う。

私募・運用 63条 金融機関等（10）、事業
法人等（1）

11 無 無 ―

小森　茂明 関東財務局 ＩＡパートナーズ１号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の企業に対しハンズオンの投資を
行う。

私募・運用 63条 金融機関等（10）、事業
法人等（1）

11 無 無 ―

西川　怜 関東財務局 ＩＡパートナーズ１号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の企業に対しハンズオンの投資を
行う。

私募・運用 63条 金融機関等（10）、事業
法人等（1）

11 無 無 ―

大橋　彩夏 関東財務局 ＩＡパートナーズ１号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の企業に対しハンズオンの投資を
行う。

私募・運用 63条 金融機関等（10）、事業
法人等（1）

11 無 無 ―

B&Mアセットマネジメント合同
会社

関東財務局 B&M投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

その他 日本国内の再生可能エネルギープロ
ジェクトへの投資として、主として発電
プロジェクトを保有する会社が発行する
匿名組合出資持分の取得、保有、管
理、処分その他の運用

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）、事業法人等(2)、
金融機関等(3)

6 無 無 ―

日本産業第６号ＧＰ株式会社 関東財務局 日本産業第六号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業再編、事業再構築、事業革新等を
行う、主に日本国内の企業又は事業を
分社化した事業体が新規資本を必要と
する場合に、これらの企業等に所期の
事業計画を実現せしめるため、株式等
エクイティの取得による投資を中心とす
る各種経営資源の提供を行い、その企
業価値の増加を図るべく投資事業を行
う。

私募・運用 63条 金融機関等(23)、投資
事業有限責任組合
(2)、事業法人等(1)

26 有 無 ―

日本産業第６号ＧＰ株式会社 関東財務局 日本産業第六号パラレル投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業再編、事業再構築、事業革新等を
行う、主に日本国内の企業又は事業を
分社化した事業体が新規資本を必要と
する場合に、これらの企業等に所期の
事業計画を実現せしめるため、株式等
エクイティの取得による投資を中心とす
る各種経営資源の提供を行い、その企
業価値の増加を図るべく投資事業を行
う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

霞ヶ関キャピタル株式会社 関東財務局 石垣真栄里ホテルプロジェクト
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 主に国内におけるホテルに係る信託受
益権を対象とする匿名組合出資持分の
取得及び保有、運用

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

霞ヶ関キャピタル株式会社 関東財務局 FAVプレリートファンド1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 主に国内におけるホテルに係る信託受
益権を対象とする匿名組合出資持分の
取得及び保有、運用

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＩＡパートナーズ有限責任事業
組合　組合員　ＩＡパートナー
ズ株式会社

関東財務局 ＩＡパートナーズ１号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の企業に対しハンズオンの投資を
行う。

私募・運用 63条 金融機関等（10）、事業
法人等（1）

11 無 無 ―

合同会社ヘルスケアアセット・
ベータ

関東財務局 合同会社ヘルスケアアセット・
ベータ
1号匿名組合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 投資内容：国内の不動産又は不動産に
関する権利を信託財産とした不動産信
託受益権への投資

リスク特性：不動産又は不動産に関す
る権利を信託財産とした不動産信託受
益権価値の下落

投資対象不動産の種類：ヘルスケア

投資対象地域:日本国内

投資方針・戦略：不動産又は不動産に
関する権利を信託財産とした不動産信
託受益権を取得・保有・処分することで
利益を獲得する

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

ＤＳＡ　Ｉ合同会社 関東財務局 DSA　I合同会社　匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社Ｖ麹町 関東財務局 合同会社V麹町匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ANRI5有限責任事業組合（佐
俣安理、河野純一郎、鮫島昌
弘、ANRI株式会社）

関東財務局 ANRI5号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にインターネット分野及びディープ
テック分野のスタートアップに対して創
業前後よりシード投資を実行する。シー
ド投資ののち、事業の成長を鑑みなが
ら必要に応じて、アーリー、ミドルも最
大投資総額40億円程度までを目安とし
てフォローオン投資を行う。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(12)、
投資事業有限責任組
合(3)、事業法人等(2)

18 有 無 ―

トラックリーシング株式会社 関東財務局 トラックリーシング匿名組合 匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

車両（主にトラック）を投資対象とし、車
両のリース料や売却等で収益計上する
ファンド

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

トラックリーシング株式会社 関東財務局 トラックリーシング２号匿名組
合

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

車両（主に乗用車）を投資対象とし、車
両の売却等で収益計上するファンド

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社ゼロワンブースター
キャピタル

関東財務局 ゼロワンブースター１号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード、アーリー及びレーターステージ
のベンチャー企業を対象とし、IT(通信、
DX）を中心に、フィンテック、メタバー
ス、ウェルビーイング、デベロッパー
ツール、宇宙関連事業など多岐にわた
る領域に投資する。国内事業会社とス
タートアップのエコシステムがより活性
に起因するベンチャー企業の育成、60%
以上を国内スタートアップへの出資を
目標とするファンドとする。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 のぞみ監査法人

SDFキャピタル株式会社 関東財務局 スタートアップ・デットファンド１
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主として日本のミドル～レイタ－中心の
スタートアップ企業に対する、有担保・
無担保双方の貸付け等による融投資を
行う。

私募・運用 63条 事業法人等(2) 、金融
機関等(9)、金融商品
取引業者等(1)

12 有 無 ―

株式会社ロッテベンチャーズ・
ジャパン

関東財務局 ロッテベンチャーズ・ジャパン
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ライフサイエンス、バイオテクノロジー、
フードテック等のWell-being分野を中心
とした成長領域を対象にベンチャー企
業への投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

山本　洋介 関東財務局 UMI3号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

素材・化学分野に特化 私募・運用 63条 金融機関等（2）、事業
法人等(2)

4 有 無 ―

山本　洋介 関東財務局 UMI3号脱炭素投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

素材・化学分野（特に脱炭素領域）に特
化

私募・運用 63条 金融機関等（1）、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

山本　洋介 関東財務局 UMI3号脱炭素東京投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

素材・化学分野（特に脱炭素領域）に特
化

運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

Lifestyle 1合同会社 関東財務局 Lifestyle 1 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産を信託財産とする信託受
益権を取得

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Lifestyle 2合同会社 関東財務局 Lifestyle 2 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産を信託財産とする信託受
益権を取得

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社石垣真栄里ホテルプ
ロジェクト

関東財務局 合同会社石垣真栄里ホテルプ
ロジェクト匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるホテルに係る信託受
益権を投資対象とする不動産信託受益
権の運用

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―
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晴海プロパティー合同会社 関東財務局 晴海プロパティー合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：オフィス、商業
施設
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 金融機関等(1)

事業法人等 (2)

3 有 無 ―

茨木松下２合同会社 関東財務局 茨木松下２匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設を対象とした信託
受益権の取得・運用・売却

運用 63条 事業法人等（3）

金融商品取引業者等
（1）

4 無 無 ―

Dawn Capital有限責任事業組
合（株式会社Akatsuki 
Ventures、石倉壱彦）

関東財務局 Dawn Capital 1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内・海外のシードからミドルステージ
のインターネット事業全般のスタート
アップを主なターゲットとして投資を行
い、投資先の成長と価値向上の支援を
提供する。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

TK有限責任事業組合（新生
TC株式会社、松原一平、山田
和孝）

関東財務局 TK成長支援投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

一般土木工事業、測量・設計、建設コ
ンサルタント業を営む会社へのバイア
ウト投資

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

合同会社オルタナ１２ 関東財務局 合同会社オルタナ12匿名組合
契約

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の居住用不動産を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対して利益分配する。

運用 63条 事業法人等（3） 3 無 無 ―

UBV-Ⅱ有限責任事業組合
（株式会社UB Ventures、岩澤
脩、頼嘉満）

関東財務局 UBV Fund-Ⅱ投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

モバイル、ソーシャル、AI、ブロック
チェーン、XRの技術革新により、100年
に一度の変革期を迎えるビジネス情報
業界およびクラウドサービスの活用に
より進むイノベーションを担う次世代ス
タートアップの成長支援を行う

① 投資ターゲット
SaaS、メディア、HRtech、Edtech、
Fintech、Healcaretech、Realtech、
Retailtech、Entertainment tech、IoT、
AI、メタバース領域のスタートアップ
② 地域
日本及び海外の事業者

私募・運用 63条 金融機関等（5）、事業
法人等（2）、金融商品
取引業者等（1）、投資
事業有限責任組合(1)

9 無 無 ―

和田倉地所合同会社 関東財務局 和田倉地所合同会社匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 沖縄県宮古島市所在のホテルにかか
る不動産信託受益権を取得し、利益獲
得を目指す。

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

UT創業者の会有限責任事業
組合(スター・マイカ・ホール
ディングス株式会社、
gooddaysホールディングス株
式会社、株式会社エルテス及
びスローガン株式会社)

関東財務局 UT創業者の会投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

東京大学出身者（在学・卒業）が創業
又は経営している国内外のシードス
タートアップへ出資を行い、企業価値を
向上させることで利益を得ることを主要
な目的とする。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)
事業法人等(1)

2 有 無 ―

AirTrunk Japan Holding4合同
会社

関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 届出者は、匿名組合の営業者として、
匿名組合員が拠出した金銭をもって、
東京都青梅市に所在するデータセン
ター用建物及び当該建物の借地権を
特定資産とする特定目的会社の優先
出資を取得する。かかる優先出資に基
づく利益配当及び残余財産分配による
収益を匿名組合員に分配する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

LAUNCHPAD FUND2株式会
社

関東財務局 LAUNCHPAD FUND2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内のIT分野で事業を展開する企業
（主にシードステージ）の株式および新
株予約権等の有価証券への投資

私募・運用 63条 事業法人等(1)、個人
（3）、投資事業有限責
任組合(1)

5 有 無 ―

STATION Ai １号有限責任事
業組合（株式会社ディープコ
ア、STATION Ai株式会社）

関東財務局 STATION Ai Central Japan 
1号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本及び国外のICT領域及び周辺技術
領域並びにその他将来性のある分野
で事業を展開する未上場企業を対象に
投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(2)、金融
機関等(6)、投資事業
有限責任組合(1)

9 有 無 ―

恵比寿東口合同会社 関東財務局 恵比寿東口合同会社匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを主な信託財産と
する不動産信託受益権を取得し、当該
信託受益権に対する信託配当又は売
却代金を原資として匿名組合員に対し
利益分配を行う。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

リキッドキャピタル合同会社 関東財務局 リキッド・グローバルエクイティ
第1号匿名組合

匿名組合契約 ヘッジファンド その他（米国の割安なグロース株式に
かかるオプション取引につき、カバード
コールやクレジット・プット・スプレッドに
より、オプションプレミアムを積み上げ
ていく投資戦略。）

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

リキッドキャピタル合同会社 関東財務局 リキッド・コリアンブリッジ第1号
匿名組合

匿名組合契約 その他 韓国法人への投資及びグループ会社
である韓国法人への融資並びに両法
人からの再投資を通じて、間接的に韓
国の不動産開発事業への融資及び出
資を行い、その利子や配当により収益
を得る投資方針。リスク特性としては、
投融資先の信用リスクがある。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

リキッドキャピタル合同会社 関東財務局 リキッド・コリアンブリッジ第2号
匿名組合

匿名組合契約 その他 グループ会社である韓国法人への融
資及び出資を通じ韓国のゴルフ開発事
業への融資を行い、その利子や配当に
より収益を得る投資方針。リスク特性と
しては、投融資先の信用リスクがある。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社Resilience I 関東財務局 合同会社Resilience I
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社Resilience II 関東財務局 合同会社Resilience II
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社Resilience III 関東財務局 合同会社Resilience III
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社Resilience IV 関東財務局 合同会社Resilience IV
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社Resilience V 関東財務局 合同会社Resilience V
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社Resilience VI 関東財務局 合同会社Resilience VI
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社Resilience VII 関東財務局 合同会社Resilience VII
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社Resilience VIII 関東財務局 合同会社Resilience VIII
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社Resilience IX 関東財務局 合同会社Resilience IX
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社Resilience X 関東財務局 合同会社Resilience X
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―
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合同会社カーサモート 関東財務局 合同会社カーサモート匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社カーサパイン 関東財務局 合同会社カーサパイン匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社カーサソルト 関東財務局 合同会社カーサソルト匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社カーサリッチ 関東財務局 合同会社カーサリッチ匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社カーサブリッジ 関東財務局 合同会社カーサブリッジ匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ロイヤルラディ 関東財務局 合同会社ロイヤルラディ匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社グランドラディ 関東財務局 合同会社グランドラディ匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ウィンベルラディ 関東財務局 合同会社ウィンベルラディ匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社リバーフロントラディ 関東財務局 合同会社リバーフロントラディ
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ジョイフルラディ 関東財務局 合同会社ジョイフルラディ
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社スノーラディ 関東財務局 合同会社スノーラディ
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社フラワーラディ 関東財務局 合同会社フラワーラディ
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社サンラディ 関東財務局 合同会社サンラディ
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社愛知ラディ 関東財務局 合同会社愛知ラディ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社名古屋ラディ 関東財務局 合同会社名古屋ラディ
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社Radiant 関東財務局 合同会社Radiant
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社エイパック・ワン 関東財務局 エイパック・ワン匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する特定出
資及び優先出資を引き受け、特定目的
会社は当該優先出資資金により不動
産信託受益権、現物不動産、匿名組合
出資持分に投資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

GINZA3合同会社 関東財務局 GINZA3合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業ビルに係る不動産信
託受益権を投資対象として不動産信託
受益権取得等を行い、利益を得ること
を目的とする。

運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

インベストメントパートナーズ
合同会社

関東財務局 インベストメントパートナーズ
匿名組合

匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

外国法人（非上場）の株券、社員権、又
は外国投資証券の取得を目的とする投
資事業有限責任組合の有限責任組合
員として、同組合に対してのみ投資を
行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

インベストメントパートナーズ
合同会社

関東財務局 インベストメントパートナーズ2
匿名組合

匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

外国法人（非上場）の株券、社員権、又
は外国投資証券の取得を目的とする外
国籍リミテッドパートナーシップの組合
員として、同リミテッドパートナーシップ
に対してのみ投資を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

インベストメントパートナーズ
合同会社

関東財務局 インベストメントパートナーズ3
匿名組合

匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

外国法人（非上場）の株券、社員権、又
は外国投資証券の取得を目的とする外
国籍リミテッドパートナーシップの組合
員として、同リミテッドパートナーシップ
に対してのみ投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

iFund2号有限責任事業組合 関東財務局 iFund2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にシード期にあるIT企業を出資対象
とする。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 そうせい監査法人

神田錦町合同会社 関東財務局 神田錦町合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の土地及び建物を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等 (1)、外国
法人又は外国人等(1)

2 有 無 ―

合同会社KCR2 関東財務局 合同会社KCR2匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における居住用物件を投資
対象とする不動産信託受益権の運用

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

ダラスプロパティー合同会社 関東財務局 ダラスプロパティー合同会社
匿名組合（Collage I)

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：オフィス
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等 (1) 1 有 無 ―

ダラスプロパティー合同会社 関東財務局 ダラスプロパティー合同会社
匿名組合（Collage II)

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：オフィス、店
舗、レジデンス
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等 (1) 1 有 無 ―

ダラスプロパティー合同会社 関東財務局 ダラスプロパティー合同会社
匿名組合（Collage III)

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：オフィス、店舗
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等 (1) 1 有 無 ―
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小林　賢治 関東財務局 シニフィアン・アントレプレナー
ズファンド投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 本ファンドは直接又は他のファンドを通
して間接的に投資を実行し、主として、
(i)成長が期待される日本企業の株式そ
の他の有価証券等、又は(ii)(i)を投資対
象とする他のファンド(当社の関連会社
が今後設立・運営する他のファンドを含
む。)を投資対象とする。直接又は他の
ファンドを通じて投資される事業領域
は、主に、IT、インターネット、デバイ
ス、ロボティクス、FinTech、AI、通信テ
クノロジー、IoT、ソフトウェアなどを含め
今後の成長が期待される事業分野を
対象とする。

運用 63条 個人(2)、事業法人等
(1)

3 有 無 ―

合同会社ＣＲＥＭＬファンド４ 関東財務局 匿名組合ＣＲＥＭＬファンド４ 匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（主に物流施
設）に係る不動産信託受益権を取得・
保有・処分等して収益を得ることによ
り、利益獲得を目指す。

運用 63条 事業法人等(2)、金融
商品取引業者等(1)

3 無 無 ―

ＣＥＳ福島１太陽光発電所合
同会社

関東財務局 ＣＥＳ福島１太陽光発電所合
同会社匿名組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

福島県西白河郡において太陽光発電
事業を行う会社に対する出資の配当又
は（将来的に同会社の社員持分を第三
者に売却した場合における）売却代金
を原資として匿名組合員に対し利益分
配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社Ａｓｃｏｔ　Ｐｒｉｍｅ　Ｌｏ
ｇｉｓｔｉｃｓ仙台扇町

関東財務局 合同会社Ａｓｃｏｔ　Ｐｒｉｍｅ　Ｌｏ
ｇｉｓｔｉｃｓ仙台扇町匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の土地を信託財産とする不動
産信託受益権を取得し、当該土地上に
物流施設を建設後に追加信託し、当該
信託受益権から生ずる信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社TK 関東財務局 Angel Z Investment 
Partnership

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内及び海外のシードステージス
タートアップを中心に投資。

私募・運用 63条 個人(2)、事業法人等
(1)

3 有 無 ―

黒瀧　将史 関東財務局 Angel Z Investment 
Partnership

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内及び海外のシードステージス
タートアップを中心に投資。

私募・運用 63条 個人(2)、事業法人等
(1)

3 有 無 ―

桜井　俊平 関東財務局 Angel Z Investment 
Partnership

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内及び海外のシードステージス
タートアップを中心に投資。

私募・運用 63条 個人(2)、事業法人等
(1)

3 有 無 ―

合同会社ＫＢＭＦ１ 関東財務局 スマート・オルタナティブ・メザ
ニンローンファンド投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

不動産・不動産信託受益権により担保
若しくは信用補完され、又は不動産・不
動産信託受益権を裏付資産とする貸付
債権又は証券（主な投資対象企業の業
種：不動産業、投資対象資産の種類：
特定金外信託受益権、劣後ローン、劣
後債等）を、投資事業有限責任組合契
約に基づく出資による調達金にて購入
し、購入した貸付債権又は証券の売
却、金利収入、分配金等によって収益
を上げ、現金化することを目的とする。

私募・運用 63条 金融機関等(8) 8 無 無 ―

合同会社JRPF栄 関東財務局 合同会社JRPF栄
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社JRPF十三 関東財務局 合同会社JRPF十三
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社JRPF関内 関東財務局 合同会社JRPF関内
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社JRPF黒川 関東財務局 合同会社JRPF黒川
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社JRPF伏見 関東財務局 合同会社JRPF伏見
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社JRPF日本橋 関東財務局 合同会社JRPF日本橋
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

チェントミリアルド３号合同会
社

関東財務局 チェントミリアルド３号合同会
社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における居住用不動産を投
資対象とする不動産信託受益権の運

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

インテリジェンスユニット合同
会社

関東財務局 Crypto Asset Index Fund LP 投資事業有限
責任組合契約

その他 複数の暗号資産が含まれる暗号資産
インデックスの価格に連動することを目
標とします

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

メタバースインベストメンツ合
同会社

関東財務局 メタバース・インベストメント・
ファンド１号

匿名組合契約 その他 メタバースにおけるノンファンジブルトー
クン(NFT)への投資

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社ライラックマネジメン
ト

関東財務局 合同会社ライラックマネジメン
ト匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社インスパイア・インベ
ストメント

関東財務局 INSPiRE Mutualistic 
Symbiosis Fund 1 投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 LPS設立後に、「農林漁業法人等に対
する投資の円滑化に関する特別措置
法（平成14年5月29日法律第52号、そ
の後の改正を含む。）」（以下、「改正円
滑化法」に基づき、農林水産大臣の「農
林漁業法人等投資育成事業に関する
計画」の承認を受ける予定です。
「改正円滑化法」の主旨に基づき、日本
国内外の食関連企業やフード・アグリ
テックベンチャーへの投資や海外展開
をはじめとする事業化支援を行うこと
で、日本の農林漁業及び食品産業の
持続的な発展に貢献することを目指し
ます。

運用 63条 金融機関等(11)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(1)

13 有 無 ―

清水 夕稀 関東財務局 IF Platform Fund1号投資事業
組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本国内に事業基盤を有する法
人（シードステージのスタートアップに特
化）に対する投資を行うことにより、中
期的に投資先事業者の企業価値の増
大に貢献し、併せて組合財産の価値の
増大を図ることを目的とする。

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

Ogasawara IBLP合同会社 関東財務局 Ogasawara投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

Okinoshima Holdings2合同会
社

関東財務局 Okinoshima Holdings2匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

ハッピーフューチャー合同会
社

関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：ホテル
対象地域：日本
信託受益権を取得・保有し、賃料その
他当該信託受益権からの収益、当該信
託受益権の売却による利益獲得を目
的としたファンド

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

井坂　省三
北澤　知丈
坂　祐太郎
高原　瑞紀
藤井　淳史
三好　啓介

関東財務局 ジャフコV7投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ITを中心とした成長業種・スタートアッ
プ・アーリーステージ企業を主な対象に
投資を行う

私募・運用 63条 金融機関等(12)、投資
事業有限責任組合
(4)、事業法人等(2)

18 無 無 ―
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合同会社Gemini１ 関東財務局 合同会社Gemini１匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京都港区赤坂に所在するオフィスビ
ルを主たる信託財産とする信託受益権
の準共有持分を取得し、当該オフィスビ
ルに係る収益を得ることにより運用事
業を行う。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(4)

5 有 無 ―

千代田インベストメント株式会
社

関東財務局 千代田インベストメント第１号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

継続的成長が見込まれる、東証グロー
ス～スタンダード上場企業（業種：小売
り、テクノロジー等）の株式・新株予約
権等を5～10％程度取得し、営業支援
等を通じて企業価値を高め、マーケット
での売却を目指す。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

JPE第２号株式会社 関東財務局 JIA1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場株式投資 私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

白老ＭＡアセット合同会社 関東財務局 白老MAアセット匿名組合 匿名組合契約 その他 国内の太陽光発電事業を行う合同会
社に匿名組合出資を行い、当該出資に
対する配当を原資として匿名組合員に
対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ソラシード３有限責任事業組
合（ソラシードスタートアップス
タジオ株式会社及び柴田泰
成）

関東財務局 ソラシード3投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のIT分野の企業（無限責任組合
員の組合員である柴田康成自身が創
業した企業を含む。）を主な投資対象と
し、典型的には、それらの企業のシード
又はアーリーステージにおける株式そ
の他の有価証券を取得する方針であ
る。その上で、投資対象となる企業の
サポート等を通じて企業価値を高め、
最終的には株式上場やM&A等に伴っ
てExitすることにより、利益の獲得を目
指す。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

ＷＭグロース５有限責任事業
組合（ＷＭパートナーズ株式
会社、松本　守祥、徳永　康
雄、新井　洋司、井芹　健太
郎）

関東財務局 ＷＭグロース５号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 成長企業へのグロースキャピタル投資
及びバイアウト投資を主たる目的とし、
成長段階にある中堅・中小企業への投
資を行う。

運用 63条 金融機関等(8)、金融
商品取引業者等(1)、
事業法人等(2)

11 有 無 ―

HKSF合同会社 関東財務局 ひょうご神戸スタートアップ投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「兵庫県内に本社または拠点を有する
企業」又は「今後兵庫県内に拠点を整
備する予定の企業」に投資を行うベン
チャーキャピタル。

運用 63条 金融機関等(5) 5 有 無 ―

ＡＡファンド２号有限責任事業
組合（有安伸宏、Ｂｈ合同会
社）

関東財務局 ＡＡファンド２号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に一般消費者向けビジネスなどを行
うシードからアーリーステージ（一部、
レーターステージ）の国内の未公開企
業を投資対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1） 1 無 無 ―

合同会社ＺＥＨＰＪ１ 関東財務局 ＺＨＰＪ１（目黒）
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内の居住用不動産を投資対象とし、
賃料収入、不動産信託受益権の売却
による利益獲得を目的とした投資を行
う。

運用 63条 事業法人等(3) 3 有 無 ―

合同会社ＺＥＨＰＪ１ 関東財務局 ＺＨＰＪ１（西新宿）
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内の居住用不動産を投資対象とし、
賃料収入、不動産信託受益権の売却
による利益獲得を目的とした投資を行
う。

運用 63条 事業法人等(3) 3 有 無 ―

WUV1号GP有限責任事業組合
（早稲田大学ベンチャーズ株
式会社、山本哲也、太田裕
朗、丹羽大介、大野聡子）

関東財務局 WUV1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本国内で事業を行う、早稲田大
学に関連するベンチャー企業、早稲田
大学とのシナジーを見込める事業を行
うベンチャー企業、並びに他の大学及
び研究機関に関連した国内外の技術
革新を軸とするベンチャー企業を投資
対象とする。

運用 63条 金融商品取引業者等
(2)、金融機関等(4)、投
資事業有限責任組合
(1)、事業法人等(3）

10 無 無 ―

ＺＥＣ１合同会社 関東財務局 ZEC1匿名組合 匿名組合契約 社会投資ファン
ド

主として固定価格買取（FIT）制度の適
用を受ける国内再生可能エネルギー発
電事業を裏付資産とするプロジェクト
SPCに投資する

運用 63条 投資事業有限責任組
合 (1)

1 無 無 ―

合同会社ＷｉｎｅＢａｎｋ　Ｐ１ 関東財務局 WineBank P1（ワインファンド） 匿名組合契約 現物ファンド
※事業ファンド
を含む

Grand Vin Classのワインへの投資を行
う。運用予定期間は10年間とし、分配
率はワイン売却利益の75%（年率10%程
度）を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社DT京都清水 関東財務局 DT京都清水匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内の宿泊用不動産を投資対象とし、
ホテル収入、不動産信託受益権の売却
による利益獲得を目的とした投資を行
う。

運用 63条 事業法人等(2)、金融
商品取引業者等(1)

3 有 無 ―

ALJ Student Housing合同会
社

関東財務局 ALJ Student Housing合同会
社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる信託受益権（投資対象不動
産の種類：学生寮、投資対象地域：日
本）を匿名組合契約に基づく出資にて
購入し、信託受託者を通じる等して対
象不動産等の賃貸及び売却等によって
収益を上げ、現金化することを目的と
する。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社シルバーリーフ 関東財務局 合同会社シルバーリーフ匿名
組合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（老人ホーム）
にかかる不動産信託受益権を取得・保
有・処分等して収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

松竹ベンチャーズ株式会社 関東財務局 松竹ベンチャーズ1号投資事
業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外の主にエンタテインメント領域を
対象としたアーリーステージのベン
チャー企業への出資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

PODカルチャー合同会社 関東財務局 Joker-PODコンテンツファンド1
号匿名組合

匿名組合契約 コンテンツ・ファ
ンド

民法上の組合である劇場映画等の製
作委員会に出資をして著作権等を取得
し、その事業収益を得ることにより利益
獲得を目指す

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

有限責任事業組合コーラル・
グロース2号（株式会社Coral 
Capital、サン・パシフィック株式
会社、Arkania 
Management,LLC）

関東財務局 Coral Growth II, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

主にIT、通信、インターネット・テクノロ
ジー分野にフォーカスした企業で、直接
的又は間接的に日本で業務を行う企業
に投資を行い、厳選された投資家に対
し長期的な資本増価を実現化する機会
を提供する。

私募・運用 63条 金融機関等（2）、事業
法人等（1）

3 有 無 ―

ジャパン・ドミトリー１合同会社 関東財務局 ジャパン・ドミトリー１合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（学生寮）に係
る不動産信託受益権を取得し、保有、
管理又は売却を行うことにより利益を
得ること

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ジャパン・ドミトリー１合同会社 関東財務局 ジャパン・ドミトリー１合同会社
匿名組合２

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（学生寮）に係
る不動産信託受益権を取得し、保有、
管理又は売却を行うことにより利益を
得ること

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ジャパン・ドミトリー１合同会社 関東財務局 ジャパン・ドミトリー１合同会社
匿名組合３

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（学生寮）に係
る不動産信託受益権を取得し、保有、
管理又は売却を行うことにより利益を
得ること

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

New Commerce Ventures有限
責任事業組合（松山馨太、大
久保洸平、New Commerce 
Ventures株式会社）

関東財務局 New Commerce Explosion投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

小売・流通をDX・SXするスタートアップ
を支援するファンド

私募・運用 63条 個人(1)、事業法人等
（3）、金融商品取引業
者等(1)

5 有 有 そうせい監査法人

ＡＹＲ２合同会社 関東財務局 ＡＹＲ２合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 金融機関等（2） 2 無 無 ―

合同会社MNY Lab 関東財務局 ADS Capital投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として、中長期的に成長が見込まれ
る国内外のユニコーン企業等の未上場
企業の株式、新株予約権付社債（ワラ
ント債）、転換社債型新株予約権付社
債（CB）、国内上場会社の株式、ファン
ドオブファンズ持分に対する投資を行
う。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

ADS Capital Partners有限責
任事業組合（合同会社ADS 
Capital Partners　木野村　守
彦、木野村　光庸）

関東財務局 ADS Capital投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として、中長期的に成長が見込まれ
る国内外のユニコーン企業等の未上場
企業の株式、新株予約権付社債（ワラ
ント債）、転換社債型新株予約権付社
債（CB）、国内上場会社の株式、ファン
ドオブファンズ持分に対する投資を行
う。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―
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河村　修一郎、細谷　賢由、西
川　徹、中村　謙吾、小林　孝
宏

関東財務局 EEI5号イノベーション＆インパ
クト投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

脱炭素社会の実現に向けて飛躍が期
待される次世代のエネルギー領域やモ
ビリティ・物流領域を中心に社会課題解
決に寄与する革新的なビジネスモデル
やテクノロジーを有する企業、及び持続
可能な社会の実現のために経済的な
成長と社会的インパクトの創出を両立
する新規の事業領域を担う企業への投
資を行う。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(15)、
事業法人等(3)

19 有 無 ―

ＰＦ１有限責任事業組合（Full 
Commit Partners株式会社、山
田優大）

関東財務局 Partners Fund 1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内のIT分野の企業を主な投資対象と
し、典型的には、それらの企業のシード
又はアーリーステージにおける株式そ
の他の有価証券を取得する方針であ
る。その上で、投資対象となる企業の
サポート等を通じて企業価値を高め、
最終的には株式上場やM&A等に伴っ
てExitすることにより、利益の獲得を目
指す。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

丸の内イノベーションパート
ナーズ株式会社

関東財務局 Marunouchi Climate Tech 
Growth Fund L.P.

外国の法令に
基づく権利

その他 主に、エネルギートランスフォーメーショ
ン分野で事業を行う成長段階にある世
界中の企業へマイノリティ投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(3)

4 有 無 ―

株式会社産業創成アドバイザ
リー
SSC01有限責任事業組合（株
式会社産業創成アドバイザ
リー、橋本泰）

関東財務局 SSC01投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主として日本において行われる半導体
製造事業又はその周辺事業若しくは関
連事業（以下、半導体製造事業並びに
その周辺事業及び関連事業を併せて
「半導体製造関連事業」と総称する。）
を営む法人その他の事業主体等（以下
「法人等」という。）への投資案件、
上記の法人等による半導体製造関連
事業に係る買収案件の支援案件、
半導体製造関連事業における事業そ
のもの又は資産の売却、
その他上記に類似する案件

私募・運用 63条 個人(1)、事業法人等
(1)

2 有 無 ―

出向起業スピンアウトキャピタ
ル1号有限責任事業組合（奥
山恵太・出向起業スピンアウト
キャピタル合同会社）

関東財務局 出向起業スピンアウトキャピタ
ル1号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内にて事業を行うプレシード・
シードスタートアップ企業等を対象とす
る。具体的には、情報サービス業・製造
業等に該当する事業領域での事業立
ち上げを目指す企業への投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

サイドウェイズ有限責任事業
組合（株式会社フリークアウト・
インベストメント、ザシードキャ
ピタル株式会社、廣澤太紀）

関東財務局 サイドウェイズ1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主としてシードステージからアーリース
テージに移行しようとするマーケティン
グSaaS、DX（デジタルトランスフォー
メーション）及びメディアの3つの分野を
中心に投資を行う。また、その他国内で
も急成長が予想される領域に投資を行
う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ＨＮＯ 関東財務局 合同会社HNO匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の土地を信託財産とする不動
産信託受益権を取得し、当該土地上に
オフィスビルを建設後に追加信託し、当
該信託受益権から生ずる信託配当又
は売却代金を原資として匿名組合員に
対し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

ニッポン・ウエルス・AMAMO合
同会社

関東財務局 ニッポン・ウエルス・AMAMO
ファンド匿名組合

匿名組合契約 その他 米国カリフォルニア州政府発行の排出
権（現物及び先物）へ投資を行う米国
デラウェア州LLC持分に投資を行う。当
ファンドは、排出権現物証書に2030年
までエクスポージャーを高位に維持す
ることで価格上昇によるキャピタルゲイ
ン獲得を目標とするが、市場変化によ
り、先物市場でヘッジすることがある。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）、
金融機関等（1）

2 有 無 ―

TC4号有限責任事業組合（株
式会社AD Fund 
Management、笠井玲央、本田
貴大、上杉修平、鍬野槙彦、
沼沢想太）

関東財務局 TC4号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業への投資 私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（3）、事業法人等(3)、
金融機関等（1）

7 有 無 ―

First REIT Japan 2合同会社 関東財務局 TOKUMEI KUMIAI 
AGREEMENT

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の老人ホーム等を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金等により利益を得ること

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

15th Rock 2号有限責任事業
組合（株式会社アドベン
チャー・キャピタル・パートナー
ズ、Star Lab株式会社、源健
司、中島徹）

関東財務局 15th Rock Fund 2号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のヒューマン・オーグメンテー
ション分野の技術を有するシード、アー
リー及びエクスパンションステージのス
タートアップに投資し、市場での成長を
支援することで企業価値向上を図る。

私募・運用 63条 金融機関等(4)
事業法人等(3)

7 有 有 Ginza Yuwa公認会計士共同
事務所

CES九州1太陽光発電所合同
会社

関東財務局 CES九州1太陽光発電所合同
会社匿名組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

鹿児島県姶良市において太陽光発電
事業を行う会社に対する出資の配当又
は（将来的に同会社の社員持分を第三
者に売却した場合における）売却代金
を原資として匿名組合員に対し利益分
配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社赤坂マーヴェリック 関東財務局 合同会社赤坂マーヴェリック
匿名組合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（ホテル）にか
かる不動産信託受益権を、必要な資金
を調達して取得・保有し、オフィスへの
コンバージョンを実施の上、処分等して
収益を得ることにより、利益獲得を目指
す。

運用 63条 金融機関等（1）、事業
法人等（2）

3 有 無 ―

合同会社ハッピー浅草 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：ホテル
対象地域：日本
信託受益権を取得・保有し、賃料その
他当該信託受益権からの収益、当該信
託受益権の売却による利益獲得を目
的としたファンド

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社平河町オートリース 関東財務局 FC車両ファンド１号 匿名組合契約 現物ファンド
※事業ファンド
を含む

運送会社等へのトラック等の車両リー
ス事業

私募 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

竹岡　裕介 関東財務局 グロースファンド、匿名組合1
号ファンド

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

IPOへの期待が高い金融系事業を営む
レイターステージの事業会社への投資

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 芝　清隆

竹岡　裕介 関東財務局 匿名組合2号ファンド 匿名組合契約 商品ファンド 不動産特定共同事業法の範囲で組成
される商品への投資

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

永代プロパティー合同会社 関東財務局 永代プロパティー合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：レジデンス・店
舗
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等 (1) 1 有 無 ―

十二社プロパティー合同会社 関東財務局 十二社プロパティー合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：オフィス
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 金融機関等（1）、事業
法人等（2）

3 有 無 ―

水天宮プロパティー合同会社 関東財務局 水天宮プロパティー合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：商業施設
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等 (1) 1 有 無 ―
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）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

PROSPER･CAPITAL有限責任
事業組合（株式会社
PROSPER、株式会社Plan･
Do･See、野田　豊加、立花　
陽三、佐藤　公春、益田　翠）

関東財務局 PROSPER日本企業成長支援
ファンド第一号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本国内を主たる事業基盤とする中
堅・中小企業で、宿泊業・飲食サービス
業をコアセクターとして、コアセクターと
のシナジー効果による成長が期待でき
る周辺セクター（一般消費者に身近なB 
to C業種）の未上場企業の株式を投資
対象とする。原則として未上場株式へ
マジョリティ投資をし、経営権を確保。
投資先企業の売上と利益を向上させ、
バリューアップを図ったうえで、第三者
へのトレードセールやIPOにより投資資
金を回収する。

運用 63条 金融機関等(13)、事業
法人等(4)、個人（1）

18 有 無 ―

マイアミプロパティー合同会社 関東財務局 マイアミプロパティー合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：オフィス・研究
所
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等 (1) 1 無 無 ―

合同会社APG Asset 1 関東財務局 合同会社APG　Asset1匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本に所在の不動産に係る信託受益
権の取得、保有、管理、及び処分

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

Lifestyle 3合同会社 関東財務局 Lifestyle 3 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産を信託財産とする信託受
益権を取得

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Lifestyle 4合同会社 関東財務局 Lifestyle 4 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産を信託財産とする信託受
益権を取得

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

みらいコンサルティング投資株
式会社

関東財務局 ちいきみらい創造ファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

金融機関から貸付債権を買い取り、投
資先の再生を図る

私募・運用 63条 金融機関等（7）、
事業法人等（1）

8 無 無 ―

合同会社ルビィ 関東財務局 資産保有匿名組合契約 匿名組合契約 事業再生ファン
ド

主に国内法人の株式、持分、国内法人
への金銭債権等を取得し、それらの配
当、利息又は売却代金を原資として匿
名組合員に対し利益分配を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

合同会社イーザス 関東財務局 合同会社イーザス匿名組合出
資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の底地を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

GHOVC1号有限責任事業組合
（株式会社Global Hands-On 
VC、安永謙、シュリチャンド・ド
ダニ、アレン・マイナー、及川
卓也、リチャード・バード・ダッ
シャー）

関東財務局 GHOVC Fund I投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として最先端技術やサービスに関連
する分野の、日本のスタートアップ（日
本と関係のある海外事業者も含む）に
投資する

私募・運用 63条 事業法人等(2)、金融
商品取引業者等(1)

3 有 無 ―

株式会社Zen Pharma Design 関東財務局 ZPD Innovative Fund投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

医療分野に特化して、日本の優れたベ
ンチャー企業の技術を海外に広げてい
く

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

MT-SMYインベストメント合同
会社

関東財務局 MT-SMYインベストメント合同
会社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるレジデンス用不動産
を投資対象とする不動産信託受益権の
運用

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

合同会社西神中央レジ開発 関東財務局 西神中央レジ開発匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内の居住用不動産の取得、建物の
建築、信託設定、その他の匿名組合契
約に基づく事業

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

合同会社Trilogy 関東財務局 合同会社Trilogy匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における商業用不動産を投
資対象とする不動産信託受益権の運

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社ティーダ 関東財務局 合同会社ティーダ匿名組合出
資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社シルバーシャト― 関東財務局 合同会社シルバーシャト―匿
名組合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（老人ホーム）
にかかる不動産信託受益権を取得・保
有・処分等して収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

ES有限責任事業組合（SCIバ
イアウト2号株式会社、山田和
孝）

関東財務局 ES成長支援投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

小型モーターの製造・輸入・販売事業を
営む会社へのバイアウト投資

私募・運用 63条 金融機関等（1）
投資事業有限責任組
合（１）

2 無 無 ―

GJIC1号GP有限責任事業組
合（日本・食産業投資コンソー
シアム株式会社、井上恵一、
大𣘺秀平、小田真太郎、日本
成長投資アライアンス株式会
社、まん福ホールディングス株
式会社）

関東財務局 GJIC1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本国内における食産業関連事業を
営む中堅・中小企業を投資対象とする
バイアウト・ファンド

私募・運用 63条 金融機関等(5)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(1)

7 無 無 ―

合同会社LOGI FLAG6号 関東財務局 合同会社LOGI FLAG6号匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における物流施設を投資対
象とする不動産信託受益権の運用

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社LOGI FLAG7号 関東財務局 合同会社LOGI FLAG7号匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における物流施設を投資対
象とする不動産信託受益権の運用

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ALJ Healthcare合同会社 関東財務局 ALJ Healthcare合同会社匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ALJ Healthcare2合同会社 関東財務局 ALJ Healthcare2合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社SNETインベストメント 関東財務局 あましん－SNETＩ投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 以下の①～③の戦略にて運用を行う。
①いわゆる「事業承継ファンド」
後継者のいない会社の株式を購入しバ
リューアップした上で第三者に売却、あ
るいは若輩の後継者の場合は共に経
営に参画して一定期間後に後継者に
売却
②「事業再生ファンド」
経営状況が悪化している会社の株式を
購入してバリューアップし、第三者や従
業員等に売却
③ ①、②以外に安定株主対策や、少
数株主持分買戻しの受け皿等のニー
ズで株式購入
リスク特性としては、運用成果が株式
の発行者の業績等に左右される点が
ある。

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

株式会社SNETインベストメント 関東財務局 しののめ－SNETI投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 事業承継ファンド。
後継者不在等事業承継に課題を持つ
未公開企業の株式を取得し、経営支援
による企業価値の向上を図った後、後
継者あるいは第三者企業に売却する。
投資対象は日本国内。リスク特性とし
ては、非上場株式への投資になるの
で、相対で情報を入手する必要がある
ことや、流動性リスクがあること等が存
在する。

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

株式会社SNETインベストメント 関東財務局 ひがしん－SNETI投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

以下の①～③を対象とする投資、経営
戦略・事業戦略に関する指導・サポート
①高度な技術力や付加価値の高いビ
ジネスモデル等を有し、今後の成長と
企業価値の向上が期待できる企業
②企業の安定的な成長に伴って資金
需要が見込まれ、東京東信用金庫の
融資業務の機能補完につながるととも
に、投資元本の回収や投資採算が見
込める企業
③資本政策や事業承継の課題を抱え、
本組合からの投資あるいは株式保有
と、投資育成の実行により、課題の解
決と企業価値の成長が期待できる企業

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―
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ＴＢＧＰ株式会社 関東財務局 TB投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

特定の国内企業への出資を目的とした
ターゲットファンド

私募・運用 63条 事業法人等（9）、投資
事業有限責任組合
(4)、金融機関等(5)

18 有 無 ―

ティーアールピー1号有限責任
事業組合（トパーズ・リージョナ
ル・パートナーズ株式会社、森
直樹、吉戒孝、松田清人、合
同会社AYK26、池本正英、野
澤康隆、砂田（佐藤）有紀

関東財務局 トパーズ・リージョナル・ファン
ド1号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

今後需要が高まる、事業再生が必要な
日本の中堅・中小企業に対して投資を
行い（主として優先株（転換権付き）、普
通株、社債による。）、組合員のネット
ワークと再生支援の幅広いメニューに
より、財務体質の改善、事業再生の支
援等を行う。ミドルリスク・ミドルリターン
の案件を中心に扱う。また、コロナ対策
支援、地方経済活性化等のテーマに直
接的又は間接的に資する案件にも取り
組む。

私募・運用 63条 金融機関等（12）、投資
事業有限責任組合
（1）、事業法人等(1)

14 無 無 ―

合同会社ＯＷ３ 関東財務局 ＯＷ３匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権を取得し、信託土地
上に建物を建設して追加信託し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とにより、利益獲得を目指すファンドと
する。

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

SBI地方創生サービシーズ株
式会社

関東財務局 地方創生サービシーズ1号匿
名組合

匿名組合契約 現物ファンド
※事業ファンド
を含む

匿名組合の調達資金で事業運営を行
い、その事業収益を分配

私募 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

永田町リーガルアドバイザー
株式会社

関東財務局 永田町リーガル投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

フェムトグロース・ワン合同会
社

関東財務局 フェムトグロース・ワン投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット及びIT（情報通信技術）を
利用した事業に関連するアーリース
テージ以降の会社を主な投資対象とす
る。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）
金融商品取引業者等
（1）
金融機関等（1）

3 有 無 ―

府中四谷五丁目合同会社 関東財務局 府中四谷五丁目合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の底地を主たる信託財産とす
る信託受益権を取得し、賃料その他当
該不動産からの収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社Ｍ３プロジェクト 関東財務局 合同会社Ｍ３プロジェクト匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都心又は政令指定都市に立地す
る商業施設・オフィスビル等を取得し、
稼働率を高めて売却

運用 63条 金融機関等(1)
事業法人等(2）

3 無 無 ―

今泉プロパティー合同会社 関東財務局 今泉プロパティー合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：店舗・レジデ
ンス
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等 (1) 1 無 無 ―

薬院プロパティー合同会社 関東財務局 薬院プロパティー合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：店舗・商業施
設
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等 (1) 1 無 無 ―

ＲＹＣパートナーズ株式会社 関東財務局 ミティゲート投資事業組合 民法上の組合
契約

アクティビスト・
ファンド

主に、市場評価が低い低PBR上場株に
対し、発行済株式総数の数％～数十％
取得し、株主として、企業価値向上施
策などを提案。株価上昇によるキャピタ
ルゲインの獲得を目指すファンドとす
る。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 有 無 ―

合同会社エイパック・ツー 関東財務局 エイパック・ツー匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する特定出
資及び優先出資を引き受け、特定目的
会社は当該優先出資資金により不動
産信託受益権、現物不動産、匿名組合
出資持分に投資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

renga第0号合同会社 関東財務局 renga第0号匿名組合 匿名組合契約
（令第１条の12
第２号に規定
する権利）

不動産ファンド 主として都心のレジデンスを投資対象
物件とする不動産私募ファンド

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

萩合同会社 関東財務局 萩匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権及び株式会社
の発行する株式に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

港北インベストメント合同会社 関東財務局 港北インベストメント合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設を主たる信託財
産とする信託受益権を取得し、賃料そ
の他当該不動産からの収益を得ること
により、利益獲得を目指す。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＴＡ千代田合同会社 関東財務局 ＴＡ千代田合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における不動産（レジデンス）
を投資対象とする不動産信託受益権の
運用

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

有限責任事業組合DMC alpha
（Diamond Medino Capital 株
式会社、長谷部　光泉、行方　
貴広、西田　尚弘）

関東財務局 DMC1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として、中長期的に成長が見込まれ
る国内外の未上場企業の株式、新株
予約権付社債（ワラント債）、転換社債
型新株予約権付社債（CB）、国内上場
会社の株式、ファンドオブファンズ持分
に対する投資を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）、金融機関等
（1）、事業法人等（１）

3 有 無 ―

ＴＫ　Ｃａｐｉｔａｌ株式会社 関東財務局 TK Capital匿名組合 匿名組合契約 その他 株式、集団投資スキームの持分、社債
その他の国内外の有価証券等の取得
等及び銀行その他の金融機関への預
金等を通じた運用事業を行う。

私募・運用 63条 事業法人等 （1） 1 有 無 ―

大和ＰＩキャピタル株式会社 関東財務局 大和PIC事業支援１号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の中堅・中小企業への株式投資。 私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(6)

7 有 無 ―

虎ノ門インパクトキャピタル合
同会社

関東財務局 東京ウェルネスインパクト投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

出資された金銭をもって、日本国内の
ウェルネス領域におけるシードステージ
を中心に、レイトステージまで幅広い事
業ステージのスタートアップを対象に投
融資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（3）、金融
機関等(2)

5 有 無 ―

株式会社FRONTLINE 関東財務局 SustainabilityX投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

業種：プラスチック・紙製品メーカー、
地域：日本国内
投資方針：新素材やリサイクル材を活
用して環境に配慮した付加価値の高い
製品を製造販売し、継続的な企業価値
の向上を目指す。
戦略：上場や株式売却によりキャピタル
ゲインを得る。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

株式会社Cygames Capital 関東財務局 CYG Fund投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象の業種の制限はなし。主に
シード・アーリー・ミドルステージの企業
を投資対象とする。社会問題を解決す
るスタートアップや、5年後に社会のスタ
ンダードとなるような事業を行うスタート
アップを中心に投資する。1回あたりの
投資額は数千万円から1億円程度。事
業進捗に応じて2億以上の金額で追加
投資を行うこともある。事業シナジーよ
りも財務リターンを重視する。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―
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土屋アセットマネジメント株式
会社

関東財務局 TAM投資事業有限責任組合1
号ファンド

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

当ファンドはメザニンファイナンスを中
心に運用を行うファンドであり、主にM
＆Aファイナンスにおけるメザニン部分
に投資を行う。投資対象企業の業種は
特に限定せず、幅広い業種をその投資
対象とする。
投資対象資産の種類については、Ｍ＆
Ａ関連では劣後ローン／劣後債、優先
株／種類株、ハイブリッドファイナンス
などであり、それ以外には、プライベー
ト・デット、国内社債、国内外銀行劣後
債、ドル建てソブリン債、転換社債、ハ
イブリッド社債、米国ハイイールド債、
CDS、CLOs、証券化商品、不動産証券
化商品、株式、破産更生債権、不良債
権などを取り扱う。
いずれの投資対象においてもクレジット
リスクの観点から分析・投資判断を行う
ものである。本邦クレジット市場におい
て機関投資家の制約条件となっている
格付けによる限定的な投資から発生す
るクレジット価格のミスプライシングを積
極的に利用し、またハイイールド特有
の低流動性に起因する潜在的高リター
ンをマネタイズすることも投資戦略の一
つである。

私募・運用 63条 事業法人等（2）、金融
機関等（1）

3 有 無 ―

合同会社CJ1 関東財務局 合同会社CJ1匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（レジデンス）に
かかる不動産信託受益権を取得・保
有・処分等して収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

運用 63条 事業法人等（4） 4 無 無 ―

KR Shintomi合同会社 関東財務局 KR Shintomi匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権を特定資産と
する特定目的会社の特定出資及び優
先出資を取得

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社RF 関東財務局 RF匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる土地を信託財産とする不動
産信託受益権（投資対象地域：日本）
を、匿名組合契約に基づく出資並びに
借入金にて購入し、当該土地上に建物
（投資対象不動産の種類：物流施設）を
建築し、追加信託設定する等した上
で、信託受託者を通じる等して対象不
動産等の賃貸及び売却等によって収益
を上げ、現金化することを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社Ｖ紀尾井町 関東財務局 合同会社V紀尾井町匿名組合
契約

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

合同会社ＺＥＨＰＪ２ 関東財務局 ＺＨＰＪ２（浦和美園①）匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内の居住用不動産を投資対象とし、
賃料収入、不動産信託受益権の売却
による利益獲得を目的とした投資を行
う。

運用 63条 事業法人等(3) 3 有 無 ―

合同会社ＺＥＨＰＪ３ 関東財務局 ＺＨＰＪ３（浦和美園②）匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内の居住用不動産を投資対象とし、
賃料収入、不動産信託受益権の売却
による利益獲得を目的とした投資を行
う。

運用 63条 事業法人等(3) 3 有 無 ―

合同会社ＺＥＨＰＪ３ 関東財務局 ＺＨＰＪ３（千川）匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内の居住用不動産を投資対象とし、
賃料収入、不動産信託受益権の売却
による利益獲得を目的とした投資を行
う。

運用 63条 事業法人等(3) 3 有 無 ―

合同会社ＤＬＳＦ 関東財務局 ESG配慮型不動産ファンド 匿名組合契約 不動産ファンド 国内不動産（有料老人ホーム４棟）に
関する信託受益権を取得し、賃料その
他当該不動産からの収益を背景とした
信託配当を得ることにより、利益獲得を
目指すファンド

運用 63条 金融機関等(1)
ならびに事業法人等(1)

2 無 無 ―

株式会社リバネスキャピタル 関東財務局 ジャーミネーションファンド1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

優れた情熱又は技術をもって課題解決
に挑む、プラットフォーム型事業を展開
する国内の非上場企業

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

DHHF２合同会社 関東財務局 DHHF２匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設を対象とした信託
受益権の取得・運用・売却

運用 63条 事業法人等（4） 4 無 無 ―

株式会社鈴木商店 関東財務局 虎ノ門１号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社草葉町インベストメン
ト

関東財務局 合同会社草葉町インベストメン
ト匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における不動産（レジデンス）
を投資対象とする不動産信託受益権の
運用

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

MCPファミリア株式会社 関東財務局 MCP Familiar投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

議決権50%超の普通株式もしくは議決
権付種類株式を取得（但し、議決権1/3
超50%以下も一部取得）。
事業承継、株主集約等に対し、資金を
提供。
投資実行後、投資先企業の経営改革
をサポート、自己株式取得によるExitを
基本方針とする。

私募・運用 63条 事業法人等（1）、
金融機関等（4）

5 有 無 ―

合同会社嬉野 関東財務局 合同会社嬉野匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 佐賀県に所在する土地建物を信託財
産とする不動産信託受益権を取得す
る。当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1)、
金融機関等(1)

2 無 無 ―

SSS Capital 1号有限責任事
業組合（SSS Capital合同会
社、神谷　遼多）

関東財務局 SSS Capital１号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT分野の企業を主な投資対象とし、典
型的には、それらの企業のシード又は
アーリーステージにおける株式その他
の有価証券を取得する方針である。そ
の上で、投資対象となる企業のサポー
ト等を通じて企業価値を高め、最終的
には株式上場やM&A等に伴ってExitす
ることにより、利益の獲得を目指す。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

山下　慶祐 関東財務局 九州発ジャパン・エボリュー
ション・ファンド投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

本組合の投資目的は、社会的課題に
対する技術的ソリューションを提供し、
ESGインテグレーションを通じて持続可
能な成長を推進する日本で活動する
アーリーステージからレイトステージの
非上場企業に対する投資により、長期
的な資本増価を実現することである。

私募・運用 63条 金融機関等（5） 5 有 無 ―

ＣＬＦ２合同会社 関東財務局 CLF2合同会社匿名組合出資
持分

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内の物流施設を信託財産とする
不動産信託受益権の運用

運用 63条 金融機関等(3)・
事業法人等(1)

4 有 無 ―

合同会社モールプロパティー 関東財務局 合同会社モールプロパティー
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 埼玉県狭山市新狭山一丁目の底地の
信託受益権の中期的な運用

私募・運用 63条 事業法人等(1)、
金融機関等(1)

2 有 無 ―

モアマネジメント株式会社 関東財務局 MMA投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

さまざまな業種の幅広い企業の成長ス
テージから投資機会を捉え、それらの
企業の株式等に投資を実行します。
なかでもアーリーステージのイノベイ
ティブな事業を通じて、今後グローバル
に高い成長の見込める日本の企業に
フォーカスします。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社平河町オートリース
アルファ

関東財務局 FC車両ファンド2号 匿名組合契約 現物ファンド
※事業ファンド
を含む

運送会社等へのトラック等の車両リー
ス事業

私募 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

PKSHAアルゴリズム2号有限
責任事業組合（合同会社
PKSHA Technology Capital、
株式会社MK Capital、海老原　
秀幸）

関東財務局 PKSHAアルゴリズム2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に知能化技術を有する企業及び中
長期に知能化技術が搭載されうるソフ
トウエア・ハードウエア・関連オペレー
ションを有する企業に対して投資を行
い、有限責任組合員をはじめとした幅
広いネットワークを活用し、販路の拡
大、量産体制の整備、技術開発にかか
る助言や共同研究、業務・資本提携先
の紹介を通じて事業育成を支援する。
また、自己資本・他人資本を含めた資
本政策の策定やコンプライアンス、知
的財産権戦略、経営チームの組成等
の内部体制の構築にかかる助言、支援
を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(5)、
事業法人等(2)

7 有 無 ―

ピースキャピタル有限責任事
業組合（鳥居　佑輝、ピース株
式会社）

関東財務局 ピースキャピタル投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット分野を中心としたシード
及びシリーズAまた、Pre-IPOステージ
を中心とした国内外の未上場企業を対
象とする。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社KRF103 関東財務局 KRF103匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：レジデンス、投資対
象地域：日本）を、匿名組合契約に基づ
く出資並びに借入金にて購入し、信託
受託者を通じる等して対象不動産等の
賃貸及び売却等によって収益を上げ、
現金化することを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

村上　誠典 関東財務局 シニフィアン・アントレプレナー
ズファンド投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 本ファンドは直接又は他のファンドを通
して間接的に投資を実行し、主として、
(i)成長が期待される日本企業の株式そ
の他の有価証券等、又は(ii)(i)を投資対
象とする他のファンド(当社の関連会社
が今後設立・運営する他のファンドを含
む。)を投資対象とする。直接又は他の
ファンドを通じて投資される事業領域
は、主に、IT、インターネット、デバイ
ス、ロボティクス、FinTech、AI、通信テ
クノロジー、IoT、ソフトウェアなどを含め
今後の成長が期待される事業分野を
対象とする。

運用 63条 個人(2)、
事業法人等(1)

3 有 無 ―

朝倉　祐介 関東財務局 シニフィアン・アントレプレナー
ズファンド投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 本ファンドは直接又は他のファンドを通
して間接的に投資を実行し、主として、
(i)成長が期待される日本企業の株式そ
の他の有価証券等、又は(ii)(i)を投資対
象とする他のファンド(当社の関連会社
が今後設立・運営する他のファンドを含
む。)を投資対象とする。直接又は他の
ファンドを通じて投資される事業領域
は、主に、IT、インターネット、デバイ
ス、ロボティクス、FinTech、AI、通信テ
クノロジー、IoT、ソフトウェアなどを含め
今後の成長が期待される事業分野を
対象とする。

運用 63条 個人(2)、
事業法人等(1)

3 有 無 ―

ミチシルベキャピタル合同会
社

関東財務局 ミチシルベキャピタル匿名組
合

匿名組合契約 その他 オプション・トレード戦略（投資目的は、
主として国内のインデックスオプション
に投資し、オプション・トレードによる収
益を積み上げて、中長期的に比較的安
定した収益を投資家に提供することで
す。国内インデックス及びオプション市
場の投資環境によっては、海外のイン
デックスまたは個別株式に投資するこ
とがあり得ます。）

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

合同会社ＪＲＷＤファンド第４
号

関東財務局 合同会社ＪＲＷＤファンド第４
号匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における不動産（商業施設・
レジデンス）を投資対象とする不動産信
託受益権の運用

運用 63条 金融機関等（3）
事業法人等（4）

7 有 無 ―

株式会社３６６ 関東財務局 森の樹木葬ファンド1号 匿名組合契約 現物ファンド
※事業ファンド
を含む

樹木葬事業開発ファンド 私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

株式会社３６６ 関東財務局 海宝寺ファンド 匿名組合契約 現物ファンド
※事業ファンド
を含む

樹木葬事業開発ファンド 私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

GINZA4合同会社 関東財務局 GINZA4合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業ビルに係る不動産信
託受益権を投資対象として不動産信託
受益権取得等を行い、利益を得ること
を目的とする。

運用 63条 事業法人等(4) 4 有 無 ―

ヴァイパー２合同会社 関東財務局 ヴァイパー２合同会社匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1)、
投資事業有限責任組
合(1)

2 有 無 ―

合同会社オルタナ１１ 関東財務局 合同会社オルタナ11匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の居住用不動産を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対して利益分配する。

運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

株式会社梓総合研究所 関東財務局 AIR投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

株式会社梓総合研究所及び株式会社
梓設計の成長発展に資する、ベン
チャー企業、戦略的業務提携を見込む
事業会社及びプライベートエクイティ・
ファンドへの投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

株式会社梓総合研究所 関東財務局 持続可能型森林資源循環ファ
ンド

投資事業有限
責任組合契約

現物ファンド
※事業ファンド
を含む

森林事業及び製材事業を営む事業会
社を新規設立し、主として東京都多摩
地区において、カーボンクレジットの利
用や歩留まり率改善のための多品種
少量生産により、森林資源の持続可能
な事業運営を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

合同会社JREASTファンド第5
号

関東財務局 合同会社JREASTファンド第5
号匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンス等に係る不動産
信託受益権を不動産対象として不動産
信託受益権取得等を行い、利益を得る
ことを目的とする。

運用 63条 事業法人等(4)、
金融機関等(1)

5 有 無 ―

合同会社ジーアイアイ２ 関東財務局 合同会社ジーアイアイ２匿名
組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

主に国内における再生可能エネルギー
事業を投資対象とする同事業に関する
資産の信託受益権の運用

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

Archetype Ventures3号有限
責任事業組合
(福井　俊平、中嶋　淳、向川　
恭平、Archetype Ventures合
同会社)

関東財務局 Archetype Ventures 3号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードプラスステージのB2B 
Technology領域を投資対象としたファ
ンド

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等（7）、
投資事業有限責任組
合(2)、事業法人等(2)

12 有 無 ―

合同会社帯広キャピタル 関東財務局 旭川キャピタル 匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在のホテル等の収益物件の信
託受益権を取得の上、当該信託受益
権を保有・処分することによる、賃料、
宿泊料等及び売却益による収益目的
の投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

高橋　健太 関東財務局 クロ助匿名組合 匿名組合契約 バイアウトファ
ンド

インターネット関連事業を営む国内会
社の買収を行う会社の株式を出資対象
とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

島岡　潤 関東財務局 HIBIKIファンド第９号投資事業
有限責任組合

有限責任事業
組合契約

アクティビスト・
ファンド

バイオ関連事業、ITサービス関連事
業、エネルギー関連事業を行う企業へ
投資し、企業価値を高める為の活動を
行う

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

合同会社Andromeda 関東財務局 合同会社Andromeda
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―
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株式会社Amalgam Art Capital 関東財務局 Amalgam Art Capital１号匿名
組合

匿名組合契約 現物ファンド
※事業ファンド
を含む

芸術品（特に絵画・現代アート）
について値上がりが期待できるものを
選定し、売買を行う。
期間は中長期（３～５年程度）保有を想
定する。
オークションの利用も行うが、芸術品コ
レクターから相対取引で売買を行うこと
も推進する。そうすることで、オークショ
ンを利用する際にかかる手数料を削減
し、かつ、短期で売買を行い再投資を
行うことで、資金回転率を向上する。

私募 63条 個人（1） 1 有 無 ―

FTLアセット株式会社 関東財務局 FTLアセット投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

MIC Seed1号パートナーズ有
限責任事業組合（モバイル・イ
ンターネットキャピタル株式会
社、元木新、海老澤観、木村
賢蔵、苗春亭、稲垣泰仁）

関東財務局 MIC Seed1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

次世代技術・サービスを活用し、社会
課題解決に取り組む国内外のSeed期
のスタートアップを投資対象とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 有 有限責任監査法人トーマツ

株式会社ＪＥインベストメント 関東財務局 ＪＥ・ＢＳＰ第１号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が期待されるベンチャー企業
（業種：デジタルギフト　成長ステージ：
ミドル）の未公開株式を取得し、ハンズ
オン支援等を通じて企業価値向上に貢
献することによりIPOを目指す

私募・運用 63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 有 無 ―

株式会社ＪＥインベストメント 関東財務局 ＪＥインベストメント2号匿名組
合

匿名組合契約 コンテンツ・ファ
ンド

国内のエンタテイメント関連企業のゲー
ム配信事業に株式会社ＪＥインベストメ
ントが共同事業者として参画し、本事業
のために株式会社ＪＥインベストメントを
営業者とする匿名組合に出資を行うこ
とにより、海外でも人気の高い日本の
ゲーム等のIP（知的財産）の海外発信
の支援等を行うことで利益獲得を目指
す。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

アニマルスピリッツ１号有限責
任事業組合（アニマルスピリッ
ツ合同会社、朝倉祐介、荒木
翔太）

関東財務局 アニマルスピリッツ１号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

本組合は、企業の潜在力に着目し、独
自の成長戦略に基づいた投資テーマを
もって投資を実行する。主に日本に所
在する、又は日本と関係のある海外の
事業者に投資する。主として株式、新
株予約権、新株予約権付社債、又はそ
れらを投資対象とした投資組合等の出
資持分等に投資する。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、金融機関等(4)、
事業法人等(2)

7 有 無 ―

リアルテックホールディングス
株式会社

関東財務局 リアルテックグロースファンド1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ヘルスケア、バイオ、アグリ、エンジニア
リング等の研究開発型テクノロジーに
おいて、主にレイターステージの国内ベ
ンチャー企業の株式取得による出資

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

ＡＹＲ３Ａ合同会社 関東財務局 ＡＹＲ３Ａ合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 金融機関等（2） 2 無 無 ―

ＡＹＲ３Ｂ合同会社 関東財務局 ＡＹＲ３Ｂ合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 金融機関等（2） 2 無 無 ―

ＡＹＲ３Ｃ合同会社 関東財務局 ＡＹＲ３Ｃ合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 金融機関等（2） 2 無 無 ―

ＡＹＲ３Ｄ合同会社 関東財務局 ＡＹＲ３Ｄ合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 金融機関等（2） 2 無 無 ―

杉合同会社 関東財務局 杉匿名組合 匿名組合契約 その他 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産を保有する株式会社の発
行する株式に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

TC11合同会社 関東財務局 TC11合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における不動産（ホテル・レジ
デンス）を投資対象とする不動産信託
受益権の運用

運用 63条 金融機関等（1）
事業法人等（6）

7 有 無 ―

合同会社ＺＥＨＰＪ４ 関東財務局 ＺＥＨＰＪ４（東川口）匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内の居住用不動産を投資対象とし、
賃料収入、不動産信託受益権の売却
による利益獲得を目的とした投資を行
う。

運用 63条 事業法人等(2)、投資
事業有限責任組合(1)

3 有 無 ―

浜松町プロパティー合同会社 関東財務局 浜松町プロパティー合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：オフィス
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等 (2) 2 有 無 ―

Mazarine Renewables Godo 
Kaisha

関東財務局 Mazarine Renewables Godo 
Kaisha
Tokumei Kumiai ("TK")

Silent 
partnership 
contract

Other The investment objective of the TK is 
to invest in the bearer bonds of 
holding companies which invest in 
operating companies that own 
renewable energy-related 
infrastructure.

Private 
placement 

and 
investment 
manageme

nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1),
Business Corporations, 
etc. (1)

2 Yes None ―

合同会社はやぶさ2号 関東財務局 合同会社はやぶさ2号匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィス・商業施設に係る
不動産信託受益権を投資対象として不
動産信託受益権取得等を行い、利益を
得ることを目的とする。

運用 63条 事業法人等(5) 5 有 無 ―

合同会社アドミラルSPC 関東財務局 個別匿名組合 匿名組合契約 セカンダリー・
ファンド

別の国内ファンドが保有している金銭
債権を取得する。

私募・運用 63条 事業法人等（2） 2 有 無 ―

合同会社ＤＲＩＦ３ 関東財務局 ＤＲＩＦ３匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主たる信託財
産とする信託受益権を取得し、賃料そ
の他当該不動産からの収益を得ること
により、利益獲得を目指す。

運用 63条 金融機関等（２）、事業
法人等（１）

3 有 無 ―

MV有限責任事業組合（株式
会社Dual Bridge Capital、伊東
駿、寺田修輔）

関東財務局 DBC1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

Seed～EarlyからLaterまでを含めて、ま
た、Secondaryによる取引も含めて、投
資領域には特段の限定を設けず全セク
ターを投資対象とする。また、1回あたり
の投資金額は原則としてSeed期で100
百万円以下、Early期で300百万円以
下、Later(Secandary含む）で1,000百万
円以下程度の規模とした分散投資を行
う。

私募・運用 63条 個人(2)、金融機関等
(2)、金融商品取引業
者等(2)、事業法人等
(2)

8 有 有 仰星監査法人

VE Fund合同会社 関東財務局 VE GROWTH FUND投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド その他（国内上場株式への投資） 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

De Capital株式会社 関東財務局 De Capital 1号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業は、日本に本社を置くス
タートアップ企業、既存事業会社若しく
は既存事業会社の新規事業カーブア
ウトにより新設される企業を基本とす
る。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 清明監査法人

合同会社ウェルスファンドツー 関東財務局 合同会社ウェルスファンドツー
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権（日本国内のマン
ションを主な信託財産とする）を主な信
託財産とする包括信託受益権を取得
し、当該包括信託受益権に対する信託
配当又は売却代金を原資として匿名組
合員に対し利益分配を行う。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

合同会社ZEHPJ5 関東財務局 ZEHPJ5（千川②）匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内の居住用不動産を投資対象とし、
賃料収入、不動産信託受益権の売却
による利益獲得を目的とした投資を行
う。

運用 63条 事業法人等(2)、投資
事業有限責任組合(1)

3 有 無 ―

合同会社イノベーションラボ 関東財務局 イノベーションラボ1号投資事
業組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

「メタバース/ブロックチェーンを活用し
たマーケットプレイス/プラットフォーム」
関連の未上場ベンチャー企業の株式
及び株式関連有価証券等への投資を
行い、主にIPOやM&A時の株式売却に
より利益の獲得を狙い、選ばれた少数
の投資家に対し、長期的な価値上昇実
現の機会を提供する。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―
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合同会社イノベーションラボ 関東財務局 イノベーションラボ2号投資事
業組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

「メタバース/ブロックチェーンを活用し
たマーケットプレイス/プラットフォーム」
関連の未上場ベンチャー企業の株式
及び株式関連有価証券等への投資を
行い、主にIPOやM&A時の株式売却に
より利益の獲得を狙い、選ばれた少数
の投資家に対し、長期的な価値上昇実
現の機会を提供する。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社OCPF2号 関東財務局 合同会社OCPF2号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 匿名組合出資による出資金及び金融
機関からの借入れにより、国内の不動
産を信託財産とする信託受益権を取得
のうえ、本資産を運用する。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(7)

8 無 無 ―

合同会社エクース 関東財務局 合同会社エクース匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

合同会社熱海プロパティーズ 関東財務局 RakutenSTAY熱海匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主な投資対象不動産：ホテル
投資対象地域：静岡県
投資方針概要：全国リゾートエリアの宿
泊施設（ホテル・一棟貸コテージ等）の
土地建物を対象資産とする信託受益権
の取得及び保有

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

合同会社FAV PRF1号 関東財務局 合同会社FAV PRF1号匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルを主な信託財産とす
る不動産信託受益権を取得し、当該信
託受益権に対する信託配当又は売却
代金を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)、事業法人等(1)、
投資事業有限責任組
合(1)

3 有 無 ―

合同会社S3W3 関東財務局 合同会社S3W3匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 北海道札幌市中央区に所在するオフィ
スビルの信託受益権から得られる収益
等を投資家へ分配

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

合同会社ネイピアインベストメ
ンツ

関東財務局 合同会社ネイピアインベストメ
ンツ匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内の不動産を特定資産とする特定目
的会社の優先出資持分を取得し、当該
特定目的会社からの利益配当を原資と
して匿名組合員に対し利益分配を行
う。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

REVA株式会社 関東財務局 REVA1号GP投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資事業有限責任組合を通じて主とし
て日本の株式に投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

REVA株式会社 関東財務局 REVA1号Same Boat投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資事業有限責任組合を通じて主とし
て日本の株式に投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

REVA株式会社 関東財務局 REVA1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主として日本の株式に投資を行う。 私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(8)、投
資事業有限責任組合
(1)、事業法人等(3)

13 有 無 ―

ALJ Healthcare3合同会社 関東財務局 ALJ Healthcare3合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

Link Capital 1号有限責任事業
組合（リンクキャピタル合同会
社及び青野　佑樹）

関東財務局 Link Capital 1号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

分野を問わず国内の企業を主な投資
対象とし、典型的には、それらの企業
のシードステージにおける株式その他
の有価証券を取得する方針である。そ
の上で、投資対象となる企業のサポー
ト等を通じて企業価値を高め、最終的
には株式上場やM&A等に伴ってExitす
ることにより、利益の獲得を目指す。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

マリーナ合同会社 関東財務局 マリーナ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

SIJ Climate合同会社 関東財務局 Global Carbon Transition 匿名
組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

新興国を対象とし、再生エネルギーや
省エネインフラなど脱炭素に資するプロ
ジェクト開発を行う会社に投資を実施す
る。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

AG Japan Realty Value I GP
合同会社

関東財務局 AG JAPAN REALTY VALUE 
FUND I-A投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

日本に所在する不動産等へのバリュー
アッド投資を行うことを内容とする投資
戦略に従い、海外リミテッドパートナー
シップに対する出資を通じて、間接的に
不動産等に対する投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(7)、事業
法人等(1)

8 無 無 ―

株式会社平河町オートリース
ベータ

関東財務局 FC車両ファンド3号 匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

運送会社等へのトラック等の車両リー
ス事業

私募 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

合同会社マーベリック 関東財務局 匿名組合マーベリック 匿名組合契約 不動産ファンド 東京に所在する不動産信託受益権（底
地）を取得し、当該信託受益権に対す
る信託配当又は売却代金を原資として
匿名組合員に対し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ジー・エイ・ワン・ホールディン
グ合同会社

関東財務局 ジー・エイ・ワン・ホールディン
グ合同会社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：住宅
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：日本国
内において、匿名組合出資をもって特
定目的会社の発行する優先出資を引
き受け、特定目的会社は当該優先出資
資金により現物不動産又は不動産信
託受益権に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等 (1)

1 無 無 ―

柘榴合同会社 関東財務局 柘榴匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

株式会社Ryobi AlgoTech 
Capital

関東財務局 両備システムズイノベーション
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

人工知能、暗号化、セキュリティ、ブロッ
クチェーン、NFT,DAO, Defi、ペイメント、
クレジット等の技術に対する新規事業
創出及び事業シナジーのため、シード、
アーリー、ミドル及びレイター各ステー
ジの日本、米国、イスラエル、カナダ等
のIT業界への投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

合同会社AFT 関東財務局 合同会社AFT匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の居住施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

カタリスト戦略投資1号合同会
社

関東財務局 カタリスト戦略投資1号匿名組
合

匿名組合契約 アクティビスト・
ファンド

原則として日本国内に所在する企業を
投資対象とし、株主として企業価値向
上施策を実行し、第三者への譲渡等に
より投資回収を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

東神奈川環境不動産プロジェ
クト合同会社

関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 環境対策型住居の信託受益権に投資
する

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

カタリスト戦略投資2号合同会
社

関東財務局 カタリスト戦略投資2号匿名組
合

匿名組合契約 アクティビスト・
ファンド

原則として日本国内に所在する企業を
投資対象とし、株主として企業価値向
上施策を実行し、第三者への譲渡等に
より投資回収を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

カタリスト戦略投資3号合同会
社

関東財務局 カタリスト戦略投資3号匿名組
合

匿名組合契約 アクティビスト・
ファンド

原則として日本国内に所在する企業を
投資対象とし、株主として企業価値向
上施策を実行し、第三者への譲渡等に
より投資回収を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社デライト・キャピタル 関東財務局 デライト・ベンチャーズ2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外において、起業家に対して独立
起業支援を行った上、スタートアップ企
業に対する投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(3)、金融
機関等(7)

10 有 無 ―

合同会社メロンアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 再生EVバッテリー共同事業組
合2023年３月号

民法上の組合
契約

現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内で流通するEV（電気自動車）
の再生バッテリーにつき投資を行い、
一括レンタル先に対して貸し出しをす
る。かかるレンタル料で収益を得ること
を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社メロンアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 再生EVバッテリー共同事業組
合2023年４月号

民法上の組合
契約

現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内で流通するEV（電気自動車）
の再生バッテリーにつき投資を行い、
一括レンタル先に対して貸し出しをす
る。かかるレンタル料で収益を得ること
を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―
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合同会社メロンアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 再生EVバッテリー投資匿名組
合2023年４月号

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内で流通するEV（電気自動車）
の再生バッテリーにつき投資を行い、
一括レンタル先に対して貸し出しをす
る。かかるレンタル料で収益を得ること
を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社メロンアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 再生EVバッテリー共同事業組
合2023年５月号

民法上の組合
契約

現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内で流通するEV（電気自動車）
の再生バッテリーにつき投資を行い、
一括レンタル先に対して貸し出しをす
る。かかるレンタル料で収益を得ること
を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社メロンアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 再生EVバッテリー共同事業組
合2023年６月号

民法上の組合
契約

現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内で流通するEV（電気自動車）
の再生バッテリーにつき投資を行い、
一括レンタル先に対して貸し出しをす
る。かかるレンタル料で収益を得ること
を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社メロンアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 再生EVバッテリー共同事業組
合2023年７月号

民法上の組合
契約

現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内で流通するEV（電気自動車）
の再生バッテリーにつき投資を行い、
一括レンタル先に対して貸し出しをす
る。かかるレンタル料で収益を得ること
を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社メロンアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 再生EVバッテリー共同事業組
合2023年８月号

民法上の組合
契約

現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内で流通するEV（電気自動車）
の再生バッテリーにつき投資を行い、
一括レンタル先に対して貸し出しをす
る。かかるレンタル料で収益を得ること
を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社メロンアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 再生EVバッテリー共同事業組
合2023年９月号

民法上の組合
契約

現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内で流通するEV（電気自動車）
の再生バッテリーにつき投資を行い、
一括レンタル先に対して貸し出しをす
る。かかるレンタル料で収益を得ること
を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社メロンアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 再生EVバッテリー共同事業組
合2023年10月号

民法上の組合
契約

現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内で流通するEV（電気自動車）
の再生バッテリーにつき投資を行い、
一括レンタル先に対して貸し出しをす
る。かかるレンタル料で収益を得ること
を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社メロンアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 再生EVバッテリー投資匿名組
合2023年10月号

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内で流通するEV（電気自動車）
の再生バッテリーにつき投資を行い、
一括レンタル先に対して貸し出しをす
る。かかるレンタル料で収益を得ること
を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社メロンアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 再生EVバッテリー共同事業組
合2023年11月号

民法上の組合
契約

現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内で流通するEV（電気自動車）
の再生バッテリーにつき投資を行い、
一括レンタル先に対して貸し出しをす
る。かかるレンタル料で収益を得ること
を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社メロンアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 再生EVバッテリー共同事業組
合2023年12月号

民法上の組合
契約

現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内で流通するEV（電気自動車）
の再生バッテリーにつき投資を行い、
一括レンタル先に対して貸し出しをす
る。かかるレンタル料で収益を得ること
を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社メロンアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 再生EVバッテリー投資匿名組
合2023年12月号

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内で流通するEV（電気自動車）
の再生バッテリーにつき投資を行い、
一括レンタル先に対して貸し出しをす
る。かかるレンタル料で収益を得ること
を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社メロンアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 再生EVバッテリー共同事業組
合2024年2月号

民法上の組合
契約

現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内で流通するEV（電気自動車）
の再生バッテリーにつき投資を行い、
一括レンタル先に対して貸し出しをす
る。かかるレンタル料で収益を得ること
を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社メロンアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 再生EVバッテリー投資匿名組
合2024年2月号

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内で流通するEV（電気自動車）
の再生バッテリーにつき投資を行い、
一括レンタル先に対して貸し出しをす
る。かかるレンタル料で収益を得ること
を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社メロンアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 再生EVバッテリー共同事業組
合2024年3月号

民法上の組合
契約

現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内で流通するEV（電気自動車）
の再生バッテリーにつき投資を行い、
一括レンタル先に対して貸し出しをす
る。かかるレンタル料で収益を得ること
を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社メロンアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 再生EVバッテリー投資匿名組
合2024年3月号

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内で流通するEV（電気自動車）
の再生バッテリーにつき投資を行い、
一括レンタル先に対して貸し出しをす
る。かかるレンタル料で収益を得ること
を目標とする。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社RF6 関東財務局 RF6匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる匿名組合出資持分（投資対
象不動産の種類：レジデンス、投資対
象地域：日本）を、匿名組合契約に基づ
く出資及び借入金等にて取得し、対象
となる匿名組合契約に基づく利益配当
を通じる等して対象匿名組合出資持分
等によって収益を上げ、現金化すること
を目的とする

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(2)

3 有 無 ―

南小岩環境不動産プロジェク
ト合同会社

関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 環境対策型住居の信託受益権に投資
する

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(1)

2 無 無 ―

エリス合同会社 関東財務局 エリス合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設3物件を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対し利益分配を行う。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

YAYOI合同会社 関東財務局 TOKUMEI KUMIAI 
AGREEMENT

匿名組合契約 その他 日本国内の老人ホーム等の不動産を
取得、運用する特定目的会社の優先
出資等への投資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

渋谷イーストワン合同会社 関東財務局 渋谷イーストワン合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを主な信託財産と
する不動産信託受益権を取得し、当該
信託受益権に対する信託配当又は売
却代金を原資として匿名組合員に対し
利益分配を行う。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

合同会社ＭＹＧＫ５号 関東財務局 MYGK5号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のヘルスケア施設を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対し利益分配を行う。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

きずな2合同会社 関東財務局 きずな２匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設を対象とした信託
受益権の取得・運用・売却

運用 63条 事業法人等(5) 5 有 無 ―

ワダツミキャピタルOne株式会
社

関東財務局 YM NIPPON KAIJI GROWTH 
FUND I LP

外国の法令に
基づく権利

その他 メタノール二元燃料エンジンを搭載可
能な12,800TEUのコンテナ船を保有す
る船舶会社へ投資を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

赤坂インベストメント・ワン合同
会社

関東財務局 赤坂インベストメント・ワン合同
会社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンス（東京都区部に
所在する計6物件）を信託財産とする信
託受益権の取得、運用、管理および売
却

運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(3)

5 有 無 ―

赤坂インベストメント・ツー合同
会社

関東財務局 赤坂インベストメント・ツー合同
会社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンス・商業施設・校舎
（東京都区部および愛知県名古屋市に
所在する計3物件）を信託財産とする信
託受益権の取得、運用、管理および売
却

運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(3)

5 有 無 ―

LF物流ファンドスリー合同会社 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(2)

4 無 無 ―

合同会社エスエフロジ 関東財務局 合同会社エスエフロジ匿名組
合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（倉庫）にかか
る不動産信託受益権を取得・保有・処
分等して収益を得ることにより、利益獲
得を目指す。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(2)

3 無 無 ―
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GOLDEN EGG Ventures株式
会社

関東財務局 GOLDEN EGG1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

HRテックや人の働き方改善を中心とし
た投資領域に、ステージを限定せず投
資を行う

私募・運用 63条 事業法人等(2)、金融
機関等(5)、金融商品
取引業者等(1)

8 有 無 ―

KROインベストメント合同会社 関東財務局 KROインベストメント合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の住宅を主たる信託財産とす
る信託受益権を取得し、賃料その他当
該不動産からの収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

Video SEP Hub合同会社 関東財務局 Video SEP Hub1号ファンド 匿名組合契約 その他 知的財産権の取得、保有、管理、使
用・実施の許諾及び売買並びにこれら
の斡旋及び仲介

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＪＩＣＣ－０１合同会社 関東財務局 JICC-01 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

JIC PEファンド1号投資事業有限責任
組合とJIC PE共同投資ファンド1号投資
事業有限責任組合の共同投資による
株式の取得、借入による資金調達及び
これらに関連する活動。日本国内にお
けるモビリティ事業への投資により、
ICE からxEV、AD/ADAS 中心への転
換といったトランスフォーメーション支
援、M&A等を通じたバリューアップ支援
およびIPO支援を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)

2 無 無 ―

合同会社ネクサスワン 関東財務局 合同会社ネクサスワン匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の居住用不動産を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ながみね 関東財務局 合同会社ながみね　匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 熊本県に所在する土地を信託財産とす
る不動産信託受益権を取得し、当該土
地上に建物を建設し、竣工後当該建物
を追加信託する。当該信託受益権に対
する信託配当又は売却代金を原資とし
て匿名組合員に対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(3)、投資
事業有限責任組合（1）

4 有 無 ―

Mファンディング合同会社 関東財務局 Mキャピタル投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 日本国内の物流施設に係る信託受益
権を保有する合同会社が発行する匿
名組合出資持分に投資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社TRYFUNDS　
INVESTMENT

関東財務局 ONGAESHIキャピタル投資事
業有限責任組合1号

投資事業有限
責任組合契約

その他 経営支援を通じてバリューアップが可
能であり、且つ事業成長が地域経済活
性化に資する企業に対して出資を行う

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

株式会社TRYFUNDS　
INVESTMENT

関東財務局 SRキャピタル1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

現物ファンド
※事業ファンド
を含む

発電事業を営む特別目的会社へ匿名
組合出資し、当該特別目的会社が行う
発電事業から生じる売電収入を基にし
た配当を得る。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Beyond Next Ventures株式会
社、Beyond Next Ventures3号
有限責任事業組合（伊藤毅、
植波剣吾、橋爪克弥、有馬暁
澄）

関東財務局 Beyond Next Ventures 3号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業の株式等への投資

投資ステージ：主として、シード、アー
リーステージ。但し、総出資約束金額の
20％程度を上限として、ミドルステージ
以降への投資も行う可能性あり

投資領域:主として医療・ヘルスケア、創
薬・バイオ、アグリ・フード、AI・IT・ロボッ
ト、宇宙・エネルギー等の業種の大学
発ベンチャー、技術系ベンチャー及び
カーブアウトベンチャー

投資地域：主として、日本。但し、総出
資約束金額の20％程度を上限として、
日本国内で創出された技術を基に外国
で創業された企業にも投資を行う可能
性あり

私募・運用 63条 事業法人等(3)、金融
商品取引業者等(1)、
金融機関等(7)、投資
事業有限責任組合(1)

12 有 無 ―

合同会社強羅開発 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：ホテル
対象地域：日本
信託受益権を取得・保有し、賃料その
他当該信託受益権からの収益、当該信
託受益権の売却による利益獲得を目
的としたファンド

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

National Search Fund株式会
社

関東財務局 サーチファンド未来創造投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主として他の会社（間接投資先）の事業
を承継することを目的とした投資を行う
会社（サーチファンド）に対する投資を
行う。経営者人材（サーチャー）による
経営改善及び事業成長により、企業価
値を高めることを企図している。
間接投資先は、神奈川県及び東京都
に本店等を置く中小企業（反社会的勢
力は除く）を主たる投資対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社KRF101 関東財務局 KRF101匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる匿名組合出資持分（投資対
象不動産の種類：物流施設、投資対象
地域：日本）を、匿名組合契約に基づく
出資及び借入金等にて取得し、対象と
なる匿名組合契約に基づく利益配当を
通じる等して対象匿名組合出資持分等
によって収益を上げ、現金化することを
目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

HIF FUND5号合同会社 関東財務局 HIF KESSAI GIVING FUND 匿名組合契約 その他 主な投資対象は、立替債権、及び売掛
等債権。H.I.F.株式会社が選定した国内
企業が発行する立替債権、リース債権
及び売掛等債権への投資をする戦略。
リスクは発行企業及び第三債務者の倒
産リスク、未払いリスク、立替債権、及
び売掛等債権の流動性リスクなどがあ
る。

私募 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

MIRAI POWER1号合同会社 関東財務局 MIRAI POWER1号合同会社
匿名組合出資持分

匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

国内の太陽光発電事業を行う複数の
法人をそれぞれ営業者とする各匿名組
合に出資をすることにより利益獲得を
目指す。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ウエスト・ストリート・
ジャパン・ツー

関東財務局 ウエスト・ストリート・ジャパン・
ツー

匿名組合契約 その他 国内の株式会社その他の法人の株式
若しくは持分等又は特定目的会社の優
先出資持分を取得の上、当該株式又
は持分等を保有・処分することによる配
当等及び売却益による収益目的の投
資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ANRI1・2・3アネックス有限責
任事業組合（佐俣安理、河野
純一郎、鮫島昌弘及びANRI株
式会社）

関東財務局 ANRI1・2・3号アネックス投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にインターネット分野及びディープ
テック分野のスタートアップに対し、ミド
ル・レイターステージでの投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、投資
事業有限責任組合
(2)、事業法人等(1)

4 有 無 ―

アーバンエナジーPV合同会社 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 その他 投資対象：太陽光設備
対象地域：日本
太陽光設備を取得・保有し、売電その
他当該設備からの収益、当該設備の売
却による利益獲得を目的としたファンド

私募 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

PP-BFT1号有限責任事業組
合(株式会社プライムパート
ナーズ、堀部 大司、長谷川 
勝之、門永 大介)

関東財務局 BRICKS FUND TOKYO1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードからレイターまで国内および海外
のベンチャー企業全般または大手企業
からのスピンオフ企業の株式、
SAFE/J-KISS、CN等に投資する

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

グローリー・アジア・インベスト
合同会社

関東財務局 グローリーアジアインベストメ
ント投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 ヘッジファンド（マルチストラテジー）及
び国内外の太陽光、芸能関連、不動産
等を事業としている中小企業に対して
投資、貸付等を行う

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社ながずみ 関東財務局 合同会社ながずみ　匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 福岡県に所在する土地を信託財産とす
る不動産信託受益権を取得し、当該土
地上に建物を建設し、竣工後当該建物
を追加信託する。当該信託受益権に対
する信託配当又は売却代金を原資とし
て匿名組合員に対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

柴合同会社 関東財務局 柴匿名組合 匿名組合契約 その他 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産業を営む会社の社債に投
資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Sustech GXキャピタル有限責
任事業組合（株式会社
Sustech、丹野裕介、飯田祐一
郎）

関東財務局 Sustech GXキャピタル1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

現物ファンド※
事業ファンドを
含む

発電事業を営む特別目的会社へ匿名
組合出資し、当該特別目的会社が行う
発電事業から生じる売電収入を基にし
た配当を得る。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

エヌアールイーエルピー合同
会社

関東財務局 NREひかり匿名組合事業 匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

匿名組合出資持分を通じて、日本国内
における商業運転中の太陽光発電プロ
ジェクトに投資する投資事業有限責任
組合の有限責任組合員として、同組合
に対して投資を行う。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(2)

2 無 無 ―

ピスケス合同会社 関東財務局 合同会社ピスケス匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

グローバルグロースホール
ディングスツー合同会社

関東財務局 グローバルグロースホール
ディングスツー合同会社匿名
組合

匿名組合契約 その他 国内の株式会社その他の法人の株式
又は持分等を取得の上、当該株式又
は持分等を保有・処分することによる配
当等及び売却益による収益目的の投
資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

山田インベストメント株式会社 関東財務局 キャピタルソリューション参号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 1.非上場会社の社長の傍系親族又は
第三者等の分散株主から株式を買収
2.社長や後継者の株式を資金化すべく
株式を保有
3.経営者やオーナーと協調し、経営者
等の希望する者へ株式を売却

私募・運用 63条 金融機関等（1）、金融
商品取引業者等（1)

2 無 無 ―

山田インベストメント株式会社 関東財務局 キャピタルソリューション四号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 非上場会社の分散株式(少数株主持
分)を取得し、株主構成を再構築する過
程で投資回収を図る

私募・運用 63条 金融機関等（1）、金融
商品取引業者等（1)

2 無 無 ―

株式会社デライト・ビルダー 関東財務局 デライト・ベンチャーズ・ビル
ダー2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外において、起業家に対して独立
起業支援を行った上、スタートアップ企
業に対する投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社コーナーセカンダ
リー

関東財務局 コーナー　セカンダリー1号ファ
ンド匿名組合

匿名組合契約 セカンダリー・
ファンド

主に米国を中心とする未上場のテクノ
ロジー企業へセカンダリー投資を行う
ファンドへ投資を行う。割安なバリュ
エーションで投資することでリターン獲
得を目指す。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社なかしま 関東財務局 Godo　Kaisha　Nakashima　
TOKUMEI　KUMIAI　
AGREEMENT

匿名組合契約 不動産ファンド 北海道に所在するホテルを主な信託財
産とする不動産信託受益権を取得し、
当該信託受益権に対する信託配当又
は売却代金を原資として匿名組合員に
対し利益分配を行う。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

シンプレクス・キャピタル・イン
ベストメント株式会社

関東財務局 シンプレクス・グロース・キャピ
タル1号投資事業有限責任組
合契約

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高度成長が見込まれるベンチャー企業
の未公開株式を発行済み株式数の
数％～50％程度取得し、創業期をサ
ポートしてハンズオン支援を通じて企業
価値を高め、IPO時の株式売却により
利益獲得を狙う。投資対象はレイター
期の企業とする。

私募・運用 63条 金融機関等(4)、事業
法人等(2)

6 有 無 ―

シンプレクス・グロース・キャピ
タル1号有限責任事業組合（水
嶋浩雅、逸見啓、山下紘史、
上石和幸、金崎真紘）

関東財務局 シンプレクス・グロース・キャピ
タル1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高度成長が見込まれるベンチャー企業
の未公開株式を発行済み株式数の
数％～50％程度取得し、創業期をサ
ポートしてハンズオン支援を通じて企業
価値を高め、IPO時の株式売却により
利益獲得を狙う。投資対象はレイター
期の企業とする。

私募・運用 63条 金融機関等(4)、事業
法人等(2)

6 有 無 ―

合同会社ZEHPJ７ 関東財務局 ZEHPJ７（松戸）匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内の居住用不動産を投資対象とし、
賃料収入、不動産信託受益権の売却
による利益獲得を目的とした投資を行
う。

運用 63条 事業法人等(3)、投資
事業有限責任組合（1）

4 無 無 ―

合同会社ファレスタ・パート
ナーズ

関東財務局 合同会社ファレスタ・パート
ナーズ匿名組合

匿名組合契約 その他 株式の取得を目的とする会社に対して
株式出資を行うため、特定投資家と匿
名組合契約を締結し出資金を募り、株
式を取得する会社が取得した会社の株
式をトレードセール等を行うことで、キャ
ピタルゲインを取得し、匿名組合委員
に対し利益分配を行う。出資者は出資
した範囲においてのみ責任を追う。

私募・運用 63条 事業法人等(1） 1 有 無 ―

AZF風神LLP有限責任事業組
合(自然キャピタル合同会社、
今井松兼、ビベンズ　マーク　
スタンドリ、日留川直希)

関東財務局 ＡＺファンド2023風神投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージのエンジェル税制適
用企業を投資対象とするベンチャー
ファンド

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 有 公認会計士
松尾信吉

MM Capital Partners2号株式
会社

関東財務局 MM Capital Infrastructure 
Fund Ⅱ,L.P.

外国の法令に
基づく権利

社会投資ファン
ド

OECD諸国における主として交通セク
ター及びエネルギーセクターのインフラ
資産（主としてブラウンフィールド資産と
する）へ投資を行うファンド

私募・運用 63条 金融機関等（7）
事業法人等（2）

9 有 無 ―

合同会社ZEHPJ６ 関東財務局 ZEHPJ６（浦和美園③）匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内の居住用不動産を投資対象とし、
賃料収入、不動産信託受益権の売却
による利益獲得を目的とした投資を行
う。

運用 63条 事業法人等（2）、投資
事業有限責任組合（1）

3 有 無 ―

Tokyo-1 GP株式会社 関東財務局 TCS-1投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主として日本の株式（未公開）に投資を
行う。

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 無 無 ―

Tokyo-2 GP株式会社 関東財務局 TCS-2投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主として日本の株式（未公開）に投資を
行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（2）、金融機関等(1)

3 無 無 ―

合同会社Antlia 関東財務局 合同会社Antlia匿名組会 匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等（１） 1 無 無 ―

フェムトグロース・ツー合同会
社

関東財務局 フェムトグロースファンド2.0
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット関連のアーリーステージ
以降の会社を主な投資対象とする

私募・運用 63条 金融機関等（2） 2 有 無 ―

フェムトグロース・ツー合同会
社

関東財務局 フェムトグロースファンド2.0
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット関連のアーリーステージ
以降の会社を主な投資対象とする

私募・運用 63条 金融機関等（2） 2 有 無
―

合同会社川奈ホールディング 関東財務局 合同会社川奈ホールディング
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象不動産（投資対象不動産の種類：
ホテル等の宿泊施設及びリゾートマン
ション等、投資対象地域：静岡県伊東
市）の取得・開発・管理処分等を行う特
定目的会社の発行に係る優先出資を、
匿名組合契約に基づく出資にて引き受
け、対象不動産の賃貸及び売却等によ
る収益を配当等により投資家に分配す
ることを目的とする。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社川奈ホールディング 関東財務局 合同会社川奈ホールディング
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象不動産（投資対象不動産の種類：
ホテル等の宿泊施設及びリゾートマン
ション等、投資対象地域：静岡県伊東
市）の取得・開発・管理処分等を行う特
定目的会社の発行に係る優先出資を、
匿名組合契約に基づく出資にて引き受
け、対象不動産の賃貸及び売却等によ
る収益を配当等により投資家に分配す
ることを目的とする。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

株式会社BlueMeme Partners 関東財務局 BlueMeme１号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT事業と関連の深い事業分野における
シード、アーリーステージにある会社

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

SIIFIC有限責任事業組合（一
般財団法人社会変革推進財
団、SIIFインパクトキャピタル
株式会社、梅田和宏）

関東財務局 SIIFICウェルネス投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主としてウェルネス事業を営む企業へ
の投資（株式取得等）

私募・運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 有 無 ―

SIIFIC有限責任事業組合（一
般財団法人社会変革推進財
団、SIIFインパクトキャピタル
株式会社、梅田和宏）

関東財務局 SIIFICウェルネス投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主としてウェルネス事業を営む企業へ
の投資（株式取得等）

私募・運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 有 無 ―

合同会社はやぶさ 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 社会投資ファン
ド

匿名組合出資持分を通じて、日本国内
における商業運転中の太陽光発電プロ
ジェクトに投資する。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(2)、投資事業有限
責任組合(1)

3 無 無 ―

グレート・サークル・アドバイ
ザーズ1号合同会社

関東財務局 グレート・サークル・アドバイ
ザーズ１号投資事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日米を中心として活動するシード、
アーリーステージのスタートアップを中
心に投資を行う

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―
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the Financial 
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インフラストラクチャーＧＰ株式
会社

関東財務局 ジャパン・インフラストラク
チャー第一号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の経済成長を支えるインフラに関
する「脱炭素」「デジタル」等のインフラ、
地域経済の活性化・持続的発展に資す
る社会インフラにかかるプロジェクト及
び企業を投資対象とする国内総合型イ
ンフラファンド

私募・運用 63条 金融機関等（12） 12 無 無 ―

日本セントラル投資事業1号合
同会社

関東財務局 日本セントラル投資事業1号匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：レジデンス、投資対
象地域：日本）を匿名組合契約に基づく
出資並びに匿名組合契約に従い営業
者が調達することを許された借入金及
びその他の匿名組合出資による調達
金にて購入し、信託受託者を通じる等
して対象不動産からの収益を得ること
により、利益獲得を目指すファンドとす
る。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

日本セントラル投資事業1号合
同会社

関東財務局 日本セントラル投資事業1号匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：レジデンス、投資対
象地域：日本）を匿名組合契約に基づく
出資並びに匿名組合契約に従い営業
者が調達することを許された借入金及
びその他の匿名組合出資による調達
金にて購入し、信託受託者を通じる等
して対象不動産からの収益を得ること
により、利益獲得を目指すファンドとす
る。

運用 63条 金融機関等(1)

1 有 無 ―

合同会社ヘルスケアアセット・
ゼータ

関東財務局 合同会社ヘルスケアアセット・
ゼータ
1号匿名組合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 投資内容：国内の不動産又は不動産に
関する権利を信託財産とした不動産信
託受益権への投資
リスク特性：不動産又は不動産に関す
る権利を信託財産とした不動産信託受
益権価値の下落
投資対象不動産の種類：ヘルスケア　
投資対象地域：日本国内　投資方針・
戦略：不動産又は不動産に関する権利
を信託財産とした不動産信託受益権を
取得・保有・処分することで利益を獲得
する

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

合同会社ヘルスケアアセット・
ゼータ

関東財務局 合同会社ヘルスケアアセット・
ゼータ
1号匿名組合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 投資内容：国内の不動産又は不動産に
関する権利を信託財産とした不動産信
託受益権への投資
リスク特性：不動産又は不動産に関す
る権利を信託財産とした不動産信託受
益権価値の下落
投資対象不動産の種類：ヘルスケア　
投資対象地域：日本国内　投資方針・
戦略：不動産又は不動産に関する権利
を信託財産とした不動産信託受益権を
取得・保有・処分することで利益を獲得
する

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

Headline Japan　5号有限責任
事業組合（IVP　Advisory　Co.　
Ltd、株式会社Headline 
Japan、岡本　彰彦、島川　敏
明、大吉　一浩、川村　ユリ）

関東財務局 Headline Japan5号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージにある非上場の成長
企業を対象として長期的なバリューアッ
プを目指す。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）、金融機関等（1）

2 有 無 ―

合同会社G6SCインベストメン
ト

関東財務局 G6SCインベストメント匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都に所在する商業施設の不動産
信託受益権を取得し、賃料収益ならび
に売却収益等の配当を目的とするファ
ンド。

私募・運用 63条 事業法人等（2） 2 無 無 ―

仙台駅東口環境不動産プロ
ジェクト合同会社

関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 環境対策型住居の信託受益権に投資
する

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

仙台駅東口環境不動産プロ
ジェクト合同会社

関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 環境対策型住居の信託受益権に投資
する

私募・運用 63条 事業法人等（1）
1 無 無 ―

合同会社東所沢インベストメン
ト

関東財務局 東所沢インベストメント匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権(投資対
象不動産の種類：物流施設、投資対象
地域：日本）を匿名組合契約に基づく出
資にて購入し、信託受託者を通じる等
して対象不動産等の賃貸及び売却等
によって収益を上げ、現金化することを
目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

合同会社東所沢インベストメン
ト

関東財務局 東所沢インベストメント匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権(投資対
象不動産の種類：物流施設、投資対象
地域：日本）を匿名組合契約に基づく出
資にて購入し、信託受託者を通じる等
して対象不動産等の賃貸及び売却等
によって収益を上げ、現金化することを
目的とする。

運用 63条 金融機関等(1)

1 有 無 ―

株式会社平河町オートリース
ガンマ

関東財務局 FC車両ファンド4号 匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

運送会社等へのトラック等の車両リー
ス事業

私募 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

株式会社平河町オートリース
ガンマ

関東財務局 FC車両ファンド4号 匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

運送会社等へのトラック等の車両リー
ス事業

私募 63条 金融商品取引業者等
(1) 1 有 無 ―

合同会社　Orion India Fund1 関東財務局 Orion India Fund1 匿名組合契約 その他 海外の未上場株に投資　、リスク：株
価・為替の変動リスク、倒産リスク、基
本的な投資方針：上場前の優良企業に
投資し、上場時または売却時利益を狙
う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社　Orion India Fund1 関東財務局 Orion India Fund1 匿名組合契約 その他 海外の未上場株に投資　、リスク：株
価・為替の変動リスク、倒産リスク、基
本的な投資方針：上場前の優良企業に
投資し、上場時または売却時利益を狙
う。

私募・運用 63条 事業法人等(1)

1 有 無 ―

ワダツミキャピタルTwo株式会
社

関東財務局 RIGEL MARITIME FUND LP 外国の法令に
基づく権利

その他 メタノール二元燃料エンジンを搭載可
能な12,800TEUのコンテナ船を保有す
る船舶会社へ投資を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ワダツミキャピタルTwo株式会
社

関東財務局 RIGEL MARITIME FUND LP 外国の法令に
基づく権利

その他 メタノール二元燃料エンジンを搭載可
能な12,800TEUのコンテナ船を保有す
る船舶会社へ投資を行う。

運用 63条 金融機関等(1)
1 有 無 ―

合同会社新横プロパティ 関東財務局 新横プロパティ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：オフィス、投資対象地
域：日本）を匿名組合契約に基づく出資
並びに匿名組合契約に従い営業者が
調達することを許された借入金及びそ
の他の匿名組合出資による調達金に
て購入し、信託受託者を通じる等して
対象不動産からの収益を得ることによ
り、利益獲得を目指すファンドとする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社新横プロパティ 関東財務局 新横プロパティ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：オフィス、投資対象地
域：日本）を匿名組合契約に基づく出資
並びに匿名組合契約に従い営業者が
調達することを許された借入金及びそ
の他の匿名組合出資による調達金に
て購入し、信託受託者を通じる等して
対象不動産からの収益を得ることによ
り、利益獲得を目指すファンドとする。

運用 63条 金融機関等(1)

1 無 無 ―

DF京浜島ウイング合同会社 関東財務局 DF京浜島ウイング合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都大田区京浜島に建築予定の物
流施設の信託受益権を取得。出資者
への安定的な分配を目指すもの。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

DF京浜島ウイング合同会社 関東財務局 DF京浜島ウイング合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都大田区京浜島に建築予定の物
流施設の信託受益権を取得。出資者
への安定的な分配を目指すもの。

運用 63条 金融機関等(1)
1 無 無 ―

合同会社ＺＥＨＰＪ８ 関東財務局 ＺＥＨＰＪ８（天王寺区舟橋町）
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内の居住用不動産を投資対象とし、
賃料収入、不動産信託受益権の売却
による利益獲得を目的とした投資を行
う。

運用 63条 事業法人等(3) 3 無 無 ―
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合同会社ＺＥＨＰＪ８ 関東財務局 ＺＥＨＰＪ８（天王寺区舟橋町）
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内の居住用不動産を投資対象とし、
賃料収入、不動産信託受益権の売却
による利益獲得を目的とした投資を行
う。

運用 63条 事業法人等(3)

3 無 無 ―

クレジット・ギャランティ７号合
同会社

関東財務局 クレジット・ギャランティ７号匿
名組合

匿名組合契約 ヘッジファンド クレジット・デフォルト・スワップ 運用 63条 事業法人等（2） 2 無 無 ―

クレジット・ギャランティ７号合
同会社

関東財務局 クレジット・ギャランティ７号匿
名組合

匿名組合契約 ヘッジファンド クレジット・デフォルト・スワップ 運用 63条 事業法人等（2）
2 無 無 ―

リーフ合同会社 関東財務局 リーフ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

リーフ合同会社 関東財務局 リーフ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1)
1 無 無 ―

合同会社KRF 関東財務局 合同会社KRF匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における不動産（レジデンス）
を投資対象とする不動産信託受益権の
運用

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社KRF 関東財務局 合同会社KRF匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における不動産（レジデンス）
を投資対象とする不動産信託受益権の
運用

運用 63条 事業法人等(1)
1 有 無 ―

MLCベンチャーズ株式会社 関東財務局 ＭＬＣイノベーション1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本を中心として欧米や東南アジアな
どの、物流と不動産の他、関連する社
会課題の解決につながる業種のアー
リー、ミドルステージのスタートアップを
中心に投資を行う

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

MLCベンチャーズ株式会社 関東財務局 ＭＬＣイノベーション1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本を中心として欧米や東南アジアな
どの、物流と不動産の他、関連する社
会課題の解決につながる業種のアー
リー、ミドルステージのスタートアップを
中心に投資を行う

私募・運用 63条 事業法人等(1)

1 無 無 ―

カタリスト戦略投資4号合同会
社

関東財務局 カタリスト戦略投資4号匿名組
合

匿名組合契約 アクティビスト・
ファンド

原則として日本国内に所在する企業を
投資対象とし、株主として企業価値向
上施策を実行し、第三者への譲渡等に
より投資回収を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

カタリスト戦略投資4号合同会
社

関東財務局 カタリスト戦略投資4号匿名組
合

匿名組合契約 アクティビスト・
ファンド

原則として日本国内に所在する企業を
投資対象とし、株主として企業価値向
上施策を実行し、第三者への譲渡等に
より投資回収を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1)

1 有 無 ―

麓1号有限責任事業組合（麓
合同会社、酒寄　基）

関東財務局 麓1号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業価値（EV）10億円未満の事業者
（日本国内の全ての業種）につき、あら
ゆるステージ（創業・成長・成熟・衰退）
を投資対象とする。資本の課題を抱え
ており、当該課題の解決により新たな
発展や成長が見込まれる事業者に対
し、経営戦略実行のためにリソースの
適切な再分配（質・量）を行う。また、販
路の拡大や経営チームの組成等の支
援を行うことで、事業価値の最大化を
実現する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

麓1号有限責任事業組合（麓
合同会社、酒寄　基）

関東財務局 麓1号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業価値（EV）10億円未満の事業者
（日本国内の全ての業種）につき、あら
ゆるステージ（創業・成長・成熟・衰退）
を投資対象とする。資本の課題を抱え
ており、当該課題の解決により新たな
発展や成長が見込まれる事業者に対
し、経営戦略実行のためにリソースの
適切な再分配（質・量）を行う。また、販
路の拡大や経営チームの組成等の支
援を行うことで、事業価値の最大化を
実現する。

私募・運用 63条 金融機関等(1)

1 有 無 ―

ｈａｃｋｊｐｎ株式会社 関東財務局 hackjpnRollingFund 有限責任事業
組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

上場を目指す未上場企業への出資 私募・運用 63条 個人（１） 1 無 無 ―

合同会社コースカ 関東財務局 コースカ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)
事業法人等(1)
投資事業有限責任組
合(1)

3 有 無 ―

合同会社真栄原城 関東財務局 真栄原城匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルを信託財産とする不
動産信託受益権を取得し利益を得る。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(1)

2 無 無 ―

全国学生住宅合同会社 関東財務局 全国学生住宅合同会社匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内に存する学生寮その他の住
居にかかる不動産信託受益権を取得
し、利益獲得を目指す。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

関西ロジスティクス合同会社 関東財務局 関西ロジスティクス合同会社
優先匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設3物件を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として優先匿名組
合員に対し利益分配を行う。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

関西ロジスティクス合同会社 関東財務局 関西ロジスティクス合同会社
劣後匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設3物件を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として劣後匿名組
合員に対し利益分配を行う。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

TS有限責任事業組合 関東財務局 THESEED3号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージの国内外ITベンチャー
企業への投資

私募・運用 63条 個人(1)、事業法人等
(2)

3 有 無 ―

合同会社NET ZERO 
INVESTMENT1号

関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 社会投資ファン
ド

発電設備を設置し、発電を行い、売電
収入を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

武蔵小杉プロパティー合同会
社

関東財務局 武蔵小杉プロパティー合同会
社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：事務所・店
舗・駐車場
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等 (1)
外国法人又は外国人
等 (1)

2 無 無 ―

株式会社We & J Ventures 関東財務局 We&J Ventures 1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資企業対象：
テクノロジーで社会課題を解決するソ
リューションを提供する未上場企業。
社会の基盤（インフラ）となるようなサー
ビスを提供する未上場企業。

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

グローリーアジアインベストメ
ント株式会社

関東財務局 グローリーアジアインベストメ
ント投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 ヘッジファンド（マルチストラテジー）及
び国内外の太陽光、芸能関連、不動産
等を事業としている中小企業に対して
投資、貸付等を行う

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

合同会社ＪＲＷＤファンド第７
号

関東財務局 合同会社ＪＲＷＤファンド第７
号匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における不動産（レジデンス）
を投資対象とする不動産信託受益権の
運用

運用 63条 金融機関等（2）
事業法人等（3）

5 無 無 ―

ＪＰＡ３合同会社 関東財務局 ジャパンプライベートアセット3
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

国内の投資事業有限責任組合又は外
国の投資事業有限責任組合に類似す
る組合の持分を取得し、当該持分に対
する利益分配又は売却代金を原資とし
て組合員に対し利益分配を行う。

私募 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

GINZA5合同会社 関東財務局 GINZA５合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業ビルに係る不動産信
託受益権を投資対象として不動産信託
受益権取得等を行い、利益を得ること
を目的とする。

運用 63条 事業法人等（4） 4 有 無 ―

合同会社温泉旅館３号 関東財務局 匿名組合温泉旅館３号 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権（旅館）の取得 私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)
金融商品取引業者等
（1）

2 無 無 ―

CES九州５太陽光発電所合同
会社

関東財務局 CES九州５太陽光発電所合同
会社匿名組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

熊本県水俣市において太陽光発電事
業を行う会社に対する出資の配当又は
（将来的に同会社の社員持分を第三者
に売却した場合における）売却代金を
原資として匿名組合員に対し利益配分
を行う。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―
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合同会社RSプロパティーズ１ 関東財務局 RSプロパティー1号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主な投資対象不動産：ホテル
投資対象地域：全国
投資方針概要：全国リゾートエリアの宿
泊施設（ホテル・一棟貸コテージ等）の
土地建物を対象資産とする信託受益権
の取得及び保有

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社リアルクオリティ 関東財務局 ＲＱ旅館再生ファンド投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

財政状況が悪く、破綻に近いステージ
にある主に旅館業・ホテル業を営む国
内企業に対して投資し、再生させること
を通じて利益を得るファンドとする。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(3)

4 有 無 ―

株式会社地域医療マネジメン
ト

関東財務局 地域医療マネジメント1号匿名
組合出資持分

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

主に医療法人藤和会に対する経営顧
問及び経営支援業務の遂行及びその
処分を行うことで収益を獲得し、その収
益を出資者に分配する日本国内ファン
ド

私募 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

株式会社地域医療マネジメン
ト

関東財務局 地域医療マネジメント2号匿名
組合出資持分

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

主に医療法人社団康人会に対する経
営顧問及び経営支援業務の遂行及び
その処分、ならびに医療法人社団康人
会に係る出資持分の取得及び処分を
行うことで収益を獲得し、その収益を出
資者に分配する日本国内ファンド

私募 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

合同会社西五反田プロパティ 関東財務局 西五反田プロパティ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権(投資対
象不動産の種類：オフィスビル・駐車
場、投資対象地域：日本)を匿名組合契
約に基づく出資並びに匿名組合契約に
従い営業者が調達することを許された
借入金及びその他の匿名組合出資に
よる調達金にて購入し、信託受託者を
通じて対象不動産からの収益を得るこ
とにより、利益獲得を目指すファンドと
する。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

合同会社AK1 関東財務局 合同会社AK1匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の土地及び建物を主たる信
託財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1)
事業法人等(3)
投資事業有限責任組
合(1)

5 有 無 ―

クロスワンホスピタリティキャピ
タル株式会社

関東財務局 ホテル旅館活性化ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域の経済活力や雇用について大きな
役割を果たす中小企業の再生を目的と
して、中小企業等に関する株式、社債、
金銭債権の取得・保有

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社御福プロパティーズ 関東財務局 合同会社御福プロパティーズ
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の不動産等を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(2)

3 有 無 ―

合同会社Hale 関東財務局 Hale匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：戸建住宅、投資対象
地域：日本）を匿名組合契約に基づく出
資による調達金にて購入し、信託受託
者を通じて対象不動産からの収益を得
ることにより、利益獲得を目指すファン
ドとする。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社菖蒲プロパティ 関東財務局 菖蒲プロパティ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：商業施設、投資対象
地域：日本）を、匿名組合契約に基づく
出資並びに借入金にて購入し、信託受
託者を通じる等して対象不動産等の賃
貸及び売却等によって収益を上げ、現
金化することを目的とする。

運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 無 無 ―

Lifestyle6合同会社 関東財務局 Lifestyle6合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産を信託財産とする信託受
益権を取得

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

Lifestyle7合同会社 関東財務局 Lifestyle7合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産を信託財産とする信託受
益権を取得

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

Lifestyle5合同会社 関東財務局 Lifestyle5合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産を信託財産とする信託受
益権を取得

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ＪＲＷＤファンド第５
号

関東財務局 合同会社ＪＲＷＤファンド第５
号匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における商業施設不動産を
投資対象とする不動産信託受益権の
運用

運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）事業法人等（3）

4 有 無 ―

アリエス合同会社 関東財務局 アリエス合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

ＱＸＬＶ２号有限責任事業組合
（クオンタムリープベンチャー
ズ株式会社、古谷健太郎、中
澤篤、諏訪博俊）

関東財務局 ＱＸＬＶ２号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット分野における設立５年未
満の国内外のスタートアップを主な投
資対象とし、典型的には、それらの企
業のシードステージにおける株式その
他の有価証券を取得する方針である。
その上で、投資対象となる企業のサ
ポート等を通じて企業価値を高め、最
終的には株式上場やM&A等に伴って
Exitすることにより、利益の獲得を目指
す。

私募・運用 63条 金融機関等（1）、事業
法人等(1)、個人（1）

3 有 無 ―

株式会社Daiki Axis Venture 
Partners

関東財務局 DAVPベンチャー1号投資事業
有限責任組合（DAVP１）

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

事業シナジーがあり、高成長が見込ま
れるベンチャー企業の未公開株式を発
行済株式総数の数％～50％程度取得
し、創業期をサポートしてハンズオン支
援を通じて企業価値を高め、IPO時の
株式売却により利益獲得を狙うファンド
とする。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

HIF FUND6号合同会社 関東財務局 HIF KESSAI GIVING FUND6号 匿名組合契約 その他 主な投資対象は、立替債権、及び売掛
等債権。H.I.F.株式会社が選定した国内
企業が発行する立替債権、リース債権
及び売掛等債権への投資をする戦略。
リスクは発行企業及び第三債務者の倒
産リスク、未払いリスク、立替債権、及
び売掛等債権の流動性リスクなどがあ
る。

私募 63条 個人（1） 1 有 無 ―

合同会社Yuri3 関東財務局 Yuri3匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在のデータセンターである不動
産を保する特定目的会社の発行する
優先出資証券その他不動産関連資産
を投資対象とし、当該資産からの収
入、売却益による利益の獲得を目的と
した投資を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

SMBCベンチャーキャピタル・
マネジメント株式会社

関東財務局 SMBC-GBグロース1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

グロースステージのスタートアップ向け
投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

合同会社N2 関東財務局 合同会社N2匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在するオフィスビル1棟を裏付
けとする信託受益権の保有及び売買

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(1)、事
業法人等(4)

6 有 無 ―

JP LIFE NEXT1号有限責任事
業組合（かんぽＮＥＸＴパート
ナーズ株式会社、樋口晋平、
田中研午）

関東財務局 ＪＰ　ＬＩＦＥ　ＮＥＸＴ１号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本国内のベンチャー企業に投資し、
当該企業の価値を向上させ売却し、こ
の代金を原資として各組合員に対し利
益分配を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

今井マックスウェル 関東財務局 Pacific Bays Capital 1A号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

モバイルアプリ、インターネット・ソフト
ウェア、ドローン、AI等の開発・製造を
行う非上場会社を中心としたスタート
アップに対する、未上場株式、新株予
約権に対する投資

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社ＳＥＥＤ１ 関東財務局 合同会社ＳＥＥＤ１匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド オフィスビルの運用 運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ケップルリクイディティ1 有限
責任事業組合（株式会社ケッ
プルグループ、神先孝裕、鮫
島卓、堂前　泰志）

関東財務局 Kepple Liquidity1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

セカンダリー・
ファンド

ミドルステージ～レイタ―ステージのス
タートアップ企業の既発行の株式を中
心とする投資証券等を第三者から譲り
受けることにより取得する。

私募・運用 63条 事業法人等(2)
金融機関等(4)
投資事業有限責任組
合(1)

7 有 無 ―
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くじらキャピタル株式会社 関東財務局 くじら1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内中堅中小企業の原則として過半数
持分を取得。業種は問わず。デジタル
を軸とする経営改革により企業価値増
大を図る。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社テラ 関東財務局 合同会社テラ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における居住用不動産を投
資対象とする不動産信託受益権の運

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

AR1有限責任事業組合（エン
ジェルラウンド株式会社、大越
匠）

関東財務局 エンジェルラウンド 1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資事業の業種はIT・デジタル領域に
特化。成長ステージはシードのみとし、
投資先人物像は30代以下の若手を中
心。投資先の支援を共に行い、企業価
値を上げていく。

私募・運用 63条 個人(2) 2 有 有 ゼロス有限責任監査法人

モンゴルファイナンス＆ビジネ
ス合同会社

関東財務局 モンゴル成長投資ファンド 匿名組合契約 その他 在モンゴル日系企業の運転資金を資
金使途とした貸付けのほか、譲渡性預
金（CD）などモンゴル商業銀行発行の
有価証券に投資するファンド

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

NEXTBLUE2号有限責任事業
組合（井上加奈子、郡裕一、
Vincent Youci Tan）

関東財務局 NEXTBLUE2号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象企業の業種：特に定めな
い。
投資対象企業の成長ステージはシード
～レイタ―。
その他の基本的な投資方針・戦略の概
要：営業マーケティング支援によって事
業進捗させられるベンチャーを基本方
針とする。無限責任組合員のみならず
起業家をはじめとする組合員が投資先
のメンタリング、事業支援を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 公認会計士
平林　元之

合同会社ドラムズＷＥ 関東財務局 2023年7月　匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

Mエナジー一般社団法人 関東財務局 Mパワー16投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

日本国内の太陽光発電施設19物件を
所有する株式会社の全株式を保有す
る株式会社の株式の取得等を行うSPC
へ匿名組合出資を行うSPCへ匿名組合
出資を行い、当該匿名出資に係る配当
代金を原資として匿名組合員に利益分
配を行う。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）

1 無 無 ―

合同会社船橋夏見開発プロ
ジェクト

関東財務局 合同会社船橋夏見開発プロ
ジェクト

匿名組合契約 不動産ファンド 首都圏内のマンションに関する信託受
益権の取得、賃貸及び売却を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社Ａｓｉｌ札幌 関東財務局 合同会社Ａｓｉｌ札幌 匿名組合契約 不動産ファンド 北海道札幌市に所在するホテルを主な
信託財産とする不動産信託受益権を取
得し、当該信託受益権に対する信託配
当又は売却代金を原資として匿名組合
員に対し利益分配を行う。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社サンライズ1 関東財務局 サンライズ1匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資持分
をもって不動産信託受益権に投資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）

1 無 無 ―

一般社団法人ＣＲＴ菖蒲 関東財務局 Cyrus投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

その他 主に国内の不動産信託受益権、外国
法人の発行する社債を特定資産とする
特定目的会社の発行する特定社債を
取得し、当該社債の利息や償還を原資
として組合員に対し利益分配を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

株式会社ベンチャーラボイノ
ベーション

関東財務局 VLI‐SAベンチャーファンド2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業への投資 私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

合同会社ＪＲＷＤファンド第６
号

関東財務局 合同会社ＪＲＷＤファンド第６
号匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における商業施設不動産を
投資対象とする不動産信託受益権の
運用

運用 63条 金融機関等（2）、事業
法人等（4）

6 有 無 ―

南天合同会社 関東財務局 南天匿名組合 匿名組合契約 その他 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産等を保有する株式会社の
発行する株式に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

ＯＮ＆ＯＮ合同会社 関東財務局 Deep Media Target Fund 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

米国の翻訳関係事業を営むアーリース
テージのベンチャー企業の株式につい
て出資を行う。将来のキャピタルゲイン
を企図する投資を行う。なお、本件は純
投資であり、経営への関与は原則とし
て行わないものとする。

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

合同会社LOGI FLAG8号 関東財務局 合同会社LOGI FLAG8号匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における物流施設を投資対
象とする不動産信託受益権の運用

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ＳＨブルーオーシャン神戸合
同会社

関東財務局 ＳＨブルーオーシャン神戸合
同会社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の居住用不動産を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

合同会社NET ZERO 
INVESTMENT2号

関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 社会投資ファン
ド

発電設備を設置し、発電を行い、売電
収入を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

合同会社NET ZERO 
INVESTMENT3号

関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 社会投資ファン
ド

発電設備を設置し、発電を行い、売電
収入を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

合同会社NET ZERO 
INVESTMENT4号

関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 社会投資ファン
ド

発電設備を設置し、発電を行い、売電
収入を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

合同会社GX INVESTMENT1
号

関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 社会投資ファン
ド

発電設備を設置し、発電を行い、売電
収入を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

有限責任事業組合コーラル・
ファンドオブファンズ（株式会
社Coral Capital、サン・パシ
フィック株式会社、Arkania 
Management,LLC）

関東財務局 Coral FoF投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

主に北米、欧州、アジア、イスラエル又
は日本を拠点とするVCファンドに投資
を行う。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等 
(1)

1 有 無 ―

合同会社アセット投資事業10
号

関東財務局 アセット投資事業10号匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権(投資対
象不動産の種類：寄宿舎、投資対象地
域：日本)を匿名組合契約に基づく出資
並びに匿名組合契約に従い営業者が
調達することを許された借入金及びそ
の他の匿名組合出資による調達金に
て購入し、信託受託者を通じて対象不
動産からの収益を得ることにより、利益
獲得を目指すファンドとする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

リアルテックファンド4号有限責
任事業組合（リアルテックホー
ルディングス株式会社、永田
暁彦、丸幸弘）

関東財務局 リアルテックファンド4号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ヘルスケア、バイオ、アグリ、エンジニア
リング等の研究開発型テクノロジーに
おいて、主にシードやアーリーステージ
の国内ベンチャー企業の株式取得によ
る出資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等（2）

3 有 無 ―

合同会社新札 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：ホテル
対象地域：日本
信託受益権を取得・保有し、賃料その
他当該信託受益権からの収益、当該信
託受益権の売却による利益獲得を目
的としたファンド

運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）、事業法人等(1)

2 無 無 ―

ＲＤｉｓｃｏｖｅｒｙ株式会社 関東財務局 RDiscovery Fund 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

ライフサイエンス業界における治療薬
開発企業及び治療薬製品または企業
化前の技術に関する知的財産への投
資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）、金融機関等（1）

2 有 無 ―

一般社団法人大和ハウスウェ
ルビーイングコアファンド

関東財務局 大和ハウスウェルビーイングコ
アファンド投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 本ファンドは、大和ハウスグループが開
発する日本国内の優良なヘルスケア施
設に係る不動産信託受益権等を中心
に投資を行うDHWCF合同会社に対して
投資を行うことにより資産を運用するコ
ア型のファンドです。

運用 63条 金融機関等(7)、事業
法人等(6)、投資事業
有限責任組合(1)

14 無 無 ―

ワダツミキャピタルThree株式
会社

関東財務局 HM CANOPUS MARITIME 
FUND LP

外国の法令に
基づく権利

その他 メタノール二元燃料エンジンを搭載の
5,800TEUのコンテナ船を保有する船舶
会社へ投資を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ワダツミキャピタルFour株式会
社

関東財務局 MIYO SIRIUS MARITIME 
FUND LP

外国の法令に
基づく権利

その他 メタノール二元燃料エンジンを搭載の
5,800TEUのコンテナ船を保有する船舶
会社へ投資を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―
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モラージュ佐賀合同会社 関東財務局 モラージュ佐賀合同会社匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 佐賀県佐賀市に所在する商業施設を
主な信託財産とする不動産信託受益
権を取得し、当該信託受益権に対する
信託配当等を原資として匿名組合員に
対し利益分配等を行う。

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

Bonin Holdings合同会社 関東財務局 Bonin Holdings匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権
や現物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

合同会社シルバーキャッスル 関東財務局 合同会社シルバーキャッスル
匿名組合出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 国内に所在する不動産（老人ホーム）
にかかる不動産信託受益権を取得・保
有・処分等して収益を得ることにより、
利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

waypoint venture partners株
式会社

関東財務局 waypoint venture partners1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT・インターネット関連の事業を主たる
事業とし、「先進的課題解決」「産業の
持続的成長」「個人のエンパワーメント」
に資する事業を行うシードステージのベ
ンチャー企業へ投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

ニュートン・インベストメント・
パートナーズ株式会社

関東財務局 Japan Activation Capital I L.P. 外国の法令に
基づく権利

その他 本ファンドの投資目的は、東京証券取
引所プライム市場に上場している企業
の株式に投資し、投資先経営陣との対
話を通じて、長期的な資本増価を実現
することである。

私募・運用 63条 金融機関等 (1) 1 無 無 ―

ベル有限責任事業組合（ベル
インベストメンツ株式会社、
池ヶ谷聡、鈴木貴）

関東財務局 ベル投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 日本の上場株を投資対象とする投資戦
略。ロングとショートの両方を用いて割
安だと考える銘柄をロング、割高だと考
える銘柄をショートする。ベータリスクは
海外の伝統的なヘッジファンドと同様に
許容する。

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

合同会社マーキュリー１００ 関東財務局 マーキュリー１００匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：商業施設、駐車場、
オフィス、ホテル　投資対象地域：日本）
を匿名組合契約に基づく出資及び匿名
組合契約に従い営業者が調達すること
を許された借入金による調達金にて購
入し、信託受託者を通じて対象不動産
からの収益を得ることにより、利益獲得
を目指すファンドとする。

運用 63条 金融機関等（1）
事業法人等（1）

2 有 無 ―

慶應イノベーション・イニシア
ティブ3号有限責任事業組合
（株式会社慶應イノベーショ
ン・イニシアティブ、山岸広太
郎、木下秀一、本郷有克、野
村直児、鳥居優人、大竹遼、
佐竹祐輔）

関東財務局 KII3号インパクト投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象分野：慶應義塾大学の研究
成果や人材を活用している、又はそれ
らとの相乗効果が期待される他大学、
研究機関の研究成果等を活用している
ベンチャー企業の育成
投資ステージ：シード・アーリーステージ
～エクスパンションステージ

私募・運用 63条 金融機関等（7）、金融
商品取引業者等(1)、
事業法人等（2）

10 無 無 ―

企業支援総合研究所有限責
任事業組合（株式会社企業支
援総合研究所、前田拓）

関東財務局 企業支援総合研究所1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

スモールキャップ・ミッドキャップの日本
企業を主たる投資対象とし、バイアウト
投資及びストラクチャード・マイノリティ
投資を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)、投資事業有限
責任組合(3)、事業法
人等(1)、金融機関等
(1)

6 有 無 ―

株式会社企業支援総合研究
所

関東財務局 企業支援総合研究所1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

スモールキャップ・ミッドキャップの日本
企業を主たる投資対象とし、バイアウト
投資及びストラクチャード・マイノリティ
投資を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)、投資事業有限
責任組合(3)、事業法
人等(1)、金融機関等
(1)

6 有 無 ―

株式会社企業支援総合研究
所

関東財務局 CSRI-A投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

企業支援総合研究所1号投資事業有
限責任組合に対する投資を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

株式会社企業支援総合研究
所

関東財務局 CSRI-B投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

企業支援総合研究所1号投資事業有
限責任組合に対する投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

rengaプロ第1号合同会社 関東財務局 renga第1号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主として都心のレジデンスを投資対象
物件とする不動産私募ファンド

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

竹丸　淳志 関東財務局 ICJ2号ファンド投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

未上場の成長企業等の株式等への投
資を通じて成長企業等の育成を図りつ
つ、投資利益を獲得する。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）、金融機関等（2）、
事業法人等(2)

5 有 有 矢冨　健太朗

テクノロジーベンチャーズ6 号
パートナー有限責任事業組合
(中野慎三、阿部剛士、小川
剛）

関東財務局 テクノロジーベンチャーズ6号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ITや先端技術を活用した各分野を中心
と し た未公開企業へのシー ド、アー
リー、ミドルの各ステージを対象として、
日本国内を中心に投資する。

私募・運用 63条 事業法人等（2）、金融
機関等(2)

4 有 無 ―

合同会社ライラック札幌 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：ホテル
対象地域：日本
信託受益権を取得・保有し、賃料その
他当該信託受益権からの収益、当該信
託受益権の売却による利益獲得を目
的としたファンド

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

合同会社KOF 関東財務局 合同会社KOF匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における不動産（レジデンス）
を投資対象とする不動産信託受益権の
運用

運用 63条 事業法人等（2） 2 有 無 ―

合同会社Rレジデンス1号 関東財務局 匿名組合Rレジデンス1号 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権の取得 運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―
合同会社グリーンビルPJ1 関東財務局 合同会社グリーンビルPJ1匿

名組合
匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィスビルを投資

対象とする不動産信託受益権の運用
運用 63条 金融機関等(1)

事業法人等(3)
投資事業有限責任組
合(1)

5 有 無 ―

合同会社KOENJI Investment 関東財務局 JFK1匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 都内レジデンス物件を主な信託財産と
する不動産信託受益権を取得し、当該
信託受益権に対する信託配当又は売
却代金を原資として匿名組合員に対し
利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

Gozo Holdings2合同会社 関東財務局 Gozo Holdings2匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

Ｂｅｒｎｉｎａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ２合同会
社

関東財務局 Ｂｅｒｎｉｎａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ２匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

Moriya合同会社 関東財務局 Moriya合同会社匿名組合 匿名組合契約 その他 国内の株式会社その他の法人の株式
若しくは持分等又は特定目的会社の特
定出資及び優先出資持分を取得の
上、当該株式又は持分等を保有・処分
することによる配当等及び売却益によ
る収益目的の投資

運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 無 無 ―

行人坂プロパティー合同会社 関東財務局 行人坂プロパティー合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：レジデンス
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等 (1) 1 有 無 ―

氷川坂プロパティー合同会社 関東財務局 氷川坂プロパティー合同会社
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：レジデンス、
事務所、店舗
投資対象地域：日本
基本的な投資方針戦略の概要：信託受
益権を取得・保有し、賃料その他当該
信託受益権からの収益を得ることによ
り利益獲得を目指すファンドである

運用 63条 事業法人等 (1) 1 有 無 ―

ＳＳ光２６合同会社 関東財務局 SS光26合同会社 匿名組合 匿名組合契約 その他 風力発電事業及び売電事業の保有、
運営及び処分並びにこれらに附帯する
事業

私募 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

TCヘルスケア有限責任事業
組合（Tokiwano&Company株式
会社、合同会社トリニティキャ
ピタル）

関東財務局 TC31ヘルスケア投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

国内の企業（人材開発、ヘルスケア関
連事業）が発行する株式等を投資対象
とし、業務・組織改善による企業価値向
上を図る

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―
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合同会社KRF２ 関東財務局 合同会社KRF２匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の居住施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

DPICパートナー１号有限責任
事業組合（大和PIキャピタル株
式会社、玉澤康一、中山淳、
瀬戸亮哉、柴原一貴）

関東財務局 大和PIC事業支援1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の中堅・中小企業への株式投資 私募・運用 63条 事業法人等（1）、金融
機関等（6）

7 有 無 ―

インキュベイトファンドLP3号有
限責任事業組合（赤浦徹、本
間真彦、和田圭祐、村田祐
介、McInerney Paul Joseph 、
吉田周平、インキュベイトファ
ンド株式会社）

関東財務局 インキュベイトファンドLP3号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

インキュベイトファンドLP3号投資事業
有限責任組合は、他のベンチャーファ
ンドを主な投資対象とすることを想定し
ており、当該ベンチャーファンドから、そ
の保有する投資先事業者の株式の売
却等により得られる利益等の分配を受
け、当該分配に基づく収益を各組合員
に配分することを目的としている。
なお、インキュベイトファンドLP3号投資
事業有限責任組合が投資対象とする
ベンチャーファンドの属性としては、典
型的には、国内外のIT分野の企業
（シード又はアーリーステージ等）の株
式その他の有価証券を投資対象とする
ものが想定されるものの、必要に応じ
て、他の分野又は成長ステージの企業
に投資を行うベンチャーファンドも投資
対象とすることがある。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

J-STAR Environment Fund-A 
GP有限責任事業組合（J-
STAR株式会社、原田 健一、
櫻井 秀秋）

関東財務局 J-STAR Environment Fund-A, 
LP

外国の法令に
基づく権利

セカンダリー・
ファンド

他の既存ファンドが保有している日本
の中小企業の株式を購入し、投資対象
とする。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

ＤＨＷＣＦ合同会社 関東財務局 ＤＨＷＣＦ合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 本ファンドは、大和ハウスグループが開
発する日本国内の優良なヘルスケア施
設に係る不動産信託受益権等を中心
に投資を行うことにより資産を運用する
コア型のファンドです。

運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 無 無 ―

合同会社ミヤコジマ 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：オフィス　対象
地域：日本　信託受益権を取得・保有
し、賃料その他当該信託受益権からの
収益、当該信託受益権の売却による利
益獲得を目的としたファンド

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Dash Living Property合同会社 関東財務局 Dash Living Property匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 届出者は、匿名組合の営業者として、
匿名組合員が拠出した金銭をもって、
東京都墨田区に所在する建物（共同住
宅）及び土地を信託財産とする信託受
益権を取得する。かかる信託受益権に
基づく利益配当及び残余財産分配によ
る収益を匿名組合員に分配する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

合同会社ココファンド4 関東財務局 ココファンド4匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：サービス付き高齢者
向け住宅、投資対象地域：日本）を匿名
組合契約に基づく出資並びに匿名組合
契約に従い営業者が調達することを許
された借入金及びその他の匿名組合
出資による調達金にて購入し、信託受
託者を通じて対象不動産からの収益を
得ることにより、利益獲得を目指すファ
ンドとする。

運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

GeekOut Development合同会
社

関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 その他 対象コンテンツ（ゲームを想定）の管
理、配布及び運用並びに対象コンテン
ツに係るマーケティング業務を行い収
益を獲得する事業に対する匿名組合出
資の募集。

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社KSIF 関東財務局 KSIF匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる匿名組合出資持分（投資対
象不動産の種類：レジデンス、投資対
象地域：日本）を、匿名組合契約に基づ
く出資及び借入金等にて取得し、対象
となる匿名組合契約に基づく利益配当
を通じる等して対象匿名組合出資持分
等によって収益を上げ、現金化すること
を目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

TLDファンドマネジメント合同会
社

関東財務局 TLDサステナブルエネルギー
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

日本国内における再生可能エネルギー
発電事業又はクリーンエネルギー関連
事業を営む事業会社に対する出資及
び株主融資を取得することにより、日本
国内における再生可能エネルギー発電
プロジェクト及びクリーンエネルギー関
連事業に投資する。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

アドミラルファンド3号合同会社 関東財務局 アドミラルファンド3号匿名組合 匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

事業再生を支援するDIPファイナンス・
再生ファイナンス、債権買取、バイアウ
ト案件の優先出資等をおこなう投資事
業有限責任組合への出資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（１）

1 無 無 ―

合同会社KRF105 関東財務局 KRF105匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：物流施設、投資対象
地域：日本）を、匿名組合契約に基づく
出資及び借入金等にて購入し、信託受
託者を通じる等して対象不動産等の賃
貸及び売却等によって収益を上げ、現
金化することを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社 PROTOCOL Capital 関東財務局 PROTOCOL Capital krave 
Mart匿名組合

匿名組合契約 ベンチャーファ
ンド

・デリバリー事業 
・アーリー
・デリバリー領域での、日本、シンガ
ポール、パキスタンでのオープンイノ
ベーションを加速させるための投資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（１）

1 有 無 ―

合同会社アトラス 関東財務局 合同会社アトラス匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるデータセンターを投
資対象とする不動産信託受益権の運
用

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

合同会社那覇旭橋城 関東財務局 那覇旭橋城匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルを信託財産とする不
動産信託受益権を取得し利益を得る。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(1)

2 無 無 ―

クレジット・ギャランティ８号合
同会社

関東財務局 クレジット・ギャランティ8号匿
名組合

匿名組合契約 ヘッジファンド クレジット・デフォルト・スワップ 運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

HIF FUND3号合同会社 関東財務局 HIF KESSAI GIVING FUND7号 匿名組合契約 その他 主な投資対象は、立替債権、及び売掛
債権。H.I.F.株式会社が選定した国内企
業が発行する立替債権、リース債権及
び売掛債権への投資をする戦略。リス
クは発行企業及び第三債務者の倒産
リスク、未払いリスク、立替債権、及び
売掛債権の流動性リスクなどがある。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社ＲＳＭ吉祥寺 関東財務局 合同会社ＲＳＭ吉祥寺匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィス施設及び底地（オ
フィス施設の建設予定地を含む）を対
象とした不動産信託受益権に対して投
資を行う

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社小田急秦野駅前開
発プロジェクト

関東財務局 合同会社小田急秦野駅前開
発プロジェクト

匿名組合契約 不動産ファンド 首都圏内のマンションに関する信託受
益権の取得、賃貸及び売却を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社Ｊ-ｇlａｍ 関東財務局 MIYAVI - New album グローバ
ルプロジェクト匿名組合

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

アーティストMIYAVIのニューアルバム
製作発売事業に対する投資

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

アス・キャピタル・パートナーズ
１号有限責任事業組合（夏目
英男、李路成、アス・キャピタ
ル・パートナーズ株式会社）

関東財務局 アス・キャピタル・パートナーズ
1号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として日本において、創業直後又は
初めて資金調達を実施する企業を対象
に、業種の領域を問わずに出資を行
う。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1）

1 有 無 ―

Growth Partners LLP有限責
任事業組合（グロースパート
ナーズ株式会社、古川徳厚）

関東財務局 GP上場企業出資投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本国内の上場企業が発行する株
式、新株予約権、転換社債その他の金
融商品の取得

私募・運用 63条 個人(2)
外国法人又は外国人
等（2）

4 有 無 ―

Growth Partners LLP有限責
任事業組合（グロースパート
ナーズ株式会社、古川徳厚）

関東財務局 GPバイアウトP投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本国内の企業が発行する株式、新
株予約権、転換社債その他の金融商
品の取得

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―
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株式会社DG Daiwa Ventures 
3号

関東財務局 DGDV Fund III E.L.P. Cayman 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内外にて次世代コア技術の研
究・開発を行う企業等(スタートアップを
含む。)を中心に投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(2)
金融機関等(1)

3 有 無 ―

JPインベストメント・シグマ地域
事業承継合同会社

関東財務局 JPインベストメント・シグマ地域
事業承継1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業承継に課題を抱える地域の企業
への投資を行い、投資先の事業承継及
び組織的な経営への移行を支援し、地
域経済や雇用の維持拡大に貢献する
ことを目的とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

リノビアパートナーズ合同会社 関東財務局 リノビア1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業承継課題を抱える国内の非上場
中小企業のマジョリティ株式取得及び
経営支援

私募・運用 63条 個人(1)、投資事業有
限責任組合(1)

2 有 無 ―

スカイ・インベストメント・マネジ
メント合同会社

関東財務局 SKYY Japan DC投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 本ファンドの投資目的は、日本国内の
データセンター・プロジェクトへの投資を
通じて魅力的なリスク調整後リターンを
達成することである。本ファンドは、特
別目的会社を通じて日本国内の土地を
取得し、当該土地にデータセンターを
建設／開発することを意図しており、当
該プロジェクトが安定した時点で売却す
ることを視野に入れている。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等 
(1)、金融機関等 (1)

2 有 無 ―

合同会社BST1 関東財務局 BST1匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権(投資対
象不動産の種類：事務所、投資対象地
域：日本）を匿名組合契約に基づく出資
並びに匿名契約に従い営業者が調達
することを許された借入金及びその他
の匿名組合出資による調達金にて購
入し、信託受託者を通じる等して対象
不動産等の賃貸及び売却等によって収
益を上げ、現金化することを目的とす
る。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ＡＬＪ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ４合同会社 関東財務局 ALJ Healthcare4匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のヘルスケア施設を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対し利益分配を行う。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

サザンカパートナーズ株式会
社

関東財務局 サザンカ中小企業活性化投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

①投資対象
日本国内の再生フェーズにある中小企
業者等。
②投資方針
業務改善等における人的支援、設備資
金の供給等を通じて企業価値の向上を
図ることにより、事業継続が見込まれる
中小企業者等に対する投資。
③投資手法
株式引受、株式買取、社債引受、債権
買取等

私募・運用 63条 金融機関等（7）
事業法人等（1）

8 無 無 ―

合同会社Leonatus 関東財務局 合同会社Leonatus匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる信託受益権(投資対象不動
産の種類：物流倉庫、投資対象地域：
茨城県つくば市）を匿名組合契約に基
づく出資にて購入し、信託受託者を通じ
る等して対象不動産等の賃貸及び売
却等によって収益を上げ、現金化する
ことを目的とする。

運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

#REF! 関東財務局 小金井キャピタル1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

主な投資対象企業の業種：東証グロー
ス市場に上場する株式
基本的な投資方針：保有期間3－5年の
ロングオンリー、かつ企業経営陣との
対話により企業価値向上を支援するエ
ンゲージメント投資を行う

私募・運用 63条 個人(2) 2 無 無 ―

岩一合同会社 関東財務局 岩一合同会社匿名組合 匿名組合契約
（令第１条の12
第２号に規定
する権利）

不動産ファンド 日本国内の商業ビルに係る不動産信
託受益権を投資対象として不動産信託
受益権取得等を行い、利益を得ること
を目的とする。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

#REF! 関東財務局 磐梯1.2太陽光発電所合同会
社匿名組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

福島県磐梯町において太陽光発電事
業を行う会社に対する出資の配当又は
（将来的に同会社の社員持分を第三者
に売却した場合における）売却代金を
原資として匿名組合員に対し利益分配
を行う。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

#REF! 関東財務局 南伊勢太陽光発電所合同会
社匿名組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

三重県南伊勢町において太陽光発電
事業を行う会社に対する出資の配当又
は（将来的に同会社の社員持分を第三
者に売却した場合における）売却代金
を原資として匿名組合員に対し利益分
配を行う。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

JFRブリッジ合同会社 関東財務局 JFRブリッジ合同会社匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権の取得、保有及び
処分

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

UNLEASH Capital Partners株
式会社

関東財務局 UNLEASH 1号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ITセクターにおけるシード・アーリース
テージの企業への投資

私募・運用 63条 金融機関等（4）、事業
法人等（1）、個人(1)

6 有 無 ―

Lifestyle８合同会社 関東財務局 Lifestyle８合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産を信託財産とする信託受
益権を取得

私募・運用 63条 事業法人等（２） 2 無 無 ―

Lifestyle９合同会社 関東財務局 Lifestyle９合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産を信託財産とする信託受
益権を取得

私募・運用 63条 事業法人等（２） 2 無 無 ―

Lifestyle１０合同会社 関東財務局 Lifestyle１０合同会社匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産を信託財産とする信託受
益権を取得

私募・運用 63条 事業法人等（２） 2 無 無 ―

Gozo Holdings合同会社 関東財務局 Gozo Holdings匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等（1）

1 有 無 ―

ＤＨＦ２合同会社 関東財務局 DHF2匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテル施設を主な信託財
産とする不動産信託受益権を取得し、
当該信託受益権に対する信託配当又
は売却代金を原資として匿名組合員に
対し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(2)

3 有 無 ―

合同会社KRF104 関東財務局 KRF104匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：オフィス、投資対象地
域：日本）を、匿名組合契約に基づく出
資及び借入金等にて購入し、信託受託
者を通じる等して対象不動産等の賃貸
及び売却等によって収益を上げ、現金
化することを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

サンライズGP合同会社 関東財務局 GLP Japan Renewableメザニ
ンファンド投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

日本国内の太陽光発電事業に対する
投資を内容とする投資戦略に従い、匿
名組合の営業者に対する優先匿名組
合出資を通じて、間接的に当該事業に
対する投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

合同会社QnTHoldings 関東財務局 QnTHoldings匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京都中央区に所在するオフィスビル
の信託受益権から得られる収益等を投
資家へ分配

運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社Little Star 関東財務局 Little Star匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権の運用（商業ビルの
開発）

運用 63条 事業法人等（１）、投資
事業有限責任組合（２）

3 有 無 ―

JA三井リース建物株式会社 関東財務局 JMリアルティ投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

主に国内不動産私募リート・私募ファン
ドへの投資

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

#REF! 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：居住用賃貸
不動産　
対象地域：日本　
信託受益権を取得・保有し、賃料その
他当該信託受益権からの収益、当該信
託受益権の売却による利益獲得を目
的としたファンド

運用 63条 事業法人等(２)
金融商品取引業者等
(１)

3 無 無 ―

株式会社きらぼしコンサルティ
ング

関東財務局 Kconイノベーション1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

首都圏のシード、アーリーステージにあ
るベンチャー、スタートアップ企業に対
する成長支援に向けた有価証券の取
得

私募・運用 63条 金融機関等（１） 1 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

合同会社ダブルオーイレブン 関東財務局 ダブルオーイレブン匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のショッピングセンターに係る
不動産信託受益権を
投資対象として不動産信託受益権取得
等を行い、利益を得ることを目的とす
る。

運用 63条 事業法人等(６)、投資
事業有限責任組合（１）

7 無 無 ―

カタリスト戦略投資5号合同会
社

関東財務局 Catalyst Art Investments1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本のアートインダスト
リー、エンタメ
投資手法：LBO、第三者割当増資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

カタリスト戦略投資5号合同会
社

関東財務局 Catalyst Art Investments2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

投資対象：日本のアートインダスト
リー、エンタメ、不動産業
投資手法：LBO、第三者割当増資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

羽田EXO-CPF合同会社 関東財務局 羽田EXO-CPF匿名組合 匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

老化治療製品(エクソソーム)に係る設
備を保有し医療関連設備賃貸業を営
む。投資対象地域は国内。基本的な投
資方針・戦略は、リース料と、機器のセ
カンダリー市場での最終的な売却をあ
わせて、投資資金以上の獲得をめざ
す。

私募 63条 個人（1） 1 有 無 ―

TAT Development合同会社 関東財務局 TAT Development匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内のホテルを信託財産とする信託受
益権を投資対象とし、本信託受益権か
ら得られる収益を分配することを目標と
する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

Abies Ventures GP II有限責
任事業組合（Abies Ventures 
株式会社、山口冬樹、長野草
太）

関東財務局 Abies Ventures Fund II 投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

持続可能な社会のために、労働力不足
の解消、温暖化ガス排出抑制、限りあ
る地球資源の保全、持続的な産業発展
にもたらす技術基盤構築など、ディープ
テックを通じて社会課題を解決するス
タートアップへの投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（1）
金融機関等（1）

2 有 無 ―

合同会社あさま 関東財務局 NREあさま匿名組合事業 匿名組合契約 社会投資ファン
ド

匿名組合出資持分を通じて、日本国内
における商業運転中の太陽光発電プロ
ジェクトに投資する。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(2)

2 無 無 ―

Samurai Incubate Fund 7号有
限責任事業組合（榊原健太
郎、會義貴、株式会社サムラ
イインキュベート）

関東財務局 Samurai Incubate Fund7号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT・インターネット関連の事業を主たる
事業とするシード・アーリーステージの
ベンチャー企業の株式等へ投資し、ハ
ンズオン支援を行い育成する。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(8)、事
業法人等(6)

15 有 無 ―

AirTrunk Japan Holding5合同
会社

関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 届出者は、匿名組合の営業者として、
匿名組合員が拠出した金銭をもって、
兵庫県尼崎市に所在するデータセン
ター用建物及び当該建物の借地権を
特定資産とする特定目的会社の優先
出資を取得する。かかる優先出資に基
づく利益配当及び残余財産分配による
収益を匿名組合員に分配する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

SVNEXT1有限責任事業組合（ 
木下慶彦、 スカイランドベン
チャーズ株式会社、西木隆、
袁小航、中村公哉 ）

関東財務局 ごうぎんSkyland Next 1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット分野のシード期の未公開
企業に対する投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社東海プロパティ 関東財務局 合同会社東海プロパティ匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルを主な信託財産とす
る不動産信託受益権を取得し、当該信
託受益権に対する信託配当又は売却
代金を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(3)

4 無 無 ―

Ｄｅ　Ｃａｐｉｔａｌ合同会社 関東財務局 De Capital 合同会社匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

基本的な投資方針「気候変動の緩和と
適応」を事業領域とする海外スタート
アップ企業（アーリー・ミドル・レイタース
テージ）に対する戦略出資を行う。
当該企業の日本、及びアジア市場進出
の支援を通じて、企業価値の向上、ひ
いては社会に対するポジティブなインパ
クト創出に貢献することを目指す。

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

Ｄｅ　Ｃａｐｉｔａｌ合同会社 関東財務局 De Capital 合同会社匿名組合
2nd

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

ユニコーン企業への成長を目指す、レ
イターステージのスタートアップ企業に
対する戦略出資を行う。

私募・運用 63条 個人（１） 1 有 無 ―

SBI辻･本郷M&A株式会社 関東財務局 あおぎん地域活性化ファンド 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

地域活性化を目的とした青森県とその
周辺地域（岩手、秋田）における新規事
業創造、成長関連企業、第二創業等新
規事業展開企業、事業承継・M&Aを検
討している企業、地方創生貢献企業の
株式等の取得及び運用等

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

SBI辻･本郷M&A株式会社 関東財務局 秋田市中小企業振興投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

秋田地域全体の活性化を目的とした秋
田市内で起業するベンチャー企業、新
事業展開を図る中小企業及び事業承
継を検討する中小企業への経営ノウハ
ウの提供並びにこれらの企業の株式の
取得及び運用

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

合同会社若松開発 関東財務局 若松開発匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のデータセンター施設開発用
物件を主な信託財産とする不動産信託
受益権を取得し、当該信託受益権に対
する信託配当又は売却代金を原資とし
て匿名組合員に対し利益分配を行う。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)
金融商品取引業者等
(1)

2 無 無 ―

合同会社ティンバー 関東財務局 合同会社ティンバー匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主として日本国内の土地・建物を信託
財産とする信託受益権を取得し、賃料
その他当該不動産からの収益を得るこ
とによる運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

ボルト１合同会社 関東財務局 ボルト1匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在の共同住宅等の収益不動産
を主な信託財産とする信託受益権を取
得の上、当該信託受益権を保有・処分
することによる、賃料等及び売却益に
よる収益目的の投資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ボルト２合同会社 関東財務局 ボルト2匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在の共同住宅等の収益不動産
を主な信託財産とする信託受益権を取
得の上、当該信託受益権を保有・処分
することによる、賃料等及び売却益に
よる収益目的の投資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ボルト３合同会社 関東財務局 ボルト3匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在の共同住宅等の収益不動産
を主な信託財産とする信託受益権を取
得の上、当該信託受益権を保有・処分
することによる、賃料等及び売却益に
よる収益目的の投資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ボルト４合同会社 関東財務局 ボルト4匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在の共同住宅等の収益不動産
を主な信託財産とする信託受益権を取
得の上、当該信託受益権を保有・処分
することによる、賃料等及び売却益に
よる収益目的の投資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ボルト５合同会社 関東財務局 ボルト5匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在の共同住宅等の収益不動産
を主な信託財産とする信託受益権を取
得の上、当該信託受益権を保有・処分
することによる、賃料等及び売却益に
よる収益目的の投資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ボルト６合同会社 関東財務局 ボルト6匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在の共同住宅等の収益不動産
を主な信託財産とする信託受益権を取
得の上、当該信託受益権を保有・処分
することによる、賃料等及び売却益に
よる収益目的の投資

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ＣＬＦ３合同会社 関東財務局 ＣＬＦ３合同会社匿名組合出資
持分

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内の物流施設を信託財産とする
不動産信託受益権の運用

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

備後町インベストメンツ合同会
社

関東財務局 備後町インベストメンツ匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の優先出資を取
得。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 無 無 ―

株式会社ゴーイングメリー 関東財務局 ゴーイングメリー1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

エンターテインメント分野のアーリース
テージの企業を中心に、スタートアップ
投資を行うベンチャーキャピタルファン
ド

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社JAH One 関東財務局 合同会社JAH One 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京都港区に所在するホテルの信託
受益権から得られる収益等を投資家へ
分配

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―
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ＳＫＹ合同会社 関東財務局 ＳＫＹ合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の居住施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

JPインベストメントグロース合
同会社

関東財務局 JPSグロース・インベストメント
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本を主たる事業領域とするアーリー
グロース、グロース、プレIPOステージ
のベンチャー企業に対し投資を行い、
収益を追求するファンド

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社MUFGストラテジック・
インベストメント

関東財務局 MUFGストラテジック・インベス
トメント1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

投資事業有限責任組合による出資を
通じて、主として国内の事業再生や事
業承継を図る企業に対してのエクイティ
による出資を行い、当該企業の再生支
援を図る。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

PJMF Stellar合同会社 関東財務局 PJMF Stellar合同会社匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の住居を対象とした不動産信
託受益権に対して投資を行う特定目的
会社の発行する特定出資及び優先出
資への投資を行う。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

株式会社UPSIDER Capital 関東財務局 UPSIDER BLUE DREAM 
Growth Fund 1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主に国内の新興企業向けに貸付（社債
等の負債性証券の取得を含む。）

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

合同会社DLAPシティレジデン
ス

関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 居住用不動産に係る不動産信託受益
権を投資対象とし、賃料収入、不動産
信託受益権の売却による利益獲得を
目的とした投資を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

rengaプロ第2号合同会社 関東財務局 renga第2号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主として都心のレジデンスを投資対象
物件とする不動産私募ファンド

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社ＫＯＦ２ 関東財務局 合同会社ＫＯＦ２匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の不動産等を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(3) 3 有 無 ―

大栄レジデンシャルファンド１
号合同会社

関東財務局 大栄レジデンシャルファンド１
号合同会社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンスを主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

合同会社FlyHigh 関東財務局 FlyHighFUND1号 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

B2C向けの事業を行う主に飲食業界を
中心とした複数の未公開株式を投資対
象とし、運用期間5年の間で処分等によ
り得られる利益を原資として匿名組合
員に対し利益分配を行う。

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

合同会社リエゾン 関東財務局 リエゾンFUND1号 匿名組合契約 事業再生ファン
ド

法的手続きにより100％減増資で新た
に新規発行する株式を取得し、処分に
より得られる利益を原資として匿名組
合員に対し利益分配を行う。

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

合同会社DLKodate 関東財務局 DLKodate匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：レジデンス、投資対
象地域：日本）を、匿名組合契約に基づ
く出資等にて購入し、信託受託者を通
じる等して対象不動産等の賃貸及び売
却等によって収益を上げ、現金化する
ことを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

西蒲田PPPプロジェクト合同会
社

関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 賃貸住宅の信託受益権に投資する 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Bernina Holdings合同会社 関東財務局 Bernina Holdings匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、組合出資をもって
特定目的会社の発行する優先出資を
引き受け、特定目的会社は当該優先出
資資金により不動産信託受益権や現
物不動産に投資。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 有 無 ―

合同会社ＤＨ有明プロジェクト 関東財務局 合同会社ＤＨ有明プロジェクト
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都江東区有明一丁目の底地の信
託受益権の中期的な運用

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

合同会社ティーアール・ワン 関東財務局 ティーアール・ワン匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ティーアール・ツー 関東財務局 ティーアール・ツー匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ティーアール・スリー 関東財務局 ティーアール・スリー匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ティーアール・フォー 関東財務局 ティーアール・フォー匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ティーアール・ファイ
ブ

関東財務局 ティーアール・ファイブ匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ティーアール・シック
ス

関東財務局 ティーアール・シックス匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ティーアール・セブン 関東財務局 ティーアール・セブン匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ティーアール・エイト 関東財務局 ティーアール・エイト匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ティーアール・ナイン 関東財務局 ティーアール・ナイン匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ティーアール・テン 関東財務局 ティーアール・テン匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ティーアール・イレブ
ン

関東財務局 ティーアール・イレブン匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社ティーアール・トゥ
ウェルブ

関東財務局 ティーアール・トゥウェルブ匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

クレジット・ギャランティ9号合
同会社

関東財務局 クレジット・ギャランティ9号匿
名組合

匿名組合契約 ヘッジファンド クレジット・デフォルト・スワップ 運用 63条 事業法人等(1)、金融
商品取引業者等(1)

2 無 無 ―

合同会社アセット投資事業11
号

関東財務局 アセット投資事業１１号匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：商業施設、投資対象
地域：日本）を匿名組合契約に基づく出
資並びに匿名組合契約に従い営業者
が調達することを許された借入金及び
その他の匿名組合出資による調達金
にて購入し、信託受託者を通じる等して
対象不動産からの収益を得ることによ
り、利益獲得を目指すファンドとする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

AREセントラル合同会社 関東財務局 ラマダ尼崎匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド ホテルの建物及び敷地に係る不動産
信託受益権

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社ユニフィー 関東財務局 合同会社ユニフィー匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の寄宿舎を主な信託財産と
する不動産信託受益権を取得し、当該
信託受益権に対する信託配当又は売
却代金を原資として匿名組合員に対し
利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(2)

3 無 無 ―

Ｌキャタルトン・ジャパン合同会
社、清水俊孝、山口龍平、櫻
木健司

関東財務局 Lキャタルトン・ジャパン投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に、消費財、ヘルスケア、サービス産
業、製造業その他これらに関連する国
内の中小企業に対して、直接的又は間
接的にその支配権の取得を志向する
投資を行う

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

京極　淳 関東財務局 PODキャピタル2号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ホテル運営に関連する事業会社1社を
取得し、コントロール投資によるハンズ
オンを想定。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

Happy Heart株式会社 関東財務局 PODキャピタル2号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ホテル運営に関連する事業会社1社を
取得し、コントロール投資によるハンズ
オンを想定。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

POD株式会社 関東財務局 PODキャピタル2号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

ホテル運営に関連する事業会社1社を
取得し、コントロール投資によるハンズ
オンを想定。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

猪苗代太陽光発電所合同会
社

関東財務局 猪苗代太陽光発電所合同会
社匿名組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

福島県猪苗代町において太陽光発電
事業を行う会社に対する出資の配当又
は（将来的に同会社の社員持分を第三
者に売却した場合における）売却代金
を原資として匿名組合員に対し利益分
配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―
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西郷太陽光発電所合同会社 関東財務局 西郷太陽光発電所合同会社
匿名組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

福島県西郷村において太陽光発電事
業を行う会社に対する出資の配当又は
（将来的に同会社の社員持分を第三者
に売却した場合における）売却代金を
原資として匿名組合員に対し利益分配
を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ENC合同会社 関東財務局 ENC合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の土地及び建物を主な信託
財産とする不動産信託受益権を取得
し、当該信託受益権に対する信託配当
又は売却代金を原資として匿名組合員
に対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Limo合同会社 関東財務局 Limo匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 京都府下京区に所在するホテルの信
託受益権から得られる収益等を投資家
へ分配

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

合同会社グロリオサ 関東財務局 グロリオサ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権の運用（商業ビルの
管理・運用）

運用 63条 事業法人等（2） 2 無 無 ―

合同会社ボンドブリッジ２ 関東財務局 合同会社ボンドブリッジ２匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の底地の信託受益権の中期
的な運用

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社Mars Growth Capital 
Japan

関東財務局 Mars Growth Capital Japan 
Unicorn 投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

SaaS、マーケットプレイス及びEコマー
スを中心としたリカーリング型のビジネ
スを営むスタートアップ企業に投資す
る。特に、ミドル、レイターステージのス
タートアップ企業を対象に、10億円以上
のロットでデット支援を行うファンドの運
営をする。融資判断においては、AI審
査モデルを活用し、最終的に投資委員
会もしくは取締役会の決議を以て融資
を実行する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

J. Bridge合同会社 関東財務局 FoJB Partners I投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

北米のバイアウトファンドに厳選投資を
行い、リターンの実現を目指す。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(3)

4 有 無 ―

合同会社ソラチエース 関東財務局 合同会社ソラチエース匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における不動産（オフィス・店
舗）を投資対象とする不動産信託受益
権の運用

運用 63条 事業法人等(2)
投資事業有限責任組
合（1）

3 有 無 ―

別府スパリゾート合同会社 関東財務局 別府スパリゾート合同会社匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルを主な信託財産とす
る不動産信託受益権を取得し、当該信
託受益権に対する信託配当又は売却
代金を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

弥富ウイング合同会社 関東財務局 弥富ウイング合同会社匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 愛知県弥富市の物流施設の信託受益
権を取得。出資者への安定的な分配を
目指すもの。

運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

合同会社KRF106 関東財務局 KRF106匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：ヘルスケア、投資対
象地域：日本）を、匿名組合契約に基づ
く出資金にて購入し、信託受託者を通
じる等して対象不動産等の賃貸及び売
却等によって収益を上げ、現金化する
ことを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

赤坂インベストメント・スリー合
同会社

関東財務局 赤坂インベストメント・スリー合
同会社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンス（東京都3物件＋
他県2物件）を信託財産とする信託受益
権の取得、運用、管理及び売却

運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(2)

4 有 無 ―

赤坂インベストメント・フォー合
同会社

関東財務局 赤坂インベストメント・フォー合
同会社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィス（東京都2物件＋他
県1物件）を信託財産とする信託受益権
の取得、運用、管理及び売却

運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(2)

4 有 無 ―

シェルパグループ合同会社 関東財務局 Sherpa Partner Japan I L.P. 外国の法令に
基づく権利

バイアウト・ファ
ンド

主に日本国内における製造業の中小
企業を対象とするレバレッジバイアウト
手法を駆使した投資を行うファンド。投
資期間における協働を通じて投資先企
業の承継問題の解消、海外展開の強
化、並びに新規成長ドライバーの構築
等に支援

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

合同会社ＺＥＨＰＪ１０ 関東財務局 ＺＥＨＰＪ１０（青葉台）匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内の居住用不動産を投資対象とし、
賃料収入、不動産信託受益権の売却
による利益獲得を目的とした投資を行
う。

運用 63条 事業法人等(3) 3 有 無 ―

合同会社Ｇｒｅｅｎ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　
Ｅｃｏｓｙｓｔｅｍ

関東財務局 Ｇｒｅｅｎ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｅｃｏｓｙｓｔｅ
ｍ匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権(投資対
象不動産の種類：オフィスビル、投資対
象地域：日本)を匿名組合契約に基づく
出資並びに匿名組合契約に従い営業
者が調達することを許されたその他の
匿名組合出資による調達金にて購入
し、信託受託者を通じて対象不動産か
らの収益を得ることにより、利益獲得を
目指すファンドとする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

クレアシオン・アセットマネジメ
ント株式会社

関東財務局 プライベートクラウン2023投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本国内法に基づき設立さ
れた投資組合等

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

クレアシオン・アセットマネジメ
ント株式会社

関東財務局 プライベート・クラウン2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

投資対象：日本国内法に基づき設立さ
れた投資組合等

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社ライチアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 エックスモバイル共同事業組
合2023年12月号

民法上の組合
契約

現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内において、格安携帯キャリア
であるエックスモバイル株式会社の携
帯電話端末やSIMカードに投資を行
い、エンドユーザーに貸与もしくは供与
することで安定的収益を得ることを目的
とする。

私募 63条 個人（1） 1 有 無 ―

合同会社ライチアセットアドバ
イザーズ

関東財務局 エックスモバイル投資匿名組
合2023年12月号

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

日本国内において、格安携帯キャリア
であるエックスモバイル株式会社の携
帯電話端末やSIMカードに投資を行
い、エンドユーザーに貸与もしくは供与
することで安定的収益を得ることを目的
とする。

私募 63条 個人（1） 1 有 無 ―

MedVenture 3有限責任事業
組合(MedVenture Capital 
Management株式会社、大下
創、池野文昭、中村智幸、ジャ
スティン・キーティング、渡邉和
明、佐藤織葉、瀧本彩里、杉
下悟)

関東財務局 MPI-3号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

医療機器に特化したシードからアー
リーステージを中心とした開発プロジェ
クトやベンチャー企業への投資育成

私募・運用 63条 金融機関等（2） 2 有 無 ―

枇杷合同会社 関東財務局 枇杷匿名組合 匿名組合契約 その他 主として国内の不動産の保有・管理・運
用を主たる事業とする会社に対する金
銭の貸付及び有価証券取得を行い、そ
れによる収益の獲得を目的とする。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

東京有明インベストメント合同
会社

関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：ホテル、店舗
対象地域：日本
信託受益権を取得・保有し、賃料その
他当該信託受益権からの収益、当該信
託受益権の売却による利益獲得を目
的としたファンド

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

大和ハウスベンチャーズ株式
会社

関東財務局 大和ハウスグループ投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

(i)住宅・建設・不動産業界のサプライ
チェーン強化ならびに生産性向上およ
び周辺領域の強化に資するスタート
アップ
(ii)社会課題解決に資する有望な又は
将来性のあるスタートアップ

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

大和ハウスベンチャーズ株式
会社

関東財務局 大和ハウスグループ共創共生
1号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

住宅・建設・不動産業界のサプライ
チェーン強化ならびに生産性向上およ
び周辺領域の強化に資するスタート
アップ

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

株式会社WBP 関東財務局 シェアサロン事業(銀座)匿名
組合

匿名組合契約 現物ファンド※
事業ファンドを
含む

銀座において新たに開業するシェアサ
ロン（美容室等の設備を備えた施設を
美容師等に利用させ、当該利用料の対
価を取得する事業）の運営

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社ＡｔｏＧ　Ｃａｐｉｔａｌ 関東財務局 AtoG 1号ファンド 民法上の組合
契約

バイアウト・ファ
ンド

主にASEAN諸国の中堅中小規模の企
業に対し、会計体制やガバナンス面等
の経営体制の改善を図ることで企業価
値を高めた後、株式売却によるキャピ
タルゲインの獲得を目的とする。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）、金融機関等(1)、

2 有 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

AZF雷神LLP有限責任事業組
合(自然キャピタル合同会社、
今井松兼、ビベンズマークスタ
ンドリ)

関東財務局 AZファンド2024雷神投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アーリーステージのエンジェル税制適
用企業を投資対象とするベンチャー
ファンド

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 有 公認会計士松尾信吉

株式会社アポロ・キャピタル 関東財務局 Apollo Capital １号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

セカンダリー・
ファンド

本ファンドは、株式会社セレスの保有す
る未公開株式を取得し、外部出資の受
入れによるガバナンス体制の強化や専
門的知見の取り入れを行うことにより、
保有株式の価値およびリターンの最大
化を図るものとする。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)、事業法人等(1)

3 無 無 ―

ZUU Funders株式会社 関東財務局 ZUUターゲットファンドfor SBC 
Medical Group HD投資事業組
合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

米国でSPAC上場を目指す企業への投
資

私募・運用 63条 個人(3)、事業法人等
(2)

5 有 無 ―

ZUU Funders株式会社 関東財務局 ZUUターゲットファンドfor SBC 
Medical Group HD2号投資事
業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

米国でSPAC上場を目指す企業への投
資

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ワダツミキャピタルFive株式会
社

関東財務局 GOMEISA MARITIME FUND 
LP

外国の法令に
基づく権利

その他 メタノール二元燃料エンジンを搭載の
5,800TEUのコンテナ船を保有する船舶
会社へ投資を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

LUCA　GP1合同会社 関東財務局 LUCA　FundⅠL.P.　Cayman 外国の法令に
基づく権利

その他 主として、米国、カナダなど北米のプラ
イベートクレジットに特化した投資によ
り、ビジネスや経済のサイクルに影響を
受けることなく高品質のリターンを目指
す「Monroe　Capital　Income　Plus　
Corporation　」にタックス・ブロッカーを
通じて投資を行う。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（1）

1 有 無 ―

トパーズ・リージョナル・パート
ナーズ株式会社

関東財務局 TRP匿名組合 匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

無限責任組合員として投資事業有限責
任組合の運営を行う有限責任事業組
合に対し出資し、当該出資に対する配
当を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社まつのき 関東財務局 合同会社まつのき匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京都に所在する土地を信託財産とす
る不動産信託受益権を取得し、当該土
地上に建物を建設し、竣工後当該建物
を追加信託する。当該信託受益権に対
する信託配当又は売却代金を原資とし
て匿名組合員に対し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ゼニス・キャピタル・パートナー
ズ株式会社

関東財務局 モノケロス・インベストメント投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本国内所在の不動産の保有、管理
及び処分を目的とする特定目的会社が
発行する特定社債の取得、保有、管理
及び処分

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

有限責任事業組合コーラル・
キャピタル４号（株式会社
Coral　Capital、サン・パシ
フィック株式会社、Arkania　
Management,LLC）

関東財務局 Coral　Capital　IV，L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

主にIT、通信、インターネット・テクノロ
ジー分野にフォーカスしたアーリー・ス
テージにある企業で、直接的又は間接
的に日本で業務を行う企業に投資を行
い、厳選された投資家に対し長期的な
資本増価を実現化する機会を提供す
る。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

合同会社シニアハウジング 関東財務局 シニアハウジング匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により不動産信託受益権、
現物不動産、匿名組合出資持分に投
資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

合同会社日神10 関東財務局 日神10匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の居住用不動産を信託財産
とする不動産信託受益権を取得し利益
を得る。

運用 63条 金融商品取引業者等
（2）

2 有 無 ―

合同会社ＺＥＨＰＪ９ 関東財務局 ＺＥＨＰＪ９（等々力）匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内の居住用不動産を投資対象とし、
賃料収入、不動産信託受益権の売却
による利益獲得を目的とした投資を行
う。

運用 63条 事業法人等（3） 3 有 無 ―

秋葉原２３３合同会社 関東財務局 秋葉原２３３匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：オフィス　投資対象地
域：日本）を匿名組合契約に基づく出資
及び匿名組合契約に従い営業者が調
達することを許された借入金による調
達金にて購入し、信託受託者を通じて
対象不動産からの収益を得ることによ
り、利益獲得を目指すファンドとする。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

Kagero合同会社 関東財務局 Kagero匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 物流施設を信託財産とする信託受益権
に投資する。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

Orchid　Two合同会社 関東財務局 Orchid　Two匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 物流施設を信託財産とする信託受益権
に投資する。

運用 63条 事業法人等（1）、外国
法人又は外国人等(1)

2 有 無 ―

菫合同会社 関東財務局 菫匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産信託受益権に投資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

合同会社芝公園四丁目再開
発事業法人

関東財務局 TOKUMEi　KUMIAI　
AGREEMENT

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都港区のオフィス開発・賃貸運用
に関する不動産信託受益権への投資
事業

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

杵築２太陽光発電所合同会社 関東財務局 杵築２太陽光発電所合同会社
匿名組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

大分県杵築市において太陽光発電事
業を行う会社に対する出資の配当又は
（将来的に同会社の社員持分を第三者
に売却した場合における）売却代金を
原資として匿名組合員に対し利益分配
を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

山梨甲斐B太陽光発電所合同
会社

関東財務局 山梨甲斐B太陽光発電所合同
会社匿名組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

山梨県甲斐市において太陽光発電事
業を行う会社に対する出資の配当又は
（将来的に同会社の社員持分を第三者
に売却した場合における）売却代金を
原資として匿名組合員に対し利益分配
を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

JPインベストメント・ジャパン
ファンド合同会社

関東財務局 JPインベストメント・ジャパン
ファンド1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

国内企業を主な投資対象とするバイア
ウトファンド、メザニンファンド、VCファン
ドへの投資を行い、収益を追求するファ
ンド

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社ジーシーティー・ホー
ルディングス

関東財務局 ジェイエルキューツー合同会
社

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の発行する優先出
資を引き受け、特定目的会社は当該優
先出資資金により現物不動産又は不
動産信託受益権に投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社飛梅 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：オフィス　ホテ
ル　商業施設
対象地域：日本　
信託受益権を取得・保有し、賃料その
他当該信託受益権からの収益、当該信
託受益権の売却による利益獲得を目
的としたファンド

運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等（1）

2 無 無 ―

合同会社KTA 関東財務局 合同会社KTA匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

RIVER合同会社 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：ホテル、店舗
対象地域：日本
信託受益権を取得・保有し、賃料その
他当該信託受益権からの収益、当該信
託受益権の売却による利益獲得を目
的としたファンド

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

合同会社KRF107 関東財務局 KRF107匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：レジデンス、投資対
象地域：日本）を、匿名組合契約に基づ
く出資金及び借入金等にて購入し、信
託受託者を通じる等して対象不動産等
の賃貸及び売却等によって収益を上
げ、現金化することを目的とする。

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

得能　暢高 関東財務局 ＩＡパートナーズ１号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の企業に対しハンズオンの投資を
行う。

私募・運用 63条 金融機関等(10）、事業
法人等(1)

11 無 無 ―

金子　明彦 関東財務局 ＩＡパートナーズ１号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の企業に対しハンズオンの投資を
行う。

私募・運用 63条 金融機関等(10）、事業
法人等(1)

11 無 無 ―
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吉田　慧悟 関東財務局 ＩＡパートナーズ１号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

日本の企業に対しハンズオンの投資を
行う。

私募・運用 63条 金融機関等(10）、事業
法人等(1)

11 無 無 ―

合同会社東京セントラルリア
ルティ

関東財務局 合同会社東京セントラルリア
ルティ匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内所在のオフィス等の収益物件の信
託受益権を取得の上、当該信託受益
権を保有・処分することによる、賃料等
及び売却益による収益目的の投資。

運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

合同会社JREASTファンド第6
号

関東財務局 合同会社JREASTファンド第6
号匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィス・レジデンス等に係
る不動産信託受益権を不動産対象とし
て不動産信託受益権取得等を行い、利
益を得ることを目的とする。

運用 63条 事業法人等(3)、金融
機関等(1)

4 有 無 ―

合同会社KSG8 関東財務局 KSG8匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：ホテル、商業施設、
オフィス、投資対象地域：日本）を、匿名
組合契約に基づく出資及び借入金にて
購入し、信託受託者を通じる等して対
象不動産等の賃貸及び売却等によって
収益を上げ、現金化することを目的と
する。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

合同会社西武線入間市駅前
開発プロジェクト

関東財務局 合同会社 西武線入間市駅前
開発プロジェクト

匿名組合契約 不動産ファンド 首都圏内のマンションに関する信託受
益権の取得、賃貸及び売却を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社船橋大神宮下駅前
開発プロジェクト

関東財務局 合同会社 船橋大神宮下駅前
開発プロジェクト

匿名組合契約 不動産ファンド 首都圏内のマンションに関する信託受
益権の取得、賃貸及び売却を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

Bee  Alternatives　Japan合同
会社

関東財務局 Bee 6 Taｒget 1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

セカンダリー・
ファンド

主として投資事業組合等に係る出資持
分を、本組合の有限責任組合員から譲
り受けて取得する。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
（1）、投資事業有限責
任組合（1）

2 無 無 ―

広島観音ロジスティクス合同
会社

関東財務局 広島観音ロジスティクス匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の優先出資を取
得。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 無 無 ―

GENDA Capital1号有限責任
事業組合(株式会社GENDA 
Capital、片岡尚、羽原康平、
梶原大輔）

関東財務局 GENDA Capital1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のエンターテイメント、テクノロ
ジー、サービス分野を中心としたベン
チャー企業を主な投資対象とし、エクイ
ティによる出資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

カタリスト・インベストメント・グ
ループ株式会社

関東財務局 CIGストラテジック投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

アクティビスト・
ファンド

原則として日本国内に所在する企業を
投資対象とし、株主として企業価値向
上施策を実行し、第三者への譲渡等に
より投資回収を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

RGCM1号有限責任事業組合
（リグロース・キャピタル・マネ
ジメント株式会社、漆谷淳、菅
沼賢、船戸遼史、中島博）

関東財務局 RGCM1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

セカンダリー・
ファンド

既存株主より譲渡されるベンチャー企
業等の未上場株式の取得および新規
増資等の引受

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

合同会社ＪＦファンド１号 関東財務局 ＪＦファンド１号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 名古屋及び横浜所在のレジデンス物件
の信託受益権の取得・保有・処分によ
る信託配当又は売却代金を原資とした
利益分配を行うことを目的とした投資

運用 63条 事業法人等（3） 3 無 無 ―

イーストベンチャーズ5号有限
責任事業組合（エトウキャピタ
ル株式会社、株式会社TIG、
金子剛士、合同会社MJ、村上
雄也）

関東財務局 イーストベンチャーズ5号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

IT企業/シードステージ/日本を中心とし
たアジア圏の企業に投資する。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社JREASTファンド第7
号

関東財務局 合同会社JREASTファンド第7
号匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンス等に係る不動産
信託受益権を不動産対象として不動産
信託受益権取得等を行い、利益を得る
ことを目的とする。

運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 有 無 ―

HKロジスティクス合同会社 関東財務局 HKロジスティクス匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1)
金融商品取引業者等
(1)

2 有 無 ―

ジーアイエナジーストレージマ
ネジメント株式会社

関東財務局 東京都蓄電所　 投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

日本国内のうち主に関東エリアで新た
に稼働する、系統用蓄電池プロジェク
ト、又は、再生可能エネルギー併設型
蓄電池プロジェクトに対する投資を行う
ことで組合価値の増加を図る。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社SOSiLAプライベート
ファンド１

関東財務局 合同会社SOSiLAプライベート
ファンド１匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の物流施設（千葉県2物件、
埼玉県1物件）を信託財産とする信託受
益権の取得、運用、管理及び売却

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(4)

5 有 無 ―

神保町インベストメント合同会
社

関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：事務所
対象地域：日本
信託受益権を取得・保有し、賃料その
他当該信託受益権からの収益、当該信
託受益権の売却による利益獲得を目
的としたファンド

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

HIF FUND8号合同会社 関東財務局 HIF KESSAI GIVING FUND8号 匿名組合契約 その他 主な投資対象は、立替債権、及び売掛
等債権。H.I.F.株式会社が選定した国内
企業が発行する立替債権、リース債権
及び売掛等債権への投資をする戦略。
リスクは発行企業及び第三債務者の倒
産リスク、未払いリスク、立替債権、及
び売掛等債権の流動性リスクなどがあ
る。

私募 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

つくば谷田部ロジスティクス合
同会社

関東財務局 つくば谷田部ロジスティクス匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって特定目的会社の優先出資を取
得。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等(1)

1 無 無 ―

合同会社ビーグッド 関東財務局 上野ホテル匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産：ホテル、投資対象地
域：台東区上野、投資戦略：運用後売
却

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社OCPF３号 関東財務局 合同会社OCPF３号匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 匿名組合出資による出資金及び金融
機関からの借入れにより、国内の不動
産を信託財産とする信託受益権を取得
のうえ、本資産を運用する。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(6)

7 無 無 ―

X&Management Japan合同会
社

関東財務局 X&KSKI投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に、SaaS、FinTech、Web3等の分野
の、シードステージ、シリーズA又はシ
リーズBの国内企業に対し投資を行う
ベンチャーキャピタルファンド

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

GCP1合同会社 関東財務局 GCP1合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 大阪府大阪市に所在する不動産（共同
住宅・店舗）を主たる信託財産とする信
託受益権を取得し、当該不動産から収
益を得ることにより運用事業を行う。

運用 63条 事業法人等(2)、外国
法人又は外国人等(1)

3 有 無 ―

合同会社グリーンビルPJ2 関東財務局 合同会社グリーンビルPJ2匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内におけるオフィスビルを投資
対象とする不動産信託受益権の運用

運用 63条 金融機関等(1)
事業法人等(3)

4 有 無 ―

合同会社川崎鋼管通開発
ツープロジェクト

関東財務局 合同会社川崎鋼管通開発
ツープロジェクト

匿名組合契約 不動産ファンド 首都圏内のマンションに関する信託受
益権の取得、賃貸及び売却を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社富士見ヶ丘地建 関東財務局 合同会社富士見ヶ丘地建匿名
組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィス（東京都）を信託財
産とする信託受益権の取得、運用、管
理及び売却

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

H.I.F. 保証合同会社 関東財務局 HIF保証FUND 匿名組合契約 その他 主な投資対象は保証債権。
H.I.F.株式会社が選定し、買取または保
証した国内企業が発行する立替債権、
リース債権及び売掛等債権の保証を行
い、保証料を収受する。リスクは第三債
務者の倒産リスク、未払いリスクなどが
ある。

私募 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

FIPP1合同会社 関東財務局 FIPP1匿名組合 匿名組合契約 その他 四国地方、近畿地方及び中国地方所
在の稼働済み太陽光発電事業を営む
水田湖一株式会社に対し、その株式を
保有する等の方法により投資を行う。

運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

Ｊ＆Ｄリージョナル・デベロップ
メント株式会社

関東財務局 Pride1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

食文化を中心として日本の地域に根差
した事業を行う、主に地方に事業基盤
を有する中堅・中小の国内企業を投資
対象とするファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(1)
事業法人等(1)

2 無 無 ―

合同会社ＪＲＷＤファンド第8号 関東財務局 合同会社ＪＲＷＤファンド第8号
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における不動産（オフィス）を
投資対象とする不動産信託受益権の
運用

運用 63条 事業法人等（4） 4 有 無 ―

合同会社ＭＰＨＧＢ 関東財務局 合同会社ＭＰＨＧＢ匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 受益権準共有持分に関して、信託受託
者を通じる等して対象不動産等の賃貸
及び売却等によって収益を上げ、現金
化することを目的とする事業

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―
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筑前インベストメント合同会社 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：商業施設
対象地域：日本
信託受益権を取得・保有し、賃料その
他当該信託受益権からの収益、当該信
託受益権の売却による利益獲得を目
的としたファンド

運用 63条 事業法人等(3) 3 有 無 ―

合同会社KHF 関東財務局 合同会社KHF匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における不動産（ホテル）を投
資対象とする不動産信託受益権の運
用

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

ONE1号有限責任事業組合
（ONE　Innovators株式会社、
辻秀樹、島田周）

関東財務局 ONEカーボンニュートラル1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

カーボンニュートラル関連の社会課題
を解決するスタートアップ等への投資を
実行する。

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

合同会社Tsubasa 関東財務局 Tsubasa Tokumei Kumiai 匿名組合契約 その他 日本国内の不動産（主として物流施設・
オフィス・レジデンシャル）を信託財産と
する信託受益権を取得し、当該信託受
益権に対する信託配当又は売却代金
を原資として匿名組合員に対し利益分
配を行う。

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

合同会社Murasaki 関東財務局 Murasaki Tokumei Kumia 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の不動産（主として物流施設・
オフィス・レジデンシャル）を信託財産と
する信託受益権を取得し、当該信託受
益権に対する信託配当又は売却代金
を原資として匿名組合員に対し利益分
配を行う。

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

りそなＣＶＣ設立準備株式会社 関東財務局 ＤＧりそなベンチャーズ１号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

デジタル・データ・テクノロジーを活用す
る企業に対する投資を通じて、法人の
商流・個人の家計を起点とした価値の
ある金融サービスを提供し、GP及びLP
またその関連法人に留まらず、国内外
の市場の活性化を図る。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社Ume 関東財務局 Ume Tokumei Kumiai 匿名組合契約 その他 日本国内の不動産（主として物流施設・
オフィス・レジデンシャル）を信託財産と
する信託受益権を取得し、当該信託受
益権に対する信託配当又は売却代金
を原資として匿名組合員に対し利益分
配を行う。

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

株式会社DGベンチャーズ 関東財務局 DGりそなベンチャーズ1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

デジタル・データ・テクノロジーを活用す
る企業に対する投資を通じて、法人の
商流・個人の家計を起点とした価値の
ある金融サービスを提供し、GP及びLP
またその関連法人に留まらず、国内外
の市場の活性化を図る。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社NU-10 関東財務局 合同会社NU-10匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィス（東京都1物件）を
信託財産とする信託受益権の取得、運
用、管理及び売却

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

日本郵政キャピタル株式会社 関東財務局 日本郵政キャピタル1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象企業：日本郵政グループ
のCVCとして、グループ事業の効率化
や新規事業創出につながる国内外の
非上場/上場企業への出資を行う。
投資対象企業の成長ステージ：シード、
アーリー、ミドル、レイター
その他の基本的な投資方針：主な投資
対象企業以外では国内外のベンチャー
キャピタルへLP出資を行い、ソーシン
グ力強化を図る。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Funds Startups株式会社 関東財務局 Funds Venture Debt Fund 
1号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

資金調達ニーズのある成長企業が発
行する有価証券（社債、新株予約権
等）への投資

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

株式会社人と都市 関東財務局 MIKI TOKYO CAPITAL 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ミドル・レイターステージのスタートアッ
プ企業（主な投資対象企業の業種は、
情報通信業）にフォロー投資家として投
資を実施。基本的には投資先企業確定
後にレイズを行う予定。未上場グロー
ス株を中期（1-7年程度）保有しキャピタ
ルゲインを狙うことを基本的な投資戦
略とする。

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

合同会社ＺＥＨ南九州ファンド
１号

関東財務局 ＺＥＨ南九州ファンド１号（鹿児
島市天保山）匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 国内の居住用不動産を投資対象とし、
賃料収入、不動産信託受益権の売却
による利益獲得を目的とした投資を行
う。

運用 63条 事業法人等(3) 3 有 無 ―

ＧＩＮＺＡ８合同会社 関東財務局 ＧＩＮＺＡ８合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の土地を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

運用 63条 事業法人等(3) 3 無 無 ―

株式会社Sustech 関東財務局 SRキャピタル1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

現物ファンド※
事業ファンドを
含む

発電事業を営む特別目的会社へ匿名
組合出資し、当該特別目的会社が行う
発電事業から生じる売電収入を基にし
た配当を得る。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

ペリカン３合同会社 関東財務局 ペリカン３合同会社匿名組合
出資持分

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンスを主たる信託財
産とする信託受益権を取得し、当該信
託受益権に対する信託配当ならびに売
却利益を得ることを目的とする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社大手門インベストメン
ト

関東財務局 合同会社大手門インベストメン
ト匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の事務所及び店舗等に係る
不動産信託受益権を投資対象として不
動産信託受益権取得等を行い、利益を
得ることを目的とする。

運用 63条 金融機関等(１) 1 無 無 ―

合同会社ＮＮＲファンド第１号 関東財務局 合同会社NNRファンド第１号匿
名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスビル及び居住用建
物を主な信託財産とする不動産信託受
益権を取得し、当該信託受益権に対す
る信託配当又は売却代金を原資として
匿名組合員に対し利益分配を行う。

運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(3)

5 有 無 ―

ミライズ・キャピタル株式会社 関東財務局 ミライズ1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

社会課題の解決に意欲的に取り組む
日本企業を支援し、より豊かな日本の
未来の実現に貢献することを目指し、
日本国内の中堅企業へ投資を行う

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社PFリアルティ 関東財務局 合同会社PFリアルティ 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテル（大阪府）を信託財
産とする信託受益権の取得、運用、管
理及び売却

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(6)

7 有 無 ―

合同会社CJ2 関東財務局 合同会社CJ2匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジ（大阪府4物件）を信託
財産とする信託受益権の取得、運用、
管理及び売却

運用 63条 事業法人等(3) 3 有 無 ―

リブライトパートナーズ株式会
社

関東財務局 Rebright Partners V 投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ITセクターにおけるシード・アーリース
テージの企業への投資

私募・運用 63条 事業法人 等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 有 無 ―

蛯原　健 関東財務局 Rebright Partners V 投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ITセクターにおけるシード・アーリース
テージの企業への投資

私募・運用 63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 有 無 ―

合同会社アザレア 関東財務局 合同会社アザレア匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の土地を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
分配を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Growthix Investment 株式会
社

関東財務局 105東海みらいサーチ1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主として他の会社（間接投資先）の事業
を承継することを目的とした投資を行う
会社（サーチファンド）に対する投資を
行う。経営者人材（サーチャー）による
企業価値向上を企図しており、間接投
資先は、本店所在地が三重県・愛知県
である中小企業を主たる投資対象とす
る。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

地域ヘルスケア産業活性化基
盤株式会社

関東財務局 次世代地域ヘルスケア産業活
性化投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投融資を実施することにより、地域にお
ける医療・ヘルスケア産業の活性化、
基盤強化に繋がると判断される事業体
であり、日本国内、全国を対象。投資ス
テージはアーリーを中心、ファンド存続
期間中に、IPOもしくはM&Aによるファン
ドExitが見込まれる事業者を想定。

私募・運用 63条 金融機関等（2） 2 無 無 ―
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ＤＯＦ１号合同会社 関東財務局 ＤＯＦ1号合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスビルを主な信託財
産とする不動産信託受益権を取得し、
当該信託受益権に対する信託配当又
は売却代金を原資として匿名組合員に
対し利益分配を行う。

運用 63条 金融商品取引業者等
（1）
事業法人等（1）

2 有 無 ―

合同会社三久プロパティーズ 関東財務局 合同会社三久プロパティーズ
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の不動産等を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

合同会社GK066 関東財務局 合同会社GK066匿名組合出資
持分

匿名組合契約 その他 太陽光発電設備を保有する株式会社
の株式の取得・保有・処分

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

ＨＣ夙川合同会社 関東財務局 ＨＣ夙川匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 兵庫県西宮市高塚町の老人ホームの
信託受益権の中長期的な運用

運用 63条 事業法人等(1)
金融商品取引業者等
(2)

3 無 無 ―

熊谷商業開発合同会社 関東財務局 熊谷商業開発匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の商業施設を主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益分配を行う。

運用 63条 事業法人等(2)
外国法人又は外国人
等(1)

3 有 無 無

Lifestyle11合同会社 関東財務局 Lifestyle11合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産を信託財産とする信託受
益権を取得

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Lifestyle12合同会社 関東財務局 Lifestyle12合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内において、匿名組合出資を
もって不動産を信託財産とする信託受
益権を取得

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

西東京アセット合同会社 関東財務局 西東京アセット匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：商業施設、投資対象
地域：日本）を、匿名組合契約に基づく
出資金にて購入し、信託受託者を通じ
る等して対象不動産等の賃貸及び売
却等によって収益を上げ、現金化する
ことを目的とする。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

SB不動産合同会社 関東財務局 日本発掘ファンド1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

日本にはポテンシャルを秘めた資産や
技術が数多く残されており、その一部し
か活用されていません。当ファンドは、
そのような日本に埋もれた資産、技術、
ブラント価値に焦点をあて投資を行い、
最先端のテクノロジーと蓄積された叡
智により価値を掘り起こすことで、地域
創生・経済の活性化につながることを
使命としています。特にリゾート、医療
介護、農林漁業、再生可能エネルギー
など有望な分野において、世界トップク
ラスとなりえる事業の原石が、日本中に
散りばめられています。それら事業を行
なっている企業の株式や不動産などを
当ファンドが取得し、３〜５年を掛けて
ハンズオン方式により経営に深く携わ
ることでバリューアップを図り、IPOや事
業売却によりエクジットを行います。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社MPHW 関東財務局 MPHW匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：ホテル、投資対象地
域：日本）を、匿名組合契約に基づく出
資及び借入金等にて購入し、信託受託
者を通じる等して対象不動産等の賃貸
及び売却等によって収益を上げ、現金
化することを目的とする。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社フクイサウルス 関東財務局 株式会社フクイサウルス匿名
組合

匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

スキー場の造成業、ホテル等の経営等
を営む会社の株式を保有し、業務効率
化、経営戦略の変更等により、企業価
値を高めた後、株式売却等によりキャ
ピタルゲインを得ることを目的とする。

運用 63条 外国法人または外国
人等（1）

1 無 無 ―

DE FUND合同会社 関東財務局 ONGAESHI匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

シンガポールを主とした東南アジア地
域において、Webシステムの開発を行う
シード・アーリーステージのベンチャー
企業に長期保有を前提としたマイノリ
ティ出資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社ホテル金沢 関東財務局 合同会社ホテル金沢匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における不動産（ホテル）を投
資対象とする不動産信託受益権の運
用

運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

Spiral Sigma 有限責任事業組
合
（Spiral Innovation Partners 株
式会社、岡洋、鎌田和博）

関東財務局 ゆうちょ Spiral Regional 
Innovation 1号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として日本国内に本社を置く企業を
対象とし、主に地域の成長に資する事
業者に対してエクイティ性の資金を供
給することにより、事業の成長を中長
期的に支援し、広く社会と地域の発展
に貢献することを目的とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

TC12合同会社 関東財務局 TC12合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを信託財産とする
信託受益権の取得、運用、管理及び売
却

運用 63条 事業法人等(4) 4 無 無 ―

合同会社岡山物流 関東財務局 岡山物流匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：物流業務施設、投資
対象地域：日本）を匿名組合契約に基
づく出資並びに匿名組合契約に従い営
業者が調達することを許された借入金
及びその他の匿名組合出資による調
達金にて購入し、信託受託者を通じる
等して対象不動産からの収益を得るこ
とにより、利益獲得を目指すファンドと
する。

運用 63条 金融機関等（１）
事業法人等（１）

2 有 無 ―

合同会社Thunderbird 関東財務局 NWE Thunderbird匿名組合事
業

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

匿名組合出資持分を通じて、日本国内
における商業運転中の陸上風力発電
プロジェクトに投資する。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(2)

2 無 無 ―

合同会社トラスティー美咲 関東財務局 合同会社トラスティー美咲匿
名組合

匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

日本国内の再生可能エネルギー事業
を行う法人への出資その他各種権利の
取得、保有及び処分により利益を得る
ことを目的とする。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＬＳ１合同会社 関東財務局 ＬＳ１合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権（物流施設）を取得
し、賃料その他当該不動産からの収益
を得ることにより、利益獲得を目指す
ファンドとする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社ＴＳインベストメント１
号

関東財務局 合同会社ＴＳインベストメント１
号匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本に所在の不動産に係る信託受益
権の取得、保有、管理、及び処分

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社広島ホテルマネジメ
ント

関東財務局 匿名組合広島ホテルマネジメ
ント

匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権（ホテル）の取得 運用 63条 事業法人等　（1） 1 無 無 ―

赤坂Ｏｎｅ合同会社 関東財務局 赤坂One合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 国内オフィスビルの不動産信託受益権
の取得・運用を行う。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 無 無 ―

TC5号有限責任事業組合
（株式会社AD Fund 
Management、笠井玲央、 本
田貴大、上杉修平、鍬野槙
彦、沼沢想太、株式会社Reo 
AssetManagement、株式会社
Point64、株式会社Shuhei 
Asset Management、BPM128
合同会社、株式会社ACCESS　
DESIGN　STUDIO）

関東財務局 TC5号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業への投資 私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

はなだ合同会社 関東財務局 はなだ合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 大阪府茨木市の物流施設の信託受益
権を取得。出資者への安定的な分配を
目指すもの。

運用 63条 金融機関等（1）、事業
法人等（3）

4 有 無 ―

GINZA7合同会社 関東財務局 GINZA7匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：商業施設、投資対象
地域：日本）を匿名組合契約に基づく出
資及び匿名組合契約に従い営業者が
調達することを許された借入金による
調達金にて購入し、信託受益者を通じ
て対象不動産からの収益を得ることに
より、利益獲得を目指すファンドとす
る。

運用 63条 事業法人等(3) 3 有 無 ―
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エックスモバイル株式会社 関東財務局 エックスモバイル1号匿名組合 匿名組合契約 現物ファンド
※事業ファンド
を含む

国内の携帯電話事業者である当社は、
匿名組合契約に基づき出資された金銭
で携帯電話機を購入し、リース契約に
基づきこれを貸出してリース料を得る。
リース先を広げるため積極的に携帯電
話を取得することを基本的な投資方針
とし、最終的には携帯電話の売却等に
より出口を目指す戦略を採用する。

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

DAYSパートナー株式会社 関東財務局 DAYSパートナー1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

事業再生フェーズにある企業を対象に
投融資を行うファンド。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

Pentagram Capital 
Management株式会社

関東財務局 シンサリティ1号ファンド 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

matsuri technologies株式会社の発行
するE種優先株式に投資する。同社の
IPO又はM&Aを通じてExitを目指す。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社JR稲毛開発プロジェ
クト

関東財務局 合同会社JR稲毛開発プロジェ
クト

匿名組合契約 不動産ファンド 首都圏内のマンションに関する信託受
益権の取得、賃貸及び売却を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

Frontier Innovations 1号有限
責任事業組合(Frontier 
Innovations株式会社、西村竜
彦、湯田聡、浜野豊)

関東財務局 Frontier Innovations 1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

宇宙並びに非宇宙分野で新規性のあ
るテクノロジーを有する企業等へ投資・
育成を行う

私募・運用 63条 金融機関等（3）
事業法人等（1）
個人（1）

5 有 無 ―

花菱合同会社 関東財務局 花菱匿名組合 匿名組合契約 その他 日本国内のホテルを保有する企業の
株式への投資によって利益獲得を目指
すファンドである。

私募・運用 63条 外国法人または外国
人等（1）

1 無 無 ―

合同会社コールドブリッジ1号 関東財務局 合同会社コールドブリッジ1号
匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における物流施設を投資対
象とする不動産信託受益権の運用

運用 63条 金融機関等(1)
事業法人等(2)

3 無 無 ―

日本コールドチェーン1号合同
会社

関東財務局 日本コールドチェーン1号合同
会社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 主に国内における物流不動産を投資
対象とする不動産信託受益権の運用

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

インパクト・キャピタル１号有限
責任事業組合（インパクト・
キャピタル株式会社、宮部清
佳、尾崎春梅）

関東財務局 インパクト・キャピタル１号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として社会課題解決に資するベン
チャーに対する、株式等の有価証券を
活用した投資

私募・運用 63条 金融機関等（１）
事業法人等（１）

2 無 無 ―

合同会社ヒラフ開発 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：ホテル
対象地域：日本
信託受益権を取得・保有し、賃料その
他当該信託受益権からの収益、当該信
託受益権の売却による利益獲得を目
的としたファンド

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社白馬 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 投資対象不動産の種類：ホテル
対象地域：日本
信託受益権を取得・保有し、賃料その
他当該信託受益権からの収益、当該信
託受益権の売却による利益獲得を目
的としたファンド

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

合同会社KIRF 関東財務局 KIRF匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 対象となる不動産信託受益権（投資対
象不動産の種類：レジデンス、投資対
象地域：日本）を、匿名組合契約に基づ
く出資金及び借入金にて購入し、信託
受託者を通じる等して対象不動産等の
賃貸及び売却等によって収益を上げ、
現金化することを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ビッグブル１号有限責任事業
組合（ビッグブル株式会社、放
生會雄地）

関東財務局 ビッグブル１号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にシード・アーリーステージのコン
シューマー向け事業およびその周辺事
業に取り組むベンチャー企業に対して
投資を行う。

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

スミノエキャピタルOne株式会
社

関東財務局 MIF Japan Feeder Fund 1 LP 外国の法令に
基づく権利

その他 バルカー・コンテナ・タンカー・洋上風力
支援船等への投資を目的とする、デン
マーク法人への出資を行う。

運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(2)

4 無 無 ―

スミノエキャピタルTwo株式会
社

関東財務局 MIF Japan Feeder Fund 2 LP 外国の法令に
基づく権利

その他 バルカー・コンテナ・タンカー・洋上風力
支援船等への投資を目的とする、デン
マーク法人への出資を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社ムーバルオリオン 関東財務局 合同会社ムーバルオリオン匿
名組合

匿名組合契約 その他 日本国内の動産等を主な信託財産と
する動産信託受益権を取得し、当該信
託受益権に対する信託配当又は売却
代金を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

美ら海開発合同会社 関東財務局 匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 沖縄県所在の土地におけるホテル、コ
ンドミニアムの開発事業について、（株）
イザナギマネジメントの投資助言を下
に、信託受益権を取得し、開発完了
後、売却その他の処分により運用を行
う

私募・運用 63条 事業法人等（2） 2 有 無 ―

LD1合同会社 関東財務局 LD1合同会社匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 全国のホテル・旅館等を取得し、事業
収支を改善して売却

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

株式会社ＴＮＰスレッズオブラ
イト

関東財務局 TNPスレッズオブライト投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

｢情報革命とバイオメディカル革命のシ
ステム融合」にかかる健康寿命延伸に
向けた産業のパラダイムシフトに資す
るベンチャー企業等に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(2)、投資
事業有限責任組合(1)

3 有 無 ―

株式会社ＴＮＰスレッズオブラ
イト

関東財務局 TNPスレッズオブライト2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「Society 5.0」の実現に向けた産業のパ
ラダイムシフトに資するベンチャー企業
等に投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
商品取引業者等(１)

2 有 無 ―

GV Partners有限責任事業組
合（田島聡一、株式会社ジェネ
シア・ベンチャーズ）

関東財務局 Genesia Venture Fund 1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のインターネットを活用したビジ
ネスを営む企業を主な投資対象とし、
それらの企業のシード、アーリー又はレ
イターステージにおける株式その他の
有価証券を取得する方針である。その
上で、投資対象となる企業のサポート
等を通じて企業価値を高め、最終的に
は、当該企業の株式上場やM&A等の
機会に、かかる有価証券について売却
その他の処分を行うことを通じて利益
の獲得を目指す。

運用 63条 金融機関等(3)
投資事業有限責任組
合(2)
事業法人等(5)

10 有 無 ―

APCアグリ合同会社 関東財務局 藤沢ブルーベリー農園投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

ブルーベリー農園の事業運営に不可欠
な設備等（苗木含む）に対する事業投
資

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＤＲＯＮＥ　ＦＵＮＤ株式会社 関東財務局 千葉道場ドローン部１号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にドローンビジネスなどを行うシード
からアーリーステージ（一部、レーター
ステージ）の国内外の未公開企業を投
資対象とする。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(2)、事業法人等(7)、
投資事業有限責任組
合(2)、金融商品取引
業者等(1)、個人(2)

14 有 有 仰星監査法人

ＤＲＯＮＥ　ＦＵＮＤ株式会社 関東財務局 千葉道場ドローン部2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にドローンビジネスなどを行うシード
からアーリーステージ（一部、レーター
ステージ）の国内外の未公開企業を投
資対象とする。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)、事業法人等
(11)、金融機関等(1)、
投資事業有限責任組
合(3)、個人(1)

17 有 有 仰星監査法人

ＤＲＯＮＥ　ＦＵＮＤ株式会社 関東財務局 DRONE FUND3号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にドローンビジネスなどを行う国内外
の未公開企業を投資対象とする。

私募・運用 63条 金融証券取引業者等
（1）、事業法人等（7）、
外国法人又は外国人
等（1）、投資事業有限
責任組合(3)、金融機
関等(1)

13 有 有 仰星監査法人

千葉　功太郎 関東財務局 千葉道場ドローン部１号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にドローンビジネスなどを行うシード
からアーリーステージ（一部、レーター
ステージ）の国内外の未公開企業を投
資対象とする。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(2)、
事業法人等(7)、
投資事業有限責任組
合(2)、
金融商品取引業者等
(1)、個人(2)

14 有 有 仰星監査法人

千葉　功太郎 関東財務局 千葉道場ドローン部2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にドローンビジネスなどを行うシード
からアーリーステージ（一部、レーター
ステージ）の国内外の未公開企業を投
資対象とする。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)、
事業法人等(11)、
金融機関等(1)、
投資事業有限責任組
合(3)
個人(1)

17 有 有 仰星監査法人
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千葉　功太郎 関東財務局 千葉道場2号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ドローン事業以外のＩＴ系企業を中心に
シードからプレユニコーンの国内外の
未公開企業を投資対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等（3）、
投資事業有限責任組
合（3）、
外国法人又は外国人
等(1)、
事業法人等（5）

12 有 有 仰星監査法人

千葉　功太郎 関東財務局 DRONE FUND3号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にドローンビジネスなどを行う国内外
の未公開企業を投資対象とする。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、
事業法人等(7)、
外国法人又は外国人
等(1)、
投資事業有限責任組
合（3）、
金融機関等（1）

13 有 有 仰星監査法人

一般財団法人SFCフォーラム 関東財務局 SFCフォーラム1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象企業の業種、投資対象
企業の成長ステージ（シード、アー
リー、ミドル、レイター）を問わず、高い
成長が見込まれる慶應義塾大学と関
係のある未上場企業への投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(4)、投資
事業有限責任組合(1)

5 有 有 有限責任あずさ監査法人

CEJキャピタル株式会社 関東財務局 サイバニクス・エクセレンス・
ジャパン1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本において、医療・ヘルスケアや
ロボティクス・AI・ビッグデータ・
IoH(Internet of Humans)/IoTなどサイ
バニクスに関連する分野におけるベン
チャー企業への投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(4)、事業
法人等(1)

5 有 無 ―

日本オービス株式会社 関東財務局 とちぎライトレール支援持株会 民法上の組合
契約

社会投資ファン
ド

○地域公共交通網の整備に伴うＬＲＴ
運営会社への投資

○投資対象地域：
　宇都宮市・芳賀町

○投資対象：
　宇都宮ライトレール株式会社

私募・運用 63条 金融機関等 1 有 無 ―

株式会社ＲＢＧパートナーズ 関東財務局 地域企業バリューアップ支援１
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

●主な投資対象企業の業種
・対象業種は、ものづくり製造業、ヘル
スケア、サービス等。
●投資対象地域
限定なし
●基本的な投資方針・戦略の概要
・地方に基盤のある中堅中小企業の
「改革」と「成長」を支援する。
・定量基準は、売上高２０～２００億円
程度、ＥＢＩＴＤＡ３～２０億円程度。
・定性基準は、①技術優位性や顧客基
盤等があり、特定分野でのシェアが高
い企業、②改革と成長を志す中堅中小
企業、③地方に事業の基盤があり、地
域金融機関と協働して企業価値向上を
図れる企業。
・ディールタイプは、成長資金の供与が
基本ながら、事業承継、大企業の子会
社・事業部門のカーブアウトも対象。

運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

株式会社ＲＢＧパートナーズ 関東財務局 地域企業バリューアップ支援２
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

●主な投資対象企業の業種
・対象業種は、製造業、サービス業中
心。
　但し、以下を除く。
①金融業、②不動産業、③破産手続き
開始・民事再生手続開始・会社更生法
手続開始若しくは特別清算の申立てそ
の他これらに類似する倒産手続の申立
てが行われている企業等。
④反社会的勢力並びに公序良俗に反
する法律行為その他の営業及び犯罪
行為を行うことを目的とする組織
●投資対象地域
・日本国内全域
●基本的な投資方針・戦略の概要
・地方に基盤のある中堅中小企業の
「改革」と「成長」を支援する。
・定量基準は、売上高１０～３００億円
程度、ＥＢＩＴＤＡ３～２０億円程度。
・定性基準は、①技術優位性や顧客基
盤等があり、特定分野でのシェアが高
い企業、②改革と成長を志す中堅中小
企業、③地域金融機関と協働して企業
価値向上を図れる企業。
・ディールタイプは、新型コロナウイル
ス感染症の影響による経営環境の変
化を背景とし、事業の承継、事業の再
編、事業の再構築等（大企業の子会
社・事業部門のカーブアウトを含む。）
に係る投資を行う。併せて、企業価値

私募・運用 63条 金融機関等(5)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(1)

7 無 無 ―

エイチ・アセット・マネジメント株
式会社

関東財務局 エイチファンド 投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド ファンド・オブ・ヘッジファンズ
複数のヘッジファンドに分散投資する戦
略。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社京葉銀キャピタル＆
コンサルティング

関東財務局 京葉銀事業承継投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 千葉県を中心とする出資金融機関の営
業エリアに事業拠点を持ち、事業承継
ニーズを有し、当該地域における経済
の活性化に資する中堅・中小事業者を
対象として投資する

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社RMDパートナーズ 関東財務局 Medical Development 
Support1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

●地域
特に限定なし
●業種
ヘルスケア分野、主に医療デバイス開
発企業及びヘルスケアサービス企業
但し、以下を除く。
（ⅰ）破産手続開始、民事再生手続開
始、会社更生手続開始若しくは特別清
算の申立てその他これらに類似する倒
産手続の申立が行われている投資先
事業者等
（ⅱ）反社会的勢力並びに公序良俗に
反する法律行為その他の営業及び犯
罪行為を行うことを目的とする組織投
資先事業者が上記いずれかに該当す
ることが投資後に判明した場合、無限
責任組合員は、当該投資先事業者に
係る投資証券等を速やかに売却するよ
う努力する。
●定量基準
売上高：無し
EBITDA：無し
●定性基準
・技術優位性や顧客基盤等があり、特
定分野でのシェアが高い企業
・地域企業及び地域金融機関と連携し
て、事業価値向上を図れる企業
●ディールタイプ
開発資金及び成長資金の供与を基本
とする。

運用 63条 金融機関等(3)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(1)

5 有 無 ―

ぐんま地域共創パートナーズ
株式会社

関東財務局 ぐんま医工連携活性化ファンド 投資事業有限
責任組合

ベンチャー・ファ
ンド

REVICの特定組合出資業務を活用した
全国初のファンドで、成長ステージを限
定せず医工連携事業を投資対象とする

私募・運用 63条 金融機関等(6) 6 有 無 ―

ぐんま地域共創パートナーズ
株式会社

関東財務局 ぐんぎんビジネスサポートファ
ンド

投資事業有限
責任組合

ベンチャー・ファ
ンド

将来の事業発展が期待できる中小企
業等の支援を目的に、業種・成長ス
テージを限定せず幅広い事業分野を投
資対象とする

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ぐんま地域共創パートナーズ
株式会社

関東財務局 ぐんぎんビジネスサポートファ
ンド２号ファンド

投資事業有限
責任組合

ベンチャー・ファ
ンド

将来の事業発展が期待できる中小企
業等の支援を目的に、業種・成長ス
テージを限定せず幅広い事業分野を投
資対象とする

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

ぐんま地域共創パートナーズ
株式会社

関東財務局 ぐんま地域共創ファンド 投資事業有限
責任組合

ベンチャー・ファ
ンド

群馬銀行の営業エリア内で事業を行う
中小企業等の支援を目的に、事業再
生、事業承継、ベンチャー支援等幅広
い分野を投資対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ぐんま地域共創パートナーズ
株式会社

関東財務局 ぐんま地域共創2号ファンド 投資事業有限
責任組合

ベンチャー・ファ
ンド

群馬銀行の営業エリア内で事業を行う
中小企業等の支援を目的に、事業再
生、事業承継、ベンチャー支援等幅広
い分野を投資対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ウイング・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 めぶき地域創生投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 「食・農・観光」分野の振興に資する事
業を行う中小・中堅企業、農業法人な
ど。「食・農・観光」以外の事業者であっ
ても将来の成長が見込まれる事業者は
対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

株式会社ウイング・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 あしかが企業育成ファンド三
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 足利銀行の営業基盤において、将来の
成長が見込まれる事業者。株式公開を
目指す企業や高い成長性が見込まれ
る企業、M&A、MEBO等を利用した事業
承継を目指す企業、ターンアラウンド、
事業再生等を行おうとする企業の育
成、支援。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ウイング・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 Wing1号事業再構築投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 事業承継・事業再生・資本増強に関す
る支援を必要とする企業等。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ウイング・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 Wing2号成長支援投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 IPOを目指す企業や、独自性・成長性
の高いビジネスモデルを有するベン
チャー企業等。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ウイング・キャピタ
ル・パートナーズ

関東財務局 令和元年台風及び新型コロナ
ウイルス等被害東日本広域復
興支援投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 令和元年台風災害により被災し、又は
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り経営環境が悪化した事業者の復興及
び事業再生等を早期に実現するため、
北海道、青森県、秋田県、山形県、岩
手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木
県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、
静岡県に本店又は主要事業拠点を有
する事業者等及び同18都道県の地域
経済の再活性化に資する事業者等に
対し、過剰債務の解消、必要資金の提
供及び人的支援に取り組む方針

私募・運用 63条 金融機関等(35) 35 有 無 ―

オーバルベンチャーズ株式会
社

関東財務局 オーバルベンチャーズ壱号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージ（MVPの試作からPMF達
成までの期間）に特化。増資後の評価
額を3億円と仮定し、20％の株式（また
は新株予約権）を6,000万円で取得。売
却時に5％までの希薄化を想定。対象
地域は日本（50％以上）、台湾、オース
トラリア、ニュージーランド。その他は、
当該地域で増資をリードするVCが付く
ことを前提に検討。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 2 有 無 ―

八十二インベストメント株式会
社

関東財務局 八十二サステナビリティ１号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 将来有望なベンチャー企業、事業承継
課題を有する企業、長野県を中心とす
る地域において、観光産業振興等の地
域活性化に資する事業に取り組む企
業、地域の経済活力や雇用について役
割を果たすものの事業再生の必要な企
業、省エネルギー・再生可能エネル
ギー事業に取り組む企業、及びIT・医
療機器分野等の地域産業振興に資す
る事業に取組む事業者、及び投資組合
等

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社岡山御津川内太陽
の郷１号

関東財務局 岡山御津河内太陽の郷１号匿
名組合

匿名組合契約 その他 太陽光発電設備を取得し、当該設備を
リースすることで収益を上げる事業であ
り、当該設備は、工場の上に設置され
たいわゆるオンサイトPPAでの太陽光
発電事業を行う。工場の所有者が替わ
り、当該設備の収去によるリース料収
入が得られないリスクがある。本ファン
ドの投資方針は、オンサイトPPAを実施
するための太陽光発電設備を取得し、
太陽光発電事業者へリースすることを
実現することを目標としており、オンサ
イトPPAにて太陽光発電事業を行う想
定である株式会社アドバンテックに対
し、リースをすることで継続的に収益を
上げることができると想定している。

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

NextG有限責任事業組合（窪
田規一、今井宏晴、蛯名喜代
作、黒田智生、栗田秀臣、飯
沼契、水野雄介、渡邉亜希
子、大槻智洋、中村瑞穂、加
藤康太、西村哲、齊藤和裕、
中村和夫、櫻井亨、五十嵐
晶、白石大成、石田理子）

関東財務局 NextG投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象は、一般的にDeep-Tech
に分類されている13業種とライフサイエ
ンス分野の企業で、シード・アーリース
テージにある企業

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等（2）

3 有 無 ―

合同会社姫路砥堀太陽の郷２
号

関東財務局 姫路砥堀太陽の郷2号匿名組
合

匿名組合契約 その他 １　投資対象の事業
　半導体及びその関連製品の製造設
備一式（以下「本件設備」という。）を商
社より購入し、半導体事業を実施する
株式会社アドバンテックへ当該設備を
リースすることによりリース料を取得し
収益をあげるリース事業を実施する。
２　リスク特性
　主なリスクは、次に掲げるものが考え
られる。
　①保有資産に関わる関係者に関する
リスク（（イ）スポンサーに関するリスク、
（ロ）事務受託業者に関するリスク、メー
カー又は商社から保証その他のサポー
トが得られなくなるリスク及び（ニ）リー
スの借手に関するリスク）
　②リース事業に係る権利・法制度に
関するリスク（（イ）リース契約の変更・
終了のリスク、（ロ）出力制御を求めら
れるリスク、（ハ）インフレによりリース
料の価値が実質的に低下すること等に
よるリスク、（ニ）リース事業者に対する
規制等に関するリスク及び（ホ）その他
の法令の制定・変更に関するリスク）
　③保有資産に関するリスク（（イ）本件
設備の欠陥・瑕疵及び契約不適合に関
するリスク、（ロ）災害等による本件設備
の毀損、滅失及び劣化のリスク、（ハ）
本件設備に係る所有者責任、修繕・維
持・管理費用等に関するリスク及び

私募 63条 事業法人等（１） 1 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

合同会社松江東太陽の郷 関東財務局 松江東太陽の郷匿名組合 匿名組合契約 その他 １　投資対象の事業
　太陽光発電設備一式及び電気事業
者による再生可能エネルギー電気の調
達に関する特別措置法（平成二十三年
法律第百八号。以下「再エネ法」とい
う。）第9条に基づく認定を取得し、再エ
ネ法に基づく固定価格買取制度により
電力を売電することより収益を上げる
太陽光発電事業（以下「本事業」とい
う。）を実施する。
２　リスク特性
　主なリスクは、次に掲げるものが考え
られる。
　①保有資産に関わる関係者に関する
リスク（（イ）スポンサーに関するリスク、
（ロ）事務受託業者に関するリスク、
（ハ）O&M業者に関するリスク、（ニ）
メーカー又はEPC業者から保証その他
のサポートが得られなくなるリスク及び
（ホ）買取電気業者（売電先）に関するリ
スク）
　②発電事業に係る権利・法制度に関
するリスク（（イ）売電契約の変更・終了
のリスク、（ロ）接続契約等の終了のリ
スク、（ハ）出力制御を求められるリス
ク、（ニ）調達価格又は調達期間が変更
されるリスク、（ホ）インフレにより売電
価格の価値が実質的に低下すること等
によるリスク、(へ）固定価格買取制度
の下での調達期間満了後の売電に関

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

OLｔV　Seed　Fund有限責任事
業組合（木村亮介、國井紅
秋、ライフタイムベンチャーズ
合同会社）

関東財務局 OLｔV　Seed　Fund投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

沖縄化学技術大学院大学（OIST)が持
つ世界水準の化学技術ネットワークを
活かして、30年後まで長く愛され、存在
し続ける事業を創るスタートアップ企業
を主な投資対象とし、典型的には、そ
れらの企業のプレシード又はシードス
テージにおける株式その他の有価証券
を取得する方針である。その上で、投
資対象となる企業のサポート等を通じ
て企業価値を高め、最終的には株式上
場やM&A等に伴ってＥｘｉｔすることによ
り、利益の獲得を目指す。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(1)、
金融機関等(1)

3 有 無 ―

合同会社四万十カフス太陽の
郷

関東財務局 四万十カフス太陽の郷匿名組
合

匿名組合契約 その他 １　投資対象の事業
　太陽光発電設備一式及び電気事業
者による再生可能エネルギー電気の調
達に関する特別措置法（平成二十三年
法律第百八号。以下「再エネ法」とい
う。）第９条に基づく認定を取得し、再エ
ネ法に基づく固定価格買取制度により
電力を売電することにより収益を上げ
る太陽光発電事業（以下「本事業」とい
う。）を実施する。
２　リスク特性
　主なリスクは、次に掲げるものが考え
られる。
　①保有資産に関わる関係者に関する
リスク（（イ）スポンサーに関するリスク、
（ロ）事務受託業者に関するリスク、
（ハ）O&M業者に関するリスク、（ニ）
メーカー又はEPC業者から保証その他
のサポートが得られなくなるリスク及び
（ホ）買取電気事業者（売電先）に関す
るリスク）
　②発電事業に係る権利・法制度に関
するリスク（（イ）売電契約の変更・終了
のリスク、（ロ）接続契約等の終了のリ
スク、（ハ）出力制御を求められるリス
ク、（ニ）調達価格又は調達期間が変更
されるリスク、（ホ）インフレにより売電
価格の価値が実質的に低下すること等
によるリスク、（ヘ）固定価格買取制度
の下での調達期間満了後の売電に関

私募 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

合同会社鈴鹿ERI１号 関東財務局 合同会社鈴鹿ＥＲＩ１号匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内の土地を主な信託財産とする
不動産信託受益権を取得し、当該信託
受益権に対する信託配当又は売却代
金を原資として匿名組合員に対し利益
配分を行う。

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

合同会社姶良太陽の郷 関東財務局 姶良太陽の郷匿名組合 匿名組合契約 その他 １　投資対象の事業
　太陽光発電設備一式及び再生可能
エネルギー電気の利用の促進に関す
る特別措置法（平成二十三年法律第百
八号。以下「再エネ法」という。）第９条
に基づく認定を取得し、再エネ法に基づ
く固定価格買取制度により電力を売電
することにより収益を上げる太陽光発
電事業（以下「本事業」という。）を実施
する。
２　リスク特性
　主なリスクは、次に掲げるものが考え
られる。
　①保有資産に関わる関係者に関する
リスク（（イ）スポンサーに関するリスク、
（ロ）事務受託業者に関するリスク、
（ハ）O&M業者に関するリスク、（ニ）
メーカー又はEPC業者から保証その他
のサポートが得られなくなるリスク及び
（ホ）買取電気業者（売電先）に関するリ
スク）
　②発電事業に係る権利・法制度に関
するリスク（（イ）売電契約の変更・終了
のリスク、（ロ）接続契約等の終了のリ
スク、（ハ）出力制御を求められるリス
ク、（ニ）調達価格又は調達期間が変更
されるリスク、（ホ）インフレにより売電
価格の価値が実質的に低下すること等
によるリスク、（ヘ）固定価格買取制度
の下での調達期間満了後の売電に関

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

合同会社菊池太陽の郷 関東財務局 菊池太陽の郷匿名組合 匿名組合契約 その他 １　投資対象の事業
　太陽光発電設備一式及び再生可能
エネルギー電気の利用の促進に関す
る特別措置法（平成二十三年法律第百
八号。以下「再エネ法」という。）第９条
に基づく認定を取得し、再エネ法に基づ
く固定価格買取制度により電力を売電
することにより収益を上げる太陽光発
電事業（以下「本事業」という。）を実施
する。
２　リスク特性
　主なリスクは、次に掲げるものが考え
られる。
　①保有資産に関わる関係者に関する
リスク（（イ）スポンサーに関するリスク、
（ロ）事務受託業者に関するリスク、
（ハ）O&M業者に関するリスク、（ニ）
メーカー又はEPC業者から保証その他
のサポートが得られなくなるリスク及び
（ホ）買取電気事業者（売電先）に関す
るリスク）
　②発電事業に係る権利・法制度に関
するリスク（（イ）売電契約の変更・終了
のリスク、（ロ）接続契約等の終了のリ
スク、（ハ）出力制御を求められるリス
ク、（ニ）調達価格又は調達期間が変更
されるリスク、（ホ）インフレにより売電
価格の価値が実質的に低下すること等
によるリスク、（ヘ）固定価格買取制度
の下での調達期間満了後の売電に関

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社Maruyama Konzern 関東財務局 Maruyama Exclusive投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 個人等(1) 1 有 無 ―

株式会社ONGAESHI Holdings 関東財務局 ONGAESHIキャピタル投資事
業有限責任組合1号

投資事業有限
責任組合契約

その他 経営支援を通じてバリューアップが可
能であり、且つ事業成長が地域経済活
性化に資する企業に対して出資を行う

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

しののめキャピタル株式会社 関東財務局 しののめ―ＳＮＥＴＩ投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合

ベンチャー・ファ
ンド

多様化が著しい事業承継や地域経済
の活性化に必要不可欠な創業・成長に
取り組む企業に対する育成成長を目的
とした投資（社債、普通株式、種類株式
等）

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(1)

2 無 無 ―

大光キャピタル＆コンサルティ
ング株式会社

関東財務局 大光SBI地域活性化投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 株式会社大光銀行の営業エリア内の
事業者等を投資対象とし、当該事業者
への資金供給により地域経済の活性
化に寄与することを目的とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

宮崎聡 関東財務局 WONDERTAINER　FUND　1号　
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード期からレイター期にあるIT関連業
種及び各種サービス業種を中心とした
企業を主な投資対象とする。

運用 63条 事業法人等（1）、個人
（1）
投資事業有限責任組
合
（1）

3 有 有 中川宏介
公認会計士事務所

J&S蓄電合同会社 関東財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 現物ファンド
※事業ファンド
を含む

対象設備：系統用蓄電池設備
対象地域：日本
系統蓄電池設備を取得・保有し、売電
その他当該設備からの収益、当該設備
の売却による利益獲得を目的とした
ファンド

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

合同会社釧路愛国太陽の郷 関東財務局 釧路愛国太陽の郷匿名組合 匿名組合契約 その他 1　投資対象の事業
太陽光発電設備一式及び再生可能エ
ネルギー電気の利用の促進に関する
特別措置法(平成二十三年法律第百八
号。以下「再エネ法」という。)第9条に基
づく認定を取得し、再エネ法に基づく固
定価格買取制度により電力を売電する
ことにより収益を上げる太陽光発電事
業(以下「本事業」という。)を実施する。
2　リスク特性
主なリスクは、次に掲げるものが考えら
れる。
①保有資産に関わる関係者に関するリ
スク((イ)スポンサーに関するリスク、(ロ)
事務受託業者に関す るリスク、
(ハ)0&M業者に関するリスク、(二)メー
カー又はEPC業者から保証その他のサ
ポートが得られなくなるリスク及び(ホ)
買取電気事業者(売電先)に関するリス
ク)
②発電事業に係る権利•法制度に関す
るリスク((イ)売電契約の変更•終了のリ
スク、(ロ)接続契約等の終了のリスク、
(ハ)出力制御を求められるリスク、(二)
調達価格又は調達期間が変更されるリ
スク、(ホ)インフレにより売電価格の価
値が実質的に低下すること等によるリ
スク、(へ)固定価格買取制度の下での
調達期間満了後の売電に関するリス
ク、(卜)事業計画認定が取り消され又

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

DEFTA Healthcare 
Management

関東財務局 DEFTA Healthcare 
Technologies, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Target Industry: Healthcare & Medicine
Stage: Early Stage
Growth Strategy: Hands On Approach

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (2)

2 Yes None ―

株式会社OKBキャピタル 東海財務局 大垣共立アグリビジネス１号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 アグリビジネスに関わり、成長発展が
見込まれる事業者を対象とする。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社OKBキャピタル 東海財務局 大垣共立ソフトピアジャパン入
居企業支援１号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 公益財団法人ソフトピアジャパンの施
設等に入居実績があり、成長が見込ま
る事業者を対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社OKBキャピタル 東海財務局 大垣共立事業継承1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 事業継承ニーズを持つ事業者を対象と
する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社OKBキャピタル 東海財務局 大垣共立事業継承2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 事業承継ニーズを持つ事業者、コロナ
禍で一時的に業績が悪化しているが地
元サプライチェーン及び雇用維持の観
点から支援を必要とする事業者を対象
とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社OKBキャピタル 東海財務局 OKB・名南ベンチャー支援1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来の新たな産業の担い手となり得
る、地元ベンチャー企業や、地元産業
に相乗効果を生み出すようなベン
チャー企業を対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社OKBキャピタル 東海財務局 大垣共立事業承継３号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

域内企業の事業承継をはじめとした、
資本に関するさまざまな課題解決を直
接的にサポートする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

十六リース株式会社 東海財務局 十六フロンティア第3号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に新事業展開・経営革新等を目的と
して株式公開等を志向し、成長発展
（アーリステージ）が見込める企業まで
を投資対象とする。

私募・運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

十六リース株式会社 東海財務局 じゅうろく六次産業化ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 6次産業化事業体であって、農林漁業
者の事業活性化等を目的として新たな
販売方式の導入や改善等により国内
外における事業分野の活動を図る企業
を投資対象とする。

私募・運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

十六リース株式会社 東海財務局 東海地域中核産業支援投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

あらゆるステージにある企業(主に航空
機部品、自動車部品等）に劣後ローン、
種類株式等の多様な金融サービスを組
み合わせ段階的・複合的にリスクマ
ネーや成長資金を供給することを目的
とする。

私募・運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

静岡キャピタル株式会社 東海財務局 静岡キャピタル６号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

静岡銀行との２人組合。同行営業エリ
ア内の株式公開指向企業や事業承継
等のニーズある企業へ投資し、グルー
プのネットワークを活用して経営を支援
する

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

静岡キャピタル株式会社 東海財務局 静岡キャピタル７号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

静岡銀行との２人組合。同行営業エリ
ア内の株式公開指向企業や事業承継
等のニーズある企業へ投資し、グルー
プのネットワークを活用して経営を支援
する

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

静岡キャピタル株式会社 東海財務局 静岡キャピタル８号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

静岡銀行との２人組合。同行営業エリ
ア内の株式公開指向企業や事業承継
等のニーズある企業へ投資し、グルー
プのネットワークを活用して経営を支援
する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

静岡キャピタル株式会社 東海財務局 静岡キャピタル９号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

静岡銀行との２人組合。同行営業エリ
ア内の株式公開指向企業や事業承継
等のニーズある企業へ投資し、グルー
プのネットワークを活用して経営を支援
する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

静岡キャピタル株式会社 東海財務局 あいぎん未来創造ファンド３号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

愛知銀行との２人組合。同行営業エリ
ア内の株式公開指向企業や事業承継
等のニーズある企業へ投資し、グルー
プのネットワークを活用して経営を支援
する

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

静岡キャピタル株式会社 東海財務局 あいぎん未来創造ファンド4号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

愛知銀行との２人組合。同行営業エリ
ア内の株式公開指向企業や事業承継
等のニーズある企業へ投資し、グルー
プのネットワークを活用して経営を支援
する

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

静岡キャピタル株式会社 東海財務局 しずおか農林漁業成長産業化
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 農林漁業成長産業化支援機構と静岡
銀行との３人組合。農水省認定法人で
ある県内の６次産業事業化事業体へ
投資・支援し、雇用機会を創出できる成
長産業に育成する

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 無 無 ―

静岡キャピタル株式会社 東海財務局 しずおか事業承継・事業継続
支援ファンド投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本政策投資銀行と静岡銀行と設立し
た組合で、日本政策投資銀行子会社の
DBJ地域投資株式会社と共同GP。事
業承継や事業継続に課題を抱える県
内静岡銀行取引先に投資し、LPである
日本政策投資銀行および静岡銀行と
連携して経営を支援する

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(2)

3 無 無 ―

静岡キャピタル株式会社 東海財務局 静岡中小企業支援５号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

中小企業基盤整備機構と県下の地域
金融機関、静岡県信用保証協会と設立
した組合。1県内に主たる営業所を置く
中小企業、2過剰債務等で業績不振だ
が本業に相応の収益力があり再生可
能性ある企業、3静岡県中小企業再生
支援協議会が関与した先を投資対象と
する中立性・公共性を確保したファンド
で、支援先の取引金融機関と一体と
なって再生に取組む

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(13)

14 有 無 ―

静岡キャピタル株式会社 東海財務局 静岡中小企業支援６号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

中小企業基盤整備機構と県下の地域
金融機関、静岡県信用保証協会と設立
した組合。1県内に主たる営業所を置く
中小企業、2過剰債務等で業績不振だ
が本業に相応の収益力があり再生可
能性ある企業、3静岡県中小企業再生
支援協議会が関与した先を投資対象と
する中立性・公共性を確保したファンド
で、支援先の取引金融機関と一体と
なって再生に取組む
事業者に対する金銭の貸付（貸金業者
の登録日：令和3年9月8日）

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(12)

13 有 無 ―

静岡キャピタル株式会社 東海財務局 静岡・山梨アライアンス投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 山梨中央銀行、静岡銀行、静銀経営コ
ンサルティングとの4人組合。事業承継
に課題を抱える山梨中央銀行並びに静
岡銀行の取引先に投資し、LPである山
梨中央銀行、静岡銀行、静銀経営コン
サルティングとの連携し経営を支援す
る

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

静岡キャピタル株式会社 東海財務局 静岡・名古屋アライアンス投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 名古屋銀行の子会社名古屋キャピタル
パートナーズとの共同GP。静岡･愛知
県の主要産業である「二輪・四輪関連
製造業」等を中心に投資する事業変革
支援ファンド。LPである名古屋銀行、静
岡銀行と連携し中堅・中小企業の経営
を支援する。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

株式会社ぎふリバイタル 東海財務局 ぎふ中小企業支援3号ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域の経済活力や雇用について大きな
役割を果たす中小企業の再生を目的と
する、岐阜県内の中小企業等に関する
株式、社債、金銭債権の取得・保有

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(11)

12 有 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
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財務局等
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of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

株式会社愛知リバイタル 東海財務局 愛知中小企業再生3号ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域の経済活力や雇用について大きな
役割を果たす中小企業の再生を目的と
する、愛知県内の中小企業等に関する
株式、社債、金銭債権の取得・保有

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(19)

20 有 無 ―

株式会社愛知リバイタル 東海財務局 愛知活性化ファンド投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域の経済活力や雇用について大きな
役割を果たす中小企業の再生を目的と
する、愛知県内の中小企業等に関する
株式、社債、金銭債権の取得・保有

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(19)

20 有 無 ―

株式会社三重リバイタル 東海財務局 みえ中小企業再生2号ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域の経済活力や雇用について大きな
役割を果たす中小企業の再生を目的と
する、三重県内の中小企業等に関する
株式、社債、金銭債権の取得・保有

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(6)

7 有 無 ―

株式会社三重リバイタル 東海財務局 みえ中小企業活性化ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域の経済活力や雇用について大きな
役割を果たす中小企業の再生を目的と
する、三重県内の中小企業等に関する
株式、社債、金銭債権の取得・保有

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(6)

7 有 無 ―

百五リース株式会社 東海財務局 百五6次産業化投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 農林漁業者の所得確保、雇用機会創
出、農山漁村の活性化、農林漁業者の
経営の安定向上に資することを目的と
した株式会社農林漁業成長産業化支
援機構法に基づき６次産業化事業体
(株式会社）へ出資を行う

運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 無 無 ―

株式会社京楽産業ホールディ
ングス

東海財務局 GZファンド 匿名組合契約 コンテンツ・ファ
ンド

劇場用映画の共同製作および利用 私募 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

ひだしんイノベーションパート
ナーズ株式会社

東海財務局 飛騨･高山さるぼぼ結ファンド2
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 岐阜県高山市、飛騨市又は大野郡の
地域活性化に資する事業を行う中堅・
中小企業に対し、経済活力を活性化さ
せることを目的として社債引受、株式投
資を行う。

運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

ひだしんイノベーションパート
ナーズ株式会社

東海財務局 飛騨・高山サステナブルファン
ド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 岐阜県高山市、飛驒市又は大野郡に
本店又は支店を有する中堅・中小の事
業者、並びに岐阜県高山市、飛驒市又
は大野郡の地域活性化に資する事業
を行う中堅・中小の事業者及び、後継
者不在などの問題を抱える岐阜県高山
市、飛騨市又は大野郡に本店又は支
店を有する中堅・中小事業者に対して
社債引受、株式投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

株式会社MTG Ventures 東海財務局 MTGV投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

Beauty-tecｈ、Wellness-tech、Food-
tech、Sports-techの4分野を対象領域
としたスタートアップを中心に投資を行
う。投資ステージは、シード、アーリーを
主なステージとし、「モノが作れる」「販
路がある」「ブランディング構築力」を投
資先企業に提供することで成長を促進
させていく。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

株式会社MTG Ventures 東海財務局 Central Japan Seed Fund 投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

中部エリアの新産業創出及び既存産
業の発展を担うスタートアップに投資を
実行。シード期のスタートアップ支援を
強化し、地域経済の持続的な発展に貢
献していく。

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

藤田　豪 東海財務局 MTGV投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

Beauty-tecｈ、Wellness-tech、Food-
tech、Sports-techの4分野を対象領域
としたスタートアップを中心に投資を行
う。投資ステージは、シード、アーリーを
主なステージとし、「モノが作れる」「販
路がある」「ブランディング構築力」を投
資先企業に提供することで成長を促進
させていく。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

藤田　豪 東海財務局 Central Japan Seed Fund 投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

中部エリアの新産業創出及び既存産
業の発展を担うスタートアップに投資を
実行。シード期のスタートアップ支援を
強化し、地域経済の持続的な発展に貢
献していく。

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

株式会社未来Linkパートナー
ズ

東海財務局 成長応援１号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業承継等の悩みを抱えた中堅・中小
企業を投資対象とし、原則過半数の議
決権を取得する。相当の期間（3年から
5年程度）経営に参画し、企業価値を高
めた後、株式売却などによりキャピタル
ゲインを得るファンドとする。

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

百五みらい投資株式会社 東海財務局 AIDMA１号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業承継問題を抱える企業を投資対象
とし、原則として発行済株式総数の過
半数の株式を取得して３～５年程度の
経営参画により事業承継問題に対処し
て企業価値を高めた後、株式売却によ
りキャピタルゲインを得る。

私募・運用 63条 金融機関等(１) 1 無 無 ―
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百五みらい投資株式会社 東海財務局 AIDMA2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業承継問題を抱える企業を投資対象
とし、原則として発行済株式総数の過
半数の株式を取得して３～５年程度の
経営参画により事業承継問題に対処し
て企業価値を高めた後、株式売却によ
りキャピタルゲインを得る。

私募・運用 63条 金融機関等(１) 1 無 無 ―

株式会社Bricks&UK 東海財務局 三十三成長事業応援投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

観光・商業施設開発事業者、医療・介
護事業者、環境・エネルギー事業者等
の東海・近畿及び東京圏の成長事業に
対する投資。

私募・運用 63条 金融機関等(１) 1 無 無 ―

株式会社名古屋キャピタル
パートナーズ

東海財務局 めいぎん経営承継投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業承継案件を中心に、MBOや再度
のM&Aでの売却を目指す

私募・運用 63条 金融機関等(１) 1 無 無 ―

株式会社名古屋キャピタル
パートナーズ

東海財務局 あいち・じもと農林漁業成長応
援ファンド投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

６次化事業体に出資し、経営支援する
ことにより企業価値を高め、株式を売
却することによりキャピタルゲインを得
る。

私募・運用 旧63条 金融機関等(9)
事業法人等(1)

10 無 無 ―

株式会社名古屋キャピタル
パートナーズ

東海財務局 めいぎんベンチャー1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来株式上場を目指す日本国内の未
上場企業を投資対象とし、経営支援に
より株式上場やM&A等による売却を目
指す。

私募・運用 63条 金融機関等⑴ 1 無 無 ―

株式会社名古屋キャピタル
パートナーズ

東海財務局 めいぎん事業再生1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

愛知県内及び周辺の名古屋銀行の営
業地盤内で業種の特定はしないが、財
務に不安はあるものの収益改善が見
込まれる企業、地域雇用を創出してい
る企業を投資対象とし、投資先への経
営支援等により投資先の収益改善、財
務改善を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等⑴ 1 無 無 ―

株式会社名古屋キャピタル
パートナーズ

東海財務局 めいぎん地域活性化1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 銀行法上の地域活性化事業に該当し、
地方創生に資する事業を幅広く対象と
して投資する。

私募・運用 63条 金融機関等⑴ 1 無 無 ―

株式会社名古屋キャピタル
パートナーズ

東海財務局 静岡・名古屋アライアンス投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 静岡銀行の子会社静岡キャピタルとの
共同ＧＰ。愛知・静岡県の主要産業で
ある「二輪・四輪関連製造業」等を中心
に投資する事業変革支援ファンド。ＬＰ
である静岡銀行・名古屋銀行と連携し
中堅・中小企業の経営を支援する。

私募・運用 63条 金融機関等（2） 2 有 無 ―

岡崎キャピタルGP合同会社 東海財務局 万年青投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

財政状況の悪化した企業に対する再生
支援を行うことで、愛知県の地域活性
化を図ることを目的として、主な投資対
象企業としては、岡崎信用金庫の取引
先である愛知県内に事業所を設置して
いる中堅・中小企業を想定する。その
他、投資事業有限責任組合契約で定
める組合事業を行うことを予定する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社名南経営キャピタル 東海財務局 三十三事業承継1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業承継等の悩みを抱えた中堅・中小
企業を投資対象とし、原則過半数の議
決権を取得する。相当の期間（3年から
5年程度）経営に参画し、企業価値を高
めた後、株式売却などによりキャピタル
ゲインを得るファンドとする。分散株式
の集約にも対応する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社名南経営キャピタル 東海財務局 名南CN1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業承継等の悩みを抱えた中堅・中小
企業を投資対象とし、原則過半数の議
決権を取得する。相当の期間（3年から
5年程度）経営に参画し、企業価値を高
めた後、株式売却などによりキャピタル
ゲインを得るファンドとする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

伊藤　仁成 東海財務局 MTGV投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

Beauty-tecｈ、Wellness-tech、Food-
tech、Sports-techの4分野を対象領域
としたスタートアップを中心に投資を行
う。投資ステージは、シード、アーリーを
主なステージとし、「モノが作れる」「販
路がある」「ブランディング構築力」を投
資先企業に提供することで成長を促進

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

伊藤　仁成 東海財務局 Central Japan Seed Fund 投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

中部エリアの新産業創出及び既存産
業の発展を担うスタートアップに投資を
実行。シード期のスタートアップ支援を
強化し、地域経済の持続的な発展に貢
献していく。

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

株式会社決断サポート 東海財務局 みえ事業承継応援1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

三重県内に本店を置き、事業承継方針
が定まっていない企業の株式を取得す
る。当該企業の承継戦略についてコン
サルティングを行い、それに応じた出口
戦略を採用する。

私募・運用 63条 金融機関等⑵ 2 無 無 ―

株式会社決断サポート 東海財務局 みえ事業承継応援2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

三重県内に本店を置き、事業承継方針
が定まっていない企業の株式を取得す
る。当該企業の承継戦略についてコン
サルティングを行い、それに応じた出口
戦略を採用する。

私募・運用 63条 金融機関等⑴ 1 有 無 ―

NOBUNAGAキャピタルビレッ
ジ株式会社

東海財務局 NOBUNAGA Raise Fund投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

全国の主に新事業展開・経営革新等を
目的として株式公開等を志向し、成長
発展が見込める企業までを投資対象と
する。

私募・運用 63条 金融機関等⑴ 1 無 無 ―
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NOBUNAGAキャピタルビレッ
ジ株式会社

東海財務局 NOBUNAGA Village Fund投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

東海地区の主に新事業展開・経営革新
等を目的として株式公開等を志向し、
成長発展が見込める企業までを投資対
象とする。

私募・運用 63条 金融機関等⑴ 1 無 無 ―

NOBUNAGAキャピタルビレッ
ジ株式会社

東海財務局 十六ともに未来投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 新型コロナウィルス感染症拡大の影響
により経営環境の悪化を招きつつも、
収束後は業績の改善が期待できる中
小・中堅企業向けに復興・再生資金とし
て提供し、投資先企業・産業の再生、
地域経済の活性化を目的とする。

私募・運用 63条 金融機関等⑴ 1 無 無 ―

さんしんキャピタル株式会社 東海財務局 さんしん事業活性化投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 優先株、社債、メザニンローンといった
手法により、地域活性化に資する事業
者に対し投資実行を行うことを主とす
る。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

愛知キャピタル株式会社 東海財務局 あいぎんベンチャーファンド1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種の限定は設けな
いが、投資対象地域は原則、愛知銀行
の営業エリア内とする。投資方針は原
則としてIPOを指向する企業及び愛知
銀行と取引にある優良・成長企業等及
び新分野進出・事業拡大等による資本
増強を必要とする企業を対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

愛知キャピタル株式会社 東海財務局 あいぎん事業承継ファンド1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資対象企業の業種の限定は設けな
い。事業承継が課題となっている企業
で愛知銀行の取引先を主とし、投資対
象地域は原則、愛知銀行の営業エリア
内とする。投資方針は取引先企業の円
滑な事業承継を目的とした資本政策で
主として株式投資を行う。投資先への
ハンズオン支援等で企業価値を向上さ
せ、投下資本の増殖回収を図る。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

愛知キャピタル株式会社 東海財務局 あいちスタートアップファンド1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資対象企業の業種の限定は設けな
いが、投資対象地域は、原則愛知県を
中心とした東海地域とする。スタート
アップ企業を投資対象とし、地域におけ
る新たな成長産業の創造と地域経済の
発展に貢献することを目的とします。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

愛知キャピタル株式会社 東海財務局 あいぎんベンチャーファンド２
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種の限定は設けな
いが、投資対象地域は原則、愛知銀行
の営業エリア内とする。
投資方針は原則としてIPOを指向する
企業及び愛知銀行と取引のある優良・
成長企業等及び新分野進出・事業拡大
等による資本増強を必要とする企業を
対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等（２） 2 無 無 －

株式会社スズケンインベストメ
ント

東海財務局 スズケンヘルステックコラボ
レーション投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

当組合の有限責任組合員と事業面に
おいてシナジーを発揮することが期待
できる、日本国内外の、主にシード・
アーリーステージにあるヘルステック企
業

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

名南M&A株式会社 東海財務局 OKB・名南ベンチャー支援1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来の新たな産業の担い手となり得
る、地元ベンチャー企業や、地元産業
に相乗効果を生み出すようなベン
チャー企業を対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社フジタ・イノベーショ
ン・キャピタル

東海財務局 フジタTTインパクト1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ヘルスケア事業（地域・遠隔、再生医
療・創薬・診断・医療機器、リハビリ・介
護など）を展開する藤田医科大学発ス
タートアップや藤田医科大学との共創
によるスタートアップを主な投資対象と
する。

私募・運用 63条 金融機関等(3)
投資事業有限責任組
合(1)

4 有 無 ―

日本ものづくり事業承継投資
株式会社

東海財務局 日本ものづくり事業承継基金1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業の発展、事業承継および事業継続
に課題を有する製造業を中心とした企
業・事業への投資

私募・運用 63条 事業法人等(1)
金融機関等(7)

8 無 無 ―

合同会社松任駅南ビル 北陸財務局 合同会社
松任駅南ビル

匿名組合契約 不動産ファンド 商業施設と立体駐車場からなる複合施
設である不動産の信託受益権。
投資方針：白山市を投資対象地域と
し、中長期にわたり安定した収益を確
保し、また、運用資産を着実に成長さ
せることを目指して、資産を運用しま
す。
基本戦略：賃料収入の増加や管理コス
トの削減等（内部成長戦略）、負債調達
によるレバレッジ効果、効果的な不動
産売却等の出口戦略を有しておりま
す。

運用 旧63条 金融機関等（１） 1 有 無 ―

株式会社ふくい市民発電所 北陸財務局 ふくいソーラー市民ファンド 匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

太陽光発電設備（26ｋW）設置による売
電収入からの収益分配事業（福井県
内）

私募・運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ほくほくキャピタル株式会社 北陸財務局 ほくりくアグリ育成ファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 北陸地域における規模拡大等に取り組
む農業法人の株式等を取得・保有し経
営支援を行う

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―
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ほくほくキャピタル株式会社 北陸財務局 ほくほく応援ファンド投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニンファン
ド

（株）北陸銀行の本支店の営業地域に
事業拠点があり、地域の活性化に資す
る事業を行う企業に対し、事業基盤の
改善・強化から拡大・成長を支援するた
めに、優先株式や劣後ローン等多様な
金融サービスを組み合わせ、段階的・
複合的にリスクマネー、成長資金又は
事業承継資金等を供給する

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

ほくほくキャピタル株式会社 北陸財務局 ほくほく事業承継ファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 ㈱北陸銀行の本支店の営業地域に事
業拠点を持つ、又は当該地域の活性化
に資する事業を行う企業を対象として、
円滑な事業継承を支援するため投資を
行う

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ほくほくキャピタル株式会社 北陸財務局 ほくほくイノベーション共創１号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

地域の将来を担う起業家の発掘や育
成に加え、革新的な事業により成長が
期待され株式公開を目指せる企業等を
対象として、幅広いステージの企業に
投資を行う

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社福井キャピタル＆コ
ンサルティング

北陸財務局 ふくい未来企業支援投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

福井県に重要な事業拠点を有する有
望事業者で、株式公開を目指すものの
成長支援を実現することを目的とする
ファンド。観光業を除く全業種。

私募・運用 63条 金融機関等（6） 6 有 無 ―

株式会社福井キャピタル＆コ
ンサルティング

北陸財務局 ふくい地域活性化投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 福井県の地域活性化への貢献が期待
できる企業を支援し、新たな産業振興と
雇用創出、県内経済の活性化を図るこ
とを目的とする。投資対象は県内企業
に限定せず福井県の地域資源を活用
し地域貢献が期待できる企業全般を対
象とする。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

アセットファイナンスとなみ合
同会社

北陸財務局 アセットファイナンスとなみ合
同会社

匿名組合契約 不動産ファンド 商業施設（イオンモールとなみ）の不動
産信託受益権に出資する案件。出口シ
ナリオを簿価譲渡にしており、不動産の
価格変動によるキャピタルゲインを追
求せず、不動産価値の源泉であるイン
カムゲイン（テナント賃料を原資とする
信託配当）を重視するファンド。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

株式会社ＱＲインベストメント 北陸財務局 いしかわ中小企業第２号再生
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

石川県内の温泉旅館だけではなく過剰
債務により財政状況が悪化している企
業に対して投資し、再生させることを通
じて利益を得るファンドとする。

私募・運用 63条 金融機関等（4）
その他（1）

5 有 無 ―

株式会社ＱＲインベストメント 北陸財務局 いしかわ中小企業第３号再生
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

石川県内の温泉旅館だけではなく過剰
債務により財政状況が悪化している企
業に対して投資し、再生させることを通
じて利益を得るファンドとする。

私募・運用 63条 金融機関等（4）
その他（1）

5 有 無 ―

株式会社ＱＲインベストメント 北陸財務局 ＱＲファンド投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

既存ファンドでは対応しきれない領域に
ある国内および国外の企業の株式（上
場非上場問わず）買取、他のファンドへ
のLP出資等を通じて、企業の課題解決
の支援をする。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

株式会社ＱＲインベストメント 北陸財務局 奥能登ＳＤＧs投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

奥能登地域の活性化に資する事業を
行う企業への投資および投資後の支援

私募・運用 63条 金融機関等（3） 3 有 無 ―

株式会社ＱＲインベストメント 北陸財務局 ＱＲＩグロースサポート・復興
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

資本増強と株主としてのハンズオンの
ワンセットによる中長期的な支援によ
り、取引先の財務内容の改善や再成長
を促す。

私募・運用 63条 金融機関等（2） 2 有 無 ―

株式会社ＱＲインベストメント 北陸財務局 北陸地域ベンチャー投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

新製品や新サービスを全国に発信する
北陸地域のスタートアップ企業あるい
は北陸地域の活性化に貢献する企業
の支援をする。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

株式会社ＱＲインベストメント 北陸財務局 QR2号ファンド投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

既存ファンドでは対応しきれない領域に
ある国内および国外の企業の株式（上
場非上場問わず）買取を通じて、企業
の課題解決の支援をする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ＱＲインベストメント 北陸財務局 QR3号ファンド投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

国内外のファンドへのLP出資等を通じ
て、企業の課題解決の支援をする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社Cabon　Ventures 北陸財務局 北陸地域投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

対象業種は、本ファンドのLP2社（三谷
産業株式会社及び、株式会社北國銀
行）の事業領域であるITサービス、ソフ
トウェア、医療機器、ヘルスケア、バイ
オ・製薬、エネルギー、フィンテック等。
対象企業の成長ステージは、シード・
アーリーステージを中心としながら、ミド
ル期以降へも一部投資を行う方針。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

アセットファイナンス小松合同
会社

北陸財務局 アセットファイナンス小松合同
会社

匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権への投資を通じ、イ
ンカムゲインを得ること。

運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

株式会社ファーストバンク・
キャピタルパートナーズ

北陸財務局 ＦＢキャピタル1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 出資等を通じた、事業承継・経営改善・
成長支援により、地域の活性化や雇用
の確保につながると判断される事業者
等

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

ＩＦＡＣ合同会社 北陸財務局 ＩＦＡＣ投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外のアーリー、ミドル、レイタース
テージの建設テック企業等への投資

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

株式会社ビジョンインキュベイ
ト

北陸財務局 ＶＩ-1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

金沢を中心とした北陸地域の国立大学
発のテクノロジーによって世界にイノ
ベーションを巻き起こすスタートアップ
企業の創出とその成長を支援すること
で、北陸地域から国際展開を見据えた
スタートアップ・エコシステムの構築を目
指す。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（１）、金融機関等
（２）、金融商品取引業
者等（１）

4 有 無 黒田健

株式会社ふくいキャピタル
パートナーズ

北陸財務局 ふくいキャピタルパートナーズ
第1号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に福井銀行グループの取引先等の
経営課題（事業承継等）の解決と成長
に取り組む。

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

ホテル金沢株式会社 北陸財務局 ホテㇽKANAZAWAファンド 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

ホテル金沢を運営するホテル金沢株式
会社の株式取得

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

HED有限責任事業組合 北陸財務局 ほくりくスタートアップコミュニ
ティ投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

北陸地域に本店を置く、または北陸地
域に所縁のある者が経営する企業を中
心に出資。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 有 無 ―

のと復興支援株式会社 北陸財務局 能登半島地震復興支援ファン
ド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

能登半島（七尾市・志賀町以北の３市３
町）において地震被害を受けた事業者
を対象に、再生を図ろうとする事業者の
震災前債務を買い取ることで、被災し
た事業者の復興を支援する。

私募・運用 63条 金融機関等（６）、その
他（１）

7 有 無 ―
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池田泉州キャピタル株式会社 近畿財務局 池田泉州キャピタルニュービ
ジネスファンド4号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象は研究開発型・ニュービジネ
ス企業。ハンズオン支援を通じて企業
価値を高め、ＩＰＯ時の株式売却にて利
益を確定する。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

池田泉州キャピタル株式会社 近畿財務局 ＳＩ地域創生ファンド投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「地域創生」の取組みの一環として設
立。優れた技術開発力を有する事業、
地域創生・地域活性化につながる事業
に取組む事業、成長分野を担う事業を
投資対象とする。

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

池田泉州キャピタル株式会社 近畿財務局 ＳＩ創業応援ファンド投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

関西圈の地域経済の活性化につなが
り、新技術や新たなビジネスモデル等、
今後の成長が期待される創業・第二創
業に取組む企業を主な投資対象とす
る。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(2)

3 無 無 ―

池田泉州キャピタル株式会社 近畿財務局 池田泉州キャピタルニュービ
ジネスファンド5号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象は研究開発型・ニュービジネ
ス企業。ハンズオン支援を通じて企業
価値を高め、ＩＰＯ時の株式売却にて利
益を確定する。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

池田泉州キャピタル株式会社 近畿財務局 HHP共創ファンド1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

阪急阪神不動産(株)の既存事業の競
争力強化・効率化(生産性向上)、新規
事業開発(新たな価値創造の創出)を目
的とした同社グループ外企業への戦略
的投資を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

池田泉州キャピタル株式会社 近畿財務局 関西イノベーションネットワー
ク投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

関西経済においてイノベーション創出
が期待できる独自性の高い技術・サー
ビスを保有する日本国内の未公開企業
に投資する。

運用 63条 金融機関等(3)、事業
法人等(2)

5 有 無 ―

池田泉州キャピタル株式会社 近畿財務局 池田泉州キャピタル事業承継
ファンド絆3号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 株式を一定期間友好的に保有すること
により、地元優良企業の円滑な事業承
継と、今後の成長戦略を支援すること
を目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

池田泉州キャピタル株式会社 近畿財務局 関西イノベーションネットワー
ク2号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

関西経済においてイノベーション創出
が期待できる独自性の高い技術・サー
ビスを保有する日本国内の未公開企業
に投資する。

私募・運用 63条 金融機関等(4)、事業
法人等(3)

7 有 無 ―

ABCドリームベンチャーズ株式
会社

近畿財務局 ABCドリームファンド1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

放送周辺の領域又は関西に関係する
スタートアップ企業であり、アーリー～レ
イターステージが主な投資対象企業

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ABCドリームベンチャーズ株式
会社

近畿財務局 ABCドリームファンド2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

放送周辺の領域に関係するスタート
アップ企業であり、アーリー～ミドルス
テージが主な投資対象企業

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ABCドリームベンチャーズ株式
会社

近畿財務局 ソーシャルインタラクションデ
ザインファンド投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

社会課題解決に質するサービスや製
品を素早く生み出せる関西に関係する
スタートアップ企業であり、プレシード～
アーリーステージが主な投資対象企業

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ＦＶＣアドバイザーズ株式会社 近畿財務局 ラウンド・プラス投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 1成長の可能性を有するが、信用力が
不足する為に銀行からの融資を受ける
ことが出来ないベンチャー企業や中小
企業に対して成長資金を提供する。
2財務状態が悪く、十分な資金調達が
出来ない状態にあるが、資金供給を受
ければ再び成長軌道に乗ることができ
る企業に対して資金を提供する。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ＦＶＣアドバイザーズ株式会社 近畿財務局 せとうちSDGs投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 1SDGsに取り組む瀬戸内地域の企業
への支援を通じ、同地域の持続的な発
展への貢献を目的とする。
2一般的な投資ファンドとは異なり、私
募債等の融資的手法も積極的に活用
し、自立し安定的な収益獲得を目指
す。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

大阪大学ベンチャーキャピタ
ル株式会社

近畿財務局 ＯＵＶＣ1号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

「大阪大学が優れた研究成果および事
業性のポテンシャルを有する分野」と
「市場の成長が見込まれるとともに日
本が注力すべき分野」の組み合わせに
より、OUVC1号ファンドの重点投資分
野としてライフイノベーション分野とグ
リーンイノベーション分野を設定。
さらに、幅広い産業の基盤技術となる
ICT、材料、インフラなどのプラット
フォーム分野も、重点投資分野として設
定。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(7)

8 有 無 ―

大阪大学ベンチャーキャピタ
ル株式会社

近畿財務局 ＯＵＶＣ2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

支援先の要件としては、大阪大学の技
術に関する研究成果を活用したベン
チャー企業、大阪大学で生まれた技術
に関する研究成果の事業化、共同研究
企業とのジョイントベンチャー、他の国
立大学で生じた社会性の高い研究成
果の事業化を対象とする。
なお、支援領域としては以下の3点。
　（ア）大阪大学が特に優れたポテン
シャルを有する、免疫学、臨床医学、微
生物学、材料科学等の各研究分野を
はじめとして、今後成長が見込まれる
先
　（イ）大阪大学共同研究講座、協働研
究所、協働ユニットの各プロジェクト
　（ウ）国立大学発の社会有益性が高
い研究成果の事業化

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(10)、
事業法人等(2)

13 有 無 ―

株式会社関西ベンチャーイン
キュベート

近畿財務局 ＧＳＣＣアントレ志1号　投資事
業組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

公開を目指しているIT企業を主な投資
対象企業とする

運用 附則48条 ― ― ― 無 ―

北詰啓介（ノースフィル・インベ
ストメント）

近畿財務局 ノースフィル・インベストメント
匿名組合

匿名組合契約 その他 国内上場株式の内、財務内容が良好
で長期的に成長が見込める株式を厳
選して投資し、分配金の原資確保の為
の一部売却等以外は長期間保有して
キャピタルゲイン、インカムゲインを獲
得する。レバレッジ、デリバティブ取引、
ロング・ショートなどの手法は用いな
い。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

北浜キャピタル・アセット・マネ
ジメント株式会社

近畿財務局 北浜ＩＲファンド第1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 株式ロング・ショート 私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(2)、投資事業有限責
任組合（1）

3 有 無 ―

北浜キャピタル・アセット・マネ
ジメント株式会社

近畿財務局 北浜ＩＲファンド第２号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 株式ロング・ショート 私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(2)、投資事業有限責
任組合（1）

3 有 無 ―

北浜キャピタル・アセット・マネ
ジメント株式会社

近畿財務局 北浜ＩＲファンド第３号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 株式ロング・ショート 私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(2)、投資事業有限責
任組合（1）

3 有 無 ―
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北浜キャピタル・アセット・マネ
ジメント株式会社

近畿財務局 北浜ＩＲファンド第４号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ヘッジファンド 株式ロング・ショート 私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

京都大学イノベーションキャピ
タル株式会社

近畿財務局 イノベーション京都2016投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
未公開株式を発行済株式総数の数％
～50％程度種投資、創業期をサポート
してハンズオン支援を通じて企業価値
を高め、ＩＰＯ時の株式売却により利益
獲得を狙う

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

京都大学イノベーションキャピ
タル株式会社

近畿財務局 イノベーション京都2021投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
未公開株式を発行済株式総数の数％
～50％程度種投資、創業期をサポート
してハンズオン支援を通じて企業価値
を高め、ＩＰＯ時の株式売却により利益
獲得を狙う

運用 63条 金融機関等(4) 4 有 無 ―

神戸がん医療推進合同会社 近畿財務局 神戸がん医療推進匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 神戸低侵襲がん医療センターの病院
施設を投資対象不動産とし、医療法人
からの賃料により利益獲得を目指す

運用 旧63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

一般社団法人コナン市民共同
発電所プロジェクト

近畿財務局 コナンソーラー市民ファンド匿
名組合

匿名組合契約 現物ファンド 太陽光発電事業 私募 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社SARR TECH RANCH 近畿財務局 kizki1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

クリーンテック、医療ヘルスケア、ス
マートシティ、診断・分析機器、教育な
ど物理・化学・生物関連の技術シーズ
を活用するシード期の国内企業に対す
る投資

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

株式会社ＪＩＫ 近畿財務局 滋慶一号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
未公開株式を発行済株式総数の数％
～50％程度取得し、創業期をサポート
してハンズオン支援を通じて企業価値
を高め、ＩＰＯ時の株式売却により利益

運用 附則48条 ― ― ― 無 ―

しがぎんリース・キャピタル株
式会社

近畿財務局 しがぎん本業支援ファンド2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主たる事業基盤を滋賀銀行の営業区
域に持つ企業を対象に事業承継の為
の出資をする。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

但銀リース株式会社 近畿財務局 但馬・養父６次産業化支援ファ
ンド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 但馬地域の農林漁業者を主体として、
株式会社農林漁業成長産業化支援機
構の支援基準を満たす事業者に対して
投資を行う。

運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 無 無 ―

中信ベンチャーキャピタル株
式会社

近畿財務局 中信ベンチャー・投資ファンド3
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

地域金融機関のグループ会社として、
業種、成長ステージは特定せず、地元
企業を支援する。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

中信ベンチャーキャピタル株
式会社

近畿財務局 中信ベンチャー・投資ファンド4
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

地域金融機関のグループ会社として、
業種、成長ステージは特定せず、地元
企業を支援する。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

中信ベンチャーキャピタル株
式会社

近畿財務局 中信ベンチャー・投資ファンド5
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

地域金融機関のグループ会社として、
業種、成長ステージは特定せず、地元
企業を支援する。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

中信ベンチャーキャピタル株
式会社

近畿財務局 中信ベンチャー・投資ファンド6
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

地域金融機関のグループ会社として、
業種、成長ステージは特定せず、地元
企業を支援する。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

有限会社トータルマネジメント
ブレーン

近畿財務局 北斗第16号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 国内レジデンス又は国内ホテルを投資
対象とし、投資元本の安全性を重視し
た投資方針とする。

運用 附則48条 ― ― ― 無 ―

バイオ・サイト・キャピタル株式
会社

近畿財務局 バイオ・サイト・スタート投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、
ケミカルテクノロジーやロボティクス、
ICT等の革新的な技術を応用し、生命
科学、先端医療、農畜水産業、食品産
業分野において人類の健康と幸福を追
及するために市場開拓を行う会社に対
する投資を行います。投資対象先の発
行する有価証券等への投資による運
用から得た回収元本及び運用益を組
合員に対して分配いたします。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

バイオ・サイト・キャピタル株式
会社

近畿財務局 大阪・関西万博活性化投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

2025年大阪・関西万博が、いのち輝く
未来社会のデザインをテーマに未来社
会の実験場として新技術・新サービス
を世界に発信することに関連して、本
組合は、この万博を活用して、テーマに
沿った優れた技術の事業化・産業化を
目指すスタートアップ、ベンチャー、中
小企業等（ 以下「ベンチャー等」とい
う。）の株式、新株予約権、新株予約権
付社債等を対象として投資を行い、投
資育成を図り、大阪・関西万博の成功
に貢献し、大阪・関西の再生とエコシス
テムの形成、国際金融都市の実現を目
指すことを主たる目的とします。

運用 63条 事業法人等(1)、金融
商品取引業者等(1)

2 有 無 ―

ハックベンチャーズ株式会社 近畿財務局 ハック大阪投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｔｈｉｎｇｓ）、ＩｏＥ（Ｉｎｔｅ
ｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ）の分野におい
て、主に関西及びシリコンバレーのス
タートアップに投資する。

運用 旧63条 金融機関等(3)、事業
法人等(2)

5 有 無 ―

ハックベンチャーズ株式会社 近畿財務局 アイテック阪急阪神イノベー
ション投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・アイテック阪急阪神株式会社との事業
シナジーが見込まれるベンチャー企業
への投資
・シード、アーリーから多様なステージ
に対応
・リード投資家の役割とハンズオン投資

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ハックベンチャーズ株式会社 近畿財務局 日本スタートアップ支援1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

一般社団法人日本スタートアップ支援
協会の会員企業及び会員候補企業、
その他紹介先の企業に投資。

私募・運用 63条 個人(3)、事業法人等
(3)、投資事業有限責
任組合(1)

7 有 無 ―

ハックベンチャーズ株式会社 近畿財務局 日本スタートアップ支援2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

一般社団法人日本スタートアップ支援
協会の会員企業及び会員候補企業の
株式等への投資。

私募・運用 63条 事業法人等(2)、投資
事業有限責任組合(1)

3 有 無 ―

株式会社PMトラスティ 近畿財務局 ハイマウンテン投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資対象は、小会社が発行する株式、
社債。利益獲得スキームとしては社債
の受取利息、将来の社債償還益等とな
る。また投資方針としては、投資先事業
のモニタリング、クレジット監察、適切な
保全活動等を常に行っている。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 FVCグロース二号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

大きな成長が期待できる国内企業に投
資。業種・ステージ・地域について分散
投資。

運用 附則48条 ― ― ― 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 投資事業有限責任組合えひ
めベンチャーファンド2013

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

大きな成長が期待できる有限責任組合
員の営業エリア内に所在する企業に投
資。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―
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フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 投資事業有限責任組合ブリッ
ジベンチャーファンド2014

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員と連携可能性の高い
国内外の企業に投資。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 おおさか創業投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員の営業エリア内に所在
する原則設立5年以内の企業に投資。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 こうべしんきん地域再興ファン
ド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員の営業エリア内に所在
する防災関連その他地域活性化に資
する成長事業に取り組む企業に投資。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 ウィルグループファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外の成長性の高いスタートアップ
企業に投資。

運用 旧63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 フェニックス投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員と連携可能性の高い
国内外の企業に投資。

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 かんしん未来投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

東京都に本社や主要な拠点を置く企業
に投資。

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 京都市スタートアップ支援投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

京都市に拠点を置く企業に投資。 運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 こうべしんきんステップアップ
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員の営業エリア内に所在
する未上場企業の株式等への投資。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 信用組合共同農業未来投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

出資信用組合の地域を地盤とする農業
法人を対象に、出資による安定的な資
金供給を行うとともに信用組合のネット
ワークを活用し経営支援を行う

運用 63条 金融機関等(7) 7 有 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 イノベーション創出投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員と連携可能性の高い
国内外の企業に投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 ウィルグループHRTech投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員と連携可能性の高い
国内外の企業に投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 おおさか社会課題解決投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員の営業エリア内に所在
する社会課題解決ビジネスに取り組む
企業の株式等への投資。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 トマト創業支援投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員の営業エリア内に所在
する原則設立5年以内の企業に投資。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 かんしん未来第２号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

東京都に本社又は主要な事業所を有
する中堅・中小企業に投資。

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 あなぶきスタートアップ支援投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員と連携可能性の高い
未上場企業や、有限責任組合員の営
業エリアに所在する新規性・成長性の
あるスタートアップ企業に対し投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 えひめ地域活性化投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

愛媛県または四国地方もしくは中国地
方に本社や主要な拠点を置き、地域活
性化への貢献度および新規性もしくは
成長性の高い未上場株式会社に対し
投資。

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 びわこ・みらい活性化投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

滋賀県内に本社や主要な拠点を置く社
会課題解決ビジネスに取り組む未上場
企業の株式等への投資。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 しらうめ第１号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

出資信用組合の営業エリア内に本社や
主要な拠点を置く、地域活性化や雇用
の確保に繋がると判断される創業期、
第二創業、事業承継を必要とする未上
場企業の株式等への投資。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 KOBEスタートアップ育成1号
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

エリア・ステージを問わず、株式会社デ
ジアラホールディングスと連携可能性
の高い国内に所在する新規性・成長性
のある未上場企業の株式等への投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 ウィルグループHRTech2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員と連携可能性の高い
国内外の未上場企業に投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 かんしん事業承継＆未来創造
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

東京都に本社又は主要な事業所を有
する中小企業のうち、事業承継に課題
を抱える企業の株式等への投資。

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 SUWASHIN地域応援ファンド1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員の営業エリアに本社又
は拠点を持つ、創業期の企業・第二創
業に取り組む企業、事業承継を必要と
する企業、その他地域経済の活性化に
資する企業の株式等への投資。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 地域とトモニ1号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員の営業エリア内に本社
や主要な拠点を持つ、原則設立予定及
び設立10年以内の事業承継や地域活
性化に資する事業に取り組む未上場企
業の株式等への投資。

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 おおさか事業承継・創業支援
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合の営業エリア内で事業承
継、創業・第二創業に取り組む中小企
業の株式等への投資。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 東日本銀行地域企業活性化
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員の営業エリア内で事業
承継、創業・第二創業、地域活性化に
取り組む中小企業の株式等への投資。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 ロボットものづくりスタートアッ
プ支援投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

メカトロ分野をポートフォリオの中心と
し、サービス・サポート系のテックを中
心とした業種である国内外の未上場企
業の株式等への投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 有 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 京都想いをつなぐ投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として京都府内に本社又は拠点を置
く有限責任組合員の取引先及び取引
候補先企業への投資。

運用 63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 ほうわ創業・事業承継支援投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員の営業エリアに本社又
は拠点を持つ、創業・第二創業・事業承
継に取り組む中小企業への投資

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
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（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 
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of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 投資事業有限責任組合ブリッ
ジベンチャーファンド2020

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員と連携可能性の高い
未上場企業等に投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 京都市スタートアップ支援2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

京都市に本店又は拠点を置く中小企業
への投資

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 おおさか創業2号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員の営業エリア内に所在
する原則設立5年以内の企業に投資。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 おおさか社会課題解決2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員の営業エリア内に所在
する社会課題解決ビジネスに取り組む
企業の株式等への投資。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 信州スタートアップ・承継支援
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

長野県内に本社又は拠点を持つ、中小
企業への投資

運用 63条 金融機関等(9)、投資
事業有限責任組合(1)

10 有 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 かごしまスタートアップ支援投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

熊本県、宮崎県、鹿児島県に本社又は
拠点を持つ、企業への投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

フューチャーベンチャーキャピ
タル株式会社

近畿財務局 あすかイノベーション投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員及びそのグループ企
業との事業シナジーが期待されるス
タートアップ企業への投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

松田一敬、サンディープ・ク
マー

近畿財務局 kizki1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

クリーンテック、医療ヘルスケア、ス
マートシティ、診断・分析機器、教育な
ど物理・化学・生物関連の技術シーズ
を活用するシード期の国内企業に対す
る投資

運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

みなとキャピタル株式会社 近畿財務局 ひょうご6次産業化ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 【投資方針】農林漁業者の所得を確保
し、農山漁村における雇用機会を創出
する成長産業となることで、農山漁村
の活性化、農林漁業者の経営の安定
向上に資することを目的に、（株）農林
漁業成長産業化支援機構の支援基準
を満たす事業活動/事業者に対して投
資を行う。【投資対象】兵庫県に本社又
は主たる事業所を有する6次産業化事
業体を中心として投資対象を選定す
る。

運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 無 無 ―

みなとキャピタル株式会社 近畿財務局 みなとＡファンド投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 【投資方針】新規事業展開等を目指す
農林漁業関連事業者や農林漁業関連
ビジネスへの参入、積極展開を検討す
る第2次、第3次産業事業者等への支
援を通じ、投資期間中の配当又はＥＸＩ
Ｔでのキャピタルゲインの確保を目指
す。【投資対象】主に兵庫県、大阪府に
本社又は主たる事務所（グループ会社
の親会社の本社又は主たる事務所を
含む）を有する原則非上場企業等への
投資を行う。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

みなとキャピタル株式会社 近畿財務局 みなとビジネスリレーファンド2
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 【投資方針】企業（事業）の承継・存続、
株主構成の見直し、資本政策上の課題
解決等への支援を通じ、投資期間中の
配当又はＥＸＩＴでのキャピタルゲインの
確保を目指す。【投資対象】主に兵庫
県、大阪府、東京都に本社又は主たる
事務所を有する原則非上場企業の株
式等への投資を行う。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

みなとキャピタル株式会社 近畿財務局 ひょうご観光活性化ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 【投資方針】地域における観光産業の
活性化に資する事業者並びにその周
辺事業者への支援を通じ、投資期間中
の配当又はＥＸＩＴでのキャピタルゲイン
の確保を目指す。【投資対象】主に兵庫
県、大阪府、東京都に本社又は主たる
事務所を有する原則非上場企業の株
式等への投資を行う。

運用 63条 金融機関等(3)、事業
法人等(1)

4 無 無 ―

みなとキャピタル株式会社 近畿財務局 みなと成長企業みらいファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 【投資方針】株式等を一定期間友好的
に保有することなどにより、新たな事業
への投資を行う成長企業並びにミドル
ステージ・レイターステージにあるベン
チャー企業への支援を通じ、投資期間
中の配当又はＥＸＩＴでのキャピタルゲイ
ンの確保を目指す。【投資対象】主に兵
庫県、大阪府、東京都に本社又は主た
る事務所を有する原則非上場企業の
株式等への投資を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

みなとキャピタル株式会社 近畿財務局 みなとビジネスリレーファンド3
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 【投資方針】株式等を一定期間友好的
に保有することなどにより、企業（事業）
の承継・存続、株主構成の見直し、資
本政策上の課題解決等への支援を通
じ、投資期間中の配当又はＥＸＩＴでの
キャピタルゲインの確保を目指す。【投
資対象】主に兵庫県、大阪府、東京都
に本社又は主たる事務所を有する原則
非上場企業の株式等への投資を行う。

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

みなとキャピタル株式会社 近畿財務局 みなと成長企業みらいファンド
2号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 【投資方針】株式等を一定期間友好的
に保有することなどにより、新たな事業
への投資を行う成長企業並びに、原
則、ミドルステージ・レイターステージに
あるベンチャー企業への支援を通じ、
投資期間中の配当又はＥＸＩＴでのキャ
ピタルゲインの確保を目指す。
【投資対象】主に兵庫県、大阪府、東京
都に本社又は主たる事務所を有する原
則非上場企業の株式等への投資を行
う。

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―
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みなとキャピタル株式会社 近畿財務局 ひょうご地域活性化ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 【投資方針】株式等を一定期間友好的
に保有することなどにより、主に地域に
おける観光産業の活性化に資する事
業者並びにその周辺事業者、及び新規
事業展開等を目指す農林漁業関連事
業者や農林漁業関連ビジネスへの参
入、積極展開を検討する第２次、第３次
事業者等への支援を通じ、投資期間中
の配当又はＥＸＩＴでのキャピタルゲイン
の確保を目指す。
【投資対象】主に兵庫県、大阪府、東京
都に本社又は主たる事務所を有する原
則非上場企業の株式等への投資を行
う。

私募・運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等（1）

3 無 無 ―

みやこキャピタル株式会社 近畿財務局 みやこ京大イノベーション2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

大学発の最先端の研究開発成果等を
利活用している産学連携関連ベン
チャー企業の株式等への投資。ライフ
サイエンス・メディカル、ICT・エレクトロ
ニクス、アグリ・フード、環境・エネル
ギー等の分野。シード、アーリーを中心
とする全ステージの国内外の企業。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等（10）、
事業法人等（3）、投資
事業有限責任組合(1)

15 有 無 ―

みやこキャピタル株式会社 近畿財務局 みやこ京大イノベーション投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に京都大学に関連する人材・知財や
最先端の研究開発成果等を利活用し
ているベンチャー企業の株式等への投
資。　ライフサイエンス・ヘルスケア、ＩＣ
Ｔ・エレクトロニクス、アグリ・フード、環
境・エネルギー等の分野。シード、アー
リー、ミドル、レイター、グロース段階の
国内外の企業。

運用 63条 金融商品取引業者等
(2)、金融機関等(7)、事
業法人等(5)、投資事
業有限責任組合(1)、
外国法人又は外国人
等(1)

16 有 無 ―

みやこキャピタル株式会社 近畿財務局 みやこ京大イノベーションＡ投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に京都大学に関連する人材・知財や
最先端の研究開発成果等を利活用し
ているベンチャー企業の株式等への投
資。　ライフサイエンス・ヘルスケア、ＩＣ
Ｔ・エレクトロニクス、アグリ・フード、環
境・エネルギー等の分野。シード、アー
リー、ミドル、レイター、グロース段階の
国内外の企業。

運用 旧63条 個人(2)、事業法人等
(1)

3 有 無 ―

みやこキャピタル株式会社 近畿財務局 みやこ京大ライフイノベーショ
ンＡ投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に京都大学に関連する人材・知財や
最先端の研究開発成果等を利活用し
ているベンチャー企業の株式等への投
資。　ライフサイエンス・ヘルスケア等の
分野。シード、アーリー、ミドル、レイ
ター、グロース段階の国内外の企業。

運用 旧63条 個人(1)、投資事業有
限責任組合(1)

2 有 無 ―

みやこキャピタル株式会社 近畿財務局 みやこイノベーションＡ投資事
業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

成長の見込まれるベンチャー企業の株
式等を取得するターゲットファンド

運用 旧63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

みやこキャピタル株式会社 近畿財務局 みやこ2S投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

みやこ京大イノベーション2号投資事業
有限責任組合への出資

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

みやこキャピタルマネージメン
ト有限責任事業組合（山口　哲
史、岡橋　寛明、菅谷　常三
郎、三澤　宏之）

近畿財務局 みやこ京大イノベーション投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に京都大学に関連する人材・知財や
最先端の研究開発成果等を利活用し
ているベンチャー企業の株式等への投
資。　ライフサイエンス・ヘルスケア、ＩＣ
Ｔ・エレクトロニクス、アグリ・フード、環
境・エネルギー等の分野。シード、アー
リー、ミドル、レイター、グロース段階の
国内外の企業。

運用 63条 金融商品取引業者等
(2)、金融機関等(7)、事
業法人等(5)、投資事
業有限責任組合(1)、
外国法人又は外国人
等(1)

16 有 無 ―

株式会社Monozukuri 
Ventures

近畿財務局 MBC Shisaku1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本のベンチャー企業（主に売上
数億円から30億円規模。業種や成長ス
テージには制約は設けず）の未公開株
式への投資を行います。

運用 63条 金融機関等(7)、投資
事業有限責任組合(2)

9 有 無 ―

株式会社Monozukuri 
Ventures

近畿財務局 Monozukuri2号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に日本のベンチャー企業（主に売上
数億円から30億円規模。業種や成長ス
テージには制約は設けず）の未公開株
式への投資を行います。

運用 63条 金融機関等(2)、個人
(1)、投資事業有限責
任組合(1)

4 有 無 ―

栖峰投資ワークス株式会社 近畿財務局 イノベーションディスカバリー1
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にヘルスケア、ライフスタイル、オフィ
ス、インフラ業界に属する、シードから
アーリーステージの創業期企業へ投資

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(2)

3 有 有 PwC Japan 有限責任監査
法人

栖峰投資ワークス株式会社 近畿財務局 イノベーションディスカバリー2
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主にBtoBインターネット、BtoCインター
ネット、ヘルスケア、その他ディープテッ
ク業界に属する、シードからアーリース
テージの創業期企業へのハンズオン投
資

私募・運用 63条 金融機関等(4)、個人
(1)

5 有 有 有限責任監査法人トーマツ

ティーエスアイ株式会社 近畿財務局 きょうと農林漁業成長支援ファ
ンド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 農林漁業分野の６次化支援を行う京都
エリアの６次化サブファンド

運用 旧63条 金融機関等(4)、事業
法人等(1)

5 無 無 ―

一般社団法人日本スタート
アップ支援協会

近畿財務局 日本スタートアップ支援1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

一般社団法人日本スタートアップ支援
協会の会員企業及び会員候補企業、
その他紹介先の企業に投資。

私募・運用 63条 個人（3）、事業法人等
（3）、投資事業有限責
任組合(1)

7 有 無 ―

一般社団法人日本スタート
アップ支援協会

近畿財務局 日本スタートアップ支援2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

一般社団法人日本スタートアップ支援
協会の会員企業及び会員候補企業の
株式等への投資。

私募・運用 63条 事業法人等(2)、投資
事業有限責任組合(1)

3 有 無 ―

兵庫県協同サービス株式会社 近畿財務局 兵庫信連農業投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 農業の振興と農業を通した地元の活性
化に向け、兵庫県内の農業法人、農業
関連企業に投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

みやこCM2有限責任事業組合
（山口　哲史、岡橋　寛明、菅
谷　常三郎、三澤　宏之）

近畿財務局 みやこ京大イノベーション2号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

大学発の最先端の研究開発成果等を
利活用している産学連携関連ベン
チャー企業の株式等への投資。ライフ
サイエンス・メディカル、ICT・エレクトロ
ニクス、アグリ・フード、環境・エネル
ギー等の分野。シード、アーリーを中心
とする全ステージの国内外の企業。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(10)、
事業法人等(3)、投資
事業有限責任組合(1)

15 有 無 ―

奈良古民家まちづくりパート
ナーズ株式会社

近畿財務局 奈良古民家まちづくりファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

古民家改修事業者が発行する償還型
優先株、又は社債等の引受を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社フェニクシー 近畿財務局 toberuファンド1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

株式会社フェニクシーが運営する社会
起業育成プログラム参加者が起こす事
業に対するエンジェル資金投資

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―
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株式会社NEX Consulting 近畿財務局 あいち活性化投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 愛知県における中小企業に関するさま
ざまな経営課題を解決し、持続可能な
地域経済づくりに貢献することを目的と
して、株式の一時保有や資金提供を通
じて、創業、企業成長、事業承継、事業
再生、廃業等を支援するための投資を
行う。また、投資先事業者等の経営体
制の確立・企業価値の向上を図ること
で地域経済の活性化を図る。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

プラスソーシャルインベストメン
ト株式会社

近畿財務局 立命館ソーシャルインパクト
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

学校法人立命館の学生、卒業生、教職
員等が起業したソーシャルビジネスを
行う社会的企業・事業体及び社会的イ
ンパクトを生むファンドを対象とし、未公
開企業向け成長支援資金のファイナン
ス、みなし有価証券、株式取得、社債
の購入等を行うファンドとする。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

IDS1号合同会社 近畿財務局 シェアードサービス匿名組合 匿名組合契約 セカンダリー・
ファンド

IDS1号合同会社において保有していた
株式会社阪神ファーマシー（ＳＰＣ）株
式を譲渡することにより得たキャピタル
ゲインと回収した投資元金をＭＭ社債
株式会社が発行する普通社債に投資
することによりインカムゲインを得ること
を想定している。

運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

合同会社KOBE中心高楼 近畿財務局 KOBE中心高楼匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 兵庫県神戸市にある信託受益権化さ
れた不動産（集合住宅施設）を取得し、
賃料その他該当不動産からの収益を
得ることにより、利益獲得を目指すファ
ンドとする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

南都キャピタルパートナーズ
株式会社

近畿財務局 ナントCVC投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種、成長ステージを限定せず、国内
の有望なレイターステージを中心とした
ベンチャー企業の株式などに投資す
る。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

南都キャピタルパートナーズ
株式会社

近畿財務局 ナントCVC2号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

業種、成長ステージを限定せず、国内
の有望なレイターステージを中心とした
ベンチャー企業の株式などに投資す
る。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

南都キャピタルパートナーズ
株式会社

近畿財務局 ナント地域活力創造サポート
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 南都銀行営業エリア内に本社・事務所
を有しており、創業・新事業展開、成長
段階、上場、事業承継など、各ステージ
にある事業者に対し投資を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

南都キャピタルパートナーズ
株式会社

近畿財務局 ナント6次産業化サポート投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 南都銀行グループの営業エリア内の6
次産業体に対し投資を行う。

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 無 無 ―

南都キャピタルパートナーズ
株式会社

近畿財務局 ナントCVC3号あけぼの投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

DXや最先端技術、ESG・SDGs等に関
連し、南都銀行を含む地域の経済や産
業の振興、及び社会課題の解決に大き
く貢献することが期待できる事業者およ
び投資組合等に対する投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

南都キャピタルパートナーズ
株式会社

近畿財務局 やまと社会インパクト投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

奈良県およびその周辺地域の健康資
本、自然資本、文化資本領域に対し、
インパクトマネジメントの実践を通して
地域課題を解決するスタートアップ企業
に対して投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

南都キャピタルパートナーズ
株式会社

近畿財務局 ナントTSUNAGUファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 南都銀行営業エリア内に本社・事務所
を有しており、地域経済や産業の振
興、社会課題の解決への貢献が期待
でき、後継者不足などの事業承継ニー
ズを有する成長、上場、事業承継段階
にある企業に投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

taliki有限責任事業組合
（株式会社taliki、中村　多伽）

近畿財務局 taliki1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内における関西を中心としたシード
期の企業に対して、投資対象業種を限
定せず、投資を行う。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

吉本興業株式会社 近畿財務局 吉本興業株式会社匿名組合2 匿名組合契約 現物ファンド
※事業ファンド
を含む

動画コンテンツの制作等を行い、当該
コンテンツを商業的に利用して収益を
獲得する事業。

私募 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

紀陽キャピタルマネジメント株
式会社

近畿財務局 紀陽6次産業化投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 農林漁業者の所得確保・農林漁村にお
ける雇用機会の創出を念頭に置き、農
山漁村の活性化・農林漁業者の経営
の安定向上に資することを目的に、機
構法に基づいた支援基準を満たす事
業活動／事業者に対して投資。

運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 無 無 ―

紀陽キャピタルマネジメント株
式会社

近畿財務局 紀陽成長支援1号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 和歌山県及びその近隣地域内の事業
者の成長支援及び事業者の事業承継
並びにSDGs（持続可能な開発目標）に
取り組む事業者の支援をすることを目
的に投資。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

紀陽キャピタルマネジメント株
式会社

近畿財務局 紀陽成長支援2号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 和歌山県及びその近隣地域内の事業
者の成長支援及び事業者の事業承継
並びにSDGs（持続可能な開発目標）に
取り組む事業者の支援をすることを目
的に投資。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社セブンスターズキャ
ピタル

近畿財務局 セブンスターズキャピタル1号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外、全業種、規模問わず、全シ
リーズ

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―
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IDS2号合同会社 近畿財務局 IDS2号匿名組合 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

保険調剤薬局等を運営する株式会社
又は特例有限会社その他の非公開会
社の株式、新株予約権、社債等の有価
証券を運用対象とする。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

TOレジデンシャルアルファ合
同会社

近畿財務局 TOレジデンシャルアルファ合
同会社匿名組合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のレジデンスを主な信託財産
とする不動産信託受益権を取得し、当
該信託受益権に対する信託配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
し利益配分を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ヤンマーベンチャーズ株式会
社

近畿財務局 ヤンマーベンチャーズ1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資先事業者等は、スタートアップ企業
を中心とする。経営支援、業務提携支
援等を通じた企業価値向上を図り、IPO
や事業会社へのM&A等による投資回
収を積極的に検討する。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ヤンマーベンチャーズ株式会
社

近畿財務局 ヤンマーベンチャーズ2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資先事業者等は、スタートアップ企業
を中心とする。経営支援、業務提携支
援等を通じた企業価値向上を図り、IPO
や事業会社へのM&A等による投資回
収を積極的に検討する。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社京信ソーシャルキャ
ピタル

近畿財務局 京信イノベーションC2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員の営業エリアに本社も
しくは主要な拠点を置く、未上場の株式
会社への投資

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社京信ソーシャルキャ
ピタル

近畿財務局 イノベーションＣ投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

有限責任組合員の営業エリアに本社も
しくは主要な拠点を置く、未上場の株式
会社への投資

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社京信ソーシャルキャ
ピタル

近畿財務局 WAOJE海外進出支援投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

WAOJE会員のうち、海外進出に取り組
む創業期の企業、または現地での事業
拡大に取り組む企業など

運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

株式会社京信ソーシャルキャ
ピタル

近畿財務局 京信イノベーションＣ3号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

原則、有限責任組合員の営業エリアに
本社もしくは主要な拠点を置く、未上場
の株式会社への投資

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社神戸大学キャピタル 近畿財務局 KUC1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主に神戸大学ならびにその周辺大学発
ベンチャー企業を投資対象とし、当該
事業者への資金供給により地域経済
の発展に寄与することを目的とする

私募・運用 63条 金融機関等(6)、事業
法人等(1)

7 無 無 ―

フロンティア南都インベストメン
ト合同会社

近畿財務局 フロンティア南都インベストメン
ト投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

業種を限定せず、国内の再生ステージ
にある企業の株式などに投資する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社クロステック・マネジ
メント

近畿財務局 京都芸術大学アートアンドビジ
ネス1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

アート分野、教育分野のDX化に寄与す
るスタートアップや食分野、音楽・エン
ターテインメント分野のスタートアップの
シード、アーリー期を投資対象とする。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

合同会社高瀬川 近畿財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド ホテルを投資対象とし、賃貸収入、不
動産信託受益権の売却による利益獲
得を目的とした投資を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社ＰＦ　Ｃａｐｉｔａｌ 近畿財務局 Sosei RMF1投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ライフサイエンス系ベンチャー企業への
株式投資

私募・運用 63条 金融機関等(2)、金融
商品取引業者等(1)、
事業法人等(1)

4 有 無 ―

株式会社ＰＦ　Ｃａｐｉｔａｌ 近畿財務局 PF Visionary Fund 投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ヘルスケア、ライフサイエンス系ベン
チャー企業（アーリー～レイターステー
ジ）への株式投資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

TRレジデンシャルアルファ合
同会社

近畿財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド 信託受益権を取得・開発し、賃料その
他当該不動産からの収益を得ることに
より、利益獲得を目指すファンドとす
る。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ひょうご環境エネルギー合同
会社

近畿財務局 ひょうご環境エネルギー事業
匿名組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

兵庫県地球温暖化対策推進計画の達
成に向けて、県及び県内市町村関連施
設・民間企業施設を対象に、太陽光発
電所等の再生可能エネルギー設備の
導入及び売電を実施する。
また、再生可能エネルギーの消費者が
初期投資無しで導入可能なPPA方式
（第三者所有型モデル）により迅速に広
く普及拡大する。

私募 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

合同会社北淡路開発プロジェ
クト

近畿財務局 合同会社北淡路開発プロジェ
クト匿名組合契約

匿名組合契約 不動産ファンド 合同会社が匿名組合出資をもって淡路
島に温浴施設、カフェ、レストランなどを
設置したうえ、直ちに当該施設をもって
信託譲渡することにより不動産信託受
益権を取得し、運用する。

私募・運用 63条 事業法人等(2)、個人
(1)

3 有 無 ―

合同会社伊勢 近畿財務局 匿名組合契約 匿名組合契約 不動産ファンド ホテルを投資対象とし、賃貸収入、不
動産信託受益権の売却による利益獲
得を目的とした投資を行う。

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

みやこＣＭ３有限責任事業組
合（みやこキャピタル株式会
社、岡橋　寛明、山口　哲史、
菅谷　常三郎、三澤　宏之）

近畿財務局 みやこ京大イノベーション３号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

大学発の最先端の研究開発成果等を
利活用している産学連携関連ベン
チャー企業の株式等への投資。ライフ
サイエンス・メディカル、ICT・エレクトロ
ニクス、アグリ・フード、環境・エネル
ギー等の分野。シード、アーリーを中心
とする全ステージの国内外の企業。

私募・運用 63条 金融機関等(6)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(1)

8 有 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
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of the certified public
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the Financial 
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合同会社FO1 近畿財務局 ＦＯ１第壱号匿名組合 匿名組合契約 アクティビスト
ファンド

主として上場企業の株式を発行済み株
式総数の数十％取得し、株主としての
権限を活用して、配当の増額や企業価
値向上を通した株価の上昇によるキャ
ピタルゲインの獲得を目指すファンドと
する。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

京都キャピタルパートナーズ
株式会社

近畿財務局 きょうと農林漁業成長支援ファ
ンド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

農林漁業者と2次、3次事業者による6
次産業化事業体を対象。農村漁村の
活性化、経営の安定向上のために支
援。

運用 旧63条 金融機関等(4)、事業
法人等(1)

5 無 無 ―

京都キャピタルパートナーズ
株式会社

近畿財務局 京銀輝く未来応援ファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

京都銀行営業エリア内に本社を置く独
自技術や新規性のあるビジネスモデル
を有する成長が期待できる創業・ベン
チャー企業等の支援育成

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

京都キャピタルパートナーズ
株式会社

近畿財務局 京銀輝く未来応援ファンド２号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

京都銀行営業エリア内に所在する独自
技術や新規性のあるビジネスモデルを
有し、将来成長が期待できる創業・ベン
チャー企業、中小企業等及び後継者不
在など事業承継ニーズを有する中小企
業等の支援育成

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

京都キャピタルパートナーズ
株式会社

近畿財務局 京銀NextStage2021ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

京都銀行の営業エリア内に本社を置く
後継者不足など事業承継ニーズを有す
る中堅・中小企業等の支援育成

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

京都キャピタルパートナーズ
株式会社

近畿財務局 京銀輝く未来応援ファンド3号
forSDGs投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に京都銀行営業エリア内に所在する
独自技術や新規性のあるビジネスモデ
ルを有し、社会課題の解決に資する事
業に取り組む、将来成長が期待できる
創業・ベンチャー企業、中小企業等の
支援育成

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

京都キャピタルパートナーズ
株式会社

近畿財務局 京銀FOF１号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

京都銀行グループにおけるベンチャー
支援機能強化に資すると期待されるベ
ンチャーキャピタルとのパートナーシッ
プを目的として、当該ベンチャーキャピ
タルが運営するベンチャーファンドへの
投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

合同会社ＴＨ１ 近畿財務局 合同会社ＴＨ１匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 東京都内ホテルを投資対象とし安定的
な賃料収入より配当を行う方針です。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(5)

6 無 無 ―

ｓｈｉｎｗａ０合同会社 近畿財務局 ｓｈｉｎｗａ０匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 賃貸マンションの建物及び敷地に係る
不動産信託受益権への投資を行う匿
名組合への出資（二層構造ファンド）

運用 63条 金融機関等(3)、事業
法人等(1)

4 有 無 ―

クオンタムリープ・キャピタル・
パートナーズ株式会社

近畿財務局 しがぎん地方創生SDファンド 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

本ファンドはポストコロナにおける経済
発展において、地方創生を重要なファ
クターとして考え、今後の成長が期待さ
れるベンチャー企業や、既存分野にお
いて革新的なビジネスモデルによって
成長を目指す企業に投資を行います

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ENRISSION INDIA CAPITAL
株式会社

近畿財務局 エンリッション1号インド投資事
業匿名組合

匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

業種：ヘルステック、教育テック（合計2
社へのターゲットファンド）
投資対象企業の成長ステージ：アー
リー
投資方針：発行株式数の10％程度取
得し、IPO/M&A時の株式売却により利
益獲得を狙う

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 無 無 鈴木崇

株式会社広島ベンチャーキャ
ピタル

中国財務局 エイチシー５号投資事業組合 民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として近県（広島、山口、岡山、愛媛）
に所在する株式未公開の中小／ベン
チャー企業

私募・運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社広島ベンチャーキャ
ピタル

中国財務局 ＨＣ６号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

原則として広島銀行の営業エリアに所
在し、公開の可能性を有する企業

私募・運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社広島ベンチャーキャ
ピタル

中国財務局 ＨＶＣフューチャー投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

法的・私的整理に伴う事業再編・企業
再生等の過程で投資により事業再生や
業種転換が期待できる企業

私募・運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社広島ベンチャーキャ
ピタル

中国財務局 ひろしま農林漁業成長支援投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 農林漁業者の経営安定向上に資する
ことを目的に、（株）農林漁業成長産業
化支援機構の支援基準を満たす企業

私募・運用 旧63条 金融機関等(3)、事業
法人等(1)

4 有 無 ―

株式会社広島ベンチャーキャ
ピタル

中国財務局 ＨＣ８号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

原則として広島銀行の営業エリアに所
在し、長期的に資産価値の上昇、成長
性が見込まれる企業

私募・運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社広島ベンチャーキャ
ピタル

中国財務局 ブルーインベストメント投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

戦略面や財務面において価値向上の
余地を有している企業、株主構成の是
正等の課題を有している企業

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社広島ベンチャーキャ
ピタル

中国財務局 しまなみ価値創造投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

金融機関等の過剰債務先で債務圧
縮、業務再構築等により再生計画が策
定可能と見込まれる企業（金銭債権を
投資対象とする）

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社広島ベンチャーキャ
ピタル

中国財務局 High-Value C 1st投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

原則として広島銀行の営業エリアに所
在し、長期的に資産価値の上昇、成長
性が見込まれる等の企業

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―
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株式会社広島ベンチャーキャ
ピタル

中国財務局 ＨＶＣリアルエステート投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 広島県を中心とし、不動産の再開発物
件を主たる運用対象とする投資法人が
発行する投資証券

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社広島ベンチャーキャ
ピタル

中国財務局 広島県豪雨災害復興支援ファ
ンド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

広島県を中心とし、平成30年7月西日
本豪雨で被災し、又は新型コロナウイ
ルス感染症の影響により経営環境が悪
化し、過剰債務状態に陥っている等の
企業

私募・運用 63条 金融機関等(6)、事業
法人等（1）、投資事業
有限責任組合（1）

8 有 無 ―

株式会社広島ベンチャーキャ
ピタル

中国財務局 ＨＶＣ2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

原則として広島銀行の営業エリアに所
在し、今後の成長が期待されるベン
チャー・スタートアップ企業、LPとシナ
ジーが見込まれる企業

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社広島ベンチャーキャ
ピタル

中国財務局 広島大学・広島県内大学発ベ
ンチャー支援投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

広島大学・県内大学、研究機関が有す
る事業シーズや、研究者・学生等の関
係者を起点とするベンチャー企業

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

株式会社広島ベンチャーキャ
ピタル

中国財務局 ＨＶＣリアルエステート2号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 広島県を中心とし、不動産の再開発物
件を主たる運用対象とする投資法人が
発行する投資証券

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ごうぎんキャピタル株式会社 中国財務局 島根産業活性化投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として島根県内の成長が期待できる
企業、新規事業等への投資を行う。

運用 旧63条 金融機関等(4) 4 有 無 ―

ごうぎんキャピタル株式会社 中国財務局 ごうぎんキャピタル3号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資金額の50%程度は、中国地方、兵
庫県内の未公開企業に投資を行う。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ごうぎんキャピタル株式会社 中国財務局 島根中小企業未来挑戦投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として島根県内の幅広いステージの
企業を対象とするが、中でも島根県産
業を牽引していく中核企業、成長企業
を中心に投資する。

運用 旧63条 金融機関等(6)、事業
法人等(1)

7 有 無 ―

ごうぎんキャピタル株式会社 中国財務局 ごうぎん農林漁業応援ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

6次産業化地産地消法に基づき認定を
受けた「6次産業化事業体に投資し、農
林漁業の6次産業化による成長を資金
面でサポートする。山陰両県をカバー
する。

私募・運用 旧63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 有 無 ―

ごうぎんキャピタル株式会社 中国財務局 とっとり大学発・産学連携投資
事業有限責任事業組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

鳥取大学等が保有するシーズを事業
化・収益化の視点から積極的に活かす
ことによって、地域に活力をもたらすイ
ノベーション企業の発掘・育成・新事業
の創造を目指す。

私募・運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

ごうぎんキャピタル株式会社 中国財務局 しまね大学発・産学連携投資
事業有限責任事業組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

島根大学等が保有するシーズを事業
化・収益化の視点から積極的に活かす
ことによって、地域に活力をもたらすイ
ノベーション企業の発掘・育成・新事業
の創造を目指す。

私募・運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

ごうぎんキャピタル株式会社 中国財務局 ごうぎんキャピタル4号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

優れた技術・商品を有し成長が期待で
きる企業等への投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ごうぎんキャピタル株式会社 中国財務局 山陰中小企業支援4号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

山陰両県企業の再生支援投資を行う。 私募・運用 63条 金融機関等(9)、事業
法人等(1)

10 有 無 ―

ごうぎんキャピタル株式会社 中国財務局 ごうぎん事業承継投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

事業承継や新たな成長戦略実現等を
目指す企業へ投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 -

ごうぎんキャピタル株式会社 中国財務局 ごうぎんキャピタル5号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

優れた技術・商品を有し成長が期待で
きる企業等への投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 -

ごうぎんキャピタル株式会社 中国財務局 ごうぎんSkyland Next 1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

インターネット分野のシード期の未公開
企業に対する投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 -

ごうぎんキャピタル株式会社 中国財務局 ごうぎんスタートアップ 1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

優れた技術や商品・サービスを有し成
長が期待できる企業を発掘して投資す
る。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 -

とっとりキャピタル株式会社 中国財務局 とっとり地方創生ファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 農林水産分野での6次産業化や新事業
への進出など事業拡大に取組む事業
者への投資、事業承継を目的とした一
時的な企業の株式の保有。

運用 旧63条 金融機関等(4) 4 有 有 太陽有限責任監査法人

とっとりキャピタル株式会社 中国財務局 とっとり地方創生ファンド投資
事業有限責任組合2号

投資事業有限
責任組合契約

その他 農林水産分野での6次産業化や新事業
への進出など事業拡大に取組む事業
者への投資、事業承継を目的とした一
時的な企業の株式の保有。

運用 旧63条 金融機関等(5) 5 有 有 太陽有限責任監査法人

とっとりキャピタル株式会社 中国財務局 とっとり地方創生ファンド投資
事業有限責任組合3号

投資事業有限
責任組合契約

その他 新事業への進出など事業拡大に取組
む事業者への投資、事業承継を目的と
した一時的な企業の株式の保有。

運用 旧63条 金融機関等(4) 4 有 有 太陽有限責任監査法人
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株式会社エス・ケイ・ベン
チャーズ

中国財務局 投資事業有限責任組合さい
きょう地方創生ファンド

投資事業有限
責任組合契約

その他 地方の実情に合った多様性をキャッチ
し企業の育成や雇用の促進を通じて地
域産業の活性化を図ることによる地域
の活性化を目的とする。ミドルステージ
の企業を対象とし、（株）西京銀行と一
体となり成長が見込める企業に対し投
資を行う。ＬＰである（株）西京銀行と連
携を行いハンズオン支援の一環として
多様な金融ソリューションを提案すると
ともに西京銀行グループのネットワーク
を活用し地方創生に寄与する。

私募・運用 旧63条 金融機関等(1)、金融
商品取引業者等(1)

2 無 無 ―

山口キャピタル株式会社 中国財務局 やまぐち事業維新ファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域経済の活性化や雇用維持のた
め、主に山口県内の中小企業に対し
て、公的機関と連携しつつ、事業再生
を支援する。

運用 旧63条 金融機関等(5)、事業
法人等(1)

6 有 無 ―

山口キャピタル株式会社 中国財務局 UNICORNファンド投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

山口・広島・福岡県及び三大都市圏（東
京・名古屋・大阪）を中心に、新事業展
開に向けた成長段階にある中小・ベン
チャー企業を支援する。

運用 63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

山口キャピタル株式会社 中国財務局 Eliｘirファンド投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

山口・広島・福岡県及び組合員の営業
エリアを中心に、地域の経済活力や雇
用に大きな役割を果たす中小企業の経
営改善及び事業再生、事業者の事業
承継を支援する。

運用 63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

山口キャピタル株式会社 中国財務局 YMFGSearchファンド投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

山口・広島・福岡県及び組合員の営業
エリアを中心に、地域へ経済効果をも
たらしている事業者の事業継承を主目
的とした支援に取り組む。

運用 63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

山口キャピタル株式会社 中国財務局 長門湯本温泉まちづくりファン
ド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 山口県の長門湯本エリアにおいて、ま
ちづくりの核となる施設（入浴施設や宿
泊施設等）を整備することで、地域課題
解決に資する事業者を支援する。

運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

山口キャピタル株式会社 中国財務局 Fun Fun Drive投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主として国立大学法人山口大学及びそ
の在籍者（過去の在籍者を含む。）発ベ
ンチャー企業及び山口県・広島県・福
岡県に本社または主たる事業所、営業
所もしくは工場等を置く中小・ベン
チャー企業を支援する。

運用 63条 金融機関(1) 1 有 無 ―

山口キャピタル株式会社 中国財務局 にしせと地域企業支援ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

新型コロナウイルス感染症拡大、円
安、エネルギー・原材料高騰により、財
務体質の悪化が発生している地域事業
者について、資金・財務面の支援を行
う。

運用 63条 金融機関(4) 4 有 無 ―

山口キャピタル株式会社 中国財務局 UNICORN２号ファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

先端テクノロジーの活用による既存産
業の変革、社会課題解決をテーマにし
た中小・ベンチャー企業を中心に、域外
新市場を含めた新事業展開に向けて
株式公開などを志向する企業を支援す
る。

運用 63条 金融機関(3) 3 有 無 ―

山口キャピタル株式会社 中国財務局 地域未来共創Searchファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

山口県・広島県・福岡県及び各出資銀
行の営業エリアを中心に、地域へ経済
効果をもたらしている事業者の事業の
承継又は事業の再編、再構築を通じ
て、経営基盤の強化や事業の建て直し
を主目的とした支援に取組む。

私募・運用 63条 金融機関(8)、事業法
人(2)、金融商品取引
業者(1)

11 有 無 ―

山口キャピタル株式会社 中国財務局 Eliｘir２号ファンド投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

山口県・広島県・福岡県及び組合員の
営業エリアを中心に、地域の経済活力
や雇用に大きな役割を果たす事業者の
事業成長、事業再生若しくは事業承継
の支援、又は地域活性化に資する施設
の新設若しくは維持を行う事業者の支
援に取組む。

運用 63条 金融機関(3) 3 有 無 ―

ツネイシキャピタルパートナー
ズ株式会社

中国財務局 TVC1号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

【対象業種】工業、エネルギー【ステー
ジ】シード～ミドル【基本戦略】グループ
企業の事業分野での新技術の発掘

私募・運用 旧63条 事業法人等(1) 1 有 無 清陽監査法人

ツネイシキャピタルパートナー
ズ株式会社

中国財務局 TVC2号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

事業領域にとらわれない新規の事業機
会を創出し、成長が期待される企業に
投資しキャピタルゲイン獲得を目指す

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 清陽監査法人

ツネイシキャピタルパートナー
ズ株式会社

中国財務局 TVC3号投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

成長が期待できるスタートアップへ純投
資またはグループ事業と親和性の高い
スタートアップへ投資することにより新
規事業の創造、グループ事業の競争力
強化を目指す

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 清陽監査法人

ツネイシキャピタルパートナー
ズ株式会社

中国財務局 TC1号投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

グループにとって新規事業の対象とな
るあらゆるもの(スタートアップ、グルー
プ外企業との資本業務提携、社内起業
等)

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 清陽監査法人

株式会社ひろしまイノベーショ
ン推進機構

中国財務局 ふるさと連携応援ファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

広島を中心とする地域経済の発展に寄
与しうる企業あるいは事業体への投資

私募・運用 63条 金融機関等(12)、事業
法人等(1)

13 有 無 ―

おかやまキャピタルマネジメン
ト株式会社

中国財務局 おかやま活性化ファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

1投資対象企業：岡山県およびその周
辺地域の経済活力や雇用について役
割を果たしている中小企業。2事業の業
種：特に定めていない（ただし、銀行業・
貸金業、風俗業、反社会的勢力等およ
び公序良俗に反する組織を除く）。3基
本的な投資方針：中小企業再生支援協
議会、外部専門家およびメイン金融機
関等が関与した事業再生計画、経営改
善計画および事業承継計画に基づく投
資。原則、投資後に投資先の計画実行
をハンズオンで支援。

運用 旧63条 金融機関等(7)、事業
法人等(1)

8 有 無 ―
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おかやまキャピタルマネジメン
ト株式会社

中国財務局 おかやま活性化ファンド2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

1投資対象企業：岡山県およびその周
辺地域の経済活力や雇用について役
割を果たしている中小企業。2事業の業
種：特に定めていない（ただし、銀行業・
貸金業、風俗業、反社会的勢力等およ
び公序良俗に反する組織を除く）。3基
本的な投資方針：中小企業再生支援協
議会、外部専門家およびメイン金融機
関等が関与した事業再生計画、経営改
善計画および事業承継計画に基づく投
資。原則、投資後に投資先の計画実行
をハンズオンで支援。

運用 63条 金融機関等(11)、事業
法人等(1)

12 有 無 ―

ひろしんビジネスサービス株
式会社

中国財務局 ひろしん農業育成投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 野菜・果物栽培事業 私募・運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

世羅青水牛野呂発電所合同
会社

中国財務局 世羅青水牛野呂発電所合同
会社

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

太陽光発電設備を所有して太陽光発
電事業を営む合同会社に出資し、同社
が得る売電収入により安定的な収益を
確保する。

私募 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社せとうち観光パート
ナーズ

中国財務局 せとうち観光活性化投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

瀬戸内地域に事業基盤を有する観光
関連事業者を対象に、主として、種類
株式及び劣後債等のメザニンファイナ
ンスを供給するファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(13)、事業
法人（1）

14 無 無 ―

株式会社せとうち観光パート
ナーズ

中国財務局 せとうち観光活性化２号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

瀬戸内地域に事業基盤を有する観光
関連事業者を対象に、主として、種類
株式及び劣後債等のメザニンファイナ
ンス又はエクイティを供給するファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(11) 11 無 無 ―

富士見町開発合同会社 中国財務局 匿名組合富士見町開発 匿名組合契約 不動産ファンド ホテルの開発・賃貸 私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（2）、事業法人等
（1）、金融商品取引業
者等（1）

4 無 無 ―

ひろぎんキャピタルパートナー
ズ株式会社

中国財務局 H i CAP 1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

主として新型コロナウイルスの影響を
受け、苦境に立たされているものの、財
務改善と経営参画支援等により抜本的
な事業再生が可能と見込まれる企業

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ひろぎんキャピタルパートナー
ズ株式会社

中国財務局 H i CAP 2号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 代表者の死亡、高齢化その他の事由
に起因して、その事業の継承のために
支援の必要が生じている企業

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ひろぎんキャピタルパートナー
ズ株式会社

中国財務局 H i CAP 3号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

新規性や革新性を有し、今後も継続的
な成長が見込まれ、将来的な株式公開
が見込まれる企業、広島県内のスター
トアップ又は大学発ベンチャー企業等
で、既に一定の市場効果を上げ、拡大
成長期にある企業

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ひろぎんキャピタルパートナー
ズ株式会社

中国財務局 H i CAP 4号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 事業再生又は地域の特性を生かした
新たな事業の創出その他の地域経済
の活性化に資する事業活動を行うこと
を目的とした企業、成長段階にある企
業で、第三者割当増資等の資金調達
により継続的に高い成長が見込まれる
企業

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

瀬戸内Startups LLP 有限責
任事業組合

中国財務局 瀬戸内Startups 1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

【投資対象企業】
瀬戸内地方に本店を有するスタート
アップ企業等
【成長ステージ】
シード、プレシード。商品またはサービ
スのプロトタイプ製作前またはその直
後の段階を中心とする。
【投資方針】
事業規模、投資条件、必要資金額等を
考慮し、1件当たり100万円から1000万
円程度の出資を10～20件程度行う。

私募・運用 63条 事業法人等（国内の法
人）

1 有 無 公認会計士　島谷秀一

株式会社ちゅうぎんキャピタル
パートナーズ

中国財務局 中銀投資事業組合４号 民法上の組合
契約契約

ベンチャー・ファ
ンド

将来性・成長性のある先で株式上場を
目指している企業（全業種）

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ちゅうぎんキャピタル
パートナーズ

中国財務局 ちゅうぎん晴れの国インフラ
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 中国銀行グループの営業拠点が存在
する地域に関連性があり、かつ、インフ
ラ事業に取り組む企業

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ちゅうぎんキャピタル
パートナーズ

中国財務局 ちゅうぎんイノベーションファン
ド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 創業・新規事業に取り組む企業 運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ちゅうぎんキャピタル
パートナーズ

中国財務局 ちゅうぎんブリッジファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 事業承継に課題のある地元企業、及び
プロジェクトファイナンス等のつなぎ資
金等

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ちゅうぎんキャピタル
パートナーズ

中国財務局 ちゅうぎんインフィニティファン
ド1号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 創業・第二創業の後押しによる地域活
性化、イノベーションコンテスト・イノ
ベーションスクールとの連携及びＩＰＯを
目指す企業への資金提供等

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ちゅうぎんキャピタル
パートナーズ

中国財務局 ちゅうぎん未来共創ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 事業承継に課題のある企業、及び新た
な成長を目指す企業

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―
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株式会社ちゅうぎんキャピタル
パートナーズ

中国財務局 ちゅうぎん農業ファンド投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 大規模化に取組む農業法人、大規模
農業に新たに取組む農業参入法人等、
当地の農業活性化に資する事業活動
を営むことを目的とした、認定農業法人

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ちゅうぎんキャピタル
パートナーズ

中国財務局 ちゅうぎんインフィニティファン
ド2号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 地域が抱える社会課題解決に挑戦す
るスタートアップ（業務連携・グループ連
携・地域連携を意識したサポート等を含
む）への出資等を通して、地域経済の
活性化を図ることを目的とするものであ
り、当該目的を実現するための投資を
基本的に行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社ちゅうぎんキャピタル
パートナーズ

中国財務局 ちゅうぎんインパクトファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 本組合は、インフラ事業に取り組む企
業（インフラとは、産業や社会生活の基
盤となる施設等）等への出資等を通し
て、地域経済の活性化を図ることを目
的とするものであり、当該目的を実現
するための投資を基本的に行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

GoodFoodJapan1号合同会社 中国財務局 山口発！サスティナブルな農
水産業応援ファンド

匿名組合契約 現物ファンド
※事業ファンド
を含む

ERS(Environmental Recycling System)
装置を購入(投資)し、廃棄物として処理
されていた家畜糞尿、商品化できない
魚介類および農産物等をリサイクルす
る業者にレンタルすることによってレン
タル料を得る事業。
廃棄物から有機物を生産する事業を応
援する。

私募 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

百十四リース株式会社 四国財務局 百十四6次産業化投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 百十四銀行の営業エリア内における、6
次産業化事業体を対象。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

株式会社四銀地域経済研究所 四国財務局 しぎん地域活性化投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 四国銀行が営業基盤を有する地域に
おいて、企業や新事業展開など地域活
性化に資する中小・中堅企業等の事業
者に対し投資を行い、その投下資本を
回収することを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社四銀地域経済研究所 四国財務局 しぎん地域活性化2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 主に四国銀行が営業基盤を有する地
域において、企業や新事業展開など地
域活性化に資する中小・中堅企業等の
事業者に対し投資を行い、その投下資
本を回収することを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

いよぎんキャピタル株式会社 四国財務局 いよエバーグリーン6次産業化
応援ファンド投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 農林漁業者が主体となって新たな事業
分野を開拓する事業活動の支援
投資形態：投資証券等の取得による

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

いよぎんキャピタル株式会社 四国財務局 いよエバーグリーン農業応援
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資対象：耕種、畜産等、農業法人全
般
投資形態：農業法人の投資証券等の
取得による

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

いよぎんキャピタル株式会社 四国財務局 いよエバーグリーン事業承継
応援ファンド投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資対象：事業承継の問題を抱えた地
元優良企業
投資領域（業種）：限定しない
重点投資地域：愛媛県内

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

いよぎんキャピタル株式会社 四国財務局 いよベンチャーファンド4号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資ステージ：スタートアップ～アー
リーステージ
投資領域（業種）：限定しない
重点投資地域：愛媛県内

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

いよぎんキャピタル株式会社 四国財務局 いよぎん愛媛大学発ベン
チャー応援ファンド投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

愛媛大学が有する技術シーズ事業化
支援

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

いよぎんキャピタル株式会社 四国財務局 いよベンチャーファンド5号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資ステージ：スタートアップ～アー
リーステージ
投資領域（業種）：限定しない
重点投資地域：愛媛県内

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

いよぎんキャピタル株式会社 四国財務局 いよベンチャーファンド6号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資ステージ：スタートアップ～アー
リーステージ
投資領域（業種）：限定しない
重点投資地域：愛媛県内

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

いよぎんキャピタル株式会社 四国財務局 いよエバーグリーン農業応援
ファンド2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資対象：農林漁業・食品産業等およ
びそれを支援する事業を営む法人
投資形態：投資証券等の取得による

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

いよぎんキャピタル株式会社 四国財務局 いよエバーグリーン事業承継
応援ファンド2号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資対象：事業承継の問題を抱えた地
元優良企業
投資領域（業種）：限定しない
重点投資地域：愛媛県内

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

いよぎんキャピタル株式会社 四国財務局 いよベンチャーファンド7号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資ステージ：スタートアップ～アー
リーステージ
投資領域（業種）：限定しない
重点投資地域：瀬戸内圏

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

いよぎんキャピタル株式会社 四国財務局 いよぎん事業承継・成長支援
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資対象：事業承継に課題のある企
業、及び新たな成長を目指す企業
投資領域（業種）：限定しない
重点投資地域：瀬戸内圏

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

いよぎんキャピタル株式会社 四国財務局 いよぎん事業承継・成長支援
ファンド2号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資対象：事業承継に課題のある企
業、及び新たな成長を目指す企業
投資領域（業種）：限定しない
重点投資地域：瀬戸内圏

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ひめぎんリース株式会社 四国財務局 えひめガイヤ成長産業化支援
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

農林漁業者の主導性を確保する６次産
業化事業体に限定

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 有 無 ―

ひめぎんリース株式会社 四国財務局 えひめアグリファンド投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

四国地区（特に愛媛県内）の農業法人
に限定

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ひめぎんリース株式会社 四国財務局 えひめ地域活性化投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

愛媛県を中心に地域活性化に寄与す
る創業・第二創業及び成長性の高い未
上場企業等

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

ひめぎんリース株式会社 四国財務局 えひめ一次産業応援投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

愛媛県を中心とした地域の有望な第一
次産業に関わる企業等

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

ひめぎんリース株式会社 四国財務局 せとうちSDGs投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

瀬戸内地域においてSDGsの実現に資
する事業を行う企業

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―
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株式会社四国リバイタル 四国財務局 しこく中小企業支援ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域の経済活力や雇用について大きな
役割を果たす中小企業の再生を目的と
する、四国地方の中小企業等に関する
株式、社債、金銭債権の取得・保有

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(18)

19 有 無 ―

株式会社四国リバイタル 四国財務局 しこく活性化ファンド投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域の経済活力や雇用について大きな
役割を果たす中小企業の再生を目的と
する、四国地方の中小企業等に関する
株式、社債、金銭債権の取得・保有

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(17)

18 有 無 ―

オーシャンリース株式会社 四国財務局 こうぎん地域協働投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 ●投資対象：当社営業エリア内のベン
チャー企業や新規事業展開を行う中小
企業等。
●投資方針：優れた技術、商品、サー
ビスを有するも、様々な経営課題を抱
えている企業に対し、「資金」「経営」面
におけるサポートを実施することによ
り、成長が実現できる先

私募・運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

オーシャンリース株式会社 四国財務局 こうぎん地域協働投資事業有
限責任組合2号

投資事業有限
責任組合契約

その他 ●投資対象：当社営業エリア内のベン
チャー企業や新規事業展開を行う中小
企業等。
●投資方針：優れた技術、商品、サー
ビスを有するも、様々な経営課題を抱
えている企業に対し、「資金」「経営」面
におけるサポートを実施することによ
り、成長が実現できる先

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

四国アライアンスキャピタル株
式会社

四国財務局 しこく創生投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に地場産業の活性化に資する業種
で営業エリアは関東以西から九州まで
とする。投資方針は、事業継承に問題
を抱え、または成長を目指す企業に対
して、未公開株式を取得する形で出資
し、相当の期間経営に参画し企業価値

私募・運用 63条 金融機関等(4) 4 無 無 ―

四国アライアンスキャピタル株
式会社

四国財務局 しこく創生2号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

主に地場産業の活性化に資する業種
で営業エリアは関東以西から九州まで
とする。投資方針は、事業継承に問題
を抱え、または成長を目指す企業に対
して、未公開株式を取得する形で出資

私募・運用 63条 金融機関等(4) 4 無 無 ―

四国アライアンスキャピタル株
式会社

四国財務局 しこく中小企業支援ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

主に四国島内で、過剰債務等により業
況が悪化しているものの本業には相応
の収益力があり、再生が見込まれる中
小企業をハンズオンにより中長期的に
支援する。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、金融
機関等(18)

19 有 無 ―

株式会社四国水族館開発 四国財務局 四国水族館匿名組合 匿名組合契約 不動産ファンド 香川県宇多津臨海公園における水族
館事業（当該水族館等を信託財産とす
る信託受益権の運用）

運用 63条 金融機関等(4)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(1)

6 有 無 ―

株式会社産学連携キャピタル 四国財務局 産学連携1号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード、アーリーを中心とした以下の事
業者を対象として投融資を実施するこ
とにより、徳島県の活性化、人材の輩
出及び国立大学法人徳島大学におけ
る研究開発の推進を図る。（ⅰ）徳島大

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社調剤経営研究所 四国財務局 調剤薬局買収特化型投資事
業有限責任組合第1号

投資事業有限
責任組合契約

その他 調剤薬局を運営する日本国内の未上
場企業の株式、新株予約権、新株予約
権付社債等への投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 無 無 ―

株式会社調剤経営研究所 四国財務局 IHVC１号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

医療・ヘルスケア関連の事業を行うベ
ンチャー企業・ファンドへの投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、個人
(1)

2 有 無 ―

株式会社調剤経営研究所 四国財務局 調剤薬局買収特化型投資事
業有限責任組合第2号

投資事業有限
責任組合契約

その他 調剤薬局を運営する日本国内の未上
場企業の株式、新株予約権、新株予約
権付社債等への投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社調剤経営研究所 四国財務局 調剤薬局買収特化型投資事
業有限責任組合第6号

投資事業有限
責任組合契約

その他 調剤薬局を運営する日本国内の未上
場企業の株式、新株予約権、新株予約
権付社債等への投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 有 無 ―

株式会社調剤経営研究所 四国財務局 調剤薬局買収特化型投資事
業有限責任組合第3号

投資事業有限
責任組合契約

その他 調剤薬局を運営する日本国内の未上
場企業の株式、社債等への投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社調剤経営研究所 四国財務局 調剤薬局買収特化型投資事
業有限責任組合第5号

投資事業有限
責任組合契約

その他 調剤薬局を運営する日本国内の未上
場企業の株式、社債等への投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社調剤経営研究所 四国財務局 調剤薬局買収特化型投資事
業有限責任組合第4号

投資事業有限
責任組合契約

その他 調剤薬局を運営する日本国内の未上
場企業の株式、社債等への投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

株式会社調剤経営研究所 四国財務局 調剤薬局買収特化型投資事
業有限責任組合第7号

投資事業有限
責任組合契約

その他 調剤薬局を運営する日本国内の未上
場企業の株式、社債等への投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社調剤経営研究所 四国財務局 調剤薬局買収特化型投資事
業有限責任組合第8号

投資事業有限
責任組合契約

その他 調剤薬局を運営する日本国内の未上
場企業の株式、社債等への投資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社高知産学連携キャピ
タル

四国財務局 高知県発ベンチャー投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 ●投資対象：高知県内高等教育機関
の研究成果事業化を目指す事業者等
●投資方針：高知県内高等教育機関
発の優れた技術の社会実装を資金面
よりサポートし、新たな産業創出を通じ
た地域経済の活性化に貢献する

私募・運用 63条 金融機関(1) 1 有 無 ―

阿波銀キャピタル株式会社 四国財務局 あわぎん6次産業化投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 阿波銀行の営業エリア内にある農林漁
業者とパートナー企業が共同出資する
6次産業化事業体を投資対象とし、新
産業・新事業の創出によって地域経済
の活性化を図る。

私募・運用 63条 事業法人等（１）、金融
機関等(1)

2 有 無 ―

阿波銀キャピタル株式会社 四国財務局 あわぎん成長企業投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 阿波銀行の取引先で事業性評価に基
づき将来性・成長性が認められる事業
者を投資対象とし、安定資金の供給等
を通じて地域経済の活性化を図る。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―
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阿波銀キャピタル株式会社 四国財務局 あわぎん事業承継投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

阿波銀行の営業基盤内において、事業
承継に取り組む中小・中堅企業などの
事業者を投資対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

阿波銀キャピタル株式会社 四国財務局 あわぎん未来創造投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

阿波銀行の営業基盤内において、創
業、新事業展開、新規販路開拓等を行
う今後成長がきたされる設立10年未満
の中小・中堅企業などの事業者を投資
対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社福岡キャピタルパー
トナーズ

福岡財務支局 FFG農業法人成長支援投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

農業法人に対する投資の円滑化に関
する特別措置等の要件を満たす先の
株式等が主な投資対象

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社福岡キャピタルパー
トナーズ

福岡財務支局 FFG農林漁業成長産業化支援
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 株式会社農林漁業成長産業化支援機
構の支援基準を満たす事業活動/事業
者の株式、金銭債権、匿名組合契約の
出資持分等が主な投資対象

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

株式会社福岡キャピタルパー
トナーズ

福岡財務支局 ナイン・ステーツ・4投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 九州地域を中心とする日本国内の中小
企業等の株式、金銭債権、匿名組合契
約の出資持分等が主な投資対象

運用 63条 金融機関等(16)、事業
法人等(1)

17 有 無 ―

株式会社福岡キャピタルパー
トナーズ

福岡財務支局 ナイン・ステーツ・5投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 九州地域を中心とする日本国内の中小
企業等の株式、金銭債権、匿名組合契
約の出資持分等が主な投資対象

運用 63条 金融機関等(9)、事業
法人等(3)

12 有 無 ―

西日本メディカルビルディング
株式会社

福岡財務支局 ― 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産の種類：病院
所在地：神戸市兵庫区東山町

運用 附則48条 ― ― ― ― ―

ひびしんキャピタル株式会社 福岡財務支局 ひびき北九州企業育成二号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

北部九州を中心に、新技術・新商品・新
サービスを事業化し、今後成長を期待
できる中小企業に対し、普通株式・優先
株式・社債等の投資による資金面から
の支援を行う。

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

ひびしんキャピタル株式会社 福岡財務支局 ひびき未来三号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

北部九州を中心に、新技術・新商品・新
サービスを事業化し、今後成長を期待
できる中小企業に対し、普通株式・優先
株式・社債等の投資による資金面から
の支援を行う。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社佐銀キャピタル＆コ
ンサルティング

福岡財務支局 佐銀ベンチャーキャピタル投
資事業有限責任組合第三号

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

同上 運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社佐銀キャピタル＆コ
ンサルティング

福岡財務支局 佐銀ベンチャーキャピタル投
資事業有限責任組合第四号

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

円滑な資金供給を通じて中小企業等の
健全な成長発展を促進し、もって地域
の経済活力の向上を図ることを投資の
基本方針とする。主に佐賀銀行が営業
基盤とする地域の起業・創業・第二創
業先のほか地域の農商工業者の有価
証券が投資対象。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社佐銀キャピタル＆コ
ンサルティング

福岡財務支局 デジタルトランスフォーメーショ
ンファンド投資事業有限責任
組合第1号

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

デジタルトランスフォーメーションの推
進や先進的なAI・IoT技術の開発・活用
に取り組む中小・中堅企業等の成長発
展を促進し、地域経済の活性化に資す
ることを投資の基本方針とする。主に
株式会社オプティムおよび佐賀銀行が
営業基盤とする地域に関連のある未公
開企業の有価証券が投資対象。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社佐銀キャピタル＆コ
ンサルティング

福岡財務支局 佐銀ブリッジ投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 親族内承継や自社経営陣、従業員によ
る承継、第三者への承継など、事業承
継に課題を持つ地元企業を支援するこ
とを投資の基本方針とする。主に佐賀
銀行が営業基盤とする地域に事業拠
点を有する後継者不在等の事業承継
に関するニーズがある企業が投資対象

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ―

株式会社佐銀キャピタル＆コ
ンサルティング

福岡財務支局 佐銀ベンチャーキャピタル投
資事業有限責任組合第五号

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

円滑な資金供給を通じて中小企業や将
来性のあるベンチャー企業等の健全な
成長発展及びIPO(新規公開株式）実現
を支援し、もって地域の経済活力の向
上を図ることを投資の基本方針とする。
（1）主に佐賀銀行が営業基盤とする地
域の農商工業のベンチャー企業等の
事業者。（2）（1）と連携・協業するベン
チャー企業等の事業者。（3）佐賀銀行
営業基盤地域の発展に寄与するベン
チャー企業等の事業者が対象。ただ
し、日本国内に本社登記のある事業者
に限る。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

昭光株式会社 福岡財務支局 ちくぎん地域活性化投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 福岡県下、鳥栖市および日田市とその
近隣地域における地域経済活性化に
資する事業等への資金供給を目的とす
る。

私募・運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

昭光株式会社 福岡財務支局 ちくぎん事業承継投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 将来に残すべき中小企業の事業承継
問題への迅速な対応と解決のため、主
に企業オーナーの所有株式の買取資
金として投資

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社ドーガン 福岡財務支局 『元気な長崎』応援投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 長崎県内の地域活性化に資する企業・
事業に出資を行う。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

NCBキャピタル株式会社 福岡財務支局 NCB九州活性化３号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ドバイアウト・
ファンドその他

投資対象資産：普通株式、種類株式、
ローン
九州経済の活性化に資する企業を対
象に、事業基盤の改善・強化から成長・
拡大及び事業承継まで一貫して支援す
ることを目的とする。

私募・運用 63条 金融機関等(4) 4 有 無 ―

NCBキャピタル株式会社 福岡財務支局 NCB九州活性化２号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 (地域)
西日本シティ銀行の本支店営業エリア
に本店、営業所、工場などが所在する
企業。
(業種)全業種。
(成長ステージ)
創業期、成長期、成熟期などの制限を
設けないが、主に事業承継、株式集約
及び組織再編ニーズがある企業を想
定。
(投融資手段)
株式、持ち分、新株予約権、有価証券
の取得、債権買取等。なお、当融資実
行時点において、回収、EXITまでの期
間を明確に定める。
（リスク特性）
投資先の業績により出資株式の株価
下落や債券の元本割れの可能性。

私募・運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(1)

3 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の
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適格機関投資家の種別
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（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 
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（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

ＱＢキャピタル合同会社 福岡財務支局 ＱＢ第一号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・主な投資対象企業：大学の技術を活
用したベンチャー企業
・主な投資対象企業の業種：バイオ・医
療機器、素材・ナノテク、半導体、情報
通信・ソフトウエア、環境エネルギー、
医療・健康維持サービスなど大学発技
術が強みを持つ分野
・投資対象企業の成長ステージ：シー
ド、アーリーステージ
・基本的な投資方針：投資先の社外取
締役に就任するなどして、事業計画、
資本政策等、積極的にハンズオン支援
を行う。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(5)

6 有 無 ―

ＱＢキャピタル合同会社 福岡財務支局 ＱＢ第二号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・主な投資対象企業：大学の技術を活
用したベンチャー企業
・主な投資対象企業の業種：バイオ・医
療機器、素材・ナノテク、半導体、情報
通信・ソフトウエア、環境エネルギー、
医療・健康維持サービスなど大学発技
術が強みを持つ分野
・投資対象企業の成長ステージ：シー
ド、アーリーステージ
・基本的な投資方針：投資先の社外取
締役に就任するなどして、事業計画、
資本政策等、積極的にハンズオン支援
を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(6)、投資事業
有限責任組合(1)

9 有 有 EY新日本有限責任監査法
人

ＱＢパートナーズ有限責任事
業組合（坂本剛、本藤孝）

福岡財務支局 ＱＢ第一号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・主な投資対象企業：大学の技術を活
用したベンチャー企業
・主な投資対象企業の業種：バイオ・医
療機器、素材・ナノテク、半導体、情報
通信・ソフトウエア、環境エネルギー、
医療・健康維持サービスなど大学発技
術が強みを持つ分野
・投資対象企業の成長ステージ：シー
ド、アーリーステージ
・基本的な投資方針：投資先の社外取
締役に就任するなどして、事業計画、
資本政策等、積極的にハンズオン支援
を行う。

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(5)

6 有 無 ―

株式会社玄海キャピタルマネ
ジメント

福岡財務支局 学研投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 対象不動産の種類：ヘルスケア
投資対象地域：関西
投資方針：安定運用

運用 旧63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

F Ventures LLP有限責任事業
組合
（両角将太、谷山宏典）

福岡財務支局 F Ventures Fund 1号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード・アーリーステージ期の国内イン
ターネット関連スタートアップ企業に対
する株式投資

運用 63条 金融機関等(1)、投資
事業有限責任組合
(1)、事業法人等(2)

4 有 有 ひかり監査法人

F Ventures LLP有限責任事業
組合
（両角将太、谷山宏典）

福岡財務支局 F Ventures Fund 2号投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード・アーリーステージ期の国内イン
ターネット関連スタートアップ企業に対
する株式投資

運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)、事業法人等(3)

5 有 有 ひかり監査法人

株式会社ドーガン・ベータ 福岡財務支局 九州アントレプレナークラブ投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

年齢や、企業の業歴にかかわらず、広
い視野と高い志を持って新しいことへ
の挑戦を続けるアントレプレナーに対し
て、各企業の成長フェーズや目的に合
わせた資金供給手段と多様な経営支
援を行う。

運用 旧63条 金融機関等(4)、事業
法人等(1)

5 無 無 ―

株式会社ドーガン・ベータ 福岡財務支局 九州アントレプレナークラブ2
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

年齢や、企業の業歴にかかわらず、広
い視野と高い志を持って新しいことへ
の挑戦を続けるアントレプレナーに対し
て、各企業の成長フェーズや目的に合
わせた資金供給手段と多様な経営支
援を行う。

私募・運用 63条 事業法人(2) 2 有 無 ―

株式会社FFGベンチャービジ
ネスパートナーズ

福岡財務支局 FFGベンチャー投資事業有限
責任組合第1号

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

大学発ベンチャーを始めとするベン
チャー企業や既存企業のニュービジネ
スを支援する。成長ステージや業種は
幅広く対応し、ハンズオン支援を通じて
企業価値を高め、M&AやIPOによって
利益獲得を目指す。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ＥＹ新日本有限責任監査法
人

株式会社FFGベンチャービジ
ネスパートナーズ

福岡財務支局 九州オープンイノベーション１
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

革新的事業を行う国内外のシード・アー
リー段階のスタートアップに対する投
資。オープンイノベーション・ハンズオン
支援を通じて企業価値の向上を支援す
る。

運用 63条 金融機関等(2)、投資
事業有限責任組合
（1）、事業法人等（3）

6 有 無 ＥＹ新日本有限責任監査法
人

株式会社FFGベンチャービジ
ネスパートナーズ

福岡財務支局 FFGベンチャー投資事業有限
責任組合第2号

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

大学発ベンチャーを始めとするベン
チャー企業や既存企業のニュービジネ
スを支援する。成長ステージや業種は
幅広く対応し、ハンズオン支援を通じて
企業価値を高め、M&AやIPOによって
利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ＥＹ新日本有限責任監査法
人

株式会社FFGベンチャービジ
ネスパートナーズ

福岡財務支局 FFGストラテジー投資事業有
限責任組合第1号

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

革新的な技術・ノウハウ・ビジネスモデ
ル・チャネルを有するベンチャー企業へ
の出資により、FFGへのシナジー、具体
的には「既存事業の強化・補完」と「新
規事業創出」に繋げる。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ＥＹ新日本有限責任監査法
人

株式会社FFGベンチャービジ
ネスパートナーズ

福岡財務支局 FFG FOF１号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

ファンドの運用状況（実績、目利き力、
ソーシング力、ハンズオン支援体制、投
資戦略等）を総合的に判断し、「トップ
VC」（過去の実績が高く、純投資として
期待できるファンド）、「特化型VC」（強
固な海外ネットワーク、若しくは特定業
界に強いネットワークを有するファン
ド）、「既存投資先VC」（既に出資済み
で、実績が見込まれるファンド）に投資
を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ＥＹ新日本有限責任監査法
人

株式会社FFGベンチャービジ
ネスパートナーズ

福岡財務支局 FFGベンチャー3号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

大学発ベンチャーを始めとするベン
チャー企業や既存企業のニュービジネ
スを支援する。成長ステージや業種は
幅広く対応し、ハンズオン支援を通じて
企業価値を高め、M&AやIPOによって
利益獲得を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ＥＹ新日本有限責任監査法
人
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株式会社FFGベンチャービジ
ネスパートナーズ

福岡財務支局 九州オープンイノベーション2
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

革新的事業を行う国内外のシード・アー
リー段階のスタートアップに対する投
資。オープンイノベーション・ハンズオン
支援を通じて企業価値の向上を支援す
る。

運用 63条 金融機関等(2)、投資
事業有限責任組合
（1）、事業法人等（3）

6 有 無 ＥＹ新日本有限責任監査法
人

株式会社FFGベンチャービジ
ネスパートナーズ

福岡財務支局 FFG FOF2号投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

ソーシングルートの確保（有力VCとの
深いネットワークづくり）、ファイナンシャ
ルリターンの獲得（有力VCに投資する
ことで安定的なリターンを享受）、ファン
ド運営ノウハウの習得（実績のあるVC
の運営・管理体制、ハンズオン支援内
容等、継続的にファンド運営のノウハウ
を蓄積）を目的に投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 ＥＹ新日本有限責任監査法
人

株式会社エフベンチャーズ 福岡財務支局 F Ventures Fund2号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード・アーリーステージ期の国内イン
ターネット関連スタートアップ企業に対
する株式投資

運用 63条 投資事業有限責任組
合(2)、事業法人等(3)

5 有 有 ひかり監査法人

GxPartners有限責任事業組合
（岸原稔泰、中原健、寺井博
志、一般社団法人Startup 
GoGo）

福岡財務支局 九州オープンイノベーション１
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

革新的事業を行う国内外のシード・アー
リー段階のスタートアップに対する投
資。オープンイノベーション・ハンズオン
支援を通じて企業価値の向上を支援す
る。

運用 63条 金融機関等(2)、投資
事業有限責任組合
（1）、事業法人等(3）

6 有 無 -

GxPartners有限責任事業組合
（岸原稔泰、中原健、寺井博
志、一般社団法人Startup 
GoGo）

福岡財務支局 九州オープンイノベーション２
号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

革新的事業を行う国内外のシード・アー
リー段階のスタートアップに対する投
資。オープンイノベーション・ハンズオン
支援を通じて企業価値の向上を支援す
る。

運用 63条 金融機関等(2)、投資
事業有限責任組合
（1）、事業法人等(3）

6 有 無 -

SGインキュベート株式会社 福岡財務支局 SGインキュベート第１号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

国内外に所在する未上場ベンチャー企
業を対象とした投資を行う。業種・成長
ステージは限定しない。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 有限責任監査法人トーマツ

SGインキュベート株式会社 福岡財務支局 SGインキュベート第２号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 国内外に所在する未上場中堅中小企
業を対象とした投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 有限責任監査法人トーマツ

ベータ2020有限責任事業組合
(林龍平、渡辺麗斗)

福岡財務支局 ベータ2020投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主な拠点が九州圏内(九州各県、山口
県、沖縄県)および広島県にある、また
は九州経済への貢献が期待される、優
れたアイデアや技術、ノウハウ、ビジョ
ンを持って新商品の開発、新事業展開
もしくは第二創業にチャレンジするベン
チャー企業に対し、各企業の成長
フェーズや目的に合わせた資金供給手
段と多様な経営支援を行う。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 －

株式会社NCBベンチャーキャ
ピタル

福岡財務支局 NCBベンチャー投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

(地域)
西日本シティ銀行の本支店営業エリア
(業種)
全業種。
(成長ステージ)
シード、アーリー、ミドル、レイター等の
成長ステージに制限を設けないが、主
に今後、成長が期待できる未上場のベ
ンチャー企業及び業歴を有する企業に
よる第二創業を投資対象とする。
(投資の手段)
投資先事業者等の発行する株式、新
株予約権、投資組合等に対する出資及
び投資先事業者等に対する金銭の貸
付。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 EY新日本有限責任監査法
人

株式会社NCBベンチャーキャ
ピタル

福岡財務支局 QB第二号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・主な投資対象企業：大学の技術を活
用したベンチャー企業
・主な投資対象企業の業種：バイオ・医
療機器、素材・ナノテク、半導体、情報
通信・ソフトウエア、環境エネルギー、
医療・健康維持サービスなど大学発技
術が強みを持つ分野
・投資対象企業の成長ステージ：主に
シード、アーリーステージ
・基本的な投資方針：投資先の社外取
締役に就任するなどして、事業計画、
資本政策等、積極的にハンズオン支援
を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(6)、投資事業
有限責任組合(1)

9 有 無 EY新日本有限責任監査法
人

株式会社NCBベンチャーキャ
ピタル

福岡財務支局 NCB九州6次化応援投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

農林水産省の推奨する6次化認定を取
得した事業体の新規事業に出資。（官
民ファンド）

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 EY新日本有限責任監査法
人

QB2パートナーズ有限責任事
業組合(坂本剛、本藤孝、川太
規之、QBキャピタル合同会社)

福岡財務支局 QB第二号投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

・主な投資対象企業：大学の技術を活
用したベンチャー企業
・主な投資対象企業の業種：バイオ・医
療機器、素材・ナノテク、半導体、情報
通信・ソフトウエア、環境エネルギー、
医療・健康維持サービスなど大学発技
術が強みを持つ分野
・投資対象企業の成長ステージ：シー
ド、アーリーステージ
・基本的な投資方針：投資先の社外取
締役に就任するなどして、事業計画、
資本政策等、積極的にハンズオン支援
を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(2)、事業
法人等(6)、投資事業
有限責任組合(1)

9 有 有 EY新日本有限責任監査法
人

オプティム・バンクテクノロジー
ズ株式会社

福岡財務支局 デジタルトランスフォーメーショ
ンファンド投資事業有限責任
組合第1号

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

デジタルトランスフォーメーションの推
進や先進的なAI・IoT技術の開発・活用
に取り組む中小・中堅企業等の成長発
展を促進し、地域経済の活性化に資す
ることを投資の基本方針とする。主に
株式会社オプティムおよび佐賀銀行が
営業基盤とする地域に関連のある未公
開企業の有価証券が投資対象。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 －
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合同会社JR九州企業投資 福岡財務支局 JRK匿名組合 匿名組合契約 バイアウト・ファ
ンド

九州を事業基盤に置く中小企業の株式
等を管理運営する資産購入会社に対
する出資

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 －

株式会社FFG成長投資 福岡財務支局 FFG成長投資1号投資事業有
限責任事業組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

主にふくおかフィナンシャルグループの
取引先に対する事業承継・事業再生の
支援が目的

私募・運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 EY新日本有限責任監査法
人

F Ventures LLP3号有限責任
事業組合（株式会社エフベン
チャーズ、両角将太）

福岡財務支局 F Ventures LLP3号有限責任
事業組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

シード・アーリーステージ期の国内イン
ターネット関連スタートアップ企業に対
する株式投資

私募・運用 63条 事業法人等（2）、投資
事業有限責任組合（2）

4 有 無 －

LOCAL-Z有限責任事業組合
（INQRUDER合同会社、山根
孝）

福岡財務支局 INNOVATIVE SEARCH FUND
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

事業構想段階の起業家に対し投資し、
グローバルに活躍するスタートアップ企
業を育成するもの。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 －

Marble1 合同会社 福岡財務支局 Marble1　合同会社匿名組合 匿名組合契約 その他 国内の発電所に投資する合同会社の
匿名組合出資持分を取得し、配当又は
売却代金を原資として匿名組合員に対
して利益配分を行う。

運用 63条 金融機関等（1） 1 無 無 －

株式会社アイキューブドベン
チャーズ

福岡財務支局 アイキューブド１号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に①CLOMO事業（法人が従業員等
に貸与するモバイル端末（スマートフォ
ン、タブレット、モバイルPC等）のリモー
ト管理機能や高いセキュリティ性を備え
たビジネスアプリケーションを提供する
クラウドサービス事業）と親和性の高い
事業を行う企業、②社会課題解決型企
業又は③福岡・九州のスタートアップ企
業への投資で、日本国内のシリーズA
又はBを中心とするが、限定せずシード
～レイターまで幅広く対象とする。ま
た、①で事業シナジーが認められる場
合は海外企業への投資も検討する。

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 －

アイキューブド１号パートナー
有限責任事業組合（山形修
功、有森正和、佐々木勉）

福岡財務支局 アイキューブド１号投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

主に①CLOMO事業（法人が従業員等
に貸与するモバイル端末（スマートフォ
ン、タブレット、モバイルPC等）のリモー
ト管理機能や高いセキュリティ性を備え
たビジネスアプリケーションを提供する
クラウドサービス事業）と親和性の高い
事業を行う企業、②社会課題解決型企
業又は③福岡・九州のスタートアップ企
業への投資で、日本国内のシリーズA
又はBを中心とするが、限定せずシード
～レイターまで幅広く対象とする。ま
た、①で事業シナジーが認められる場
合は海外企業への投資も検討する。

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 －

株式会社OWNER'S BANK 福岡財務支局 OWNER'S BANK１号匿名組合 匿名組合契約 ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

株式会社IF 福岡財務支局 投資事業組合IFアート1号 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

株式会社IF 福岡財務支局 投資事業組合IFアート2号 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

株式会社IF 福岡財務支局 投資事業組合IFアート3号 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

株式会社IF 福岡財務支局 投資事業組合ITトラスト4号 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

株式会社IF 福岡財務支局 投資事業組合IF介護1号 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

株式会社IF 福岡財務支局 投資事業組合IF介護2号 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

株式会社IF 福岡財務支局 投資事業組合IF介護3号 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

株式会社都市開発４号 福岡財務支局 Chi cerca trova投資事業組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 ―

肥銀キャピタル株式会社 九州財務局 肥後３号地域活性化投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 地域企業に対する活性化投資を通じて
地域経済の発展及び持続的成長を図
る。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

肥銀キャピタル株式会社 九州財務局 肥後６次産業化投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 6次産業化事業体に対する投資を通じ
て地域活性化、雇用の創出、農林漁業
の高付加価値化等を図る。

運用 旧63条 金融機関等(1)
事業法人等(1)

2 無 無 ―

肥銀キャピタル株式会社 九州財務局 肥後・鹿児島地域活性化投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 地域企業に対する活性化投資を通じて
地域経済の発展及び持続的成長を図
る。

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

肥銀キャピタル株式会社 九州財務局 ＫＦＧアグリ投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 九州の農業法人の多様な資金ニーズ
に対応し、農業法人の成長を通じた地
域の活性化を図る。

運用 旧63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

肥銀キャピタル株式会社 九州財務局 熊本復興応援投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 平成28年熊本地震に被災した事業者
に対する資金供給を通じて、地域経済
および企業の早期復旧を図る。

運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

肥銀キャピタル株式会社 九州財務局 熊本地震事業再生支援投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

平成28年熊本地震に被災した事業者
の過剰債務解消、必要資金の提供及
び人的支援を通じて、地域経済および
企業の早期復旧（再生）を図る。

運用 63条 金融機関等(7)
事業法人等(1)

8 有 無 ―

肥銀キャピタル株式会社 九州財務局 肥銀ブリッジ投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 事業承継やＭ＆Ａ等のニーズを有する
企業への株式投資等を通じて、雇用維
持や地域経済発展を目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

肥銀キャピタル株式会社 九州財務局 肥銀地域企業応援投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 九州全域に根ざした成熟企業等の活
性化を促し、地域全体の活力向上を目
的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―
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肥銀キャピタル株式会社 九州財務局 肥銀ベンチャー投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー支援を通じた地域産業創出
を図ることを目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

肥銀キャピタル株式会社 九州財務局 肥銀ベンチャー２号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー・スタートアップ企業支援を
通じて地域産業創出を目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

肥銀キャピタル株式会社 九州財務局 肥銀地域共創投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 SDGｓ、DX又は半導体関連投資等を行
う地域企業の事業拡大や成長戦略へ
の支援を目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

肥銀キャピタル株式会社 九州財務局 肥銀大学発ベンチャーシード
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

大学発ベンチャー・スタートアップ企業
の創出拡大を目的とする。

運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

大分ベンチャーキャピタル株
式会社

九州財務局 おおいた中小企業成長ファン
ド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内投資
未公開の中小業者
各成長ステージ

私募・運用 旧63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

大分ベンチャーキャピタル株
式会社

九州財務局 おおいたPORTAファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

大分県内投資
大分県及びその周辺地域の経済活力
や雇用について大きな役割を果たす企
業業況不芳先再生
主として中小企業再生支援協議会や地
域金融機関等からの持ち込み案件

私募・運用 旧63条 金融機関等(7) 7 有 無 ―

大分ベンチャーキャピタル株
式会社

九州財務局 おおいた農業法人育成ファン
ド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

大分県内投資
農業法人に特定
未公開の中小業者

私募・運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

大分ベンチャーキャピタル株
式会社

九州財務局 おおいたブリッジファンド投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 日本国内投資
事業承継を検討中の中堅中小企業

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

大分ベンチャーキャピタル株
式会社

九州財務局 大分VCサクセスファンド６号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本国内投資
未公開の中小業者
各成長ステージ

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 有 無 ―

大分ベンチャーキャピタル株
式会社

九州財務局 おおいた中小企業支援４号
ファンド投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

大分県内投資
大分県及びその周辺地域の経済活力
や雇用について大きな役割を果たす企
業
業況不芳先再生
主として中小企業再生支援協議会や地
域金融機関等からの持ち込み案件

私募・運用 63条 金融機関等(7) 7 有 無 ―

宮銀ベンチャーキャピタル株
式会社

九州財務局 みやぎん地方創生１号ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャーファ
ンド

幅広い業種を対象に、株式・社債引受
等の多様な資金調達手段を提供する
事で、地元企業の成長を支援し、地方
創生に貢献する。原則宮崎県・鹿児島
県に本社若しくは事業拠点を有し、また
はこれから設置しようする事業者を投
資対象とする。

私募・運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

宮銀ベンチャーキャピタル株
式会社

九州財務局 みやぎん宮崎大学夢応援投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャーファ
ンド

宮崎大学の研究成果やアイデアを活用
し、学内起業などの夢を実現させたい
学生や教授等へ創業支援、資金提供
することにより、「新産業の創出」 「雇用
の創出」 「宮崎の経済発展」に貢献す
る。宮崎大学に在籍する学生等が起業
する法人を投資対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

宮銀ベンチャーキャピタル株
式会社

九州財務局 みやぎん女性起業家支援投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャーファ
ンド

女性の起業・事業経営を支援し、「新産
業の創出」 「創業の創出」 「地域経済
の活性化」を促進し地域の女性活躍推
進ならびに地方創生をよりいっそう進め
ていくことを目的とする。原則として宮
崎県内で女性が起業する法人を投資
対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

宮銀ベンチャーキャピタル株
式会社

九州財務局 みやぎん地方創生２号ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャーファ
ンド

幅広い業種を対象に、原則株式での資
金調達手段を提供する事で、地元企業
の成長を支援し、地方創生に貢献す
る。原則宮崎県・鹿児島県に本社若しく
は事業拠点を有し、またはこれから設
置しようとする事業者、および当行との
業務提携先を投資対象とする。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

宮銀ベンチャーキャピタル株
式会社

九州財務局 みやぎんベンチャー企業育成
２号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャーファ
ンド

明確な出口戦略を持つベンチャー企業
に対し、エクイティ資金を供給し、ＩＰＯ
によるキャピタルゲインを目的とする。
母体行本業との相乗効果が期待できる
先への出資を前提としており、且つ創
造的で革新的なビジネスモデル、技術
を有しＩＰＯによるキャピタルゲインを見
込める先への運用を重視。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社宮崎太陽キャピタル 九州財務局 みやざき未来応援ファンド投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種は限定しない。投
資時点で株式未公開企業であり、成長
ステージは問わない。ファンド全体のパ
フォーマンス向上とリスク分散の為に、
機会・業種・金額時間分散を念頭に置
き、ファンド設立後5年程度で組入れを
終了させ、その後は投資先事業者の育
成支援に専念する。IRR10％以上の投
資利回りを期待できる企業に投資を行
う。

私募・運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社宮崎太陽キャピタル 九州財務局 みやざき未来応援2号ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種は限定しない。投
資時点で株式未公開企業であり、成長
ステージは問わない。ファンド全体のパ
フォーマンス向上とリスク分散の為に、
機会・業種・金額時間分散を念頭に置
き、ファンド設立後5年程度で組入れを
終了させ、その後は投資先事業者の育
成支援に専念する。IRR10％以上の投
資利回りを期待できる企業に投資を行
う。

私募・運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社宮崎太陽キャピタル 九州財務局 みやざき未来応援3号ファンド
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象企業の業種は限定しない。投
資時点で株式未公開企業であり、成長
ステージは問わない。ファンド全体のパ
フォーマンス向上とリスク分散の為に、
機会・業種・金額・時間分散を念頭に置
き、ファンド設立後5年程度で組入れを
終了させ、その後は投資先事業者の育
成支援に専念する。

私募・運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

鹿児島ディベロップメント株式
会社

九州財務局 かごしま新産業創生投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

事業の創生期にある研究・技術シーズ
に対する投資を通じて地域の産業振
興、マーケット創造を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

鹿児島ディベロップメント株式
会社

九州財務局 肥後・鹿児島地域活性化投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 地域企業の資本政策、成長戦略に沿っ
た投資を通じて地域経済の活性化、持
続的発展を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

鹿児島ディベロップメント株式
会社

九州財務局 かごしまアグリクラスター6次
産業化投資事業有限責任組
合

投資事業有限
責任組合契約

その他 南九州地域を中心とする6次産業化事
業体への投資を通じて新たな産業、
マーケットの創出による地域の活性化
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(1)
事業法人等(1)

2 無 無 ―
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鹿児島ディベロップメント株式
会社

九州財務局 かごしま再生可能エネルギー
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 鹿児島県の地域特性を生かした再生
可能エネルギー事業への投資を通じて
産業振興、雇用創出など地域の活性化
を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(2)、
事業法人等(1)

3 有 無 ―

鹿児島ディベロップメント株式
会社

九州財務局 ＫＦＧアグリ投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 九州の農業法人の多様な資金ニーズ
に対応し、農業法人の成長支援を通じ
た地域の活性化を目指す。

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

鹿児島ディベロップメント株式
会社

九州財務局 かごしまバリューアップ投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 投資先への長期投資を前提に企業ライ
フサイクルのあらゆるステージを対象と
して投資先のバリューアップを目指す。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

鹿児島ディベロップメント株式
会社

九州財務局 奄美沖縄投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 奄美群島や沖縄県の投資先への長期
投資を前提に企業ライフサイクルのあ
らゆるステージを対象とし、企業価値向
上や経済活性化に貢献する。

運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社九州Kizunaキャピタ
ル

九州財務局 KFG地域企業応援投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

事業再生ファン
ド

地域経済及び金融機関と一体となった
中小企業の再生を通じ、地域経済の活
性化を目的とした投資事業の遂行。

運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

鹿屋大崎ソーラーヒルズ合同
会社

九州財務局 鹿屋大崎ソーラーヒルズ合同
会社匿名組合

匿名組合契約 現物ファンド
（事業ファンドを
含む）

太陽光発電設備を購入又は建設の上
保有し、発電した電力を販売する事業

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社くまもと未来創生
キャピタル

九州財務局 熊本未来創生投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

メザニン・ファン
ド

熊本地震で被災した地域の中小企業
等に対する融資、社債引受、株式取得
等。

私募・運用 63条 金融機関等(2)
事業法人等(1)

3 無 無 ―

株式会社グローカル・クラウド
ファンディング

九州財務局 くまもと創業・開業応援ファンド 匿名組合契約 SRIファンド 地方創生・地域の活性化を目的に、熊
本県において創業・開業する事業者に
対して匿名組合出資又は株式投資を
行うファンド。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

株式会社チェンジ鹿児島 九州財務局 かごしまスタートアップ支援投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

熊本、宮崎、鹿児島に本社もしくは事業
拠点を有する株式会社で、地域が抱え
る社会課題を解決し、地域を持続可能
にするスタートアップ企業や(株)チェン
ジとの事業シナジーが望める中小企業
に投資。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

株式会社なんぎんキャピタル 九州財務局 なんぎん地域未来応援ファン
ド投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 地元のスタートアップ企業の成長や事
業承継・再生などの経営課題の解決を
支援し、地域経済の活性化を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社かぎん共創投資 九州財務局 かぎん共創投資1号投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

バイアウト・ファ
ンド

事業承継案件を投資対象とし、地場企
業の成長支援に繋がる鹿児島県内外
企業への投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

株式会社りゅうぎん総合研究
所

沖縄総合事務
局

BORベンチャーファンド1号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

高成長が見込まれるベンチャー企業の
未公開株を数％～数十％程度取得し、
創業期をサポートしながらIPO時の株式
売却により利益を享受する。主な投資
対象は、IT、観光、飲食等、沖縄を牽引
する業種で、主にシード、アーリーだが
ミドル、レイターにも投資する。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

エステックアセットマネジメント
株式会社

沖縄総合事務
局

アセットファイナンス動産壱号
投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

社会投資ファン
ド

沖縄県内外の自治体の動産賃貸を営
業する合同会社への匿名組合出資を
通じインカムゲインを得ること。

運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

エステックアセットマネジメント
株式会社

沖縄総合事務
局

アセットファイナンス白山投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 資産流動化法上の特定目的会社
（TMK)への特定出資及び特定社債引
受けを通じ、インカムゲインを得ること。

運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

SCOM株式会社 沖縄総合事務
局

SCOM投資事業有限責任組合 投資事業有限
責任組合契約

その他 投資対象の内容；未公開の株式（普通
株式または優先株式）

リスク特性；①中小企業を対象とするた
め、経営の安定性が相対的に低い。②
沖縄県のみを投資対象地域とするた
め、経済環境の影響を受けやすい。

投資対象地域；沖縄県

その他の基本的な投資方針；①投資先
企業による自社株買戻または経営株主
による株式の買取により投資回収を行
う。②届出者である法人が投資先企業
の経営支援を行う。

戦略の概要；人事制度やIT化、財務戦
略の欠如等が事業成長の阻害要因と
なっているような企業に適切な経営支
援を行うことで、安定的な成長を促す。
また、投資対象地域での届出者役員等
の人的なネットワークを利用して投資先
の経営を支援する。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

SCOM株式会社 沖縄総合事務
局

SCOM沖縄テーマパーク投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

本ファンドは、2025年開業予定の沖縄
県北部テーマパーク事業を運営する企
業への出資を目的とし設立するファンド
です。来沖観光客数の予測及び、当該
企業の親会社の高い実績などを鑑み、
高い成長を見込める事業と考えており
ます。本ファンドは、こうした事業に県内
の企業または投資家の出資を募ること
で、地域に根付いて成長する事業にす
ることを目的としています。

私募・運用 63条 保険会社(1) 1 有 有 幸喜竜一（公認会計士）

株式会社沖縄リゾートエンター
テイメント

沖縄総合事務
局

STEM　RESORT匿名組合 匿名組合契約 現物ファンド
※事業ファンド
を含む

沖縄県内の商業施設でのレストラン、
BBQ運営事業への出資を行う。

私募 63条 個人(1)　
投資事業有限責任組
合(1)

2 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

株式会社琉球キャピタル 沖縄総合事務
局

琉球ファンド1号投資事業有限
責任組合

投資事業有限
責任組合契約

その他 本ファンドの主な出資対象事業は以下
の1であるが、2及び3も行う。
1. 沖縄県内に所在する商業施設、オ
フィス、レジデンス、ホテル、物流施設、
医療・介護関連施設等（既存施設及び
新規開発施設を含む。）に投資をする
特別目的会社に対して匿名組合出資
その他の出資等を行い、賃料等インカ
ムゲインを主な原資とする分配金を受
領することにより安定的な運用を行う。
2. 高成長が見込まれるベンチャー企業
の未公開株式を数～数十％取得し、創
業期をサポートしながらIPO時の株式売
却により利益を享受する。投資対象は
IT・観光等の沖縄を牽引する業種で、メ
インはシード・アーリー期。
3. 沖縄県経済の発展に欠かせない県
内企業や事業承継に課題を抱える一
般企業の株式等を取得し、経営の安定
化を図りつつ、企業価値向上および第
三者含めた適切な事業承継先への橋
渡しを行う。

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 有 無 ―

株式会社琉球キャピタル 沖縄総合事務
局

BORベンチャーファンド2号投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

本ファンドの主な出資対象は、創業期、
成長期にある未上場企業で、成長分野
関連企業・ベンチャー企業および新た
な事業展開を目指す事業者、並びに株
式会社琉球銀行の営業エリアを中心と
した地域の発展に欠かせない事業を営
む事業者とする。その中でも、高成長
が見込まれる未上場（ベンチャー）企業
の株式を取得し、創業期、成長期をサ
ポートして企業価値を高め、IPO時の株
式売却により利益獲得を狙う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

エステック青森合同会社 沖縄総合事務
局

エステック青森合同会社 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権への投資を通じ、イ
ンカムゲインを得ること。

運用 63条 金融機関等(1)
事業法人等(1)

2 有 無 ―

エステック東神奈川合同会社 沖縄総合事務
局

エステック東神奈川合同会社 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権への投資を通じ、イ
ンカムゲインを得ること。

運用 63条 金融機関等(1)
事業法人等(1)

2 有 無 ―

Jホテル沖縄合同会社 沖縄総合事務
局

Jホテル沖縄合同会社匿名組
合

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のホテルを主な信託財産とす
る不動産信託受益権を取得し、当該信
託受益権に対する信託配当又は売却
代金を原資として匿名組合員に対し利
益分配を行う。

運用 63条 投資事業有限責任組
合(3)

3 無 無 ―

公益財団法人沖縄科学技術
振興センター

沖縄総合事務
局

OSTC投資事業有限責任組合
（おきなわイノベーション創出
ファンド）

投資事業有限
責任組合契約

その他 沖縄県内の関連課題をイノベーション
により解決するビジネスモデルを有す
る県内スタートアップ等を含む中小企業
者へ投資を行う。
なお、投資対象資産に関しては、次の
ような一般的なリスク要因があります。
①流動性に関するリスク、②投資の集
中によるリスク、③投資先事業者等の
地域的集中に関するリスク、④投資判
断の基となる情報の正確性・十分性等
に関するリスク、⑤他の投資ファンド等
との競合リスク

私募・運用 63条 金融機関等（2） 2 有 無 ―

エステック戸畑合同会社 沖縄総合事務
局

エステック戸畑合同会社 匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権への投資を通じ、イ
ンカムゲインを得ること。

運用 63条 金融商品取引業者等
（1）
金融機関等（2）
投資事業有限責任組
合（1）
事業法人等（1）

5 有 無 ―

ＣＥＳ岩手太陽光発電所合同
会社

沖縄総合事務
局

ＣＥＳ岩手太陽光発電所合同
会社匿名組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

岩手県一関市において太陽光発電事
業を行う会社に対する出資を行い、当
該出資に対する配当又は売却代金を
原資として匿名組合員に対し利益分配
を行う。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

ＣＥＳ九州３太陽光発電所合
同会社

沖縄総合事務
局

CES九州３太陽光発電所合同
会社匿名組合

匿名組合契約 社会投資ファン
ド

鹿児島県霧島市において太陽光発電
事業を行う会社に対する出資の配当又
は（将来的に同会社の社員持分を第三
者に売却した場合における）売却代金
を原資として匿名組合員に対し利益分
配を行う。

運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

アセットファイナンス福岡中洲
合同会社

沖縄総合事務
局

アセットファイナンス福岡中洲
合同会社

匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権への投資を通じ、イ
ンカムゲインを得ること。

運用 63条 事業法人等（2） 2 有 無 ―

株式会社うむさんラボ 沖縄総合事務
局

カリーインパクト＆イノベーショ
ン1号投資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ＳＲＩファンド 投資対象企業は、バイオ/IT/環境の分
野で、沖縄県内の社会課題をイノベー
ション（新しいソリューション）等により解
決するビジネスモデルを有する県内ベ
ンチャー企業を想定。

私募・運用 63条 事業法人等（1）
金融機関等（2）
個人（1）

4 有 無 ―

アセットファイナンス大阪鶴見
合同会社

沖縄総合事務
局

アセットファイナンス大阪鶴見
合同会社

匿名組合契約 不動産ファンド 不動産信託受益権への投資を通じ、イ
ンカムゲインを得ること。

運用 63条 金融機関等(1) 3 有 無 ―

OLtV Opportunity Fund有限
責任事業組合
(木村亮介、國井紅秋、ライフ
タイムベンチャーズ合同会社)

沖縄総合事務
局

OLtV Opportunity Fund投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

沖縄科学技術大学院大学（OIST）が持
つ世界水準の科学技術ネットワークを
活かして、30年後まで長く愛され、存在
し続ける事業を創るスタートアップ企業
を主な投資対象とし、典型的には、そ
れらの企業のアーリーステージにおけ
る株式その他の有価証券を取得する方
針である。その上で、投資対象となる企
業のサポート等を通じて企業価値を高
め、最終的には株式上場やM&A等に
伴ってExitすることにより、利益の獲得
を目指す。

私募・運用 63条 金融機関等（2） 2 有 無 ―

エイエムティー・ベンチャーズ・
コーポレーション

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

エイエムティー・ベンチャーズ・
コーポレーション

匿名組合契約 不動産ファンド 日本国内のオフィスを主たる信託財産
とする信託受益権を取得し、利益を得
ることを目的とする。

運用 旧63条 ― 2 無 無 ―

ロックウッド・ベンチャー・ワン・
エルエルシー

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ロックウッド・ベンチャー・ワン・
エルエルシー

匿名組合契約 不動産ファンド 東京都千代田区所在のオフィス及び集
合住宅等の複合ビルに係る土地及び
建物を主な信託財産とする不動産信託
受益権から収益を得ることにより、利益
獲得を目指すファンド

運用 旧63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

Rebright Partners Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ｒｅｂｒｉｇｈｔ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　Ｉ投資
事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ＩＴセクターにおけるシード・アーリース
テージの企業への投資

運用 旧63条 個人(2)、事業法人等
(4)、
投資事業有限責任組
合(1)

7 有 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Rebright Partners Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ｒｅｂｒｉｇｈｔ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　ＩＩ投資
事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ＩＴセクターにおけるシード・アーリース
テージの企業への投資

私募・運用 63条 個人(2)、事業法人等
(4)、
金融商品取引業者等
(1)

7 有 無 ―

Rebright Partners Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ｒｅｂｒｉｇｈｔ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　ＩＩＩ投資
事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ＩＴセクターにおけるシード・アーリース
テージの企業への投資

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

Rebright Partners Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ｒｅｂｒｉｇｈｔ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　Ⅳ投資
事業組合

民法上の組合
契約

ベンチャー・ファ
ンド

ＩＴセクターにおけるシード・アーリース
テージの企業への投資

私募・運用 63条 事業法人等(4)、投資
事業有限責任組合
(1)、金融機関等(1)、
国・地方自治体(1)

7 有 無 ―

SPIRAL VENTURES PTE. 
LTD.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ＩＭＪ　Ｆｅｎｏｘ　Ｇｌｏｂａｌ1号投資
事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

日本を中心とするアーリーステージＩＴ
系ベンチャー企業の有価証券への投
資

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(2)

3 有 無 ―

SPIRAL VENTURES PTE. 
LTD.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ＩＭＪ―ＩＰ　Ｇｌｏｂａｌ3号 匿名組合契約 ベンチャー・ファ
ンド

東南アジア及び日本のアーリーステー
ジＩＴベンチャー企業の有価証券への投
資

運用 63条
金融機関等(1)
事業法人等(3)

4 有 無 ―

ピーピーエフエー・ジャパン・
ピーアールイーエフ・マネ
ジャー・ピーティーイー・リミ
テッド

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ピーピーエフエー・ジャパン投
資事業有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

主として日本国内の不動産及び不動産
信託受益権を投資対象とする特定目的
会社が発行する優先出資を取得するこ
とによる運用事業を行う。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

MC Co-investment 
Management Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ISQ Japan Co―investment 
Fund L.P.

外国の法令に
基づく権利

社会投資ファン
ド

先進国のインフラ資産へ投資を行うファ
ンド

私募・運用 63条 金融機関等(3) 3 無 無 ―

ジーナイン・ジャパン・ピーアー
ルイーエフ・マネジャー・ピー
ティーイー・リミテッド

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ジーナイン・ジャパン投資事業
有限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

主として日本国内の不動産及び不動産
信託受益権を投資対象とする特定目的
会社が発行する優先出資を取得するこ
とによる運用事業を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―

New Joy Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

New Joy Limited Partnership 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

ミドルステージの中国企業（エンタメ、決
済、AI、IoT、SaaS、ブロックチェーン周
辺とするがそれに限らない）と日本企業
（日本企業に対する投資はサービスの
ヒット可能性、イグジットを最優先し案件

ごとに検討）

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

JAFCO Investment (Asia 
Pacific) Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JAFCO Asia Technology Fund 
VII L.P.

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

日本以外のアジア各国のベンチャー企
業を中心に投資を行う。

私募・運用 63条 金融機関等 (1) 1 無 無 ―

Carlyle Japan II, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Japan Partners II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds A buyout fund investing in Japanese 
companies

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

 Financial Institutions, 
etc. (16),Business 
Corporations, etc. 
(1),Investment Limited 
Partnership (2), 
Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

20 Yes None ―

 Olympus Capital GP 
Corporation

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Olympus Capital Asia III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds A fund formed to make privately 
negotiated equity and equity-related 
investments in middle-market 
companies operating in Asia

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc (1) and Investment 
Limited Partnership (1)

2 None None ―

FE Japan China Partners 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Japan China Fund, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Industries of the key investees include 
logistics and aviation. The fund is at 
realization period and is focusing on 
the exit options for the projects

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business corporations, 
etc. (1)
Financial institutions, 
etc. (8)

9 Yes None ―

Coller Investment 
Management Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Coller International Partners 
V-A, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund The fund seeks to achieve long-term 
capital appreciation through investing 
primarily, either directly or indirectly, 
in privately negotiated investments in 
funds and/or portfolios of investments 
acquired in the secondary market.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial institutions, 
etc. (9)

Investment Limited 
Partnership (1)

10 Yes None ―

Coller Investment 
Management Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Coller International Partners 
VI Feeder Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund The fund seeks to achieve long-term 
capital appreciation through investing 
primarily, either directly or indirectly, 
in privately negotiated investments in 
funds and/or portfolios of investments 
acquired in the secondary market.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial institutions, 
etc.(1)

1 Yes None ―

Coller Investment 
Management Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Coller International Partners 
VI, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund The fund seeks to achieve long-term 
capital appreciation through investing 
primarily, either directly or indirectly, 
in privately negotiated investments in 
funds and/or portfolios of investments 
acquired in the secondary market.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc.(3)

3 Yes None ―

Ever Perfect Development 
Limited.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ever Perfect 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

建設機械未公開会社への出資 運用 附則48条 ― ― ― ― ―

Ever Perfect Development 
Limited.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ニュー日立ファンド 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

建設機械未公開会社への出資 運用 附則48条 ― ― ― ― ―

Ford Loi Development Limited. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

清華紫光薬業 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

製薬未公開会社への出資 運用 附則48条 ― ― ― ― ―

Morgan Stanley Real Estate 
Special Situations III-GP, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Morgan Stanley Real Estate 
Special Situations III Offshore 
Employee Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investment management business 
carried out by acquiring interest in 
intermediary investment vehicles 
which, directly or indirectly, hold 
interest in investment vehicles mainly 
making non-controlling investments in 
securities of private and public real 
estate related companies and 
portfolios of real estate and real 
estate related assets in growth, 
developed and distressed markets 
globally.

Investmen
t 
manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

FGF (GP) Management 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

FINTECH GIMV FUND, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investing in early stage companies in 
information technology and life science 
sectors

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1), Business 
Corporations, etc. (1)

2 Yes None ―

ACA II Co-Invest GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ACA II Co-Investment Fund, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

To acquire commercial real estate 
assets and real estate related 
interests in Asia that offer positive 
risk-adjusted returns.

Investmen
t 
manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― Ernst & Young LLP

Globespan Management 
Associates V, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Globespan Capital Partners V, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invests principally in privately held, 
early stage technology companies.

Investmen
t 
manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

Orient Infrastructure Asset 
Managers Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PAN―ASIA PROJECT 
DEVELOPMENT FUND L.P.

外国の法令に
基づく権利

その他 インドの物流関連事業及びケーブル設
備事業

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

Longreach Management 
Corporation Cayman

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Longreach Capital Partners 1, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Focused on strategically driven control 
and significant influence buyout in 
Japan and North Asia. Sectors include 
mature industrial and technology, 
consumer related, financial or business 
services.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (2) Business 
Corporations, etc (1)

3 Yes None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Longreach Group Cayman 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Longreach GP Commitment 2, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Focused on strategically driven control 
and significant influence buyout in 
Japan and North Asia. Sectors include 
mature industrial and technology, 
consumer related, financial or business 
services.

Investmen
t 
manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

Longreach Group Cayman 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Longreach GP Commitment, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Focused on strategically driven control 
and significant influence buyout in 
Japan and North Asia. Sectors include 
mature industrial and technology, 
consumer related, financial or business 
services.

Investmen
t 
manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

Capital International 
Investments V, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital International Private 
Equity Fund V, L P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other A strategy of seeking long-term capital 
appreciation by acquiring, holding and 
disposing of privately negotiated equity 
and equity-related investments in 
companies operating in emerging and 
developed markets primary outside the 
United States

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions. 
etc. (2)

2 Yes None ―

MSDW Venture Partners IV, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Morgan Stanley Dean Witter 
Venture Investors IV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investment management business 
carried out by acquiring interest in 
intermediary investment vehicles 
which, directly or indirectly, hold 
interest in investment vehicles mainly 
investing in private equity securities of 
companies, publicly traded equity 
securities, public or private debt 
securities in the information 
technology and healthcare industries, 
principally in the United States.

Investmen
t 
manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

MSDW Venture Partners IV, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Morgan Stanley Dean Witter 
Venture Offshore Investors 
IV, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investment management business 
carried out by acquiring interest in 
intermediary investment vehicles 
which, directly or indirectly, hold 
interest in investment vehicles mainly 
investing in private equity securities of 
companies, publicly traded equity 
securities, public or private debt 
securities in the information 
technology and healthcare industries, 
principally in the United States.

Investmen
t 
manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

APPOSITE HEALTHCARE 
(GP) LIMITED

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Apposite Healthcare Fund LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investing in Healthcare Private 
companies

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institution 
etc (1)

1 Yes None ―

King Range Industrial Limited. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

King Range Industrial Limited. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

建設機械未公開会社への出資 運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 有 ―

Green Core GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Green Core Fund, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investee funds (mostly LPs) have 
varying investment strategies and 
geographical focuses. Through the 
multi-faced industry and geographical 
focuses of these underlying fund 
investments, this fund-of-funds 
strategy is intended to allow Green 
Core Fund, L.P. to achieve broad 
diversification within the private equity 
investment market.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Cayman Capital Management 
II, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AP Cayman Partners II 
General Partner, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Buyout Fund
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Japan
The basic investment policy and 
strategy: Investment in Advantage 
Partners Investment Partners 28, L.P.

Investmen
t 
manageme
nt

Supplemen
tary 
Provision 
Article 48

― ― ― ― ―

Cayman Capital Management 
II, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AP Cayman Partners III-I, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Buyout Investment method: leverage 
buyout
Industry sectors of the key investee 
companies:
Geographical areas of investment: 
Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)
Investment limited 
partnership (1)

2 Yes None ―

Cayman Capital Management 
II, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AP VI-QG, ILP Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Other Increase corporate value through 
management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (3),
Financial institutions, 
etc. (1)

4 None None ―

Cayman Capital Management, 
Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cayman Capital Management, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Buyout fund

Risk 
characteristics: equity

Regional characteristics: Japan

Basic investment policy and strategy: 
investment in Cayman Capital 
Management, L.P.

Investmen
t 
manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

Morgan Stanley Private Equity 
Asia III, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Morgan Stanley Private Equity 
Asia Employee Investors III, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investment management business 
carried out by acquiring interest in 
intermediary investment vehicles 
which, directly or indirectly, hold 
interest in investment vehicles mainly 
investing in publicly listed companies 
as well as private, non-listed 
companies, and private equity 
securities of entities with significant 
operations in Asia.

Investmen
t 
manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

Navis Asia Fund V G.P., Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Navis Asia Fund V, LP. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds To achieve significant retums through 
privately negotiated equity and equity-
related investments in the Asia Pacific 
region, with a predominant focus on 
the multiple jurisdiction in South and 
Southeast Asia

Investmen
t 
manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

SunBridge Partners III GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SunBridge Partners 
Technology  Fund III, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment in privately held US and 
Japan based technology companies.

Investmen
t 
manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

Translink Management I, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Translink Capital Partners I, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Primarily in US based start-ups 
expanding into Asia; focused on 
"Customer engagement ready" state 
technology start-ups; target in 
Information Technology sector.

Investmen
t 
manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

FCO Fund GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Credit Opportunities 
Fund (C) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fortress Credit Opportunities 
Fund (C) L.P. is an equity style fund 
that focuses on opportunistic 
investments in distressed and 
undervalued credits and assets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (3)

3 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

GS Advisors VI, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GS Capital Partners VI 
Offshore, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other to issue, invest in, purchase, borrow, 
lend and sell, and/or to exercise all 
rights, powers, privileges and other 
incidents of ownership with respect to 
capital stock, preorganization 
certificates and subscriptions, 
warrants, partnership interests, equity 
interests in trusts and limited liability 
companies, convertible debt securities 
and other equity and equity-related 
securities and similar securities or 
instruments, notes, loans, debt 
securities and other evidences of 
indebtedness (whether secured or 
unsecured and including loans acquired 
with or without equity or equity-
related securities), participation 
interests in respect thereof, and trust 
receipts, whether such securities are 
readily marketable or not and whether 
of a speculative nature or not, and in 
rights and options relating thereto

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)
Business corporation, 
etc. (1)
Financial Institutions, 
etc. (3)

5 Yes None ―

Frontier Global Buyout 
Private Investors GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Frontier Global Buyout 
Private Investors Offshore, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds U.S. and Europe corporate finance 
primary partnerships, secondaries, and 
direct investments

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

DCM International IV, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DCM IV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture Fund Invest primarily in early stage private 
equity securities

Investmen
t 
manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

DCM International V, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DCM V, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest primarily in early stage private 
equity securities

Investmen
t 
manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

Manager Clean Tech Private 
Equity II B.V.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Clean Tech Private Equity II 
USD

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Clean Tech Private Equity funds & co-
investments with investment focus by 
stage: Venture Capital, Development 
Capital, Buyouts, Project related, as 
well as by geography; North America, 
Western Europe, Asia and other 
regions

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Liu Asia Equity Company III 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Asia Opportunity Fund III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Control investments in market-leading 
consumer, industrial and manufacturing 
companies with strong cash generative 
business models, high barriers to entry 
and differentiated technologies or 
products.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc (2)

2 Yes None ―

MSREF VII, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Morgan Stanley Real Estate 
VII Global Employee Investors 
(Offshore), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investment management business 
carried out by acquiring interest in 
intermediary investment vehicles 
which, directly or indirectly, hold 
interest in investment vehicles mainly 
investing in U.S. and non-U.S. 
corporate spin-offs, liquidations and 
sales of real estate-related 
subsidiaries, publicly traded or 
privately held real estate operating 
companies, direct real estate assets, 
and real estate developments.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Squadron Capital Partners 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Aberdeen Asia Pacific II 
(Offshore), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds This fund is organized primarily to 
make investments in portfolio funds 
focusing on businesses throughout the 
Asia Pacific region.  The key objective 
of the fund is to achieve superior long-
term capital appreciation through 
exposure to the private equity asset 
class in markets across the Asia 
Pacific region.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Squadron Capital Partners 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Aberdeen Asia Pacific III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds This fund is organized primarily to 
make investments in portfolio funds 
focusing on businesses throughout the 
Asia Pacific region.  The key objective 
of the fund is to achieve superior long-
term capital appreciation through 
exposure to the private equity asset 
class in markets across the Asia 
Pacific region, which entails an 
emphasis on small and mid-sized 
country focused portfolio funds.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Squadron Capital Partners 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Aberdeen Emerging Asia 
Pacific III Ex-Co-Investments, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds This fund is organized to follow the 
same strategy as Aberdeen Asia 
Pacific III, L.P., except that this fund 
will not make any co-investments 
(unlike Aberdeen Asia Pacific II, L.P., 
which may make co-investments)

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

MSCP V GP Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Morgan Stanley Capital 
Partners V Employee 
Investors L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investment management business 
carried out by acquiring interest in 
intermediary investment vehicles 
which, directly or indirectly, hold 
interest in investment vehicles mainly 
investing in equity, equity-related and 
similar securities, debt or publicly-
traded securities and assets or 
instruments related to the foregoing in 
North America, Europe and Asia.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

MSCP V GP Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Morgan Stanley Capital 
Partners V Offshore Employee 
Investors L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investment management business 
carried out by acquiring interest in 
intermediary investment vehicles 
which, directly or indirectly, hold 
interest in investment vehicles mainly 
investing in equity, equity-related and 
similar securities, debt or publicly-
traded securities and assets or 
instruments related to the foregoing in 
North America, Europe and Asia.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Global Property Portfolio 
Fund, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Global Property Portfolio U.S. 
Growth Fund III, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund invests primarily in real 
estate investment trusts (“REIT”), 
limited partnerships or limited liability 
companies, or other similar investment 
vehicles whose primary investments 
are in real estate and real estate 
related assets (collectively “Investee 
Funds”).
The Fund primarily seeks to generate 
stable current income over the medium 
to long term by creating a portfolio 
diversified by property type and 
geographic region.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Global Property Portfolio 
Fund, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Global Property Portfolio U.S. 
Growth Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund invests primarily in real 
estate investment trusts (“REIT”), 
limited partnerships or limited liability 
companies, or other similar investment 
vehicles whose primary investments 
are in real estate and real estate 
related assets (collectively “Investee 
Funds”).
The Fund primarily seeks to generate 
stable current income over the medium 
to long term by creating a portfolio 
diversified by property type and 
geographic region.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Global Property Portfolio 
Fund, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Global Property Portfolio U.S. 
Income Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund invests primarily in real 
estate investment trusts (“REIT”), 
limited partnerships or limited liability 
companies, or other similar investment 
vehicles whose primary investments 
are in real estate and real estate 
related assets (collectively “Investee 
Funds”).
The Fund primarily seeks to generate 
stable current income over the medium 
to long term by creating a portfolio 
diversified by property type and 
geographic region.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Global Property Portfolio 
Fund, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NLGI Infrastructure Fund USD 
II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund invests primarily in real 
estate investment trusts (“REIT”), 
limited partnerships or limited liability 
companies, or other similar investment 
vehicles whose primary investments 
are in infrastructure and real asset 
related investments (collectively 
“Investee Funds”).
The Fund primarily seeks to generate 
stable current income over the medium 
to long term by creating a portfolio 
diversified by property type and 
geographic region.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Greater Pacific Capital 
Pharma (GP) Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Greater Pacific Capital 
Pharma Partners L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Private Equity fund with $32m of 
capital invested in an India/US 
pharmaceutical development business

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institution (1) 1 None None ―

Wilshire Asia Private Markets 
VIII (Offshore), Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Wilshire Asia Private Markets 
Fund VIII (Offshore), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective for Fund VIII 
is to produce long-term returns, 
including gains and income, that, net of 
expenses, significantly exceed those 
available through a widely diversified 
portfolio of publicly-traded equity 
securities, such as the MSCI Pacific 
Index for the Asia Fund.  The Fund will 
invest in a diversified portfolio of 
private markets investment funds.  The 
Fund’s portfolio may include primary 
investments and secondary 
investments in any of the following 
categories:  Asia and Australian buyout 
funds; Asia and Australian venture 
capital funds; special situation funds; 
and direct investments.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

蘇州日亜創業投資管理有限
公司

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JAIC China Growth Fund 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

中国国内未上場企業への投資 運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

GLOBAL VINTAGE FUND 
2008, GP LIMITED

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Global Vintage Fund 2008 LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Globally diversified portfolio of private 
equity funds, Investments in US, 
Europe and Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instituitions, 
etc. (1)

1 None None ―

Asia PEF I GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PEFRI Asia PEF I L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investment in private equity funds 
which invests primarily in private 
companies of Asia and Oceanian 
countries including Japan.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc (4) , 
Foreign corporations 
or foreigners, etc (1)

5 None None ―

QEM V, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Quantum Parallel Partners V-
B, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Private Equity 
Fund

Private Investments in the oil and gas 
industry

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial institution (1) 1 None None ―

JPMUSCF IV GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PEG U.S. Corporate Finance 
Institutional Offshore 
Investors IV L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds U.S. corporate finance primary 
partnerships, secondaries, and direct 
investments

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

JPMECF IV GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PEG European Corporate 
Finance Institutional Offshore 
Investors IV L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds European corporate finance primary 
partnerships, secondaries, and direct 
investments

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

JPMVC IV GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PEG Venture Capital 
Institutional Offshore 
Investors IV L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Global venture capital and growth 
primary partnerships, secondaries, and 
direct investments

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

Mount Kellett Capital 
Partners GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mount Kellett Capital 
Partners (Cayman) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Mount Kellett Capital Partners 
(Cayman) L.P. seeks to achieve 
superior risk-adjusted returns by 
applying a multi-disciplinary approach 
to investing, without limiting itself to a 
pre-defined strategy or set of 
strategies.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (2),
Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

3 None None ―

Longreach Management 
Corporation Cayman 2 - JPY

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Longreach Capital Partners 2-
JPY, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Focused on strategically driven control 
and significant influence buyout in 
Japan and North Asia. Sectors include 
mature industrial and technology, 
consumer related, financial or business 
services.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (4) Business 
Corporations, etc (1)

5 None None ―

Five Arrows Managers S.A. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Five Arrows Secondary 
Opportunities III Feeder 
SICAR

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund invest primarily in European 
investments, specifically in secondary 
transactions whose underlying assets 
correspond to buyout, expansion 
capital, growth tech capital assets or 
other assets offering equity like 
returns

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Five Arrows Managers S.A. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Five Arrows Principal 
Investment II SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds direct or indirect equity and equity-
related investments in unlisted 
companies located in Europe and 
neighbouring countries, which are well 
positioned in their markets with the 
aim of taking part in their value 
creation.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (2), Financial 
Institutions, etc. (1)

3 Yes None ―

Five Arrows Managers S.A. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Five Arrows Secondary 
Opportunities IV SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund invest primarily in European 
investments, specifically in secondary 
transactions whose underlying assets 
correspond to buyout, expansion 
capital, growth tech capital assets or 
other assets offering equity like 
returns

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1), Financial 
Institutions, etc. (2)

3 Yes None ―
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（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）
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（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Five Arrows Managers S.A. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Five Arrows Capital Partners 
(PV II) RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds direct or indirect equity and equity-
related investments in unlisted 
companies located in the United 
States, which are well positioned in 
their markets with the aim of taking 
part in their value creation.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)
Business Corporations, 
etc. (1)

2 Yes None ―

Five Arrows Managers S.A. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Five Arrows Principal 
Investments III SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds direct or indirect equity and equity-
related investments in unlisted 
companies located in Europe and 
neighbouring countries, which are well 
positioned in their markets with the 
aim of taking part in their value 
creation.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)
Financial Institutions, 
etc. (4)

5 Yes None ―

Five Arrows Managers S.A. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Five Arrows Secondary 
Opportunities V SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Funds of funds Secondary fund which invests primarily 
in European investments,specifically in 
secondary transactions whose 
underlying assets correspond to 
buyout, expansion capital,growth tech 
capital assets or other assets offering 
equity like returns

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc (2),

Business
corporations,
etc. (1)

3 Yes None ―

Five Arrows Managers S.A. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Five Arrows Debt Partners III 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Invest principally in directly-
negotiated, senior and junior debt 
instruments, mostly consisting of 
unitranche loans with strategy to lend 
to high-quality mid-market companies, 
with these loans being further 
underpinned by strong security 
packages, robust credit documentation 
and significant cushions of equity 
value.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc (3)

3 Yes None ―

Five Arrows Managers S.A. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Five Arrows Growth Capital 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other direct or indirect equity and equity-
related investments in unlisted 
companies located in Europe and 
neighbouring
countries, which are well positioned in 
their markets with the aim of taking 
part in their value creation. 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc (2)

2 Yes None ―

Five Arrows Managers S.A. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Five Arrows Principal 
Investment IV SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other direct or indirect equity and equity-
related investments in unlisted 
companies located in Europe and 
neighbouring
countries, which are well positioned in 
their markets with the aim of taking 
part in their value creation. 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc (4)

Business Corporations, 
etc (3)

7 Yes None ―

Five Arrows Managers S.A. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Five Arrows Long Term SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other direct or indirect equity and equity-
related investments in unlisted 
companies located in Europe and 
neighbouring
countries, which are well positioned in 
their markets with the aim of taking 
part in their value creation. 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc (4)

4 Yes None ―

Five Arrows Managers S.A. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Five Arrows Secondary 
Opportunities VI SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other direct or indirect equity and equity-
related investments in unlisted 
companies located in Europe and 
neighbouring
countries, which are well positioned in 
their markets with the aim of taking 
part in their value creation.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc (2)

Business Corporations, 
etc (1)

3 Yes None ―

Five Arrows Managers S.A. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Five Arrows Debt Partners IV 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Invest principally in directly-
negotiated, senior and junior debt 
instruments, mostly consisting of 
unitranche loans with strategy to lend 
to high-quality mid-market companies, 
with these loans being further 
underpinned by strong security 
packages, robust credit documentation 
and significant cushions of equity 
value.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc (1)

1 None None None

Five Arrows Managers S.A. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Five Arrows Debt Partners 
IV-A SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Invest principally in directly-
negotiated, senior and junior debt 
instruments, mostly consisting of 
unitranche loans with strategy to lend 
to high-quality mid-market companies, 
with these loans being further 
underpinned by strong security 
packages, robust credit documentation 
and significant cushions of equity 
value.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc (1)

1 None None None

DCM International VI, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DCM VI, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest primarily in early stage private 
equity securities

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions 
(2), Business 
Corporations (2)

4 Yes Yes ―

FCO Fund II GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Credit Opportunities 
Fund II (C) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fortress Credit Opportunities 
Fund II (C) L.P. focuses on 
opportunistic investments in 
distressed and undervalued credits and 
assets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Fortress Japan Opportunity 
Domestic GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Japan Opportunity 
Domestic Fund Holdings L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fortress Japan Opportunity 
Domestic Fund Holdings L.P. is a 
private equity style fund that invests 
in distressed real estate loans and 
related assets primarily in Japan.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (7)
Business Corporations, 
etc. (1)

8 Yes None ―

IIF Canadian GP, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IIF Canadian 1 Hedged LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment 
fund

The investment objective is to invest 
in a broad range of infrastructure and 
infrastructure-related assets including, 
without limitation:  (i) regulated utility 
assets, such as regulated electricity 
and gas transmission and distribution 
assets and regulated water and waste 
water distribution and collection 
assets; (ii) transportation assets, such 
as toll roads, bridges and tunnels, 
airports, seaports, rail lines, parking 
and transportation related 
concessions; and (iii) contracted 
assets, such as power generation 
assets, and oil and gas pipelines; in 
each case, primarily in (or connected 
with) the US, Canada, Western Europe 
and/or Australia and, secondarily in (or 
connected with) other OECD 
Countries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3)

3 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
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（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
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）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
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other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

IIF Canadian GP, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IIF Canadian 1 LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment 
fund

The investment objective is to invest 
in a broad range of infrastructure and 
infrastructure-related assets including, 
without limitation:  (i) regulated utility 
assets, such as regulated electricity 
and gas transmission and distribution 
assets and regulated water and waste 
water distribution and collection 
assets; (ii) transportation assets, such 
as toll roads, bridges and tunnels, 
airports, seaports, rail lines, parking 
and transportation related 
concessions; and (iii) contracted 
assets, such as power generation 
assets, and oil and gas pipelines; in 
each case, primarily in (or connected 
with) the US, Canada, Western Europe 
and/or Australia and, secondarily in (or 
connected with) other OECD 
Countries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
Etc. (7)

7 None None ―

Epidarex Capital Partners LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Epidarex Capital I, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investing in Bio-Ventures in the US 
and EU for 5 years

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Star Private Equity Fund of 
Funds Asia Portfolio I GP 
Company

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Star Private Equity Fund of 
Funds Asia Portfolio I L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund invests primarily in 
partnerships or limited liability 
companies, or other similar investment 
vehicles whose primary investments 
are in private equity of issuers in Asia 
in accordance with the investment 
restrictions and guidelines set forth on 
the related agreements.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

CJP II GP, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CITIC Capital Japan Partners 
II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds buyout investment with effective 
control in Japanese small and medium 
companies with China angle

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (2)

2 Yes None ―

PPEF Management Investors 
6-II LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TMA/Pathway Private Equity 
Fund III, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds TMA/Pathway Private Equity Fund III, 
LP ("the Fund") invests the funds 
contributed by the investors into 
certain private securities. In terms of 
the geography, the Fund will invest 
primarily in North America and 
secondarily in Europe and other 
regions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

FGO (YEN) GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Global Opportunities 
(Yen) Fund L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fortress Global Opportunities 
(Yen) Fund L.P. is an equity style fund 
that focuses on opportunistic 
investments in distressed and 
undervalued credits and assets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (5)
Business Corporations, 
etc. (1)

6 None None ―

Translink Management II, L.P. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Translink Capital Partners II, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Primarily in US based start-ups 
expanding into Asia; focused on 
"Customer engagement ready" state 
technology start-ups; target in 
Information Technology sector.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

500 Startups, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

500 Startups, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The primary purpose of the 
Partnership is to make venture capital 
investments, principally by investing in 
and holding equity and equity-oriented 
securities of early/seed-stage 
privately held companies operating in 
the consumer and small business 
internet, web-enabled products, 
information technology and/or other 
technology-related fields.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business corporations, 
etc. (3)

3 Yes None ―

500 Startups, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

500 Startups-A, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The primary purpose of the 
Partnership is to make venture capital 
investments, principally by investing in 
and holding equity and equity-oriented 
securities of early/seed-stage 
privately held companies operating in 
the consumer and small business 
internet, web-enabled products, 
information technology and/or other 
technology-related fields.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

West Street International 
Infrastructure Advisors 2008, 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street International 
Infrastructure Partners II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other to issue, invest in, purchase, borrow, 
lend and sell, and to exercise all rights, 
powers, privileges and other incidents 
of ownership with respect to: (i) capital 
stock, preorganization certificates and 
subscriptions; (ii) warrants, partnership 
interests, equity interests in trusts 
and limited liability companies, 
convertible debt securities and other 
equity and equity-related securities 
and similar securities or instruments; 
(iii) mezzanine debt, subordinated debt, 
notes (including notes issued pursuant 
to indentures, note purchase 
agreements and other credit facilities), 
loans,and other debt instruments and 
securities, and other evidences of 
indebtedness (whether secured or 
unsecured and including loans acquired 
with or without equity or equity-
related securities); (iv) preferred stock; 
(v) convertible securities and 
Derivative Instruments or participation 
interests in respect thereof; (vi) trust 
receipts; and (vii) assets and other 
property, including real property, 
intellectual property, and property 
leased or operating under a concession 
from a regulatory body or a sovereign 
government; and in the case of 

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Crosslink Ventures VI 
Holdings, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crosslink Ventures VI-B, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture Fund Crosslink Ventures VI-B, L.P. (the 
“Fund”) is a private equity partnership 
that was formed to invest primarily in 
private equity securities of technology 
and technology-enabled businesses.  
The Fund will invest in all stages of 
growth private equity, from seed to 
late stage, principally by being active 
investors with board representation.  
The Fund’s investment activity is 
focused on several key technology 
themes: online advertising 
technologies, big data and cloud 
services, cloud infrastructure, Internet 
and digital media, next generation 
marketplaces and software as a 
service, with mobile computing being a 
major platform theme that cuts across 
all of the above sectoral themes.

Investmen
t 
Manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (1)
Financial Institutions, 
etc. (2)

3 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Oaktree Real Estate 
Opportunities Fund V 
(Cayman) GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Real Estate 
Opportunities Fund V 
(Cayman), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The investments of the fund are 
intended to provide superior riskー
adjusted returns without subjecting 
principal to undue risk of loss through 
investments in real estate and real 
estateーrelated debt, companies, 
securities and other assets on a global 
basis ー with an emphasis on the 
United States.  The strategy will focus 
on distressed opportunities primarily in 
real estate debt and restructurings, 
which will involve deep value 
investments, rescue capital, and 
distressーforーcontrol investments.  
There can be no assurance that the 
fund's investment objective will be 
achieved.  The fund is a feeder fund of 
Oaktree Real Estate Opportunities 
Fund V, L.P.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

DLJ Real Estate Capital III, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

RECP Fund III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Real estate and related assets Investmen
t 
manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

Marubeni Water Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Southern Cone Water S.L.P 外国の法令に
基づく権利

社会投資ファン
ド

海外におけるインフラ事業の株式への
投資

運用 旧63条 事業法人等(1)、金融
機関等(1)

2 無 無 ―

IVP Fund II B (GP), Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IVP Fund II B, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The General Partner seeks to achieve 
long-term capital appreciation by 
investing primarily in unquoted growth 
companies, spanning early stage, and 
expansion capital, which are 
headquartered or have a significant 
part of their activities in Asia, with 
primary focus on Japan and Greater 
China using a broad variety of 
investment types and transaction 
structures.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business corporations, 
etc. (7), Investment 
Limited Partnership (1)

8 Yes None ―

A-Fund International, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

A-Fund, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest primarily in early stage private 
equity securities

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes Yes ―

Capital Dynamics General 
Partner Sarl

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Dynamics S.C.A. -
Global Secondaries III

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund Capital Dynamics S.C.A. -Global 
Secondaries III (the "Feeder Fund") 
was formed on April 21, 2009 to invest 
solely in Capital Dynamics Global 
Secondaries III LP ("Master Fund"), a 
Scottish limited partnership, launched 
in 2009. The Master Fund will acquire 
secondary interests in portfolios of 
buyout, venture and other private 
equity funds, in single private equity 
funds and in direct secondary company 
assets.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Capital Dynamics General 
Partners Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Dynamics Clean 
Energy and Infrastructure 
Feeder (Cayman), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Asset specific 
fund (including 
enterprise 
fund)

Clean Energy & Infrastructure Fund Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Capital Dynamics General 
Partners Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Dynamics Global 
Secondaries IV Feeder 
(Cayman), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Asset specific 
fund (including 
enterprise 
fund)

Secondaries fund Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 Yes None ―

Capital Dynamics General 
Partners Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Dynamics Mid-Market 
Direct V (Cayman), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment in private mid-market 
companies as a co-investor

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business 1 None None ―

CAPASIA ASEAN 
INFRASTRUCTURE FUND III 
(GENERAL PARTNER) 
LIMITED

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

The CapAsia ASEAN 
Infrastructure Fund III L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment 
fund

CapAsia ASEAN Infrastructure Fund III 
is a private equity fund established to 
make equity and mezzanine 
investments in the infrastructure 
sectors of the rapidly growing markets 
in South East Asia. 

The universe of eligible countries 
includes the member countries of the 
Association of South East Asian 
Nations (“ASEAN”), with the 
investment focus being the five 
Primary Focus Countries and two 
Secondary Focus Countries as follows:

Primary Focus Countries 
Indonesia, Malaysia, Thailand, 
Philippines, and Vietnam.

Secondary Focus Countries 
Cambodia and Laos.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 etc. (1) 2 None None ―

JAIC CI Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

日亜（天津）創業投資企業 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

主に中国天津地区における、環境関連
技術などの濱海新区の重点産業分野
の成長期の未上場企業を対象に投資
する。

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

Tata Capital General Partners 
LLP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tata Capital Growth Fund 
Limited Partnership

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund targets private equity growth 
capital investments in companies that 
derive a substantial portion of their 
revenues from operations in India. 
Urbanisation, discrete manufacturing, 
services strategic to value chain and 
growth opportunities are the four 
pillars of the investment strategy of 
the Fund.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (3),
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)

4 None None ―

SoftBank Ventures Asia Corp. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Future Innovation Private 
Equity Fund Ⅲ

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state
Financial 
Investment 
Services and 
Capital 
Markets Act

Venture fund Investment in from early to growth 
stage companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

SoftBank Ventures Asia Corp. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Growth Acceleration Fund Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment Limited Partnership 
Contract

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

SoftBank Ventures Asia Corp. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SB Global Champ Fund Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment Limited Partnership 
Contract

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

SoftBank Ventures Asia Corp. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SB Global Star Fund Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment Limited Partnership 
Contract

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

SoftBank Ventures Asia Corp. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SB Pan-Asia Fund Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment Limited Partnership 
Contract

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Mount Kellett Capital 
Partners GP II, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mount Kellett Capital 
Partners (Cayman) II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve superior risk-adjusted 
returns by acquiring investments and 
portfolios of investments primarily in 
North America, Asia and Europe over a 
multi-year period with an absolute 
return orientation.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1),
Financial Institutions, 
etc. (2)

3 None None ―

Asia PEF II GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NPEC Asia PEF II L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investment in private equity funds 
which invests primarily in private 
companies of Asia and Oceanian 
countries including Japan.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc (3)

3 None None ―

Fortress Japan Opportunity II 
GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Japan Opportunity 
Fund II (Yen A) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fortress Japan Opportunity Fund 
II （Yen A） L.P. is a private equity style 
fund that invests in distressed real 
estate loans and related assets 
primarily in Japan.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (7)
Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

8 Yes None ―

South East Asia Growth 
Capital L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Japan South East Asia 
Growth Fund L.P.

外国の法令に
基づく権利

その他 主として東南アジア地域の企業を対象
としたマイノリティ投資を行い、企業価
値等の向上を通して、キャピタルゲイン
の獲得を目指すファンド

運用 旧63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

Oaktree Opportunities Fund 
IX GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Opportunities Fund 
IX (Cayman), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Primary objective of the fund is to 
realize substantial capital appreciation 
without subjecting principal to undue 
risk.  The fund will seek to achieve this 
objective primarily through investment, 
in connection with episodes of financial 
distress, in debt or equity securities or 
other obligations at substantial 
discounts to their original value and by 
realizing gains through sales of 
restructured debt obligations or newly 
issued securities obtained through 
exchanges resulting from 
reorganizations and restructurings.  
There can be no assurance that the 
fund's investment objective will be 
achieved.  The fund is a feeder fund of 
Oaktree Opportunities Fund IX, L.P.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (3)

3 Yes Yes ―

PAGIF GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Portfolio Advisors Growth & 
Income Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund's objective is to purchase 
and construct a well diversified 
portfolio of value oriented real estate 
and real estate related investments, 
primarily focused in the United States 
with some exposure to Europe and 
Asia, that are expected to produce 
current income over time while 
generating attractive risk adjusted 
returns.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

PAGIF GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Portfolio Advisors Growth & 
Income Fund-B, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund's objective is to purchase 
and construct a well diversified 
portfolio of value oriented real estate 
and real estate related investments, 
primarily focused in the United States 
with some exposure to Europe and 
Asia, that are expected to produce 
current income over time while 
generating attractive risk adjusted 
returns.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Golden Asia Fund Ventures 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Golden Asia Fund II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment in unlisted ventures in 
Japan, Taiwan, and Asian countries 
with Taiwan-Japan business alliances

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (2)

2 Yes None ―

Golden Asia Fund Ventures 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Golden Asia Fund III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment in unlisted ventures in 
Japan, Taiwan, and Asian countries 
with Taiwan-Japan business alliances

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

TC Group VI, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Partners VI, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Buyout investments primarily in the 
United States

 
Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (4)

4 yes None ―

PPEF Management Investors 
8-II LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TMA/Pathway Private Equity 
Fund IV, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds TMA/Pathway Private Equtiy Fund IV, 
LP (the "Fund") invests the funds 
contributed by the investors into 
certain private securities. In terms of 
the geography, the Fund will invest 
primarily in North America and 
secondarily in Europe and other 
regions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Ant Bridge Capital Partners V 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ant Bridge Asia V, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Primarily invest in, directly or 
indirectly, the secondary private equity 
markets of the Asia-Pacific region.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (1)

Financial Institutions 
(2)

3 Yes Yes ―

500 Startups ＩＩ, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

500 Startups II-A, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The primary purpose of the 
Partnership is to make venture capital 
investments, principally by investing in 
and holding equity and equity-oriented 
securities of early/seed-stage 
privately held companies operating in 
the consumer and small business 
internet, web-enabled products, 
information technology and/or other 
technology-related fields.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

BNRI Eng GP LLP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Natural Resources 2012 L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Asset specific 
fund (including 
enterprise 
fund)

Private Equity investments Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institution (1) 1 None None ―

TC Group VI-F, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Partners VI-F, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Buyout investments primarily in the 
United States

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1), Foreign 
corporations or 
foreigners, etc.(1)

2 None None ―

Globis Fund IV (GP) Co., Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Globis Fund IV, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業の内特にIT企業への投
資を実施する。

運用 旧63条 金融機関等(2)、個人
(1)

3 有 無 ―

PACSF GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Portfolio Advisors Credit 
Strategies Fund (Offshore), 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund will seek to invest in a highly 
diversified portfolio of stable, income 
generating investments, primarily in 
the United States, in fund investments, 
secondary investments, direct 
investments, and co-investments, that 
are expected to produce stable, 
current income while generating 
attractive risk adjusted returns.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

PACSF GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Portfolio Advisors Credit 
Strategies Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund will seek to invest in a highly 
diversified portfolio of stable, income 
generating investments, primarily in 
the United States, in fund investments, 
secondary investments, direct 
investments, and co-investments, that 
are expected to produce stable, 
current income while generating 
attractive risk adjusted returns.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Cayman Capital Management 
II-S, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AP Cayman Partners II-S 
General Partners, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Buyout Fund

Risk characteristic: Equity

Regional characteristics: Japan

The basic investment policy and 
strategy: Investment in AP Cayman 
Partners II-S, L.P.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Individual (3) 3 Yes None ―

Core Garden View 
Apartments LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Core Garden View 
Apartments LLC

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Acquisition and Management of US 
Multi-Family Real Estate Project

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Individuals (1) 1 Yes None ―

IFC Asset Management 
Company, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IFC Africa Fund, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to make non-
controlling equity, quasi equity, or 
equity-related investments in rapidly 
growing companies in the Sub-Saharan 
Africa region.  The Fund’s key focus 
will be on consumer and 
infrastructure-related sectors that 
address bottlenecks and are core to 
the economy such as consumer 
products & services and financial 
services, power and telecoms & 
information services.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

IFC Asset Management 
Company, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IFC Catalyst Fund (Japan), LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund will make commitments to 
private equity funds specializing in 
investments in companies operating to 
enable resource efficiency and develop 
low-carbon products and services 
("Resource Efficiency") in emerging 
markets ("Investee Funds"). The Fund 
may also make direct equity 
investments in opportunities in 
Resource Efficiency in emerging 
markets originating from Investee 
Funds and offered to the Fund as a 
co-investment opportunity.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

IFC Asset Management 
Company, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IFC Emerging Asia Fund, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to make non-
controlling equity, quasi-equity, and 
equity-related investments in 
companies, entities or other 
arrangements in International Finance 
Corporation member countries in 
Emerging Asia.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (4)

4 None None ―

IFC Asset Management 
Company, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IFC Financial Institutions 
Growth Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to make minority 
equity, quasi-equity or equity-related 
investments in financial institutions, 
including but not limited to commercial 
banks and insurance companies in 
International Finance Corporation 
("IFC") member countries that IFC 
classifies as emerging markets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

IFC Asset Management 
Company, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IFC Fund of Funds III, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund will construct a diversified 
portfolio of private equity funds and 
co-investments in emerging markets 
with the purpose of achieving 
attractive risk-adjusted returns and 
measurable impact.  The Fund will 
focus on generalist mid-market growth 
equity, opportunistically venture 
capital and other strategies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

IFC Asset Management 
Company, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IFC Green Banking Tracker 
Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will invest in subordinated 
loans extended to commercial banks in 
emerging markets committed to 
significantly scaling up their climate-
related financing  The Fund’s key 
focus will be on leveraging the global 
climate investment opportunity and 
increasing usage of climate finance as 
a tool to drive change while achieving 
financial returns in a specialized asset 
class.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

IFC Asset Management 
Company, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IFC LAC II Fund, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to make non-
controlling equity, quasi equity, or 
equity-related investments in growing 
companies in Latin America and the
Caribbean.  The Fund will focus on 
sectors where IFC has historically 
generated solid returns, such as 
financial services, infra-structure, 
health & education and food & 
agribusiness. 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

IFC Asset Management 
Company, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IFC Middle East and North 
Africa Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to make non-
controlling equity, quasi equity, or 
equity-related investments in 
companies, entities or other 
arrangements in International Finance 
Corporation member countries in the 
MENA region.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Delta Partners Growth Fund II 
GP Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Delta Partners Emerging 
Markets TMT Growth Fund II, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund's investment objective is to 
achieve long-term capital appreciation 
through equity and equity related 
investments in the telecoms, media, 
and related technology sectors across 
Africa, Central & Eastem Europe, the 
Middle East, and South-East Asia. The 
Fund may also invest in debt securities 
that have equity-like returns or an 
equity component, or which are related 
to its equity investments.

Investmen
t 
Manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Carlyle Japan III Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Dazzle Partners II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a buyout fund investing in a Japanese 
company

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2),
Investment Limited 
Partnership (1)

3 None None ―

Carlyle Japan III Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Japan Partners III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a buyout fund investing in Japanese 
companies

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1),
Financial Institutions, 
etc. (14),
Business Corporations, 
etc. (2),
Investment Limited 
Partnership (1)

18 yes None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Mizuho ASEAN Investment 
GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mizuho ASEAN Investment LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The investment objective of the 
Partnership is to achieve attractive 
superior returns through a combination 
of capital appreciation and current 
income by principally making equity 
and equity-related investments in 
companies operating in the ASEAN 
member states.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc (3)

3 None None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bridge Street 2013 Offshore, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in or 
alongside investment vehicles managed 
by Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division and 
Goldman Sachs Asset Management (all 
such current and future investment 
vehicles managed by Goldman Sachs, 
collectively, the “GS Entities”), and / 
or by investing alongside Goldman 
Sachs, as determined by Goldman 
Sachs in its sole discretion. The 
Opportunity expects to be offered the 
right to invest in situations, which may 
include U.S. and non-U.S. equity, 
equity-related as well as other 
investments in a variety of transaction 
structures, industries and asset 
classes.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bridge Street 2014 Offshore, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in a variety 
of investment opportunities, which may 
(but shall not be obligated to) include 
investing in or alongside investment 
vehicles managed by Goldman Sachs, 
including the Merchant Banking 
Division and Goldman Sachs Asset 
Management (all such current and 
future investment vehicles managed by 
Goldman Sachs, collectively, the “GS 
Entities”), and / or by investing 
alongside Goldman Sachs, as 
determined by Goldman Sachs in its 
sole discretion.  The Opportunity 
expects to be offered the right to 
invest in situations, which may include 
U.S. and non-U.S. equity, equity-
related as well as other investments in 
a variety of transaction structures, 
industries and asset classes.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bridge Street 2014, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in a variety 
of investment opportunities, which may 
(but shall not be obligated to) include 
investing in or alongside investment 
vehicles managed by Goldman Sachs, 
including the Merchant Banking 
Division and Goldman Sachs Asset 
Management (all such current and 
future investment vehicles managed by 
Goldman Sachs, collectively, the “GS 
Entities”), and / or by investing 
alongside Goldman Sachs, as 
determined by Goldman Sachs in its 
sole discretion.  The Opportunity 
expects to be offered the right to 
invest in situations, which may include 
U.S. and non-U.S. equity, equity-
related as well as other investments in 
a variety of transaction structures, 
industries and asset classes.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bridge Street 2015 Offshore, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in a variety 
of investment opportunities alongside 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division ("MBD"), 
Goldman Sachs Asset Management 
and the Goldman Sachs Special 
Situations Group.  The Fund expects 
to be offered the right to invest in 
situations which may include U.S. and 
non-U.S. equity, equity-related as well 
as other investments in a variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes. In addition, the Funds 
may invest in certain investment 
vehicles managed by Goldman Sachs 
(all such current and future investment 
vehicles managed by Goldman Sachs, 
collectively, the "GS Entities"). In 
addition, the Fund may invest in other 
investment funds or vehicles, which 
are expected to have commitment 
periods that will extend beyond the 
Fund’s Commitment Period.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bridge Street 2015, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in a variety 
of investment opportunities alongside 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division (“MBD”), 
Goldman Sachs Asset Management 
and the Goldman Sachs Special 
Situations Group. The Fund expects to 
be offered the right to invest in 
situations, which may include U.S. and 
non-U.S. equity, equity-related as well 
as other investments in a variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes. In addition, the Funds 
may invest in certain investment 
vehicles managed by Goldman Sachs 
(all such current and future investment 
vehicles managed by Goldman Sachs, 
collectively, the “GS Entities”). In 
addition, the Opportunity may invest in 
other investment funds or vehicles, 
which are expected to have 
commitment periods that will extend 
beyond the Opportunity’s Commitment 
Period.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Stone Street 2014 Offshore, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in a variety 
of investment opportunities, which may 
(but shall not be obligated to) include 
investing in or alongside investment 
vehicles managed by Goldman Sachs, 
including the Merchant Banking 
Division and Goldman Sachs Asset 
Management (all such current and 
future investment vehicles managed by 
Goldman Sachs, collectively, the “GS 
Entities”), and / or by investing 
alongside Goldman Sachs, as 
determined by Goldman Sachs in its 
sole discretion.  The Opportunity 
expects to be offered the right to 
invest in situations, which may include 
U.S. and non-U.S. equity, equity-
related as well as other investments in 
a variety of transaction structures, 
industries and asset classes.  In 
addition, the Opportunity may invest in 
other investment funds or vehicles, 
which are expected to have 
commitment periods that will extend 
beyond the Opportunity’s Commitment 
Period.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Stone Street 2014, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in a variety 
of investment opportunities, which may 
(but shall not be obligated to) include 
investing in or alongside investment 
vehicles managed by Goldman Sachs, 
including the Merchant Banking 
Division and Goldman Sachs Asset 
Management (all such current and 
future investment vehicles managed by 
Goldman Sachs, collectively, the “GS 
Entities”), and / or by investing 
alongside Goldman Sachs, as 
determined by Goldman Sachs in its 
sole discretion.  The Opportunity 
expects to be offered the right to 
invest in situations, which may include 
U.S. and non-U.S. equity, equity-
related as well as other investments in 
a variety of transaction structures, 
industries and asset classes.  In 
addition, the Opportunity may invest in 
other investment funds or vehicles, 
which are expected to have 
commitment periods that will extend 
beyond the Opportunity’s Commitment 
Period.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Stone Street 2015 Offshore, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in a variety 
of investment opportunities alongside 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division (“MBD”), 
Goldman Sachs Asset Management 
and the Goldman Sachs Special 
Situations Group. The Fund expects to 
be offered the right to invest in 
situations, which may include U.S. and 
non-U.S. equity, equity-related as well 
as other investments in a variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes. In addition, the Funds 
may invest in certain investment 
vehicles managed by Goldman Sachs 
(all such current and future investment 
vehicles managed by Goldman Sachs, 
collectively, the “GS Entities”). In 
addition, the Fund may invest in other 
investment funds or vehicles, which 
are expected to have commitment 
periods that will extend beyond the 
Fund’s Commitment Period.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Stone Street 2015, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in a variety 
of investment opportunities alongside 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division (“MBD”), 
Goldman Sachs Asset Management 
and the Goldman Sachs Special 
Situations Group. The Fund expects to 
be offered the right to invest in 
situations, which may include U.S. and 
non-U.S. equity, equity-related as well 
as other investments in a variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes. In addition, the Funds 
may invest in certain investment 
vehicles managed by Goldman Sachs 
(all such current and future investment 
vehicles managed by Goldman Sachs, 
collectively, the “GS Entities”). In 
addition, the Fund may invest in other 
investment funds or vehicles, which 
are expected to have commitment 
periods that will extend beyond the 
Fund’s Commitment Period.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bridge Street 2016 Offshore, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in a variety 
of investment opportunities alongside 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division ("MBD"), 
Goldman Sachs Asset Management 
and the Goldman Sachs Special 
Situations Group. The Fund expects to 
be offered the right to invest in 
situations which may include U.S. and 
non-U.S. equity, equity-related as well 
as other investments in a variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes. In addition, the Funds 
may invest in certain investment funds 
or vehicles managed by Goldman 
Sachs (all such current and future 
investment vehicles managed by 
Goldman Sachs, collectively, the “GS 
Entities”).  The GS Entities may have 
commitment periods that extend 
beyond the Fund's Commitment Period. 
 In addition, the Fund may invest in 
build-ups or development portfolios 
which may draw capital over time.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bridge Street 2016, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in a variety 
of investment opportunities alongside 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division ("MBD"), 
Goldman Sachs Asset Management 
and the Goldman Sachs Special 
Situations Group. The Fund expects to 
be offered the right to invest in 
situations which may include U.S. and 
non-U.S. equity, equity-related as well 
as other investments in a variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes. In addition, the Funds 
may invest in certain investment funds 
or vehicles managed by Goldman 
Sachs (all such current and future 
investment vehicles managed by 
Goldman Sachs, collectively, the “GS 
Entities”).  The GS Entities may have 
commitment periods that extend 
beyond the Fund's Commitment Period. 
 In addition, the Fund may invest in 
build-ups or development portfolios 
which may draw capital over time.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Broad Street Senior Credit 
Partners Employee Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve current income through 
investments consisting of senior 
secured loans of companies located 
primarily in North America and Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Stone Street 2016 Offshore, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in a variety 
of investment opportunities alongside 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division ("MBD"), 
Goldman Sachs Asset Management 
and the Goldman Sachs Special 
Situations Group. The Fund expects to 
be offered the right to invest in 
situations which may include U.S. and 
non-U.S. equity, equity-related as well 
as other investments in a variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes. In addition, the Funds 
may invest in certain investment funds 
or vehicles managed by Goldman 
Sachs (all such current and future 
investment vehicles managed by 
Goldman Sachs, collectively, the “GS 
Entities”).  The GS Entities may have 
commitment periods that extend 
beyond the Fund's Commitment Period. 
 In addition, the Fund may invest in 
build-ups or development portfolios 
which may draw capital over time.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Stone Street 2016, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in a variety 
of investment opportunities alongside 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division ("MBD"), 
Goldman Sachs Asset Management 
and the Goldman Sachs Special 
Situations Group. The Fund expects to 
be offered the right to invest in 
situations which may include U.S. and 
non-U.S. equity, equity-related as well 
as other investments in a variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes. In addition, the Funds 
may invest in certain investment funds 
or vehicles managed by Goldman 
Sachs (all such current and future 
investment vehicles managed by 
Goldman Sachs, collectively, the “GS 
Entities”).  The GS Entities may have 
commitment periods that extend 
beyond the Fund's Commitment Period. 
 In addition, the Fund may invest in 
build-ups or development portfolios 
which may draw capital over time.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Whitehall Street Global 
Employee Fund 2001, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

To achieve superior returns through 
opportunistic investments in real 
estate and real estate related assets 
worldwide. The Fund will generally seek 
to purchase debt, equity or other 
interests in real estate where 
temporary market illiquidity, time-
sensitive sellers or other factors 
permit an opportunistic purchase.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Whitehall Street International 
Employee Fund 2001 
(Corporate), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

To achieve superior returns through 
opportunistic investments in real 
estate and real estate related assets 
worldwide.  The Employee Funds will 
pursue their investment objective by 
investing all their assets in other 
funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Whitehall Street International 
Employee Fund 2001, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

To achieve superior returns through 
opportunistic investments in real 
estate and real estate related assets 
worldwide.  The Employee Funds will 
pursue their investment objective by 
investing all their assets in other 
funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Whitehall Street International 
REPIA Fund 2001 (Corporate), 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

To achieve superior returns through 
opportunistic investments in real 
estate and real estate related assets 
worldwide.  The Funds will pursue their 
investment objective by investing all 
their assets in other funds.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Whitehall Street International 
REPIA Fund 2001, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

To achieve superior returns through 
opportunistic investments in real 
estate and real estate related assets 
worldwide.  The Funds will pursue their 
investment objective by investing all 
their assets in other funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Whitehall Street Global 
Employee Fund 2005, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

To achieve superior returns through 
opportunistic investments in real 
estate and real estate related assets 
worldwide.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Whitehall Street International 
Employee Fund 2005, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

To achieve superior returns through 
opportunistic investments in real 
estate and real estate related assets 
worldwide (other than, with limited 
exceptions, in the United States).

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Whitehall Street International 
PCP Fund 2005, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

To achieve superior returns through 
opportunistic investments in real 
estate and real estate related assets 
worldwide (other than, with limited 
exceptions, in the United States).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Whitehall Street International 
REPIA Fund 2005 Corp., L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

To achieve superior returns through 
opportunistic investments in real 
estate and real estate related assets 
worldwide (other than, with limited 
exceptions, in the United States).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Whitehall Street International 
REPIA Fund 2005, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

To achieve superior returns through 
opportunistic investments in real 
estate and real estate related assets 
worldwide (other than, with limited 
exceptions, in the United States).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bridge Street 2011, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in or 
alongside private investment vehicles 
managed by various areas within 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division and 
Goldman Sachs Asset Management 
(primarily equity, equity-related and 
sector or geographically focused funds, 
or other investment vehicles) (all such 
current and future investment vehicles 
managed by Goldman Sachs, 
collectively, the "GS Funds"), and/or 
by investing in or alongside 
investments made by Goldman Sachs, 
as determined by Goldman Sachs in its 
sole discretion. The Opportunity 
expects to be offered the right to 
invest in opportunities, which are 
expected to principally include U.S and 
non-U.S equity, equity-related as well 
as other investments in variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Stone Bridge 2017 Offshore, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in or 
alongside private investment vehicles 
managed by various areas within 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division (primarily 
equity, equity-related and sector or 
geographically focused funds, or other 
investment vehicles), and/or by 
investing in or alongside investments 
made by Goldman Sachs, as 
determined by Goldman Sachs in its 
sole discretion.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StoneBridge 2017, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in or 
alongside private investment vehicles 
managed by various areas within 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division (primarily 
equity, equity-related and sector or 
geographically focused funds, or other 
investment vehicles), and/or by 
investing in or alongside investments 
made by Goldman Sachs, as 
determined by Goldman Sachs in its 
sole discretion.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Broad Street Real Estate 
Credit Partners III Employee 
Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

to engage in any lawful act or activity 
for which limited partnerships may be 
formed under the Delaware Act, 
including investing in Broad Street 
Real Estate Credit Partners III, L.P., a 
Delaware limited partnership.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Broad Street Real Estate 
Credit Partners III Employee 
Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

ｔo engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
Act, including investing in Broad Street 
Real Estate Credit Partners III 
Offshore Fund, L.P., a Cayman Islands 
exempted limited partnership.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Broad Street Real Estate 
Credit Partners III MBD Fund, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

ｔo engage in any lawful act or activity 
for which limited partnerships may be 
formed under the Delaware Act, 
including investing in Broad Street 
Real Estate Credit Partners III, L.P., a 
Delaware limited partnership.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Broad Street Real Estate 
Credit Partners III MBD 
Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

ｔo engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
Act, including investing in Broad Street 
Real Estate Credit Partners III 
Offshore Fund, L.P., a Cayman Islands 
exempted limited partnership.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GS Mezzanine Partners VII 
Employee Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Mezzanine fund to engage in any lawful act or activity 
for which limited partnerships may be 
formed under the Delaware Act, 
including investing in GS Mezzanine 
Partners VII, L.P., a Delaware limited 
partnership.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GS Mezzanine Partners VII 
Employee Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Mezzanine fund to engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
Act, including investing in GS 
Mezzanine Partners VII Offshore Fund, 
L.P., a Cayman Islands exempted 
limited partnership.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GS Mezzanine Partners VII 
MBD Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Mezzanine fund to engage in any lawful act or activity 
for which limited partnerships may be 
formed under the Delaware Act, 
including investing in GS Mezzanine 
Partners VII, L.P., a Delaware limited 
partnership.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GS Mezzanine Partners VII 
MBD Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Mezzanine fund ｔo engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
Act, including investing in GS 
Mezzanine Partners VII Offshore Fund, 
L.P., a Cayman Islands exempted 
limited partnership.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StoneBridge 2018, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which limited partnerships may be 
formed under the Delaware Act, 
including investing in a variety of 
investment opportunities alongside 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division and the 
Goldman Sachs Special Situations 
Group, and engaging in any other 
activities with may be directly or 
indirectly related or incidental to any 
of the foregoing.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StoneBridge 2018 Offshore, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
Act, including investing in a variety of 
investment opportunities alongside 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division and the 
Goldman Sachs Special Situations 
Group, and engaging in any other 
activities with may be directly or 
indirectly related or incidental to any 
of the foregoing.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StoneBridge 2019, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
Act, including investing in a variety of 
investment opportunities alongside 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division and the 
Goldman Sachs Special Situations 
Group, and engaging in any other 
activities with may be directly or 
indirectly related or incidental to any 
of the foregoing.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StoneBridge 2019 Offshore, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
Act, including investing in a variety of 
investment opportunities alongside 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division and the 
Goldman Sachs Special Situations 
Group, and engaging in any other 
activities with may be directly or 
indirectly related or incidental to any 
of the foregoing.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Broad Street Senior Credit 
Partners II Employee Fund, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which limited partnerships may be 
formed under the Delaware Act, 
including investing all or substantially 
all of the assets of the Fund, directly 
or indirectly,  in Broad Street Senior 
Credit Partners II, L.P. and any of its 
related investment partnerships or 
vehicles, as is more fully described in 
the Offering Memorandum, and 
engaging in any other activities which 
may be directly or indirectly related or 
incidental to any of the foregoing.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StoneBridge 2020, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
Act, including investing in a variety of 
investment opportunities alongside the 
Merchant Banking Division of Goldman 
Sachs, and engaging in any other 
activities with may be directly or 
indirectly related or incidental to any 
of the foregoing.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StoneBridge 2020 Offshore, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
Act, including investing in a variety of 
investment opportunities alongside the 
Merchant Banking Division of Goldman 
Sachs, and engaging in any other 
activities with may be directly or 
indirectly related or incidental to any 
of the foregoing.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Senior Credit 
Partners III Employee Fund, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve current income by 
investing primarily in senior secured 
corporate debt of companies located 
primarily in North America and Europe.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Special Situations 2021 
Offshore, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To seek long-term capital appreciation 
by investing in a variety of investment 
opportunities primarily alongside the 
Merchant Banking Business of the 
Asset Management Division.  It is 
currently expected that the Funds will 
be offered the right to participate in 
situations, which may include U.S. and 
non-U.S. equity, equity-related and 
other investments in a variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Real Estate 
Investment Partners 
Employee Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

To make investments alongside West 
Street Real Estate Investment 
Partners, L.P. and its offshore and 
parallel analogs in high-quality real 
estate and real estate-related assets, 
including residential, office, industrial / 
logistics, student housing, senior 
housing and other institutional-quality 
properties in target markets 
throughout North America, Europe, and 
certain developed markets in Asia and 
Australia.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StoneBridge 2021 Access 
Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To invest all or substantially all of their 
committed capital in a diversified set 
of equity oriented funds that the 
Merchant Banking Business of the 
Asset Management Division expects to 
raise over the course of 2021

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StoneBridge 2021 Access 
Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To invest all or substantially all of their 
committed capital in a diversified set 
of equity oriented funds that the 
Merchant Banking Business of the 
Asset Management Division expects to 
raise over the course of 2021

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Horizon Environment & 
Climate Solutions Partners 
Employee Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To make investments(each, an 
"Investment") alongside Horizon 
Environment & Climate Solutions 
Partners I, L.P.(together with any of its 
offshore and parallel analogs, the 
"Extemal Funds"), an investment 
vehicle that has been formed for 
clients of Goldman Sachs to focus on 
key trends in sustainability.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Horizon Environment & 
Climate Solutions Partners 
Employee Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To make investments(each, an 
"Investment") alongside Horizon 
Environment & Climate Solutions 
Partners I Offshore, L.P.(together with 
any of its onshore and parallel analogs, 
the "Extemal Funds"), an investment 
vehicle that has been formed for 
clients of Goldman Sachs to focus on 
key trends in sustainability.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street EMS Partners 
Employee Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To make investments alongside (i) 
certain investment vehicles that have 
been or are expected to be formed for 
one or more clients of Glodman Sachs 
(collectively, the "External Funds" and, 
together with the Funds, the "EMS 
Funds") and/or (ii) the Goldman Sachs 
balance sheet.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Global Growth 
Partners Employee Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To make investments (each, an 
"Investment") alongside West Street 
Global Growth Partners, L.P. (together 
with any of its offshore and parallel 
analogs, the "Extemal Funds"), an 
investment vehicle that has been 
formed for clients of Goldman Sachs.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Global Growth 
Partners Employee Offshore 
Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To make investments (each, an 
"Investment") alongside West Street 
Global Growth Partners Offshore, L.P. 
(together with any of its onshore and 
parallel analogs, the "Extemal Funds"), 
an investment vehicle that has been 
formed for clients of Goldman Sachs.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Global 
Infrastructure Partners IV 
Employee Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which elimited partnerships may be 
formed under the Delaware Act, 
including investing, directly or 
indirectly, in investment opportunities 
alongside (i) West Street Global 
Infrastructure Partners IV, L.P. 
(together with any of its offshore and 
parallel analogs, the "External Funds"), 
(ii) West Street Offshore 
Infrastructure Partners IV Employee 
Fund, L.P., a Cayman Islands exempted 
limited partnership (the "Main Offshore 
Fund"), (iii) West Street UK Offshore 
Infrastructure Partners IV Employee 
Fund, L.P., a Cayman Islands exempted 
limited partnership the  "UK Offshore 
Fund" and, together with the Main 
Offshore Fund, the "Offshore Funds"), 
and one or more other onshore or 
offshore investment vehicles formed 
for the benefit of eligible Goldman 
Sachs employees which also invest 
alongside the External Funds (together 
with the Fund and the Offshore Funds, 
the "Employee Funds"), as is more 
fully described in the Offering 
Memorandum.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Offshore 
Infrastructure Partners IV 
Employee Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
Delaware ELP, including investing, 
directly or indirectly, in investment 
opportunities alongside (i) West Street 
Global Infrastructure Partners IV, L.P. 
(together with any of its offshore and 
parallel analogs, the "External Funds"), 
(ii) West Street Global Infrastructure 
Partners IV Employee Fund, L.P., a 
Delaware series limited partnership 
(the "Onshore Fund"), (iii) West Street 
UK Offshore Infrastructure Partners IV 
Employee Fund, L.P., a Cayman Islands 
exempted limited partnership (the "UK 
Offshore Fund" and, together with the 
Fund, the "Offshore Funds"), and one 
or more other onshore or offshore 
investment vehicles formed for the 
benefit of eligible Goldman Sachs 
employees which also invest alongside 
the External Funds (together with the 
Onshore Fund and the Offshore Funds, 
the "Employee Funds"), as is more 
fully described in the Offering 
Memorandum.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Special Situations 2022, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which limited partnerships may be 
formed under the Delaware Act, 
including investing alongside Goldman 
Sachs and/or funds, accounts or other 
investment vehicles managed or 
advised by Goldman Sachs 
(collectively, “GS Entities”) or other 
affiliated entities in a variety of 
investment opportunities sourced by 
Goldman Sachs Asset Management, as 
is more fully described in the Offering 
Memorandum (any such investment 
made by the Fund, a “Fund 
Investment”), and engaging in any 
other activities which may be directly 
or indirectly related or incidental to 
any of the foregoing.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Special Situations 2022 
Offshore, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
ELP Act, including investing alongside 
Goldman Sachs and/or funds, accounts 
or other investment vehicles managed 
or advised by Goldman Sachs 
(collectively, “GS Entities”) or other 
affiliated entities in a variety of 
investment opportunities sourced by 
Goldman Sachs Asset Management, as 
is more fully described in the Offering 
Memorandum (any such investment 
made by the Fund, a “Fund 
Investment”), and engaging in any 
other activities which may be directly 
or indirectly related or incidental to 
any of the foregoing.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StoneBridge 2022 Access 
Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which limited partnerships may be 
formed under the Delaware Act, 
including investing all or substantially 
all of its
committed capital in a diversified set 
of partnerships, limited liability 
companies, corporations and other 
pooled investment vehicles sponsored 
by Goldman Sachs Asset Management, 
as is more fully described in the 
Offering Memorandum (any such 
investment made by the Fund, a “Fund 
Investment”), and engaging in any 
other activities which may be directly 
or indirectly related or incidental to 
any of the foregoing. In particular, the 
Fund expects to invest in: (i) the West 
Street Capital Partners VIII Employee 
Funds; (ii) the West Street Global 
Growth Partners Employee Funds; (iii) 
the West Street Infrastructure 
Partners IV Employee Funds; (iv) the 
Vintage IX Employee Funds; (v) the 
Special Situations 2022 Funds; (vi) the 
Opportunistic Real Estate Employee 
Funds; (vii) the Life Sciences Employee 
Funds; and (viii) the Private Equity Co-
Investment Partners III Employee 
Funds (collectively, the “Underlying 

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StoneBridge 2022 Access 
Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
ELP Act, including investing all or 
substantially all of its committed 
capital in a diversified set of 
partnerships, limited liability 
companies, corporations and other 
pooled investment vehicles sponsored 
by Goldman Sachs Asset Management, 
as is more fully described in the 
Offering Memorandum (any such 
investment made by the Fund, a “Fund 
Investment”), and engaging in any 
other activities which may be directly 
or indirectly related or incidental to 
any of the foregoing. In particular, the 
Fund expects to invest in: (i) the West 
Street Capital Partners VIII Employee 
Funds; (ii) the West Street Global 
Growth Partners Employee Funds; (iii) 
the West Street Infrastructure 
Partners IV Employee Funds; (iv) the 
Vintage IX Employee Funds; (v) the 
Special Situations 2022 Funds; (vi) the 
Opportunistic Real Estate Employee 
Funds; (vii) the Life Sciences Employee 
Funds; and (viii) the Private Equity Co-
Investment Partners III Employee 
Funds (collectively, the “Underlying 

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Life Sciences I 
Employee Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
ELP Act, including investing, directly or 
indirectly, in investment opportunities 
alongside (i) West Street Life Sciences 
I, L.P. and its offshore and parallel 
analogs (collectively, the “External 
Funds”), (ii) West Street Life Sciences 
I Employee Fund, L.P., a Delaware 
series limited partnership (the 
“Onshore Fund”), and (iii) one or more 
other onshore or offshore investment 
vehicles formed for the benefit of 
eligible Goldman Sachs employees 
which also invest alongside the 
External Funds (together with the 
Fund and the Onshore Fund, the 
“Employee Funds”), as is more fully 
described in the Offering Memorandum 
(any such investment of any type held, 
directly or indirectly, by the Fund, any 
wholly or partly owned subsidiary (a 
“Subsidiary”), Investment Vehicle or 
Alternative Investment Vehicle from 
time to time, a “Fund Investment”), 
and engaging in any other activities 
which may be directly or indirectly 
related or incidental to any of the 
foregoing.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Mezzanine 
Partners VIII Employee 
Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Mezzanine fund To engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
ELP Act, including investing all or 
substantially all of its assets in West 
Street Mezzanine Partners VIII 
Offshore, L.P. a Cayman Islands 
exempted limited partnership (the 
“Offshore External Fund”).

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Real Estate 
Credit Partners IV Employee 
Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

To engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
ELP Act, including investing, directly or 
indirectly, in investment opportunities 
alongside (i) West Street Real Estate 
Credit Partners IV, L.P. and its 
offshore and parallel analogs 
(collectively, the “External Funds”), (ii) 
West Street Real Estate Credit 
Partners IV Employee Fund, L.P., a 
Delaware series limited partnership 
(the “Onshore Fund”), and (iii) one or 
more other onshore or offshore 
investment vehicles formed for the 
benefit of eligible Goldman Sachs 
employees which also invest alongside 
the External Funds (together with the 
Fund and the Onshore Fund, the 
“Employee Funds”), as is more fully 
described in the Offering Memorandum 
(any such investment of any type held, 
directly or indirectly, by the Fund, any 
wholly or partly owned subsidiary (a 
“Subsidiary”), Investment Vehicle or 
Alternative Investment Vehicle from 
time to time, a “Fund Investment”), 
and engaging in any other activities 
which may be directly or indirectly 
related or incidental to any of the 

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Real Estate 
Opportunities AMD Offshore 
Employee Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

To engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
ELP Act, including investing, directly or 
indirectly, alongside Goldman Sachs 
Asset Management Private (“AM 
Private”) and / or in (as a limited 
partner) or alongside Other Funds, as 
is more fully described in the Offering 
Memorandum (any such investment 
made by the Fund, a “Fund 
Investment”), and engaging in any 
other activities which may be directly 
or indirectly related or incidental to 
any of the foregoing.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Real Estate 
Opportunities Employee Fund, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

To engage in any lawful act or activity 
for which limited partnerships may be 
formed under the Delaware Act, 
including investing, directly or 
indirectly, alongside Goldman Sachs 
Asset Management Private (“AM 
Private”) and / or Other Funds, as is 
more fully described in the Offering 
Memorandum (any such investment 
made by the Fund, a “Fund 
Investment”), and engaging in any 
other activities which may be directly 
or indirectly related or incidental to 
any of the foregoing.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Real Estate 
Opportunities Offshore 
Employee Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

To engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
ELP Act, including investing, directly or 
indirectly, alongside Goldman Sachs 
Asset Management Private (“AM 
Private”) and / or Other Funds, as is 
more fully described in the Offering 
Memorandum (any such investment 
made by the Fund, a “Fund 
Investment”), and engaging in any 
other activities which may be directly 
or indirectly related or incidental to 
any of the foregoing.

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Loan Partners V 
Employee Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

OTher To engage in any lawful act or activity 
for which limited partnerships may be 
formed under the Delaware Act, 
including investing all or substantially 
all of its assets in West Street Loan 
Partners V, SLP, a Luxembourg special 
limited partnership (societe en 
commandite speciale) (the “Onshore 
External Fund”).

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None -

Bridge Street Opportunity 
Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Loan Partners V 
Employee Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
ELP Act, including investing all or 
substantially all of its assets in West 
Street Loan Partners V Europe, SLP, a 
Luxembourg special limited partnership 
(societe en commandite speciale) (the 
“Offshore External Fund”).

Private 
Placement
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None -

MBD Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MBD 2011, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing alongside 
MBD in: (i) investments made by 
private investment vehicles managed 
by MBD, or in the private investment 
vehicles themselves (primarily equity, 
equity-related and sector or 
geographically focused funds, or other 
investment vehicles) (all such current 
and future investment vehicles 
managed by MBD, collectively, the 
“MBD Funds”) and (ii) MBD balance 
sheet investments. The investments 
are expected to principally include U.S. 
and non-U.S. equity, equity-related as 
well as other investments in variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

MBD Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MBD 2013 Offshore, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in or 
alongside: (i) investment vehicles 
managed by MBD (all such current and 
future investment vehicles managed by 
MBD, collectively, the “MBD Entities”) 
and (ii) MBD balance sheet 
investments. The Opportunity expects 
to be offered the right to invest in 
situations, which may include U.S. and 
non-U.S. equity, equity-related as well 
as other investments in a variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes. Although it is not 
expected to invest in one of the other 
funds because of certain tax 
considerations, the Opportunity may, 
on a deal-by-deal basis, invest 
alongside other funds in certain loans 
that are originated outside the United 
States and in certain United States 
secondary investments, in each case, 
subject to the approval of the 
applicable MBD Investment Committee.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

MBD Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MBD 2013, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in or 
alongside: (i) investment vehicles 
managed by MBD (all such current and 
future investment vehicles managed by 
MBD, collectively, the “MBD Entities”) 
and (ii) MBD balance sheet 
investments. The Opportunity expects 
to be offered the right to invest in 
situations, which may include U.S. and 
non-U.S. equity, equity-related as well 
as other investments in a variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

MBD Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MBD 2014 Offshore, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in or 
alongside: (i) certain investment 
vehicles managed by MBD (all such 
current and future investment vehicles 
managed by MBD, collectively, the 
“MBD Entities”) and (ii) certain MBD 
balance sheet investments. The 
Opportunity expects to be offered the 
right to invest in situations, which may 
include U.S. and non-U.S. equity, 
equity-related as well as other 
investments in a variety of transaction 
structures, industries and asset 
classes. In addition, the Opportunity 
may invest in other investment funds 
or vehicles, which are expected to 
have commitment periods that will 
extend beyond the Opportunity’s 
Commitment Period.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

MBD Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MBD 2014, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in or 
alongside: (i) certain investment 
vehicles managed by MBD (all such 
current and future investment vehicles 
managed by MBD, collectively, the 
“MBD Entities”) and (ii) certain MBD 
balance sheet investments. The 
Opportunity expects to be offered the 
right to invest in situations, which may 
include U.S. and non-U.S. equity, 
equity-related as well as other 
investments in a variety of transaction 
structures, industries and asset 
classes. In addition, the Opportunity 
may invest in other investment funds 
or vehicles, which are expected to 
have commitment periods that will 
extend beyond the Opportunity’s 
Commitment Period.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

MBD Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MBD 2015 Offshore, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in a variety 
of investment opportunities alongside 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division (“MBD”), 
Goldman Sachs Asset Management 
and the Goldman Sachs Special 
Situations Group. The Fund expects to 
be offered the right to invest in 
situations, which may include U.S. and 
non-U.S. equity, equity-related as well 
as other investments in a variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes. In addition, the Funds 
may invest in certain investment 
vehicles managed by Goldman Sachs 
(all such current and future investment 
vehicles managed by Goldman Sachs, 
collectively, the “GS Entities”). In 
addition, the Fund may invest in other 
investment funds or vehicles, which 
are expected to have commitment 
periods that will extend beyond the 
Fund’s Commitment Period.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

MBD Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MBD 2015, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in a variety 
of investment opportunities alongside 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division (“MBD”), 
Goldman Sachs Asset Management 
and the Goldman Sachs Special 
Situations Group. The Fund expects to 
be offered the right to invest in 
situations, which may include U.S. and 
non-U.S. equity, equity-related as well 
as other investments in a variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes. In addition, the Funds 
may invest in certain investment 
vehicles managed by Goldman Sachs 
(all such current and future investment 
vehicles managed by Goldman Sachs, 
collectively, the “GS Entities”). In 
addition, the Fund may invest in other 
investment funds or vehicles, which 
are expected to have commitment 
periods that will extend beyond the 
Fund’s Commitment Period.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

MBD Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MBD 2016 Offshore, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in a variety 
of investment opportunities alongside 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division (“MBD”), 
Goldman Sachs Asset Management 
and the Goldman Sachs Special 
Situations Group. The Fund expects to 
be offered the right to invest in 
situations, which may include U.S. and 
non-U.S. equity, equity-related as well 
as other investments in a variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes. In addition, the Funds 
may invest in certain investment funds 
or vehicles managed by Goldman 
Sachs (all such current and future 
investment vehicles managed by 
Goldman Sachs, collectively, the “GS 
Entities”). The GS Entities may have 
commitment periods that extend 
beyond the Fund’s Commitment 
Period. In addition, the Fund may 
invest in build-ups or development 
portfolios which may draw capital over 
time.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

MBD Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MBD 2016, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in a variety 
of investment opportunities alongside 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division (“MBD”), 
Goldman Sachs Asset Management 
and the Goldman Sachs Special 
Situations Group. The Fund expects to 
be offered the right to invest in 
situations, which may include U.S. and 
non-U.S. equity, equity-related as well 
as other investments in a variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes. In addition, the Funds 
may invest in certain investment funds 
or vehicles managed by Goldman 
Sachs (all such current and future 
investment vehicles managed by 
Goldman Sachs, collectively, the “GS 
Entities”). The GS Entities may have 
commitment periods that extend 
beyond the Fund’s Commitment 
Period. In addition, the Fund may 
invest in build-ups or development 
portfolios which may draw capital over 
time.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

MBD Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StoneBridge 2018 AIV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which limited partnerships may be 
organized under the ELP Law.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

MetLife Alternatives GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MetLife International HF 
Partners, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective is to target 
attractive risk-adjusted absolute 
returns with lower volatility than the 
broad equity markets through 
investments in a diversified global 
portfolio of private funds employing a 
broad range of hedge fund strategies, 
which may include long/short equity, 
credit, macro, event-driven, structured 
credit, relative value, emerging market 
and managed futures.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

MetLife Alternatives GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MetLife International PE Fund 
III, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective is to 
generate attractive risk-adjusted 
returns through investing in a globally 
diversified portfolio of private equity 
funds, which may include buyout, 
growth equity, venture capital, 
infrastructure, distressed debt and 
mezzanine funds.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

MetLife Alternatives GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MetLife International PE Fund 
IV, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective is to 
generate attractive risk-adjusted 
returns through investing in a globally 
diversified portfolio of private equity 
funds, which may include buyout, 
growth equity, venture capital, 
infrastructure, distressed debt and 
mezzanine funds.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

MetLife Alternatives GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MetLife International PE Fund 
V, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective is to 
generate attractive risk-adjusted 
returns through investing in a globally 
diversified portfolio of private equity 
funds, which may include buyout, 
growth equity, venture capital, 
infrastructure, distressed debt and 
mezzanine funds.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

MetLife Alternatives GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MetLife International PE Fund 
VI, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective is to 
generate attractive risk-adjusted 
returns through investing in a globally 
diversified portfolio of private equity 
funds, which may include buyout, 
growth equity, venture capital, 
infrastructure, distressed debt and 
mezzanine funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

MetLife Alternatives GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MetLife International PE Fund 
VII, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective is to 
generate attractive risk-adjusted 
returns through investing in a globally 
diversified portfolio of private equity 
funds, which may include buyout, 
growth equity, venture capital, 
infrastructure, distressed debt and 
mezzanine funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

MetLife Alternatives GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MetLife International PE Fund 
VIII, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective is to 
generate attractive risk-adjusted 
returns through investing in a globally 
diversified portfolio of private equity 
funds, which may include buyout, 
growth equity, venture capital, 
infrastructure, distressed debt and 
mezzanine funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 Yes None None

Lombard Asia IV GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lombard Asia IV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Primary focus is minority (growth) 
private equity investments in South 
East Asia

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1)

1 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Straits Global Opportunities 
Fund Holdings Company 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

STRAITS GLOBAL 
OPPORTUNITIES FUND, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Aquiring a significant minority portion 
(approximately 30%) of the outstanding 
shares of unlisted PRC venture 
companies relating Chinese consumer 
market with high growth potential, and 
increasing these companies value via 
hands-on support during the start-up 
phase, and gaining benefit from the 
sale of shares upon IPO

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institution 
etc. (1)

1 None None ―

IDF II GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Infrastructure Debt Fund II 
(JPY), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Infrastructure Debt Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc.
(1)

1 None None ―

IDF II GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Infrastructure Debt Fund II 
(USD), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Infrastructure Debt Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc.
(1)

1 None None ―

Quest Venture Partners GP 
Fund II, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Quest Venture Partners Fund 
II, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Quest Venture Partners GP Fund II, 
LLC acts as general partner for a fund 
that is organized as a Delaware limited 
partnership. The fund will make 
venture capital investments primarily 
in early stage companies that are 
operated principally in the United 
States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc (1) , Foreign 
Corporations or 
foreigners, etc. (1)

2 Yes None ―

Mount Kellett Capital 
Partners GP III LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mount Kellett Capital 
Partners (Cayman) III, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve superior risk-adjusted 
returns by acquiring investments and 
portfolios of investments primarily in 
North America, Asia and Europe over a 
multi-year period with an absolute 
return orientation.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 None None ―

CLSA Sunrise Management 
(Non-U.S.) Limited II

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sunrise Capital II  (Co-
Investment), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund is a staff co-investment fund 
established for the purpose of 
investment in Sunrise Capital II (Non-
U.S.), L.P.
Sunrise Capital II (Non-U.S.), L.P. is a 
Japan-dedicated buy-out fund with a 
focus on acquiring well-established, 
mid-cap companies in Japan with 
competitive advantages and growth 
potential. Sectors include consumer, 
healthcare, retail, logistics, and 
manufacturing.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)
Individuals(1)

2 Yes Yes ―

CLSA Sunrise Management 
(Non-U.S.) Limited II

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sunrise Capital II (JPY), L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Japan-dedicated buy-out fund with a 
focus on acquiring well-established, 
mid-cap companies in Japan with 
competitive advantages and growth 
potential. Sectors include consumer, 
healthcare, retail, logistics, and 
manufacturing.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

LaSalle Asia Opportunity IV 
GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LaSalle Asia Opportunity Fund 
IV L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The General Partner on behalf of the 
Limited Partnership directly owns 
shares in a Singapore holding company;
The Singapore holding company in turn 
owns shares/interests in another 
vehicle or vehicles that acquires, owns 
and disposes of, real properties 
located in Japan, Australia, South 
Korea or China.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Novus Tamweel Aviation 
Finance GP Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tamweel Aviation Finance, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Aircruft fund Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Fortress Japan Income Fund 
GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Japan Income Fund 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fortress Japan Income Fund L.P. 
is an open ended fund that invests in a 
diversified portfolio consisting primarily 
of long-term, stable, income-
generating assets in Japan. The fund 
primarily targets investments in real 
estate subject to long-term leases, 
capital assets and renewable energy 
projects.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (5)
Business Corporations, 
etc. (1)

6 None None ―

Translink Management III, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Translink Capital Partners III, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Primarily in US based start-ups 
expanding into Asia; focused on 
"Customer engagement ready" state 
technology start-ups; target in 
Information Technology sector.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (2)

2 Yes None ―

ADC International Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ADC Fund 2013 L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

日本・中国を中心に米国やその他アジ
ア諸国において、創業期を越え本格的
な成長期に差し掛かっている企業や、
既存事業の新規分野での成長を目指
す企業などにSignificant Minorityとして
投資。

運用 旧63条 金融機関等(1)、金融
商品取引業者等(1)、
外国法人又は外国人
等(1)

3 無 無 ―

Vega Property One Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Altair　Property　One,L.P. 外国の法令に
基づく権利

不動産ファンド ケイマンのリミテッド・パートナーシップ
を経由し、インドネシア法人に出資と貸
付金の形で運用。　インドネシア法人が
ジャカルタの不動産に投資。

運用 旧63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

DCM International VII, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DCM VII, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest primarily in early stage private 
equity securities

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions 
(2)

2 Yes Yes ―

Core Windsor Apartments 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Core Windsor Apartments 
LLC

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Acquisition and Management of US 
Multi-Family Real Estate Project

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Individuals (1) 1 Yes None ―

Myanmar Restoration 
Advisors Co.，Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Myanmar Restoration L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

主としてミャンマーの農業、水産業等の
食品関連事業を行う企業に対して投資
を行う

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

WiL Management I Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

WiL Fund I, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund WiL invests in startups with global 
appeal and disruptive potential.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Investment Limited 
Partnership (2), 
 
Financial institutions, 
etc.(3), 
Business corporations, 
etc. (3)

8 Yes None ―

EMP Partners II, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Emergent Medical Partners II, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Emergent medical Partners focuses on 
Investments in medical device 
companies across a broad range of 
stages (seed stage through growth 
stage).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1) Business 
Corporations, etc. (1)

2 Yes None ―

ICCP SBI Venture Partners, 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ICCP SBI Pacific Synergies, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund will seek to invest in 
companies in early to expansion stages 
in high-growth industries 
predominantly in the U.S., as well as in 
Asia particularly in the Philippines. 
The Fund will invest in companies that 
require equity capital to achieve scale 
and are operating in high-growth 
industries such as software-related 
infrastructure and services, 
outsourcing services, software 
development, consumer products and 
services, electronics manufacturing 
and design, and semiconductors.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

500 Startups III, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

500 Startups III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The primary purpose of the 
Partnership is to make venture capital 
investments, principally by investing in 
and holding equity and equity-oriented 
securities of early/seed-stage 
privately held companies operating in 
the consumer and small business 
internet, web-enabled products, 
information technology and/or other 
technology-related fields.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Cable.vn Management Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cable.vn LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment in Cable TV operator in 
Vietnam

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1),
Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

2 Yes None ―

SunBridge Partners JJV GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SunBridge Partners JJV 
Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investments in privately held 
Japanese-based joint ventures with 
enterprise software companies.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Individual (1) 1 Yes None ―

AIGF Management Company 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AIGF LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Invest in private equity in ASEAN 
countries

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc (6)

6 Yes None ―

AIGF Management Company 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AIGF Sponsor LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Invest in private equity in ASEAN 
countries

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 financial Institutions, 
etc (1)

1 None None ―

Visionnaire Ventures GP I, 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Visionnaire Ventures Fund I, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund This entity invests in early stage 
private companies, primarily in the 
technology space at varying early 
stages from series Seed to series B.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

JPMUSCF V GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PEG U.S. Corporate Finance 
Institutional Offshore 
Investors V L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds U.S. corporate finance primary 
partnerships, secondaries, and direct 
investments

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Canyon Capital (Japan) GP 
Co. LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Canyon Balanced Fund 
(Cayman), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds CBF is a hedge fund investing in 
value-oriented, event-driven assets 
with an emphasis on stressed and 
distressed debt and equity 
instruments. CBF focuses primarily on 
investments in the US and Europe.  
CBF will tend to take more 
concentrated positions with a higher 
risk reward profile.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Canyon Capital (Japan) GP 
Co. LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

The Canyon Value Realization 
Fund (Cayman), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds CVRF is a hedge fund investing in 
value-oriented, event-driven assets 
with an emphasis on stressed and 
distressed debt and equity 
instruments.  CVRF focuses primarily 
on investments in the US and Europe.  
CVRF will tend to have a diversified 
portfolio of debt and equity 
investments across numerous 
industries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Cell Innovation Partners 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cell Innovation Partners, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

ミドル・レイターステージの再生医療、
幹細胞関連ベンチャーへの株式投資
(国内外地域限定せず）

運用 旧63条 金融機関等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 有 無 ―

Fenox Venture Management 
III, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fenox Venture Company III, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage technology 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (3)

3 Yes None ―

Resolute Fund Partners III, 
L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

The Resolute Fund III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The fund Invents in middle-market 
companies in various industries mainly 
in North America. The fund realizes its 
Investment by (i) sales to strategic 
buyers, (ii) initial public offering, (iii) 
sales to financial buyers and (iv) 
recapitalizaions and refinancing.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

ISQ MC Feeder GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ISQ MC Feeder L.P. 外国の法令に
基づく権利

ファンド・オブ・
ファンズ

先進国のインフラ資産を投資対象とす
るISQ Global Infrastructure Fundへの
投資を行うファンド

運用 旧63条 金融機関等(3)、事業
法人等(2)

5 有 無 ―

Sozo Ventures (Cayman) GP I, 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sozo-Truebridge Cayman LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund US Fund investing in US start-ups 
that are ready to grow global.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial instilutions, 
etc. (2)
Business Corporations, 
etc.(1)

3 None None ―

Remiges Ventures, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Remiges BioPharma Fund, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investments in therapeutics companies 
in the life sciences industry, as a 
result of direct, privately negotiated 
investments in equity or equity-
oriented securities

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Investment Limited 
Partnership (1) , 
Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

2 Yes None ―

Asia Grouwth management 
VIII Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Asia Growth VIII LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Taking significant minority shareholding 
in Chinese lottery distribution operator

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

UCGP IV, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

UCGP IV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other to invest in an investment fund as a 
general partner.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Individuals (1) 1 Yes None ―

UCGP IV, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Unison Capital Partners IV, 
LPS

Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Buyout funds to make an equity investment or equity 
related investment mainly in Japanese 
corporations or such entities that 
conduct, or intend to conduct, material 
business in the Japanese markets.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (2)
Financial Institutions, 
etc. (25)

27 Yes None ―

Core Lighthouse Apartments 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Core Lighthouse Apartments 
LLC

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Acquisition and Management of US 
Multi-Family Real Estate Project

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Individuals (1) 1 Yes None ―

Scrum Ventures GP II L.L.C 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Scrum Ventures Fund II, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Scrum Ventures Fund II, LP is the US 
fund investing in early stage 
companies.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Individuals(1)

Business Corporations, 
etc.(1)

2 Yes None ―

MREP-SCIF, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Metropolitan Real Estate 
Partners Secondaries & Co-
Investments Fund-NUS-B, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

A fund vehicle that invests in 
secondary market transactions of real 
estate related underlying funds as well 
as direct property co-investments 
globally.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc.(2)

2 Yes None ―

Viola Ventures 4 Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Viola Ventures IV (B), L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invests in early stage IT companies Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

En Capital Co., Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

En Fund L.P. 外国の法令に
基づく権利

その他 成長が見込まれる上場会社/非上場会
社の株式等、及び投資事業組合等出
資持分を投資対象とするプライベートエ
クイティファンド

運用 旧63条 金融機関等(1) 1 有 無 ―
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出資対象事業持分（ファンド）の
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（Name of Notifier）
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Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
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（Type of
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）

（Type of the QII）

（Number 
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（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Infinity e.ventures Asia III 
(GP), Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Infinity e.ventures Asia III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The General Partner seeks to achieve 
long-term capital appreciation by 
investing primarily in unquoted growth 
companies, spanning early stage, and 
expansion capital, which are 
headquartered or have a significant 
part of their activities in Asia, with 
primary focus on Japan and Greater 
China using a broad variety of 
investment types and transaction 
structures.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (6),
Investment Limited 
Partnership (2)
and
Individuals (1)

9 Yes None ―

GoAhead Management, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GoAhead Ventures Fund I, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund A venture capital fund investing in 
seed and early stage technology start-
ups.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (1),
Business corporation, 
etc.(1)

2 Yes None ―

GoAhead Management, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GoAhead Ventures I Parallel 
Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund A venture capital fund inbesting in 
seed and early stage technology start-
ups.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc.(2), Business 
corporation, etc.(1), 
Financial Institutions, 
etc. (1)

4 Yes None ―

Draper Nexus Venture 
Partners II, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Draper Nexus Technology 
Partners II, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Sector: Internet related technology, 
Industrials Stage: Seed～Expansion

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (4), Financial 
Institutions, etc. (1)

5 Yes None ―

Draper Nexus Venture 
Partners II, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Draper Nexus Technology 
Partners Japan II, LP

Limited 
Liability 
Partnership 
contract

Venture fund Sector: Internet related technology, 
Industrials Stage: Seed～Expansion

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (2), Financial 
Institutions, etc. (2)

4 Yes None ―

Draper Nexus Venture 
Partners II, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Draper Nexus Venture 
Partners II, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Sector:Internet related technology, 
Industrials 
Stage:Seed～Expansion
“Draper Nexus Venture Partners II, 
LP” is GP of “Draper Nexus 
Technology Partners II, LP” and 
"Draper Nexus Technology Partners 
Japan II, LP"

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Core Woodshire Apartments 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Core Woodshire Apartments 
LLC

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Acquisition and Management of US 
Multi-Family Real Estate Project

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Individuals (1) 1 Yes None ―

LCP 2 Commitment GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LCP2 Commitment L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Focused on strategically driven control 
and significant influence buyout in 
Japan and North Asia. Sectors include 
mature industrial and technology, 
consumer related, financial or business 
services.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Investment 
Corporations (1)

1 Yes None ―

Fortress Japan Opportunity III 
GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Japan Opportunity 
Fund III (Yen A) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fortress Japan Opportunity Fund 
III (Yen A) L.P. is a private equity style 
fund that invests in distressed real 
estate loans and related assets 
primarily in Japan.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (7)

7 Yes None ―

MGM Innova Capital, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MGM Sustainable Energy 
Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Asset specific 
fund (including 
enterprise 
fund)

Investment in Renewable Energy and 
Energy Efficiency projects in Colombia, 
Mexico, Central America, and the 
Caribbean Islands.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

CMH General Partner, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CMH GROWTH FUND, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund provides growth capital to 
companies in industrial, service 
business, healthcare, foods and other 
consumption-driven sectors in China

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)、Financial 
Institutions, etc. (1)、
Business Corporation, 
etc. (2)

4 Yes None ―

AACP IV Ex-Japan Investors 
GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AACP IV Ex-Japan Investors, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The objective is to achieve long term 
capital appreciation through investing 
in a diversified portfolio of venture 
funds, private equity funds, buyout 
funds, special situation fund and direct 
investments in Asia, but excluding 
Japan.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

NB-Athyrium Opportunities 
Fund II GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB-Athyrium Opportunities 
Fund II-J LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund is a feeder which invests in a 
master fund that will seek to create a 
diverse portfolio of income-generating 
investments and liquid and illiquid 
assets, in the broader healthcare and 
life sciences sectors, including but not 
limited to investments in specialty and 
generic pharmaceuticals, biological 
agents, biotechnology, medical devices 
and products, laboratory and medical 
diagnostic products and services, and 
healthcare and life science focused 
services, tools, leasing, equipment and 
information technology companies.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

Eight Roads GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Asia Partners III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other to act as a general partner of an 
investment fund

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Eight Roads GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Eight Roads Partners PV L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other to act as a limited partner of an 
investment fund

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Eight Roads GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Eight Roads Ventures Japan 
Advisors II LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other to act as a general partner of an 
investment fund

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Eight Roads GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

India Partners II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other to act as a general partner of an 
investment fund

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Eight Roads GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Japan Partners I, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other to act as a general partner of an 
investment fund

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Eight Roads GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ERVC Healthcare Advisors V, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other to act as a general partner of an 
investment fund

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Eight Roads GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ERVC Technology Advisors V 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other to act as a general partner of an 
investment fund

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―
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Eight Roads GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Eight Roads Ventures Europe 
Advisors IV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other to act as a general partner of an 
investment fund

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Eight Roads GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Eight Roads Ventures Japan 
Advisors III, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other to act as a general partner of an 
investment fund

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

MEDCAP I GP LTD. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MedCap I L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Taking majority stake in healthcare 
operator mainly focusing on medical 
device based profit share from clinical 
treatment/diagnostics

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2), Business 
corporations, etc. (1)

3 None None ―

A-Fund International II, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

A-Fund II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest primarily in early stage private 
equity securities

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (2)

2 Yes Yes ―

MSREF VIII GP, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

North Haven Real Estate Fund 
VIII Global-F, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investment management business 
carried out by acquiring interest in 
intermediary investment vehicles 
which, directly or indirectly, hold 
interest in investment vehicles mainly 
investing in real estate and real estate 
related investments which may include 
equity and debt investments in 
properties, portfolios and real estate-
related companies globally.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc.(1)

1 Yes None ―

FGO (Yen) II GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Global Opportunities 
(Yen) Fund II L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fortress Global Opportunities 
(Yen) Fund II L.P. is an equity style 
fund that focuses on opportunistic 
investments in distressed and 
undervalued credits and assets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(3)

3 Yes None ―

Rimor Fund I GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Westbourne Infrastructure 
Debt Opportunities Fund, L.P.

外国の法令に
基づく権利

社会投資ファン
ド

主にOECD諸国のインフラ関連企業向
けデット（新発／既発）に投資

運用 63条 金融機関等(4)、外国
法人及び外国人等(1)

5 Yes 無 ―

FRO Fund II GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortrees Real Estate 
Opportunities Fund II (C) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fortrees Real Estate 
Opportunities Fund II (C) L.P. focuses 
on opportunistic investments in 
commercial real estate and real 
estate-related assets, primarily 
outside Japan.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Morado Venture Management 
II, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Morado Venture Partners II, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Primarily invests in startups and seed-
stage companies in the technology 
industry in the U.S. with basic 
investment policy of seeking long-term 
appreciation of the equity and equity-
oriented securities of such companies.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Axium NA IV Partner Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Axium Infrastructure NA IV 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Axium Infrastructure NA IV LP 
indirectly invests or will invest into the 
US fund and the Canadian fund to 
generate attractive risk-adjusted 
returns primarily through equity, quasi-
equity, convertible and subordinated 
debt and equity-related investments in 
infrastructure assets located in the 
U.S. or Canada.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

Green Visor Capital II GP, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Green Visor Capital II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture Fund Green Visor Capital II, L.P. is an early-
stage venture capital fund 
headquartered in San Francisco, 
California.  Green Visor Capital 
(“Green Visor”) is one of only a 
handful of venture capital firms 
focused primarily on investing in early-
stage financial technology companies.  
Green Visor brings strict industry 
focus, operational-level engagement, 
comprehensive capital solutions, a top 
tier network of C-suite relationships 
within financial services, and deep 
domain expertise to its portfolio 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)
Financial Instruments 
Business operators, 
etc. (1)

2 Yes None ―

Kibou Corporation 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kibou Fund, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Cayman fund investing in startup 
companies mainly in the US

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

CAP IV, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Asia Partners IV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Buyout investments in non-Japan Asia Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Geodesic Capital GP, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Geodesic Capital Fund I, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Cayman Islands Fund investing in 
growth capital, pre-IPO and venture 
capital companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (5), 
Business Corporations, 
etc. (1), 
Foreign corporations 
or foreigners, etc. (2)

8 Yes None ―

Geodesic Capital GP, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Geodesic Capital Fund I-S, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Cayman Islands Fund investing in 
growth capital, pre-IPO and venture 
capital companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3), 
Business Corporations, 
etc. (1)

4 Yes None ―

SYNERGY VENTURES 
ADVISORS III, L.L.C

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SYNERGY VENTURES III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund U.S. fund investing in Pre-IPO medical 
device companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Monk's Hill Ventures GP, Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Monk's Hill Ventures Fund I, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Focus on early stage tech investments 
in Southeast Asia

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Clarion Partners LPF GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Clarion Lion Properties Fund, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund invests primarily in 
institutional quality real estate assets 
and real estate-related investments 
across the United States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Realty Associates Fund XI, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

The Realty Associates Fund 
XI, UTP, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

A private investment that will, 
indirectly, invest primarily in office, 
industrial, retail and multifamily real 
estate properties located in the United 
States.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (3)
Financial Institutions, 
etc. (2)

5 Yes None ―

Asia Capital Partners, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Advantage Asia Investments, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Buyout Fund
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Asia
The basic investment policy and 
strategy: Investment in Asia Capital 
Management, L.P.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―
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Asia Capital Partners, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Advantage Partners Asia 
Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Buyout investment method: Leverage 
buyout, 
Industry sectors of the key investee 
companies: Consumer and Retail 
(expected)
Geographical areas of investment: Asia

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporation, 
etc. (3)

Financial institutions, 
etc. (5)

8 Yes None ―

Asia Capital Partners, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Asia Capital Management, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Buyout Fund
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Asia
The basic investment policy and 
strategy: Investment in Advantage 
Partners Asia Fund, LP

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Global Infrastructure 
Opportunities Fund 2015 GP 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GLOBAL INFRASTRUCTURE 
OPPORTUNITIES FUND 2015 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Globally diversified portfolio of 
infrastructure funds, Investments in 
US, Europe and Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instituitions, 
etc. (1)

1 None None ―

Vertex Management (IV) Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vertex IV (CI) Fund L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Vertex is targeting to invest in early 
stage Israeli technology companies 
that offer growing market opportunity, 
a defensible business model and viable 
exit strategy

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Instruments 
Business operators (1)

1 Yes None ―

SHV Management Services, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sante Health Ventures I 
Annex Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Earty stage investments in medical 
device, pharmacutical, and healthcare 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Fudo Capital III GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fudo Capital III  (Co-
Investment) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund is a staff co-investment fund 
for the purpose of investment in Fudo 
Capital III L.P. Fudo Capital III L.P. is a 
Pan-Asian real estate fund; focus on 
value-added and/or opportunistic 
direct investments in real estate 
assets, with a particular focus on 
Japan, China, Australia, HK, Singapore, 
South Korea, and Taiwan. Value-added 
strategies employed involve re-
positioning, re-development, re-
leasing, and refurbishment of assets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes Yes ―

Innovation Global Capital 
Partners, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Innovation Global Capital I 
Feeder, LP

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

フィーダーファンドである"Innovation 
Global Capital I Feeder, LP"は、マス
ターファンドである"Innovation Global 
Capital I, LP"に出資を行っている。当
該マスターファンドからは、アパレル、
靴、化粧品等の製造販売を行うベン
チャー企業の未公開株に対する投資を
行っている。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 Yes 無 ―

Innovation Global Capital 
Partners, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Innovation Global Capital II 
Feeder, LP

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

Innovation Global Capital II, LPは、テク
ノロジー及び直接販売コンシューマー
系のベンチャー企業の未公開株に対す
る投資を行っている。

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 Yes 無 ―

Strait Capital Partners 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

China Consumer Fund L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The fund invests in consumer-related 
businesses in China. Hong Kong, 
Macau and Taiwan. The main target 
companies are mid-cap companies of 
well-established firms. The exit plans 
are listing the invested company on 
the market in Taiwan, Hong Kong, 
China etc., or disposing the 
investments prior to IPO.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 Yes None ―

Strait Capital Partners 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

China Consumer Yen Fund 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds As same above Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

NS Private Equity GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NS Private Equity Fund, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investee funds (mostly LPs) have 
varying investment strategies and 
geographical focuses. NS Private 
Equity Fund, L.P. acquires investee 
funds through secondary market 
transactions. Through the multi-faced 
industry and geographical focuses of 
these underlying fund investments, this 
fund-of-funds strategy is intended to 
allow NS Private Equity Fund, L.P. to 
achieve broad diversification within the 
private equity investment market.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

ACA Partners Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cat Dong Trading and 
Services JSC and Viet Thanh 
Cable Investments Limited

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment in E-commerce platform 
and cable TV operator in Vietnam

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual (1) 1 Yes None ―

ACA Partners Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cell ID Pte. Ltd. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment in Medical Device 
manufacturing company in Singapore

Private 
placement 
and 
Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1)

1 Yes None ―

BEENEXT1 GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BEENEXT1 LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

テクノロジー産業界のア一リーステージ
にある未上場ベンチャー企業の株式及
び株式関連有価証券等への投資を行
い、主にIPOやM&A時の株式売却によ
り利益の獲得を狙い、選ばれた少数の
投資家に対し、長期的な価値上昇実現
の機会を提供する。

運用 63条 事業法人等（2）、
外国法人又は外国人
等(2)、
個人(2)

6 有 無 ―

Fortress EJF2 IBLP GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress EJF2 Offshore L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Fortress EJF2 Offshore L.P. invests in 
interests of the funds investing in 
distressed real estate loans and 
related asset primarlily in Japan.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (2)

2 Yes Yes ―

DCI Vietnam Capital 
Management Co. Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DAIWA-SSIAM Vietnam 
Growth Fund II L.P.

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

主にベトナムの未上場企業及び一定程
度をPIPEs手法によりベトナムの上場企
業に投資することによってキャピタルゲ
イン及び収益を上げることを目標とす
る。ベトナム政府による国営企業の株
式売却機会にも選択的に投資を行う。

運用 旧63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(1)、事
業法人等（1）

3 Yes 無 ―

Jamestown Properties, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jamestown Premier Property 
Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Core and core-plus investment vehicle 
focused on office, retail and mixed-use 
assets in major US metro centers.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Core Towson Crossing 
Apartments LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Core Towson Crossing 
Apartments LLC

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Acquisition and Management of US 
Multi-Family Real Estate Project

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Individuals (1) 1 Yes None ―
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IFM Global Infrastructure (US) 
GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IFM Global infrastructure 
(Offshore) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment 
fund

Infrastructure equity
Our basic Investment policy and 
strategy is to subject investment 
decision to rigorous of fundamental 
analysis and a disciplined investment 
process. The goal is to construct and 
maintain portfolios which consist of 
long-term, core infrastructure assets. 
Core infrastructure assets have 
monopoly like characteristics, strong 
market positions, a consistent 
regulatory environment, high barriers 
to entry, limited demand-elasticity, 
exposure to inflation and economic 
growth and long lives. Our investment 
universe and target sub-sectors are: 
Roads and related infrastructure, rail 
infrastructure, social infrastructure 
with principally government backed-
cash flow, seaoirts, airports, water and 
waste water infrastrucure, 
communication infrastructure etc.
Infrastructure mainly covers North 
America, Europe, Mexico and Poland.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (5) 
Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (2)

7 None None ―

GCM CFIG Fund Partners IV, 
L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GCM Grosvenor Co-
Investment Opportunities 
Feeder Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

private equity 
fund

securities of private companies Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Global Private Equity 
Investments Fund 2015 NS & 
TM GP Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Global Private Equity 
Investments Fund 2015-NS 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Globally diversified portfolio of private 
equity funds, Investments in US, 
Europe and Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instituitions, 
etc. (2)

2 None None ―

Global Private Equity 
Investments Fund 2015 NS & 
TM GP Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Global Private Equity 
Investments Fund 2015-TM 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Globally diversified portfolio of private 
equity funds, investments in US, 
Europe and Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instituitions, 
etc. (2)

2 None None ―

Morgan Stanley Private Equity 
Asia III, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MS Private Equity Asia III 
Team LCIP L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investment management business 
carried out by acquiring interest in 
intermediary investment vehicles 
which, directly or indirectly, hold 
interest in investment vehicles mainly 
investing in both publicly listed 
companies as well as private, non-
listed companies, and private equity 
securities of entities with significant 
operations in Asia.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (2)

2 Yes None ―

Corundum Open Innovation 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Corundum Open Innovation 
（CI) Fund, L.P.

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象は、ライフサイエンス、バイオ
テクノロジー、新素材等の業種における
イスラエルのスタートアップ企業。
当該企業の成長・発展の過程で、複数
回に分けて出資。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

Gulf Japan Food Fund GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Gulf Japan Food Fund LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The General Partner's objective for the 
Partnership is to generate superior 
financial returns for the Limited 
Partners through substantial long-term 
capital appreciation of its investments, 
investment dividends and other income 
streams by: (i) investing expansion 
capital in select opportunities in the 
agriculture and food processing sector; 
(ii) direct investments in food and 
agribusiness companies; (iii) developing 
integrated solutions of scale by 
partnering with proven business 
operators; (iv) supply chain 
management across investee 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

Business corporations, 
etc. (1)

3 None None ―

Neoteny 3 Management, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NEOTENY 3, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The primary purpose of the 
Partnership is to make venture capital 
investments, principally by investing in 
and holding equity, equity-oriented and 
debt securities of early/seed-stage 
privately held companies selected by 
the General Partner.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (2)

2 Yes None ―

SAIL LIMITED 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SAIL INVESTMENT 2014-1 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Derivative investment fund Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (1) 1 None None ―

SAIL LIMITED 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SAIL INVESTMENT 2015-1 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Derivative investment fund Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

SAIL LIMITED 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SAIL INVESTMENT 2015-2 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Derivative investment fund Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

SAIL LIMITED 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SAIL INVESTMENT 2015-3 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Derivative investment fund Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Carlyle Property Investors 
GP, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Property Investors, 
L.P

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Real estate investments in the United 
States

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Carlyle Property Investors 
GP, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Property Investors-B, 
L.P

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Real estate investments in the United 
States

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

Fenox Venture Management 
X, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fenox Venture Company X, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage technology 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Fresco Capital Education 
Venture General Partner I, 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fresco Capital Education 
Venture Fund I, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Early stage technology companies Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―
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（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Sozo Ventures UGP II, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sozo Ventures - TrueBridge 
Fund II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The primary purpose of Sozo Ventures 
- TrueBridge Fund II, L.P. is to make 
venture capital investments in leading 
internet, IT and digital media 
companies with potential market 
opportunities in Japan and Asia, 
principally by investing in and holding 
equity and equity-oriented securities 
of privately held, technology-related 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(5)
Business corporations, 
etc(2)

7 Yes None ―

PCOF Management II LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TMA/Pathway Private Credit 
Opportunities Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds TMA/Pathway Private Credit 
Opportunities Fund, LP (the "Fund") 
invests the funds contributed by the 
investors into certain private 
securities. In terms of the geography, 
the Fund will invest primarily in North 
America and secondarily in Europe and 
other regions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

POSF Management II LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TMA/Pathway Opportunistic 
Secondaries Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds TMA/Pathway Opportunistic 
Secondaries Fund, LP (the "Fund") 
invests the funds contributed by the 
investors into certain private 
securities. In terms of the geography, 
the Fund will invest primarily in North 
America and secondarily in Europe and 
other regions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

500 Startups JP, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

500 Startups JP, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The primary purpose of the 
Partnership is to make pre-seed, seed 
and early stage venture capital 
investments, principally by investing in 
and holding equity and/or equity-
oriented securities of privately held 
companies operating directly or 
indirectly in Japan and which are 
principally focused in the information 
technology, communications, and 
internet technology fields.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1), 
Business corporations, 
etc. (5), 
Investment Limited 
Partnership (1)

7 Yes None ―

Private Equity Managers 
(2015) Offshore Advisors

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Private Equity Managers 
(2015) Offshore SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds To realize long-term compounded 
returns in excess of those available 
through conventional investments in 
the public equity markets.  The Fund's 
main focus will be making primary 
commitments to pooled investment 
vehicles, which are principally blind 
pool vehicles, focused on a diversified 
set of private equity strategies, which 
may include middle-market buyout, 
large buyout, distressed, growth equity, 
credit, venture capital, and industry 
focused strategies as available 
(“Underlying Funds”). On an 
opportunistic basis the Fund may also 
acquire interests in pooled investment 
vehicles from investors seeking 
liquidity prior to the termination of 
those vehicles, including both early and 
mature secondaries, and make co-
investments alongside managers that 
the investment management team has 
a relationship, provided, that such 
opportunistic investments will not 
exceed 20% of the Fund's investable 
capital (together with primary 
investments in Underlying Funds, 
“Portfolio Investments”)(although the 
Limited Partners should not expect 
that the Fund will ultimately make any 

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Apposite Healthcare II GP 
LLP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Apposite Healthcare Fund II 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investing to Healthcare private 
companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institution 
etc (1)

1 Yes None ―

Globis Fund V (GP) Co., Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Globis　Fund　V, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャー企業の内特にIT企業への投
資を実施する。

私募・運用 63条 金融機関等(1)、個人
(1)

2 有 無 ―

CJP III GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CITIC Capital Japan Partners 
III, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds buyout investment with effective 
control in Japanese small and medium 
companies with China angle

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (4), Investment 
Limited Partnership (2)

6 None None ―

ACA Vietnam Growth 
Management II Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ACA Vietnam Growth II LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Private Equity investment in 
Vietnamese baby product retail store 
chain.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Business Corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Aberdeen Global ex-Japan GP 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Aberdeen Global ex-Japan 
Property Fund of Funds LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

A diversified and primarily Core 
exposure to global ex-Japan real 
estate markets through building a 
portfolio of best-in-class unlisted real 
estate funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Mitsui & Co. Global 
Investment, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MGI GLOBAL FUND L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

IT、ヘルスケア、新産業分野等の成長
分野におけるベンチャー企業に対して、
出資を実施する

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Ishin Global Fund I Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ishin Global Fund Ⅰ L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

国内及び海外（主にアジア）のベン
チャーファンドもしくは未公開株式会社
に対しての複数分散投資等

私募・運用 63条 個人(2)
投資事業有限責任組
合(1)
事業法人等(6)

9 有 無 ―

Core Oakley Station LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Core Oakley Station LLC Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Acquisition and Management of US 
Multi-Family Real Estate Project

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Individuals (1) 1 Yes None ―

Core Henson Creek 
Apartments LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Core Henson Creek 
Apartments LLC

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Acquisition and Management of US 
Multi-Family Real Estate Project

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Individuals (1) 1 Yes None ―

DCM International VIII, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DCM VIII, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest primarily in early stage private 
equity securities

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions 
(3)

3 Yes Yes ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Denso HV PEP L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The goal of the Fund is to provide 
investors with compelling returns while 
reducing risk through diversification by 
investing in primary fund investments, 
secondary investments, direct co-
investments or other private market 
investments across all geographies 
with the flexible investment profile and 
objectives as specifically determined 
by the investor and with the 
customized construction through 
strategic and annual planning of the 
investor. The Fund will generally invest 
in primary, secondary, direct co-invest 
or other private market investments 
globally in accordance with specific 
strategic assessment, implementation 
and oversight phases.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HVSHP L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The goal of this customized program is 
to provide investor with compelling 
return while reducing risk through 
diversification by investing in primary 
fund investments, secondary 
investments and co-investments 
across all geographies. The program 
will comprise 3 tranches, with 
commitments of over 4 years and with 
14 years of life. The objectives of 
partnership will be on the development 
and implementation of a customized 
global private markets program, and to 
create long-term outperformance 
compared to public markets while 
limiting volatility and downside risk.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HV SI - Apollo Sengai Fund 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will primarily invest in private 
equities under the architecture of 
fund-of-funds, which is intended to be 
a turn key solution that invests in a 
diversified mix of primary funds, 
secondary investments, and direct co-
investments across geographies, with 
an emphasis on North America and 
Europe.  The Fund will generally focus 
on buyout and growth equity to seek 
both short and long-term 
outperformance compared to public 
markets while limiting volatility and 
downside risk.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest L Global PE SMA 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund intends to build a global 
private market portfolio which delivers 
long term outperformance relative to 
public equities.  Such portfolio will be 
comprised of primary partnership 
investments complemented by 
exposure to secondary investments 
and direct co-investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HV Z Global Private Equity 
Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund aims to build a global private 
market portfolio which delivers long 
term outperformance relative to public 
equities.  Such portfolio will be 
comprised of primary partnership 
investments complemented by 
exposure to secondary investments 
and direct co-investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Dover Street XI Feeder Fund 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund intends to build a diversified 
portfolio of global secondary 
investments in buyout, growth equity, 
venture capital, and other private 
markets assets that seeks to provide 
investors with compelling absolute and 
risk-adjusted performance by focusing 
on the less efficient segments of the 
secondary market. The team of 
investment management intends to 
follow its tested strategy of 
constructing secondary portfolios with 
an emphasis on complex transaction 
types, which enables the Firm to act 
as a solutions provider of scale to 
general partners and sellers, in order 
to offer our limited partners 
differentiated investment exposure and 
the potential for outperfomance.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HIPEP X Feeder Fund L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund is designed to provide access 
to attractive companies across stages 
including early stage venture, growth, 
and small and mid-market buyout, 
predominantly in Europe and Asia 
Pacific. The fund intends to offer a 
comprehensive solution for investors 
seeking compelling risk-adjusted 
returns and access to leading and next 
generation managers throughout 
Europe and Asia Pacific, with 
opportunistic exposure to other 
geographies. The primary fund 
investments are complemented by a 
portfolio of secondary and direct co-
investment deals, which are intended 
to accelerate capital deployment, 
provide j-curve mitigation, and 
enhance overall performance.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest Infrastructure 
Income Cayman Parallel 
Partnership L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund’s objective is to deliver 
attractive, consistent performance, 
with a focus on yield. The Fund is 
expected to invest in core and core 
plus infrastructure assets primarily 
through structured liquidity solutions 
and direct co-investments. The Fund 
intends to target a Net IRR of 8-10% 
inclusive of a target annual yield of 4-
6%.3 In terms of geographic exposure, 
the focus of the Fund’s portfolio of 
investments is expected to be within 
the Organisation for Economic Co-
operation and Development (“OECD”) 
countries, with an emphasis on North 
America, Western Europe, and 
Australia.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest Credit 
Opportunities III Feeder Fund 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund seeks to generate current 
income and long-term capital gains by 
building a diversified portfolio of credit 
investments complemented by an 
equity component. These investments 
will be selected, and the portfolio 
constructed, with a focus on capital 
preservation and downside protection.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
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HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest Partners 
Stewardship Feeder Fund L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund intends to build a globally 
diversified portfolio of direct co-
investments in companies that offer 
the potential for positive impact as 
well as compelling equity appreciation 
across areas of Health, Environmental 
& Sustainability, Inclusive Finance, 
Community, and Education. It aims to 
generate attractive returns and 
provide a comprehensive direct co-
investment solution for investors by 
leveraging HarbourVest's proactive 
deal sourcing resources, proprietary 
due diligence processes, ESG focus, 
and global presence.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DENSO HV PEP II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The goal of the Fund is to provide 
investors with compelling returns while 
reducing risk through diversification by 
investing in primary fund investments, 
secondary investments, direct co-
investments or other private market 
investments across all geographies 
with the flexible investment profile and 
objectives as specifically determined 
by the investor and with the 
customized construction through 
strategic and annual planning of the 
investor. The Fund will generally invest 
in primary, secondary, direct co-invest 
or other private market investments 
globally in accordance with specific 
strategic assessment, implementation 
and oversight phases.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest Private Equity 
Continuation Solutions Feeder 
Fund L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund intends to offer investors an 
opportunity to participate in a broad 
array of continuation solutions in 
private equity-backed assets. The 
market for these types of transactions 
is rapidly expanding with private equity 
sponsors seeking to retain exposure to 
their best performing assets for longer. 
HarbourVest offers a differentiated 
solution to private equity sponsor 
relationships, utilizing the collective  
strengths of our Secondary and Direct 
Co-Investment platforms to provide a 
flexible array of transaction-
structuring solutions in an effort to 
best meet the situation-specific 
objectives for a sponsor and/or its 
portfolio companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest Direct Lending II 
Parallel Fund (U) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund (unlevered) seeks to 
generate current income and strong 
downside protection its investors 
through a portfolio of senior debt 
investments in private equity backed, 
middle market companies. Target 
opportunities will be selected with a 
focus on capital preservation, current 
yield, and diversification.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest Direct Lending II 
Parallel Fund (L) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund (levered) seeks to generate 
current income and strong downside 
protection its investors through a 
portfolio of senior debt investments in 
private equity backed, middle market 
companies. Target opportunities will be 
selected with a focus on capital 
preservation, current yield, and 
diversification.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JUNI Private Equity Fund H 
(USD) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund target to build a global 
private market portfolio which delivers 
long term outperformance relative to 
public equities.  Such portfolio will be 
comprised of primary partnership 
investments in portfolio entities that 
intend to invest in venture capital 
investments (“Primary Venture 
Investments”) and secondary 
investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest Infrastructure 
Opportunities III Feeder Fund 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund intends to provide investors 
access to high-quality infrastructure 
secondary and direct investments that 
generate complelling risk-adjusted 
returns. The fund is expected to 
provide investors with a diversified 
retrun stream benefiting from inflation 
linkage and downside protection.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest Partners XIII US 
Flagship Fund L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund is designed to be a
comprehensive solution for investors
seeking access to attractive, high-
quality private markets investment
opportunities primarily based in the
United States. The US Flagship Fund
will have a fixed allocation of 55% to
HarbourVest Partners XIII Buyout
Fund, 30% to HarbourVest Partners XIII
Venture Fund, and 15% to HarbourVest
Partners XIII Small Cap Fund” The US
Flagship Fund’s expected investment
mix of primary partnership investments
complemented by secondary purchases 
an direct co-investments seeks to
provide investors with compelling
returns, while aiming to reduce risk
through diversification.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest Partners XIII 
Venture Feeder Fund L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund is a comprehensive solution 
for investors seeking access to high-
quality venture capital and growth 
equity investments primarily based in 
the United States. The Fund intends to 
build a portfolio consisting of 
predominantly primary fund 
investments in North American-based 
funds that target venture capital, 
growth equity, and other private 
market transactions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest Partners XIII 
Buyout Feeder Fund L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund is a comprehensive solution 
for investors seeking access to high-
quality buyout investments primarily 
based in the United States. The Fund 
intends to build a portfolio consisting 
of predominantly primary fund 
investments in North American-based 
funds that pursue buyouts, 
recapitalizations, turnarounds, special 
situations, growth equity, and other 
private market transactions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest Partners XIII 
Small Cap Feeder Fund L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund is a comprehensive solution 
for investors seeking access to high-
quality small cap buyout investments 
primarily based in the United States. 
The Fund intends to build a portfolio 
consisting of 
predominantly primary fund 
investments in North American-based 
funds targeting $7 billion in capital 
commitments or less that pursue 
buyouts, recapitalizations, turnarounds, 
special situations, growth equity, and 
other private market transactions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest Citrine Fund L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund is designed to build a global 
private market portfolio which seeks to 
deliver long term outperformance 
relative to public equities while limiting 
volatility and downside risk.  Such 
portfolio will be comprised of primary 
partnership investments complemented 
by exposure to secondary investments 
held through Dover Street XI L.P. 
(“Dover XI”).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest Co-Investment 
VII Buyout Feeder Fund L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund intends to build a portfolio 
consisting of predominantly co-
investments that pursue buyouts, 
recapitalizations, special situations, 
and other private market transactions 
across the globe. The HCF VII Buyout 
Fund will target transactions where 
there is a change of control 
transaction, and the lead GP (and co-
investors) have economic and 
governance control over the asset.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest Co-Investment 
VII Combined Feeder Fund 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund will invest solely in HCF VII 
Buyout and HCF VII Growth with a 
fixed allocation of 90% Buyout, 10% 
Growth. This allocation between 
Buyout and Growth transactions is 
generally consistent with the relative 
share of each transaction type  
completed by the HarbourVest co-
investment platform over the past ten 
years.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest Co-Investment 
VII Growth Feeder Fund L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund intends to build a portfolio 
consisting of predominantly co-
investments that pursue primarily 
growth equity, expansion-stage, 
minority recapitalizations, special 
situations, and other private market 
transactions across the globe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HarbourVest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest 2024 Global 
Feeder Fund L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund intends to be a broadly 
diversified portfolio of private market 
investments across buyout, growth 
equity, venture capital, and special 
situations strategies. The Fund’s 
targeted mix of primary fund 
investments, secondary investments, 
and direct co-investments aims to 
accelerate capital deployment and 
generate both early and long-term 
performance.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

LVP Seed Fund II GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LVP SEED FUND II L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment sectors: Games ecosystem 
Growth stage: Seed / Series A 
Investment policy: To invest in 
companies located in North America, 
Europe and Middle East that operate 
across the games ecosystem

Private 
placement

Article 63 Business Corporations, 
etc. (2)

2 None None ―

SV Frontier LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SV Frontier LLC 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

米国中心のITベンチャー企業への投資
及び、日米ビジネス開発業務の支援

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 有 無 ―

GFR Fund I GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GFR Fund, LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

The investment objective of the Fund 
is to buy, sell, hold and otherwise 
invest in the equity and equity-related 
securities of companies in the virtual 
reality and augmented reality 
industries with a primary focus on 
investments in North America

私募・運用 63条 事業法人等（3）、個人
(1)

4 有 無 ―

Visionnaire Ventures GP II 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Visionnaire Ventures Fund II, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Visionnaire Ventures Fund II L.P. is the 
fund vehicle for Visionnaire Ventures 
second fund. This entity invests in 
early stage private companies, 
primarily in the technology space at 
varying early stages from series Seed 
to series B.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Visionnaire Ventures GP II 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Visionnaire Ventures GP II, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Visionnaire Ventures GP II L.P. is the 
management fund for Visionnaire 
Ventures Fund II L.P. The General 
Partners of the fund invest through 
this vehicle into the fund for GP 
capital purposes.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

NB Alternatives GP (Offshore) 
Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB Crossroads 2010 Fund - B 
Asset Allocation (Cayman) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of Funds This is a private equity fund with the 
investment objective of achieving 
superior risk-adjusted returns through 
the purchase of primary and secondary 
investments in private equity funds as 
well as direct co-investments in 
private equity transactions.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

NB Alternatives GP (Offshore) 
Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB Crossroads 2010 Fund - 
Special Situations (Cayman) 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of Funds This is a private equity fund with the 
investment objective of achieving 
superior risk-adjusted returns through 
the purchase of primary and secondary 
investments in private equity funds as 
well as direct co-investments in 
private equity transactions.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial institutions, 
etc.(3)

3 None None ―

Blue Owl GP Stakes GP 
Holdings LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Blue Owl GP Stakes III 
Offshore Investors LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other This is a private equity fund that 
establishes minority equity interests in 
institutional alternative asset 
management businesses worldwide.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (5)

5 None None ―

Blue Owl GP Stakes GP 
Holdings LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Blue Owl GP Stakes IV 
Offshore Investors LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other This is a private equity fund that 
establishes minority equity interests in 
institutional alternative asset 
management businesses worldwide.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (5)

5 None None ―

Blue Owl GP Stakes GP 
Holdings LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Blue Owl GP Stakes V 
Offshore Investors LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other This is a private equity fund that 
establishes minority equity interests in 
institutional alternative asset 
management businesses worldwide.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(7)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc.(1)
Business corporations, 
etc.(1)
Other (1)

10 None None ―
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NB Private Debt Associates II 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB Private Debt Fund II SLP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund invests in private debt 
investments in transactions sponsored 
by private equity sponsors, including 
leveraged buyouts, refinancings, 
acquisitions and growth capital.  The 
fund focuses on investments in junior 
debt tranches, including second lien 
loans and mezzanine debt securities of 
primarily North American companies.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

Athyrium Opportunities 
Associates GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Athyrium Opportunities Fund 
(A) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund focuses on making income-
generating investments in the broader 
healthcare sector, including 
pharmaceuticals, biotechnology, 
specialty and generic pharmaceuticals, 
medical devices and products, 
laboratory and diagnostic products and 
services, and healthcare services and 
facilities companies.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

Marquee Brands GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Marquee Brands Cayman Fund 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund invests in a brand acquisition, 
licensing and management company 
that will focus on making income-
generating investments in the broader 
consumer and retail sectors, including 
but not limited to apparel, footwear, 
accessories, consumer health & 
beauty, entertainment, food & 
beverage, electronics, publishing, 
housewares and furniture sectors.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

BRV Lotus Growth Partners 
2015, Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BRV Lotus Growth Fund 2015, 
L.P.

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

潜在的に成長可能性のある中小規模
のテクノロジー、消費者向けサービス、
ヘルスケア事業を行う事業会社（非公
開会社）への投資

私募・運用 63条 金融機関等(1)、
事業法人等(1)

2 有 無 ―

PMOF Management II LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TMAM/Pathway Market 
Opportunities Fund, LP

外国の法令に
基づく権利

ファンド・オブ・
ファンズ

TMAM/Pathway Market Opportunities 
Fund, LP (the "Fund") invests the 
funds contributed by the investors into 
certain private securities. In terms of 
the geography, the Fund will invest 
primarily in North America and 
secondarily in Europe and other 
regions.

私募・運用 63条 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1)

1 None None ―

KK Investment Management 
Company Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

KK Fund II, L.P 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

東南アジアを中心としたアジア地域の
Preシード及びシードステージの企業を
投資対象とする。また、特にコンシュー
マー向けモバイル、インターネットサー
ビス、金融及び物流テクノロジーサービ
スの分野の企業を優先的に投資の対
象とする方針である。各投資先企業へ
の1ラウンド当たりの投資金額は、US
＄100,000～400,000程度とし、原則とし
て優先株への投資を行う方針である。
かかる投資を前提とし、日本、中国又
はASEAN企業へ売却等のM&Aを通じ
てExitを図る戦略である。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、事業法人等(2)

3 有 無 ―

Incline A GP (Cayman) Co., 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Incline A Aviation 2 LLC Rights Based 
on Laws and 
Regulations of 
a Foreign State

Asset specific 
fund (including 
enterprise 
fund)

Fund will acquire, trade and offer for 
lease commercial aircraft across the 
spectrum of asset types and vintages. 
From time to time, Fund may also 
invest in related financial assets.

Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Financial institution (1) 1 None None ―

GAIKOKUKABU MoM GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GAIKOKUKABU Sub Fund 1, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund invests in global equity with 
the investment aim of generating long 
term excess returns relative to the 
long only market index.

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Schroders Capital 
Management (Jersey) Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Schroders Capital Private 
Equity Mature Secondaries 
(Orthros)II L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Schroder Capital Private Equity 
Mature Secondaries (Orthros)II L.P. 
will acquire a portfolio of mature 
private equity limited partnership 
interests on the secondary market. It 
will be diversified by geography, 
vintage, fund manager, and underlying 
company type. The partnership will 
have a 5 years term.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Schroders Capital 
Management (Jersey) Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Schroders Capital Private 
Equity Mature Secondaries 
(Orthros)III L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Schroder Capital Private Equity 
Mature Secondaries (Orthros)III L.P. 
will acquire a portfolio of mature 
private equity limited partnership 
interests on the secondary market. It 
will be diversified by geography, 
vintage, fund manager, and underlying 
company type. The partnership will 
have a 5 years term.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

Schroders Capital 
Management (Jersey) Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Schroders Capital Private 
Equity Mature Secondaries 
(Orthros)IV L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Schroder Capital Private Equity 
Mature Secondaries (Orthros)IV L.P. 
will acquire a portfolio of mature 
private equity limited partnership 
interests on the secondary market. It 
will be diversified by geography, 
vintage, fund manager, and underlying 
company type. The partnership will 
have a 5 years term.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Schroders Capital 
Management (Jersey) Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Schroders Capital Private 
Equity Europe Direct L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Schroder Capital Private Equity 
Europe Direct L.P. will primarily focus 
on investing in Europe in the small 
buyout segment with a focus on 
transformational buyouts, specialist 
buyouts and turnaround opportunities 
while a small share may be invested in 
other segments The partnership shall 
have an initial term of 10 years, but 
this may be extended by the general 
partner for up to an additional 3 years.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

Ortus Aircraft Leasing Fund 
GP Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ortus Aircraft Leasing Fund 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Aircraft fund Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (6)

6 None None ―

IDF III GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Infrastructure Debt Fund III 
(JPY), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Infrastructure Debt Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

IDF III GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Infrastructure Debt Fund III 
(USD Hedged), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Infrastructure Debt Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

IDF III GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Infrastructure Debt Fund III 
(USD), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Infrastructure Debt Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

PPEF Management Investors 
10-II LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TMAM/Pathway Private 
Equity Fund V, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds TMAM/Pathway Private Equity Fund V, 
LP (the "Fund") invests the funds 
contributed by the investors into 
certain private securities. In terms of 
the geography, the Fund will invest 
primarily in North America and 
secondarily in Europe and other 
regions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―
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the Financial 
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Global Infrastructure Portfolio 
GP, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NLGI Infrastructure Fund USD 
I, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds It will mainly invest in interests in 
limited partnerships whose assets will 
be invested in infrastructure projects 
or infrastructure business entities

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Global Property Portfolio Fund 
II, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Global Property Portfolio 
Growth Fund II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds It will mainly invest in interests in 
limited partnerships whose assets will 
be invested in real estate or real 
estate products in the USA.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Elephants & Ventures 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hardware Club Fund I Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Startups in seed/early stages Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business Corporation 
(3)
Individuals (2)

5 Yes None ―

J-STAR No. 3 SS GP, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

J-STAR No.3 SS, LP
Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Small and medium size enterprises in 
Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (7)
Investment Limited 
Partnership (3)

10 Yes None ―

Cross Ocean ESS Fund II GP 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cross Ocean EUR ESS Fund 
II L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other ・ Targeting mid-teens retums 
・ Targeting European senior secured 
debt; 
・ A focus on creditor-friendly 
jurisdictions, with strong creditor 
protection, rights and a well-defined 
legal process; 
・ A preference for non-control, 
stressed over deeply distressed 
situations; and
・ Emphasis on sourcing less liquid, 
"non-syndicated" loans.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

NB-Athyrium Opportunities 
Fund III GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB-Athyrium Opportunities 
Fund III LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund, through an investment in the 
underlying fund, will seek to create a 
diverse portfolio of income-generating 
investments and liquid and illiquid 
assets, including debt interests, equity 
interests, joint venture interests and 
synthetic structures and derivatives 
referencing the foregoing, in the 
broader healthcare and life sciences 
sectors.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(4)

4 None None ―

Europa Capital LLP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Europa Mezzanine L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Invests in mezzanine debt for UK 
regional properties

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporation or 
foreigner, etc. (1)

1 None None ―

Europa Capital LLP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Europa Fund V (No.2) L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Invests in pan European value add 
properties (mainly offices, residentials, 
retails, logistics)

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporation or 
foreigner, etc. (1)
Business corporation, 
etc. (1)

2 Yes None ―

Europa Capital LLP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Europa UK Debt Fund II L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Invests in whole loan and mezzaninne 
debt for UK regional properties

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporation or 
foreigner, etc. (1)

1 None None ―

LaSalle Asia Opportunity V 
GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LaSalle Asia Opportunity V 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The General Partner on behalf of the 
Limited Partnership directly owns 
shares in a Singapore holding company;
The Singapore holding company in turn 
owns shares/interests in another 
vehicle or vehicles that acquires, owns 
and disposes of, real properties 
located in Japan, Australia, Singapore, 
Hong Kong, South Korea or China.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

AB Value Capital Partners VI 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AB VALUE BRIDGE VI, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Primarily invest in, directly or 
indirectly, the secondary private equity 
markets of the Asia-Pacific region.

Private 
placement

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 Yes Yes ―

APGP Management Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AP Management, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Buyout Fund

Risk characteristic: Equity

Regional characteristics: Asia

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

APGP Management Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DFS Partners L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Buyout Fund

Risk characteristic: Equity

Regional characteristics: Asia, USA, 
Europe

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (1),
Foreign corporation or 
foreigners etc. (1)

2 Yes None ―

APGP Management Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

R&T Partners, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Buyout Fund

Risk characteristic: Equity

Regional characteristics: Asia, USA, 
Europe

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (1),
Foreign corporation or 
foreigners etc. (1)

2 None None ―

APGP Management Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

APCV ASIA1, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Buyout Fund

Risk characteristic: Equity

Regional characteristics: Asia, USA, 
Europe

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (3),
Foreign corporation or 
foreigners etc. (1)

4 Yes None ―

APGP Management Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fashion Platform Partners, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Buyout Fund

Risk characteristic: Equity

Regional characteristics: Asia, USA, 
Europe

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (2) 2 None None ―

APGP Management Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PS Reiwa B1, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Other

Risk characteristic: Bond, Equity

Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (2) 2 Yes None ―

APGP Management Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AP Reiwa F7-B, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Other

Risk characteristic: Bond, Equity

Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (1) 1 Yes None ―

APGP Management Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PS Reiwa B2, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Other

Risk characteristic: Bond, Equity

Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (2) 2 Yes None -



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
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Carbon VI GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carbon Capital VI Parallel LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The fund's purpose is to invest in 
eligible investments in the United 
States, with a focus on (a) loans 
secured by commercial real estate, (b) 
commercial mortgage-backed 
securities, (c) investments in preferred 
equity interests in an entity that owns 
or operates commercial real estate.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

CPRE General Partner 
Company LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Canyon Laurel Investment 
Fund (B) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The fund (Invested Business) is a fund 
that will provide financing solutions in 
the US commercial real estate market, 
primarily for middle market (USD50-
200 million) transactions. The fund will 
focus on senior loans and preferred 
equity investments, with diversification 
across sectors, regions, and positions 
in the capital structure.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

CPRE General Partner 
Company LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Canyon Laurel Investment 
Fund Cayman (B) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The fund (invested Business) is a fund 
that will provide financing solutions in 
the US commercial real estate market, 
primarily for middle market (USD50-
200 million) transactions. The fund will 
focus on senior loans and preferred 
equity investments, with diversification 
across sectors, regions, and positions 
in the capital structure.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (3)

3 Yes None ―

CFIG (Cayman) Holdings 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GCM Grosvenor Kronos 
Investment Program, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds private equity and distressed debt 
funds

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

CFIG (Cayman) Holdings 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GCM Grosvenor Kronos 
Investment Program II, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds private equity and distressed debt 
funds

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

CFIG (Cayman) Holdings 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LTV Infrastructure (GCM) 
(Feeder), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Private equity and distressed debt 
funds

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

CFIG (Cayman) Holdings 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JUNI Private Equity Fund G 
(USD), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Private equity and distressed debt 
funds

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None None

CFIG (Cayman) Holdings 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JUNI Private Equity Fund G 
(EUR), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Private equity and distressed debt 
funds

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None None

CP VII ESC Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Partners VII Employee 
Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To seek long-term capital gains 
through the creation of a diversified 
global portfolio of direct or indirect 
investments in equity, equity-related 
and similar securities or instruments, 
including debt or other securities or 
instruments with equity-like returns or 
an equity component by investing 
alongside West Street Capital Partners 
VII, L.P. and its offshore and parallel 
analogs.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

CP VII ESC Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Partners VII MBD 
Fund B, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To seek long-term capital gains 
through the creation of a diversified 
global portfolio of direct or indirect 
investments in equity, equity-related 
and similar securities or instruments, 
including debt or other securities or 
instruments with equity-like returns or 
an equity component by investing 
alongside West Street Capital Partners 
VII, L.P. and its offshore and parallel 
analogs.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

CP VII ESC Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Partners VII MBD 
Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To seek long-term capital gains 
through the creation of a diversified 
global portfolio of direct or indirect 
investments in equity, equity-related 
and similar securities or instruments, 
including debt or other securities or 
instruments with equity-like returns or 
an equity component by investing 
alongside West Street Capital Partners 
VII, L.P. and its offshore and parallel 
analogs.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

CP VII ESC Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Partners VII MBD 
Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To seek long-term capital gains 
through the creation of a diversified 
global portfolio of direct or indirect 
investments in equity, equity-related 
and similar securities or instruments, 
including debt or other securities or 
instruments with equity-like returns or 
an equity component by investing 
alongside West Street Capital Partners 
VII, L.P. and its offshore and parallel 
analogs.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
Manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Brookfield Premier Real 
Estate Partners GP of GP 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brookfield Premier Real 
Estate Partners (NUS) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund’s primary objective is to 
seek investments in high‐quality, 
stabilized assets located primarily in 
the United States with a focus on 
office, industrial, retail and multifamily 
real estate assets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(1)

1 None None ―

Brookfield Premier Real 
Estate Partners GP of GP 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brookfield Premier Real 
Estate Partners L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund's primary objective is to 
seek investments in high-quality, 
stabilized assets located primarily in 
the United States with a focus on 
office, industrial, retail and multifamily 
real estate assets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (5)

5 None None ―

LCP3 Commitment GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LCP3 Commitment L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Focused on strategically driven control 
and significant influence buyout in 
Japan and North Asia. Sectors include 
mature industrial and technology, 
consumer related, financial or business 
services.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Longreach Management 
Corporation Cayman 3 -JPY

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Longreach Capital Partners 3-
JPY, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Focused on strategically driven control 
and significant influence buyout in 
Japan and North Asia. Sectors include 
mature industrial and technology, 
consumer related, financial or business 
services.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1),
Financial institutions, 
etc. (8), 
Investment Limited 
Partnership (3)

12 Yes None ―
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DIGITAL MEDIA PARTNERS 
LTD

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DIGITAL MEDIA PARTNERS, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund seeks to acquire aprox 20% 
Series A minority stake in Investee 
Company. In successful investments 
follow on investment will be made to 
maintain 20% stake in Series B. 
Investees are early stage technology 
companies where majority of revenue 
is derived within SouthEast Asia

Investmen
t 
manageme
nt

Old Article 
63

Investment Limited 
Partnrship (1)

1 None None ―

FJOF3 Res Coinvest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

FJOF3 Res Coinvest GP LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The fund is seeking to invest indirectly 
in real estate related assets located in 
Japan.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 None None ―

FJOF3 Res Coinvest GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

FJOF3 Residential 
Coinvestment Fund (Yen) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The fund is seeking to invest indirectly 
in real estate related assets located in 
Japan.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (7)

7 None None ―

Emerald Partners III Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Emerald Industrial Innovation 
Fund L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Sector focus: potentially 
transformative industrial innovations 
which are based on advanced 
materials, new device architectures, 
advanced process technology and 
industrial software and analytics
Stage focus: early to growth stage
Geographical focus: predominantly 
invest in Europe (including Israel) and 
North America

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (5)

5 Yes None ―

Berkshire Multifamily Income 
Realty Fund GP, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Berkshire Multifamily Income 
Realty Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Aquire multifamily real estate 
investments in the United States

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business operators, 
etc. (1),Financial 
Institutions, etc. 
(4),Business 
Corporations, etc. (2)

7 Yes None ―

MSREI IX GP, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

North Haven Real Estate Fund 
IX Global-F, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Pooled investment vehicle that has 
been established to make, directly or 
indirectly, opportunistic real estate and 
real estate-related investments 
globally, which may include equity and 
debt investments in properties, 
portfolios and real estate-related 
companies globally.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

PSF Management II LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TMAM/Pathway Secondaries 
Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds TMAM/Pathway Secondaries Fund, LP 
(the "Fund") invests the funds 
contributed by the investors into 
certain private securities. In terms of 
the geography, the Fund will invest in 
North America and Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Atomico Advisors IV, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Atomico IV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investments across the technology 
industry with a particular focus on 
seed and early stage consumer-facing 
businesses in media, telecom and 
services sectors.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1), 
Financial
Institutions,
etc.(1)

2 None None ―

Quest Venture Partners GP 
Fund III, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Quest Venture Partners Fund 
III, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Quest Venture Partners GP Fund III, 
LLC acts as general partner for a fund 
that is organized as a Delaware limited 
partnership. The fund will make 
venture capital investments primarily 
in early stage companies that are 
operated principally in the United 
States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

NSV Wolf Capital GP III, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NSV Wolf Capital III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of 
venture funds

Cayman fund investing in various US 
venture capital funds that have 
competitive edge in FinTech

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions 
(2)
Investment Limited 
Partnership (1)
Business corporations, 
etc. (1)

4 Yes None ―

Pangaea Ventures Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pangaea Ventures Fund IV, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Advanced materials companies, 20% 
seed/early, 80% middle/late

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (2)

2 Yes None ―

Sunrise Management (Non-
US) Limited III

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SC3 Investment Program, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund is a staff co-investment fund 
established for the purpose of 
investment in Sunrise Capital III, L.P. 
and Sunrise Capital III (Non-US), L.P.
Both Sunrise Capital III, L.P. and 
Sunrise Capital III (Non-US), L.P., 
which are Japan-dedicated buy-out 
funds with a focus on acquiring well-
established, mid-cap companies in 
Japan with competitive advantages and 
growth potential. Sectors include 
consumer, healthcare, retail, logistics, 
and manufacturing.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)
Individuals(1)

2 Yes None ―

Sunrise Management (Non-
US) Limited III

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sunrise Capital III 
(Co-Investment), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund is a staff co-investment fund 
established for the purpose of 
investment in Sunrise Capital III (Non-
US), L.P.
Sunrise Capital III (Non-US), L.P. is a 
Japan-dedicated buy-out fund with a 
focus on acquiring well-established, 
mid-cap companies in Japan with 
competitive advantages and growth 
potential. Sectors include consumer, 
healthcare, retail, logistics, and 
manufacturing.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)
Individuals(1)

2 None Yes ―

Sunrise Management (Non-
US) Limited III

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sunrise Capital III (JPY), L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Japan-dedicated buy-out fund with a 
focus on acquiring well-established, 
mid-cap companies in Japan with 
competitive advantages and growth 
potential. Sectors include consumer, 
healthcare, retail, logistics, and 
manufacturing.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (7) / Investment 
Limited Partnership (1)

8 None None ―

STV GP Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

STV Fund, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund seeks to acquire aprox 20% 
Series A minority stake in Investee 
Company. In successful investments 
follow on investment will be made to 
maintain 20% stake in Series B. 
Investees are early stage technology 
companies where majority of revenue 
is derived from companies within the 
fashion vertical within SouthEast Asia.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

GreenOak MC Core Plus GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MC GreenOak Core Plus 
Blocker, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund focuses on core-plus 
investments in office, retail and 
multifamily assets located at the 
gateway US markets

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1),
Business Corporations, 
etc. (4)

5 Yes None ―

GreenOak MC Core Plus GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MC GreenOak Core Plus 
Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund focuses on core-plus 
investments in office, retail and 
multifamily assets located at the 
gateway US markets

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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HSRE Core Fund GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Harrison Street Core 
Property Fund D, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective of the Fund 
is to generate stable, attractive, long-
term, risk-adjusted returns by 
investing in a portfolio of alternative 
real assets.

The Fund targets investment 
opportunities in the following primary 
property types: (i) student housing, 
both on and off campus, and other 
education-related real estate 
investments; (ii) senior housing, 
including, but not limited to, 
independent living facilities, assisted 
living facilities and memory care 
facilities; (iii) medical office buildings 
and other healthcare-related real 
estate investments other than full 
service hospitals; (iv) storage 
properties, including, but not limited to, 
self storage, marinas and boat storage; 
and (v) life sciences buildings.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

HSRE Core Fund GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Harrison Street Core 
Property Fund E, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective of the Fund 
is to generate stable, attractive, long-
term, risk-adjusted returns by 
investing in a portfolio of alternative 
real assets. 

The Fund targets investment 
opportunities in the following primary 
property types: (i) student housing, 
both on and off campus, and other 
education-related real estate 
investments; (ii) senior housing, 
including, but not limited to, 
independent living facilities, assisted 
living facilities and memory care 
facilities; (iii) medical office buildings 
and other healthcare-related real 
estate investments other than full 
service hospitals; (iv) storage 
properties, including, but not limited to, 
self storage, marinas and boat storage; 
and (v) life sciences buildings.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (3), Business 
corporation, etc. (1)

4 None None ―

GW Ventures GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GW Ventures Fund, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Seed, Early stage investment Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Exacta Capital Partners 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Exacta Asia Investment II LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The investment objective of the 
Partnership is to achieve attractive 
superior returns through a combination 
of capital appreciation and current 
income by principally making equity 
and equity-related investments in 
companies operating in the ASEAN 
member states.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (6),
Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

7 None None ―

GPEIF 2017-U GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GPEIF 2017-U LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Globally diversified portfolio of private 
equity funds, investments in US, 
Europe and Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

GSAM Gen-Par, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mount Kellett Capital 
Partners Access PMD QP LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds To achieve superior risk adjusted 
returns by acquiring investments and 
portfolios of investments primarily in 
North America, Asia and Europe. The 
Mount Kellett U.S. Fund will focus on 
making opportunistic investments on a 
global basis, including, but not limited 
to, investments in the debt and equity 
of private and public companies, bank 
loans and bonds, distressed and 
stressed investments, including control 
positions, portfolios of consumer 
receivables, mortgage loans, CDOs, 
real estate and real estate-related 
securities.

Investmen
t 
Manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
of foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

GSAM Gen-Par, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Private Equity Partners 2004 
Emp Offshore LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds To realize long-term compounded 
returns in excess of those available 
through conventional investments in 
the public equity markets, through 
careful construction of a broad and 
varied private equity portfolio. The 
Fund may invest in pooled investment 
vehicles ("Partnership Investments) 
and privately negotiated transactions 
generally sourced on a co-investment 
basis ("Direct Investments" and, 
together with Partnership Investments, 
"Portfolio Investments), both 
domestically and internationally, across 
all sectors of the private equity 
market, such as leveraged buyouts, 
growth capital financings, venture 
capital, industry-focused funds and 
distressed securities.

Investmen
t 
Manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

GSAM Gen-Par, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Private Equity Partners IX 
Emp LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds To construct a broad and varied 
private equity portfolio by making (i) 
commitments to pooled investment 
vehicles that are principally blind pools 
("Partnership Investments"), (ii) direct 
private equity investments sourced on 
a co-investment basis with the 
Partnership Investments, through co-
investments associated with other 
funds managed by the Goldman Sachs 
Private Equity Group and other 
investment opportunities identified by 
the Private Equity Group ("Direct 
Investments") and (iii) secondary 
investments by directly or indirectly 
investing in pooled investment 
vehicles, by acquiring interests in 
those vehicles from investors who are 
seeking liquidity prior to the 
termination of those vehicles and in 
investment vehicles structured to 
share many of the characteristics of 
LP Secondaries, in each case as 
determined by the general partner of 
the PEP IX Partnerships and the 
General Partner in their sole 
discretion.

Investmen
t 
Manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―
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（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

GSAM Gen-Par, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vintage IV PMD QP LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds To realize long-term compounded 
returns in excess of those available 
through conventional investments in 
the public equity markets, by providing 
liquidity or partnering solutions for 
investors in existing private equity 
assets and providing capital or 
partnering solutions for portfolio 
managers. The funds intend to pursue 
this objective by directly or indirectly 
investing a significant amount of their 
capital in:(1) pooled investment 
vehicles, by  acquiring interrests in  
those vehicles from investors who are 
seeking liquidity prior to the 
termination of those vehicles ("LP 
Secondaries"); (2) investment vehicles 
structured to share many of the 
characteristics of LP Secondaries 
("Synthetic Secondaries "); and (3) 
investments in the private equity 
market, other than LP Secondaries 
("Alternative Transactions," and, 
together with LP Secondaries and 
Synthetic Secondaries, "Portfolio 
Investments").

Investmen
t 
Manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

GSAM Gen-Par, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

VNT IV EMP LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds To realize long-term compounded 
returns in excess of those available 
through conventional investments in 
the public equity markets, by providing 
liquidity or partnering solutions for 
investors in existing private equity 
assets and providing capital or 
partnering solutions for portfolio 
managers.

Investmen
t 
Manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

Goldman Sachs Distressed 
Opportunities IV Employee 
Funds GP, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Distressed Managers IV Emp 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds To achieve long-term compounded 
returns on contributed capital that fall 
within the top quartile of those 
realized by investment managers 
focused on distressed situations. The 
Funds will seek to make direct and 
indirect investments in privately and 
publicly issued debt securities and 
privately issued equity securities of 
companies that are currently 
experiencing financial and/or 
operational distress and pursue 
unusual strategies that seek to take 
advantage of dislocations or 
opportunities in the market.

Investmen
t 
Manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

PEP Asia Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Private Equity Partners (Asia) 
Emp LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds To achieve long-term compounded 
returns that fall within the top quartile 
of those realized by investment 
managers focused on alternative 
investments in Asia. The PEP Asia 
Partnerships will seek to construct a 
broad and varied, Asia-focused private 
equity investment portfolio by making 
commitments to pooled investment 
vehicles managed by the portfolio 
managers described below and 
additional portfolio managers to be 
identified by the Private Equity Group.

Investmen
t 
Manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

PEP Asia Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Private Equity Partners (Asia) 
Offshore LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds To achieve long-term compounded 
returns that fall within the top quartile 
of those realized by investment 
managers focused on alternative 
investments in Asia. The PEP Asia 
Partners will seek to construct a broad 
and varied, Asia-focused private equity 
investment portfolio by making 
commitments to pooled investment 
vehicles managed by the portfolio 
managers described below and 
additional portfolio managers to be 
identified by the Private Equity Group.

Investmen
t 
Manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)
Financial Institutions, 
etc. (1)

2 Yes None ―

CIP 2011 Partners Offshore 
Advisors, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CIP 2011 Partners Offshore, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation through a "participation" 
transaction (the "Participation") with 
GS Group. The Onshore Plan will, 
directly or indirectly, enter into an 
agreement with GS Group (the 
"Participation Agreement") intended 
to provide the Onshore Plan with the 
right to receive the economic 
attributes of ownership of a portion of 
the Shares to be acquired by GS 
Group, as if the Onshore Plan had  
purchased such shares at the same 
price per share paid by GS Group.

Investmen
t 
Manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

CIP 2011 Partners Advisors, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CIP 2011 Partners, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation through a "participation" 
transaction (the "Participation") with 
GS Group. The Onshore Plan will, 
directly or indirectly, enter into an 
agreement with GS Group (the 
"Participation Agreement") intended 
to provide the Onshore Plan with the 
right to receive the economic 
attributes of ownership of a portion of 
the Shares to be acquired by GS 
Group, as if the Onshore Plan had 
purchased such shares at the same 
price per share paid by GS Group.

Investmen
t 
Manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

CIP 2011 Partners Advisors, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CIP 2011-APartners, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
Delaware Act including, directly or 
indirectly, to enter into one or more 
participation agreements (collectively, 
the "Participation Agreement") with 
GS Group, consummate the 
transactions contemplated by the 
Participation agreement, and take any 
action in connection with the 
Participation Agreement.

Investmen
t 
Manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

GS Capital Partners VI 
Employee Funds GP, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GS Capital Partners VI 
Employee Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital gains 
through the creation of a  diversified 
global portfolio of direct or indirect 
investments in equity, equity-related 
and similar securities or instruments, 
including debt or other securities or 
instruments with equity-like returns or 
an equity component.

Investmen
t 
Manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―
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GS Capital Partners VI 
Employee Funds GP, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GS Capital Partners VI PIA 
Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital gains 
through the creation of a  diversified 
global portfolio of direct or indirect 
investments in equity, equity-related 
and similar securities or instruments, 
including debt or other securities or 
instruments with equity-like returns or 
an equity component.

Investmen
t 
Manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

GS Capital Partners VI 
Employee Funds GP, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GS Capital Partners VI PIA 
PMD QP Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital gains 
through the creation of a  diversified 
global portfolio of direct or indirect 
investments in equity, equity-related 
and similar securities or instruments, 
including debt or other securities or 
instruments with equity-like returns or 
an equity component.

Investmen
t 
Manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

GS Capital Partners VI 
Employee Funds GP, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GS Capital Partners VI PMD 
Japan ESC Fund Offshore, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital gains 
through the creation of a  diversified 
global portfolio of direct or indirect 
investments in equity, equity-related 
and similar securities or instruments, 
including debt or other securities or 
instruments with equity-like returns or 
an equity component.

Investmen
t 
Manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

GS Capital Partners VI 
Employee Funds GP, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GS Capital Partners VI PMD 
QP Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital gains 
through the creation of a  diversified 
global portfolio of direct or indirect 
investments in equity, equity-related 
and similar securities or instruments, 
including debt or other securities or 
instruments with equity-like returns or 
an equity component.

Investmen
t 
Manageme
nt

Supplemen
tary 
Provisions 
Article 48

― ― ― ― ―

MBD 2011 Offshore Advisors, 
Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bridge Street 2011 Offshore, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing in or 
alongside private investment vehicles 
managed by various areas within 
Goldman Sachs, including the 
Merchant Banking Division and 
Goldman Sachs Asset Management 
(primarily equity, equity-related and 
sector or geographically focused funds, 
or other investment vehicles) (all such 
current and future investment vehicles 
managed by Goldman sachs, 
collectively, the "GS Funds"), and/or 
by investing in or alongside 
investments made by Goldman Sachs, 
as determined by Goldman Sachs in its 
sole discretion. The Opportunity 
expects to be offered the right to 
invest in opportunities, which are 
expected to principally include U.S and 
non-U.S equity equity-related as well 
as other investments in variety of 
transaction structures industries and 
asset classes.

Investmen
t 
Manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

MBD 2011 Offshore Advisors, 
Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bridge Street 2012 Offshore, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing alongside 
investment vehicles managed by 
Goldman Sachs (primarily equity, 
equity-related and sector or 
geographically focused funds, or other 
investment vehicles).

Investmen
t 
Manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

MBD 2011 Offshore Advisors, 
Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MBD 2011 Offshore, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital 
appreciation by investing alongside 
MBD in: (i) investments made by 
private investment vehicles managed 
by MBD, or in the private investment 
vehicles themselves (primarily equity, 
equity-related and sector or 
geographically focused funds, or other 
investment vehicles) (all such current 
and future investment vehicles 
managed by MBD, collectively, the 
"MBD Funds"), and (ii) MBD balance 
sheet investments. The investments 
are expected to principally include 
non-U.S equity, equity-related as well 
as other investments in variety of 
transaction structures, industries and 
asset classes.

Investmen
t 
Manageme
nt

Old Article 
63

Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

TransLink Management IV, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TransLink Capital Partners IV, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Primarily in US based start-ups 
expanding into Asia; focused on 
"Customer engagement ready" state 
technology start-ups; target in 
Information Technology sector.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1), 
Investment Limited 
Partnership (1)

2 Yes None ―

New Mountain Investments V, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

New Mountain Partners V, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds U.S. Fund investing in equity and 
equity-related investments in 
leveraged acquisitions, build-ups, 
recapitalizations, control 
restructurings, management buyouts, 
pre-public offering opportunities and 
growth equity transactions.

Private 
Placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (9)

9 None None ―

LIT GP Sub, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lion Industrial Properties, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund invests primarily in 
institutional quality real estate assets 
and real estate-related investments 
across the United States.

Private 
Placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)

1 None None ―

TAR CPF GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TA Realty Core Property 
Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

A private investment fund that will, 
indirectly, invest primarily in office, 
industrial, retail and multifamily real 
estate properties located in the United 
States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (5)
Business corporations, 
etc. (2) 

7 Yes None ―

TAR CPF GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TA Realty Core Property 
Fund PF-3, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

A private investment fund that will, 
indirectly, invest primarily in office, 
industrial, retail and multifamily real 
estate properties located in the United 
States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (3), 
Business corporation, 
etc. (2)

5 Yes None ―

CCP III GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CITIC Capital China Partners 
III, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds private equity investments, primarily in 
businesses in Greater China or with 
value creation strategies involving 
Greater China

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 Yes None ―

CCJP III SLP GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CCJP III SLP, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds buyout investment with effective 
control in Japanese small and medium 
companies with China angle

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

WiL Management II Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

WiL Fund II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund WiL invests in startups with global 
appeal and disruptive potential.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (4) Business 
corporations, etc. (7), 
Investment Limited 
Partnership(1)

12
Yes None ―
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（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 
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（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

PSOF Japan Management II 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TMAM/Pathway Special 
Opportunities Fund LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds PSOF Japan Management II LLC (the 
"Fund") invests the funds contributed 
by the investors into certain private 
securities. In terms of the geography, 
the Fund will invest primarily in North 
America and secondarily in Europe and 
other regions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Pantheon Access GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pantheon Access 
(Luxembourg) SLP SICAV SIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The entity is a Luxembourg limited 
partnership with variable capital 
organized as a multi-compartment 
specialized investment fund. The entity 
will make investments in a global 
portfolio of investments across diverse 
investment strategies, including but 
not limited to investments in venture 
opportunities, secondaries, co-
investments, real assets, and 
infrastructure.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (24), 
Financial institutions, 
etc. (203), 
Business corporations, 
etc. (49)

276 None None ―

SVF GP (Jersey) Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SoftBank Vision Fund (AIV 
M1) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund primarily engages in equity 
investments in the technology 
(including telecoms, internet and 
media) sector.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (2) 
Financial institutions, 
etc. (3)

5 None None ―

SVF GP (Jersey) Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SoftBank Vision Fund (AIV 
M2) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund primarily engages in equity 
investments in the technology 
(including telecoms, internet and 
media) sector.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (2) 
Financial institutions, 
etc. (3)

5 None None ―

SVF GP (Jersey) Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SoftBank Vision Fund (AIV 
M3) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund primarily engages in equity 
investments in the technology 
(including telecoms, internet and 
media) sector.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (2) 
Financial institutions, 
etc. (3)

5 None None ―

SVF GP (Jersey) Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SoftBank Vision Fund L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund primarily engages in equity 
investments in the technology 
(including telecoms, internet and 
media) sector.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (2) 
Financial institutions, 
etc. (3)

5 None None ―

AHF General Partners Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AFRICA HEALTHCARE FUND, 
L.P.

外国の法令に
基づく権利

ファンド・オブ・
ファンズ

アフリカ等でヘルスケア関連事業を営
む非公開会社に投資するファンドに対
する投資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

NB MEP Fund GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MEP Opportunities Fund LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund will make investments 
primarily, through investment in 
underlying funds, in privately held 
entities, small-cap, middle-market and 
large-cap buyout investments, growth 
capital and venture capital 
investments, and private equity 
investments that fall outside the 
typical parameters of venture and 
growth capital and leveraged buyout 
investments, including investment 
funds focused on mezzanine, turn-
around, or distressed-debt 
investments.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

StepStone NLGI (GP), LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StepStone NLGI 
Infrastructure Opportunities 
Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment 
fund

The principal purpose of the fund is to 
make infrastructure co-investments 
with "core" or "core plus" income-
focused return profiles, provided, that 
the extent to which the co-
investments exhibit typical 
infrastructure characteristics, such as 
involvement in the provision of 
essential services, contracted or 
regulated cash flows, and competition 
and duration, may vary. The fund will 
target overall IRR for all fund 
investments in the aggregate of 7% to 
9% with cash distributions contributing 
50% of the total return of the fund, 
provided, that the failure to achieve 
such targets will not constitute a 
breach of the partnership agreement.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

CAP V, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Asia Partners V, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Buyout investments in non-Japan Asia Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (3),
Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

4 None None ―

TransLink Management 
(SOMPO) I, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TransLink Capital Partners 
(SOMPO) I, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Primarily in US based start-ups 
expanding into Asia; focused on 
"Customer engagement ready" state 
technology start-ups; target in 
Information Technology sector.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)
Business Corporations, 
etc. (1)

2 None None ―

Lead The Value 2017 GP 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lead The Value 2017 LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Globally diversified portfolio of private 
equity funds, investments in US, 
Europe and Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Cayman Capital Management 
III, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AP Cayman Partners III 
General, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Buyout Fund
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (1) 1 Yes None ―

CMMT Partners GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CMMT Partners, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will primarily target the 
origination of commercial real estate 
("CRE")-backed loans secured by 
properties predominantly located 
throughout North America, primarily in 
traditional downtowns of cities and 
main streets of densely populated 
communities that CIM has qualified for 
investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(11)
Financial instruments 
business operators, 
etc.(3)
Business corporations, 
etc.(2)
Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

17 Yes None ―

CMMT Partners GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CMMT-2, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund seeks out investments 
primarily in commercial real 
estatebacked loans that are secured 
by properties predominately located 
throughout North America, primarily in 
traditional downtowns of cities and 
main streets of densely populated 
communities that CIM has qualified for 
investment.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)
Investment Limited 
Partnership (1)

2 None None ―

APIP, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AA Small Cap, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Type: Private investment in public 
equity

Risk characteristic: Equity

Regional characteristics: Asia

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (3) 3 Yes None ―
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APIP, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

APIP A, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Buyout Fund
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Asia

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (3) 3 Yes None ―

South East Asia Finance 
Capital Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Japan South East Asia 
Finance Fund L.P.

外国の法令に
基づく権利

その他 主として東南アジア地域の企業を対象
としたマイノリティ投資を行い、企業価
値等の向上を通して、キャピタルゲイン
の獲得を目指すファンド

私募・運用 63条 金融機関等(1)、事業
法人等(1)

2 無 無 ―

Crosslink Ventures VIII 
Holdings, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crosslink Ventures VIII, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Crosslink Ventures VIII, L.P.  is a 
private equity fund that will be formed 
to seek to produce a superior risk-
adjusted return through a venture 
capital strategy (including private 
investments in venture capital and 
similar equity-related investments) in a 
diversified portfolio of companies, 
initially focused on technology and 
services businesses.

Private 
Placement
/Investme
nt 
Manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.  (1)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)
Investment Limited 
Partnership (1)
Business
Corporation，
etc. (1)

4 Yes None ―

BEENEXT2 GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BEENEXT2 LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

テクノロジー産業界のア一リーステージ
にある未上場ベンチャー企業の株式及
び株式関連有価証券等への投資を行
い、主にIPOやM&A時の株式売却によ
り利益の獲得を狙い、選ばれた少数の
投資家に対し、長期的な価値上昇実現
の機会を提供する。

運用 63条 個人(4)
事業法人等(6)
金融機関等(1)
外国法人又は外国人
等(3)

14 有 無 ―

TC Group VII, L.P. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Partners VII, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Buyout investments primarily in the 
United States

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (10)
Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

11 Yes None ―

Hikari Corporation 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hikari Fund, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Cayman fund investing in growth stage 
companies in North America 
(specifically the San Francisco Bay 
Area), the European Union, Japan and 
other Asian countries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

ACA Singapore Growth 
Management Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ACA Singapore Growth LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Private equity investment in a 
manpower outsourcing company in 
Singapore mainly focusing on the 
Singapore market

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

MSCIF Luxembourg GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Macquarie Super Core 
Infrastructure Fund SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment 
fund

Invest in regulated and unregulated 
infrastructure assets and business 
located in Europe

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (9)

9 None None ―

MSCIF Luxembourg GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MSCIF Co-Invest SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment 
fund

Invest in regulated and unregulated 
infrastructure assets and business 
located in Europe

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

PDIF Management II LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TMAM/Pathway Discovery 
Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds TMAM/Pathway Discovery Fund, LP 
(the "Fund") invests the funds 
contributed by the investors into 
certain private securities. In terms of 
the geography, the Fund will invest 
primarily in North America and 
secondarily in Europe and other 
regions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

VIS Advisors, LP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Takumi Capital Management, 
LP

外国の法令に
基づく権利

ヘッジファンド 株式ロング・ショート 私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(2)

2 有 無 ―

CIM UII ONSHORE GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CIM UII Onshore, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

CIM UII Onshore, L.P. is the feeder 
fund of CIM Urban Income 
Investments, L.P. (the "Master Fund"). 
The Master Fund's investment 
strategy is to invest in, acquire, and 
manage substantially stabilized 
diversified real estate and real estate-
related assets in urban markets 
primarily located throughout North 
America in CIM's Qualified 
Communities. The Fund targets 
investments in diverse types of real 
estate assets (primarily retail, 
apartment, and office).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (10),
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (2),
Business Corporations, 
etc. (2),
Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

15 Yes None ―

CIM Urban II Offshore GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CIM UII Offshore, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

CIM UII Offshore, L.P. is the feeder 
fund of CIM Urban Income 
Investments, L.P. (the "Master Fund"). 
The Master Fund's investment 
strategy is to invest in, acquire, and 
manage substantially stabilized 
diversified real estate and real estate-
related assets in urban markets 
primarily located throughout North 
America in CIM's Qualified 
Communities. The Fund targets 
investments in diverse types of real 
estate assets (primarily retail, 
apartment, and office).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (9)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (2)
Business Corporations, 
etc. (1)

12 None None ―

CIM Urban II Offshore GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CUII Onshore Cayman 1, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

CUII Onshore Cayman 1, L.P. is the 
feeder fund of CIM Urban Income 
Investments, L.P. (the "Master Fund"). 
The Master Fund's investment 
strategy is to invest in, acquire, and 
manage substantially stabilized 
diversified real estate and real estate-
related assets in urban markets 
primarily located throughout North 
America in CIM's Qualified 
Communities. The Fund targets 
investments in diverse types of real 
estate assets (primarily retail, 
apartment, and office).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (11)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (2)
Business Corporations, 
etc. (4)

17 None None ―

Spoke Woodland Apartments, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Spoke Woodland Apartments, 
LLC

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Acquisition and Management of US 
Multi-Family Real Estate Project

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals, (1) 1 Yes None ―

Scrum Ventures GP III L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Scrum Ventures Fund III L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Cayman Islands fund investing in 
venture capital and emerging growth 
companies.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2), 
Investment Limited 
Partnership (1), 
Business corporations, 
etc. (1)

4 Yes None ―

Hike Ventures, LLC. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hike Ventures FundⅢ 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

米国・カナダ（非上場）を中心としたス
タートアップに対する、コンバーチブル
ノート（転換社債）、株式に対する投資

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Hike Ventures, LLC. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hike Ventures Fund II 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

米国・カナダ(非上場）を中心としたス
タートアップに対する、コンバーチブル
ノート（転換社債）、株式に対する投資

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

Hike Ventures, LLC. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hike Fund I 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

米国(非上場）を中心としたスタートアッ
プに対する、コンバーチブルノート（転
換社債）、株式に対する投資

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 有 ―

Toyota A.I. Ventures GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Toyota A.I. Ventures Parallel 
Fund I-A, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment in startup technology 
companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Chartered Investment 
Managers High Tech

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Japan Israel High Tech 
Ventures 1 LP

外国の法令に
基づく権利

ファンド・オブ・
ファンズ

イスラエルのテルアビブ大学に関連す
るイスラエルの未上場株式（主としてハ
イテク分野であり、シード・アーリース
テージ）へ投資するファンドへ対して投
資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（2）、
金融商品取引業者（1）

3 有 無 ―

Capital Dynamics CEI GP 
S.a.r.l

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Dynamics Clean 
Energy and Infrastructure VI 
B, SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment 
fund

Clean energy and infrastructure fund 
investing in the United States, Canada, 
Europe and other OECD countries

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Capital Dynamics CEI GP 
S.a.r.l

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Dynamics Clean 
Energy Infrastructure 
Investors X, SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

Investments in renewable energy 
power generation and energy storage 
projects in the United State and 
Canada

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1),
Financial Institutions, 
etc. (3)

4 Yes None ―

Capital Dynamics CEI GP 
S.a.r.l

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Dynamics Clean 
Energy Infrastructure IX, 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

Investments in renewable energy 
power generation projects in 
Continental Europe

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Altair Capital General Partner 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Altair ASEAN Fund L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Buyout and opportunistic significant 
minority deals with tight shareholders' 
agreement in major ASEAN countries, 
e.g. especially Singapore, Malaysia, 
Vietnam and Indonesia.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (4)

4 Yes None ―

Tor Asia Credit Fund GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tor Asia Credit Fund LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund's investment objective is to 
seek to generate superior risk adjusted 
returns by opportunistically acquiring 
(generally through the Master Fund) a 
diversified portfolio of assets, loans 
and other investments principally in 
Asia. The Fund seeks to achieve its 
investment objective primarily through: 
(a) investments in loans, including 
through originations thereof; (b) 
purchases of corporate securities, 
including debt and equity; and (c) 
asset-based investments, including 
portfolios of loans or other credit 
instruments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Crestline Specialty Lending II 
(GP), Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crestline Specialty Lending II 
(JPN), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Primary Strategy: originate, invest in, 
or acquire privately-negotiated loans 
(including loan portfolios) of middle 
market and lower middle market 
companies. Investments will generally 
be made to support change of control 
transactions, debt refinancings, 
strategic acquisitions, internal growth 
initiatives, and ownership transitions of 
middle market and lower middle market 
companies. This strategy focuses on 
U.S. companies with revenues that 
range from $10 million and $150 million.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Water Lily GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Water Lily I, LP 外国の法令に
基づく権利

その他 米国ミドルマーケットローン債権の買取 私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

FIP Fund I GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Intellectual Property 
Opportunities Fund I (A) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other This fund will seek to make 
opportunistic intellectual property 
related investments, primarily by 
acquiring undervalued patent portfolios 
or acquiring all or a portion of 
undervalued companies in North 
America and Western Europe where 
the manager believes that the value of 
the company’s intellectual property is 
greater than the acquisition cost of 
the company itself.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)
Financial Institutions, 
etc. (1)

2 None None ―

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Adams Street - Denso Global 
Private Equity Investments 
Fund LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ASP (Feeder) 2018 Direct 
Venture/Growth Fund LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ASP (Feeder) 2019 Global 
Fund LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ASP (Feeder) 2020 Global 
Fund LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ASP (Feeder) Venture 
Innovation Fund III LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ASP (Feeder) Leaders Fund 
2020 LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ASP (Feeder) Asia Fund 2020 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ASP (Feeder) 2021 Global 
Fund LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ASP (Feeder) Global 
Secondary Fund 7 LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ASP (Feeder) 2022 Global 
Fund LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(2)

2 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
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無
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（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Adams Street - Denso Global 
Private Equity Investments 
Fund II LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JUNI Private Equity Fund A 
USD LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JUNI Private Equity Fund A 
EUR LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ASP (Feeder) Venture 
Innovation Fund IV LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ASP (Feeder) Leaders Fund II 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ASP (Feeder) SH Fund LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ASP (Feeder) 2023 Global 
Fund LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

ASP PE Management LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ASP (Feeder) 2024 Global 
Fund LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Interest in private market 
opportunities through primary 
purchases of interests in private 
equity funds.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(2)

2 None None -

InfleXion II GP, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

InfleXion II Co-Investment 
Fund A, L.P.

Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Other Increase corporate value through 
management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (1) 1 None None ―

InfleXion II GP, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

InfleXion II GP, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (2) 2 Yes None ―

InfleXion II GP, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

InfleXion II SP, L.P. Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Other Increase corporate value through 
management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (5),
Business Corporations, 
etc. (2)

7 Yes None ―

InfleXion II GP, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

InfleXion II, L.P. Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Other Increase corporate value through 
management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (3), 
Financial institutions 
etc. (2)

5 None None ―

Spiral Ventures Asia Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Spiral Ventures Asia Fund I, L. 
P.

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

東南アジアとインドのアーリー～グロー
スステージにあるTech系ベンチャー企
業への投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(3) 3 有 無 ―

ACA Technology Investments 
Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ACA Technology Fund II L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Private Equity Investment in a 
Japanese IT company mainly focusing 
the ERP solution to Japanese 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

SmartHR SPV, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SmartHR SPV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The primary purpose of the 
Partnership is to invest in a company 
in Japan.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1), 
Investment Limited 
Partnership (4),
Business corporations, 
etc. (1)

6 Yes None ―

A-Fund International III, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

A-Fund III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest primarily in early stage private 
equity securities

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes Yes ―

Tata Capital Growth II General 
Partners LLP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tata Capital Growth Fund II 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund targets private equity growth 
capital investments in companies that 
derive a substantial portion of their 
revenues from operations in India. 
Urbanisation, discrete manufacturing, 
services strategic to value chain and 
growth opportunities are the four 
pillars of the investment strategy of 
the Fund.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1)

1 Yes None ―

ORIX Private Equity Korea 
Corporation

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ORIX Mobility Private Equity 
Fund

外国の法令に
基づく権利

その他 韓国IT非上場企業に投資するファンド
で、IPO時の株式売却により利益獲得
を企図

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

NewTower Management GP 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BGO Diversified US Property 
Fund LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type of Fund to be Invested:  Equity 
interest in US REIT. 
Fund Risk:  The fund is subject to 
risks incident to the ownership of real 
estate, including changes in general 
and local conditions, changes in tenant 
preferences, and fluctuations in 
occupancy rates, rents and expenses. 
Fund Policy: Objective of maintaining 
stable income, building or acquiring a 
diversified portfolio of institutional-
quality real estate assets in the U.S.A., 
using relatively low leverage and 
providing liquidity to investors.
Type of Real Estate to be Invested:  
Office, industrial, multi-family and 
retail. Area to be Invested: Offshore.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (3)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)

4 None None ―

Pan Asia Realty Management 
(Lux) S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pan Asia Realty Core Plus 
SCSp-RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment in commercial real estate 
located in Asia Pacific countries 
including in Japan, Australia, China, 
Korea, Singapore, Hong Kong and 
others

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Brookfield Senior Mezzanine 
Real Estate Finance Fund　GP 
of GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brookfield Senior Mezzanine 
Real Estate Finance Fund L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund's primary objective is to 
generate current income by prudently 
investing primarily in private floating 
rate debt secured by generally well-
leased/light transitional collateral 
commercial real estate properties that 
generate significant cash flow, with an 
emphasis on mezzanine loans with a 
loan-to-value ratio target of 70% or 
below. The Fund will primarily target 
investments in floating rate loans 
secured by properties located in U.S. 
markets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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Lending Ark Asia Secured 
Private Debt GP (Non-US) 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lending Ark Asia Secured 
Private Debt Fund I (Non-US), 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will invest predominantly in 
privately negotiated secured private 
debt financings, senior/mezzanine 
tranches of asset-backed securities, 
and bank collateralized loan obligations 
that, in each case, are backed by 
performing collateral across the Asia-
Pacific region.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign Corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 None None ―

CEP V Holdings, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Europe Partners V, 
S.C.Sp.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Buyout investments primarily in Europe Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (3),
Foreign Corporations 
or foreigners, etc.(1)

4 None None ―

NIC Fund I Japan GP, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nippon Investment Company 
Fund I Japan, LP

Investment 
Limited 
Partnership 
Contract

Buyout funds Nippon Investment Company Fund I 
Japan, LP (the "Fund") is a closed-
end fund whose primary objective is to 
generate attractive risk-adjusted 
return. The Fund will seek to achieve 
this objective by acquiring interests in 
private Japanese consumer goods, 
retail, media, logistics and technology 
companies, although the Fund may also 
acquire private unregistered positions 
in public companies. The general 
partner of the Fund expects to employ 
a strategic, analytical approach to 
identify attractive investment 
opportunities and partner with 
management teams to transform and 
improve their businesses.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1)
Financial Institutions, 
etc. (5)
Business Corporations, 
etc. (1)
Investment Limited 
Partnerships (2)

9 Yes None ―

Arbor Venture InsurTech 
Fund GP II, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Arbor Venture InsurTech 
Fund II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Equity investments in privately held 
companies in the InsurTech space

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

StepStone G (GP), LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StepStone G Infrastructure 
Opportunities, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment 
fund

The principal purpose of the fund is to 
make infrastructure co-investments 
with "core" or "core plus" income-
focused return profiles, provided, that 
the extent to which the co-
investments exhibit typical 
infrastructure characteristics, such as 
involvement in the provision of 
essential services, contracted or 
regulated cash flows, and competition 
and duration, may vary. The fund will 
target overall IRR for all fund 
investments in the aggregate of 7% to 
9% with cash distributions contributing 
50% of the total return of the fund, 
provided, that the failure to achieve 
such targets will not constitute a 
breach of the partnership agreement.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Viola Ventures 5 Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Viola Ventures V, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invests in early stage IT companies Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

EIG Energy Fund XVII GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EIG Energy Fund XVII 
(Cayman), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Primarily targets asset-based hybrid 
debt and structured equity 
investments in energy and related 
energy infrastructure projects and 
companies on a global basis.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Fresco Venture Fund III, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fresco Venture Fund III, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Early stage technology companies Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Spoke Palm Valley 
Apartments, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Spoke Palm Valley 
Apartments, LLC

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Acquisition and Management of US 
Multi-Family Real Estate Project

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals, (1) 1 Yes None ―

BEENEXT OPPORTUNITY 
FUND GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BEENEXT OPPORTUNITY 
FUND LP

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

テクノロジー産業界のアーリーステージ
以降にある未上場ベンチャー企業の株
式及び株式関連有価証券等への投資
を行い、主にIPOやM&A時の株式売却
により利益の獲得を狙い、選ばれた少
数の投資家に対し、長期的な価値上昇
実現の機会を提供する。

運用 63条 個人(3)、
事業法人等(3)、
外国法人又は外国人
等(2)

8 有 無 ―

ASI Shin Global Investment 
GP Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Shin Global Investment 
Partners LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds A Cayman fund investing in funds and 
other investment vehicles which invest 
long-term in properties in competitive 
cities

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

InterValley Ventures Pty Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AI/Human, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Venture Capital Fund investing 
primarily in Australian companies in 
early and expansion stages, with 
emphasis on AI, Medtech and Life 
Sciences. It will also target Japan, NZ, 
and other countries other than 
Australia up to 20%

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business operators, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Pantheon Infrastructure GP 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pantheon G Infrastructure 
Opportunities LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To seek attractive, risk-adjusted 
returns generated over the long term 
through a diversified portfolio of high 
quality infrastructure funds and related 
assets

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Novus TAF II GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tamweel Aviation Finance II, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Aircraft financing fund Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Fortress Japan Opportunity 
IV GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Japan Opportunity 
Fund IV (Yen A) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The fund intends primarily to invest in 
certain Japanese real estate-related 
performing, sub-performing and non-
performing loans, securities (including 
corporate, TMK and REIT equity and 
debt), mezzanine debt, B-notes, real 
estate assets, TK interests and similar 
securities or instruments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1)

1 None None ―

Fortress Japan Opportunity 
IV GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Japan Opportunity 
Fund IV (Yen B) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The fund intends primarily to invest in 
certain Japanese real estate-related 
performing, sub-performing and non-
performing loans, securities (including 
corporate, TMK and REIT equity and 
debt), mezzanine debt, B-notes, real 
estate assets, TK interests and similar 
securities or instruments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1)

1 None None ―
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White Star Capital General 
Partner II Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

White Star Capital II Guernsey 
Limited Partnership

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Early-stage investments in the 
technology, media and telecom sector

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1), 
Investment Limited 
Partnership (1)

2 Yes None ―

Fenox Venture Management 
XX, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fenox Venture Company XX, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage technology 
companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Clareant EDL III GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alcentra European Direct 
Lending Fund III (JPY) SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund originates and invests 
indirectly(through a dedicated 
investment vehicle) predominantly in 
European middle-market loans

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

Resolute Fund Partners IV, 
L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

The Resolute Fund IV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The fund will primarily target control 
private equity investments and strive 
to create a diversified portfolio of 
established, well-managed and 
profitable middle-market businesses, 
located principally in North America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (6)

6 None None ―

UBS Private Markets GP 
(Cayman) Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

UBS Global Real Estate Multi-
Strategy LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objectives are to 
maximize investment returns in JPY by 
targeting investment funds and other 
investment vehicles that invest into 
real estate assets with growth 
potential and liquidity premium.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

USAA Eagle Real Estate GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

USAA Eagle Real Estate 
Feeder 1, LP.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Multi-sector assets across multiple 
targeted United States markets; Focus 
on long-term economic drivers; Core 
quality investments with a value 
mindset (Investing at or below 
replacement cost through Core 
creation strategies and attention to 
cyclical forces, income plus value 
creation)

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(4)

4 None None ―

US Government Buildings GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

US Government Building 
Open-End Feeder LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment 
fund

Seeks to capitalize on the acquisition 
and build-to-suit development of high 
quality assets leased to Agencies of 
the U.S. Federal and State 
Governments; targets an active 
pipeline of newer, Class A acquisition 
and build-to-suit development 
opportunities for "mission critical" 
government tenants;

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(4)

4 None None ―

FAP Co-Invest GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

FAP Co-Invest L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Co-investment in Japanese buyout 
deals.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business operators, 
etc. (1)

1 None None ―

FRO Fund III GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Real Estate 
Opportunities Fund III (A) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The fund intend primarily to invest in 
certain real estate-related performing, 
sub-performing and non-performing 
loans, securities (including corporate, 
TMK and REIT equity and debt), 
mezzanine debt, B-notes, real estate 
assets, and similar securities or 
instruments, primarily in the U.S and 
Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1)

1 None None ―

RiverRock European Capital 
Partners LLP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

RiverRock Senior Loan Fund I Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will exclusively invest in 
senior loans ceded to European 
corporations. The purpose of the loans 
will be for sponsor-led buyout, project 
finance or infrastructure investment. 
All loans will be acquired through a 
joint venture (JV) with the Wholesale 
Banking Division of ING Bank. Loans 
that comply with a pre-agreed set of 
investment criteria will be transferred 
to the Fund.

Private 
placement

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Alpha JWC Ventures II GP, 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alpha JWC Ventures II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Alpha JWC Ventures II, L.P. is a 
Southeast Asia venture capital firm 
with an Indonesia angle and a value-
add approach.  The fund focus on 
Fintech sector and opportunistic on 
other technology sectors.  The fund 
have a balanced fund approach 
whereby our investment spectrum is 
from seed stage to series B stage.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (2)

2 Yes None ―

PARTNERS GROUP 
MANAGEMENT XI LIMITED

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CERULEAN SKY, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds This fund invests to private equity 
funds diversified into global 
geographical regions.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

NB Private Debt Fund III 
Cayman GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB Private Debt Fund III 
(Japan) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The fund is a feeder which invests in a 
master fund that will seek to provide 
attractive risk-adjusted returns 
primarily by investing in senior secured 
floating rate loans (including first lien, 
unitranche, and second lien loans) and 
complementary investments.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

500 Durians Growth Fund I, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

500 Durians Growth Fund I, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund US Venture Fund investing in early 
stage technology companies across 
Southeast Asia.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Vertex Ventures Partners V 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vertex V (C.I.) Fund, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Vertex is targeting to invest in early 
stage Israeli technology companies 
that offer growing market opportunity,  
a defensible business model and viable 
exit strategy

Private 
placement 
and 
Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operator(1); 
Investment Limited 
Partnership(1)

2 Yes None ―

M&G Real Estate UKEV (GP) 
LLP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

M&G Real Estate UK 
Enhanced Value LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund will seek to acquire UK real 
estate assets that the AIFM and the 
Property and Asset Manager believes 
will be accretive to overall target 
returns. Acquisitions will be across the 
office, industrial/logistics, retail and 
Alternatives property sectors, with a 
focus on assets with the potential for 
value to be added through active asset 
management. The Fund will target 
locations and real estate sectors 
which are expected to benefit from 
economic growth and positive occupier 
demand.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments, 
etc. (1)

1 None None ―

Greater Pacific Capital (GP) 
Private Investing India Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Greater Pacific Capital 
Private Investing India LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund will target private equity 
investments of c.$550m in middle and 
later stage companies which focus on 
India and its growing international links.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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BTO GP L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Blackstone Tactical 
Opportunities Fund  (LT Co-
Invest) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investing indirectly, via a single 
investment, in a non-bank mortgage 
lender in Australia.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 Yes None ―

DCM International IX, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DCM IX, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest primarily in early stage private 
equity securities

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes Yes ―

GoAhead Ventures II 
Management, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GoAhead Ventures II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund A venture capital fund investing in 
seed and early stage technology start-
ups.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals(1), Financial 
instruments business 
operators, etc.(1), 
Financial institutions, 
etc.(1), Business 
corporation, etc.(1)

4 Yes None ―

Cherubic Ventures Fund IV 
GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cherubic Ventures Fund IV, 
L.P.

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

業種を問わず、アーリーステージのベ
ンチャー企業に対して投資する有限責
任組合

私募・運用 63条 事業法人等(2) 2 無 無 ―

CF Focus Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

China Fintech L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

アジアフィンテック企業に出資する投
資。長期的な投資により配当及び譲渡
益によるリターン獲得を目指している。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)
金融機関等(1)

2 無 無 ―

GIM Commercial Mortgage 
Loan Fund GP Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GIM Commercial Mortgate 
Loan Fund L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate -
related fund

The Investment Objective of the Fund 
is to seek to achieve income, whilst 
preserving capital, by making direct 
investments in commercial mortgage 
loans in the US.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

MetLife Core Property Fund 
GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MetLife Core Property Fund, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate -
related fund

Investment in real estate and real 
estate related investments located in 
the United States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

MetLife Commercial Mortgage 
Income Fund GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MetLife Commercial Mortgage 
Income Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate -
related fund

The Partnership may originate and 
manage a portfolio of institutional 
quality commercial mortgage loans and 
other real estate related Investments, 
including subordinate debt, levaraging 
Investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Realty Associates Fund XII, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

The Realty Associates Fund 
XII UTP, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate -
related fund

A private investment that will, 
indirectly, invest primarily in office, 
industrial, retail and multifamily real 
estate properties located in the United 
States.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2),
Business corporations, 
etc. (2)

4 Yes None ―

Realty Associates Fund XII 
Feeder GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Realty Associates Fund XII 
Feeder, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate -
related fund

A private investment that will, 
indirectly, invest primarily in office, 
industrial, retail and multifamily real 
estate properties located in the United 
States.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (4)

4 None None ―

CCH GP Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CCH Fund IV L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Single investment in an early stage 
startup with disruptive battery 
technology.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (1) 1 Yes None ―

CCH GP Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CCH Fund V L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Single investment in a late stage 
startup with disruptive regenerative 
medicine technology.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (1) 1 Yes None ―

Catalys Pacific, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Catalys Pacific Fund, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund to provide a limited number of select 
investors with the opportunity to 
realize significant long-term capital 
appreciation by making venture capital 
investments in private life sciences 
companies seeking to, among other 
things: (a) advance the development of 
biotechnology assets with material 
rights acquired or in-licensed, directly 
or indirectly, from companies, 
universities, and/or research 
institutions based in Japan; and/or (b) 
incubate or develop biotechnology 
assets in Japan for the purposes of 
product approval in Japan or outside 
of Japan

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (3),
Financial institutions, 
etc.(4)

7 Yes None ―

Catalys Pacific, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Catalys Pacific Fund II, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund to provide a limited number of select 
investors with the opportunity to 
realize significant long-term capital 
appreciation by making venture capital 
investments in private life sciences 
companies seeking to, among other 
things: (a) advance the development of 
biotechnology assets with material 
rights acquired or in-licensed, directly 
or indirectly, from companies, 
universities, and/or research 
institutions based in Japan; and/or (b) 
incubate or develop biotechnology 
assets in Japan for the purposes of 
product approval in Japan or outside 
of Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (4)
Business corporation, 
etc. (2)

6 Yes None ―

Catalys Pacific, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Catalys Pacific Post-POC 
Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other to provide a limited number of select 
investors with the opportunity to 
realize significant long-term capital 
appreciation by making later-stage 
venture capital investments principally 
in current and prospective portfolio 
companies of Catalys Pacific Fund, LP 
which are demonstrating growth 
opportunities.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None －

Strategic Direct Lending 
Partners GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Strategic Direct Lending 
Partners L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The fund intends to invest primarily in 
the private investment funds or 
accounts investing primarily in a 
portfolio of loans.

Private 
placement

Article 63 Financial
institutions,
etc.

1 None None ―

Sozo Ventures UGP II-S, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sozo Ventures II-S, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Cayman Fund investing in on a parallel 
basis with Sozo Ventures - TrueBridge 
Fund II, LP, which invests in US start-
ups

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (5)

5 Yes None ―

Novus CAF GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cedar Aviation Finance, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Aircraft financing fund Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―
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C-Fund ESC Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

China-U.S. Industrial 
Cooperation Employee 
Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital gains 
through the creation of a portfolio of 
private equity investments in 
companies (i) headquartered in the 
United States or (ii) domiciled outside 
of the United States but that derive 
meaningful revenue in the United 
States, in each case, that have or can 
develop a material business connection 
to China. The Fund's investments are 
expected to be in the manufacturing, 
industrial, services / distribution, 
consumer and healthcare industries 
among others.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigers, etc. (1)

1 Yes None ―

C-Fund ESC Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

China-U.S. Industrial 
Cooperation MBD Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital gains 
through the creation of a portfolio of 
private equity investments in 
companies (i) headquartered in the 
United States or (ii) domiciled outside 
of the United States but that derive 
meaningful revenue in the United 
States, in each case, that have or can 
develop a material business connection 
to China. The Fund's investments are 
expected to be in the manufacturing,
industrial, services / distribution, 
consumer and healthcare industries 
among others.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigers, etc. (1)

1 Yes None ―

C-Fund ESC Advisors, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

China-U.S. Industrial 
Cooperation MBD Offshore 
Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve long-term capital gains 
through the creation of a portfolio of 
private equity investments in 
companies (i) headquartered in the 
United States or (ii) domiciled outside 
of the United States but that derive 
meaningful revenue in the United 
States, in each case, that have or can 
develop a material business connection 
to China. The Fund's investments are 
expected to be in the manufacturing, 
industrial, services / distribution, 
consumer and healthcare industries 
among others.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigers, etc. (1)

1 Yes None ―

Ardian Private Debt IV 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ardian Private Debt IV JPY 
Feeder S.C.S., SICAV-RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund is formed to invest in the 
Master Fund and will commit a 
substantial portion of the capital 
committed to it to the Master Fund. 
The Fund is Japanese yen (JPY) 
denominated, whereas the Master Fund 
is denominated in euros (EUR).

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

PRISA Fund Manager LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PRISA LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

PRISA LP invests primarily in existing, 
income-producing properties with 
strong cash flow that is expected to 
increase  over time and thereby 
provides the potential for capital 
appreciation.
PRISA LP makes most of its 
investments in office, apartment, retail, 
industrial and to a lesser extent hotels 
and self-storage properties.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (5)

5 None None ―

Capital Dynamics GP I S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital, Dynamics Global 
SecondariesV (Feeder) SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Invest globally in secondary 
investments, primary investments and 
direct investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2),
Business corporations, 
etc (1)

3 None None ―

Rimor Fund II GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Westbourne Infrastructure 
Debt Opportunities Fund II, 
L.P.

外国の法令に
基づく権利

社会投資ファン
ド

主にOECD諸国のインフラ関連企業向
けデット（新発／既発）に投資

運用 63条 金融機関等(4) 4 無 無 ―

Cybernaut New Frontier 
General Partner, Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cybernaut New Frontier 
Venture Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund intends to invest in suitable 
oppoｒtunities with a focus on early and 
growth stage technology-enabled 
venture businesses and intelligent
manufacturing companies primarily in 
Greater China.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator,  
etc. (1)

1 Yes None ―

FAM, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

FAM II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Other

Risk characteristic: Bond, Equity

Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (3)

Foreign corporation or 
foreigners etc. (1)

4 Yes None ―

FAM, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AP Reiwa F6-A, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Other

Risk characteristic: Bond, Equity

Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (1)

Foreign corporation or 
foreigners etc. (1)

2 Yes None ―

FAM, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

FAM II-S, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Other

Risk characteristic: Bond, Equity

Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (3)

Foreign corporation or 
foreigners etc. (1)

4 Yes None ―

FAM, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PS Reiwa A, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Other

Risk characteristic: Bond, Equity

Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporation or 
foreigners etc. (1)

1 Yes None ―

FAM, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AP Reiwa F7-A, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Other

Risk characteristic: Bond, Equity

Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (2)

Foreign corporation or 
foreigners etc. (1)

3 Yes None ―

Alcentra S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alcentra Fund S.C.A. SICAV-
SIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investing either directly or indirectly 
(through one or more dedicated 
investment vehicles) in a diversified 
pool of predominantly European senior 
secured loans of non-investment grade 
issuers.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

MetLife Middle Market Private 
Debt Parallel GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MetLife Middle Market Private 
Debt Parallel Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The primary objective is to generate 
attractive risk-adjusted returns, and 
the limited partnership will seek to 
achieve this objective primarily by 
providing junior debt and equity capital 
to middle market companies in 
connection with leveraged buyouts, 
mergers and acquisitions, refinancings, 
and recapitalizations, and may also 
invest in preferred stock, first lien 
debt and other securities and assets.

Private 
Placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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Spoke Omnia Apartments, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Spoke Omnia Apartments, 
LLC

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Acquisition and Management of US 
Multi-Family Real Estate Project

Private 
Placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals, (1) 1 Yes None ―

Prologis, L.P. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Prologis Targeted U.S. 
Logistics Holdings, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The purpose of the fund is to, directly 
or indirectly, through one or more 
entities, acquire, own, hold for 
investment and ultimately dispose of 
(whether through redemption or 
otherwise) shares of a real estate 
investment trust, and exercise all 
rights and powers granted to the 
owner of any such interests.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

InfleXion II Investment, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

InfleXion II B, L.P. Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Others Increase corporate value through 
management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (1),
Investment Limited 
Partnership (1)

2 None None ―

Access General Partner LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

WLR Recovery IV & Co-
Investments Access Offshore 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds To (i) co-invest 85% of their investable 
capital (the “Co-Investment 
Commitment”) in co-investments 
alongside other funds and (ii) invest 
15% of their investable capital in 
another WLR fund, if established.

Investmen
t 
manageme
nt

Supplemen
tary 
Provision 
Article 48

― ― ― ― ―

CGP II, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Global Partners II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Private equity fund focusing on 
substantial capital appreciation 
through investing in leading businesses 
and management teams and 
implementing longer-term value 
creation initiatives to maximize their 
full potential.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Israel Fund GP, LTD. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Magenta Fund GP, LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

Magenta Fund, LPのGPとして同組合の
業務を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Israel Fund GP, LTD. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Magenta Fund, LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

投資対象は、先端技術を有する主に
アーリーからレイターステージのベン
チャー企業。投資手法は、原則マイノリ
ティ投資とし、投資後は、ハンズオンに
より投資先企業の企業価値向上を積極
的に支援する。原則、5年程度で第三
者への譲渡等によるエグジットを目指
す。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、
金融機関等(1)

2 有 無 ―

Audax Holdings I, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Audax Mezzanine Fund V-B, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Mezzanine 
Funds

Invest primarily in junior debt and 
equity securities of middle market 
companies with $10 million to $50 
million of EBITDA, to support private 
equity-sponsored leveraged buyouts, 
recapitalizations, refinancings and 
acquisitions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Audax Holdings I, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Audax Private Equity Fund 
VII-A, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Make control leveraged investments in 
middle market companies valued 
between $125 million and $500 million, 
with the expectation to invest $75 
million to $200 million of equity in each 
portfolio company.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
Instruments
Business
Operator, etc (1). 
Financial institutions, 
etc.(5)

6 Yes None ―

Audax Holdings I, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Audax Private Equity Fund 
VII-B, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Make control leveraged investments in 
middle market companies valued 
between $125 million and $500 million, 
with the expectation to invest $75 
million to $200 million of equity in each 
portfolio company.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
Instruments
Business
Operator, etc (1). 
Financial institutions, 
etc.(5)

6 Yes None ―

DNX III, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DNX Partners III, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Sector: Internet related technology, 
Industrials
Stage: Seed～Expansion

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (5), 
Financial institutions, 
etc.(2)

7 Yes None ―

DNX III, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DNX Partners3号投資事業有
限責任組合

Limited 
Liability 
Partnership 
contract

Venture fund Sector: Internet related technology, 
Industrials
Stage: Seed～Expansion

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2),
Business corporations, 
etc. (3),
Investment Limited 
Partnership (1)

6 Yes None ―

DNX III, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DNX Venture Partners III, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Sector: Internet related technology, 
Industrials
Stage: Seed～Expansion

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Nabtesco Technology 
Ventures (Cayman) Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nabtesco Technology 
Ventures L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund will lead Nabtesco's 
corporate venture activities. 
Target sector: robotics, motors, 
sensors, additive manufacturing, 
artificial intelligence and IoT 
technologies, as well as other areas 
important to Nabtesco's business. 
Target stage: all stages

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Green Tree GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Green Tree, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Hedge fund Combination of multiple strategies Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Pine Tree GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pine Tree, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Hedge fund Combination of multiple strategies Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Japan Texas High-Speed 
Railway Cayman GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Japan Texas High-Speed 
Railway Cayman LP

外国の法令に
基づく権利

社会投資ファン
ド

米国テキサスにおける高速鉄道事業を
行う企業の社債等の取得

私募・運用 63条 金融機関等（1）,事業法
人等(1)

2 無 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の
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出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
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無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別
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氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
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Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
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（Private
placement
and/or
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（Type of
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）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

BlackSand Capital 
Management II-A, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BlanckSand Capital 
Opportunity Fund II-A, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

BlackSand Capital Opportunity Fund 
II-A, L.P. will target opportunistic real 
estate investments where the General 
Partner sees favorable risk profiles 
and believes that it can add value 
through the entitlement, development, 
renovation or redevelopment, re-
tenanting, change in use, repositioning, 
and improved operation of such 
investments. The General Partner 
intends to be responsive to changing 
market conditions and expects to draw 
upon its experience investing across a 
range of property sectors, including, 
but not limited to, retail, office, 
industrial, multifamily, hospitality, 
mixed-use and residential assets. In 
addition, the General Parter will seek 
to evaluate the risk and return trade-
off(s) in all parts of the capital 
structure and intends to seek to 
execute investments in an effort to 
achieve a basis capable of providing an 
appropriate margin of safety to 
withstand shorter-term market 
volatility, as well as an appropriate mix 
of returns from cash-on-cash yields 
versus longer-term capital 
appreciation.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual (1), Business 
corporations, etc.(1)

2 Yes None ―

Infinity Ventures IV (GP), Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Infinity Ventures IV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Partnership's investment objective 
is to generate long-term capital 
appreciation by investing primarily in 
unquoted growth companies, spanning 
early stage, and expansion capital, 
which are headquartered or have a 
significant part of their activities in 
Asia, with primary focus on Japan and 
developed parts of Asia primarily 
Taiwan, Hong Kong, and other Chinese 
speaking markets in Asia ex-China.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (5),
Investment Limited 
Partnership (1)

6 Yes Yes PricewaterhouseCoopers 
Cayman

Clarion Gables Multifamily 
Trust GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Clarion Gables Multifamily 
Trust, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund invests in multifamily 
residential real estate assets and real 
estate-related investments in the 
United States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)

1 None None ―

SAMSUNG VENTURE 
INVESTMENT 
CORPORATION.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SVIC NO.38 NEW 
TECHNOLOGY BUSINESS 
INVESTMENT L.L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund primarily invests in equity of 
companies in the information 
technology or content industry.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1), Foreign 
corporations or 
foreigners, etc.(1)

2 Yes None ―

SOSV IV GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SOSV IV International, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Partnership is being established to 
maximize long-term gains and  income 
primarily through investments in 
Portfolio Companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Barings Investment Fund 
(LUX) GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Barings Investment Fund 
(LUX) SCSp, SICAV-RAIF - 
Barings Investment Fund 
(LUX) - Barings Asset-Based 
Income Fund

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund offers sophisticated 
investors access to a diversified 
portfolio of direct investments in real 
assets and asset-based private equity 
investments. Additionally, the fund will 
target control or influential minority 
investments in three distinct asset 
types - capital assets, infrastructure 
and intangible assets - across seven 
specialist sectors and focus on assets 
that are integral to the real economy 
and possess historically predictable 
cash flows that help reduce 
dependence on exit events. Lastly, the 
assets targeted offer downside 
protection through the underlying 
value of the asset, with potential up-
side optionality captured through 
active management and enterprise-
value creation.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

PAG Asia Capital GP III　
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PAG ASIA III LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Private equity fund focused on buyout 
investments in Asia

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 Yes None ―

Fortress TSX Broadway Co-
Investment GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress TSX Broadway Co-
Investment Fund (B) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate-
related fund

The fund intends primarily to invest in 
a certain redevelopment of a hotel, 
theater, signage and 
entertainment/retail space located in 
the U.S.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Dreamers I LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Dreamers Fund I LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund A Venture fund investing in seed and 
early stage private companies primarily 
located in the United States. Although 
not engaging in management or 
providing hands-on support, the 
Applicant will provide ventures with 
assistance as its ancillary business, for 
example, supporting venture to start 
business in Japan, by introducing 
business partners in Japan (in general, 
a Japanese company that will become 
a limited partner) through the name 
recognition and network of members 
and managers of the Applicant.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (6), 
Individuals(1)

7 Yes None ―

ACA Growth III Management 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ACA Growth III L.P. 外国の法令に
基づく権利

バイアウト・ファ
ンド

コーポレートガバナンス等の改善が必
要と考えられる未公開企業に対する出
資

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

EJF Trust Preferred II GP 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EJF Trust Preferred Offshore 
Fund II LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Hedge Funds Event-driven Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3),
Financial instruments 
Business Operators, 
etc. (2)

5 None None ―

FCO Fund V GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

FCO MA J5 L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Funds' investment objective is to 
generate significant current income 
and long-term capital appreciation 
through investments in a range of 
distressed and undervalued credit 
investments, including but not limited 
to opportunistic corporate loans and 
securities, residential loans and 
securities, commercial mortgage loans 
and securities and other consumer or 
commercial assets and asset-backed 
securities.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigers, etc. (1)

1 None None ―
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無
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（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）
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（Jurisdiction of 
the Financial 
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FCO Fund V GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Credit Opportunities 
Fund V (G) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Funds' investment objective is to 
generate significant current income 
and long-term capital appreciation 
through investments in a range of 
distressed and undervalued credit 
investments, including but not limited 
to opportunistic corporate loans and 
securities, residential loans and 
securities, commercial mortgage loans 
and securities and other consumer or 
commercial assets and asset-backed 
securities.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

FCO Fund V GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Credit Opportunities 
Fund V Expansion (G) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Funds' investment objective is to 
generate significant current income 
and long-term capital appreciation 
through investments in a range of 
distressed and undervalued credit 
investments, including but not limited 
to opportunistic corporate loans and 
securities, residential loans and 
securities, commercial mortgage loans 
and securities and other consumer or 
commercial assets and asset-backed 
securities.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial 
Institutions,etc. (1)

1 None None ―

FC Holdings Co-investment 
GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

FC Holdings Co-investment, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Focused on strategically driven control 
and significant influence buyout in 
Japan and North Asia. Sectors include 
mature industrial and technology, 
consumer related, financial or business 
services.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions,
etc. (1) 
Investment Limited 
Partnership contract 
(2)

3 Yes None ―

Siguler Guff SBCOF II Mezz 
GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Siguler Guff Small Business 
Credit Opportunities Fund II-
A Holdings (JPN), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Mezzanine fund The fund will invest in a partnership 
which invests debt and equity capital 
into growing small businesses in the 
lower middle market, mostly in North 
America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Siguler Guff SBCOF II Mezz 
GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Siguler Guff Small Business 
Credit Opportunities Fund II-
A Holdings, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Mezzanine fund The fund will invest in a partnership 
which invests debt and equity capital 
into growing small businesses in the 
lower middle market, mostly in North 
America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 Yes None ―

GN Loan Fund Associates Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GN Loan Fund LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Making direct lending investments in 
private, performing, small and middle 
market U.S. companies

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Brookfield Super-Core 
Infrastructure Partners GP 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brookfield Super-Core 
Infrastructure Partners (NUS) 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund will primarily target mature, 
cash-generating core infrastructure 
assets with predominantly contracted 
or regulated revenues located 
principally in the markets where 
Brookfield has an investment presence 
or in any other OECD country, 
including North America, Western 
Europe and Australia.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(3), 
Investment Limited 
Partnership (1)

4 None None ―

Brookfield Super-Core 
Infrastructure Partners GP 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brookfield Super-Core 
Infrastructure Partners (TE) 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund will primarily target mature, 
cash-generating core infrastructure 
assets with predominantly contracted 
or regulated revenues located 
principally in the markets where 
Brookfield has an investment presence 
or in any other OECD country, 
including North America, Western 
Europe and Australia.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

Brookfield Super-Core 
Infrastructure Partners GP 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brookfield Super-Core 
Infrastructure Partners L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund will primarily target mature, 
cash-generating core infrastructure 
assets with predominantly contracted 
or regulated revenues located 
principally in the markets where 
Brookfield has an investment presence 
or in any other OECD country, 
including North America, Western 
Europe and Australia.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Overbay Capital Partners Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

OCP Dragonfly LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds targeting the acquisition of funds 
which are primarily based in the U.S. 
and Western Europe, and selectively in 
Asia. Its underlying strategies are 
highly diversified, but aims to focus on 
leveraged buyout funds, and selectively 
high-quality venture capital funds.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

IFM USIDF General Partner 
Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IFM USIDF (Offshore) J, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment Strategy 
IFM USIDF (Offshore) J, L.P. is being 
organized primarily to make private, 
sub-investment grade senior secured 
debt investments via
primary and secondary markets. The 
investment strategy is to identify 
infrastructure debt securities that 
provide attractive risk-return profile to 
the portfolio while retaining the 
defensive characteristics typical of the 
asset class, with the Fund targeting 
infrastructure debt securities that 
have a subinvestment grade credit 
profile

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

TI Platform Fund II GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TI Platform BOV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investing in venture funds and 
technology companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (2) 
Financial institutions, 
etc. (2)

4 None None ―

TI Platform Fund II GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TI Platform Fund II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investing in venture funds and 
technology companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (2) 
Financial institutions, 
etc. (2)

4 None None ―

CBRE Global Real Estate 
(Cayman) GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CBRE G Real Estate 
Investments, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

CBRE G Real Estate Investments, LP 
(the "Fund") invests the funds 
contributed by the investors into 
certain real estate and real estate 
related assets.  In terms of the 
geography, the Fund will invest 
primarily in North America and Europe 
secondarily in Asia (excluding Japan).

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Airbus Ventures GP III, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Airbus Ventures Fund III 
(Canada), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture Fund Equity and debt investment in early-
stage companies mainly in autonomous 
transportation systems, electrification 
technology, digital design & 
manufacturing, space technology, AI 
and robotics, and travel experience 
sector in North America, Japan and 
Europe

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institution, 
etc. (1), 
Business corporation, 
etc. (2)

3 None None ―
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Airbus Ventures GP III, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Airbus Ventures Fund III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Equity and debt investment in early-
stage companies mainly in autonomous 
transportation systems, electrification 
technology, digital design & 
manufacturing, space technology, AI 
and robotics, and travel experience 
sector in North America, Japan and 
Europe

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institution, 
etc. (1), 
Business corporation, 
etc. (1)

2 None None ―

FLF Fund I GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Lending Fund I (B-II) 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund intends to make attractive 
risk adjusted debt investments, 
primarily by originating and acquiring 
senior secured debt of operating 
businesses in a wide array of 
corporate industries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

FLF Fund I GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Lending Fund I (C) 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund intends to make attractive 
risk adjusted debt investments, 
primarily by originating and acquiring 
senior secured debt of operating 
businesses in a wide array of 
corporate industries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Greystar Multifamily GP X, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Greystar Equity Partners X, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Invest primarily in debt and equity 
interests relating to real estate and 
real estate-related assets and 
portfolios in the multifamily property 
sector located in the United States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc.(2)
Financial institutions, 
etc.(3)

5 Yes None ―

Regalis Enterprises GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NTT Venture Capital, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture Fund NTT Venture Capital, L.P. is a venture 
capital fund, formed primarily to invest 
in securities of private, early stage, 
middle stage, and growth stage 
technology companies primarily based 
in USA & Israel.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Antin Infrastructure Partners 
IV Luxembourg GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Antin Infrastructure Partners 
IV-B SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

a fund investing in a broad range of 
infrastructure assets, with a particular 
focus on (but not limited to) the 
transportation, energy and the 
environment, telecommunications and 
social sector

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Antin Infrastructure Partners 
IV Luxembourg GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Antin Infrastructure Partners 
IV-C SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

a fund investing in a broad range of 
infrastructure assets, with a particular 
focus on (but not limited to) the 
transportation, energy and the 
environment, telecommunications and 
social sector

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (4)

4 None None ―

Yamaha Motor Exploratory 
Fund GP, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

YAMAHA MOTOR 
EXPLORATORY FUND, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment in the automotive aviation, 
medical, agricultural, and technology 
industries in various investment 
stages, including seed stage, early 
stage, and growth stage.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

TI JPNIN GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TI JPNIN, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investing in technology companies in 
India

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1) 
Financial institutions, 
etc. (1)

2 None None ―

Greystar Growth and Income 
GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Greystar Growth and Income 
Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate-
related fund

To acquire multifamily real estate and 
real estate- related cash flowing urban 
assets within the "Core-Plus" 
investment space in the United States

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (2) 
Financial institutions, 
etc. (3)

5 None None ―

Spoke Altamonte Aparments, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Spoke Altamonte Aparments, 
LLC

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate-
related fund

Acquisition and Management of US 
Multi-Family Real Estate Project

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual, (1) 1 Yes None ―

IDF IV GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Infrastructure Debt Fund IV 
(JPY), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment in Infrastructure Debt 
investments with a focus on OECD 
countries

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (4)

4 None None ―

IDF IV GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Infrastructure Debt Fund IV 
(USD Hedged), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment in Infrastructure Debt 
investments with a focus on OECD 
countries

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

IDF IV GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Infrastructure Debt Fund IV 
(USD), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment in Infrastructure Debt 
investments with a focus on OECD 
countries

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

KandaMJ, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sevenwoods  Investment  
Fund I LP

外国の法令に
基づく権利

ファンド・オブ・
ファンズ

シードステージのベンチャー企業への
投資を目的とする外国ファンドへの投
資

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

Fenox Venture Management 
XXIV, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fenox Venture Company 
XXIV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage technology 
companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)

1 None None ―

EDIF GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Europa Diversified Income 
Fund SCSp SICAV-RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate-
related fund

Invests in pan European value add 
properties (mainly offices, residentials, 
retails, logistics)

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1), Business
corporations, etc. (1)

2 None None ―

Sean Asset Management, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sean Asset Management Fund 
I　LP

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

シードステージの海外ベンチャー企業
への投資

私募・運用 63条 事業法人等（1） 1 有 無 ―

ACA Investments Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AUTOBRAINS 
TECHNOLOGIES LTD

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

先進運転支援システム向けAIの開発を
行う企業への出資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)
事業法人等(1)

2 有 無 ―

ACA Investments Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Axinan Pte Ltd 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

東南アジア広域で展開する保険テック
企業への出資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)
事業法人等(1)

2 有 無 ―

ACA Investments Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CELL ID PTE. LTD. 外国の法令に
基づく権利

その他 シンガポールの診断デバイス開発・製
造会社への出資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)、個人(1)

2 有 無 ―

ACA Investments Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Daehan Rehabilitation 
Services Sdn Bhd

外国の法令に
基づく権利

その他 マレーシアのリハビリケア・プロバイ
ダーへの出資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)、個人(1)、事業法
人等（1）

3 有 無 ―

ACA Investments Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

freeD Group Inc. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

大規模なユーザーベースを有するレガ
シー企業等のチャネル・パートナーに対
し、Eコマースソリューションの導入・提
供を行うDX事業者へのシリーズBラウ
ンド投資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)、事業法人等（1）

2 有 無 ―

ACA Investments Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GyroGear Limited 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

本態性振戦／パーキンソン病に見られ
る手指の揺れに対処する医療機器を
開発するメーカーへの出資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

ACA Investments Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

H3 DYNAMICS HOLDINGS 
PTE. LTD.

外国の法令に
基づく権利

その他 シンガポールのドローン/AI企業への出
資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

ACA Investments Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LISA VON TANG PTE. LTD. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

アパレルの製造販売、ファッションＥＣ
サイトの運営企業への出資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)
事業法人等(1)

2 有 無 ―

ACA Investments Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ostay Group Inc. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

多国籍にレジデンシャル・ホテルを運営
するケイマン諸島籍の会社へのシリー
ズA投資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)、個人(1)

2 有 無 ―

ACA Investments Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Qu Biologics Inc. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

創薬メーカーへの出資 私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)
事業法人等(1)

2 有 無 ―

ACA Investments Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

バイオVCファンド 外国の法令に
基づく権利

その他 リハビリケア・プロバイダー、診断デバ
イス開発・製造会社、及び創薬メーカー
への出資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

ACA Investments Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

メディカルVCファンド 投資事業有限
責任組合契約

その他 リハビリケア・プロバイダー、診断デバ
イス開発・製造会社、創薬メーカー、及
び機能性食品開発販売会社への出資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

ACA Investments Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

大和ACA・HCブリッジ投資事
業有限責任組合

投資事業有限
責任組合

不動産ファンド 投資対象不動産の種類：医療・介護関
連施設
投資対象地域：日本国内
その他の基本的な投資方針：介護関連
施設又は医療関連施設を保有し、運営
事業者（マスターレッシー）からの賃料
を原資としたインカムゲイン及び施設売
却によるキャピタルゲインを求めるヘル
スケア不動産のオポチュニティファン
ド。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

ACA Investments Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Gojo & Company, Inc. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

開発途上国において少額金融サービス
を提供するテクノロジー企業への出資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)、個人(1)

2 有 無 ―

ACA Investments Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Gojo & Company, Inc. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

開発途上国において少額金融サービス
を提供するテクノロジー企業への出資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

ACA Investments Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

iPrice Group Sdn Bhd 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

東南アジア広域でオンライン価格比較
サイトを運営するテクノロジー企業への
出資

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

ACA Investments Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

REMOW Co., Ltd. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

日本のアニメーション等のコンテンツを
世界に配信するエンターテインメント関
連企業への出資。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)

1 有 無 ―

Isomer Capital I SCSp 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Isomer Capital l SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Hedge fund Multi-strategy Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.　(2)

2 Yes None ―

Barings Infiniti Fund 
Management LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Barings Infiniti Fund, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The principal purposes of the limited 
partnership are (i) investing in debt 
tranches issued by U.S. and European 
CLOs, and (ii) transacting all other 
businesses and activities, as the 
investment manager may determine. 
The investment objective of the limited 
partnership is to generate risk-
adjusted returns over the course of 
various market cycles through a 
concentrated portfolio consisting 
predominantly of investments in CLOs.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Global Aviation Equipment 
Leasing Fund I GP Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Global Aviation Equipment 
Leasing Fund l, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Aircraft fund. Global Aviation 
Equipment Leasing Fund l, L.P. is 
established to make investments in 
shares in the foreign  company which 
acquires aircraft.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (8), 
Business corporations, 
etc. (1)

9 None None ―

SNI Management S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SNI Euro Partnership I S.C.S Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate-
related fund

A purpose of SNI Euro Partnership l is 
the carrying out of all transactions 
pertaining directly or indirectly to the 
acquisition of real estate, properties or 
real estate rights in Luxembourg or 
abroad.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

SNI Management S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SNI Euro Partnership II S.C.S Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate-
related fund

A purpose of SNI Euro Partnership ll is 
the carrying out of all transactions 
pertaining directly or indirectly to the 
acquisition of real estate, properties or 
real estate rights in Luxembourg or 
abroad

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

GFR Fund II GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GFR Fund II, LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

The Fund will seek to generate long-
term capital appreciation through 
privately negotiated venture capital 
investments in early stage companies 
and/or through investments in 
blockchain-based projects ("Portfolio 
Companies"), that are active in 
consumer-facing industries, especially 
digital media and entertainments, with 
a primary focus on investments in
North America.

私募・運用 63条 事業法人等(3)、
個人(1)

4 有 無 ―

GFR Fund II GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GFR Fund SPV I, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

特定の対象会社の株式その他の有価
証券を取得し、これを譲渡その他の方
法により処分することを通じて投資事
業を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、
投資事業有限責任組
合(2)

3 有 無 ―

GFR Fund II GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GFR Covid-19 Angel Fund, 
L.P.

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

北米における投資を中心として、コン
シューマー業界、特にデジタルメディ
ア・エンターテインメント業界で活動して
いるプレシードステージの企業の株式
及び株式関連証券の売買、保有その
他の投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 有 Moss Adams LLP

GFR Fund II GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GFR Fund SPV II, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

特定の対象会社の株式その他の有価
証券を取得し、これを譲渡その他の方
法により処分することを通じて投資事
業を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1)、投資
事業有限責任組合(1)

2 有 無 ―
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TransLink Management JAL 
Innovation I, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Japan Airlines &
TransLink Innovation Fund, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund 
(a) seek income and gain through the 
acquisition, holding, and distribution or 
other disposition of Portfolio 
Securities, with a focus on Portfolio 
Securities issued by companies in the 
travel, transportation and life sectors;
(b) invest in TransLink Capital 
Partners IV, L.P.; and
(c) temporarily invest cash in (i) debt 
securities issued or backed by the 
United States or a State; (ii) 
investment grade rated commercial 
paper; and (iii) certificates or other 
evidences of deposit in any commercial 
bank holding over $500 million in 
deposits or having over $100 million in 
regulatory capital

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

JB Nordic General Partner 
S.a.r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JB Nordic Fund I SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investing in seed and early stage 
start-ups in the Nordic and Baltic 
region

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1),
Business corporation, 
etc. (1)

2 Yes None ―

Medtech Convergence GP 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Medtech Convergence Fund, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund will generally focus on early 
stage venture capital investments 
primarily in medical device technology 
companies, with specific focus on the 
companies having positive 
characteristics.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

GoldenTree Distressed Fund 
III GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GoldenTree Distressed Fund 
III (Cayman) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Hedge fund Other (specify details of the 
investment strategy)
- distressed assets (including but not 
limited to distressed claim, corporate 
bonds, government bond, structured 
note, equity etc.)

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
institutions,
etc.　(1)

1 None None ―

Neoteny 4 GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Neoteny 4, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The primary purpose of the 
Partnership is to make venture capital 
investments, principally by investing in 
and holding equity, equity-oriented and 
debt securities of early/seed-stage 
privately held companies selected by 
the General Partner.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (2)

2 Yes None ―

Navis Asia Fund VIII G.P., Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Navis Asia Fund VIII, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout Fund To achieve significant returns through 
privately negotiated debt, equity and 
equity-related investments in 
businesses in and connected to the 
Asia Pacific Target Region, with a 
predominant focus on Southeast Asia,  
and selectively on Australia/New 
Zealand and the People’s Republic of 
China (including Hong Kong SAR)

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 Yes None ―

Phoenix General Partner III 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Phoenix Venture Partners III 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund’s investment objective is to 
achieve superior investment returns 
for its Limited Partners from venture 
capital investments, primarily in equity 
and equity-related securities focusing 
on private companies developing 
Advanced Materials innovations or 
Advanced Materials enabled products 
or processes.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)

1 Yes None ―

PC Co-Investment GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Permira Credit Solutions IV 
Co-Investment SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Permira Credit Solutions IV Co-
Investment SCSp invests in senior 
secured debt with fund leverage and 
selectively in subordinated debt.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners,
etc. (1)

1 Yes None ―

Siguler Guff SBOF IV GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Siguler Guff Small Buyout 
Opportunities Fund IV (F), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The fund is a fund of funds that will 
seek to assemble a diversified portfolio 
of “best in class” small and lower 
middle market companies by investing 
in limited partnerships (other funds) as 
well as direct investments, generally as 
co-investments alongside small buyout 
fund managers and deal sponsors.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 Yes None ―

Ortus Aircraft Leasing Fund II 
GP Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ortus Aircraft Leasing Fund II, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment in equity of aircraft leasing 
companies, etc.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (7)

7 None None ―

L Catterton Real Estate Core 
One S.a.r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LCRE CORE ONE Investment 
Limited Partnership

Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Real estate - 
related fund

to invest in preferred equity securities 
in a specified purpose company holding 
an office and commercial facility

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Incubate Fund US GP, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Incubate Fund US, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

B2Bのソフトウェア領域において事業を
展開する企業を主な投資対象とし、典
型的には、それらの企業のシードス
テージにおける株式その他の有価証券
を取得する方針である。
その上で、投資対象となる企業のサ
ポート等を通じて企業価値を高め、最
終的には株式上場やM&A等に伴って
Exitすることにより、利益の獲得を目指
す。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(3)、事業法人等(3)、
個人(1)

7 有 有 ―

Counterpart Ventures II GP, 
L.L.C

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Counterpart Ventures II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Venture capital fund which invests 
primarily in start-ups in the United 
States of America

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2), Investment 
Limited Partnership 
(2), Business 
corporations, etc. (6)

10 Yes None ―

RISA Vertex Venture Fund 
GP Pte. Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

RISA Vertex Venture Fund LP 外国の法令に
基づく権利

ファンド・オブ・
ファンズ

Vertex Master Fund II LP へのLP出資
を通じてアジア及び米国のベンチャー
企業に投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等 (1)、
金融機関等 (3)

4 有 無 ―

EduLab Capital I GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EduLab Capital Partners I, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment in equity and equity-
oriented securities of seed-stage 
privately held companies in the 
learning technologies sector located in 
North America and Asia

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1),
Business corporation, 
etc. (1)

2 Yes None ―
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Green Visor Capital III GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Green Visor Capital III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Green Visor Capital III, L.P. is an early-
stage venture capital fund 
headquartered in San Francisco, 
California.  Green Visor Capital 
(“Green Visor”) is one of only a 
handful of venture capital firms 
focused primarily on investing in early-
stage financial technology companies.  
Green Visor brings strict industry 
focus, operational-level engagement, 
comprehensive capital solutions, a top 
tier network of C-suite relationships 
within financial services, and deep 
domain expertise to its portfolio 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3)

3 Yes None ―

GAIA Investment Fund GP 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GAIA Investment Fund L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment Strategy
To make investments in global 
infrastructure debt investments that 
exhibit high barriers to entry, non-
cyclical, stable and consistent cash 
flow and a strong industry position 
based on a long term, buy and hold 
strategy for investments with the 
intention of achieving consistent 
income and capital preservation and a 
high cash flow yield. 
 
The investment strategy primarily 
focuses on investment grade private 
debt issuances in brownfield in the 
form of debt investments consisting of 
private placements or similar debt 
instruments, bank loans, term loan B 
credit facilities and other credit 
facilities sourced through the primary 
and secondary market.  Target sectors 
in broad sector classification include 
Power & Energy, Transportation, 
Utilities, Social Infrastructure, 
Telecommunication and geographic 
exposure would primarily be Japan and 
other countries and regions where the 
economy is reasonably developed, such 
as OECD countries (provided that a 
geographic area of an investment of an 

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1)

1 None None ―

Global Private Equity 
Investments 2019 TM GP 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Global Private Equity 
Investments 2019 TM LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Making Primary Investments with 
exposure to growth capital funds, 
distressed funds and venture capital 
funds

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

Carlyle Japan IV, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle 
Japan Partners IV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a buyout fund investing in Japanese 
companies

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1), 
Financial institutions, 
etc. (20),
Business corporations, 
etc. (2),
Investment Limited 
Partnership (4)

27 Yes None ―

Carlyle Japan IV, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Atom Partners II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a buyout fund investing in a Japanese 
company

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1),
Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

2 None None ―

Carlyle Japan IV, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Green Partners II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a buyout fund investing in a Japanese 
company

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1),
Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

2 None None ―

Canyon Laurel Fund GP II Co. 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Canyon Laurel Investment 
Fund II (B) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The fund (Invested Business) will 
invest in its master fund that will 
provide financing solutions in the US 
commercial real estate market, 
primarily for middle market (USD50-
200 million) transactions.  The master 
fund will focus on senior loans and 
preferred equity investments, with 
diversification across sectors, regions, 
and positions in the capital structure.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(3)

3 Yes Yes ―

Latour Capital Management 
SAS

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Latour Capital III Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The Fund will target three types of 
companies in particular: - companies 
(in particular spin-offs) with real 
operational improvement potential 
enabling them to outperform natural 
growth in their sectors; - companies 
with a competitive advantage 
(commercial, marketing, technical or 
technological, or other) enabling them 
to outperform GDP growth; - 
companies whose turnover is already 
highly European or international.
The Fund will primarily be a majority 
investor. The Fund will make 
investments 30 million Euros and 120 
million Euros per Investment.
The enterprise value of the companies 
in question will fall between 50 million 
Euros and 300 million Euros. Mainly in 
France (50%) and in the Euro Zone 
ecluding France (up to 50%) and up to 
25% outside of the Euro Zone

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial lnstruments 
Business Operators, 
etc. (4)

Financial Institutions, 
etc. (3)

7 ― None ―

ICG Australian Senior Debt 
GP Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ICG Australian Senior Loan 
JPY Feeder L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

fund of funds Feeder fund into the Australian Senior 
Debt Fund

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Capstone Fund Services, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capstone Vol (US), LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The primary investment strategy of 
Capstone Volatility Master (Cayman) 
Limited (the “Master Fund”) is 
volatility arbitrage, a strategy that 
seeks to capitalize on perceived 
inefficiencies in the pricing of volatility 
across equites, fixed income, FX, and 
commodities in the US, European, and 
Asian derivatives markets. Capstone 
Vol (US), LP invests all its investable 
assets into the Master Fund.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (26), Financial 
Institutions, etc. (13), 
Business corporation, 
etc. (3)

42 ― None ―

Capstone Fund Services II, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capstone Dispersion Fund 
(US) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The primary investment strategy of 
Capstone Dispersion Master Fund Ltd. 
(the “Dispersion Master Fund”) seeks 
to monetize or benefit from the equity 
index correlation risk premium through 
selling US equity index volatility and 
buying US single name equity volatility. 
Capstone Dispersion Fund (US) LP 
invests all its investable assets into 
the Dispersion Master Fund.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (26), Financial 
Institutions, etc. (13), 
Business corporation, 
etc. (3)

42 ― None ―
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Capstone Fund Services II, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capstone Balanced Portfolio 
Protection (US), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund’s primary investment 
objective (through its investment in 
the Master Fund) is hedging with 
respect generally to global equity 
markets. This means investing a 
certain amount of “insurance 
premium” seeking to generate returns 
in the event of a correction in equity 
levels. The objective, upon the 
occurrence of a market correction in 
equities, is to achieve a payoff that 
increases as the sell-off magnitude 
increases. The assets of the Master 
Fund may be invested, directly or 
indirectly, on margin or otherwise, in 
interests commonly referred to as 
securities, other financial instruments 
issued by, entered into by or 
referenced to U.S. or non-U.S. entities 
and other assets, whether or not 
publicly traded or readily marketable.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (26), Financial 
Institutions, etc. (13), 
Business corporation, 
etc. (3)

42 None None ―

Capstone Fund Services II, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capstone Convex Portfolio 
Protection (US), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund’s primary investment 
objective (through its investment in 
the Master Fund) is hedging with 
respect generally to global equity 
markets. This means investing a 
certain amount of “insurance 
premium” seeking to generate returns 
in the event of a correction in equity 
levels. The objective, upon the 
occurrence of a market correction in 
equities, is to achieve a payoff that 
increases as the sell-off magnitude 
increases. The assets of the Master 
Fund may be invested, directly or 
indirectly, on margin or otherwise, in 
interests commonly referred to as 
securities, other financial instruments 
issued by, entered into by or 
referenced to U.S. or non-U.S. entities 
and other assets, whether or not 
publicly traded or readily marketable.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (26), Financial 
Institutions, etc. (13), 
Business corporation, 
etc. (3)

42 None None ―

Capstone Fund Services II, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capstone Alternative Markets 
Trend Strategy (US) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The primary objective of Capstone 
Alternative Markets Trend Strategy 
Master (Cayman) LP (the “Master 
Fund”) is to identify and capitalize on 
trends across diversifying assets. 
Capstone Alternative Markets Trend 
Strategy (US) LP invests all of its 
investable assets through the Master 
Fund.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (26), Financial 
Institutions, etc. (13), 
Business corporation, 
etc. (3)

42 None None ―

Capstone Fund Services II, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capstone Alternative Risk 
Strategy (US) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The primary objective of the Capstone 
Alternative Risk Strategy (US) LP (the 
“Fund”) is to capitalize on risk 
imbalances created by the issuance of 
structured products by product 
issuers, including the need for such 
product issuer (or an affiliate thereof) 
to satisfy certain regulatory 
requirements or risk limits.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (26), Financial 
Institutions, etc. (13), 
Business corporation, 
etc. (3)

42 None None ―

Aphelion Capital T1, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Limited Partnership of 
Aphelion Medical Fund T1

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund To make early stage venture capital 
investments, principally investing in 
and holding equity-oriented securities 
of privately held medical device 
technology companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc (1)

1 ― None ―

Go-Ventures GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Go-Ventures I, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Primarily makes venture capital 
investments in: (a) enterprises or 
entities engaged in the technology 
industry; (b) technology enabled or 
enabling businesses; and (c) consumer 
enterprise businesses, in Southeast 
Asia.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business
corporation,
etc. (1)

1 ― None ―

Pegasus Tech Ventures 
Management I, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Ventures 
Company I, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage technology 
companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual (1) 1 None None ―

NB Specialty Finance 
Associates LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB Specialty Finance Fund 
(Cayman) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund’s investment objective is to 
generate interest income and capital 
appreciation through the acquisition of 
alternative credit investments 
consisting of various forms of 
consumer, small business, real estate 
and other specialty finance assets.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

Rialto Partners GP IV – Debt, 
LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

RREF IV Debt Domestic 
Investors, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Invests in Rialto Real Estate Fund IV - 
Debt, LP, which invests in real estate 
loans and securities including (i) newly 
issued and seasoned B-pieces of 
CMBS, as well as additional classes of 
CMBS certificates, (ii) sub- and non-
performing standalone credit 
investments or loan portfolios, and (iii) 
senior floating rate loans, mezzanine 
loans, CLOs, B-notes, preferred equity 
and other high yield debt located 
primarily in the US.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

NB SHP Fund GP LP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB SHP Fund LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund’s investment objective is to 
generate investment returns through 
the acquisition of interests in pooled 
investment vehicles that are organized 
to make investments in privately held 
entities and private equity 
investments.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Evolution Ventures b8ta, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Evolution Ventures b8ta, LLC Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Equity and debt investment in early-
stage companies mainly in various 
technologies in North America, Japan 
and Europe

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (2)

2 Yes None ―

DNX Annex II, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DNX Technology Partners 
Annex
2号投資事業有限責任組合

Limited 
Liability 
Partnership 
contract

Venture fund Sector:
Internet related technology, Industrials 
Stage:
Seed～Expansion

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (4),
Business Corporations 
etc. (3),
Investment Limited 
Partnership (2)

9 Yes None ―

DNX Annex II, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DNX Venture Partners Annex 
II, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Sector:
Internet related technology, Industrials 
Stage:
Seed～Expansion

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―
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出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

PA Bach Fund GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PA Bach Fund LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investing in Bach Co-Invest L.P.2, a 
Cayman Islands exempted limited 
partnership

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership, (1)

1 None None ―

Balyasny Capital Management 
(Cayman), LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Atlas Enhanced Japan, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Hedge_fund Multi-strategy Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Balyasny Capital Management 
(Cayman), LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Atlas Global Japan, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Hedge_fund Multi-strategy Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

LaSalle China Logistics 
Venture GP Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LaSalle China Logistics 
Venture L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The General Partner on behalf of the 
Limited Partnership directly owns 
shares in a Singapore holding company;
The Singapore holding company in turn 
owns shares/interests in another 
vehicle or vehicles that acquires, owns 
and disposes of, real properties 
located in China.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1), 
Financial institutions, 
etc. (1)

2 Yes None ―

Daiwa ACA APAC Growth 
Management Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Daiwa ACA APAC Growth LP 外国の法令に
基づく権利

バイアウト・ファ
ンド

業種の特定は行わず、APAC地域にお
いて、成長性・収益性に優れた未公開
企業に対し、同業他社対比割安な売買
価格で投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（1）、
外国法人又は外国人
等（1）

2 有 無 ―

Permira VII GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Permira VII Feeder 1 SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Permira VII Feeder 1 SCSp is being 
formed principally for Permira 
individuals to invest into Permira VII, 
which makes investments consistent 
with the investment strategy, which is 
generally limited to investments in 
equity, near equity and debt securities 
of private and publicly traded 
companies with a view to creating a 
portfolio targeting private equity style 
returns in aggregate.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners,
etc. (1)

1 Yes None ―

CJP III Japan ILP GP, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CJP III Japan Investment 
Holdings, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The fund is a feeder fund which will 
invest in buyout funds investing  in 
Japanese companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

CCP 5 GP LLP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Curzon Capital Partners 5 
Long-Life LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Investments into core plus real estate 
assets focusing on the following 
sectors: office, retail, logistics and 
residential.
Target geography: Western Europe 
(including the UK), Central Europe, 
Norway and Switzerland.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Remiges BioPharma Fund GP 
II, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Remiges BioPharma Fund II, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investments in therapeutics companies 
in the life sciences industry, as a 
result of direct, privately negotiated 
investments in equity or equity-
oriented securities

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

CP Ventures Management, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CP Ventures Company, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage technology 
companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual (1) 1 None None ―

Asteria Vision Fund Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AVF I.L.P. 投資事業有限
責任組合契約

ベンチャー・ファ
ンド

今後成長が見込まれるData(AI,Big 
Data),Device(IoT),Decentralized(ブロッ
クチェーン),Digital Designに強みを持つ
シード、アーリーステージのIT企業を投
資対象とする

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

ETF GP　3 LLP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Environmental Technologies 
Fund 3 LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture Fund The Fund aims to invest in innovative, 
high-growth companies in Europe in 
the Smart Energy, Smart Industry and 
Smart City sectors. Potential portfolio 
companies must deliver innovative 
products or services, focus on 
sustainability and demonstrate 
commercial success. Companies must 
also have some established revenue.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business
corporations,
etc.(1)

1 None None ―

Barings Global Real Assets 
Fund GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Barings Global Real Assets 
Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The fund primarily invests across the 
natural resources and infrastructure 
assets classes (oil & gas, metals & 
mining, agriculture, timber, energy 
midstream, power generation 
telecommunications infrastructure, and 
other sectors) in (i) co-investment 
opportunitites sourced by third-praty 
investment managers, (ii) limited 
partnership interests in real assets 
funds and coinvestments acquired 
through secondary transactions, and 
(iii) limited partnership interests in real 
assets funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Hosen Investment Fund III GP, 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hosen Investment Feeder 
Fund III, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Achieving long term capital 
appreciation by
investing in companies that are 
servicing Chinese consumption, with a 
strong focus on Agriculture and Food 
Industry, supplemented by adjacent 
consumer sectors. The fund is a feeder 
fund of Hosen Investment Fund III, L.P.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

Lothbury Global Feeder GP 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lothbury Global Feeder LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund is a Jersey fund, the 
purpose of which is to invest directly 
or indirectly in Lothbury Property 
Trust, an Irish domiciled fund investing 
in UK real estate for long-term 
investment to generate income and 
capital growth.  Lothbury Property 
Trust invests primarily in non-
residential commercial property, 
focusing on UK retail, office industrial 
and leisure properties. Lothbury 
Property Trust can invest up to 10% of 
its net assets in residential properties.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments
Business Operator, 
etc. (1),
Financial Institutions, 
etc. (3),
Business corporations, 
etc. (1)

5 Yes None ―

SIP Global Tech Fund Ⅰ,Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SIP Global Tech Fund I, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

主としてテクノロジーベンチャー企業の
未公開株を中心に、成長ステージ＆地
域横断（米国、アジア、中東、および
ヨーロッパを含むが限定されない）で投
資するファイナンシャルパフォーマンス
ファンド。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合（１）

1 有 有 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）
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適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
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無
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届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称
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（ベンチャー特例の該当性）
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）
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e
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other than
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items of Article 233-3）
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（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Nanogiv Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

RACAH NANO VENTURE 
FUND, LIMITED 
PARTNERSHIP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment to the research and 
development of projects focused on 
the development and commercialization 
of inventions of researchers of the 
Hebrew University in the fields of 
nanotechnology and advanced 
materials

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partner ship (i)

1 None None ―

ASF VIII C S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ASF VIII JPY Feeder S.C.Sp., 
SICAV-RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other ASF VIII JPY Feeder S.C.Sp., SICAV-
RAIF (the “Feeder Fund”) would be a 
feeder fund of ASF VIII L.P. (the 
“Master Fund”).  The Feeder Fund 
would subscribe for limited partnership 
interests in the Master Fund and 
facilitate investment of Japanese 
investors in the Master Fund.
Similarly with previous generations of 
secondary funds, the Master Fund and 
any other parallel vehicle that may be 
set up have been formed to acquire 
limited partnership interests through 
secondary market acquisitions in 
buyout and growth equity funds (and 
on an ancillary basis, infrastructure 
and energy), and direct interests in 
portfolios of operating companies.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

KPS Investors V, Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

KPS Special
Situations Fund V
(A), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The fund will mainly make
controlling investments in
companies across a diverse range
of manufacturing industries that
are experiencing a period of
transition or are challenged by the
need to effect immediate and
significant change.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (11)

11 None None ―

BEENEXT3 GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BEENEXT3 LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

テクノロジー産業界のアーリーステージ
にある未上場ベンチャー企業の株式及
び株式関連有価証券等への投資を行
い、主にIPOやM&A時の株式売却によ
り利益の獲得を狙い、選ばれた少数の
投資家に対し、長期的な価値上昇実現
の機会を提供する。

運用 63条 個人(2)
事業法人等 (4)
金融機関等 (2)
外国法人又は外国人
等(2)

10 有 無 ―

ACA Growth IV Management 
Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ACA Growth IV LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Series A investment in a Cayman-
based multi-national hotels/short-
term stays operator

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)

1 None None ―

HEALTHXCAPITAL GP, LTD 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HealthXCapital Limited 
Partnership

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund To make venture capital investments, 
principally by investing in and holding 
equity and equity-oriented securities 
of privately held seed-stage companies 
that promote and sell medical devices, 
technologies, and solutions in Asia, and 
on a selective basis, globally.  The 
general purposes of the Partnership 
are to buy, hold, sell and otherwise 
invest in Securities, whether readily 
marketable or not; to exercise all 
rights, powers, privileges and other 
incidents of ownership or possession 
with respect to Securities held or 
owned by the Partnership; to enter 
into, make and perform all contracts 
and other undertakings; and to engage 
in all activities and transactions as 
may be necessary, advisable or 
desirable, as determined by the 
General Partner, to carry out the 
foregoing.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)

1 Yes None ―

SVF II GP (Jersey) Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SoftBank Vision Fund II-2 L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund primarily engages in equity 
investments in the technology 
(including telecoms, internet and 
media) sector.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Hayfin DLF III GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hayfin DLF III JPY SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Hayfin Direct Lending Fund III has 
been established to seek to generate 
attractive risk-adjusted returns by 
investing primarily in the most senior 
debt obligations in the capital 
structure of non-investment grade 
companies, employing a philosophy that 
is founded on fundamental value and 
capital preservation. The objective of 
the Fund is to generate risk-adjusted 
gross portfolio IRRs of 8% to 10% (net 
IRRs of 6.0% to 7.5%) with a current 
cash yield of 5.5% by investing primarily 
in vanilla, senior secured debt 
obligations in the capital structure of 
performing middle-market companies 
in Europe.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

LaSalle Japan Property Fund 
GP Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ラサール・ジャパン・プロパ
ティ・ファンド投資事業有限責
任組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 本ファンドは、主として四大都市圏（東
京圏、大阪圏、名古屋及び福岡）並び
にその他の地域（上記の四大都市圏を
除いた、原則として人口20万人以上の
都市を指します。）をはじめとする全国
主要都市に立地するオフィス、物流施
設、賃貸住宅及び商業施設を主な投資
対象とする総合型のファンドとして、リス
ク分散の効いたポートフォリオの構築を
行います。

私募・運用 63条 金融機関等 (26)
金融商品取引業者等
（1）
事業法人等 (12)
投資事業有限責任組
合 (2)

41 有 無 ―

Venturra Capital General 
Partner Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Venturra Capital Fund I L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund a venture fund investing in 
predominantly start-up and growth 
stage companies in the information 
technology industry worldwide with a 
key focus on companies located in 
Southeast Asia (including Indonesia, in 
particular) that have high growth 
potential.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Endeavour I Holdings L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crosslink Endeavour Fund I, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Crosslink Endeavour Fund I, L.P. is a 
private equity fund that will be formed 
to seek to produce a superior risk-
adjusted return through a venture 
capital strategy (including private 
investments in venture capital and 
similar equity-related investments) in a 
diversified portfolio of companies, 
initially focused on technology and 
services businesses.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1),
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)

2 Yes None ―

Clover Global Asset 
Management Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Clover Investment L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Equity investment in a Hong Kong 
entity engaged in Aviation related 
business all over the world.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1),
Business corporations, 
etc. (1)

2 Yes None ―

Greystar Student Housing 
Growth and Income GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Greystar Student Housing 
Growth and Income Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Invest primarily in debt and equity 
interests relating to real estate and 
real estate-related assets and 
portfolios in the Student - multifamily 
property sector located in the United 
States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (2)
Financial institutions, 
etc. (3)

5 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の
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出資対象事業
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適格機関投
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適格機関投
資家以外の
出資者の有

無
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氏名又は名称
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（Type of the QII）

（Number 
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e
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of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

F2 Capital 2 Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

F2 Capital Partners 2, Limited 
Partnership

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Deep technology (big data, AI and 
connectivity) /  Focus on seed stage / 
Israel-based or Israel-related

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 Yes None ―

HSJPN Cayman SLP Manager 
Corp.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HSJPN Cayman SLP L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

This fund invests in a pooled 
investment vehicle that invests in real 
estate assets in Japan.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Theorem Partners LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Theorem Main Fund Offshore 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Theorem Main Fund Offshore LP (the 
“Fund”) invests substantially all of its 
assets in Theorem Main Master Fund 
LP (the “Master Fund”), a Cayman 
Islands exempted limited partnership.  
Theorem invests the Master Fund’s 
assets principally in trust certificates, 
notes, retail installment contracts, 
credit card receivables and similar 
instruments that derive their value 
from consumer loans facilitated 
through U.S. online lending platforms,  
in whole loans offered on such 
platforms and in asset-backed 
securities that are secured by 
collateral consisting of such loans. The 
portfolio consists principally of 
investments in a broad spectrum of 
short-and medium-term secured and 
unsecured loans, diversified by term, 
credit grade and other features.  The 
borrowers may include individuals 
(including, for exampke, through 
platforms dedicated to funding a 
variety of general and specialized 
consumer borrowing (e.g., educational, 
healthcare, auto, solar, etc.), small and 
medium-sized businesses (“SMBs”), 
other commercial enterprises, owners 
of commercial and residential real 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)
Financial Institutions, 
etc. (2)

3 None None ―

Park Square Capital Credit 
Investments GP S.a r.l

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Park Square Capital Credit 
Investments SCSp, SICAV-
RAIF - Credit Opportunities 
Open-Ended

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Hedge fund Other - Secured and unsecured debt 
investments

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (3),
Financial instruments 
business operators, 
etc.(2)

5 None None ―

Sequoia U.S. Infrastructure 
Income GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sequoia U.S. Infrastructure 
Income Fund SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other A strategy that seeks income and 
capital appreciation by originating, 
acquiring, holding and disposing of debt 
instruments for infrastructure assets  
in the United States, with the potential 
inclusion of a limited number of 
Eurodollar projects from a wider range 
of developed markets, subject to such 
investments not representing more 
than 20% of the fund's NAV.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Sequoia U.S. Infrastructure 
Income (Sidecar) GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sequoia U.S. Infrastructure 
Income (Sidecar) Fund SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other A strategy that seeks income and 
capital appreciation by originating, 
acquiring, holding and disposing of debt 
instruments for infrastructure assets  
in the United States, with the potential 
inclusion of a limited number of 
Eurodollar projects from a wider range 
of developed markets, subject to such 
investments not representing more 
than 20% of the fund's NAV.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Lyra 30 GP, Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lyra 30 Fund LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund seeks to acquire 
approximately 15% Series A minority 
stake in Investee Company. In 
successful investments follow on 
investment will be made to maintain 
15% stake in Series B. Investees are 
early stage technology companies 
where majority of revenue is derived 
from companises within the fashion 
and retail vertical, based primarily in 
Israel,EU,US market.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations,
etc. (2)

2 Yes None ―

PCPD Capital One Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hanazono投資事業有限責任
組合

投資事業有限
責任組合契約

不動産ファンド 北海道ニセコにおけるホテル・レジデン
スの開発を行うハーモニー特定目的会
社が発行する特定社債の購入

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等（1）

1 無 無 ―

WiL SP I GP-GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

WiL Strategic Partners I L.P Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds US Fund investing in funds that invest 
growth capital, pre-IPO and venture 
capital companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc.(1), Financial 
institutions, etc.(2)
Business corporations, 
etc.(2)

5 Yes None ―

Paramount GREF X LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Paramount Group Real Estate 
Fund X, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Real estate and real estate-related 
investments, broadly defined.  Primary 
asset classes will be office properties 
that may feature ancillary retail, with 
secondary asset classes being land or 
ground-up construction projects that 
may be developed into office 
properties that may feature ancillary 
retail; primary markets will be the New 
York City, Washington D.C., and San 
Francisco, with a secondary focus on 
Los Angeles and Boston; and primary 
investment formats will be mezzanine 
debt, mortgage debt and preferred 
equity issued or acquired in connection 
with refinancings, capital infusions and 
new issuances, with a secondary focus 
on equity opportunities and structured 
equity.  The fund will not make any 
investment in urban retail, or land and 
ground up construciton projects that 
might be developed into urban retail, 
where less than 75% of the 
underwritten value to be retained at 
the time of the investment is in office 
or other non-retail components.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (6),
Business corporation, 
etc. (2)

8 Yes None ―
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（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Paramount GREF X LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Paramount Group Real Estate 
Fund X-ECI, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Real estate and real estate-related 
investments, broadly defined.  Primary 
asset classes will be office properties 
that may feature ancillary retail, with 
secondary asset classes being land or 
ground-up construction projects that 
may be developed into office 
properties that may feature ancillary 
retail; primary markets will be the New 
York City, Washington D.C., and San 
Francisco, with a secondary focus on 
Los Angeles and Boston; and primary 
investment formats will be mezzanine 
debt, mortgage debt and preferred 
equity issued or acquired in connection 
with refinancings, capital infusions and 
new issuances, with a secondary focus 
on equity opportunities and structured 
equity.  The fund will not make any 
investment in urban retail, or land and 
ground up construction projects that 
might be developed into urban retail, 
where less than 75% of the 
underwritten value to be retained at 
the time of the investment is in office 
or other non-retail components.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (6),
Business corporation, 
etc. (2)

8 Yes None ―

ACA Growth V Management 
Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ACA Growth V LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment in Malaysian-based e-
commerce aggregator

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

ACA Japan Innovation 
Management Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ACA Japan Innovation LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Private Equity investment in Japanese 
company primarily engaging in 
development and operation of smart 
phone application and Internet 
services

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1), 
Business Corporations, 
etc. (1)

2 Yes None ―

PineBridge Private Credit 
General Partner, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PineBridge Private Credit 
Parallel (Feeder), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund will acquire interests in 
intermediary investment vehicle which 
holds interests in another investment 
vehicle making senior secured loans to 
middle market companies primarily 
based in North America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Koru Ventures II General 
Partner Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Koru Ventures II LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund a fund aiming to achieve high medium 
to long term capital appreciation by 
investing into a select list of Series A 
and B companies in the information 
technology industry worldwide, with a 
key focus on companies located in 
Southeast Asia that have high growth 
potential

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Europa VI GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Europa Fund VI SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Invests in pan European value add 
properties (mainly offices, residentials, 
retails, logistics)

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1),
Financial Institutions, 
etc. (2)

3 None None ―

SunBridge Partners JJV II 
GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SunBridge Partners JJV Fund 
II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investments in privately held 
Japanese-based joint ventures with 
enterprise software companies.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Individual(1) 1 Yes None ―

Pegasus Tech Ventures SPV 
I, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Ventures SPV 
I, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage technology 
companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporation, 
etc.(4)
Individuals (1)

5 Yes None ―

ACP (J) 2019 GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Argo Capital Platform (J) 
2019, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

Argo Capital Platform (J) 2019, L.P. 
targets assets and operations in 
energy and utility infrastructure in the 
United States and Canada.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Insight Associates XI, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Insight Partners (Cayman) XI, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Focued primarily on investing in 
growth-stage software, software-
enabled services, and Internet 
businesses

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

AA Growth Support Fund 
(Japan) GP, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AA Growth Support Fund 
(Japan) GP, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Other

Risk characteristic: Equity

Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual(2),
Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

3 Yes None ―

AA Growth Support Fund 
(Japan) GP, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

アドバンテッジアドバイザーズ
成長支援投資事業有限責任
組合

Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Other Increase corporate value through 
management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions 
etc.(17),
Business corporations, 
etc.(4)
Individual (1)

22 Yes None ―

Inspire Venture GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HV Fund, SCS-RAIF Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The main investment strategy of this 
fund is to make equity or equity-
related investments through 
intermediary vehicles, into portfolio 
companies (globally) which are start-
ups with cutting-edge technologies 
(such as AI, robotics, security, health-
care, bio and sensing) or business 
models primarily in the mobility, life, 
industry, energy and/or IT sector.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(1)

1 None None ―

Corner Ventures Israel Fund 
Management, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Corner Ventures Israel Fund I, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund invests in private venture 
companies  (middle-stage) in Israel, 
which  could be the leaders in the 
technology sector.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (1)
Financial institutions, 
etc. (2)

3 Yes None ―

BGV IV Partners, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BGV IV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund will focus the majority of its 
capital towards promising enterprise 
technology companies that have an 
initial product validated by their 
customers and revenues ranging from 
a couple of thousand dollars to a 
couple of $M. 
The sectors of interest will continue to 
cover three major domains of 
enterprise IT including (1) Cloud and 
cloud- related – both at the 
application (analytics and artificial 
intelligence) and infrastructure levels – 
(2) cyber security and (3) Industrial IoT 
– Internet Of Things, including frontier 
technologies such as robotics and 
next-generation mobility.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―
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IXGS, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IXGS III, L.P. Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Other Increase corporate value through 
management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (2)

2 None None ―

IXGS, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IXGS Investment IV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (3)

3 None None ―

IXGS, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IXGS Investment VI, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (2)

2 None None ―

AIGF II GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AIGF II LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds A private equity fund investing in mid-
sized enterprises in ASEAN with high 
growth prospect.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (2),
Financial institutions, 
etc. (7)

9 None None ―

Vintage Fund 12 Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vintage Co-Investment Fund 
III, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The main investment objectives of the 
Fund are to generate superior returns 
from direct co-investment 
opportunities in late-stage Israeli-
related and European-related 
technology companies and, to a limited 
extent, in U.S.-related technology 
companies. The Fund will seek to co-
invest in rounds of portfolio companies 
of venture capital and private equity 
funds or any other investors with 
which Vintage has a relationship or 
history.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 Yes None ―

MRE Colorado BlockerCo LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MRE Colorado BlockerCo LLC Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Acquire, hold and dispose of 
membership interest of the owner of a 
real estate subsidiary

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (2)

2 None None ―

重田　光時 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MY投資事業1号組合 民法上の組合
契約

ヘッジファンド マルチストラテジー 私募・運用 63条 個人(1) 1 無 無 ―

VB Target GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

VB Target L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Its investment focus is on local 
businesses with strong ability to scale 
nationally and internationally, deals 
involving sale of non-core businesses, 
roll-up opportunities and bankruptcy 
court transactions, businesses facing 
succession issues and sectors 
targeting the growing aging population

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (4)

4 None None ―

TriVentures Capital (2019) 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TriVentures IV Fund, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund A closed ended fund whose primary 
purpose is to seek to realize long-term 
capital appreciation for its investors by 
investing primarily in Israeli-related 
companies in the healthcare or medical 
technology sector that are post-seed 
stage financing

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

Geodesic Capital GP II, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Geodesic Capital Fund II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Cayman Islands Fund investing in 
growth capital, pre-IPO and venture 
capital companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (5)
Investment Limited 
Partnership (1)
Business Corporations, 
etc. (5)
Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

12 Yes None ―

MCPF GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Madison Core Property Fund 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund invests in real estate 
equities and first deeds of trust 
directly through real estate investment 
entities such as limited partnerships, 
REITs, limited liability companies and 
other real estate securities.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (4)

Financial institutions, 
etc. (20)

24 None None ―

New Mountain Investments VI, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

New Mountain Partners VI, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds U.S. Fund investing in equity and 
equity-related investments in 
leveraged acquisitions, build-ups, 
recapitalizations, control 
restructurings, management buyouts, 
pre-public offering opportunities and 
growth equity transactions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (1),
Financial institutions, 
etc. (11)

12 None None ―

Marquee Brands II GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Marquee Brands Cayman Fund 
II LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Others The fund invests in a brand acquisition 
licensing and management company 
that will focus on making income-
generating investments in the broader 
consumer and retail sectors, including 
but not limited to apparel, footwear, 
accessories, consumer health & 
beauty, entertainment, food & 
beverage, electronics, publishing, 
housewares and furniture sectors.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 Yes None ―

EIG ETF GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EIG Energy Transition Fund, 
S.C.Sp.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

Private equity fund which will make 
investments into sustainable energy 
opportunities on a global basis.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (8)

Financial institutions, 
etc. (14)

22 None None ―

CrossHarbor SDF GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CrossHarbor Strategic Debt 
Fund, L.P

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Others The Fund will seek to create a 
diversified portfolio of short duration 
first mortgage loans  secured by core, 
core plus and value-add commercial 
real estate with strong credit metrics 
located in the United States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments   
Business Operator,etc. 
(1)

1 None None ―

Evolution Venture Partners 
GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Evolution Ventures 2 LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Equity and debt investment in 
companies mainly in various 
technologies in the United States

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Evolution Venture Partners 
GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Evolution Ventures LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Equity and debt investment in early-
stage companies mainly in various 
technologies in North America, Japan 
and Europe

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)

1 None None ―

Montana Capital Partners 
Jersey OSP V (GP) Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

mcp Opportunity Secondary 
Program V, S.L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Secondary and Primary Investment via  
various Limited Partnerships and 
Companies with a European and US 
focus

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (9)
Financial Institutions, 
etc. (9)
Business Corporations, 
etc. (1)

19 Yes None ―
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Oaktree European Capital 
Solutions Fund Ⅱ GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree European Capital 
Solutions Fund II Feeder 
(USD), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The objective of Oaktree European 
Capital Solutions Fund II Feeder 
(USD), L.P. ("the Fund") is to focus on 
providing financing solutions for 
European middle-market companies in 
sectors where bank financing is 
scarce. Investments will be primarily in 
the form of senior or unitranche debt 
but the Fund may also provide second-
lien financing. In addition, the Fund is 
expected to make a limited amount of 
equity investments where such 
investments are protected by a long-
term income stream or parent 
guarantee. The vast majority of the 
Fund’s positions will be secured by 
real estate, and the Fund intends to 
source deals directly and not make 
loans to companies owned by financial 
sponsors. The Fund does not intend to 
invest in secondary loans or in issuers 
with distressed operations. There can 
be no assurance that the Fund’s 
investment objective will be achieved.  
The Fund is a feeder fund of Oaktree 
European Capital Solutions Fund II, 
L.P. which will accept subscriptions, 
maintain capital accounts and 
determine distributions in US Dollars.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Oaktree European Capital 
Solutions Fund Ⅱ GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree European Capital 
Solutions Fund II Feeder 
(USDH), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The objective of Oaktree European 
Capital Solutions Fund II Feeder 
(USDH), L.P. ("the Fund") is to focus 
on providing financing solutions for 
European middle-market companies in 
sectors where bank financing is 
scarce. Investments will be primarily in 
the form of senior or unitranche debt 
but the Fund may also provide second-
lien financing. In addition, the Fund is 
expected to make a limited amount of 
equity investments where such 
investments are protected by a long-
term income stream or parent 
guarantee. The vast majority of the 
Fund’s positions will be secured by 
real estate, and the Fund intends to 
source deals directly and not make 
loans to companies owned by financial 
sponsors. The Fund does not intend to 
invest in secondary loans or in issuers 
with distressed operations. There can 
be no assurance that the Fund’s 
investment objective will be achieved.  
The Fund is a feeder fund of Oaktree 
European Capital Solutions Fund II, 
L.P. which will accept subscriptions, 
maintain capital accounts and 
determine distributions in US Dollars 
and seek to enter into hedging 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Oaktree European Capital 
Solutions Fund Ⅱ GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree European Capital 
Solutions Fund II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The objective of Oaktree European 
Capital Solutions Fund II, L.P. ("the 
Fund") is to focus on providing 
financing solutions for European 
middle-market companies in sectors 
where bank financing is scarce. 
Investments will be primarily in the 
form of senior or unitranche debt but 
the Fund may also provide second-lien 
financing. In addition, the Fund is 
expected to make a limited amount of 
equity investments where such 
investments are protected by a long-
term income stream or parent 
guarantee. The vast majority of the 
Fund’s positions will be secured by 
real estate, and the Fund intends to 
source deals directly and not make 
loans to companies owned by financial 
sponsors. The Fund does not intend to 
invest in secondary loans or in issuers 
with distressed operations. There can 
be no assurance that the Fund’s 
investment objective will be achieved.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

Oaktree Mezzanine Fund V 
(Cayman) GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Mezzanine Fund V 
Feeder (Cayman), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to earn a high 
current return and achieve long-term 
capital appreciation without subjecting 
principal to undue risk. To accomplish 
this objective, the Fund intends to 
build a diversified portfolio comprised 
primarily of mezzanine and other junior 
debt, including second lien and 
unitranche debt, and equity 
investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(2)

2 None None ―

Oaktree Mezzanine Fund V 
(Cayman) GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Mezzanine Fund V 
Feeder (JPYH), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to earn a high 
current return and achieve long-term 
capital appreciation without subjecting 
principal to undue risk. To accomplish 
this objective, the Fund intends to 
build a diversified portfolio comprised 
primarily of mezzanine and other junior 
debt, including second lien and 
unitranche debt, and equity 
investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

Pitango Capital Holdings 2019 
Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pitango Growth Fund II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The principal purpose of the Fund is to 
achieve superior returns from growth 
equity investing, primarily by acquiring, 
holding and disposing of equity 
securities issued by technology-
related private companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 Yes None ―

Pitango Capital Holdings 2019 
Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pitango Venture Capital Fund 
VIII, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The principal purpose of the Fund is to 
achieve superior returns from venture 
capital investing in the technology 
space, primarily by acquiring, holding 
and disposing of equity securities 
issued by technology-related private 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 Yes None ―

CCM VI, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

APCP VI GP, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporation or 
foreigners etc. (1)

1 Yes None ―

Chartered General Partner 
Pte. Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JAPAN ISRAEL HIGH TECH 
VENTURES 2 LP

外国の法令に
基づく権利

ファンド・オブ・
ファンズ

イスラエルのテルアビブ大学に関連す
るイスラエルの未上場株式（主としてハ
イテク分野であり、シード・アーリース
テージ）へ投資するファンドへ対して投
資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

SSG ME Infrastructure (GP), 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SSG ME Infrastructure 
Opportunities Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund will locate, analyze and 
provide capital for, and make 
investments in and/or alongside 
infrastructure funds and private 
infrastructure companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

SSG ME Real Estate (GP), 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SSG ME Real Estate 
Opportunities Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund will locate, analyze and 
provide capital for, and make 
investments in and/or alongside real 
estate funds and private real estate 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Pegasus Tech Ventures 
Management III, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Ventures 
Company III, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage technology 
companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporation 
(1)

1 None None ―

CCP 5 LL GP S.a r.l 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Curzon Capital Partners 5 
Long-Life SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Investments into core plus real estate 
assets focusing on the following 
sectors: office, retail, logistics and 
residential.
Target geography: Western Europe 
(including the UK), Central Europe, 
Norway and Switzerland.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

CRED GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

U.S. Core-Plus Real Estate 
Debt Fund LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The primary investment strategy of the 
Core-Plus Real Estate Debt Fund LP 
(the "Fund") is to create a portfolio of 
real estate mortgage loans consisting 
of newly originated, acquired or 
existing (i) fixed and floating rate 
senior secured loans made for the 
purpose of financing real property and 
personal property related thereto, 
including Retained Senior Loans (as 
defined below) (the "Senior Loans") 
and (ii) (a) the subordinate portions of 
Senior Loans purchased from third 
parties structured as B-notes or 
mezzanine loans and (b) other 
structured debt and debt-like real 
estate investments and securities 
subordinate to Senior Loans (other 
than Retained Senior Loans) (the 
“Subordinated Loans” and, together 
with the Senior Loans, collectively, the 
“Loans”). “Retained Senior Loans” 
means the subordinate portion of 
Senior Loans originated by the Fund 
(but not those purchased from third 
parties) that result from (a) the sale or 
participation of the senior portion(s) of 
Senior Loans (including, for example, 
the Fund’s selling an Anote and 
retaining the B-note, the Fund’s being 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

TORANOMON FUND AIV GP 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Toranomon Private
Equity I AIV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The fund is a feeder fund which 
invests in a master fund that will seek 
to generate the attractive risk-
adjusted target return by acquiring, 
holding, selling and exchanging, either 
directly or indirectly (including through 
subsidiaries or otherwise) in non-listed 
funds investing in equities or debt of 
institutional quality operating 
companies, with long-term investment 
horizon limiting the investment risks 
through the diversification of region, 
securities type, manager, length of 
investment period and vintage.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Fountain Healthcare Partners 
III Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fountain Healthcare
Partners Fund III, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund invests in seed/start up and 
early stage life science companies 
through privately-placed equity and 
equity-linked securities.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(1)

1 None None ―

LVP Seed Fund III GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LVP Seed Fund III LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Type: Games ecosystem

Characteristic: To invest into start-up 
and early stage companies that 
operate across the games’ ecosystem, 
sited predominantly in Europe and 
North America (but may also invest 
outside these regions)

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (3)

3 None None ―

PAL IV GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PAL IV LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The purpose of PAL IV LP is to 
purchase and hold the participating 
shares in PAG Loan GP IV Limited, a 
Cayman Islands exempted company, 
which will in turn purchase and hold 
interests in PAG Loan Fund IV L.P., a 
Cayman Islands exempted limited 
partnership (the "Master Fund").  The 
Master Fund’s principal investment 
objective is to provide superior risk 
adjusted returns by originating
primary loans (particularly bridge 
financing or high yield debt investment 
opportunities) relating to Greater 
China
(including Hong Kong), Australia, New 
Zealand, South Korea, Japan and other 
countries in Asia.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Fund IX Managers, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crow Holdings Realty 
Partners Investor IX-B, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Fund IX Managers, L.L.C. controls 
Crow Holdings Realty Partners 
Investor IX-B, LP. a feeder fund to 
Crow Holdings Realty Partners IX-B, 
L.P., whose investment objective is to 
create a diversified portfolio of 
domestic real estate, including 
warehouses, self-storage, retail 
centers, retail convenience stores, gas 
station assets, multi-family housing, 
office buildings, medical office buildings 
and hospitals, hotels, land and private 
real estate operating companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

CC (2019B) GP Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CC China (2019B) L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds private equity investment, primarily in 
businesses in Greater China or with 
value creation strategies involving 
Greater China

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Ares Capital Europe V GP S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Capital Europe V (Y) 
Unlevered

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The investment objective of the Fund 
is to directly originate and provide 
one-stop, flexible and scale debt 
capital to European mid-market 
companies with a target EBITDA of €
10 million+. The Fund will seek to 
achieve this objective by investing in 
first and second lien debt, 
subordinated debt and other similar 
debt, as well as, to a lesser extent, 
equity co-investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Ares Capital Europe V GP 
(Delaware), LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Capital Europe V (Y) 
Unlevered

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The investment objective of the Fund 
is to directly originate and provide 
one-stop, flexible and scale debt 
capital to European mid-market 
companies with a target EBITDA of €
10 million+. The Fund will seek to 
achieve this objective by investing in 
first and second lien debt, 
subordinated debt and other similar 
debt, as well as, to a lesser extent, 
equity co-investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

ADvantage GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ADvantage, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund aims to support remarkable 
sports tech startups in Israel, 
Germany, United States and other 
countries with investment, 
connections, and knowledge from the 
world of sports that will help them 
further their business.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Other (1) 1 Yes None ―

Oaktree Real Estate Debt 
Fund Ⅲ GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Real Estate Debt 
Fund III Feeder (Cayman) I, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to invest in a broad
range of real estate related debt
investments and will seek to achieve
attractive risk adjusted returns and
generate current income for Limited
Partners by making investments,
directly or indirectly, in commercial
mezzanine loans, real estate
structured credit, real estate related
corporate debt, commercial first
mortgages, residential first mortgages
and other similar investments. The
Fund will primarily seek to make
investments in the United States, but
will also make investments elsewhere
in the world, subject to certain
investment limitations. There can be
no assurance that the Fund ’ s
investment objective will be achieved.
The Fund is a feeder fund of Oaktree
Real Estate Debt Fund III, L.P.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Oaktree Real Estate Debt 
Fund Ⅲ GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Real Estate Debt 
Fund III Feeder (Cayman) II, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to invest in a broad 
range of real estate related debt 
investments and will seek to achieve 
attractive risk adjusted returns and 
generate current income for Limited 
Partners by making investments, 
directly or indirectly, in commercial 
mezzanine loans, real estate 
structured credit, real estate related 
corporate debt, commercial first 
mortgages, residential first mortgages 
and other similar investments. The 
Fund will primarily seek to make 
investments in the United States, but 
will also make investments elsewhere 
in the world, subject to certain 
investment limitations. There can be 
no assurance that the Fund’s 
investment objective will be achieved.  
The Fund is a feeder fund of Oaktree 
Real Estate Debt Fund III, L.P.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Oaktree Real Estate Debt 
Fund Ⅲ GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Real Estate Debt 
Fund III Feeder (Cayman) III, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to invest in a broad 
range of real estate related debt 
investments and will seek to achieve 
attractive risk adjusted returns and 
generate current income for Limited 
Partners by making investments, 
directly or indirectly, in commercial 
mezzanine loans, real estate 
structured credit, real estate related 
corporate debt, commercial first 
mortgages, residential first mortgages 
and other similar investments. The 
Fund will primarily seek to make 
investments in the United States, but 
will also make investments elsewhere 
in the world, subject to certain 
investment limitations. There can be 
no assurance that the Fund’s 
investment objective will be achieved.  
The Fund is a feeder fund of Oaktree 
Real Estate Debt Fund III, L.P.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Oaktree Real Estate Debt 
Fund Ⅲ GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Real Estate Debt 
Fund III Feeder (Cayman) IV, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to invest in a broad 
range of real estate related debt 
investments and will seek to achieve 
attractive risk adjusted returns and 
generate current income for Limited 
Partners by making investments, 
directly or indirectly, in commercial 
mezzanine loans, real estate 
structured credit, real estate related 
corporate debt, commercial first 
mortgages, residential first mortgages 
and other similar investments. The 
Fund will primarily seek to make 
investments in the United States, but 
will also make investments elsewhere 
in the world, subject to certain 
investment limitations. There can be 
no assurance that the Fund’s 
investment objective will be achieved.  
The Fund is a feeder fund of Oaktree 
Real Estate Debt Fund III, L.P.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Oaktree Real Estate Debt 
Fund Ⅲ GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Real Estate Debt 
Fund III Feeder (Cayman) V, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to invest in a broad 
range of real estate related debt 
investments and will seek to achieve 
attractive risk adjusted returns and 
generate current income for Limited 
Partners by making investments, 
directly or indirectly, in commercial 
mezzanine loans, real estate 
structured credit, real estate related 
corporate debt, commercial first 
mortgages, residential first mortgages 
and other similar investments. The 
Fund will primarily seek to make 
investments in the United States, but 
will also make investments elsewhere 
in the world, subject to certain 
investment limitations. There can be 
no assurance that the Fund’s 
investment objective will be achieved.  
The Fund is a feeder fund of Oaktree 
Real Estate Debt Fund III, L.P.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

CJIP (AP) VI, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CJIP (AP) VI GP, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Risk characteristic: Equity

Rregional characteristics: Japan

The basic investment policy and 
strategy: Increase corporate value 
through management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporation or 
foreigners etc. (1)

1 Yes None ―

MSREI X GP, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

North Haven Real Estate Fund 
X Global–F, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Pooled investment vehicle that has 
been established to make, indirectly, 
opportunistic / value add real estate 
and real estate-related investments 
globally with the objective of 
generating superior risk-adjusted 
returns utilizing moderate leverage. 
Investments made indirectly may 
include equity and debt interests in 
properties, portfolios and real estate-
related companies.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

FLF Fund II GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Lending Fund II (A) 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund intends to make attractive 
risk adjusted debt investments, 
primarily by originating and acquiring 
senior secured debt of operating 
businesses in a wide array of 
corporate industries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Red Dot II Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Red Dot Capital Partners II 
L.P

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Red Dot invests in Israeli related high-
tech companies with market tested 
technologies and a robust customer 
base. Strong investment candidates 
demonstrate strong revenue growth 
and an interest to scale their operation 
internationally.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership  (1)

1 None None ―

Pegasus Tech Ventures 
Management II, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Ventures 
Company II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage technology 
companies such as 
media/entertainment technologies and 
platform

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporation, 
etc. (1)

1 Yes None ―

500 Durians, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

500 Durians, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund US Venture Fund investing in early 
stage technology companies across 
Southeast Asia.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership(1)

1 None None ―

UCGP V, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Unison Capital Partners V, 
LPS

Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Buyout funds to make an equity investment or equity 
related investment mainly in Japanese 
corporations or such entities that 
conduct, or intend to conduct, material 
business in the Japanese markets.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (31),
Investment Limited 
Partnership (2),
Business corporations, 
etc. (2)

35 Yes None ―

UCGP V, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

UCGP V, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other to invest, as a general partner, in an 
investment fund which makes an equity 
investment or equity related 
investment mainly in Japanese 
corporations or such entities that 
conduct, or intend to conduct, material 
business in the Japanese markets.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Individuals (2),
Investment Limited 
Partnership (1)

3 None None ―

UCGP V, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

UCBB5, LPS Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Buyout funds to invest, as a feeder fund, in an 
investment fund which makes an equity 
investment or equity related 
investment mainly in Japanese 
corporations or such entities that 
conduct, or intend to conduct, material 
business in the Japanese markets.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Sculptor Credit Opportunities 
Overseas Fund GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sculptor Credit Opportunities 
Overseas Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Hedge_fund Multi-strategy Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc.(9), Financial 
institutions, etc. (9)

18 None None ―

ACA Japan Innovation 
Management II Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ACA Japan Innovation II LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Private Equity investment in Japanese 
company primarily engaging in internet 
marketing consulting and developing 
cloud based software

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (2), Foreign 
corporations or 
foreigners, etc. (1)

3 Yes None ―

PATRIZIA Living Cities 
Residential GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PATRIZIA Living Cities 
Residential Fund SCS SICAV 
SIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other PATRIZIA Living Cities Residential 
Fund SCS SICAV SIF is being formed 
principally to make investments 
consistent with the investment 
strategy, which is generally limited to 
developing a diversified portfolio 
focused on Europea real estate assets, 
and in particular residential real estate 
assets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (7),
Financial Institutions, 
etc. (17),
Business corporations, 
etc. (4)

28 Yes None ―

GIM US CML Fund GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GIM US CML FUND L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Investment Objective of the Fund 
is to seek to achieve income, whilst 
preserving capital, by making direct 
investments in commercial mortgage 
loans in the US.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

World Fintech GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

World Fintech Strategy 2020 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investing primarily into Fintech funds 
based in OECD Countries

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

Bach GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bach Co-investment L.P.1 Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To co-invest with the main fund 
(Baring Asia Private Equity Fund VI) in 
an educational institution operating 
across the Americas, Europe, China, 
Southeast Asia, India and the Middle 
East (the "Portfolio Company") and to 
aquire, hold, finance, refinance and 
dispose of securities in the Portfolio 
Company

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―
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Mekong Capital Partners IV 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mekong Enterprise Fund IV 
Limited Partnership

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other A private equity fund with focus on 
investing in growth capital in Vietnam

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Inspiration GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Inspiration Technology Limited 
Partnership

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investing in Inspiration Fund, L.P., a 
Cayman Islands exempted limited 
partnership

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (1) 1 None None ―

JE Capital Partners II Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Photon Taiwan Fund, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund shall invest in photovoltaic 
power plants in the Republic of China 
(Taiwan) contributing to a stable clean 
power supply as well as maximizing the 
returns to the Limited Partners.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (2)

2 Yes None ―

Ares (IDF V GP) S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Infrastructure Debt Fund 
V (JPY), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment in Infrastructure Debt 
investments with a focus on OECD 
countries

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.（1）

1 None None ―

Ares (IDF V GP) S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Infrastructure Debt Fund 
V (USD Hedged), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment in Infrastructure Debt 
investments with a focus on OECD 
countries

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.
(1)

1 None None ―

FusionX Ventures GP II, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

FusionX Ventures Fund II, L.P. Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Venture fund Seed and early stage investments in 
companies in technology, additive 
manufacturing and life science sectors

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 Yes None ―

Isomer Capital II GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Isomer Capital II SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Multi-strategy: 
Investments as a limited partner in a 
diversified portfolio of 20-25 venture 
capital funds and direct co-
investments and secondary purchases 
of company and fund interests, with 
the following characteristics:
Geography: Principal focus on Europe, 
with some exposure to other areas.
Sector: Digital technology-enabled 
products and services
Stage: Early stage entry focused on 
Seed and Series A funding rounds

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.　(1)
Financial institutions, 
etc.(1)

2 Yes None ―

Fund VII Corporation 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fund VII L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund venture fund investing in early stage or 
growth stage companies primarily in 
disruptive technology, such as artificial 
intelligence, blockchain and quantum 
computing, primarily in North America, 
the European Union, Israel, Japan, and 
other Asian countries

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc.(1)

1 Yes None ―

Aristagora VC Israel GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Aristagora VC Israel 
Technology L.P.

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

イスラエルのシード、アーリー、ミドル・
レイターステージのスタートアップテクノ
ロジー企業の株式又は株式に準ずる
証券へ投資を行う。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 ―

Pegasus Tech Ventures SPV 
II, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Ventures SPV 
II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage technology 
companies such as aerospace 
manufacturer and space transportation 
services

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporation, 
etc. (1)

1 None None ―

Sunrise Management (JPY) 
Limited Ⅳ

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sunrise Capital IV (JPY), L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Japan-dedicated buy-out fund with a
focus on acquiring well-established,
mid-cap companies in Japan with
competitive advantages and growth
potential. Sectors include consumer,
healthcare, retail, logistics, and
manufacturing.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (9) /
Business corporations, 
etc. (1)

10 None None ―

Sunrise Management (Non-
US) Limited Ⅳ

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SC4 Investment Program, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund is a staff co-investment fund 
established for the purpose of 
investment in Sunrise Capital IV, L.P., 
Sunrise Capital IV (Non-US), L.P. and 
Sunrise Capital IV (JPY), L.P.
Sunrise Capital IV, L.P., Sunrise 
Capital IV (Non-US), L.P. and Sunrise 
Capital IV (JPY), L.P.., which are 
Japan-dedicated buy-out funds with a 
focus on acquiring well-established, 
mid-cap companies in Japan with 
competitive advantages and growth 
potential. Sectors include consumer, 
healthcare, retail, logistics, and 
manufacturing.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc. (1) /
Indivudual (1)

2 Yes None ―

Sunrise Management (Non-
US) Limited Ⅳ

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sunrise Capital IV 
(Co-Investment), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund is a staff co-investment fund
established for the purpose of
investment in Sunrise Capital IV (JPY),
L.P.
Sunrise Capital IV (JPY), L.P. is a
Japan-dedicated buy-out fund with a
focus on acquiring well-established,
mid-cap companies in Japan with
competitive advantages and growth
potential. Sectors include consumer,
healthcare, retail, logistics, and
manufacturing.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Indivudual (1) 1 Yes Yes ―

Innovation Partners Alpha IV 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Innovation Alpha IV Special 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Innovation Alpha IV Special L.P. (the 
“Fund”) is being formed to make 
control-oriented investments in 
companies operating in the Japanese 
middle market, through the limited 
partnership. The Fund’s objective is to 
provide investors with superior risk 
adjusted returns through a portfolio of 
investments in companies acquired at 
attractive valuations but with 
significant revenue and profitability 
growth potential.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

General Atlantic Fortune 
Coinvest GenPar, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

General Atlantic Fortune 
Coinvest, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund is a single-deal 
coinvestment vehicle which has been 
established to facilitate investment in 
pre-IPO company offering internet 
related services and products in 
Bermuda, the United States, 
Singapore, the Cayman Islands or 
elsewhere.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

Names of business 
or names of all 

Names of business 
or names of all 
Names of business 
or names of all 
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West Street Strategic 
Solutions ESC Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Strategic 
Solutions Employee Fund I, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which limited partnerships may be 
formed under the Delaware Act, 
including investing in investment 
opportunities alongside (i) West Street 
Strategic Solutions Fund I, L.P., a 
Delaware limited partnership, and any 
other commingled partnerships or 
other commingled vehicles or 
arrangements that have been or will be 
organized for the purpose of investing 
on an ongoing basis, directly or 
indirectly in, and / or alongside West 
Street Strategic Solutions Fund I, L.P., 
including West Street Strategic 
Solutions Offshore Fund I, L.P., a 
Cayman Islands exempted limited 
partnership, West Street Strategic 
Solutions Europe Fund I, SLP, a 
Luxembourg special limited 
partnership, and West Street Strategic 
Solutions Treaty Fund I, SLP, a 
Luxembourg special limited partnership 
(the “Treaty Fund”) (collectively, the 
“WSSS External Funds”), and (ii) West 
Street Strategic Solutions Employee 
Offshore Fund I, L.P., a Cayman Islands 
exempted limited partnership (the 
“Offshore Fund”), and one or more 
other onshore or offshore investment 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

West Street Strategic 
Solutions ESC Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Strategic 
Solutions Employee Offshore 
Fund I, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which exempted limited 
partnerships may be formed under the 
Act, including investing in investment 
opportunities alongside (i) West Street 
Strategic Solutions Fund I, L.P., a 
Delaware limited partnership, and any 
other commingled partnerships or 
other commingled vehicles or 
arrangements that have been or will be 
organized for the purpose of investing 
on an ongoing basis, directly or 
indirectly in, and / or alongside West 
Street Strategic Solutions Fund I, L.P., 
including West Street Strategic 
Solutions Offshore Fund I, L.P., a 
Cayman Islands exempted limited 
partnership, West Street Strategic 
Solutions Europe Fund I, SLP, a 
Luxembourg special limited 
partnership, and West Street Strategic 
Solutions Treaty Fund I, SLP, a 
Luxembourg special limited partnership 
(the “Treaty Fund”) (collectively, the 
“WSSS External Funds”), and (ii) West 
Street Strategic Solutions Employee 
Fund I, L.P., a Delaware limited 
partnership (the “Onshore Fund”), and 
one or more other onshore or offshore 
investment vehicles formed for the 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

West Street Strategic 
Solutions ESC Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Strategic 
Solutions MBD Offshore Fund 
I, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To engage in any lawful act or activity 
for which limited partnerships may be 
formed under the Delaware Act, 
including investing in investment 
opportunities alongside (i) West Street 
Strategic Solutions Fund I, L.P., a 
Delaware limited partnership, and any 
other commingled partnerships or 
other commingled vehicles or 
arrangements that have been or will be 
organized for the purpose of investing 
on an ongoing basis, directly or 
indirectly in, and / or alongside West 
Street Strategic Solutions Fund I, L.P., 
including West Street Strategic 
Solutions Offshore Fund I, L.P., a 
Cayman Islands exempted limited 
partnership, West Street Strategic 
Solutions Europe Fund I, SLP, a 
Luxembourg special limited 
partnership, and West Street Strategic 
Solutions Treaty Fund I, SLP, a 
Luxembourg special limited partnership 
(the “Treaty Fund”) (collectively, the 
“WSSS External Funds”), and (ii) West 
Street Strategic Solutions MBD 
Offshore Fund I, L.P., a Cayman Islands 
exempted limited partnership (the 
“Offshore Fund”), and one or more 
other onshore or offshore investment 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

JIF Japan Partners GP, Pte. 
Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JIF Japan Partners LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds In accordance with the strategy to 
invest in a portfolio of cash-yielding 
logistics facilities in Japan, JIF Japan 
Partners LP will indirectly invest in 
real estate, etc. through Tokumei 
Kumiai investment in Tokumei Kumiai 
Operator.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 Yes None ―

DNX PARTNERS S3, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DNX Partners S-Ⅲ, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Sector:
Internet related technology, Industrials

Stage:
Seed~Expansion

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Overland Capital Partners 
(GP), LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Overland Capital Partners, L.P Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Overland Capital Partners, L.P (the 
"Fund") intends to utilize a disciplined 
investment approach focusing on the 
acquisition of ownership interests in 
operating, construction and 
development stage renewable energy 
projects, primarily in the form of equity 
and preferred equity investments but 
may from time to time deploy capital in 
these investment in the form of debt.  
The Fund’s primary target areas in the 
renewable energy space are 
operational, construction-ready or 
development stage solar, wind, and 
battery storage assets.
The Fund expects to focus its 
investment efforts primarily on the 
U.S. marketplace.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (31),
Business corporations, 
etc. (2)

33 Yes None ―

OurCrowd General Partner 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

OurCrowd 50 III, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund aims to provide access to 
venture backed businesses in a single, 
hyper-diversified vehicle.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）
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（Name or name of business 
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（Jurisdiction of 
the Financial 
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OurCrowd General Partner 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

OurCrowd Global Health 
Equity Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund aims to provide access to 
venture backed businesses in a single, 
diversified vehicle.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Antin Infrastructure Partners 
III Luxembourg GP, S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Antin Infrastructure Partners 
III-B Scsp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

a fund investing in a broad range of 
infrastructure assets, with a particular 
focus on (but not limited to) the 
transportation, energy and the 
environment, telecommunications and 
social sector

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Bach Capital Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bach Capital Special 
Opportunities I, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Hedge_fund Event-driven Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 None None ―

BEE ACCELERATE FUND1 
GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BEE ACCELERATE FUND1 LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

テクノロジー産業界の未上場ベン
チャー企業の株式及び株式関連有価
証券等への投資を行い、主にIPOやM
＆A時の株式売却により利益の獲得を
狙い、選ばれた少数の投資家に対し、
長期的な価値上昇実現の機会を提供
する。

運用 63条 個人（2）
外国法人又は外国人
等（2）
事業法人等（4）
金融機関等(1)

9 有 無 ―

Oaktree Opportunities Fund 
Ⅺ GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Opportunities Fund 
XI (Parallel), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other A primary objective of the Fund is to 
realize substantial capital appreciation 
without subjecting principal to undue 
risk. The Fund will seek to achieve this 
objective primarily through investment, 
in connection with episodes of financial 
distress, in debt or equity securities or 
other obligations at substantial 
discounts to their original value and by 
realizing gains through sales of 
restructured debt obligations or newly 
issued securities obtained through 
exchanges resulting from 
reorganizations and restructurings. 
There can be no assurance that the 
Fund’s investment objective will be 
achieved. The fund is a parallel fund of 
Oaktree Opportunities Fund XI, L.P.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Oaktree Opportunities Fund 
Ⅺ GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Opportunities Fund 
XI Feeder (Cayman), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other A primary objective of the Fund is to 
realize substantial capital appreciation 
without subjecting principal to undue 
risk. The Fund will seek to achieve this 
objective primarily through investment, 
in connection with episodes of financial 
distress, in debt or equity securities or 
other obligations at substantial 
discounts to their original value and by 
realizing gains through sales of 
restructured debt obligations or newly 
issued securities obtained through 
exchanges resulting from 
reorganizations and restructurings. 
There can be no assurance that the 
Fund’s investment objective will be 
achieved. The fund is a feeder fund of 
Oaktree Opportunities Fund XI, L.P.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (4),
Business corporations, 
etc. (2)

6 None None ―

Occasio GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

KDB Occasio II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Fund of funds investing in private 
equity funds and other investments 
with an emphasis on underlying funds 
that pursue buyout, secondaries, co-
investment or growth strategies with 
portfolio investments based primarily 
in North America, Europe, Asia or 
Australasia

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Sozo Ventures GP III, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sozo Ventures III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Venture capital Fund investing in 
technology and technology-related 
privately held companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(10)
Business corporations, 
etc. (5)

15 Yes None ―

Pemberton Senior Loans GP 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pemberton Senior Loan Fund 
SCSp SICAV-RAIF – 
Pemberton Senior Loan Fund 
(B - YEN)

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to invest in senior 
secured 1st lien loans of €50 million to 

€175 million to leading mid-market 

European companies with EBITDA 
typically between €25 million and €100 

million, although the Fund may invest 
in loans to companies which have an 
EBITDA of a lesser or greater amount 
at the discretion of the Affiliate of the 
investment manager.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

Corner Ventures Management, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Corner Ventures DAG Fund I-
A, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund invests in promising private  
companies all over the world especially 
in the USA.  The fund sources deals 
from top venture capitals with strength 
in early stage investment, and invests 
in private companies in growth stage.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

LIT GP1 PTE. LTD. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LIT FUND 1 Limited 
Partnership

外国の法令に
基づく権利

ヘッジファンド グローバル・マクロ
(10個以上の数理モデルを組み合わせ
て投資意思決定を下す戦略。投資対象
は全世界の株価指数、債券や外国為
替、商品市場の先物取引等で最大限
の分散投資を目標としています。)

私募 63条 事業法人等(1) 1 無 無 ―

Vertex Ventures Partners Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vertex Israel Opportunity 
Fund L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Vertex Opportunity Fund is targeting 
to invest across all companies and all 
stages that offer growing market 
opportunity,  a defensible business 
model and viable exit strategy. While 
the support may be different for Seed 
stage vs. Growth stage company, 
Vertex will make utmost efforts to 
provide its unique expertise and 
support to all the portfolio companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators 
etc.(2)
Investment Limited 
Partnership(1)
Business Corporations, 
etc.(1)

4 Yes None ―

Vertex Ventures Partners Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vertex VI Fund L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Vertex VI Fund is targeting to invest in 
early stage Israeli technology 
companies that offer growing market 
opportunity,  a defensible business 
model and viable exit strategy

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators 
etc.(2)

2 Yes None ―

Pegasus Tech Ventures 
Management IV, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Ventures 
Company IV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage technology 
companies in the areas of elecrtonics 
material, renewable energy and others.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporation, 
etc. (1)

1 None None ―
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（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Nuveen Global Farmland Fund 
Lux GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nuveen Global Farmland Fund 
Lux SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Real estate related activities 
principally focused on 
farmland/agriculture and agriculture-
related assets. The portfolio 
investments may incorporate value-
added strategies that aim to enhance 
return including, but not limited to, 
crops, land aggregation and 
consolidation, change of use, 
increasing productivity through 
improved husbandry and technical 
performance and investment in 
infrastructure and technology.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc.(2), Financial 
institutions, etc.(8), 
Business Corporations, 
etc. (1)

11 None None ―

First Sentier Investors 
(Luxembourg) EDIF III GP 
SARL

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

European Diversified 
Infrastructure Fund III SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The investment objective of the Fund 
is to build a diversified portfolio of 
primarily European unlisted 
infrastructure Investments. 
The Fund targets a gross Internal Rate 
of Return on a Fund portfolio level of 
10% per annum over the long term, with 
at least 50% derived from cash yield.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Pemberton Debt Fund GP III 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pemberton Mid-Market Debt 
Fund III SCSp SICAV-RAIF – 
Pemberton Mid-Market Debt 
Fund III (E)

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund’s investment objective is to 
generate an income stream and 
attractive total returns through a debt 
portfolio.
The Fund will seek to invest in a 
portfolio of financing to mid-market 
companies.  The Fund may invest in: 
senior loans, unitranche loans, asset 
backed loans, equivalent bond 
instruments, including both cash-pay 
and payment-in-kind interest 
structures. 
The majority of investments made by 
the Fund will be to mid-market 
companies located in or with 
significant operations in Europe.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(3)

3 None None ―

White Star Capital Ultimate 
General Partner III Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

White Star Capital III 
International Limited 
Partnership

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Early-stage investments in the 
technology, media and telecom sector

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1)

1 Yes None ―

WSCP VIII ESC Advisors, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Capital Partners 
VIII Employee Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The purposes of this fund are to 
engage in any lawful act or activity for 
which exempted limited partnerships 
may be formed under the Revised 
Uniform Limited Partnership Act of the 
State of Delaware, including investing, 
directly or indirectly, in investment 
opportunities alongside (i) West Street 
Capital Partners VIII, L.P., a Delaware 
limited partnership, and any other 
commingled partnerships or other 
commingled vehicles or arrangements 
that have been or will be organized for 
the purpose of investing on an ongoing 
basis,), and (ii) West Street Capital 
Partners VIII Employee Fund, L.P., a 
Delaware series limited partnership, 
and one or more other onshore or 
offshore investment vehicles.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

WSCP VIII ESC Advisors, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Capital Partners 
VIII Employee Offshore Fund, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The purposes of this fund are to 
engage in any lawful act or activity for 
which exempted limited partnerships 
may be formed under the Exempted 
Limited Partnership Law (2018 
Revision) of the Cayman Islands, 
including investing, directly or 
indirectly, in investment opportunities 
alongside (i) West Street Capital 
Partners VIII, L.P., a Delaware limited 
partnership, and any other commingled 
partnerships or other commingled 
vehicles or arrangements that have 
been or will be organized for the 
purpose of investing on an ongoing 
basis, and (ii) West Street Capital 
Partners VIII Employee Fund, L.P., a 
Delaware series limited partnership, 
and one or more other onshore or 
offshore investment vehicles.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

WSCP VIII ESC Advisors, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Capital Partners 
VIII MBD Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The purposes of this fund are to 
engage in any lawful act or activity for 
which exempted limited partnerships 
may be formed under the Exempted 
Limited Partnership Law (2018 
Revision) of the Cayman Islands, 
including investing, directly or 
indirectly, in investment opportunities 
alongside (i) West Street Capital 
Partners VIII, L.P., a Delaware limited 
partnership, and any other commingled 
partnerships or other commingled 
vehicles or arrangements that have 
been or will be organized for the 
purpose of investing on an ongoing 
basis, and (ii) West Street Capital 
Partners VIII Employee Fund, L.P., a 
Delaware series limited partnership, 
and one or more other onshore or 
offshore investment vehicles.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

CCP Japan Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CCJP III Co-Investment, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds buyout investment with effective 
control in Japanese small and medium 
companies with China angle

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

CJP IV Japan ILP GP, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CJP IV Japan Investment 
Holdings, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The fund is a feeder fund which will 
invest in buyout funds investing  in 
Japanese companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―
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PH IV ESC Advisors LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Petershill IV Employee LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The purpose of the Fund is to engage 
in any lawful act or activity for which 
limited partnerships may be organized 
under the Delaware Act.  Petershill IV 
Employee Offshore LP, a Cayman 
Islands exempted limited partnership 
have the same investment objective as 
the Fund.  The investment objective of 
the Fund is to seek to achieve 
attractive total returns principally 
through a strategy of making 
investments in businesses managing 
alternative investment vehicles, which 
primarily manage alternative 
investment funds with investment 
objectives of investing in private 
investments and other investments 
that have limited liquidity, such as 
investments in private equity, real 
estate, infrastructure and various 
private debt securities and 
instruments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―

PH IV ESC Advisors LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Petershill IV Employee 
Offshore LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The purpose of the Fund is to engage 
in any lawful act or activity for which 
exempted limited partnerships may be 
organized under the ELP Law.  
Petershill IV Employee LP, a Delaware 
series limited partnership, which will 
have the same investment objective as 
the Fund.  The investment objective of 
the Fund is to seek to achieve 
attractive total returns principally 
through a strategy of making 
investments in businesses managing 
alternative investment vehicles, which 
primarily manage alternative 
investment funds with investment 
objectives of investing in private 
investments and other investments 
that have limited liquidity, such as 
investments in private equity, real 
estate, infrastructure and various 
private debt securities and 
instruments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―

VF VIII ESC Advisors LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vintage VIII Employee LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund The purpose of the Fund is to engage 
in any lawful act or activity for which 
exempted limited partnerships may be 
organized under Delaware act.  Vintage 
VIII Employee Offshore LP, a Cayman 
Islands exempted limited partnership, 
which will have the same investment 
objective as the Fund.  The Fund 
intends to pursue this objective 
primarily by directly or indirectly 
investing in (i) “Traditional 
Secondaries,” which involve the 
purchase of a limited partnership (or 
similar) interest in one or multiple 
private equity or other private asset 
funds and (ii) “Non- Traditional 
Secondaries,” which involve the 
acquisition of private assets outside of 
the traditional fund structure.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―

VF VIII ESC Advisors LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vintage VIII Employee 
Offshore LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund The purpose of the Fund is to engage 
in any lawful act or activity for which 
exempted limited partnerships may be 
organized under the ELP law.  Vintage 
VIII Employee LP, a Delaware series 
limited partnership, which will have the 
same investment objective as the 
Fund.  The Fund intends to pursue this 
objective primarily by directly or 
indirectly investing in (i) “Traditional 
Secondaries,” which involve the 
purchase of a limited partnership (or 
similar) interest in one or multiple 
private equity or other private asset 
funds and (ii) “Non-Traditional 
Secondaries,” which involve the 
acquisition of private assets outside of 
the traditional fund structure.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc.(1)

1 Yes None ―

Crescent Capital Group High 
Income B LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crescent Capital High Income 
Fund B, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund seeks to provide high current 
income consistent with reasonable risk 
as determined by its investment 
manager, through investment in a 
multi-asset class, diversified portfolio 
consisting principally of below 
investment grade debt securities, 
including senior secured loans, public 
high yield securities and private high 
yield debt.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.   (2)

2 None None ―

Apposite Healthcare III GP 
LLP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Apposite Healthcare III LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The focus is to make equity, equity-
related and debt investments, primarily 
in companies operating in the 
healthcare sector.  The geographical 
focus is primarily in businesses based 
in or operating from Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institution 
etc(1)

1 None None ―

Pretium Single-Family Rental 
Fund III GP, LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pretium Single-Family Rental 
Fund III F.1, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund seeks to maximize returns to 
investors by selectively purchasing, 
leasing, and managing a diversified 
portfolio of what the Manager believes 
to be high-quality single-family rental 
properties in certain high-growth 
markets across the U.S.

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Kicker Venture Partners Ⅰ, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kicker Ventures I, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

ヘルスケア領域において事業を展開す
る企業を主な投資対象とし、典型的に
は、それらの企業のシード及びアー
リーステージ（必要に応じて、ミドルス
テージを含む。）における株式その他の
有価証券を取得する方針である。
その上で、投資対象となる企業のサ
ポート等を通じて企業価値を高め、最
終的には株式上場やM&A等に伴って
Exitすることにより、利益の獲得を目指
す。

私募・運用 63条 個人(1)
事業法人等(1)

2 有 無 ―

DCI Vietnam Fund III 
Management Co., Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DAIWA-SSIAM Vietnam 
Growth Fund III L.P.

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

主にベトナムの未上場企業及び一定程
度をPIPEs手法によりベトナムの上場企
業に投資することによってキャピタルゲ
イン及び収益を上げることを目標とす
る。ベトナム政府による国営企業の株
式売却機会にも選択的に投資を行う。

運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、事業法人等(1)

2 有 無 ―

Corundum Ventures Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Corundum Open Innovation 
(CI) Fund II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund To achieve superior returns for the 
investors by investing primarily in 
Israeli and Israel-related companies, 
and with a focus on the areas of 
advanced technology such as AI, Big 
Data, Cloud Infrastructure.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
Etc. (2)

2 Yes None ―

Names of business 
or names of all 

Names of business 
or names of all 



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Senior Loan Fund II General 
Partner S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Senior Loan Fund II (JPY) 
SLP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Senior Loan Fund II (JPY) SLP (the 
"Fund") is the feeder fund and intends 
to invest substantially all of its assets 
into the master fund which aims to 
provide lending solutions to European 
mid to upper-mid sized companies, 
taking advantage of the financing gap 
created by the withdrawal of traditional 
lenders from the financing market and 
the lack of available alternative 
sources of finance. 
The investment strategy of the master 
fund in which the Fund intends to 
invest is to originate and underwrite a 
diversified, defensive portfolio of 
senior secured loans (bilateral and 
certain syndicated loans with 
attractive risk/return profiles) to 
medium-sized companies within the 
European market in order to provide 
such companies with new capital for 
acquisitions, growth or refinancings.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

Direct Lending Fund III 
General Partner S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Direct Lending Fund III (JPY) 
SLP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Direct Lending Fund III (JPY) SLP (the 
”Fund”) is the feeder fund and intends 
to invest substantially all of its assets 
into the master fund which aims to 
provide lending solutions to European 
mid-market businesses to take 
advantage of the financing gap created 
by the withdrawal of traditional lenders 
from the financing market and the lack 
of available alternative sources of 
finance. 
The investment strategy of the master 
fund in which the Fund intends to 
invest is to originate and underwrite a 
diversified, defensive portfolio of 
lending solutions to European medium-
sized companies. 
The master fund will provide bespoke, 
tailored financing solutions for LBOs, 
M&A, corporate financing, growth 
financing, refinancings and liquidity 
financing. The master fund aims to 
deliver to investors attractive risk-
adjusted returns based on a 
combination of ongoing current cash 
and non-cash yields and repayment of 
principal, with upside potential through 
equity participations in selected 
situations.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

GDIF JPY Feeder GP Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GDIF JPY Feeder Fund LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds GDIF JPY Feeder Fund LP invests in 
unit trusts established in Australia and 
the Cayman Islands and limited 
partnership established in Delaware, 
which invest in global infrastructure 
assets.

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Gold GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Gold, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of Funds The partnership is a fund of funds that 
will invest in portfolio funds globally 
with investment strategies focused on 
various sectors including real estate 
and private equity, including buyout, 
growth capital, venture capital, 
mezzanine or private debt.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

CVC Credit Partners EU DL 
2020 (Yen) GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CVC Credit Partners EU DL 
2020 (Yen) Feeder SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds CVC Credit Partners EU DL 2020 
(Yen) Feeder SCSp, through its 
investment in CVC Credit Partners EU 
DL 2020 (Yen) Master SCSp (the 
"Master Fund"), will seek to provide 
investors with access to a diversified 
portfolio of primarily privately-
negotiated, secured loans to European 
Companies. Investments will be made 
by the Master Fund primarily in debt 
instruments that include first lien 
senior debt, unitranche facilities, 
second lien debt, mezzanine and 
mezzanine-related loans, as well as 
select other subordinated debt 
instruments.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Platinum GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Platinum, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of Funds The partnership is a fund of funds that 
will invest in portfolio funds globally 
with investment strategies focused on 
various sectors including real estate 
and private equity, including buyout, 
growth capital, venture capital, 
mezzanine or private debt.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

MetaProp Ventures GP III, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MetaProp Ventures III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Equity & hybrid equity investment in 
seed and early stage real estate 
technology (“PropTech”) companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institution(2)

Business 
Corporation(2)

4 None None ―

Crossover Fund VIII 
Management, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crosslink Crossover Fund VIII, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund seeks to produce superior 
risk-adjusted returns through 
investments in a diversified portfolio of 
companies initially focused on 
technology and services businesses. 
The Fund will attempt to meet this 
objective by investing in the securities 
of public growth companies, publicly 
listed companies that exhibit venture-
capital investment characteristics and 
traditional private venture capital 
companies. It is not anticipated that 
the Fund will use leverage or invest in 
options and derivatives, although the 
Fund may make such investments at 
any time without notice to the Limited 
Partners.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2),
Business corporations, 
etc. (1)

3 Yes None ―

Crossover Fund VIII 
Management, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crosslink Crossover Fund 
VIII-B, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund seeks to produce superior 
risk-adjusted returns through 
investments in a diversified portfolio of 
companies initially focused on 
technology and services businesses. 
The Fund will attempt to meet this 
objective by investing in the securities 
of public growth companies, publicly 
listed companies that exhibit venture-
capital investment characteristics and 
traditional private venture capital 
companies. It is not anticipated that 
the Fund will use leverage or invest in 
options and derivatives, although the 
Fund may make such investments at 
any time without notice to the Limited 
Partners.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)

1 Yes None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の
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出資対象事業
持分（ファンド）
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適格機関投
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適格機関投
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無
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第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Controlled Environment Foods 
Fund II, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CEFF II Investor (Canada), LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Fund focused on sustainably-driven 
real asset investments in fresh food 
production, including advanced 
greenhouses with production capacity 
for tomatoes, lettuces, and berries, 
with a geographic focus in North 
America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Controlled Environment Foods 
Fund II, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CONTROLLED 
ENVIRONMENT FOODS 
FUND II (AIV III), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Fund focused on sustainably-driven 
real asset investments in fresh food 
production, including advanced 
greenhouses with production capacity 
for tomatoes, lettuces, and berries, 
with a geographic focus in North 
America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Antin Infrastructure Partners 
Mid Cap I Luxembourg GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Antin Infrastructure Partners 
Mid Cap I-B SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

a fund investing in a broad range of 
infrastructure assets, with a particular 
focus on (but not limited to) the 
transportation, energy and the 
environment, telecommunications and 
social sector

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Antin Infrastructure Partners 
Mid Cap I Luxembourg GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Antin Infrastructure Partners 
Mid Cap I-C SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

a fund investing in a broad range of 
infrastructure assets, with a particular 
focus on (but not limited to) the 
transportation, energy and the 
environment, telecommunications and 
social sector

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

NIC Fund II Cayman GP, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NIC Fund II Cayman, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds NIC Fund II Cayman, LP (the "Fund") 
is a closed-end fund whose primary 
objective is to generate attractive 
risk-adjusted return.  The Fund will 
seek to achieve this objective by 
acquiring interests in private Japanese 
consumer goods, retail, media, logistics 
and technology companies, although 
the Fund may also acquire private 
unregistered positions in public 
companies.   The general partner of 
the Fund expects to employ a 
strategic, analytical approach to 
identify attractive investment 
opportunities and partner with 
management teams to transform and 
improve their businesses.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (2)
Financial institutions, 
etc. (6)
Investment Limited 
Partnership (1)

9 Yes None ―

Woven Capital GP, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Woven Capital, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment in growth-stage technology 
companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(1)

1 None None ―

ジーテン・ジャパン・ピーアー
ルイーエフ・マネジャー・ピー
ティーイー・リミテッド

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ジーテン・ジャパン投資事業有
限責任組合

投資事業有限
責任組合契約

ファンド・オブ・
ファンズ

主として日本国内の不動産及び不動産
信託受益権を投資対象とする特定目的
会社が発行する優先出資を取得するこ
とによる運用事業を行う。

私募・運用 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

NXT Capital Senior Loan Fund 
VI GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NXT Capital Senior Loan Fund 
VI Feeder Fund (UL), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds  NXT Capital Senior Loan Fund VI 
Feeder Fund (UL), LP is the feeder 
fund and intends to invest 
substantially all of its assets into NXT 
Capital Senior Loan Fund VI (UL), LP 
(the “Master Fund”). The investment 
objective of the Master Fund is to 
generate attractive risk adjusted 
returns on invested capital, and the 
Master Fund will seek to achieve its 
investment objective by acquiring 
portions of first lien loans and second 
lien loans in credit facilities extended 
to middle market companies, which 
shall be organized in, or have 
significant business operations or 
property in, or derive significant 
revenue from, the United States or 
Canada, in each case regardless of 
whether term loans, delayed draw term 
loans or revolving credit facilities that 
have been originated by NXT Capital, 
LLC or one or more of its subsidiaries 
or by other loan originators in the 
secondary market.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

Resolute Fund Partners V, 
L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

The Resolute Fund V, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The fund will primarily target control 
private equity investments and
strive to create a diversified portfolio 
of established, well-managed and 
profitable middle-market
businesses, located principally in North 
America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(12)

12 None None ―

Vintage Fund 13 Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vintage Fund of Funds VI 
(Access), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The main objective of the fund is to 
generate superior returns for its 
partners, principally through long-term 
capital appreciation, from primary 
investment opportunities in (i) limited 
partnership interests in U.S. venture 
capital portfolio funds; (ii) limited 
partnership interests in European 
venture capital portfolio funds; and (iii) 
limited partnership interests in non-
domestic Israeli venture capital 
portfolio funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

CBRE Global Investors Open-
Ended GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CBRE GLOBAL INVESTORS 
OPEN-ENDED FUNDS S.C.A. 
SICAV-SIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The PEC Fund will purchase, manage 
and sell institutional quality real estate 
assets, holding them as part of a 
balanced diversified portfolio, and will 
be operating business in continental 
Europe and the UK, as applicable. The 
PEC Fund will invest in the EU Target 
Countries as well as Norway and 
Switzerland.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

AMR Action Fund GP, S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AMR Action Fund, SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund will invest in investment 
opportunities on a parallel basis, 
substantially companies for the 
purpose of bridging the funding gap 
companies face between early-stage 
research and later-stage clinical 
development of novel antibacterial 
treatments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporation, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Agya Ventures Fund (GP) LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Agya Ventures Fund L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The principal purpose of the 
Partnership is to locate, analyze and 
invest in equity and equity-related 
securities, including debt securities 
convertible into or exercisable or 
exchangeable for equity securities, of 
private and public companies, generally 
through investments in early-stage 
technology companies in real estate 
and related industries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (8)

8 Yes None ―
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the Financial 
Bureau）

Toranomon Private Equity 2 
GP, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Toranomon Private Equity 2, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective of the 
Partnership is to generate the 
attractive risk-adjusted Target Return 
by acquiring, holding, selling and 
exchanging, either directly or indirectly 
(including through subsidiaries or 
otherwise) in non-listed funds 
investing in equities or debt of 
institutional quality operating 
companies, with long-term investment 
horizon limiting the investment risks 
through the diversification of region, 
securities type, manager, length of 
investment period and vintage.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Toranomon Private Equity 2 
AIV GP, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Toranomon Private Equity 2 
AIV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Partnership only invests in the 
interests of Toranomon Private Equity 
2, L.P. (the "Main Fund").  The 
investment objective of the Main Fund 
is to generate the attractive risk-
adjusted Target Return by acquiring, 
holding, selling and exchanging, either 
directly or indirectly (including through 
subsidiaries or otherwise) in non-listed 
funds investing in equities or debt of 
institutional quality operating 
companies, with long-term investment 
horizon limiting the investment risks 
through the diversification of region, 
securities type, manager, length of 
investment period and vintage.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Viola Ventures 6 Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Viola Ventures VI, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Viola Ventures VI, L.P. is a venture 
capital fund that invests in early stage 
Israeli and Israeli-related technology 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1),
Investment Limited 
Partnership(2)

3 Yes None ―

PATRIZIA PanEuropean GP 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PATRIZIA PanEuropean 
Property 2 SCS

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

PATRIZIA PanEuropean Property 2 
SCS is being formed principally to 
make investments consistent with the 
investment strategy, which is generally 
established for the sole purpose of 
acquiring, holding and maintaining 
limited partnership interests in the 
underlying euro-denominated “open-
ended” English and Irish limited 
partnership, PATRIZIA PanEuropean 
Property Limited Partnership (the 
“Master Fund”), which, through the 
General Partner, holds all of the fund’s 
assets.  The Master Fund mainly 
invests in the office, logistics and 
retail sectors across Western and 
Northern Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

PATRIZIA PanEuropean GP 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PATRIZIA PanEuropean 
Property 3 SCS

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

PATRIZIA PanEuropean Property 3 
SCS is being formed principally to 
make investments consistent with the 
investment strategy, which is generally 
established for the sole purpose of 
acquiring, holding and maintaining 
limited partnership interests in the 
underlying euro-denominated “open-
ended” English and Irish limited 
partnership, PATRIZIA PanEuropean 
Property Limited Partnership (the 
“Master Fund”), which, through the 
General Partner, holds all of the fund’s 
assets.  The Master Fund mainly 
invests in the office, logistics and 
retail sectors across Western and 
Northern Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

PATRIZIA PanEuropean GP 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PATRIZIA PanEuropean 
Property SCS

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

PATRIZIA PanEuropean Property SCS 
is being formed principally to make 
investments consistent with the 
investment strategy, which is generally 
established for the sole purpose of 
acquiring, holding and maintaining 
limited partnership interests in the 
underlying euro-denominated “open-
ended” English and Irish limited 
partnership, PATRIZIA PanEuropean 
Property Limited Partnership (the 
“Master Fund”), which, through the 
General Partner, holds all of the fund’s 
assets.  The Master Fund mainly 
invests in the office, logistics and 
retail sectors across Western and 
Northern Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Octave Ventures GP I LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Octave Ventures Fund I LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund’s objective is to achieve 
capital appreciation by investing 
primarily in unlisted stocks of U.S. 
companies (and, to a lesser extent, 
European companies) in the enterprise 
software, artificial intelligence, 
telecommunications, advanced 
transportation technology, or the 
healthcare and biotechnology sectors 
(including companies with a nexus to 
the United States being (i) foreign 
entities with a significant presence in 
the United States and (ii) foreign 
subsidiaries of U.S. entities), each with 
a connection to Peter Thiel.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

KK FUND SG VCC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

KK FUND SG VCC 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

東南アジアを中心としたアジア地域の
主にアーリーステージの企業を対象と
する。また、特に金融及び物流テクノロ
ジーサービス、ヘルスケア、ディープテ
クノロジー分野の企業を優先的に投資
の対象とする方針である。かかる投資
を前提とし、日本、中国、韓国又は
ASEAN企業へ売却等のM&Aを通じて
Exitを図る戦略である。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

Saisei Capital Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Saisei Bioventures, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Biotechnology and life sciences 
ventures with particular focus on 
regenerative medicine and cell therapy, 
seed and early stage investments

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(3) 
Financial instruments 
business operators, 
etc.(1)

4 Yes None ―

MetLife Senior Direct Lending 
GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MetLife Senior Direct Lending 
Finco, LLC

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Invests substantially all of its capital in 
the equity of MetLife Senior Direct 
Lending Holdings, LP, which invests in 
loans, securities and other 
instruments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の
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持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Toranomon Real Estate 1, GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Toranomon Real Estate 1, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investment shall be made directly or 
indirectly in underlying funds whose 
focus regions shall be developed 
markets in North America, Europe and 
Asia Pacific and whose focus sectors 
(property types) shall be office, retail, 
industrial and residential sectors.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Crestline Opportunity IV GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crestline Opportunity Fund IV 
Offshore FT, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Primary Strategy: A flexible and 
opportunistic investment mandate that 
will make investments in (1) sectors 
the investment manager believes have 
been abandoned or neglected by 
traditional capital providers, (2) 
economic and market dislocations and 
(3) special situations.  Investments will 
generally take the form of (a) 
corporate solutions (debt or structured 
equity investments in small and 
medium sized businesses), (b) asset 
based (lending against or purchasing a 
single asset or a portfolio of assets 
with a cash flow stream attached), (c) 
stressed/special situations (typically a 
debt investment or asset purchase of 
an underperforming company or 
undervalued asset) and (d) hedges and 
derivatives related to the foregoing 
investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

ClearVue Partners II Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ClearVue Partners II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investing in equity and equity-related 
investments in high-growth companies 
that are primarily
located or generate a substantial 
portion of their revenue in Greater 
China.
The notifier is the general partner of 
ClearVue Partners II GP, L.P., the 
general partner of ClearVue Partners 
II, L.P.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

ClearVue Partners III Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ClearVue Partners III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investing in equity and equity-related 
investments in high-growth companies 
that are primarily
located or generate a substantial 
portion of their revenue in Greater 
China.
The notifier is the general partner of 
ClearVue Partners III GP, L.P., the 
general partner of ClearVue Partners 
III, L.P.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

Crestline Specialty Lending III 
(GP), LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crestline Specialty Lending III 
(FT), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Primarily Strategy: originate, invest in, 
or
acquire privately-negotiated loans 
(including loan portfolios) of middle 
market and lower middle market
companies. The strategy focuses on 
investing assets in entities with annual 
revenues between
$10 million and $150 million.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

WiL Management III, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

WiL Ventures III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund A VC fund to primarily make early to 
mid-stage investments in innovative IT 
startups and businesses in Japan, US, 
and other countries

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(6), Investment 
Limited Partnership(1) 
, Business 
corporations, etc.(8)

15 Yes None ―

AAGS INVESTMENT, INC. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AAGS S1, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Key investment targets: equity or 
equity-related securities of listed 
companies
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

AAGS INVESTMENT, INC. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AAGS S2, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Key investment targets: equity or 
equity-related securities of listed 
companies
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

AAGS INVESTMENT, INC. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AAGS S4, ILP Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Other Increase corporate value through 
management support

Key investment targets: equity or 
equity-related securities of listed 
companies
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

AAGS INVESTMENT, INC. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AAGS S3, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Key investment targets: equity or 
equity-related securities of listed 
companies
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

AAGS INVESTMENT, INC. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AAGS S5, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Key investment targets: equity or 
equity-related securities of listed 
companies
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None -

AAGS INVESTMENT, INC. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AAGS S6, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Key investment targets: equity or 
equity-related securities of listed 
companies
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None -

AAGS INVESTMENT, INC. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AAGS S7, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Key investment targets: equity or 
equity-related securities of listed 
companies
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None -

AAGS INVESTMENT, INC. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AAGS S9, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Key investment targets: equity or 
equity-related securities of listed 
companies
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None -
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出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無
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（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
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（Type of the QII）

（Number 
of
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e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

AlpInvest Global Private 
Equity Program III, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AAGS S2, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Key investment targets: equity or 
equity-related securities of listed 
companies
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None -

SKYE Cirrus GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AAGS S4, ILP Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Other Increase corporate value through 
management support

Key investment targets: equity or 
equity-related securities of listed 
companies
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None -

Pegasus Tech Ventures 
Management VII, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AAGS S3, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Key investment targets: equity or 
equity-related securities of listed 
companies
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None -

Bain Capital JMM General 
Partner, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AAGS S5, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Key investment targets: equity or 
equity-related securities of listed 
companies
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None -

Pegasus Tech Ventures 
Management VI, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AAGS S6, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Key investment targets: equity or 
equity-related securities of listed 
companies
Risk characteristic: Equity
Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None -

Pegasus Tech Ventures 
Management V, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Ventures 
Company V, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage technology 
companies in logistics and 
transportation services.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

TC Group VIII, L.P. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle
Partners VIII, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a fund to generate superior, long-term 
capital appreciation typically through 
privately negotiated equity and equity-
related investments

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (8)

8 Yes None ―

NB Private Debt Fund IV 
Cayman GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB Private Debt Fund IV 
(Japan Feeder) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund is a feeder which invests in a 
master fund that will seek to provide 
attractive risk-adjusted returns 
primarily by investing in senior secured 
floating rate loans (including first lien, 
unitranche, and second lien loans) and 
complementary investments.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

MITA CAPITAL PTE. LTD. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Israel Technology Venture, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment in limited partner interest 
in VERTEX ISRAEL OPPORTUNITYT II 
FUND L.P., a partnership incorporated 
in the British Cayman Islands

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (1)

1 Yes None ―

BMA Asia NQ L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Blackstone Oscar Co-Invest 
(CYM) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investing in entities and/or assets 
operating in the healthcare and 
pharmaceuticals industries, the 
majority of which are organized in or 
subject to the laws of countries in the 
Asia Pacific region.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

Big Idea Ventures GP I LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

New Protein Fund I LP Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Venture fund Invest in alternative protein companies 
globally.

Private 
placement

Article 63 Business corporations, 
etc.(1)

1 None None ―

NB Credit Opportunities II GP 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB Credit Opportunities II 
Cayman LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund is to seek to provide 
attractive risk-adjusted returns to 
limited partners by making credit and 
equity investments, primarily in private 
equity-owned companies.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 Yes None ―

PEG Global Private Equity 
Offshore Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PEG Z Global Private Equity 
Feeder Fund L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Private equity investments across 
investment types (primary partnership, 
secondary, direct investments), 
strategies (buyouts, growth, and 
venture capital) and geography (global, 
primary focus on developed markets).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

PEG Global Private Equity 
Offshore Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PEG L Global PE SMA Feeder 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Private equity investments across
investment types (primary partnership,
secondary, direct investments),
strategies (buyouts, growth, and
venture capital) and geography (global,
primary focus on developed markets).

Private
placement
and
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None -

JAFCO Asia S-8 Holdings 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JAFCO Asia S-8(A) Fund 
Limited Partnership

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Technology ventures in seed to later 
stage in China, India and South East 
Asia

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. （2）
Business Corporation 
etc. (3)

5 Yes None ―

JAFCO Asia S-8 Holdings 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JAFCO Asia S-8 Fund 
Limited Partnership

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Technology ventures in seed to later 
stage in China, India and South East 
Asia

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators(1)

1 None None ―

Churchill Lux GP, S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Churchill Middle Market 
Senior Loan Fund IV – 
Luxembourg SCSp, SICAV-
RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Unless otherwise set forth in the 
Master Fund’s Appendix, the Fund will 
be primarily engaged in acquiring and 
investing in first lien senior
secured loans issued by middle market 
companies that are secured by a first-
priority lien on substantially all of the 
borrower’s assets
(including the equity interests of its 
domestic subsidiaries), which loans, at 
the time of acquisition, will be subject 
to standard market terms and 
conditions and contain customary 
negative covenants such as 
restrictions around additional 
indebtedness and corporate structure
of the company (collectively, “Senior 
Loans”). In addition, the Fund may 
invest a portion of its assets in “last 
out” positions of unitranche loans, 
second lien loans made to middle 
market companies and equity interests 
issued in connection with Senior Loans 
(collectively, “NonFirst-Lien 
Investments”). The Senior Loans and 
Non-First-Lien
Investments made or acquired by the 
Fund, together with other related 
investments of the Fund.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (6), Financial 
Institutions, etc. (20), 
Business corporation, 
etc. (1)

27 None None ―
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（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Pleiad-Minerva Japan Growth 
Opportunities GP Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pleiad-Minerva Japan Growth 
Opportunities LP

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

レイト／グロース・ステージにあるベン
チャー企業の未公開株式を主たる投資
対象とするファンド

私募・運用 63条 金融機関等(2)、金融
商品取引業者等(1)、
事業法人等(2)

5 有 無 ―

BEENEXT ASIA FUND GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BEENEXT ASIA FUND LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

テクノロジー産業界のアーリーステージ
にある未上場ベンチャー企業の株式及
び株式関連有価証券等への投資を行
い、主にIPOやM&A時の株式売却によ
り利益の獲得を狙い、選ばれた少数の
投資家に対し、長期的な価値上昇実現
の機会を提供する。

運用 63条 個人(1)
事業法人等(6)
金融機関等(2)
外国法人又は外国人
等(2)

11 有 無 ―

DNX Seed, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DNX Seed Venture Partners, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Sector:
Internet related technology, Industrials
Stage:
Seed~Expansion
“DNX Seed Venture Partners, LP” is 
GP of “DNX Seed投資事業有限責任
組合”

 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

DNX Seed, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DNX Seed投資事業有限責任
組合

Limited 
Liability 
Partnership 
contract

Venture fund Sector:
Internet related technology, Industrials
Stage:
Seed~Expansion

 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)　
Business corporations, 
etc. (4)
Financial instruments 
business operators, 
etc. (2)　
Investment limited 
partnership
(1)

8 Yes None ―

Qumra Capital Israel I Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Qumra Capital III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund later stage investments in Israeli and 
Israeli-related technology
companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institution 
ect. (1)

1 Yes None ―

Monex Climate Impact GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Monex Climate Impact LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund will primarily invest in private 
companies that focus on global 
renewable energy solutions or private 
companies with a positive impact on 
the climate. 
The Fund primarily concentrates on 
climate impact investments while 
optimizing returns along with the life 
cycle of underlying real assets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (2)

2 Yes None ―

AB Value Capital Partners VII 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AB VALUE BRIDGE VII, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Primarily invest in, directly or 
indirectly, the secondary private equity 
markets of the Asia-Pacific region.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions 
(1)

1 Yes Yes ―

FIP Fund II GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Intellectual Property 
Opportunities Fund II (A) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Funds will seek to make 
opportunistic intellectual property 
related investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
institutions,
etc. (1)

1 None None ―

Mizuho Leaguer Investment 
GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mizuho Leaguer Investment I 
L.P.

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

主に中国のアーリーステージのスタート
アップに投資

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)、金融機関等(1)

2 有 有 ―

MPower Partners GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MPower Partners Fund L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Partnership's investment objective 
is to generate long-term capital 
appreciation by investing in early-to-
late stage entrepreneurs that provide 
tech-enabled solutions to societal 
challenges and drive sustainable 
growth through environmental, social 
or governance integration.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (5),
Business corporations, 
etc. (1),
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)

7 Yes Yes ―

Permira Growth Opportunities 
II GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Permira Growth Opportunities 
II CIS SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Permira Growth Opportunities II CIS 
SCSp has been formed principally to 
(a) make direct and indirect 
investments in, or in parallel with, 
Permira Growth Opportunities II SCSp 
in accordance with the Co-Investment 
Agreement and consistent with the 
investment strategy, which is focused 
on minority, non-control direct and/or 
indirect investments in equity, near-
equity and debt investments (which 
shall include the acquisition of or 
investment in shares, stocks, loans, 
loan stocks, bonds, notes, convertible 
securities, preferred equity, structured 
equity, derivative instruments and 
arrangements, options, warrants, 
debentures, partnership interests, joint 
ventures and any other form of 
security, investment or instrument) in 
large-scale, high-quality, high-growth 
technology and digital businesses 
globally, and (b) carry on the business 
of being a limited partner and carried 
interest partner in Permira Growth 
Opportunities II SCSp.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners,
etc. (1)

1 Yes None ―

South East Asia Finance 
Capital III Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Japan South East Asia 
Finance Fund Ⅲ L.P.

外国の法令に
基づく権利

その他 主として東南アジア地域の企業を対象
としたマイノリティ投資を行い、企業価
値等の向上を通して、インカムゲイン・
キャピタルゲインの獲得を目指すファン
ド

私募・運用 63条 金融機関等(1)、
事業法人等(1)

2 無 無 ―

CIM Distressed Opportunities 
Fund X GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CIM Distressed Opportunities 
Fund X, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

CIM Distressed Opportunities Fund X, 
L.P. seeks to invest in attractive risk-
adjusted opportunities in real estate 
equity, debt and real estate related 
companies generated by operational or 
financial distress experienced due to 
market dislocations.  CIM Distressed 
Opportunities Fund X, L.P. may make 
its investments on an equity basis 
and/or as loans.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc.(1)
Financial institutions, 
etc.(6)
Business corporations, 
etc.(8)
Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

16 Yes None ―

CIM Infrastructure Fund III 
GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CIM Infrastructure Fund III, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund seeks to invest primarily in 
infrastructure and infrastructure-
related assets and businesses in North 
America. The Fund’s investment 
strategy is to create infrastructure 
solutions and improve existing 
infrastructure assets enabling the 
long-term sustainable growth of urban 
communities in North America. The 
Fund may make its investments as 
equity and/or as debt.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(10)
Business corporations, 
etc.(2)
Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

13 Yes None ―

Insight Associates XII, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Insight Partners (Cayman) XII, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Focused primarily on investing in 
growth-stage and more mature 
software, software-enabled services, 
and Internet businesses

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial insitutions, 
etc. (6)

6 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の
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適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
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（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Insight Associates XII, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Insight Partners XII, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Focused primarily on investing in 
growth-stage and more mature 
software, software-enabled services, 
and Internet businesses

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial insitutions, 
etc. (1)

1 None None ―

C-Bridge Capital GP V, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

C-Bridge Healthcare Fund V, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The fund invests in healthcare 
companies with an established product 
and/or service offering that addresses 
the significant market opportunity in 
Greater China and Asia.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (3)
Financial institutions, 
etc. (4)

7 None None ―

Incubate Fund Growth I (GP), 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IF Growth Opportunity Fund I, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund seeks to achieve its 
investment objective and provide 
attractive returns by acquiring shares 
from Incubate Fund’s existing portfolio 
companies in Incubate Predecessor 
Funds.  The Fund will participate in 
late-stage/Pre-IPO funding rounds 
when the companies have started 
preparing for the process to go public 
within a few years.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3),
Business corporations, 
etc. (2), 
Individuals (2),
Investment limited 
partnerships (3)

10 Yes None ―

HQ Capital IV GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HQ Capital IV SCS SICAV-
RAIF
 – Auda Capital IX Asia

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds a master fund investing primarily in 
private equity funds and co-
investment transactions in Asia

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institution, 
etc. (1)

1 None None ―

HQ Capital IV GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HQ Capital IV SCS SICAV-
RAIF
 – Auda Capital IX Europe

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds a master fund investing primarily in 
private equity funds and co-
investment transactions in Europe

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institution, 
etc. (1)

1 None None ―

HQ Capital IV GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HQ Capital IV SCS SICAV-
RAIF
 – Auda Capital IX U.S.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds a master fund investing primarily in 
private equity funds and co-
investment transactions in North 
America

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institution, 
etc. (1)

1 None None ―

HQ Capital IV GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HQ Capital IV SCS SICAV-
RAIF
 – Feeder Auda Capital IX 
Asia

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds a feeder fund investing in a master 
fund that invests primarily in private 
equity funds and co-investment 
transactions in Asia

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institution, 
etc. (1)

1 None None ―

HQ Capital IV GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HQ Capital IV SCS SICAV-
RAIF
 – Feeder Auda Capital IX 
Europe

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds a feeder fund investing in a master 
fund that invests primarily in private 
equity funds and co-investment 
transactions in Europe

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institution, 
etc. (1)

1 None None ―

HQ Capital IV GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HQ Capital IV SCS SICAV-
RAIF
 – Feeder Auda Capital IX U.S.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds a feeder fund investing in a master 
fund that invests primarily in private 
equity funds and co-investment 
transactions in North America

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institution, 
etc. (1)

1 None None ―

Cube GP 3 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cube III Feeder Fund LP 
S.C.S

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds This fund has been established solely 
for the purpose of investing in the 
master (Cube Infrastructure Fund III). 
The latter intends to invest in 
essential brownfield infrastructure  
assets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

ARDIAN Private Credit V 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ardian Private Credit V JPY 
Feeder S.C.Sp., SICAV-RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund is formed to invest in the 
Master Fund and will commit a 
substantial portion of the capital 
committed to it to the Master Fund. 
The Master Fund has the purpose of 
investing, directly or through 
intermediate vehicles, in worldwide 
private debt instruments, subordinated 
debt and other instruments primarily in 
Europe.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions 
etc.(3)

3 Yes None ―

Fudo Capital IV GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fudo Capital IV L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Predominantly target direct real estate 
investments and may also
invest in real estate operating 
companies or platforms or provide 
capital with respect to
real estate-related mezzanine or 
interim financing related to real estate 
and/or secured
by real estate, predominantly in the 
Asia-Pacific real estate markets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)
Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

2 None None ―

Oaktree European Capital 
Solutions Fund III GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree European Capital 
Solutions Fund III, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The objective of Oaktree European 
Capital Solutions Fund III, L.P. ("the 
Fund") is to focus on providing debt 
financing solutions for European 
middle-market companies in sectors 
where bank financing is scarce. 
Investments will be primarily in the 
form of senior or unitranche debt but 
the Fund may also provide junior 
financing. In addition, the Fund is 
expected to make a limited amount of 
equity investments where such 
investments are protected by a long-
term contractual income stream or 
parent guarantee. The vast majority of 
the Fund’s positions will be secured 
by real estate or other hard assets, 
and the Fund intends to source deals 
directly and not make loans to financial 
sponsors. The Fund does not intend to 
invest in secondary loans or in issuers 
where a turnaround is contemplated as 
part of the underwriting. There can be 
no assurance that the Fund’s 
investment objective will be achieved.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)Business 
Corporations, etc (2)

4 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
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（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of
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（Type of business）

（Private
placement
and/or
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（Type of
notification
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（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Oaktree European Capital 
Solutions Fund III GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree European Capital 
Solutions Fund III Feeder 
(USDH), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The objective of Oaktree European 
Capital Solutions Fund III Feeder 
(USDH), L.P. ("the Fund") is to focus 
on providing debt financing solutions 
for European middle-market companies 
in sectors where bank financing is 
scarce. Investments will be primarily in 
the form of senior or unitranche debt 
but the Fund may also provide junior 
financing. In addition, the Fund is 
expected to make a limited amount of 
equity investments where such 
investments are protected by a long-
term contractual income stream or 
parent guarantee. The vast majority of 
the Fund’s positions will be secured 
by real estate or other hard assets, 
and the Fund intends to source deals 
directly and not make loans to financial 
sponsors. The Fund does not intend to 
invest in secondary loans or in issuers 
where a turnaround is contemplated as 
part of the underwriting. There can be 
no assurance that the Fund’s 
investment objective will be achieved. 
The Fund is a feeder fund of Oaktree 
European Capital Solutions Fund III, 
L.P. which will accept subscriptions, 
maintain capital accounts and 
determine distributions in US Dollars 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Oaktree European Capital 
Solutions Fund III GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree European Capital 
Solutions Fund III Feeder 
(JPYH ), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The objective of Oaktree European 
Capital Solutions Fund III Feeder 
(JPYH), L.P. ("the Fund") is to focus 
on providing debt financing solutions 
for European middle-market companies 
in sectors where bank financing is 
scarce. Investments will be primarily in 
the form of senior or unitranche debt 
but the Fund may also provide junior 
financing. In addition, the Fund is 
expected to make a limited amount of 
equity investments where such 
investments are protected by a long-
term contractual income stream or 
parent guarantee. The vast majority of 
the Fund’s positions will be secured 
by real estate or other hard assets, 
and the Fund intends to source deals 
directly and not make loans to financial 
sponsors. The Fund does not intend to 
invest in secondary loans or in issuers 
where a turnaround is contemplated as 
part of the underwriting. There can be 
no assurance that the Fund’s 
investment objective will be achieved. 
The Fund is a feeder fund of Oaktree 
European Capital Solutions Fund III, 
L.P. which will accept subscriptions, 
maintain capital accounts and 
determine distributions in Japanese 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

MREF V GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MREF V "B", Limited 
Partnership

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investing in real estate, real estate-
related opportunities, real estate 
businesses or companies, with a focus 
on the UK market.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

New York City Property Fund 
GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

New York City Property Fund 
II (C) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

A generational investment opportunity 
focusing on sector-diversifed 
opportunisitc and value-add 
investments in the New York MSA in 
partnership with Taconic

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment
Limited
Partnership (1)

1 None None ―

Hines USPP UGP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hines U.S. Property Partners 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Private equity
fund primary
making
minority
investment in investment units in real 
estate investment trust

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

A&D Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AOBA FTC Investment 
Limited Partnership

外国の法令に
基づく権利

その他 中長期的な収益の確保を目的として、
海外のファンドへ投資する。対象ファン
ドは、フィンテックに関連する有価証券
および資産に投資する。

私募・運用 63条 個人（1） 1 有 無 ―

Climate Finance Partnership 
GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Climate Finance Partnership 
Fund SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other CFP will seek to invest in Climate 
Infrastructure (as defined below) 
across official development assistance 
eligible Emerging Markets in the 
following target regions: Asia, Latin 
America, and Africa. The Fund’s 
investments will principally comprise 
assets and businesses encompassing 
the generation and delivery of clean 
power. The Fund will have a strong 
focus on wind and solar energy and 
assets that support the delivery of 
renewable power, including 
transmission, energy storage and 
distribution, and/or electrified 
transport infrastructure (collectively, 
“Climate Infrastructure”). The Fund’s 
assets and platforms are expected to 
include pre-construction or 
construction, as well as operational 
investments. The Fund may also invest 
in businesses that develop, own, 
source, finance or manage such 
climate infrastructure assets.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (5)

5 None None ―

UC Bridge, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

UC Green Investors, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other to hold shares of an investment 
company in Singapore

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (2) 2 Yes Yes ―
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BlackSand Capital 
Management 
Co-Invest, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BlackSand 
CE (International) 
Co-Invest, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund will target opportunistic real 
estate investment in a potential co-
investment opportunity to, directly or 
indirectly, acquire a property where 
the General Partner sees favorable 
risk profiles and believes that it can 
add value through the entitlement, 
development, renovation or 
redevelopment, re-tenanting, change in 
use, repositioning, and/or improved 
operation of such investments.  The 
General Partner intends to be 
responsive to changing market 
conditions and expects to draw upon 
its experience investing across a range 
of property sectors, including, but not 
limited to, retail, office, industrial, 
multifamily, hospitality, mixed-use and 
residential assets.  In addition, the 
General Partner will seek to evaluate 
the risk and return trade-off(s) in all 
parts of the capital structure and 
intends to seek to execute 
investments in an effort to achieve a 
basis capable of providing an 
appropriate margin of safety to 
withstand shorter-term market 
volatility, as well as an appropriate mix 
of returns from cash-on-cash yields 
versus longer-term capital 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual (1) 1 Yes None ―

BlackSand Capital 
Management 
Co-Invest, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BlackSand 
PE Co-Invest, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund will target opportunistic real 
estate investment in a potential co-
investment opportunity to, directly or 
indirectly, acquire a property where 
the General Partner sees favorable 
risk profiles and believes that it can 
add value through the entitlement, 
development, renovation or 
redevelopment, re-tenanting, change in 
use, repositioning, and/or improved 
operation of such investments.  The 
General Partner intends to be 
responsive to changing market 
conditions and expects to draw upon 
its experience investing across a range 
of property sectors, including, but not 
limited to, retail, office, industrial, 
multifamily, hospitality, mixed-use and 
residential assets.  In addition, the 
General Partner will seek to evaluate 
the risk and return trade-off(s) in all 
parts of the capital structure and 
intends to seek to execute 
investments in an effort to achieve a 
basis capable of providing an 
appropriate margin of safety to 
withstand shorter-term market 
volatility, as well as an appropriate mix 
of returns from cash-on-cash yields 
versus longer-term capital 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual (1) 1 Yes None ―

Pegasus Tech Ventures 
Management VIII, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Ventures 
Company VIII, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage technology 
companies in the areas of artificial 
intelligence, big data,
IoT,  financial technology, blockchain, 
IT, health IT, software development, 
and other emerging technologies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)
Investment limited 
partnership (1)

2 Yes None ―

CJIP (AP) VI Co, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CJIP (AP) VI Co-1, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Risk characteristic: Equity

Regional characteristics: Japan

The basic investment policy and 
strategy: Increase corporate value 
through management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

Financial institutions, 
etc. (2)

3 None None ―

Ono Venture Investment, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ono Venture Investment Fund 
I, L.P.

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

画期的新薬創製に向けた創薬標的や
先端技術の導入・提携を目的として米
国の創業初期バイオベンチャーを対象
とする投資

運用 63条 事業法人等（1） 1 無 無 ―

Asia Growth Investment Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Asia Growth Investment Fund 
Ⅰ,L.P.

外国の法令に
基づく権利

その他 主として東南アジア地域の企業を対象
としたマイノリティ投資等を行い、企業
価値等の向上を通して、キャピタルゲイ
ンの獲得を目指すファンド

私募・運用 63条 金融機関等(2) 2 無 無 ―

NB-Athyrium Opportunities 
Fund IV GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB-Athyrium Opportunities 
Fund IV LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The fund is a feeder fund which 
invests in the master fund that will 
seek to create a diverse portfolio of 
income-generating investments and 
acquire other liquid and illiquid assets, 
including equity interests, joint venture 
interests and synthetic structures and 
derivatives referencing, in the broader 
healthcare and life sciences sectors.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Insight Associates XII Buyout 
Annex, Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Insight Partners (Cayman) XII 
Buyout Annex Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Focused primarily on investing in 
growth-stage and more mature 
software, software-enabled services, 
and Internet businesses

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial insitutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Scrum Ventures GP IV, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Scrum Ventures Fund IV L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャーキャピタルや急成長している
企業に投資するデラウエア州のファンド
である。
主にシード・アーリーステージを対象と
し、ＩＴ、ヘルスケア、ディープテックと
いった業種の成長企業に投資を行う。
地域別の投資比率は、およそ米国：日
本＝７：３とすることを想定している。
1社あたり数千万円～最大2億円の出
資を行う予定である。

私募・運用 63条

金融機関等(2)

投資事業有限責任組
合(1)

事業法人等(3)

6

有 無 ―

Octopus Renewables 
Infrastructure Partnership GP 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Octopus Renewables 
Infrastructure SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Octopus Renewables Infrastructure 
SCSp is being established to acquire 
and own interests in the renewable 
energy sector (in particular in relation 
to onshore and offshore wind, solar 
photovoltaic assets, solar thermal, 
hydro, geothermal, biomass assets and 
other related energy infrastructure) 
and to carry on the business of 
monitoring, managing and realising 
such Investments, in each case 
subject to, and in accordance with the 
terms of the Partnership Agreement.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, etc 
(10)
Financial institutions, 
etc. (27)

37 Yes None ―

Bridge 6 Bee Secondary GP 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bridge 6 Bee Secondary L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund operating as a closed-ended 
investment fund having an investment 
objective to provide long-term 
investment returns by investing in a 
diversified portfolio of secondaries in 
private equity assets, often acquired 
directly from sellers at attractive 
prices

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―
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（Existenc
e
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（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

BCPE Wish GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BCPE 
Wish 
 
Cayman, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The purpose of the LP Fund is to 
subscribe in an unlisted equities of a 
Japan private company.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Navis Asia Green Loop Fund 
G.P., Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Navis Asia Green Loop Fund, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds To achieve significant returns through 
privately negotiated debt, equity and 
equity-related investments in business 
in and connected to the Asia pacific 
Target Region, with a predorminant 
focus on Southeast asia, and 
selectively on Australia.NewZealand 
and the People's Republic of China 
(including Hong Kong)

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)
Investment Limited 
Partnership (1)

2 None None ―

HOUSE INVESTMENT 
MANAGEMENT

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HOUSE FUND Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Investment in Industrial property in 
China.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Translink Management V, L.P. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Translink Capital Partners V, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Primarily in US based start-ups 
expanding into Asia; focused on 
"Customer engagement ready" state 
technology start-ups; target in 
Information Technology sector.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (3),
Investment limited 
partnerships (2)

5 Yes None ―

NB Specialty Finance 
Associates II LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB Specialty Finance Fund Ⅱ 
(Cayman) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund’s investment objective is to 
generate current income and capital 
appreciation primarily through (a) the 
acquisition and financing, including 
securitization, of alternative credit 
investments consisting of various 
forms of specialty finance assets (e.g., 
consumer, small business, trade 
finance, and real estate assets), (b) the 
making of certain loans to the 
originators of specialty finance assets, 
and (c) any other interest, security or 
instrument of or relating to originators 
of specialty finance assets, including 
warrants or other contractual 
instruments or similar arrangements.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3)

3 Yes None ―

MetLife Middle Market Private 
Debt Parallel GP II, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MetLife Middle Market Private 
Debt Parallel Fund II, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Mezzanine fund The Fund will primarily provide junior 
debt (including second lien and 
subordinated debt) and equity capital 
to middle market companies  in 
connection with leveraged buyouts, 
mergers and acquisitions, refinancings, 
and recapitalizations, and may also 
invest in preferred stock, first lien 
debt and other securities and assets

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Carbide Ventures Fund I 
Ultimate GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carbide Ventures Fund I, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The main purpose of the partnership 
are to buy, sell, hold, and otherwise 
invest in the equity and equity-related 
securities, including publicly-traded 
securities, of software and technology 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual (1) 1 Yes None ―

Progression Fund II GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Progression Fund II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund to invest in pre-seed, seed and early 
stage companies in the consumer 
sector.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (2)

2 Yes None ―

PA GPS GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PA GP Solutions Fund 
(Offshore), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund The Fund seeks to construct over time 
a well-diversified private equity 
portfolio that is expected to produce 
attractive risk adjusted returns by 
investing in GP-led secondary 
transactions and related assets in the 
secondary market.  The Fund will 
invest all of its investible assets in PA 
GP Solutions Fund, L.P. as a Limited 
Partner in the fund.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Verod-Kepple Africa Partners 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Verod- Kepple Africa 
Ventures SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment target:
Tech companies in the fields of 
fintech, healthcare, logistics, energy, 
etc.

Stage:
Seed, Series A, Series B

Region:
Companies operating primarily in Africa

Strategy:
Investing in several percent to several 
dozen percent shares of private 
companies having high growth 
potential, enhancing company's value 
through post-investment management 
support, and acquiring capital gains 
upon IPO or Mergers and Acquisition

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations　
(3)

3 Yes None ―

StepStone TI1 (GP), Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Toranomon Infrastructure 1, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment 
fund

The investment objective of the fund is 
to generate an attractive risk-adjusted 
target return by acquiring, holding, 
selling and exchanging, either directly 
or indirectly (including through 
subsidiaries or otherwise), primary and 
secondary investments and co-
investments in equities or debt of 
institutional quality operating 
companies, with long-term investment 
horizons limiting the investment risks 
through the diversification of region, 
sector,  type of business, manager, 
length of investment period and 
vintage. Investments will predominantly 
focus on core strategies targeting 
stable return on a long-term basis, 
which can be both brownfield or 
greenfield in nature, noting that 
greenfield assets will only be 
considered Core if the assets are 
expected to generate stable yield over 
a long term contract or if they produce 
regulated revenue once the asset is 
operated. The fund may also consider 
selective investments in value add and 
opportunistic strategies as part of a 
balanced, diversified portfolio 
construction. Key investment sectors 
include those that integrate and 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions 
(1)

1 None None ―

FNEX Ventures, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

FNEX SPX, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Partnership is organized for the 
purpose of directly and/or indirectly 
purchasing, selling, investing and 
trading in investments in the form of 
common and/or preferred shares or 
other instruments of non-listed 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (2)

2 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

FusionX Ventures Opportunity 
GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

FusionX Ventures Opportunity 
Fund, L.P.

Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Venture fund Early stage investments in companies 
in technology, additive manufacturing 
and life science sectors

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

PAGAC Wonderland Holding 
GP Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PAGAC Wonderland Holding 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a fund to invest in certain Singapore 
companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

Carlyle Direct Lending Fund 
GP, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Direct Lending Fund 
IV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a fund primarily to invest in senior 
secured, directly originated private 
loans to middle market companies 
backed by financial sponsors, 
predominantly in the United States but 
also in Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Astorg VIII (GP) 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Astorg VIII Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout Funds The Fund will seek to generate 
significant long term capital 
appreciation primarily by investing in 
control or co-control leveraged buyout 
transactions primarily in European 
businesses with an enterprise value of 
€600 million or more. 

 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
Instruments
Business
Operator, etc.(7)

Financial
institutions,
etc.(14)

21 Yes None ―

HashKey FinTech Investment 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HashKey FinTech Investment 
Fund III (Cayman Feeder) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund will be investing into 
blockchain related companies indirectly 
through HashKey FinTech Investment 
Fund III (Cayman Master) LP. 
Investment will be based on 
professional research and investment 
analysis, lay out the circuit in primary 
market and construct the strategy in 
secondary market; optimize the 
portfolios and diversify the risks. 
Investments will be mainly in seed and 
early stage.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
Instruments
Business
Operator, etc.(1)

1 None None ―

HashKey FinTech Investment 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HashKey FinTech Investment 
Fund III (Cayman Master) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund will be investing into 
blockchain related companies. 
Investment will be based on 
professional research and investment 
analysis, lay out the circuit in primary 
market and construct the strategy in 
secondary market; optimize the 
portfolios and diversify the risks. 
Investments will be mainly in seed and 
early stage.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
Instruments
Business
Operator, etc.(1)

1 None None ―

NB SI-Apollo Sengai Fund GP 
LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB SI-Apollo Sengai Fund LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund is a Cayman Islands 
exempted limited partnership, which 
will invest all or substantially all of its 
assets in NB SI-Apollo Sengai Fund 
Holdings LP (“Fund Holdings LP”). The 
purposes of the Fund Holdings LP is to 
acquire, hold, sell and exchange, either 
directly or indirectly, interests in 
limited partnerships or other pooled 
investment vehicles in North America, 
etc.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Genesis Capital Ultimate GP 
Pty Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Genesis Capital Fund I, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a fund to make investments in the 
healthcare sector, 
primarily targeted at platform 
acquisitions located in Australia and 
New Zealand with 
further follow on acquisitions through 
Asia-Pacific.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc.(1), Business
corporations,
etc. (1)

2 Yes None ―

VGI General Partner Co., Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vietnam Growth Investment 
Fund L.P.

外国の法令に
基づく権利

その他 ・ベトナム企業の株式等へ投資すること
により収益獲得を目的とする
・投資対象セクター：農業、食品、飲料、
流通・小売業、製造業、 テクノロジー、
メディア、金融サービス、ヘルスケア、
医薬品、素材、工業、不動産（不動産
事業を行う企業）、 物流、旅行・ホスピ
タリティ等

運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

RCFM GP L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

RCF Jolimont Mining 
Innovation Fund II L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Cayman Islands exempted limited 
partnership investing in  mining 
equipment, technology and services 
("METS") companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Quadriga Capital VI GP 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Quadriga Capital Private 
Equity Fund VI L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout fund Primarily invests in buyouts of 
companies with enterprise values 
typically between €50 million and €250 

million or smaller platforms as part of a 
dedicated buy-and-build or sub-
consolidation strategy, whose principal 
business operations and/or 
headquarters are based in Germany, 
Austria, Switzerland, Belgium, 
Luxembourg and the Netherlands, to 
generate long-term capital returns 
with a dedicated impact component 
aiming to create positive social and/or 
environmental impacts.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business
corporation,
etc. (1)

1 None None ―

Quadriga Capital VI GP 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Quadriga Capital Private 
Equity VI B L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The purpose of Quadriga Capital 
Private Equity VI B L.P. is to act as a 
single asset co-investment partnership 
for investors who are participating in 
the first close of Quadriga Capital 
Private Equity Fund VI L.P. and 
Quadriga Capital Private Equity Fund 
VI SCSP SICAV-RAIF.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business
corporation,
etc. (1)

1 None None ―

Quadriga Capital VI GP 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Quadriga Capital VI B Special 
Partner L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Quadriga Capital VI B Special Partner 
L.P. has been established for the 
purpose of participating in the carried 
interest generated by Quadriga Capital 
Private Equity VI B L.P.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business
corporation,
etc. (1)

1 None None ―

Quadriga Capital VI GP 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Quadriga Capital VI Special 
Partner L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Quadriga Capital VI Special Partner 
L.P. (the "Partnership") has 
subscribed for a limited partnership 
interest in Quadriga Capital VI GP L.P. 
(the “GPLP”), which in turn has 
subscribed for an interest in Quadriga 
Capital Private Equity Fund V L.P. (the 
“Fund”) pursuant to which the GPLP 
will be entitled to receive any and all 
distributions of carried interest by the 
Fund. The Partnership was established 
for the purpose of participating in the 
carried interest generated by the Fund 
through its subscription to the GPLP.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business
corporation,
etc. (1)

1 None None ―

Pegasus Tech Ventures SPV 
IV, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Ventures SPV 
IV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage companies in the 
areas of space technology.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (2)

2 Yes None ―
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（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

LaSalle Global Employee Co-
Investment GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LaSalle Global Employee Co-
Investment Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The purpose of the Partnership is to 
act as an employee participation 
scheme to enable LaSalle employees 
to participate indirectly in underlying 
investment opportunity managed, 
advised or otherwise originated by a 
member of the LaSalle Group, including 
(i) a fund; (ii) a separate account; (iii) a 
side-car investment or other co-
investment alongside a fund; and/or 
(iv) a direct investment transaction by 
investing in the relevant Class.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

gumi Cryptos Capital II GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

gumi Cryptos Capital Fund II, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Key investment targets : 
cryptocurrency, tokens and the like, 
company shares, equity interests, 
share option, bonds or other securities
Risk characteristics: Investing in early 
stage. The cryptocurrency/token 
investment part may have higher 
regulatory risk compared with non-
crypto industry VC investments.
Geographical areas of investment: No 
regional restrictions 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions 
(1)
Business corporation 
(1)

2 None None ―

gumi Cryptos Capital II GP 
(Parallel), LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

gumi Cryptos Capital Fund II 
Parallel, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Key investment targets : 
cryptocurrency, tokens and the like, 
company shares, equity interests, 
share option, bonds or other securities
Risk characteristics: Investing in early 
stage. The cryptocurrency/token 
investment part may have higher 
regulatory risk compared with non-
crypto industry VC investments.
Geographical areas of investment: No 
regional restrictions

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation 
(1)

1 None None ―

Octave Tech Investment C23 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Octave Tech Investment C23 
LLC

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Octave Tech Investment C23 LLC  has 
been set up to invest in the Series C 
round of Cornami, Inc. Cornami, Inc. is 
a computing company that empowers 
developers, large enterprise, IoT, and 
edge to cloud computing.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Operators, 
etc. (2)
Individuals (1)

3 Yes None ―

Cabot Industrial Core Fund III 
Manager Limited Partnership

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cabot Industrial Core Fund III, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The objective of Cabot Industrial Core 
Fund III, L.P. is to acquire and manage 
core industrial properties primarily 
throughout the U.S.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Westly Capital Associates IV, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Westly Capital Partners Fund 
IV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invests principally in equity or equity-
oriented securities of privately held 
information technology companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc(2).

2 None None ―

TMFIF I GP-GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tokio Marine Future 
Insurance Fund I, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund A CVC fund to primarily make early to 
mid-stage investments in innovative IT 
startups and businesses in Japan, US, 
and other countries

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

GLP Sakai GP Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sakai GK Partners LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds In accordance with the strategy to 
invest in a portfolio of a cash-yielding 
logistics facility in Japan, Sakai GK 
Partners LP will indirectly invest in 
real estate, etc. through Tokumei 
Kumiai investment in Tokumei Kumiai 
Operator.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 Yes None ―

Keppel KDCF II GP Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Keppel Data Centre Fund II, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund invests in 
Brownfield/Greenfield, Powered Shell 
and Platform developments in Asia 
Pasific and Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

FLF Fund III GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Lending Fund III (B) 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund intends to make attractive 
risk adjusted debt investments, 
primarily by originating and acquiring 
senior secured debt of operating 
businesses in a wide array of 
corporate industries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

FLF Fund III GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Lending Fund III (C) 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund intends to make attractive 
risk adjusted debt investments, 
primarily by originating and acquiring 
senior secured debt of operating 
businesses in a wide array of 
corporate industries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

NIREMIA Collective GP, LLC. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NIREMIA Collective, L.P. 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

米国及び日本を除く海外における、
アーリーステージのウェルビーイング・
テクノロジー関連企業を主たる投資対
象とする。

私募・運用 63条

事業法人等(4) 4

有 無 ―

NSV Wolf Capital GP IV, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NSV Wolf Capital IV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund to realize long-term capital 
appreciation through the acquisition of 
interests in a select group of (a) 
venture capital investment 
partnerships  and (b) fast growing 
technology and technology enabled 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.  (3)

Investment Limited 
Partnership (1)

Business corporations, 
etc. (1)

5 None None ―

GoldenTree Distressed Fund 
IV GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GoldenTree Distressed Fund 
IV (Cayman) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Hedge_fund Other (investment in distressed,
stressed and special situation assets)

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

AAGS Co., Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AAGS Co-1, ILP Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Other Risk characteristic: Equity

Rregional characteristics: Japan

The basic investment policy and 
strategy: Increase corporate value 
through management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial 
institutions,etc. (1)

1 None None ―

Permira VIII GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Permira VIII - 1 SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Permira VIII - 1 SCSp will invest in 
transformational growth at scale, 
targeting market-leading, often 
market-creating, companies with 
resilient business models benefitting 
from strong, underlying secular growth 
trends..

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (18)
Financial institutions, 
etc. (25)
Business
corporations,
etc.(1)

44 Yes None ―

Permira VIII GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Permira VIII - 2 SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Permira VIII - 2 SCSp will invest in 
transformational growth at scale, 
targeting market-leading, often 
market-creating, companies with 
resilient business models benefitting 
from strong, underlying secular growth 
trends.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (18)
Financial institutions, 
etc. (25)
Business
corporations,
etc.(1)

44 Yes None ―
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UC Healthcare Provider Co-
Investment, LPS

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

UC Healthcare Provider Co-
Investment, LPS

Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Buyout funds to make an equity investment, equity 
related investment or bond related 
investment through separate 
investment entities in Japanese 
entities which engage in healthcare 
services (i.e. (i) entities that engage in 
home care services, (ii) medical 
institutions, and (iii) entities that 
engage in the dispensing of 
pharmaceuticals) within Japan

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (4)
Business corporations, 
etc. (2)
Investment Limited 
Partnership (1)

7 Yes None ―

UCGP V(H), Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

UCGP V(H), L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other to invest, as a general partner, in an 
investment fund which makes an equity 
investment, equity related investment 
or bond related investment through 
separate investment entities in 
Japanese entities which engage in 
healthcare services (i.e. (i) entities 
that engage in home care services, (ii) 
medical institutions, and (iii) entities 
that engage in the dispensing of 
pharmaceuticals) within Japan

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (2)
Investment Limited 
Partnership (1)

3 None None ―

PSP Animal Genetics Co-
Investment Fund GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PSP Animal Genetics Co-
Investment Fund II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds A buyout fund investing in a multi-
species breeding, genetics and 
technology company.  This investment 
vehicle has been formed specifically 
for the purpose of investing in the 
portfolio company described in the 
immediately preceding sentence.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(1)

1 None None ―

Toranomon Real Estate 2, GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Toranomon Real Estate 2, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The investment objective of the 
Partnership is to generate target 
return, by investing directly or 
indirectly in equities and/or debts 
relating to real estate, with long-term 
investment horizon limiting any 
investment risks. The focus regions of 
investment shall be developed markets 
in North America, Europe and Asia 
Pacific (excluding Japan and emerging 
markets). The focus sectors (property 
types) shall be office, retail, industrial 
and residential sectors.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 Yes None ―

Headlands Capital Secondary 
Management III, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Headlands Capital Offshore III, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds It is being organized to seek superior 
returns for investors principally by 
acquiring interests in private 
investment funds, including buyout, 
growth equity, venture capital, 
mezzanine debt, distressed debt and 
special situation funds through 
secondary market purchases. It is 
formed to specifically invest in 
Headlands Capital Secondary Fund III, 
LP (a Delaware, USA entity).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

MCP NFT I Management 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MCP IPX One Fund L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund shall seek to achieve 
attractive risk-adjusted returns by 
investing in unlisted companies 
established in Japan and Hong Kong.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 Yes None ―

Daiwa ACA APAC Growth 
Management II Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Daiwa ACA APAC Growth II 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Investing in privately held companies  
with strong growth and profitability 
potential in the APAC region

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Translink Management N I, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NEC and Translink 
Orchestrating Future Fund, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Primarily in US based start-ups 
expanding into Asia; focused on 
"Customer engagement ready" state 
technology startups; target in 
Information Technology sector.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3), Business 
corporations, etc. (3)

6 None None ―

ASF VIII Infrastructure EU GP 
SARL

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ASF VIII Infrastructure JPY 
Feeder S.C.Sp., SICAV-RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The purpose of the Feeder Partnership 
is to carry on the business in 
Luxembourg and elsewhere of an 
investor and, in particular but without 
limitation, to acquire or subscribe from 
time to time, interests in the Master 
Fund and to the extent relevant, any 
alternative vehicle to the Master Fund.
The purpose of the Master Fund is to 
carry on the business in Luxembourg 
and elsewhere of an investor and, in 
particular but without limitation, to 
identify, research, negotiate and make 
primary and secondary market 
acquisitions of interests in 
infrastructure investment funds as well 
as directly or indirectly secondary 
market acquisitions of portfolios of 
direct infrastructure investments 
(excluding, for the avoidance of doubt, 
acquisitions of a single asset on a 
standalone basis) held by such 
investment funds or by other investors 
or vehicles formed to hold such 
investments, monitor the progress of 
such investments and sell such 
investments or, where applicable, 
securities received therefrom.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions 
etc.(1)

1 None None ―

PAG Asia Capital GP IV 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PAG Asia IV LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Private equity fund focused on buyout 
investments in Asia

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (3)

3 None None ―
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BSC RLR GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BlackSand RLR International 
Co-Invest, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund will target opportunistic real 
estate investment in a potential co-
investment opportunity to, directly or 
indirectly, acquire a property where 
the General Partner sees favorable 
risk profiles and believes that it can 
add value through the entitlement, 
development, renovation or 
redevelopment, re-tenanting, change in 
use, repositioning, and/or improved 
operation of such investments.  The 
General Partner intends to be 
responsive to changing market 
conditions and expects to draw upon 
its experience investing across a range 
of property sectors, including, but not 
limited to, retail, office, industrial, 
multifamily, hospitality, mixed-use and 
residential assets.  In addition, the 
General Partner will seek to evaluate 
the risk and return trade-off(s) in all 
parts of the capital structure and 
intends to seek to execute 
investments in an effort to achieve a 
basis capable of providing an 
appropriate margin of safety to 
withstand shorter-term market 
volatility, as well as an appropriate mix 
of returns from cash-on-cash yields 
versus longer-term capital 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual (1) 1 Yes None ―

Toranomon 2 Special LP GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Toranomon 2 Special Limited 
Partner, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective of the fund is 
to co-invest to another fund which 
focuses in equities and/or debts 
relating to real estate, with long-term 
investment horizon limiting any 
investment risks. Investors of the fund 
are mostly affiliates or employees of 
the fund manager of such another fund.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Hayfin DLF IV GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hayfin DLF IV JPY SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Hayfin DLF IV JPY SCSp has been 
established to seek to generate 
attractive risk-adjusted returns by 
investing primarily in the most senior 
debt obligations in the capital 
structure of non-investment grade 
companies, employing a philosophy that 
is founded on fundamental value and 
capital preservation.The objective of 
the Fund is to generate risk-adjusted 
gross portfolio IRRs of 8% to 10% (net 
IRRs of 6.0% to 7.5%) with a current 
cash yield of 5.5%.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Private Opportunities Access 
Advisors, S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

1869 Private Opportunities 
Partners I Offshore, SLP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund expects to primarily pursue 
investments in other funds which 
primarily invest in (i) equity, equity 
related or similar securities or 
instruments, (ii) mezzanine debt in 
companies located primarily in North 
America, Europe and, to a lesser 
extent, Singapore, (iii) infrastructure 
and infrastructure-related assets and 
companies, (iv) secondary fund 
investments, (v) growth-stage 
companies with the potential for 
revenue growth, or that are otherwise 
characteristic of a growth equity 
opportunity (vi) high-quality real estate 
and real estate-related assets, in 
target markets throughout North 
America, Europe, and certain 
developed markets in Asia Pacific, (vii) 
businesses managing alternative 
investment vehicles (i.e. management 
companies), (viii) opportunistic real-
estate, and/or (viii) special situations.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

Pantheon L Global 
Infrastructure GP, Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pantheon L Global 
Infrastructure SMA, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To generate superior risk-adjusted 
returns by investing in a diversified 
portfolio of infrastructure assets, 
including infrastructure funds and 
infrastructure companies.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Signia Ventures GP IV,LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Signia Venture Partners IV, 
Limited Partnership

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund will seek to generate long-
term capital appreciation through 
privately negotiated venture capital 
investments in early stage companies 
and/or through investments in 
blockchain- based projects, that are 
active in consumer-facing industries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporati 
on,etc.(1)

1 Yes None ―

Vista Equity Partners Fund 
VIII GP, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vista Equity Partners Fund 
VIII, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds  a private equity fund investing in 
software, data, and technology 
companies globally that are  in the 
form of corporations or flow-through 
entities

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Vista Equity Partners Fund 
VIII GP, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vista Equity Partners Fund 
VIII-A, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds  a private equity fund investing in 
software, data, and technology 
companies globally that are  in the 
form of corporations and flow-through 
entities by using blocker corporations 
for U.S. federal income tax purposes

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (8)

8 None None ―

CD GP (Secondaries) S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Dynamics Global 
Secondaries VI (Feeder) 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund Capital Dynamics Global Secondaries 
VI (Feeder) SCSp invests into the 
master fund vehicle, Capital Dynamics 
Global Secondaries VI (Lux) SCSp. The 
Capital Dynamics Global Secondaries 
VI aims to build a diversified portfolio 
of secondary investments in private 
equity funds that are managed by 
groups that Capital Dynamics believes 
to be of high quality, as well as a 
limited number of primary and early 
stage secondary investments in private 
equity funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations 
etc. (1)

1 None None ―

PineBridge Private Credit II 
General Partner, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PineBridge Private Credit II 
Series Feeder, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund will acquire interests in 
intermediary investment vehicle which 
holds interests in another investment 
vehicle making senior secured loans to 
middle market companies primarily 
based in North America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions 
(1)

1 None None ―

Toranomon Infrastructure 2 
GP, Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Toranomon Infrastructure 2, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To seek attractive, risk-adjusted 
returns  generated over the long term 
through a diversified portfolio of high 
quality infrastructure funds and related 
assets

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

RJIF GP2 Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Russia-Japan Investment 
Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investing in Russian companies and 
projects

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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EQT Active Core 
Infrastructure (General 
Partner) S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

 EQT Active Core 
Infrastructure (No.1) SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds EQT Active Core Infrastructure (No.1) 
SCSp will seek to make primarily 
equity and equity-related investments 
in a diversified portfolio of 
infrastructure related assets where 
the Fund will either hold control or co-
control positions or otherwise be 
capable of exercising a significant 
influence. EQT Active Core 
Infrastructure (No.1) SCSp will focus 
on investments which are primarily 
connected to, or which have their 
principal assets located in, Europe, 
North America and the APAC region.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financhial instruments 
business operators, 
etc. (9)
Financial institutions, 
etc. (14)

23 None None ―

EQT Active Core 
Infrastructure (General 
Partner) S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

 EQT Active Core 
Infrastructure (No.2) SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds EQT Active Core Infrastructure (No.2) 
SCSp will seek to make primarily 
equity and equity-related investments 
in a diversified portfolio of 
infrastructure related assets where 
the Fund will either hold control or co-
control positions or otherwise be 
capable of exercising a significant 
influence. EQT Active Core 
Infrastructure (No.2) SCSp will focus 
on investments which are primarily 
connected to, or which have their 
principal assets located in, Europe, 
North America and the APAC region.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financhial instruments 
business operators, 
etc. (9)
Financial institutions, 
etc. (14)

23 None None ―

Behind Genius Fund GP, LLC. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Behind Genius Fund, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund will seek to generate long-
term capital appreciation through 
privately negotiated venture capital 
investments in early stage companies 
and/or through investments in 
blockchain- based projects, that are 
active in consumer-facing industries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporati 
on,etc.(1)

1 Yes None ―

Conscience Investment 
Partners, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Conscience Fund I, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Conscience is an early-stage fund 
investing at the intersection of 
consumer and science.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporati 
on,etc.(1)

1 Yes None ―

Stage One 4 Holdings Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

STAGE ONE VENTURE 
CAPITAL FUND IV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Stage One Venture Capital Fund IV, 
L.P. (the “Fund”) is a Cayman Islands 
Exempted Limited Partnership.

The investment objectives of the Fund 
are to generate returns primarily from 
investments in seed and early-stage 
Israeli and Israel-related technology 
companies in the IT infrastructure and 
B2B software sectors including, but 
not limited to, Cloud Computing & 
Software infrastructure, DevOps, 
Machine Learning & Artificial 
Intelligence, Cyber Security and 
Connected Everything. Stage One 
Capital (G.P.) IV, L.P. (the “GP”) is a 
general partner of the Fund. Stage One 
4 Holdings Ltd. is a general partner of 
the GP.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment
Limited
Partnership

1 Yes None ―

NB Private Package GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB Private Package LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of Funds The purposes of the Fund are (a) to 
acquire, hold, sell and exchange, either 
directly or indirectly, interests in 
limited partnerships or other pooled 
investment vehicles (each, an 
“Investment Fund”) that are organized 
to make investments in privately held 
entities, small-cap, middle-market, 
large-cap and value buyout 
investments, growth equity and 
venture capital investments, and 
private equity investments that fall 
outside the typical parameters of 
venture capital and growth equity and 
leveraged buyout investments, 
including Investment Funds focused on 
mezzanine, turn -around, or 
distressed-debt investments, 
infrastructure and real estate that may 
be open-ended; (b) to acquire, hold, 
sell, exchange and otherwise invest in 
Securities, including currency, Co 
investments, and interests in 
Investment Funds

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

 Pretium Structured Credit 
Opportunities Fund II GP, LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pretium Structured Credit 
Opportunities Fund II 
(Offshore), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund is organized as a feeder fund 
for the purpose of investing in a 
master fund which invests in debt and 
equity of certain collateralized loan 
obligation tranches, primarily in 
unsecured subordinated notes and 
preference shares , originated, 
managed or sponsored by the general 
partner, the investment manager, etc. 
of the Fund and by third party issuers, 
with the flexibility to invest in 
mezzanine notes originated, managed 
or sponsored by the general partner, 
the investment manager, etc. of the 
Fund or by third party issuers, as well 
as in senior, secured notes originated, 
managed or sponsored by General 
Partner, Investment Manager, etc. of 
the Fund or by third party issuers.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Veritas Capital Partners VIII, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

The Veritas Capital Fund VIII, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a buyout fund investing in companies 
that provide critical products, software 
and services, primarily technology or 
technology-enabled solutions, to 
governments and commercial 
customers worldwide in industries and 
sectors supported by a government-
related customer base or impacted by 
government regulation or policy.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2), Investment 
Limited Partnership (1)

3 None None ―

InfraRed Infrastructure VI 
General Partner LLP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

InfraRed Infrastructure VI (1) 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund's investment objective is to 
create assets with stable and resilient 
cash flows by investing in 
infrastructure. In principle, no 
investment shall be made which would 
cause exposure to Assets outside of 
Developed Markets to exceed 25% of 
Benchmark Commitments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Pegasus Tech Ventures 
Management IX, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Ventures 
Company IX, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage technology 
companies in the areas of artificial 
intelligence, big data,
IoT,  financial technology, blockchain, 
IT, health IT, software development, 
and other emerging technologies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)

1 Yes None ―
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管轄
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適格機関投
資家の数

適格機関投
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（Jurisdiction of 
the Financial 
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Pegasus Tech Ventures 
Management X, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Ventures 
Company X, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage technology 
companies in the areas of artificial 
intelligence, big data,
IoT,  financial technology, blockchain, 
IT, health IT, software development, 
and other emerging technologies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Symphony GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nuveen CLO Issuance Fund 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Seeking investment opportunities 
primarily in the economic equity 
interests of multiple collateralized loan 
obligation transactions to be managed 
by personnel affiliated with Nuveen 
Asset Management, LLC.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63

Financial institutions, 
etc. (2)
Investment Limited 
Partnership (1)

3

Yes None ―

Symphony GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nuveen CLO Issuance Fund II, 
 LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Seeking investment opportunities 
primarily in majority residual interests 
in certain CLO transactions and 
related warehouse facilities to be 
managed by personnel affiliated with 
Nuveen Asset Management, LLC.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)
Financial Institutions, 
etc. (6)
Business corporations, 
etc. (2)
Investment Limited 
Partnership (1)

10

None None ―

ACA Vietnam Real Estate 
Management III Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ACA Vietnam Real Estate III 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Private equity investment in 
Vietnamise real estate developer.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals (2) and 
Business corporations, 
etc. (2)

4 Yes None ―

HSRE Infrastructure Fund GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Harrison Street Infrastructure 
Fund A, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment 
fund

The investment objective of the Fund 
is to generate stable, attractive, long-
term, risk-adjusted returns by 
investing in a portfolio of 
infrastructure and infrastructure-
related assets. The Fund invests 
primarily in Social infrastructure, 
focusing on Education, Healthcare, 
Government facing assets, as well as 
Utility and Transportation 
infrastructure and real asset 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2),
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)

3 None None ―

PJC Investment GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CF PJC Investment Holdings 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds This fund will primarily acquire 
interests in certain partnerships which 
will seek to acquire shares in one or 
more unlisted Japanese corporations 
such as consulting firm.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

PJC Investment GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PJC Investment Holdings L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds This fund will primarily acquire equity 
interests in one or more unlisted 
Japanese corporations such as 
consulting firm.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Greystar Multifamily GP XI, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Greystar Equity Partners XI, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Invest primarily in debt and equity 
interests relating to real estate and 
real estate-related assets and 
portfolios in the  rental residential 
sectors located in the United States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (6)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (2)

8 Yes None ―

GFR Fund Ⅲ GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GFR Fund SPV III, LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

The Fund will seek to generate long-
term capital appreciation through 
privately negotiated venture capital 
investments in early stage companies 
and /or through investments in 
blockchain-based projects ("Portfolio 
Companies"), that are active in 
consumer-facing industries, especially 
digital media and entertainments, with 
a primary focus on investments in 
North America.

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

GFR Fund Ⅲ GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GFR Fund III, LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

The Fund will seek to generate long-
term capital appreciation through 
privately negotiated venture capital 
investments in early stage companies 
and /or through investments in 
blockchain-based projects ("Portfolio 
Companies"), that are active in 
consumer-facing industries, especially 
digital media and entertainments, with 
a primary focus on investments in 
North America.

私募・運用 63条 事業法人等（2）、個人
(2)

4 有 無 ―

GFR Fund Ⅲ GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GFR Fund III US Feeder, LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

The Fund will seek to generate long-
term capital appreciation through 
privately negotiated venture capital 
investments in early stage companies 
and/or through 
investments in blockchain-based 
projects
("Portfolio Companies"),that are active 
in consumer-facing industries,
especially digital media and 
entertainments,
with a primary focus on investments in 
North America.

私募・運用 63条 事業法人等（3） 3 有 無 ―

Pegasus Tech Ventures 
Management XI, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Ventures 
Company XI, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage technology 
companies in the areas of artificial 
intelligence, big data,
IoT,  financial technology, blockchain, 
IT, health IT, software development, 
and other emerging technologies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)

1 Yes None ―

WiL SP II GP-GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

WiL Strategic Partners II, L.P Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds US fund investing in funds that invest 
in growth capital, pre-IPO and venture 
capital companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(5), Business 
corporation, etc.(3)

8 Yes None ―
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Genesis Partners GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Genesis M Co-Lending 
Vehicle L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Co-Lending Venture Debt Fund
The Fund’s key strategy is to source 
and invest in a diversified portfolio of 
secured, high yielding bonds in the 
form of non-convertible debentures 
(“NCDs”), most of which will be 
accompanied by warrants. The NCDs 
and warrants would be issued by 
selected high-growth companies in the 
enterprise business-to-business 
(“B2B”), and sometimes in the 
consumer technology, verticals. Such 
companies would be based in 
Singapore and other parts of 
Southeast Asia (generally Malaysia, 
Indonesia, Thailand, Vietnam and the 
Philippines). Such companies would 
generally have already received equity 
financing from well-known venture 
capital sources or growth equity 
investors with extensive track records 
in venture investing. 
Venture debt investments are an 
attractive asset class for a number of 
reasons. Firstly, venture debt 
investments are typically structured as 
NCDs with stapled equity warrants – 
for an investor in the Fund, capital 
returns will come from repayment of 
the NCDs and are not dependent on 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

TA Realty Value-Add Fund 
XIII GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TA Realty Value-Add Fund 
XIII, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

A private investment that will, 
indirectly, invest primarily in office, 
industrial, retail and multifamily real 
estate properties located in the United 
States.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(2)
Financial institutions, 
etc.(5)

7

None None ―

Exacta Capital Partners III 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Exacta Asia Investment III LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a fund to achieve consistent and 
superior returns through a combination 
of capital appreciation and current 
income by making equity and equity-
related investments in companies 
operating in Southeast Asia

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1),　Financial 
institutions, etc. (7), 
Business Corporations, 
etc. (2),
Investment Limited 
Partnership (1)

11 None None ―

BEE ACCELERATE FUND2 
GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BEE ACCELERATE FUND2 LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

テクノロジー産業界のアーリーステージ
にある未上場ベンチャー企業の株式及
び株式関連有価証券等への投資を行
い、主にIPOやM&A時の株式売却によ
り利益の獲得を狙い、選ばれた少数の
投資家に対し、長期的な価値上昇実現
の機会を提供する。

私募・運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)
事業法人等(1)
金融機関等（1)

3 有 無 ―

Cibus Investments II Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cibus Fund II L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Cibus II strategy focuses on 
sustainable investment opportunities 
within and around the human and 
animal food value chain.  Cibus Fund II 
will invest in control equity positions in 
mid-sized food production and 
processing companies with a 10% 
exposure to Cibus Enterprise Fund II, 
which in turn will invest in a more 
diverse cross sector of disruptive, 
late-stage agricultural technology 
companies.  Within the 90% mid-market 
allocation, we will seek geographical 
diversity, targeting investments in 
OECD member countries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc (1)

1 None None ―

PAGAC IV GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PAGAC IV LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a fund to purchase and hold interests 
in PAG Asia IV LP

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign
corporations
or foreigners,
etc. (1)

1 Yes None ―

Oaktree Direct Lending Fund 
GP, S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Direct Lending Fund, 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund’s investment objective is to 
generate stable quarterly cash income 
and long-term capital appreciation. The 
fund intends to primarily focus on 
private lending opportunities to 
medium-sized companies, including 
bespoke, highly negotiated loans and 
private equity-related financing such 
as those backing leveraged 
buyouts(“LBOs”).  These areas of the 
market tend to offer yields that exceed 
those available in more liquid credit 
investments. The fund will seek to 
build a diverse portfolio across 
industries and expects most of its 
investments to be in the debt of 
eligible portfolio companies. The fund 
is a parallel fund of Oaktree Direct 
Lending Fund, L.P.  There can be no 
assurance that the fund's investment 
objective will be achieved.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Oaktree Direct Lending Fund 
GP, S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Direct Lending Fund 
Feeder (JPYH), SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund’s investment objective is to 
generate stable quarterly cash income 
and long-term capital appreciation. The 
fund intends to primarily focus on 
private lending opportunities to 
medium-sized companies, including 
bespoke, highly negotiated loans and 
private equity-related financing such 
as those backing leveraged 
buyouts(“LBOs”).  These areas of the 
market tend to offer yields that exceed 
those available in more liquid credit 
investments. The fund will seek to 
build a diverse portfolio across 
industries and expects most of its 
investments to be in the debt of 
eligible portfolio companies. The fund 
is a feeder fund of Oaktree Direct 
Lending Fund, SCSp.  There can be no 
assurance that the fund's investment 
objective will be achieved.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―
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（Existence）
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（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

APC Management, L.P. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Pathfinder Core Fund 
(Offshore), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund’s strategy is primarily 
focused on generating current income 
and attractive risk-adjusted returns. 
The Fund will pursue a combination of 
illiquid, directly-originated 
opportunities and liquid securities 
based on the Team’s assessments of 
risk, relative value and opportunity in 
the Alternative Credit market. In 
addition to current income, the Fund’s 
strategy emphasizes downside 
protection and capital preservation 
through a focus on investments that 
tend to share the following key 
attributes: asset security, covenants, 
structural protections and 
seniority/priority over cash flows. The 
Fund will diversify its deployment of 
capital across various types of loans, 
leases and other receivables. Once 
constructed, the portfolio is expected 
to be comprised of thousands of 
underlying loans, leases and other 
receivables on a look-through basis.

Private 
placement

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc.(6)
Financial institutions, 
etc.(3)

9 None None ―

CAP VI, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Asia 
Partners VI, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a fund to generate superior long-term 
capital appreciation, typically through 
privately negotiated equity and equity-
related investments in companies that 
are primarily based in, or that have, or 
are pursuing, significant operations in 
China, Taiwan, South Korea, India, 
Australia, New Zealand, Singapore, 
Malaysia, Thailand, Philippines, 
Indonesia, and Vietnam

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

EQT X (General Partner) S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT X (No.1) USD SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds EQT X (No.1) USD SCSp will seek to 
make primarily controlling and co-
controlling equity and equity-related 
investments, primarily in connection 
with buy-outs, buy-ins, corporate joint 
ventures or similar investment 
opportunities. Investments will be 
primarily connected to or have their 
principal business located in the Core 
Countries (as defined in the fund 
documentation), provided that no more 
than 10% of Commitments made to 
EQT X (No.1) USD SCSp may be 
invested by EQT X (No.1) USD SCSp 
in entities connected to, or which have 
their principal businesses located in, 
the United States as part of the Core 
Countries and which operate other 
than primarily in the healthcare, 
technology or business services 
sectors. No more than 20% of 
Commitments made to EQT X (No.1) 
USD SCSp may be invested by EQT X 
(No.1) USD SCSp in entities not 
connected to, or the principal 
businesses of which are located 
outside the Core Countries (excluding 
Commitments made in any entity which 
operates primarily in the healthcare, 
technology or business services sector 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc.(9)
Financial institutions, 
etc. (16)

25 None None ―

EQT X (General Partner) S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT X (No.2) USD SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds EQT X (No.2) USD SCSp will seek to 
make primarily controlling and co-
controlling equity and equity-related 
investments, primarily in connection 
with buy-outs, buy-ins, corporate joint 
ventures or similar investment 
opportunities. Investments will be 
primarily connected to or have their 
principal business located in the Core 
Countries (as defined in the fund 
documentation), provided that no more 
than 10% of Commitments made to 
EQT X (No.2) USD SCSp may be 
invested by EQT X (No.2) USD SCSp 
in entities connected to, or which have 
their principal businesses located in, 
the United States as part of the Core 
Countries and which operate other 
than primarily in the healthcare, 
technology or business services 
sectors. No more than 20% of 
Commitments made to EQT X (No.2) 
USD SCSp may be invested by EQT X 
(No.2) USD SCSp in entities not 
connected to, or the principal 
businesses of which are located 
outside the Core Countries (excluding 
Commitments made in any entity which 
operates primarily in the healthcare, 
technology or business services sector 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc.(9)
Financial institutions, 
etc. (16)

25 None None ―

EQT X (General Partner) S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT X (No.1) EUR SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds EQT X (No.1) EUR SCSp will seek to 
make primarily controlling and co-
controlling equity and equity-related 
investments, primarily in connection 
with buy-outs, buy-ins, corporate joint 
ventures or similar investment 
opportunities. Investments will be 
primarily connected to or have their 
principal business located in the Core 
Countries (as defined in the fund 
documentation), provided that no more 
than 10% of Commitments made to 
EQT X (No.1) EUR SCSp may be 
invested by EQT X (No.1) EUR SCSp in 
entities connected to, or which have 
their principal businesses located in, 
the United States as part of the Core 
Countries and which operate other 
than primarily in the healthcare, 
technology or business services 
sectors. No more than 20% of 
Commitments made to EQT X (No.1) 
EUR SCSp may be invested by EQT X 
(No.1) EUR SCSp in entities not 
connected to, or the principal 
businesses of which are located 
outside the Core Countries (excluding 
Commitments made in any entity which 
operates primarily in the healthcare, 
technology or business services sector 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc.(9)
Financial institutions, 
etc. (22)

31 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

EQT X (General Partner) S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT X (No.2) EUR SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds EQT X (No.2) EUR SCSp will seek to 
make primarily controlling and co-
controlling equity and equity-related 
investments, primarily in connection 
with buy-outs, buy-ins, corporate joint 
ventures or similar investment 
opportunities. Investments will be 
primarily connected to or have their 
principal business located in the Core 
Countries (as defined in the fund 
documentation), provided that no more 
than 10% of Commitments made to 
EQT X (No.2) EUR SCSp may be 
invested by EQT X (No.2) EUR SCSp in 
entities connected to, or which have 
their principal businesses located in, 
the United States as part of the Core 
Countries and which operate other 
than primarily in the healthcare, 
technology or business services 
sectors. No more than 20% of 
Commitments made to EQT X (No.2) 
EUR SCSp may be invested by EQT X 
(No.2) EUR SCSp in entities not 
connected to, or the principal 
businesses of which are located 
outside the Core Countries (excluding 
Commitments made in any entity which 
operates primarily in the healthcare, 
technology or business services sector 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc.(9)
Financial institutions, 
etc. (16)

25 None None -

CRSEF II GP, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Renewable and 
Sustainable Energy Fund II, 
S.C.Sp.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

a fund which invests in renewable and 
sustainable energy opportunities

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

DNX JAPAN IV, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DNX Venture Partners Japan 
IV, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Sector:
Internet related technology, Industrials

Stage:
Seed~Expansion

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

DNX JAPAN IV, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DNX Partners Japan IV, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Sector:
Internet related technology, Industrials

Stage:
Seed~Expansion

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(9)
Business corporations, 
etc. (3)
Investment
limited
partnership(1)
Financial
instruments
business
operators,
etc. (1)

14 Yes None ―

Undeterred Capital GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Undeterred Capital LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund We invest early in deep tech and 
bioscience companies.
Our focus is investing at the pre-seed 
and seed stages, but we have also 
invested at the founding stage for 
certain teams.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporati 
on,etc.(1)

1 Yes None ―

MGIF Luxembourg GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Macquarie Global 
Infrastructure Fund Co-Invest 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

Investment in equity and equity-like 
instruments which have portofolio of 
assets with infrastructure regarding 
essential services and/or public sector

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

MGIF Luxembourg GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Macquarie Global 
Infrastructure Fund SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

Investment in equity and equity-like 
instruments which have portofolio of 
assets with infrastructure regarding 
essential services and/or public sector

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

MGIF Luxembourg GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Macquarie Global 
Infrastructure Fund (JPY 
Feeder) SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

Investment in equity and equity-like 
instruments which have portofolio of 
assets with infrastructure regarding 
essential services and/or public sector

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None -

DNX ANNEX JAPAN III, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DNX Partners Annex Japan III, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Sector:
Internet related technology, Industrials

Stage:
Seed~Expansion

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(5)
Business corporations, 
etc. (2)
Financial instruments 
business
operators, etc. (1)

8 Yes None ―

DNX ANNEX JAPAN III, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DNX Venture Partners Annex 
Japan III, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Sector:
Internet related technology, Industrials

Stage:
Seed~Expansion

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Clean H2 Infra GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Clean H2 Infra Fund Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund's main objective is to 
support the hydrogen market by 
investing globally, directly or indirectly, 
in infrastructure projects or companies 
active in the hydrogen sector.  The 
Fund will mainly invest in OECD 
countries but may invest globally.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (4)

4 Yes None ―

Claret European Growth 
Capital Fund III GP, S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Claret European Growth 
Capital Fund III SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund To invest in a lending vehicle which 
provides a debt finance primarily to 
micro, small or medium sized European 
companies in technology, internet and 
life sciences sectors

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institution(1) 1 None None ―

Pretium Single-Family Rental 
Fund VI GP, LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pretium Single-Family Rental 
Fund VI, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund seeks to maximize returns to 
investors by selectively purchasing, 
leasing, and managing a diversified 
portfolio of what the Manager believes 
to be high-quality single-family rental 
properties in certain high-growth 
markets across the U.S.

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

ICG Senior Debt Partners GP 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ICG Senior Debt Partners 
Fund 5-A (EUR) SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To invest in a portfolio of 
predominantly senior secured loans or 
other securities which satisfy the 
Eligibility Criteria, the majority of which 
will be senior secured obligations 
issued by European borrowers that 
have an enterprise value of between 
EUR 200 million and EUR 2 billion.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(3)

3 None None ―

Vintage Fund 15 Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vintage FOF VII (Access), 
Feeder, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The main objective of the fund is to 
generate superior returns for its 
partners, principally through long-term 
capital appreciation, from primary 
investment opportunities in (i) limited 
partner interests in U.S. venture 
capital portfolio funds; (ii) limited 
partner interests in European venture 
capital portfolio funds; (iii) limited 
partner interests in non-domestic 
Israeli venture capital portfolio funds; 
and (iv) limited partner interests in 
other venture capital portfolio funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 Yes None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の
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適格機関投
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（Contents）
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（Type of the QII）
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e
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other than

（Existence of persons specified under the 
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（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Vintage Fund 15 Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vintage FOF VII (Breakout) 
Feeder, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The main objective of the fund is to 
generate superior returns for its 
partners, principally through long-term 
capital appreciation, from primary 
investment opportunities in (i) limited 
partner interests in U.S. venture 
capital portfolio funds; (ii) limited 
partner interests in European venture 
capital portfolio funds; (iii) limited 
partner interests in non-domestic 
Israeli venture capital portfolio funds; 
and (iv) limited partner interests in 
other venture capital portfolio funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

Costella Kirsch VII, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Costella Kirsch VII-B, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The primary purpose of the 
Partnership is to invest in debt and 
equity securities of private and public 
companies and other property and 
engage in all activities and 
transactions that the general partner 
may deem necessary or advisable in 
connection therewith. The general 
purposes of the Partnership are to 
buy, sell, hold, and otherwise invest in 
securities of every kind and nature and 
rights and options with respect 
thereto, including, without limitation, 
stock, notes, bonds, debentures and 
evidence of indebtedness, etc.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

L Catterton Managing Partner 
X, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

L Catterton X Offshore, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a Cayman Islands buyout fund formed 
for the purpose of making private 
equity investments globally

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1), Business 
corporations, etc. (1)

2 None None ―

L Catterton Managing Partner 
X, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

L Catterton X, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a Delaware buyout fund formed for the 
purpose of making private equity 
investments globally

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1), Business 
corporations, etc. (1)

2 None None ―

The Rise Fund GenPar III 
Advisors, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

The Rise Fund III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The fund will seek to make 
investments primarily in businesses 
that have positive societal (i.e., social 
and/or environmental) impact. In light 
of the nature of such investments, it 
expects that such investments will 
consist primarily of small buyout, 
venture capital and growth 
investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
institutions,
etc. (7)

7 None None ―

Apax XI EUR GP L.P. Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

A11 EUR (Feeder) L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout Funds The investment strategy and objective 
of the Feeder Funds is to participate 
in investments made by the Master 
Partnerships. as a limited partner, with 
the principal objective of achieving 
long-term capital growth.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Apax XI EUR GP L.P. Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Apax XI EUR L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout Funds The primary investment objective of 
the Master Partnerships is to achieve 
long-term capital growth by investing 
principally in unquoted companies in 
the technology, services, healthcare 
and internet/consumer sectors.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Apax XI USD GP L.P. Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

A11 USD (Feeder) L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout Funds The investment strategy and objective 
of the Feeder Funds is to participate 
in investments made by the Master 
Partnerships. as a limited partner, with 
the principal objective of achieving 
long-term capital growth.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Apax XI USD GP L.P. Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Apax XI USD L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout Funds The primary investment objective of 
the Master Partnerships is to achieve 
long-term capital growth by investing 
principally in unquoted companies in 
the technology, services, healthcare 
and internet/consumer sectors.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

GLP JDP4 FEEDER GP PTE. 
LTD.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TK Investor Singapore LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds In accordance with the strategy to 
invest in a diversified portfolio of 
institutional quality logistics facilities 
in Japan, TK Investor Singapore LP will 
indirectly invest in real estate, etc. 
through Tokumei Kumiai investment in 
Tokumei Kumiai Operator.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (2)

2 None None ―

Chelsea GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Chelsea GP LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds hands-on investment into mid-cap 
Japanese companies in various sectors

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual (1) 1 Yes None ―

TPG Asia GenPar VIII 
Advisors, Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TPG Asia VIII (B), L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will primarily make 
investments in entities doing business 
in the Asia-Pacific region. Investment 
may be in the form of public or private 
securities, including debt.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Summit Partners SD VI, L.P. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Summit Partners 
Subordinated Debt Fund VI-B, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a fund to achieve current income and 
long-term capital appreciation, 
primarily by acquiring subordinated 
debt, preferred stock, or other 
interests senior to common equity, 
together with equity securities (or 
rights to acquire equity securities), in 
management buyouts, recapitalizations, 
and other growth-oriented 
opportunities developed by Summit 
Partners, L.P. and its affiliates. U.S. 
tax-exempt investors who want to 
minimize the incurrence of “unrelated 
business taxable income” and non-U.S. 
investors who want to minimize the 
incurrence of “effectively connected 
income” are encouraged to invest in 
the Partnership.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)

1 None None ―

AG Direct Lending Fund IV 
Annex GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AG DLI IV Annex (Unlevered), 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds making a capital commitment to and 
investing in AG DLI Investments IV 
Annex (Unlevered), L.P., a Delaware 
limited partnership, which invests in 
middle market direct lending and will 
principally invest in privately 
negotiated, secured loans to North 
American middle market companies 
and such investment activities will 
mainly involve borrowers or issuers 
that are domiciled or formed in or have 
material activities in North America, as 
determined by the General Partner at 
the time of acquisition

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―
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J-STAR No.5-Commitment 
GP, Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

J-STAR No.5-Commitment,LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Small and medium size enterprises in 
Japan excluding financial institutions 
or real estate companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual(1) 1 Yes None ―

CIM URBAN INCOME 
INVESTMENTS GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CIM Urban Income 
Investments Parallel - 2, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The purpose of CIM Urban Income 
Investments Parallel - 2, L.P. is to 
seek out investments in substantially 
stabilized real estate and real estate-
related assets within densely 
populated communities mainly 
throughout North America.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Platinum Equity Partners VI, 
LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Platinum Equity Capital 
Partners VI, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds buyout funds making private 
investments principally in equity, 
equity-oriented or debt securities or 
other instruments which offer equity-
like
returns (including preferred equity, 
bank loans and participations) in
undervalued, undermanaged and/or 
underperforming businesses

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
institutions,
etc.(10)

10 None None ―

Canyon Capital Solutions 
General Partner Company, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Canyon Capital Solutions 
Offshore Feeder Fund, L.P. 
(DE)

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The fund invests into the master fund 
which ultimately invests into exchange 
traded equity, options and futures, 
convertibles and high yield bonds, 
emerging market bonds, bank loans, 
CDS or other derivatives, CLO debt 
and equity (among other things).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions 
(2)

2 None None ―

CRED III GP Co.  LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Canyon US Real Estate Debt 
Fund III (B) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The fund invests into the master fund 
which ultimately invests into loan 
receivables, notes/bonds and 
preferred shares in SPVs which are 
backed by real estate.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions 
(2)

2 None None ―

Antin Infrastructure Partners 
V Luxembourg GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Antin Infrastructure Partners 
V-B SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

a fund that is marketed to certain 
investors including non-US investors 
who qualify for the benefits of Section 
892 of the US tax code and that is 
investing in a broad range of 
infrastructure assets, with a particular 
focus on (but not limited to) the 
transportation, energy and the 
environment, telecommunications and 
social sector

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Antin Infrastructure Partners 
V Luxembourg GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Antin Infrastructure Partners 
V-C SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

a fund that is marketed to certain 
investors including non-US investors 
who do not qualify for the benefits of 
Section 892 of the US tax code and 
that is investing in a broad range of 
infrastructure assets, with a particular 
focus on (but not limited to) the 
transportation, energy and the 
environment, telecommunications and 
social sector

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

DCM International X, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DCM X, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest primarily in early stage private 
equity securities in the technology, 
media and telecommunications 
industries

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institution, 
etc. (1)

1 None None ―

DCM Opportunity Fund 
International IV, Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DCM Opportunity Fund IV, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest primarily in early stage private 
equity securities in the technology, 
media and telecommunications 
industries

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institution, 
etc. (1)

1 None None ―

LCA 3 GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

L Catterton Asia Investment 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds A buyout fund formed for the purpose 
of making private equity investments 
globally

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (2)

2 None None ―

Direct Lending Fund IV 
General Partner S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Direct Lending Fund IV (JPY) 
SLP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Direct Lending Fund IV (JPY) SLP (the 
”Fund”) is the feeder fund and intends 
to invest substantially all of its assets 
into the master fund which aims to 
provide lending solutions to European 
mid to upper-mid sized companies, 
taking advantage of the financing gap 
created by the withdrawal of traditional 
lenders from the financing market and 
the lack of available alternative 
sources of finance.
The master fund’s strategy is to 
originate and underwrite a diversified, 
defensive portfolio of senior secured 
and subordinated loans, including 
equity components associated with 
such loans, to European medium-sized 
businesses. The master fund will 
provide bespoke, tailored financing 
solutions for LBOs, M&A, corporate 
financing, growth financing, 
refinancings and liquidity financing.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

TA Realty Value-Add Fund 
XIII Feeder GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TA Realty Value-Add Fund 
XIII Feeder, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

A private investment that will, 
indirectly, invest primarily in office, 
industrial, retail and multifamily real 
estate properties located in the United 
States.

Ｉ
nvestment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(3)

3 Yes None ―

VF IX ESC Advisors LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vintage IX Employee LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund The purpose of the Partnership is to 
engage in any lawful act or activity for 
which limited partnerships may be 
organized under the Delaware Act.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

VF IX ESC Advisors LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vintage IX Employee Offshore 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund The purpose of the Partnership is to 
engage in any lawful act or activity for 
which exempted limited partnerships 
may be organized under the ELP Act.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

PECP III ESC Advisors LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Private Equity Co-Investment 
Partners III Employee LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The purpose of the Partnership is to 
engage in any lawful act or activity for 
which limited partnerships may be 
organized under the Delaware Act.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―

PECP III ESC Advisors LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Private Equity Co-Investment 
Partners III Employee 
Offshore LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The purpose of the Partnership is to 
engage in any lawful act or activity for 
which exempted limited partnerships 
may be organized under the ELP Act.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None ―
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gmjp GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

gmjp LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund primarily invests in equity of 
web3  companies and  .companies 
building adjacent technologies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(1)

1 Yes None ―

AlpInvest Strategic Portfolio 
Finance II GP, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AlpInvest Strategic  Portfolio 
Finance Fund (Offshore 
Feeder) II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a fund that participates in portfolio 
financing and credit secondaries

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

PAAF VII GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Portfolio Advisors Asia 
Secondary Fund VII, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund The Fund seeks to purchase and 
construct over time a mature, well-
diversified private equity portfolio that 
is expected to produce attractive risk 
adjusted returns by investing in 
existing limited partnership interests in 
private equity funds and related assets 
purchased in the secondary market, 
mainly focused in the Asia Pacific 
region.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Ria GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ria Co-Investment L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout Funds The purpose of the partnership is to 
facilitate the investment of certain co-
investors in a CVC Asia V portfolio 
company.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

LCP4 Commitment GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LCP4 GP Commitment, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Focused on strategically driven control 
and significant influence buyout in 
Japan and North Asia. Sectors include 
(but no limited to) mature industrial 
and technology, consumer related, 
financial or business services.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business
corporations,
etc.(2)

2 Yes None ―

LCP4 Commitment GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LCP4 GP JPY, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Focused on strategically driven control 
and significant influence buyout in 
Japan and North Asia. Sectors include 
(but no limited to) mature industrial 
and technology, consumer related, 
financial or business services.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(1)

1 Yes None ―

Longreach Management 
Corporation Cayman 4 - JPY

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Longreach Capital Partners 4 
- JPY, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Focused on strategically driven control 
and significant influence buyout in 
Japan and North Asia. Sectors include 
(but no limited to) mature industrial 
and technology, consumer related, 
financial or business services.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (11)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)
Investment Limited 
Partnership (2)

14 Yes None ―

Equitix MA GP 4 Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Equitix MA 4 Japan LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The fund conducts investment in a rail 
infrastructure project in UK.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business cooperation, 
etc. (1)

1 None None ―

Churchill (JPY) Series 2022 
GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Churchill Middle Market 
Senior Loan Fund (JPY) 
Series 2022, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Primary investment objective is 
investing in first lien senior secured 
loans and unitranche loans to middle 
market companies that require capital 
for growth, acquisitions, 
recapitalizations, refinancings and 
leveraged buyouts.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63  Financial Institutions, 
etc. (9)

9 None None ―

CDL Offshore GP, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CDL Offshore Fund (Levered), 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a fund predominantly to invest in first 
lien senior secured debt investments

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Technology Crossover 
Management XII, Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TCV XII (A), L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a close-ended fund to pursue primarily 
investments in securities of privately 
and publicly held technology 
companies, which is more beneficial to 
investors that are sensitive to 
“unrelated business taxable income” 
or “effectively connected income” 
within the meaning of the U.S. Internal 
Revenue Code.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Technology Crossover 
Management XII, Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TCV XII, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a close-ended fund to pursue primarily 
investments in securities of privately 
and publicly held technology 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

CDL Treaty General Partner, 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CDL Treaty Fund , S.C.Sp. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a fund predominantly to invest in first 
lien senior secured debt investments, 
while a minority of the portfolio may 
also include, but will not be limited to, 
assets such as second lien loans, 
unsecured debt, mezzanine debt, and 
select investments in preferred and 
common equities.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

TRTL GP PTE. LTD. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TRTL LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

将来グローバル規模に成長するデータ
ドリブンのテックスタートアップに投資。
投資テーマとして、１）インドをイニシャ
ル市場と捉え後にグローバルに成長を
遂げる事業展望、２）優秀なインド人
ファウンダー、３）AI,IoT、Web3等のテク
ノロジーをベースにしたプロダクトの開
発力、の3点を掲げる。投資規模及びス
テージは、シードからシリーズBへ平均
25万ドルの投資を行う予定。

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

PGIM Real Estate U.S. Debt 
Fund GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PGIM Real Estate U.S. Debt 
Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

PGIM Real Estate U.S. Debt Fund, L.P. 
invests primarily in senior and 
subordinate real estate debt 
investments located primarily in major 
markets in the United States. The fund 
seeks to provide secure income 
returns from investing in a low risk, low 
volatility portfolio of real estate debt, 
with a focus on capital preservation 
and stability of income.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

Stonepeak Core Fund 
Associates LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Stonepeak Core Fund (B) LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout Funds The Stonepeak Core Fund (B) LP 
("Fund"), will primarily target 
infrastructure investments within key 
focus sectors, including 
communications, energy transition, 
transportation and logistics, and power 
and utilities. 

Within this target opportunity set, the 
Fund will seek to deliver what it 
believes to be a highly attractive risk-
adjusted return and a paramount focus 
on preservation of invested capital 
(and generation of at least a low to 
mid-single digits return) in a severe 
downside case, with a meaningful 
component of returns expected to be 
derived from cash yield. The Fund will 
seek to invest in traditional 
infrastructure assets primarily across 
OECD markets globally.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (12)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (2)

14 None None ―
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Stonepeak Core Fund 
Associates LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Stonepeak Core Fund (C) LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout Funds The Stonepeak Core Fund (C) LP 
("Fund"), will primarily target 
infrastructure investments within key 
focus sectors, including 
communications, energy transition, 
transportation and logistics, and power 
and utilities. 

Within this target opportunity set, the 
Fund will seek to deliver what it 
believes to be a highly attractive risk-
adjusted return and a paramount focus 
on preservation of invested capital 
(and generation of at least a low to 
mid-single digits return) in a severe 
downside case, with a meaningful 
component of returns expected to be 
derived from cash yield. The Fund will 
seek to invest in traditional 
infrastructure assets primarily across 
OECD markets globally.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (12)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (2)

14 None None ―

CrossHarbor Institutional 
Partners 2021 GP, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CIP 2021 International Feeder 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Others The Fund will invest in real estate-
related assets, portfolios of real estate 
related assets and real estate related 
companies principally in the United 
States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments  
Business Operator,etc. 
(1) 

Financial institutions, 
etc.  (5)

6 None None ―

PAL V GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PAL V LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The purpose of PAL V LP is to 
purchase and hold the participating 
shares in PAG Loan GP V Limited, a 
Cayman Islands exempted company, 
which will in turn purchase and hold 
interests in PAG Loan Fund V L.P., a 
Cayman Islands exempted limited 
partnership (the "Master Fund").  The 
Master Fund’s principal investment 
objective is to provide investors with 
superior risk adjusted returns by 
originating primary loans (particularly 
bridge financing or high yield debt 
investment opportunities) in Greater 
China (including Hong Kong), Australia, 
New Zealand, South Korea, Japan and 
other countries in Asia.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Incubate Fund US GP Ⅱ, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Incubate Fund US II, LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

B2Bのソフトウェア領域において事業を
展開する企業を主な投資対象とし、典
型的には、それらの企業のシードス
テージにおける株式その他の有価証券
を取得する方針である。
その上で、投資対象となる企業のサ
ポート等を通じて企業価値を高め、最
終的には株式上場やM&A等に伴って
Exitすることにより、利益の獲得を目指
す。

私募・運用 63条 事業法人等(2)
投資事業有限責任組
合(2)
個人（1）

5 有 無 ―

Fujiyama Bridge Lab GP-GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fujiyama Bridge Lab Fund, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds US fund investing in funds that invest 
in growth capital, pre-IPO and venture 
capital companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc.(1)

1 None None ―

ICG Real Estate Debt VI GP 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ICG Real Estate Debt VI 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund will invest in self originated, 
predominantly (at least 70%) first 
mortgage Whole Loan investments with 
a secondary focus on subordinated 
capital investments (Mezzanine Loans 
and Preferred Equity). 
Each Investment will be secured 
against UK, Northern European and 
Western European commercial 
property, offering Investors attractive 
risk adjusted returns through quarterly 
income distributions, enhanced by back 
end fees or profit shares.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None -

ICG Real Estate Debt VI GP 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ICG Real Estate Debt VI 
Feeder SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund will invest in self originated, 
predominantly (at least 70%) first 
mortgage Whole Loan investments with 
a secondary focus on subordinated 
capital investments (Mezzanine Loans 
and Preferred Equity). 
Each Investment will be secured 
against UK, Northern European and 
Western European commercial 
property, offering Investors attractive 
risk adjusted returns through quarterly 
income distributions, enhanced by back 
end fees or profit shares.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

NURF Investments, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nissay Core Global 
Renewables Fund of Funds I, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Partnership has been formed to 
pursue attractive total return from 
both income and capital growth by 
investing Permitted Investments with 
an emphasis on pooled investment 
vehicles that emphasize investment in, 
among other things, infrastructure 
related instruments, physical 
improvements to infrastructure and 
instruments related to such physical 
improvements, and instruments related 
to leasing, re-leasing, and 
recapitalization of income-producing 
infrastructure assets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institution, 
etc.

1 None None ―

Yamaha Motor Sustainability 
Fund GP, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

YAMAHA MOTOR 
SUSTAINABILITY FUND, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment in the automotive aviation, 
medical, agricultural, and technology 
industries in various investment 
stages, including seed stage, early 
stage, and growth stage.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

TCP V GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Trustar Capital Partners V, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds private equity investment, primarily in 
businesses in Greater China or with 
value creation strategies involving 
Greater China

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 Yes None ―

Tikehau PDS I GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tikehau PDS I C-Sapphire LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The principal investment objective of 
the Fund is to acquire from an affiliate 
of Tikehau and hold some of an 
indirect limited partnership interest 
currently held by Tikehau to GS 
Mezzanine Partners VII Offshore, L.P., 
a Cayman Islands exempted limited 
partnership.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63  Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

AVGP IV, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Airbus Ventures Fund IV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Equity and debt investment in early-
stage companies mainly in autonomous 
transportation systems, electrification 
technology, digital design & 
manufacturing, space technology, AI 
and robotics in North America, 
Australia, Asia and Europe

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

Business corporations, 
etc. (2)

4 None None ―
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AVGP IV, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Airbus Ventures Fund IV 
(Canada), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Equity and debt investment in early-
stage companies mainly in autonomous 
transportation systems, electrification 
technology, digital design & 
manufacturing, space

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

Business corporations, 
etc. (1)

2 None None ―

 MEP US Holdings GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BGO MEP US Holdings LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund holds certain limited 
partnership units of BentallGreenOak 
(U.S.) Limited Partnership ("BGO US"). 
By subscribing for units in the Fund, 
limited partners can indirectly 
participate in the financial performance 
of BGO US.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals(1) 1 Yes None ―

 MEP US Holdings GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MEP Canada-B Holdings LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund  indirectly holds certain 
limited partnership units of MEP Global 
Holdings LP (the “Canadian 
Partnership”) through MEP Canada-B 
Holdings ULC.  The Canadian 
Partnership holds certain limited 
partnership units of BentallGreenOak 
(Canada) Limited Partnership (“BGO 
Canada”). By subscribing for units in 
the Fund, limited partners can  
indirectly participate in the financial 
performance of BGO Canada.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individuals(1) 1 Yes None ―

TGVP I GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TGVP Fund I, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investments primarily in companies in 
the United States that have a 
significant part of their business 
activities in digital and sustainable 
technologies (DX & SX)

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Pegasus Tech Ventures SPV 
V, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Ventures SPV 
V, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage companies in the 
areas of space technology.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Berkshire Bridge Loan 
Investors-MF1 III GP, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Berkshire Bridge Loan 
Investors-MF1 III, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate-
related fund

Acquire multifamily real estate 
investments in the United States

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (1)
Financial institutions, 
etc. (7)

8 None None ―

Glennmont Partners IV S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Glennmont Clean Energy Fund 
IV A SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

A global investment strategy with a 
European focus. Investing in 
development, construction and early-
operational stage clean energy power 
generation technologies.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Glennmont Partners IV S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Glennmont Clean Energy Fund 
IV B SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

A global investment strategy with a 
European focus. Investing in 
development, construction and early-
operational stage clean energy power 
generation technologies.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (4)
Business corporations, 
etc. (1)

5 None None ―

Glennmont Partners IV S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Glennmont Clean Energy Fund 
IV B Feeder SCA SICAV RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

A global investment strategy with a 
European focus. Investing in 
development, construction and early-
operational stage clean energy power 
generation technologies.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Capza GP SAS 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CAPZA Flex Equity Mid 
Market II S.L.P

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The purpose of the Fund is to invest in 
companies or entities of various 
sectors, under the form of equity or 
debt investments, whether directly or 
indirectly, and to do all other acts and 
transactions related thereto.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator 
etc.(31)
Financial institusions, 
etc. (104)
Business corporations, 
etc (9)

144 Yes None ―

Blue Ocean GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Blue Ocean 4Impact LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Partnership is formed for the 
purpose of investing all or substantially 
all of its assets in Purus Marine 
Holdings LP, a Cayman Islands 
partnership that will serve as a holding 
company and which aims to generate 
attractive risk-adjusted returns while 
helping to reduce the maritime 
shipping industry’s significant 
contribution to two of the world’s 
great challenges: climate change and 
pollution.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1)

Business corporations, 
etc. (2)

3 Yes None ―

ACP Investment Fund 
Management, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ACP Investment Fund IV-A, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The Partnership is being formed to 
invest primarily in value-oriented lower 
middle market companies. Investments 
will generally be made in equity and 
securities and other instruments 
expected to have equity-like returns, 
effected using a wide range of sizes 
and types of transaction structures, 
including buyout investments, 
management buyouts, spinouts and 
recapitalizations.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Arbor Venture Fund GP III, 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Arbor Venture Fund III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Equity investments in privately held 
companies in the FinTech space.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Castlelake VI GP, L.P. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Castlelake Opportunistic 
Asset Solutions VI, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a fund to invest in a full array of 
management intensive assets and 
instruments across capital structures, 
industries and geographies to optimize 
the fund’s global risk/reward profile.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institution, 
etc. (1)

1 None None ―

Crestline Direct Lending UL 
(GP), LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crestline Direct Lending UL 
(FT), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Acting as a feeder vehicle to Crestline 
Direct Lending UL Master Fund, L.P. of 
which  Investment strategy is to seek 
to primarily originate, invest in, or 
acquire privately-negotiated loans of 
middle market and lower middle market 
companies,  focusing on investing its 
assets in entities with annual revenues 
between $10 million and $150 million.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

Crestline Direct Lending UL 
(GP), LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crestline Direct Lending UL 
(FT) – Yen Hedged, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Acting as a feeder vehicle to Crestline 
Direct Lending UL Master Fund, L.P. of 
which  Investment strategy is to seek 
to primarily originate, invest in, or 
acquire privately-negotiated loans of 
middle market and lower middle market 
companies,  focusing on investing its 
assets in entities with annual revenues 
between $10 million and $150 million.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Ares Real Estate Secured 
Income Advisors, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Real Estate Secured 
Income Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund will seek to generate current 
income by creating a diversified 
portfolio of first mortgages secured by 
commercial real estate across major 
property types (including multifamily, 
industrial, retail, office and hospitality 
properties) located in major markets 
within the United States.

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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Suzuki Global Ventures GP-
GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Suzuki Global Ventures, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund US fund investing in growth capital, 
pre-IPO and venture capital companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc.(1)

1 None None ―

Park Square Capital European 
Loan Partners II General 
Partner S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Park Square Capital European 
Loan Partners II, SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To achieve current returns, and long-
term capital appreciation, through 
investments in certain debt 
investments which may be primarily 
structured through a joint venture 
structure as junior financing on a “first 
loss tranche” basis alongside leverage 
provided by one joint venture partner 
as senior financing, which is generally 
expected to be on a 3:1 basis against 
the portfolio.  The financing will be 
used to securitise the joint venture 
structure’s exposures in certain debt 
investments

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Apprecia Capital 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Apprecia Capital I SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Target investees will be seed/early 
stage venture companies providing 
innovation in the food and agriculture 
sector based in the  European 
Economic Area. Investment strategy is 
to be a minority shareholder and to 
provide hands-on support to the 
investees for growth and geographical 
expansion, ultimately leading to an exit 
at a higher valuation in 2-7 years 
timeframe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(1)

1 None None ―

DigitalBridge SAF GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DigitalBridge Strategic Assets 
Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a fund to conduct the negotiation, 
acquisition, management, monitoring 
and sale or other disposal of Strategic 
Digital Infrastructure

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Taiwania Capital 
Biotechnology VII Corporation

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TaiAx Life Science Fund L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Primarily invest in unlisted or listed 
domestic and foreign companies 
engaging in (1) drug discovery business 
for development of pharmaceutical 
products; (2) medical device and 
service business, including business 
related to medical devices, healthcare 
IT and medical services; and (3) 
regenerative medicine and drugs 
business.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

TCJP IV GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Trustar Capital Japan 
Partners IV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds buyout investment with effective 
control in Japanese small and medium 
companies with China angle

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

TCJP IV SLP GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TCJP IV SLP, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds buyout investment with effective 
control in Japanese small and medium 
companies with China angle

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

INCUBATE FUND 
INVESTMENTS VCC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

INCUBATE FUND 
INVESTMENTS VCC 
(INCUBATE FUND ASIA 3)

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund seeks to achieve its 
investment objective and provide 
attractive returns by acquiring shares 
in start-up companies mainly in India 
and South East Asia.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

Business Operators, 
etc. (3)

Financial Institutions, 
etc. (1)

5 Yes None ―

EQT Ventures Employee GP 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT Ventures III Employee 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Funds of Funds The purpose of the Partnership is to 
invest in EQT Ventures III Lower 
Collect SCSp (based in Luxembourg), 
which is aimed at investing primarily in 
early-stage ventures and scale-up 
ventures, including but not limited to 
the technology sector, that are 
primarily connected to, or which have 
their principal place of business 
located in Europe or the United States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
(1)

1 Yes None ―

H.I.G. WhiteHorse Middle 
Market Levered Loan 
Advisors, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

H.I.G. WhiteHorse Middle 
Market Levered Loan Feeder 
Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Feeder Fund invests substantially 
all of its assets in H.I.G. WhiteHorse 
Middle Market Levered Loan Fund, L.P. 
(the "Fund"), which will principally 
acquire tailored, senior-secured 
financing solutions across the U.S. 
middle market spectrum, comprising 
companies backed by “on-the-run” 
financial sponsors, smaller off-the-run 
sponsors, and non-sponsor owners.  
The Fund will target companies that 
have diversified and long-standing 
customer and supplier relationships, 
predictable revenue streams, and 
experienced management teams, and 
will generate strong cash flows, 
resulting in low expected volatility of 
returns.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1)

1 None None ―

Headline Asia V (GP), Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Headline Asia V, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Partnership’s investment 
objective is to generate long-term 
capital appreciation by investing 
primarily in unquoted growth 
companies, spanning early stage, and 
expansion capital, which are 
headquartered or have a significant 
part of their activities in Asia, with 
primary focus on Japan, Taiwan, Korea, 
Hong Kong, Singapore and ASEAN 
countries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1),
Business corporations, 
etc. (1)

2 Yes None ―
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IYP II GP PTE. LTD. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Infrastructure Yield Plus II 
(USD) LP

Silent 
partnership 
contract

Buyout funds Core Infrastructure buyout fund. The 
Fund will seek to generate returns for 
its Partners based on long-term cash 
flows and growth through investments 
in infrastructure assets in India. The 
Fund intends to enhance value of 
these assets through an active asset 
management approach, including by 
improving capital structure, debt 
financing terms and operational 
efficiencies (as relevant). 
The Fund will seek to primarily invest 
in, and own, quality infrastructure 
assets that have stable long-term 
cash flows, a long residual life or 
concession period and credible 
counterparties, and which are 
governed by effective legal and 
regulatory frameworks. The Fund will 
also in sub-sectors of toll road 
projects, electricity transmission 
infrastructure and renewable energy 
projects.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (3);
Financial institutions, 
etc. (1)

4 None None ―

Genesis Partners GP II Pte. 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Genesis Alternative Ventures 
II LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Venture Debt Fund
The Fund’s key strategy is to source 
and invest in a diversified portfolio of 
secured, high yielding bonds in the 
form of non-convertible debentures 
(“NCDs”), most of which will be 
accompanied by warrants. The NCDs 
and warrants would be issued by 
selected high-growth companies in the 
enterprise business-to-business 
(“B2B”), and sometimes in the 
consumer technology, verticals. Such 
companies would be based in 
Singapore and other parts of 
Southeast Asia (generally Malaysia, 
Indonesia, Thailand, Vietnam and the 
Philippines). Such companies would 
generally have already received equity 
financing from well-known venture 
capital sources or growth equity 
investors with extensive track records 
in venture investing. 
Venture debt investments are an 
attractive asset class for a number of 
reasons. Firstly, venture debt 
investments are typically structured as 
NCDs with stapled equity warrants – 
for an investor in the Fund, capital 
returns will come from repayment of 
the NCDs and are not dependent on 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)
Financial institutions, 
etc.(1)

2 None None ―

FRO Fund IV GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Real Estate 
Opportunities Fund IV (A) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The fund intend primarily to invest in 
certain real estate-related performing, 
sub-performing and non-performing 
loans, securities (including corporate, 
TMK and REIT equity and debt), 
mezzanine debt, B-notes, real estate 
assets, and similar securities or 
instruments, primarily in the U.S and 
Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)

1 None None ―

Fortress Japan Opportunity V 
GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Japan Opportunity 
Fund V (Yen A) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The fund intend primarily to invest in 
certain Japanese real estate-related 
performing, sub-performing and non-
performing loans, securities (including 
corporate, TMK and REIT equity and 
debt), mezzanine debt, B-notes, real 
estate assets, TK interests and similar 
securities or instruments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)

1 None None ―

XPV Circle I GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

XPV Circle I, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund A venture fund investing in seed and 
early stage private companies primarily 
located in the United States. Although 
not engaging in management or 
providing hands-on support, the 
Applicant will provide ventures with 
assistance as its ancillary business, for 
example, supporting ventures to start 
business in Japan, by introducing 
business partners in Japan (in general, 
a Japanese company that will become 
a limited partner) through the name 
recognition and network of members 
and managers of the the Applicant.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1),
Business corporations, 
etc. (6)

7 Yes None ―

ALL STAR SAAS FUND 
THREE GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ALL STAR SAAS FUND 
THREE LP

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

テクノロジー産業界、特にSaaS事業領
域のアーリーステージにある未上場ベ
ンチャー企業の株式及び株式関連有
価証券等への投資を行い、主にIPOや
M&A時の株式売却により利益の獲得を
狙い、選ばれた少数の投資家に対し、
長期的な価値上昇実現の機会を提供
する。

運用 63条 外国法人又は外国人
等(1)
事業法人等（1)
金融機関等(1)

3 有 無 ―

PEGASUS TECH VENTURES 
MANAGEMENT XII, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PEGASUS TECH VENTURES 
COMPANY XII, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage companies in the 
areas of space technology.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Insight Associates XIII, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Insight Partners (Cayman) XIII, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Focused primarily on investing in 
growth-stage and more mature 
software, software-enabled services, 
and Internet businesses

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

Insight Associates XIII, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Insight Partners XIII, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Focused primarily on investing in 
growth-stage and more mature 
software, software-enabled services, 
and Internet businesses

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63
Financial institution, 
etc. (1)

1 None None ―

Insight Associates XIII Growth 
Buyout, Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Insight Partners (Cayman) XIII 
Growth Buyout Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Focused primarily on investing in 
growth-stage and more mature 
software, software-enabled services, 
and Internet businesses

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Headlands Capital Secondary 
Management IV, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Headlands Capital Secondary 
Fund IV, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds It is being organized to seek superior 
returns for investors principally by 
acquiring interests in private 
investment funds, including buyout, 
growth equity, venture capital, 
mezzanine debt, distressed debt and 
special situation funds through 
secondary market purchases.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (11)
Business corporations, 
etc. (1)

12 None None ―
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the Financial 
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NB Secondary Opportunities 
Associates V GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB Secondary Opportunities 
Offshore Fund V LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The fund is a feeder fund which 
invests in the main fund that will seek 
to achieve superior risk-adjusted 
returns through the purchase of 
seasoned private equity investments 
at attractive valuations from investors 
desiring liquidity.  The main fund will 
pursue investments in both traditional 
secondary transactions as well as GP-
led secondaries (“GP-led”).  In GP-led 
transactions, the main fund will seek to 
partner with general partners of 
private investment vehicles and funds 
(“GPs”) to provide structured liquidity 
options to limited partners (“LPs”) in 
those funds.  The main fund expects to 
invest primarily in U.S. and Western 
European leveraged buyout 
investments; however, the main fund 
has a global mandate and may also 
invest in other geographies and pursue 
investments in other private equity and 
illiquid investments.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

GB Digital I GP LTD. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

oo77 Digital L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The partnership will make direct 
and/or indirect investments mainly in 
securities, assets (including digital 
assets) and any other rights in respect 
of unlisted companies in the U.S., Asia 
and other regions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership(1)

1 None None ―

GREE LP Fund US GP I, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GREE LP Fund US I, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Partnership’s primary investment 
objectives are to buy, sell, hold, and 
otherwise invest in (i) limited 
partnerships or other investment 
vehicles which intend to invest 
primarily in U.S. venture capital 
investments or digital assets, including 
but not limited to cryptocurrencies, 
tokens (including non-fungible tokens), 
in-game virtual currencies, and other 
“digital” or “crypto” assets, (ii) co-
investments alongside such venture 
capital funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporati 
on,etc.(1)

1 Yes None ―

Crescent European Specialty 
Lending III S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crescent European Specialty 
Lending Fund III SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund’s strategy primarily targets 
investments in the debt of private 
lower middle-market European 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, etc 
(1)

1 None None ―

Siguler Guff SBCOF III GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Siguler Guff Small Business 
Credit Opportunities Fund III 
(F), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to achieve 
attractive risk-adjusted returns by 
generating current income from debt 
investments and capital appreciation 
from equity investments. The Fund will 
primarily invest in carefully selected 
companies in the lower middle market 
(i.e., privately-owned companies with 
between $2 million and $15 million of 
earnings before income tax, 
depreciation and amortization, and 
between $10 million and $100 million of 
enterprise value). Investments will 
primarily take the form of mezzanine 
debt and first lien, senior secured and 
unitranche loans, as well as selective 
participation in second lien loans and 
other debt instruments. The Fund also 
may extend mezzanine financing in 
forms other than subordinated loans, 
such as convertible loans and 
preferred equity.  The Fund will 
generally seek to focus on enduring, 
time-tested companies that typically 
are leaders within their respective 
market niches.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Siguler Guff SBCOF III GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Siguler Guff Small Business 
Credit Opportunities Fund III, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to achieve 
attractive risk-adjusted returns by 
generating current income from debt 
investments and capital appreciation 
from equity investments. The Fund will 
primarily invest in carefully selected 
companies in the lower middle market 
(i.e., privately-owned companies with 
between $2 million and $15 million of 
earnings before income tax, 
depreciation and amortization, and 
between $10 million and $100 million of 
enterprise value). Investments will 
primarily take the form of mezzanine 
debt and first lien, senior secured and 
unitranche loans, as well as selective 
participation in second lien loans and 
other debt instruments. The Fund also 
may extend mezzanine financing in 
forms other than subordinated loans, 
such as convertible loans and 
preferred equity.  The Fund will 
generally seek to focus on enduring, 
time-tested companies that typically 
are leaders within their respective 
market niches.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Siguler Guff SBCOF III GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Siguler Guff Small Business 
Credit Opportunities Fund III 
(JPN) Holdings, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to achieve 
attractive risk-adjusted returns by 
generating current income from debt 
investments and capital appreciation 
from equity investments. The Fund will 
primarily invest in carefully selected 
companies in the lower middle market 
(i.e., privately-owned companies with 
between $2 million and $15 million of 
earnings before income tax, 
depreciation and amortization, and 
between $10 million and $100 million of 
enterprise value). Investments will 
primarily take the form of mezzanine 
debt and first lien, senior secured and 
unitranche loans, as well as selective 
participation in second lien loans and 
other debt instruments. The Fund also 
may extend mezzanine financing in 
forms other than subordinated loans, 
such as convertible loans and 
preferred equity.  The Fund will 
generally seek to focus on enduring, 
time-tested companies that typically 
are leaders within their respective 
market niches.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―
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Siguler Guff SBCOF III GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Siguler Guff Small Business 
Credit Opportunities Fund III 
(F) Holdings, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to achieve 
attractive risk-adjusted returns by 
generating current income from debt 
investments and capital appreciation 
from equity investments. The Fund will 
primarily invest in carefully selected 
companies in the lower middle market 
(i.e., privately-owned companies with 
between $2 million and $15 million of 
earnings before income tax, 
depreciation and amortization, and 
between $10 million and $100 million of 
enterprise value). Investments will 
primarily take the form of mezzanine 
debt and first lien, senior secured and 
unitranche loans, as well as selective 
participation in second lien loans and 
other debt instruments. The Fund also 
may extend mezzanine financing in 
forms other than subordinated loans, 
such as convertible loans and 
preferred equity.  The Fund will 
generally seek to focus on enduring, 
time-tested companies that typically 
are leaders within their respective 
market niches.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

Siguler Guff TCOF III GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Siguler Guff Tactical Credit 
Opportunities Fund III (F), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund pursues an absolute return 
investment strategy seeking stable 
double-digit net returns with a high 
current yield and limited market 
correlation. The Fund will primarily 
invest in shorter duration, originated 
private credit across specialty finance 
and corporate lending with the 
flexibility to make opportunistic 
purchases of tradable credit during 
episodic periods of market dislocation.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Siguler Guff TCOF III GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Siguler Guff Tactical Credit 
Opportunities Fund III, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund pursues an absolute return 
investment strategy seeking stable 
double-digit net returns with a high 
current yield and limited market 
correlation. The Fund will primarily 
invest in shorter duration, originated 
private credit across specialty finance 
and corporate lending with the 
flexibility to make opportunistic 
purchases of tradable credit during 
episodic periods of market dislocation.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Siguler Guff TCOF III GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Siguler Guff Tactical Credit 
Opportunities Fund III (F) 
Holdings, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund pursues an absolute return 
investment strategy seeking stable 
double-digit net returns with a high 
current yield and limited market 
correlation. The Fund will primarily 
invest in shorter duration, originated 
private credit across specialty finance 
and corporate lending with the 
flexibility to make opportunistic 
purchases of tradable credit during 
episodic periods of market dislocation.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None

－

Pantheon JP Infrastructure 
Access Feeder GP, Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pantheon JP Infrastructure 
Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds To generate superior risk-adjusted 
returns by investing in a diversified 
portfolio of infrastructure assets, 
including infrastructure funds and 
direct investments and direct co-
investments in infrastructure 
companies.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Fortress Japan Focused 
Opportunities GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Japan Focused 
Opportunity Fund V (Yen A) 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The fund intends primarily to invest in 
certain Japanese real estate-related 
performing, sub-performing and non-
performing loans, securities (including 
corporate, TMK and REIT equity and 
debt), mezzanine debt, B-notes, real 
estate assets, TK interests and similar 
securities or instruments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)

1 None None ―

CCM VII, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

APCP VII GP, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

CCM VII, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

APCP VII, L. P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Increase corporate value through 
management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

Investment Limited 
Partnership (1)

3 None None ―

NSSK III United GP Co. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NSSK III (United) Investment 
L.P.

外国の法令に
基づく権利

バイアウト・ファ
ンド

本ファンドの主な投資目的は、投資資
本に対する長期リスク調整後の収益を
獲得するために、様々な業種及びセク
ターにわたる中小企業へバイアウト投
資を行うことである。本ファンドは、主
に、(ⅰ)日本に本店を有する法人等へ
の投資案件、(ⅱ)日本国内における売
上、利益又は資産が当該法人等の売
上、利益又は資産の少なくとも50%を占
める法人等への投資案件、(ⅲ)上記の
(ⅰ)又は(ⅱ)の法人等による海外買収
案件の支援案件、(ⅳ)主として日本に
おいて行われている事業又は日本に存
在する資産の獲得案件、又は(ⅴ)上記
のいずれかに類似する投資を行うこと
を主に意図している。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 無 無 ―

BBAM Freighter A GP 
(Cayman) Co., Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BBAM Freighter Feeder 1 LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund intends to invest directly in 
BBAM Freighter A Limited Partnership 
and indirectly (through an offshore 
intermediate entity) in BBAM Freighter 
B Limited Partnership, a significant 
portion of its assets as part of a 
“master-feeder” structure. The fund is 
being formed to pursue investments in 
commercial freighter aircraft and 
equipment.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

BBAM Freighter B GP 
(Cayman) Co., Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BBAM Freighter Feeder 2 LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund intends to invest indirectly 
(through onshore blockers) in BBAM 
Freighter A Limited Partnership and 
indirectly (through offshore blockers) 
in BBAM Freighter B Limited 
Partenrship, a significant portion of its 
assets as part of a “master-feeder” 
structure.  The fund is being formed to 
pursue investments in commercial 
freighter aircraft and equipment.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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EQT Infrastructure VI 
(General Partner) S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT Infrastructure VI (No.1) 
EUR SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds EQT Infrastructure VI (No.1) EUR 
SCSp (“Fund No.1 EUR”) will seek to 
make primarily equity or equity-related 
investments in a diversified portfolio of 
infrastructure and related assets 
where Fund No.1 EUR will either hold 
control or co-control positions or 
otherwise be capable of exercising a 
significant influence. Fund No.1 EUR 
will focus on investments which are 
primarily connected to, or which have 
their principal assets located in, North 
Europe, Continental Europe and/or 
North America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (21), Financial 
instruments business 
operators, etc. (10),
business corporations, 
etc. (2)

33 None None ―

EQT Infrastructure VI 
(General Partner) S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT Infrastrcture VI (No.2) 
EUR SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds EQT Infrastructure VI (No.2) EUR 
SCSp (“Fund No.2 EUR”) will seek to 
make primarily equity or equity-related 
investments in a diversified portfolio of 
infrastructure and related assets 
where Fund No.2 EUR will either hold 
control or co-control positions or 
otherwise be capable of exercising a 
significant influence. Fund No.2 EUR 
will focus on investments which are 
primarily connected to, or which have 
their principal assets located in, North 
Europe, Continental Europe and/or 
North America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (22), Financial 
instruments business 
operators, etc. (10),
business corporations, 
etc. (2)

34 None None ―

EQT Infrastructure VI 
(General Partner) S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT Infrastructure VI (No.1) 
USD SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds EQT Infrastructure VI (No.1) USD 
SCSp (“Fund No.1 USD”) will seek to 
make primarily equity or equity-related 
investments in a diversified portfolio of 
infrastructure and related assets 
where Fund No.1 USD will either hold 
control or co-control positions or 
otherwise be capable of exercising a 
significant influence. Fund No.1 USD 
will focus on investments which are 
primarily connected to, or which have 
their principal assets located in, North 
Europe, Continental Europe and/or 
North America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (21), Financial 
instruments business 
operators, etc. (10), 
business corporations, 
etc. (2)

33 None None ―

EQT Infrastructure VI 
(General Partner) S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT Infrastructure VI (No.2) 
USD SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds EQT Infrastructure VI (No.2) USD 
SCSp (“Fund No.2 USD”) will seek to 
make primarily equity or equity-related 
investments in a diversified portfolio of 
infrastructure and related assets 
where Fund No.2 USD will either hold 
control or co-control positions or 
otherwise be capable of exercising a 
significant influence. Fund No.2 USD  
will focus on investments which are 
primarily connected to, or which have 
their principal assets located in, North 
Europe, Continental Europe and/or 
North America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (21), Financial 
instruments business 
operators, etc. (10), 
business corporations, 
etc. (2)

33 None None ―

Capital Dynamics CEI GP 
(Cayman Islands) Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Dynamics Clean 
Energy Infrastructure 
(Saddle), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The purpose of the partnership is to 
invest in the clean energy sector.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

Business corporations, 
etc. (2)

3 None None ―

IN Capital SCIL Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IN VENTURE SCIL LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund To invest in Israeli or Israeli related 
early-stage ventures, which 
contributes to impact the world and to 
promote the value creation between 
portfolio companies and Sumitomo 
Corporation group after the 
investment.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)

1 None None ―

IN Capital SCIL Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IN VENTURE SCIL II LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund To invest in Israeli or Israeli related 
early-stage ventures, which 
contributes to impact the world and to 
promote the value creation between 
portfolio companies and Sumitomo 
Corporation group after the 
investment.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)

1 None None ―

Scrum Sports & 
Entertainment Fund I GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Scrum Sports & 
Entertainment Fund I, L.P.

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

ベンチャーキャピタルや急成長している
企業に投資するデラウエア州のファンド
である。主にアーリーステージを対象と
し、スポーツ、エンタテイメントといった
業種の成長企業に投資を行う。一部レ
イターステージも対象とする。1社あたり
数億円～最大20億円の出資を行う予
定である。

私募・運用 63条

金融機関等(1)

事業法人等(3)
4

有 無 ―

GTCR Partners XIV/A&C LP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GTCR Fund XIV/C LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a fund principally making equity, 
equity-like, debt and debt-related 
investments generally in flow-through 
entities that are (i) classified as 
partnerships for U.S. federal income 
tax purposes and (ii) conducting active 
businesses, by using blocker 
corporations for U.S. federal income 
tax purposes

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (11)

11 None None ―

CCOF III General Partner, L.P. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Credit Opportunities 
Fund III (Parallel), SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will invest in a range of 
investments in both public and private 
opportunities primarily in North 
America and Europe in highly 
structured and privately-negotiated 
solutions across the capital structure 
in complex, misunderstood or 
overlooked situations attracting limited 
competition and in opportunistic 
capital solutions that arise when 
traditional credit markets cannot 
provide liquidity, typically resulting 
from market volatility or disruption.

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

MGPI Carry GP 5 LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Monarch Capital Partners 
Offshore VI LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will invest primarily in bank 
loans, public and private corporate 
bonds, municipal and sovereign debt, 
asset-backed securities, equity 
securities received in connection with 
debt restructurings or otherwise, real 
estate and private equity in North 
America and Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
Instruments
Business
Operator, etc. (9), 
Financial
institutions,
etc. (12)

21 Yes None ―
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（Type of the
Invested 
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（Type of

instrument）
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（Type of business）

（Private
placement
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（Type of
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）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 
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（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

FPA Core Plus Fund VI GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

FPA Core Plus Fund VI, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate-
related fund

Core Plus VI Fund will pursue the 
acquisition of for-rent multifamily 
properties with rental upside in 
attractive submarkets within the major 
metros exhibiting favorable 
demographic trends. With a focus on 
acquisitions below replacement cost, 
FPA will execute a business plan to 
increase NOI/rents through renovation 
and management enhancements while 
targeting rents significantly below new 
construction rents. The Core Plus 
strategy will position the portfolio for a 
10-year hold targeting to achieve a 
compound annual gross leveraged IRR 
of 10-12% while offering investors a 
predictable income stream with the 
potential for long term appreciation.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

FPA Core Plus Fund VI GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

FPA Core Plus Fund VI-A, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate-
related fund

Core Plus VI-A Fund will pursue the 
acquisition of for-rent multifamily 
properties with rental upside in 
attractive submarkets within the major 
metros exhibiting favorable 
demographic trends. With a focus on 
acquisitions below replacement cost, 
FPA will execute a business plan to 
increase NOI/rents through renovation 
and management enhancements while 
targeting rents significantly below new 
construction rents. The Core Plus 
strategy will position the portfolio for a 
10-year hold targeting to achieve a 
compound annual gross leveraged IRR 
of 10-12% while offering investors a 
predictable income stream with the 
potential for long term appreciation.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

SVP Capital Solutions GP 
Administrator II LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Strategic Value Capital 
Solutions Feeder Fund II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Target is broad range of  distressed, 
stressed and undervalued financial and 
other assets and issuers  globally (in a 
variety of industries). Invested 
Business Equity is a feeder fund of the 
typical master/feeder fund structure.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instituions, 
etc.(2)

2 None None ―

Park Square Capital Partners 
V General Partner S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Park Square Capital Partners 
V, SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Junior debt fund which will invest 
principally in European junior debt, 
through both primary origination and 
secondary market purchase.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (26)
Financial institutions, 
etc. (31)
Business corporations, 
etc. (5)

62 None None ―

Park Square Capital Partners 
V (USD) General Partner S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Park Square Capital Partners 
V (USD), SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Junior debt fund which will invest 
principally in European junior debt, 
through both primary origination and 
secondary market purchase.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (26)
Financial institutions, 
etc. (31)
Business corporations, 
etc. (5)

62 None None ―

Park Square Capital Partners 
V (UL) General Partner S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Park Square Capital Partners 
V (UL), SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Junior debt fund which will invest 
principally in European junior debt, 
through both primary origination and 
secondary market purchase.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (26)
Financial institutions, 
etc. (31)
Business corporations, 
etc. (5)

62 None None ―

Leadenhall Insurance Finance 
GP Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Leadenhall Insurance Finance 
(Cayman) Fund LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Hedge_fund Equity long-short

The investment objective of the fund is 
to seek absolute returns arising from a 
portfolio of insurance capital and other 
long dated cash generating assets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Permira Master CIS GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Permira Master CIS SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Permira Master CIS SCSp has been 
formed principally to make direct and 
indirect investments in or alongside 
certain funds or investment products 
managed or advised by a company, 
partnership or other entity that is a 
Permira affiliate (the “Relevant 
Funds”), in accordance with the 
investment strategies of the Relevant 
Funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual (1) 1 Yes None ―

Decarbonization Partners GP 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Decarbonization Partners I 
Luxembourg Feeder SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

SRI fund The Fund will make investments in 
privately-held late-stage venture 
capital and early-stage 
growth companies across sectors that 
provide solutions and technologies that 
accelerate global 
efforts to achieve a net zero global 
economy by 2050. Decarbonization 
Partners is intended to 
provide the financial as well as 
strategic capital these companies need 
to achieve scale — and 
thereby help multiple sectors of the 
economy meet the challenges of 
decarbonization.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(6)

6 None None ―

KKR Tigereye Co-Invest GP 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

KKR Tigereye Co-Invest L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund is a co-investment fund and 
is being formed to invest alongside 
another KKR fund for the purpose of 
acquiring shares of a listed company in 
Asia.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (2)

2 None None ―

EQT Infrastructure IV FC 
Cooperatief U.A.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT Infrastructure IV FC Coｏ
peratief U.A.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Funds of Funds The purpose of the invested equity of 
EQT Infrastructure IV FC Cooperatief 
U.A. is to invest in EQT Infrastructure 
IV FC Collect SCA (based in 
Luxembourg), which is aimed at 
investing primarily in early-stage 
ventures and scale-up ventures, 
including but not limited to the 
technology sector, that are primarily 
connected to, or which have their 
principal place of business located in 
Europe or the United States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
(1)

1 Yes None ―
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ASF IX EU GP SARL 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ASF IX JPY Feeder S.C.Sp., 
SICAV-RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The purpose of the Feeder Partnership 
is to carry on the business in 
Luxembourg and elsewhere of an 
investor and, in particular but without 
limitation, to acquire or subscribe from 
time to time, interests in the Master 
Fund and to the extent relevant, any 
alternative vehicle to the Master Fund.
The purpose of the Master Fund is to 
carry on the business in Luxembourg 
and elsewhere of an investor and, in 
particular but without limitation, to 
identify, research, negotiate and make 
primary and secondary market 
acquisitions of interests in private 
equity, venture capital and, on an 
ancillary basis, infrastructure and 
energy investment funds as well as 
direct or indirect secondary market 
acquisitions of portfolios of direct 
private equity, venture capital and, on 
an ancillary basis, infrastructure and 
energy investments (excluding, for the 
avoidance of doubt, acquisitions of a 
single asset on a standalone basis) 
held by such investment funds or by 
other investors or vehicles formed to 
hold such investments, monitor the 
progress of such investments and sell 
such investments or, where applicable, 

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions 
etc.(1)

1 None None ―

CCOF III Plus General 
Partner, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Credit Opportunities 
Fund III Plus (Parallel), SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund’s investment objective is to 
seek to generate attractive risk-
adjusted returns, from a portfolio 
characterized by downside protection 
with equity upside participation, 
primarily through a range of 
investments in both public and private 
opportunities primarily in North 
America and Europe in highly-
structured and privately-negotiated 
solutions across the capital structure 
in complex, misunderstood or 
overlooked situations attracting limited 
competition, specifically comprising 
structured debt and equity solutions, 
special situations and stressed credit 
opportunities.

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Alpha Square Group GP III, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alpha Square Group Fund III, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in three primary segments 
within the technology vertical: (a) 
enterprise software-as-a-service, (b) 
financial technology and (c) Web 3 and 
blockchain technologies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporation, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Vitruvian Luxcar GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

VIP V S.C.Sp. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds VIP V S.C.Sp. (the "Master Fund") is 
being established to make primarily 
controlling and co-controlling equity 
and equity-related investments. 
Investments will be primarily 
connected to, or have their principal 
business located in Europe and may be 
in a range of sectors (including 
Technology, Financial and Business 
Services, Healthcare and Consumer 
Services).

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Vitruvian Luxcar GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

VIP V Feeder S.C.Sp. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds VIP V Feeder S.C.Sp. (the "Feeder 
Fund") is the feeder fund and intends 
to invest substantially all of its assets 
into the Master Fund (VIP V S.C.Sp.).  
VIP V S.C.Sp. is being established to 
make primarily controlling and co-
controlling equity and equity-related 
investments. Investments will be 
primarily connected to, or have their 
principal business located in Europe 
and may be in a range of sectors 
(including Technology, Financial and 
Business Services, Healthcare and 
Consumer Services).

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

AlpInvest Co-Investment IX 
GP, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AlpInvest Co-Investment 
Fund (Offshore Feeder) IX, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund is organized as a global 
private equity fund to construct a 
diversified portfolio of co-investments 
in companies across geographies, 
industry sectors and market segments 
alongside private equity sponsors 
pursuing a variety of strategies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

AlpInvest Secondaries VIIl GP, 
L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AlpInvest Secondaries Fund 
(Offshore Feeder) VIII, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund The Fund is being organized as a global 
secondary private equity fund that 
seeks to build a diversified portfolio 
principally through both targeted 
investments in private equity assets 
and funds other than at original issue 
and portfolios of direct private equity 
investments through privately 
negotiated transactions in the 
secondaries market.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

GID Mainstay Fund GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GID Mainstay Fund LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund intends to generate strong 
relative income yields and long-term 
appreciation by investing in core-plus 
multifamily residential properties 
(including debt related thereto) located 
in the United States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3),
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc.(1),
Business corporations, 
etc. (1)

5 None None ―

E12 Venture Capital, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

E12 Venture Capital Fund I, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Primarily invests in post-seed, early-
stage companies for 
expansion/development of business 
operations in the United States, with a 
basic investment policy of seeking 
long-term appreciation.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

ICG SLB GP II S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ICG SLB II (EUR) SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund is the second in ICG’s sale 
and leaseback range with an 
investment strategy that is expected 
to ultimately focus on real estate and 
real estate related investments, 
assets, businesses, debt, receivables 
and portfolios utilising alternate forms 
of financing, predominantly focused on 
majority mission critical real estate 
including sale and leaseback, build to 
suit, existing investments or 
complementary strategies. The Fund 
will employ an active asset 
management approach, investing in 
assets across all sectors with 
potential to reposition some 
investments through redevelopment, 
development of vacant or excess land, 
re-leasing, recapitalisation, 
restructuring and refurbishment to 
enhance or preserve value.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―
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Carbide Ventures Fund I GP 
Blocker, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carbide Ventures Fund I GP 
Blocker, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Investing in Carbide Ventures Fund I 
GP, L.P., a Cayman Islands exempted 
limited partnership, which invests in 
the equity and equity-related 
securities, including publicly-traded 
securities, of software and technology  
companies located mainly in the United 
States and Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual (1) 1 Yes None ―

Bain Capital Asia V General 
Partner, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bain Capital Asia Fund V, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The GP will primarily pursue 
investments in companies 
headquartered in Greater China, Japan, 
India, Korea, and Australia, with the 
flexibility to make investments in 
companies based in other parts of Asia 
and the Asia Pacific region and may 
make investments in companies based 
in other parts of the world with an Asia 
dimension, in some cases in 
conjunction with other Bain Capital 
funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 Yes None ―

MRE Open-End Fund GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MRE Open-End Fund 
(Cayman) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund’s objective is to provide its 
investors with competitive, risk-
adjusted returns by utilizing MBK’s 
integrated investment management 
platform to implement a stabilized cash 
return investment strategy primarily 
focused on high-quality, stabilized 
senior living communities principally in 
the United States, in an effort to 
capitalize on the attractive long-term 
demographic, population and 
employment trends supporting these 
markets.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)
Business corporations, 
etc. (1)

2 None None ―

EQT Exeter ELC II (General 
Partner) S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT Exeter ELC II (No.1) 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The purpose of the Partnership is to 
carry on the activity of investing and 
monitoring the performance and 
management of its investments and in 
particular, but without limitation, to 
make, improve, operate, hold, sell, 
exchange, renovate, reposition, 
develop, redevelop or otherwise deal in 
real estate and related assets with the 
objective of building a diversified 
portfolio of cash-flowing industrial real 
estate properties consisting of single 
asset and multi-building package 
acquisitions that are primarily located 
in the Target Markets. 

"Target Markets” means United 
Kingdom, Germany, the Netherlands, 
France, Belgium, Italy, Spain, Ireland, 
Poland, Czech Republic, Austria, 
Slovakia, Portugal, Switzerland, 
Denmark, Sweden, Finland, Norway and 
Hungary.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)
Business corporation, 
etc. (1)

3 None None ―

EQT Exeter ELC II (General 
Partner) S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT Exeter ELC II (No.2) 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The purpose of the Partnership is to 
carry on the activity of investing and 
monitoring the performance and 
management of its investments and in 
particular, but without limitation, to 
make, improve, operate, hold, sell, 
exchange, renovate, reposition, 
develop, redevelop or otherwise deal in 
real estate and related assets with the 
objective of building a diversified 
portfolio of cash-flowing industrial real 
estate properties consisting of single 
asset and multi-building package 
acquisitions that are primarily located 
in the Target Markets. 

"Target Markets” means United 
Kingdom, Germany, the Netherlands, 
France, Belgium, Italy, Spain, Ireland, 
Poland, Czech Republic, Austria, 
Slovakia, Portugal, Switzerland, 
Denmark, Sweden, Finland, Norway and 
Hungary.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)
Business corporation, 
etc. (1)

3 None None ―

SICP 2022 (GP) LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StepStone Infrastructure Co-
Investment Partners 2022 
Parallel, L.P

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund will seek to achieve 
attractive risk-adjusted returns with a 
focus on portfolio yield by investing in 
infrastructure assets or investments 
with infrastructure characteristics via 
direct investments in portfolio 
companies made alongside sponsors, 
merchant banks, institutional investors, 
strategic acquirers
and similar investors, which may be 
structured through continuation funds, 
annex funds, top-up funds, joint 
ventures or similar special purpose 
vehicles.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

SICP 2022 (GP) LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StepStone Infrastructure Co-
Investment Partners 2022, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment 
fund

The Fund will seek to achieve 
attractive risk-adjusted returns with a 
focus on portfolio yield by investing in 
infrastructure assets or investments 
with infrastructure characteristics via 
direct investments in portfolio 
companies made alongside sponsors, 
merchant banks, institutional investors, 
strategic acquirers and similar 
investors, which may be structured 
through continuation funds, annex 
funds, top-up funds, joint ventures or 
similar special purpose vehicles.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
institutions,
etc. (1)

1 None None -

Monoful VP 1 GP Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Monoful Venture Partners 1 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Singapore Limited Partnership to make 
equity and equity-related venture 
investments in mid- to late-stage 
privately held Japanese companies, 
with primary focus on technology-
driven startups in sectors including 
logistics, real estate, and related 
infrastructure.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)
Investment Limited 
Partnership (1)

2 Yes None ―

Providence Equity GP IX (Lux) 
S.a r.l

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Providence Equity Partners 
IX-A S.C.Sp.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Invest in a diversified portfolio 
comprised primarily of equity and 
equity-related investments in media, 
communications, education, information 
services companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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Pitango GP 9 Holdings 2022 
Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pitango Venture Capital Fund 
IX, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The principal purpose of the Fund is to 
achieve superior returns from venture 
capital investing in the technology 
space, primarily by acquiring, holding 
and disposing of equity securities 
issued by technology-related private 
companies. The Fund also will invest 
idle cash in high-quality securities on a 
short-term basis and engage in other 
activities customary to venture capital 
investment funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

Business corporations, 
etc.(1)

2 None None ―

ORION FUND III GP PTE. 
LTD.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Orion Secured Direct Lending 
Fund III (B) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund’s investment objective is to 
achieve attractive risk-adjusted 
returns by targeting secured direct 
lending opportunities to sponsored and 
family-controlled companies primarily 
in Asia Pacific region (including 
Australia). The Fund will invest 
substantially all of its assets through 
the Master Fund, OCA Fund III (B) Pte. 
Ltd. which is a Singapore resident fund 
company.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

LBC Credit Funding VI LP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LBC Credit Partners VI 
Feeder LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Mezzanine fund LBC Credit Partners VI Feeder LP 
seeks to maximize current return while 
preserving Limited Partners’ capital 
by originating and managing a 
diversified portfolio of primarily senior 
loans to middle market companies.

Private 
placement

Article 63 Financial Institutions 
(1)

1 None None ―

MACQUARIE 
INFRASTRUCTURE 
PARTNERS VI GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Macquarie Infrastructure 
Partners VI, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

Infrastructure investments in North 
and South America, targeting such 
sectors as utilities, energy, 
transportation, communications 
infrastructure, and waste management.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (8)

8 None None ―

Octave Tech Investment BG 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Octave Tech Investment BG 
LLC

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Octave Tech Investment BG LLC  has 
been formed for the sole purpose of 
facilitating an investment in Freewire 
Technologies Inc., Beren Therapeutics 
PBC and General Radar Corp. (each a 
“TargetCo” and collectively, the 
“TargetCos”), including without 
limitation by (i) holding and disposing 
of TargetCo Equity, (ii) making and 
aggregating investments with respect 
to the TargetCos and (iii) engaging in 
other activities necessary, incidental 
or convenient with respect to the 
foregoing purposes.
 “TargetCo Equity” means common 
and various classes of preferred or 
common stock of a TargetCo or 
securities convertible into common or 
preferred stock of a TargetCo. 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual(1) 1 Yes None ―

Crosslink Ventures X 
Holdings, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crosslink Ventures X, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Crosslink Ventures X, L.P.  is a private 
equity fund that will be formed to seek 
to produce a superior risk-adjusted 
return through a venture capital 
strategy (including private investments 
in venture capital and similar equity-
related investments) in a diversified 
portfolio of companies, initially focused 
on technology and services 
businesses.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)
Individuals (1)
Business corporations, 
etc. (1)

4 Yes None ―

Endeavour II Holdings, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crosslink Endeavour Fund II, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Crosslink Endeavour Fund II, L.P. is a 
private equity fund that will be formed 
to seek to produce superior risk-
adjusted returns
through investing in portfolio 
companies of prior and future
Crosslink Ventures early-stage 
venture capital funds
(Crosslink Ventures VII, VIII, IX, X, 
etc.) which investments
are viewed as being attractive growth-
stage opportunities, as
well as other opportunities in growth-
stage venture capital
investments identified by Crosslink, 
including through it’s
“Alpha Club”. In general the Fund will 
pursue a venture
capital strategy (including private 
investments in venture
capital and similar equity-related 
investments) in a diversified
portfolio of companies, primarily 
investing in growth-stage
opportunities.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 Yes None ―

Kohlberg Management X, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kohlberg TE Investors X, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The Fund will invest for the creation of 
capital appreciation primarily in equity 
and equity related securities, with a 
principal focus on controlling private 
equity investments in management 
buyouts and recapitalizations 
(collectively, “Buyouts”) of companies 
with enterprise values ranging from 
approximately $500 million to 
approximately $5 billion. Buyouts by 
Fund X primarily will involve companies 
determined by the General Partner to 
be principally United States or 
Canadian companies after considering 
various factors such as location of the 
company’s assets, management, 
revenues and customers, including end 
customers.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Finanical institutions 
(1)

1 None None ―

Asahi Group Beverages & 
Innovation, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Asahi Group Beverages & 
Innovation Fund, L.P.   

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Based on recommendations from the 
investment committee, the Fund will 
select the U.S. target companies in 
which to invest and participate in 
certain investment rounds during the 
startup companies’ growth cycle with 
such investment rounds being led by 
other investors.  It is expected that 
the Fund will take a minority ownership 
position in these startup companies in 
the U.S.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Excelsior Renewable Energy 
Investment Fund II GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Excelsior Renewable Energy 
Investment Fund II LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other North American renewable energy and 
energy transition investments.Primary 
targets are solar, wind and storage 
investments in U.S. and Canada, with 
primary focus on the U.S..Focused on 
investing in renewable energy assets 
with stable consistent cash flow 
profiles.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―
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Excelsior Renewable Energy 
Investment Fund II GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Excelsior Renewable Energy 
Feeder Fund II-A LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other North American renewable energy and 
energy transition investments.Primary 
targets are solar, wind and storage 
investments in U.S. and Canada, with 
primary focus on the U.S..Focused on 
investing in renewable energy assets 
with stable consistent cash flow 
profiles.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
institutions,
etc.(1), Business 
corporations, etc.(2)

3 Yes None   -

Morado Venture Management 
IV, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Morado Venture Partners IV, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Primarily invests in seed and early 
stage technology companies in the U.S. 
with basic investment policy of seeking 
longterm appreciation of the equity and 
equity-oriented securities of such 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

LeapFrog IV, GP Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LeapFrog Emerging Consumer 
Fund IV, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The Fund will make equity and equity 
related investments in businesses that 
provide financial services (including 
insurance and adjacent products) or 
health care products and services to 
primarily low income and under-served 
people.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(13)

13 Yes None ―

AP International VII GP, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AP International VII GP, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Other

Risk characteristic: Equity

Regional characteristics: Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual (1) 1 Yes None ―

AP International VII GP, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Advantage Partners VII, ILP Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Buyout funds Increase corporate value through 
management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (27)

Investment Limited 
Partnership (2)

Business corporations, 
etc. (4)

33 Yes None ―

CD Clean Energy GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Dynamics Clean 
Energy  UK, SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The purpose of  the partnership is to 
invest in the clean energy sector, 
specifically in renewable energy 
projects, with a specific focus on the 
UK and Irish markets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
institutions,
etc. (2)

2 None None ―

CD Clean Energy GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Dynamics Clean 
Energy Europe, SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The purpose of  the partnership is to 
invest in the clean energy sector, 
specifically in renewable energy 
projects, with a specific focus on the 
Europe markets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
institutions,
etc. (2)

Financial
Instruments
Business
Operator, etc. (1)

3 None None ―

ICG North America 
Associates III S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ICG North American Credit 
Partners Fund III (Feeder) 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The exclusive corporate purpose of 
the Partnership is the acquisition by 
purchase, subscription, or in any other 
manner as well as the holding, 
acquisition and transfer by sale, 
exchange or otherwise of interests 
issued by ICG North American Credit 
Partners Fund III LP (the “Portfolio”), 
which is a Delaware limited 
partnership, and the ownership, 
administration, disposal and 
management of its Portfolio.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (1)

1 None None ―

Prime Movers Lab GP III LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Prime Movers Lab Fund III LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The primary purpose and investment 
objective of the Partnership is to make 
venture capital investments in early 
stage and seed companies (“Portfolio 
Investments”). Subject to the 
provisions of the Limited Partnership 
Agreement, the Partnership may 
engage in any lawful act or activity for 
which limited partnerships may be 
organized under the laws of Delaware. 
The Partnership may also participate 
in, among other things, investments in 
securities of publicly held corporations.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

EQT Equity Employee GP S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT IX FC IV SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Funds of Funds The purpose of the Partnership is to 
invest in EQT IX FC (EUR) S.a r.l 
(based in Luxembourg), which is aimed 
at investing primarily in companies, 
including but not limited to the 
technology sector, that are primarily 
connected to, or which have their 
principal place of business located in 
Europe or the United States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
(1)

1 Yes None ―

EQT Mid Market Asia III FC 
Cooperatief U.A.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT Mid Market Asia III FC 
Coöperatief U.A.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Funds of Funds The purpose of the invested equity of 
EQT Mid Market Asia III FC 
Cooperatief U.A. is to invest in EQT 
Mid Market Asia III FC Collect SCA 
(based in Luxembourg) (the "Fund"). 
The Fund will seek to make primarily 
control and co-control investments in 
high-quality mid-sized companies with 
attractive value creation and growth 
potential.  The Fund will focus on 
private equity investment in Asia 
Pacific: Greater China and Southeast 
Asia.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
(1)

1 Yes None ―

Spiral Ventures Asia II Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Spiral Ventures Asia Fund II, 
L.P.

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

東南アジアとインドのアーリー～グロー
スステージにあるTech系ベンチャー企
業への投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等 (1) 1 有 無 ―

PineBridge Private Credit III 
General Partner, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PineBridge Private Credit III 
Series Feeder, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund will acquire interests in 
intermediary investment vehicle which 
holds interests in another investment 
vehicle making senior secured loans to 
middle market companies primarily 
based in North America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions 
(1)

1 None None ―

PEGASUS TECH VENTURES 
MANAGEMENT XIV, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PEGASUS TECH VENTURES 
COMPANY XIV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage companies in the 
areas of space technology.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (2)

2 Yes None ―
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EQT Infrastructure Employee 
GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT Infrastructure V FC IV 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Funds of Funds The purpose of the Partnership is to 
invest in EQT Infrastructure V
FC (EUR) S.a.r.l and EQT 
Infrastructure V
FC (USD) S.a.r.l (both are based in 
Luxembourg) (the "Funds").
The Funds will seek to make primarily 
equity or equity related investments in 
a diversified portfolio of infrastructure 
and related assets where the Fund will 
either hold control or co-control 
positions or otherwise be capable of 
exercising a significant influence.
The Funds will focus on investing in its 
core geographies of Northern Europe, 
Continental Europe and/or North 
America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
(1)

1 Yes None ―

Point Bonita Capital GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Point Bonita Capital Fund 
(Cayman) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund's investment objective is to 
seek to capitalize on market 
inefficiencies in trade finance. The 
fund intends to focus primarily on 
investments in short-term trade 
receivables and short-term trade 
payables.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
institutions,
etc. (2)

2 None None ―

Copenhagen Infrastructure V 
GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Copenhagen Infrastructure V 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Key investment targets: power 
projects, energy related assets
Risk characteristics: The composition 
of the investment portfolio is 
uncertain; portfolio may be exposed to 
transaction and development risks, 
construction-related risks, operational 
risks and project financing risks; cash 
flow issues may adversely affect the 
leverage of investments.
Geographical areas: Western Europe 
and the Asia-Pacific region, United 
States and Canada

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial 
institutions,etc. (2)

2 None None ―

Copenhagen Infrastructure V 
GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Copenhagen Infrastructure V 
USD Feeder SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment: Investment to Copenhagen 
Infrastructure V SCSp, 
Key investment targets: power 
projects, energy related assets
Risk characteristics: The composition 
of the investment portfolio is 
uncertain; portfolio may be exposed to 
transaction and development risks, 
construction-related risks, operational 
risks and project financing risks; cash 
flow issues may adversely affect the 
leverage of investments.
Geographical areas: Western Europe 
and the Asia-Pacific region, United 
States and Canada

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial 
institutions,etc. (1)

1 None None －

Copenhagen Infrastructure V 
GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

 Copenhagen Infrastructure V 
EUR Blocker Feeder SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment: Investment to Copenhagen 
Infrastructure V  SCSp,
Key investment targets: power 
projects, energy related assets
Risk characteristics: The composition 
of the investment portfolio is 
uncertain; portfolio may be exposed to 
transaction and development risks, 
construction-related risks, operational 
risks and project financing risks; cash 
flow issues may adversely affect the 
leverage of investments.
Geographical areas: Western Europe 
and the Asia-Pacific region, United 
States and Canada

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial 
institutions,etc. (1)

1 None None －

Copenhagen Infrastructure V 
GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Copenhagen Infrastructure V 
USD Blocker Feeder SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment: Investment to Copenhagen 
Infrastructure V SCSp,
Key investment targets: power 
projects, energy related assetsRisk 
characteristics: The composition of the 
investment portfolio is uncertain; 
portfolio may be exposed to 
transaction and development risks, 
construction-related risks, operational 
risks and project financing risks; cash 
flow issues may adversely affect the 
leverage of investments.
Geographical areas: Western Europe 
and the Asia-Pacific region, United 
States and Canada

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial 
institutions,etc. (1)

1 None None －

Copenhagen Infrastructure V 
GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CI V US Non-QFPF EUR 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment: Investment to projects in 
North America,
Key investment targets: power 
projects, energy related assetsRisk 
characteristics: The composition of the 
investment portfolio is uncertain; 
portfolio may be exposed to 
transaction and development risks, 
construction-related risks, operational 
risks and project financing risks; cash 
flow issues may adversely affect the 
leverage of investments.
Geographical areas: North America 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial 
institutions,etc. (1)

1 None None －

GCM CFIG GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GCM Grosvenor Co-
Investment Opportunities 
Feeder Fund III, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Diversified portfolio of buyout co-
investments alongside middle-market 
private equity funds.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc.(14), 
Financial Institutions, 
etc.(13), 
Business corporations, 
etc. (3)

30 Yes None ―

HPS GP Lux S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HPS Specialty Loan 
International Fund VI-L, SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to generate current 
income while preserving capital by 
investing primarily in newly originated 
secured debt.  Also, the Fund intends 
to incur leverage collateralized by their 
assets, either directly or through 
investment vehicles.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HPS GP Lux S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HPS Specialty Loan 
International Fund VI, SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to generate current 
income while preserving capital by 
investing primarily in newly originated 
secured debt.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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the Financial 
Bureau）

KKR Diversified Core 
Infrastructure S.a.r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

KKR Diversified Core 
Infrastructure JPY Feeder 
Fund (A) SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The fund intends to primarily pursue 
global core infrastructure and 
infrastructure-related investment 
opportunities with a focus on 
investments with predominantly 
contracted or regulated cash flows in 
existing securities, properties and 
other assets principally located in 
member countries of OECD in North 
America and Western Europe.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

CJIP (AP) VII, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CJIP (AP) VII GP, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual
(1)

1 Yes None ―

JBO (AP) VII, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JBO (AP) VII GP, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Increase corporate value through 
management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual (1) 1 Yes None ―

GoAhead Ventures III 
Management, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GoAhead Ventures III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund GoAhead uses a proprietary startup 
intake funnel, an independent decision 
making framework, and a unique walk-
away pricing strategy to build a 
portfolio of the highest quality deals at 
low cost.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1), Business
corporations,
etc. (1)

2 Yes None ―

F2i-Fondi Italiani per le 
Infrastrutture Societa di 
Gestione del Risparmio S.p.A.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

F2I-Fondo per le 
Infrastrutture sostenibili

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Reserved close end alternative 
investment fund investing in 
infrastructure companies mainly 
located in Italy.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(13),
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc.(10),
Business corporations, 
etc. (1)

24 None None ―

F2i-Fondi Italiani per le 
Infrastrutture Societa di 
Gestione del Risparmio S.p.A.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

F2i – Infrastructure Debt 
Fund 1

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Reserved closed end alternative 
investment fund investing in senior and 
junior debt through loans (direct 
lending) and bonds, in support of 
infrastructure in Italy and EU countries 
in key sustainability sectors.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial 
Institutions,
etc.(18), Financial
Instruments
Business
Operator, etc.(10), 
Business
corporations,
etc. (2)

30 None None ―

APAC Sustainable 
Infrastructure Fund GP 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

APAC Sustainable 
Infrastructure Fund L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other A feeder fund to invest into multiple 
infrastructure-related businesses in 
APAC region through a master fund in 
Singapore.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)
Financial institutions, 
etc. (1)

2 None None ―

FEO Fund GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Equity Opportunities 
Fund (C) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund The fund intends primarily to make 
opportunistic, value-oriented, private 
equity  investments sourced primarily 
from the general partner-led  
secondary market.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Emerald Innovation Fund 
Partners IV Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Emerald Sustainable 
Packaging Innovation Fund

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Venture funds acquire few percent to 
50% of the outstanding shares of 
unlisted venture companies with high 
growth potential, increase these 
companies enterprise value via hands-
on support during the start-up phase, 
and gain benefit from the sale of 
shares upon IPO.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc (1)

1 None None ―

Emerald Innovation Fund 
Partners IV Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Emerald Industrial Innovation 
Fund (Ireland)

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Venture funds acquire few percent to 
50% of the outstanding shares of 
unlisted venture companies with high 
growth potential, increase these 
companies enterprise value via hands-
on support during the start-up phase, 
and gain benefit from the sale of 
shares upon IPO.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc (1)

1 None None ―

Emerald Innovation Fund 
Partners IV Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Emerald Global Energy 
Transformation Fund (Ireland)

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Venture funds acquire few percent to 
50% of the outstanding shares of 
unlisted venture companies with high 
growth potential, increase these 
companies enterprise value via hands-
on support during the start-up phase, 
and gain benefit from the sale of 
shares upon IPO.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc (1)

1 None None ―

Global Infrastructure 
Investors V, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Global Infrastructure Partners 
V-C, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

Seek to make primarily control-
oriented equity and equity-related 
investments and, on a selected basis, 
investments in debt securities, in each 
case, in infrastructure and 
infrastructure-related assets primarily 
located in OECD countries, focusing on 
the following industry sectors: energy, 
transportation, digital and water/waste.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (8)
Business corporations, 
etc. (1)

9 None None ―

Global Infrastructure 
Investors V, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Global Infrastructure Partners 
V-A/B L.P

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

Seek to make primarily control-
oriented equity and equity-related 
investments and, on a selected basis, 
investments in debt securities, in each 
case, in infrastructure and 
infrastructure-related assets primarily 
located in OECD countries, focusing on 
the following industry sectors: energy, 
transportation, digital and water/waste.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None -

BEENEXT ASIA FUND2 GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BEENEXT ASIA FUND2 LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

テクノロジー産業界のアーリーステージ
にある未上場ベンチャー企業の株式及
び株式関連有価証券等への投資を行
い、主にIPOやM&A時の株式売却によ
り利益の獲得を狙い、選ばれた少数の
投資家に対し、長期的な価値上昇実現
の機会を提供する。

私募・運用 63条 個人(1)
外国法人又は外国人
等(1)
事業法人等(1)

3 有 無 ―

Windsor Avenue Holdings II, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PGIM Senior Loan 
Opportunities (Parallel Fund) 
II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund will primarily invest in 
privately placed leveraged debt 
(typically senior secured, first lien, 
below investment grade, floating rate 
debt issuances).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc.(2)
Financial institutions, 
etc(6).

8 None None ―

ALHD PEGASUS TECH 
VENTURES, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AQUA CLARA LEMON GAS 
PEGASUS TECH VENTURES, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage companies in the 
areas of artificial intelligence, big data, 
internet of things, robotics, augmented 
reality, virtual reality, financial 
technology, blockchain, IT, health IT, 
software development, and other 
emerging technologies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (2)

2 Yes None ―
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Pemberton Debt Fund IV GP 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pemberton Mid-Market Debt 
Fund IV SCSp SICAV-RAIF 
(EUR)

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Others The Fund’s investment objective is to 
generate an income stream and 
attractive total returns through a debt 
portfolio.
The Fund will seek to invest in a 
portfolio of financing to mid-market 
companies.  The Fund may invest in a 
range of debt instruments, including in 
senior loans, unitranche loans, asset 
backed loans, equivalent bond 
instruments, including both cash-pay 
and payment-in-kind interest 
structures. 
The majority of investments made by 
the Fund will be to mid-market 
companies located in or with 
significant operations in Europe 
(including the U.K.).

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Pemberton Debt Fund IV GP 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pemberton Mid-Market Debt 
Fund IV SCSp SICAV-RAIF 
(JPY)

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Others The Fund’s investment objective is to 
generate an income stream and 
attractive total returns through a debt 
portfolio.
The Fund will seek to invest in a 
portfolio of financing to mid-market 
companies.  The Fund may invest in a 
range of debt instruments, including in 
senior loans, unitranche loans, asset 
backed loans, equivalent bond 
instruments, including both cash-pay 
and payment-in-kind interest 
structures. 
The majority of investments made by 
the Fund will be to mid-market 
companies located in or with 
significant operations in Europe 
(including the U.K.).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

Timberland Investment 
Resources GP 3 S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TIR Europe Sustainable 
Forestry and Natural Capital 
Fund SCSp SICAV-RAIF

外国の法令に
基づく権利

その他 主な投資対象は米国の投資適格な森
林。米国南東部を中心に中小型の森林
物件を取得(SPVを通じた保有)し、安定
した分配金の獲得とファンド純資産額
の成長を目指すとともに自然資本から
の収益も追及する。リスク特性として流
動性リスクがある。

私募 63条 金融機関等(1) 1 無 無 ―

AlpInvest Atom II GP, L.P. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AlpInvest Atom Fund 
(Offshore Feeder) II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a fund to invest in secondary 
transactions globally

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

ICG Strategic Equity GP V S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ICG SE V (USD Feeder) SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The principal investment objective of 
the Fund is to achieve long-term 
capital appreciation through a portfolio 
of direct or indirect private 
investments, which will generally 
consist of purchases of interests in 
funds through sponsor-led bespoke 
liquidity transactions involving 
established private equity funds, 
whole-fund restructurings, single-
asset (or other concentrated) 
transactions, direct investments in 
portfolio companies and other market 
transactions, through investing in ICG 
Strategic Equity Fund V (USD) LP, 
which is a Delaware limited 
partnership.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Pangaea Ventures Impact LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pangaea Ventures Impact 
Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund will seek to generate long-
term capital appreciation through 
privately negotiated venture capital 
investments in early stage hard-tech 
companies that leverage material 
science, chemistry, biology and physics 
to develop breakthrough solutions. The 
fund will primarily invest in companies 
with operations in Canada and/or the 
United States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (2)

2 Yes None ―

PEGASUS TECH VENTURES 
MANAGEMENT XVI, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PEGASUS TECH VENTURES 
COMPANY XVI, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in companies in the areas of 
electronics, information and 
communication technology, robotics, 
augmented reality, virtual reality, 
mobility, battery, healthcare, advanced 
materials, renewable/harvesting/clean 
energy, agriculture and food other 
emerging technologies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)

1 Yes None ―

GT Private Credit Fund GP 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GoldenTree Private Credit 
Fund (Cayman) FT LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds GoldenTree Private Credit Fund 
(Cayman) FT LP seeks superior risk-
adjusted returns by investing in private 
credit assets made to performing 
borrowers across regions and 
corporate sectors, characterized by a 
high margin of safety and attractive 
return profile.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

GT Private Credit Fund GP 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GoldenTree Private Credit 
Fund (Cayman) FT UL LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The objective of GoldenTree Private 
Credit Fund (Cayman) FT UL LP 
(“Cayman Treaty Unleveraged Fund”) 
is to seek superior risk-adjusted 
returns by making private credit 
investments with an emphasis on 
corporate debt securities that are 
directly sourced by GoldenTree. The 
assets acquired by Cayman Treaty 
Unleveraged Fund may include all 
types of obligations and may have 
varying terms with respect to 
collateralization, seniority or 
subordination, purchase price, 
convertibility, interest payments and 
maturity. Cayman Treaty Unleveraged 
Fund will not incur any leverage, 
except as specifically permitted in the 
private placement memorandum.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None -
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（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）
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the Financial 
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GT Private Credit Fund GP 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GoldenTree Private Credit 
Fund (Cayman) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The objective of GoldenTree Private 
Credit Fund (Cayman) LP (“Cayman 
Fund”) is to seek superior risk-
adjusted returns by making private 
credit investments with an emphasis 
on corporate debt securities that are 
directly sourced by GoldenTree. The 
assets acquired by the Cayman Fund 
may include all types of obligations and 
may have varying terms with respect 
to collateralization, seniority or 
subordination, purchase price, 
convertibility, interest payments and 
maturity. The Cayman Fund has the 
ability to use leverage (i.e., borrow 
funds on a recourse and/or non-
recourse basis and use other means of 
financing in regard to one or more 
investments) as part of its overall 
investment strategy and for cash 
management purposes.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

CEP VI Holdings, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle
Europe Partners
VI, S.C.Sp.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a fund to achieve capital appreciation 
primarily through privately negotiated 
equity and equity-related investments, 
primarily in companies based, or having 
or pursuing operations, in Europe

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

LaSalle Asia Opportunity VI 
Carry Partner GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LaSalle Asia Opportunity VI 
Carry Partner LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The purpose and scope of the 
Partnership is to (a) receive, directly 
or indirectly, carried Interest 
distributions from LaSalle Asia 
Opportunity VI LP, a Singapore limited 
partnership, (b) acquire, hold for 
investment, distribute and/or 
otherwise dispose of cash or other 
property distributed to the Partnership 
by any LaSalle Entity or otherwise 
received by the Partnership in 
connection with its business; and (c) 
engage in such other activities that an 
exempted limited partnership may 
engage.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

CD Clean Energy Umbrella GP 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Dynamics Clean 
Energy SCA SICAV RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The purpose of  the partnership is to 
invest in the clean energy sector, 
specifically in renewable energy 
projects, with a specific focus on the 
core mature markets in Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Pitango GP Growth Holdings 
2022 Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pitango Growth Fund III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The principal purpose of the Fund is to 
achieve superior returns from growth 
equity investing, primarily by acquiring, 
holding and disposing of equity 
securities issued by private companies.
The Fund also will invest idle cash in 
high-quality securities on a short-term 
basis and engage in other activities 
customary to venture capital and 
growth equity investment funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(1)

1 None None ―

Pitango GP Health Holdings 
2022 Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pitango HealthTech Fund II, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The principal purpose of the Fund is to 
achieve superior returns from venture 
capital investing in the healthcare 
space, primarily by acquiring, holding 
and disposing of equity securities 
issued by healthcare-related private 
companies.
The Fund also will invest idle cash in 
high-quality securities on a short-term 
basis and engage in other activities 
customary to venture capital 
investment funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(1)

1 None None ―

JUNI PE Fund GP LP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JUNI Private Equity Fund N 
(EUR), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund is a Cayman Islands 
exempted limited partnership, which 
will invest all or substantially all of its 
assets in JUNI PE Fund N (EUR) 
Blocker (Cayman) LP (“Fund Holdings 
LP”). The purposes of the Fund 
Holdings LP is to acquire, hold, sell and 
exchange, either directly or indirectly, 
interests in limited partnerships or 
other pooled investment vehicles, etc.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

JUNI PE Fund GP LP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JUNI Private Equity Fund N 
(USD), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund is a Cayman Islands 
exempted limited partnership, which 
will invest all or substantially all of its 
assets in JUNI PE Fund N (USD) 
Blocker (Cayman) LP (“Fund Holdings 
LP”). The purposes of the Fund 
Holdings LP is to acquire, hold, sell and 
exchange, either directly or indirectly, 
interests in limited partnerships or 
other pooled investment vehicles, etc.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

PCG JTF Cayman GP Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PCG JTF Cayman LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Fund aims to invest lands, commercial 
facilities and residential properties in 
the region of Kanto and Jyoshinetsu.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (4) , Business 
corporations, etc. (2), 
Investment Limited 
Partnership (1)

7 None None ―

Lindsay Goldberg GP VI LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lindsay Goldberg VI L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The Fund’s primary objective will be 
to generate capital appreciation 
primarily through equity and equity-
related investments in companies of at 
least $100 million (as of the initial 
investment or through multiple 
investments) and that are expected to 
provide the Fund with meaningful 
influence or control in the 
management, operations and strategic 
direction of the business.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 Yes None ―

Carlyle Realty X, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Realty Partners X, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

a Delaware fund making real estate 
investments in the United States

Private 
placement

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Carlyle Realty X, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Realty
Foreign Investors
X-A, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

a Delaware fund making real estate 
investments in the United States 
generally by using a blocker 
corporation for U.S. federal income tax 
purposes

Private 
placement

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Carlyle Realty X, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Realty
Foreign Investors
X-B, S.C.Sp.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

a Luxembourg fund making real estate 
investments in the United States 
generally using blocker corporations 
for U.S. federal income tax purposes

Private 
placement

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Carlyle Realty X, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle Realty
Foreign Investors
X-C, S.C.Sp.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

a Luxembourg fund making real estate 
investments in the United States 
generally using a blocker corporation 
for U.S. federal income tax purposes

Private 
placement

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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PIMCO GP LIII, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PIMCO Corporate 
Opportunities Fund IV 
Offshore Feeder, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds PIMCO Corporate Opportunities Fund 
IV Offshore Feeder, L.P. is the feeder 
fund and intends to invest 
substantially all of its assets into 
PIMCO Corporate Opportunities Fund 
IV, L.P. (the “Master Partnership”) 
through investing in one or more 
special-purpose entity. The investment 
objective of the Master Partnership is 
to invest principally in loans, bonds, 
equity, trade claims and any other type 
of equity, debt or creditor instrument 
of U.S. and/or non-U.S. companies 
that have limited access to capital, 
have misaligned capital structures, are 
otherwise experiencing stress and/or 
that are undervalued.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.  (1)

1 None None ―

CDL JUNIPD GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CDL JUNIPD, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a fund to seek to extract enhanced 
yield mainly from a directly originated, 
and defensively constructed, 
diversified portfolio of credit 
investments

Private 
placement

Article 63 Financial Instruments 
Business
Operators, etc. (1) 
Financial Institutions, 
etc. (3)

4 None None ―

EU Cayman3.1 Co., Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EU FUND III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds  to generate long-term capital 
appreciation typically through privately 
negotiated equity and equity-related 
investments in companies primarily 
based in Japan or companies based 
outside of Japan having substantial 
business operations based in Japan.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (2)

2 Yes None ―

BlackRock L Global 
Infrastructure SMA GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BlackRock L Global 
Infrastructure SMA Feeder 
Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund will invest in a diversified 
portfolio of infrastructure funds, 
including primary funds, secondary 
funds and co-investments.  The Fund 
will invest primarily into brownfield 
assets in North America and Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

BlackRock JUNI Global 
Infrastructure SMA GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Juniversitas Infrastructure 
Core Fund B (USD), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund will invest in a diversified 
portfolio of infrastructure funds, 
including primary funds, secondary 
funds and co-invesments.  The Fund 
will invest primarily into brownfield 
assets in North America and Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

BlackRock JUNI Global 
Infrastructure SMA GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Juniversitas Infrastructure 
Core Fund B (EUR), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund will invest in a diversified 
portfolio of infrastructure funds, 
including primary funds, secondary 
funds and co-invesments.  The Fund 
will invest primarily into brownfield 
assets in North America and Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

Winslow Growth Capital GP III, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Winslow Growth Capital Fund 
III, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Seeking to make private growth equity 
investments in businesses that are 
disrupting a wide range of industries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63  Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)
 Financial Institutions, 
etc. (6)
Investment Limited 
Partnership (1)
Business corporations, 
etc. (2)

10 None None ―

Ares Capital Europe VI GP S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Capital Europe VI (Y) 
Unlevered, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective of the Fund 
is to directly originate and provide 
one-stop, flexible and scaled debt 
capital to European mid-market 
companies with a target EBITDA of €
10 million+. The Fund will seek to 
achieve this objective by investing in 
first and second lien debt, 
subordinated debt and other similar 
debt, as well as, to a lesser extent, 
equity co-investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc.(5)
Financial institutions, 
etc.(16)

21 None None ―

Ares Capital Europe VI GP S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Capital Europe VI (E) 
Unlevered

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The investment objective of the Fund 
is to directly originate and provide 
one-stop, flexible and scaled debt 
capital to European mid-market 
companies with a target EBITDA of €
10 million+. The Fund will seek to 
achieve this objective by investing in 
first and second lien debt, 
subordinated debt and other similar 
debt, as well as, to a lesser extent, 
equity co-investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc.(5)
Financial institutions, 
etc.(15)

20 None None ―

Ares Capital Europe VI GP S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Capital Europe VI (E) II 
Unlevered, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The investment objective of the Fund 
is to directly originate and provide 
one-stop, flexible and scaled debt 
capital to European mid-market 
companies with a target EBITDA of €
10 million+. The Fund will seek to 
achieve this objective by investing in 
first and second lien debt, 
subordinated debt and other similar 
debt, as well as, to a lesser extent, 
equity co-investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc.(5)
Financial institutions, 
etc.(14)

19 None None ―

Ares Capital Europe VI GP S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Capital Europe VI (E) 
Levered

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The investment objective of the Fund 
is to directly originate and provide 
one-stop, flexible and scaled debt 
capital to European mid-market 
companies with a target EBITDA of €
10 million+. The Fund will seek to 
achieve this objective by investing in 
first and second lien debt, 
subordinated debt and other similar 
debt, as well as, to a lesser extent, 
equity co-investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc.(5)
Financial institutions, 
etc.(8)

13 None None ―

Ares Capital Europe VI GP S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Capital Europe VI (E) II 
Levered, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The investment objective of the Fund 
is to directly originate and provide 
one-stop, flexible and scaled debt 
capital to European mid-market 
companies with a target EBITDA of €
10 million+. The Fund will seek to 
achieve this objective by investing in 
first and second lien debt, 
subordinated debt and other similar 
debt, as well as, to a lesser extent, 
equity co-investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc.(5)
Financial institutions, 
etc.(8)

13 None None ―

Ares Capital Europe VI GP 
(Delaware), LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Capital Europe VI (Y) 
Unlevered, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective of the Fund 
is to directly originate and provide 
one-stop, flexible and scaled debt 
capital to European mid-market 
companies with a target EBITDA of €
10 million+. The Fund will seek to 
achieve this objective by investing in 
first and second lien debt, 
subordinated debt and other similar 
debt, as well as, to a lesser extent, 
equity co-investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc.(5)
Financial institutions, 
etc.(16)

21 None None ―
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Ares Capital Europe VI GP 
(Delaware), LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Capital Europe VI (E) 
Unlevered

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The investment objective of the Fund 
is to directly originate and provide 
one-stop, flexible and scaled debt 
capital to European mid-market 
companies with a target EBITDA of €
10 million+. The Fund will seek to 
achieve this objective by investing in 
first and second lien debt, 
subordinated debt and other similar 
debt, as well as, to a lesser extent, 
equity co-investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc.(5)
Financial institutions, 
etc.(15)

20 None None ―

Ares Capital Europe VI GP 
(Delaware), LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Capital Europe VI (E) II 
Unlevered, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The investment objective of the Fund 
is to directly originate and provide 
one-stop, flexible and scaled debt 
capital to European mid-market 
companies with a target EBITDA of €
10 million+. The Fund will seek to 
achieve this objective by investing in 
first and second lien debt, 
subordinated debt and other similar 
debt, as well as, to a lesser extent, 
equity co-investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc.(5)
Financial institutions, 
etc.(14)

19 None None ―

Ares Capital Europe VI GP 
(Delaware), LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Capital Europe VI (E) 
Levered

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The investment objective of the Fund 
is to directly originate and provide 
one-stop, flexible and scaled debt 
capital to European mid-market 
companies with a target EBITDA of €
10 million+. The Fund will seek to 
achieve this objective by investing in 
first and second lien debt, 
subordinated debt and other similar 
debt, as well as, to a lesser extent, 
equity co-investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc.(5)
Financial institutions, 
etc.(8)

13 None None ―

Ares Capital Europe VI GP 
(Delaware), LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Capital Europe VI (E) II 
Levered, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The investment objective of the Fund 
is to directly originate and provide 
one-stop, flexible and scaled debt 
capital to European mid-market 
companies with a target EBITDA of €
10 million+. The Fund will seek to 
achieve this objective by investing in 
first and second lien debt, 
subordinated debt and other similar 
debt, as well as, to a lesser extent, 
equity co-investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc.(5)
Financial institutions, 
etc.(8)

13 None None ―

4BIO Ventures III GP LLP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

4BIO VENTURES III LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund invests primarily in venture 
companies that specialize development 
and marketing of advanced therapy 
technology.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(1)

1 Yes None ―

BGV Opportunity Fund II 
Partners, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BGV Opportunity Fund II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund will focus the majority of its 
capital towards promising enterprise 
technology companies that have a 
strong product market fit and go to 
market fit, validated by their 
customers and revenues ranging above 
$8M ARR. Strong performance across 
multiple financial metrics such as sales 
efficiency, LTV/CAC ratios, growth 
rate, gross margins are taken into 
consideration while evaluating the fit. 
The geographic focus will be cross-
border companies with a nexus in 
Silicon Valley, consistent with BGV’s 
earlier funds. Target companies will 
typically be headquartered in Silicon 
Valley but will often have been 
conceived elsewhere in the world to 
take.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

DigitalBridge III GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DigitalBridge Partners III, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a fund making privately negotiated 
equity investments in any assets or 
businesses related to the digital 
infrastructure sector on a global basis.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Carlyle Japan V, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carlyle 
Japan Partners V, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a fund to generate superior long-term 
capital appreciation typically through 
privately negotiated equity and equity-
related investments in companies 
primarily based, incorporated, 
headquartered or having or pursuing 
operations in or with significant 
economic linkages to Japan.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (16), Business 
corporations, etc. (4), 
Financial instruments 
business operators, 
etc. (1), Investment 
Limited Partnership (3)

24 Yes None ―

CMCT 4750 GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TO-4750 Wilshire Co-
Investor, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

To co-invest in 4750 Wilshire Blvd In 
Los Angles, California in connection 
the conversion of the top two floors of 
4750 Wilshire Blvd from office-use to 
multifamily

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

TACOF III GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tor Asia Credit Opportunity 
Fund III LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The investment objective of the 
Partnership is, through investments to 
its master fund, to achieve attractive 
riskadjusted returns through 
opportunistically acquiring a portfolio 
of private credit investments, 
corporate bonds, including special 
situations and distressed 
opportunities, primarily across the 
Asia-Pacific region.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Yamaha Motor Exploratory 
Fund II GP, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

YAMAHA MOTOR 
EXPLORATORY　FUND　II, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investment in the automotive aviation, 
medical, agricultural, and technology 
industries in various investment 
stages, including seed stage, early 
stage, and growth stage.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

RISA Vertex Venture Fund II 
GP Pte. Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

RISA Vertex Venture Fund II 
LP

外国の法令に
基づく権利

ファンド・オブ・
ファンズ

Vertex Master Fund III LP へのLP出資
を通じてアジア及び米国等のベン
チャー企業に投資を行う。

私募・運用 63条 事業法人等（1）、金融
機関等(1)

2 有 無 ―

Purus Marine GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Purus Marine Holdings LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Partnership is a Cayman Islands 
partnership that will serve as a holding 
company and which aims to generate 
attractive risk-adjusted returns while 
helping to reduce the maritime 
shipping industry’s significant 
contribution to two of the world’s 
great challenges: climate change and 
pollution.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (2)

2 None None ―

Rialto Partners GP V - Debt, 
LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

RREF V Debt Offshore 
Investors, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Invests in Rialto Real Estate Fund V - 
Debt, LP which invests in real estate 
loans and securities including (i) newly 
issued and seasoned B-pieces of 
CMBS, as well as additional classes of 
CMBS certificates, (ii) sub- and non-
performing standalone credit 
investments or loan portfolios, and (iii) 
senior floating rate loans, mezzanine 
loans, CLOs, B-notes, preferred equity 
and other high yield debt located 
primarily in the United States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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APEF X GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Apogem Private Equity Fund 
X, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds This fund intends to seek capital gains 
by building a diversified portfolio of 
Lower Middle Market buyout, growth, 
and turnaround/distressed private 
equity funds, co-investments, and 
secondaries in North America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (2)
Financial institutions, 
etc. (6)
Business corporations, 
etc. (1)

9 Yes None ―

NSSK Sakura Target GP 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NSSK Sakura Target L.P. 外国の法令に
基づく権利

バイアウト・ファ
ンド

本ファンドの主な投資目的は、特定の
日本企業グループへバイアウト投資を
行うことである。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(4)、外国法人又は
外国人等(1)

5 有 無 ―

MetaProp Ventures GP IV, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MetaProp Ventures IV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Equity & hybrid equity investment in 
seed and early stage real estate 
technology (“PropTech”) companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (6)
Financial institutions, 
etc. (3)

9 Yes None ―

Ares Institutional Loan Fund 
GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Institutional Loan Fund 
(Cayman Feeder) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to achieve an 
attractive risk-adjusted total return by 
investing (through the master fund) in 
a diversified portfolio of non-
investment grade debt consisting 
primarily of senior secured loans with a 
limited allocation for high yield bonds, 
including, without limitation, second 
lien loans, mezzanine debt, unsecured 
debt and other “higher yielding” debt 
securities and instruments.

Private 
placement

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (1),
Financial Institutions, 
etc.(3)

4 None None ―

DNX Global Seed, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DNX GLOBAL SEED FUND, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Sector:
Internet related technology, Industrials

Stage:
Seed~Expansion

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (2)

2 Yes None ―

DNX Global Seed, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ignition Program, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Sector:
Companies in technology related 
industries

Stage:
Early-stage and development-stage

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None －

SeaTown Private Strategies 
GP II Pte. Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SeaTown Private Credit 
(Cayman) Feeder Fund II LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The investment objective of the 
Partnership is to generate current 
interest income and consistent total 
risk-adjusted return through a 
portfolio of private credit investments.  
The Partnership invests substantially 
all of its assets through a “master-
feeder” structure into SeaTown 
Private Credit Master Fund II.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (3)
Financial institutions, 
etc. (3) 
Business corporations, 
etc. (1)

7 None None ―

FLF Fund IV (U) GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Lending Fund IV (U-
A) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund intends to make attractive 
risk adjusted debt investments, 
primarily by originating and acquiring 
senior secured debt of operating 
businesses in a wide array of 
corporate industries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

FLF Fund IV (U) GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Lending Fund IV (U-
B) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund intends to make attractive 
risk adjusted debt investments, 
primarily by originating and acquiring 
senior secured debt of operating 
businesses in a wide array of 
corporate industries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

FLF Fund IV (U) GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Lending Fund IV (U-
C) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund intends to make attractive 
risk adjusted debt investments, 
primarily by originating and acquiring 
senior secured debt of operating 
businesses in a wide array of 
corporate industries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

L Catterton Growth Managing 
Partner V, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

L Catterton Growth V, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a growth fund formed for the purpose 
of making growth equity investments 
globally

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1), Business 
corporations, etc. (1), 
Investment Limited 
Partnership (1)

3 None None ―

Thevelia GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Virtue Co-investment, L.P.2 Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To co-invest with the main fund 
(BPEA Private Equity Fund VIII, L.P.) in 
a fund administrator and corporate 
service provider operating across the 
Americas, Europe, Asia-Pacific and the 
Middle East (the "Portfolio Company") 
and to aquire, hold, finance, refinance 
and dispose of securities in the 
Portfolio Company

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment
Limited
Partnership (1)

1 None None ―

JPST Real Estate GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JPST Real Estate LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The purpose of the Partnership is to 
invest in any type of open or closed-
ended commingled collective 
investment scheme, collective 
investment undertaking or other 
investment fund (on either a primary or 
secondary investment basis) which has 
a real estate investment policy.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

PEGASUS TECH VENTURES 
MANAGEMENT XV, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PEGASUS TECH VENTURES 
COMPANY XV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest in early-stage companies in the 
areas of robotics technology.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)

1 Yes None ―

BW Government International 
Feeder GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BW Government International 
Feeder Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The investment objective of the Fund 
is wealth preservation and
generating consistent current income, 
using risk parameters and
portfolio management strategies 
established by the General
Partner.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―
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Morrison & Co Infrastructure 
   Partnership GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Morrison & Co Infrastructure 
Partnership Feeder Fund 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds This is a Luxembourg-domiciled
fund that has been established as a 
feeder fund to invest directly into The 
Morrison & Co Infrastructure 
Partnership Master Fund SCSp (the 
"Master Fund"), which is a 
Luxembourg-domiciled open-ended 
infrastructure fund. Generally speaking, 
the Master Fund invests in 
infrastructure assets – the Master 
Fund is targeting to build a high-
quality, growth-exposed and defensive 
portfolio of infrastructure investments. 
 The Master Fund's strategy seeks to 
develop a portfolio that is well 
positioned for the major challenges and 
opportunities facing the modern global 
economy, including decarbonisation, 
adaptation to climate change, and the 
world's increasing reliance on, and 
demand for, digital infrastructure.

Key target sectors: The Master Fund 
is targeting assets that address 
enduring societal needs and are 
exposed to major global themes driving 
uncorrelated growth, change and 
opportunity, including: renewable 
energy generation, energy networks, 
distributed energy, energy storage, 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
Instruments
Business
Operator, etc.
(1)

1 None None ―

MFCF Cayman GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MFCF Cayman Feeder 1 LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds MFCF Cayman Feeder 1 LP intends to 
invest all or substantially all of its 
assets in limited partnership interests 
of Manulife Forest Climate Fund LP, 
and potentially in certain parallel funds 
and alternative investment vehicles of 
Manulife Forest Climate Fund LP. 
Manulife Forest Climate Fund LP’s 
proposed investment objectives are: 
climate change mitigation via 
sustainably-managed forests where 
carbon sequestration is prioritized 
over timber production; to preserve 
capital, provide moderate current 
income, realize profit from carbon 
value and long-term appreciation; to 
prioritize asset disposition to 
conservation buyers to ensure long-
term climate, ecological and social 
benefits where easement sales are not 
possible.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63

Financial institutions, 
etc. (2)

2

None None ―

Ares Secondaries 
Infrastructure Solutions III 
Management, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Secondaries 
Infrastructure Solutions III 
Offshore, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund Cayman limited partnership principally 
to invest indirectly, by acquiring limited 
partner interests in Ares Secondaries 
Infrastructure Solutions III, L.P., in 
established infrastructure funds, 
energy funds, transportation funds, 
hard assets and commodities funds 
and other similar pooled investment 
vehicles that primarily invest in 
infrastructure or real assets

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (11), Financial 
institutions, etc. (28), 
Business corporations, 
etc. (2)

41 None None ―

LBF2 Cayman B GP Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LBF2 Cayman Feeder B LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Limited Partnership invests in a 
single fund with an asset specific 
focus on agribusiness In Australia and 
New Zealand

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

UBS (CAY) Juniversitas Real 
Estate Core GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Juniversitas Real Estate Core 
Fund U (USD), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Core real estate investments, 
consisting of: (1) primary fund 
investments and Secondary (as defined 
below) fund investments in Open-end 
funds (60-100%) and/or (2) primary and 
Secondary fund investments in 
Closed-end funds, primary and 
Secondary co-investments (up to 40%).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

UBS (CAY) Juniversitas Real 
Estate Core GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Juniversitas Real Estate Core 
Fund U (EUR), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Core real estate investments, 
consisting of: (1) primary fund 
investments and Secondary (as defined 
below) fund investments in Open-end 
funds (60-100%) and/or (2) primary and 
Secondary fund investments in 
Closed-end funds, primary and 
Secondary co-investments (up to 40%).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Oaktree Direct Lending Fund 
GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Direct Lending Fund 
(Parallel), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund’s investment objective is to 
generate stable quarterly cash income 
and long-term capital appreciation. The 
fund intends to primarily focus on 
private lending opportunities to 
medium-sized companies, including 
bespoke, highly negotiated loans and 
private equity-related financing such 
as those backing leveraged 
buyouts(“LBOs”).  These areas of the 
market tend to offer yields that exceed 
those available in more liquid credit 
investments. The fund will seek to 
build a diverse portfolio across 
industries and expects most of its 
investments to be in the debt of 
eligible portfolio companies. The Fund 
will prioritize risk control and downside 
protection by evaluating credit 
fundamentals, monitoring appropriate 
credit metrics such as loan-to-value 
("LTV") and pursuing ample structural 
protections. The fund is targeting 
gross investment-level returns of 8% -
9% before the application of any 
leverage; provided that the parallel 
fund will not utilize long-term leverage 
and, as such, it is expected to have a 
materially different overall return 
profile as compared to the fund. There 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc.(1)
Investment Limited 
Partnership(1)

2 None None ―

QIC QGIF II GP No. 1 S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

QGIF II Feeder Fund D SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds QGIF II Feeder Fund D SCSp will adopt 
a thematic and sector centric 
investment strategy to invest in a 
portfolio of infrastructure assets which 
seek to generate attractive risk 
adjusted returns. This will be primarily 
through equity and equity-related 
investments (including preferred equity 
and subordinated debt), located 
predominantly in the target region, and 
with a principal focus on the transport, 
energy & utilities, and social & 
healthcare sectors.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(7)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc.(3)

10 None None ―
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QIC QGIF II GP No. 1 S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

QGIF II Feeder Fund E SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds QGIF II Feeder Fund E SCSp will adopt 
a thematic and sector centric 
investment strategy to invest in a 
portfolio of infrastructure assets which 
seek to generate attractive risk 
adjusted returns. This will be primarily 
through equity and equity-related 
investments (including preferred equity 
and subordinated debt), located 
predominantly in the target region, and 
with a principal focus on the transport, 
energy & utilities, and social & 
healthcare sectors.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(7)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc.(3)

10 None None ―

Blue Owl Real Estate Fund 
GP VI LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Blue Owl Real Estate Fund VI 
(Offshore) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Others The investment objective of the Fund 
is to invest in the fund which will seek 
to acquire a portfolio of commercial 
real estate, which is primarily 
consisting of free-standing, single-
tenant commercial properties net 
leased to investment grade or 
equivalent tenants primarily in the 
United States and Canada.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

HSRE GP IX, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HSREP IX F1, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund intends to generate 
attractive risk-adjusted returns by 
investing principally, directly or 
indirectly, in demographic-driven 
segments of the real estate market 
such as the student housing and other 
education-related, senior housing-
related, healthcare-related, life 
sciences, digital, build-to-rent and 
storage real estate sectors.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1), Financial 
Instruments Business 
Operator, etc. (1)

2 None None ―

HSRE GP IX, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HSREP IX F2, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund intends to generate 
attractive risk-adjusted returns by 
investing principally, directly or 
indirectly, in demographic-driven 
segments of the real estate market 
such as the student housing and other 
education-related, senior housing-
related, healthcare-related, life 
sciences, digital, build-to-rent and 
storage real estate sectors.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Asia Capital Partners II, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Advantage Partners Asia Fund 
II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Type: Buyout Fund

Risk characteristic: Equity

Regional characteristics: Asia

The basic investment policy and 
strategy:Increase corporate value 
through management support

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual (1) 1 None None ―

Resolute Fund Partners VI, 
L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

The Resolute Fund VI, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The fund will primarily target private 
equity, equity-related and debt 
investments in middle-market 
companies primarily in the U.S., 
generally with enterprise values from 
$100 million to $2 billion

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(13)

13 None None ―

KPS Investors VI, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

KPS Special Situations Fund 
VI (A), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The fund will mainly make controlling 
investments in companies across a 
diverse range of manufacturing 
industries that are primarily domiciled 
or headquartered in the United States, 
Canada and Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(11), Business
corporations,
etc.(1)

12 None None ―

LaSalle Global Employee Co-
Investment C GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LaSalle Global Employee Co-
Investment Fund C., L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The purpose of the Partnership is to 
act as an employee participation 
scheme to enable LaSalle employees 
to participate indirectly in underlying 
investment opportunity managed, 
advised or otherwise originated by a 
member of the LaSalle Group, including 
(i) a fund; (ii) a separate account; (ii) a 
side-car investment or other co-
investment alongside a fund; and/or 
(iv) a direct investment transaction by 
investing in the relevant Class.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

Monroe Capital Private Credit 
Fund V GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Monroe Capital Private Credit 
(Lux) Non-Treaty Feeder 
Fund V (Unleveraged) SCSp 
SICAV-RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to achieve its 
investment objective primarily through 
investments in senior and junior 
secured loans for lower middle market 
companies primarily located in the 
United States and Canada and either 
originated by Monroe Capital LLC and 
its affiliates or acquired from third 
parties.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Monroe Capital Private Credit 
Fund V GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Monroe Capital Private Credit 
(Lux) Treaty Feeder Fund V 
(Unleveraged) SCSp SICAV-
RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to achieve its 
investment objective primarily through 
investments in senior and junior 
secured loans for lower middle market 
companies primarily located in the 
United States and Canada and either 
originated by Monroe Capital LLC and 
its affiliates or acquired from third 
parties.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Monroe Capital Private Credit 
Fund V GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Monroe Capital Private Credit 
(Lux) Treaty Feeder Fund V 
SCSp SICAV-RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to achieve its 
investment objective primarily through 
investments in senior and junior 
secured loans for lower middle market 
companies primarily located in the 
United States and Canada and either 
originated by Monroe Capital LLC and 
its affiliates or acquired from third 
parties.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None _

MGETS Luxembourg GP S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Macquarie Green Energy 
Transition Solutions SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
Investment 
fund

Investments in sustainable 
infrastructure, real assets, and 
infrastructure-enabling technology and 
services businesses globally, with a 
focus on developed markets. 
Targetting such sectors as: Clean Grid; 
 Clean Transportation; Hydrogen and 
Renewable Fuels; Carbon Capture, 
Utilisation, and Storage; Circular 
Economy and; Infrastructure-Enabling 
Technologies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (3)

3 None None ―

Highcross Leicester (GP) 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Highcross Leicester Limited 
Partnership

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Purpose and business of the 
Partnership shall be managing the 
investment, letting, holding and 
development (if appropriate) of the 
land and buildings and property-like 
real estate rights (the "Property") 
with a view to carrying on of a 
property rental business in respect of 
the Property in accordance with 
principles of good estate management.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―
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ICG Europe Mid-Market Fund 
II GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ICG Europe Mid-Market Fund 
II Feeder SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other ICG Europe Mid-Market Fund II Feeder 
SCSp will invest flexibly throughout 
the capital structure of European mid-
market companies, using a blend of 
senior and subordinated debt, 
preferred stocks, and other equity-like 
instruments, structured to deliver both 
a significant contractual return and an 
attractive overall risk-adjusted return 
for investors, through investing in ICG 
Europe Mid-Market Fund II SCSp, 
which is a Luxembourg special limited 
partnership.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (1)

1 None None ―

BIS Z Infrastructure 
Opportunities GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BIS Z Infrastructure 
Opportunities Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund will invest in a diversified 
portfolio of infrastructure funds, 
including primary funds and secondary 
funds.  The Fund will invest primarily 
into assets in North America and 
Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

PPEF Management Investors 
11-II LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TMAM/Pathway Private 
Equity Fund VI, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds TMAM/Pathway Private Equity Fund 
VI, LP (the "Fund") is expected to 
invest in the funds contributed by the 
investors into certain private 
securities. In terms of the geography, 
the Fund will invest primarily in North 
America and secondarily in Europe and 
other regions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Overland Capital Partners 
Japan (GP), LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Overland Capital Partners 
Japan, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Overland Capital Partners Japan, L.P 
(the "Fund") intends to utilize a 
disciplined investment approach 
focusing on the acquisition of 
ownership interests in operating, 
construction and development stage 
renewable energy projects, primarily in 
the form of equity and preferred equity 
investments but may from time to time 
deploy capital in these investment in 
the form of debt.  The Fund’s primary 
target areas in the renewable energy 
space are operational, construction-
ready or development stage solar, 
wind, and battery storage assets. The 
Fund expects to focus its investment 
efforts primarily on the U.S. 
marketplace.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Overland Capital Partners 
Japan (GP), LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Overland Capital Partners 
Japan 2, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Overland Capital Partners Japan 2, 
L.P. ("Fund 2") intends to utilize a 
disciplined investment approach 
focusing on the acquisition of 
ownership interests in operating, 
construction and development stage 
renewable energy projects, primarily in 
the form of equity and preferred equity 
investments but may from time to time 
deploy capital in these investment in 
the form of debt.  Fund 2’s primary 
target areas in the renewable energy 
space are operational, construction-
ready or development stage solar, 
wind, and battery storage assets. Fund 
2 expects to focus its investment 
efforts primarily on the U.S. 
marketplace.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None  -

Permira Strategic 
Opportunities GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Permira Strategic 
Opportunities SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Permira Strategic Opportunities SCSp 
is being formed principally to make 
investments consistent with the 
investment strategy. The primary area 
of investment will be strategic capital, 
investing across the capital structure 
and providing bespoke debt and 
minority equity primary capital 
solutions to high-quality companies 
unable to access traditional forms of 
capital. The investment strategy will 
also involve seeking dislocation 
opportunities, unlocking value created 
by pricing dislocations, predominantly 
in the secondary market during periods 
of volatility

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (22)
Financial institutions, 
etc. (33)
Business
corporations,
etc.(2)

57 Yes None ―

New Mountain Investments 
VII, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

New Mountain Partners VII, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The Fund seeks long-term capital 
appreciation, typically through 
privately-negotiated
equity and equity-related investments 
in leveraged acquisitions, build-ups,
recapitalizations, control 
restructurings, management buyouts, 
pre-public
offering opportunities and growth 
equity transactions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (13)

13 None None ―

NordicNinja Fund II General 
Partner S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NordicNinja Fund II SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investing in seed and early stage 
start-ups in the Nordic, Baltic and 
Northern European region

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63

Financial Institutions, 
etc. (2)
Business corporations, 
etc. (4)

6

Yes None ―

Pantheon Juniversitas 
Infrastructure Equity Core 
GP, Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Juniversitas Infrastructure 
Equity Core Fund P (USD), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds To generate risk-adjusted returns by 
investing in a diversified portfolio of 
infrastructure assets, including 
infrastructure funds and direct 
investments and direct co-
investments in infrastructure 
companies.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

Financial Instruments 
Business Operator,  
etc. (1)

2 None None ―

Pantheon Juniversitas 
Infrastructure Equity Core 
GP, Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Juniversitas Infrastructure 
Equity Core Fund P (EUR), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds To generate risk-adjusted returns by 
investing in a diversified portfolio of 
infrastructure assets, including 
infrastructure funds and direct 
investments and direct co-
investments in infrastructure 
companies.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

Financial Instruments 
Business Operator,  
etc. (1)

2 None None ―

ICG Infrastructure Fund II GP 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ICG Infrastructure Fund II 
Feeder SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The objective of the Fund is to deliver 
attractive risk-adjusted returns by 
making investments in 8-15 European 
mid-market, brownfield, core plus 
infrastructure assets, diversified by 
both geography and sector, through 
investing in ICG Infrastructure Fund II 
SCSp, which is a Luxembourg special 
limited partnership.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (1)

1 None None ―

ILV Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ILVP Fund, Limited 
Partnership

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund To generate returns primarily from 
investments in early stage Israeli and 
Israeli related technology companies 
developing disruptive technologies for 
legacy and traditional industries, such 
as Industry 4.0 and Smart 
Manufacturing.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―
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）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than
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（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Theorem Opportunities Fund 
GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Theorem Opportunities Fund 
Offshore, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The fund is a feeder fund, therefore, 
the fund will invest all or substantially 
all of its assets in the master fund; 
provided, however, that the fund may 
participate in certain investments in 
parallel with the master fund pursuant 
to the master fund agreement.

The fund (through the master fund): (i) 
will seek to invest in asset-backed 
securities that derive value from 
consumer unsecured lending, in whole 
loans and whole loan portfolios in the 
consumer unsecured space and in 
seasoned bonds, in each case 
including, without limitation, in 
connection with episodes of financial 
distress; (ii) may carry on such other 
businesses, purposes, or activities as 
may be set forth in the offering 
circular; and (iii) may engage in such 
other activities, or make investments 
which are incidental or ancillary 
thereto, which the general partner 
deems necessary or advisable; 
provided, however, that the fund may 
not carry on any business, purpose, or 
activity that may not lawfully be 
carried on by an exempted limited 
partnership registered under the 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

PREP GP III Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PREP III LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The purpose of PREP III LP is to 
purchase and hold the participating 
shares in PAG Real Estate GP III 
Limited, a Cayman Islands exempted 
company, which will in turn purchase 
and hold interests in PAG Real Estate 
Partners III L.P., a Cayman Islands 
exempted limited partnership (the 
"Master Fund").  The principal 
objective of the Master Fund is to 
generate attractive risk-adjusted 
absolute income returns from direct 
real estate investments.  The Master 
Fund will target income investments 
via direct asset and portfolio 
acquisitions, strategic asset- and 
portfolio-level ventures and operating 
company partnerships.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None ―

NB Real Estate Secondary 
Opportunities Associates II 
GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB Real Estate Secondary 
Opportunities Offshore Fund II 
(Q) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of Funds The fund is a feeder fund which 
invests in the main fund both directly 
and indirectly through a Delaware 
entity and will not engage in any 
business activities unrelated to its 
direct or indirect investment in the 
main fund. The main fund's principal 
investment strategy will be to acquire 
interests in mature value-add and 
opportunistic real estate private equity 
funds primary in the U.S. and Europe; 
however, the main fund may also invest 
in other real estate and real estate-
related strategies and in other 
geographies. The main fund may also 
target recapitalizations of real estate 
funds, joint ventures and other 
vehicles, and it may pursue co-
investments into specific real estate 
assets or portfolios alongside third-
party managers.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

NICP IV GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Northleaf Infrastructure 
Capital Partners IV LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund will invest in a portfolio of 
infrastructure assets in OECD 
jurisdictions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

NICP IV GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Northleaf Infrastructure 
Capital Partners IV (FI) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund will invest in a portfolio of 
infrastructure assets in OECD 
jurisdictions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

NICP IV GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Northleaf Infrastructure 
Capital Partners IV QFPF LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund will invest in a portfolio of 
infrastructure assets in OECD 
jurisdictions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

A-Fund IV International, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

A-Fund IV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Invest primarily in early stage private 
equity securities in the technology, 
media and telecommunications 
industries

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
institutions,
etc. (1)

1 None None ―

Castlelake Aviation V Stable 
Yield GP, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Castlelake Aviation V Stable 
Yield, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a fund with a  primary objective to 
make stable yield investments in the 
global aviation finance markets

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institution, 
etc. (1)

1 None None ―

DNX Venture Partners IV, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DNX Partners IV, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The objective of the Fund is to provide 
 investors with the opportunity to 
realize long-term appreciation 
generally from venture capital 
investments mainly in early-stage 
technology B2B companies.

Sector:
Internet related technology, Industrials

Stage:
Seed~Expansion

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)
Investment limited 
partnership(1)

2 Yes None ―

Carlyle Aviation Services VI 
UGP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SASOF Offshore VI LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The primary objective of SASOF 
Offshore VI LP, a Cayman Islands 
limited partnership, is to generate 
attractive risk-adjusted returns 
through its global investments, directly 
or indirectly, in any and all types of 
aviation-related investments 
worldwide.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Carlyle Aviation Services VI 
UGP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SASOF VI LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The primary objective of SASOF VI LP, 
a Delaware limited partnership, is to 
generate attractive risk-adjusted 
returns through its global investments, 
directly or indirectly, in any and all 
types of aviation-related investments 
worldwide.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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the Financial 
Bureau）

Alcazar Energy Partners II GP 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alcazar Energy Partners II 
SLP (SCSp)

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment 
fund

The investment objective of the Fund 
is to invest, develop, de-risk, optimise 
and aggregate individual renewable 
energy projects across selected 
emerging markets in order to capitalise 
on the strong and growing global 
demand for renewable energy assets 
thus, supporting new clean energy 
generation and energy transition goals 
in its target markets. The Fund will 
invest in selected emerging markets 
with a specific renewable energy 
profile primarily within two regions, (i) 
Middle East, North Africa and Turkey 
and (ii) Eastern Europe and Central 
Asia.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (1)
Financial institutions, 
etc. (16)
Business corporations, 
etc. (106)

123 Yes None ―

Ares CIP Management II, L.P. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Climate Infrastructure 
Partners II-A, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund is expected to focus on the 
Climate and Sustainable Infrastructure 
sectors (e.g., infrastructure that 
reduce greenhouse gas emissions, 
promote resource efficiency and 
sustainability, and/or strengthen 
climate change resiliency), targeting 
both assets and companies across the 
asset life cycle as well as the capital 
structure that, in each case, offer 
strong downside protection with the 
potential for significant capital 
appreciation. The Fund will seek to 
construct a well-diversified portfolio 
that is positioned to generate 
attractive risk-adjusted returns across 
various market environments.

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

FCO Fund VI GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Credit Opportunities 
Fund VI (G) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Funds' investment objective is to 
generate significant current income 
and long-term capital appreciation 
through investments in a range of 
distressed and undervalued credit 
investments, including but not limited 
to opportunistic corporate loans and 
securities, residential loans and 
securities, commercial mortgage loans 
and securities and other consumer or 
commercial assets and asset-backed 
securities.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

OPEC Smetana Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Orchestra Private Equity Fund 
V, LP

外国の法令に
基づく権利

バイアウト・ファ
ンド

日本及び韓国を中心とする東アジアの
飲食業、製造業、建設関連業等を手掛
ける中小企業の過半数の株式を数十
億円程度の出資によって取得し、3-5年
程度の保有期間を経て売却するバイア
ウトによる投資

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)

1 有 無 ―

ff Red & White General 
Partner S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ff Red & White Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investing in seed and early stage 
start-ups in and around Poland, Czech 
Republic, Slovak Republic, Hungary, 
Romania, Germany and Austria

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)
Business corporations, 
etc. (3)

4 Yes None ―

Incubate Fund Asia Rising 
VCC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

INCUBATE FUND ASIA 
RISING VCC (SMBC ASIA 
RISING FUND)

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund seeks to achieve its 
investment objective and provide 
attractive returns by acquiring shares 
in start-up companies mainly in India 
and South East Asia.  The basic 
investment policy is to make minority 
investments in early and mid-stage 
start-up companies in India and South 
East Asia, and the Fund aims to find 
quality investment opportunities based 
on close collaboration with leading 
local venture capitals. The main target 
industries for investment will be 
Fintech companies, supply chain-
related companies, B2B marketplace 
companies, and SaaS (Software as a 
Service) companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institurions, 
etc.(1)

1 None None ―

Shinrin Advisors I, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Eastwood Climate Smart 
Forestry Fund I, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Acquisition, ownership, sustainable 
management, and disposal of 
predominantly naturally regenerating 
forestlands in North America and 
newly established or existing native 
species plantation systems and 
naturally regenerating forestlands in 
Central and South America.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 Yes None ―

EIF General Partner Pte. Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EXEO INNOVATION FUND Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The principal purpose of the Fund is to 
enhance return on investment for 
investors by way of capital growth and 
income generating assets.
The Fund intends to achieve these 
purposes by, amongst others, investing 
in companies at the Series A to pre-
IPO stage in countries that Exeo 
Group, Inc. has a business presence in 
(“Portfolio Investments”) and gain 
returns from increase in value 
generated from the Portfolio 
Investments; provided, however, the 
Fund shall not invest in any company 
which is established in or has 
significant business involvement in any 
country with which Japan has or is 
likely to have economic security 
issues.   The fund may also invest in 
funds with similar investment 
purposes.
The Fund will seek to invest in 
companies engaged in industries where 
there are synergies or potential 
synergies with Exeo Group, Inc., 
including but not limited to ICT 
infrastructure and ICT service 
business such as 5G, big data analysis, 
smart logistics, cyber security, fintech, 
etc..

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

CVC Capital Partners IX 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CVC Capital Partners IX (A) 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds CVC Capital Partners IX (A) L.P. (the 
"Fund") will seek to generate 
significant long term capital 
appreciation primarily by investing in 
management buyouts, management 
buy-ins, acquisitions, recapitalisations, 
structured financings, growth equity 
and related transactions primarily in 
European and European related 
businesses.   Investments will 
principally be in equity and equity 
related instruments but may include 
other situations described in the 
Fund's private placement memorandum 
and in the limited partnership 
agreement of the Fund.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63

Financial institutions, 
etc. (11)

Business corporations, 
etc. (1)

12

None None ―
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American Securities 
Associates IX, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

American Securities Partners 
IX, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The Fund will seek to generate 
significant long-term capital 
appreciation principally by making 
private equity and equity-like 
investments (including in debt 
securities with expected equity-like 
returns) in companies based primarily 
in the United States and Canada.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(9) 

Financial instruments 
business operators, 
etc.(1)

10 None None ―

American Securities 
Associates IX, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

American Securities Partners 
IX(B), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The Fund will seek to generate 
significant long-term capital 
appreciation principally by making 
private equity and equity-like 
investments (including in debt 
securities with expected equity-like 
returns) in companies based primarily 
in the United States and Canada.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(9) 

Financial instruments 
business operators, 
etc.(1)

10 None None ―

JIA General Partners 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JIA CAPITAL, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund's objective is to generate 
capital appreciation by making primarily 
growth-stage (series A and above) 
investments and follow-on investments 
in Israeli and Israeli related technology 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Keppel Core Infra Fund GP 
Pte. Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Keppel Core Infrastructure 
Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

As infrastructure investments have 
inelastic demand characteristics, are 
long-lived and have high barriers to 
entry, the Fund is established as an 
open-ended, evergreen vehicle that 
seeks to generate positive risk-
adjusted returns and sustainable 
annual cash yields by investing in a 
diversified portfolio of high quality and 
stable cash-generating infrastructure 
assets with predominantly 
contracted/regulated/monopolistic 
revenues through equity or mezzanine 
investments in the infrastructure sub-
sectors primarily in the APAC region. 
The Fund also seeks to leverage 
Keppel's expertise and deep 
operational insights in infrastructure 
development and asset management, 
as well as deal origination.
The Fund investments are generally 
expected to consist of common equity, 
but the Fund may provide financing to 
portfolio companies using mezzanine 
financing instruments, such as 
financing which is convertible into 
equity of portfolio companies or 
preference shares, where the 
Investment Manager believes this will 
be more appropriate. In cases where 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
Instruments
Business
Operator, etc.(4), 
Financial
institutions,
etc.(10), Business
corporations,
etc.(2)

16 Yes None ―

NSSK-T Partners GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NSSK-T Partners L.P. 外国の法令に
基づく権利

バイアウト・ファ
ンド

本ファンドの主な投資目的は、特定の
日本企業グループへバイアウト投資を
行うことである。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合(1)、外国法人又は
外国人等(1)

2 無 無 ―

NBSF III GP SARL 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB Specialty Finance Fund III 
(Lux) SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other NB Specialty Finance Fund III (Lux) 
SCSp seeks to create a diversified 
portfolio focused on specialty finance 
assets (e.g., various forms of 
consumer, small business, trade 
finance, and real estate assets) issued 
or originated by non-bank lenders or 
assets related to or backed by assets 
issued or originated by non-bank 
lenders. 
 
Some of the risk characters 
associated with the fund's objective 
include the following but are not 
limited to: 
The loans facilitated by specialty 
finance platforms are issued with fixed 
or variable interest rates, depending on 
the type of loan.  If Interest rates 
continue to rise, the volume of loans 
facilitated by specialty finance 
platforms could fall, as potential 
borrows seek loans from alternative 
sources.  Such decreased loan volume 
could negatively affect the fund's 
performance.
The geographical areas of investment 
is predominantly North America and 
Europe.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

BlackRock Direct Lending X-
U Lux GP, S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BlackRock Direct Lending 
Feeder Fund X – U 
(Luxembourg) SCSP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will invest in privately-
originated, performing senior secured 
debt primarily located in North 
America, with target enterprise values 
between $100 million and $2.5 billion, 
but will have the ability to invest in 
compelling risk/return opportunities 
outside that region. The Fund may also 
purchase debt securities in the 
secondary market

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Brookfield Strategic Real 
Estate Partners V Lux GP S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brookfield Strategic Real 
Estate Partners Europe SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The fund's primary objective is to seek 
attractive opportunistic risk-adjusted 
returns by acquiring positions of 
control or significant influence in real 
estate and real estate companies 
primarily located in Europe capitalizing 
on market instabilities and volatility 
and accessing growth opportunities.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(4)

4 None None ―

Aurelia Foundry GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Aurelia Foundry I, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund is being formed to make 
investments in private companies 
focused on facilitating life in space and 
on developing earth cross-over 
infrastructure, certain of which may be 
sourced from the non-profit space 
architecture research and development 
incubation ecosystem of Aurelia 
Institute.  It is anticipated that the 
portfolio companies in which the Fund 
will invest will be engaged primarily in 
the technology, health, transportation 
and/or infrastructure sectors.  The 
Fund intends to buy, sell, hold, and 
otherwise invest in equity and equity 
related securities, as well as in 
convertible notes and convertible 
securities, of such private companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Antler Japan General Partner 
Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Antler Japan Fund I 
(Offshore) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Partnership shall make 
Investments (directly or indirectly) 
principally in equity securities and 
securities giving access to equity of 
early stage start-ups, with the 
principal objective of generating capital 
growth and realising capital gains.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Aera Investments VCC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Aera Climate and Frontier 
Fund

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Investing from seed through to Series 
B investments in high-growth, early-
stage companies.  The ventures will 
create breakthrough
businesses using deep-technology and 
generate exceptional financial
returns by moving the world towards a 
sustainable future.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

SH Investment, Inc 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SH1, L.P. 外国の法令に
基づく権利

メザニン・ファン
ド

化学製品の製造・販売事業を行う投資
対象企業の新株予約権転換社債及び
新株予約権を取得・保有し、投資対象
企業の中長期的な企業価値の向上と
株式価値の最大化を目指すことで得ら
れるキャピタルゲインを獲得することを
目的とする。

私募・運用 63条 投資事業有限責任組
合 (1)

1 有 無 ―

Keppel Asia Infra Fund II (GP) 
Pte. Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Keppel Asia Infrastructure 
Fund II, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund seeks to deliver attractive 
risk-adjusted returns by executing a 
value-add, Asia Pacific focused 
infrastructure strategy that supports 
the sustainable urbanisation and 
decarbonisation agenda. It aims to do 
so by capitalising on access to off-
market, bilateral opportunities in Asia 
Pacific, as well as, proprietary 
opportunities developed within the 
Keppel Group, whilst leveraging the 
Keppel Group's operational and 
technical capabilities to undertake 
value-add initiatives, especially in the 
energy transition, circular economy 
and connectivity sectors.
The Fund will target both brownfield 
and greenfield infrastructure 
investments, including development 
and growth opportunities, to optimise 
the risk-return profile of the Fund with 
the view to de-risk and stabilise 
assets, to create value through active 
asset management initiatives and to 
divest assets to buyers including core 
and / or core plus investors, including 
infrastructure funds and strategic 
investors, to maximise the exit 
multiple.
The Fund will focus on investing in 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
Instruments
Business
Operator, etc.(4), 
Financial
institutions,
etc.(10), Business
corporations,
etc.(2)

16 Yes None ―

CBRE Real Estate Core Fund 
C, GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Juniversitas Real Estate Core 
Fund C (USD), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The "Fund" invests the funds 
contributed by the investors into 
certain real estate and real estate 
related assets. The strategy of the 
Fund is mainly focused on Core 
investments with a portion of Core+ as 
well as Debt investments and Co-
Investments. The Fund targets all 
sectors including logistics, residential, 
office and retail. In terms of the 
geography, the Fund will invest 
primarily in North America, Europe and 
Asia (excluding Japan).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
institutions,
etc. (1)

1 None None ―

CBRE Real Estate Core Fund 
C, GP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Juniversitas Real Estate Core 
Fund C (EUR), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The "Fund" invests the funds 
contributed by the investors into 
certain real estate and real estate 
related assets. The strategy of the 
Fund is mainly focused on Core 
investments with a portion of Core+ as 
well as Debt investments and Co-
Investments. The Fund targets all 
sectors including logistics, residential, 
office and retail. In terms of the 
geography, the Fund will invest 
primarily in North America, Europe and 
Asia (excluding Japan).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
institutions,
etc. (1)

1 None None ―

Arroyo Investors Fund IV GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Arroyo Investors Fund IV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

a fund which invests in power 
generation and energy infrastructure 
assets globally

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
institutions,
etc.(1)

1 None None ―

DIIN PTE. LTD. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DIIN VCC 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

・投資テーマ：インドマーケットを中心に
DX及び著しい成長が見込まれるテック
系分野（FinTech, Healthcare, 
Consumer, Mobility 等）への投資を通
じ、日本への裨益とリターンを目指す

私募・運用 63条 事業法人等（１） 1 有 無 ―

BSREP V GP of GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brookfield Strategic Real 
Estate Partners V-A L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Brookfield anticipates that the fund's 
investments will be diversified 
geographically, with a focus on markets 
including Americas, Europe, the Middle 
East and Asia Pacific.
The target sectors include but are not 
limited to life sciences, logistics, self-
storage, housing, hospitality, mixed 
use, sports and entertainment and 
office.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None --

BSREP V GP of GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brookfield Strategic Real 
Estate Partners V-B L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Brookfield anticipates that the fund's 
investments will be diversified 
geographically, with a focus on markets 
including Americas, Europe, the Middle 
East and Asia Pacific.
The target sectors include but are not 
limited to life sciences, logistics, self-
storage, housing, hospitality, mixed 
use, sports and entertainment and 
office.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(4)

4 None None --

BSREP V GP of GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brookfield Strategic Real 
Estate Partners V-C L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Brookfield anticipates that the fund's 
investments will be diversified 
geographically, with a focus on markets 
including Americas, Europe, the Middle 
East and Asia Pacific.
The target sectors include but are not 
limited to life sciences, logistics, self-
storage, housing, hospitality, mixed 
use, sports and entertainment and 
office.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(4)

4 None None --

H.I.G. Middle Market Advisors 
IV, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

H.I.G. Middle Market LBO 
Fund IV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other H.I.G. Middle Market LBO  Fund IV, L.P. 
invests will typically make control 
investments in under-managed and/or 
stressed middle market companies 
that have the potential for significant 
value creation through implementation 
of growth, performance improvement, 
strategic and risk mitigation initiatives.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63

Financial Institutions, 
etc. (1)

1

None None -



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）
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適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
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（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
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（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Ares US Real Estate 
Opportunity Advisors IV, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares US Real Estate 
Opportunity Fund IV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund’s investment objective is to 
seek attractive risk-adjusted returns 
through opportunistic investments in 
real estate assets and real estate 
operating companies located primarily 
in the United States. The Fund may 
invest through a variety of structures, 
including wholly-owned and joint 
venture transactions, direct 
investments in real estate, equity 
positions in real estate companies, and 
loan investments.

Private 
placement

Article 63 Financial
Instruments
Business
Operator, etc.(1)

1 None None ―

Ares US Real Estate 
Opportunity Advisors IV, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares US Real Estate 
Opportunity Parallel Fund IV-
A, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund’s investment objective is to 
seek attractive risk-adjusted returns 
through opportunistic investments in 
real estate assets and real estate 
operating companies located primarily 
in the United States. The Fund may 
invest through a variety of structures, 
including wholly-owned and joint 
venture transactions, direct 
investments in real estate, equity 
positions in real estate companies, and 
loan investments.

Private 
placement

Article 63 Financial
Instruments
Business
Operator, etc.(1)

1 None None ―

Ares US Real Estate 
Opportunity Advisors IV, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares US Real Estate 
Opportunity Parallel Fund IV-
B, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund’s investment objective is to 
seek attractive risk-adjusted returns 
through opportunistic investments in 
real estate assets and real estate 
operating companies located primarily 
in the United States. The Fund may 
invest through a variety of structures, 
including wholly-owned and joint 
venture transactions, direct 
investments in real estate, equity 
positions in real estate companies, and 
loan investments.

Private 
placement

Article 63 Financial
Instruments
Business
Operator, etc.(1)

1 None None ―

Ares US Real Estate 
Opportunity Advisors IV, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares US Real Estate 
Opportunity Parallel Fund IV-
C, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund’s investment objective is to 
seek attractive risk-adjusted returns 
through opportunistic investments in 
real estate assets and real estate 
operating companies located primarily 
in the United States. The Fund may 
invest through a variety of structures, 
including wholly-owned and joint 
venture transactions, direct 
investments in real estate, equity 
positions in real estate companies, and 
loan investments.

Private 
placement

Article 63 Financial
Instruments
Business
Operator, etc.(1)

1 None None ―

Equitix MA GP 21 Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Equitix MA  21 LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The fund will invest in Renewable 
Energy Assets located in the United 
Kingdom, investing principally in the 
equity and debt securities of 
infrastructure companies, projects 
and/or assets.

Private 
placement 
and 
Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business cooperation, 
etc. (1), Financial 
institutions, etc. (1)

2 None None -

SAFFA Fund I GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SAFA Fund I, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Asset specific 
fund (including 
enterprise 
fund)

Delaware limited partnership to make 
investments that will directly or 
indirectly facilitate the development 
and availability of sustainable aviation 
fuel.  The expected investments of the 
fund may include renwable fuel 
refineries, renewable fuel feedstock 
production facilities, logistics services 
related to renwable fuels.  Renewable 
fuels would include sustainable aviation 
fuel and other co-products, feedstock 
and related materials that may be co-
produced.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)
Business corporations, 
etc. (2)

4 None None  -

Seviora T3F Feeder Fund GP 
Pte. Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Seviora T3F Feeder Fund LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund seeks to realise attractive 
returns to investors primarily by 
investing in equity and equity-linked 
securities and assets of innovative, 
disruptive venture and early-stage 
high growth companies in the 
agriculture and food (“Agri-Food”) 
sector. The Fund will make 
investments in venture and early stage 
high growth companies in the Agri-
Food sector, which are portfolio 
companies primarily engaged in a 
direct or indirect economic activity 
which supports the production or 
consumption of human food, animal 
feed or natural fiber based on the 
commercially reasonable opinion of the 
Temasek Agri-Food team (collectively, 
the “Agri-Food Companies”) that are 
located primarily in, or have a 
substantial part of their business 
operations in, or which have a 
significant nexus or exposure to, the 
Asia-Pacific region (the “Fund 
Investment Mandate”). For the 
avoidance of doubt, all Portfolio 
Companies evaluated by the Temasek 
Agri-Food team shall be considered an 
Agri-Food Company.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None -

NGTF GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nuveen Global Timberland 
Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The investment strategy is to invest in 
timberland and timberland-related 
assets throughout certain core 
timberland markets in the U.S. and 
internationally.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (5),
 Financial Institutions, 
etc. (16)

21 None None -

Techstars Accelerator 
Partners I GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Techstars
Accelerator
Partners I, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund will invest primarily in early-
stage technology companies.
Minority investments (<10%) in early 
stage companies selected to 
participate in an accelerator program

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(2)

2 None None ―

CQS RCR Fund I GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CQS RCR II Feeder Fund 
(JPY), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other CQS RCR II Feeder Fund (JPY), LP 
will invest in CQS RCR II Master Fund 
(JPY), LP (the "Master Fund"). The 
Master Fund will mainly invest into 
credit linked notes issued by the 
special purpose vehicles managed by 
banks domiciled in the UK, Europe, 
North America and Asia. The Master 
Fund will seek to generate risk-
adjusted returns (with low correlation 
and volatility) through exposure to a 
diversified core bank lending portfolio 
across sectors 
and regions by way of investing into 
the above credit linked notes.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―
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the Financial 
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CQS RCR Fund I GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CQS RCR II Master Fund 
(JPY), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other CQS RCR II Feeder Fund (JPY), LP 
will invest in CQS RCR II Master Fund 
(JPY), LP (the "Master Fund"). The 
Master Fund will mainly invest into 
credit linked notes issued by the 
special purpose vehicles managed by 
banks domiciled in the UK, Europe, 
North America and Asia. The Master 
Fund will seek to generate risk-
adjusted returns (with low correlation 
and volatility) through exposure to a 
diversified core bank lending portfolio 
across sectors 
and regions by way of investing into 
the above credit linked notes.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

Asia-Pacific SDIEF GP Pte. 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Asia-Pacific Sustainable & 
Decarbonisation 
Infrastructure Equity, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

SRI fund The investment objective is to acquire 
a portfolio of Investments that the 
General Partner believes is capable of 
achieving income and/or long-term 
capital appreciation primarily by 
acquiring equity and equity-related 
investments in small to medium size 
Portfolio Companies which are 
primarily located in the Asia Pacific 
region, including India, Indonesia, the 
Philippines, Thailand, Vietnam, Japan, 
Australia, Singapore and South Korea 
in the renewables, energy efficiency, 
digital and waste / water-related and 
other sustainable infrastructure 
sectors that contribute to the 
“Sustainable Development Goals” set 
forth by the United Nations.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)
Financial institutions, 
etc. (1)

2 Yes None ―

NewQuest Asia Fund V GP 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NewQuest Asia Fund V, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund a fund established for the principle 
purposes of acquiring direct stakes in 
underlying portfolio companies and 
acquiring portfolios of assets on a 
secondary basis, in each case across a 
diversified range of industries with a 
focus on the Asia Pacific Region.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

CIGP IX Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Coller International Partners 
IX – B, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund The Fund will seek to achieve long 
term capital appreciation through 
investing primarily, either directly or 
indirectly, in privately negotiated 
investments in funds and/or portfolios 
of investments acquired in the 
secondary market globally.  The Fund 
may also make primary investments in 
new funds, participate in private 
placements by one or more public or 
private companies, acquire interests in 
single private companies and purchase 
shares in public companies. 

The investment strategy of the Fund is 
opportunistic in nature and covers a 
broad range of instruments, asset 
classes, industry sectors and 
geographic regions and investments 
alongside a broad range of private 
equity firms and other sponsors. 
Purchases of assets rely upon the 
ability of the Manager and other 
members of the Coller Group to 
identify, structure and implement 
investments consistent with the Fund’
s overall investment objectives and 
policies at such times as they 
determine. Except as set forth in the 
Partnership Agreement, there are no 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

KKR Ascendant S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

KKR Ascendant Fund SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The Fund has been formed to engage 
primarily in leveraged buyouts, 
management buyouts and build-ups, 
other investments with a view to 
control or significant influence and 
growth equity investments primarily in 
middle market companies in the United 
States and Canada. The Fund may also 
invest in other countries. Fund 
investments will be made in equity, 
debt and other securities with a 
controlling interest or other significant 
influence typically being acquired.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (6)

6 None None ―

Capital Dynamics (MMD) GP 
S.a r.l

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Dynamics (MMD) SCA 
SICAV RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The purpose of the partnership is to 
invest all of its assets into the Capital 
Dynamics Mid-Market Direct VI (Lux) 
SCSp (the “Master Fund”). The 
Master Fund aims to build a diversified 
portfolio of co-investments in mid-
market private equity transactions 
which will be primarily in mid-market 
management buy-outs and leveraged 
buy-outs, but may also include buy-
ins, growth capital transactions, 
recapitalizations and special situations 
such as infrastructure-like 
opportunities and, occasionally, 
distressed situations.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

Capital Dynamics Mid-Market 
Direct VI GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Dynamics Mid-Market 
Direct VI (Feeder) SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The purpose of the partnership is to 
invest all of its assets into the Capital 
Dynamics Mid-Market Direct VI (Lux) 
SCSp (the “Master Fund”). The 
Master Fund aims to build a diversified 
portfolio of co-investments in mid-
market private equity transactions 
which will be primarily in mid-market 
management buy-outs and leveraged 
buy-outs, but may also include buy-
ins, growth capital transactions, 
recapitalizations and special situations 
such as infrastructure-like 
opportunities and, occasionally, 
distressed situations.”

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

MINA IV GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Meridiam Infrastructure North 
America Fund IV, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

To invest in a range of infrastructure 
transactions with a predominant focus 
on primary infrastructure projects in 
the transportation and logistics, 
environmental, energy and energy 
transition, social infrastructure, and 
certain digital and telecommunications 
network sectors and in related 
services fields, with a primary 
geographic focus on the U.S. and 
Canada

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 "Financial Instruments 
Business Operators, 
etc.(2), Financial
institutions,
etc.(9)

11 None None ―
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Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of
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（Private
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（Type of the QII）
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e
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items of Article 233-3）
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（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Brookfield Global Transition 
Fund II Officer GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brookfield Global Transition 
Fund II-A, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The primary objective will be to make 
investments that contribute to the 
transition to a net-zero carbon 
emissions global economy, while 
seeking strong risk-adjusted returns 
for its Limited Partners

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (9)

9 None None ―

Brookfield Global Transition 
Fund II Officer GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brookfield Global Transition 
Fund II-C, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The primary objective will be to make 
investments that contribute to the 
transition to a net-zero carbon 
emissions global economy, while 
seeking strong risk-adjusted returns 
for its Limited Partners

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None --

GEF UK GP Holdings Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GEF LatAm Climate Solutions 
Fund III-B, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund objective is to seek long-
term capital appreciation through 
privately negotiated equity and equity-
related investments principally in 
established middle-market companies 
positioned to lead growth in climate 
change solutions and resource 
productivity in Brazil. 
 
The Fund will target businesses that 
provide climate change solutions and 
enable resource productivity in one or 
more of the following core sectors of 
the economy (each a “Sector”): 
 
 •ENERGY – clean energy supply chain 
and energy efficiency technologies and 
services; 
 •FOOD & AGRICULTURE – sustainable 
food and agribusiness; and
 •URBAN SOLUTIONS – waste 
management and recycling, efficient 
use of water resources and 
environmental products and services, 
medical devices and home care.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)

1 None None ―

ICMG VENTURES PTE. LTD. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ICMG Co-Creation Fund Ⅱ 
Limited Partnership

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

・投資地域：インドや東南アジア、日本
を中心としたアジア地域をメインにグ
ローバル
・投資対象ステージ：アーリーからミドル
ステージをメインターゲット
・投資対象領域：プラットフォーム、Eコ
マース、SaaS、バイオ、フィンテック等を
中心にあらゆる領域を対象

私募・運用 63条 金融機関等 1 有 無 ―

Brookfield Global Transition 
Fund II GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brookfield Global Transition 
Fund II-ER SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment 
fund

The primary objective will be to make 
investments that contribute to the 
transition to a net-zero carbon 
emissions global economy, while 
seeking strong risk-adjusted returns 
for its Limited Partners

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (9)

9 None None ―

LCN North American GP IV, 
L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LCN North American Fund IV, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Sale-Leaseback of Corperate Real 
Estate in North America

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc.(1)

1 Yes None ―

Actis EU GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Actis Long Life Infrastructure 
2 SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund will invest in operating 
infrastructure assets in global markets, 
focusing primarily on investments 
located in Latin America, Asia, the 
Middle East, Africa and Central & 
Eastern Europe in; (a) energy-related 
infrastructure in four core areas: (i) 
power generation; (ii) electricity 
transmission; (iii) distribution 
(electricity and water); and (iv) other 
energy related infrastructure; (b) toll 
roads; (c) digital infrastructure, 
including data centres, towers, and 
fibre; and (d) logistics infrastructure.
 
The Fund will seek to invest in high 
quality, operational infrastructure 
assets, with stable and reliable annual 
cash yields, and hold investments for 
10 years or more. The Fund will seek 
to invest in core, vital infrastructure 
sectors with stable, predominantly 
US$-linked or local inflation indexed 
revenues and stable, protected cash 
flows for the anticipated hold period 
and longer. The Fund will identify and 
acquire attractive operating brownfield 
infrastructure assets with 
opportunities to implement operational 
improvements under the Fund’s 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(1)

1 None None ―

Actis EU GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Actis Long Life Infrastructure 
2 A SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund will invest in operating 
infrastructure assets in global markets, 
focusing primarily on investments 
located in Latin America, Asia, the 
Middle East, Africa and Central & 
Eastern Europe in; (a) energy-related 
infrastructure in four core areas: (i) 
power generation; (ii) electricity 
transmission; (iii) distribution 
(electricity and water); and (iv) other 
energy related infrastructure; (b) toll 
roads; (c) digital infrastructure, 
including data centres, towers, and 
fibre; and (d) logistics infrastructure.
 
The Fund will seek to invest in high 
quality, operational infrastructure 
assets, with stable and reliable annual 
cash yields, and hold investments for 
10 years or more. The Fund will seek 
to invest in core, vital infrastructure 
sectors with stable, predominantly 
US$-linked or local inflation indexed 
revenues and stable, protected cash 
flows for the anticipated hold period 
and longer. The Fund will identify and 
acquire attractive operating brownfield 
infrastructure assets with 
opportunities to implement operational 
improvements under the Fund’s 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(1)

1 None None ―
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Invested 
Business 
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（Details of the Invested Business）

（Type of
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（Private
placement
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（Type of
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（Type of the QII）

（Number 
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（Name or name of business 
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（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Actis EU GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Actis Asia Climate Transition 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

Actis Asia Climate Transition SCSp 
seeks to make investments primarily in 
energy related infrastructure and 
climate solution businesses, either 
directly or through the establishment 
of one or more local platforms or joint 
venture platforms, with the objective 
of decarbonization through materially 
and demonstrably avoiding and/or 
reducing greenhouse gas emissions to 
support the path to net zero. 
Actis Asia Climate Transition SCSp 
will primarily invest in businesses 
principally conducted and/or having 
substantial operations in the Asia-
Pacific region.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None --

Actis EU GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Actis Asia Climate Transition 
A SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

Actis Asia Climate Transition SCSp 
seeks to make investments primarily in 
energy related infrastructure and 
climate solution businesses, either 
directly or through the establishment 
of one or more local platforms or joint 
venture platforms, with the objective 
of decarbonization through materially 
and demonstrably avoiding and/or 
reducing greenhouse gas emissions to 
support the path to net zero. 
Actis Asia Climate Transition SCSp 
will primarily invest in businesses 
principally conducted and/or having 
substantial operations in the Asia-
Pacific region.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None --

Capital Dynamics Mid-Market 
Direct VI (Cayman) GP 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Capital Dynamics Mid-Market 
Direct VI (Cayman), LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The purpose of the partnership is to 
invest all of its assets into Capital 
Dynamics Mid-Market Direct VI (US) 
LLP (the “Master Fund”). The Master 
Fund aims to build a diversified 
portfolio of co-investments in mid-
market private equity transactions 
which will be primarily in mid-market 
management buy-outs and leveraged 
buy-outs, but may also include buy-
ins, growth capital transactions, 
recapitalizations and special situations 
such as infrastructure-like 
opportunities and, occasionally, 
distressed situations.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

ANV GP I, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AN VENTURE PARTNERS I, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The objective of the Fund is to provide 
 investors with the opportunity to 
realize long-term appreciation 
generally from venture capital 
investments mainly biotech companies.
Sector:biotech or biotech-related 
companies
Stage:pre-seed, seed, Series A and 
follow-ons

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Angeleno Group Management 
IV, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Angeleno Investors IV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund’s investment objective is to 
generate long-term capital 
appreciation for its limited partners 
through investments in innovative, 
high-growth, next generation clean 
energy and climate solutions 
technology companies.

Private 
placement

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None ―

FLF Fund IV GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Lending Fund IV (A) 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund intends to make attractive 
risk adjusted debt investments, 
primarily by originating and acquiring 
senior secured debt of operating 
businesses in a wide array of 
corporate industries primarily in North 
America. Investment opportunities are 
expected to primarily consist of the 
origination, co-origination and 
secondary purchase of loans made to 
corporate and asset-based borrowers 
across a wide spectrum of sectors and 
asset classes.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

FLF Fund IV GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Lending Fund IV (B) 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund intends to make attractive 
risk adjusted debt investments, 
primarily by originating and acquiring 
senior secured debt of operating 
businesses in a wide array of 
corporate industries primarily in North 
America. Investment opportunities are 
expected to primarily consist of the 
origination, co-origination and 
secondary purchase of loans made to 
corporate and asset-based borrowers 
across a wide spectrum of sectors and 
asset classes.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

FLF Fund IV GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Lending Fund IV (C) 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund intends to make attractive 
risk adjusted debt investments, 
primarily by originating and acquiring 
senior secured debt of operating 
businesses in a wide array of 
corporate industries primarily in North 
America. Investment opportunities are 
expected to primarily consist of the 
origination, co-origination and 
secondary purchase of loans made to 
corporate and asset-based borrowers 
across a wide spectrum of sectors and 
asset classes.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

FLF Fund IV GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fortress Lending Fund IV (D) 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund intends to make attractive 
risk adjusted debt investments, 
primarily by originating and acquiring 
senior secured debt of operating 
businesses in a wide array of 
corporate industries primarily in North 
America. Investment opportunities are 
expected to primarily consist of the 
origination, co-origination and 
secondary purchase of loans made to 
corporate and asset-based borrowers 
across a wide spectrum of sectors and 
asset classes.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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HTFF Cayman GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HTFF Cayman Feeder 1 LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds  1.Types of the key investee funds
HTFF Cayman Feeder 1 LP (the 
“Fund”) intends to invest all or 
substantially all of its assets in shares 
of Hancock Timberland and Farmland 
Fund LP, and potentially in parallel 
funds of Hancock Timberland and 
Farmland Fund LP. 

  2.Risk characteristics of the key 
investee funds
The Fund aims to mitigate risk by 
seeking diversification through 
geography, species, permanent and row 
crop types, maturity and suitability for 
a variety of end products. 

 3.Regional characteristics of the key 
investee funds
The main target region for the 
investment is the United States, while 
a certain portion of the Fund’s assets 
will also be invested in other regions 
such as Australia, Brazil and Chile. 

 4.Basic investment policy
Hancock Timberland and Farmland 
Fund LP's primary objective is to 
construct and manage a globally 
diversified portfolio that mainly 
consists of Timberland Investments 
and Farmland Investments (which refer 
to direct holdings of timberland and 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

TCW DLPF8 GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TCW Direct Lending PF VIII 
Cayman Feeder, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other direct lending vehicle that will seek to 
generate attractive risk-adjusted 
returns primarily through direct 
investments in senior secured loans to 
middle market companies or other 
issuers in the various industries 
including, but not limited to, food 
products, oil & gas, marine 
transportation, and information 
technology services, located primarily 
in USA.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

TCW DLPF8 GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TCW Direct Lending VIII 
Cayman Feeder, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other direct lending vehicle that will seek to 
generate attractive risk-adjusted 
returns primarily through direct 
investments in senior secured loans to 
middle market companies or other 
issuers in the various industries 
including, but not limited to, food 
products, oil & gas, marine 
transportation, and information 
technology services, located primarily 
in USA.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

KKR European Direct Lending 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

KKR European Direct Lending 
(EEA) Feeder SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective of the Fund 
is to acquire limited partnership 
interests in KKR European Direct 
Lending Fund SCSp (the “Main Fund”). 
The Main Fund will seek to generate 
current income through investments in 
primarily European secured debt, 
including in particular senior secured 
and secured loans and bonds. The Main 
Fund will focus on direct originated 
transactions and proprietary or limited 
syndicated transactions with third-
party intermediaries, including 
investment banks. The Main Fund will 
seek to invest primarily in a portfolio 
of direct lending investments.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (14), Business 
corporation, etc. (1)

15 None None ―

KKR US Direct Lending S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

KKR US Direct Lending (EEA) 
Feeder SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective of the Fund 
is to acquire limited partnership 
interests in KKR US Direct Lending 
Fund SCSp (the “Main Fund”). The 
Main Fund will seek to generate 
current income through investments 
primarily in originated senior loans to 
corporate entities. The overall 
objective of the Main Fund’s 
investment approach is to generate 
attractive returns, primarily in the form 
of interest or coupon payments, with a 
focus on direct originated transactions 
and proprietary or limited syndicated 
transactions with third-party 
intermediaries including investment 
banks. The Main Fund will primarily 
target U.S. middle market companies 
that have annual EBITDA of $50 million 
or above.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (14), Business 
corporation, etc. (1)

15 None None ―

Churchill Co-Investment 
Partners II (Lux) GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Churchill Co-Investment 
Partners II (Lux) SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Equity co-investments into US middle 
market companies alongside private 
equity fund sponsors

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (18)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc.(2)
Business corporations, 
etc. (2)

22 None None ―

MGM Innova Capital Ⅱ LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MGM Sustainable Energy 
Fund II LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The main purpose of the partnership is 
to invest directly or indirectly in 
equity, quasi-equity or mezzanine debt 
structured investments that facilitate 
the implementation of demand-side 
energy efficiency and renewable 
energy projects.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporation 
(1)

1 None None ―

Oaktree Opportunities Fund 
XII GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Opportunities Fund 
XII Feeder (Cayman), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other A primary objective of the Fund is to 
realize substantial capital appreciation 
without subjecting principal to undue 
risk. The Fund will seek to achieve this 
objective primarily through investment, 
in connection with episodes of financial 
distress, in debt or equity securities or 
other obligations at substantial 
discounts to their original value and by 
realizing gains through sales of 
restructured debt obligations or newly 
issued securities obtained through 
exchanges resulting from 
reorganizations and restructurings. 
There can be no assurance that the 
Fund’s investment objective will be 
achieved. The fund is a feeder fund of 
Oaktree Opportunities Fund XII, L.P.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(2)
Financial Institutions, 
etc.(1)

3 None None ―
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（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

IFM Net Zero Infrastructure 
GP S.a r.l

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IFM Net Zero Infrastructure 
Fund (USD) B, SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Partnership has been established 
to invest in the IFM Net Zero 
Infrastructure Fund SCSp (the 
"Master Fund"), an open-ended 
Luxembourg domiciled special limited 
partnership. The Master Fund targets 
a range of investment opportunities 
that it believes accelerate a transition 
to a net-zero emissions economy, 
including, but not limited to, renewable 
power, energy storage, electricity 
transmission and distribution, electric 
transport infrastructure, low carbon 
fuels and carbon capture. 
The Master Fund seeks investment 
opportunities globally, focusing 
primarily on countries that are OECD 
member countries with an 
opportunistic approach to other 
regions.
Investing in infrastructure and 
infrastructure-related assets involves 
a high degree of operational and 
technical risk that can result in 
substantial losses. Infrastructure 
assets may operate at a loss or with 
substantial variations in operating 
results from period to period and may 
require substantial additional capital to 
support expansion or to achieve or 

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (3) 
Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (1)

4 None None ―

DB Arrow GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

DB Arrow Asia Investment 
Holdings, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a fund making investments in portfolio 
companies within the digital 
infrastructure sector in South East 
Asia

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

TPG Asia VIII SPV GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TPG Eternal Co-Invest II, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will primarily make 
investments in entities conducting 
business in the Asia-Pacific region.  
Investment may be in the form of 
public or private securities, including 
debt. The Fund is expected to pursue 
investments in the funeral and related 
services sector and other related 
sectors, including in companies whose 
principal business operations are in 
Australia, New Zealand or Singapore.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None ―

Deerfield Mgmt HIF III, L.P. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Deerfield Healthcare 
Innovations Fund III-A, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other an investment fund focused primarily 
on privately negotiated investments in 
healthcare enterprises and assets in 
the United States. The Fund may 
invest in any type of assets, including 
equity, debt or derivative securities, 
joint ventures and other commercial 
collaborations providing any 
combination of goods and services.  
The Fund’s assets may include 
tangible, intangible, real and personal 
assets of any duration.  The Fund’s 
assets may include publicly traded 
securities of any type, and the Fund 
may take long or short positions in any 
security.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

REDI Core Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Neuberger Berman Real 
Estate Debt Income Offshore 
Core Fund LP ("Fund")

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund seeks to achieve an 
attractive risk-adjusted return on 
investment by acquiring, managing, 
holding for investment and disposing of 
U.S. residential real estate-related 
investments, including but not limited 
to residential, commercial, multi-family 
residential rental, mixed 
residential/commercial, bridge and 
investment mortgage loans, open and 
closed end home equity lines of credit 
and loans secured by real property or 
land, real property, mortgage-backed 
and other asset-backed securities, 
excess servicing spread, servicer 
advances, lending activities, 
investments in other funds that invest 
in one or more assets similar to 
Neuberger Berman Real Estate Debt 
Income Core Fund B LP (the “Master 
Fund”) as a master fund, derivative 
instruments, and various types of 
interests therein or synthetic exposure 
thereto or other mortgage or real 
estate investments via investment into 
the Master Fund.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
ets. (2)

2 None None ―

LVP Seed Fund IV GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LVP Seed Fund IV, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund To invest into private start-up and 
early stage businesses located 
predominantly in Europe and North 
America (but with discretion to invest 
outside of these regions) that are each 
carrying on trading activities in the 
video gaming ecosystem

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporation 
(2)

2 None None ―

Decima GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Dercima Fund, LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

本ファンドの目的は、世界中のデジタル
資産（特に「Web3」、「DeFi」、「GameFi」
に関するもの）を含む、立上中または立
上過程にあるプロジェクトに主に参加す
るベンチャーファンドとして、資本増加
及び収益の最大化を達成することであ
る。本ファンドは、（投資時又は将来の
ある時点で）デジタル資産を受け取り、
資本的持分を保有することができる。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

EQT Healthcare Growth 
(General Partner) S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT Healthcare Growth (No.1) 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The purpose of the Partnership is to 
carry on investing (with the general 
intention of holding investments for 
the long term) and monitoring the 
performance and management of its 
investments and, in particular, to 
identify, research, negotiate, make, 
hold and realise investments (and to 
monitor the same) including the 
acquisition, sale and disposal of equity 
or equity-related instruments issued 
by unlisted companies, undertakings or 
other entities and the making of loans 
whether secured or unsecured to such 
companies, undertakings or other 
entities, with the principal objective of 
generating profit in high-growth 
healthcare companies that are 
primarily connected to, or which have 
their principal place of business 
located in, Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (8)
Finanicial Instruments 
Oprator.(1)

9 None None ―
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and/or
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（Number 
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other than
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（Existence）
（Name or name of business 
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（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

EQT Healthcare Growth 
(General Partner) S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT Healthcare Growth (No.2) 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The purpose of the Partnership is to 
carry on investing (with the general 
intention of holding investments for 
the long term) and monitoring the 
performance and management of its 
investments and, in particular, to 
identify, research, negotiate, make, 
hold and realise investments (and to 
monitor the same) including the 
acquisition, sale and disposal of equity 
or equity-related instruments issued 
by unlisted companies, undertakings or 
other entities and the making of loans 
whether secured or unsecured to such 
companies, undertakings or other 
entities, with the principal objective of 
generating profit in high-growth 
healthcare companies that are 
primarily connected to, or which have 
their principal place of business 
located in, Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (8)
Finanicial Instruments 
Oprator.(1)

9 None None ―

MTP JPY Unlevered Senior 
Debt Evergreen Fund GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BSP JPY Unlevered Senior 
Debt Evergreen Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Partnership's primary objective is 
to seek to generate current income 
and capital appreciation by primarily 
investing in senior debt issued 
primarily by private U.S. middle market 
companies.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

IK X Fund GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IK X Fund No.1 SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The Fund will seek to invest in lower- 
to mid-market companies within its 
four chosen sectors (Business 
Services, Healthcare, Consumer and 
Industrials) based in its five core 
regions (the Benelux, DACH, France, 
the Nordics and the UK & Ireland) with 
consistent performance 
characteristics (strong cash 
conversion and market position) with 
outlook potential (international buy-
and-build and doubling of earnings) 
while seeking similar returns to prior 
vintages.

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

IK X Fund GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IK X Fund No.2 SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The Fund will seek to invest in lower- 
to mid-market companies within its 
four chosen sectors (Business 
Services, Healthcare, Consumer and 
Industrials) based in its five core 
regions (the Benelux, DACH, France, 
the Nordics and the UK & Ireland) with 
consistent performance 
characteristics (strong cash 
conversion and market position) with 
outlook potential (international buy-
and-build and doubling of earnings) 
while seeking similar returns to prior 
vintages.

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

LaSalle p3Fund Feder 
(Cayman) GP Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LaSalle p3 Fund Feeder 
(Cayman) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective of the fund is 
to seek to provide attractive, risk-
adjusted returns to investors through 
investing substantially all of its assets 
into the Main Fund. The Main Fund will 
seek to provide attractive, risk-
adjusted returns to investors through 
by aggregating a portfolio of real 
estate assets, that the portfolio 
manager believes is capable of 
achieving income and long-term capital 
appreciation through a strategy of 
transitioning real estate assets to 
outperform decarbonization pathways, 
with the aim of each asset achieving 
NZC status from an operational and 
embodied carbon perspective. The 
Main Fund intends to execute the 
strategy through either direct asset 
acquisitions or local programmatic joint 
ventures on an equity and preferred 
equity basis, providing flexible and 
specialized CapEx solutions. The Main 
Fund will also employ leverage, to 
enhance returns on real estate 
investments. The Main Fund will seek 
to prioritize investments in the cities 
globally with progressed regulatory 
frameworks and/or shorter-term need 
for regulatory compliance. Investments 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

CICF II Lux General Partner, 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CICF II Lux Feeder (Parallel) 
S.C.Sp.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a fund investing in loans, notes and 
bonds for global infrastructure and 
infrastructure-related assets, with 
projects focused on energy transition, 
renewables and digital infrastructure 
with additional exposure to 
transportation and logistics, social 
infrastructure, low-carbon power, 
water and waste treatment and other 
energy infrastructure sectors

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Eleventh Berkshire 
Associates, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Berkshire Fund XI, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds A Delaware fund whose investment 
objective is to achieve long-term 
capital appreciation through making 
investments primarily in equity, equity-
related, debt, or debt-related 
securities of a broad range of growing 
middle market companies, mainly in 
Consumer, Healthcare, Services & 
Industrials, and Technology & 
Communications sectors in North 
America, typically ranging in enterprise 
value from $200 million to $2 billion 
and will generally expect to commit 
$100 million to $500 million per 
investment.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Eleventh Berkshire 
Associates, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Berkshire Fund XI-TE, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds A Delaware fund whose investment 
objective is to achieve long-term 
capital appreciation through making 
investments primarily in equity, equity-
related, debt, or debt-related 
securities of a broad range of growing 
middle market companies, mainly in 
Consumer, Healthcare, Services & 
Industrials, and Technology & 
Communications sectors in North 
America, typically ranging in enterprise 
value from $200 million to $2 billion 
and will generally expect to commit 
$100 million to $500 million per 
investment, sometimes through an 
entity treated as a corporation for U.S. 
federal income tax purposes.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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（Jurisdiction of 
the Financial 
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Eleventh Berkshire 
Associates, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Berkshire Fund XI-F, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds A Delaware fund (mainly for non-U.S. 
investors) whose investment objective 
is to achieve long-term capital 
appreciation through making 
investments primarily in equity, equity-
related, debt, or debt-related 
securities of a broad range of growing 
middle market companies, mainly in 
Consumer, Healthcare, Services & 
Industrials, and Technology & 
Communications sectors in North 
America, typically ranging in enterprise 
value from $200 million to $2 billion 
and will generally expect to commit 
$100 million to $500 million per 
investment, sometimes through an 
entity treated as a corporation for U.S. 
federal income tax purposes.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

James Chi Kit, HO 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Animoca Ventures Fund II LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Key investments are start-ups 
involved in Web3 technology that are 
primarily in the early stages of growth.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc.(1)

1 Yes None -

60 Margaret Street Feeder 
General Partner Pte. Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

60 Margaret Street Investor 
Trust Limited Partnership

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate-
related fund

Predominantly target direct real estate 
investments in Australia for example 
mixed use or office or retail real estate 
assets

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business
corporations,
etc.(1)
Financial institution(1)

2 Yes None -

PATRIZIA TransEuropean 
Properties (General Partner) 
VIII S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PATRIZIA TransEuropean 
Property VIII SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund's investment focus will be 
primarily on logistics/ industrial, office, 
retail and living property sectors within 
the target countries. Its asset 
selection process will concentrate 
specifically on those countries, sectors 
and opportunities which it believes 
have the potential for above average 
market returns.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (6)
Financial Institutions, 
etc. (17)
Business corporations, 
etc. (4)

27 None None -

RDiscovery, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

RDiscovery SLP, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund To invest in therapeutics companies 
and intellectual properties of 
therapeutics products or platform 
technologies of pre-company stage 
projects in the life sciences industry.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign  corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None －

TPG Growth GenPar VI 
Advisors, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TPG Growth VI, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The Fund primarily invests in small 
buyout, venture capital and growth 
investment opportunities requiring an 
equity investment of $300 million or 
less in companies whose principal 
business operations are in the United 
States, Canada or Europe and $150 
million or less in companies whose 
principal business operations are in 
India. The Fund will pursue 
investments in various sectors, 
including the following sectors: 
healthcare, technology, internet digital 
media & communications, consumer 
and industrials & business services.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (8)
Business corporations, 
etc. (1)

9 None None _

Ares Credit Secondaries 
Management LP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Credit Secondaries 
Offshore LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund a Delaware limited partnership 
principally to invest indirectly, in a 
diversified portfolio of credit-related 
investments made through the 
acquisition of limited partner or other 
passive interests in investment funds 
and other vehicles pursuing credit and 
credit-related strategies that are 
acquired, directly or indirectly, 
primarily in secondary market 
transactions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc. (14)
Financial institutions, 
etc. (14)
Business corporations, 
etc. (2)

30 None None _

UCKP III, GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

UCK Partners III, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout 
funds

The Partnership's investment objective 
is to generate attractive risk-adjusted 
returns primarily through privately 
negotiated equity and equity-related 
investments in companies that are 
based and/or have significant 
operations in the Republic of Korea, 
and in companies and transactions that 
otherwise have a strong nexus with 
Korea.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)

1 Yes None -

Clearlake Capital Partners VIII 
GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Clearlake Capital Partners VIII 
(Offshore), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds A Cayman fund which will generally 
invest in companies that are 
undergoing complex financial, 
operational or structural change, for 
which it believes Clearlake's expertise 
and value investing approach can 
generate exceptional risk-adjusted 
returns, mainly in the sectors of 
technology, industrials, and consumer 
in North America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (7)

7 None None _

Clearlake Capital Partners VIII 
GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Clearlake Capital Partners 
VIII, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds A Delaware fund which will generally 
invest in companies that are 
undergoing complex financial, 
operational or structural change, for 
which it believes Clearlake's expertise 
and value investing approach can 
generate exceptional risk-adjusted 
returns, mainly in the sectors of 
technology, industrials, and consumer 
in North America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None _

AP Ventures Fund III GP LLP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AP Ventures Fund III LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

SRI fund The Partnership has been set up to 
generate financial return primarily by 
investing globally in portfolio 
companies that advance the 
decarbonisation of industry and 
transportation. 
The investments of the Partnership 
will be focused on the hydrogen value 
chain and the portfolio companies will 
be significant users, or enable the use, 
of the highperformance characteristics 
of platinum group metals.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)
Business Corporations, 
etc. (1)

2 None None -

Stonepeak Associates V LP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Stonepeak Infrastructure 
Fund V LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Stonepeak Infrastructure Fund V LP 
seeks to generate attractive returns 
primarily through privately-negotiated 
equity and equity-related investments 
in controlling interests (or, in interests 
in which Stonepeak holds a position 
with strong minority shareholder 
rights) in infrastructure assets and 
business and related companies 
primarily in the United States and 
Canada.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)
Financial institutions, 
etc. (19)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (10)

30 None None ―
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EQT Exeter Asia Pacific 
Logistics Value Fund II GP S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT Exeter Asia Pacific 
Logistics Value Fund II (No.1) 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The investment objectives are 
acquiring, developing, redeveloping, 
renovating, repositioning, operating, 
leasing and selling real estate and real 
estate-related assets in the regional 
distribution, fulfilment centre, last mile 
warehouse and cold storage facility 
sub-sectors with the objective of 
building a diversified portfolio of high-
quality, modern, ESG-friendly industrial 
real estate properties consisting of 
single asset and multi-building package 
acquisitions located in the Target 
Markets. "Target Markets" means Asia 
Pacific with a focus on Japan, Korea, 
Australia, China, as well as the 
Philippines, Malaysia, Indonesia, 
Vietnam and Singapore.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (22), Business 
corporations, etc.(2)

24 None None ―

EQT Exeter Asia Pacific 
Logistics Value Fund II GP S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT Exeter Asia Pacific 
Logistics Value Fund II (No.2) 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The investment objectives are 
acquiring, developing, redeveloping, 
renovating, repositioning, operating, 
leasing and selling real estate and real 
estate-related assets in the regional 
distribution, fulfilment centre, last mile 
warehouse and cold storage facility 
sub-sectors with the objective of 
building a diversified portfolio of high-
quality, modern, ESG-friendly industrial 
real estate properties consisting of 
single asset and multi-building package 
acquisitions located in the Target 
Markets. "Target Markets" means Asia 
Pacific with a focus on Japan, Korea, 
Australia, China, as well as the 
Philippines, Malaysia, Indonesia, 
Vietnam and Singapore.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (22), Business 
corporations, etc.(2)

24 None None ―

Quest Venture Partners GP 
Fund IV, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Quest Venture Partners Fund 
IV, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund will make venture capital 
investments primarily in early stage 
tech companies that are operated 
principally in the United States. The 
fund has the policy to invest in 
companies which have (i) key 
technologies in either hardware, 
software or materials, (ii) persuasive 
thesis on why they are focusing on 
such area and (iii) good team members. 
The fund will closely communicate with 
the target company and provide key 
inputs for their growth based on the 
GP members' experiences.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc.(1)

1 None None ―

Silver Point Specialty Credit 
Fund III Offshore General 
Partner, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Silver Point Specialty Credit 
Fund III (Offshore), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The strategy of Silver Point Specialty 
Credit Fund III (Offshore), L.P. (the 
“Fund”) is primarily to originate loans 
(i.e., directly lend) to middle market 
companies (without targeting a specific 
industry).  The Fund is opportunistic 
and while it does not have limits on 
geographic exposure, it expects that 
the majority of its portfolio will be 
comprised of investments in the 
United States.  The Fund is designed 
for certain qualified U.S. tax-exempt 
investors and non-U.S. investors.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Bisiness Operators, 
etc.(4),
Financial institutions, 
etc.(4)

8 None None ―

Silver Point Distressed 
Opportunity Institutional 
Partners II Offshore General 
Partner, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Silver Point Distressed 
Opportunity Institutional 
Partners II (Offshore), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Turnaround 
investment 
fund

The strategy of Silver Point Distressed 
Opportunity Institutional Partners II 
(Offshore), L.P. (the “Fund”) is to 
make investments in debt, equity and 
other securities, obligations, 
instruments and assets in companies 
that are stressed, distressed, 
overleveraged and/or going through 
restructurings, bankruptcies or other 
complex situations (without targeting a 
specific industry). The Fund has a 
global, opportunistic mandate, but 
expects its portfolio to be more 
concentrated in North America and 
Europe. The Fund is designed for 
certain qualified U.S. tax-exempt 
investors and non-U.S. investors.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Bisiness Operators, 
etc.(4),
Financial institutions, 
etc.(4)

8 None None ―

Equitix GP 7 Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Equitix Fund VII LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Infrastructure 
investment 
fund

Equitix Fund VII LP has been 
established to invest in small to mid-
market core infrastructure 
opportunities, predominantly located in 
the United Kingdom. The Fund is 
targeting total capital commitments of 
GBP1.5 billion to build a portfolio of 30 
to 40 investments with equity ticket 
sizes ranging from GBP15 million to 
GBP200 million.

Private 
placement 
and 
Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business cooperation, 
etc. (1)

1 None None ―

NB Private Debt Fund V 
Cayman GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB Private Debt Fund V 
(Japan Feeder) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund is a feeder which invests in a 
master fund that will seek to provide 
attractive risk-adjusted returns 
primarily by investing in senior secured 
floating rate loans (including first lien, 
unitranche, and second lien loans) and 
complementary investments.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Shinhan Venture Investment 
Co., Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Shinhan-GB FutureFlow Fund 
L.P.

Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Venture fund a fund aiming to (i) invest in Japanese 
venture companies in seed stage and 
(ii) invest in Korean startups planning 
to enter the Japanese market, and 
support their connections with 
Japanese industry

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 Yes None ―
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PCCP Credit XI GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PCCP Credit XI, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The objective of the Fund is to create 
a diversified portfolio of senior 
floating-rate real estate loans. The 
Fund will focus on financing 
institutional-quality transitional real 
estate collateral located primarily in 
the top 30 U.S. markets. The Fund will 
continue PCCP, LLC’s strategy of 
primarily originating senior floating rate 
loans with three-to-five-year duration, 
with the intention of holding loans on 
its balance sheet through maturity.  
The Fund may invest in or originate, 
finance or purchase short and 
intermediate fixed and floating-rate 
Senior Loans, floating-rate B-notes, 
fixed and floating-rate mezzanine loans 
and floating-rate Higher LTV Loans, 
whose terms are consistent with the 
Fund’s investment strategy (the 
"Target Investment"). Senior Loans to 
be included in the Fund’s portfolio are 
to facilitate the transition of the 
collateral property to stabilization or 
that are secured by stabilized 
collateral property. Geographical area 
of investment is the United States.

Private 
placement

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (1)

1 None None －

PCCP Credit XI GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PCCP Credit XI (PF), LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The objective of the Fund is to create 
a diversified portfolio of senior 
floating-rate real estate loans. The 
Fund will focus on financing 
institutional-quality transitional real 
estate collateral located primarily in 
the top 30 U.S. markets. The Fund will 
continue PCCP, LLC’s strategy of 
primarily originating senior floating rate 
loans with three-to-five-year duration, 
with the intention of holding loans on 
its balance sheet through maturity.  
The Fund may invest in or originate, 
finance or purchase short and 
intermediate fixed and floating-rate 
Senior Loans, floating-rate B-notes, 
fixed and floating-rate mezzanine loans 
and floating-rate Higher LTV Loans, 
whose terms are consistent with the 
Fund’s investment strategy (the 
"Target Investment"). Senior Loans to 
be included in the Fund’s portfolio are 
to facilitate the transition of the 
collateral property to stabilization or 
that are secured by stabilized 
collateral property. Geographical area 
of investment is the United States.

Private 
placement

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (1)

1 None None －

Global Infrastructure 
Solutions 5 Multi-Manager GP 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Global Infrastructure 
Solutions 5 Feeder 
(Secondaries) SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund The Secondaries fund is targeting a 
global portfolio of 20+ infrastructure 
secondary transactions across 
diversified portfolios of limited partner 
interests (“LP-led”), as well as more 
concentrated and bespoke manager-
led (“GP-led”) opportunities. The 
Proposed Fund seeks to capitalize on 
the acceleration in the private 
infrastructure secondaries market. The 
Fund seeks to build a diversified 
portfolio by consistently deploying 
capital in infrastructure secondaries 
throughout the investment period and 
across market cycles, while 
dynamically pivoting among deal types 
and situations depending on relative 
risk-return opportunities presented 
and overall portfolio construction of 
the Proposed Fund. At certain times, 
diversified portfolios of high-quality LP 
interests present attractive relative 
risk-reward opportunities, while at 
other times, more concentrated and 
bespoke GP-led secondaries offer 
more attractive risk-reward. While the 
strategy will be opportunistic, the 
portfolio construction will seek to 
target exposures of ca. 50% to LP-led 
secondaries and ca. 50% to GP-led 

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc.(2)
Financial institutions, 
etc.(6)

8 None None -

Bridge 6 Bee Secondary (AIV 
I) GP Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bridge 6 Bee Secondary AIV I 
L.P.

Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Secondary fund operating as a closed-ended 
investment fund having an investment 
objective to provide long-term 
investment returns by investing in a 
diversified portfolio of secondaries in 
private equity assets, often acquired 
directly from sellers at attractive 
prices

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1)

1 None None -

REAL TECH FUND VCC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EURASIAN FUND I Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund seeks to achieve its 
investment objective and provide 
attractive returns by acquiring shares 
in start-up companies mainly in South 
East Asia.  The basic investment policy 
is to invest in seed stage deep-tech 
start-ups. The main target industries 
for investment will be deep-tech 
companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)

1 None None ―

Pemberton Senior Loans GP II 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pemberton Senior Loan Fund 
II SCSp SICAV-RAIF (JPY) 

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Others The Fund will seek to invest, via its 
underlying compartment, in senior 
secured first lien loans of €50 million 

to €150 million to leading mid-market 

low-levered European companies with 
EBITDA typically between €20 million 

and €100 million, although the Fund 

may, through its underlying 
compartment, invest in loans of a 
different size or to companies which 
have an EBITDA of a lesser or greater 
amount, in each case at the discretion 
of the General Partner.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

MINA III GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Meridiam Infrastructure North 
America Fund III, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

To invest in a range of infrastructure 
transactions with a
predominant focus on primary 
infrastructure projects in the
transportation, public sector facilities 
and accommodation, and
environmental sectors and in related 
services fields, with a
principal geographic focus on the US 
and Canada

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None －
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Pantheon Private Debt GP S.a 
r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PPDP PSD III USD Feeder 
(Luxembourg) SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The purpose of the fund is to invest all 
of its available assets in the master 
fund. The master fund is focused on (i) 
building a portfolio of seasoned, funded 
and performing private credit 
investments, and (ii) participating in 
secondary direct lending opportunities. 
The strategy of the master fund will be 
weighted towards sponsor backed 
loans to companies, the majority of 
which will be headquartered in the U.S. 
with a minority in developed Europe 
(including the U.K.).

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None -

Global Infrastructure 
Solutions 5 USD Multi-
Manager GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Global Infrastructure 
Solutions 5 Feeder A (USD 
Co-Invest) L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The GIS 5 Co-invest Fund is seeking 
to build a portfolio of direct co-
investments representing 25+ minority 
equity or equity-like positions 
alongside lead sponsors in 
infrastructure companies and assets 
with diversification across geographies, 
sectors, stages, transaction sizes and 
fund managers.In terms of portfolio 
construction, the Fund will target the 
following exposures:
• Sectors: The Proposed Fund will seek 
to be diversified across sectors with 
the main focus areas being 
Transportation & Logistics, 
Telecommunications & Digital, Power & 
Utilities, Environmental, Energy, and 
Social.
• Geographies: The Fund will primarily 
target investments in developed 
markets as defined by the Organisation 
for Economic Co-operation and 
Development (“OECD”). The Proposed 
Fund will primarily focus on Europe (up 
to 60%), North America (up to 60%), and 
Developed Asia (up to 40%). The Fund 
will selectively make investments into 
developing markets.
• Stages: The Fund will mainly seek to 
invest into existing operating 

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc.(2)
Financial institutions, 
etc.(6)

8 None None -

EQT Exeter Multifamily Value 
II, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EQT Exeter Multifamily Value 
Fund II, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate-
related fund

EQT Exeter Multifamily Value Fund II, 
LP’s objective is to provide its 
partners with attractive risk-adjusted 
returns by acquiring, renovating, 
repositioning, developing and selling 
well-located apartment properties 
across major U.S. markets with a 
specific focus on medical, education 
and technology (including biotech) 
driven employment submarkets 
(“Meds, Eds & Tech”) and in which 
Exeter Property Group, LLC, the 
manager, believes it can enhance 
operations through more proficient 
capitalization, asset management and 
marketing to Meds, Eds & Tech renters 
and create value through rehabilitation 
and redevelopment of units and 
common areas that leads to growth in 
rental rates and property pricing upon 
exit.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instutions (1) 1 None None ‐

Petershill PES II ESC 
Advisors LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Petershill PES II Employee LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Petershill PES II Employee LP (the 
Fund) is a Delaware limited 
partnership. 
 

The Fund intends to (directly or 
indirectly) make anchor investments in 
investment funds that employ one or 
more alternative investment strategies 
(which may include funds-of-one and 
managed accounts) (“Underlying Seed 
Funds”) managed by Seed Managers.  
The investment objective of the 
Underlying Seed Funds is to invest in 
assets, including but not limited to 
early stage businesses regarding 
natural resources, on a global basis.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None -

Petershill PES II ESC 
Advisors LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Petershill PES II Employee 
Offshore LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Petershill PES II Employee Offshore 
LP (the “Fund”) is a Cayman Islands 
exempted limited partnership.

The Fund intends to (directly or 
indirectly) make anchor investments in 
investment funds that employ one or 
more alternative investment strategies 
(which may include funds-of-one and 
managed accounts) (“Underlying Seed 
Funds”) managed by Seed Managers.  
The investment objective of the 
Underlying Seed Funds is to invest in 
assets, including but not limited to 
early stage businesses regarding 
natural resources, on a global basis.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None -

StoneBridge 2023 ESC 
Advisors LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StoneBridge 2023 Access 
Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds StoneBridge 2023 Access Fund, L.P 
(the “Fund”) is a Delaware series 
limited partnership.

The Fund is a fund of funds and 
expects to (directly or indirectly) make 
investments in other funds.    The 
investment objective of such other 
funds is to invest in assets, including 
but not limited to partnerships and 
other assets with limited liquidity, in 
the secondary market, on a global 
basis.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None -

StoneBridge 2023 ESC 
Advisors LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

StoneBridge 2023 Access 
Offshore Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds StoneBridge 2023 Access Offshore 
Fund, L.P. (the “Fund”) is a Cayman 
Islands exempted limited partnership.

The Fund is a fund of funds and 
expects to (directly or indirectly) make 
investments in other funds.  The 
investment objective of such other 
funds is to invest in assets, including 
but not limited to partnerships and 
other assets with limited liquidity, in 
the secondary market, on a global 
basis.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None -
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UB ESC Advisors LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Union Bridge Partners 
Employee LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Union Bridge Partners Employee LP 
(the “Fund”) is a Delaware series 
limited partnership.

It is expected that the Fund will invest 
in Fund Investments indirectly through 
a Delaware limited liability company, 
which will in turn invest in Fund 
Investments (i) directly, (ii) indirectly 
through other funds or (iii) using other 
structures.  These other funds will 
invest in assets, including but not 
limited to a wide variety of 
instruments, including debt, equity, and 
other financial instruments, including 
digital assets, on a global basis.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None -

UB ESC Advisors LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Union Bridge Partners 
Employee Offshore LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Union Bridge Partners Employee 
Offshore LP (the “Fund”) is a Cayman 
Islands exempted limited partnership.

It is expected that the Fund will invest 
in Fund Investments indirectly through 
a Cayman Islands exempted limited 
company treated as a corporation for 
U.S. federal income tax purposes, 
which will in turn invest in Fund 
Investments (i) directly, (ii) indirectly 
through other funds or (iii) using other 
structures.   These other funds will 
invest in assets, including but not 
limited to a wide variety of 
instruments, including debt, equity, and 
other financial instruments, including 
digital assets, on a global basis.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None -

VREP III ESC Advisors LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vintage Real Estate Partners 
III Employee LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Vintage Real Estate Partners III 
Employee LP (the “Fund”) is a 
Delaware series limited partnership.

The Fund will seek to acquire and 
structure portfolios of private equity 
partnerships and other assets with 
limited liquidity in the secondary 
market on a global basis. The VREP III 
Funds will seek to achieve attractive 
risk-adjusted returns by: (i) identifying 
and investing in high quality properties 
(and other real estate-related assets) 
and managers on a global basis and, 
subject to applicable legal, tax, 
regulatory and internal policy 
considerations (including informational 
barriers), leveraging the resources of 
Goldman Sachs; (ii) capitalizing on 
market disruptions which may result in 
unique opportunities to purchase 
private real estate fund interests and 
other assets at attractive prices; and 
(iii) partnering with knowledgeable 
private real estate managers to 
acquire assets which may sit outside 
of traditional fund structures or which 
require innovative solutions to create 
new fund structures.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None -

VREP III ESC Advisors LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vintage Real Estate Partners 
III (International) Employee 
Offshore LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Vintage Real Estate Partners III 
(International) Employee Offshore LP 
(the “Fund”) is a Cayman Islands 
exempted limited partnership.

The Fund will seek to acquire and 
structure portfolios of private equity 
partnerships and other assets with 
limited liquidity in the secondary 
market on a global basis. The VREP III 
Funds will seek to achieve attractive 
risk-adjusted returns by: (i) identifying 
and investing in high quality properties 
(and other real estate-related assets) 
and managers on a global basis and, 
subject to applicable legal, tax, 
regulatory and internal policy 
considerations (including informational 
barriers), leveraging the resources of 
Goldman Sachs; (ii) capitalizing on 
market disruptions which may result in 
unique opportunities to purchase 
private real estate fund interests and 
other assets at attractive prices; and 
(iii) partnering with knowledgeable 
private real estate managers to 
acquire assets which may sit outside 
of traditional fund structures or which 
require innovative solutions to create 
new fund structures.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None -

MBK GP VI, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MBK Partners Fund VI, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Strategy of making controlequity and 
equity-related investments primarily in 
North Asia, with a focus on defensive 
industry themes underpinned by stable 
domestic consumption plays, typically 
holding a controlling or significant 
minority position. Particular focus on 
selected levers, from operational 
improvements and capital structure 
optimization to synergistic add-on 
acquisitions, to maximize value 
creation.

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)

3 None None -

ABV 9 GP LP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Abingworth 
Bioventures 9 LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund a fund to generate capital appreciation 
primarily through investment in entities 
engaged in the life sciences industry in 
Western Europe and the United States

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None _

Hanaco III GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hanaco III L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund To achive capital appreciation by 
seeking to capitalize on venture capital 
investment opportunities in the broad 
technology sector in companies 
located in the United States and Israel. 
 The fund will focus on software 
oriented companies in the areas of 
Cyber security, Financial services, 
Generative AI, Agrotech and 
Climatech.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership(1)

1 None - -

Newman Creation Network 
Pte. Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Newman Creation Network 1 
Tokumei Kumiai

Silent 
partnership 
contract

Other The investment strategy and objective 
: To invest in and manage Non-
Fungible Tokens (NFTs) used in NFT-
based games.
Risk : Decrease in value due to supply 
and demand for NFTs.

Private 
placement

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None

―
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J-STAR Environment Fund-
Commitment GP, Ltd

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

J-STAR Environment Fund-
Commitment, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Investing, either directly or via SPCs, 
mainly privately held Japanese Small 
and medium size enterprises in Japan 
excluding financial institutions or real 
estate companies

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business 
corporation(1)

1 None None

―

Sozo Ventures GP IV, L.L.C. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sozo Ventures IV, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Venture capital Fund investing in 
technology and technology-related 
privately held companies and primarily 
investing in U.S. startups which have 
global market opportunities through 
relationships in Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None

―

270 Life Sciences Private 
Capital Fund I GP (Lux) S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

270 Life Sciences Private 
Capital Fund I (Lux) SCSp-
RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The principal purpose of the Fund is to 
seek to generate long-term
capital appreciation by primarily making 
seed and early-stage
equity-related investments in life 
sciences and biotechnology
companies, including minority 
investments and investments in
structured equity securities and 
structured debt investments.
The Fund will predominantly invest in 
companies domiciled in the United 
States, Canada, the United Kingdom, 
and the European Union, but may 
invest in companies domiciled in other 
countries as well.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(1)

1 None None

―

PASF GP V, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Portfolio Advisors Secondary 
Fund V, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund The Fund seeks to purchase and 
construct over time a mature, well-
diversified private equity portfolio that 
is expected to produce attractive risk 
adjusted returns by investing in 
existing interests in private equity 
funds and related assets purchased in 
the secondary market, as well as 
participation agreements, interests in 
special purpose vehicles (and joint 
venture vehicles) designed to 
accommodate such assets and 
interests in pooled funds that 
purchase existing fund interests, 
including special purpose and/or other 
vehicles, as well as select co-
investments, either directly or 
indirectly. The Fund expects to target 
a variety of fund strategies including 
buyout, growth, venture, distressed 
and special situations and a variety of 
industries including Medical/Health, 
Industrial Products, Financial Services, 
Fund of Funds, Consumer Products, 
Communication and Energy. The Fund 
expects to construct a portfolio of 
predominantly North American limited 
partnership interests with select 
exposure to secondaries in the Pan-
Asia Pacific region and other regions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None

―

PASF GP V, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Portfolio Advisors Secondary 
Fund V (Offshore), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund The Fund will invest all of its 
investable assets in Portfolio Advisors 
Secondary Fund V, L.P. (the "Domestic 
Fund") as a Limited Partner in the 
Domestic Fund. Through the Domestic 
Fund, the Fund seeks to purchase and 
construct over time a mature, well-
diversified private equity portfolio that 
is expected to produce attractive risk 
adjusted returns by investing in 
existing interests in private equity 
funds and related assets purchased in 
the secondary market, as well as 
participation agreements, interests in 
special purpose vehicles (and joint 
venture vehicles) designed to 
accommodate such assets and 
interests in pooled funds that 
purchase existing fund interests, 
including special purpose and/or other 
vehicles, as well as select co-
investments, either directly or 
indirectly. The Fund expects to target 
a variety of fund strategies including 
buyout, growth, venture, distressed 
and special situations and a variety of 
industries including Medical/Health, 
Industrial Products, Financial Services, 
Fund of Funds, Consumer Products, 
Communication and Energy. The Fund 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None

―

Octopus Energy Offshore 
Wind GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Octopus Energy Offshore 
Wind SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Octopus Energy Offshore Wind SCSp 
is being established to acquire and own 
interests in the renewable energy 
sector (in particular in relation to 
offshore wind) and to carry on the 
business of monitoring, managing and 
realising such Investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc.(10)
Financial institutions, 
etc.(80)
Business corporations, 
etc.(2)

92 Yes None

―

GEF US CSF II GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GEF US Climate Solutions II 
Feeder, L.P. 

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The Fund will invest in GEF US 
Climate Solutions Fund II, L.P. (Main 
Fund) as a feeder fund thereof. The 
Main Fund principally will target 
established middle and lower-middle 
market portfolio companies located 
within the United States and Canada. 
The Main Fund will consider 
investments opportunistically within 
the investment themes of climate 
change and pollution mitigation, 
including clean and renewable energy, 
energy industrial efficiency, 
infrastructure solutions and industrial 
services, greenhouse gas reduction 
and mitigation, carbon sequestration, 
circular economy, plastic and chemical 
pollutant mitigants, waste and 
environmental solutions, water and 
wastewater treatment solutions, 
emergency response and disaster 
recovery, and other related industries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 Yes None

―

Equitix European 
Infrastructure II GP S.a r.l

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Equitix European 
Infrastructure II SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The fund will invest in European core 
infrastructure companies, projects and 
assets including, but not limited to, 
infrastructure companies, projects and 
assets in the following sectors: (a) 
healthcare, (b) education, (c) housing, 
(d) waste and waste water, (e) 
renewable energy and energy 
transition, (f) accomodation, (g) 
electricity, gas and water utilities, (h) 
digital infrastructure and (i) transport.

Private 
placement 
and 
Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None

―
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West Street Private Markets 
2024 Advisors, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Private Markets 
2024 Offshore, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund’s investment objective is to 
seek long-term capital gains through 
the creation of a diversified global 
portfolio of investments in equity and 
debt securities and other instruments 
diversified across asset classes 
primarily in North America, Europe and 
Asia by investing primarily alongside 
certain other commingled funds 
sponsored and managed by Goldman 
Sachs.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc.(1)

1 Yes None

―

ISQ Energy Transition Fund 
GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ISQ Energy Transition Fund, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment 
fund

The investment objective is to achieve 
long-term capital appreciation as well 
as current income primarily through 
controlling equity and equity related 
investments in companies and 
infrastructure projects that focus on 
enabling the energy transition in 
renewable or cleaner sources of 
energy located in the Organization for 
Economic Co-operation and 
Development geographies (primarily in 
North America and Europe) with a 
commitment period of five years from 
the final closing.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(3)

Financial instruments 
business operators, 
etc.(1)

4 None None

―

Vista Foundation Fund V GP, 
L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vista Foundation Fund V, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a private equity fund investing in 
software, data, and technology 
companies globally that are in the form 
of corporations or flow-through 
entities

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None

―

Vista Foundation Fund V GP, 
L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vista Foundation Fund V-A, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a private equity fund investing in 
software, data, and technology 
companies globally that are in the form 
of corporations and flow-through 
entities by using blocker corporations 
for U.S. federal income tax purposes

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None

―

ACOF Management VII, L.P. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ares Corporate Opportunities 
Fund VII Parallel (Foreign), 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds ACOF VII will primarily target 
investments across North America and 
Europe in what Ares believes are 
resilient sectors in the middle market 
across its core industries: (i) 
Healthcare, (ii) Services, (iii) Industrials 
and (iv) Consumer.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None

―

Investindustrial VIII GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Investindustrial VIII SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The purpose of the fund is to invest in 
leveraged build-ups, management 
buyouts, corporate restructurings and 
similar transactions with the aim of 
acquiring a majority of control in the 
investments of portfolio companies 
that are incorporated, or have 
activities, in Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None

―

NB Strategic Co-Investment 
Associates V GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NB Strategic Co-Investment 
Cayman Partners V LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of Funds The Fund is a feeder fund which 
invests in the fund that aims to 
generate superior risk-adjusted 
returns by selectively making equity 
and equity-like co-investments 
alongside premier private equity firms 
and financial sponsors, and the 
invesment focus of such fund is to 
emphasize leveraged buyout and 
growth capial co-investments globally.  
The fund is not limited with respect to 
the range of industries, sectors, 
geographic regions or trasactions in 
which it may co-invests, and the fund 
typically will make minority co-
investments; however, it will not be 
prohibited from taking majority 
positions or acquiring managiment 
rights.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 Yes None ―

Whitehorse Liquidity Partners 
VI GP Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Whitehorse Liquidity Partners 
VI LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund a Delaware secondary fund to provide 
liquidity solutions to private asset 
classes in North America and Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Whitehorse Liquidity Partners 
VI GP Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Whitehorse Liquidity Partners 
(Offshore) VI LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund an Ontario secondary fund to provide 
liquidity solutions to private asset 
classes in North America and Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Counterpart Ventures III GP, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Counterpart Ventures Fund 
III, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Venture capital fund which invests 
primarily in start-ups in the United 
States of America

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

MC Credit Associates IV LP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MC Credit Fund IV (Cayman) 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Primarily to provide senior secured 
debt to middle market companies 
primarily located in the United States 
and Canada with $10 million or more of 
EBITDA that need financing solutions 
(including committed acquisition lines 
and follow-on financings) ranging from 
$40-250 million or more

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.  (1)

1 None None ―

Actis GP LLP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Actis Long Life Infrastructure 
2 A LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund will invest in operating 
infrastructure assets in global markets, 
focusing primarily on investments 
located in Latin America, Asia, the 
Middle East, Africa and Central & 
Eastern Europe in; (a) energy-related 
infrastructure in four core areas: (i) 
power generation; (ii) electricity 
transmission; (iii) distribution 
(electricity and water); and (iv) other 
energy related infrastructure; (b) toll 
roads; (c) digital infrastructure, 
including data centres, towers, and 
fibre; and (d) logistics infrastructure.
 
The Fund will seek to invest in high 
quality, operational infrastructure 
assets, with stable and reliable annual 
cash yields, and hold investments for 
10 years or more. The Fund will seek 
to invest in core, vital infrastructure 
sectors with stable, predominantly 
US$-linked or local inflation indexed 
revenues and stable, protected cash 
flows for the anticipated hold period 
and longer. The Fund will identify and 
acquire attractive operating brownfield 
infrastructure assets with 
opportunities to implement operational 
improvements under the Fund’s 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―
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HPS Special Situations 
Opportunity II Offshore GP 
Lux S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HPS Special Situations 
Opportunity Offshore Fund II, 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund’s investment objective is to 
generate long-term returns through 
capital appreciation and current 
income with strong downside 
protection by exploiting market 
inefficiencies.  The Fund’s 
investments may take the form of debt 
and equity and will be focused on 
special situations in the private and 
public markets. The Fund is sector and 
industry agnostic.  However, the 
Manager expects that most of the 
Fund’s investment opportunities will 
typically occur at companies that 
exhibit one or more of the following 
traits: over-leveraged balance sheets, 
cyclical industry pressure, a secular or 
technological shock that impacts an 
entire industry, or a regulatory or legal 
regime change that impacts the entire 
industry or a single company.  Over 
85% of investments will be located in 
the United States, Canada, the 
European Union, the other members of 
the Organization for Economic Co-
operation and Development and/or the 
Caribbean nations and territories.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Hayfin DLF V GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hayfin DLF V JPY SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Hayfin DLF V JPY SCSp has been 
established to seek to generate 
attractive risk-adjusted returns by 
investing primarily in the most senior 
debt obligations in the capital 
structure of non-investment grade 
companies, employing a philosophy that 
is founded on fundamental value and 
capital preservation. The objective of 
the Fund is to generate risk-adjusted 
gross portfolio IRRs of 8% to 10% (net 
IRRs of 6.0% to 7.5%).  The Fund 
intends to invest at least 75% of 
commitments in companies 
headquartered or with material 
business and operations, or with their 
principal place of business in any 
member state of the European Union, 
Norway, Switzerland and the countries 
forming the United Kingdom. The Fund 
does not intend to target specific 
industries, but will generally not invest 
more than 25% of commitments in a 
single industry.

Private 
Placement 
and 
Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (10)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)
Business corporations, 
etc. (1)

12 None None ―

APG Infrastructure Asset 
Owner II GP B.V.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

APG Infrastructure Asset 
Owner Fund II C.V.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Infrastructure 
investment 
fund

The Fund will co-invest in equity and 
equity-related investments in primarily 
non-listed infrastructure assets 
alongside one of the funds managed by 
APG Asset Management N.V. (APG 
Funds). The Fund aims to invest in 
large infrastructure projects, where 
the total investment of the Fund and 
the APG Funds combined would 
exceed EUR 500 million and that are 
expected to generate stable and 
predictable returns. There is a strong 
focus on sustainability in each 
investment. The Fund will directly or 
indirectly, only invest in and make 
commitments to investments that 
meet most of the following criteria: (a) 
Investment grade capital structure. In 
case the credit has no rating, the 
credit metrics should comply with the 
IG credit metrics from S&P, Moody’s; 
(b) Located in the US, Canada, 
European Union, United Kingdom, 
Australia or New Zealand; (c) Have a 
moderate risk profile; and (d) Target 
IRR of each deal of at least 7%, net of 
management fees in local currency 
(unhedged), measured over an assumed 
15 year holding period.  Allowed 
Sectors: Transport (e.g. toll roads), 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instituion, 
etc. (1)

1 None None ―

BlackRock Global Renewable 
Power Fund IV (Lux GenPar), 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Global Renewable Power 
Infrastructure Fund IV (B), 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund’s investment objective is to 
seek to provide, over the long-term, a 
total return, in the form of capital 
growth and income. In addition, the 
Fund seeks to deliver positive and 
measurable environmental and social 
impacts, aligned to Article 9 of the 
Sustainable Finance Disclosure 
Regulations and a subset of the United 
Nations’ Sustainable Development 
Goals.
The Fund seeks to achieve its 
investment objective by investing in a 
diversified portfolio of climate 
infrastructure assets. The Fund’s 
investments will principally comprise 
climate infrastructure assets that are 
renewable power generation assets 
with a focus on wind and solar energy. 
The Fund may also invest in climate 
infrastructure assets that support 
renewable power, including energy 
storage and distribution, sustainable 
mobility, grid stabilization and other 
transition enabling infrastructure 
assets. The Fund’s assets may be 
Greenfield Investments or Brownfield 
Investments. The Fund may also invest 
in businesses that develop, own, 
source, finance or manage such 

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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BlackRock Global Renewable 
Power Fund IV (Lux GenPar), 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Global Renewable Power 
Infrastructure Fund IV (C), 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund’s investment objective is to 
seek to provide, over the long-term, a 
total return, in the form of capital 
growth and income. In addition, the 
Fund seeks to deliver positive and 
measurable environmental and social 
impacts, aligned to Article 9 of the 
Sustainable Finance Disclosure 
Regulations and a subset of the United 
Nations’ Sustainable Development 
Goals.
The Fund seeks to achieve its 
investment objective by investing in a 
diversified portfolio of climate 
infrastructure assets. The Fund’s 
investments will principally comprise 
climate infrastructure assets that are 
renewable power generation assets 
with a focus on wind and solar energy. 
The Fund may also invest in climate 
infrastructure assets that support 
renewable power, including energy 
storage and distribution, sustainable 
mobility, grid stabilization and other 
transition enabling infrastructure 
assets. The Fund’s assets may be 
Greenfield Investments or Brownfield 
Investments. The Fund may also invest 
in businesses that develop, own, 
source, finance or manage such 

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (6)

6 None None ―

Cross Capital Holdings I 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CROSS CAPITAL I LIMITED 
PARTNERSHIP

外国の法令に
基づく権利

ファンド・オブ・
ファンズ

ヨーロッパ、アメリカ、イスラエス、アジア
の一流ベンチャーキャピタルが運営す
る約10のVCファンドの出資持分に投資
する。各VCファンドの投資先は、テクノ
ロジー関連でアーリーからミドルステー
ジのベンチャー企業を予定。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

General Catalyst Partners XII, 
L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

General Catalyst Group XII – 
Creation, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund’s principal investment 
objective is to achieve superior 
returns from early and growth stage 
technology, consumer/enterprise, 
fintech, healthcare and global 
resilience investments, primarily in 
equity and equity-related securities of 
privately-held companies primarily 
located in the United States, as part of 
General Catalyst’s “creation” 
investing strategy.

Private 
placement

Article 63 Financial
institutions,
etc.(1)

1 None None ―

General Catalyst Partners XII, 
L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

General Catalyst Group XII – 
Endurance, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund’s principal investment 
objective is to achieve superior 
returns from growth stage technology, 
consumer/enterprise, fintech, 
healthcare and global resilience 
investments, primarily in equity and 
equity-related securities of privately-
held companies primarily located in the 
United States, as part of General 
Catalyst’s growth venture strategy, 
including by making investments in 
companies in which General Catalyst 
Group XII – Creation, L.P., General 
Catalyst Group XII – Ignition, L.P., and 
General Catalyst Group XII – Health 
Assurance, L.P., and/or prior General 
Catalyst funds and investment vehicles 
have invested (or will concurrently 
invest).

Private 
placement

Article 63 Financial
institutions,
etc.(1)

1 None None ―

General Catalyst Partners XII, 
L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

General Catalyst Group XII – 
Ignition, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund’s principal investment 
objective is to achieve superior 
returns from early stage technology, 
consumer/enterprise, fintech and 
global resilience investments, primarily 
in equity and equity-related securities 
of privately-held companies primarily 
located in the United States, as part of 
General Catalyst’s early venture 
capital investing strategy (excluding 
companies that fit within General 
Catalyst’s health assurance 
investment thesis).

Private 
placement

Article 63 Financial
institutions,
etc.(1)

1 None None ―

General Catalyst Partners XII, 
L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

General Catalyst Group XII – 
Health Assurance, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund’s principal investment 
objective is to achieve superior 
returns from early stage healthcare 
investments, primarily in equity and 
equity-related securities of privately-
held companies primarily located in the 
United States, as part of General 
Catalyst’s early venture capital 
investing strategy.

Private 
placement

Article 63 Financial
institutions,
etc.(1)

1 None None ―

General Catalyst Partners XII, 
L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

General Catalyst Group XII, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund is a conduit collective 
investment vehicle formed for the 
purpose of investing, in a set 
proportion, in General Catalyst Group 
XII – Creation, L.P., General Catalyst 
Group XII – Endurance, L.P., General 
Catalyst Group XII – Ignition, L.P., and 
General Catalyst Group XII – Health 
Assurance, L.P. (collectively, the “GC 
XII Funds”). Each investor’s interest 
in the Fund will provide such investor 
with an indirect pro rata interest in 
each of the GC XII Funds. General 
Catalyst Group XII – Creation, L.P.’s 
principal investment objective is to 
achieve superior returns from early 
and growth stage technology, 
consumer/enterprise, fintech, 
healthcare and global resilience 
investments, primarily in equity and 
equity-related securities of privately-
held companies primarily located in the 
United States, as part of General 
Catalyst’s “creation” investing 
strategy. General Catalyst Group XII – 
Endurance, L.P.’s principal investment 
objective is to achieve superior 
returns from growth stage technology, 
consumer/enterprise, fintech, 
healthcare and global resilience 

Private 
placement

Article 63 Financial
institutions,
etc.(1)

1 None None ―
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Copenhagen Infrastructure 
GMF II GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Copenhagen Infrastructure 
Growth Markets Fund II SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Key investment targets: power 
projects, energy related assets
Risk characteristics: The composition 
of the investment portfolio is 
uncertain; portfolio may be exposed to 
transaction and development risks, 
construction-related risks, operational 
risks and project financing risks; cash 
flow issues may adversely affect the 
leverage of investments.
Geographical areas: EMEA (the Baltic 
states, the Balkans, Romania, Poland, 
and South Africa) and Americas 
(Brazil, Chile, Colombia, and Mexico)

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial 
institutions,etc. 

1 None None ―

Copenhagen Infrastructure 
GMF II GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Copenhagen Infrastructure 
Growth Markets Fund II 
Feeder SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment: Investment to Copenhagen 
Infrastructure Growth Market Fud II 
SCSp, 
Key investment targets: power 
projects, energy related assets
Risk characteristics: The composition 
of the investment portfolio is 
uncertain; portfolio may be exposed to 
transaction and development risks, 
construction-related risks, operational 
risks and project financing risks; cash 
flow issues may adversely affect the 
leverage of investments.
Geographical areas: EMEA (the Baltic 
states, the Balkans, Romania, Poland, 
and South Africa) and Americas 
(Brazil, Chile, Colombia, and Mexico)

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial 
institutions,etc. 

1 None None ―

BITKRAFT VENTURES GP III, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BITKRAFT Ventures Fund III, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund will make venture capital 
investments primarily by investing in 
and holding equity and equity-oriented 
securities of private US companies, 
with a particular emphasis on the 
interactive media sector, including the 
video game and "esports" industries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business 
corporation,etc.(1)

1 Yes None ―

Orb Labs GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Orb Labs Fund L.P. 外国の法令に
基づく権利

その他 暗号資産（プライベート・トークン、パブ
リック・トークン）、DeFi、ステーキングへ
の投資

私募 63条 個人(1) 1 有 無 ―

ETF GP 4 LLP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Environmental Technologies 
Fund 4 L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund aims to invest in innovative, 
high―growth companies in Europe in 
the Smart Energy, Smart Industry and 
Smart City sectors. Potential portfolio 
companies must deliver innovative 
products or services, focus on 
sustainability and demonstrate 
commercial success. Companies must 
also have some established revenue.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(1)

1 None None ―

PSG VI GP (Lux) S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PSG VI (Lux) S.C.Sp. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Invest in a diversified portfolio 
comprised primarily of equity and 
equity-related investments in 
companies that are principally based in 
North America and are primarily 
software, data or technology-enabled 
businesses.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc (1)

1 None None ―

Taisu Ventures Fund GP 
Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Taisu Ventures Web3 Fund 
Limited Partnership

外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

主な投資対象企業は、ブロックチェーン
とWeb3技術に関連するスタートアップ
企業です。
投資対象企業の成長ステージは、シー
ド、アーリーステージですが、幅広く対
象としています。
その他の基本的な投資方針・戦略の概
は以下のとおりです。
資産タイプ：株式 / トークン
ファンド振分：
1-3年目：アーリーステージ： 75％　（投
資額：US＄100Kから500K/ディール）
2-3年目：ミドルからレイターステージ：
25％（投資額：＄1Mから３M/ディール）
4-5年目：エグジット（最大3年延長可）

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 有 無 ―

TruAmerica Workforce 
Housing Fund II GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

TruAmerica Workforce 
Housing
Fund II-B, L.P

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund’s primary investment 
objective is to invest in Class B multi-
family opportunities that it believes it 
can add value through debt or equity 
restructuring, management 
improvements and the creation of 
rental accretion through the 
rehabilitation of units, the repositioning 
of condominium units as rental units 
and common area reconstruction 
located in Atlanta, Baltimore, Boston, 
Charlotte, DC Metro, Denver, Ft. 
Lauderdale, Inland Empire, Jacksonville, 
Las Vegas, Los Angeles metropolitan 
area, Miami, Nashville, Orange County, 
Orlando, Raleigh, Salt Lake City, San 
Diego, San Francisco/Bay 
Area/Northern California, Phoenix, 
Portland, Seattle, Tampa, Ventura and 
West Palm Beach or any other market 
that is approved by the Limited 
Partner Advisory Committee.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator (1)

1 None None ―

Japan Hydrogen Fund GP, Inc. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Japan Hydrogen Fund GP, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Regional characteristics: Europe, North 
America, Australia and/or Asia 
including Japan
The basic investment policy and 
strategy: Investment in Japan 
Hydrogen Fund, L.P. which shall invest 
in hydrogen-related assets and 
companies to conduct projects, 
specifically hydrogen energy 
production, storage, transportation, 
etc. 
 
  Type: Infrastructure  Fund
  Risk characteristic: Equity

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Individual (1) 1 None None ―

GreenOak Japan GP Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BGO Asia III Blossoms 
Investment RE, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund indirectly invests its assets 
in the real-estate related  rights in 
hotels and commercial complex in 
Osaka through partnership interests of 
silent partnership, etc.  The Fund may 
also engage in any other activities 
permitted by law and directly related 
or incidental to the above investment 
such as the hedging transactions to 
protect against potential adverse 
effects upon the value of its 
investment associated with interest 
rate and/or currency fluctuations.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―
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Crossover Fund IX 
Management, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crosslink Crossover Fund 9, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund seeks to produce superior 
risk-adjusted returns through 
investments in a diversified portfolio of 
companies initially focused on 
technology and services businesses. 
There is no specific geographic 
investment area. The Fund will attempt 
to meet this objective by investing in 
the securities of public growth 
companies, publicly listed companies 
that exhibit venture-capital investment 
characteristics and traditional private 
venture capital companies. It is not 
anticipated that the Fund will use 
leverage or invest in options and 
derivatives, although the Fund may 
make such investments at any time 
without notice to the Limited Partners.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Crossover Fund IX 
Management, L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crosslink Crossover Fund 9-
B, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund seeks to produce superior 
risk-adjusted returns through 
investments in a diversified portfolio of 
companies initially focused on 
technology and services businesses. 
There is no specific geographic 
investment area. The Fund will attempt 
to meet this objective by investing in 
the securities of public growth 
companies, publicly listed companies 
that exhibit venture-capital investment 
characteristics and traditional private 
venture capital companies. It is not 
anticipated that the Fund will use 
leverage or invest in options and 
derivatives, although the Fund may 
make such investments at any time 
without notice to the Limited Partners.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Whitehorse Liquidity Partners 
GP Solutions Fund II GP Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Whitehorse Liquidity Partners 
GP Solutions Fund II LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund A Delaware secondary fund to provide 
structured liquidity solutions for 
general partners of investment funds 
primarily  in North America and Europe 
to make outsized commitments to their 
funds, manage their balance sheets, 
solve for liquidity requirements and 
pursue other strategic initiatives. The 
fund will seek to generate returns, 
principally through long term 
appreciation and current income, and 
will primarily invest in structured 
preferred equity securities in or 
alongside general partners of private 
investment funds or in or alongside 
private equity investors with minority 
equity stakes in general partners of 
private investment funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Whitehorse Liquidity Partners 
GP Solutions Fund II GP Inc.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Whitehorse Liquidity Partners 
GP Solutions Fund (Offshore) 
II LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund An Ontario secondary fund to provide 
structured liquidity solutions for 
general partners of investment funds 
primarily  in North America and Europe 
to make outsized commitments to their 
funds, manage their balance sheets, 
solve for liquidity requirements and 
pursue other strategic initiatives.The 
fund will seek to generate returns, 
principally through long term 
appreciation and current income, and 
will primarily invest in structured 
preferred equity securities in or 
alongside general partners of private 
investment funds or in or alongside 
private equity investors with minority 
equity stakes in general partners of 
private investment funds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

CAM Alternatives GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CAM Private Capital 
Strategies S.C.A., SICAV-
RAIF – “ACP Sustainable 
Megatrends Co-Investment 
Fund”

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Infrastructure Fund - The "Fund" is a 
compartment called "ACP Sustainable 
Megatrends Co-Investment Fund", 
within the umbrella structured 
Luxembourg RAIF "CAM-Private 
Capital Strategies SCA - SICAV 
RAIF". Its investment strategy 
consists in the participation in a 
variety of co-investment structures 
related to the Megatrends (defined as 
the social, political, economic and 
technological transformative forces 
such as digital transformation, health 
care, social infrastructure, energy 
transition, supply chain revolution and 
development of smart cities). The Fund 
has a global geographic focus, with a 
predominant focus in Europe, and 
North America, with limited exposure 
to other markets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (7)
Financial institutions, 
etc.(14)
Business corporations, 
etc.(1)

22 None None ―

MED Rise GP 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

MED Rise S.L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds MED Rise S.L.P. is being formed to 
invest in equity shares or securities 
giving access to capital of unlisted 
companies operating in the area of 
health. There is no specific geographic 
focus of investment.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators 
(12),
Financial institutions, 
etc. (23), Buusiness 
Corporations, etc. (1)

36 None None ―

Taaleri SolarWind III GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Taaleri Solar Wind III SCSp Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The Fund's investment strategy is to 
target control investments in utility-
scale Development Projects and 
Construction Projects and to hold 
such projects when they have become 
Operational Projects. The focus of the 
Main Fund’s investment strategy is 
onshore wind farms, photovoltaic (PV) 
solar parks and renewable energy 
storage facilities. In terms of project 
and investment sizes, the Main Fund 
intends to focus on the mid-market, 
with the Partnership’s equity ticket 
ranging from 20 to 90 million euros per 
investment. At target fund size, the 
Manager expects to build a diversified 
portfolio of Construction Projects, c. 
12-18 investments in total.
The Fund’s primary strategy is to 
invest in Portfolio Companies primarily 
located in or with substantial 
operations in Bulgaria, Croatia, Estonia, 
Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, 
Montenegro, Poland, Romania, Serbia, 
Norway, Portugal, Spain, Sweden, 
Finland and/or the United States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
Instruments
Business
Operator, etc.(9), 
Financial
institutions,
etc.(17)

26 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）
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Business Equity）

（Type of the
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Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
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（Type of
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（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
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other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Partners Group Cayman 
Management III Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PARTNERS GROUP LIFE II 
(USD) C-I, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other To make typically unlisted Private 
Equity Investments (i.e., investments 
made principally using equity issued in 
connection with acquisition, buyouts, 
expansion opportunities, etc., which 
may include both control and non-
control positions), and Private 
Infrastructure Investments (i.e., 
investments made using equity, debt, 
etc., issued in connection with 
acquisition, development, etc., of 
infrastructure or related assets) that 
support the United Nations 
Sustainable Development Goals. The 
fund's geographic focus is Europe (25 
- 60%), North America (25 - 60%), and 
Asia/Rest of the world (10 - 40 %).

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial Institution (1) 1 None None ―

Castlelake Asset-Based 
Private Credit III Evergreen 
GP, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Castlelake Asset-Based 
Private Credit III Evergreen A, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other an open-ended fund to invest in 
asset-based credit opportunities and 
to primarily focus on investing in 
unitrache loans in Castlelake’s core 
industries of expertise: (i) real assets; 
(ii) specialty finance; and (iii) aviation, 
mainly in North America and Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institution, 
etc. (1)

1 None None ―

Castlelake Asset-Based 
Private Credit III Evergreen 
GP, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Castlelake Asset-Based 
Private Credit III Evergreen B, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other an open-ended fund to invest in 
asset-based credit opportunities and 
to primarily focus on investing in 
unitrache loans in Castlelake’s core 
industries of expertise: (i) real assets; 
(ii) specialty finance; and (iii) aviation, 
mainly in North America and Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institution, 
etc. (1)

1 None None ―

DW Trident GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Trident X Parallel Fund, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds To make private equity investments in 
businesses within the financial 
services industry primarily in North 
America and Western Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None -

CJP V Japan ILP GP, Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CJP V Japan Investment 
Holdings, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The fund is a fund which will invest in 
buyout funds that aim to generate 
superior long-term capital appreciation 
typically through privately negotiated 
equity and equity-related investments 
in Japanese companies primarily in 
sectors which include technology, 
media and telecom, consumer, retail 
and healthcare and other industries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporations 
or foreigners, etc. (1)

1 Yes None _

BVC LATAM GP 2023 LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BVC Latam Impact Fund 
Limited Partnership

外国の法令に
基づく権利

ベンチャーファ
ンド

ラテンアメリカのスタートアップ企業
（シード、アーリー、ミドル、レイター）の
株式その他有価証券を取得し、投資先
企業の企業価値の将来的な向上を通
じて、上場やＭ＆Ａ等による投資資金
の回収及び利益の確保を図る。

私募・運用 63条 個人(1) 1 有 無 －

Castlelake Asset-Based 
Private Credit III GP, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Castlelake Asset-Based 
Private Credit III, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other a fund expected to target asset-based 
credit opportunities with a primary 
focus on unitranche loans in 
Castlelake’s core investment 
strategies, (i) specialty finance; (ii) real 
assets; and (iii) aviation finance, and is 
likely to include investments in North 
America and Europe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institution, 
etc. (1)

1 None None _

Glendower Capital SOOF III 
(GPCo.) S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Glendower Capital Secondary 
Opportunities Overage Fund 
III, SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund Secondaries fund which will invest 
principally in portfolios of existing 
partnership interests, along with 
certain GP-led transactions.The fund 
will target investments globally, but 
primarily in the U.S. and Europe. 
Investment targets will include the 
acquisition of interests in established 
private equity funds, the acquisition of 
investments in private equity 
structures or assets through GP-led 
transactions and co-investments in 
individual companies alongside private 
equity fund sponsors.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
institutions,
etc. (3)

3 Yes None _

Glendower Capital SOF VI 
(GPCo.) S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Glendower Capital Secondary 
Opportunities Fund VI, SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund Secondaries fund which will invest 
principally in portfolios of existing 
partnership interests, along with 
certain GP-led transactions.The fund 
will target investments globally, but 
primarily in the U.S. and Europe. 
Investment targets will include the 
acquisition of interests in established 
private equity funds, the acquisition of 
investments in private equity 
structures or assets through GP-led 
transactions and co-investments in 
individual companies alongside private 
equity fund sponsors.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
institutions,
etc. (3)

3 Yes None _

Blue Owl Real Estate Net 
Lease Property Fund GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Blue Owl Real Estate Net 
Lease Property Fund 
(Offshore) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real Estate-
related fund

The investment objective of Blue Owl 
Real Estate Net Lease Property Fund 
(Offshore) LP is to invest in Blue Owl 
Real Estate Net Lease Property Fund 
LP which will seek to acquire 
commercial real estate consisting 
primarily of free-standing, single-
tenant commercial properties net 
leased to investment grade or 
equivalent tenants primarily in the 
United States and Canada.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (4)

4 None None ―

CVC Credit Partners 
European Direct Lending IV 
General Partner S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CVC Credit Partners 
European Direct Lending 
Feeder Fund IV (E) SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds CVC Credit Partners European Direct 
Lending Feeder Fund IV (E) SCSp, 
through its investment in CVC Credit 
Partners European Direct Lending 
Fund IV (E) SCSp (the "Master
Fund"), generally will seek to provide 
investors with access to a diversified 
portfolio of primarily privately-
negotiated, secured loans to European 
Companies. Investments will be made 
by the Master Fund primarily in debt 
instruments that include first lien 
senior debt, unitranche facilities, 
second lien debt, mezzanine and 
mezzanine-related loans, as well as 
select other subordinated debt 
instruments.

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None -



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の
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出資対象事業
持分（ファンド）
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適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
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届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称
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第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

CVC Credit Partners 
European Direct Lending IV 
General Partner S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

CVC Credit Partners 
European Direct Lending 
Feeder Fund IV (Coinvest-E) 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds CVC Credit Partners European Direct 
Lending Feeder Fund IV (Coinvest-E) 
SCSp, through its investment in CVC 
Credit Partners European Direct 
Lending Fund IV (Coinvest-E) SCSp 
(the "Master
Fund"), generally will seek to provide 
investors with access to a diversified 
portfolio of primarily privately-
negotiated, secured loans to European 
Companies. Investments will be made 
by the Master
Fund  primarily in debt instruments 
that include first lien senior debt, 
unitranche facilities, second lien debt, 
mezzanine and mezzanine-related 
loans, as well as select other 
subordinated debt instruments.

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None -

Bridgepoint Direct Lending IV 
GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bridgepoint Direct Lending IV 
Levered Feeder EUR A SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Direct Lending - The Fund will 
capitalise on the growing opportunity 
to provide financing solutions to high-
quality middle market companies 
across Europe.  The Fund's investment 
strategy focuses on companies with a 
strong reason to exist and that exhibit 
defensive characteristics including a 
high proportion of recurring or 
contractual earnings and strong cash 
flow generation. The Fund will primarily 
invest in senior secured debt 
instruments with high value cover, 
providing substantial contractual and 
value protection and will also 
concentrate on sponsor-owned 
companies and sole or largest lender 
positions in order to maintain control 
over all key aspects of investments 
from due diligence through to 
execution and loan documentation.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (12)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (6)
Business corporations, 
etc. (1)

19 None None -

Bridgepoint Direct Lending IV 
GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bridgepoint Direct Lending IV 
Levered Master EUR A SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Direct Lending - The Fund will 
capitalise on the growing opportunity 
to provide financing solutions to high-
quality middle market companies 
across Europe.  The Fund's investment 
strategy focuses on companies with a 
strong reason to exist and that exhibit 
defensive characteristics including a 
high proportion of recurring or 
contractual earnings and strong cash 
flow generation. The Fund will primarily 
invest in senior secured debt 
instruments with high value cover, 
providing substantial contractual and 
value protection and will also 
concentrate on sponsor-owned 
companies and sole or largest lender 
positions in order to maintain control 
over all key aspects of investments 
from due diligence through to 
execution and loan documentation.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (12)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (6)
Business corporations, 
etc. (1)

19 None None -

Bridgepoint Direct Lending IV 
GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bridgepoint Direct Lending IV 
Unlevered Master EUR A 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Direct Lending - The Fund will 
capitalise on the growing opportunity 
to provide financing solutions to high-
quality middle market companies 
across Europe.  The Fund's investment 
strategy focuses on companies with a 
strong reason to exist and that exhibit 
defensive characteristics including a 
high proportion of recurring or 
contractual earnings and strong cash 
flow generation. The Fund will primarily 
invest in senior secured debt 
instruments with high value cover, 
providing substantial contractual and 
value protection and will also 
concentrate on sponsor-owned 
companies and sole or largest lender 
positions in order to maintain control 
over all key aspects of investments 
from due diligence through to 
execution and loan documentation.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (12)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (6)
Business corporations, 
etc. (1)

19 None None -

Bridgepoint Direct Lending IV 
GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bridgepoint Direct Lending IV 
Unlevered Feeder EUR A 
SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Direct Lending - The Fund will 
capitalise on the growing opportunity 
to provide financing solutions to high-
quality middle market companies 
across Europe.  The Fund's investment 
strategy focuses on companies with a 
strong reason to exist and that exhibit 
defensive characteristics including a 
high proportion of recurring or 
contractual earnings and strong cash 
flow generation. The Fund will primarily 
invest in senior secured debt 
instruments with high value cover, 
providing substantial contractual and 
value protection and will also 
concentrate on sponsor-owned 
companies and sole or largest lender 
positions in order to maintain control 
over all key aspects of investments 
from due diligence through to 
execution and loan documentation.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (12)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (6)
Business corporations, 
etc. (1)

19 None None -

Crescent Credit Solutions IX 
GP, S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crescent Credit Solutions 
IXB, SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Mezzanine fund The fund intends to invest in a 
diversified portfolio comprised 
primarily of privately negotiated junior 
debt securities, typically with an equity 
co-investment or equity component 
(e.g., warrants, options, contingent 
interests or conversion features), and 
unitranche debt. The fund may also 
invest in senior notes, loan 
participations, preferred stock or other 
debt or equity securities. The region 
and industry in which the fund intends 
to invest has yet to be determined.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(5)

5 Yes None -

Crescent Credit Solutions IX 
GP, S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crescent Credit Solutions IXC 
(Unlevered), SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Mezzanine fund The fund intends to invest in a 
diversified portfolio comprised 
primarily of privately negotiated junior 
debt securities, typically with an equity 
co-investment or equity component 
(e.g., warrants, options, contingent 
interests or conversion features), and 
unitranche debt. The fund may also 
invest in senior notes, loan 
participations, preferred stock or other 
debt or equity securities. The region 
and industry in which the fund intends 
to invest has yet to be determined.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(5)

5 Yes None -
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Crescent Credit Solutions IX 
GP, S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Crescent Credit Solutions IXD 
(Senior), SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Mezzanine fund The fund intends to invest in a 
diversified portfolio comprised 
primarily of privately negotiated senior 
debt securities and unitranche debt. 
The region and industry in which the 
fund intends to invest has yet to be 
determined.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(5)

5 Yes None -

Great Wave Ventures Fund II 
(GP) LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Great Wave Ventures Fund II 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The principal purpose of Great Wave 
Ventures Fund II L.P. (the "Fund") is 
to locate, analyze and invest in equity 
and equity-related securities, including 
debt securities convertible into or 
exercisable or exchangeable for equity 
securities, of private companies, 
generally through investments in early-
stage technology companies related to 
physical and financial infrastructure. 
The Fund intends to both lead rounds 
as well as follow, and generally 
participate in seed, Series A, and 
Series B rounds with other co-
investors. While geographically 
agnostic, the primary regions of 
interest for investments are the United 
States and Japan.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

Investment limited 
partnerships (1)

2 Yes None -

Eos VP II GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EVP II LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The principal purpose of the 
Partnership is to  invest in companies  
that operate businesses primarily 
offering technology-related products 
or services for insurance businesses 
or otherwise with an application to the 
insurance industry, primarily within the 
US, Canada, UK and western Europe.

Private 
placement

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (1)

1 None None -

Foresight Hydrogen 
Infrastructure Fund GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Foresight Hydrogen 
Infrastructure Fund S.C.Sp.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The invested business will invest in 
low carbon hydrogen related real 
assets (plants and project) and in 
companies involved in the low carbon 
hydrogen economy. The target 
geographies are 80% OECD and 20% 
rest of the world, with a focus on 
Europe, Australia and North America

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc(1)
Business corporations, 
etc.(3)

5 Yes None _

Brinley Private Debt Fund II 
GP LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brinley Private Debt Fund II 
(Offshore) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund generally intends to invest 
substantially all of their assets in 
Brinley Private Debt Master Fund II LP 
and Brinley Private Debt Parallel 
Master Fund II LP (collectively, the 
"Master Funds") through the 
intermediate vehicles.  The Fund’s 
investment objective is to generate 
attractive risk-adjusted returns by 
investing primarily in originated private 
debt transactions with borrowers in 
North America and Western Europe, of 
which core industries include 
technology, healthcare, business 
services, financials, certain non-
cyclical industrials, and others that 
demonstrate resilient free cash flow, 
through the Master Funds. 
Investments may include senior debt, 
junior debt and preferred equity. 
Additionally, the Fund may from time 
to time acquire other equity interests, 
including common stock, warrants and 
other equity securities, either alone or 
in connection with a debt investment 
as a yield enhancement or equity 
kicker.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1),
Financial institutions, 
etc. (1)

2 None None -

Waterton Venture XV GP, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Waterton Residential Property 
Venture XV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The investment objective of Waterton 
Residential Property Venture XV, L.P. 
is to invest in real estate and real 
estate-related assets consisting of 
multifamily properties and loans 
secured by multifamily properties 
located in the continental United 
States.

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (i)

1 None None -

KKR Enhanced US Direct 
Lending S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

KKR Enhanced US Direct 
Lending Feeder SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The investment objective of the Fund 
is to acquire limited partnership 
interests in KKR Enhanced US Direct 
Lending Fund SCSp (the “Main Fund”). 
The Main Fund will seek to generate 
current income through investments 
primarily in U.S. middle market 
companies that have annual EBITDA of 
$50 million or above. The Main Fund 
will focus on direct originated 
transactions and proprietary or limited 
syndicated transactions with third-
party intermediaries including 
investment banks. The Main Fund will 
seek to invest primarily in a portfolio 
of direct lending investments.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (1)

1 None None －

NBPD Daybreak Cayman GP 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NBPD Daybreak (Japan 
Feeder) LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund is a feeder fund which 
invests in the fund that will seek to 
provide attractive risk-adjusted 
returns primarily by investing in senior 
secured floating rate loans indirectly 
through holding vehicles, and the fund 
will focus on lending to performing 
private equity-backed companies with 
emphasis on middle-market and upper 
middle market companies operating in 
the United States.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None -

EIG ETF II GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

EIG Energy Transition Fund II, 
S.C.Sp.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund expects to primarily seek to 
make equity and structured equity 
investments in or with respect to 
sustainable energy products on a 
global basis and engage in such other 
activities as the General Partner 
deems necessary, advisable, 
convenient or incidental to the 
foregoing.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None -

Chugai Venture Fund, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Chugai Venture Fund, LP 外国の法令に
基づく権利

ベンチャー・ファ
ンド

創薬ターゲットの特定や、医薬品開発
のためのプラットフォーム技術やデジタ
ル技術の開発を行う企業等、医薬品開
発領域におけるシード・アーリーステー
ジのスタートアップ企業等への投資を
行う。投資対象地域は、米国、日本、欧
州、シンガポールとする。

私募・運用 63条 事業法人等(1) 1 無 無 －
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（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Global SMRJ VC Fund 2023 
GP Limited

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Global SMRJ VC Fund 2023 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The partnership is organised for the 
principal purposes of making long-term 
investments in private equity funds or 
venture capital funds. The geographic 
focus in companies with business 
operations located in countries which 
are member of the Organisation for 
Economic Co-operation and 
Development. The underlying funds 
must invest part of its assets in 
Japanese Start-ups that are 
expanding its business globally.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial
institutions,
etc.(1)
Business
corporations,
etc.(1)

2 None None -

Thoma Bravo Partners XVI 
L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Thoma Bravo Fund XVI-A, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Private equity fund focused on making 
control investments in companies with 
strong business franchises, mainly in 
application software, infrastructure 
software and technology-enabled 
services sectors.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, etc 
(1), Financial 
institutions, etc (16), 
Business corporations, 
etc. (1)

18 None None _

TIPS Two GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tristan Income Plus Strategy 
Two SCSp SICAV-RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Fund will focus on investments in 
mid-market whole loans, mezzanine 
loans and stretch senior loans on 
transitional assets (including 
development loans), building a low-risk, 
diversified private real estate debt 
portfolio across Europe, including (i) 
loan investments or securities 
providing for the contractual 
repayment of such investments, (ii) 
other investments with a risk profile 
similar to senior, mezzanine, 
transitional, development or whole 
loans, and (iii) equity or equity-related 
instruments, with a view to generating, 
protecting and preserving profits and 
engaging in any lawful business or 
activity in connection with such 
purpose.

Private 
placement

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None -

Phoenix Asia VII Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Phoenix Asia Real Estate 
Investments VII Japan Feeder 
L.P.

Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Real estate - 
related fund

The Fund will invest in a fund which 
invests in a diversified portfolio of real 
estate and real estate-related assets 
in Asia-Pacific, with an emphasis in 
Japan, Australia, Hong Kong and South 
Korea.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None _

GSLF GP, S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Golub Capital Senior Loan 
Fund RAIF, SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Invested Business Equity's 
primary investment objective is to 
achieve attractive risk-adjusted 
returns relative to more liquid fixed 
income alternatives, with emphasis on 
current income and preservation of 
capital. The Invested Business Equity 
seeks to achieve its objectives by 
investing primarily in senior secured, 
floating rate middle market loans in the 
United States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None -

OneIM GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

OneIM Fund I LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Partnership will seek to generate 
superior risk adjusted returns by (i) 
making both equity investments 
(including venture capital, growth 
equity and public equities) and debt 
investments including leveraged loans, 
public bonds, bank debt, portfolio 
credit investments, collateralized loan 
obligations, synthetic debt tranches 
and derivatives to indirectly 
accomplish the foregoing investment 
objectives, globally (either directly or 
indirectly through another entity, 
another blind pool investment vehicle 
or other investment arrangement), with 
a view to realizing substantial capital 
appreciation; and (ii) managing, 
supervising and disposing of such 
investments. The Partnership intends 
to invest on a global basis across a 
wide range of industries and asset 
classes.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None -

OneIM GP LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

OneIM Feeder I LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Partnership will invest all of its 
investable assets in OneIM Fund I LP 
(the "Master Fund") as a limited 
partner. Through the Master Fund, the 
Partnership will seek to generate 
superior risk adjusted returns by (i) 
making both equity investments 
(including venture capital, growth 
equity and public equities) and debt 
investments including leveraged loans, 
public bonds, bank debt, portfolio 
credit investments, collateralized loan 
obligations, synthetic debt tranches 
and derivatives to indirectly 
accomplish the foregoing investment 
objectives, globally (either directly or 
indirectly through another entity, 
another blind pool investment vehicle 
or other investment arrangement), with 
a view to realizing substantial capital 
appreciation; and (ii) managing, 
supervising and disposing of such 
investments. The Partnership intends 
to invest on a global basis across a 
wide range of industries and asset 
classes.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None -

Red Dot III Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Red Dot Capital Partners III, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund focuses on investments in 
the Tech, Media & space telecome with 
an emphasis on Israeli areas of 
excellence and supports its portfolio 
companies in identifying and navigating 
expansion opportunities in fast 
developing markets and with in its LP’
s networks.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None _

LeapFrog Climate, GP Ltd 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Leapfrog Climate Fund, LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The Fund will make growth stage 
investments in business that support 
the mitigation of emissions and climate 
adaptation efforts in developing 
countries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(13)

13 Yes None -
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the Financial 
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BCPE Knight GP2, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BCPE Knight Cayman, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout fund The purposes of BCPE Knight Cayman, 
L.P., a Cayman Islands exempted 
limited partnership, (the "Partnership") 
are to make direct or indirect 
investments in the target entity in 
Japan and the target securities with 
the principal objective of appreciation 
of capital invested and to carry on any 
other activity which may be lawfully 
carried on by a partnership formed 
under the Exempted Limited 
Partnership Act (As Revised) of the 
Cayman Islands, as amended from time 
to time. 

In this regard, anticipated industry 
sector of the target entity is 
management of pharmaceutical store 
chains, drugstore chains and 
dispensing pharmacy chains. Also, 
anticipated target securities would be 
(a) any type of equity securities or 
other equity interests in the target 
entity or any of its respective 
subsidiaries and (b) other securities or 
property of any type issued with 
respect to, or acquired in exchange 
for, any such equity securities or other 
equity interests.  The Partnership shall 
work on measures to create better 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 No None -

Copenhagen Infrastructure 
REG GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Copenhagen Infrastructure 
Regulated Energy Grids SCSp 
SICAV-RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Key investment targets: power 
projects, energy related assets
Risk characteristics: The composition 
of the investment portfolio is 
uncertain; portfolio may be exposed to 
transaction and development risks, 
construction-related risks, operational 
risks and project financing risks; cash 
flow issues may adversely affect the 
leverage of investments.
Geographical areas: Western Europe 
and United States and Canada

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1 )

1 None None -

Mercer Private Investment 
Partners VIII General Partner 
S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mercer Private Investment 
Partners VIII SICAV-RAIF

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The Fund has an umbrella structure 
and consists of several Sub-Funds. 
Investors can invest in one or multiple 
Sub-Funds. Each Sub Funds is fund of 
funds strcuture. The overview of each 
sub funds is as follows.
Sub-Fund PE : Invest in private equity
Sub-Fund PE – Secondary : Invest in 
private equity secondary investments
Sub-Fund PE – Co-Investment : Invest 
in private equity co-investments
Sub-Fund INFRA : Invest in 
infrastructure
Sub-Fund INFRA SECOI: Invest in 
infrastructure secondary investments 
and co-investments
Sub-Fund RE : Invest in non-core real 
estate
Sub-Fund PD : Invest in private debt
Sub-Fund SPD : Invest in senior 
private debt
Sub-Fund Global Impact : Invest in 
assets and/or companies that are 
expected to address social and/or 
environmental issues and sustainable 
opportunities
Sub-Fund Credit Opportunities : Invest 
in special situation private credit
All sub-funds primarily focus on 
developed countries in Europe and 

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None －

ISQ Global Credit Fund II GP, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ISQ Global Infrastructure 
Credit Fund II (Offshore), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment 
fund

The Investment Objective is to 
generate above-market risk-adjusted 
returns through credit investments 
(including preferred stock, warrants, 
and other convertible instruments) in 
infrastructure and infrastructure-
related assets located globally, but 
with a focus on North America, Europe 
and selected growth economies in Asia 
and Latin America, including issuers 
headquartered and operating 
principally in jurisdictions that are 
investment grade rated but are not 
member states of the Organization for 
Economic Co-operation and 
Development with a commitment 
period of 5 years from the later of (i) 
Management Fee Commencement Date 
and (ii) the Final Admission Date, 
subject to extension.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (12), 
Financial institutions, 
etc. (40), 
Business corporations, 
etc. (11)

63 Yes None -

Balderton Capital General 
Partner Growth Z, S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Balderton Capital Growth I Z, 
S.L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund As a venture capital fund, this fund 
typically makes pure equity (or equity-
like) investments in ordinary, preferred 
or convertible instruments for minority 
stakes in leading European technology 
companies as Series B and Series C 
investments. We do not utilise leverage 
in our investment strategy.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1),   
Financial institutions, 
etc. (1),
Business corporations, 
etc. (1)

3 None None N/A

Balderton Capital General 
Partner VIII Z, S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Balderton Capital VIII Z, S.L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund As a venture capital fund, this fund 
typically makes pure equity (or equity-
like) investments in ordinary, preferred 
or convertible instruments for minority 
stakes in leading European technology 
companies as Seed and Series A 
investments. We do not utilise leverage 
in our investment strategy.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Investment Limited 
Partnership (1), 
Financial institutions, 
etc. (2),
Business corporations, 
etc. (1)

4 None None N/A

Vertex Ventures Partners II 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vertex VII Fund L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Vertex VII Fund is targeting to invest 
in early stage Israeli technology 
companies that offer growing market 
opportunity,  a defensible business 
model and viable exit strategy

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc.(2)

2 Yes None -

Vertex Ventures Partners II 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vertex  Opportunity III Fund 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Vertex Opportunity III Fund is 
targeting to invest across all 
companies and all stages that offer 
growing market opportunity,  a 
defensible business model and viable 
exit strategy. While the support may be 
different for Seed stage vs. Growth 
stage company, Vertex will make 
utmost efforts to provide its unique 
expertise and support to all the 
portfolio companies.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operators, 
etc.(2)

2 Yes None -
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PEIF IV GP (Lux) S.a r.l 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pan-European Infrastructure 
Fund IV

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Social 
investment　
fund

The fund will invest in a diversified 
portfolio of infrastructure assets and 
businesses in Europe. For example, the 
fund will target investments in energy 
transition, digitalisation, industrial 
outsourcing, etc. The fund will 
generally, indirectly via one or more 
special purpose vehicles, make equity 
investments (typically with the result 
that the fund will hold a controlling 
interest or position of significant 
influence) though it may also 
opportunistically make debt 
investments.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None N/A

Pophouse GP S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pophouse Fund (No. 1) SCS Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Asset specific 
fund (including 
enterprise 
fund)

The strategy of Pophouse Fund (No. 1) 
SCS (the "Fund") is to acquire, add 
value, and dispose, via SPVs or 
applicable alternative investment 
vehicles, of investments holding 
intellectual property rights and assets 
within the music and/or entertainment 
market, or grant loans, invest in 
loans/debt instruments to spread 
investment risks. Target market for 
investments are Europe and US.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Bisiness Operators, 
etc.(1),
Financial institutions, 
etc.(3)

4 None None -

Geodesic Alliance Capital GP, 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Geodesic Alliance Fund, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Cayman Islands Fund which makes 
venture capital investments, principally 
by investing in and holding equity and 
equity-oriented securities of privately 
held, early and mid-stage, technology-
related companies, primarily in the 
space, defense tech, and security 
sectors and other areas.  The Fund will 
invest globally, with a particular focus 
on the United States and Japan.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.  (1)
Business Corporations, 
etc. (1)

2 Yes None -

Horizon Capital GP IV, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HORIZON CAPITAL GROWTH 
FUND IV, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Investment primarily in equities in 
fast-growing tech and export-oriented 
companies in Ukraine and Moldova

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporation, 
etc. (1)

1 Yes None -

West Street Loan Partners V 
Unlevered Advisors, S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

West Street Loan Patners V - 
Unlevered, SLP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Mezzanine fund To achieve current income as well as 
long term capital appreciation by 
employing a “buy and hold” strategy 
principally through Investments 
consisting of senior secured debt of 
companies located primarily in North 
America and Europe.  The Partnership 
will be primarily focused on originating 
and purchasing senior secured loans 
and notes (including first lien senior 
secured loans and notes and PIK debt 
of like rankings), although the 
Partnership intends to also originate 
and / or purchase other loans or notes 
(including second lien, unsecured or 
subordinated loans or notes) and PIK 
debt that does not rank as a senior 
secured credit investment.

Private 
placement

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2),

2 Yes None -

Geodesic Focus Capital GP, 
Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Geodesic Focus Fund, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Cayman Islands Fund which makes 
venture capital investments, principally 
by investing in and holding equity and 
equity-oriented securities of privately 
held, early-stage technology-related 
companies, primarily in the computer 
vision, imaging solutions, precision 
optics, digital manufacturing sectors 
and other areas. The Fund will invest 
globally, with a particular focus on the 
United States.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business Corporations, 
etc. (1)

1 Yes None -

LLCP Partners VII GP, L.P. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Levine Leichtman Capital 
Partners VII-A, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund Delaware limited partnership making 
private equity investments primarily in 
U.S. middle market companies with 
revenues ranging from approximately 
$50 million to $500 million (with a 
primary focus on companies with 
revenues ranging from approximately 
$50 million to $250 million) and 
primarily through secondary market 
transactions (i.e., stock trading).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None -

ACP Global Private Markets 
GP, S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ACP GLOBAL PRIVATE 
MARKETS S.C.A. SICAV-
RAIF – “ACP S 5 Feeder”

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Secondary fund The “Fund” is a compartment called 
“ACP S5 Feeder”, within the umbrella 
structured Luxembourg RAIF “ACP 
GLOBAL PRIVATE MARKETS S.C.A. 
SICAV-RAIF”. Its investment strategy 
consists in investing in ACP 
SECONDARIES 5 FCR, a Spanish 
alternative investment fund, whose 
principal purpose is investing in 
interests in private equity entities or 
funds, which may be either Spanish 
entities or funds or similar foreign 
entities or funds, mainly through 
secondary transactions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc. (7);
Financial institutions, 
etc.(14); and
Business corporations, 
etc.(1)

22 None None -

GDIF JPY Cayman GP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GDIF JPY Hedged Feeder 
Fund LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The primary investment objectives and 
policy of GDIF JPY Hedged Feeder 
Fund LP (the "Fund") are to invest in 
Global Diversified Infrastructure Fund 
(the "Master Fund"), where:
• up to 100% of the Fund property may 
be invested in the Master Fund; and
• up to 20% of the Fund property may 
be invested in the assets that meet 
the investment objectives and policies 
of the Master Fund.
The Master Fund focuses primarily on 
investing in unlisted, economic 
infrastructure businesses in OECD 
countries.

The General Partner is the operator of 
the Fund, and First Sentier Investors 
Infrastructure Manages (International), 
a Cayman Company, is the investment 
advisor

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None -

JG III GP A Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JG III A (Cayman), L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The investment objective of the 
Partnership is to generate long-term 
capital appreciation, typically through 
privately negotiated equity and equity-
related investments in small- and 
medium-sized companies primarily 
based in Japan.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None _



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

JG III GP A Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JG III PC A (Cayman), L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds The investment objective of the 
Partnership is to generate long-term 
capital appreciation, typically through 
privately negotiated equity and equity-
related investments in small- and 
medium-sized companies primarily 
based in Japan.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None _

Pretium Legal Opportunities 
Fund GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pretium Legal Opportunities 
Offshore Fund, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Litigation financing fund:
The Fund will provide financing to law 
firms or parties involved in corporate, 
commercial and intellectual property 
legal disputes in the United States.  
The fund’s returns are derived from 
financing arrangements with the law 
firms or parties that are based on total 
potential damages awarded or senior 
security interests in resolution 
proceeds. Such financing arrangements 
are geared to encourage timely, pre-
trial resolution and have covenants 
that maintain parameters of the 
underwritten investment including 
adherence to budgets and reporting 
obligations.

Private 
placement

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 None None -

SRE Juniversitas (GP), LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Juniversitas Real Estate 
Diversified Fund SS
(USD), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate-
related fund

The Fund’s objective is to invest in a 
diversified portfolio of real estate such 
as office (urban & suburban, medical 
office and life sciences), residential 
(multifamily, senior housing, student 
housing, single family rental and 
manufactured housing community), 
retail (mall, street & urban retail, 
community/neighborhood centre and 
power centre), industrial (warehouse & 
manufacturing, cold storage and data 
centre), hospitality (resort, full and 
select service hotel and economy 
hotel) and other properties (self-
storage, studio, land, gaming & leisure 
and NPLs), including primary 
commitments to real estate funds as 
well as commitments to secondaries 
and co-investment.
The main target of the Fund is 
investment in OECD countries 
(although investment in Portfolio 
Funds in non-OECD countries is 
permitted with the consent of the lead 
investor) and 0-10% of the fund’s 
allocation will be to portfolio funds 
which primarily invest in any single 
country or region other than the U.S., 
Canada or developed European 
countries.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 No None -

Sunset Hill LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sunset Hill Cross Border 
Fund

匿名組合契約 ファンド・オブ・
ファンズ

米国の物流・倉庫・工場・店舗不動産・
保有する許認可等を担保にした債券
ファンドに対して、ファンド・オブ・ファン
ズで投資を行うことを基本的な投資方
針とし、ファンド持分の長期保有を基本
的な投資戦略とする。リスク特性として
は、債券の一般的な信用リスクの他、
担保物の担保価値にかかるリスクが存
在する。

私募・運用 63条 金融商品取引業者等
(1)

1 有 無 －

iCapital HF GP, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

iCapital - Apollo Aligned 
Alternatives (International) 
Access Fund, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds Apollo Aligned Alternatives, L.P. is a 
diversified, flexible, evergreen 
alternative investment strategy 
seeking to deliver equity-like returns 
with lower volatility. AAA intends to 
invest strategically and 
opportunistically across different 
private markets strategies in credit, 
real assets, private and hybrid equity, 
while leveraging the breadth and depth 
of Apollo’s alternatives platform. 
Investments can span across a diverse 
mix of sectors and geographies with 
the majority of positions in the United 
States, and the balance in Europe and 
rest of world. Additionally, investments 
tend to exhibit downside protection, 
which is attributed to Apollo’s ethos 
as a value investor. AAA may invest 
capital directly or indirectly, in the 
following investment types (i) certain 
Apollo investments or funds organized 
as commingled funds, (ii) direct 
investments, platform investments, 
strategic transactions and other types 
of investments in financial instruments 
as determined by Apollo Aligned 
Alternatives Advisors, L.P., (iii) co-
investments alongside other Apollo 
funds or investments and (iv) 

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None -

Corner Capital Management, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cornr Ventures Selected 
Fund I, LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The fund makes primary and secondary 
investments mainly in promising 
growth-stage  companies in technology 
secotir in the USA and Israel.

Investmen
t 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc. (1)

1 Yes None ―

GeneXiX Ltd. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

IPX Catalyst Japan Fund LP Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Partnership’s primary target for 
Investments are early-stage, privately-
held companies that are focused on 
the development of artificial 
intelligence (AI) and/or Web3 
technologies, particularly companies 
which are developing technology 
solutions or infrastructure that enable 
intellectual property (IP) and content 
owners to monetize their intangible 
assets.  The geographic focus is global 
but there will be a substantial 
emphasis on the Japanese market.  
The Partnership may also invest in 
later-stage companies that align with 
the aforementioned areas of focus.  
The Partnership anticipates making 
approximately 30 to 50 Investments.

Private 
placement

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (1)

1 Yes None ―

Thoma Bravo Discover 
Partners V, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Thoma Bravo
Discover Fund V-A, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Private equity fund focused on making 
control investments globally in middle-
market companies with strong 
business franchises, mainly in 
application software, infrastructure 
software and technology-enabled 
services sectors

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, etc 
(1)
Financial institutions, 
etc (5)
Business corporations, 
etc. (1)

7 None None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Veritas Capital Partners IX, 
L.L.C.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

The Veritas Capital Fund IX, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds a buyout fund investing in companies 
that provide critical products, software 
and services, primarily technology or 
technology-enabled solutions, to 
governments and commercial 
customers worldwide in industries and 
sectors supported by a government-
related customer base or impacted by 
government regulation or policy. The 
fund may invest globally, and is 
expected to include investments in 
North America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

Sunrise Management (JPY) 
Limited V

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SUNRISE CAPITAL V (JPY), 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Japan-dedicated buy-out fund with a 
focus on acquiring well-established, 
mid-cap companies in Japan with 
competitive advantages and growth 
potential. Sectors include consumer, 
healthcare, retail, logistics, and 
manufacturing.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions 
(9)
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (2)
Business 
Business corporations, 
etc.(1)

12 Yes None ―

Sunrise Management (Non-
US) Limited V

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sunrise Capital V (Co-
Investment), L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund is a staff co-investment fund 
established for the purpose of 
investment in Sunrise Capital V (JPY), 
L.P.
Sunrise Capital V (JPY), L.P. is a 
Japan-dedicated buy-out fund with a 
focus on acquiring well-established, 
mid-cap companies in Japan with 
competitive advantages and growth 
potential. Sectors include consumer, 
healthcare, retail, logistics, and 
manufacturing.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporatons or 
foreigners, etc. (1)
Individual (1)

2 None None ―

Sunrise Management (Non-
US) Limited V

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SC5 Investment Program, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund is a staff co-investment fund 
established for the purpose of 
investment in Sunrise Capital V, L.P., 
Sunrise Capital V (Non-US), L.P. and 
Sunrise Capital V (JPY), L.P.
Sunrise Capital V, L.P., Sunrise Capital 
V (Non-US), L.P. and Sunrise Capital V 
(JPY), L.P.., which are Japan-dedicated 
buy-out funds with a focus on 
acquiring well-established, mid-cap 
companies in Japan with competitive 
advantages and growth potential. 
Sectors include consumer, healthcare, 
retail, logistics, and manufacturing.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Foreign corporatons or 
foreigners, etc. (1)
Individual (1)

2 None None ―

Altair Capital General Partner 
II Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Altair ASEAN Fund II L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Buyout funds Buyout and opportunistic significant 
minority deals with tight shareholders’ 
agreement in  major ASEAN countries, 
e.g. especially Singapore, Malaysia, 
Vietnam and Indonesia.There is no 
specific sector.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial instruments 
business operators, 
etc.(1)
Financial Institutions, 
etc.(2)

2 None None ―

HCM GP VI, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HCM VI, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The primary purpose of HCM VI, L.P. 
(the "Fund") is to make venture 
capital investments, principally by 
investing in and holding equity and 
equity-oriented securities of privately 
held companies in technology-related 
fields. The Fund is focused on 
investing in early and growth-stage 
companies in the technology and 
related sectors. Without the prior 
approval of the Fund’s LPAC or a 
majority of Limited Partnerships the 
Fund shall not investment more than 
30% of commitments in companies 
organized under the laws of, or have 
their primary operations in, any non-
U.S. jurisdiction.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (3)
Financial institutions, 
etc. (8)
Business corporations, 
etc. (1)

12 None None ―

L Catterton Real Estate Core 
Two S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LCRE CORE TWO Investment 
Limited Partnership

Investment 
Limited 
Partnership 
contract

Real estate - 
related fund

To invest in preferred equity securities 
in a specified purpose company holding 
a commercial facility in Japan

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Incubate Fund VI(GP), Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Incubate Fund VI, L.P. Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund The Fund seeks to generate capital 
appreciation through venture capital 
investments by way of equity in 
portfolio companies in the industries of 
cleantech, space and other robotics, 
B2B, entertainment, healthcare, 
artificial intelligence and robotics, etc. 
mainly located in Japan. The Fund 
seeks to provide attractive returns by 
investing in the founders at the 
earliest stages. The Fund will take a 
lead position in the first institutional 
round of pre-seed/seed stage 
companies. This investment strategy 
allows the Fund to receive and 
maintain a double-digit equity stake as 
it continues to invest through pre-IPO 
rounds.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 Yes None ―

KPC MANAGEMENT III (GP) 
Pte. Ltd.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Keppel Private Credit Fund III, 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Keppel Private Credit Fund III, LP (the 
"Fund"), which is a private credit fund, 
will primarily focus on investment 
opportunities in the Asia-Pacific 
region (including the Middle East), 
particularly to provide private credit 
predominantly to corporates operating 
in the infrastructure sectors or 
infrastructure-like businesses. It has 
the primary objective of creating a 
diversified portfolio of privately 
negotiated debt instruments, focused 
in the more conservative, lower risk 
end of the debt spectrum. It will target 
defensive instruments which offer low-
to-mid teens gross IRR per annum on 
a portfolio level basis.

The sectors of coverage under the 
Fund are: 

 (a)Renewable Energy Infrastructure; 
 (b)Transport & O&M Infrastructure;
 (c)Industrial & Logistics Infrastructure;
 (d)Digital Infrastructure;
 (e)Environmental Infrastructure;
 (f)Energy & Natural Resources 

Infrastructure;
 (g)Social Infrastructure; and
 (h)Other Infrastructure (including 

infrastructure enablers).

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc.(13)
Financial institutions, 
etc. (22)

35 Yes None ―



届出者の商号、名称又は氏名
管轄

財務局等
出資対象事業持分（ファンド）の

名称

出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別

適格機関投
資家の数

適格機関投
資家以外の
出資者の有

無

（商品分類） （内容） 私募（販売）・
運用の別

届出の種別 該当の有無 公認会計士又は監査法人の
氏名又は名称

出資対象事業の内容 業務の種別

第233条の３各号に掲げる者の有無
（ベンチャー特例の該当性）

（Name of Notifier）
（Name of the Invested

Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

Carmel Partners GP IX, LLC 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carmel Partners Investment 
Fund IX, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

Carmel Partners Investment Fund IX, 
L.P. is organized for the primary 
purpose of investing in residential 
multifamily properties in the United 
States, and the Partnership may also 
invest in real estate backed securities 
in the United States and other assets 
in the United States that are incidental 
to any of the foregoing as the General 
Partner shall deem necessary or 
advisable.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, 
etc.(3)
Financial institutions, 
etc.(5)
Business corporations, 
etc.(1)

9 None None ―

SSG Z Global Property (GP), 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SSG Z Global Property Fund, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Fund of funds The primary objective of the Fund is to 
invest in open-end funds, with a focus 
in core funds and core-plus funds.  
The Investment Manager intends to 
invest primarily in funds that invest in 
physical real estate or similar rights, 
but funds that invest in real estate 
debt are also permitted. 
Such target fund's target investments 
may include investments into open-
end, core and core-plus, real estate 
equity and debt funds. The fund 
investments made will target primarily 
stabilized physical real estate within 
the following property sectors: office, 
multifamily (apartments), retail centers 
and malls, industrial/logistics facilities, 
alternative rental housing (such as but 
not limited to senior housing, student 
housing, and single-family residential), 
life science properties, medical office, 
data centers, and self-storage. The 
physical real estate will be located in 
the US and Europe, with the majority 
of the fund invested in the US.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Pinegrove Investment HoldCo 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pinegrove Capital Partners I 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Pinegrove Capital Partners I LP’s 
primary investment objective is to 
provide investment solutions to third-
party venture capital investment 
managers, general partners and 
sponsors (collectively, “GPs”) and 
limited partners (“LPs”) as a means to 
seeking capital appreciation and 
current income through investment in 
venture capital funds or companies 
acquired on a secondary basis, co-
investments and other investment 
solutions, including GP and LP 
financings primarily in North America.
The Fund is focused on building a 
diversified portfolio of mid-to-late-
stage
private technology companies and aims 
to invest in the highest quality 
businesses.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (1)

1 None None ―

Greystar Equity Partners 
Europe II GP S.a r.l.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Greystar Equity Partners 
Europe Fund II SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Real estate - 
related fund

The Partnership intends to invest 
predominantly in a well-diversified 
portfolio of residential assets 
(including multifamily and purpose-built 
student accommodation) consisting of 
forward fund, forward purchase and 
ground-up development projects with 
the intention to hold such investments 
for the medium to long-term for rental 
income on major cities in the United 
Kingdom, The Netherlands, France, 
Spain, Ireland, Germany, Austria and 
leading student and university markets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (13), 
Financial Instruments 
Business Operator, 
etc. (2),
Business corporations, 
etc. (1)

16 None None ―

Patient Square Equity 
Advisors II, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Patient Square Equity 
Partners II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund invests in both private equity 
and growth-stage companies that are 
driving innovation and/or efficiency in 
the health care industry mainly in 
North America.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, etc 
(1)
Financial institutions, 
etc (2)

3 None None ―

Patient Square Equity 
Advisors II, L.P.

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Patient Square Equity 
Partners II-A, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund invests in both private equity 
and growth-stage companies that are 
driving innovation and/or efficiency in 
the health care industry mainly in 
North America by using blocker 
corporations for U.S. federal income 
tax purposes.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial Instruments 
Business Operator, etc 
(1)
Financial institutions, 
etc (2)

3 None None ―

Generation Space Ventures II 
GP LLP

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Seraphim Space Ventures II 
LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Venture fund Acquire early stage investments from 
across the world, up to and including 
series A investments, in businesses 
which rely on space-based imaging, 
connectivity or precision, navigation 
and timing signals or whose technology 
or services are already addressing, 
originally derived from, or of potential 
benefit to the space sector.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Business corporations, 
etc.(1)

1 Yes None ―

InfraRed ETF UGP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

InfraRed Energy Transition 
Fund A LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to primarily invest 
in Sustainable Energy Projects in the 
U.S., Canada and other OECD 
Countries. Sustainable Energy Project 
means a company or project whose 
primary business activity is, or enables 
or facilitates, (i) renewable power 
generation (e.g., solar, wind, 
geothermal, hydro, biomass and related 
technologies) or complementary 
technologies or systems, (ii) energy 
storage (including battery and 
pumped), (iii) the integration of 
renewable power technologies into the 
electric power system, (iv) the 
modernization of the electric grid, (v) 
energy efficiency and/or (vi) electric 
vehicle infrastructure.
The investments of the Fund may 
consist of equity and debt securities, 
structured equity and other assets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―
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出資対象事業
持分（ファンド）

の種別
適格機関投資家の種別
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Business Equity）

（Type of the
Invested 
Business 
Equity）

（Details of the Invested Business）

（Type of

instrument）
（Contents）

（Type of business）

（Private
placement
and/or
investment

（Type of
notification
）

（Type of the QII）

（Number 
of

（Existenc
e
of investors
other than

（Existence of persons specified under the 

items of Article 233-3）

（Existence）
（Name or name of business 
of the certified public

（Jurisdiction of 
the Financial 
Bureau）

InfraRed ETF UGP Limited 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

InfraRed Energy Transition 
Fund B LP

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The Fund will seek to primarily invest 
in Sustainable Energy Projects in the 
U.S., Canada and other OECD 
Countries.
Sustainable Energy Project means a 
company or project whose primary 
business activity is, or enables or 
facilitates, (i) renewable power 
generation (e.g., solar, wind, 
geothermal, hydro, biomass and related 
technologies) or complementary 
technologies or systems, (ii) energy 
storage (including battery and 
pumped), (iii) the integration of 
renewable power technologies into the 
electric power system, (iv) the 
modernization of the electric grid, (v) 
energy efficiency and/or (vi) electric 
vehicle infrastructure.
The investments of the Fund may 
consist of equity and debt securities, 
structured equity and other assets.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

GTIF (GP) S.a r.l. 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Global Transport Income Fund 
Feeder Partnership SCSp

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The fund invests in and/or provides 
financing for capital-intensive assets 
that are involved in the day-to-day 
operations of global corporations with 
activities in the global transport 
markets. The fund targets various 
investment sectors, including the 
aircraft, maritime, energy logistics, 
railcar, heavy equipment, vehicle fleet 
and related sectors of the global 
transport universe.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc. (2)

2 None None ―

Searchlight Capital Partners 
IV GP, LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Searchlight Capital IV PV-A, 
L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other Searchlight Capital Partners, L.P. 
(“Searchlight” or the “Firm”) is 
seeking to raise Searchlight Capital IV, 
L.P., Searchlight Capital IV PV-A, L.P. 
and Searchlight Capital IV PV-B, L.P. 
(together with any additional parallel 
funds, “Fund IV” or the “Fund”). 
The Fund will seek to employ 
Searchlight’s value-oriented 
investment philosophy that aims to 
deliver strong performance across 
economic cycles by creating 
investments at disciplined valuations in 
leading North American and European 
businesses. 
In constructing the Fund IV portfolio, 
Searchlight will continue to target 
investments in thematic opportunities 
within the Firm’s core sectors, 
including communications, media, 
business services, and financial 
services with an emphasis on recurring 
and re-occurring revenue businesses.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―

H.I.G. Advantage Advisors II, 
LLC

関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

H.I.G. Advantage Buyout Fund 
II, L.P.

Rights based 
on laws and 
regulations of a 
foreign state

Other The object for which H.I.G. Advantage 
Buyout Fund II, L.P. (the "Fund") is 
established is to make private equity, 
buyout, and equity-related investments 
in middle market companies located 
primarily in the United States.
To this end, the Fund will typically 
make control investments in industry 
leading, high quality companies that 
have the potential for significant value 
creation through implementation of 
growth, performance improvement, 
strategic and risk mitigation initiatives.
The Fund will look to capitalize on 
H.I.G. Capital, L.L.C.’s experience in 
evaluating middle market companies to 
create value through growth initiatives, 
performance improvements and 
synergistic add-on acquisitions.

Private 
placement 
and 
investment 
manageme
nt

Article 63 Financial institutions, 
etc.(1)

1 None None ―


